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１．議案等処理一覧表･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 701
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会期45日間 自 令和５年２月14日
至 令和５年３月30日

令和５年第１回沖縄県議会（定例会）会期日程

月･日 曜日 日　　　　　程 備　　　　考

１ ２月14日 火 本･ 会･ 議

（議席の変更）
（会議録署名議員の指名）
（特別委員の変更の件）
（会期の決定）
（知事提出議案の説明）

･請願・陳情付託

２ 15日 水 議案研究
３ 16日 木 議案研究 ･代表質問通告締切（正午）
４ 17日 金 議案研究 ･一般質問通告締切（正午）
５ 18日 ㊏ 休　　 会
６ 19日 ㊐ 休　　 会
７ 20日 月 議案研究
８ 21日 火 本･ 会･ 議 （代表質問）
９ 22日 水 本･ 会･ 議 （代表質問）
10 23日 ㊍ 休　　 会 ･天皇誕生日
11 24日 金 本･ 会･ 議 （代表質問）
12 25日 ㊏ 休　　 会
13 26日 ㊐ 休　　 会
14 27日 月 本･ 会･ 議 （一般質問）
15 28日 火 本･ 会･ 議 （一般質問）
16 ３月１日 水 本･ 会･ 議 （一般質問）
17 ２日 木 本･ 会･ 議

委･ 員･ 会
（一般質問）
（予算特別委員会設置）

議案付託
請願・陳情提出期限（特別委）

18 ３日 金 議案研究
19 ４日 ㊏ 休　　 会
20 ５日 ㊐ 休　　 会
21 ６日 月 委･ 員･ 会 （予算特別委員会・補正予算審査）
22 ７日 火 委･ 員･ 会 （常任委員会・先議案件審査、採決）（予算特別委員会・補正予算採決）
23 ８日 水 議案整理

委･ 員･ 会 （議会運営委員会）
24 ９日 木 本･ 会･ 議

委･ 員･ 会
（補正予算・先議案件委員長報告、採決）
（予算特別委員会）

請願・陳情付託（特別委）
請願・陳情提出期限(常任委)･

25 10日 金 委･ 員･ 会 （常任委員会）
26 11日 ㊏ 休　　 会
27 12日 ㊐ 休　　 会
28 13日 月 委･ 員･ 会 （常任委員会）
29 14日 火 議案整理
30 15日 水 議案整理
31 16日 木 委･ 員･ 会 （予算特別委員会） ･請願・陳情付託（常任委）
32 17日 金 本･ 会･ 議

委･ 員･ 会
（知事提出議案の説明、質疑）
（予算特別委員会）

33 18日 ㊏ 休　　 会
34 19日 ㊐ 休　　 会
35 20日 月 委･ 員･ 会 （予算特別委員会）
36 21日 ㊋ 休　　 会 ･春分の日
37 22日 水 委･ 員･ 会 （常任委員会）
38 23日 木 委･ 員･ 会 （常任委員会）
39 24日 金 委･ 員･ 会 （常任委員会）
40 25日 ㊏ 休　　 会
41 26日 ㊐ 休　　 会
42 27日 月 委･ 員･ 会 （特別委員会）
43 28日 火 休　　 会 （予備日）
44 29日 水 議案整理

委･ 員･ 会 （議会運営委員会）
45 30日 木 本･ 会･ 議 （委員長報告、採決）
（注）３月17日は休会の日と議決されていたが、３月16日の議会運営委員会の協議に基づき、「甲第37号議

案」を審議するため、特に会議を開いた。
･
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開会日に応招した議員

応招しなかった議員

赤　嶺　　　昇　君

照　屋　守　之　君

次呂久　成　崇　君

喜友名　智　子　さん

島　袋　恵　祐　君

玉　城　健一郎　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

上　原　快　佐　君

新　垣　光　栄　君

國　仲　昌　二　君

瀬　長　美佐雄　君

山　里　将　雄　君

当　山　勝　利　君

當　間　盛　夫　君

金　城　　　勉　君

新　垣　　　新　君

下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

仲　村　家　治　君

平　良　昭　一　君

仲　村　未　央　さん

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

照　屋　大　河　君

山　内　末　子　さん

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

仲宗根　　　悟　君

崎　山　嗣　幸　君

玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん

渡久地　　　修　君

瑞慶覧　　　功　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

仲　田　弘　毅　君

赤　嶺　　　昇　君
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（第１号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回

令和５年２月14日





議　　事　　日　　程　第１号
令和５年２月14日（火曜日）

午前10時開議
第１　議席の変更
第２　会議録署名議員の指名
第３　特別委員の変更の件
第４　会期の決定
第５　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで（知事説明）
第６　陳情第３号及び第５号の付託の件

･
本日の会議に付した事件

日程第１　議席の変更
日程第２　会議録署名議員の指名
日程第３　特別委員の変更の件
日程第４　会期の決定
日程第５　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで

甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和５年２月14日（火曜日）午前10時開会
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甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）
甲第32号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第

１号）
甲第34号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）
乙第１号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案　沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
乙第８号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一

部を改正する条例
乙第９号議案　沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例
乙第11号議案　沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例
乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例
乙第13号議案　沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第14号議案　沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条例

の一部を改正する条例
乙第15号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を

改正する条例
乙第16号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第21号議案　名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案　専決処分の承認について

日程第６　陳情第３号及び第５号の付託の件
･･
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出　席　議　員（48名） 
･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ ･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ ･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ ･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん

･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ 29　番　　山　内　末　子　さん
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
公安委員会委員長　　比　嘉　梨　香　さん
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労 働 委 員 会 会 長　　藤　田　広　美　君
人事委員会委員長　　島　袋　秀　勝　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和５年第１回
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沖縄県議会（定例会）を開会いたします。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
60件並びに今期定例会提出予算説明書、積算内訳
書、令和５年１月末現在の令和４年度一般会計予算執
行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書
の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特
別委員会に付託すべき陳情を除く陳情23件は、お手
元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委
員会に付託いたしました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　去る２月７日の議会運営委員会において「演壇及び
質問席における発言については、マスクを着用せずに
行うことを認める」ことが決定されておりますので、
御報告いたします。
　なお、自席におかれましては、これまでどおりマス
クを着用していただきますよう御協力お願いいたしま
す。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　議席の変更を行い
ます。
　議員の所属会派の異動に伴い、会議規則第４条第３
項の規定により議席の一部を変更いたします。
　仲田弘毅君を47番に、照屋守之君を48番にそれぞ
れ変更いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２　会議録署名議員の指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　40番　西　銘　純　恵　さん　及び
　　　48番　照　屋　守　之　君･
を指名いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　特別委員の変更の
件を議題といたします。
　議員の所属会派の異動に伴い、特別委員を変更する
必要があります。
　よって、お諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定により、新沖縄振
興・公共交通ネットワーク特別委員の照屋守之君を花
城大輔君に変更いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から３月30日までの45
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から３月30日までの45日間
と決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　甲第１号議案から
甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議
案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和５年第１回沖縄県議会の開会に当たり、議員各
位の御健勝を心からお喜び申し上げますとともに、
日々の御精励に対し深く敬意を表します。
　令和５年度の当初予算案などの重要な議案の審議に
先立ち、まず、県政運営に当たりまして、私の所信の
一端を申し述べ、議員各位及び県民の皆様の御理解と
御協力を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願い
いたします。
　第１に、県政運営に取り組む決意について申し上げ
ます。
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　本県は、本土復帰50年の節目となる令和４年５月
に「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」を策定し、
新たなスタートを切りました。
　同計画は、沖縄の自主性と主体性の下、沖縄の優位
性や発展可能性を存分に引き出すことで「沖縄21世
紀ビジョン」で掲げる県民全体で共有する沖縄の将来
像の実現と固有課題の解決を図り、本県の自立的発展
と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現を目
標としています。
　同計画においては、国連が掲げるＳＤＧｓを取り入
れ、社会・経済・環境の３つの枠組みに対応する形
で、「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形
成、「強くしなやかな自立型経済」の構築、「持続可
能な海洋島しょ圏」の形成の基軸的な３つの基本方向
を示すとともに、施策展開の基本的指針として「安
全・安心で幸福が実感できる島」の形成を掲げており
ます。
　昨年９月には、同計画に掲げた各施策を具体化し、
着実に推進するための活動計画として「新・沖縄21
世紀ビジョン実施計画」を策定したところであり、県
としては、これら計画に基づく施策を推進し、県民が
望む将来像の実現に向けて全力で取り組んでまいりま
す。
　私は、１期目の就任以来、祖先（ウヤファーフジ）
への敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添う
チムグクルを大切にするとともに、「自立」、「共
生」、「多様性」の理念の下、包摂性と寛容性に基づ
き、様々な施策を推進してまいりました。
　２期目の県政運営に当たっては、誇りある豊かな沖
縄の未来を開くため、１期目に着手・推進した施策を
さらに深化させ、各種施策を展開してまいります。
　あわせて、新型コロナウイルス感染症の影響の長期
化による深刻な経済状況や子供の貧困問題等、重要性
を増した課題等を踏まえ、「県経済と県民生活の再
生」、「子ども・若者・女性支援施策の充実」、「辺
野古新基地建設反対・米軍基地問題」の３つを特に重
点的に取り組む大項目として掲げ、各種施策を展開し
てまいります。
　復帰当時、日米安全保障条約や日米地位協定が適用
されることで沖縄の米軍基地も「本土並み」になると
言われてまいりました。沖縄県の米軍基地は、復帰時
から減少はしたものの、この50年の間に沖縄県以外
の米軍基地が大幅に減少したことから、国土面積の
約0.6％の本県には、戦後77年が経過し、復帰から51
年目を迎える今もなお、在日米軍専用施設面積の約
70.3％が集中し続けており、応分の負担にはほど遠

い状況にあります。
　広大な米軍基地の存在が本県の振興を進める上で大
きな障害となり、また、日常的に発生する航空機騒音
をはじめ、自然環境の破壊、航空機事故のほか、米軍
人・軍属等による事件・事故等が県民生活に様々な影
響を及ぼしています。
　このことから県は、令和３年５月に日米両政府にさ
らなる在沖米軍基地の整理縮小を要請したところであ
り、引き続き両政府に対し、「当面は在日米軍専用施
設面積の50％以下を目指す」とする具体的な数値目
標の設定と実現を強く求めてまいります。
　特に、普天間飛行場については、市街地の中心部に
位置しており、住民生活に著しい影響を与えているこ
とから、周辺住民の航空機事故への不安や騒音被害な
どを解消することが喫緊の課題となっており、同飛行
場の一日も早い危険性の除去と早期閉鎖・返還は県民
の強い願いであります。
　一方、政府が唯一の解決策とする辺野古移設につい
ては、軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了まで
に約12年を要するとされ、さらに、今般の変更承認
申請が公有水面埋立法に照らした厳正な審査の結果、
不承認となり埋立工事全体を完成させることがより困
難な状況となりました。
　県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去にはつながらないと考えており、政
府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿
勢を粘り強く求めていくとともに、平成25年に県議
会議長及び全41市町村の首長・議会議長が「米軍普
天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設断念すること」を
求めた建白書の精神、そして、これまでの県知事選挙
や県民投票で県民が一貫して示してきた辺野古新基地
建設反対の思いを実現するため、ぶれることなく県民
の先頭に立ってまいります。
　昨年12月に閣議決定された「国家安全保障戦
略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」、い
わゆる安保関連３文書においては、日本が戦後最も厳
しく複雑な安全保障環境に直面しているとした上で、
「第15旅団の師団への改編」や「空港・港湾等の整
備・強化、訓練による使用」等、沖縄における防衛力
強化に関連する記述が多数見受けられます。
　私は、安全保障環境が厳しさを増していることは認
識しておりますが、しかし、二度と沖縄を戦場にして
はならないとも考えております。だからこそ、昨年５
月に手交した新たな建議書においては、平和的な外
交・対話による緊張緩和と信頼醸成を求めたところで
す。それにもかかわらず、国民的な議論や地元に対す
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る十分な説明がなされないまま、沖縄を含むと考えら
れる「南西地域」を「第一線」とする安保関連３文書
が策定されたことは、熾烈な地上戦の記憶と相まっ
て、県民の間に大きな不安を生じさせるものと言わざ
るを得ません。
　これらについては、今後、政府に対して、詳細な説
明や協議の機会を設けるよう求めるとともに、記載さ
れた内容が県内において具体的にどのように展開され
るか等について調査研究等を行い、沖縄県として日米
両政府が取り組むべき平和構築の在り方等について発
信してまいりたいと考えております。
　また私は、沖縄の基地負担の軽減は、米軍と自衛隊
を併せて検討される必要があると考えております。
　軍事力の増強による抑止力の強化がかえって地域の
緊張を高め、不測の事態が生ずることを強く懸念して
おり、ましてや米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な基地機能強化により沖縄が攻撃目標に
なるリスクをさらに高める事態を生じさせてはならな
いと考えております。引き続き、政府に対して、この
ような事態が生ずることのないよう最大限の努力を払
うとともに、平和的な外交・対話による緊張緩和と信
頼醸成に取り組むよう強く求めてまいります。
　昨年、沖縄は復帰50年の節目を迎えましたが、現
在においても、米軍基地が集中し、自立型経済の構築
もなお道半ばとなっております。
　復帰50年を機に実施した50年先の沖縄に望む姿に
ついての県民意見募集においては、自然環境の保全や
県民所得の向上、平和な社会を求める意見など様々な
分野に関する意見が寄せられました。
　これは、県民が望む沖縄のあるべき姿、ありたい姿
を描いた「沖縄21世紀ビジョン」における５つの将
来像と重なっており、我々が目指すべき方向性を改め
て示すものであります。
　こうした県民の思いや復帰当時の先人たちの願いを
踏まえるとともに、いまだ残る課題への対応や県民が
望む沖縄の将来像の実現に向けた未来への決意等と併
せて、新たな未来を展望する観点から米軍基地の整理
縮小等の４項目を建議事項として取りまとめた「平和
で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書」を昨年５
月に策定し、岸田総理大臣等に手交するとともに、県
内外に発信いたしました。
　私は、平和を希求する先人たちの思いを引き継ぎ、
未来を生きる子や孫たちのためによりよい未来を創造
するため、新たな建議書に込めた全ての願いをかなえ
られるよう県民の皆様とともに、50年先の未来に向
けてひたむきに沖縄のために取り組んでまいります。

　私は、誰もが輝き、誰もが尊重され、そして誰もが
希望のうちに喜びを見つけることが当たり前に実現す
る島、幸福が真に実感できる沖縄を目指し、職員と一
丸となって、全力で取り組んでまいります。
　第２に、沖縄を取り巻く現状の認識について申し上
げます。
　世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から
の持ち直しが継続する一方、物価上昇による回復ペー
スの鈍化、景気後退が懸念されています。
　我が国においては、コロナ禍からの社会経済活動の
正常化、景気の緩やかな持ち直しが続く一方、物価高
騰の継続による景気の下振れリスクが依然として残る
状況にあり、本県においても、電気料金・生産資材価
格の高騰等により、家計の負担増や県内事業者の収益
減少などが懸念されています。
　このような状況を踏まえ、県としては、国に財政支
援を求めるとともに、特別高圧受電事業者に対する補
助を含め、引き続き、電気料金を含めた物価高騰によ
る県民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的に対
応してまいります。
　また、昨年２月に始まったロシアによるウクライナ
侵攻から１年が経過しようとしています。既にウクラ
イナ、ロシア両国に多くの犠牲が生じており、現在も
憂慮すべき事態が続いています。国連安保理の常任理
事国であるロシアが、国連憲章に背いて武力を行使す
るという事態は、国際社会の秩序の維持という観点か
らも決して看過できるものではありません。
　東アジアでは、米中対立のさらなる顕在化、中国の
軍事力の強化や尖閣諸島周辺海域等における活動の継
続、台湾をめぐる問題、国連決議に違反する北朝鮮の
相次ぐ弾道ミサイル発射の問題など、安全保障環境が
より一層厳しさを増しています。
　このような状況だからこそ外交の知恵が求められて
おり、米中間、日中間では、首脳会談を含む対話が行
われ、日本政府は中国に対して「建設的かつ安定的な
日中関係」の構築を呼びかけていると承知していま
す。
　私は、アジア・太平洋地域における、関係国等によ
る平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成、そ
してそれを支える県民・国民の理解と行動が、これま
で以上に必要になると考えております。
　そのため、沖縄県が有するソフトパワーを生かし、
アジア・太平洋地域における観光、物流、科学技術、
環境、保健・医療、教育、文化、平和など多分野にわ
たる国際交流を通じて築いてきたネットワークを最大
限に活用し、同地域における平和構築に貢献する独自
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の地域外交を展開するため、知事公室内に地域外交室
を設置いたします。
　第３に、県政運営に取り組む決意及び沖縄を取り巻
く現状認識を踏まえ、特に重要な政策について申し上
げます。
　令和５年度は、平和で誇りある豊かさ「新時代沖
縄」をさらにその先へ進めていくため、「新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画」等に掲げた取組を加速させ、
計画を着実に推進していくとともに、昨今の社会課題
など重要性を増した課題等を踏まえ、公約において重
要政策として掲げた各種取組を展開してまいります。
　加えて、「沖縄県ＳＤＧｓ実施指針」及び「おきな
わＳＤＧｓアクションプラン」に基づき、ＳＤＧｓ達
成への貢献と地域課題の解決に向けた施策の一層の充
実強化を図り、各種取組の相互関係性や相乗効果を重
視した施策の連携を促進してまいります。
　「県民のいのちと暮らしを守る」について申し上げ
ます。
　新型コロナウイルス感染症発生以降、幾度もの感染
拡大を経験する中、次の流行に備え振り返りを行い適
宜、課題に応じた措置を講じてまいりました。引き続
き、県民の命と暮らしを守るため、これまでの経験や
今後の感染症法上の位置づけの見直しを踏まえ、感染
の拡大状況に応じた病床等の確保や高齢者施設等への
支援、ＰＣＲ等検査体制の強化、ワクチンの接種推進
などの措置を時期を逸することなく迅速かつ適切に取
り組むとともに、感染症研究センターを設置し、感染
対策と社会経済活動の両立に努めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によ
り、多大な影響を受けている県経済の回復に向けて、
県内事業者の事業継続に資する資金繰りや雇用維持等
への支援に加え、デジタルトランスフォーメーショ
ン、いわゆるＤＸの推進等、ニューノーマルに対応す
る取組を進め、強靱で持続可能な県経済の構築を目指
してまいります。
　「辺野古新基地建設反対をつらぬく」について申し
上げます。
　辺野古新基地建設に反対する県民の民意は、過去２
回の知事選挙をはじめ、平成31年２月に行われた辺
野古埋立てに絞った県民投票において圧倒的多数で明
確に示されています。さらに、辺野古新基地建設の是
非が明確な争点となった昨年９月の知事選挙において
も揺るぎない形で反対の民意が繰り返し示されたこと
は、極めて重いものであります。
　これから先、50年、100年もの間、子や孫の世代
に基地被害を押しつけるわけにはまいりません。

　私は、県民の民意にも応え、普天間飛行場の早期運
用停止、閉鎖・撤去と辺野古に新しい基地を造らせな
いという公約の実現に向けて、引き続き、全身全霊で
取り組んでまいります。
　「子どもは沖縄の未来」について申し上げます。
　「島の宝」である子供たちが夢や希望を持って成長
できる社会の実現に向けて、子育てや貧困を地域や社
会全体の問題として捉え、子供につながり、支援につ
なげる仕組みを構築するとともに、親の妊娠・出産期
から子供の社会的自立に至るライフステージに即した
切れ目のない総合的な施策を展開し、誰もが安心して
子供を産み育てることができる環境を整備していくこ
とが重要です。
　子供の貧困対策を県政の最重要課題に位置づけ、子
供の権利ファーストの理念の下、１期目に増額した貧
困対策推進基金を活用して各種施策を展開するととも
に、中高生のバス通学費支援を遠距離に伴う高額負担
者にも拡充するほか、就学援助制度及び給付型奨学金
の拡充、学校給食費の無償化に向けた取組を進めてま
いります。
　あわせて、中部地区への特別支援学校の設置に向け
た基本設計やヤングケアラーに対する相談支援体制の
強化等支援の拡充、児童相談所等の体制強化、社会人
としてスタートした18歳から20代半ばまでの若年者
に対するファーストステージ支援等に取り組んでまい
ります。
　「安全・安心の沖縄へ」について申し上げます。
　心豊かで、安全・安心に暮らせる沖縄を実現するた
めには、あらゆるリスクから県民の生命や財産が守ら
れ、人権が尊重され、離島や過疎地域においても豊か
で安心・安全な生活を享受できる環境を創出する必要
があります。
　ＰＦＯＳ等による水道水源等汚染については、県民
の健康に関わる極めて重要な問題であることから、汚
染源である蓋然性が高い米軍基地について、情報の提
供、基地内への県の立入調査、国または米軍による原
因究明調査と対策の実施を日米両政府に対し求めてま
いります。
　基地への立入調査が認められないことについては、
基地の管理権を規定する日米地位協定がもたらす構造
的な問題があると考えており、引き続き、環境保全に
関する日本国内法の適用や環境条項の新設など、日米
地位協定の見直しを求めてまいります。さらに、生活
環境の保全を図るため、米軍基地周辺だけでなく、土
壌と水質の全県的な調査に取り組むとともに、可能な
限り国管理ダムを活用するなど、水道水のＰＦＯＳ等
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低減化に取り組んでまいります。
　また、「沖縄県防災危機管理センター棟（仮称）」
の建築工事に着手するとともに、消防防災ヘリの整備
に取り組んでまいります。あわせて、昨年12月に県
内で初めて発生した高病原性鳥インフルエンザ等の特
定家畜伝染病の侵入防止に向け、引き続き、各関係機
関連携による危機管理体制の強化に取り組んでまいり
ます。
　差別や偏見のない社会づくりに向けては、今議会に
上程しております「沖縄県差別のない社会づくり条例
（仮称）」に基づき、取組を進めてまいります。
　離島振興については、救急・災害時を含む離島医療
提供体制の構築、住民の交通コストや生活コストに係
る負担軽減、離島の条件不利性を軽減する情報通信基
盤の整備等に取り組んでまいります。
　「自然環境と文化・伝統が調和する沖縄」について
申し上げます。
　「沖縄21世紀ビジョン」で掲げる「沖縄らしい自
然と歴史、伝統、文化を大切にする島」の実現に当
たっては、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」表明
自治体として脱炭素化の実現に向け取り組むととも
に、生物多様性に富んだ豊かな自然環境を次世代へ継
承し、琉球王朝時代より培われてきた伝統文化を継
承・発展させていく必要があります。
　脱炭素化に向けて、「第２次沖縄県地球温暖化対策
実行計画」における温室効果ガス削減目標の引上げに
加え、太陽光発電事業に係る補助、税制上の特例措置
等の活用促進、活用技術の調査などクリーンエネル
ギーの導入促進に取り組みます。さらに、世界自然遺
産等自然保護地域の適正管理に取り組むとともに、生
態系や生活環境を保全し、人と動物が共生する社会の
実現のための条例の制定に向けて取り組んでまいりま
す。
　しまくとぅばの保存及び継承に関する取組や、琉球
文化・伝統の発信と継承に取り組むとともに、首里城
の復興については、国内外からの寄附金を活用した各
種製作物復元や伝統的な建築等に係る人材育成、安全
性の高い公園管理体制の構築、首里杜地区の歴史まち
づくり推進等に引き続き取り組んでまいります。
　「限りない沖縄の可能性を未来へ」について申し上
げます。
　強くしなやかな自立型経済の構築に向けては、県民
所得の向上につながる県内企業の「稼ぐ力」の強化、
新型コロナウイルス感染症の拡大により入域観光客数
が大幅に減少したリーディング産業である観光産業の
回復とさらなる発展に取り組むことが重要です。

　世界から選ばれる持続可能な観光地の形成をはじめ
とする新たな観光振興戦略の展開に向けては、国内観
光需要に対するターゲットに応じたきめ細やかかつ積
極的な誘客活動や近隣のアジア市場、欧米等からの海
外客の回復に向けて取り組むとともに、大型ＭＩＣＥ
施設整備については、ＰＦＩ法の手続にのっとった取
組を推進するとともに、地元町村と連携しながらマリ
ンタウンＭＩＣＥエリアの形成に取り組んでまいりま
す。
　「稼ぐ力」の強化等に向けては、県内企業や農林水
産業など全産業において、ＤＸの加速化やイノベー
ションの促進等による生産性・収益性の向上に取り組
むとともに、海外展開やビジネス交流等による競争力
強化、スタートアップが継続的に生まれ成長するス
タートアップ・エコシステムの構築に向けて取り組ん
でまいります。
　加えて、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの早
期導入に向けて、持続的運営を可能とする特例制度の
創設を国に求めるとともに、引き続き、道路や港湾等
の社会資本整備に取り組んでまいります。
　職員が公務への従事を通して、達成感や充実感を得
られ、かつワーク・ライフ・バランスを実現しなが
ら、一人一人の持つ能力が最大限に発揮され、困難な
課題に意欲的かつ柔軟、的確に対応する県庁づくりを
進めます。また、リスク対策としての内部統制を徹底
しながら、限りある行政資源の下で、多様な行政需要
に対応する組織の編成に取り組みます。
　第４に、内閣府予算案及び税制改正について申し上
げます。
　令和５年度内閣府沖縄振興予算案においては、約
2679億円が確保され、子供の貧困対策や新たな沖縄
観光サービス創出支援等に関する予算が計上されたほ
か、スタートアップ支援等に向けた事業が新たに盛り
込まれました。
　また、令和５年度税制改正においては、本県と経済
界が一体となって要望してきた沖縄路線航空機に係る
航空機燃料税の軽減措置の延長が認められました。
　県としては、沖縄振興予算及び税制を積極的に活用
し、沖縄の自立的発展と県民一人一人が豊かさを実感
できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。
　次に、これまで申し上げた取組に加え、令和５年度
に主に取り組んでいく施策の概要について、御説明申
し上げます。
　第１は、「経済分野」に関して―新時代沖縄の到来
の視点―であります。
　まず、企業の「稼ぐ力」の強化と産業の振興につい
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て申し上げます。
　デジタル社会に対応した足腰の強い経済構造の実現
を目指し、“リゾテックおきなわ”による産業ＤＸの取
組を官民挙げて推進し、産業の高度化や労働生産性の
向上に取り組むとともに、中小企業者等を支援するこ
とで稼ぐ力の強化を図ります。
　情報通信産業が競争力の高い産業へと成長できるよ
う、ビジネスモデルの高度化や転換、企業連携による
高度なＩＴビジネスの受注拡大の支援に取り組みま
す。
　アジア有数のスタートアップハブを目指し、産学官
金が一体となった「おきなわスタートアップ・エコシ
ステム・コンソーシアム」との連携により、スタート
アップの促進に取り組みます。
　コロナ後も経済発展が見込まれるアジアの活力を取
り込む国際物流拠点の形成を推進するため、物流ネッ
トワークの強化に向けて運休路線の復便や新規路線の
誘致に取り組むとともに、「沖縄大交易会」等の開催
促進により、全国の特産品を沖縄からアジアへ輸出す
る流通拠点化に取り組んでまいります。
　海外市場への販路拡大に向け、各市場のニーズに対
応した商品開発や展示会等への出展を支援するととも
に、県内事業者の海外展開促進に向けたビジネス交流
拠点の形成、海外事務所の機能強化等を推進します。
　国際物流拠点産業集積地域制度等を活用した高付加
価値を生み出す企業の誘致、航空関連産業クラスター
の形成など臨空・臨港型産業の集積を促進するととも
に、その効果が地元企業の技術力や製品開発力の向上
等につながるよう、企業間のマッチング支援に取り組
みます。
　また、下地島空港等の離島空港を活用した航空・宇
宙関連産業の展開を推進します。
　ものづくり産業については、付加価値の高い製品開
発や基盤技術の高度化など県内発注を促進する取組に
加え、国の研究機関等と連携した県内企業への先端技
術導入を促進するとともに、泡盛製造業については、
業界が行う自立に向けた取組を支援します。また、本
県の優位性を生かした機能性食品や先端医療等の研究
開発及び事業化の促進に取り組みます。
　共同研究等の支援や産学連携等を推進し、ＯＩＳＴ
や琉球大学、うるま市州崎地区等を核としたイノベー
ション創出拠点の形成を促進してまいります。
　伝統工芸産業については、おきなわ工芸の杜を拠点
として、関係機関等の有機的なネットワークの構築に
取り組むとともに、人材の育成、魅力的な商品開発や
ビジネスモデルの創出を推進します。

　地域資源を活用した特産品の振興を図るため、コロ
ナウイルスの感染対策を徹底した「離島フェア」等の
開催を進め、離島特産品の販路拡大・プロモーション
支援に取り組んでまいります。
　中小企業者等の支援については、ゼロゼロ融資から
の借換え需要等に対応した資金繰り支援に取り組むと
ともに、経営革新等による生産性の向上、円滑な事業
承継の推進等に支援機関と連携して取り組んでまいり
ます。
　世界から選ばれる持続可能な観光地の形成について
申し上げます。
　地域社会、経済、環境の３つの側面において適切な
バランスを長期的に維持し、旅行者・観光客と地域・
住民が価値を共有するサステーナブル（持続可能）／
レスポンシブル（責任ある）・ツーリズムの推進を
図ってまいります。
　ＳＤＧｓに適応する観光ブランド力の強化を図るた
め、ユニバーサルツーリズムの推進や、多種多様な
ニーズに応じた受入れ環境の整備に取り組むととも
に、本県の自然環境や伝統文化等のソフトパワーを生
かした、付加価値の高い多様なツーリズムの推進に取
り組みます。
　ビッグデータを活用した調査分析手法の導入や仮想
現実（ＶＲ）等による観光体験コンテンツの創出によ
る域内消費の拡大など価格競争に陥らない観光モデル
の拡大や、年間を通して観光需要を平準化する取組
等、多彩かつ質の高い観光を推進します。
　また、国内外の観光客が安心し満足する質の高い
サービスを提供できる観光人材の育成や確保に取り組
みます。
　スポーツコンベンションの核となるＪ１規格スタジ
アムについては、プロスポーツと連携し、整備に向け
た検討を進めてまいります。
　今年の夏、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカッ
プ2023が開催されることから、スポーツ振興課内に
新たに室を設置し、世界のトッププレーヤーとの交流
等により子供たちが世界に目を向ける機会を創出する
とともに、関係市町村等と連携し、地域・経済の振興
に取り組んでまいります。
　農林水産業の振興について申し上げます。
　本県の特性を最大限に生かした農林水産業を展開す
るとともに、離島・過疎地域における基幹産業として
の地位も踏まえつつ、特色ある農林水産物や豊かな農
山漁村景観等を活用し、観光産業等との連携による地
産地消の推進や各種ツーリズム等の体験交流プログラ
ムの提供など、域内経済循環の促進に取り組みます。
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　本県の優位性を生かしたブランド産地の形成に向
け、生産や経営規模の拡大、スマート農林水産技術等
の研究開発の推進、生産基盤の整備など、定時・定
量・定品質の実現による生産供給体制の強化に取り組
みます。
　また、生産段階での衛生・品質管理の徹底や輸送コ
スト低減対策、マーケットインを意識した出口戦略の
強化、中央卸売市場の再整備の方針策定に取り組みま
す。
　サトウキビについては、生産性向上に向けた取組や
製糖工場の設備の老朽化対策に向けた支援等を推進し
てまいります。
　担い手の育成・確保や経営力強化に向け、経営安定
対策や農地の集積・集約化の促進、新規就業者支援の
取組を加速化するとともに、次世代農業担い手の育成
の拠点となる県立農業大学校の移転整備について、令
和６年４月の開校に向けて取り組みます。
　このほか、耕畜連携等の資源循環型農業の推進や総
合的な赤土流出防止対策、地域農林水産物等の活用に
よる６次産業化支援などに取り組みます。
　畜産業については、生産基盤の拡大、産業動物獣医
師の確保、飼料自給率の向上等による生産資材価格高
騰への対応など、各種施策に取り組みます。
　林業については、自然環境に配慮した森林施業のほ
か、県産キノコ類の生産性及び品質の向上と消費拡大
に取り組みます。また、去る１月に行ったウッドス
タート宣言を契機として、世界に誇る沖縄の森で育っ
た樹木を多くの県民に身近に感じてもらうため、木と
触れ、木の良さを知る「木育」を推進してまいりま
す。
　水産業については、持続可能な資源管理型漁業や沖
縄型のつくり育てる漁業の振興のほか、昨年10月に開
設したイマイユ市場を中心に、高度衛生管理による水
産物の安定供給や販路拡大等を推進してまいります。
　さらに、日台漁業取決め及び日中漁業協定等の見直
しを引き続き国に要請するとともに、昨年８月に締結
したパラオ共和国との覚書の下設置される農水産業、
環境・公共インフラ等の分野別ワーキングチームにお
いて、水産技術交流等を着実に進め、漁業者の安全操
業の確保や本県漁船の操業継続に取り組んでまいりま
す。
　働きやすい環境づくりと多様な人材の活躍促進につ
いて申し上げます。
　高齢者、障害者、女性及び若年者など、多様な人材
が活躍できる環境づくりと総合的な就業支援、正規雇
用の促進に取り組むとともに、離転職者・女性・若年

者等の職業能力開発や、業界団体等が行うリスキリン
グの促進などに取り組みます。
　企業の「稼ぐ力」の強化に向け、経営の効率化やイ
ノベーションを牽引する産業人材を育成するととも
に、企業内でＤＸを推進するＩＴエンジニアやデジタ
ル人材等の高度人材の育成に取り組みます。加えて、
奨学金返還支援等、企業による積極的な人材投資の促
進に取り組みます。
　男性の育児休業取得、多様な働き方やワーク・ライ
フ・バランスの促進により、女性が活躍できる環境づ
くりに取り組みます。
　経済活動の再開に伴う人手不足対策については、多
様な人材が活躍できる環境づくりや、求人と求職の
マッチングによる労働者の離職防止に加え、各分野に
おける課題やニーズに合わせた人材の育成・確保に取
り組みます。
　教育分野においては、国際的視野を持ち、国際社会
において主体的に行動できる人材育成のための外国語
教育及び国際理解教育の推進、ＩＣＴ環境等の整備を
はじめとする情報教育の充実、科学技術人材の育成に
向けた理数教育の推進等に取り組んでまいります。
　また、産学官相互が恒常的に対話し連携を行うため
の「地域連携プラットフォーム（仮称）」構築に向け
て、引き続き大学等と連携して取り組んでまいりま
す。
　自立的発展の実現に向けた基盤整備について申し上
げます。
　昨年９月に策定した「沖縄県ＤＸ推進計画」の下、
民間の力も活用し、行政、生活、産業など様々な分野
においてＤＸを推進します。
　那覇空港については、国や関係機関と連携し、利便
性の向上、機能強化及び拡充に向けて取り組みます。
　那覇港については、港湾計画の改訂により、将来に
わたる沖縄全域の持続可能な発展の推進力となる「み
なとづくり」に取り組みます。
　中城湾港については、新港地区の機能強化・拡充、
泡瀬地区におけるスポーツコンベンション拠点の形
成、西原与那原地区のスーパーヨット等の受入れ環境
の構築に取り組みます。
　過度な自家用車利用から公共交通利用への転換を図
るため、沖縄都市モノレール３両編成車両の運行開始
を早期に実現するとともに、基幹バスシステムの導入
や交通結節点の整備促進、沖縄自動車道の利用促進な
ど、切れ目のないシームレスな交通体系の構築に取り
組みます。
　また、離島については、空港及び港湾の機能強化を
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図るとともに、航空路や航路、路線バスの確保・維持
に取り組みます。
　「ハシゴ道路ネットワーク」の早期構築を図るた
め、国が実施する那覇空港自動車道の整備を促進し、
南部東道路等の整備を推進するほか、良好な沿道景観
の創出に取り組んでまいります。
　第２は、「平和分野」に関して―誇りある豊かさの
視点―であります。
　まず、米軍基地から派生する諸問題の解決と駐留軍
用地の跡地利用について申し上げます。
　沖縄の過重な基地負担を軽減するためには、普天間
飛行場代替施設の県内への新たな提供を除き、既に日
米両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び在日米軍
再編に基づく統合計画で示された嘉手納飛行場より南
の施設・区域の返還が確実に実施される必要があると
考えております。
　しかし、ＳＡＣＯ合意から26年、在日米軍再編計
画の合意から16年が経過し、統合計画による返還が
全て実施されたとしても沖縄の米軍専用施設面積は全
国の69％程度にとどまり、沖縄県民が復帰時に期待
した、いわゆる「本土並み」には依然としてほど遠い
状況にあります。
　米軍基地が集中することにより、騒音、水質汚染等
の環境問題、米軍関係の事件・事故は後を絶ちませ
ん。普天間飛行場、嘉手納飛行場やその他の訓練場の
周辺住民は、昼夜を問わない訓練等により、騒音や排
気ガスの悪臭等に苦しめ続けられています。
　日本の安全保障が大事であるならば、日本国民全体
で考えるべきであり、その負担も全国で担うべきであ
ります。県としては、このような基本方針の下、過重
な米軍基地負担の軽減に取り組んでまいります。
　普天間飛行場については、引き続き、普天間飛行場
負担軽減推進会議等において、県民の目に見える形で
負担軽減に取り組むよう求めてまいります。
　また、普天間飛行場の固定化は絶対に許されないこ
とから、県内移設の断念やオスプレイの配備計画の撤
回を求める建白書の精神に基づき、同飛行場の早期閉
鎖・返還を日米両政府に求めてまいります。
　辺野古新基地建設問題については、少なくとも全国
61の地方議会において、国民的議論で問題解決を求め
る意見書等が採択されているほか、沖縄の米軍基地を
本土に引き取る運動を行う団体が、沖縄を除く全ての
地方議会に向けて意見書の採択を求める陳情書を送付
しております。これは、全国において沖縄の基地問題
について議論が深まりつつあることの表れであると考
えており、引き続き、トークキャラバン等を通じ、辺

野古新基地建設に反対する県民世論及びそれを踏まえ
た私の考えを広く国内外に伝え、問題解決に向けた国
民的議論を喚起し、理解と協力を促してまいります。
　さらに、国連や国際社会に対し、沖縄の基地負担の
現状、辺野古新基地建設問題に反対する理由や基地か
ら派生する諸問題の解決の必要性などを発信してまい
ります。
　また、沖縄県が辺野古新基地建設に関し行った処分
に対し、国は、本来国民の権利利益の救済を図ること
を目的とする行政不服審査法に基づく審査請求を行い
ましたが、地方自治体が行った処分に対し審査請求の
手続を通じて大臣が関与する「裁定的関与」について
は、自治体が自らの判断と責任において行政を運営す
るという地方自治の保障の観点から問題であることか
ら、全国知事会と連携し、政府に対し、この「裁定的
関与」の見直しを強く求めてまいります。
　沖縄の基地問題の解決を図るためには、日本政府の
みならず、一方の当事者である米国政府に対しても沖
縄県自らが直接訴えることが重要であると考えており
ます。これまでの訪米活動やワシントン駐在の活動等
においては、連邦議会関係者等に対し、普天間飛行場
の現状と辺野古新基地建設の技術的課題に関する説明
に加え、米軍基地周辺のＰＦＯＳ等の問題、米軍人・
軍属による事件・事故などを説明し、国防権限法案等
に沖縄の基地問題に関する記述が反映されるよう継続
して働きかけております。また、米国議会向けメディ
アやウェブ系メディア等が県内を直接取材した際に
は、私から沖縄県の考え方等を発信するなど、様々な
取組を通じて、連邦議会関係者等だけではなく、広く
米国内において沖縄の基地問題への理解と認識が広が
りつつあると考えております。
　引き続きワシントン駐在を活用し、米国内での情報
収集及び情報発信、有識者と連携した会議の開催及び
連邦議会関係者への働きかけ等により沖縄における基
地問題の解決に取り組んでまいります。
　また、米国政府、米国連邦議会議員の理解と協力を
得るためには、私が直接、沖縄の米軍基地問題の実情
等を訴えることも重要であると考えており、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、訪米活動を行
いたいと考えております。
　日米地位協定に関しては、沖縄県が実施した他国地
位協定調査の結果を全国知事会や渉外知事会と共有す
るなどの取組を通じて、全国的に認識が広がりつつあ
り、全国知事会においてはこれまでに２度、「米軍基
地負担に関する提言」を全会一致で決議しておりま
す。引き続き、日米地位協定の抜本的見直しの実現に
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向けて、全国知事会や渉外知事会等と連携するととも
に、様々な機会を捉えて全国に情報発信を行うなど、
取組を強化してまいります。
　基地周辺住民の生活環境の保全を図るため、嘉手納
飛行場、普天間飛行場から日常的に発生する航空機騒
音の測定・監視調査を実施し、米軍等関係機関に対し
航空機騒音の軽減を求めてまいります。
　県土構造の再編につながる戦略的な跡地利用の推進
に向けて、関係市町村等と連携を図り、普天間飛行場
をはじめとした返還予定地の跡地利用計画の策定を促
進します。西普天間住宅地区跡地においては、国及び
関係機関と連携し沖縄健康医療拠点の形成に取り組み
ます。
　尖閣諸島をめぐる問題については、中国公船等が接
続水域の航行や領海への侵入を繰り返していることを
踏まえ、関係機関と連携を図り、正確な情報収集に努
めるとともに、日本政府に対し、同諸島周辺海域の
安全確保、平成26年の「日中関係改善に向けた話合
い」の合意事項の意義を尊重し、冷静かつ平和的な外
交・対話を通じて日中関係の改善を図ること等を求め
てまいります。
　平和を希求する「沖縄のこころ」の発信と継承につ
いて申し上げます。
　戦後77年余が過ぎ、沖縄戦の悲惨な体験の記憶が
薄れていく中で、平和を希求する「沖縄のこころ」の
発信に向け、平和の礎やちゅらうちなー草の根平和貢
献賞などの取組を推進するとともに、沖縄戦の実相・
教訓を正しく次世代に伝えていくため、平和学習の充
実、次世代へ語り継ぐ担い手の育成・確保等の取組を
推進してまいります。
　住民を巻き込んだ熾烈な沖縄戦の軍事的中枢施設で
ある第32軍司令部壕の保存・公開に向けた取組を推
進するとともに、アジア太平洋地域の平和発信拠点に
ついて、その在り方等の検討を進めてまいります。
　また、アジア太平洋地域平和連携推進事業を実施
し、同地域における緊張緩和、信頼醸成に向けて様々
な分野で連携を図ってまいります。
　ウチナーネットワークの継承・発展、国際協力の推
進について申し上げます。
　「海外ネットワークに関する万国津梁会議」の提言
を踏まえ、国内外のウチナーンチュとの継続的交流
や、沖縄文化等の継承を担う人材の育成等に取り組み
ます。
　ウチナーネットワークコンシェルジュ機能を拡充し
つつウチナーンチュセンターの設置について検討を進
めるとともに、第７回世界のウチナーンチュ大会の成

果を踏まえ、海外県人会を訪問して意見交換を行い、
次世代を担う若者や経済等の交流に取り組みます。
　また、在住外国人等が住みやすい地域づくりや県民
の異文化・国際理解促進、様々な分野の交流推進に取
り組んでまいります。
　心豊かで、安全・安心に暮らせる島づくりについて
申し上げます。
　全ての県民の尊厳をひとしく守り、互いに尊重し合
う共生の社会づくりを目指し、多様な性の在り方に関
する理解促進に向けた啓発活動や相談支援等に引き続
き取り組むとともに、女性が社会のあらゆる分野で活
躍できるジェンダー平等を実現するため、男女共同参
画を積極的に推進してまいります。
　配偶者暴力相談支援センターの拡充等により、配偶
者からの暴力相談機能等の充実を図るとともに、「国
際家事福祉相談所」を活用し、米軍人や軍属等を相手
方とする離婚や子供の養育費などで悩みを抱える県内
女性等への相談支援体制の強化を図ってまいります。
　また、犯罪被害者等の支援について、「沖縄県犯罪
被害者等支援計画（仮称）」の策定に取り組み、さら
なる支援体制の強化を図るとともに、消費者被害の未
然防止と早期救済に向けた市町村相談体制の充実や消
費者への啓発、成年年齢引下げに対応した消費者教育
に取り組みます。
　深刻化するサイバー空間の脅威や薬物犯罪、組織犯
罪等、多様化する犯罪に的確に対処するため、警察施
設を含む基盤整備を推進します。
　交通事故のない沖縄県を目指して、交通ルールの遵
守とマナーの向上、飲酒運転根絶に向けた取組を進め
るとともに、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の
安全の確保等に関する条例」に基づき、部局横断的に
水難事故防止対策を推進します。
　また、「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」に
基づき、ＤＶやストーカー事案への対処や性犯罪等の
未然防止など、社会の変化を捉えた犯罪抑止対策や適
正飲酒の働きかけを推進し、「ちゅらさん運動」を一
層深化させます。
　大規模災害等に備えた強くしなやかな県土づくりに
向けては、無電柱化の推進、道路や港湾、河川、砂防
関係施設、海岸堤防等社会基盤の計画的な整備・更新
等ハード対策と併せて、市町村と連携し、ハザード
マップの作成や県民への周知、より実践的な防災・避
難訓練の実施などの防災・減災対策に取り組んでまい
ります。
　戦後処理問題については、不発弾処理の早期解決及
び沖縄戦における戦没者の遺骨収集の加速化に取り組
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むとともに、所有者不明土地問題について、国に対し
抜本的解決に向けた法制上の措置及び財政措置の取組
を加速するよう求めてまいります。
　第３は「生活分野」に関して―沖縄らしい優しい社
会の構築の視点―であります。
　まず、子育て支援・福祉サービスの充実について申
し上げます。
　「沖縄子どもの未来県民会議」と連携・協働し、児
童養護施設退所児童等に対する給付型奨学金の給付や
食支援体制整備など、子供の学びと育ちを社会全体で
支える県民運動を推進してまいります。
　また、ひとり親家庭等に対して、生活支援や就労・
学び直しの支援等を行うとともに、多様な保育ニーズ
に対応可能な体制整備、こども医療費助成、「母子健
康包括支援センター」の設置促進など、子育て支援を
推進してまいります。
　若年妊婦等については、相談支援や通所型居場所の
支援に取り組むほか、宿泊型居場所の提供について検
討してまいります。
　待機児童解消に向けては、保育士の確保・定着に向
けた処遇及び労働環境の改善、潜在保育士の復職支
援、認可外保育施設を含めた幼児教育・保育の安全確
保と質の向上に取り組みます。
　社会生活を営む上での困難を有する子供・若者及び
その家族等に対しては、関係機関と連携し、多角的支
援に取り組むとともに、児童養護施設等退所者の自立
支援に取り組んでまいります。
　子供の多様な居場所づくりに向けては、公的施設を
活用した放課後児童クラブの設置促進や放課後子ども
教室への支援などに取り組んでまいります。
　また、関係機関と連携した非行防止活動や立ち直り
支援により、少年の規範意識の向上と健全育成に取り
組みます。
　これらの子供施策に加え、国における「こども家庭
庁」の設置に伴う新たな取組に対応できるよう、県の
組織編成にも取り組んでまいります。
　高齢者が生き生きと暮らせる地域づくりに向けて
は、地域包括ケアシステムの推進、認知症施策や介護
人材確保対策の強化、特別養護老人ホーム等の整備支
援など介護サービスの充実に取り組んでまいります。
　また、沖縄県ちゅらパーキング利用証制度の普及や
医療的ケア児等障害のある人への支援強化等に取り組
むとともに、新型コロナウイルス感染症の影響等によ
り生活再建に向けた支援を必要とする方々や生活困窮
者に対する包括的な支援など、適切な福祉サービスが
利用できる体制の構築を推進します。

　医療の充実・健康福祉社会の実現について申し上げ
ます。
　医療提供体制の充実を図るため、現状を踏まえ、地
域医療連携体制の強化や不足が見込まれる医療機能の
病床の整備などに取り組むとともに、北部、離島地域
の医師不足及び県内全域における医師の診療科偏在の
解消などに取り組んでまいります。
　また、看護師等の確保と資質向上に取り組むととも
に、薬剤師の確保を図るため、県内国公立大学におけ
る薬学部設置の早期実現に向けて取り組んでまいりま
す。
　公立沖縄北部医療センターの早期整備に向けて、設
置主体となる沖縄県北部医療組合を設立し、実施設計
等に取り組むとともに、離島診療所への医師派遣や専
門医による巡回診療、離島患者の経済的負担の軽減な
どに取り組んでまいります。
　県立中部病院については、その果たす役割や医療機
能等の在り方を整理し、将来の建て替え等も含めた構
想策定に取り組んでまいります。
　感染症対策については、新型コロナウイルス感染症
の対応を踏まえ、あらゆる感染症を想定し、検査体制
を迅速に構築できる環境整備、各種予防接種の接種率
向上、結核の蔓延防止等に取り組んでまいります。
　健康づくりに対する県民お一人お一人の意識の醸
成、生活習慣を改善するための環境整備、地域や職場
等の日常生活における健康づくりを官民一体となって
取り組むとともに、令和５年度に口腔保健支援セン
ターを設置し、歯科口腔保健対策の強化を図ってまい
ります。
　生活基盤及び生活環境の充実・強化について申し上
げます。
　水道施設の計画的な整備や更新・耐震化、本島周辺
離島８村の水道広域化に取り組むとともに、持続可能
な下水道施設構築に向けた広域化・共同化、施設の増
強・更新・耐震化や、都市の浸水対策に取り組みま
す。
　住環境の整備については、県営住宅の計画的な建て
替え等の推進、住宅の省エネ化やバリアフリー化を促
進するとともに、高齢者・子育て世帯等の住宅確保要
配慮者への居住支援に取り組んでまいります。
　災害時の避難場所、環境緑化や自然の保全、緑と触
れ合う憩いの場所の創出、レクリエーション活動の場
としての都市公園整備等に取り組みます。
　離島・過疎地域の持続可能な地域づくりについて申
し上げます。
　離島・過疎地域におけるオンラインの活用も含めた
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交流促進や観光振興などにより、島々の多様な魅力を
発信し、県内外からの離島訪問を促進するとともに、
離島におけるテレワーク等の活用を推進します。
　また、離島・過疎地域を含む県全体でバランスの取
れた人口の維持・増加を目指すため、移住相談会や体
験ツアーの開催など、ＵＪＩターンの促進・支援を行
います。
　離島航空路の確保と維持に向けて、離島空港におい
て空港施設の更新整備と機能向上に取り組みます。
　空港、港湾等の交通拠点を相互に連結させるため、
石垣空港線等の整備を推進するほか、定住条件の整備
を図るため、離島港湾の物流・人流機能の向上や利便
性向上等を推進してまいります。
　情報通信については、南大東島と北大東島を結ぶ海
底光ケーブルの令和７年度の供用開始に向けて整備に
取り組むなど、災害や障害に強い安定した情報通信基
盤を構築してまいります。
　世界に誇る自然環境・生物多様性の保全・継承につ
いて申し上げます。
　環境分野においては、「第３次沖縄県環境基本計
画」を策定し、自然環境の保全・再生・適正利用や地
球温暖化対策などを推進するとともに、持続可能な循
環型社会の構築などを目指してまいります。
　脱炭素島嶼社会の実現に向けて、公用車の電動化に
加え、新たに事業系バスの電動化に係る補助を行い、
取組を強化するとともに、県民一体となった全島緑化
の取組を推進します。
　生物多様性に優れた本県の自然環境の保全・継承を
図るため、希少野生動植物や沖縄固有種の保護対策、
外来種対策に取り組むととともに、北部地域の水源の
維持や環境保全、地域振興などヤンバルの森・命の水
を守る取組を推進いたします。
　加えて、「第７回「山の日」全国大会」の本年８月
開催に取り組むとともに、国立沖縄自然史博物館の設
立の早期実現に向け、県民一丸となった設立・誘致活
動を加速して取り組んでまいります。
　赤土等の流出のさらなる防止に向けて、「第２次沖
縄県赤土等流出防止対策基本計画」を策定し、総合的
な赤土等流出防止対策を推進するとともに、廃棄物の
３Ｒや適正かつ効率的な処理体制の構築、使い捨てプ
ラスチック使用の削減促進、海岸漂着物対策等に取り
組みます。
　また、食品ロスの削減に向けて、多様な主体が連携
し、県民運動として展開していくための各種施策を推
進してまいります。
　沖縄文化の保存・継承・創造とさらなる発展につい

て申し上げます。
　琉球歴史文化の日を中心に、沖縄の歴史と文化への
理解を深めるとともに、「しまくとぅば普及推進計
画」を着実に実施するため、「しまくとぅば普及推進
室」を設置し、沖縄文化の基層であるしまくとぅばの
保存・普及・継承の促進に取り組みます。
　また、文化の継承に向けた担い手育成や伝統的な食
文化の普及、文化資源を活用した地域づくりや産業の
創出・振興に取り組んでまいります。
　沖縄空手の保存・継承・発展のため、指導者・後継
者の育成や沖縄空手会館を拠点とした「空手発祥の
地・沖縄」の発信、沖縄空手世界大会の定期開催に向
けた取組に加え、ユネスコ無形文化遺産の登録に向け
た取組を強力に推進してまいります。
　沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財の保
護と保存状態を考慮した利活用を推進するとともに、
新たな指定に向けた調査や戦災文化財の復元等を進
め、貴重な文化遺産の後世への継承に取り組みます。
　教育振興について申し上げます。
　学校教育については、幼児・児童生徒が豊かな人生
を切り開き、持続可能な社会のつくり手となるよう、
学校経営の充実を図り、学校の特色化・魅力化に取り
組んでまいります。
　また、障害の有無にかかわらず、可能な限り共に学
ぶ環境を推進するとともに、障害のある幼児・児童生
徒の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニー
ズに応える指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組
みを整備し、特別支援教育の充実を図ってまいりま
す。
　教職員が授業づくりや児童生徒と向き合う時間を十
分確保し、働きやすい環境を整えるため、業務の効率
化に向けた取組など、学校における働き方改革やメン
タルヘルス対策の取組を推進してまいります。
　確かな学力を身につける学校教育の充実を図るた
め、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校にお
ける学力向上の推進、主体的・対話的で深い学びを実
践できる教職員の指導力の向上に取り組んでまいりま
す。
　高等学校がない離島からの通学・居住に要する経費
を支援し、家庭の経済的・精神的負担の軽減に取り組
みます。
　不登校児童生徒の社会的自立に向け、校内自立支援
室の設置等、多様な教育機会の確保や個々の児童生徒
に応じたきめ細かな支援を行うとともに、いじめや不
登校等の未然防止、早期対応を図るため、スクールカ
ウンセラーの全校配置や就学継続支援員の配置など、
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生徒支援体制の構築に取り組んでまいります。
　学校における体力向上や食育などの健康教育、交通
安全・災害安全等の安全教育の推進に取り組むととも
に、子供たちが被害者にも加害者にも傍観者にもなら
ない「生命（いのち）の安全教育」に取り組んでまい
ります。
　また、教科や総合的な学習の時間等において、地域
の歴史や平和に関する教育などに取り組み、平和を希
求する心を育んでまいります。
　児童生徒等の健やかな育成及び生涯学習環境の充実
を図るため、各種関係機関等との連携・協働により、
学習情報や学習機会を提供できる体制づくりに取り組
みます。
　子供たちが未来に夢と志を持てるよう、教育活動全
体を通して、個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教
育やキャリア教育の充実を図ることにより、社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的
能力の育成を意識した取組を推進してまいります。
　次に、甲第１号議案から甲第36号議案までの予算
議案について御説明申し上げます。
　令和５年度は、「新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画」の取組を加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来に
つなげていく重要な年であります。
　このため、「重点テーマ」を踏まえつつ、「沖縄県
ＰＤＣＡ」等の反映及び「新沖縄県行政運営プログラ
ム（仮称）」の推進のほか、変化する社会経済情勢や
県民ニーズを捉え、的確に対応するとの基本的考え方
により、令和５年度予算を編成しました。
　その結果、令和５年度当初予算は、
　　　一般会計において、8613億9500万円
　　　特別会計において、2584億7618万9000円
　　　企業会計において、1463億7673万3000円
の規模となっております。
　令和４年度補正予算につきましては、甲第25号議
案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）」
から甲第36号議案「令和４年度沖縄県病院事業会計
補正予算（第２号）」までの議案において、事業の執
行状況に応じた所要の補正を行うこととしており、一
般会計において195億8234万2000円を計上している
ほか、10の特別会計及び病院事業会計において所要
の補正予算額を計上しております。
　これらの補正予算につきましては、先議案件として
御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第24号議案までの乙号
議案につきましては、条例議案が「沖縄県職員の特殊
勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」など

19件、議決議案が「工事請負契約についての議決内
容の一部変更について」など３件、同意議案が「沖縄
県教育委員会委員の任命について」の１件、承認議案
が「専決処分の承認について」の１件を提案しており
ます。
　このうち、乙第20号議案「工事請負契約について
の議決内容の一部変更」につきましては、先議案件と
して御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
　以上をもちまして、今回提案いたしました議案の説
明といたします。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。タンディガータンディ。シカイトゥ･･
ミーファイユー。フガラッサー。ありがとうございま
した。
○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、この際、意見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔人事委員会委員長　島袋秀勝君登壇〕
○人事委員会委員長（島袋秀勝君）　おはようござい
ます。
　人事委員会の委員長を務めております、島袋秀勝で
ございます。
　ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人
事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意
見を申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する条例」につきましては、国及び
他県の状況等を考慮し、航海中における警備等の業務
であって、特に困難な作業を伴うものに従事する警察
職員に係る海上業務手当の支給額等を改正するもので
あり、適当であると考えます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　人事委員会委員長の意見の開
陳は終わりました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　陳情第３号及び第
５号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
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　ただいまの陳情２件については米軍基地関係特別委
員会に付託の上、審査することにいたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明２月15日から20日までの６日
間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、２月15日から20日までの６日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、２月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時16分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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副 知 事　　照　屋　義　実　君
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子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和５年２月21日（火曜日）午前10時開議
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農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん

総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　土木環境委員長から、２月14日の委員会において
委員長に呉屋宏君を互選したとの報告がありました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君及び労働委員会会長藤田広美君は、所用の
ため本日、22日、24日及び27日から３月２日までの
会議に出席できない旨の届出がありましたので、その
代理として、人事委員会事務局長茂太強君及び労働委
員会事務局長下地誠君の出席を求めました。
　この際、念のため申し上げます。
　本日、22日、24日及び27日から３月２日までの７
日間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及
び議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会
において決定されました質問要綱に従って行うことに
いたします。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　おはようございます。
　沖縄・自民党の仲田でございます。
　去る２月18日に朝鮮民主主義人民共和国（北朝
鮮）による弾道ミサイル発射及び我が国の排他的経済
水域に着弾したことに対して、質問通告後に発生した
看過できない重大な問題であり、議長と執行部には連
絡を済ませており、先例を踏まえて質問を行います。
　１、本事案に対して、２月18日に地方六団体によ
る共同抗議声明が発せられていますが、沖縄県として
の見解について伺います。

　２、本事案に引き続き、２月20日にも弾道ミサイ
ルの発射がありました。連日のミサイル発射に対し
て、沖縄県としても北朝鮮に対し抗議を行うべきでは
ないか伺います。
　代表質問に入ります前に、若干の所見を申し上げさ
せていただきます。
　トルコ・シリア大地震の発生から16日目となり、
死亡者が４万6000人を超えるなど、東日本大震災を
上回る天災となっております。地震大国日本人の一人
として大変心が痛む思いであります。被害に遭われま
した皆様に対し、哀悼の誠をささげるとともに、御遺
族の皆様の心痛をお察し申し上げたいと思います。一
刻も早い復旧・復興に、自民党としてもでき得る限り
の協力を一生懸命頑張ってまいりたいと思います。
　さて、私事で恐縮ではございますが、去る12月17
日、自由民主党沖縄県連大会において会長の大役を仰
せつかることとなりました。議員各位におかれまして
は、引き続き御指導を賜りますよう何とぞよろしくお
願いいたします。
　令和５年を迎え、初の議会ではありますが、ロシア
によるウクライナ侵略からはや１年が経過し、いまだ
もってなお終息のめどが立っておりません。また、中
国政府による観測気球が多くの国々で目撃され、意図
ははかりかねますが、我が国を取り巻く生活、安全保
障環境は、一段と緊迫の度合いを増しているのが現状
であります。我が国においては、昨年末に公明党さん
の御理解も踏まえて、いわゆる安保３文書が改定さ
れ、防衛力拡充や南西諸島における自衛隊配備の強
化、反撃能力の確保など専守防衛をより実効できる政
策決定もなされております。自衛隊基地、米軍基地を
多く抱える本県であります。沖縄・自民党として県民
の生活をしっかりと守り抜く、その前提の下で、政府
に対して不安や誤解を生じさせないよう、これまで以
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上に丁寧に説明を引き続き求めていきたいと考えてい
るところであります。
　玉城知事、14日の本会議における所信表明演説を
拝聴させていただきました。同じうるま市与勝の出身
として、県民のため、私も一生懸命頑張る決意を新た
にしているところであります。
　少し心配になることがあります。知事公室長が３月
末をもって退職されること、そして病院事業局長も退
職、八重山病院の院長、副院長が辞職されるなど幹部
職員以外にも有能な人材がどんどんどんどん職を離れ
ていっていると聞いております。知事はこの実情をど
う受け止めておられるのか、私は大変遺憾な状況にあ
るのではないか、憂慮しているところであります。特
にコロナ禍の中で職員の皆さんは疲弊し切っておりま
す。無論、知事、副知事も大変お忙しい日々を送られ
ていることと存じ上げておりますが、このような現状
の中でも組織の長として、離島などの出先機関をはじ
め職員一人一人の労をねぎらい励ましていただくこと
を切に要望し、会派を代表して質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事公約実現率について。
　ア、知事公約実現率の考え方について、一貫して変
更はないか伺います。
　イ、予算措置すれば実現されたとカウントする、そ
ういうことでございますが、それでは令和５年度予算
が成立したら実現率は何％になるのか伺います。
　(2)、知事公室長は11月議会一般質問において、８
月に名護市のほうに訪問し、ぜひ久辺３区の方々と意
見交換をやってみたいということでいろいろアドバイ
スをいただきました。そういったアドバイスを踏ま
え、久辺３区の方々との意見交換をぜひつくっていき
たい。このような答弁をしております。
　そこでお聞きします。
　ア、それ以後、久辺３区の方々との対話の機会は設
けられたのか伺います。
　イ、久辺３区の地域振興策について、具体的な取組
を伺います。
　(3)、那覇軍港跡地開発について、那覇市との連携
をどう進めるのか伺います。
　(4)、相次ぐ公共施設等への爆破予告等を受けた危
機管理対応について。
　ア、防災危機管理センター棟整備事業の進捗を伺い
ます。
　イ、公共機関における総合的リスク管理、いわゆる
ＥＲＭ手法を取り入れた内部統制強化について伺いま
す。

　ウ、民間事業者のサイバーセキュリティー対策につ
いて、業界団体の連携も含めて、県としてどのような
支援を行っていくのか伺います。
　(5)、県議会土木環境委員会は、去る１月25日から
30日まで米国ワシントンを訪問し、国立自然史博物
館誘致に向け、関係者との意見交換を行ってきまし
た。多くの面でその効果の高いプロジェクトであるこ
とを改めて認識しているところでございますが、令和
５年度予算にあっては、前年度プラス500万円程度に
とどまっております。誘致に向けた知事の本気度につ
いて伺います。
　(6)、昨今、アダムズ方式や参議院合区の問題な
ど、地方の声が中央に届きにくくなるのではないかと
いう懸念が生じております。憲法における自治体の位
置づけを明確にし、選挙区割りを国民の人口だけでな
く、自治体や地域の概念も加味して、多少の格差を前
提としながら決めていく、そして改めていく必要があ
ると考えますが、一地方自治体の長として、憲法改正
への姿勢を伺います。
　(7)、知事公約に掲げた学校給食費無償化につい
て。
　ア、知事は、異次元の少子化対策の一つだとして、
文部科学省へ支援を要請したとのことでありますが、
要請内容と政府の対応について伺います。
　イ、学校給食費無償化に係る公費負担はどの程度の
規模になるのか伺います。
　ウ、市長会からは全額県費負担による無償化を求め
る要請決議がなされておりますが、県としてどのよう
な対応を講じる考えか伺います。
　(8)、知事の訪米について。
　ア、知事は３月に訪米するとの考えを定例記者会見
で表明しておりますが、目的・意図は何か伺います。
　イ、ワシントン駐在は、まさに知事の名代として活
動を行っているのではないでしょうか。なぜ知事自ら
が訪米する必要があるのか伺います。
　ウ、知事及び随行する職員の渡航に伴う経費の見込
みについて伺います。
　エ、今回の決定は計画されていたものなのか、年度
末の予算消化ではないかという指摘もありますが、１
月末時点での特別旅費の執行状況について伺います。
　２、令和５年度沖縄振興予算について。
　(1)、復帰51年目となる令和５年度予算の目玉は何
か伺います。
　(2)、一括交付金の計上状況について。
　ア、県と市町村の配分に関する考えを伺います。
　イ、令和４年度の執行見込みについて伺います。
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　(3)、デジタル田園都市国家構想推進交付金につい
て。
　ア、制度概要を伺います。
　イ、県及び市町村の活用状況について伺います。
　(4)、新・沖縄21世紀ビジョン実施計画に掲げられ
た事業を実施するため、必要な当初予算は確保されて
いるのか伺います。
　(5)、振興予算の減額が続く中で、事業財源確保の
ため、各省個別補助金を活用する道も推進すべきと考
えますが、裏負担の措置についてはどのような手当て
がなされているのか伺います。
　(6)、沖縄振興特定事業推進費について、市町村か
らの活用要望に対する機動性要件をクリアするために
は、これまでのソフト交付金事業のデータベース化・
オープンソース化を図るなど、市町村への支援を進め
るべきと考えますが、見解を伺います。
　３、子ども・子育て支援について。
　(1)、異次元の少子化対策について。
　ア、いわゆるＮ分Ｎ乗方式に対する県当局の見解に
ついて伺います。
　イ、こども家庭庁発足について、本県の事業執行体
制は盤石となっているか、特に児童相談所等の出先機
関の体制整備について伺います。
　ウ、昨今、自治体ガチャ、子育て罰という表現を耳
にしますが、県として子育て政策の現状をどう認識
し、対策を講じる考えか伺います。
　(2)、子供の貧困対策について。
　ア、今年度も子どもの貧困対策推進基金が積み増し
されておりますが、令和５年度予算ではどのような事
業計画と事業費を計上しているか伺います。
　イ、県政の最重要課題と位置づけている一方で、玉
城県政において子供の貧困率は悪化しています。どの
ような成果指標を設定して取組を進めていく考えなの
か伺います。
　ウ、18歳未満の子供が家族を介護するヤングケア
ラーの問題が指摘されて久しくなりますが、国の動向
や予算措置及び本県における実態とその対応について
伺います。
　エ、新型コロナ感染症の影響で生活困窮者の相談件
数が増加しています。自立相談支援機関に寄せられた
相談について、本県の状況とその傾向について伺いま
す。
　(3)、里親委託解除事案に関する調査報告書につい
て。
　ア、子ども生活福祉部の対応状況及び課題として、
子供の声を拾わない、議員への説明でも里親の印象を

一方的に悪くする説明をしている、印象操作的手法、
本庁幹部が部全体の指揮マネジメントをしていないな
どの指摘がなされています。本庁幹部とは具体的にど
の階層を指しているのか。また、子ども生活福祉部と
して、この批判をどのように受け止めているのか伺い
ます。
　イ、議員に提示された報告書概要には、「一部を黒
塗り非開示とすればよい」という委員の意見も示され
ております。今後の対策を練るに当たって、重要な子
ども生活福祉部の対応状況と課題部分が略されており
ますが、どのような判断の下で非開示とされているの
か伺います。
　(4)、児童虐待防止対策について。
　ア、児童虐待相談対応件数が全国ワーストとなる
中、令和５年度以降どのような目標の下で取組を強化
していく考えか伺います。
　イ、令和４年12月に策定された新たな児童虐待防
止対策体制総合強化プランによれば、児童相談所体制
強化・専門性強化が掲げられていますが、県としてど
う対応する考えか伺います。
　ウ、児童虐待を予防・防止するための具体的な対策
は何か伺います。
　４、文化観光スポーツ行政について。
　(1)、文化振興・交流推進について。
　ア、群馬県では、予算の一定割合をアートの振興に
関する施策に充てることなどを定めた「群馬パーセン
トフォーアート」推進条例を制定するとしておりま
す。文化振興への予算を通常予算と同様に扱うのでは
なく、思い切った抜本的な対応が求められているので
はないでしょうか。万国津梁会議の議論も踏まえ、琉
球文化ルネサンスについて、どのような取組を講じて
いく考えか伺います。
　イ、ウチナーネットワークの強化を掲げています
が、具体的な最終目標と取組について伺います。
　(2)、観光振興について。
　ア、観光事業者への電気料金値上げの影響と対策に
ついて伺います。
　イ、宿泊日数を増やすため、家族連れターゲティン
グ、保育サービスとの連携など、沖縄観光の質的転換
をどう果たしていくのか伺います。
　ウ、沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業基
本計画によりますと、令和５年度中の工程がはっきり
していません。具体的にどのような取組を実施するの
か。また、推進事業にかかる予算及び財源はどうなっ
ているのか伺います。
　エ、新型コロナウイルス感染症５類への引下げを受
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け、観光再興に向けた基本的な考え方について伺いま
す。
　オ、今後新型コロナは、第５類感染症となります
が、ＧｏＴｏトラベル等の観光支援事業はどのように
なるのか。その影響について、県は状況をどのように
把握しているのか、今後の見通しについて伺います。
　(3)、スポーツ振興について。
　ア、今年８月に沖縄アリーナで開催されるＦＩＢＡ
ワールドカップに関し、受入れ体制整備について、市
町村・民間事業者との連携をどう図っていくのか伺い
ます。
　イ、Ｊリーグ規格スタジアムの整備計画を伺いま
す。
　ウ、空手ツーリズムの推進について伺います。
　５、人材育成・確保、教育行政について。
　(1)、人材確保策について。
　ア、介護に関わるホームヘルパーは高齢化が進行
し、深刻な人手不足に陥っている状況にあり、訪問介
護の利用者は増加傾向にあります。本県の取組を伺い
ます。
　イ、新型コロナ感染症の影響で多くの医師や看護師
等が離職しています。その後本県の状況はどのように
なっているか。また、離職者を職場に呼び戻す方法が
あると考えますが、県の認識を伺います。
　(2)、教職員の確保・働き方改革について。
　ア、教育庁は令和５年度から働き方改革推進課を設
置し、教職員のメンタルヘルスケアを進めるとしてい
ますが、取組の具体策について伺います。
　イ、新聞報道によれば、教員不足を理由とした40
人学級の可能性に言及しています。子供たちの学びの
機会を確保し、少人数学級を継続するには、特別免
許・臨時免許制度の活用を積極的に行うべきではない
か伺います。
　ウ、中学・高校における部活動指導員の確保が進ん
でいない状況にありますが、兼業・副業に対応した勤
務条件の整備や実業団との連携などがネックとなって
いないか、課題と対策について伺います。
　(3)、学校の空調設備の改修について、令和４年度
の進捗状況と令和５年度予算における措置状況を伺い
ます。
　(4)、コザ高校自死事案に係る損害賠償訴訟につい
て、県はどのような方針で臨む考えなのか伺います。
　(5)、夜間中学の設置促進について、教育機会確保
法15条に基づく連絡調整を行うため、協議会を開催
する必要があると考えますが、今後どのような方針で
設置促進を図る考えなのか伺います。

　(6)、南部地区における中高一貫校の設置について
伺います。
　以上、答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　仲田弘毅議員の御質問の前に、一言お話をさせてい
ただきたいと思います。
　議員におかれましては、この間、県立八重山病院で
退職する幹部級職員へのお気遣い、そしてコロナ禍で
３年余にわたる様々な取組に激務の中で頑張っている
職員へのねぎらい等いただき、心から感謝を申し上げ
る次第であります。あわせて、地元与勝出身の先輩と
しての御意見もしっかりと受け止めさせていただき、
県政運営に全力で誠意を持って当たらせていただきま
すことも併せて私の思いとしてお伝えさせていただき
たいと思いますので、どうぞ今後とも御指導よろしく
お願いいたします。
　では、御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
アと(1)のイ、知事公約の実現率についてお答えいた
します。１の(1)のアと(1)のイは関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　県知事選挙において、私は、１期目の公約の取組状
況について、予算を立て、事業計画に沿って進めてい
る取組や条例制定に向けて調整・手続等を行っている
取組など、具体的に取組を進めている公約の割合を示
すことが、県民の皆様にとってより分かりやすいと考
え、推進中と評価した施策について、その割合を実現
率と表現したものであります。２期目における公約の
進捗状況の示し方については、県民の皆様になお一層
分かりやすく丁寧に説明するにはどのような表現を用
いるべきか、改めて検討してまいりたいと考えており
ます。公約の進捗状況については、今議会に提案して
いる予算案が、２期目において初めての本格的な予算
となることから、今後、予算を活用した取組状況や条
例制定に向けた取組など具体的な取組状況も勘案し
て、評価を行っていきたいと考えております。
　次に１の(5)、国立自然史博物館の設立誘致に向け
た私の思い、いわゆる本気度についてお答えいたしま
す。
　国立自然史博物館の設立誘致については、これまで
機運醸成のためのシンポジウムの開催などに取り組ん
できたところであり、今年度は、経済界の関係団体や

‒･35･‒



学識経験者等を構成員とする事業推進会議や全庁横断
的な取組を推進するための庁内連絡協議会を設置いた
しました。また、副知事をはじめとする執行部と県議
会土木環境委員会による米国の国立自然史博物館・ス
ミソニアン博物館の視察や、事業推進会議委員による
国内視察などを実施したところです。令和５年度にお
いては、国全体の機運醸成を図るための東京でのシン
ポジウムの開催、県民会議の設立促進、国等への働き
かけ等、精力的に行っていきたいと考えております。
引き続き、国立自然史博物館設立の早期実現に向け、
県民や経済団体、学識経験者等、県全体が一丸となっ
た取組を推進してまいります。
　次に、文化観光スポーツ行政についての御質問の中
の、大型ＭＩＣＥ施設の整備についてお答えいたしま
す。
　沖縄県では、大型ＭＩＣＥ施設の整備に向け、マリ
ンタウン大型ＭＩＣＥ施設整備・エリア形成事業にお
いて、ＰＦＩ法で定める所定の手続を進めてまいりま
す。令和５年度に実施方針条例（仮称）を議会に提案
し、議決を得た後に実施方針の策定や特定事業の選定
の手続等を進め、令和６年度の入札公告、令和７年度
の事業契約の締結に向けて取り組んでまいります。
　なお、財源につきましては、地方債、一般財源、民
間資金等の活用を想定しており、引き続き、民間事業
者の意向を確認するサウンディング調査などを踏まえ
ながら、整備費や運営収支等の精査を進めてまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)のア、久辺３区との対話についてお答え
いたします。
　去る２月１日に、地域の実情及び要望等を把握し、
今後の施策に生かすため、私が現地を訪れ、３区の区
長や行政委員長の皆様と意見交換を行ってまいりまし
た。意見交換の中では、代替施設の認識に異なるとこ
ろもあるが、どこかで一つになれるのではないかと
いった御意見や、県はもっと早めに来てもよかったが
来てくれたことはありがたいといった御意見があり、
現地を訪問した意義はあったものと認識しておりま
す。知事と久辺３区の皆様との対話については、今回
の意見交換の結果を踏まえて、日程や内容等について
検討を進めているところであります。
　同じく１の(2)のイ、久辺３区の地域振興策につい

てお答えいたします。
　意見交換で３区の皆様からいただいた御意見や御要
望については、知事に報告するとともに、関係部局に
も共有したところです。久辺３区の振興については、
国、県、市の適切な役割分担の下で行われるべきと考
えております。今回要望のあった事業で県に関わりが
あるものとして、県道13号線の整備事業、農業集落
排水事業等があり、既に着手している事業もあるもの
と承知しております。
　同じく１の(6)、選挙区割りの改正に係る憲法改正
への姿勢についてお答えいたします。
　選挙制度については、国会での幅広い議論を経て成
立し、現在に至っているものと承知しております。議
員御指摘の選挙区割り等の懸念につきましても、国会
において議論されるものと理解しております。
　同じく１の(8)のア及びイ、知事訪米の目的及び必
要性についてお答えいたします。１の(8)のアと１の
(8)のイは関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　知事の訪米は、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響もあり、令和元年10月が最後となっております
が、辺野古新基地建設問題、ＰＦＯＳなど、沖縄の基
地問題の解決を図るためには、日本政府のみならず、
一方の当事者である米国政府に対しても、ワシントン
駐在による日常的・継続的な活動に加え、知事が直接
出向き、訴え続けることが重要であると考えておりま
す。また、昨年11月の米国中間選挙により新議員が
選出されたことや、いわゆる安保関連３文書や２プラ
ス２共同発表で示された沖縄をめぐる状況を考慮する
と、知事による３月中の訪米が必要であると考えてお
り、現在、検討を進めているところであります。
　同じく１の(8)のウ及びエ、知事訪米の経費及び特
別旅費の執行状況についてお答えいたします。１の
(8)のウと１の(8)のエは関連しますので、こちらも一
括してお答えいたします。
　知事訪米については、現在検討を進めているところ
であるため、経費の見込みをお示しできる段階ではご
ざいませんが、令和４年度の知事訪米に要する予算と
しましては、特別旅費737万1000円、委託料143万
8000円など、合計約987万円を計上しております。
当該予算については、本年１月末現在、特別旅費の執
行はありません。
　次に３、子ども・子育て支援についての(3)のア及
びイ、里親委託解除事案に関する調査報告書について
お答えいたします。３の(3)のア及び３の(3)のイは関
連しますので一括してお答えいたします。
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　去る２月２日に公表した里親委託解除事案に関する
調査報告書（概要版）中の「本庁幹部」については、
６ページに「管理職」との記述がございます。また、
同概要版中の第３章、沖縄県子ども生活福祉部の対応
状況と課題については、１ページから２ページにかけ
ての目次に内容が記載されていることから、重複を避
けるために、当該箇所では「以下略」と記載されてい
るものでございます。
　次に６、北朝鮮による弾道ミサイル発射及び我が国
の排他的経済水域に着弾したことについての(1)、地
方六団体による共同の抗議声明についてお答えいたし
ます。
　抗議声明においては、「これまでの弾道ミサイルの
度重なる発射も含めた一連の行動は、日本、アジアだ
けでなく国際社会の平和と安全を脅かす、決して許せ
ない暴挙である」と厳しく北朝鮮を非難しておりま
す。この抗議声明は、地方六団体として、我が国の地
方自治体を代表して発表されたものであり、県民の生
命財産の安全を確保する観点から、県としても同様の
見解を持つものであります。
　同じく６の(2)、北朝鮮に対する抗議についてお答
えいたします。
　今般、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことは、我
が国を取り巻く安全保障環境を一層厳しくするもので
あり、非常に遺憾であります。このような北朝鮮の動
きについて政府は、我が国地域及び国際社会の平和と
安全を脅かすものであり、断じて容認できないとして
おります。また、このような弾道ミサイル発射は、関
連する安保理決議に違反するものであり、北朝鮮に対
して厳重に抗議したとのことです。政府においては、
国民の生命財産の安全を確保する観点から、不断の外
交努力により不測の事態を回避していただくことが重
要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、那覇港湾施設の跡地利用についてお答え
いたします。
　那覇港湾施設の跡地利用につきましては、那覇市に
おいて、平成28年度に跡地利用計画策定に係る検討
体制、プロセス、合意形成活動等をまとめた跡地利用
計画策定手順書（原案）を策定し、それを基に取り組
んでいるところです。
　県としましては、平成25年１月に策定した中南部
都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想を踏まえた市の跡

地利用計画の策定を支援しているところであり、今後
とも課題の把握や情報提供に努めるなど、密接な連携
を図ってまいります。
　続きまして、同じく１の(4)のウ、民間事業者のサ
イバーセキュリティー対策への支援についてお答えい
たします。
　県・市町村においては、国の示すガイドラインを踏
まえたセキュリティー基本方針等を策定し、全市町村
とインターネットの接続ポイントを集約した沖縄県情
報セキュリティークラウドを共同運用し、攻撃に対す
る防御を行っております。また、県内公共機関、重要
インフラ事業者等で構成する沖縄県サイバーテロ対策
協議会への参加により、民間事業者を含めた連絡体制
を確立するとともに、各種セミナーや対処訓練等の受
講により、セキュリティー対策の強化を図っていると
ころです。
　県としましては、引き続き、県警等関係機関と連携
し、セキュリティー対策の強化に取り組んでまいりま
す。
　続きまして２、令和５年度沖縄振興予算についての
(2)のア、ソフト交付金の県と市町村間の配分につい
てお答えいたします。
　令和４年度のソフト交付金の配分については、令和
３年度の配分額の割合である11対９と、一部の市町
村から意見のあった１対１を市町村に提案し、沖縄振
興会議において、１対１の場合、県が実施する本県の
特殊性に起因する不利性等の対策に影響が生じること
を説明し、理解をいただいたことで、11対９の割合
で決定されました。令和５年度政府予算案において
も、同交付金が前年度と同水準となったことから、引
き続き県として不利性等の対策を着実に進めていくた
め、その配分は前年度と同様の11対９の割合で決定
されたところであります。
　続きまして、同じく２の(3)のア、デジタル田園都
市国家構想交付金の制度概要についてお答えいたしま
す。
　国は、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取
組を深化・加速化するため、令和５年度から、従来の
地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金、デジ
タル田園都市国家構想推進交付金を一本化し、デジタ
ル田園都市国家構想交付金と位置づけております。具
体的には、地方公共団体が実施するデジタルを活用し
た地域の課題解決や魅力向上に係る取組、地域再生計
画に記載された先導的な取組等に対し、必要な経費を
支援するものとなっています。
　続きまして、同じく２の(3)のイ、デジタル田園都
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市国家構想交付金の活用状況についてお答えいたしま
す。
　同交付金のデジタル実装における活用状況は、令和
４年度分については、県２事業、市町村２事業の計４
事業が、優良モデルを横展開するタイプ１事業として
採択されており、現在実施中となっております。令和
５年度分については、現在、同様のタイプ１事業とし
て、県１事業、市町村18事業の計19事業を国へ申請
しているところであり、これらについては、４月には
採択結果の通知、公表が行われる予定とされておりま
す。
　同じく２の(4)、新・実施計画に掲げられた事業の
実施に必要な当初予算の確保についてお答えいたしま
す。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画及び同
実施計画に掲げた取組を効果的に推進するため、県の
施策全般に通底する基本的かつ重要なコンセプトを重
点テーマとして設定し、予算編成に反映させることと
しております。令和５年度当初予算においては、「県
民の命と暮らしを守る感染症対策と県経済の再生」、
「恒久平和の願いと希望の未来の発信」等の重点テー
マを踏まえつつ、変化する社会経済情勢や県民ニーズ
を捉え、的確に対応することとしており、必要な取組
に適切に予算計上したものと考えております。
　続きまして、同じく２の(6)、沖縄振興特定事業推
進費の活用に向けた市町村への支援についてお答えい
たします。
　特定事業推進費は、ソフト交付金を補完し、機動性
を持って迅速・柔軟に対応すべき市町村等の事業に対
して、国が補助するものとされております。
　県としては、市町村が、ソフト交付金と併せて同推
進費も効果的に活用し、新・沖縄21世紀ビジョン基本
計画に掲げる諸施策の着実な展開が図られるよう、交
付金の活用状況に関する情報共有を含め、引き続き市
町村の取組を支援してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(4)のア、防災危機管理センター棟（仮称）整
備事業の進捗についてお答えいたします。
　県では、集中豪雨や台風などの自然災害のみならず
新型コロナウイルス感染症など、複雑・多様化する危
機事案に迅速かつ的確に対応する拠点として、常設の
災害対策本部室や非常用発電機等を備えた沖縄県防災
危機管理センター棟（仮称）を整備することとしてお

ります。現在、令和５年度の工事着手のための実施設
計業務を行っているところであり、令和７年度中の供
用開始に向けて取り組んでまいります。
　同じく１の(4)のイ、ＥＲＭ手法による内部統制強
化についてお答えいたします。
　統合的リスク管理、いわゆるＥＲＭとは、組織全体
でリスクマネジメントを推進し、企業価値の向上を目
指すもので、市場金利や自然災害などの外部要因を含
む、あらゆるリスクが対象になるものと認識しており
ます。一方、地方自治法上の内部統制は、適正な業務
遂行の確保を目的に、リスク管理の対象は県の内部事
務に限られます。
　県では、今年度、国庫請求の錯誤、議会議決を欠い
た契約等の事案が発生し、内部統制の徹底が必要とな
ることから、今後とも、財務、情報管理、業務・服務
管理、施設管理の事務について、適切なリスク管理に
努めてまいります。
　次に２、令和５年度沖縄振興予算についての(1)、
令和５年度当初予算の目玉についてお答えいたしま
す。
　令和５年度当初予算は、「県民の命と暮らしを守る
感染症対策と県経済の再生」などを柱とする６つの重
点テーマを踏まえて適切に予算計上したものと考えて
おります。主な事業としては、大型ＭＩＣＥ施設をＰ
ＦＩによる整備とし、ＰＦＩ法に基づく実施方針の策
定及び地元市町村と連携しながらマリンタウンＭＩＣ
Ｅエリアの形成に取り組むための事業、那覇－粟国間
などの小規模離島の離島航空路を確保維持するための
チャーター便運航の支援のための事業、電気料金の高
騰対策として国の支援の対象とならない特別高圧受電
事業者に対する支援のための事業などの新規事業を計
上しております。
　同じく２の(2)のアのうち、ハード交付金の県と市
町村の配分の考え方についてお答えいたします。
　令和５年度ハード交付金の県と市町村の配分につい
ては、令和５年度予算額が前年同額の368億円となる
中、引き続き、市町村事業が着実に実施できるよう前
年度並みに確保することを基本に関係部局と調整を
行った結果、市町村への配分額は約168億円となり、
前年度と比べて約９億円の増となっております。
　同じく２の(2)のイ、一括交付金の執行見込みにつ
いてお答えいたします。
　令和４年度ソフト交付金については、当初予算額
394億円に対して、繰越予算額59億円を差し引いた
今年度の執行見込額は335億円となっております。ま
た、ハード交付金については、当初予算額368億円に
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対して、繰越予算額166億円を差し引いた今年度の執
行見込額は202億円となっております。
　なお、繰越予算額は、現時点における最大の金額で
見込んでおり、実際には今年度の執行額が増加し、繰
越額は縮減する見込みであります。
　同じく２の(5)、各省の個別補助金の活用について
お答えいたします。
　令和５年度の予算編成に当たっては、沖縄振興予算
に加え各省計上予算の積極的な活用を図ったところで
す。その結果、新たな取組として、公立学校教職員メ
ンタルヘルス対策に関する調査研究事業や認可外保育
施設保育士資格取得支援事業などの23事業、総額6.2
億円を計上しており、その裏負担2.9億円については
一般財源で措置しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(7)のア、学校給食費の支援要請についてお
答えいたします。
　去る２月９日に玉城知事から文部科学省に対して、
次代を担う子供たちの健やかな成長を支える学校給食
の支援について要請を行いました。その趣旨は、昨今
の社会及び経済状況など子育て環境が厳しい中、少子
化の解消に向けて、家庭の経済的負担軽減等、子育て
支援の一環として学校給食費無償化の支援を国へ要請
するものです。文部科学省からは、学校給食費だけで
なく教育費全体を軽減していくことが、子育て支援、
少子化対策として大事なことと位置づけているとの回
答がありました。
　県教育委員会としましては、学校給食費無償化支援
の国への要請について、今後、九州地方教育長協議会
並びに全国都道府県教育長協議会にも働きかけていき
たいと考えております。
　同じく(7)のイ、学校給食費の公費負担についてお
答えいたします。
　令和３年度の沖縄県における学校給食費の総額は、
公立小中学校が約64億8000万円、県立学校が約１億
2300万円、合計約66億300万円となっております。
　同じく(7)のウ、学校給食費の全額無償化の要請に
ついてお答えいたします。
　市長会からの全額県費負担による学校給食費無償化
を求める要請決議については、新聞報道等で承知をし
ております。
　県教育委員会としましては、令和５年度には、実施
方法等について市町村と協議を行うこととしており、

それを踏まえ、予算規模、財源及び実施時期について
検討してまいります。
　続きまして５、人材育成・確保、教育行政について
の中の(2)のア、教職員のメンタルヘルス対策につい
てお答えいたします。
　令和５年４月１日に設置する働き方改革推進課で
は、これまで取り組んできた予防事業、相談事業、療
養及び復職等支援などについて検証し、強化を図って
まいります。さらに、国の公立学校教員のメンタルヘ
ルス対策に関する調査研究事業等も活用し、教員の精
神疾患による病気休職の原因分析等に取り組むことと
しております。
　県教育委員会としましては、教職員が心身の健康を
維持し、教育活動に専念できるようメンタルヘルス対
策の取組を推進してまいります。
　同じく(2)のイ、教員不足解消のための特別免許状
等の活用についてお答えいたします。
　昨今、全国的に教員不足が大きな課題となってお
り、本県においても同様の状況にあります。県教育
委員会では、教員不足解消のため、新たにペーパー
ティーチャーセミナーの実施や、臨時的任用職員の応
募の呼びかけについて関係機関へ依頼するなど、教員
の掘り起こしを行うとともに、特別免許状等も活用し
ながら、教員の確保に努めているところです。
　同じく(2)のウ、部活動指導員の確保についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、令和元年度から教職員の負担軽
減と生徒への専門的指導による活動の充実のため、部
活動指導員を配置しております。部活動指導員の配置
については、地域に指導者がいないことや、兼業にお
ける労働時間との関係等から成り手が確保しにくいと
いう課題があり、大幅な増員ができていない状況であ
ります。
　県教育委員会としましては、今後とも市町村と連携
を図りながら、部活動指導員の配置拡充に努めてまい
ります。
　同じく(3)、県立学校の空調改修の状況等について
お答えいたします。
　令和４年度における県立学校の空調設備の改修につ
いては、これまで高校220教室、特別支援学校49教
室を行っておりますが、現時点で空調設備に何らかの
不具合がある教室数は、高校405教室、特別支援学校
53教室となっております。また、令和５年度の空調
を含む修繕工事費については、１億5600万円を計上
しており、緊急性を考慮し順次修繕してまいります。
　同じく(4)、コザ高校自死事案に係る損害賠償訴訟
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についてお答えいたします。
　令和３年に起こったコザ高校の事案につきまして
は、あってはならないことであり、重く受け止めてお
ります。
　県教育委員会としましては、二度とこのようなこと
が起こらないよう、部活動の在り方に関する方針の改
定など、再発防止の徹底に努めているところです。今
回の訴訟提起につきましては、まだ訴状が届いておら
ず詳細は把握しておりませんが、訴状が届き次第、内
容を確認の上、真摯に対応してまいります。
　同じく(5)、公立夜間中学の設置についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、平成29年度に県、市町村、有
識者で構成する検討委員会を立ち上げ、ニーズ調査や
設置主体案の取りまとめを行いました。その結果を基
に、通学の利便性等の観点から、市町村に対し、検
討・設置を促しているところです。今後は、市町村の
状況を踏まえ、対応を検討していきたいと考えており
ます。
　同じく(6)、南部地区の中高一貫校の設置について
お答えいたします。
　県教育委員会では、平成19年度に与勝緑が丘中学
校、平成28年度に開邦中学校及び球陽中学校を設置
し、中高一貫教育の推進に取り組んでまいりました。
現在、名護高等学校附属桜中学校の開校に取り組んで
おり、新たな南部地区への設置など中高一貫教育の推
進については、県全体や地域の状況等を踏まえ、既設
校の学級増や新たな学科の設置検討を行うなど、様々
な可能性を検討する必要があると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　３、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の、Ｎ分Ｎ乗方
式に対する県の見解についてお答えいたします。
　いわゆるＮ分Ｎ乗方式は、世帯の構成人数が多いほ
ど所得税が軽減される制度であり、国会でも取り上げ
られていることについては承知をしております。国
は、従来とは次元の異なる少子化対策について検討を
進めているところであり、県としましては、その動向
を注視してまいりたいと考えております。
　同じく(1)のイ、こども家庭庁発足に伴う事業執行
体制等についてお答えいたします。
　令和５年４月に発足するこども家庭庁においては、
子供の視点に立った施策を立案し、全ての子供が安
全・安心に成長できる環境の整備に取り組むものとし

ております。これを受け、県においては、従来の施策
に加え、こども家庭庁が行う新たな取組に十分に対応
できるよう、体制の構築に取り組んでいるところで
す。また、児童相談所については、令和５年度に大幅
な増員を行う予定であり、引き続き、相談体制の強化
と専門性の向上に取り組んでまいります。
　同じく(1)のウ、子育て政策の現状認識と対策につ
いてお答えいたします。
　国は、少子化が進み、人口減少に歯止めがかからな
い危機的な状況を踏まえると、「こどもに関する取組
や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めて
いくことが急務である」としております。国会では、
「従来とは次元の異なる少子化対策」について、議論
が行われています。
　県としましては、国における検討の動向を注視する
とともに、誰もが安心して子供を産み育てることがで
きる環境を整備するため、引き続き、全国知事会等を
通じ、子供関連の政府支出拡大等について要請してま
いります。
　次に(2)のア、子どもの貧困対策推進基金を活用し
た事業についてお答えいたします。
　令和５年度予算においては、沖縄県子どもの貧困対
策推進基金を活用し、市町村を支援する事業として、
就学援助の充実や子供の貧困対策に係る交付金事業に
３億円を計上するほか、県が実施する事業として、ヤ
ングケアラー等を対象とした訪問支援や支援体制の強
化に係る事業、ひとり親や低所得の子育て家庭向けの
ヘルパー派遣事業、給付型奨学金や県外大学等への進
学をサポートするため沖縄子どもの未来県民会議への
負担金などに３億円、合計４億円を計上しておりま
す。
　同じく(2)のイ、子供の貧困対策における成果指標
についてお答えいたします。
　第２期沖縄県子どもの貧困対策計画では、子ども調
査から得られる「困窮世帯の割合」や「経済的な理由
により医療機関を受診しなかった経験の割合」など全
45の成果指標を設定しております。
　県としましては、設定した指標の改善に向けて、子
供のライフステージに即した切れ目のない支援や教育
に係る負担軽減、保護者への支援、雇用の質の改善に
向けた取組など、総合的かつ、きめ細やかな支援に取
り組んでまいります。
　同じく(2)のウ、ヤングケアラー対策の国の動向及
び県の実態についてお答えいたします。
　国においては、令和４年度から６年度までをヤング
ケアラー認知度向上に係る集中取組期間として、各種
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広報啓発活動を行うとともに、各自治体のヤングケア
ラー支援体制構築に対する財政支援を行っておりま
す。県においては、現在、今年度実施した児童生徒向
け実態調査の分析等を行っており、年度内の公表を目
指しております。また、令和５年度のヤングケアラー
対策としては、関係機関職員向けの研修を今年度に引
き続き行うとともに、新たに関係機関や支援団体等と
連携して適切な機関へつなぐヤングケアラー・コー
ディネーターの配置、ヤングケアラー本人や保護者か
らの相談に対応する相談支援体制の強化等を行うこと
としております。
　同じく(2)のエ、自立相談支援機関における相談状
況等についてお答えいたします。
　県及び市の自立相談支援機関における新規相談受付
件数は、コロナの影響等により、令和２年度は前年度
比約７倍の２万7510件と急増しましたが、令和３年
度は２万3888件と減少、今年度12月末時点は前年同
期比75％減の5448件となっております。県における
相談内容は、令和２年度は約８割がコロナ関係であり
ましたが、今年度12月末時点では、コロナ関係が約
３割、物価高騰関係が約６割となっております。
　県としましては、引き続き、自立相談支援機関の体
制及び各種支援制度の周知を強化し、関係機関と連携
しながら、生活に困窮する世帯へのきめ細かな支援に
取り組んでまいります。
　次に(3)のア、調査委員会最終報告の受け止めにつ
いてお答えいたします。
　県では、令和４年６月の調査委員会の中間報告を踏
まえ、当該児童を支える新たな体制をつくり、児童の
意向を尊重しながら、その最善の利益や権利が守られ
るよう取り組んできたところです。また、同年８月に
児童相談所相談体制の充実に向けた対応方針を策定
し、子供の意向を酌み取る取組の推進やケースワーク
の在り方の見直し、里親支援の強化等に取り組んでお
ります。今回の調査委員会最終報告についても重く受
け止めており、御指摘のあった課題や提言等を児童相
談所と共に精査し、子供の権利ファーストの理念の
下、児童相談業務のさらなる充実に子ども生活福祉部
全体で取り組んでまいります。
　同じく(4)のア、児童虐待防止対策についてお答え
いたします。３の(4)のアと３の(4)のウは関連します
ので、一括してお答えいたします。･･　
　沖縄県における令和３年度の児童虐待相談対応件数
は2509件で過去最多となり、前年度と比べ36.7％増
加しております。その要因として、全国と同様、心理
的虐待の増加がありますが、特に、県と県警察との情

報共有や連携強化の取組により、早期発見につながっ
ているものと考えております。県では、児童相談所の
体制強化や県民への広報啓発活動、市町村支援、関係
機関との連携強化を図るなど、引き続き、児童虐待の
未然防止と早期発見に努めてまいります。
　同じく(4)のイ、児童相談所の体制強化等について
お答えいたします。
　国の新プランによると、令和５年度から８年度まで
に、全国で1060人程度の児童福祉司を増員し、児童
虐待防止対策をさらに進めることを目指すとしていま
す。県としましても、令和５年度に中央児童相談所に
７名、コザ児童相談所に６名の計13名の大幅な増員
を行う予定です。また、引き続き、職員の専門性向上
に資する研修の充実や、県警察などの関係機関、県本
庁と人事交流を積極的に行うことで児童相談体制の強
化と専門性の向上を図り、児童虐待防止に取り組んで
まいります。
　次に５、人材育成・確保、教育行政についての御質
問の中の(1)のア、訪問介護員確保の取組についてお
答えいたします。
　令和３年度介護労働実態調査によると、訪問介護
員の不足を感じていると回答した事業者は、全国で
80.6％となっており、県内においても同様に厳しい
状況にあると認識しております。そのため、県では訪
問介護員の確保に向けて、資格取得に向けた入門的研
修や訪問介護など介護職の魅力発信、訪問介護員の資
質向上に資する研修等の事業などを実施しており、今
後とも訪問介護員の確保に取り組んでまいります。
　以上でございます。
　先ほど、子ども・子育て支援についての御質問の中
の(2)のア、子どもの貧困対策推進基金を活用した事
業についての答弁の中で、市町村事業と県事業を合わ
せて６億円を計上しておりますとするところを４億円
ということで答弁をいたしました。正しくは６億円で
ございます。おわびしまして訂正いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、文化観
光スポーツ行政についての(1)のア、文化振興予算に
ついてお答えします。
　県では、平成25年10月に沖縄県文化芸術振興条例
を制定し、文化芸術に関する各種施策を推進しており
ます。昨年５月に策定した、新・沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画と連動して文化芸術の振興を一層推進して
いくため、今年度中に沖縄県文化芸術振興計画（仮
称）を策定いたします。同計画案においては、安定的
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な財源の確保に努めるとともに、クラウドファンディ
ングやふるさと寄附金等の多様な資金調達・財源確保
について検討することとしております。
　同じく４の(1)のイ、ウチナーネットワークの強化
についてお答えします。
　県では、世界中に約42万人いると推計される県系
人や沖縄県民、沖縄にゆかりのある人々をつなぐウチ
ナーネットワークを強化することで、誰もが安心して
暮らせる多文化共生社会を構築し、本県のみならず、
各地の持続的発展に貢献することを目指しておりま
す。このため、世界のウチナーンチュ大会の開催、ウ
チナーネットワークコンシェルジュによる日常的な交
流、海外県人会への芸能指導者派遣、ウチナーンチュ
子弟等留学生の受入れなど、各種施策の展開によりウ
チナーネットワークの強化を図ってまいります。
　同じく４の(2)のア、観光事業者への電気料金値上
げの影響及び対策についてお答えします。
　電気料金の値上げに伴う影響について、宿泊事業者
や観光施設から聞き取りを行ったところ、旅行需要が
回復途上にある中で、既に電気料金がコロナ前を上回
る事業者があり、料金改定が予定される今年４月以降
はさらに負担が増加することが想定されます。県で
は、特別高圧受電契約に対する本県独自の支援によ
り、事業者負担の軽減を予定しております。また、お
きなわ彩発見ＮＥＸＴ等の需要喚起策のほか、観光事
業者の経営改善サポート、受入れ体制再構築や労働生
産性向上に向けた支援など、事業継続に資する取組を
実施してまいります。引き続き、観光事業者への影響
の把握に努めるとともに、必要な対策について関係部
局等と連携して検討してまいります。
　同じく４の(2)のイ、沖縄観光の質的転換への取組
についてお答えします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画では、社会、経
済、環境のバランスが取れた、世界から選ばれる持続
可能な観光地の形成を目指しております。県では、
豊かな自然、独自の歴史・文化・芸能、ホスピタリ
ティー等のソフトパワーを生かした多彩で付加価値の
高いツーリズムを展開してまいります。また、ター
ゲット特性に応じた戦略的なプロモーション活動を展
開し、沖縄観光の価値を訴求することで、富裕層な
ど、より消費単価の高い層の取り込みを図り、滞在日
数の延伸や観光消費額の向上に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(2)のエ、観光再興に向けた基本的な考
え方についてお答えします。
　現在、入域観光客数は回復傾向にあり、５類への引

下げにより、国内外の旅行マインドのさらなる向上が
期待されます。県としては、沖縄への旅行需要を継続
して取り込むため、国際航空路線のさらなる回復、質
の高いクルーズ観光の受入れ体制整備及び積極的な誘
客活動の展開に取り組んでまいります。県では、世界
から選ばれる持続可能な観光地の形成に向け、県民、
観光客、観光事業者が自然、歴史、文化を尊重し、観
光産業の成長と維持を目指すことで、それぞれの満足
度を高めるとともに経済を活性化させていくこととし
ております。このため、多彩かつ質の高い観光の推
進、沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズムの推
進、観光人材の育成・確保などに取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(2)のオ、今後の観光支援事業について
お答えします。
　全国旅行支援について、新型コロナウイルスの５類
移行後は、現行のワクチン３回接種等の利用要件を緩
和するよう、全国知事会が国に求めており、国におい
ても見直しの方向で検討していると聞いております。
５類移行後は、国内外の旅行需要はさらに高まるもの
と考えております。県では、おきなわ彩発見ＮＥＸＴ
を切れ目なく実施するため、令和５年度当初予算にお
いて約161億円を計上しております。引き続き、国の
動向等を注視しながら、旺盛な旅行需要を取り込んで
まいります。
　同じく４の(3)のア、ＦＩＢＡバスケットボール
ワールドカップ2023の受入れ体制についてお答えし
ます。
　本大会については、沖縄市をはじめとする関係団体
で構成する開催地支援協議会を設置し、県が事務局と
なり受入れ体制を整備してまいります。協議会は、市
町村や関係団体と連携し、沖縄振興特定事業推進費等
を活用して、子供たちとトップアスリートとの交流、
離島をはじめとする県内からの子供たちの大会招待、
空港など主要箇所でのシティードレッシングや機運醸
成、ファンゾーンの設置、渋滞緩和対策とシャトルバ
ス運行による円滑な輸送、安全・安心な大会運営に向
けた警備計画の策定と実施などの取組を進めてまいり
ます。
　同じく４の(3)のイ、Ｊ１規格スタジアムの整備に
ついてお答えします。
　Ｊ１規格スタジアムの整備については、法規制への
対応、既存イベントとの調整、財源確保等の課題整理
に取り組んでおります。今年度は、建築コストの精査
及び縮減方策の検討、運営収支の改善や事業スキーム
の検討、法規制の緩和に向けた関係機関との協議を進
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めております。
　県としましては、民間資金等の多様な財源活用の検
討を行うなど、引き続き条件整理を進めながら、スタ
ジアムの整備に向けて取り組んでまいります。
　同じく４の(3)のウ、空手ツーリズムの推進につい
てお答えします。
　空手は、世界に約１億3000万人もの愛好家がいる
と言われております。空手を目的とした交流人口の拡
大により、観光産業をはじめとする関連産業への波及
効果が期待できることから、県では、空手ツーリズム
を推進することとしております。具体的には、空手発
祥の地・沖縄を観光資源とし、国内外の空手愛好家、
観光客、修学旅行生等の来訪意欲を高め、歴史や精神
性、精緻な技等、沖縄空手の本質に触れることのでき
る空手ゆかりの地巡りや多言語空手ガイドの活用等、
空手ツーリズムの受入れ環境の整備に取り組んでおり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　５、人材育成・確
保、教育行政についての(1)のイ、医師・看護師等の
確保についてお答えいたします。
　県内の医師・看護師等の離職の動向については、関
係団体等からの聞き取りによると、例年と比較して大
きな変化は見られないとのことであります。しかしな
がら、県としましては、医療逼迫や感染拡大を招かな
いよう、引き続き、潜在看護師等の就労促進や新人看
護師等の定着を図るとともに、医師派遣に対する支援
を行い、医師・看護師等の確保に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事含めて答弁者の皆さん、大変御
答弁ありがとうございました。
　まず最初に、知事公約について質問をさせていただ
きたいと思います。
　知事、公約の実現に向け、まず予算化をし、そして
それを執行した結果、成果が伴わなければならないと
いうふうに考えております。分かりやすく言えば、待
機児童解消の問題がありました。知事の従来の公約の
中で、令和３年度末までに待機児童は解消しますとい
う公約をずっと訴えてきたわけですが、ちなみに令和
３年度末、４月１日現在の本県の待機児童の数は幾ら
になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　令和４年
度、今年度の４月１日時点での待機児童数は、439名
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　439名ということですが、これ全面
解消にはつながっていないわけですよね。そういたし
ますと、知事の掲げた公約というものは、前回の選挙
においては実現したということになっているわけです
よ。そのことを受けて、県民は大変疑問視をしてい
る。従来、我々会派沖縄・自民党としては、実現率と
達成度というものに対する文言にこだわってきたわけ
ですが、実現という言葉と達成したということは違う
んだということを私たちは訴えてきたわけですが、こ
ういうようなひずみが出てきておると思います。
　指標を達成したかどうか、公約の実現未達成の基準
となるべきものがあって当然だと思うんですが、そう
いった指標が公約ごとに整理されているかどうか、ま
ずお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　１期目につきましては、公約の取組状況につきまし
て、推進中あるいは着手等々で表現をしてきたところ
でございまして、２期目の知事公約の取組状況につき
ましては、県民に分かりやすく説明する観点から、改
めてどのような表現にしていくかということを検討し
ていきたいというように思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　ぜひ県民に誤解がないようにしっか
りやっていただきたいと思います。
　それでは次に、公室長の久辺３区についてでありま
すが、昨年８月から半年が経過してやっと久辺３区の
皆さんとようやく意見交換ができたということは、こ
れは一歩前進だというふうに評価したいと思います。
地元にとっては大変うれしいことだと思います。しか
し問題は、今後この具体的な地域振興を進められるか
どうかというところだと思うんですよ。地元からの要
望は、どういった項目が挙げられたのかお聞かせくだ
さい。
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○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず当日は、私のほうから訪問目的ですとか、そう
いったお話をした後に、現地における騒音被害など基
地負担の現状、それから生活環境などに関する要望事
項について、広く意見交換を行いました。まず、基地
負担の現状というところでは、ヘリコプターそれから
オスプレイ訓練の騒音、廃弾処理の騒音等の御意見が
ありました。県への要望事項としましては、県道13
号線、集落排水事業、それから避難橋の整備等の話が
ございました。その他の事項としまして、抗議活動の
影響ですとか、知事の３区訪問についても御意見がご
ざいました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　地元からはたくさんの要望があった
と思いますが、やはり知事がしっかりと現地、現場主
義を通して現地の皆さんと意見交換をやる必要がある
と思います。このいろんな要望に対して、これはもち
ろん要望がかなうということは予算が伴うわけです
が、ただ残念ながら２月上旬ということは、当初予算
には間に合わないタイミングになっているわけです
ね。そこのところ、県としては、知事、補正予算等も
組んで、予算を確保してどのような検討をしているの
か。まずそこのところもお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず要望のあった事業
等については、既に着手されている事業もあったかと
いうふうに思っておりまして、それはいろんな部局に
またがるんですけれども、そういった既決予算を活用
して前倒しですとか、そういったものを検討していく
ことになろうかというふうに思っております。
　今回、その３区の皆様からいただいた御意見につき
ましては、当然知事に報告するとともに、地元の名護
市、それから関係部局に連絡しまして、今後の県の取
組というところの参考にさせていただきたいと思って
おりますけれども、当然知事公室としても、関係部
局、それから名護市と連携して、可能な限り地元の要
望に沿えるような対応ができないか検討してまいりた
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　公室長、多分最後の仕事になるかも
しれませんが、ぜひしっかりと面倒を見てあげていた
だきたいと思います。
　次に、国立自然史博物館についてであります。
　その件につきまして、まず照屋副知事にお伺いした

いと思いますが、同行されて、率直にどのような感想
をお持ちかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　大変に関心を払いながら
行ってまいりましたけれども、現地を訪れまして、大
変体系的かつ総合的に標本が展示されていることに目
をみはりました。あれだけの標本をそろえるのに相当
な歳月、あるいは労力がかかったと思うんですけれど
も、世界で一番の規模を誇る博物館だけあって、それ
は大変感慨に堪えないものがございました。
　率直な感想として、この博物館の周辺にいて、いつ
も博物館に出入りして、それを見学しながら学習して
いる子供たちは相当に学力が高くなるんじゃないかな
というふうなことが１つ。それから観光客の誘客に関
しても、大変に大きな動機、要因になっていくだろう
というふうに思いました。したがって、このアジアエ
リアにはないような自然史博物館がもし沖縄に誘致さ
れるとなりますと、ヨーロッパあるいはアメリカ大陸
に比して、非常にこの歴史的にといいますか、全世界
に貢献できるだけのものができるだろうというふうな
感想を強く持った次第でございます。そのほかにも、
沖縄県人の知念淳子さんという方がその博物館に職員
として従事しておりまして、こういった人材が、沖縄
出身者がそういったところで働いておられるというふ
うなことにも大きな誇りを持った次第でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　沖縄県に世界的な博物館ができると
いうこと、これは県民も大きく願っていると思いま
す。
　知事、14日に庁内会議が開かれて、出席者から県
民会議をつくるべきだという御意見も出たように聞い
ておりますが、知事は自然史博物館誘致を県民運動に
していこうという考え方があるのかどうかお聞かせく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、今年
度は経済界の関係団体や学識経験者等を構成員とする
事業推進会議や、さらにはこれは全庁的にやはり取り
組むべきであろうというその意識を示すためにも、必
要な庁内連絡協議会を設置させていただきました。さ
らに、やはり県民全体の機運を盛り上げていくという
ことからしますと、経済界や専門団体などを中心に、
県民会議がぜひ設立されるべきであるというような認
識に立っておりますので、県全体それから国全体にも
機運醸成を図っていきたいというところから、この県
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民会議の設立に向けても一生懸命取り組んでいきたい
と考えている次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事は先ほどの答弁で、県民会議も
立ち上げながら政府へもしっかりと要請をしていくと
いう答弁がありましたので、ぜひ頑張っていただきた
いと思います。
　次に、学校給食費の無償化についてでありますが、
私は給食無償化については、県教育委員会ではなく
て、ぜひ知事部局のほうで答弁をしていただきたいと
いうふうに考えております。その理由の一つは、やは
り知事の選挙における公約ということを考えると、財
源を考える部署、総務、財務、そこがしっかりと対応
すべきではないのかなというふうに考えています。そ
こで学校給食費の無償化について質問させていただき
ますけれども、各自治体ごとに対応が異なるというこ
とです。これは沖縄県41市町村でもおのおの対応の
仕方が違います。完全無償化ができている市町村もあ
れば、大体、小学校で四千数百円、中学校で5000円
前後、これだけの負担が親御さんに強いられている。
こういうふうな自治体のガチャというか格差を、これ
をしっかりと矯正あるいは訂正できるのは、広域自治
体である都道府県の役割だというふうに考えておりま
す。その責務をどういうふうに県として考えているの
か。そこのところをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　教育委員会としましても、関係部局としっかりと連
携を図りながら取り組んでいく必要があるというふう
に考えております。特に財源については、様々な視
点、様々な方法等、これが必要であるというふうに考
えておりまして、知事のほうからも国へ要望をしたと
ころでございます。今、議員のお話がありましたとお
り、各市町村において対応が異なっておりますので、
令和５年度には市町村としっかりと連携を図りなが
ら、協議をしながら調整し、財源並びに方法、実施時
期等をしっかり検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　教育長は大変答弁しにくいと思いま
すよ。財源を醸し出すのは教育長の仕事ではないんで
すよ。財源確保はあくまでも知事部局、総務を中心と
したところで財源確保はやられるべきだというように
考えております。
　そこで一つだけ踏み込んでお聞きしますけれども、
無償化できている市町村が沖縄県で何地区あって、そ
の無償化の財源はどうなっているのか御説明をお願い

します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　市町村において、全額無償化をしている自治体は
13市町村となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　教育長、この無償化できているとこ
ろの財源は、名護市の米軍再編交付金、嘉手納町、読
谷村の一般財源、それから一括交付金等を使う、ある
いは地方創生臨時交付金を使う。こういうもろもろの
財源を確保するために、各市町村一生懸命頑張ってい
る。そこをバックアップするのは、知事をトップとし
た沖縄県の広域地方自治体なんですよ。ですから、そ
こをぜひ知事部局のほうで答弁をしていただきたい。
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　予算を預かる総務部でご
ざいます。学校給食の無償化については、今教育長の
ほうから答弁があったように、それぞれの市町村で差
異があるという状況にございます。必要となる財源そ
れから手法等々についても、教育庁と十分連携して取
り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　本当から言えば、知事のほうで答弁
していただきたかったんですが、知事、沖縄県の行政
を預かるトップとして、いろんな重要な仕事はいっぱ
いあります。がしかし、基地問題だけが全てではない
んです。国としっかりと交渉して財源を確保するの
も、知事の大きな仕事の一つなんです。そこのところ
を明示して頑張っていただきたい。
　文科省へ要請に行かれましたけれども、基本的に
は、文科省がもし承諾しなければこの学校給食費無償
化は実現できないのかという、今保護者会の中からは
こういった意見も出てきていますよ。やはり沖縄県は
沖縄県独自の、知事が常におっしゃっている誰一人取
り残さない政治をやるために、沖縄県は沖縄県独自の
政策をやっていくということを訴えているわけですか
ら、全国都道府県どこもできなくても沖縄県だけは学
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校給食費無償化が全国でトップでできたと言われるぐ
らい頑張っていただきたいなと、このように考えま
す。
　次に、コロナ対策、マリンタウン等の答弁がありま
したけれども、復帰51年目になる令和５年度の目玉
ということで質問させていただきましたが、ブルーエ
コノミーの推進、あるいは海洋資源を経済に生かす取
組ですが、持続可能な海洋島嶼圏を形成するためには
重要な政策課題だというふうに考えておりますけれど
も、新年度予算はどの程度になりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におきまして
は、その中で、その計画策定の意義の一つとして、
「海洋島しょ圏の特性を生かした海洋立国への貢献－
海洋政策の拠点－」を位置づけたところでございま
す。基本計画の基本施策では、「持続可能な海洋共生
社会の構築」の中で、海洋島嶼圏としてのＳＤＧｓへ
の貢献を図るとともに、海の恵みを利用した持続可能
な社会経済開発であるブルーエコノミーの先導的な展
開として、海洋環境を活用した再生可能エネルギーの
導入促進、海洋調査・開発の支援拠点形成に向けた取
組の推進、海洋政策の総合的推進に取り組むとしてい
るところでございます。
　なお、令和５年度のそれに関わる予算につきまして
は、申し訳ございませんが、今手元にちょっと予算に
ついては取りまとめてございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　復帰51年目となる令和５年度の予
算の目玉は何ですかということを質問するつもりだっ
たんですが、今答弁の中でコロナ対策、マリンタウン
等の答弁がしっかりなされましたけれども、その目玉
の中にブルーエコノミーの推進がなかったというのは
ちょっと残念でありますし、新年度予算も答弁ができ
なかったというのはもうちょっと調べていただきた
かったなというふうに思います。
　次に一括交付金についてでありますが、市町村との
議論の中で、従来41市町村の首長さんからは、やは
り県と市町村は１対１にすべきではないかという声は
ずっとあったわけですね。先ほどの答弁では、なぜ従
来どおりの11対９になったかという理由の中に、予
算が前年度並みだったからという答弁でした。しか

し、各市町村は今財政的に大変逼迫している。特に財
政が脆弱な離島地域においては大変な状況で、事業と
しても継続ができない。こういった行政地域もありま
すので、そこのところをやっぱり加味していただきた
いというお話がありますけれども、再度、なぜ11対
９になったのか、もうちょっと県民に分かりやすいよ
うに御説明お願いできませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　沖縄振興会議の中で決定されたわけですけれども、
その事前の市町村アンケート調査を実施いたしまし
た。その中で11対９について、大方の市町村が賛成
をしたということでございます。それ以外に１対１を
要望している団体が８団体ございました。主に市でご
ざいますけれども、そういった団体につきましては、
例えば、離島住民等の交通コストの負担軽減による不
利性対策あるいは県事業、こういったその市町村支
援事業等々、こういったものについて11対９の配分
では県としても引き続きこういった取組も実施するこ
とができるということで、こういった条件不利性の事
業を引き続き県としてもさせていただきたいという話
を、１対１を主張する市を中心とした自治体のほうに
も説明をして、理解をいただいたというところで、沖
縄振興会議の中で11対９について了承していただい
たというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　11対９でしっかり頑張っていただ
きたいと思いますが、これまでの県事業と市町村事業
の執行率がどのように推移してきたのか、これまでの
一括交付金等の執行率含めてその推移を御説明お願い
できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　それでは市町村分の方か
ら御報告いたします。
　平成30年度からの執行率、予算の現年分の執行
率でございますが、平成30年度が80.2％、令和元
年度が72.9％、令和２年度が79.8％、令和３年度が
77.1％でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　やはり国としてもこの執行率という
のは十分配慮していると思います。その執行率を上げ
るための努力もしっかりやっていただきたいと思いま
す。
　それとあと１点御答弁をお願いしたいのですが、昨
年度、国への実績報告、請求が適正に行われなかった
ために、10億円の受入れができなくなったという問
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題がありました。これは今年度でどのように処理され
ていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　10億円の請求漏れがあ
りまして、それを令和４年度の国の予算から充てたた
めに、令和４年度の沖縄県の予算、一括交付金が10
億円不足するという状況にございました。事業の執行
状況を勘案したところ、今不用額が大体1.3億円程度
出るというところで、一般財源と今予算上の一括ソフ
ト交付金を計上している事業で振替を２月補正予算で
行ったところでございます。予算上の振替額は8.7億
円でございますが、決算においてまた改めてどの程度
不用が出るのか明らかになるものという状況にござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　部長、もし最悪の事態、どうしても
補塡できないということになりますと、県民の県税で
カバーしなくちゃいけないということも考えられます
ので、そこのところを配慮しながらしっかり頑張って
いただきたいと思います。
　それでは、新・21世紀ビジョン関連についてお聞
きします。今回から実施計画を３年、３年、４年と
することになっています。合計10か年のスパンを３
年、３年、４年に区切って実施計画が出されますが、
１期目の３年間でどの程度の予算が必要と見込んでい
るのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　今回の基本計画におけるその実施計画については、
お話のとおり３年、３年、４年という形で実施計画を
まとめていこうということで、今年度は前期の３年の
実施計画をつくってまいりました。企画部として、そ
の単年度ごとの予算が実施計画に基づいた数字とし
て、金額として幾らかというところについては取りま
とめていないという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　部長、仲井眞県政では、10か年間
で約３兆円が必要だというプロジェクト集を作ったと
いうふうに記憶がありますが、今回それはないんです
か。もしなければ、こういうふうな指標を区切ってで
きるような予算――全体的なものもつくるべきだとい
うふうに考えておりますがいかがですか。

○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　仲井眞県政時代にそのプ
ロジェクト集という形で、あるテーマに基づいて各部
局横断的にどういった取組をしているかということを
１つにまとめて、そういったプロジェクト集をつくっ
たというところはございます。今回はそういったプロ
ジェクト集についてはつくってございませんけれど
も、県としては実施計画をつくって、しっかりとその
中で成果指標等目標を定めて、それに向かって取組の
改善も図りながら、ＰＤＣＡを回していって、そう
いったその事業の改善も進めていきながら、その実施
計画に掲載している成果指標、目標とする姿、こう
いった形にいかに近づいていくかという形で取り組ん
でまいりたいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　ちょっと時間がありませんので早め
に進めますが、次に、沖縄振興特定事業推進費、これ
も一括交付金等と同じように大変使い勝手がいい、し
かも県を通さないで各市町村にじかに行くという特定
事業推進費でありますけれども、その事業推進費で実
施された事業は、沖縄県の振興計画の範囲に入るのか
入らないのか、確認をしておきたいと思いますが。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　基本的に県が策定した新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画につきましては、市町村もその基本計画を尊重
した形で事業に取り組むということで、一括交付金に
ついてもそういった形でやっているところでございま
す。特定事業推進費についても沖縄振興に資する事業
ということで、これもビジョン基本計画に沿った形で
の事業になるものと認識しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　その他の国の直轄事業についても、
沖縄振興予算に計上されるものは沖縄振興計画に入っ
ているというふうに認識してよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　入っているというふうに
認識しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　国の直轄事業、知事、この国の直轄
事業、国との大きな信頼関係を持って連携を図ってい
く必要があると思うんですが、そのことについて知事
の所見をお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県全体の振興に当たり
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ましては、当然沖縄県と市町村の協力体制、さらには
国の支援の体制と合わせもって進めていく必要がある
というように考えております。この間、様々な要請項
目についても、内閣府はじめ各省庁、大臣におかれて
も、そして御党の予算関連の幹部の方々におかれまし
ても、真摯に受け止めをいただいているというように
考えております。今後ともそのような思いで沖縄振興
を図り、もって県民の暮らしや福祉の向上にしっかり
と努めていきたいというように考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事、ありがとうございます。ぜひ
沖縄146万県民のために頑張っていただきたいと思い
ます。
　次に子ども・子育て政策についてでありますが、先
ほども地方自治体のガチャの話をやりましたけれど
も、今、子ども・子育ての中で各自治体の格差という
ものが大きな課題になっておりまして、親御さんから
見ますと、子ども・子育てでどうしたらいいのか分か
らないとか、あるいは不安であると、そういった親御
さんの声をよく耳にします。子育てに不安を抱く保護
者に手を差し伸べる、俗に言うアウトリーチの視点が
必要だというふうによく言われておりますけれども、
県が家庭へ飛び出して、あるいは行政から飛び出し
て、現場に出ていって手を差し伸べていく、こういっ
たことが必要だというふうに言われておりますが、そ
の点について子ども・子育ての点で県の考え方をお聞
きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩します。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　子ども・子
育て支援事業においては、例えば、保育等でしたら市
町村が実施主体となっておりまして、市町村と連携を
しながら取組を進めて、この環境の充実に努めていく
ということになるというふうに考えております。今
回、こども家庭庁創設に当たりまして、子供の意見を
聞く体制を確立するということが新たに県の務めとし
て定められております。このことは非常に――どのよ
うな手法をもって子供の意見を聞くかということにつ
いては、これから検討をしていくということにはなり
ますけれども、子供の意見を酌み取りながら、またそ
こで親の意見も聞きながら施策に反映させていくとい
うような取組を今後検討していくということになるか
と思います。

○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　子ども・子育てというのは大変難し
いと思います。私も子供４名おりますけれども、この
４名の子供が全部同じ高さでもないし知識でもないし
知能でもない。個性も全然違う。学校の現場の先生方
は１人で40人学級、35人あるいは30人学級を見て大
変だというふうに考えておりますけれども、ただ問題
はその学校現場の教職員は資格を取って教壇に立って
いる。公務員の皆さんは公務員になるための資格を
持って公務の仕事をやっている。じゃ我々親は、親に
なる資格を取って親になったかと問われると大変厳し
いところもある。ですから子供が１人産まれて２人産
まれて、子育てで苦労するのは当たり前だと思うんで
す。そのための支援をしっかり行政はバックアップし
ていただきたい。子供たちの学習だけじゃなくて親の
学習も必要だというふうに思います。
　それと、令和５年度から未就園児の支援もこども家
庭庁が行うというふうにうたわれていますけれども、
県としてはどういうふうに対応していくのかお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　未就園児を
保育等の施設を活用して受け入れて家庭の支援を行う
ということは、こども家庭庁を設置した新たな取組で
あるというふうに受け止めております。この新たな取
組を含め県でどのように対応していくかというところ
について、現在組織の体制を含め検討を進めていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　ちょっと時間がありませんけれど
も、人材育成・確保、教育行政についてのところであ
りますが、教員不足の要因として、心身の不調による
病休者の十分な補充がされていないとの指摘が新聞報
道等でもなされています。同様に、教職員の働き方改
革やメンタルヘルスケアを進めることは最も重要であ
ります。県内の学校現場における産業医の現状をまず
教育長お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　文部科学省の調査の結果でありますけれども、令
和３年５月１日現在において、小学校では設置率が
47.2％、中学校においては45.9％、高等学校におい
ては98.1％、特別支援学校においては100％というふ
うな設置、選任状況となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　教育長、この市町村教育委員会から
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の御意見は、地元としても一生懸命探しているけれど
も、産業医が見つからない。この産業医をどうしても
県のサポートを得て補充していきたいというふうな御
意見が寄せられているのですが、やはり県としてもこ
ういった状況であることは間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　小中学校においての選任率
が低い状況でありますけれども、やはり今議員のお話
のとおり、地域内に産業医が少ないと、そういうこと
でなかなか選任が進まないということで聞いていると
ころであります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　教育長、現場の意見は、こういうふ
うに人材確保ということであるんですが、やはりこう
いった緊急の事態は、沖縄県医師会安里会長等を含め
て、やっぱり現場対現場の話のすり合わせをして協力
を願うということも必要だと思うんですが、いかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　このような状況は、県とし
ても改善を進めていかなければならないというふうに
考えております。まず、市町村教育委員会に産業医の
選任を促していきますが、同時に市町村教育委員会と
連携しまして、県医師会及び地区医師会に対して、産
業医の選任について協力を強く働きかけていきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　ちょっと急ぎますけれども、教育
長、今新聞報道等で40人学級云々が大変騒がれてい
ますが、教員不足による学力低下や心の支援の在り方
が大変懸念される、私もそのことを大変懸念している
わけですが、教職員、教員の再任用に関する現状はど
うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　教職員の再任用につきまし
ては、退職される先生方への希望を取りまして、その
状況に応じて配置をしているところであります。すみ
ません、細かい配置リストについては今手元にござい
ませんので、申し訳ございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　まあ2001年に導入された制度であ
りますし、当初は49人の採用であったようですが、

昨年度は339人まで採用されているという報告です。
ですから、そういうことで今大変現場が逼迫している
ということですから、現状を把握するためにもぜひ頑
張っていただきたい。これまで、県としては、一人一
人を尊重する30人学級――小学１・２年、３年以降が
中学まで35人学級、習熟度を合わせた少人数学級が一
部40人学級に戻る可能性が指摘されている。このこと
は教育庁としても絶対にあってはならないことだと思
いますし、公教育の中で、学校によって、学校環境で
差があってはならないというふうに考えています。
　ぜひ教育現場の長として、そこのところをしっかり
頑張っていただきたい。要望、要請をして質問を終わ
ります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　皆さん、こんにちは。
　午後の部、代表質問２番手、沖縄・自民党、又吉清
義、代表質問をさせていただきます。
　まず初めに、トルコ・シリア国境大地震が発生し、
甚大な被害が発生し、５万人近くの貴い命が奪われた
ことにお悔やみを申し上げます。
　そのような中、我が沖縄県は、日々を迎えることが
できますことは、非常にありがたいことでもありま
す。しかし昨今、沖縄県を取り巻く環境情勢は大きく
変化してきており、これまでの県政運営の在り方で、
県民の暮らし、安全、経済、命を守ることができるの
か、多々不思議でなりません。
　では、会派を代表して質問をいたします。
　まず初めに、新型コロナウイルス対策についてであ
ります。
　新型コロナウイルスは５月８日以降、これまで感染
症法で第２分類に位置づけられていましたが、第５分
類へと位置づけられるとのことが政府より発表されま
した。これまで３年と１か月余りの間に、ＰＣＲ検査
の数が累計１億1155万2630件、検査陽性者数の累計
が3307万6693人、検査陽性率が29.7％、検査陽性者
死亡者数が７万1579人で、検査陽性者致死率0.2％で
あります。人工呼吸治療実施の検査陽性者死亡者数は
2592人、また、2020年から22年の上期までの日本全
国の全死亡者数358万9457人。うち呼吸器疾患が占め
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るコロナ死亡者の割合は0.07％。入院・宿泊療養・自
宅療養中が合計で44万5449人であると、厚労省のオー
プンデータで発表がされています。その資料から判断
すると、普通に経済活動をしても現在は99％が罹患し
ていない状況であり、今や完全に日本はコロナ騒動か
ら脱却したのではないだろうかと理解をいたします。
　特に我が沖縄県は、ワクチン接種だけに頼らず、自
らの免疫と県民一人一人が健康管理を心がけ、コロナ
感染率の順位は今日、日本全国で最下位であります。
県民の行動と判断は正しく、また、国としてコロナ感
染を第５分類へ移行することは、新型コロナ感染症は
恐れるものではないとの判断の下にあると思います。
　そこで、第５分類の引下げの影響について。
　まずア、令和５年度予算で計上された検査・防疫体
制の強化及び医療体制等の強化に係る予算の在り方に
ついて伺う。
　イ、これまでのワクチン接種率の状況と今後のワク
チン接種の取組について伺う。
　ウ、ワクチン接種の自己負担等が見込まれている
が、今後の対策にどう影響があると考えるか伺う。
　エ、政府の対応方針によれば、新型コロナウイルス
感染症対策本部及び都道府県対策本部が廃止される
が、廃止後は沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策
に関する条例第３条に基づき、独自の対策本部を設置
する考えかを伺う。
　(2)、文部科学省は、卒業式において児童生徒及び
教職員はマスクを外すことを基本とする通知書を発出
した。マスクをすること、しないことを理由とするい
じめや差別が生まれないよう周知・対策を図るべきと
考えるが、当局の対応について伺う。
　(3)、コロナ特例貸付けの返済が始まったが、返済
が困難だという声が生活困窮世帯から上がっている状
況にあり、返済の猶予や債務の免除などの救済策が必
要ではないか伺う。
　(4)、県の医療機関を含む新型コロナウイルス感染
症患者を受け入れる医療機関に対する補償等につい
て、医療従事者への人件費を含む様々な手当ての支給
の状況を伺う。
　(5)、昨年末はインフルエンザとのダブル感染など
深刻な状況が発生したが、県として今後の新興・再興
感染症への対応策について伺う。
　(6)、コロナ後遺症に苦しむ方々の相談窓口の設置
状況及び支援策について伺う。
　(7)、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の目的も
あるにせよ、県庁職員のリモートワークの継続・促進
は働き方改革に資するものである。今後も継続・充実

を図る考えがあるか伺う。
　２、行財政運営について。
　新沖縄県行政運営プログラム（仮称・最終案）につ
いて。
　ア、ＥＢＰＭの推進について、研修の実施や事例の
発表・周知に取り組むとしているが、ＥＢＰＭ人材の
育成にあっては専門的な統計分析の知見が必須であ
り、大学院等研究機関との連携や自己啓発等休業制度
の活用・拡充などの取組も併せて講ずる必要があるの
ではないか伺う。
　イ、ＰＰＰまたＰＦＩの推進について、指定管理者
制度運用委員会を附属機関とする関係条例の整備条例
が提出されているが、見直しの目的と効果について伺
う。
　ウ、ガバメントクラウドファンディングの推進につ
いて、その概要及び寄附金及び予算編成上どのような
取扱いになるのか伺う。
　エ、内部統制機能の強化について、成果指標とし
て、内部統制評価における重大な不備数の目標値が３
件や２件となっているが、重大な不備を生じさせない
のが内部統制の目的であり、目標値としては不適切で
はないか伺う。
　(2)、令和５年度組織・人事について。
　ア、令和５年度組織改正の状況について伺う。
　イ、知事公室に危機管理担当の統括監級スタッフ職
を新設するとのことであるが、その目的・狙いについ
て伺う。
　(3)、会計年度任用職員の労働環境について。
　ア、兼業・副業の状況、勤務時間の通算など適正な
運用がなされているのか伺う。
　イ、常勤職員と同様に時差出勤は認められているの
か伺う。
　ウ、沖縄県自治研修所講師等、専門的知見が必要と
される職にも本制度が適用されているのは問題ではな
いか伺う。
　(4)、県及び市町村における企業版ふるさと納税の
これまでの寄附実績について伺う。
　(5)、令和３年度定期監査報告書について。
　ア、沖縄振興特別推進交付金（ソフト交付金）に係
る令和３年度分の国への実績報告及び請求事務の不適
正処理について、経緯と対策を伺う。
　イ、沖縄コンベンションセンター展示棟受変電設備
改修工事に係る積算誤りによる不要な支出について、
経緯と対策を伺う。
　ウ、沖縄振興公共投資交付金事業（市町村事業）に
係る繰越額の過少報告による受入れの誤りについて、
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経緯と対策を伺う。
　エ、都市モノレール建設事業資金貸付金に係る請求
漏れについて、経緯と対策を伺う。
　(6)、令和４年度２月補正予算について。
　ア、寄附金収入5000万円の計上理由について伺う。
　イ、県税等の一般財源の収入がほぼ２基金への積立
金に回っている状況について伺う。
　ウ、ソフト交付金が全体で10億円の減額補正と
なっているが、その理由について伺う。
　(7)、基金及び県債について。
　ア、令和５年度当初予算における職員退職手当基金
の取崩しについて、その理由を伺う。
　イ、臨時財政対策債の残高が著しく減少しており、
実質的に繰上償還していると思われるが、そうであれ
ば当初の借入れを抑制すべきではないか伺う。
　ウ、長期金利が少しずつ上昇する傾向が見られる中
で、今後地方債の金利水準も上昇し、利払い費の増加
が懸念されるが、どういった対策を講ずる必要がある
と考えているか伺う。
　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　ＤＸ・ＧＸについて。
　総務企画委員会では、去る１月16、17、18日に東
京都の区自治体のＤＸ・ＧＸの政務調査を行いまし
た。都庁をはじめ区自治体は、ＤＸを全庁体制で立ち
上げ、関係自治体と連携して市民サービスや業務の向
上に取り組む中、人材不足でなかなか追いつかない現
状があるとのことでありました。
　そこで伺います。
　(1)、自治体ＤＸの取組について。
　ア、沖縄県ＤＸ推進計画の進捗状況について伺う。
　イ、国は、ＥＢＰＭの推進に当たって各省大臣官房
に政策立案総括審議官という幹部級を置いている。庁
内においてどのような人員配置・体制整備が計画され
ているのか伺う。
　ウ、産業人材デジタルリテラシー強化事業について
伺う。
　エ、チャットＧＰＴの行政事務への導入可能性につ
いて伺う。
　オ、財務会計等共通化可能なシステムに係る県・市
町村等共同利用による効率化の取組について伺う。
　(2)、ＧＸの取組について。
　ア、ＧＸ推進法案における化石燃料賦課金・特定事

業負担金制度の本県企業への影響について伺う。
　イ、企業の脱炭素経営に向けた県の支援策について
伺う。
　ウ、庁内ペーパーレス化の現況について伺う。
　エ、学校施設における民間事業者による太陽光発電
第三者所有モデル事業の進捗について伺う。
　４、基地問題・安全保障について。
　(1)、先日、与那国町議会は防衛相に対して避難
シェルターの設置を要望した。住民保護の観点から
も、本島内においても一刻も早い機能確保が必要と考
えるが、県民地下駐車場の利活用について伺う。
　(2)、安保３文書改定について。
　ア、玉城知事は安保３文書に対して「自衛隊の急激
な基地機能強化により沖縄が攻撃目標になるリスクを
さらに高める」と発言している。知事は沖縄地域にお
ける自衛隊基地・機能を削減すべきという考えなのか
伺う。
　イ、自衛隊駐屯地についての丁寧な説明を求める姿
勢だが、説明は尽くされていると考えているのか伺
う。
　(3)、住民避難について。
　ア、１月に実施された那覇市におけるミサイル避難
訓練について、県としてどのような連絡・連携を図っ
ているか伺う。
　イ、３月に実施が予定されている離島の住民避難に
係る図上訓練について、その概要と住民への周知状況
を伺う。
　(4)、地域外交室について。
　ア、地域外交の定義について伺う。
　イ、海外事務所の位置づけはどうなるのか。産業振
興公社の設立目的外ではないか伺う。
　ウ、次年度策定を予定している地域外交基本方針は
職員自ら立案するのか、外部委託する考えなのか伺
う。
　(5)、屋那覇島の約半分が中国系企業により土地取
得されていたことが明るみとなった。本事案は重要土
地等調査法の規制対象外となっているが、多くの無人
島・有人島を抱える本県において、極めてゆゆしき事
態であり、法改正も選択肢の一つとして、政府に対し
適切な対応を求めるべきではないか伺う。
　(6)、辺野古移設について。
　ア、終局に向かいつつある訴訟について、裁判の確
定判決には当然従う考えがあるか伺う。
　イ、臨時制限区域における漁業権除外の経緯等につ
いて伺う。
　(7)、特定駐留軍用地等内土地取得事業のこれまで
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の実績について伺う。
　(8)、有機フッ素化合物残留実態調査事業について
伺う。
　５、保健衛生・健康福祉について。
　沖縄県民の平均寿命の順位は年とともに下がり、
1995年の順位は男性が４位、女性が１位。その後順位
は下がり、25年後には男性が43位、女性が16位と、僅
か25年もの間に日本一長寿県から日本一短命県に変わ
りつつあります。今後、40代未満の男性の平均寿命は
ほぼ最下位の43位、女性はほぼ16位と現在予測されて
います。将来を担う子供たち、小学校５年生、中学生
もほぼ肥満傾向児であり、また20代から64歳の働き盛
り世代もアルコール性肝疾患の死亡率やメタボリック
症候群の割合が全国ワーストである。なお、30代、50
代の年齢も男性５割が肥満でありますとのことです。
　また、これまで増え続けていた県の人口は、2050
年から人口減になると言われていましたが、去年、初
の自然減になってしまった。こんなにも変わり果てて
しまった沖縄県民の健康福祉の現状。今、沖縄県民の
命と健康は危機的状況に陥ってしまいました。この現
状を解決することは急務であります。
　そこで伺います。
　(1)、健康長寿社会への取組について。
　ア、2022年の厚生労働省の発表によれば、県民の
寿命は男性が36位から43位へ後退、女性が７位から
16位に後退となったが、この状況を知事はどう受け
止めているか伺う。
　イ、沖縄県の子供の肥満率が大幅増となり、過去最
高の肥満率を記録したが、知事の見解を伺う。
　ウ、1975年以来、一貫して増え続けていた県人口
動態の自然増減が年間を通して初めて減少に転じたこ
とが2022年人口移動報告年報で明らかになったが、
県として人口減少問題についてどのような危機意識を
持っているのか伺う。
　エ、健康長寿おきなわ推進計画21の進捗について
伺う。
　(2)、県立病院の運営について。
　ア、病院事業局長の辞職の経緯について伺う。
　イ、八重山病院の人事体制について伺う。
　ウ、中部病院の建て替えについて伺う。
　エ、令和５年度病院事業局予算について。
　(ｱ)、令和３年度決算で現金預金が80億円増となっ
ているが、今後どのように使途を図っていく考えか伺
う。
　(ｲ)、令和５年度予定貸借対照表において、その他
流動負債が増となっている理由について伺う。

　(ｳ)、電気料金引上げに伴う光熱費等への影響額及
び財源について伺う。
　(3)、地域中核病院である那覇市立病院の建て替え
事業が進んでいるが、医療提供体制を早期に確保し、
供用開始が遅れないよう、ハード交付金の配分にあっ
ては優先的に行う必要があると考えるが、当局の方針
を伺う。
　(4)、県は先日、沖縄県内国公立大学薬学部設置に
関する基本方針を公表し、令和10年度の開学に向け
て作業を本格化させることとしている。薬学部の設置
に必要な施設整備に対する県の支援策として、「必要
に応じて国の交付金や補助制度の中から必要かつ最小
限度の財政支援を行うことを検討する」という表現に
とどまっているが、自主財源活用の道は閉ざされてい
るのか伺う。
　(5)、県内の国民健康保険財政が財源不足に陥り、
国保基金が枯渇するのではないかという懸念が生じて
いるが、財源不足に陥る原因及び対策について伺う。
　(6)、養護学校卒業後の卒業生の居場所づくりにつ
いて、障害者自立支援の観点から伺う。
　以上、答弁をお聞きして再質問等をやっていきたい
と思います。よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　又吉清義議員の御質問にお
答えいたします。
　基地問題・安全保障についての御質問の中の４の
(2)のア、自衛隊に対する見解についてお答えいたし
ます。
　私は、日米安保体制や専守防衛のための最低限度の
自衛力の保持を理解する立場でありますが、沖縄の基
地負担の軽減は、米軍と自衛隊を併せて考える必要が
あると考えております。また、抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを強く
懸念しており、ましてや米軍基地が集中していること
に加え、自衛隊の急激な基地機能強化により沖縄が攻
撃目標になるリスクをさらに高める事態を生じさせて
はならないと考えております。
　次に４の(2)のイ、自衛隊の配備についてお答えい
たします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。このような中、いわゆる
安保関連３文書においては、「南西地域における防衛
体制を強化する」等、本県に関わる記述も多く見られ
ています。
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　沖縄県としては、現状は必ずしも十分に住民合意が
得られているとは言い難い状況にあると考えており、
政府に対して、地元の理解と協力が得られるよう、丁
寧に説明を行うとともに、地元が意見表明ができるよ
う、必要な協議を行うことを引き続き求めてまいりま
す。
　次に４の(4)のア、地域外交の定義についてお答え
いたします。
　沖縄県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で
示しているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等の
ソフトパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物
流、環境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な
分野における国際交流を通じて築いてきたネットワー
クを最大限に活用し、アジア太平洋地域における平和
構築に貢献する独自の地域外交を展開することとして
おります。地域外交については、明確な定義はありま
せんが、令和５年度に策定する沖縄県地域外交基本方
針（仮称）の中で検討し、定義についても示してまい
りたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、新型コロナウイ
ルス対策についての(1)のア、令和５年度予算につい
てお答えします。
　県では、検査・防疫体制や医療体制等の強化に係る
当初予算について、これまでの対策を踏まえ、各種検
査、ワクチン接種、病床確保、宿泊療養施設等に必要
な費用を計上しております。しかしながら、令和５年
５月８日に予定されている５類感染症への位置づけ変
更に伴い、各事業において、継続するもの、年度途中
で終了するもの、段階的に見直しするものが生じてく
ると認識しております。
　県としましては、今後示される国の具体的な方針等
を踏まえ、それぞれの事業の予算執行について、適切
に対応していきたいと考えております。
　同じく(1)のイ、ワクチン接種率と今後の取組につ
いてお答えします。
　令和５年２月19日現在、沖縄県の全人口に対す
る接種率は、１回目72.2％、２回目71.5％、３回目
51.4％、４回目29.4％、５回目12.7％となっており
ます。また、１・２回目接種を終了した12歳以上の者
に１回接種することとしているオミクロン株対応ワク
チンの接種については、12歳以上の全人口の30.8％
へ接種している状況となっております。現在、県は、

ワクチンに関する正しい情報の発信や、商業施設等身
近な場所で接種ができる出向き接種を行い、市町村と
も連携して接種の推進に取り組んでおります。国は、
３月上旬までに新型コロナワクチンの接種方針を取り
まとめる予定としており、今後の県の接種体制等につ
いては、当該方針等を踏まえ検討してまいります。
　同じく(1)のウ、今後のワクチン接種についてお答
えします。
　令和５年１月27日の国の新型コロナウイルス感染
症対策本部決定によると、新型コロナワクチンは、感
染症法上の位置づけの変更にかかわらず、予防接種法
に基づいて実施することとなり、４月以降のワクチン
接種は、必要な接種について、引き続き自己負担なく
受けられるようにすることとしており、今後も国の動
向を注視してまいります。
　同じく(1)のエ、都道府県対策本部廃止後の対応に
ついてお答えします。
　国が１月27日に決定した対応方針においては、５類
感染症への位置づけ変更に伴い、政府対策本部及び都
道府県対策本部も廃止するとしており、廃止後は必要
に応じ新型インフルエンザ等対策閣僚会議を開催する
こととしております。一方、沖縄県においては、沖縄
県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の第
３条において、県対策本部が設置できるようになって
おりますが、新型コロナが有する病原性の程度、発生
の状況等を総合的に勘案し、急速な蔓延のおそれがあ
ると認める場合と一定の要件が規定されております。
　県としましては、対策本部廃止後においても、感染
状況の変化や新たな変異株の発生等に迅速かつ的確に
対応することができるよう、必要な体制整備について
検討してまいります。
　同じく１の(4)、医療従事者への手当ての支給状況
についてお答えします。
　県では、県立病院を含むコロナ患者受入れ医療機関
に対し、確保病床数等に応じた病床確保料と受入れ患
者数等に応じた協力金を支給しており、いずれも医療
従事者の処遇改善の財源として活用されております。
令和４年度の病床確保料を用いた処遇改善について
は、コロナ患者を受け入れる28医療機関において、
特別手当や一時金等の支給に、合計約22億円を用い
る計画との報告を受けております。協力金について
は、令和４年９月に活用状況を確認したところ、回答
を得られた全ての医療機関において、処遇改善や負担
軽減の財源などに活用され、令和５年１月末現在で約
18億円の支給を決定しております。
　同じく新型コロナウイルス対策についての１の
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(5)、新興・再興感染症への対応策についてお答えし
ます。
　県は、令和５年度に、改正感染症法に基づき沖縄県
感染症予防計画を見直し、将来的な新興感染症等の発
生及び蔓延に備え、連携協議会を設置して保健所設置
市及び関係機関等との連携を強化するとともに、県衛
生環境研究所内に感染症研究センターを設置し、試験
検査等の体制整備を図ります。また、同じく令和５年
度に策定を予定している第８次医療計画から新たに新
興感染症等の感染拡大時における体制確保に関する事
項を追加し、必要な対策が機動的に講じられる取組を
検討してまいります。
　同じく１の(6)、コロナ後遺症の相談窓口等につい
てお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の後遺症については、令
和４年５月から、県コールセンターでかかりつけ医等
がいない場合の医療機関の紹介などの対応を行ってお
り、相談実績は今年１月までに1607件となっており
ます。コロナ後遺症により社会生活に大きな制限が生
じた場合に活用できる支援制度として、厚生労働省
ホームページでは労災保険や生活困窮者自立支援制度
などが紹介されております。
　県としましては、今後の国の動向を注視しつつ、後
遺症に関する必要な情報を周知していきたいと考えて
います。
　次に５、保健衛生・健康福祉についての(1)のア、
沖縄県の平均寿命についてお答えします。
　県の平均寿命は延伸しているものの、20歳から64歳
の働き盛り世代において、年齢調整死亡率が全国に比
べて高いことが全国順位を下げる要因となっており、
長寿県としての地位は危機的状況にあります。健康・
長寿の維持継承は、県民の心豊かで安心・安全な暮ら
しを守るための重要な要素であると考えております。
　県としましては、これまでの対策を専門家の意見を
取り入れながら検証するとともに、県民全体で危機感
を共有し、官民一体となって健康長寿おきなわ復活に
向けて取り組んでまいります。
　同じく(1)のエ、第２次健康おきなわ21の進捗につ
いてお答えします。
　県の健康増進計画である第２次健康おきなわ21の
最終評価を行ったところ、84の目標項目のうち目標に
達した、または改善傾向にあるのは36項目42.8％、
変わらないまたは悪化しているのは35項目41.7％と
なりました。健康を支え守るための社会環境の整備は
進んだものの、メタボリックシンドローム該当者や血
糖コントロール不良者等の健康指標項目の多くが悪化

しております。令和５年度は、最終評価の結果を踏ま
え、次期計画の策定及び健康づくり対策を推進し、健
康長寿おきなわ復活に向けて取り組んでまいります。
　同じく５の(3)、那覇市立病院への交付金配分につ
いてお答えします。
　那覇市立病院の建て替え工事については、令和３年
度からハード交付金を活用し開始しておりますが、入
札不落等により、令和３年度は全額を繰り越し、令和
４年度は令和３年度繰越分の執行にとどまり、令和４
年度当初予算分は全額を繰り越すことが見込まれてい
ます。このため、令和５年度については、工事の進捗
状況を確認の上、令和５年度内の工事に必要となる額
を計上しております。令和５年度以降についても、工
事の進捗状況を踏まえつつ、所要額の確保に取り組ん
でまいります。
　同じく５の(4)、薬学部設置に必要な施設整備に対
する県の支援についてお答えします。
　県は、去る２月９日に沖縄県内国公立大学薬学部設
置に関する基本方針を公表し、薬学部設置に向けて取
り組むこととしております。この基本方針において、
「薬学部の設置に必要な施設整備にあたっては、大学
は、既存の施設整備に係る補助金等の活用を検討する
ことを前提とする。ただし、これにより難い合理的な
理由がある場合、県は、必要に応じて国の交付金や補
助制度の中から必要かつ最小限度の財政支援を行うこ
とを検討する」としており、県として適切に支援して
まいりたいと考えております。
　同じく５の(5)、国保財政の財源不足についてお答
えします。
　国から交付される普通調整交付金が、平成30年度
以降、５年間にわたり、国の推計値と実際の交付額に
大きな乖離があり、財源不足に伴い県の基金が今年度
末で枯渇する見込みであります。このため、去る２月
８日に池田副知事が石嶺国保連合会理事長、桑江市長
会会長及び宮里町村会会長と共に、国に対し、差額の
補塡に加え、基金の積み増し等を行うよう要請したと
ころです。
　県としましては、引き続き、市町村及び国保連合会
と連携し、国保財政の安定化に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、新型コロナウイルス対
策についての中の(2)、マスクに関する周知・対策に
ついてお答えいたします。
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　マスクの着用については、文部科学省の通知を踏ま
え、卒業式及び令和５年４月１日以降「マスクの着用
を求めない」との周知を行ったところであります。そ
の際、本人の意思に反してマスクの着脱を強いること
がないようにすること、また、マスクの着用の有無に
よる差別・偏見等がないよう指導することなど、児童
生徒や保護者に対して、丁寧な説明を行うよう促して
いるところであります。
　続きまして３、ＤＸ・ＧＸについての中の(2)の
エ、県立学校の太陽光発電第三者所有モデル事業につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校施設への太陽光発電第
三者所有モデル事業の実施に向け、事業者と意見交換
や事業を実施する学校の選定等を行い、現在は事業契
約締結に向けて関係部局と調整しているところです。
なお、供用開始は、契約締結後、国への申請手続や設
備設置工事に約１年を要すると聞いております。
　続きまして５、保健衛生・健康福祉についての中の
(1)のイ、子供の肥満率についてお答えいたします。
　肥満率の増加の要因については、コロナによる部活
動や体育の授業の活動制限、スマホ・タブレット等の
長時間使用による運動量の減少が考えられます。子供
たちの生活習慣の改善を図るため、学校での一校一運
動の取組のさらなる充実や、家庭で週３回30分間、
体を動かすというがんじゅうアップチャレンジ330運
動の取組等により体力向上を図り、肥満解消に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、新型･
コロナウイルス対策についての御質問の中の(3)、特
例貸付けの償還免除や猶予についてお答えいたしま
す。
　緊急小口資金等の特例貸付けでは、住民税非課税世
帯などを対象とした償還免除を認めております。ま
た、免除要件には該当しないものの、返済が困難であ
る借受人に対しては、個々の状況に応じて償還猶予や
分割納付などの対応を行っております。
　県としましては、補正により予算を確保し、社会福
祉協議会の人員を増員して、借受人に対するきめ細か
い相談支援体制の強化を図ることとしており、今後と
も個々の状況に応じた適切な対応に取り組んでまいり
ます。
　次に５、保健衛生・健康福祉についての御質問の中
の(6)、特別支援学校卒業後の居場所づくりについて

お答えいたします。
　障害のある生徒の特別支援学校高等部卒業後の主な
進路として、大学等への進学、一般企業等における就
労のほか、社会福祉施設等への入所・通所利用等が挙
げられます。このほか、市町村において、創作的活
動、生産活動の機会の提供など地域の実情に応じた支
援を行う地域活動支援センター事業の実施など、利用
者の状況に応じた居場所づくりが行われております。
　県としましては、卒業後においても障害者の自立支
援に向けた取組につながるよう、引き続き、学校、地
域等と連携し取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
対策についての(7)、県職員のリモートワークについ
てお答えいたします。
　知事部局においては、沖縄県行政運営プログラムに
在宅型テレワーク等の導入を位置づけ、試験的に取り
組んでおりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大
防止を契機として令和２年度から導入したところで
す。職員の多様な働き方を実現する観点から、在宅勤
務やリモートワークの充実に向けて取り組んでまいり
たいと考えております。
　次に２、行財政運営についての(1)のア、ＥＢＰＭ
における人材の育成についてお答えいたします。
　新沖縄県行政運営プログラム（最終案）では、ＥＢ
ＰＭを推進し、本県における様々な政策課題や業務課
題の解決に資するよう研修を実施することとしており
ます。ＥＢＰＭ研修では、エビデンス活用の基礎知識
の習得、沖縄県ＤＸアドバイザーチーム等によるデー
タ活用、分析等の助言により、職員のスキル向上に努
めてまいります。大学院等研究機関との連携等につい
ても、その必要性を勘案し、検討してまいります。
　同じく２の(1)のイ、指定管理者制度運用委員会に
ついてお答えいたします。
　指定管理者制度は、導入から17年が経過してお
り、制度の定着が進む中で、県民ニーズをうまく取り
込みながら、さらなるサービスの向上に取り組む必要
があると考えております。そのため、今回の関係条例
の改正で、外部有識者等で構成される運用委員会を附
属機関と位置づけ、指定管理者の選定や運営状況につ
いて答申、建議を受けることにより、指定管理施設の
さらなるサービスの向上につなげていきたいと考えて
おります。
　同じく２の(1)のウ、ガバメントクラウドファン
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ディングの概要についてお答えします。
　新沖縄県行政運営プログラム（最終案）では、ふる
さと納税制度を利用し、県で実施している事業内容に
共感した方から寄附を募る方法によるクラウドファン
ディング制度を創設することとしております。今後
は、全国での実施状況を踏まえた実施指針を策定する
こととしており、予算編成の時期、手法についても併
せて検討してまいります。
　同じく２の(1)のエ、内部統制機能の強化に関する
成果指標についてお答えいたします。
　内部統制の評価では、これまで令和２年度に３件、
令和３年度に４件と、重大な不備が確認されました。
また、令和４年度には、国庫請求の錯誤、議会の議決
を経ない契約等の事案が発生しております。こうした
状況を踏まえ、新沖縄県行政運営プログラム（最終
案）の成果指標では、令和３年度の４件を基準に、減
少させる目標値を設定したところです。しかしなが
ら、公務の遂行に当たっては、常に重大な不備の発生
をゼロにすることを目指すべきであり、今後、目標値
の見直しを図ります。
　同じく２の(2)のア、令和５年度の組織改正につい
てお答えいたします。
　令和５年度においては、新たな組織として、関係部
局で進めている国際交流・協力に関する取組等を部局
横断的に推進し、独自の地域外交を展開するため、知
事公室に地域外交室を設置することとしております。
また、文化観光スポーツ部にしまくとぅば普及推進
室、保健医療部に感染症研究センターを設置すること
としております。その他、事務及び事業の運営が簡素
かつ効率的なものとなるよう組織体制を見直すととも
に、新たな行政課題や多様化する行政需要に的確に対
応できるよう、必要な組織を編成しております。
　同じく２の(3)のア及びイ、会計年度任用職員の兼
業等の状況や時差出勤について、２の(3)のアと(3)の
イは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいた
します。
　会計年度任用職員の兼業・副業に関する知事部局に
おける令和３年度の届出件数は125件となっておりま
す。県では、届出書の内容により、通算の労働時間、
業務遂行への影響、県との利害関係の有無などを把握
し、服務規律上の問題がないかを確認しております。
また、令和２年４月20日より、会計年度任用職員に
おいても、常勤職員と同様に時差出勤を認めていると
ころです。
　同じく２の(3)のウ、会計年度任用職員制度につい
てお答えいたします。

　会計年度任用職員制度に関する国の通知では、助
言、調査、診断等を行う職を除き、専門性のある職も
含めて、同制度に移行することが示されていたところ
です。県では、当該通知を踏まえ、専門性のある職種
も含めて、補助的または定型的な事務を処理する職に
会計年度任用職員を配置しているところです。
　県としては、正職員と会計年度任用職員の適切な役
割分担を図りながら、引き続き適正な配置に努めてま
いります。
　同じく２の(5)のア、令和３年度ソフト交付金の不
適正処理の経緯と対策についてお答えいたします。
　これまでの事故繰越承認を受けたソフト交付金事業
の場合、全ての事業について、３年目の事業完了年度
に繰越額全額の実績報告を行ってきたことから、石垣
市の令和２年度乳業施設高度化整備事業についても、
これまでと同様の手続が適正であると誤認していたこ
とが主な原因であります。このため、県内部での実績
報告等のチェックリストや内閣府宛て実績報告書の添
付書類について、事故繰越と明許繰越を明確に区分し
て整理するなど、関係部局や内閣府と連携し改善等を
図ること、内部統制推進本部会議において、改めて全
庁的に事案を共有し、内部統制リスクとして国費請求
事務に関するチェック項目を新設することなどの取組
を行い、このような事案が二度と発生しないよう再発
防止策を講じたところであります。
　同じく２の(6)のイ、２基金への積立てについてお
答えいたします。
　２月補正予算においては、地方交付税や県税等を増
額計上しており、収支差分を財政調整基金と減債基金
に積み立てております。財政調整基金においては、令
和５年度当初予算に係る収支不足や補正予算の対応等
に備え、約141億円を積み立てることとし、減債基金
においては、後年度の県債の償還に必要な財源を確保
するため、約92億円を積み立てることといたしまし
た。なお、２基金の令和４年度末、令和５年度末の残
高見込みは、昨年同時期よりも減少しております。
　同じく２の(6)のウ、ソフト交付金の減額補正理由
についてお答えいたします。
　国庫請求手続の誤認による約10億円の過年度支出
等に伴う減額補正に関して、その一般財源の振替総額
は、189事業、約8.7億円となっております。なお、
最終的な一般財源の振替総額については、各事業の精
算後に積み上げるため、決算時に明らかとなります。
　同じく２の(7)のア、退職手当基金の取崩しについ
てお答えいたします。
　職員退職手当基金は、退職手当の支給に要する経費

‒･56･‒



の財源に充てるため設置されており、令和３年度末時
点の残高は約54億円となっております。令和５年度
から地方公務員の定年引上げ制度が開始されるに当た
り、国から退職手当に係る一般財源平準化の方針が示
されたところです。
　県としては、国の方針に基づき、一般財源の平準化
を図る観点から、職員退職手当基金の取崩しを行うこ
ととしたものです。
　同じく２の(7)のイ、臨時財政対策債の借入抑制に
ついてお答えいたします。
　臨時財政対策債は、地方交付税が不足する場合に特
例として発行する地方債であり、地方交付税の代替で
あることから、本県では国から示された発行可能額は
全額発行しております。臨時財政対策債の発行額は、
リーマンショック後の平成22年度の約561億円を
ピークに令和５年度は約35億円となるなど減少傾向
にあり、県債残高が減少に作用する償還期限が到来し
た償還額が、新たに発行する額を大幅に上回る状況に
あり、県債残高については減少しているところです。
　同じく２の(7)のウ、県債の利払い対策についてお
答えいたします。
　借入利率の上昇に伴い、県債残高の利子も増加する
ことから、地方財政措置のある県債や各省計上予算の
積極的な活用により、公共事業等関係予算の確保を図
るなど、県債の適切な発行に努めてまいります。
　次に３、ＤＸ・ＧＸについての(1)のイ、政策立案
総括審議官についてお答えいたします。
　国においては、各府省のＥＢＰＭの取組を主導する
ため、政策立案総括審議官等を平成30年度から設置
していると聞いております。県では、新沖縄県行政運
営プログラム（最終案）において、ＥＢＰＭの推進に
必要な人材育成のため研修を実施することとしてお
り、ＥＢＰＭの推進を総括する職の配置を検討してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　２、行財政運営につい
ての(2)のイ、危機管理補佐官の新設についてお答え
いたします。
　近年、大雨や台風等は激甚化の傾向が見られ、ま
た、新型コロナウイルスや軽石の大量漂着など、これ
まで見られなかった危機事象も頻発しております。さ
らに、沖縄周辺ではマグニチュード８クラスの巨大地
震のおそれがあることに加え、万が一を想定した国民
保護にも備える必要があり、県の防災・危機管理体制

の強化は、喫緊の課題となっております。県において
は、高度な専門知識や災害現場での実務経験等を有す
る外部人材を危機管理補佐官として採用し、危機管理
監である知事公室長を補佐することで、災害、危機管
理及び国民保護に対し、より迅速・的確に対応するこ
ととしております。
　次に４、基地問題・安全保障についての(1)、県民
広場地下駐車場の避難施設としての利活用についてお
答えいたします。
　国民保護法における避難施設は、同法第148条に基
づき、既存施設等の管理者の同意を得て、都道府県知
事が指定することになっており、県民広場地下駐車場
については、平成18年10月31日付で指定をしており
ます。
　同じく４の(3)のア、那覇市における弾道ミサイル
を想定した住民避難訓練についてお答えいたします。
　弾道ミサイルを想定した住民避難訓練及び市役所に
おける初動対処訓練については、令和４年５月、那覇
市からの要望を踏まえ、弾道ミサイルが我が国に飛来
する可能性があると判明した場合にどのような行動を
取るべきか、住民を含む関係者の理解を深めることを
目的に、国、県、市の共催で実施したものです。県
は、国、市と訓練内容等について調整を行い、訓練要
員の配置や進め方など、訓練概要を作成したほか、報
道機関の取材対応、訓練当日の統制役等の役割を担っ
ております。
　同じく４の(3)のイ、国民保護図上訓練についてお
答えいたします。
　武力攻撃事態や大規模テロなどの緊急対処事態は、
あってはならない非常事態ですが、万一に備え、国民
保護措置の対処能力の向上を図ることは重要と考えて
おります。このため、県では市町村や国、指定公共機
関等の関係機関と定期的な意見交換の場を設けてお
り、そこで検討・整理した内容を基に、令和５年３月
17日に図上訓練を実施する予定です。今回の図上訓
練は、関係機関と時系列に沿った行動計画の場面ごと
の連携や住民避難の在り方について検証・検討する予
定としております。また、今回は住民の参加予定はあ
りませんが、３月上旬頃、県ホームページにて県民向
けに周知を行うとともに、マスコミに対し、プレスリ
リースを行うこととしております。
　同じく４の(4)のイ、海外事務所の位置づけについ
てお答えいたします。
　令和５年度はこれまでどおり、県内企業の海外展開
の支援等を行っているソウル、北京など６つの海外事
務所については、商工労働部所管の下で諸事業を実施

‒･57･‒



することとしております。なお、今後の位置づけにつ
いては、令和５年度に沖縄県地域外交基本方針（仮
称）を策定する中で検討してまいります。
　同じく４の(4)のウ、地域外交基本方針の策定につ
いてお答えいたします。
　県では、令和５年度に地域外交の方向性などを示す
沖縄県地域外交基本方針（仮称）を策定することとし
ております。策定に当たっては、新たに設置する地域
外交室が中心となり、外部有識者の御意見などをいた
だきながら策定することを予定しております。
　同じく４の(6)のア、裁判の確定判決についてお答
えいたします。
　県が行った不承認処分をめぐっては、現在３件の訴
訟が係争中であり、この段階で裁判の結果に対する対
応について予断を持ってお答えすることは差し控えさ
せていただきます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　２、行財政運営について
の(4)、企業版ふるさと納税の寄附実績についてお答
えいたします。
　企業版ふるさと納税は、地方の活性化を図る国の財
政支援の一つとして、地方への新たな資金の流れをつ
くるために創設された制度であり、県が事業主体と
なって寄附を募る場合、県外に本社がある企業からの
寄附が適用対象となっております。県においては、令
和３年度までに６件、1700万円の寄附金を受領して
おります。県内市町村においては、令和３年度まで
に、16市町村で累計１億5014万2000円の寄附金を
受領しております。
　続きまして３、ＤＸ・ＧＸについての(1)のア、沖
縄県ＤＸ推進計画の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　県では、今年度、行政分野のみならず、福祉・医
療・教育などの生活分野、商工・観光・農林水産など
の産業分野におけるデジタル化、ＤＸ関連施策を盛り
込んだ沖縄県ＤＸ推進計画を策定し、その取組を開始
したところです。今後は、外部デジタル人材の専門的
な知識、経験も取り入れながら、ＰＤＣＡによる計画
の進捗管理を行うなど、ＤＸの推進に計画的かつ総合
的に取り組んでまいります。
　次に３の(1)のエ、チャットＧＰＴの行政事務への
導入についてお答えいたします。
　チャットＧＰＴは、ＡＩでありながら、人間と会話
しているような自然な文章を生成可能であることが最

大の特徴であり、検索エンジンに組み込まれる等の活
用が始まりつつあるものと認識しております。また、
膨大なデータを学習させ、様々な質問について、高い
正確性が期待される一方、事実とは異なる回答を生成
することがあるという課題も指摘されているところで
す。
　県としましては、引き続き、最新の技術動向を注視
するとともに、他県の活用状況等も含め、導入可能性
について、情報収集に努めてまいります。
　同じく３の(1)のオ、システム共同利用の取組につ
いてお答えいたします。
　県内市町村では、これまで自治体クラウドとして６
グループ15団体でシステムを共同利用する取組が行
われてきました。国は現在、行政のデジタル化を加速
するため、自治体ＤＸ推進計画により、20の基幹業
務システムを標準化・共通化する取組を推進してお
り、県においても市町村との連絡会を設置して、情報
の共有等を図っているところです。また、令和４年度
事業では、推進に不安のある団体に対し、支援員を選
任して伴走型の支援を行っており、次年度は事業の拡
充を予定しております。引き続き、市町村と連携しな
がら自治体ＤＸの推進に取り組んでまいります。
　同じく３の(2)のウ、庁内ペーパーレス化の現況に
ついてお答えいたします。
　県においては、多様な働き方に対応するため、令和
５年度より、職員の業務パソコンをモバイル化すると
ともに、本庁舎会議室及び一部の執務室において、無
線ＬＡＮ導入の検証を行うこととしております。モバ
イルＰＣの導入に当たり、紙の資料を持ち運ぶことの
ないペーパーレス会議についても検証を行う計画とし
ております。
　県としましては、引き続き、職員が働きやすい職場
環境の整備を図りながら、ペーパーレス化について、
関係部局と連携して取り組んでまいります。
　続きまして４、基地問題・安全保障についての
(5)、外国資本等による屋那覇島土地取得についてお
答えいたします。
　日本はサービスの貿易に関する一般協定を批准して
おり、土地取引に関し制限を設けず、国籍を問わず平
等に取り扱うとしていることから、本県においても外
国資本等による土地等の購入を規制する制度等はあり
ません。外国資本等による土地取引の影響を懸念する
報道等もあり、県としては、まずは他県における取組
について調査してまいります。
　同じく４の(7)、特定駐留軍用地等内土地取得事業
の実績についてお答えいたします。
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　県では、平成24年度に沖縄県特定駐留軍用地等内
土地取得事業基金へ約69億1000万円を積み立て、普
天間飛行場内の道路用地17.15ヘクタールの先行取
得に取り組んでおります。令和５年１月末時点で約
13.9ヘクタールを取得しており、取得率は約81％と
なっております。
　県としましては、残りの約3.3ヘクタールを取得す
るため、引き続き、広報活動等により制度周知を図
り、先行取得に取り組んでまいります。
　続きまして５、保健衛生・健康福祉についての(1)
のウ、人口減少問題に係る見解についてお答えいたし
ます。
　本県の令和５年１月１日現在の推計人口は、146万
9382人で過去最高となっておりますが、死亡数が出
生数を上回る自然動態の減少が、昨年２月以降12か
月続いております。今後見込まれる人口減少社会で
は、その影響として、社会保障システムの維持や地域
社会を支える活動の維持が困難となること、経済活力
の低下などが懸念されます。このため、県では、自然
増の拡大に向けた結婚・出産の支援の充実や子育て
セーフティーネットの充実、社会増の拡大に向けた移
住体験ツアーなどＵＪＩターンの促進等に取り組むと
ともに、離島観光の活性化による雇用の創出や交通コ
ストの低減など、離島・過疎地域の定住条件の整備に
取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、行財
政運営についての(5)のイ、沖縄コンベンションセン
ター改修工事の積算誤りについてお答えします。
　令和３年６月に発注した展示棟受変電設備改修工事
について、積算の誤りが判明したため、請負者と協議
し合意の上、同年９月に契約の解除を行いました。契
約解除に当たっては、契約から解除までに要した経費
387万円を工事費用の精算として請負者に支払ってお
ります。再発防止策としては、詳細な積算条件などの
チェックリストを作成し、複数の職員による積算確認
を徹底するとともに、予定価格が1000万円を超える
案件については、技術協力として土木建築部による設
計書の確認を経た上で工事を発注しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、行財政運営につ
いて(5)のウ、沖縄振興公共投資交付金事業の繰越過

少についてお答えいたします。
　補助事業等においては、翌年度への繰越額の確定計
算書を毎年３月末に国へ提出することとされています
が、本事案は、当該確定計算書の数字を誤って提出し
ていたことによるものであります。再発防止策とし
て、事業課においては、計算書提出前にチェックシー
トを用いて課内で内容を共有・確認するダブルチェッ
ク体制を整えるとともに、その遵守を徹底しておりま
す。また、主管課においても、国庫支出金の管理簿を
作成し、複数人でチェックを行う等再発防止に努めて
おります。
　同じく２の(5)のエ、都市モノレール建設事業資金
貸付金の請求漏れの経緯と対策についてお答えいたし
ます。
　モノレール建設事業に係る貸付金の償還について
は、貸付金利息算定の際に、計算誤りが生じていたこ
とから、差額を請求したものであります。令和４年３
月に沖縄都市モノレール株式会社に差額を請求し、同
年９月には納付されております。現在、複数の職員で
金額等を確認するチェック機能の強化や、沖縄都市モ
ノレール株式会社との連携など再発防止に努めており
ます。
　同じく２の(6)のア、寄附金収入5000万円の計上理
由についてお答えいたします。
　首里城復興を目的として受け入れている寄附金収入
について、前年度受入れ実績等を勘案し、当初１億
3700万円で計上していたところ、予算額を上回る受
入れがあったことから、歳入予算5000万円を増額す
るものです。受け入れた寄附金は、全額を沖縄県首里
城歴史文化継承基金へ積み立てることとしており、積
立金として歳出予算も同額を増額しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　３、ＤＸ・ＧＸにつ
いての(1)のウ、産業人材デジタルリテラシー強化事
業についてお答えします。
　本事業は、県内企業の従業員等を対象に、デジタル
技術の利活用に関する基礎的な知識等を習得させるも
のです。具体的には、易しいデジタル化のステップを
例示したセミナーや簡易なデータ分析、ノーコード技
術を習得させる講座の開催など、デジタルリテラシー
の向上を図る内容となっております。本事業により、
日常的に従業員等のデジタル利活用が図られ、業務改
善に取り組む意識が高まることから、企業のデジタル
化やＤＸの促進につながるものと考えているところで
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す。
　同じく３の(2)のア、化石燃料賦課金・特定事業負
担金制度の本県企業への影響についてお答えします。
　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関す
る法律案が、令和５年２月10日に閣議決定されまし
た。同法案には、令和10年度から、化石燃料の輸入
事業者等に対する化石燃料賦課金の徴収、また、令和
15年度から、発電事業者に対する特定事業者負担金
の徴収が盛り込まれております。これらにつきまして
は、県内企業における影響が懸念されることから、県
としましては、今後の同法案の詳細な制度設計の動向
を注視するとともに、国や関連事業者と意見交換を行
うなど、情報収集等に努めてまいります。
　同じく３の(2)のイ、企業の脱炭素経営に向けた支
援策についてお答えします。
　県では、企業の脱炭素経営を支援するため、再エネ
設備導入に係る相談窓口を設置するとともに、省エネ
ルギー化に資する設備の購入補助に取り組んでおりま
す。また、国におきましては、省エネの取組に関する
相談窓口を設置するとともに、県内企業を対象とした
ヒアリング調査等が実施されております。
　県としましては、2050年度脱炭素社会の実現に向
け、国と連携し、県内企業の脱炭素化に向けた取組を
推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　４、基地問題・安全
保障についての(6)のイ、臨時制限区域における共同
漁業権除外の経緯等についてお答えいたします。
　令和５年９月の漁業権一斉切替えに向け、令和４年
９月29日付で県から利害関係人等に意見照会をした
ところ、同年10月31日付で地元漁協と沖縄防衛局か
ら、辺野古の臨時制限区域内は常時立入りが禁止され
るとともに、いわゆる漁船操業制限法により漁船の操
業が禁止されていること等を理由として、同区域を除
外するよう意見が出されております。
　県としましては、関係者からの意見及び現況を踏ま
え、漁業法に基づき検討した結果、同区域の除外につ
いて手続を進めているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　４、基地問題・安全保障
についての(8)、有機フッ素化合物残留実態調査事業
についてお答えいたします。

　県においては、県内のＰＦＯＳ等の残留実態を把握
するため、令和５年度の有機フッ素化合物残留実態調
査事業により、基地周辺以外を含めた宮古、八重山地
域も対象とする全県的な水質と土壌中のＰＦＯＳ等調
査を実施することとしております。水質及び土壌の調
査地点数は、それぞれ40地点程度を予定しており、
具体的な調査場所等については、市町村と調整の上で
決定したいと考えております。土壌中のＰＦＯＳ等に
ついては、分析方法や基準値が定められていないた
め、県としましては、これらの調査結果を踏まえて、
国に対し土壌に関する基準値等の設定を求めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　５、保健衛生・健
康福祉について御質問の中の(2)のア、辞職の経緯に
ついてお答えいたします。
　過去３年にわたり、猛威を振るってきた新型コロナ
ウイルス感染症がある程度落ち着いてきたことや、県
立病院の10年後の目指すべき将来像を定めた県立病
院ビジョンを令和４年に策定したこと及び新たな経営
計画である沖縄県立病院経営強化計画の今年度中の策
定にめどが立ったことなど総合的に勘案し、３月末日
をもって退職することとしました。
　同じく５の(2)のイ、八重山病院の人事体制につい
てお答えいたします。
　八重山病院については、院長の下、副院長、事務
部、医療部、看護部及び附属診療所４か所を設置し、
八重山圏域の医療提供体制の維持・確保に努めており
ます。今回の院長、副院長の退職については、後任を
適切に配置することにより、八重山圏域の医療提供体
制に影響がないようしっかり対応してまいります。
　同じく５の(2)のウ、中部病院の建て替えについて
お答えいたします。
　県立中部病院においては、県立病院ビジョンにおい
て、病院の果たす役割や医療機能の在り方を整理した
上で、将来の建て替え等について構想を策定し、同構
想に基づき必要な対応を行うこととしております。今
年度は、中部病院や保健医療部などとも意見交換を行
いながら、将来構想の策定に向け、論点や必要な調査
項目の整理等を行っております。次年度以降、関係団
体や有識者等の意見も伺いながら、将来の建て替えも
含めた構想策定に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)のエの(ｱ)、現金預金の今後の使途に
ついてお答えいたします。
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　令和３年度の病院事業会計決算における現金預金は
約160億3000万円となっており、令和２年度の約88
億4000万円と比べて約71億9000万円の増となって
おります。
　病院事業局としましては、当座の運転資金約57億
円及び退職給付引当金の費用処理等に必要な資金約
88億円の合計約145億円を確保した上で、施設の建
て替え・新設や医療機能を高める設備投資等、県民に
必要とされる医療提供体制の確保及び安定的な病院経
営に活用してまいります。
　同じく５の(2)のエの(ｲ)、令和５年度その他流動負
債増理由についてお答えいたします。
　令和５年度の病院事業予定貸借対照表におけるその
他流動負債は40億9494万9000円となっており、令
和４年度の22億416万2000円と比べて18億9078万
7000円の増となっております。その主な要因は、全
国的にコロナ病床確保支援事業補助金の過大申請が会
計検査院により指摘されていることから、県立病院に
おいても自主点検を行ったところ、患者の退院日を空
床とするなどの計上誤りによる過大申請が判明したた
め、当該事業に係る返還予定金として約10億円を計
上したことによるものであります。
　同じく５の(2)のエの(ｳ)、電気料金引上げに伴う光
熱費等への影響額及び財源についてお答えいたしま
す。
　令和５年度病院事業会計予算における電気料は、
令和５年４月からの電気料金引上げを想定し、15億
4361万8000円を計上したところであります。令和４
年度の電気料の決算見込額は９億3760万8000円であ
り、令和５年度予算との差額６億601万円が料金引上
げ等に伴う影響額となっております。なお、電気料に
係る財源は、入院収益や外来収益等の病院事業収益か
ら充当することとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　５の(2)のエの
(ｲ)、令和５年度その他流動負債増理由についての中
で、当該事業に係る返還予定金として約10億と申し上
げましたが、正しくは約14億円を計上したことによる
ものでございます。訂正しておわび申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。

○又吉　清義君　確認をさせていただきたいと思いま
す。
　まず、新型コロナウイルス対策についてなんです
が、今国からの補助があるコロナ対策費で医療費等に
ついてなんですが、検査防疫体制の強化、医療体制の
強化で、その中で、第２分類から第５分類に引き下げ
られた場合には、これはその対象になるのかならない
のか、どのようにお考えかお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　国のほうは、詳細は３月上旬に示すということに
なっておりますが、通常その他の感染症の５類感染症
と同様であるというふうに想定されますので、入院を
する際にも、今は行政のほうがベッドを確保してそこ
に入院していただいて、それに伴う予算が生じていま
すけれども、病院で本人の症状が重ければ保険診療で
入院するという形となりますので、入院するための病
床というのは、いずれは必要なくなるというふうに考
えておりますが、いきなり全ての医療機関で受け入れ
るということが、まだ確認が必要だと思いますので、
何らかの形で段階的にそういうふうな形になると考え
ております。同様に、検査のための補助であるとか、
あるいはホテルの療養であるとか、そういうふうなと
ころがこれまで予算を確保して行っていたものが徐々
に外れていく、段階的に外れていくというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　多分段階的に外れていく、徐々に外
れていくなんですが、今部長に素直に聞いてみたいと
思います。
　第５分類でこの補助がついているってありますか。
48感染症があります。一つでもいいですから、国の
補助がついている感染症がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　感染症で入院する際
の補助というのは、特に５類感染症の中ではないとい
うふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうですよね。第５分類、48ある
中で一つも国の支援なり補助なり実績というのはない
わけですよ。ですから、段階的、５月８日から行いま
す。これも段階的かもしれませんよ。５月７日までは
手当てがつくかもしれない。８日からつかないかもし
れない。その中で私、非常に不思議なのが、皆さんの
新年度予算、医療費体制等の強化で１、２、３、４、
５、６あります。この中、全て皆さん、予算は増であ
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ると。増であるということです。私はこれが不思議で
ならない。コロナは終息に向かっているのに、大事な
ソフト交付金でありハード交付金であり、事業費がほ
とんど増えている。これは考え方ですよ皆さん。修正
するべきじゃないかなと思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　先ほども申し上げま
したように、５月８日から５類感染症になるというこ
とですが、入院体制等についての詳細は３月上旬に示
されるということになっております。これまでも、包
括支援交付金あるいは臨時交付金等については、４分
の１半期ということで３か月分、あるいは期間を限定
した形で予算化をしておりましたので、４月以降も２
類相当というところは変わりませんので、現在はこれ
までと同じような形で予算を要求しておりますが、繰
り返しになりますが、いろんな項目によっては年度途
中で見直される可能性はあるというふうに認識してお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　本当に部長がまさしく言ったとおり
かと思うんですよ。私は今このコロナ騒動で、企業で
あり農家であり非常に、非常に被害を受けて大変な立
場に立たされている方がいる。この予算を早めに修正
して、早めにそこに回して、県内の活性化であり支援
に充てるんだと。皆さんがこれから充てることのでき
ない項目に予算を回すために、ここに、県民を助ける
ことができない。私はこれをしっかりとやっていただ
きたいものだと思いますよ。現にまた皆さんの予算を
見た場合に、今度は検査防疫体制の強化でございま
す。全て減ですよね、新年度予算。これはなぜ減で、
なぜ一方は増ですか。非常に相反するわけですよ。こ
こでこの必要性はないというのは、皆さん分かってい
るわけですよ。分かっているならば、これは早めに県
民の農家そして観光業、もろもろの困っている経済支
援をする。その予算に充てるべきが、私は急務だと思
いますよ。部長いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　感染症対策に充てる
予算につきましては、一部臨時交付金等の財源も使わ
せていただいておりますけれども、保健医療部として
は、これまでその分類見直しが変わったとしても、感
染力等が特に変化するわけではないですので、特に高
齢者を中心として陽性者がたくさん出た場合の医療提
供体制などについては、引き続き新年度も当面は維持
していくという形でこういうふうな予算を充てさせて
いただきました。また、詳細等につきましては、国の

方針が明らかになりましてから、庁内で議論をするこ
とになると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから冒頭で述べました。国はも
う恐るるに足りないよと、コロナ感染症。そういうも
のを発表しているから、私はあえてそれを聞いている
わけですよ。ですからこれは皆さん、早めに修正する
心がけをしないと私は大変なことになると思います
よ。私から言わせると、もしかしてこれはほとんど不
用額になるんじゃないかなと、私はそのぐらい危惧し
ておりますよ。
　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時４分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　２番目の、私は皆さんに何回も何回
も申し述べております。正しい情報を伝えてください
と。県民、マスコミほとんどの方々が誤解を受けてい
ます。ワクチンの接種率、今回も我が沖縄県12.7％
といっております。日本一低いところでございます。
そして皆さん、日本一感染率が低い県は、ずっとそれ
を維持しているのはどの県ですか。そこまで言えば
もっと理解しやすいと思いますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　失礼いたしました。
　ワクチン接種率の順位と陽性者のこれまでの順位の
関係でございますけれども、ワクチン接種率がこれま
でで一番高いのが秋田県61.48％となっております。
秋田県は、累計の陽性者数は45位ということで少な
いほうから３番目となっております。ワクチン接種率
が２番目に高いのは岩手県が58.76％ですが、岩手県
は、累計の患者数は最も低い47番目というふうに、
この２つの県を見ると、ワクチン接種率が高いところ
は患者の累計者数は少ないという結果となっておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　それも否定しませんよ。ごくまれで
す、まれ。沖縄県、47位、46位、45位、43位、ほと
んどその範囲です。その範囲です。これ沖縄県１県だ
けです。私は何を言いたいかといいますと、別にワク
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チン接種、これはそれでいいと認めますと。県民それ
以外に自ら健康になるためのものもありますよとい
うことですよ。こんなに断トツにワクチン接種率が
12.7％、平均以下の以下の以下である沖縄県。物す
ごく蔓延しないといけないですよ。蔓延なんかしてい
ないですよ。そこに何があるか。ぜひこういうもの
は、調査研究してくださいと私はずっと言っておりま
すよ。調査研究してくださいと。そうすると、コロナ
は早めに払拭できますよ。県民一人一人がさらに健康
になりますよ。去年の11月から沖縄県、ワクチン接
種率は本当にすごい。私も危惧しましたよ。大丈夫か
なって。しかし43位以上ないですよ。ほとんど43位
以下ですよ。私はそういった意味では県民には感謝申
し上げたいな。
　次の質問をさせていただきます。
　３番、卒業式等について、マスク着用について指導
徹底をしていきたいということなんですが、教育長ぜ
ひ頑張ってもらいたい。皆さん、現場を本当に知らな
さ過ぎる。子供たちの気持ちを知らなさ過ぎる。ここ
にこういうのがありますよ。マスクの沖縄県実態調査
ですね。先生から子供たちはどのような注意を受けて
いるかというと、マスクをしないと内申点を下げる
ぞ。授業中しゃべらないのに外したら外に出ていけと
言われた。給食のときにお友達としゃべったら給食を
取り上げられた。
　次はいじめです。マスクを外したら、ばい菌、コロ
ナがうつるからあっち行けと言われる。マスクを外し
て外で遊んでいたら、何人かの友達に、何でマスクを
しないんだよ、マスクをしてよと責められ怖い思いを
したと。学校から許可をもらいマスクを外しているの
に、マスクをしないと悪者扱いにされてとても悲し
かった。マスクを外しただけで保育園に行けなくなり
ました。
　そして子供たちの叫びです。外している子はいない
から、苦しくても着けていたい。マスクがしんどくて
学校に行きたくない。マスクで顔がかゆい。もうすぐ
卒業式だけどクラスメイトの顔を知らない。授業中、
マスクでこもって集中できない。テストのときぐらい
外したい。もっともっとマスクを外せる人が多くなれ
ば、外せるけど今は怖い。大人はマスクを外して楽し
く御飯を食べたりお酒を飲んでいるのに、学校給食時
間は何で黙食なの。お友達といっぱいおしゃべりをし
て、いっぱいお外で遊びたい。苦しいからマスクをし
たくない。先生はいつも怒って怒鳴ってばかり。先生
もマスクでイライラしているんです。マスクのせい
か、教師が怒っているかどうかの顔を察することがで

きない子供が多く感じられる。こういうものがアン
ケートに出ているんですよ。現場調査したことないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　今御紹介いただきました学
校の状況、真摯に受け止めていきたいと思います。
今、お話があった具体的な内容については、私、そこ
まで把握はしていないところでありますがしっかりと
――今般卒業式及び令和５年４月１日以降、マスクの
着用を求めないということの方向性が出されましたの
で、それの周知をしっかりとしていきたいと考えてお
ります。一方で、その際の留意事項もありまして、本
人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよ
うにすることであったり、マスクの有無により差別や
偏見等がないように指導すること、そういったことを
しっかりと児童生徒、保護者に丁寧に説明していくと
いう留意事項もついておりますので、そのことも踏ま
えて、こういった様々ないじめにつながるとか、今後
はこのマスクを強いるとかそういうことがないよう
に、しっかり対応していきたいというふうに思ってお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　よく教育長おっしゃっておりま･
す、訴えをしていきたいと。訴え、全然通じていない
ですよ。皆さん学校にＡ４の用紙１枚しか行かないん
ですよ。これは先生方誰も見ないんですよ、校長先生
以外。ですから私は、マスコミでしっかりとＰＲした
ほうがいいですよと。横断幕等も掲げる、子供たちか
わいそうですよ。いじめに遭って。教育長、そのぐら
い勇気を持ってくださいよ。子供を救ってください
よ。
　そして病院事業局長にお伺いします。教育長によく
伝えてください。パルスオキシメーター御存じかと思
いますが、入院した場合、酸素吸入は何％からです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　基本的に正常の酸素飽和度は通常95％以上だとい
うふうに認識しておりますが、酸素の投与に関して
は、病院によって少し対応が異なることがありますけ
れども、通常は90％あるいは92％、その程度から酸
素の投与が必要だと思います。

‒･63･‒



○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　私も親を介護で半年見ましたが、
病院では普通94％以下です。マスクをして運動した
ら、教育長、何％以下になるか御存じですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません、私の
ほうで今把握をしておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だから子供たちは苦しいというん
ですよ。自分で体験してみてください。90％切るん
ですよ、90％。病院では、入院しているお年寄りは
94％からは酸素吸入ですよ。子供たちは90％切って
も酸素投入じゃないですよ。だから苦しいんですよ。
こればかりじゃないですよ。時間がないから後は自分
で調べてください。まだ言いたいことはいっぱいあり
ますけれど。ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　行財政のガバメントクラウドファン
ディングということで、予算編成上どのような取扱い
になるか非常に疑問点があるんですが、このガバメン
トクラウドファンディングというのは、どのような寄
附金の受け方をしないといけないか、ちょっと詳しく
説明していただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時15分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げたと
おりで繰り返しになりますけれども、ふるさと納税制
度を利用し、県が実施している事業内容に共感した方
から寄附を募ってクラウドファンディング制度を創設
したいというところでございます。そして、予算の仕
組み等については、全国で先行事例もありますので、
それを参考にしつつ、実施指針を策定する中で検討し
ていきたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ちょっと確認いたしますけれども、
部長、これは複数自治体が連携して寄附金を募る仕組
みと書かれておりますが、そういうように複数自治体
で寄附を募る仕組みで、集まった寄附金というのは１
県でそのまま使用していいのか、そこで登録した自治
体で均等割して使うのか、人口割で使うのか、どのよ

うな予算計上になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　今、沖縄県行政運営プロ
グラム（最終案）で示しておりますクラウドファン
ディングについては、沖縄県が単独で実施するという
方向で考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　その辺、私もいまだ勉強している時
期ですので、ぜひ皆さん、しっかり、非常に引っかか
るものがあるものですから、複数自治体で連携して寄
附を募る仕組みだということで、１自治体であれば私
もそんなに心配しないんですが、やはりそういったも
のがもし連携して行われている場合、この取扱いはこ
れでいいのかなと、何らかの縛りが出てきませんかと
いうことで危惧をして聞いております。
　次は、同じくエの内部統制機能の強化事業について
でございます。
　重大な不備数の目標値を当初、３件や２件というこ
とになっているということで、先ほどこの目標値の見
直しをするという答弁をしたかと思いますが、これ間
違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　内部統制を進めるに当
たって、公務の遂行に当たり重大な不備の発生を常に
ゼロを目指すべきということで、今後目標値の見直し
を図ります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、再度確認します。目標値
の――今皆さん、この運営プログラムにはしっかり最
終版として載っているわけですよ。これを今から改め
るというふうに理解していいのか、数値はそのままで
ゼロを目指すのか、どちらかということです。私はこ
のような重大な過ちがあるのを、あえて１年間に３
件、２件は自分たちはやっていきますよというのは、
これはいかがなものかなと。重大な過ちというのは
やっちゃいけないことなんですよ。やっちゃいけない
ものを、いやいや二、三件だったらやっていいんだ
よ、心配しなくていいんだよって、こんなもんでいい
のかと聞いているから、あえてこの最終案というの
は、修正をするということで理解していいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　この最終案については、
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昨年素案をつくりまして、行革懇話会に諮っていろん
な意見を頂戴しました。それを踏まえて今最終案とし
てまとめておりますけれども、あわせて、議会の各会
派の皆様にも最終案の御説明を差し上げたところで、
この２月議会でいろいろな御意見を頂戴するところで
すので、それも踏まえた上で最終案の見直し等を図る
ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、図るという中で、やはり
部長、明確にしていただかないと。今皆さん、令和４
年、令和５年、令和６年と、しっかりと重大な過ちは
３件、２件を行いますと載っているということです
よ。皆さんの目標数値ですよ。こんなの目標に持つべ
きではない、私はそう思います。明確に、なしにする
んだと、ゼロにするんだと意気込みがなくて、いやい
や今年４件過ちしますよ、来年は３件ですよ、再来年
は２件ですよって。こんな目標ってありますか。知
事、これが沖縄県の行政の目標ですか。過ちはちゃん
とやるんですよと、何が悪いかとまで言い方に変わっ
たら、県民が大変なことになりますよ。重大な不備と
いうのは、半端じゃないですよ皆さん。知事どう思い
ますか。これは早速修正をして、数字をゼロにして、
そこに向かっていくという私は決意をするべきだと思
いますが、どう思いますか知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　繰り返しの答弁で大変申し
訳ございません。現在、新沖縄県行政運営プログラム
（最終案）について、今、様々な御意見も賜っている
ところであり、また議員各位、各会派からもまた御意
見を聞かせていただきたいということにしておりま
す。ですから、部長が答弁をさせていただきましたと
おり、公務の遂行に当たっては、やはり常に重大な不
備の発生はゼロとするべきであるというように、その
見直しを図っていきたいというように考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　もう何回聞いても、答弁でせめてゼ
ロにすると、これも改めると、そのぐらいの意気込み
を私は聞きたかったんですが、どうも皆さん、ゼロに
はしたくないというのを、私はこんな目標なんかはい
らないと思いますよ。しっかりとゼロにするんだとい
う意気込みがない限りは無理かと思いますよ。ですか
ら、後でお聞きいたしますけれども、令和５年１月の
会計監査報告、あまりにも多過ぎる。あまりにも多過
ぎる。そういった点についてまたお聞きしたいと思い
ますので、ちょっと休憩してください。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　令和３年度の定期監査報告書があり
ました。この中で沖縄コンベンションセンターのこの
積算見積り、もう少し具体的に答弁していただけませ
んか。金額が幾らのものが幾らの誤りであって、どの
ように処理したのか。その辺をファジーにされたので
は、どうも理解しづらいです。これをもう少し丁寧に
御説明お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄コンベ
ンションセンターの改修工事におきまして、積算の際
に工事区分について、改修電気設備工事とするところ
を、誤って新営電気設備工事というふうに積算して、
その結果、直接工事費は変わりませんが、積み上げて
いく中での共通仮設費でありますとか、現場管理費で
あるとか、一般管理費等々に積算誤りが生じまして、
結果、設計額に1111万円の差が生じたところでござ
います。
　従来の工事と比べて大規模であったことから、単価
や数量確認に注力してしまって、工事区分の誤りに気
づかなかったことが原因でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　その不足分もまた一般会計からの拠
出ということで理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　積算に誤り
がありましたので、その正しい積算で予定価格を設定
した場合には最低制限価格未満として、落札できな
かった別の業者が落札するというようなことになりま
したので、一旦、公平性を確保する観点から、契約解
除を行うこととしました。契約解除に当たりまして
は、これまでの解除事例を参考に、契約から契約解除
に至るまでに要した費用を――具体的には、現場管理
費としての印紙代であるとか、諸官公署への手続費
用、工事保険料、現場従業員の給与手当、外注費用等
を実費で計上しまして、それを基に一般管理費等を積
み上げまして、消費税額を加えまして、精算額としま
して、386万7000円を合意解除ということで精算し
たところでございます。その財源につきましては、一
般財源を充当させていただいています。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　また次に移ります。
　次エ、都市モノレールについて。
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　建設事業資金貸付金に係る請求漏れなんですが、こ
の請求漏れというのは、本来いつ行わなければならな
いのが、どのような経緯で、いつ清算が終わりました
かということをちょっと御説明ください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず、簡潔に申し上
げますと、モノレール株式会社の経営支援のために貸
付金というものを土建部のほうで実施しているところ
でございます。そのときに、利息額の算定をするとき
にリスケがございまして、これ当時リーマンショック
等がございましたので、それを考慮して元金の返済を
一部分据え置いたと。そのために利息の計算が変わっ
てまいりました。しかしながら、それに気づかずに約
10年間、過少請求を行ったものでございます。そのた
めに、モノレール株式会社と現在協議をしております
が、まずは１年分ということで、170万円程度をお支
払いしていただいたところでございます。残り約1800
万程度、残金がございまして、その残金につきまして
も全額お支払いいただくよう、現在都市モノレール株
式会社と、その支払い方法、分割がいいのか、あるい
は一括なのか、その辺についても現在調整を行ってい
るというところでございます。
○又吉　清義君　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず、計算誤りを把
握したのは、令和２年度に新型コロナウイルス感染症
の影響があって、経営支援を行うために、また償還額
を再確認したところでございます。そのときに過少請
求となったのを把握してございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　百歩譲って、確かに過ちもあるかも
しれません。しかし令和２年度に気づいて、これが令
和４年度に上がってくる。この体制がこれでいいんで
すかと、ここが非常に私は疑問を感じますが。なぜ２
年間のこのタイムロスがあったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず利息の計算の誤
りということで、令和２年度にその内容が確認された
ということで、やはりその原因究明、その過少額の照
査――内部での精査ですね――関係部局との調整、そ
して法律相談等も行ったところ、そしてモノ株との調
整も実際行っているというところで、約１年以上か
かったというのが現実でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そういうふうに皆さん、ぜひスピー
ディーに、また今後ぜひ――じゃどうするんだと、
やっぱり資料として我々には、またこの議会にはぜひ
提出するべきだと思いますよ。やっているからそれで
いいじゃなくて、これどのように処理をしたかと。そ
の処理の経緯についても今後また議会にも提出も検討
できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部といたし
ましては、やはり度重なる事務手続のミスというのが
現実としてございました。この辺は深く反省をしてい
るところでございます。今回の事案につきましても、
現在、モノレール株式会社と調整を行っているところ
でございます。その調整が整い次第、内部統制部局へ
もしっかりと報告をしていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　やっぱり皆さん、行政を預かるプロ
です。しっかりやってもらわないと困るものですか
ら、その辺はまた今後に期待しておきます。
　次、ＤＸ・ＧＸについてなんですが、我々はこのよ
うにデジタルトランスフォーメーションなり、グリー
ントランスフォーメーション、カーボンニュートラル
に向けて頑張っております。その中で、やはり非常に
この各自治体、行政区、苦労しているなというのも十
分分かりました。これは東京都の政務調査でもやはり
なかなか前に進むことができない、横の連携ができな
いと。その中で、この進める中で、このウです。産業
人材デジタルリテラシー強化事業。今、企業もこのよ
うに我々は人材育成も急務であると。その中で、皆さ
ん、このリテラシーというのはどういった意味を含ん
でいるか、どう展開しようと考えているかちょっと御
説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　デジタルリテラシーにつきましては、様々な概念が
ございますが、先ほど答弁申し上げました、この産業
人材デジタルリテラシー強化事業におきましては、ビ
ジネスの場で活用されている簡単なデータ分析やＡ
Ｉ、クラウド等のデジタル技術に関する知識、あるい
はビジネスの場でそれらを利用する方法や活用事例等
に関する知識ということで使用してございます。一般
的には、デジタルリテラシーと申しますのは、デジタ
ル技術を理解して適切に活用する能力、スキルのこと
ということで理解してございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうですよね。今部長がおっしゃる
とおりかと思います。そうすると皆さん、企業の人材
を育てる中で、我々県民はそれを活用できる能力、こ
れがないと追いついていけなくなる時代に入っていき
ませんか。企業も育てながら、県民もしっかりそれを
――皆さん、レベルアップを図らないと駄目じゃない
ですか。私はそれを危惧しておりますが、県民向けに
はどのようにこれを取り組んでいくかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県民向けのデジタルリテラシー向上というところで
ございますが、デジタルリテラシーにつきましては、
既に小・中・高校において情報教育として教育プログ
ラムに組み込まれているというふうに聞いてございま
す。また地域住民につきましても、地方公共団体が主
体となりまして、公民館等の社会教育施設であります
とか、学校等の場を活用して、デジタル関連の知識や
技術を習得する講座を開催するなど、デジタルリテラ
シー向上の取組が開催され始めているというふうに聞
いてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　教育長、今お聞きになりましたか。
大丈夫ですか、学校現場は。タブレットを生徒が１台
ずつ持つ中で、タブレットの各メーカーの違いがあっ
て、学校は大混乱が起きていますよ。大丈夫ですか。
実態把握していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　小中学校においてはＧＩ･
ＧＡスクール構想によって、１人１台端末が配備をさ
れておりますので、学校によって統一した機種になっ
ていると思いますが、高校においては、今年度４月か
らＢＹＯＤということで、１人１台端末が導入されて
その購入方法にＢＹＯＤをという方法で、個人が所有
するものを活用すると。その分について補助するとい
う制度で実施しておりますので、その端末が若干個人
によって違うという状況が出てきているということは
把握しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、端末が違うことにより指
導方法が異なってくるわけですよ。現場はかなり苦労
していますよ。ぜひ相提携して、それを解消するよう
にしないと、一番大事なのはこういった、これを活用
する能力がなければ享受ができないと。もうそこまで
国は明確に言っていますよ。知らない人はこれからど

うなるんですかということですよ、知らない人は。こ
れもうすっかりこういう時代に入ってしまった。我々
は現実は現実として受け止めて、これから進めていか
ないといけないけれども、今現場が追いつかない。現
場が追いつかない。もっと教育長、やはりその辺は
しっかりと予算のつけ方であり、この人材を育てるこ
とをやらないと、時期を逃したら終わりですよ。時期
を逃したら。
　次に移らせていただきます。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時36分休憩
　　　午後３時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　同じ次は３の(1)のオですが、財務
会計等共通化可能なシステム、これについて皆様方に
お伺いします。この県、市町村等共同利用により効率
化の取組について伺うところなんですが、ここの中で
実は、保育士産休取得等支援事業というのがございま
す。それについて沖縄県は、去年、一昨年、これを取
得できた市町村は何市町村あったかです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　保育士産休等取得支援事業は、産休や病休を取得す
る保育士の代替保育士の配置に要する費用を支援する
という事業になっております。これにつきましては、
令和３年度はこの補助事業を活用したのが９市町村、
令和２年度が11市町村、今年度は５市町村というふ
うになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですからこの産休取得等という――
もう少し具体的に説明お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　この事業
は、保育士の労働環境の向上により離職の防止を図る
ということを目的としております。産休であるとか病
休を保育士が取られる場合、その代替の保育士を配置
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すると。その費用について支援を行うという事業でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　代替への支援以外にも、産休で休ん
だ保育士には出ないんですか。私は産休で休んだ方に
出る事業だと解釈しておりますが。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　実際に産休や病休を取られる保育士に対して、給与
の全額を支給しているということを前提として、代替
保育士の配置にかかる費用を支援するという事業でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、去年これを申請はすれど
皆さんとのずれがあって、できない市町村もあったと
いうことも事実でございます。そして産休で休んだけ
れども、皆さんの取扱いでどうもかみ合わなくて、本
来ならば10か月取れるものが半年しか取れなかった
というのも事実でございます。ですから、そこでなぜ
そのようなことが出たかです。申請する側、皆様が、
受け取る側がなかなかマッチングしない。これが大き
な原因で生じている可能性があります。
　そしてそれも昨日現場を見て大体分かりました。
我々が今使っている、例えばパソコンであり、これか
ら我々はデジタルトランスフォーメーションを進めて
いる中で、これはパソコンでも対応できる時代じゃな
いよねと。ですから、パソコンそのものもモニター画
面であり、機器をバージョンアップをさせないといけ
ない。そうしたらできるわけです。ある保育園はその
バージョンアップした機器から皆さんにメールを送る
けれども、皆さんが対応できないと。元の形で来てし
まうと。私はそういった意味でも、その辺は今そう
いったデジタルトランスフォーメーションで、この在
り方、皆さんが使っている機器そのものも、係そのも
のの１台をやはり少しレベルアップしたものを必要
じゃないかなと思うから、あえて聞いているわけでご
ざいます。この保育園はその機器入れて、替えること
によって、パソコンからバージョンアップすることに
よって、残業がほとんどなくなりましたと言っていま
した。残業が。非常に優れていると言っているんで
す。そして１年間の残業代ではこの機械は十分ペイで
きるねと喜んでいました、本人は。もしそういうのも
ぜひ興味を持って、また企画部長、そういったデジタ
ルトランスフォーメーションも進めていきたいなとい
うことを提言いたしますが、御検討してみませんか。

残業なくなりますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　企画部においては、デジタル社会推進課においてＤ
Ｘアドバイザー、外部の人材を活用して置いておりま
す。このアドバイザーによって、各部局のＤＸに関連
した相談事とか、業務の進め方、そういったことにつ
いて御相談を受けているというところでございます。
　福祉部関係についても、例えば手続のオンライン化
など、そういった相談にもしっかり乗って、前進させ
ていきたいというように思っております。
○又吉　清義君　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○又吉　清義君　この地域外交室についてお尋ねいた
しますけれども、これ外部採用もあるような説明だっ
たんですが、外部採用もあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　危機管理補佐官にはど
のような人材を配置するかという御趣旨の質問だとい
うふうに思っております。
　まず危機管理補佐官には、例えば自衛官、警察、消
防等で実働部隊の指揮、指導等を経験した者ですと
か、あるいは行政機関とか研究機関で防災危機管理体
制の構築や見直しに携わった実績を持っている方を公
募によって外部から採用したいと――公募、広く募集
しまして、外部採用したいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　であるならば、自衛隊ＯＢ。しっか
りと訓練を受け、実践を積み、実際頑張ってきた方々
です。こういうのを遠慮せずに県民の命を守る、安全
を守るため、私はウイングを広げたほうがいいと思い
ますよ、公室長。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しになりますけ
れども、例えば自衛隊ですとか、警察、消防等で、こ
れは実働部隊の指揮、指導等を経験した者、現場で経
験した者というものを広く募りまして、その中から選
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任して――選任といいますか、採用していきたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ県民の暮らし、安全、これもま
た必要不可欠かと思います。イデオロギーを捨てて、
本当に140万人の県民を守るんだと、こういう意識で
取り組んでいただきたいと思います。もう時間があり
ませんので、次の保健衛生・健康福祉について。
　健康長寿おきなわ推進計画21の推進計画について
なんですが、新聞では85のうち25が達成されている
とのことなんですが、今日の説明では、36項目が達
成されたということなんですが、これは各部署、そう
いうふうに取り組んできた結果というふうに理解して
よろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　健康おきなわ21の
中には84の項目があります。今議員が御指摘のよう
に、各部署での取組ができたかどうかというふうな、
実施したかどうかの指標もあれば、それによって県民
の行動がどう変わったかという指標、そして肥満やそ
の有所見者という指標などがございます。最も上位と
いうものについては、死亡率が減ったかという形で
様々な水準の指標がありますけれども、それについて
目標に達した、あるいは改善傾向にある、変わらな
い、それから悪化しているというふうに判定をした数
字が先ほど述べた数字というふうになります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だから非常に危惧しております。沖
縄県民の健康、命、これでいいのかなと。平均寿命で
あり、メタボリックであり、子供たちであり、みんな
大変な危機に瀕している。私は到底、目標に達すると
は思っていませんよ。
　その中で病院事業局長にお伺いしますけれども、こ
の新年度予算の病院事業局の予算です。この予算を維
持するために先ほどの10億円の過大申告をまたこれ
から返還しないといけないと。そのために入院費と外
来の費用からこれを回すと言っておりますが、入院・
外来が増えるということで理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　14億円の返還に
つきましては、これは過大に計上して得た補助金でご
ざいますので、これは病院の収益とかそういうもので

はなくて、10億円頂いたのをそれを次年度の予算で
返還するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　先ほどの説明と随分違います。
　じゃ次に伺います。
　新年度予算、入院・外来者の数はかなり増えており
ますが、これは間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　患者の数なんですが、令和４年度におきましては、
入院が59万8407人でございます。それから令和５
年度の予測ですけれども、これが61万9384人でござ
います。それから外来におきましては、令和４年度
が74万7414人。それから令和５年度の予測が75万
1160人で、そう大きな変化はないのではないかとい
うふうに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　局長、２万人以上も増えているんで
しょ、２万人以上も。令和４年、令和５年は。皆さ
ん、今沖縄県は日本一長寿から日本一短命に変わり
つつある。保健医療部としては2040年までに復活し
て、日本一長寿に変えようとしている。病院は入院を
増やそうとしている。これどういう意味なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後３時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局では、
各県立病院の入院患者数は徐々に増加している傾向で
ございました。それから、令和４年度はやはり入院の
制限とかもございまして、令和５年度はその分、幾分
増えてくるのではないかと、そういうふうな試算でご
ざいます。
○又吉　清義君　理解できない。
　時間ないですから。ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　下地康教君。
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　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　会派沖縄・自民党、宮古地区選出の
下地康教でございます。
　今日、最後の質問者となりますけれども、当局にお
きましては、県民に分かりやすい答弁をお願いしたい
というふうに思っております。
　さて、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってはや
１年が過ぎました。侵攻による世界経済の混乱及びそ
の影響による物価高は、我々の生活を直撃しておりま
す。また、今月６日に発生したトルコ・シリア地震で
は、合わせて４万7000名を超える死者が発生してお
ります。この地震でお亡くなりになられた方々に哀悼
の意を表するとともに、100万人以上とも言われる避
難生活を送っている方々にお見舞いを申し上げたいと
思います。
　それでは質問に入ります。
　１、離島振興について。
　(1)、令和４年度から農林水産物不利性解消事業の
内容が変わっております。現場からは戸惑いの声が上
がっておりますけれども、当局としてはどのように現
状と課題を捉えているのか伺います。
　(2)、沖縄電力の今年４月からの電気料金の大幅値
上げが計画されておりますけれども、県の対応策を伺
います。また、令和５年度予算に県独自の対応費が計
上されていますけれども、いつまでその支援を継続す
るのか伺いたいと思います。
　(3)、全国的な物価高騰の中において、農林水産物
における肥料や飼料、燃油さらに養殖用魚粉等の物価
高騰対策は、現在どのように実施されているのか伺い
ます。
　(4)、沖縄県総合交通体系基本計画では、下地島空
港の機能強化が位置づけられている一方で、宮古空港
における便数の枠は飽和状態となっており、今後入域
観光客数の増加による増便が非常に厳しい状況にあり
ます。
　ア、宮古地区における２つの空港管理者である沖縄
県は、今後時代の要求に合わせた、新たな利用計画を
打ち出す必要があると考えるが、当局の考えを伺う。
　イ、下地島空港とその周辺用地の利活用について伺
います。
　(5)、若者の流出を防ぎ離島の活性化を図るため、
地域産業の振興や観光客誘致を進め雇用の場の確保に
努めてきましたが、効果は限定的であります。若者の
定住促進のための環境整備をどのように進めようとし
ているのか伺います。
　(6)、離島港湾の整備促進について、物流の高速・

効率化、離島航路船舶の大型化に対応した離島重要港
湾及び地方港湾整備の現状と今後の取組について伺い
ます。
　(7)、離島振興において、離島における上下水道の
整備を掲げていますけれども、水道広域化に向けた課
題とその対策について伺います。
　(8)、特定町村における地域保健活動の推進につい
て、人材確保と小規模町村における保健師の複数配
置・財政面等の支援について県の考え方を伺います。
　(9)、離島における国民保護計画の実施について、
自治体間の連携、フォローアップ、フィードバックな
どにどのように取り組んでいるのか伺います。
　(10)、本県では、休日、夜間・時間外での受診件数
が全国平均の２倍と高い中、新型コロナ感染症やイン
フルエンザでさらなる受診増による救急診療の対応が
懸念されます。救急診療体制の適正化や医療現場の負
担軽減について伺います。
　(11)、新型コロナ禍において数々の医療機関崩壊の
危機を乗り越えてきましたが、医療船の建造など、こ
れまでの経験を生かした国立・公立・民間の医療機関
の連携について伺います。
　２、産業振興について。
　(1)、製造業の振興・発展可能性について。
　ア、沖縄県における産業構造はどのようになってい
て、沖縄振興計画に位置づける沖縄県の製造業を含め
た産業の目指すべき姿、さらにはその数値目標はどの
ようになっているのか伺います。
　イ、沖縄21世紀ビジョン等では、沖縄経済の自立
を図る上で製造業の振興・発展は重要な位置づけと
なっています。現在、県としての製造業の振興・発展
における施策及びその支援策はどのようになっている
か伺います。
　ウ、これまでの振興計画において製造業の振興・発
展を図る上でどのような施策が展開・実行され、それ
らの成果はどのように検証されているのか伺う。
　(2)、ＡＩ、メタバース、量子コンピューター、
データセンター等、沖縄の地理的特性を生かした先端
的情報産業の誘致及び立地を推進する計画はどのよう
になっているか伺います。
　(3)、円安環境を逆手に取った県産品の海外展開・
海外輸出事業の推進について伺います。
　(4)、電気料金値上げへの対策についてです。
　ア、国への要請を行ったと聞いていますけれども、
その後の調整状況について伺います。
　イ、10月以降についても好転しない場合、支援策
を継続することも想定されているのか伺います。
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　ウ、財政的支援のみならず、税制や金融支援も含め
て、企業のバランスシートを悪化させないことが必要
ではないのか。その対策を伺います。
　エ、電源構成の改革も含め、息の長い中長期の課題
についても取り組んでいく姿勢が必要ではないのか。
その対策を伺います。
　オ、各公営企業も含め、県有施設に係る上昇分は全
体でどの程度となる見込みなのか、また予算措置は適
切になされているのか伺います。
　(5)、令和４年度経済見通し（12月28日公表）につ
いて、県内総生産は地方政府等最終消費支出の増加に
支えられており、第２次産業は10％近く下落してお
ります。設備投資が減少している背景をどう分析して
いるのか伺います。
　(6)、県として国立自然史博物館の誘致戦略に関す
るロードマップとそれに伴う予算について伺います。
　３、県土強靱化・防災・減災、交通政策について。
　(1)、自然災害で被災した港湾や空港など社会のイ
ンフラ機能を効率的に回復させ、市民の経済活動の早
期再興を目指すのがＢＣＰでありますけれども、県が
管理する港湾、空港のＢＣＰの策定状況を伺います。
　(2)、鉄軌道計画を含め、現在の当局における交通
渋滞解消における対策と公共交通システム計画を伺い
ます。
　(3)、沖縄県のＥＶ交通の普及に向けた対策とロー
ドマップを伺います。また、水素自動車普及とのハイ
ブリッド展開の道筋について伺います。
　(4)、国民保護計画と連動してきますけれども、自
然災害を含む有事における避難施設としてのシェル
ター建設についてその計画はあるのか伺います。
　(5)、消防防災ヘリコプター導入事業について。
　ア、事業の全体計画について伺う。
　イ、ヘリコプター基地を消防学校の敷地内に置くと
いうことですけれども、騒音や安全性等の課題はクリ
アされているのか伺います。
　ウ、導入予定の機材は十分な航続距離等を備えた仕
様となっているのか伺います。
　エ、ヘリコプターの運用に当たって、人員確保・稼
働時間はどのように確保するのか伺います。
　(6)、令和５年度予算における脱炭素化事業債の活
用について伺います。
　(7)、報得川河川改修事業に係る事業工期、全体事
業費及び令和５年度の予算額と工事箇所を伺います。
　(8)、伊平屋・伊是名架橋について、令和５年度以
降の事業計画を伺います。
　４、農林水産行政について。

　(1)、鳥インフルエンザについて。
　ア、昨年金武町において発生したが、農家補償の有
無も含めてどのような対策が取られたのか、併せて過
去の対策と比べてどのような改善がなされたのか伺い
ます。
　イ、本県養鶏農場は全国での飼養衛生管理基準の遵
守率は低いようですけれども、その状況と県の指導体
制について伺います。
　ウ、鶏の殺処分により全国的に鶏卵の価格上昇・品
薄といった状況にあると聞いておりますけれども、本
県における流通実態について伺います。
　(2)、豚熱（ＣＳＦ）発生への対応について。
　ア、本県でも豚熱（ＣＳＦ）発生は記憶に新しいと
ころでありますけれども、農家の間ではアフリカ豚熱
（ＡＳＦ）の発生が憂慮されております。日本におけ
るアフリカ豚熱（ＡＳＦ）は確認されてはおりません
けれども、ロシアやアジアでは発生をしております。
新型コロナ感染の鎮静化に伴いインバウンドの増加が
見込まれ、伝染病の防疫体制の徹底が求められるとこ
ろであります。県としてその対策を伺います。
　イ、本県における豚熱（ＣＳＦ）発生で殺処分や移
動・搬出制限の対象となった農家に対する損失補償の
在り方について、対象農家数と支払い済の農家数、ま
た損失補償対象外となった理由について伺います。
　(3)、本県の基幹農作物であるサトウキビ収穫は今
が最盛期であります。生産者や製糖業の経営安定を図
るため、安定的な生産体制の整備と糖価調整制度堅
持、財源確保について、県の認識と取組について伺い
ます。
　(4)、既存の製糖工場を建て替える際、現状の国の
補助制度の内容と国、県及び自己負担の割合、また、
高率補助の対象とするための県の取組について伺いま
す。
　(5)、農家の高齢化により担い手不足の解消が進ま
ない中、スマート農業による機械化等の推進が求めら
れております。農地の集約化を含めた農業生産性向上
を図る上で、機械化一貫体系を前提とした受託組織の
育成など、県の対応について伺います。
　(6)、働き方改革推進の支援策として、甘味資源作
物生産性向上緊急支援事業や産地生産基盤パワーアッ
プ事業が実施されていますけれども、具体的な事業内
容と成果について伺います。
　(7)、農業生産額の増加について。
　ア、生産、加工、販売等を含めた６次産業化を念頭
に入れたワンストップ農業の促進対策について伺いま
す。
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　イ、新規就農者のスタートアップ支援はどのような
ものがあるのか伺います。
　(8)、電照菊等花卉農家への電気料金の影響と支援
策について伺います。
　(9)、持続可能な海洋共生社会の構築について。
　ア、持続可能な漁業・養殖業を指すものであり、国
連食糧農業機関（ＦＡＯ）が提唱しているＢＸ（ブ
ルートランスフォーメーション）について、本県でど
のような研究が進められているのか伺います。
　イ、2023年度、岩手県が自治体としては初めてブ
ルーボンド地方債の発行を検討していると言われてお
ります。海洋島嶼圏をうたう本県こそ資金調達方法と
して、率先してブルーボンドを取り入れるべきではな
いのか伺います。
　(10)、伊是名製糖工場からの糖蜜流出事案につい
て、被害状況と今後の対策を伺います。
　答弁を聞いて再質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　産業振興についての御質問の中の２の(1)のア、沖
縄県の産業構造等についてお答えいたします。
　沖縄県の産業構造は、全国と比較し第３次産業の割
合が高く、県外からの観光需要や県民の消費支出に依
存する構造となっています。県としては、新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に基づき、比較優位のある
付加価値の高い産業の振興、労働生産性や域内経済
循環を高めていく施策を展開し、強靱な経済構造の
構築を目指してまいりたいと考えております。こう
した取組を前提として、令和13年度における産業別
の県内総生産額は、第１次産業では令和２年度の615
億円から687億円となり、11.7％増、第２次産業で
は7054億円から１兆12億円となり、41.9％増、第３
次産業では３兆3344億円から４兆6512億円となり、
39.5％増となることが見込まれます。また、令和13
年度における産業別の構成比の予測としては、第１
次産業が1.2％、第２次産業が17.5％、第３次産業が
81.3％になると見込まれます。
　次に、県土強靱化・防災・減災、交通政策について
の中の(3)、電動車普及に向けた対策と水素自動車の
普及についてお答えいたします。
　沖縄県では、運輸部門における地球温暖化対策とし
て、令和３年度から県公用車を率先して電動車に転換
する事業を実施するとともに、一般県民や事業者に対
して、電動車や充電設備への国の補助金の活用につい

て周知を図るなど、電動車の普及に取り組んでいると
ころであります。沖縄県全体の温室効果ガス削減対策
等を定めた第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画にお
いては、目標達成に向けて、2030年度までに約15万
台の電動車への転換が必要と見込んでいます。また、
同計画では、2030年度に向けて、燃料電池自動車等の
次世代自動車の普及や水素ステーションの導入促進を
図っていくと位置づけており、電動車や水素自動車等
の次世代自動車の普及促進に取り組んでまいります。
　次に３の(5)のア、消防防災ヘリコプター整備推進
事業の全体計画についてお答えいたします。
　沖縄県では、多くの離島を抱える本県の消防力のさ
らなる強化と市町村消防の支援を図るため、令和５年
度は、沖縄県消防防災航空センター（仮称）の基本及
び実施設計と、ヘリコプター機体の発注に要する経費
を当初予算案に計上するとともに、令和６年度はヘリ
コプター基地の工事着手、令和７年度には納入された
実機による隊員訓練を行い、年度内の運用開始を目標
に取り組んでおります。
　なお、事業費につきましては、機体整備に約21億
円、ヘリコプター基地整備に約12億円、機体や施設
の維持管理、運航委託、人件費等の運用費用は、年間
約3.1億円かかると見込んでおります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　１、離島振興につい
ての(1)、農林水産物条件不利性解消事業の現状と課
題についてお答えします。
　本事業の現状については、生産者、出荷団体、市町
村など事業の関係者への丁寧な説明や、きめ細かいサ
ポートを通して、円滑な実施に努めております。新た
に追加した市町村事業については、地域の実情を踏ま
えた適切な運用に向け、去る12月23日に調整会議を
開催し、提出書類の簡素化など運用の見直しを進めて
おります。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に対応し
てまいります。
　同じく１の(3)、農水産物の物価高騰対策の実施状
況についてお答えいたします。
　県では、肥料・畜産用飼料・漁業用燃油・養殖用配
合飼料を対象に支援を実施しております。生産者への
支払いについては、粗飼料分は昨年11月から、肥料
分は12月から、配合飼料価格安定制度の農家積立て
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分は本年１月から、漁業用燃油分は２月から支払いを
開始したところであります。また、畜産及び養殖用の
配合飼料分の支払いは、３月から開始見込みとなりま
す。なお、肥料、配合飼料及び燃油分については、予
算を繰り越し、対象期間の延長を予定しております。
　県としましては、引き続き、生産者への周知を徹底
するなど、資材高騰対策の円滑な推進に努めてまいり
ます。
　続きまして４、農林水産行政についての(1)のア、
高病原性鳥インフルエンザ発生農家への補償等につい
てお答えいたします。
　高病原性鳥インフルエンザ発生農場において処分さ
れた鶏や卵などの補償については、家畜伝染病予防法
に基づく、へい殺畜等手当金等交付規程により、手当
金として交付されます。現在、県では、この手当金に
ついて国と調整を行っているところであります。高病
原性鳥インフルエンザの対応については、県内で初め
ての発生となるため、過去の事例との比較はできませ
んが、豚熱発生時の対応と比較しますと、協定団体等
との連携が円滑に行えたことなどから、より早期に収
束ができたものと考えております。
　同じく４の(1)のイ、養鶏農場における飼養衛生管
理基準の遵守状況についてお答えいたします。
　県では、平時から特定家畜伝染病侵入防止のため、
防疫備蓄資材の点検や養鶏農家への立入検査を実施し
ているところであり、１、異常家禽の早期通報、２、
防鳥ネットの点検、３、農場・人・車両等の消毒の徹
底など、飼養衛生管理基準の遵守指導を行っておりま
す。令和４年12月時点における本県養鶏農家の遵守
状況は、ほぼ100％を満たしております。しかしなが
ら、今回の金武町での事例では、鶏舎の建て替えによ
る空調の不具合が死亡の原因と当該養鶏農家が考えた
ため、県への通報が遅れておりました。
　県としましては、畜産農家に対し、何らかの異常が
あった場合は早期通報するよう、飼養衛生管理基準の
遵守指導を強化してまいります。
　同じく４の(1)のウ、本県における鶏卵の流通につ
いてお答えいたします。
　全国では、配合飼料価格等の高騰や高病原性鳥イン
フルエンザの流行に伴う殺処分等により採卵鶏が減少
し、鶏卵の供給不足から価格が高騰しております。本
県においても、鶏卵の約３割を他県から仕入れてお
り、全国の鶏卵価格と連動し、価格が高騰しておりま
す。なお、本県で発生した高病原性鳥インフルエンザ
による殺処分羽数は県全体の３％程度にとどまってお
り、鶏卵価格の影響は限定的であると考えておりま

す。
　同じく４の(2)のア、家畜伝染病に対する水際対策
についてお答えいたします。
　県では、県外便の発着する空港の水際対策として、
病原体持込禁止のための注意喚起や、靴底消毒などを
空港所在地である市町と連携するとともに、家畜伝染
病の発生防止のための飼養衛生管理基準の遵守指導を
強化しております。また、県内の国際空港及び海外ク
ルーズ船が寄港する港での水際対策は、国の動物検疫
所沖縄支所が所管しており、防疫官や検疫探知犬によ
る手荷物検査や靴底消毒などの水際防疫対策の徹底を
行っております。
　県としましては、引き続き、国や市町村と連携し、
特定家畜伝染病の侵入防止対策に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(2)のイ、豚熱発生により影響を受けた
養豚農家に対する補償についてお答えいたします。
　豚熱発生農家への補償については、令和３年12月
までに全ての手当金等の支払いを完了しました。その
際、県独自の支援策として、移動制限に伴う一時待機
畜舎の補助や種豚供給などを行いました。
　県としましては、引き続き、特定家畜伝染病の侵入
防止のため、危機管理体制の強化や畜産農家における
飼養衛生管理基準の遵守指導等に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(3)、サトウキビの生産体制と糖価調整
制度についてお答えいたします。
　サトウキビは本県農業の基幹作物であり、製糖業を
通して、農家経済はもとより、地域経済を支える重要
な作物と認識しております。このため、県では、収穫
機械の導入や農作業受委託組織の支援等サトウキビの
生産振興対策に取り組むとともに、糖価調整制度の堅
持や財源確保等について、令和４年11月25日に農林
水産省等に要請を行っております。要請の結果、令和
５年産甘味資源作物交付金単価については、砂糖の調
整金収支が厳しい状況にある中、前年産同様トン当た
り１万6860円に決定されました。
　県としましては、引き続き、市町村、ＪＡ、製糖企
業等と連携し、サトウキビの生産振興に取り組んでま
いります。
　同じく４の(4)、製糖工場の建て替えにおける県の
取組についてお答えいたします。
　県内９つの分蜜糖製糖工場のうち、老朽化が著しい
ゆがふ製糖、北大東製糖及び石垣島製糖の３工場につ
いては、工場建て替えの意向があります。一方、工場
建て替えには多額の建設費用を要することから、既存
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事業の活用だけでは事業実施主体の費用負担が大き
く、実施困難と考えております。
　このため、県としましては、沖縄県分蜜糖製糖工場
安定操業対策検討会議において、国や市町村等関係機
関と連携し、高率補助による工場整備に係る具体的な
方策について検討を進めているところであります。
　同じく４の(5)、スマート農業による機械化一貫体
系の推進についてお答えいたします。
　県では、サトウキビの生産振興を図るため、市町
村、ＪＡ、製糖企業、各地区さとうきび生産振興協議
会等と連携し、機械化一貫体系の確立に向け、ハーベ
スタ等の導入による機械化促進や農作業受託組織の支
援等による担い手育成対策などに取り組んでおりま
す。また、スマート農業の導入に向けては、自動操舵
トラクターの性能評価などに取り組んでおります。･
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、機
械化の推進と受託組織の育成に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(6)、働き方改革推進に係る具体的な事
業内容と成果についてお答えいたします。
　働き方改革に対応した支援策として、産地生産基盤
パワーアップ事業などを活用し、製糖工場の省力化設
備や労働力確保、季節工等の宿舎整備等への支援が講
じられております。事業を活用した成果としまして
は、南大東村における前処理施設整備による労働生産
性の向上及び離島８町村における宿舎整備による労働
力確保などが図られております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、働
き方改革を踏まえた工場の適正な操業に向け対応して
まいります。
　同じく４の(7)のア、６次産業化の促進対策につい
てお答えいたします。
　県では、県産農林水産物を活用した魅力ある加工品
の開発に取り組む人材を育成するため、商品開発や販
路開拓等を総合的に支援する地域農林水産物活用支援
事業を実施しております。本事業は、生産者に対する
支援のみならず、生産者と連携した食品加工業や販売
業など他産業の事業者も支援しており、より付加価値
の高い商品開発や産業間の連携を目指しております。
　県としましては、今後とも、農山漁村の活性化を図
るため、他産業と連携した６次産業化の取組を推進し
てまいります。
　同じく４の(7)のイ、新規就農者へのスタートアッ
プ支援についてお答えいたします。
　新規就農者への支援として、県では、新規就農者支
援事業による就農相談体制の整備や農業施設等の導

入、新規畑人資金支援事業による就農準備資金や経営
開始資金の給付等の支援を行っております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、新
規就農者への支援に取り組んでまいります。
　同じく４の(8)、電照菊農家の電気料金の影響と支
援策についてお答えいたします。
　菊農家における電気料金の値上げの影響について
は、電照栽培による光熱費等の経営費の増加がありま
す。その対応策として、白熱球から消費電力の低いＬ
ＥＤへ転換することで、影響を緩和することが可能と
なっております。県では産地生産基盤パワーアップ
事業などを活用し、これまでに20市町村、342ヘク
タール分のＬＥＤを整備しております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、生
産者へのＬＥＤの普及を図ってまいります。
　同じく４の(9)のア、ブルートランスフォーメー
ションに係る水産研究についてお答えいたします。
　ブルートランスフォーメーションとは、昨年６月に
国連食糧農業機関が提唱した、養殖業の強化や効果的
な漁業管理など、持続可能な漁業や養殖業の推進に関
する考え方であります。本県の水産研究においては、
１、県内の主要な水産物における体長制限や保護区等
の資源管理手法の開発、２、モズクや海ブドウ等の海
藻類、クルマエビ、ヤイトハタの種苗の供給や養殖技
術の改良などを推進しているところであり、当該提唱
に沿うものと考えております。
　同じく４の(9)のイ、ブルーボンドの活用について
お答えいたします。
　ブルーボンドとは、海洋保全や持続可能な漁業支援
等に使途を定めた債券であると認識しております。ブ
ルーボンドは、ブルーエコノミーの推進に必要な安定
した資金調達や社会的な支持につながる可能性がある
とされております。また、海外では、海洋環境保全、
生物多様性の回復、海洋汚染防止等のための資金調達
を目的に、国や金融機関がブルーボンドを発行してい
る事例があります。
　県としましては、ブルーボンドの活用の可能性につ
いて、情報収集に努めてまいります。
　続きまして４の(10)、伊是名製糖工場からの糖蜜流
出についてお答えいたします。
　製糖工場から生じた糖蜜が人為的ミスで海洋に流出
したことにより、当該海域の養殖アーサに付着して、
２名の漁業者に被害が生じております。このため、製
糖工場を運営するＪＡおきなわが、現在、被害状況を
調査するとともに、被害を受けた漁業者への補償につ
いて調整を行っております。･
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　県としましては、２月15日にＪＡおきなわに対
し、関係法令等の遵守の徹底に係る指導文書を手交
し、再発防止策を講ずるよう求めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　１、離島振興につい
ての(2)、電気料金値上げに係る県の対応策等につい
てお答えいたします。
　県では、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の対
象とならない特別高圧受電契約に対する本県独自の支
援により、事業者負担の軽減及び価格転嫁の緩和を通
じた企業活動の下支えや家計への負担の軽減を予定し
ているところです。同支援は、国の事業期間に合わ
せ、令和５年１月から９月までとしているところで
す。10月以降の支援につきまして、国の動向を注視
しつつ、県民及び県内産業に与える影響や支援ニーズ
等を把握しながら、適切に対応してまいります。
　２、産業振興についての(1)のイ、製造業の振興施
策と支援策についてお答えします。
　県では、県内企業の付加価値の高い製品開発や生産
性向上に向けた取組及びバイオ関連産業の活性化に向
けた研究開発や事業化に向けた取組に対する支援に加
え、高付加価値製品を製造する企業等の誘致を進めて
いるところです。今後は、県内ＩＴ支援機関と連携
し、製造業へのデジタル化導入の支援などにより、県
内製造業の高度化、生産性向上に取り組んでまいりま
す。これら取組により、令和元年度の石油・石炭を除
く製造品出荷額約4143億円を令和６年度には約4710
億円とすることを目標としているところです。
　同じく２の(1)のウ、製造業におけるこれまでの施
策と今後の取組についてお答えします。
　県では、これまで、ものづくり基盤技術の高度化や
サポーティング産業の振興などに取り組んできたとこ
ろです。その成果として、石油製品を除く製造品の出
荷額は、平成24年から令和２年までに約25％の増と
なっております。他方、本県製造業の１人当たりの付
加価値額は依然として全国平均の６割程度となってお
り、新商品開発や技術の導入、生産性の向上などの課
題が残されております。
　県としましては、付加価値の高い製品開発やデジタ
ル技術の活用などの生産性向上の支援に取り組み、県
内製造業の振興に努めてまいります。
　同じく２の(2)、先端的情報産業の誘致についてお
答えします。
　県では、令和４年７月におきなわＳｍａｒｔ産業ビ

ジョンを策定し、情報通信産業のさらなる高度化と産
業ＤＸの加速化に向けた各種施策を推進しているとこ
ろです。同ビジョンにおきましては、ＡＩやメタバー
ス、ビッグデータをはじめとする県内にない高度なデ
ジタル技術を有する企業や観光、物流など各産業のＤ
Ｘを技術面でサポートする企業、本県が抱える地域課
題の解決や先端技術によるイノベーションの創出に取
り組む企業等の誘致を推進することとしているところ
です。
　同じく２の(3)、県産品の海外展開・海外輸出事業
の推進についてお答えします。
　県では、海外に向けた県産品の販路拡大事業とし
て、航空コンテナスペース確保事業による航空輸送費
支援をはじめ、県内事業者が行う販売促進活動や海外
渡航等への支援を行っております。
　県としましては、各市場のニーズに対応した商品開
発や海外見本市への出展・商談会開催等への支援、県
産品ブランドの確立と活用等による商品の定番化、Ｅ
コマースを活用したビジネス展開支援等を行い、円安
環境を生かして、県産品のさらなる販路拡大に向けて
取り組んでまいります。
　同じく２の(4)のア、国への要請後の調整状況につ
いてお答えいたします。
　県では、電気料金の値上げにより社会経済活動にさ
らなる負担が懸念されることから、玉城知事を先頭
に、市町村及び経済団体と連携し、国に対して本県の
特殊事情等を踏まえた特段の支援の要請を行ったとこ
ろです。要請後、本県の化石燃料への依存度の高さ
や、供給コストの高い離島を多く抱えていることな
ど、電気料金が高くならざるを得ない特殊事情等につ
いて内閣府と意見交換をしているところです。
　県としましては、引き続き、県民及び事業者負担の
軽減に向け取り組んでまいります。
　同じく２の(4)のイ、10月以降の支援策の継続につ
いてお答えします。
　現在の電気料金の高騰は、ロシア・ウクライナ情勢
の影響や為替レートの円安の進行による世界的な燃料
価格の上昇に起因するものであることから、今後の推
移を注視する必要があると考えております。また、県
からの要請に対する国の対応や国政の場における追加
支援の議論、国の激変緩和措置の状況等を踏まえ、県
民及び県内産業に与える影響や支援ニーズ等を把握し
ながら、県として適切に対応してまいります。
　同じく２の(4)のウ、財政支援以外の企業支援策に
ついてお答えします。
　エネルギー価格等の高騰は全国的な課題であること
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から、大胆かつ強力な影響緩和策の拡充を講じるよ
う、全国知事会を通じて、国に要望してきたところで
す。また、県では、これまで県内金融機関に対し、既
存融資の条件変更等の柔軟な対応を求めてきたところ
であり、電気料金値上げ等により経営環境が厳しい事
業者への県融資制度をはじめとする積極的な資金繰り
支援について、引き続き協力を求めてまいります。
　同じく２の(4)のエ、電源構成の改革も含めた中長
期の課題への取組についてお答えします。
　県では、国際情勢や為替レートの影響が大きい化石
燃料への依存を低減し、外部環境の変化に強い地産地
消の再生可能エネルギーへの転換が必要であると認識
しております。そのため、離島を対象とした太陽光発
電事業への補助や水素等の可能性調査、再エネ設備導
入に係る税制上の特例措置の活用促進等に取り組んで
いるところです。
　県としましては、これらの取組を通じ、再エネ主力
化や水素エネルギーの活用等によるクリーンエネル
ギーへの転換に加速的に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、離島振興につい
て(4)のア、宮古地区の新たな空港利用計画について
お答えいたします。
　宮古圏域の空の玄関口である宮古空港と下地島空港
については、宮古島市と連携しながら、宮古圏域の特
色を生かした利活用の促進に取り組んでいるところで
す。将来の航空需要の拡大に伴う２空港の利用計画に
ついては、宮古島市や関係団体等の地元の意見を踏ま
え、対応を検討していきたいと考えております。ま
た、宮古空港においては、将来を見据え、平行誘導路
の設置が可能な計画となっております。
　同じく１の(4)のイ、下地島空港とその周辺用地の
利活用についてお答えいたします。
　下地島空港第３期利活用事業については、令和４年
３月に利活用候補事業者として７者を選定し、基本合
意に向けた条件協議を行っております。県有地の無償
耕作者に対しては、今後も引き続き、宮古島市と連携
して説明会等を開催し、利活用事業や県有地の明渡し
について、丁寧に説明し理解を求めてまいります。ま
た、令和６年３月の明渡しに係る確約書については、
156人の無償耕作者の約３割の方から提出がありま
す。
　同じく１の(6)、離島港湾整備の現状と今後の取組
についてお答えいたします。

　重要港湾の平良港及び石垣港においては、国や宮古
島市、石垣市が事業主体となり、船舶の大型化に対応
したターミナル整備等を行っております。地方港湾に
ついては、県事業として、前泊港や南北大東港等にお
いて、海上交通の安全性・安定性の確保や輸送需要増
大に対応する港湾施設の整備に取り組んでおります。
今後の離島港湾の整備に当たっては、適切な管理運営
となるよう、関係機関や地元とも連携し一体となって
取り組んでいきたいと考えております。
　次に２、産業振興について(4)のオ、流域下水道事
業の電気料金値上げへの対策についてお答えいたしま
す。
　流域下水道事業における令和５年度当初予算の動
力費は約13億8000万円を計上しております。そのう
ち、電気料金上昇分については約５億円となっており
ます。
　次に３、県土強靱化・防災・減災、交通政策につい
て(1)、県管理港湾、空港のＢＣＰ策定状況について
お答えいたします。
　県管理の重要港湾３港については、平成29年３月
に港湾関係者で構成される港湾ＢＣＰ協議会におい
て、港湾ＢＣＰを策定しております。今後、地方港湾
においても、市町村と連携しながら災害対応に関する
取組を行っていきたいと考えております。県管理の
12空港については、令和３年３月に県及び空港を管
理する市町村において空港ＢＣＰを策定したところで
あります。引き続き、自然災害に強い港湾、空港づく
りを目指してまいります。
　同じく３の(7)、報得川河川改修事業についてお答
えいたします。
　報得川については、平成26年度に事業着手し、令
和15年度完了予定で、全体事業費は約20億円となっ
ております。糸満市と八重瀬町の境界に位置する世名
城橋から上流400メートルについて今年度で用地取得
が完了しております。令和５年度予算は9000万円を
計上し、世名城橋付近の護岸整備を行うこととしてお
ります。
　同じく３の(8)、伊平屋・伊是名架橋の令和５年度
以降の事業計画についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題
が明らかとなっており、建設工事費の縮減等について
調査・研究に取り組んでおります。現在、建設工事費
の精度向上を目的に、地質や強度を把握するため、伊
平屋島側の海域において土質ボーリング調査を実施し
ているところであります。令和５年度は、架橋検討位
置の水深を把握するため深浅測量を予定しており、ま
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た、現在実施中の土質ボーリング調査結果を踏まえ、
今後の調査内容を検討したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、離島振興についての
(5)、若者の定住促進のための環境整備についてお答
えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や次代を拓く持
続可能な島づくり計画では、住宅環境や医療・保育・
教育等の子育て環境等の定住条件の整備に取り組むと
ともに、新たな観光プログラムの開発や農林水産物の
高付加価値化・ブランド化などによる、島々の魅力を
生かした産業振興に取り組むこととしております。ま
た、情報通信基盤の整備やテレワーク等を含むＩＣＴ
を活用した産業の活性化など、離島の条件不利性の軽
減を図ることとしております。
　県としては、こうした包括的な取組を継続して実施
することで、若い世代の定住を促進し、離島地域の活
性化を図ってまいります。
　続きまして２、産業振興についての(5)、令和４年
度経済見通しについてお答えいたします。
　令和４年度の県の経済見通しについては、世界的な
原材料価格の高騰、金融市場の急激な変動など様々な
不安定要素に見舞われたものの、入域観光客数の回復
や家計消費の拡大、地方政府等の支出の下支えによ
り、プラスの経済成長になると見込んでおります。一
方、第２次産業は、建設業や製造業の生産額減少によ
り、10.7％程度減少する見通しとなっております。
この要因としては、ウクライナ情勢の影響による資材
価格の高騰や部材の供給不足などにより、民間企業設
備投資や住宅投資が減少する見込みとなっていること
です。
　県としては、県経済に影響を与える要因について
は、十分注視し、適切に対応してまいりたいと考えて
おります。
　続きまして３、県土強靱化・防災・減災、交通政策
についての(2)、交通渋滞対策等についてお答えいた
します。
　交通渋滞の解消に向けては、過度な自家用車利用か
ら公共交通への転換を図ることが重要であります。こ
のため県では、長期的な観点から、鉄軌道とフィー
ダー交通が連携する利便性の高い公共交通ネットワー
クの構築に向け取り組んでおります。また、短中期的
には、定時速達性が高く多頻度で運行する基幹バスシ
ステムの導入に向け、ノンステップバスの導入やバス

レーンの延長等に取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、離島振興につい
ての(7)、離島における水道広域化の課題と対策につ
いてお答えします。
　離島の簡易水道の多くは、水資源に乏しく、海水淡
水化施設などの高度処理の導入により、高い水道料金
や浄水処理を行う人材確保など、多くの課題がありま
す。これらの課題の解決のため、県では、水道広域化
のステップ１として、令和７年度までの完了を目指
し、本島周辺離島８村の水道広域化に取り組んでおり
ます。
　同じく１の(8)、特定町村保健師の確保等について
お答えします。
　県は、沖縄県特定町村保健師等人材確保・育成支援
計画に基づき、人材バンク事業を通した保健師の確
保、新任保健師の現任教育や研修への支援、市町村が
設置するへき地保健指導所の運営に対する補助を行っ
ております。また、１人配置や不在の場合について
は、退職保健師等による健診等を行うなど地域保健活
動に支障が生じないよう支援しております。
　県としましては、引き続き、特定町村の保健師の安
定的確保に向けた支援を行ってまいります。
　同じく１の(10)、救急診療体制の適正化等について
お答えします。
　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時
流行下においては、コロナ患者受入れ医療機関におい
て、院内クラスターや医療従事者の休職等を理由とし
た診療制限が行われ、救急診療が逼迫する事態が生じ
ました。このため、沖縄県医師会、中部地区医師会の
協力の下、検査を希望する軽症者を対象とした発熱軽
症者抗原検査センターを設置し、体制の強化に努めま
した。今後も、新型コロナの感染状況等を踏まえ、医
師会等と連携し、同検査センターの設置を検討するな
ど、救急診療体制の適正化に努めてまいります。
　同じく１の(11)、今後の医療機関の連携についてお
答えします。
　新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更
となった場合、原則として、インフルエンザなど他の
疾病と同様となることから、これまでコロナ診療を
行っていなかった医療機関でも診療を行うことになり
ます。県では、より多くの医療機関でのコロナ診療体
制を構築するため、県医師会と連携し、オンラインに
よる双方向での医師向け勉強会及び研修会を定期的に
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開催し、経験医師からアドバイス等を受けられる仕組
みを整え、医療機関の連携体制の強化に努めていると
ころです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、離島振興について
の(9)、離島における国民保護の取組についてお答え
いたします。
　県では、国民保護に関して、国や市町村、指定公共
機関等の関係機関と定期的な意見交換の場を設けてお
り、先島諸島の市町村、那覇市等が参加しておりま
す。住民避難の在り方については、先島諸島の市町村
を先行対象として案の具体化を図っており、国民保護
を所管する内閣官房や消防庁、国土交通省、船舶会社
や航空会社の指定公共機関、市町村と連携して検討し
ております。加えて県では、消防庁との共催で、市町
村向けの避難実施要領のパターン作成研修会を実施
し、早期作成を支援しているところです。次年度以降
も今年度の図上訓練の結果等を市町村にフィードバッ
クするとともに、関係機関と引き続き意見交換・検討
等を行い、離島を含めた市町村の国民保護に関する取
組を進めていきたいと考えております。
　次に３、県土強靱化・防災・減災、交通政策につい
ての(4)、シェルター建設の計画についてお答えいた
します。
　国民保護法における避難施設は、同法第148条に基
づき、既存施設等の管理者の同意を得て、都道府県知
事が指定することになっておりますが、いわゆる避難
シェルターについては、内閣官房において仕様や海外
事例等が研究されているものと承知しております。ま
た、自然災害における指定緊急避難場所は、災害対策
基本法に基づき、市町村長により災害種別ごとに指定
されております。
　県としては、自然災害を含む有事における避難施設
としてのシェルター建設について、国の検討状況を注
視するとともに、市町村など関係機関と意見交換を
行ってまいりたいと考えております。
　同じく３の(5)のイ、消防防災ヘリコプター基地の
騒音や安全性等の課題への対応についてお答えいたし
ます。
　今般、消防学校敷地内に整備予定のヘリ基地につい
ては、国土交通省大阪航空局より航空法第38条第１
項の許可を受けて設置することとしております。騒音
対策については、できるだけ低空飛行を行わない、離
陸後、可能な限り速やかに高度を上げるなど騒音低減

のための対策を実施するほか、訓練は別の場所で行う
など、ヘリ基地周辺での騒音低減に努めてまいりま
す。なお、ヘリ基地を消防学校内に整備することにつ
いては、中城村や自治会の協力の下で、令和４年10
月３日に周辺住民への説明会を開催したところです。
また、消防学校は、普天間飛行場の航空交通管制圏内
に位置していることから、沖縄防衛局を通じて、予定
建築物の高さや飛行時の無線通信要領等について事前
に調整を行うこととしております。
　同じく３の(5)のウ、消防防災ヘリコプター機体の
仕様についてお答えいたします。
　今般導入予定の消防防災ヘリの機体につきまして
は、その活動範囲を沖縄県全域としており、先島や大
東地域まで無給油で航続可能な飛行性能、救助等活動
に必要な機内スペース、各県の運用状況等を踏まえ、
県及び41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプ
ター導入推進協議会において中型機を選定しておりま
す。　
　同じく３の(5)のエ、消防防災ヘリコプター運用に
係る人員確保と稼働時間についてお答えいたします。
　消防防災ヘリの運用に当たっては、沖縄県消防防災
航空センター（仮称）を県の組織として新たに設置
し、同センター内に置く航空消防隊の人員確保につき
ましては、県内全ての消防本部から、職員数の規模に
応じて輪番で県に派遣していただくよう、協議会で協
議しております。また、開設当初の運航時間につきま
しては、午前８時30分から午後５時15分までの運航
で運用を開始することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、産業振興につ
いての御質問の中の(4)のオ、病院事業局の電気料上
昇分と予算措置についてお答えいたします。
　令和５年度病院事業会計予算における電気料は、令
和５年４月からの電気料金引上げを想定し、必要な額
を適切に計上したところであります。令和５年度の電
気料予算額は、令和４年度の電気料の決算見込額９億
3760万8000円に、料金引上げ等に伴う上昇見込分
６億601万円を加算し、15億4361万8000円を計上し
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　２、産業振興についての
(4)のオの御質問のうち、企業局所有施設に係る電気
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料金上昇見込みと予算措置についてお答えします。
　企業局では、本年４月からの電気料金改定を考慮
し、令和５年度当初予算において、令和４年度比約
32億円増の約73億円を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　２、産業振興についての
(4)のオのうち、電気料金値上げに係る一般会計の予
算計上についてお答えいたします。
　令和５年度一般会計当初予算については、電気料金
値上げの報道を踏まえ、各所属において所要額を積算
し、光熱水費は前年度比8.8億円増の38.4億円を計上
しております。電気料金については、引き続き節電対
策に取り組むとともに、国の負担緩和策の動向なども
踏まえ、予算の不足が生じた場合は、適切に対応して
まいります。
　次に３、県土強靱化・防災・減災、交通政策につい
ての(6)、脱炭素化推進事業債の活用についてお答え
いたします。
　脱炭素化推進事業債は、公共施設等の脱炭素化の取
組を計画的に実施できるよう､令和５年度から新たに
創設されたものであります。令和５年度当初予算にお
ける脱炭素化推進事業債は、公共施設マネジメント推
進や電動車の導入、警察庁舎等整備に係る事業など、
５事業に約３億7000万円を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　２、産業振興について
の(6)、国立自然史博物館の誘致戦略に関するロード
マップと予算についてお答えいたします。
　国立自然史博物館の設立誘致については、これまで
シンポジウム等開催や経済界の関係団体、学識経験者
等を構成員とする事業推進会議と全庁横断的な取組を
推進するための庁内連絡協議会を設置したところで
す。令和５年度においては年間所要額3057万1000円
を予算案として計上したところであり、国全体の機運
醸成を図るための東京でのシンポジウム開催、県民会
議の設立促進、国等への働きかけ等を行うこととして
おります。また、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
においては、今後あらゆる機会を捉えて誘致に努めて
いくとしており、当計画期間内での開館を目指すべき
であるとの県民や学識経験者から意見があることは承
知しております。
　県としましては、そのような意見も踏まえ、早期の

設立実現に向け、県民や経済団体、学識経験者等、県
全体が一丸となった取組を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○下地　康教君　まず、離島振興の農林水産物不利性
解消事業について質問をしたいというふうに思ってお
ります。
　まず、いろいろ地域によって支援単価というんです
か、そういうのが違ってくると思うんですけれども、
まず分かりやすく１つ、宮古島の例を参考にしなが
ら、対象にしながらそれを質問していきたいというふ
うに思っています。
　まず、令和３年度までの農林水産物不利性解消事業
における対象品目は何種類あって、空輸がキロ当たり
何円で、また海路がキロ当たり何円だったかというこ
とを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　平成３年度までの不
利性解消事業の対象となる品目数が54品目。これは
戦略品目と言われているうちの――なります。それか
ら、宮古における当時の補助単価水準、宮古島から県
外に飛行機で運んだ場合、花卉とか水産物でキロ当た
り140円、それから船舶で運んだ場合は35円の補助
単価となっておりました。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それでは、変更後の宮古における品
目でいいんですけれども、空輸と海路の単価を教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩
　　　午後５時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　すみません、先ほど
答弁で令和３年と言うところを平成３年と言ってしま
いましたので、令和３年までの話です。訂正いたしま
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す。
　それから現在の事業の支援につきましては、宮古島
から県外に出した場合に、船とか飛行機の区別は１つ
にしておりますので、これでいきますとキロ当たり
65円になります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　県外と本島内というのがあります
ね。宮古から本島までの。それを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
　　　午後５時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　宮古島から沖縄本島
までの支援につきましては、キロ当たり30円という
ことになります。ちなみに令和３年までは、宮古島か
ら那覇までという、そういうものはありませんでし
た。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　加えて対象品目の数はどういうふう
に変わったか――新しくなってですね――幾つになっ
たか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度からの新
しい事業につきましては、これまで戦略品目に限って
いたものを、米、サトウキビを除いた全ての農林水産
物に拡充並びに一次加工品も追加ということになって
おります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　そうですね。令和３年度までは、特
定品目を指定して54品目、それが空輸では宮古でい
くとキロ当たり140円、海路は35円と。これが今回
は、特定品目がもうなくなって、全ての品目として県
外が65円、宮古から沖縄本島までは30円。これは空
輸でも海路でもという形になると思うんですけれど
も、こういうふうに大分内容が大きく変わっておりま
す。要するに、今まで対象品目であった農家さんは、
かなりの支援額が落ちたというふうに理解をしている
んですね。その辺りの考え方はどういうふうに捉えて
いるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　これまで空輸、船舶
での単価の設定を、その品目を掛け合わせて加重平均

した単価になっております。ただし、県外との不利性
に着目して補助をすることになっておりますけれど
も、いわゆる横持ち経費につきましては県外との差が
ないということで、外されたところからの経費単価に
なるので、一概的には少し単価水準が下がっていると
いうことになろうかと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　まず、いろいろな理由があると思う
んですけれども、根本的に農林水産物の不利性解消事
業のこの目的が変わっているはずなんです。それを分
かりやすく説明していただけませんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　旧不利性解消事業に
つきましては、平成24年度から令和３年度までの10
年間を期限とするものでございました。そこで平成
30年度から令和２年度まで、生産者団体、学識経験
者及び物流業者による議論を重ねまして、令和３年４
月には制度提言ということになりましたけれども、そ
の際には、国との協議におきまして、沖縄の特殊性と
して、集配送料を除いた鹿児島県などへの輸送費の補
助が引き続き認められたと。それと先ほどの品目の拡
大、一次加工品と、それから市町村事業の新設等もそ
の国との協議によってなされたものでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今回のその事業の大きな変換点とい
いますか、考え方の違い、私はこういうふうに理解し
ているんです。
　要は、日本本土といいますか、全体では、北海道か
ら鹿児島までは全国の農山漁村地域と同じように、地
域における持続可能な物流の確保というような考え方
があります。それは、内地の考え方なんですけれど
も、それを以前、沖縄の農林水産物不利性解消事業
は、沖縄を特殊的に考えて、そういったことを計算に
入れずに、宮古からであるとか沖縄であるとか、沖縄
の地域から直接大消費地に物を送り込む。それに対す
る特性支援という考え方が今まであったはずなんで
す。それがどうも、沖縄さんもっと努力してください
よと。全国では、一律にそういう持続可能な物流の確
保という形で頑張っているんですよと。なので今回か
らは、沖縄は、鹿児島までの支援をしますと。それか
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らは皆さん、日本の農家と一緒になって努力をして、
物流を考えてやってくださいよというのが今回の改定
だというふうに私は理解しているんです。それに対し
て皆様方は、日本政府と、要するに農林水産省と、こ
れまでの不利性解消事業のやり方と、今やっているや
り方のこのせめぎ合いをどういうふうに調整したのか
をちょっとお聞かせいただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　すみません、少しだ
け長くなりますが、新たな不利性解消事業に関する国
との協議に先立ちまして、県内でもいろんな議論を重
ねてまいりました。令和３年２月にはＪＡおきなわ、
花卉農協などの生産者団体、琉球大学の有識者及び海
運事業者を構成メンバーとする検討委員会において、
令和元年９月から令和２年２月までの２回、議論を踏
まえまして、制度設計に関する基本的な方針というも
のを確認しております。その内容につきましては、１
つには、国の進める農林水産物等の流通合理化を踏ま
えた制度設計を進めていくこと。これがいわゆるモー
ダルシフトと言われているやつです。２つ目が、国の
進める農林水産物等の流通合理化、これは横持ち等の
在り方を踏まえた補助単価に関する制度設計を進める
こと、３つ目には、沖縄県として農林水産物の流通合
理化を自立的に進めるため、品目の拡大、出荷者と物
流事業者が連携したコールドチェーン体制の構築等が
必要であること。以上の３点について意見を諮りまし
て、おおむね了解が得られて、令和４年度からの事業
に至ったということでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　ちょっと分かりにくいですね。つま
り、内地はしっかりと物流の効率化、それに取り組ん
でいるということで、沖縄においては、沖縄の出荷コ
ストの負担軽減を図るためには、沖縄から鹿児島まで
の輸送相当分の格差を解消するということと、沖縄本
島と離島までの出荷コストの助成をすると。それだけ
に限りますよと、今回そういうふうになったんです
ね。鹿児島からは、しっかりと本土の皆さん方と競争
しながら、ちゃんと売り込んでくださいよということ
になっていると思うんです。しかし、本当にそれで
今、沖縄県内の農家の皆さん方は納得しているのかど
うか。その辺りは皆さんどう考えていますか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　新たな不利性解消事
業に関する出荷団体や市町村など、関係者への説明会
等は、これまで延べ13回ほど実施しておりまして、
初めは内閣府との協議の最中、２月に事業概要の意見
交換を県内全域で実施し、去る５月には事業説明会を
同じく県全体で実施、別途生産者団体など関係者に対
しては、個別的に意見交換とか説明をしているところ
であります。さらに、地域の生産者と接する機会の多
い農林・林業・水産の普及員、それから市町村担当者
にも十分周知を行いまして、生産者の不安や疑問の解
消にはできるだけ努めているところでございます。
　県としましては、引き続き生産者などの関係者の理
解と協力を得られるように、丁寧にしてまいりたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今回の不利性解消事業の内容の変更
は、そのコールドチェーンを考えながら、輸送費のコ
ストを下げながら、今まで空輸で高い輸送料をかけて
やっていたものを、リーファーコンテナなどを利用し
てしっかり品質を保って、時間をかけてでも消費地に
送り込めますよというような物流の改革をしなさいよ
ということだと思うんですね。それが本当にできるの
かどうか。それが非常に厳しいことだいうふうに思っ
ております。
　それともう一つ、やはりコールドチェーン化を進め
ると、今度は航空貨物業界からいろいろな問題が出て
きております。これは陳情も出ております。いろいろ
航空貨物協会のほうからも、コールドチェーンにする
とやはり航空貨物が減ってくるということが見込まれ
ますので、その辺のバランスもしっかりと考えていか
なきゃならないんだというふうに考えております。
　それともう一つ、この今回の支援の金額です。宮古
においては、県外はキロ当たり65円、宮古から本島
までは30円ということですけれども、その中では運
送業者の経費率がそれの中に組み込まれていると。そ
の支援の中から運送業者の経費を引くというふうに
なっているんですよ、今現在ですね。それが非常に農
家から不満が出ている。それを何とか、その支援金、
要するに補助金がしっかりと農家に届くようにと。そ
れ以外の運送業者の費用というのは、何とか別の費用
で見てくれないかというようなものがあります。その
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辺りはどう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　今回の新たに設けま
した市町村事業等の中で、これまで市町村を経由して
補助することになりますけれども、その中では流通業
者の経費等につきましては、今その経費等を中で検討
するようにできることになっておりますので、生産者
にできるだけ有利になるようなことを地域で、中では
議論するようなことが可能になっているということで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今回の変更で、やはりコールド
チェーン化、リーファーコンテナを利用した、冷凍・
冷蔵を利用した、その時間をかけて輸送しても品質が
下がらないというようなコスト低減を図る、そういっ
たものをやるんですけれども、これはやはり運送業者
にも負担がかかってきます。なので、そのコールド
チェーン化というのは、結構時間がかかるんですよ。
設備投資もありますからね、輸送業者の。そういった
ものにおいて、本当に今の金額で農家にしっかりと支
援できるのかというのが非常に疑問であります。今の
段階でですね。その中で、マンゴー。マンゴーは、令
和４年のマンゴーは終わったんですね。つまり以前の
制度でマンゴーは出荷されたんですよ、もう。しかし
今回、令和５年のマンゴーの出荷時期には新たなこの
制度が適用されてやるんですね。マンゴーはどうして
も新鮮さ、それが求められます。そこで皆さん方、そ
の辺りの課題、問題点は予測をしていますでしょう
か、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後５時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　まずマンゴー以外に
も、全体のことをちょっとお話ししたいと思います。
　今回令和３年度までの旧不利性解消事業における船
舶の輸送比率の推移なんですけれども、全体として、
平成24年度までは約56％、船舶ございました。これ
に対しまして、令和３年度は66％というふうに、船
舶輸送のほう、これが非常に今、伸びている現状があ
ります。主な品目としては、花卉が59％、畜産物が

99％、モズクが98％はもう船舶を使っているという
ことでございます。あとマンゴーでございますけれど
も、マンゴーも確かに鮮度は求められておりますが、
現況として船舶の割合も非常に高い割合でされている
というところの実態がございます。ただし、船舶を使
う場合のコールドチェーンのことにつきましては、や
はり品質面の課題等もありますので、業者等含めまし
て輸送対策のところをもっと勉強してまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　この不利性解消事業に対しては、今
回、大幅に内容が変更になりましたのでいろいろな課
題が出てくると思います。それをしっかりと拾い上げ
て、これまた５年後には変更といいますか、改定がで
きるというふうになっていますので、それまでには課
題をしっかり見つけて解決に取り組んでいただきたい
というふうに思います。
　次に移ります。
　下地島空港の利活用なんですけれども、先ほどの答
弁では宮古空港においては誘導路が設置できる、整備
できるようなスペースは確保されているというふうに
答弁をされましたけれども、この誘導路を整備する計
画というのはあるのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　先ほど答弁の中で、平行誘導路の設置が可能だと、
そういうスペースについては、現空港内で確保できて
いる状況ではございますけれども、早期整備について
は、やはり定期便のピーク時間当たりの離発着回数と
か、ある程度の条件がございますので、その辺を注視
しながら、今後の利用状況を考えていきたいというふ
うに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは鶏が先か卵が先かという話で
はありますけれども、これは今実際、宮古空港はもう
飽和状態、満杯ですよ。もう便数を増やせないんです
よ。だからその誘導路を整備するのか、それともう一
つは、下地島空港と宮古空港をキャリアを分けて利用
するかという話まで出ているんですよ。そういう意味
では、やはり今いろいろ総合的に考えると、誘導路を
先に整備したほうが、課題解決になるんではないかと
いうような声が大きいんですね。その辺りで、やはり
皆さん方、空港管理者ですよ沖縄県。空港管理者が稼
働率から含めて、施設の利用実態をしっかり捉えない
としようがないじゃないですか。しっかり捉えて、い
つやるのか、その見通しというのはあるのか、ちょっ

‒･82･‒



と聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、宮古空港における今飽和状態
だというところで、先ほど答弁させていただきました
けれども、やはりピーク時の離発着回数が一定基準を
まだ満たしていないというところでございますので、
その辺はやはり宮古島市あるいはエアライン等とも意
見交換をしながら、今後対応について検討していきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　もうこの議論をする時期じゃないと
思いますよ。もうとにかくやるかやらないか、どうい
うふうにしてやるか。そういう時期だと思っておりま
すので、ぜひその辺り地元の声をしっかりと聞いてい
ただきたいというふうに思っております。
　それともう一つ、下地島空港です。下地島空港の利
活用なんですけれども、今この利活用について無償耕
作者の取扱いが非常に問題になっています。その問題
は、ちょっと答弁で聞いたんですけれども、ただ、こ
の無償耕作者というのはあの当時、地主会の方々と琉
球政府といろいろ確約書を取り交わしているんです。
それは1971年11月24日付、当時の琉球政府と伊良部
村の下地島地主会が確約を締結しております。その内
容は、要するに用地補償に応じますよと。しかし、空
港ができた暁には、しっかりと地元の方を優先的にそ
の空港関連事業に参入させてくださいよというような
約束をしているんですね。そういったものを皆さん
方、今回51年ぶりに返してくださいと言っているん
ですけれども、それを、そういう約束をどう捉えてい
るのかちょっとお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、1971年11月に地主会からの条件提示を受けまし
て、当時離農者対策については地主会から提示した条
件が実現するよう努力するということで、双方合意し
た経緯がございます。引き続き我々も、例えば営農を
希望する耕作者ですとか、そういう希望をされる耕作
者につきましては、宮古島市や関係部局とも連携し今
後の対応を考えたいというふうに思います。また引き
続き、説明会等を通じて丁寧に耕作者の理解を得てい
きたいというふうにも考えてございます。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　無償耕作者といえども、ある意味、
県のほうからすれば、51年間もちゃんと用地を管理
していただいたんですよ。もし彼らが耕作をしなけれ
ば、これはもう不法投棄のオンパレードですよ。そう
いう意味では、彼らは県の用地をしっかり管理してい
ただいた、そういうこともあるんですよ。そういう意
味からすれば、ただで管理させて自分が必要なときに
返してくださいよと。そういったものじゃいかぬです
よ。なので、しっかりと耕作者と話をして、どういう
ふうにして話が折り合えるのか、それをちゃんと議論
をして協議していただきたい。
　それと、やはりもう一つの問題点は、あの当時の権
利者と今の権利者というか、今の権利者はもういない
ですけれども、県なんですけれどね。要するに耕作者
が変わっている場合があるんです。そういった実態調
査もしっかりやらなきゃいけないですよ。そういった
調査をして、しっかりと協議に臨むと。そういったこ
とをしないと、なかなか話は収まらないというふうに
思いますので、ぜひ、今耕作をしている方々の気持
ち、立場に立って交渉を進めていただきたいというふ
うに思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　下地康教君。
○下地　康教君　水道広域化の件ですけれども、今本
島の周辺離島の広域化を進めているということをお聞
きしました、答弁いただきました。宮古地区におきま
しては多良間村の水道事業が非常に厳しい状態になっ
ています。彼らは、潤沢な地下水があるわけでもな
い、また海水が混じった地下水があったりするわけで
して、またそういう財政力の小さい村だと専門技術者
を雇用することがなかなか難しいということで、広域
化をお願いしているんですけれども、多良間村、やっ
ぱり周辺離島じゃなくて沖縄全体の離島のその広域化
をどういうふうに計画しているのかを教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　先ほど、本島周辺離島８村がステップ１に位置づけ
ているというふうに申し上げました。そして多良間村
を含むステップ２以降の水道の広域化については、県
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内の水道事業体で構成する沖縄県水道事業広域連携検
討会という会議の場がありますので、その中で検討が
行われておりまして、多良間村が希望しています早期
の水道広域化についても、現在その中で検討をしてい
るという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　広域化のスパン、計画スパンがある
と思うんですけれども、それはどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　広域化のスパンにつ
いての御質問ですけれども、現在はステップ１が令和
７年度完了見込みということで今進めているところで
すが、その後につきましては、幾つか希望されるとこ
ろもありますので、その希望などを確認しながら順次
進めていくというふうなプランとなっています。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　やはり離島における広域化は、非常
に重要な問題だというふうに思っています。これは財
政を圧迫する要因になるんです。だけどやっぱり飲み
水は必要ですからね。そういう意味で、県がしっかり
とその辺りを考えていただかないと、離島に住み続け
ることができないという話になりますので、それは
しっかりと検討していただきたいというふうに思って
おります。
　次の質問に移ります。
　鳥インフルエンザに関する件ですけれども、まず今
回の鳥インフルエンザは県内において初めてだと。
思ったよりといいますか、しっかり適切に対処ができ
たという話があったと思うんですけれども、やはりそ
こで問題になるのは、飼養衛生管理基準。つまり飼養
衛生管理基準において養鶏者、経営者がしっかりその
基準に基づいて報告を早めにすれば、殺処分をした養
鶏は補償があると。その前で死亡したといいますか、
報告前に死んでしまった養鶏は補償されないという話
ですけれども、やはりそこでポイントになるのは、飼
養衛生管理基準をしっかり理解して、皆様方に報告を
する、相談するそういう状況になっているのか。それ
ともまた、そういう指導を行っているのか、それがポ
イントだと思うんですね。それはどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほど、本答弁でも
ありましたけれども、飼養衛生管理基準の農家への周

知につきましては、文書並びに各種会議等では度々
行っているところでございます。特に今回ちょっと遅
れたことにつきましては、たまたまこの金武町の農家
が新しい鶏舎――ウインドーレスの鶏舎を造って、
ちょうど稼働したところで起こった案件になりまし
て、空調の不具合で酸欠等によって多分死んだという
誤解をして、ちょっと通報が遅れてしまったというと
ころがございます。こういう重なったことが今回のこ
とになっておりますけれども、この場合でも、普通で
ないような死亡の家畜等があった場合には、もう早急
に家保等に連絡するということを今周知しているとこ
ろであります。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　やっぱり養鶏をしている経営者の皆
さん方は、毎日そういう養鶏場を回っているわけです
から、少しの変化というのは分かるはずなんですね。
それを本当に皆さん方に相談できるのか、保健所に相
談できるのか。そこを相談しやすいような指導方法、
やはり連携、それが必要だと思いますので、それは指
導する側としてもしっかり――指導というか、要する
に声を聞く。そういったことによって、農家の負担、
養鶏場の負担が減るというふうに思いますので、また
その感染もしっかりと事前に、初期の段階において収
めることができるという形になりますので、それを
しっかりやっていただきたいというふうに思っており
ます。
　最後に、報得川の話をしたいと思います。
　実を言うと、これ土木環境委員会で現場も視察しま
した。やはりいろいろな話を聞きますと、氾濫時期に
死亡事故が発生しているという話がありますので、こ
れは一日も早く、１時間でも１秒でも早くというのが
周りの地域住民の方々の思いだと思いますけれども、
それをしっかりやっていただきたい。河川事業という
のはなかなか時間がかかります。しかし、しかしです
よ、この氾濫対策をとにかくやる。要するに河川を清
掃するんであったりとか、単費であってもそこにしっ
かり清掃の費用をつけて地域の安全を守ると、そう
いったことをやっていただきたいというふうに思って
おりますので、その辺りの決意をしっかり聞かせてい
ただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、まず令和５年度につきましては、ハード交付金を
準備して対策を行うということでございますけれど
も、やはり東風平中学校付近で浸水被害が頻発してい
るということを踏まえまして、今回、２月補正予算に
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おいて緊急対策、今議員がおっしゃいました東風平中
学校で梅雨時期までに雑木の除去、あるいはしゅんせ
つを行う、あるいは雨水の一時貯留とか、そういった
短期対策を検討する予算として約１億円余りを計上さ
せていただいておりますので、その辺の短期的な対策
にもしっかりと取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　当局の皆様方、御答弁ありがとうご
ざいました。
　これから一般質問が始まるんですけれども、また関

連質問として一般質問があると思いますけれども、ま
た誠意を持って答えていただきたいというふうに思っ
ております。
　これで私の質問を終わります。ありがとうございま
した。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明22日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時３分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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第１　代表質問

･
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
･
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･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
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･ ･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ ･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん

･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ 29　番　　山　内　末　子　さん
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
欠　席　議　員（１名） 

･ ･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君

副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

令和５年２月22日（水曜日）午前10時開議
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知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君

企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　ハイサイ　グスーヨー　おはようご
ざいます。
　会派てぃーだ平和ネット、うるま市選出の照屋大河
です。
　会派代表質問を行います。
　質問の前に少しお話をしたいと思います。
　前回定例会、この場で与勝出身の仲田弘毅さん、そ
して玉城デニー知事、同じ与勝出身で与勝パワーで力
を合わせて頑張ってほしいとお話ししたんですが、
早速昨日代表質問のトップバッター･――まだいらっ
しゃいませんが、仲田さんから知事へのエールがあ
り、そして知事から仲田さんへまたエールが返される
ということでうれしく思っています。またこれからも
与勝パワーで頑張っていただきたいというふうに思っ
ています。
　そして知事、先日ですが、母校与勝第二中学校の
50周年の記念式典にサプライズで参加されたという
記事に接しました。知事は思い出を述べられて、運動
場の石拾いから授業をスタートさせた。そして後輩た
ちには大きく世界に羽ばたく人材になってほしいと激
励をし、また生徒会長からは、卒業後は先輩方に負け
ないように社会で活躍し地域に貢献したいという言葉
が、挨拶があったようです。与勝第二中学校は与勝半
島の端にあり、１年生から３年生まで学年１クラス、

全校生徒も100人に届かないような学校ですが、知事
の激励を受けて、与勝パワーで近い将来に大政治家、
あるいは知事がおっしゃったように大きく世界で羽ば
たく活躍を期待したいというふうに思います。在校
生、卒業生、そして学校関係者多くの喜びがあったと
いうことでお話をさせていただいていますが、実は私
の妻も与勝第二中学校の卒業生でＯＧです。そしてそ
の妻と、今日は22年というか22回目の結婚記念日に
なっていて、与勝パワーを分けていただきながら、そ
れでは私の代表質問を始めていきたいと思います。
　代表質問行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、安保関連３文書など政府の南西諸島防衛強化
方針について。
　政府は昨年12月に南西諸島の自衛隊増強や反撃能
力（敵基地攻撃能力）の保有などを盛り込んだ新たな
安全保障関連３文書を閣議決定し、大幅な防衛費増額
に伴う不足分を増税で賄う方針を示しています。
　ア、安保関連３文書は、日本の安全保障政策の一大
転換である。専守防衛の概念を骨抜きにした軍事偏重
の安全保障といった批判も出ているが、知事の受け止
めについて伺います。
　イ、安保関連３文書に基づき、県内における自衛
隊配備の動きが2023年以降加速化します。具体的に
は、陸自石垣駐屯地の開設とミサイル部隊配備、陸自
勝連分屯地へのミサイル部隊配備、与那国への電子戦
部隊や地対空誘導弾部隊の配備、陸自那覇駐屯地にお
ける第15旅団の師団への格上げ、陸自沖縄訓練場へ
の補給処の支処整備のほか、北大東村への空自警戒管
制レーダーの配備も検討されている。また、去る１月
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の日米２プラス２では、米軍嘉手納弾薬庫地区の陸上
自衛隊による共同使用の拡大が確認されました。敵基
地攻撃能力を有する部隊の配備計画や共同使用拡大の
動きについて、知事はどう評価しているか、認識、賛
否について伺います。
　ウ、安保関連３文書の決定を受けて、琉球新報社と
ＪＸ通信社が１月28日、29日の両日、県民を対象と
した世論調査を実施しています。県内で賛成と回答し
た人の割合は、昨年12月に共同通信社が実施した全
国調査と比較して反撃能力（敵基地攻撃能力）の保有
で県内25％、全国50％、防衛費増額で県内21％、全
国は39％、防衛力強化のための増税で県内は12％、
全国30％と乖離が激しいのが特徴であります。安保
関連３文書の決定に関する世論調査について、県内調
査と全国調査における結果の乖離について、知事の見
解について伺います。
　エ、政府による一連の軍拡方針について、戦争前
夜、新たな戦前の始まりといった危機感と不安の声が
県民の間に渦巻いています。平和団体からは、県民世
論の喚起に向け、憲法９条の遵守と日米両政府が戦争
に突入しないよう求める県民大会を提案・模索する動
きも出ています。県民大会開催についての知事の受け
止めについて伺います。
　(2)、台湾有事に対する知事の認識について。
　ア、昨年末に沖縄タイムスが県内41市町村長を対
象としたアンケートを実施しています。台湾有事の危
険性が高まっていると思うか尋ねたところ、約95％
の37人が高まっているとの認識を示しています。武
力衝突回避に向けた日本政府の外交努力については、
約80％の30人が十分でないと回答していますが、同
様の設問に知事はどう回答しますか伺います。
　イ、米シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩ
Ｓ）がまとめた中国の台湾侵攻を想定した机上演習の
結果報告書について、米軍は台湾防衛に成功するが、
日米で艦艇数十隻や航空機数百機を失い、人的被害も
数千人に及ぶというシナリオを複数描くなど県民に
とって衝撃的な内容であります。米シンクタンクがま
とめた中国の台湾侵攻を想定した結果報告書について
報告書に対する知事の見解について伺います。
　ウ、他国からの武力攻撃事態等有事に備え、自治体
は住民の避難に向けた保護計画を策定することになっ
ていますが、県内市町村の計画策定状況について伺い
ます。また、県などは先島地域からの住民避難に向け
た輸送力について試算しているが、いわゆる台湾有事
を想定した場合、住民避難のための輸送力は十分と言
えるか、知事の認識について伺います。

　(3)、勝連分屯地における違法工事について。
　地対艦ミサイル部隊配備計画がある陸上自衛隊勝連
分屯地における隊庁舎新設工事で使用されているト
ラックが、貨物自動車運送事業法や道路運送法に抵触
していたことが明らかになりました。そのほか雨で現
場外に赤土が流出している様子も確認されており、県
赤土流出等防止条例に抵触するおそれも指摘されてい
ます。また、強風時のクレーン車作業も確認されてお
り、労働安全衛生法違反の疑いもあります。沖縄防衛
局は、トラックによる法令違反の行為は認めている一
方、赤土の現場外流出と強風時のクレーン車使用につ
いては、関係法令を遵守しているとの見解を示してい
ますが、県の見解について伺います。
　(4)、土地利用規制法に基づく初の区域指定が令和
５年２月１日に施行されました。北海道、青森県、東
京都、島根県、長崎県の５都道県の特別注視区域と注
視区域計58か所で、政府は利用状況の調査が可能と
なりました。今後、与那国島や宮古島など南西諸島に
ある施設や離島が追加指定される見通しだというが、
県として情報に接しているか伺う。
　(5)、遺骨の保全に関する条例制定について、沖縄
では今もさきの大戦の戦没者の遺骨が残されているの
が現状にあり、ガマフヤーの具志堅隆松さんや行政学
者の方々は、未開発の緑地帯の開発行為に伴う戦没者
遺骨の散逸を防ぐためには何らかの条例制定が必要だ
と提言し、既に条例案が県に提出されています。条例
制定に対する県の考え、制定に向けた検討、取組状況
について伺います。
　２、基地問題について。
　(1)、下地島空港の軍事利用について。
　ア、米軍が下地島空港を訓練で使用するため、同空
港を管理する県に空港使用届を提出した件に関し、米
側の申請内容と県の対応などの事実関係、中止に至っ
た理由等について伺いたい。
　イ、安保関連３文書の決定以降、下地島空港の軍事
利用を解禁すべきといった趣旨の論調が続出していま
す。自民党佐藤正久参議院議員は、県管理から国管理
へと移管するよう主張し、浜田靖一防衛大臣も自衛隊
が平素から多様な空港を柔軟に利用できることが重要
との考えを示し、下地島空港も含めると明言していま
す。かかる発言は、日米２プラス２の共同文書に空港
や港湾の柔軟な使用が重要と明記されたこととも符合
いたします。一連の発言は、いずれも下地島空港の軍
事利用を否定した屋良覚書、西銘確認書に反するもの
であります。屋良覚書には下地島空港の利用方法につ
いて、管理者である沖縄県が決定するとあります。県
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の下地島空港の利用方針を改めて伺います。
　ウ、知事は１月24日の記者会見で、屋良覚書、西
銘確認書について「ある種、県と政府の独自の協定、
それに準ずるような確認が行われている」と指摘し、
条例などに位置づける必要性について、法的な対応も
可能なのか研究しておきたいと答えています。知事発
言の真意と条例化検討の必要性について県の見解を伺
います。
　(2)、うるま市海上のつり下げ訓練について。
　ア、米陸軍が２月１日、２日両日、高機動多用途装
輪車両ハンヴィーを海兵隊のＣＨ53大型輸送ヘリで
つり下げ、うるま市勝連の米軍ホワイトビーチから浮
原島へ移動する訓練を計画していたが中止となりまし
た。訓練計画の概要と県の対応、中止に至った理由な
ど事実関係について伺います。
　イ、当該つり下げ訓練について、地元うるま市長は
賛否を示さなかったと報じられていますが、県の賛否
とその理由について伺います。
　(3)、嘉手納基地・普天間基地の運用実態等につい
て。
　ア、嘉手納基地のＦ15戦闘機退役に伴うＦ16戦闘
機12機の暫定配備が完了いたしました。同基地には
既にＦ22ステルス戦闘機14機が暫定配備され、計26
機の外来機と常駐機が運用されています。外来機は普
天間基地にも飛来し、離発着を繰り返しております。
両基地周辺住民からは外来機飛来による騒音激化を訴
える声が高まっていますが、データ上裏づけられてい
るか、騒音測定調査の状況を伺います。
　イ、第４次嘉手納爆音訴訟の第１回口頭弁論が１月
19日、那覇地裁沖縄支部で開かれました。第１次訴
訟で907人だった原告数は、第４次で３万5566人に
まで増えました。基地騒音訴訟では国内最大の原告数
であります。原告数の増加は、40年余りを経ても基
地周辺住民の苦しみが放置され続けてきた裏返しとも
言えます。第三者行為論が大きな壁となって立ちはだ
かり、飛行差止め請求が退けられ続けてきた爆音訴訟
の在り方を県はどう捉えているか見解を伺います。
　ウ、県と基地所在27市町村でつくる県軍用地転用
促進基地問題協議会、軍転協会長の玉城知事らは去る
１月27日、首相官邸や防衛省を訪問し、嘉手納基地
内にある元駐機場パパループへの防錆整備格納庫移設
計画の撤回等を要請しています。軍転協による防錆整
備格納庫移設計画撤回要請は、県内基地所在市町村の
総意といって差し支えないか、県の見解について伺い
ます。
　(4)、米兵による飲酒絡みの事件について、１月12

日、うるま市海中道路における逆走衝突事案、１月
15日の北谷町における建造物侵入事案、両事案の概
要と捜査状況について伺います。
　(5)、東村高江の米軍北部訓練場に隣接する民間地
において、繰り返される米兵による銃器を携帯しなが
らの行動について、事実確認等県の対応について伺い
ます。
　(6)、２月14日、名護市辺野古区の米軍キャンプ・
シュワブ前の国道において、米軍装甲車の上部にてラ
イフルをむき出しの状態で手に持っている米兵が目撃
されている。県として米軍及び政府関係機関へ厳重に
抗議すべきではないか伺う。
　３、環境行政（ＰＦＡＳ汚染）について。
　(1)、沖縄市池原におけるＰＦＡＳ検出問題につい
て。
　沖縄市池原の廃棄物最終処分場周辺で、環境省の暫
定指針値を超える量のＰＦＡＳが検出されました。発
生源の特定状況、農業用水として使用することによる
人体への影響などについて伺います。
　(2)、国のＰＦＡＳ戦略について。
　今年に入ってＰＦＡＳをめぐる国内外の議論が活発
化しています。環境省と厚労省は１月、指針値の設定
について議論する有識者会議を実施し、ＰＦＡＳの総
合戦略を審議する専門家会議を立ち上げた。総合戦略
に関し、西村明宏環境大臣は、去る２月３日の衆議院
予算委員会で、夏頃をめどに一定の取りまとめをして
いくと述べている。また、内閣府の食品安全委員会も
発がん性の疑いを指摘されているＰＦＡＳとＰＦＯＡ
に関し、農作物など食品を通じて体内に取り込んだ場
合の健康影響の調査を進めることを決めています。衆
議院予算委における防衛大臣答弁によると、米国防総
省も沖縄を含む米国外の米軍基地での影響について議
論を行っていると言っていますが、これらの議論の進
捗について県は情報収集しているか。タイミングを逃
すことなく、血中濃度調査や疫学調査、農作物の含有
調査、農業用水としての指針値設定などを国の責任で
行うよう県として求めていくべきではないか伺いま
す。
　(3)、県環境部環境保全課は令和５年２月15日、県
内５地点で行った土壌調査の結果を公表した。公表し
た結果からは、基地からの影響を受けている可能性を
否定することはできないと考えるが、県の見解を伺い
ます。
　(4)、去る１月21日、米軍基地や自衛隊基地を抱え
る県内外の９爆音訴訟団などで構成する全国基地爆音
訴訟原告団連絡会議（全国基地連）がＰＦＡＳ汚染の
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根絶を求める特別決議を全会一致で採択しています。
ＰＦＡＳ汚染をめぐっては三沢基地、横須賀基地に加
え、厚木基地や横田基地周辺からも検出されるなど、
全国的に米軍基地との因果関係が指摘されています。
渉外関係主要都道府県知事連絡協議会（渉外知事会）
においてもＰＦＡＳ汚染は問題視され、昨年８月には
外務・防衛両大臣宛てに特別要請を行っていますが、
全国的な課題として取組を加速させていくべきではな
いか、県の見解を伺います。
　(5)、有機フッ素化合物ＰＦＡＳ低減策のための費
用増による県企業局の経営圧迫により、水道料金の値
上げも検討せざるを得ない状況にあるのか伺います。
　(6)、浦添市のキャンプ・キンザーの深刻な土壌汚
染を明らかにした米海軍海兵隊公衆衛生センターの報
告書について、隠蔽を指摘する報道について事実確認
等、県の対応について伺います。
　４、県経済の振興に関する新・沖縄21世紀ビジョ
ン実施計画の進捗について。
　(1)、「希望と活力にあふれる豊かな島を目指し
て」に掲げる項目の取組状況と次年度に予定する計画
について伺います。
　ア、県内所得の着実な向上につながる企業の稼ぐ力
の強化。
　イ、世界から選ばれる持続可能な観光地の形成と沖
縄観光の変革。
　ウ、科学技術イノベーションの創出と次世代を担う
持続可能な産業の振興。
　エ、沖縄の優位性や潜在力を生かした新たな産業の
創出。
　(2)、県土のグランドデザインと圏域別展開に係る
取組について伺います。
　ア、中部圏域における農林水産業の振興について、
花卉の生産振興、沖縄製糖業の高度化推進、モズク養
殖業の振興の取組について伺います。
　イ、臨港型産業の振興と産業イノベーションの推進
について、中城湾港における産業支援湾港としての機
能強化・拡充、各圏域の拠点となる湾港の機能分担・
有機的連携の推進の取組について伺います。
　(3)、新型コロナウイルスの感染が県内で初めて確
認されてから２月14日で３年となりました。県経済
は観光業を中心に甚大な被害を受けたが、人流回復に
伴い持ち直しの動きを見せている。一方で需要回復に
より、顕在化した人手不足やコロナ禍を乗り切るため
に受けた融資の返済が始まるなど、新たな課題も出て
います。新たな課題への県の対応について伺う。
　(4)、脱炭素化に向けた取組について、2023年度県

政運営方針の中で太陽光発電事業に係る補助、税制上
の特例措置等の活用促進、活用技術の調査などクリー
ンエネルギーの導入促進に取り組むとしているが、
2030年までにクリーンエネルギーの導入への予算総
額は幾らと見積もっているのか。11月定例会では県
の目標を達成するには太陽光発電で2300億円が必要
と答弁している。どのような計画を持って実現するか
伺う。
　５、福祉行政について。
　(1)、少子化対策について。
　岸田首相が異次元の少子化対策を打ち出した昨年１
年間の出生数が初めて80万人を割り込むことが確実
視されるなど、日本の少子化に歯止めがかからない危
機感から、ようやく政府が本腰を入れた格好だ。沖縄
においても対岸の火事ではなく、全国一高い合計特殊
出生率も2015年の1.96をピークに近年は緩やかな低
下傾向にあり、県の2022年人口移動報告年報では統
計が残る1975年以降、県の人口動態の自然増減が年
間を通して初めて減少に転じたことが明らかになっ
た。沖縄も超高齢社会に突入した中、少子化対策は急
務である。
　ア、人口の自然減は、一過性のものと捉えている
か。また、合計特殊出生率は今後どのように推移して
いくと見ているか、それぞれの要因分析と併せて見解
を伺う。
　イ、異次元の少子化対策は、児童手当など経済的支
援の強化、学童保育や病児保育、産後ケアなどの支援
拡充、働き方改革の推進の３本柱となる模様だが、国
会論戦を見るにつけ、児童手当や出産一時金の増額な
ど経済支援に耳目が集まっている。本質的な少子化対
策は、子を産み、育てやすい社会の実現、すなわち働
き方改革や職場・保育環境の改善にあると考えるが、
県の見解について伺う。
　(2)、新型コロナ及びインフルエンザ対策につい
て。
　ア、５類引下げによって、医療体制や学校、行政な
どの現場における対応、県民生活、特に生活困窮者へ
の影響はどうなるか伺う。
　イ、オミクロン株に対応した新ワクチンの県内の接
種率が１月11日現在で21％と低迷し、全国最下位と
なっている。原因と対策について伺います。
　ウ、県内におけるインフルエンザの流行状況（感染
者数や学級閉鎖数）について伺う。
　エ、新型コロナとインフルエンザに同時感染するフ
ルロナ患者の事例は、どれほどの割合で確認されてい
るのか。また、県は、同時感染の重症化リスクについ
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てどのように捉えているか伺う。
　(3)、県警がまとめた、2022年度に虐待の疑いがあ
るとして県内の児童相談所に通告した子供の数につい
て伺います。通告の具体的な内容と事件に発展した
ケース等児童虐待の現状について伺います。
　(4)、児童相談所が2022年１月に児童を委託解除し
た件について、調査委員会の最終報告が示された。最
終報告に対する県の見解と今後の対応について伺う。
　(5)、健康長寿県おきなわの復活に向けた取組につ
いて。
　出生率全国一の沖縄県で胎児、赤ちゃんから始める
生活習慣病の予防の取組による長寿復活の実現につい
て見解を伺います。
　６、教育行政について。
　(1)、県立コザ高校２年の男子生徒が自ら命を絶っ
た問題で、遺族が県に損害賠償を求め提訴していま
す。提訴をどのように受け止めるのか伺います。
　(2)、高校生が自ら協議し作成した「県高校部活生
メッセージ2023～変えよう部活、変えよう未来」の
提言書について教育長の見解を伺います。
　７、石垣リゾート＆コミュニティ計画について。
　石垣リゾート＆コミュニティ計画は、地域未来投資
促進法の適用を受けて地域経済牽引事業計画を作成
し、沖縄県はこれを承認しています。ただし、地域未
来投資促進法は比較的新しい法律のため、あまりにも
問題が多過ぎると考えます。石垣島にとって、ひいて
は沖縄県にとって、真に持続可能な発展とは何かとい
う最も基本的で重大な視点が必要であると考えます。
開発と自然保護の典型的矛盾に真正面から対応すべき
状況であり、リゾート計画について、県はここで少し
立ち止まって考えてみるべきではないか、見解につい
て伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　照屋大河議員の御質問にお答えいたしますその前
に、私からも一言お返しをさせていただければと思い
ます。
　私は与勝第二中学校第３期卒業であります。それか
ら47期の後輩の皆さんがそれぞれ社会で活躍してい
ることを非常にうれしく思いますとともに、せんだっ
て久高島の離島留学センターに行ってまいりました。
久高島の視察と併せて子供たちの様子を伺いました

が、県内、そして県外からも久高島で学校に通ってい
る子供たちといろいろ意見交換させていただきまし
た。沖縄におけるやはりその子供を中心とした社会の
ありようをしっかりと見つめ、どの子がどこに暮らし
ていても人として尊重され、そして大きな可能性を
持って自分から世界に向かって羽ばたいていく、そう
いうような沖縄県をつくっていきたいということを改
めて強く胸に思いました。これからも、どこに住んで
いても子供たちが見守られ、そして自由で伸び伸びと
成長していける、そういう沖縄社会を共につくってい
ければと思います。御協力をどうぞよろしくお願いい
たします。
　それでは、御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア、安保関連３文書への受け止めについてお答えいた
します。
　いわゆる安保関連３文書においては、日本が「戦後
最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」とし
た上で、反撃能力の保有を含め、防衛力を抜本的に強
化すると記述されたほか、「南西地域における防衛体
制を強化する」等、沖縄県に関わる記述も多く見られ
ます。また、平和国家として、専守防衛に徹し、他国
に脅威を与えるような軍事大国とはならないとの基本
方針は今後も変わらない旨が記述されてはおります
が、反撃能力の保有をめぐっては、従来の政府答弁で
示された専守防衛の考え方とは相入れないとの指摘も
多方面からなされております。これらのことを含め、
国においては、国会の場で十分に議論し、課題や方向
性については国民に丁寧な説明を行っていただきたい
と考えております。
　次に、基地問題についての御質問の中の(1)のイ、
屋良覚書及び西銘確認書に基づく県の利用方針につい
てお答えいたします。
　下地島空港の使用方法については、屋良覚書におい
て、県が決定すること、国は民間航空以外の目的に使
用させる意思がないこと、県に命令する法令上の根拠
を有しないことなどが確認されております。また、西
銘確認書においては、人命救助、緊急避難等特にやむ
を得ない場合を除き、民間航空機に使用させる方針で
管理運営することが確認されております。
　沖縄県としては、引き続きこの両文書に基づき空港
を管理運営していくこととしております。
　次に、福祉行政についての御質問の中の５の(4)、
児童相談所のケースにおける調査委員会の最終報告へ
の見解と対応についてお答えいたします。
　沖縄県では、令和４年６月の調査委員会の中間報告
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を踏まえ、当該児童を支える新たな体制をつくり、児
童の意向を尊重しながら、その最善の利益や権利が守
られるよう取り組んできたところです。同年８月には
児童相談所相談体制の充実に向けた対応方針を策定
し、子供の意向を酌み取る取組の推進やケースワーク
の在り方の見直し、全里親から意見を伺うためのアン
ケートの実施などの里親支援の充実にも取り組んでい
るところです。また、次年度は各児童相談所に里親対
応職員を増員するなど、児童相談体制の大幅な拡充を
行うこととしております。今回頂いた最終報告を県と
しても重く受け止め、御指摘のあった課題や提言等を
精査し、子供の権利ファーストの理念の下、児童の最
善の利益や権利が守られるよう、これからも児童相談
業務のさらなる充実にしっかりと取り組んでいく所存
でございます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のイ、反撃能力の配備及び共同使用拡大
についてお答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書においては、反撃能力の保
有や日米の施設の共同使用の増加等が記されておりま
す。反撃能力を有する部隊の沖縄への配備について
は、明らかではありませんが、県としては、従来の政
府の国会答弁と整合性が取れず、さらに専守防衛を逸
脱することになるのであれば、反撃能力を有するミサ
イル等の県内配備は、さらなる基地負担の増加につな
がり、県民の理解も得られないことから、反対するこ
とになると考えております。また、かねてから沖縄の
米軍基地の整理縮小、さらなる基地の返還を求めてい
る中、日米の施設の共同使用や共同演習・訓練の増加
により、これ以上の基地負担が生じることは、あって
はならないと考えております。
　同じく１の(1)のウ、安保関連３文書の世論調査に
ついてお答えいたします。
　報道によると、本年１月下旬に実施された県民を対
象とした世論調査と昨年12月の全国調査の結果を比
較したところ、反撃能力の保有については、県内は反
対が過半数を占めたのに対し、全国は賛成が過半数を
占め、県内と全国では結果が異なったとされておりま
す。また、県内調査においては、南西諸島への自衛隊
配備強化について、沖縄が他国の標的にされることを
主な理由として、反対が過半数を占めたとされており
ます。これらの結果は、沖縄と全国における安全保障

政策についての受け止めの相違によるものと推察さ
れ、反撃能力の保有や南西諸島への自衛隊配備強化等
は、県民の間に不安を生じさせていると考えておりま
す。
　同じく１の(1)のエ、憲法９条の遵守等を求める県
民大会についてお答えいたします。
　県としては、県民大会の開催に向けた動きは、悲惨
な沖縄戦を経験した県民が、今回のいわゆる安保関連
３文書の内容に強い危機感を抱き、また、重く受け止
めていることの表れであると考えております。県民大
会については、県民が主体となって取り組むととも
に、多くの県民、団体の賛同が必要であると考えてお
ります。
　同じく１の(2)のア、台湾有事等に関するアンケー
ト調査についてお答えいたします。
　昨年末、県内41市町村長を対象に、台湾有事の懸
念や南西諸島の防衛力強化の必要性などについて、県
内報道機関によるアンケート調査があったと承知して
おります。県としては、いわゆる台湾有事は決して
あってはならないと考えており、政府に対して平和的
な外交・対話による緊張緩和、信頼醸成の取組を求め
るとともに、県としても各国・地域との対話、交流を
通じて積極的な役割を担ってまいりたいと考えており
ます。また、軍事力の増強による抑止力の強化がか
えって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを
強く懸念しており、ましてや米軍基地が集中している
ことに加え、自衛隊の急激な基地機能強化により沖縄
が攻撃目標になるリスクをさらに高めることがあって
はならないと考えております。
　同じく１の(2)のイ、米シンクタンクによる報告書
についてお答えいたします。
　米国のシンクタンクＣＳＩＳが今年１月に公表し
た、中国による台湾侵攻を想定したシミュレーション
の結果報告書によると、中国が台湾に侵攻し、米国が
介入した場合、米国が勝利するには在日米軍基地を使
用する必要があること、勝利した場合でも日米に甚大
な人的、物的損失が生じること等が示されておりま
す。特に、沖縄では多数の防空ミサイルが配備されて
いたにもかかわらず、中国のミサイルによって多くの
航空機が地上で破壊されることや、嘉手納飛行場は破
壊された多数の航空機、多くの遺体を埋葬する仮設墓
地を有するようになるとの記述もあり、沖縄における
甚大な被害が記述されております。一方で、県民の生
命財産や県経済等への影響については記述されており
ません。
　県としては、台湾海峡をめぐる問題がエスカレート
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し、不測の事態が生ずることは決してあってはなら
ず、関係国等の平和的な外交・対話によって回避する
必要があると受け止めております。
　同じく１の(2)のウ、市町村国民保護計画の策定状
況及び住民避難のための輸送力についてお答えいたし
ます。
　国民保護法に基づく、市町村国民保護計画につい
ては、令和５年１月末現在、40市町村で策定済であ
り、残り１村についても今年度中に策定する予定と
なっております。台湾有事等の特定の事態を想定した
ものではありませんが、県としては、万一の事態に備
え、国民保護に関する対処能力の向上を図ることは重
要と考えております。このため、平素の取組として、
内閣官房をはじめ、国土交通省、市町村、航空会社や
船舶会社などの関係機関と輸送力の確保及び、その最
大化に向けた検討を行っております。
　同じく１の(4)、重要土地等調査法による区域指定
についてお答えいたします。
　昨年12月27日、内閣府告示により、北海道、青森
県、東京都、島根県、長崎県の５都道県の計58か所
が注視区域及び特別注視区域に指定され、本年２月１
日から施行されております。内閣府によると、２回目
以降の区域指定は、個々の重要施設・国境離島等につ
いて、法の要件や基本方針の内容に照らして評価し、
土地等利用状況審議会の意見を聴いた上で決定するこ
ととしており、具体的な指定の時期等について示すこ
とは困難とのことです。
　県としては、今後予定される注視区域等の指定の状
況や県民生活にどのような影響が生じるのか等につい
て、引き続き情報収集に努めてまいります。
　次に２の(1)のア、米軍による下地島空港使用届の
経緯についてお答えいたします。
　去る１月13日、在沖米海兵隊から県に対し、ＣＨ
53ヘリコプターなど計４機が１月31日に下地島空港
を使用する旨を記載した空港使用届がメールで提出さ
れました。使用届の提出を受けて、県は、１月18日
に米軍及び日本政府に対し、使用自粛を求める口頭要
請を行いました。翌19日、米軍から、沖縄県が拒否
したため見送ることになったとの回答がありました。
　同じく２の(2)のア及びイ、つり下げ訓練の経緯及
び県の賛否についてお答えいたします。２の(2)のア
及び２の(2)のイは関連しますので、恐縮ですが一括
してお答えいたします。
　去る１月30日、沖縄防衛局から県に対し、本年２
月１日及び２日に、ホワイトビーチから浮原島へ、在
沖米海兵隊のＣＨ53Ｅヘリコプターが車両をつり下

げて移動を実施するとの情報提供がありました。この
水域は漁船等が航行しており、県としては、施設・区
域外における軍用車両のつり下げ輸送は、一歩間違え
ば人命、財産に関わる重大な事故につながりかねない
と考えていることから、翌31日、同局に対し、船舶
などの別の手法による輸送に変更するなど再検討し、
つり下げ訓練を行わないよう、米側に強く働きかける
ことを要請しました。翌２月１日、同局から、両日と
も車両つり下げ輸送を実施しないとの説明が米側から
あった旨、連絡がありましたが、理由は明らかにされ
ておりません。
　同じく２の(3)のイ、爆音訴訟の在り方への見解に
ついてお答えいたします。
　嘉手納飛行場の騒音をめぐる訴訟については、第１
次から第３次まで、いずれも、環境基準を超える騒音
被害に対して国の賠償責任を認めておりますが、飛行
差止めには至っておりません。また、報道によると、
第４次の原告数は、これまでに最も多い約３万6000
人となっており、騒音被害への不満が高まってきてい
ると考えられます。戦後77年を経た今もなお、依然
としてこのような訴訟が提起されるのは誠に残念であ
ります。
　県としては、今後とも大きな関心を持って注視して
いくとともに、あらゆる機会を通じ、航空機騒音規制
措置の厳格な運用及び米軍への航空法など国内法の適
用をはじめとする日米地位協定の抜本的な見直しを、
日米両政府に対して粘り強く働きかけてまいります。
　同じく２の(3)のウ、軍転協の移設計画撤回要請に
ついてお答えいたします。
　先月27日に行った令和４年度軍転協要請において
は、嘉手納飛行場の防錆整備格納庫移設計画の撤回を
求めております。嘉手納飛行場の防錆整備格納庫移設
計画の撤回を含む要請内容については、去る１月６日
に開かれた総会において協議し、会員の決議を経て決
定したものであり、県内基地所在市町村の総意である
と考えております。
　同じく２の(5)、米軍兵が銃器を携行して歩行した
ことについてお答えいたします。
　去る２月７日及び10日、北部訓練場に隣接する民
間地において、米軍兵が銃を携行して歩行していると
の報道がありました。県が沖縄防衛局に事実関係を照
会したところ、７日の事案に関して、米側は、予期せ
ぬ抗議活動により、海兵隊は車両から降車し歩くこと
を強いられたと回答しているとのことでした。また、
10日の事案に関しては、現在、同局において事実関
係を確認しているところです。

‒･94･‒



　県としては、地元自治体とも連携しながら適切に対
応してまいりたいと考えております。
　同じく２の(6)、国道における米軍装甲車の走行に
ついてお答えいたします。
　去る２月14日午前10時半頃、米軍の装甲車が、車
両の銃身や米兵が携行するライフルがむき出しになっ
た状態でキャンプ・シュワブ前の国道を走行したとの
報道について、沖縄防衛局に照会したところ、米軍の
運用に関する一つ一つについて承知しておりません
が、米側においては、公共の安全に妥当な配慮を払っ
ているものと承知しているとの回答がありました。
　県としては、米軍はその運用に当たっては、県民に
不安を与えることがないよう十分配慮すべきであると
考えており、引き続き適切に対応してまいります。
　次に３、環境行政（ＰＦＡＳ汚染）についての
(4)、ＰＦＯＳ等に関する全国的な取組についてお答
えいたします。
　渉外知事会においては、令和４年８月に、米軍基地
における有機フッ素化合物に関する特別要請を実施し
ております。本要請については、今後、ＰＦＯＳ等の
問題は全国にも波及するおそれのある問題であるた
め、本県から渉外知事会に提案をし、実施に至ったも
のです。政府からは、立入調査については、引き続き
関係自治体と連携しながら米側と連携していく等の回
答がありましたが、ＰＦＯＳ等については、青森県や
神奈川県においても米軍基地からの漏出事故が発生し
ていることから、引き続き渉外知事会等を通じて日米
両政府に対策を求めるなど、各都道府県とも連携して
取り組んでまいります。
　同じく３の(6)、牧港補給地区の土壌汚染の報告書
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局に確認したところ、同局では、報道に
あった米海軍海兵隊公衆衛生センターの報告書の有無
を把握しておらず、また、保有していないとのことで
す。県としては、基地から派生する環境問題は、県民
が大きな不安を抱くものであり、米軍及び基地提供者
である国の責任において、十分に情報を把握し、積極
的に開示すべきであると考えております。
　県としても、米国の情報公開法に基づき報告書の開
示請求を行うなど、情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)のア、勝連分屯地における赤土等の現場外
流出についてお答えいたします。

　勝連分屯地の事業現場から赤土等が流出したことに
ついて、沖縄防衛局に確認したところ、車両タイヤの
赤土等が付着した敷鉄板を洗浄したことにより流出し
たとのことでした。沖縄県赤土等流出防止条例に定め
る施設基準等は、切土、盛土等の土地の区画形質を変
更する事業行為に対して適用されるものであり、本件
については、その対象とはなりません。一方、同条例
では、事業現場からの赤土等流出防止措置を事業者の
努力義務として規定しており、県は、令和５年２月３
日に現場で改善状況を確認した上で、事業者に対し再
発防止について指導を行っております。
　２、基地問題についての(3)のア、外来機による嘉
手納・普天間両基地周辺の騒音の状況についてお答え
いたします。
　嘉手納飛行場へのＦ22戦闘機及びＦ16戦闘機暫定
配備後の令和５年１月と、両機種の暫定配備前の令和
４年10月の騒音測定結果を比較したところ、オンラ
イン測定局15地点中全ての地点で、期間中の騒音レ
ベル及び騒音発生回数が増加しており、また、最大騒
音ピークレベルも砂辺局で117.9デシベルが測定され
るなど、10地点で100デシベルを超える騒音が測定
されております。また、令和４年12月６日にＦ22戦
闘機が普天間飛行場に飛来した際には、上大謝名局
で113デシベル、新城局で106.2デシベル、野嵩局で
104.4デシベルの最大騒音ピークレベルが測定されて
おります。これらのことから、外来機の暫定配備後、
騒音状況が悪化し、両飛行場周辺の生活環境に大きな
影響を与えているものと考えております。
　３、環境行政（ＰＦＡＳ汚染）についての(1)、沖
縄市池原の廃棄物最終処分場周辺における発生源につ
いてお答えいたします。
　沖縄市池原の廃棄物最終処分場周辺においては、
平成30年度よりＰＦＯＳ等の水質調査を実施してお
り、ファームポンドについては、地元自治会及び沖縄
市からの要望を受け、令和元年度より調査を実施して
おります。また、ファームポンド３か所中１か所につ
いて、環境省が定める暫定指針値である50ナノグラ
ムパーリットルを超えてＰＦＯＳ等が検出されており
ますが、発生源は特定できておりません。
　県としましては、当該ファームポンドのモニタリン
グを継続するとともに、取水源周辺にある事業所等に
おけるＰＦＯＳ使用製品等の保有及び使用履歴を確認
するなど、沖縄市や関係部局等とも連携しながら発生
源の特定に向けて取り組んでまいります。
　同じく３、環境行政の(2)、国内外のＰＦＡＳに関
する情報収集についてお答えいたします。
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　環境省においては、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの有害性の
知見が不十分であることやＷＨＯ、米国等で科学的な
議論が行われていることから、去る１月24日にＰＦ
ＯＳ・ＰＦＯＡに係る水質の目標値等を検討する専門
家会議を厚生労働省と合同で初開催したところです。
県は環境省と日頃からＰＦＯＳ等に係る情報の共有を
図っており、当該会議についてもウェブで傍聴し、現
在のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの暫定指針値を当面維持する
ことやその他のＰＦＡＳ類についても毒性評価情報の
収集を行うこと等について議論が行われたことを確認
しております。また、県では、去る１月に照屋副知事
が土木環境委員会委員とともに米環境保護庁を訪問
し、米国におけるＰＦＡＳ規制に関する情報収集を
図ったところです。
　県としては、引き続き国内外の動向や科学的知見の
収集等に努めてまいります。
　同じく３の(3)、土壌調査の結果に対する県の見解
についてお答えいたします。
　県が昨年12月に実施した土壌中のＰＦＯＳ等調査
の結果では、普天間飛行場周辺等５地点のうち普天間
第二小学校の地点で、基地の影響がないと考えられる
対照区と比較してＰＦＯＳが16.5倍となる値が検出
されております。当該調査地点については、普天間飛
行場内の消防訓練施設の下流域にあり、近くを流れる
排水路に隣接していることから、基地からの影響を受
けている可能性を否定できないと考えております。な
お、普天間第二小学校の地点を除く３地点では対照区
と比較してＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの値に大きな差は見
られませんでした。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(3)のア、強風時におけるクレーン等の使用
についてお答えいたします。
　クレーン等の使用については、労働安全衛生法やク
レーン等安全規則等で、強風のため危険が予想される
ときは、当該作業を中止しなければならないと規定さ
れており、事業者において、適正に対応されるものと
考えております。
　次に２、基地問題について(1)のウ、屋良覚書及び
西銘確認書の条例化についてお答えいたします。
　県では、屋良覚書及び西銘確認書に基づき、下地島
空港を人命救助、緊急避難等特にやむを得ない場合を
除き、民間航空機に使用させる方針で管理運営してお
ります。

　県としては、引き続き両文書に基づき空港の管理運
営を行いながら、その趣旨をどのように条例へ反映さ
せることができるのか、関係部局と連携し、研究を進
めていきたいと考えております。
　次に４、県経済の振興に関する新・沖縄21世紀ビ
ジョン実施計画の進捗について(2)のイ、中城湾港等
の取組状況についてお答えいたします。
　中城湾港については、新・沖縄21世紀ビジョン実
施計画において、施策として中城湾港の物流・人流機
能の強化を掲げており、主な取組として、中城湾港新
港地区における埠頭再編や航路新設に関する調査検討
等を行っております。各圏域の拠点港湾については、
実施計画において、施策として港湾間の戦略的な機能
分担・連携強化を掲げており、主な取組として、効率
的なサプライチェーンの形成に資する港湾物流環境の
構築に向けた調査等を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(5)、遺骨の保全に
関する条例制定についてお答えいたします。
　戦没者の遺骨収集については、戦没者遺骨収集推進
法により、国の責務であることが明記されておりま
す。戦没者遺骨に関する条例の制定については、同法
の趣旨等から、規制型には課題があると考えておりま
す。一方で、さきの大戦で犠牲となった戦没者の遺骨
の尊厳を守ることは重要な課題であると考えており、
理念型の条例等を含め検討しているところです。
　５、福祉行政についての中の(1)のイ、保育環境の
改善についてお答えいたします。
　子供を産み育てやすい社会の実現には、安定した保
育の提供や、子育て世帯の多様なニーズに対応できる
体制を整備していくことが重要であると考えておりま
す。そのため県では、保育士の確保に取り組むととも
に、市町村が実施する延長保育、病児保育等の地域子
ども・子育て支援事業の取組を支援しております。引
き続き、市町村と連携して、保育環境の向上に取り組
んでまいります。
　同じく(2)のア、５類引下げに伴う生活困窮者への
影響についてお答えいたします。
　国が１月27日に決定した対応方針では、現在講じ
ている医療費の自己負担分に対する公費支援の見直し
について、急激な負担増が生じないよう、自己負担分
に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続
することとし、３月上旬をめどに具体的な方針を示す
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こととされております。
　県としましては、見直しに伴う家計への影響など国
における検討等を注視しつつ、引き続き、自立相談支
援機関の体制及び各種支援制度の周知を強化し、関係
機関と連携しながら、生活に困窮する世帯へのきめ細
やかな支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　鎌谷陽之君登壇〕
○警察本部長（鎌谷陽之君）　２、基地問題について
の御質問のうち(4)、米兵による逆走衝突事案及び建
造物侵入事案の概要と捜査状況についてお答えいたし
ます。
　まず初めに、逆走衝突事案から御説明いたします。
　本事案につきましては、本年１月12日夜、うるま
市の海中道路において、米軍人の男性が酒気を帯びた
状態で普通乗用車を運転し、道路を逆走したため、対
向から進行してきた軽乗用車と正面衝突した事案であ
ります。本事案において事故を起こした米軍人男性
と、衝突された軽乗用車の運転手及び同乗者がそれぞ
れ軽傷を負っております。米軍人男性につきまして
は、過失運転致傷及び酒気帯び運転で現行犯逮捕して
おります。
　本事案につきましては、事故現場における実況見分
のほか、現場周辺の防犯カメラ映像の確認など、現在
所要の捜査を実施しているところでございます。
　続きまして、建造物侵入事案について御説明をいた
します。
　本年１月15日朝方、米軍人の男性が北谷町内のア
パート屋上に無断で侵入したものであります。事件覚
知後、現場における鑑識活動や防犯カメラ映像の確認
など、所要の捜査を実施し、既に窃盗の罪で逮捕され
ていた米軍人男性を被疑者と特定した上で、１月30
日建造物侵入の罪名で再逮捕し、那覇地方検察庁に事
件送致をしております。
　なお、被疑者が侵入した屋上にある倉庫で火災が発
生しておりますが、同火災については現時点、出火の
原因を究明するなど必要な捜査を推進しているところ
でございます。
　次に５、福祉行政についての御質問のうち(3)、児
童相談所への通告及び児童虐待の現状についてお答え
いたします。
　令和４年中、県警察が取り扱った虐待疑いのある
児童として、児童相談所に通告した人数は暫定値で
2309人で、前年と比べて401人の増加となり、過去
最多となっております。通告の内容といたしまして

は、車内に放置された児童を見かけた方から通報を受
けた事例や、スーパーで児童を過剰に叱責する親を目
撃した方から通報を受けた事例などがあり、通告人数
の増加には県民の問題意識の高まりも背景の一つに
あると考えております。刑事事件の検挙も昨年中35
件、被害児童37人と、前年に比べて６件７名増加し
ており、養父がしつけと称して児童に暴行を加え骨折
させるなどした傷害事件などを検挙しております。
　県警察では、児童虐待に関する相談があった場合、
児童相談所等関係機関と早期に情報共有するととも
に、児童の安全確認を最優先に行うほか、迅速な児童
相談所への通告、積極的な事件化により児童の安全確
保に努めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、環境行政（ＰＦ
ＡＳ汚染）についての(1)、農業用水への使用と基準
値の設定についてお答えいたします。恐縮ですが、３
の(1)と３の(2)は関連しますので、一括してお答えい
たします。
　農業用水や土壌、農作物については基準値が設定さ
れていないため、使用の可否については判断が困難な
状況にあります。このため、県では、国に対し、農地
の土壌環境基準値を設定することなどを求めていると
ころであります。
　県としましては、引き続き、地元の要望等も踏まえ
つつ、関係部局とも連携し、県産農産物の安全・安心
の確保に努めてまいります。
　４、県経済の振興に関する新・沖縄21世紀ビジョ
ン実施計画の進捗についての(2)のア、中部圏域の農
林水産業の振興についてお答えいたします。
　中部圏域は、県内有数の産地である菊やモズク等の
多様な品目が拠点産地に認定されるなど、都市近郊に
ある立地条件を生かした農林水産業が展開されており
ます。
　県としましては、引き続き、栽培施設や農業用機械
等の整備による花卉の生産振興、製糖工場の老朽化対
策並びに製糖副産物の総合的利活用の検討、モズク等
の水産物の流通・加工施設の整備、ファーマーズマー
ケットや直売所等の活性化支援など、中部圏域の特徴
を生かした農林水産業の振興に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　３、環境行政（ＰＦ
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ＡＳ汚染）についての(2)のうち、ＰＦＡＳ血中濃度
調査・疫学調査についてお答えいたします。
　ＰＦＯＳ等の健康に与える影響については、環境省
が大規模疫学調査「子どもの健康と環境に関する全国
調査（エコチル調査）」を実施しており、今後研究結
果が公表される予定となっております。また、環境省
等においてＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門家会議
等が開催され、科学的根拠に基づくＰＦＡＳに対する
総合的な対応が検討されており、その動向を注視して
いきたいと考えております。
　次に５、福祉行政についての(2)のアのうち、５類
位置づけによる医療体制等についてお答えいたしま
す。
　国が１月27日に決定した対応方針では、入院や外
来の取扱いについて、原則としてインフルエンザなど
他の疾病と同様になることから、幅広い医療機関で受
診できる医療体制に向けて段階的な移行を目指すとさ
れておりますが、公費支援など患者等の対応について
は、３月上旬を目途に具体的な方針を示すとしており
ます。また、自治体から県民に要請していた入院勧告
や就業制限、外出自粛がなくなるほか、特措法に基づ
き設置した都道府県対策本部についても廃止となるな
ど、これまで講じてきた各種の政策・措置が見直され
ることとなります。
　同じく５の(2)のイ、オミクロン株対応ワクチンの
接種率についてお答えします。
　令和５年２月19日現在における県のオミクロン
株対応ワクチンの接種率は、12歳以上の全人口の
30.8％となっております。特に若い世代の接種率が
低く、その要因として、副反応に対するおそれ、接種
の時間が合わないこと、副反応が生じた場合に学校や
仕事を休むことができない、既に罹患したなどが挙げ
られます。
　県としては、ワクチンに関する正しい情報の発信
や、商業施設等身近な場所で接種ができる出向き接種
を行うなど、接種の推進に取り組んでおります。
　同じく(2)のウのうち、インフルエンザの流行状況
についてお答えします。
　インフルエンザの患者は、定点医療機関より週単位
で報告され、令和４年第51週（12月19日から25日ま
で）に定点当たり2.91人となり、流行の兆しの指標
とされる１人を約２年９か月ぶりに超えました。令
和５年第１週に17.77人となり注意報が、翌第２週に
33.23人となり警報が発令され、第５週には47.18人
まで増加し今シーズン最も多い報告数となりました。
直近の第６週（２月６日から12日まで）は30.25人と

なり５週連続で警報が発令されていますが、前週と比
較して約36％の減少となっています。
　同じく５の(2)のエ、同時感染患者の割合及び重症
化リスクについてお答えします。
　新型コロナとインフルエンザは調査方法に違いがあ
ることから、発生動向調査においては同時感染の把握
は困難ですが、医師会が設置した発熱軽症者抗原検査
センターの実績によりますと、検査を受けた1377名
のうち、同時感染者は３名、全体の0.22％となって
おります。重症化リスクについては明らかではありま
せんが、報道によると、リスクが高まるとの専門家の
意見があるとされています。新型コロナ及びインフル
エンザワクチンについては、重症化予防効果が認めら
れていることから、県としては、引き続き、両方のワ
クチン接種を呼びかけてまいります。
　同じく５の(5)、胎児期からの生活習慣病対策につ
いてお答えします。
　妊娠中の母親の栄養状況や生活習慣等が、胎児の将
来の生活習慣病に影響を及ぼすという学説が近年提唱
されており、妊娠中の健康管理が健康寿命の延伸にお
いても大変重要であると認識しております。県では、
低体重児出生の要因を分析し、妊婦に対する保健指導
マニュアルや喫煙及び痩せに対する保健指導教材を作
成・配付するなど、市町村や医療機関における保健指
導の充実を図っているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、妊娠
期からの生活習慣病を含む母子保健対策を推進してい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　３、環境行政（ＰＦＡＳ
汚染）についての(5)、ＰＦＯＳ等低減策による水道
用水供給単価値上げの検討についてお答えいたしま
す。
　企業局では、令和５年度のＰＦＯＳ等対策として、
補助率３分の２の防衛省補助事業を活用した高機能活
性炭への入替え事業を予定しており、企業局の負担額
は約１億4000万円となっております。また、補助率
４分の３の厚生労働省補助事業を活用し、長田川取水
ポンプ場施設整備事業を予定しており、企業局の負担
額は約5000万円となっております。
　企業局としては、これらの対策に要する費用につい
て、経営に大きな影響はないものと考えております
が、ＰＦＯＳ等問題の解決には汚染源の浄化など、抜
本的な対策が必要であることから、引き続き、国や米
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軍に対し、汚染源の特定と対策の実施及び企業局等が
実施するＰＦＯＳ等対策に係る費用負担を求めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　４、県経済の振興に
関する新・沖縄21世紀ビジョン実施計画の進捗につ
いての(1)のア、企業の稼ぐ力の強化に係る取組状況
等についてお答えします。
　県では、ＤＸの加速化やイノベーションの促進な
ど、稼ぐ力の強化に向けた取組を推進しております。
令和５年度は、全産業のＤＸの加速化やデジタル人材
の育成、地域経済の好循環に向けた企業や産業間連携
など、生産性や付加価値の向上につながる取組を推進
してまいります。また、中小企業等の経営基盤の強化
を図るため、支援機関との連携による経営改善や企業
の成長に資する資金繰り支援、円滑な事業承継の推進
等に取り組んでまいります。
　同じく４の(1)のウ、次世代を担う持続可能な産業
の振興についてお答えします。
　商工労働部では、次世代を担う持続可能な産業振興
の取組として、バイオテクノロジーを活用した健康・
医療分野の産業化を促進しております。具体的には、
バイオ関連企業への技術開発や経営支援、専門人材育
成等を実施しております。また、昨年12月、国が推
進する地域バイオコミュニティに沖縄県が認定された
ことを受け、県内外の関係機関との連携を強化し、企
業の事業化・事業拡大に向け取り組んでおります。令
和５年度も引き続き、バイオテクノロジーを活用した
持続可能な産業の振興に取り組んでまいります。
　同じく４の(1)のエ、新たな産業の創出に係る取組
状況等についてお答えします。
　県では、自律的にスタートアップが生まれ、成長す
る仕組みの構築など、新たな産業の創出に向け取り組
んでおります。昨年12月には産学官金が一体となっ
て取組を効果的に推進するおきなわスタートアップ・
エコシステム・コンソーシアムを設立しました。令和
５年度は、同コンソーシアムと連携し、スタートアッ
プと金融機関等とのマッチングや、スタートアップへ
の成長支援プログラムの実施等により、新事業・新産
業が創出される環境づくりに取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、人手不足など新たな課題への対応
についてお答えします。
　令和４年７月以降、県内の有効求人倍率は、１倍を
上回り、宿泊、飲食を中心に人手不足が課題となって

いることから、各部局において人手不足対策の強化を
図るとともに、求人と求職のミスマッチの解消や働き
やすい環境づくり、正規雇用の促進などに取り組んで
いるところです。また、令和５年度にはコロナ関連融
資の返済が本格化することから、借換えによる返済負
担の軽減等に対応する伴走支援型借換等対応資金を創
設し、保証料ゼロとする県独自の支援策を講じるな
ど、事業者負担の軽減を図っているところです。
　同じく４の(4)、クリーンエネルギー導入の予算総
額と計画についてお答えします。
　県が掲げる2030年度再エネ電源比率の意欲的な目
標18％につきましては、既に技術が確立し今後も主
力となることが見込める太陽光発電のみで達成する
と仮定した場合、必要な事業費は民間投資を含めて
2300億円程度と試算されます。
　県としましては、目標達成に向け、離島における蓄
電池の設置も含む太陽光発電事業に対する補助、水素
等の利活用に向けた可能性調査、税制上の特例措置の
活用促進等をアクションプランに位置づけており、引
き続きクリーンエネルギーの導入拡大に取り組んでま
いります。
　５、福祉行政についての(1)のイ、働き方改革や職
場環境の改善についてお答えします。
　県では、働き方改革や職場環境の改善に向け、男性
の育児休業取得の促進や長時間労働の抑制等ワーク・
ライフ・バランスの普及、女性が働き続けられる職場
づくりに取り組む企業の支援のほか、女性従業員向け
のセミナーや労働相談を実施しております。
　県としましては、働きながら出産・子育てができる
職場環境の整備が重要であると考えていることから、
今後とも、子を産み、育てやすい社会の実現のため、
働き方改革の推進や職場環境の改善に取り組んでまい
ります。
　７、石垣リゾート＆コミュニティ計画についてお答
えします。
　地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
につきましては、地域活性化のために策定された石垣
市の基本計画等に照らして要件を満たすことから、環
境への配慮など関係部局から出された意見を付した上
で、令和４年３月22日付で承認し、手続が完了して
おります。今後、事業者が実際の工事等に着手するた
めには、農地法、森林法、都市計画法、赤土等流出防
止条例等、各種許認可の手続が必要となるため、関係
部局がそれぞれの法令等に基づき、審査等を行うこと
となります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、県経済
の振興に関する新・沖縄21世紀ビジョン実施計画の
進捗についての(1)のイ、世界から選ばれる持続可能
な観光地の形成等についてお答えします。
　県においては、世界から選ばれる持続可能な観光地
の形成に向け、県民、観光客、観光事業者それぞれの
満足度を高めるとともに、質の向上による沖縄観光の
変革を図っていくこととしております。このため、回
復基調にある沖縄への旅行需要を継続して取り込むた
め、国内外の誘客活動の展開、戦略的なＭＩＣＥの振
興、自然や歴史、文化など沖縄のソフトパワーを生か
した質の高い観光コンテンツの造成、サステーナブル
ツーリズムや観光ＤＸなどを推進するとともに、観光
産業を支える人材の育成・確保に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(1)のエのうち、文化観光スポーツ部に
おける新たな産業創出の取組についてお答えします。
　県においては独自の歴史や文化など、沖縄のソフト
パワーを生かした産業の創出・振興に取り組んでいく
こととしております。具体的には琉球舞踊、組踊、エ
イサー等の文化資源を活用した観光コンテンツの開発
や認知度向上など、文化芸術に係るビジネスを支える
環境の整備を図るほか、空手関連産業という新たな産
業の創出を図るため、空手ツーリズムを推進し、多様
で魅力ある体験型観光プログラムや商品等の開発支援
を実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　４、県経済の振興に関す
る新・沖縄21世紀ビジョン実施計画の進捗について
の(1)のウ、科学技術イノベーションの創出について
お答えいたします。
　科学技術イノベーションの創出に向けては、県内大
学等の研究成果を活用する各種取組を進めておりま
す。具体的には、研究の段階に応じた産学連携共同研
究への支援や、研究の実用化に向けた企業とのマッチ
ング等を行っております。また、県内で起業を目指す
人材等を国内外から募集・選定し、育成する、ＯＩＳ
Ｔのアクセラレータープログラムへの支援も実施して
おります。
　県としましては、令和５年度も引き続き、科学技術
イノベーションの創出に向けた様々な取組を実施して
まいります。

　続きまして５、福祉行政についての(1)のア、人口
の自然減と合計特殊出生率の推移に係る要因等につい
てお答えいたします。
　本県の令和５年１月１日現在の推計人口は146万
9382人で過去最高となっておりますが、死亡数が出
生数を上回る自然動態の減少が、昨年２月以降12か
月続いております。この要因としては、出生数が減少
傾向にあることに加え、令和４年は死亡数が大きく増
加していることが挙げられます。このような自然動態
の減少が一過性のものか、今後の動向を注視してまい
りたいと考えております。また、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に位置づけた展望値において、同計画
の目標実現のために実施される諸施策事業の成果等を
前提に推計した合計特殊出生率は、令和３年の1.80
から令和13年には1.82に推移すると見込んでいると
ころであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　５、福祉行政についての中
の(2)のア、学校における５類引下げ後の対応につい
てお答えいたします。
　県教育委員会としましては、新型コロナウイルスが
５類に引下げとなった場合でも、学校教育活動を継続
していくために、引き続き、手洗い、換気等の基本的
な感染対策は重要であると考えております。なお、文
部科学省の通知によると、マスクの着用については、
令和５年４月１日以降「マスクの着用を求めない」と
されており、本人の意思に反してマスクの着脱を強い
ることがないよう周知しているところであります。
　続きまして６、教育行政についての中の(1)、コザ
高校自死事案に係る損害賠償訴訟についてお答えいた
します。
　令和３年に起こったコザ高校の事案につきまして
は、あってはならないことであり、重く受け止めてお
ります。
　県教育委員会としましては、二度とこのようなこと
が起こらないよう、部活動の在り方に関する方針の改
定など、再発防止の徹底に努めているところです。今
回の訴訟提起につきましては、まだ訴状が届いておら
ず詳細は把握しておりませんが、訴状が届き次第、内
容を確認の上、真摯に対応してまいります。
　同じく(2)、県高校部活生メッセージについてお答
えいたします。
　部活動における暴力・暴言・ハラスメントの根絶を
目的に、７校22名の高校生検討委員が部活動につい
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て討議し、部活動をよりよいものにしていきたいとい
う生徒たちの強い思いを指導者、学校、部活生仲間、
保護者に発信できたことは、大変意義深いものである
と考えております。５回にわたって議論を深め、メッ
セージをまとめた高校生の皆さんの熱意は、生徒に
とって望ましい部活動の環境づくりにつながっていく
ものと確信いたします。
　県教育委員会としましては、生徒たちの声を真摯に
受け止め、これからの時代における部活動のあるべき
姿の構築に向け、引き続き、取り組んでまいります。
　失礼しました。
　５、教育行政についての(2)のウ、インフルエンザ
による学級閉鎖数についてお答えいたします。
　インフルエンザの感染による令和５年１月から令和
５年２月15日までの学級閉鎖数は、小学校で134学
級、中学校で40学級、高等学校で20学級、特別支援
学校で１学級となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き、学校におけ
るインフルエンザ予防対策の徹底について各学校へ促
してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
　　　〔山里将雄君登壇〕
○山里　将雄君　てぃーだ平和ネット山里です。
　皆さん、私の顔こんな顔です。議員の皆さんともマ
スクを取って話をしたことがない方々がたくさんい
らっしゃるんですけれども、今回の議会では、部長の
皆さんがここでマスクを取って答弁なさって、ああこ
んな顔をしていたんだと本当に思って、マスクを取っ
た顔を見られてよかったなと思っています。過去２か
年の間に定年していった部長さん方、たくさんいます
けれども、マスクを取った顔を見ずに定年してしまっ
たものですから、これから道やどこかでばったり会っ
ても分からないんじゃないかなというふうに心配した
りもするんですが、マスクを取れるような状態になっ
たことは非常によかったなというふうに思っていま
す。余談でした。
　質問に入らせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、日米地位協定抜本改定の取組について。
　日米地位協定の抜本改定は県民の強い要望です。全
国知事会でもこれまで２度、米軍基地負担に関する提
言を決議していて、県としても政府に強く求めてきた
ところではありますが、国は聞く耳を持たず、沖縄に
おける米軍関係の事件・事故は後を絶ちません。地位
協定改定を政府がかたくなに拒むその理由は何なの

か、これからの対応はどうするのか、知事の見解を伺
います。
　(2)、辺野古抗告訴訟について。
　今月８日、防衛省の辺野古新基地建設設計変更申請
を県が不承認とした処分をめぐり、国土交通大臣の処
分を取り消す裁決を違法とした抗告訴訟の初弁論が那
覇地裁で開かれました。軟弱地盤の調査等が不十分
で、必要性や国土利用上の合理性が認められないと
し、不承認とした県の処分は正当なものであり、国土
交通大臣の裁決は違法と言わざるを得ません。知事の
見解を伺います。
　(3)、建白書から10年を迎えて。
　辺野古新基地建設の阻止と普天間基地の早期閉鎖返
還、ＭＶ22オスプレイの配備撤回を求めて沖縄建白
書を国に提出してから令和５年１月で10年が経過し
ました。政府は建白書に込めた沖縄の心を顧みず辺野
古新基地建設を進め、オスプレイの配備を継続してい
ます。県の見解と建白書実現の対策を伺います。
　(4)、玉城知事の国連演説について。
　知事は国連の場で辺野古新基地建設の断念に向けて
発信したいと考えを表明しています。議会において
も、国連や国際社会に対し、基地負担の現状の発信強
化を図ると答弁しております。国連演説について時期
等、具体的な準備状況について伺います。
　(5)、地域外交室の設置と役割について。
　４月から知事公室に地域外交室が設置されます。ア
ジア太平洋地域の持続的安定に貢献する地域外交に取
り組む一環ということですが、地域外交室の役割は何
なのか、地域外交室を設置する知事の思いを伺いま
す。
　(6)、知事・副知事の国外訪問について。
　玉城知事は、昨年友好関係の強化に関する覚書を締
結したパラオ共和国と沖縄の基地負担軽減を図ること
で重要な位置にある米国領グアムを訪問しました。ま
た照屋副知事は沖縄コンベンションビューローの下地
会長、那覇空港ビルディングの平敷専務と共に台湾
を、そして土木環境委員会委員と共に米国・ワシント
ンを訪問しました。
　ア、知事のパラオ共和国、グアム訪問の目的と所感
を伺います。
　イ、照屋副知事の台湾、ワシントン訪問について目
的と所感を伺います。
　(7)、知事の訪米について。
　知事は記者会見で３月に訪米を調整しているとの発
表がありました。辺野古新基地建設を含め沖縄の基地
問題、米軍基地からの流出が原因である可能性が高い
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有機フッ素化合物の問題等を直接米国政府関係者、連
邦議会議員等に訴えることは重要であり訪米の成果に
期待します。今回の訪米予定について知事の見解を伺
います。
　(8)、国連機関・国際機関の誘致について。
　日本総合研究所会長の寺島実郎氏は、復帰50年記
念シンポジウムで、アジアの経済ダイナミズムの中に
おいて、沖縄に国連機関を誘致することは非常に意義
があると提言しました。経済のみならず、沖縄を平和
の緩衝地帯として日本の安全保障を考える上でも、国
連機関あるいは国際機関の誘致に取り組むべきではな
いか。知事の見解を伺います。
　(9)、相次ぐオスプレイのクラッチ不具合による飛
行停止について。
　配備に反対する沖縄の声を無視して強行配備されて
10年が経過したオスプレイに、またクラッチの不具
合という欠陥が見つかり、一時飛行停止、飛行制限な
どの措置が取られました。防衛省は、2016年にこれ
を把握していながら関係自治体に公表していなかった
ことも報じられています。県民の不安は高まっている
と思います。県の対応について伺います。
　(10)、岸田総理秘書官の性的少数者に対する差別的
発言について。
　岸田総理の秘書官が性的少数者に対する差別的発言
で更迭され、岸田総理自身も「社会が変わる」と発
言し非難を浴びています。一方、沖縄県の21世紀ビ
ジョンは、「ジェンダー平等の実現と性の多様性の尊
重」を掲げ、性的指向や性自認など多様な性の在り方
に関する理解を促進することに取り組むとしていま
す。今回の岸田総理秘書官及び岸田総理の発言につい
て、知事の見解を伺います。
　(11)、伊江島旧日本軍壕の遺骨収集調査について。
　日本兵106人が戦死したと見られる地点を記した資
料が米国立公文書館で見つかり、可能性の高い一帯が
特定されました。これを受け、早急な遺骨収集が望ま
れている伊江島の旧日本軍壕について、具体的な対
応、日程、国との調整等について伺います。
　(12)、ウクライナ難民支援の現状について。
　ロシアのウクライナ侵攻から来る24日で１年にな
ります。長引く戦争により多くのウクライナ国民が避
難を余儀なくされ、国内外への避難民は1400万人を
超えます。沖縄県のウクライナ避難民支援の現在の状
況について伺います。
　(13)、復帰50周年記念事業の成果について。
　昨年は沖縄本土復帰50年の大きな節目を迎え、記
念式典をはじめ多くの記念行事が開催されました。復

帰50年は、米軍基地問題はじめ、いまだ解決されな
い諸課題を県民が改めて認識し、今後の沖縄について
考える機会でもありました。復帰50周年記念事業を
終えた今、知事の所感を伺います。
　(14)、長野県との交流連携協定締結について。
　玉城知事と長野県の阿部守一知事との会談で、包括
的な交流連携協定の締結に向けて取り組むことが確認
されました。連携協定に期待するものは何か、協定の
目的を伺います。また締結に向けた準備の状況、スケ
ジュール等について伺います。
　(15)、政府によるマイナンバーカード普及策につい
て。
　国はマイナンバーカードの取得者増に躍起となって
います。カード取得を促す施策を次々に打ち出し、運
転免許証や健康保険証との一本化など、事実上の強制
とも言える方針も打ち出しました。ついには未取得者
に健康保険資格確認書の発行を有料とする懲罰的な案
まで浮上していました。あまりに性急な普及を図るや
り方は問題があるのではないか。知事の見解を伺いま
す。
　２、行財政運営について。
　(1)、2023年度予算について。
　2023年度県一般会計当初予算は過去最高の総額
8614億円を計上しました。今回の予算には自律した
財源確保を目指し、沖縄独自の高率補助制度に頼らず
全国一律の補助制度で行う新規事業が計上されてお
り、県民に必要な事業を積極的に行うという知事の姿
勢が表れていると思います。2023年度予算編成にお
ける県の基本的方針を伺います。
　(2)、県公文書管理条例の制定について。
　県幹部会議の記録が廃棄され、辺野古新基地建設関
連の文書や翁長前知事の国連演説関係文書の所在が分
からないという状況が問題視されました。早急な公文
書管理条例の制定が求められます。条例制定の準備状
況について伺います。
　(3)、海区漁場計画の作成と共同漁業権免許につい
て。
　10年ごとの県内漁業免許の切替えが９月までに行
われます。名護市東海岸沖共同漁場のうち、辺野古新
基地建設が強行されている名護市辺野古地先について
は、県は臨時制限区域の漁業権を除外する方針とのこ
とですが、辺野古新基地建設は軟弱地盤の存在で工事
が不可能である現状から除外は妥当ではないのではな
いか。今後、名護漁協から共同漁業権の免許申請がな
されると思いますが、対応について伺います。
　(4)、鳥インフルエンザの感染拡大防止について。
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　去年12月に県内で初の鳥インフルエンザが金武町
で確認され感染拡大が懸念されましたが、素早い対応
で拡大を防ぎ、１月12日には移動制限区域も解除さ
れました。しかし、数年前には豚熱の発生もあり、家
畜・家禽の伝染病の発生を完全に抑えることは困難だ
と思います。日頃の対策が重要だと考えますが、県の
対策について伺います。
　(5)、再生エネルギー活用の取組について。
　県では2050年脱炭素社会の実現のため、2030年ま
でのロードマップと達成目標を掲げた沖縄県クリーン
エネルギー・イニシアティブを策定しました。目標達
成のため、バイオマス発電、水素発電、天然ガス、再
生可能エネルギーなどの利活用の取組について現状を
伺います。
　(6)、沖縄県のＤＸ推進、オープンデータ利活用の
取組について。
　新たな行政運営プログラムの素案概要に、ＤＸ推進
によるスマート県庁を目標にオープンデータの利活用
を掲げています。沖縄県のデジタル化、ＤＸ推進、
オープンデータ利活用の状況について伺います。ま
た、そのための人材育成、確保に積極的に取り組む必
要があると思うがどうか伺います。
　３、経済振興と県民生活について。
　(1)、電気料金の値上げについて。
　急激な円安や長引くウクライナ侵攻で燃料価格が高
騰し、電気料金が大幅に値上げされます。玉城知事は
１月27日に西村経済産業大臣に支援を要請しました
が、このままでは県民生活への影響は避けられませ
ん。電気料金値上がりへの県の対策と、要請後の国と
の調整の状況について伺います。
　(2)、年金の実質削減について。
　厚生労働省は2023年度の公的年金を68歳以上で
1.9％増額すると発表しました。しかし、物価上昇分
2.5％に届かず、実質最大で0.6％の削減となり、67
歳以下も実質0.3％の減となります。物価が軒並み上
昇する中で高齢者の生活はますます苦しくなります
が、県の見解を伺います。
　(3)、電動キックボード規制緩和に係る安全対策に
ついて。
　手軽な移動手段として利用者が増えている電動キッ
クボードですが、事故が多発する傾向にあり、飲酒運
転などの違反も増えています。そんな中、最高速度
20キロ以下の電動キックボードの運転免許を不要と
する制度が７月から始まるということですが、事故、
違反防止等、安全対策について警察本部に伺います。
　(4)、沖縄自動車道の割引継続について。

　沖縄自動車道の割引制度は今年も３月末で期限を迎
えます。割引が終了すれば、移動手段を自動車に頼ら
ざるを得ない沖縄県民の生活に多大な影響が出ます。
玉城知事からの岡田沖縄担当相への要請のほか、北部
市町村会からも要請がなされました。見通しについて
伺います。
　(5)、北部テーマパークについて。
　名護市、今帰仁村にまたがり建設準備が進められて
いた自然を生かした体験型の北部テーマパークが２月
７日に着工しました。沖縄21世紀ビジョンに掲げる
北部の振興発展に寄与するものと期待は大きいと考え
ます。北部テーマパークを活用した観光振興について
県の取組を伺います。
　(6)、自然史博物館誘致に向けた取組について。
　県では国立自然史博物館の誘致に向けてシンポジウ
ムの開催、照屋副知事の米国スミソニアン博物館視
察、そして今月14日には国立沖縄自然史博物館設立
誘致推進連絡会議も設立するなど準備が進んでいま
す。2023年度予算案に誘致関連予算3057万円が計上
されています。現在の状況と2023年度の活動方針を
伺います。
　４、福祉・医療行政について。
　(1)、ヤングケアラー、若年ケアラーの支援につい
て。
　18歳未満で家族の介護や世話をしているヤングケ
アラーの実態調査が行われました。早急に具体的支援
の実施が求められます。また、18歳以上の若年ケア
ラーについても実態を調査し支援体制を構築する必要
があると思います。
　次のことについて伺います。
　ア、令和５年度のヤングケアラー対策を伺う。
　イ、新年度予算措置について伺います。
　ウ、若年ケアラーの実態調査について伺います。
　エ、ヤングケアラー、若年ケアラー支援条例の制定
予定について伺います。
　(2)、八重山、北部地域の人工透析医療の危機的状
況について。
　八重山圏域の人工透析医療が危機的な状況にあり、
石垣市議会においても県知事、病院事業局長宛ての意
見書が決議されました。また北部地域においても、医
師や看護師、施設が足りず綱渡りの状態との報道もあ
りました。早急な対策が必要だがどう対処するか伺い
ます。
　(3)、県立八重山病院管理職の相次ぐ辞職につい
て。
　県立八重山病院の管理職の辞職が相次ぎ、現院長も
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本年度末に辞職することが報道されました。逼迫して
いる人工透析医療はじめ、八重山地区の医療への影響
が懸念されます。辞職が相次ぐ原因は何なのか。また
病院事業局はどのように対応するか伺います。
　(4)、国保財源不足について。
　県国保の財源が82億円不足することが分かりまし
た。このままでは財政安定化基金も底をつく可能性が
高く、県民の保険料の値上げもあり得るとのことです
が、コロナの影響や物価の急激な上昇で県民の経済的
負担は増大している中、保険料値上げは避けなければ
なりません。
　次のことについて伺います。
　ア、普通調整交付金が５年間で推計値と乖離が生じ
ていることが原因となっているが、乖離が生じている
要因は何なのか伺います。
　イ、推計値の算定根拠はどのようになっているか伺
います。
　ウ、国との調整はどういう状況か伺います。
　(5)、長寿県沖縄の復活について。
　2022年に国が発表した2021年の都道府県別の平均
寿命は沖縄は男性43位、女性16位となっています。
健康長寿おきなわ復活推進本部の目標も達成できな
かったということです。かつて長寿県として知られた
沖縄の現状は深刻な状態にあり、県民の健康を守るた
め対策を強化することが求められています。長寿県沖
縄の復活に向けた県の取組を伺います。
　５、教育行政について。
　(1)、働き方改革推進課の新設について。
　県教育庁に教職員のメンタルヘルス対策と働き方改
革の推進を目的に、働き方改革推進課が新設されま
す。県内の小中学校のメンタル疾患で休職する教員の
割合は全国ワーストの1.29％で、全国平均の２倍以
上となっています。働き方改革推進課の設置について
伺います。
　ア、働き方改革推進課の設置目的を伺います。
　イ、働き方改革推進課の体制を伺います。
　ウ、教員のメンタル疾患の原因と対策について伺い
ます。
　(2)、教員不足の解消について。
　全国的に学校現場での教員不足が問題となっていま
す。沖縄の教員不足も深刻で、昨年10月時点で、小
中学校教員が96人不足していることが公表されまし
た。教員の長時間労働や精神疾患の多さなどを改善す
るため、教職員の定数を改正し採用者数を増やすこと
が求められるが、対策について伺います。
　(3)、学校産業医の配置について。

　教職員50人以上の学校に義務づけられている学校
産業医の配置が沖縄県は全国最下位の68％というこ
とですが、教職員のメンタル疾患が問題になっている
中、産業医の必要性は大きいと思いますが、県は実態
を把握しているのか。どう対応するか伺います。
　(4)、コロナ５類移行に伴う学校現場の対応につい
て。
　政府は新型コロナを５月に５類に引き下げる決定を
しましたが、３年にわたるコロナ禍で、国民の生活は
コロナ感染防止に重点を置き、それに順応してきてお
り、元の生活様式に戻ることに抵抗を感じる人も少な
からずいるとのことです。特に学校では、人前でマス
クを外すことができない子供の問題が新聞に取り上げ
られていました。また、家族や友達との人間関係や制
限の多い学校生活でのストレスが、生徒の身体的・精
神的発達に影響しているということです。５類引下げ
に伴い児童生徒の身体、心のケアが重要だと思います
が、教育庁の対応を伺います。
　(5)、戦争体験語り部の減少と平和学習について。
　沖縄戦の悲惨さと平和の大切さを訴え続けてきた白
梅学徒隊の中山きくさんが亡くなりました。心より御
冥福をお祈りいたします。ほかにもこの１年の間に、
元ひめゆり学徒隊の語り部、照屋信子さん、渡嘉敷の
集団自決を経験し伝えてきた元キリスト教短期大学学
長の金城重明さん、白梅同窓会の活動を通して平和を
訴え続けてきた宮平義子さん、疎開船対馬丸の引率教
師で体験を語り継いできた糸数裕子さんが亡くなって
います。戦後77年が過ぎ、沖縄戦を後世に伝えてい
くことが困難な状況になってきております。今後の平
和学習について伺います。
　６、北部圏域の振興について。
　(1)、北部圏域の振興について。
　北部地区は、世界的にも貴重な動植物が多く生息す
る豊かな自然を有し、観光拠点、スポーツツーリズム
の拠点としても大きく発展する可能性があります。し
かし鉄軌道を含む交通・物流体系の確立など課題も山
積しています。県の北部振興の取組を伺います。
　(2)、本島北部の自然、希少動植物の保護、外来動
植物の駆除について。
　ア、北部地域には多くの希少種の動植物が確認され
ていますが、密猟、盗採取、そしてロードキルなどの
被害が深刻です。2021年に世界自然遺産にも登録さ
れ、自然を活用した地域発展に期待がかかる中、希少
種の保護は喫緊の課題です。県の対策を伺います。
　イ、生物多様性に優れた本島北部の固有種を保護す
るために、タイワンハブ、マングース、ツルヒヨドリ
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などの在来動植物を脅かす外来種の対策が必要です。
外来動植物の駆除について伺います。
　(3)、老朽化した伊平屋村、伊是名村の診療所につ
いて、病院事業局長は年度内に関係機関と調整を行う
という考えを示していますが状況はどうか。また、離
島診療所の建て替え・機器整備などの離島医療の機能
強化にどう取り組むか伺います。
　(4)、伊平屋空港の整備について。
　ア、離島生活環境の安定確保維持のため伊平屋空港
の早期の事業化が望まれていますが、路線開設に向け
た課題解決にどう取り組むか伺います。
　イ、伊平屋空港の整備に関連して、伊平屋島と伊是
名島の間にある無人島の具志川島に富裕層向けの大規
模なリゾート開発が計画されていると報道がありまし
た。県は状況を把握しているか伺います。
　以上、質問します。よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの山里将雄君の質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので、午後に
回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の山里将雄君の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　山里将雄議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(5)、地域
外交室の役割と設置への思いについてお答えいたしま
す。
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示
しているとおり、沖縄県独自の歴史的・文化的特性等
のソフトパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物
流、環境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な
分野における国際交流を通じて築いてきたネットワー
クを最大限に活用し、アジア太平洋地域の平和構築と
相互発展に向けて、平和的な外交・対話により積極的
な役割を果たしていきたいと考えております。これら
の取組を通して、アジア太平洋地域における緊張緩和
と信頼醸成にも資する独自の地域外交を展開するた
め、地域外交室を設置するものであります。
　次に(6)のア、パラオ共和国及びグアム訪問の目的
と所感についてお答えいたします。
　私は、去る１月16日から19日の日程で、パラオ共
和国とグアムを訪問しました。初めに、16日から17

日にかけてパラオ共和国を訪問し、昨年８月に締結し
たＭＯＵに基づく取組を具体的に進めるため、パラオ
共和国との交流に関心のある企業等と共に関係閣僚及
び上院議長等を表敬いたしました。今後の具体的な取
組として、協力分野別にワーキングチームを設置する
ことについても合意したほか、沖縄県主催のセミナー
等を通してパラオ関係者との交流を深めるなど、両国
の友好関係強化に寄与する非常に有意義なものとなり
ました。次に、18日から19日にかけて、在沖海兵隊
の移転先の一つでありますグアムにおいて整備状況の
情報収集等のため、訪問をいたしました。在沖海兵隊
の移転先となるキャンプ・ブラズでは、前回2019年
の視察から工事が大分進んでいる状況を確認したほ
か、現地司令官や準州知事との面談では、私から海兵
隊のグアム移転は沖縄の負担軽減を図る上で重要であ
り、着実に行われる必要があるとの考え方を説明いた
しました。海兵隊の移転先の整備状況を確認できたこ
とや、現地司令官や準州知事との意見交換により私の
考え方を伝えられたことは、大きな意義があったと考
えております。
　次に１の(13)、復帰50周年記念事業に対する私の
所感についてお答えいたします。
　沖縄県では、復帰50年の節目において、復帰50周
年記念式典や第７回世界のウチナーンチュ大会、美ら
島おきなわ文化祭2022など、42の記念事業を実施し
ております。これにより、県内はもとより、国内外に
向けて、沖縄のこれまでの発展の歩みや将来の可能性
を発信することができました。また、昨年５月には、
いまだ残る課題への対応や県民が望む沖縄の将来像の
実現に向けた未来への決意等と併せて、新たな未来を
展望するという観点から、米軍基地の整理縮小等の４
項目を建議事項として取りまとめた平和で豊かな沖縄
の実現に向けた新たな建議書を策定し、岸田総理大臣
等に手交するとともに、県内外に発信をいたしまし
た。私は、平和を希求する先人たちの思いを引き継
ぎ、未来を生きる子や孫たちのためによりよい未来、
将来を創造するため、新たな建議書に込めた全ての願
いをかなえられるよう、県民の皆様と共に、50年先
の未来に向けてひたむきに沖縄のために全力で取り組
んでまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
　　　〔副知事　照屋義実君登壇〕
○副知事（照屋義実君）　山里将雄議員の御質問にお
答えいたします。
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　１、知事の政治姿勢について(6)のイ、台湾とワシ
ントン訪問の目的と所感についてお答えいたします。
　私は、１月16日から３日間、関係者と共に台湾を
訪問し、観光トップセールス等を行ってまいりまし
た。台湾の航空会社や観光協会等との面談を通じて、
路線再開に歓迎の意を示すとともに、交流拡大に向け
た意見交換を行いました。航空会社から便数を早期に
コロナ前に回復させたい等の意見をいただき、様々な
交流を深めたいとの強い意欲を感じたところです。ま
た、１月25日から６日間、県議会土木環境委員会と
共に米国ワシントンを訪問し、環境保護庁、いわゆる
ＥＰＡ及び通称スミソニアン自然史博物館を調査して
まいりました。ＥＰＡから飲用水の健康勧告値見直し
の説明を受け、ＰＦＡＳについてワシントン駐在を通
じた情報の共有等について協力を求めたところでござ
います。同博物館では、展示等の観覧、運営体制等の
説明を受け、国立沖縄自然史博物館の必要性への思い
をさらに強くしたところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、日米地位協定の見直しについてお答え
いたします。
　政府は、県や軍転協からの日米地位協定の見直しの
要請に対し、日米地位協定は、合意議事録などを含ん
だ大きな法的枠組みであり、政府としては、手当てす
べき事項の性格に応じ、効率的に、かつ機敏に対応で
きる最も適切な取組により、不断の改善を図ってきて
いると答えており、合同委員会合意や補足協定の締結
による運用の改善で取り組む考えを示しております。
　県としては、米軍基地から派生する諸問題を解決す
るためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善
だけでは不十分であると考えており、日米地位協定の
見直し実現に向け、トークキャラバン等により国民的
な議論の喚起を図ることに加え、引き続き全国知事会
等とも連携し、取り組んでまいります。
　同じく１の(2)、国土交通大臣の裁決についてお答
えいたします。
　県が行った不承認処分は、公有水面埋立法に基づき
厳正に判断したものであり、処分理由は正当なもので
あると考えております。また、不承認処分は、沖縄防
衛局が固有の資格において受けたものであることに加
え、裁決と同時に承認せよとの勧告を行うなど、審査
庁としての地位を濫用したもので、今般の裁決は、違
法・無効なものであり、取り消されるべきであると考

えております。
　同じく１の(3)、建白書提出から10年に対する見解
と実現についてお答えいたします。
　平成25年１月に、オスプレイ配備に反対する沖縄
県民大会実行委員会、沖縄県議会、市町村関係４団
体、市町村、市町村議会の連名で、総理大臣及び関係
閣僚に、オスプレイの配備撤回、普天間飛行場の閉
鎖・撤去等を求める建白書を提出したことは、大きな
意義があったと考えています。しかしながら、その
後、オスプレイは強行配備され、普天間飛行場につい
ては、県の求めた５年以内の運用停止が実現されず、
同飛行場の閉鎖・撤去は実現しないまま、建白書の提
出から10年が経過し、県民から反対の民意が繰り返
し示されている辺野古新基地建設が進められているこ
とは誠に残念であります。
　県としては、今後も、日米両政府に対し、オスプレ
イの配備撤回、普天間飛行場の早期閉鎖・返還、同飛
行場の一日も早い危険性除去にはつながらない辺野古
新基地建設の断念を求めてまいります。
　同じく１の(4)、国連演説の準備状況についてお答
えいたします。
　県は、国連や国際社会に対し、沖縄の基地負担の現
状、辺野古新基地建設に反対する理由や基地から派生
する諸問題の解決の必要性などを幅広く発信すること
により、辺野古新基地建設問題や米軍基地に関連する
課題等の解決の糸口にしたいと考えております。現
在、問題解決に向けて、どのような場で発信すること
が有効であるか等について検討しているところです。
　同じく１の(7)、知事の訪米についてお答えいたし
ます。
　知事の訪米は、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響もあり、令和元年10月が最後となっております
が、辺野古新基地建設問題、ＰＦＯＳなど、沖縄の基
地問題の解決を図るためには、日本政府のみならず、
米国政府に対しても、知事が直接出向き、訴え続ける
ことが重要であると考えております。また、昨年11
月の米国中間選挙により新議員が選出されたことや、
いわゆる安保関連３文書や２プラス２共同発表で示さ
れた沖縄をめぐる状況を考慮すると、知事による３月
中の訪米が必要であると考えており、現在、検討を進
めているところであります。
　同じく１の(9)、オスプレイの部品交換についてお
答えいたします。
　今般のオスプレイの部品交換について、沖縄防衛局
によると、オスプレイのクラッチを原因とする特有の
現象の発生を予防するため、一定の使用時間を経過し
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たものは部品交換の対象となっているが、対象となる
機体の部隊や機数などの詳細は、米軍の運用体制に関
することでありお答えできないとのことでした。オス
プレイについては、昨年８月にも、同様の理由によ
り、米空軍のＣＶ22が地上待機を行うなど、県民の
不安は一向に払拭されておりません。
　県としては、引き続き、政府に対して、詳細な情報
提供と適切な対応を求めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(8)、国際機関の誘致についてお答えいたしま
す。
　去る12月７日に開催されたシンポジウム「アジア
の中の沖縄－時代を切り拓く経済戦略と地域外交」に
おいて、寺島実郎氏から国連のアジア太平洋本部の誘
致について提言があったものと承知しております。県
では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、
「アジア・太平洋地域の平和構築に貢献する地域協力
外交の展開」として、アジア太平洋地域の安定・発展
に資する国際機関の誘致に努めることを位置づけてお
ります。国際機関の誘致に向けては、まずは関係部局
と連携して、求める機能を整理した上で、対象となる
機関を検討してまいりたいと考えております。
　続きまして同じく(14)、長野県との包括的な連携協
定についてお答えします。
　本県と長野県においては、これまで、シャインマス
カットとマンゴーの相互応援販売、環境フェアの相互
出展、沖縄と長野の大学生による平和交流などについ
て、連携して取組を進めてまいりました。去る２月２
日に、長野県の阿部知事が玉城知事を表敬訪問し、既
に連携している取組をさらに深めるとともに、幅広い
分野への展開を図るため、包括的な連携協定締結につ
いて提案がなされたところです。山に囲まれている長
野県と海に囲まれている沖縄県、好対照的な魅力を有
する両県が、各分野において交流を促進し、連携を強
化することにより、観光振興や人材育成等、両県の発
展に寄与するものと考えております。
　このため、県としましては、当該連携協定の年度内
締結を目指し、現在、長野県との調整を鋭意進めてい
るところです。
　続きまして同じく(15)、国によるマイナンバーカー
ド普及策に係る県の見解についてお答えいたします。
　マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安

全・確実に本人確認を行うことができるデジタル社会
の基盤となるツールであり、国並びに都道府県及び市
町村において、普及促進の取組が進められているとこ
ろです。マイナンバーカードの健康保険証利用など、
カードの利活用場面が広がることでその普及が促進さ
れることとなりますが、一方でカード取得は任意であ
ることから、国において、取得されない方に対する丁
寧な説明や対応が求められるものと考えております。
　続きまして２、行財政運営についての(6)、ＤＸ推
進とオープンデータ利活用についてお答えいたしま
す。
　県では、デジタル化、ＤＸの推進に向けて、知事を
本部長とするＤＸ推進本部の下、ＤＸ推進計画を策定
するとともに、外部人材による各部局のサポート体制
の整備・運営や意識啓発、市町村支援等に取り組んで
きました。また、県民等によるデータ利活用の促進に
向け、行政データのオープン化推進に取り組んでいる
ところです。今後は、ＰＤＣＡによる計画の進捗管理
を行っていくほか、職員研修についても拡充し、デジ
タルに対応できる人材の育成に取り組んでまいりま
す。
　続きまして３、経済振興と県民生活についての
(4)、沖縄自動車道の割引継続についてお答えいたし
ます。
　沖縄自動車道のみに適用される独自料金は、県民や
観光客の移動利便性の向上はもとより、北部地域の振
興、さらには県経済全体の活性化にも寄与しておりま
す。そのため、県は、昨年８月及び11月に沖縄県市
長会及び沖縄県町村会と連名で関係要路へ要請したほ
か、去る２月15日にも、照屋副知事が宮里町村会会
長と共に国及び西日本高速道路株式会社等に対し、改
めて同制度の継続を求めたところであります。
　県としては、引き続き、関係要路に対して同制度の
継続を求めてまいります。
　続きまして６、北部圏域の振興についての(1)、北
部振興の取組についてお答えいたします。
　北部振興は、県土の均衡ある発展と持続可能な県土
づくりを推進する観点から重要と考えており、新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、公立沖縄北部
医療センターの整備による安定的な医療提供体制の構
築、国内外の来訪者等の増大にも対応する体系的な道
路整備やシームレスな交通体系の整備・拡充、世界自
然遺産に登録された沖縄島北部地域の環境保全と持続
的な利活用の両立を図る取組の推進などの施策を展開
することとしております。これらの取組を通じ、若者
が定着する魅力ある北部圏域の活性化を図ることとし
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ております。
　県としましては、引き続き、北部圏域市町村と連携
して、地域の活性化、魅力ある生活環境の整備や雇用
機会の創出に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(10)、性的少数者に
対する差別的発言についてお答えいたします。
　県では、令和３年３月に発表した沖縄県性の多様性
尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）の下、全ての県民の
尊厳を等しく守り、個々の違いを認め合い、互いに尊
重し合う共生社会づくりを目指して、啓発活動や相談
支援に取り組んでいるところであり、今回の一連の発
言については、国民の間で議論になっているものと認
識しております。
　同じく(11)、伊江島の遺骨調査及び遺骨収集につい
てお答えいたします。
　伊江島の遺骨調査等については、昨年10月に伊江
村から情報提供と現地確認等の要請があったことか
ら、県と遺骨収集情報センターにおいて、現地確認と
関係者への聞き取りなどを行っております。これを踏
まえ、県としては、国における遺骨調査が必要と判断
し、先月末に、厚生労働省に対して要請を行ったとこ
ろです。厚生労働省は、まずは職員を派遣して現地確
認を行うとしており、県としましては、遺骨調査等に
向けて、国と連携し対応してまいりたいと考えており
ます。
　次に３、経済振興と県民生活についての御質問の中
の(2)、令和５年度の年金額の改定についてお答えい
たします。
　国においては、先般、令和５年度の年金額改定につ
いて、法律に基づき、賃金及び物価の変動率等により
算定した年金額を示しております。この改定の影響を
受け年金だけでは生計維持が困難となる方に対して
は、自立相談支援機関等において適切な支援につなげ
るなど、個々の相談者のニーズを踏まえた、きめ細や
かな支援を提供してまいりたいと考えております。
　４、福祉・医療行政についての御質問の中の(1)の
ア、令和５年度のヤングケアラー対策について、４の
(1)のアと４の(1)イは関連しますので、恐縮ですが一
括してお答えいたします。
　令和５年度のヤングケアラー対策として、県では、
関係機関職員向けの研修を今年度に引き続き行うとと
もに、新たに関係機関や支援団体等と連携して適切な

機関へつなぐヤングケアラー・コーディネーターの配
置、ヤングケアラー本人や保護者からの相談に対応す
る相談支援体制の強化、ヤングケアラーなどの要支援
家庭への訪問支援などを行うこととしており、これら
の事業実施のため、約１億1400万円の予算を計上し
たところです。
　同じく(1)のウ、若者ケアラーの実態調査について
お答えいたします。
　ヤングケアラーが、その後もいわゆる若者ケアラー
として引き続き家族の世話をしている方がいることに
ついては認識しておりますが、県においては、昨年度
実施した教員向けアンケートや、今年度実施した児童
生徒向け実態調査の結果を踏まえ、まず、ヤングケア
ラーに対する相談支援体制の構築を進めてまいりたい
と考えております。
　なお、若者ケアラーに対する実態調査については、
国等の動向を注視してまいります。
　同じく(1)のエ、ヤングケアラー等の支援条例制定
についてお答えいたします。
　全国におけるヤングケアラーに対する支援条例につ
いては、令和５年１月31日時点で７道県で制定され
ており、その内容は、若者ケアラーを含めて対象とし
たもの、子供の権利擁護に包含したものなど様々な形
態となっております。沖縄県における独自の条例制定
の可能性については、県が今年度実施した実態調査の
分析結果や他県の事例等を踏まえ、調査研究してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢について(12)、ウクライナ避難民支援の現状
についてお答えします。
　令和５年２月21日現在、ウクライナ避難民の数
は、全国で2302人となっており、そのうち、既に出
国された方を除き16世帯23人が沖縄へ避難されてお
ります。避難民への支援としては、多言語による相談
窓口の設置、県営住宅の無償提供、一時滞在先での宿
泊支援、医療費支援、生活物資支援、商品券の配付な
どを実施しております。
　県としましては、引き続き、希望や支援ニーズの把
握に努めながら、県内で積極的に避難民支援を実施し
ている関係機関と連携し、きめ細かな対応を行ってま
いります。
　次に３、経済振興と県民生活についての(5)、沖縄
北部新テーマパークについてお答えします。

‒･108･‒



　民間事業者が進める沖縄北部新テーマパークでは、
今帰仁村と名護市にまたがるゴルフ場の跡地約56ヘ
クタールを改修し、自然環境を生かした整備が計画さ
れており、今月７日に起工式が行われました。同施設
の整備によって、多くの観光客の来訪が見込まれると
ともに、北部地域の観光資源と連携した周遊時間の増
による滞在日数の延伸や観光消費額の向上などが期待
されております。
　県としては、各地域や関係機関と連携し、同施設を
含む新たな周辺地域への周遊や特産品の販売促進など
波及効果を広げる取組を行ってまいります。
　次に６、北部圏域の振興について(4)のイ、具志川
島におけるリゾート開発についてお答えします。
　昨年12月に、伊是名村具志川島において、海上を
含め客室129棟が設置される世界の富裕層向けのリ
ゾート開発計画の報道がなされたことは承知しており
ます。その計画の第１段階として、2029年の開業を
目指し、水上区画のコテージ22棟、陸上区画に低層
の客室106棟の建設が予定されているとのことであり
ます。
　県としては、関係市町村と連携し、同計画に関する
情報の収集に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　２、行財政運営について
の(1)、令和５年度予算編成の基本的方針についてお
答えいたします。
　令和５年度は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
の取組を加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来につな
げていく重要な年であります。このため、「県民の命
と暮らしを守る感染症対策と県経済の再生」などを柱
とする６つの重点テーマを踏まえつつ、沖縄振興予算
に加え各省計上予算、より地方財政措置の有利な県債
の積極的な活用を図るとともに、変化する社会経済情
勢や県民ニーズを捉え、的確に対応するとの基本的な
考え方により予算を編成したところです。
　同じく２の(2)、公文書管理条例の制定についてお
答えいたします。
　県では、現在進めている公文書管理の在り方検討の
中で、課題等を整理し、他府県の先進事例も精査した
上で、条例制定に向けた取組を進めているところであ
ります。年度内には、関係部局等への公文書の在り方
検討に係る事前説明会を行い、次年度から、関係部局
等との意見交換や有識者からの意見聴取等の条例制定
に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、行財政運営につ
いての(3)、臨時制限区域の共同漁業権除外について
お答えいたします。
　令和５年９月の漁業権一斉切替えに向け、令和４年
９月29日付で県から利害関係人等に意見照会をした
ところ、同年10月31日付で地元漁協と沖縄防衛局か
ら、辺野古の臨時制限区域内は常時立入りが禁止され
るとともに、いわゆる漁船操業制限法により漁船の操
業が禁止されていること等を理由として、同区域を除
外するよう意見が出されております。
　県としましては、関係者からの意見及び現況を踏ま
え、漁業法に基づき検討した結果、同区域の除外につ
いて手続を進めているところであります。
　同じく２の(4)、高病原性鳥インフルエンザの防疫
対策についてお答えいたします。
　令和４年12月16日に県内で初めて発生した高病原
性鳥インフルエンザに対し、県は直ちに特定家畜伝染
病防疫対策本部を立ち上げ、建設業協会などの防疫協
定団体の協力を得て、迅速な防疫措置を行いました。
その結果、同年12月21日に防疫措置が完了し、令和
５年１月12日には移動制限を解除することができま
した。また、防疫対策を強化するため、２月７日に県
と養鶏団体で意見交換会を行い、今回の対応等につい
て改めて確認を行ったところであります。
　県としましては、特定家畜伝染病の侵入防止に向
け、引き続き、国や関係機関と連携し、危機管理体制
の強化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　２、行財政運営につ
いての(5)、再生可能エネルギー活用の取組について
お答えします。
　県では、再エネの主力である太陽光発電の導入拡大
に向け、離島における第三者所有モデル事業への補助
を実施しております。また、バイオマスにつきまして
は、令和３年に木質バイオマス発電所が稼働するな
ど、本県における導入拡大が進んでおります。さら
に、今年度は、水素及び水溶性天然ガスの利活用に向
けた可能性調査を行っているところです。
　県としましては、脱炭素社会の実現に向け、これら
の取組に加え、税制上の特例措置の活用促進等によ
り、民間事業者の投資を誘発し、クリーンエネルギー
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の導入拡大を促進してまいります。
　３、経済振興と県民生活についての(1)、電気料金
値上げに係る県の対策と要請後の国との調整状況につ
いてお答えします。
　県では、国の激変緩和措置の対象とならない特別高
圧受電契約に対する本県独自の支援により、事業者負
担の軽減及び価格転嫁の緩和を通じた企業活動の下支
えや家計への負担の軽減を予定しているところです。
また、県は、玉城知事を先頭に、市町村及び経済団体
と連携し、本県の特殊事情等を踏まえた、電気料金の
高騰抑制に向けた支援等を国に対して要請したところ
です。要請後も、電気料金が高くならざるを得ない本
県の特殊事情等について内閣府と意見交換をしてお
り、県としましては、引き続き、県民及び事業者負担
の軽減に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　鎌谷陽之君登壇〕
○警察本部長（鎌谷陽之君）　３、経済振興と県民生
活についての御質問のうち(3)、電動キックボード規
制緩和に係る安全対策についてお答えいたします。
　電動キックボードに関しましては、本年７月１日に
施行される改正道路交通法において、最高速度が20
キロメートル以下のものは特定小型原動機付自転車と
して16歳以上であれば運転免許が不要で運転できる
こととされ、また運転する際のヘルメット着用の努力
義務が課されたところであります。また、最高速度を
６キロメートル以下に設定されたものについては、特
例特定小型原動機付自転車として自転車が通行可能な
歩道を通行できるなど、自転車と同程度の新たなルー
ルが規定されたところであります。安全対策としまし
ては、学校や企業等における交通安全講話等の機会を
通して、電動キックボードに関する交通ルールの周知
を図っているほか、県、教育庁と連携し、高校生等に
対する自転車の安全教育と併せて、これらルールを周
知するなどの取組を進めているところであります。
　県警察では、法の施行に向け、引き続き県民に対す
る周知に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　３、経済振興と県民生活
についての(6)、国立自然史博物館誘致活動の状況と
取組の方針についてお答えいたします。
　国立自然史博物館の設立誘致については、これまで
機運醸成のためのシンポジウム開催などに取り組んで

きたところであり、今年度は、経済界の関係団体や学
識経験者等を構成員とする事業推進会議や全庁横断的
な取組を推進するための庁内連絡協議会を設置いたし
ました。また、執行部と県議会土木環境委員会による
米国の国立自然史博物館の視察や、事業推進会議委員
による国内視察などを実施したところです。令和５年
度においては、国全体の機運醸成を図るための東京で
のシンポジウム開催、県民会議の設立促進、国等への
働きかけ等を行うこととしております。引き続き、国
立自然史博物館設立の早期実現に向け、県民や経済団
体、学識経験者等、県全体が一丸となった取組を推進
してまいります。
　６、北部圏域の振興についての(2)、本島北部地域
における希少種の密猟、ロードキル対策についてお答
えいたします。
　県では、ヤンバルテナガコガネ等の密猟を防止する
ため、国、村、警察等の関係機関と連携したパトロー
ルの実施、ポスター等のツールを活用した普及啓発・
情報発信等に取り組んでおります。また、ヤンバルク
イナやケナガネズミ等のロードキル対策については、
道路へのアンダーパスの設置や視認性を高めるための
除草等を実施しております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、沖縄
島北部地域における希少種の密猟防止対策やロードキ
ル防止対策に取り組んでまいります。
　同じく６の(2)のイ、本島北部地域における外来動
植物の駆除についてお答えいたします。
　県では、本島北部地域の生物多様性の保全を図るた
め、生態系等への影響が懸念される外来種の防除を
行っております。マングースについては、平成12年
度から防除を行っており、北上防止柵以北の個体数が
減少し、ヤンバルクイナ等希少種の回復が見られてお
ります。タイワンハブについては、ヤンバル地域への
北上を防止するため、今年度から、名護市での捕獲を
強化するとともに、マングース北上防止柵を改良し、
外来蛇侵入防止機能を付加する工事を行っておりま
す。また、ツルヒヨドリ等の外来植物対策について
も、今年度から分布調査を行った上で除去等に着手し
ております。
　県としましては、今後も環境省や市町村と連携し、
本島北部地域における外来種対策に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　４、福祉・医療行
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政についての(2)、人工透析医療についてお答えしま
す。
　県は、八重山圏域における透析医療の提供体制につ
いて協議するため、医療機関、市町村、関係団体等に
よる八重山地区医療提供体制協議会を去る２月９日に
開催し、緊急時の応援・連携体制の構築、県立八重山
病院の受入れ患者数の拡大、民間医療機関の看護師等
確保への支援などの対応方針を決定いたしました。ま
た、北部圏域の透析医療の提供体制については、公立
沖縄北部医療センターの整備状況も踏まえつつ、北部
地区医療提供体制協議会を開催し、地域の関係者で対
応を協議してまいります。
　同じく４の(4)のア、イ及びウ、普通調整交付金の
乖離等についてお答えします。４の(4)のアから４の
(4)ウまでは関連しますので、恐縮ですが一括してお
答えさせていただきます。
　普通調整交付金については、平成30年度以降、５
年間にわたり、国の推計値と実際の交付額に大きな乖
離があり、収入不足に伴い国保財政に深刻な影響を与
えております。乖離した要因や推計値の算定根拠につ
いては、国から詳細な説明がない状況です。このた
め、去る２月８日に池田副知事が石嶺国保連合会理事
長、桑江市長会会長及び宮里町村会会長とともに、差
額の補塡に加え、乖離した要因や推計値の算定根拠を
明らかにするよう要請しており、国からは、調整交付
金の予算の状況を見ながら検討したいとの回答があっ
たところです。
　県としましては、引き続き、市町村及び国保連合会
と連携し、国保財政の安定化に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(5)、長寿県沖縄の復活に向けた取組に
ついてお答えします。
　健康長寿おきなわの復活に向けては、優先度が高
く、かつ、効果が大きい特定健診・がん検診の受診率
の向上、肥満の改善、アルコール対策を重点的に取り
組んできたところです。本県の平均寿命は延伸してい
るものの、20歳から64歳の働き盛り世代において、
年齢調整死亡率が全国に比べて高いことが全国順位を
下げる要因となっております。この世代に対する対策
が重要であり、その一環として企業等が従業員の健康
づくりに取り組む健康経営を推進しております。
　県としましては、これまでの対策を検証しつつ、引
き続き、健康長寿おきなわ復活に向けて官民一体と
なって取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。

　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　４、福祉・医療行
政についての御質問の中の(3)、八重山病院管理職の
退職及び今後の対策についてお答えいたします。
　八重山病院においては、副院長が一身上の都合によ
り退職し、院長については要望等に対する病院事業局
の対応に不満があるとして、３月末日で退職予定と
なっております。要望事項については、可能な限り実
現に努めているところですが、案件によっては時間を
要するものや実現が困難なものもあります。
　病院事業局としては、病院現場に赴き、これまで以
上に意見交換や説明を行うなど丁寧に対応することと
しており、今回の事案により八重山地域の医療へ支障
がないように対応してまいります。
　次に６、北部圏域の振興についての御質問の中の
(3)、伊平屋、伊是名診療所の建て替え等についてお
答えいたします。
　伊平屋、伊是名診療所の建て替えについては、現
在、病院事業局と保健医療部との間で、建て替え予算
に係る財源やスケジュール等について検討、調整を
行っているところであります。令和５年度は、地元自
治体とも連携し、移転建て替えに向けた計画を進めて
いきたいと考えております。また、診療所における機
器整備については、令和４年度に、伊平屋、伊是名診
療所を含む全県立離島診療所に電子カルテシステムの
導入を行ったところであり、今後も継続かつ計画的に
整備を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　５、教育行政についての中
の(1)のア及び(1)のイ、働き方改革推進課についてお
答えいたします。恐縮ですが５の(1)のアと５の(1)の
イは関連しますので、一括してお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員のメンタルヘルス対策及
び学校における働き方改革に係る施策をさらに強化・
推進するため、働き方改革推進課を設置いたします。
働き方改革推進課は、２つの班で構成され、課長以
下、健康管理班８人、働き方改革班４人の計13人の
体制となっております。働き方改革推進課では、国の
調査事業等を活用したメンタルヘルス対策に取り組む
とともに、学校における業務改善による負担軽減を推
進することにより、教職員が心身の健康を維持し、教
育活動に専念できる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(1)のウ、教職員の精神疾患の原因と対策に
ついてお答えいたします。
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　精神疾患による休職の要因については、職務内容に
起因するものだけではなく、家庭の状況や生活環境
等、様々な背景があると考えられます。
　県教育委員会としましては、教員が心身の健康を維
持し、教育活動に専念できる労働環境を構築すること
は重要であると認識しており、国の公立学校教員のメ
ンタルヘルス対策に関する調査研究事業も活用しなが
ら、教職員のメンタルヘルス対策の取組を推進してま
いります。
　同じく(2)、教職員定数の改善等についてお答えい
たします。
　学校における負担軽減を図るためには、教職員定数
の改善が必要であると考えており、全国都道府県教育
長協議会等を通して、国に要望しているところであり
ます。採用者数を増やす取組につきましては、教員採
用試験の制度改革等に取り組んでいるところであり、
令和５年度は新規採用予定者数を大幅に増やしてきた
ところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き、新規採用者
の確保に取り組んでまいります。
　同じく(3)、学校への産業医の配置についてお答え
いたします。
　産業医の配置は、教職員の心身の健康を守り、安
全・快適な職場環境を確保するために重要であると認
識しております。県教育委員会では、毎年、市町村立
学校及び県立学校における産業医の配置状況について
調査を行い、その結果を踏まえ、市町村教育委員会に
産業医の配置を促しているところであります。引き続
き、労働安全衛生管理体制の整備について市町村教育
委員会に働きかけてまいります。
　同じく(4)、学校における５類引下げ後の対応につ
いてお答えいたします。
　文部科学省の通知によると、マスクの着用について
は、令和５年４月１日以降「マスクの着用を求めな
い」とされており、本人の意思に反してマスクの着脱
を強いることがないよう周知しているところでありま
す。５類引下げ後も、身体的症状を訴える子や悩みを
抱える子には、学級担任や養護教諭等を中心としたき
め細かな健康観察等により、児童生徒の状況を的確に
把握するとともに、学校医やスクールカウンセラーと
も連携しながら、関係教職員がチームとして児童生徒
の身体、心のケアに取り組んでまいります。
　同じく(5)、平和学習についてお答えいたします。
　戦後77年が経過し、戦争の風化が叫ばれる中、沖
縄戦の悲惨な実相や教訓を正しく後世に継承すること
は重要なことであります。県教育委員会では、平和教

育を主要施策に位置づけており、各学校においては、
各教科での取組のほか、慰霊の日に向けた特設授業や
戦跡巡り等を実施するなど、学校の教育活動全体を通
して平和学習を行っております。戦争体験者が高齢化
し、語り部が少なくなるなどの課題はありますが、今
後とも関係機関と連携し、平和教育を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　６、北部圏域の振興
についての(4)のア、伊平屋空港整備事業についてお
答えいたします。
　伊平屋空港については、就航見込みのある航空会社
との意見交換や需要予測などの確認・検証及び関係機
関との調整に取り組んでいるところであります。引き
続き、意向取付けや需要予測、費用対効果の確保な
ど、事業化の課題解決に向け、伊平屋村、伊是名村と
連携し、早期事業化に向け、取り組んでいきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　それでは少しだけ再質問といいます
か、意見とかを述べさせていただきたいと思います。
　まず、知事の政治姿勢についての(9)、相次ぐオス
プレイのクラッチの不具合の問題についてなんです
けれども、米軍は、去年の８月に、このＣＶ22のク
ラッチの不具合で事故が相次いでいるということで飛
行停止をしていますけれども、沖縄に配備されている
ＭＶ22については、そのときは停止しなかったんで
すね。結局、今年の２月になって、クラッチの交換が
必要ということで飛行停止をした。それが、沖縄県内
にあるものがその対象になったかというのは分からな
いということではあるんですけれども、そういう措置
が行われたと。防衛省あるいは米軍は、予防措置で
あって問題はないと言っているんですね。機体の欠陥
ではないということを言っているんですけれども、こ
れは本当に信用できないですよね。2016年、名護市
の安部の海岸に墜落――米軍は不時着水と言っている
んですけれども、明らかな墜落ですね。私はあのと
き、米軍とか警察が来る前、現場に駆けつけて僅か
30メートルの手前でそれを見ましたよ。もう本当に
ばらばらですよね。あれが不時着水と言うのがおかし
いと思っているんですけれども。こういうことが起
こっているということですから、これがまた起こる可
能性があるとしか思えないんですね。
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　先ほど、問合せはしているけれども、沖縄の状況
は、沖縄が対象になっているかどうかはお答えいただ
けないということなんですが、これはそうなんです
か。もう一度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　沖縄防衛局のほうに問
い合わせておりますけれども、繰り返しになります
が、このオスプレイのクラッチを原因とする特有の現
象の発生を予防するため、一定の使用時間を経過した
物は部品交換の対象となっているが、対象となる機体
の部品や機種などの詳細は米軍の運用体制に関するこ
とで、これはお答えできないということでございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　まあそういう状況なんですね。説明
もないという状況ですね。そんな中で再開すると。こ
れに対して浜田防衛大臣は、飛行停止を米軍に求める
ことは考えていないと言っているんですね。本当にこ
れは県民の安全よりも、米国への追従を優先している
としか思えないんですね。本当に怒りしかないんです
けれども。このことについて防衛省は、米軍に対し
て、今そういうふうに言われたとしても、やっぱり県
民に対してしっかり説明する必要がありますから、毅
然とそれを求めていく。これ続けていただきたいんで
すね。回答が得られるまで。ぜひお願いしたいと思い
ます。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　このＭＶ22オスプレ
イに関する情報提供を求めておりますけれども、現時
点で回答はいただけていないということではございま
すが、県としては粘り強く回答を求めてまいりたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　よろしくお願いします。
　次行きます。
　(15)のマイナンバーカードについてなんですけれど
も、このマイナンバーカード、これが必要だというこ
とは、県の立場としても普及に努めているということ
は分かるんですが、やっぱりこういった、いわゆる強
制といいますか、そういった状態が実際に起こってい
るということでありまして、これ何日でしたか、１
月、２月にこんなふうに新聞に載っているんですね。

「マイナ普及にアメとムチ」ということで、「取得者
限り「給食無料」」、岡山県の備前市というところな
んですけれども、世帯全員がマイナンバーカードを取
得している場合に限って、子供の学校給食費を、保育
料を無償化にするとか。あるいは河野デジタル相が、
各省庁がデジタル関連の補助金を自治体に配るかどう
かを審査する際、マイナンバーカードの普及状況を考
慮するよう要請したと。こういうふうにマイナンバー
カードにひもづけて、それを強制するようなことが起
こっている。そのことについて県民へのそういった不
利益が生じてはならないと思うんですよね。普及をす
る、これは分かりますけれども、やはりそういったこ
とも考慮しながら県は普及についても進めていく必要
があると思いますが、部長いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　やはり国のほうでそのマイナンバーカードのメリッ
ト、それをしっかりと国民の皆様に丁寧に説明すると
いうことが大切だと思います。コンビニでの各種証明
書の交付でありますとか、健康保険証を活用すること
によって、例えば転職、結婚、ライフイベントのとき
に健康保険証の発行を待たなくてもいいとか、あるい
は運転免許を持たない方々、学生さんでも公的な身分
証明書として活用することができると。そういう様々
なメリットがございますので、そういったところを
しっかりと国民に丁寧に説明するというところが大切
だと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。
　もう時間がありませんので、最後に地位協定の改
定、最初に戻ります。
　地位協定の改定とそれから抗告訴訟についてなんで
すけれども、地位協定の改定についてはずっと沖縄が
声を上げても全くそれをしないと、それで60年間改
定を一度もしていない。それから抗告訴訟について
も、防衛局の私人なりすましで、申立てに対して国土
交通大臣が県の不承認を取り消したと。こういう状況
が起こっているんですね。どうせ負けるから無駄な裁
判はすべきでないとか言いますけれども、負けるつも
りでやっているわけじゃないですよ。県民が声を出し
ていく、国や国民に訴えていく。これを続けることを
諦めるのが負けることだと私は思うんですよね。しっ
かりと、これからも毅然とそういうことに対応して
いっていただきたい。それをお願いして質問を終わり
たいと思います。
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　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　皆さん、こんにちは。
　日本共産党の比嘉瑞己です。
　今議会では、多くの会派が安保関連３文書に関する
質問を取り上げております。今、新しい戦前と言われ
るくらい、岸田政権が軍事的な緊張を高めるような、
そうした姿勢を示す中、玉城デニー知事が地域外交室
に象徴されるような外交努力による平和の構築を示し
ていこうというこの姿勢に、多くの県民、そして全国
の人々が希望を感じているのではないでしょうか。知
事におかれましては、沖縄が平和の発信拠点になれる
ように県政運営に努めていただきたいと要望をするも
のです。
　それでは、日本共産党県議団を代表して質問を行い
ます。
　初めに、知事の政治姿勢について。
　(1)、安全保障３文書と沖縄について伺います。
　ア、安保３文書は南西諸島の自衛隊配備強化や日米
軍事一体化など、沖縄の軍事要塞化を加速させるもの
であります。有事が起きれば、沖縄が報復攻撃の対象
となり、標的の島となってしまいます。沖縄を再び戦
場にさせてはならない。敵基地攻撃能力（反撃能力）
を行使できるミサイル配備について反対するべきだと
考えます。知事の見解を伺います。
　イ、敵基地攻撃能力を保有する自衛隊配備の増強
は、専守防衛や抑止力といった従来の政府説明とも全
く異なる問題です。宮古、八重山、与那国をはじめと
する沖縄への自衛隊配備増強を認めるべきではありま
せん。見解を伺います。
　ウ、政府は、国家安全保障戦略によって、南西諸島
の民間空港や港湾の軍事利用を狙っております。有事
だけでなく平時からの使用を可能とするものであり、
県民生活や県経済への活動にも重大な影響を与えま
す。民間空港・港湾の軍事利用を認めるべきではあり
ません。見解を伺います。
　エ、浜田靖一防衛大臣は、下地島空港の自衛隊利用
について協力を求めていく考えを示しております。今
年１月には、在沖米海兵隊が同空港の使用届を提出い
たしました。同空港の管理権は沖縄県知事にありま
す。下地島空港の軍事利用を認めない屋良覚書を遵守
させるような条例が必要ではないでしょうか。見解を
問います。
　オ、知事のトークキャラバンは、沖縄の米軍基地問
題を日本全体の問題として考えてもらう重要な役割を

果たしています。これまでの成果と今後の取組を問う
ものです。
　カ、ワシントン事務所は、辺野古新基地建設問題だ
けでなくＰＦＡＳの問題などでも、米国政府や米国連
邦議会等への情報収集や働きかけが強化されてまいり
ました。これまでの成果と今後の展開について問うも
のです。
　キ、国際社会の紛争は軍事的対抗で激化させるので
はなく、地域の全ての国を包摂する外交努力による平
和の構築が求められております。新設される地域外交
室における知事の決意を問うものです。
　ク、玉城デニー知事の新しい建議書を実現するため
にも、国連等の関連機関やＡＳＥＡＮ（東南アジア諸
国連合）の会議を誘致してはいかがでしょうか。見解
を伺います。
　(2)つ目に、辺野古新基地建設問題をめぐっては、
３度にわたる県知事選挙や、全ての市町村が参加した
歴史的な県民投票でも埋立反対の圧倒的な民意が示さ
れております。沖縄の平和的生存権や自己決定権の正
当性について、知事の訪米行動や国連要請などで国際
社会に訴えるべきであります。見解を問います。
　(3)つ目に、戦没者の遺骨を埋立てに使わせないこ
とについて伺います。
　ア、戦争の記憶を風化させないために、開発行為か
ら遺骨を保全する県条例の進捗状況についてお聞かせ
ください。
　イ、沖縄戦跡国定公園の区域改定の進捗状況を問う
ものです。
　次に、那覇軍港の移設問題について伺います。
　ア、防衛省は浦添移設後も、オスプレイ等の米軍機
の離着陸や訓練は使用主目的に合致していると容認を
しております。基地機能強化となる那覇軍港は早期閉
鎖・無条件撤去を求めるべきであります。見解を問い
ます。
　イ、那覇港港湾計画改訂に当たって、沖縄県の環境
部は環境保全措置についての意見を付しました。その
内容と今後の対応について問うものです。
　次に、新・沖縄21世紀ビジョンの実現に向けて伺
います。
　(1)、2023年度予算について伺います。
　ア、新年度予算編成の特徴と重要政策をお聞かせく
ださい。
　イ、沖縄振興予算及び一括交付金減額の影響と対策
について問うものです。
　ウ、政府が県を通さず直接市町村等に補助をする沖
縄振興特定事業推進費は、国の市町村への関与を強
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め、沖縄県の自主性を弱めるものではありませんか。
推進費の予算の推移と県の見解をお聞かせください。
　(2)、沖縄の自立的発展のためには、県内循環型の
経済を構築すべきだと考えます。新年度の取組につい
て伺います。
　(3)、亜熱帯海洋性気候を生かした持続可能な農林
水産業を振興し、食料自給率の向上や生産者支援を強
化すべきです。新年度の取組を伺います。
　(4)、県民所得向上のために、最低賃金の引上げや
非正規雇用率の改善、中小企業への支援強化が求めら
れております。新年度の取組はどうでしょうか。
　(5)、労働環境の改善について３点お聞かせくださ
い。
　ア、公共工事における総合評価落札方式において、
賃上げを表明した企業や賃上げを実施した企業に対す
る評価点を加点すべきだと考えます。対応を伺いま
す。
　イ、公契約条例を実効性あるものにするために、労
働者の実態把握が必要です。見解をお聞かせくださ
い。
　ウ、会計年度任用職員の再度の任用について改善を
求めてまいりました。知事部局と教育委員会の対応に
ついて問うものです。
　(6)、気候危機打開に向けた温室効果ガス削減計画
と、離島を含めた再生可能エネルギー導入の取組につ
いてお聞かせください。
　(7)、離島振興について２点伺います。
　ア、医療提供体制の強化に向けた取組をお聞かせく
ださい。
　イ、離島航空路・航路の安定性維持に向けた施策を
問うものです。
　次に、物価高騰への緊急対策について伺います。
　(1)、中小企業・小規模事業者への事業継続に向け
た県独自の支援策を問うものです。
　(2)、農業・漁業への資材・飼料・燃油高騰に対す
る支援策を問うものです。
　(3)、沖縄電力による電気料金値上げ申請につい
て、島嶼県である沖縄の特殊事情等も考慮した緊急支
援を国に求めるべきです。見解を問います。
　(4)、水道料金値上げを回避するための企業局の対
策を問います。
　４、沖縄県差別のない社会づくり条例（ヘイトス
ピーチ防止条例）について伺います。
　(1)、玉城県政は多くの県民からの意見要望も聞き
ながら、条例制定へと取り組んでまいりました。県民
の意見をどのように反映させたのでしょうか。全ての

人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会づくりを
目指す知事の決意をお聞かせください。
　(2)、ヘイトスピーチやインターネット上での差別
を許さないための対処方法について問うものです。
　(3)、県民や有識者からは罰則規定を求める声も強
くあります。条例の実効性を検証しながら、罰則規定
の導入についても検討は必要ではありませんか。
　続いて、ＰＦＡＳ問題について伺います。
　(1)、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）の規制につい
て、日本政府は現行の暫定目標値１リットル当たり
50ナノグラムよりも緩い、ＷＨＯのガイドライン値
を参考とした議論が行われています。県民の命と健康
を守るためにも、厳格な基準値の策定を国に求めるべ
きです。見解をお聞かせください。
　(2)、在沖米軍基地周辺でＰＦＡＳ汚染が確認さ
れても、基地内への立入調査が拒まれております。
2013年、米国防総省は、国外の軍事施設による環境
汚染の修復について国防総省指針を発表しました。米
国防総省指針の沖縄への適用並びに日米地位協定の改
定について、知事は訪米行動で直接訴えるべきだと考
えます。見解をお聞かせください。
　(3)、県民の安全・安心を守るためにも、ＰＦＡＳ
の水質と土壌の実態調査を行うべきです。また、県と
しても住民の血中濃度検査を実施して、国に責任ある
対策を求めるべきと考えます。見解をお聞かせくださ
い。
　(4)、米国では下水汚泥でのＰＦＡＳ残留について
も法規制をする計画です。県内の下水汚泥の活用状況
や今後の対策をお聞かせください。
　次に、国立自然史博物館の誘致について質問いたし
ます。
　(1)、沖縄に国立自然史博物館を創設するに当たっ
て、その機能や役割についての基本構想が重要だと考
えます。アジアの現在と未来に貢献するための自然史
科学の研究教育拠点としての役割を重視すべきではあ
りませんか。今後の取組をお聞かせください。
　次に、赤土等流出防止対策について質問いたしま
す。
　(1)、環境保全目標及び流出削減目標の達成状況に
ついてお聞かせください。
　(2)、赤土等流出量の約８割が農地からの流出で
す。農家支援と合わせた環境面での営農対策を強化す
ることが必要ではありませんか。見解を問います。
　次に、公共交通政策について伺います。
　(1)、沖縄本島縦貫鉄道の進捗状況について問うも
のです。
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　(2)、次世代型路面電車ＬＲＴ、また連節バスＢＲ
Ｔ、地域コミュニティーバス等との連携など、利便性
の高いフィーダー交通ネットワークの構築について新
年度の取組を問うものです。
　(3)、公共交通の利便性の向上、そして利用促進の
ために、ＩＣカード乗車券ＯＫＩＣＡの乗り継ぎ割引
をこの間ずっと求めてまいりましたが、県の見解を改
めてお聞かせください。
　最後に、長寿県沖縄の復活について伺います。
　(1)、都道府県別平均寿命で、沖縄県の平均寿命が
男性43位、女性16位に後退いたしました。課題と
なっている働き盛り世代への対策を強化すべきです。
見解を問います。
　(2)、自殺率との相関関係について県の見解とその
対策を問うものです。
　残りの時間は、再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　比嘉瑞己議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
オ、トークキャラバンの成果と今後の取組についてお
答えいたします。
　私の知事就任後、令和元年度から実施しています
トークキャラバンでは、「沖縄から伝えたい。米軍基
地の話。Ｑ＆ＡＢｏｏｋ」などの資料を活用しながら
講演をしており、これまでオンラインの開催を含む国
内９つの都市において、多くの方々に聴衆として参加
していただき、またパネラーとして登壇をしていただ
きました。トークキャラバン開催後には、登壇者が参
加する団体が、全国1746の地方議会に普天間基地の
本土への引取りを柱とした陳情書を送付するなど、沖
縄県や県民の取組に呼応した共感の輪が広がりつつあ
ると考えております。
　沖縄県としては、引き続き、トークキャラバン等を
通じて、沖縄の基地問題の現状等について広く発信
し、国民の皆様に自分事として考えていただけるよう
取り組んでまいります。
　次に(1)のキ、地域外交室の設置への決意について
お答えいたします。
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示
しているとおり、沖縄県独自の歴史的・文化的特性等
のソフトパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物
流、環境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な
分野における国際交流を通じて築いてきたネットワー
クを最大限に活用し、アジア太平洋地域の平和構築と

相互発展に向けて、平和的な外交・対話により積極的
な役割を果たしていきたいと考えております。これら
の取組などを通して、アジア太平洋地域における緊張
緩和と信頼醸成にも資する独自の地域外交を展開する
ため、地域外交室を設置するものであります。
　次に４、沖縄県差別のない社会づくり条例（ヘイト
スピーチ防止条例）についての御質問の中の(1)、条
例制定の取組についてお答えいたします。
　沖縄県では、全ての人の人権が尊重され、差別や偏
見のない社会の実現を目指すため、これまで条例制
定に向けて取り組んでまいりました。条例骨子案に
ついては、令和４年12月５日から令和５年１月６日
にかけて県民意見募集を行い、157の個人・団体から
475件の貴重な御意見をいただいています。いただい
た様々な御意見を参考に、社会全体で不当な差別の解
消を推進し、不当な差別のない社会の形成を図ること
を目的とする沖縄県差別のない社会づくり条例案を作
成し、今議会に上程したところであります。条例案で
は、本邦外出身者等に対する施策に加え、インター
ネット上や県民であることを理由とする不当な差別的
言動に関する施策、性的指向または性自認を理由とす
る不当な差別に関する施策を講じていくこととしてお
ります。全ての人への不当な差別は許されないことを
宣言するとともに、人々が互いに人格と個性を尊重し
合いながら共生する心豊かな社会の実現を目指し、た
ゆみない努力をすることを決意し、今後の取組をしっ
かり推進してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついて(1)のア、反撃能力の配備についてお答えいた
します。
　いわゆる安保関連３文書においては、これまでの防
衛政策から大きな転換となる反撃能力の保有が記され
ております。反撃能力を有する部隊の沖縄への配備に
ついては、明らかではありませんが、県としては、従
来の政府の国会答弁と整合性が取れず、さらに専守防
衛を逸脱することになるのであれば、反撃能力を有す
るミサイル等の県内配備は、さらなる基地負担の増加
につながり、県民の理解も得られないことから、反対
することになると考えております。
　同じく１の(1)のイ、自衛隊の配備及び増強につい
てお答えいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
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の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。このような中、いわゆる
安保関連３文書においては、「南西地域における防衛
体制を強化する」等、本県に関わる記述も多く見られ
ます。
　県としては、現状は必ずしも十分に住民合意が得ら
れているとは言い難い状況にあると考えており、政府
に対して、地元の理解と協力が得られるよう丁寧に説
明を行うとともに、地元が意見表明ができるよう、必
要な協議を行うことを引き続き求めてまいりたいと考
えております。
　１の(1)のウ、民間空港・港湾の軍事利用について
お答えいたします。
　国家安全保障戦略では、「有事の際の対応も見据え
た空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り
等を行う」等と記されております。県としては、自衛
隊等の利用により、離島の空港・港湾の民間利用に支
障があってはならないと考えており、特に下地島空港
については、屋良覚書等の趣旨を条例へ反映させるこ
とができるのか、研究を進めることとしております。
また、政府に対して、地元の理解と協力が得られるよ
う丁寧に説明を行うとともに、地元の意見表明ができ
るよう、必要な協議を行うことを引き続き求めてまい
りたいと考えております。
　同じく１の(1)のカ、ワシントン駐在の成果と展開
についてお答えいたします。
　ワシントン駐在は、米国政府や連邦議会関係者等に
対し、辺野古新基地建設の技術的課題をはじめ、米軍
基地周辺のＰＦＯＳ等の問題、軍人・軍属による事
件・事故などを説明し、沖縄の基地問題の解決を求め
るなど、精力的に働きかけを行っております。令和
４年度は12月末時点で、既に令和３年度を上回る約
1300人と面談等を行っております。その結果、米国
のメディア関係者が沖縄の基地問題を取材するために
来県し、知事にインタビューを行うなど、ワシントン
駐在の地道な働きかけにより、沖縄の基地問題への認
識が米国内で広がりつつあると考えております。引き
続き、沖縄の米軍基地問題に関する情報収集・情報発
信を行うとともに、米国政府や連邦議会関係者等に対
するさらなる働きかけ、安全保障分野における有識者
等との連携にも取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
　同じく１の(1)のク、国際機関やＡＳＥＡＮの会議
を誘致することについてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におい
て、アジア太平洋地域の安定・発展に資する国際機関

の誘致に努めることを位置づけており、新たな建議書
においては、独自の歴史や多様性を持つ沖縄を最大限
活用し、平和的な外交・対話によってアジア太平洋地
域の緊張緩和と信頼醸成を図ること等を政府に求めて
いるところです。また、去る12月に県が主催したシ
ンポジウムにおいても、登壇者から国際機関設置の意
義やＡＳＥＡＮとの連携の重要性が指摘されておりま
す。現在、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に
寄与することを目的とするアジア太平洋地域平和連携
推進事業を実施しているところであり、国際的な機関
や会議の誘致も含め、引き続き取り組んでまいりたい
と考えております。
　同じく１の(2)、辺野古新基地建設問題の国際社会
等への訴えについてお答えいたします。
　沖縄の基地問題の解決を図るためには、日本政府の
みならず、一方の当事者でもある米国政府に対して
も、知事が直接出向き、訴え続けることが重要である
と考えております。昨年11月の米国中間選挙により
新議員が選出されたことや、いわゆる安保関連３文書
や２プラス２共同発表で示された沖縄をめぐる状況を
考慮すると、知事による３月中の訪米が必要であると
考えており、現在、検討を進めているところでありま
す。また、国連や国際社会に対し、辺野古新基地建設
問題が民主主義や地方自治の問題でもあることや沖縄
の基地問題の現状などを幅広く発信することにより、
辺野古新基地建設問題や米軍基地に関連する課題等の
解決の糸口にしたいと考えております。
　同じく１の(4)のア、那覇港湾施設の早期閉鎖及び
無条件返還を求めることについてお答えいたします。
　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、基地
と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさら
なる基地負担を強いるものであり、決して容認できま
せん。このため、県は日米両政府に対し、航空機の離
着陸や訓練を一切行わないよう求めているところであ
ります。また、県としては、同施設の返還が実現され
れば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に
寄与すると考えており、これまでの経緯を踏まえつ
つ、今後とも移設協議会などにおいて、関係機関と協
議を行いながら対応してまいります。
　次に５、ＰＦＡＳ汚染問題についての(2)、訪米に
おけるＰＦＯＳ問題への訴えについてお答えいたしま
す。
　県は、ＰＦＯＳ等の汚染源である蓋然性が高い嘉手
納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセンへの立
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入り申請を行っておりますが、いまだ実現しておりま
せん。このため、国及び米軍に対し再三にわたり、基
地内への立入調査の実現などを強く求めているところ
であり、現在検討中の知事の訪米においても、ＰＦＯ
Ｓ等に関する基地内への立入り等について取り上げる
方向で検討しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
についての(1)のエ、屋良覚書の条例化についてお答
えいたします。
　県では、屋良覚書及び西銘確認書に基づき、下地島
空港を人命救助、緊急避難等、特にやむを得ない場合
を除き、民間航空機に使用させる方針で管理運営して
おります。
　県としては、引き続き両文書に基づき空港の管理運
営を行いながら、その趣旨をどのように条例へ反映さ
せることができるのか、関係部局と連携し、研究を進
めていきたいと考えております。
　次に２、新・沖縄21世紀ビジョンの実現について
(5)のア、総合評価落札方式における賃上げを実施す
る企業等に対する加点措置についてお答えいたしま
す。
　土木建築部では、建設業の賃金上昇に向けた取組と
して、令和４年２月から「労務費見積り尊重宣言」促
進モデル工事を試行しております。この取組は、元請
企業が下請企業へ見積依頼する際に、下請企業から労
務費を内訳明示してもらい、これを尊重するとの宣言
を公表した元請企業を、総合評価落札方式において加
点評価するものであります。また、賃上げを実施する
企業等の加点措置については、国等の実施事例を参考
に、効果的な取組を検討してまいります。
　次に５、ＰＦＡＳ汚染問題について(4)、県内の下
水汚泥の活用状況と今後の対策についてお答えいたし
ます。
　県内の下水処理場から発生する下水汚泥は、肥料と
して活用されております。ＰＦＡＳについては、水道
水中の水質管理目標設定項目の暫定目標値としてＰＦ
ＯＳ、ＰＦＯＡの合計が１リットル当たり50ナノグ
ラムとされる一方、下水汚泥に係る基準や目標値は定
められておりません。今後も国の動向を注視しつつ、
引き続き下水汚泥に含まれるＰＦＯＳ等の把握に努め
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(3)のア、遺骨を保
全する条例の制定についてお答えいたします。
　戦没者の遺骨収集については、戦没者遺骨収集推進
法により、国の責務であることが明記されておりま
す。戦没者遺骨に関する条例の制定については、同法
の趣旨等から、規制型には課題があると考えておりま
す。一方で、さきの大戦で犠牲となった戦没者の遺骨
の尊厳を守ることは重要な課題であると考えており、
理念型の条例等を含め、検討しているところでござい
ます。
　次に４、沖縄県差別のない社会づくり条例（ヘイト
スピーチ防止条例）についての御質問の中の(2)、対
処方法についてお答えいたします。
　条例案では、本邦外出身者等に対する不当な差別的
言動が行われた場合、その内容の概要や氏名または名
称を公表することで、県民の理解を深めるための啓発
を行うこととし、本邦外出身者等に対する不当な差別
的言動を容認しない社会環境を目指し、社会全体で解
消していくこととしております。インターネット上の
不当な差別的言動の解消については、インターネット
の適切な利用に関する教育及び啓発、インターネット
上の不当な差別的言動に関する相談体制の整備等、必
要な施策を講じてまいります。
　同じく(3)、条例の検証についてお答えいたしま
す。
　条例案では、不当な差別のない社会の形成を図るた
めに基本方針を定め、人権尊重の理念の普及啓発や専
門相談員による相談対応、法的な助言が必要な場合の
弁護士相談を実施するとともに、情報の収集、実態の
調査等を行うなど、差別の実情を踏まえた取組を行う
こととしております。条例施行後は、これらの取組の
効果を検証し、施行の状況について検討を加え、必要
があると認めた場合は、見直しを行うこととしており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)のイ、沖縄戦跡国定公園の区域の改定につ
いてお答えいたします。
　沖縄戦跡国定公園については、近年の活発な経済活
動に伴う社会基盤の整備や宅地化等の開発、平和祈念
と慰霊鎮魂の場としての在り方など、同公園を取り巻
く自然的・社会的条件が変化しており、糸満市からも
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見直しの要望があることから、今年度より区域改定に
係る公園計画の見直しに着手しております。今年度
は、自然公園の現況調査及び文献等による概況把握を
行っており、次年度以降、現況の補完調査、開発動向
及び地域の意向調査等を踏まえた公園計画案を作成
し、令和７年度を目途に区域の改定を行うこととして
おります。
　同じく１の(4)のイ、那覇港港湾計画改訂に係る環
境部意見と今後の対応についてお答えいたします。
　那覇港港湾計画書改訂案に係る沖縄県環境部意見で
は、那覇港管理組合管理者に対し、那覇港湾施設代替
施設を含む個別事業の実施に当たっては、事業者に事
業計画を踏まえた予測・評価を行わせるとともに、そ
の結果に応じて適切な環境保全措置を講じさせ、環境
影響の回避または低減に努めさせることなど、６項目
の意見を述べております。今後、個別事業の実施に当
たり、環境影響評価の手続が開始された際には、沖縄
県環境影響評価審査会の答申等を踏まえ、厳正に審査
を行い、環境保全の見地から必要な意見を述べてまい
ります。
　２、新・沖縄21世紀ビジョンの実現についての(6)
のうち、県の温室効果ガス削減計画についてお答えい
たします。
　県では、令和３年３月に県全体の温室効果ガス削減
対策等を定めた第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画
を策定し、2050年度までの脱炭素社会の実現を目指
して取り組んでいるところです。また、国が令和３年
10月に温室効果ガス削減計画を改定し、2030年度ま
での中期目標を2013年度比46％削減に引き上げたこ
とを受けて、本県においても、今年３月末を目途に同
目標を現在の26％削減から、新・沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画における展望値や本県の島嶼性に起因する
特殊事情等を踏まえた31％削減に引き上げるための
計画の見直しを行っているところです。
　５、ＰＦＡＳ汚染問題についての(1)、国における
ＰＦＡＳ基準の見直しについてお答えいたします。
　環境省においては、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの有害性の
知見が不十分であることやＷＨＯ、米国等で科学的な
議論が行われていることから、去る１月24日にＰＦ
ＯＳ・ＰＦＯＡに係る水質の目標値等を検討する専門
家会議を厚生労働省と合同で初開催したところです。
県は環境省と日頃からＰＦＯＳ等に係る情報共有を
図っており、当該会議についてもウェブで傍聴し、現
在のＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの暫定指針値を当面維持する
ことやその他のＰＦＡＳ類についても毒性評価情報の
収集を行うこと等について議論が行われたことを確認

しております。国においては、海外の動向や科学的知
見に基づき基準値等の設定を行うとしており、県とし
ては、引き続き国の検討状況を注視してまいります。
　同じく５の(2)、国防総省指針の適用についてお答
えいたします。
　米国防総省は、米国国外の国防総省施設の環境汚染
に関して、修復に必要な計画、予算の確保、環境の修
復の実施等に関する国防総省訓令を2013年に定め、
2018年には改定しております。日本環境管理基準Ｊ
ＥＧＳでは、環境汚染または環境修復基準を取り扱っ
ていないことについて、これらの事項は当該訓令にお
いて網羅されているためと記載されていることから、
在沖米軍においても当該訓令は適用されるものと理解
しております。一方、当該訓令においては、海外支援
プログラムによって引き起こされた環境汚染等を適用
除外とする規定があることから、県としましては、さ
らなる精査を行った上で対応を検討してまいります。
　同じく５の(3)、ＰＦＡＳの水質と土壌の実態調査
についてお答えいたします。
　県では、平成28年度に水道水源を除く県内の主要
河川や地下水の全県的なＰＦＯＳ等調査を実施し、平
成29年度からは高濃度のＰＦＯＳ等が検出された米
軍基地周辺でのＰＦＯＳ等水質調査を行っておりま
す。また、土壌中のＰＦＯＳ等については、基準値等
が定められていないものの、県民の生活環境保全の観
点から調査は必要と考え、令和４年12月に普天間飛
行場周辺等５地点で調査を実施し、去る２月15日に
その結果を公表したところであります。令和５年度に
は、基地周辺以外を含めた宮古、八重山地域も対象と
する全県的な水質と土壌中のＰＦＯＳ等調査を実施す
ることとしております。
　６、国立自然史博物館の誘致についての(1)、国立
自然史博物館誘致の今後の取組についてお答えいたし
ます。
　自然史博物館は、自然史標本の収集・整理・保管や
自然史標本に基づく自然史科学の研究、研究成果を活
用した展示・教育・普及という３つの機能・役割を併
せ持つ施設であります。また、日本学術会議によるマ
スタープラン2020の重点大型研究計画において、国
立沖縄自然史博物館は「自然史科学大学院を併設した
多機能・多目的施設、いわば「博物館を持つ研究・教
育施設」」として、東・東南アジアを中心に各国と連
携し、自然を調査し、収集した自然史標本を次世代へ
継承するとされています。
　県としましては、国立沖縄自然史博物館の研究教育
施設としての重要性について十分に認識しているとこ
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ろであり、引き続き設立誘致に向け、学識経験者等と
も連携した取組を推進してまいります。
　７、赤土等流出防止対策についての(1)、環境保全
目標及び流出削減目標量の達成状況についてお答えい
たします。
　沖縄県赤土等流出防止対策基本計画に基づく環境保
全目標と流出削減目標量の達成状況については、令和
４年度に最終評価を行っております。海域の赤土等の
堆積状況を指標とした環境保全目標は、監視海域76
海域のうち50％に当たる38海域で達成しており、ま
た、未達成の海域のうち19海域については、改善ま
たは改善傾向にあります。一方、流出削減目標量に
ついては、年間削減目標量約９万4000トンに対し約
２万8000トンの削減で、達成率は約30％となってお
ります。最終評価では、農地における赤土等対策の強
化や開発事業における赤土等対策の徹底などを課題と
しており、現在、これら課題を踏まえ３月末を目途に
次期基本計画の策定を進めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　２、新・沖縄21世紀ビ
ジョンの実現についての(1)のア、令和５年度予算の
特徴と重要政策についてお答えいたします。
　令和５年度予算については、「県民の命と暮らしを
守る感染症対策と県経済の再生」などを柱とする６つ
の重点テーマを踏まえつつ、沖縄振興予算に加え各省
計上予算、より地方財政措置の有利な県債の積極的な
活用を図ったところです。主な事業としては、大型Ｍ
ＩＣＥ施設をＰＦＩによる整備とし、ＰＦＩ法に基づ
く実施方針の策定及び地元市町村と連携しながらマリ
ンタウンＭＩＣＥエリアの形成に取り組むための事
業、那覇－粟国間などの小規模離島の離島航空路を確
保維持するためのチャーター便運航の支援のための事
業、電気料金の高騰対策として国の支援の対象となら
ない特別高圧受電事業者に対する支援のための事業を
はじめ、新規事業を幅広く計上しております。
　同じく２の(1)のイ、一括交付金減額の影響と対策
についてお答えいたします。
　令和５年度の沖縄振興予算については、前年度とお
おむね同水準の予算が確保されたものの、これまでの
度重なる減額により、特にハード交付金に関して、市
町村から事業の進捗遅れや新規事業の見送り、事業規
模の縮小を余儀なくされるなど、事業計画に大きな影
響が生じているとの声が多数上がっております。
　県としては、減額の影響を最小限にとどめるため、

市町村にも配慮した上で、限られた予算の効果的・効
率的な配分に努めているところです。あわせて、一括
交付金のこれまでの減額による影響を国へ訴えるとと
もに、市町村と緊密に連携し、一括交付金の増額確保
に向けて国へ働きかけてまいります。
　同じく２の(5)のウのうち、知事部局における会計
年度任用職員の再度の任用についてお答えいたしま
す。
　知事部局においては、会計年度任用職員の任用に当
たって、適正な公募期間を経てもなお人員確保が困難
となるなど、公務の運営に支障が生じる場合は２回を
超えた再度の任用ができることとし、去る１月19日
付で各部局宛て通知したところであります。なお、再
度の任用に当たっては、繰り返し任用の弊害等を踏ま
えて適切に対応する必要があるものと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　２、新・沖縄21世紀ビ
ジョンの実現についての(1)のウ、沖縄振興特定事業
推進費の予算の推移と県の見解についてお答えいたし
ます。
　特定事業推進費は、ソフト交付金を補完し、機動性
を持って迅速・柔軟に対応すべき市町村等の事業に対
して、国が補助するものとされております。予算額
は、令和元年度が35億円、令和２年度が70億円、令
和３年度が85億円、令和４年度が80億円、令和５年
度予算案が85億円となっております。
　県としては、市町村がソフト交付金と併せて同推進
費も効果的に活用し、新・沖縄21世紀ビジョン基本
計画に掲げた諸施策の着実な展開が図られるよう、引
き続き市町村の取組を支援してまいりたいと考えてお
ります。
　続きまして同じく(2)、県内循環型経済の構築の取
組についてお答えいたします。
　県が目指す自立型経済の構築に当たっては、移輸出
型産業で国内外から外貨を獲得し、その外貨が域内に
投下され、域内産業の活性化につながることが重要で
あると考えております。こうした認識の下、新年度に
おいては、観光の高付加価値化による観光収入の増
大、地産地消の推進、公共工事の地元企業への優先発
注、農産物の生産振興、地域資源を活用した特産品の
開発、輸送費の低減化など、域内経済循環を高める取
組を積極的に推し進めてまいりたいと考えておりま
す。
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　同じく(7)のイ、離島航空路・航路の安定性維持に
向けた取組についてお答えいたします。
　県では、離島航空路を確保・維持するため、令和５
年度当初予算において、那覇－粟国、石垣－多良間、
石垣－波照間の３路線の、チャーター方式による運航
に伴い生じた欠損に対して補助を行うための経費を計
上しているところであります。また、離島航路を確
保・維持するため、平成24年度から令和３年度まで
に13航路14隻の船舶建造または購入費に対して補助
を行ったところであり、引き続き、いまだ支援を受け
ておらず、かつ、支援を希望する航路への支援を着実
に実施していきたいと考えております。
　続きまして８、公共交通政策についての(1)、鉄軌
道導入の進捗状況についてお答えいたします。
　県においては、平成24年度に調査を開始して以
降、構想段階の計画書策定や費用便益比の精緻化等に
取り組んでおり、国においても、令和４年度からは県
が求める特例制度の調査検討が行われるなど、着実に
取組を進めているところです。国から課題とされてい
る費用便益比について、令和５年度には、さらなる向
上につなげるための調査を予定しており、引き続き鉄
軌道導入の必要性を丁寧に説明しながら、早期導入に
向けて国との協議を進めてまいります。
　同じく(2)、フィーダー交通ネットワークの構築に
ついてお答えいたします。
　次世代型路面電車ＬＲＴについては、現在、市町村
において検討されており、連節バスについては、今年
度、沖縄総合事務局において検討会を開催し、導入可
能性について検討しているところであります。
　県としては、利便性の高いフィーダー交通ネット
ワークの構築に向けて、本島の圏域ごとに議論の場を
設定しており、その取組の中で、ＬＲＴなど様々なシ
ステムを含め、地域にふさわしい公共交通ネットワー
クの在り方について、引き続き市町村と協働で検討を
行っていくこととしております。
　同じく(3)、ＯＫＩＣＡを利用した乗り継ぎ割引の
導入についてお答えいたします。
　県としては、公共交通の利便性向上及び利用促進の
観点から、ＯＫＩＣＡを利用した乗り継ぎ割引につい
て、導入を検討する必要があると認識しております。
検討に当たっては、バスやモノレールの利用者の乗降
に関する現状を把握する必要があります。ＯＫＩＣＡ
を利用した乗り継ぎ割引の導入については、交通事業
者の判断によるものであることから、今後は、交通事
業者、国、市町村、県等で構成する沖縄県公共交通活
性化推進協議会において、現状を踏まえた議論を深め

てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、新・沖縄21世
紀ビジョンの実現についての(3)、農林水産業の振興
に向けた新年度の取組についてお答えいたします。
　県では、食料自給率の向上や生産者の経営安定な
ど、持続可能な農林水産業の振興に向けて、生産供給
体制の強化や担い手の確保と経営力強化等に取り組ん
でいるところであります。令和５年度当初予算案にお
いては、沖縄型耐候性園芸施設整備事業等によるおき
なわブランドの確立と生産供給体制の強化に取り組む
ほか、次世代農業の人材育成の拠点となる県立農業
大学校移転整備事業に約53億5000万円を計上するな
ど、各種事業に取り組むこととしております。
　続きまして３、物価高騰への緊急対策についての
(2)、農業・漁業の物価高騰対策についてお答えいた
します。
　県では、肥料・畜産用飼料・漁業用燃油・養殖用配
合飼料を対象に支援を実施しております。今年度措置
した予算額については、県独自の上乗せ分として、
肥料分が２億5688万円、畜産飼料分が13億8292万
円、水産関連分が２億1513万円、合計18億5493万
円となっております。生産者への支払いについては、
粗飼料分は昨年11月から、肥料分は12月から、配合
飼料価格安定制度の農家積立て分は本年１月から、漁
業用燃油分は２月から支払いを開始したところです。
また、畜産及び養殖用の配合飼料分の支払いは、３月
から開始見込みとなります。
　県としましては、引き続き、資材高騰対策の円滑な
推進に努めてまいります。
　続きまして７、赤土等流出防止対策についての
(2)、赤土等流出防止の営農対策についてお答えいた
します。
　農地からの赤土等流出防止対策については、土木的
対策、営農的対策があり、その両面から総合的に取り
組む必要があります。土木的対策としては、水質保全
対策事業等により、圃場の勾配抑制や沈砂池等の整備
を行っております。営農的対策としては、一括交付金
による赤土等流出防止営農対策促進事業により、重点
監視地域を中心として農業環境コーディネーターを育
成し、地域農家に対する緑肥作物の栽培、グリーンベ
ルトの設置、心土破砕などの普及を図っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
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　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　２、新・沖縄21世
紀ビジョンの実現についての(4)、所得向上のための
新年度の取組についてお答えします。
　県では、令和５年度において、ＩＴツールの導入支
援や事業承継の推進、県単融資事業による資金繰り支
援等、中小企業の稼ぐ力や経営基盤の強化を図るとと
もに、非正規雇用率の改善に向けて、企業に対する専
門家派遣等を行う正規雇用化促進事業などの各種施策
を行うこととしております。また、所得向上応援企業
支援事業では、所得向上に取り組む企業の認証やイベ
ントの開催等により、雇用者所得向上の機運醸成を
図ってまいります。これらの多面的な事業展開によ
り、県民所得の向上に取り組んでまいります。
　同じく２の(5)のイ、沖縄県の契約に関する条例を
実効性あるものにするための労働者の実態把握につい
てお答えします。
　県内労働者の実態につきましては、国が実施する賃
金構造基本統計調査などにより、賃金や労働時間等の
動向を把握しております。また、県が実施する労働条
件等実態調査により、県内事業所における女性管理職
の割合など、県内労働者の労働条件等の実態把握に努
めているところです。
　県におきましては、労働者の実態を踏まえ、労働環
境の改善につながる施策を検討・実施することによ
り、沖縄県の契約に関する条例の実効性を高めてまい
ります。
　同じく２の(6)、離島を含めた再生可能エネルギー
導入の取組についてお答えします。
　県では、再エネ導入効果の早期発現が期待できる離
島を対象に、今年度から、太陽光発電事業の展開に係
る補助を行うとともに、離島での水素利活用促進に向
けた可能性調査に取り組んでいるところです。令和５
年度は、離島を含めた県内全ての海域について、洋上
風力の導入に適した候補地等の調査事業を実施する予
定です。また、民間事業者による投資を誘発するた
め、国の各種補助制度及び税制上の特例措置の活用を
促進し、クリーンエネルギーの導入拡大に取り組んで
まいります。
　３、物価高騰への緊急対策についての(1)、中小・
小規模事業者の事業継続に係る支援策についてお答え
します。
　県では、物価高騰の影響を受けている中小・小規模
事業者に対し、事業継続のための支援金の支給や省エ
ネルギー化に資する設備の購入補助、中小企業セーフ
ティネット資金による資金繰り支援を実施しておりま

す。また、中小企業者等が持続的に成長を続けるため
には、稼ぐ力の強化が重要であることから、労働生産
性の向上につながるＩＴツールの導入支援などに取り
組んでいるところです。
　県としましては、引き続き、中小・小規模事業者の
事業継続に向けた取組を推進してまいります。
　同じく３の(3)、国への緊急支援の要請についてお
答えします。
　本県は化石燃料への依存度が高いことや、供給コス
トの高い離島を多く抱えることなど、電気料金が高く
ならざるを得ない特殊事情を抱えております。そのた
め、県では、玉城知事を先頭に、市町村及び経済団体
と連携し、本県の特殊事情等を踏まえた、電気料金の
高騰抑制に向けた支援及び再エネ導入への支援を国に
対して要請したところです。
　県としましては、引き続き、県民及び県内産業に与
える影響や支援ニーズ等を把握しながら、適切に対応
してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　２、新・沖縄21世紀ビ
ジョンの実現についての中の(5)のウ、会計年度任用
職員の任用についてお答えいたします。
　県教育委員会においては、会計年度任用職員の任用
の取扱いについて、任用の回数で応募を妨げることは
せず、採用の可否についても、平等取扱いの原則や成
績主義の下、客観的な能力実証を経て、再度の任用が
できることとしております。ただし、再度の任用に当
たっては、繰り返し任用の弊害を踏まえて、公務の運
営に支障がないよう適切に対応してまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　２、新・沖縄21世
紀ビジョンの実現についての中の(7)のア、離島の医
療提供体制についてお答えします。
　県は、離島における医療提供体制を確保するため、
離島で勤務する医師の養成、代診医の派遣、僻地診療
所の整備や運営の支援、急患搬送体制の構築、専門医
による巡回診療、離島住民に対する島外への通院費助
成など各種支援を行っており、引き続き、離島におけ
る医療提供体制の充実強化に取り組んでまいります。
　続きまして５、ＰＦＡＳ汚染問題についての(3)の
うち、ＰＦＡＳ血中濃度調査についてお答えします。
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　ＰＦＯＳ等の健康に与える影響については、環境省
が大規模疫学調査「子どもの健康と環境に関する全国
調査（エコチル調査）」を実施しており、今後研究結
果が公表される予定となっております。また、環境省
等においてＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門家会議
等が開催され、科学的根拠に基づくＰＦＡＳに対する
総合的な対応が検討されており、その動向を注視して
いきたいと考えております。
　続きまして９、長寿県沖縄の復活についての(1)、
働き盛り世代の対策についてお答えします。
　本県の平均寿命は延伸しているものの、20歳から
64歳の働き盛り世代において、年齢調整死亡率が全
国に比べて高いことが全国順位を下げる要因となって
おり、この世代の対策を強化していく必要があると認
識しております。県民一人一人の健康意識の定着に加
えて、健康づくりが実践できる環境整備が重要である
ことから、企業等が従業員の健康づくりに取り組む健
康経営を推進しております。
　県としましては、働き盛り世代の対策を強化し、健
康長寿おきなわ復活に向けて官民一体となって取り組
んでまいります。
　同じく９の(2)、自殺の状況と対策についてお答え
します。
　沖縄県人口動態統計によると、本県の令和２年の死
因別順位は、１位が悪性新生物、２位が心疾患で、自
殺は11位となっております。また、都道府県別生命
表によると、特定死因を除去した場合の平均寿命の延
びでは、自殺は男性で0.53年延伸、女性で0.26年延
伸となっております。平均寿命の延伸には自殺防止対
策も必要であることから、県では自殺総合対策行動計
画を策定し、誰も自殺に追い込まれることのない沖縄
の実現を目指し、諸施策を推進しているところであり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　３、物価高騰への緊急対
策についての(4)、水道用水供給単価値上げを回避す
るための対策についてお答えします。
　企業局では本年４月からの電気料金改定を考慮し、
令和５年度当初予算において、令和４年度比約32億
円増の約73億円を計上しております。企業局として
は、引き続き経費縮減に取り組む考えですが、４月以
降の電気料金や県、国の追加支援策等はまだ確定して
おらず、現時点で令和５年度以降の経営見通しを確定
することは困難であるため、新年度を迎え、電気料金

や国及び県からの支援内容が明らかになった段階で財
政シミュレーションを行い、必要な対応を検討、実施
してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事はじめ執行部の皆さん、答弁あ
りがとうございました。
　それでは最初に、安全保障３文書と沖縄について再
質問をしたいと思います。
　１月に日米安全保障協議委員会（２プラス２）が開
かれました。そこでは南西諸島防衛を強化する共同文
書が発表されております。米軍嘉手納弾薬庫は自衛隊
も使用できるようになるなど、基地の共同使用を拡大
し、米軍と自衛隊が一体となって共同訓練、共同演習
を増加させることが確認されています。さらに２プラ
ス２では、対艦ミサイルを備え、離島での戦闘に特化
をした海兵沿岸連隊（ＭＬＲ）を在沖米海兵隊に創設
するとしております。そして重大なのは、この日米軍
事一体化を進めるために、南西諸島の民間空港や港を
柔軟に使用するとしていることです。
　土木建築部長に伺いたいと思います。
　先ほどの答弁で、下地島空港については、屋良覚書
が遵守されるように、条例に反映できるように研究を
していくとの答弁でした。大いに検討を進めていただ
きたいと思います。一方で、今述べたように日米両政
府の狙いは、この２プラス２で確認しているように、
この南西諸島の空港・港の柔軟な使用となっていま
す。下地島空港だけではないんですね。
　そこで伺いますが、沖縄県の空港管理条例、この対
象となっている空港は下地島空港だけではなく、宮古
空港、新石垣空港、与那国空港など全部で12の空港
が県の管理空港となっております。私は下地島空港だ
けでなく、県管理の全ての空港を軍事利用させない、
こうした条例改正が必要だと思いますが、改めて見解
をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、下地島空港におきまして
は、屋良覚書、西銘確認書に基づいて管理運営してい
るということで、条例化につきましては、関係部局と
調整を図りながら研究を進めると。議員今御質問のあ
るように、全部で12空港ございます。下地島空港に
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ついては今述べたとおりなんですが、そのほかの空港
につきましては、例えば自衛隊の空港利用につきまし
ては、利用に関する許可について関係法令では、施設
を損傷するおそれがないとき、公物管理の観点から支
障を来すおそれが高い場合を除いては許可することが
適当だというふうになってございます。
　また、米軍使用につきましては、日米地位協定によ
り認められている部分がございまして、使用の自粛を
要請していくというところで、そのような対応でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事、今の部長の見解はそれとして
聞いておきますけれども、知事は今回のこの安保関連
３文書が発表されて、沖縄にこの敵基地攻撃能力の兵
器を配備することは反対だと明確に述べております。
これまでの日米の安全保障政策からの大転換が行われ
たわけですね。私は自衛隊の役割も大きく変質してい
ると思います。これまで自衛隊の配備を容認してきた
方たちも、専守防衛のためだったら一定程度の防衛力
は必要だからという理由で容認されたと思います。し
かし安保法制が強行され、集団的自衛権の行使が可能
となりました。そして今回は安保関連３文書によって
敵基地攻撃能力が持てる、このようになってしまった
んです。まさに私たちが暮らす島が標的の島になるか
もしれない。こういった状況になっているわけです
ね。ですから私、容認していた方たちも、こんなはず
じゃなかった、こう思っている県民は多くいらっしゃ
ると思います。
　そこで知事に伺いたいんですけれども、この屋良覚
書、当時はまだ琉球政府時代ですよ。だけど屋良主席
が沖縄を戦場にさせてはいけないという思いで、あの
屋良覚書を政府に迫っていった。下地島空港を軍事利
用させてはいけないとあのとき迫ったから、今もしっ
かりと拘束力を持っているわけです。ですので、玉城
デニー知事としても、この沖縄の空港は決して軍事利
用させない、この意思を明確に示す必要があるんだと
思います。そういった意味で、今条例についてはどう
反映できるかというのを研究していると思うんですけ
れども、私はやはりここは沖縄の全ての空港、全てを
軍事利用させない、その立場から検討を進めるべきだ
と思いますが、知事の見解をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　法律の解釈等については、
先ほど土木建築部長からそのような対応をさせていた
だいているということの答弁をさせていただきまし
た。なお、下地島空港につきましても、条例等へ反映

させることができるのかは研究を進めております。他
方で、やはり敵基地攻撃能力を保有するということ
が、従来の政府の憲法解釈と答弁とかなり乖離してい
るということが各方面から非常に大きな――何といい
ましょうか、国民に対する不安を惹起させているとい
うような、そういうことも言われております。ですか
ら、私どもとしても国会における十分な議論を通し
て、専守防衛というものの考え方について、政府が明
確に示していくこと、敵基地攻撃能力及びその機材に
ついての配備をどのようにするのかということについ
て、しっかりと国民に説明をする、国会で議論をす
る、そういう方向性も非常に今後のこの民間の空港・
港湾を使用するに至っても重要な論点になるであろう
というように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ国会も注視しながら、条例改正
について知事も真剣に御検討いただきたいと思いま
す。
　続いて、知事の国連要請について、今どういった方
法があるのか等検討しているそうですが、沖縄では戦
後78年たった今なお、基地あるがゆえの事件・事故
は後を絶ちません。また主権者として何度も県民が意
思表明をしても、その民意が踏みにじられている現状
があります。こうしたことを訴えていただけると思う
んですけれども、こうしたこの民主主義や地方自治、
これは民主国家としてあれば当然尊重されるべき私た
ちの権利だと思います。国連のほうでは国連憲章もあ
りますし、世界人権平和宣言など、こうした国際社会
で保障されている平和への権利というのが大変重視さ
れております。
　知事が国連に行く際に、しっかりと向こうで訴えて
いただいて、そして同時にやはり国連の――例えば国
連人権理事会のメンバーの皆さんを沖縄に招待する。
ありのままの沖縄の姿を見てもらう。国連として調査
をしてもらう。こうした要請をすることが、やはり国
際社会からも沖縄の問題が注目されることになると思
うんです。国連に行く際に、こうした沖縄への招致を
含めて検討はできないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国連でどのような方々にお
会いをし、そしてどのような内容の発言をするかにつ
いては、まさに今、調整を進めているところでありま
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す。当然、沖縄県が国際社会に対して民主主義や自己
決定権など、我々の考え方をしっかりと述べて、国際
社会はそのためにどのような捉え方をし、そして関係
する国々においての平和の構築についてどのような取
組を進めるべきかということは、まさに今、しっかり
と沖縄から世界に対して発信をすべきときだろうとい
うように思います。であるからこそ、慎重にその内容
やあるいは発言内容等々についても、十分な検討を進
めていきたいというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ沖縄への招致も研究していただ
きたいと思います。
　続いてワシントン事務所についてです。
　答弁を聞いて、この間の地道な努力が分かったかと
思います。ワシントン駐在、2015年に設置され８年
を迎えます。これまで試行錯誤を重ねながら活動基盤
を整え、そのネットワークを広げてきたと思います。
全国でワシントンＤＣに事務所を持っているのは沖縄
県だけなんですよね。そういった中で、本当に県の職
員の皆さんがしっかり頑張っていただいたと思いまし
た。
　この間、私たち土木環境委員会が、副知事も一緒に
訪米いたしまして、ＰＦＡＳの問題について向こうの
環境保護庁（ＥＰＡ）と意見交換いたしました。その
場所にもワシントン事務所の仲里事務所長が同席をし
て、その際ＥＰＡの職員の皆さんとも親しげに会話を
交わすなど、日常的な信頼関係を築いているなと見受
けられました。このＰＦＡＳ問題について、ワシント
ン事務所が様々な働きかけ、情報収集を行っていると
聞いておりますが、その点について再度お聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　少々長くなりますけれ
ども、ワシントン駐在の活動について、可能な限り詳
細に答弁をさせていただきます。
　ワシントン駐在がＰＦＯＳ問題の解決に向けまし
て、連邦議会関係者等に対しまして、国防権限法（Ｎ
ＤＡＡ）の海外の米軍施設におけるＰＦＡＳ等の適切
な対応を求める条項、それから沖縄の米軍基地におけ
る泡消火剤流出事故等の再調査等を求める条項の追加
を求めております。
　昨年３月には、ワシントン駐在からの要請によりま
して、アジア太平洋系アメリカ人労働者連合、これＡ
ＰＡＬＡといっておりますけれども、こちらが連邦議
会上下両院の軍事委員会幹部に対しまして、辺野古新
基地建設問題やＰＦＯＳに関する沖縄県の国防権限法

（ＮＤＡＡ）への要望を取り上げるよう要請する文書
を発出しております。
　それからこれも昨年12月15日ですけれども、米国
の環境保護庁、ＥＰＡ長官に対しまして、これは知事
名で書簡を送付しまして、県内米軍基地周辺で検出さ
れるＰＦＯＳ等は、米軍基地が汚染源である蓋然性が
高いことや、さらに県が求めている米軍基地内の立入
調査が実現していない現状を伝えた上で、今後ＰＦＯ
Ｓ等の対策に関しまして情報交換等による連携を希望
する旨を伝えております。
　そのほかにも、連邦議員の補佐官や民主党議員連盟
（プログレッシブ・コーカス）に所属する議員関係者
一人一人と面談を重ねまして、国防権限法への沖縄の
基地問題解決に向けた条項追加の指示の要請、それか
ら米国の元軍人等で組織された国際的な平和団体ベテ
ランズ・フォー・ピースなど、米国の各種団体との連
携にも取り組むなど、諸問題の解決に向けましてかな
り精力的に活動していただいております。
　今後も引き続き、ＰＦＯＳ等の問題の解決に向けて
ワシントン駐在を活用し、米国の最新の動向等の情報
収集、それから米国政府関係者等への働きかけなどに
ついて取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　基地問題だけでなく、このＰＦＡＳ
についても積極的な役割を果たしていただきたいと思
います。
　それでは、そのＰＦＡＳ汚染問題についてに移りま
すが、最初に企業局にお聞きしたいと思います。
　下水汚泥について質問をいたしました。県内でも農
業への肥料とかに利用されている実態があると思いま
す。今確かに国はこの基準をつくっていないわけです
けれども、訪米で感じたのは、アメリカのほうはここ
大変深刻に捉えていて、もう既に規制の動きが始まっ
ているんですね。そういった意味で、やはり県民の安
心をしっかりと示すためにも、私は基準がなくても企
業局としてこの下水汚泥についての調査をやるべきだ
と思うんです。今沖縄県、４つの処理場があると思う
んですけれども、そこについてはどのようにお考えで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　大変失礼いたしまし
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た。
　下水汚泥に含まれるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの濃度でご
ざいますけれども、令和３年８月から県の宜野湾浄化
センターで測定をしておりまして、ＰＦＯＳ・ＰＦ
ＯＡの合計値で、汚泥の乾燥重量１キロ当たり5.5か
ら11マイクログラムであることを確認してございま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この数値がどういった数値なのかと
いうことは、まだ私も研究できていないんですけれど
も、そうやって土木のほうが――失礼しました、ちゃ
んと調べているというところは、私は評価したいと思
います。ただ、今、宜野湾だけにとどまっているの
で、環境部が全県的な水質・土壌調査を行うというこ
とですので、やはりこういった実態を明らかにすると
いうのが大切じゃないかなと思います。
　それで保健医療部にお聞きしたいんですね。今、血
中濃度検査についてのほうを県民がずっと要望して、
陳情も上がっています。環境部のほうは、基準値がな
くとも取りあえず調べておこう、水質・土壌調査を全
県的に離島を含めてやるわけですよ。土建部のほうで
も下水汚泥については、宜野湾はもう調べています。
ですが先ほどの答弁だと、国の動向を注視するという
そういった受け身になっている。だけど50ナノグラ
ム、暫定基準値ではあるけれども、それもあるのに保
健医療部が血中濃度について踏み出せないというの
は、やっぱり県民にとっては理解し難いと思うんです
ね。いろんな方法、やり方を検討してしっかりと住民
の不安に応えるべきだと思いますが、いま一度、この
血中濃度について――本来であれば私も国がやるべき
だと思いますよ。だけど国が動かないわけですから、
やはり沖縄県がやって実態を示して国に働きかけると
いうことが大切だと思いますが、答弁を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　血中濃度について、以前から繰り返し答弁させてい
ただいていますのは、基準がはっきりしない中では結
果についての医学的な評価ができない、難しいという
状況であります。特に今の値について、過去の暴露が
影響している場合などは、どこで汚染したかどうかな
ども含めて、なぜ高いかということについての説明が
難しいですし、今、保健医療部の立場からいうと、そ
の値をもってどういう健康影響が出るかという――実
際の本人への保健指導のところは、かなり正確な情報
に基づいて行わないといけないというふうに考えてい

るところです。今、国のほうがこの年末から、環境省
それから内閣府の食品安全委員会でもワーキンググ
ループが動き出していて、かなり科学的に分析を始め
たというふうに考えていますので、そちらの動きを今
注視したいという答弁をさせていただいたところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今議会、一般質問でもこの議論にな
ると思いますので、私のほうではとどめておきます
が、しかし皆さんがそうやってずっとやらない理由を
言っているけれども、住民の皆さんは不安なわけです
よ。住民の皆さんが中心となってやってみた。そした
ら高い数値が出て、それで世論が今大きく広がって動
いているわけですよね。このままだと、国はＷＨＯの
さらに基準が低い部分についてをベースにした議論に
なるかもしれません。そういった意味でも、やはり沖
縄の実態はこうなんだと示して迫っていく姿勢が大切
だと思います。この点については終わりたいと思いま
す。
　続いて、21世紀ビジョンの実現について伺いま
す。
　県民所得の向上は、この振興計画でも大きな目標で
す。2020年度の県民所得は今214万円。これを計画
では291万円に引き上げていこうというのが沖縄の計
画です。そういった意味で、様々な取組は重要だと思
うんですけれども、私は特に非正規雇用の問題が大き
な問題だと感じております。
　最初に、この間、県としても非正規雇用対策はやっ
てきたと思いますが、正規雇用化、どういった実績が
あるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、正規雇用に取り組む企業に対し、中小企業
診断士等の専門家派遣や従業員の研修費補助を行うと
ともに、若年者を正社員として雇用し定着につなげる
取組を行う企業に対し、助成金の支給を行っており
ます。これらの取組を開始した平成26年度から令和
３年度までの８年間になりますが、この８年間の実
績は、支援企業数が401社、正規雇用者数が998人と
なっておりまして、正規雇用の拡大につながっている
と考えております。
　県としましては、さらなる正規雇用の拡大に向けて
引き続き取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　すばらしい実績だと思います。この
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８年間で1000人近くが正規化になっているので、こ
の事業を進めていただきたいと思います。一方で、さ
らにもっと力の入れ方、それで今ジェンダー平等も叫
ばれているところですが、この非正規雇用の割合の中
で、特に女性の非正規雇用がやっぱり高いんですね。
非正規雇用が全国の中でも沖縄県が割合が高い、これ
は知られております。今、大体４割が非正規雇用なん
ですが、じゃその中でさらに男女別で見ると非正規雇
用はどういった状況なのか。今後、皆さんの正規雇用
の取組を女性の正規雇用を増やす、こうした視点での
施策展開も必要だと思いますが、併せてお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　令和４年労働力調査によりますと、本県の雇用者全
体のうち非正規雇用の割合は、男性が25.8％、女性
が54.1％となっておりまして、女性の非正規雇用の
割合は男性の2.1倍という状況になってございます。
そのような状況を受けまして、県では女性の安定的な
雇用を促進するため、女性求職者の個々のニーズや職
業経験に応じた就職支援を実施しております。具体的
には、女性の採用に積極的な企業と女性求職者のマッ
チングや託児機能つきの座学研修、職場訓練等を行っ
ております。非正規雇用は正規雇用に比べ一般的に賃
金が低く、雇用が不安定であることから、正規雇用の
促進は重要と考えております。
　県としましては、引き続き女性の雇用の安定と所得
向上に向け取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ期待をしたいと思います。
　それでもう一つ、雇用の問題で土木建築部にお尋ね
します。
　公共工事における総合評価落札方式について、皆さ
んも努力して昨年から見積り尊重宣言を取り入れたと
答弁がありました。これは前進ではあると思うんです
ね。だけど中身を見ると、見積りの中で人件費と工事
に係る費用の内訳が見えるようになったところを評価
しているという中身だと思います。ですが、今、国の
ほうはもっと進んでいるんですよね。賃上げをした企
業に対して加点するという仕組みになっています。国
は、公共工事の入札方式である総合評価落札方式につ
いて、昨年度からですが、新しく賃上げを表明した企
業に加点する仕組みをつくりました。ただ表明するだ
けではなくて、実際に賃金を上げたかどうかまで国が
確認する。未達成の場合には、その後１年間入札で大

きく評価を下げる、こういったペナルティー的なもの
もあるんです。賃上げをちゃんと行ったところについ
ては、企業をしっかり評価して入札も有利になる。こ
うした仕組みで建設労働者の賃金引上げを具体的に
やってきているわけです。ですので、やっぱり国が
やっているわけですから沖縄県でもできると思うんで
す。実際、この国の改定を受けて県内の大手建設会社
でも、従業員の給与を３％引き上げたというのが報道
でありました。これは正規雇用だけじゃなくて、パー
ト・非正規の皆さんも含めて賃上げをしたという実績
が出ているわけです。やはりこうした具体的な賃上げ
につながっていく仕組みを県内でもやる時期に来てい
ると思うんですが、いま一度この点について部長の考
えをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、国におきましては、昨年度の４月１日から全ての
工事で賃上げに関する項目を設けて、加点評価を行っ
ているというふうに聞いております。先ほど答弁でも
述べましたけれども、県においても国の運用状況を参
考にした上で、導入に向けてぜひ取り組んでいきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　照屋副知事、この件については以前
ここで議論をさせていただきました。やはり県民所得
の向上は、この沖縄振興計画の大きな課題です。全国
最下位クラスのこの県民所得をどう引き上げていくの
か。沖縄県の就労人口70万人、そのうちの約１割、
７万人が建設労働者だそうです。ここにしっかりと手
当てをすることによって、賃上げが確実にできる、県
民所得の向上につながると思います。部長から前向き
な答弁があったと思いますが、副知事としてはどのよ
うに受け止めますか。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　建設業界を離れてもう随分
になりますので、詳しく承知はしておりませんけれど
も、業界全体の賃金を引き上げていくということにつ
きましては、建設業協会を中心に永年取り組んできて
おりまして、その成果が一定程度実績として上がって
きているのかなというふうな感想を持っております。
今回、この総合評価方式の中において、賃上げを実施
する企業等に対する加点措置、これも非常に実効性が
あって大変いい制度になっているんじゃないかなとい
うふうに私自身、評価しているところであります。ぜ
ひこれが各企業にあまねく広がって、浸透していくこ
とを願っております。

‒･127･‒



○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ頑張ってください。
　続いて赤土流出防止対策ですが、通告でもあります
が、これ土木環境委員会で毎回のように議論になって
います。委員会では主管が環境部のほうになるんです
けれども、しかしこの赤土の原因の８割が農地からの
流出というのは、もうずっと分かっているんです。原
因も分かっているのに、なぜできないんだろうという
ことが委員会でもたびたび議論になっています。農水
部のほうでも、環境コーディネーターを採用して、今
少しずつ実績を上げていると思うんですけれども、や
はり個々の担当部署が環境部と農林水産部と分けてい
るところにも、１つ課題があるんじゃないかなと思い
ます。これまでも連携は取っていると思うんですけれ
ども、これはやはりＳＤＧｓの観点からも沖縄の大き
な課題ですから、もっと格上げをして、プロジェクト
チームなり、体制を強化するべきだと思うんですね。
環境部と農林水産部が横断的に恒常的にできるよう
な、こういった体制づくりが必要だと思うんですが、
これも照屋副知事だと聞いたんですけれども、担当副
知事としていかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　やっぱり縦割り行政から来
る、何というんですか、弊害というふうなものがある
わけでありますけれども、やっぱり掲げている共通目
標に対してはしっかり連携をして取り組むべきであり
まして、とりわけこの赤土条例を含む問題のみなら
ず、ほかにもいろいろ提起される問題はあるわけであ
りますので、私ども執行部といたしましては、その点
も十分に配慮しながら、今後目配りをして取り組んで
まいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて公共交通、企画部長にお聞き
します。
　ＯＫＩＣＡの乗り継ぎ割引については、ずっと提案
をさせていただいています。沖縄県としてもこれは必
要だという認識には立っていると思うんですね。です
が、民間バス会社の皆さんの協力がどうしても必要で
す。実際この乗り継ぎ割引を導入することによって、
バス事業者たちにとっては競争ですから、どういった
路線がもうける路線かとかいろいろあると思うんです
よ。やはり経営面を考えたら、ちゅうちょするバス会
社の気持ちも分かります。
　しかし、そもそもこのＯＫＩＣＡの導入の目的に
も、乗車する人たちのデータを集めて、より効果的な
バス交通をつくっていこうというのが目的にあったと

思うんですね。このＯＫＩＣＡを導入することで乗り
継ぎ割引もできるんだと、当時は議会でも説明があり
ました。
　そこで、このバス会社の経営面も考えた上でやっぱ
り協力していかないとできないわけですから、しっか
りとこのＯＫＩＣＡの乗降データも活用しながら、バ
ス会社の皆さんと効率的なコースもみんなで考えなが
ら、そして乗り継ぎ割引の実証実験を行って導入を促
していく。バス会社の皆さんにも安心して取り組める
というような、こうした取組が必要だと思いますが、
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　基幹区間とフィーダー区間とのバス網の再編、この
効率的なバス運行が可能になる一方で、乗り継ぎが発
生するということで、それが一つの課題ということだ
と思います。そのためにも乗り継ぎ割引については必
要だと思っております。ＯＫＩＣＡのデータについて
どの程度活用できるのかというふうな調整は必要だと
思いますけれども、沖縄ＩＣカード株式会社とその辺
については調整を図りながら、乗り継ぎ割引の導入に
つきまして、これは今後実証実験も含めて、先ほど言
いました推進協議会の中で議論を深めてまいりたいと
いうふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　最後に知事に伺いたいと思います。
　ヘイトスピーチ条例、今回提案となりました。この
間、議会で様々な議論があって、県民からの意見も
しっかりと反映させて努力があると思います。ここま
で来ました。今議会で採択されることを望むわけです
が、ただこの間、やはりずっと毎週水曜日、市役所前
で市民が中心となってヘイトスピーチを止めてきたこ
とがあります。この人たちがしっかりとこの議会の様
子を見守っていると思いますので、知事からその市民
の皆さんに向けてお言葉があれば最後にお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども子ども生活福祉部
長から答弁をさせていただいたとおり、やはり条例案
では、不当な差別のない社会の形成を図るための基本
的な方針を定めてまいります。そして人権尊重の理念
の普及啓発や専門相談員による相談対応等、より解決
に向けた対応についても関係者、関係機関と連携しな
がら取り組んでいきたいということを条例案に織り込
ませていただいております。さらにこの条例施行後、
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これらの取組の効果を検証し、その施行の状況につい
て検討を加える必要があるという場合には、見直しを
行うという規定も織り込ませていただいております。
より人権を尊重し、人々の思いに寄り添い、ヘイトス
ピーチは絶対にいけないということを子供たちにも浸
透していけるような、そういう条例の目的に沿った取
組を進めてまいりたいというように思います。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城　ノブ子さん　日本共産党の玉城ノブ子でござ
います。
　日本共産党県議団を代表いたしまして質問を行いま
す。
　１、子供の貧困対策について。
　玉城デニー県政の下、新たな沖縄県子どもの貧困対
策計画が出されました。県の子どもの貧困対策計画で
は、社会の一番の宝である子供たちが、現在から将来
にわたってその生まれ育った環境によって左右される
ことなく夢や希望を持って成長していける、誰一人取
り残さない優しい社会の実現を目指すことが基本理念
として位置づけられております。その基本理念に基づ
いた取組によって成果も上がっております。しかしま
だ解決しなければならない課題も残されております。
子供の貧困は、沖縄県において取り組むべき最重要課
題であり、これまでの施策の効果や子供をめぐる社会
状況を踏まえ、子供の貧困対策の基本理念に基づいて
課題解決に取り組んでいただきたいということを申し
上げて質問をいたします。
　(1)、小中学校の給食費無償化を求める要求は今全
国的に広がり、250自治体を超え加速度的に拡大して
います。憲法は義務教育の無償化を定めており、国に
求めると同時に、市町村と連携して県としても無償化
を実施することについて伺います。
　(2)、18歳までのこども医療費無料化を国の制度と
して実施するよう求め、市町村と連携して県としても
無料化実現に取り組むことについて伺います。国の現
物給付に対する自治体への制裁（ペナルティー）をや
めるように強く求めることについて伺います。
　(3)、ヤングケアラーの実態調査でその影響と課題
が明らかになってきました。

　ア、沖縄県の先生や児童生徒を対象とした調査を実
施していますが実態調査の結果について伺います。
　イ、今後の支援について伺います。
　(4)、ひとり親世帯への支援について、実績と支援
の拡充について伺います。
　(5)、中高校生のバス・モノレール通学費無料化の
実績と拡充について伺います。
　２、保育行政について。
　(1)、安全であるべき保育所で、昨年、子供への虐
待や不適切な保育が各地で明らかになり、保護者や保
育士など関係者に衝撃を与えました。再発防止策を徹
底することは言うまでもありませんが、同時に慢性的
な保育士不足による現場の疲弊を指摘しなければなり
ません。低過ぎる配置基準の見直しを進めることが急
務です。保育士の過重負担を軽減するために国に配置
基準の見直しを求め、保育現場の改善を図ることにつ
いて伺います。
　(2)、認可保育園の待機児童の現状と対策、早期に
待機児童の解決を実現することについて伺います。
　(3)、保育士不足を解消するために待遇改善のため
の特別な財政支援を行うことについて伺います。保育
士資格を持つ潜在的な保育士の就労支援を強化すると
ともに、保育士の正規雇用化を図ることについて伺い
ます。
　(4)、保育料の無償化によって給食費の負担が発生
する世帯への支援を行うべきと考えますが見解を問い
ます。
　３、教育行政について。
　(1)、教育現場では、学級担任や養護教諭の不在な
ど、教員不足が深刻になっています。教員不足の実態
と対策について伺います。
　(2)、教員定数は全て正規雇用にすべきではないで
しょうか。幼稚園教諭の正規採用を拡大すること、非
正規教職員の待遇を改善することについて伺います。
　(3)、教員不足や教員の長時間勤務を改善するため
には、教員数を大幅に増やし、働き方改革が必要では
ないでしょうか。見解を問います。
　(4)、市町村教育委員会単位で労働安全衛生委員会
の設置を進め、教職員の多忙化、メンタルヘルスの実
態調査を進め、勤務時間の管理などの具体的な対策に
ついて伺います。
　(5)、県は教職員のメンタルヘルス対策と働き方改
革の強化、推進を目的に、働き方改革推進課を設置す
る方針を明らかにしておりますが、設置の時期と今後
の取組について伺います。
　(6)、公立夜間中学の設置に向けての進捗状況につ
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いて伺います。
　(7)、珊瑚舎スコーレの私立夜間中学校の申請の件
について、デニー知事は直接文部科学省に要請したと
のことですが、国の対応と設置に向けた今後の取組に
ついて伺います。
　４、新型コロナ対策について。
　(1)、岸田内閣は新型コロナウイルス感染症対策に
ついて、３月13日からマスク着用を緩和し、５月に
は季節性インフルエンザと同等の５類に引き下げると
決定しました。コロナは終わったとの誤ったメッセー
ジを社会に広げ、感染状況をさらに悪化させる危険が
あります。県の認識を問います。
　(2)、新型コロナとインフルエンザの同時流行によ
る、感染状況や医療機関への影響を問います。
　(3)、医師会等とも連携して発熱外来の体制を強化
すべきです。対策を問います。
　(4)、介護施設で新型コロナに感染しても、入院で
きずに施設内療養している入所者はどれくらいいるの
か。現状と対策を問います。
　(5)、コロナ対応医療交付金や病床確保助成は、県
が柔軟に使えるように改善させ、発熱患者の受入れを
多くの医療機関が行えるように国に求めるべきであり
ます。見解を問います。
　(6)、軽症者や無症状者を対象にした宿泊療養施設
について、県民が利用しやすいように改善すべきでは
ないでしょうか。見解を問います。
　(7)、学校での換気対策は重要です。空気清浄機や
換気設備、ＣＯ₂モニターについて、導入率と今後の
対策を問います。
　(8)、新年度の感染症研究センターの設置目的と期
待される役割を問います。
　５、ジェンダー平等社会の実現へ。
　岸田首相は、衆議院予算委員会で同性婚の法制化に
ついて、家族観や価値観、社会が変わってしまうと否
定的な答弁を行い、婚姻の平等を求める人たちの願い
に背を向け、個人の尊重に反するものだと国民の間か
ら大きな批判が広がっています。元秘書官も性的少数
者や同性婚について、見るのも嫌だ等と差別と偏見に
満ちた暴言で更迭されました。多様な生き方や個人の
尊厳を否定する暴言は絶対に許せません。同性婚を認
める国・地域は今約30へと増え続け、日本でも同性
カップルを認証するパートナーシップ制度を導入した
自治体は広がっており、人口の６割以上に達していま
す。札幌地裁は、同性婚を認めない民法などの規定は
憲法違反とする判決を出しました。政府は同性婚や選
択的夫婦別姓の実現など、ジェンダー平等社会への歩

みを加速させるべきであります。
　以下、質問をいたします。
　(1)、沖縄県性の多様性尊重宣言の実効性ある取組
を進めることについて伺います。
　(2)、同性婚を認める民法改正について知事の見解
を伺います。
　(3)、沖縄県としてパートナーシップ制度を導入す
べきと考えますが見解を問います。
　(4)、選択的夫婦別姓制度の法制化を国に求めるこ
とについて見解を問います。
　(5)、国連は、政策決定等政治や公的な活動への女
性の比率を2030年に向けて50％を目指しています。
地方自治体で見ると、2022年時点で課長職以上の管
理職における女性の人数と割合は、政令市を含む市町
村が17.1％、都道府県で12.7％で増加傾向ではあり
ますが、2003年に政府が掲げた2020年までに30％
という目標には大きな開きがあります。審議会等委員
会では43％、専門委員33.8％となっています。女性
の社会参加を促進するとともに、県の管理職や審議会
などへの女性の登用状況と積極的に目標を持って推進
することについて伺います。
　(6)、県内における女性の非正規雇用、男女の賃金
格差の実態と支援について伺います。
　６、国民健康保険制度について。
　(1)、住民の生きる権利を保障する社会保障として
の国保に、国民健康保険財政への１兆円の公費投入増
で、国保税を抜本的に引き下げるよう国に求めること
について知事の見解を伺います。
　(2)、国民健康保険制度の子供の均等割廃止を国に
求めることについて伺います。
　(3)、保険料は市町村の自主性に任せて、2024年の
統一保険料を目指す県の運営方針を見直すことについ
て見解を問います。
　(4)、国保法第44条を積極的に活用し、生活困窮者
の一部負担金の減免を拡充することについて伺いま
す。
　(5)、医療を受ける権利を奪う保険証の取上げは行
わず、滞納者への差押えなど強行的な対応ではなく、
丁寧な相談を行うことについて伺います。
　(6)、５年間で普通調整交付金の82億円の不足問題
について原因と影響を問います。
　(7)、普通調整交付金の不足分については国が補塡
するよう求めることについて問います。
　(8)、沖縄県国保財政の赤字要因の一つに、沖縄戦
の影響による前期高齢者交付金不足問題がありまし
た。これを不問にしてはなりません。当時の影響額は
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幾らだったのでしょうか。引き続き国の責任で沖縄の
不利益を解消させるべきです。見解を問います。
　７、介護保険制度について。
　介護事業者では深刻な人手不足と不十分な介護報酬
の下で経営難が続いており、コロナ禍はこの事態をさ
らに加速させました。政府は2023年通常国会での介
護保険見直しの検討を進めています。利用料原則２割
負担等、負担増と給付削減で利用者、事業者、行政に
さらなる困難を押しつけるものとなっています。高齢
者は戦後を生き抜き復興のために貢献してきた世代で
あります。高齢者の尊厳と生活を守るためには、介護
保険制度の抜本改善を進めるべきであります。
　以下、質問をいたします。
　(1)、介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用
料の引上げ、要介護１・２の生活援助などの市町村事
業への移行、ケアプランの有料化、福祉用具貸与を購
入に変更する等、負担増と給付削減につながる国の介
護保険制度の改悪に反対することについて知事の所見
を伺います。
　(2)、県内の介護従事者の賃金の現状について伺い
ます。
　(3)、全額公費により、全ての介護従事者の給与を
全産業平均水準まで引き上げ、介護従事者を大幅に増
やすことについて伺います。
　(4)、介護従事者が不安なく介護を提供できるよう
新型コロナウイルス感染症対策を強化し、物価高騰に
よる事業経費増加を緩和するための支援を行うことに
ついて伺います。
　(5)、介護保険財政の国庫負担の割合を引き上げ、
介護保険料・利用料の負担軽減等、介護保険制度の抜
本的改善を国に求めることについて伺います。
　(6)、特別養護老人ホームの待機者数と増設計画に
ついて伺います。
　８、県立病院は県民医療最後のとりでとしての役割
を担っています。それにふさわしい体制を取るべきで
はないでしょうか、見解を問います。
　以上、答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城ノブ子議員の御質問に
お答えいたします。
　まず、新型コロナ対策について御質問の中の(1)、
５類感染症への位置づけ変更についてお答えいたしま
す。
　国は感染症法上の位置づけ変更により、新型コロナ
対策について行政が住民へ協力要請を行う仕組みか

ら、個人の選択を尊重することを基本とした自主的な
取組に転換することになるとしております。一方で、
新型コロナの病原性や感染力は変わらないことから、
位置づけ変更後は、より一層、県民が自主的に感染対
策に取り組んでいただくことが極めて重要になると認
識をしております。
　沖縄県としましては、基本的な感染対策の共有や周
知を図るとともに、国の方針を踏まえつつ、ウイズコ
ロナの取組を進め、感染対策と社会経済活動の両立に
しっかり努めてまいります。
　次に４の(8)、感染症研究センターについてお答え
いたします。
　沖縄県は、新型コロナ対策の３年間の経験を踏まえ
つつ、将来の新興感染症等に対処するため、令和５年
４月に感染症研究センターを衛生環境研究所内に設置
します。同センターでは、感染症等の早期探知、リス
ク評価、予防策の検討に取り組むとともに、県内の公
衆衛生人材の育成拠点として整備していきたいと考え
ております。特に、人材育成に関しましては、令和５
年度から国立感染症研究所において本格的に運用を開
始するＦＥＴＰ（実地疫学専門家養成コース）の拠点
研修制度を、令和４年度からパイロット自治体として
先行的に準備を進めてまいりました。
　沖縄県としましては、センターの設置を機に、セン
ターを中核とした県内外の実地疫学専門家との連携に
よる沖縄県感染症ネットワークの構築、感染症危機管
理能力の向上を図っていきたいと考えております。
　次に、ジェンダー平等社会についての御質問の中の
(1)、沖縄県性の多様性尊重宣言後の取組についてお
答えいたします。
　沖縄県では、令和３年３月に発表した沖縄県性の多
様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）の下、啓発活動
や相談支援に取り組んでいるところです。また、今議
会に上程中の沖縄県差別のない社会づくり条例案に、
性的指向または性自認を理由とする不当な差別に関す
る施策を講ずることを規定し、必要な施策に取り組ん
でいくこととしております。
　沖縄県としましては、全ての人の性のありようを尊
重し、誰もが自分らしく生きられる心豊かな沖縄を目
指し、引き続き取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、子供の貧困対策につい
ての中の(1)、学校給食費の無償化についてお答えい
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たします。
　去る２月９日に玉城知事から文部科学省に対して、
次代を担う子供たちの健やかな成長を支える学校給食
費の支援について要請を行いました。その趣旨は、昨
今の社会及び経済状況など子育て環境が厳しい中、少
子化の解消に向けて、家庭の経済的負担軽減等、子育
て支援の一環として学校給食費無償化の支援を国へ要
請するものです。文部科学省からは、学校給食費だけ
でなく教育費全体を軽減していくことが、子育て支
援、少子化対策として大事なことと位置づけていると
の回答がありました。
　県教育委員会としましては、令和５年度は市町村と
実施方法等の協議を行うこととしており、それを踏ま
え、予算規模、財源及び実施時期について検討してま
いります。
　同じく(5)、中高生のバス・モノレール通学費無料
化の実績と拡充についてお答えいたします。
　県では、一定の所得基準に満たないひとり親家庭
及び住民税所得割非課税世帯の高校生等を対象とし
て、令和２年10月１日からバス・モノレール通学費
の無償化を実施しており、令和５年１月末現在で、約
5000名を認定しております。令和５年度は、遠距離
等による高額通学費が原因で高校の選択や通学を断念
することがないよう、中間所得層までの生徒の通学費
の一部補助について当初予算に計上したところであ
り、対象者数は約800名を見込んでおります。
　続きまして３、教育行政についての中の(1)、教員
不足の実態等についてお答えいたします。
　令和５年１月時点の教員の未配置は小学校53名、
中学校42名、高校24名、特別支援学校15名の計134
名、また、養護教諭の未配置については、中学校１名
となっております。教員の確保については、新たに
ペーパーティーチャーセミナーの実施や、関係機関へ
の臨任募集の依頼及び公共施設・商業施設等に教員募
集ポスターの掲示を依頼するなど、全庁体制で臨時的
任用職員の確保に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、教員の採用
に努めるとともに、教員採用試験の制度改革や退職者
の任用等を推進し、教員不足の解消に努めてまいりま
す。
　同じく(2)、教員の正規雇用等についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、教員正規率を改善するために、
平成23年度以降、新規採用者数を大幅に増やしてま
いりましたが、特別支援学級の増加等により、正規教
員の配置が追いつかない状況にあります。引き続き、

採用計画の見直しや採用試験の制度改革等により、正
規教員の確保に努めてまいります。また、公立幼稚園
教諭の配置につきましては、市町村が設置者であるこ
とから、市町村幼児教育担当者連絡協議会等を通し
て、その改善を促しているところです。
　同じく(3)、教職員の定数増等についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、教職員の増員について、教職員
定数の改善を図るよう、全国都道府県教育長協議会等
を通して、国に要望しているところであります。働き
方改革につきましては、平成31年に沖縄県教職員働
き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた行
事や会議等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の推
進等の取組を進めております。引き続き、実効性のあ
る取組を推進し、長時間勤務の縮減に努めてまいりま
す。
　同じく(4)、衛生委員会の設置についてお答えいた
します。
　衛生委員会は、教職員の健康の保持増進を図るため
の基本となるべき対策等を調査審議するため、教職員
50人以上の学校に設置することとされております。
令和３年度における県内市町村立学校の衛生委員会の
設置率は、小学校で56.6％、中学校で59.5％となっ
ております。
　県教育委員会としましては、今後とも、労働安全管
理体制の整備・充実について、市町村教育委員会へ働
きかけを行ってまいります。
　同じく(5)、働き方改革推進課の設置時期と取組に
ついてお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員のメンタルヘルス対策及
び学校における働き方改革に係る施策をさらに強化・
推進するため、令和５年度から働き方改革推進課を設
置いたします。働き方改革推進課は、２つの班で構成
され、課長以下、健康管理班８人、働き方改革班４人
の計13人の体制となっております。働き方改革推進
課では、国の調査事業等を活用したメンタルヘルス対
策に取り組むとともに、学校における業務改善による
負担軽減を推進することにより、教職員が心身の健康
を維持し、教育活動に専念できる環境の確保に努めて
まいります。
　同じく(6)、公立夜間中学の設置についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、平成29年度に県、市町村、有
識者で構成する検討委員会を立ち上げ、ニーズ調査や
設置主体案の取りまとめを行いました。その結果を基
に、通学の利便性等の観点から、市町村に対し、設置
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検討を促しているところです。今後は、市町村の状況
を踏まえ、対応を検討していきたいと考えておりま
す。
　続きまして４、新型コロナ対策についての中の
(7)、学校における換気設備導入率等についてお答え
いたします。
　文部科学省が令和４年９月に実施した、公立学校に
おける換気対策設備の設置状況調査によると、本県
においては、ＣＯ₂モニターは42.1％、サーキュレー
ターは63.4％、ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機は
47.8％の導入率でありました。さらに、今年１月の
県立学校を対象とした調査では、ＣＯ₂モニターは
96.7％、サーキュレーターは79.3％、ＨＥＰＡフィ
ルター付空気清浄機は58.7％となっております。
　県教育委員会としましては、市町村及び県立学校に
対して、国の感染症対策の支援事業を活用し、サー
キュレーター等の設置を促してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、子供の貧困対策
についての(2)、こども医療費助成制度についてお答
えします。
　県としましては、子供の医療に関わる全国一律の制
度の創設と国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃
止について、これまでも全国知事会や全国衛生部長会
を通して国に要請しているところであり、引き続き国
に要請してまいります。また、18歳までの医療費助
成については、既に実施している13市町村に加え、
現在検討中の市町村もあることから、今後の事業実
績、市町村の意向、県及び市町村の財政状況などの実
情を踏まえつつ、協議を行っていきたいと考えており
ます。
　次に４、新型コロナ対策についての(2)、同時流行
の感染状況等についてお答えします。
　今冬におけるインフルエンザについては、定点当た
りの報告数が最大で47.18人となるなど、３年ぶりの
インフルエンザ警報の発令となりました。また、新型
コロナウイルス感染症については、新規感染者数が最
大で2366人、入院患者数315人、病床使用率46.7％
となりました。新型コロナウイルス感染症とインフル
エンザの同時流行下においては、コロナ患者受入れ医
療機関において、院内クラスターや医療従事者の休職
等を理由とした診療制限が行われたところです。
　同じく４の(3)、発熱外来の体制強化についてお答
えいたします。

　県では、新型コロナの感染拡大時において、特に土
日・祝日の発熱外来の診療に課題があったことから、
感染が急拡大していた令和４年７月末から８月まで、
及びインフルエンザと同時流行していた令和５年１月
から２月上旬までの土日・祝日において、沖縄県医師
会、中部地区医師会の協力の下、検査を希望する軽症
者を対象とした発熱軽症者抗原検査センターを設置
し、体制の強化に努めました。今後も、新型コロナの
感染状況等を踏まえて、医師会等と連携し、同検査セ
ンターの設置を検討してまいります。
　同じく４の(4)、介護施設における施設内療養者数
と対策についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症に感染し、高齢者施設及
び障害者施設で療養している入所者は、２月15日時
点で88名となっております。県では、施設内で安全
かつ円滑に療養が行えるよう、必要に応じ感染管理認
定看護師等の専門家を派遣し、感染対策指導を行うほ
か、衛生資材の提供及び酸素濃縮器等の貸出しを行っ
ております。また、職員が多数感染し、職員不足と
なった施設に対する看護師及び看護補助者の派遣や、
かかりつけ医の対応が困難な場合の往診医の派遣を
行っております。
　同じく４の(5)、発熱患者受入れに係る医療体制整
備についてお答えします。
　令和５年５月８日から５類感染症に位置づけを変更
することが決定されましたが、診療・検査医療機関か
ら広く一般的な医療機関による対応への移行に向けた
各種措置の段階的見直しについては、３月上旬を目途
に具体的な方針が国から示されることとなっておりま
す。
　県としては、幅広い医療機関でコロナ患者が受診で
きる医療提供体制を構築するため、全国知事会を通
し、医療機関の感染防御対策に対する支援、診療報酬
の加算や病床確保料等の継続などを要望しているとこ
ろです。
　同じく４の(6)、宿泊療養施設の改善についてお答
えします。
　新型コロナウイルス感染者のうち、軽症者や無症状
者につきましては、昨年９月26日の発生届出の限定
化やオミクロン株の特性を踏まえて、原則、自宅療養
をお願いしているところです。しかし、旅行者や車中
泊の方に対して宿泊療養施設を案内するほか、同居家
族に高齢者や妊婦など重症化リスクの高い方がおり療
養場所が確保できない人について、同施設を利用して
いただいております。引き続き、国の方針等を踏ま
え、宿泊療養施設の適切な運営に取り組んでまいりま
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す。
　次に６、国民健康保険制度についての(1)、国保財
政への公費投入についてお答えします。
　全国知事会では、令和４年７月の令和５年度国の施
策並びに予算に関する提案・要望において、将来にわ
たって持続可能な医療保険制度の安定的運営を図るた
め、財政支援を今後も国の責任において確実に実施す
るよう国に要望しているところです。
　同じく(2)、子供の均等割についてお答えします。
　子供の均等割につきましては、今年度から、未就学
児を対象に国民健康保険税の均等割を公費で５割軽減
する措置が行われております。
　県としましては、さらなる負担軽減を図るため、子
供の対象範囲及び軽減割合の拡充について、全国知事
会を通じて国に要望してまいります。
　同じく(3)、保険料水準の統一についてお答えしま
す。
　保険料水準の統一については、国保運営方針におい
て、令和６年度からの実施を目指すとしております。
これまで市町村との協議を続けてきましたが、医療費
水準、財政赤字等の課題が解消されていないことか
ら、令和６年度からの実施を見送ることとし、今般、
市町村長の了承を得たところであります。しかしなが
ら、昨年度の法改正で、統一への取組が義務化された
ことから、統一に向けた環境整備を図るため、県とし
ましては、令和６年度から新たな取組を実施してまい
ります。
　同じく６の(4)、国保法第44条に基づく一部負担金
の減免についてお答えします。
　国保法第44条では、特別の理由がある被保険者で
一部負担金を支払うことが困難であると認められるも
のに対し、一部負担金の減額、免除、徴収猶予できる
と定められています。一部負担金の減免については、
現在、各市町村の要綱等の基準に基づき実施されてい
るところであり、住民への周知徹底に取り組むよう助
言を行っております。
　同じく６の(5)、滞納者への対応についてお答えし
ます。
　県では、被保険者の経済的事情等により保険料の納
付が困難と認められる世帯については、相談機関や庁
内相談窓口との連携により被保険者の生活状況の改善
につながるよう、また、滞納処分等の実施に当たって
は、被保険者の状況に応じて適切に対応するよう、市
町村に対し助言しているところであります。
　同じく６の(6)及び(7)、普通調整交付金の乖離につ
いてお答えします。６の(6)と６の(7)は関連しますの

で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　普通調整交付金については、平成30年度以降、５
年間にわたり、国の推計値と実際の交付額に大きな乖
離があり、収入不足に伴い国保財政に深刻な影響を与
えております。乖離した要因や推計値の算定根拠につ
いては、国から詳細な説明がない状況です。このた
め、去る２月８日に池田副知事が石嶺国保連合会理事
長、桑江市長会会長及び宮里町村会会長と共に、国に
対し、差額の補塡に加え、乖離した要因や推計値の算
定根拠を明らかにするよう要請したところです。
　県としましては、引き続き、市町村及び国保連合会
と連携し、国保財政の安定化に取り組んでまいりま
す。
　同じく(8)、前期高齢者交付金不足問題についてお
答えします。
　沖縄県は全国に比べ前期高齢者の加入割合が低いこ
とから、前期高齢者交付金の１人当たり交付額が全国
平均の半分以下となっております。当時の影響額は把
握しておりませんが、この交付金の影響が市町村国保
が赤字となる大きな要因となっております。このた
め、昨年８月及び11月に国保連合会等と共に、国に
対し、沖縄県の特殊事情に配慮した特段の財政支援を
要請しております。
　県としましては、引き続き、市町村及び国保連合会
と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、子供の
貧困対策についての御質問の中の(3)のア、ヤングケ
アラーに関する調査結果についてお答えいたします。
　県が昨年度、教員等を対象に実施したアンケート
では、ヤングケアラーと思われる児童生徒の数が約
1088人で、全体の0.86％を占めていることが分かり
ました。このうち、学校生活に支障が出ている子供の
数が約523人となっております。また、今年度は、小
学５年生から高校３年生の児童・生徒約13万人を対
象に実態調査を実施し、約４万7000人から調査への
協力をいただきました。現在、年度内の公表を目指し
て分析等を行っているところです。
　同じく(3)のイ、ヤングケアラーへの今後の支援に
ついてお答えいたします。
　令和５年度のヤングケアラー対策として、県では、
関係機関職員向けの研修を今年度に引き続き行うとと
もに、新たに関係機関や支援団体等と連携して適切な
機関へつなぐヤングケアラーコーディネーターの配
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置、ヤングケアラー本人や保護者からの相談に対応す
る相談支援体制の強化、ヤングケアラーなどの要支援
家庭への訪問支援などを行うこととしており、これら
の事業実施のため、約１億1400万円の予算を計上し
たところです。
　同じく(4)、ひとり親世帯の支援実績と拡充につい
てお答えいたします。
　県では、民間アパートを活用して就労や生活、子育
てを総合的に支援するゆいはぁと事業を行い、事業
開始から令和３年度までに264世帯を支援しておりま
す。また、好条件の転職等に役立つ資格取得支援を行
い、令和３年度は46名が日商簿記３級を取得し、今
後、講座内容を拡充することとしております。このほ
か、令和４年度から養育費を確保するための公正証書
作成費用等を助成する事業を実施しており、令和５年
１月末現在で13件の支援を行っております。
　２、保育行政についての御質問の中の(1)、配置基
準見直しに関する国への要望についてお答えいたしま
す。
　県では、保育士不足による現場の負担を軽減するた
めには、保育士の確保とともに、保育士の処遇向上が
重要であると考えております。保育士配置基準の見直
しについては、安定した財源の確保が必要となること
から、全国知事会等を通して国に必要な見直しを要望
しているところです。
　同じく(2)、待機児童の現状と早期解消についてお
答えいたします。
　令和４年４月１日現在において、22市町村で439
人の待機児童が発生しております。そのうち、ゼロ歳
児と１歳児が313人となっており、全体の71.3％を占
めております。待機児童の解消には、保育士の確保が
最大の課題であることから、市町村と連携しながら保
育士の確保等に取り組み、早期の待機児童解消に向け
て取り組んでまいります。
　同じく(3)、保育士の処遇改善等についてお答えい
たします。
　安定した保育を提供するためには、保育士の確保と
その処遇改善を図ることが重要と考えております。そ
のため県では、ハローワークと連携した就労支援セミ
ナーの開催や潜在保育士が就職する際の準備金等の貸
付けを行うとともに、正規雇用化や年休・休憩の取得
支援、保育補助者等の配置による業務負担の軽減に取
り組んでいるところです。また、令和４年10月から
は、公定価格において、保育士１人当たり月額9000
円相当の改善が図られております。
　同じく(4)、保育の無償化に伴う給食費支援につい

てお答えいたします。
　国においては、保育の無償化に伴い、世帯負担が増
加することがないよう、年収360万円未満相当世帯及
び所得階層にかかわらず第３子以降の子供を対象に、
おかずなどの副食費の徴収を免除することとしており
ます。県は市町村に対し、制度の移行に当たり、無償
化により軽減された市町村独自の予算の活用によるさ
らなる保護者支援への取組を促しました。それらの結
果、令和４年１月時点において、県内20市町村にお
いて、独自の食材料費支援が実施されております。
　５、ジェンダー平等社会についての御質問の中の
(2)、同性婚を認める民法改正についてお答えいたし
ます。
　県では、人は、みなそれぞれ違う存在であり、自分
らしく生きる権利を持っているとの認識の下、令和３
年３月に沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ
宣言）を発表し、各種施策に取り組んでおります。同
性婚については、県民の間にも様々な意見があること
から、県としましては、司法や国政の場における動向
を注視しながら、性の多様性への理解を深め、互いの
個性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる心豊か
な沖縄を目指し、引き続き取り組んでまいります。
　同じく(3)、パートナーシップ制度についてお答え
いたします。
　県では、沖縄県性の多様性尊重宣言の下、啓発活動
や相談支援に取り組んでいるところです。パートナー
シップ制度については、他県の取組状況を調査・研究
するとともに、県内市町村と情報を共有し、意見交換
をしてまいりたいと考えております。
　同じく(4)、選択的夫婦別姓制度の法制化について
お答えいたします。
　選択的夫婦別姓制度については、国の第５次男女共
同参画基本計画において、「国民各層の意見や国会に
おける議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏ま
え、更なる検討を進める」とされています。また、令
和２年度に県が実施した県民意識調査では、同制度に
賛成との回答は49.2％となり、前回調査より17.7ポ
イント増加しているところです。
　県としましては、国の動向や県民各層の議論を注視
しながら、ジェンダー平等社会の実現に向け、各種施
策に取り組んでまいります。
　同じく(5)、県の審議会等への女性委員の登用につ
いてお答えいたします。
　県では、第６次沖縄県男女共同参画計画において、
県の審議会等における女性委員の登用率を令和８年度
までに40％以上とするよう目標を定めたところであ
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り、令和４年４月時点の女性登用率は32.8％となっ
ております。
　県としましては、目標達成に向け、委員改選時の事
前協議や関係団体への女性候補者の推薦依頼に取り組
むなど、引き続き女性の政策・方針決定過程への参画
促進に努めてまいります。
　７、介護保険制度についての御質問の中の(1)、介
護保険制度の見直しについてお答えいたします。
　介護保険制度の見直しについては、国の社会保障審
議会介護保険部会の意見が令和４年12月20日にまと
められたところですが、保険料や利用者負担の在り
方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在
り方などについては結論を得ていないところです。介
護保険部会等において、給付と負担のバランスを図り
つつ制度の持続可能性を高める観点から慎重に審議が
行われることとなっているため、県としましては、国
の動向を引き続き注視してまいりたいと考えておりま
す。
　同じく(2)(3)、県内の介護従事者の賃金の現状と給
与の引上げについてお答えいたします。７の(2)と７
の(3)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　県内の介護職員の給与については、令和３年の賃金
構造基本統計調査によると、給与月額は21万6900円
となっており、全産業の給与月額26万5600円と比べ
４万8700円少額となっております。介護職員の処遇
については、国において公定価格の改定や処遇改善加
算の取組などが行われており、平成27年と現在を比
較すると、月額３万2900円の増で約18％改善してお
り、令和４年度においても新たな処遇改善加算等の取
組を実施しております。
　県としましては、引き続き介護職員の人材確保に取
り組むとともに、九州各県と連携して国に対してさら
なる処遇の改善を要望してまいります。
　同じく(4)、介護施設等への感染症対策と物価高騰
支援についてお答えいたします。
　県では、介護サービス事業者・施設等における感染
防止のため、職員向け定期検査の実施、ワクチン接種
の勧奨及び感染発生後の拡大防止に要する経費の支援
を行っております。また、電力・ガス・食料品等の物
価高騰に対する支援については、11月議会において
６億5725万9000円を措置し、現在、事業者からの申
請を受け付け、審査を行っているところであり、速や
かな支給に努めてまいります。
　同じく(5)、介護保険財政の国庫負担割合の引上げ
等についてお答えいたします。

　県では、介護保険の費用負担の仕組みについて、国
庫負担割合の引上げを含め全体的な見直しを行い、被
保険者及び地方財政の負担を軽減するよう、九州各県
保健医療福祉主管部長会議を通し、国に対し要望して
いるところです。
　同じく(6)、特別養護老人ホームの入所待機者等に
ついてお答えいたします。
　令和３年10月末現在、特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は767名で、前回調査時点の
令和２年10月末から５名減少となっております。県
では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年
度から令和５年度までの３年間で、特別養護老人ホー
ム等の整備により1289床の定員増を図ることとして
おります。
　県としましては、必要なサービス量の整備がなされ
るよう、入所の必要性が高い待機者の状況等も踏ま
え、引き続き、市町村と連携し取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　３、教育行政についての
(7)、私立夜間中学の設置に向けた取組についてお答
えいたします。
　夜間中学の特性を踏まえた中学校設置基準の緩和等
について、知事が文部科学大臣宛て年末に要請を行っ
たところ、担当審議官から教育上支障がないことが認
められるのであれば、設置基準の柔軟な対応も可能で
ある旨の助言がありました。この助言を踏まえ、今
後、設置計画内容を練り上げていく必要があり、ま
た、学校設置は２段階審査としていることから、学校
法人に対して令和６年度開設に向けて県も助言をして
いきたい旨説明いたしましたが、理解が得られていな
い状況にあります。
　県としましては、学校法人から令和６年度開設に向
けた設置計画の提出があれば、必要な助言を行ってま
いりたいと考えております。
　次に５、ジェンダー平等社会についての(5)のう
ち、県の管理職への女性登用についてお答えいたしま
す。
　県では、令和３年３月に女性活躍推進法及び次世代
育成支援対策推進法に基づく沖縄県特定事業主行動計
画を改定し、令和７年度までに女性の管理職への登用
率を23.0％とする目標を掲げております。令和４年
度の知事部局における登用率は19.1％と順調に推移
しているところであり、今後とも目標の達成に向け、
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女性職員の登用に積極的に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　５、ジェンダー平等
社会についての(6)、女性の非正規雇用及び男女の賃
金格差の実態と支援についてお答えします。
　令和４年労働力調査によりますと、本県の女性の非
正規雇用割合は54.1％となっております。また、令
和３年賃金構造基本統計調査によりますと、本県の一
般労働者の所定内給与月額は、男性が27万2900円、
女性が22万2100円で、５万800円の差となっており
ます。県では、正社員転換や正社員雇用を検討してい
る企業への専門家派遣、正社員を雇用する企業への助
成金の支給や、女性が働き続けられる職場づくりに取
り組む企業の支援のほか、女性従業員向けのセミナー
や労働相談を実施しており、正規雇用の促進や男女の
賃金格差是正に取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　８、県立病院の体
制についての御質問にお答えいたします。
　県立病院は、沖縄県の基幹病院、また、地域の中核
病院として、救急医療、小児・周産期医療、離島・僻
地医療、精神医療等の政策医療を提供しております。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応において
も、中等症以上の患者を多数受け入れたほか、感染防
止対策等に積極的に関与するなど、最前線で県民の命
を守る役割を果たしました。
　病院事業局としましては、今後も地域の医療提供体
制を確保するため、医師等の人材確保や医療機器の整
備等に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問をさせていただきます。
　まず、教育行政についてでございますけれども、教
職員の未配置には、新学期スタートのときに配置され
ていないケースや、病休や育休等に入る先生の代わり
が見つからないケースがあります。正規の教員を配置
できない分を非正規の教員で補うことが増えておりま
す。年度途中に欠員が生じた際の代わりが見つからな
い等で、他の先生たちの仕事が増えてしまうという状
況になっています。正規教員を配置すべきところを非

正規で置き換えるという仕組みを抜本的に見直すこと
が必要だと考えますけれども、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　正規率の改善については、
今後しっかりと取り組んでいかなければならないと考
えております。現在、取り組んでいる取組であります
が、平成28年度以降に正規教員の採用者数を増やす
取組を実施してまいりました。また直近の取組とし
ましては、受験年齢の上限を59歳に変更しておりま
す。また、小中学校種を対象とした県正規任用教諭経
験者、あるいは他都道府県現職正規任用教諭の特別選
考による採用の実施、あるいは一次試験一部免除の要
件緩和等を行っているところであります。正規率の改
善計画については、定年延長による影響等の分析も踏
まえて、現在、目下取り組んでいるところでありま
す。正規率の抜本的な改善につながる取組について、
今後ともあらゆる可能性を教育庁内で検討して取り組
んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いします。
　各学校に配置された産業医なんですけれども、教員
の健康を守るため、大きな役割を担っているわけで
す。ですから市町村教育委員会とも連携を取って、県
医師会も含めて解決するための協議を行って、各学校
への産業医の配置についてやっぱり一刻も早い解決を
図っていくべきだというふうに考えますが、見解を伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　産業医の選任率について
も、特に小中学校のほうで非常に厳しい状況がありま
すので、市町村教育委員会としっかりと連携をして、
県医師会あるいは地区の医師会に対してしっかりと市
町村と共に働きかけを行っていきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひ早めの配置をよろしくお願
いします。
　３点目に、全日本教職員組合が教職員の職務実態調
査を行っておりますけれども、学校内での業務量が増
えて家に持ち帰って仕事をする時間外勤務の平均が、
厚生労働省が発表している月80時間の過労死ライン
を超え、月100時間を超えている教職員が36.1％もい
ることが明らかになっています。長時間過密労働を解
消するために何が必要かと先生方に問うと、教職員の
数を増やしてほしいというのが、最も多い89.7％だ
ということが明らかになっております。国がクラス数
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で決まる基礎定数をしっかり増員する計画を立ててい
く、教員定数を増やすことが私は重要だというふうに
考えますが、見解をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　学校における教職員の負担
軽減を図るためには、教職員定数の改善、これはもう
必要であると考えております。
　引き続き、県教育委員会としましても、全国都道府
県教育長協議会を通して、定数の増について国に要望
していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　これはぜひ、知事の決意も伺い
たいんですけれども、教員の基礎定数をしっかり増員
するという、国のそういう計画がないと、今の教育現
場を解決するということにはつながっていかないとい
うふうに思うんです。ですから、ぜひ国に対して、基
礎定数をしっかり増員する計画を立てて教員定数を増
やすということを国に強くやっぱり要望していくべき
だというふうに考えますが、知事どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国において保育の現場、教
育現場において圧倒的にその予算による人手が足りな
い、あるいは保育士の加配についても要求が高まって
きておりますし、議員御案内のとおり、当然教職員の
働き方改革のためには、定数是正はぜひであるという
認識は広がっていると思います。
　沖縄県としましても、全国知事会などを通して、全
国的なそのような要望についてはしっかりと一致して
進めていけるよう、提言をしていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いします。
　学校給食の無償化についてでございますけれども、
学校給食の保護者負担軽減の実施状況は去年の７月
29日時点で、全国で８割を超える自治体が軽減実施
を予定していることが明らかになっております。その
後も、全国的に学校給食の無償化が増え、無償化を求
める運動が広がっています。憲法では、義務教育は無
償と定めております。国の責任で学校給食を無償にす
べきだと、国にもっと強く要求していくべきだという
ふうに考えます。それと同時に、県としても学校給食
の無償化に取り組んでいただきたいというふうに考え

ますが、知事の決意を再度お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　子供たちが健やかに成長す
る観点、そして、全ての子供たちがおいしい食事に
よって公平に成長できる環境をつくっていくことにつ
いては、これは国民誰もが望んでいることだというよ
うに思います。現在、教育委員会においては、全国の
先例事例、それから沖縄県内における給食への支援の
状況などを分析しながら、その内容、時期等について
検討しているものというように承知しております。
　沖縄県としましても、もちろん私といたしまして
も、公約に掲げた給食費の無償化については、少しで
も前進していけるように鋭意取り組んでいきたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　次の子供の医療費の18歳までの無料化、市町村レ
ベルでは通院で47％まで広がっています。都道府県
レベルの実施は、６都道府県に広がり、今年の４月か
らは東京都も実施を表明しております。18歳までの
子供の医療費無料化の拡充を求める運動は全国的に広
まっており、実施する自治体が増えております。子供
の貧困対策の拡充が求められている沖縄でこそ、早急
に実施することが必要です。子供の医療費18歳まで
の無料化実現について、知事の決意をお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和４年４月から、中学卒
業まで通院費の無償化を執り行うことができました。
引き続き18歳、高校卒業までの医療費についても研
究してまいりたいと思います。
○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いします。あ
りがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、２月24日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時35分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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令和５年２月24日

（第４号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第４号
令和５年２月24日（金曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

･
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
･

出　席　議　員（47名） 
･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ ･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ ･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ ･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん

･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ 29　番　　山　内　末　子　さん
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
欠　席　議　員（１名）

･ ･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君

副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和５年２月24日（金曜日）午前10時開議
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知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君

企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　おはようございます。
　図らずも、ロシアのウクライナ侵攻から１年という
中での登壇となりました。「戦争は始めた側が敗者
だ」。今朝の新聞の、作家保阪正康氏の言葉です。戦
争という選択に突き進んだ指導者の弱さ、止め方を知
らない愚かさ、それがどれほどの破壊と損失を生んで
きたのか、命を奪ってきたのか、歴史において私たち
は繰り返し学んできたはずです。即時停戦、無条件撤
退を願う世界中の声とともに、対立を深めるのではな
く、包摂の方向へ日本外交のリーダーシップを強く願
います。
　それでは、代表質問を行います。
　１、知事の所信表明、政治姿勢について。
　(1)、知事は本議会所信表明において、「二度と沖
縄を戦場にしてはならない」との強い決意を表明し、
「自衛隊の急激な基地機能強化により沖縄が攻撃目標
になるリスクをさらに高める事態を生じさせてはなら
ない」としました。宮古、石垣、与那国へのミサイル
配備のほか、うるま市へのミサイル配備、沖縄市への
補給処建設については、既に過密な米軍基地との一体
的運用も想定されており、地域住民の負担と不安は増
すばかりです。知事の見解を伺います。
　(2)、国際社会がＳＤＧｓの取組に協力する中、な
おも性的少数者に対する差別発言が政権の中枢から発

せられたことは非常に残念です。主要７か国で、ＬＧ
ＢＴの権利擁護法がないのは日本のみ、また、選択的
夫婦別姓を認めていないのも日本だけです。ジェン
ダー平等、多様性を尊重する社会に変えていく必要が
あると考えますが、知事の所見と県民へのメッセージ
をいただきたい。
　(3)、子供施策の総合推進法であるこども基本法が
４月に施行されます。日本国憲法と児童の権利に関す
る条約の精神を掲げた初の基本法であり、行政施策等
の決定にあっては、当事者たる子供の意見を聞き反映
させることが求められています。本県においても同様
に、子供の意見を聞く制度の構築が必要ではないで
しょうか。国の動きに対応する、県の組織編成につい
ても伺います。
　(4)、ＰＦＡＳ汚染源の特定に必要な立入調査を認
めない米軍の対応が続く中、沖縄県が独自に土壌調査
に踏み出したことは、県民の命の視点に立つものであ
り、県民から評価の声が上がっています。調査結果で
明らかとなった数値は大変厳しく、解決に向けては、
国による評価や基準の設定がより急がれると同時に、
駐留米軍の誠実な対応こそ不可欠です。来月に予定さ
れる知事訪米において、米側に何を要求するか、詳細
を伺います。
　(5)、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律による
集中実施期間が2024年度で終了となります。旧海軍
壕など国が収集完了したとされる箇所からも次々と遺
骨が発見されており、御遺族やボランティアの方々か
らは体制の限界と課題について指摘が上がっていま
す。戦後78年がたつ今、沖縄県として戦没者の遺骨
にどう向き合い、どのようにすることが必要だと考え
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ているか伺います。
　２番、空港・港湾の軍事利用問題について。
　(1)、沖縄県として、屋良覚書・西銘確認書の実効
性を引き続き確保することは可能か。
　(2)、国また米軍が、地方自治体が管理権を持つ空
港・港湾施設を軍事目的で利用する際の手続について
伺う。
　(3)、1950年に制定された港湾法は、国の直轄とし
てきた戦前の制度を廃し、原則自治体に港湾管理権を
持たせました。戦争の反省に立ち、地方自治を拡大さ
せ軍事利用を抑止してきた、日本国憲法の下にあるこ
のような個別法は、容易に打ち消されるものなのか伺
います。
　(4)、国家存立事務と地方自治体の自治権について
伺います。
　３点目、沖縄市への陸上自衛隊補給処の整備計画に
ついて伺います。
　(1)、新たに建設されようとする施設の目的、規
模、内容、整備スケジュール等について沖縄県にはど
のような説明がなされましたか。
　(2)、隣接する米軍嘉手納弾薬庫の規模、機能はど
のようなものか。共同使用など運用に係る日米の方針
についても伺います。
　(3)、自衛隊が火薬、弾薬、薬品、燃料等を置く場
合の関係法令の取扱いについて伺います。
　(4)、沖縄県の環境アセス条例の対象となるか伺い
ます。
　４点目、教員不足問題について。
　(1)、本県の教職員の充足率を伺います。全国との
比較についても伺います。
　(2)、本県の教職員の正規率を伺います。全国との
比較についても伺います。
　(3)、通常学級担任、特別支援学級担任について、
それぞれの正規率を伺います。
　(4)、文科省の統計によると、沖縄県教職員の正規
率は、恒常的に全国平均から約10ポイント低く、全
国最下位の位置から動いたことがないが、この現象を
どのように受け止めればよいか。今日の教員不足に照
らし、問題をどう克服し、解決するのか伺います。
　(5)、メンタルヘルス対策に関する調査の体制につ
いて伺います。原因分析は誰が、どのように行うの
か。
　５、産業を担う人材の育成について。
　(1)、沖縄水産高校専攻科の志願倍率、求人倍率、
就職率、定着率について伺います。
　(2)、同専攻科の定員拡大について海運・水産業界

から強い要望があります。拡大するためには、同校の
教職員並びに実習船海邦丸の船員の安定的確保と増員
が必要です。教員・船員が教育現場に定着できるよ
う、海事職給料表を適正に改定し、民間との格差を是
正する必要があると考えるがいかがでしょうか。
　(3)、高い求人倍率や就職率の背景には、いずれも
国家試験である第一級海上特殊無線技士免許、三級海
技士免許の100％の取得率、国立大学卒業レベル相当
の二級海技士筆記試験合格者が全国トップレベルであ
ることなど、業界のニーズにかなう質の高い人材を育
んできた沖縄水産高校の実績があります。沖縄振興の
基盤となる産業を担う人材の育成について、県はどの
ような体制で取り組んでいるのか、目標は設定されて
いるのか伺います。
　６、会計年度任用職員の再度の任用について伺いま
す。
　(1)、会計年度任用職員数を伺います。また、当初
計画どおりに配置できなかった数を伺います。
　(2)、再度の任用に関する取扱いの見直しについて
伺います。本年度末で制度施行から満３年を迎え、原
則２回を超える再度の任用は認められないとしてきた
従来方針では、一斉に多くの職員が継続雇用されない
事態が生じます。各業界で人手不足が深刻化する中、
公務を支える人材の確保に大きな影響が生じる懸念は
ないか。今回４年目を迎える職員は、次年度の採用に
応募できるのか、取扱いを伺います。
　７、公共施設の電気料金について。
　(1)、県が管理・運営する公共施設の年間の電気料
金を伺います。
　(2)、約４割の値上げがなされた場合の電気料金は
幾らになるのか。財政への影響、対応について伺いま
す。
　(3)、電気料金の値上げに伴い、水道料金は値上げ
されるのか伺います。あわせて、ＰＦＡＳ対応のため
に生じた追加の電気料金等経費を示されたい。
　(4)、同じく、電気料金の値上げによって県民・利
用者に負担を求めざるを得ない使用料金、利用料金等
があれば伺います。
　８、公文書管理条例の制定について。
　(1)、条例制定の検討状況、スケジュールを伺いま
す。
　(2)、公文書管理法は、第１条で、「公文書等が、
健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資
源」、「主権者である国民が主体的に利用し得るも
の」と「国民主権の理念」を明記し、「現在及び将来
の国民に説明する責務が全うされるようにする」と目
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的を規定しています。旧法の下作成された本県の公文
書管理に関する規則、規程には上記の趣旨、文言はあ
りません。現行法の精神に沿った規則等の見直しがま
ず必要ではないか。
　(3)、公文書の定義を伺います。幹部会議の議事録
が作成されないのはなぜなのか伺います。
　(4)、国は、公文書管理法の制定過程において、駆
け込み廃棄、誤認廃棄を防ぐ手だてとして、文書管理
の新たな方針が決まるまでの間、全省庁全ての文書の
廃棄を凍結しました。熊本県でも同様の措置を取りま
した。本県の方針を伺います。
　(5)、同じく国は、法案の作成に当たって有識者会
議を設置。上川陽子初代公文書担当大臣が強いリー
ダーシップで毎回の会議に参加し、全公開の運営に尽
くしました。有識者会議等の設置についても検討され
たい。
　お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　グスーヨー　チューウガナ
ビラ。
　皆様おはようございます。今日も真摯に答弁に努め
させていただきます。
　仲村未央議員の御質問にお答えいたします。
　１、知事の所信表明、政治姿勢についての御質問の
中の(2)、ジェンダー平等や多様性が尊重される社会
の実現についてお答えいたします。
　ジェンダー平等の実現及び多様性の尊重について
は、国際社会全体の目標となっている誰一人取り残さ
ない社会を築く上で、全ての人が協力して取り組むべ
き重要な課題であると認識しております。このため、
沖縄県では、ＳＤＧｓの理念も踏まえ、令和４年３月
に策定した第６次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧ
Ｏプラン～の下、全庁体制で各種の施策を推進してい
るところです。
　沖縄県としましては、全ての県民が、その個性や能
力を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される
社会の実現に向けて、引き続き力を尽くしてまいりま
す。
　次に(3)、子供の意見を聞く制度の構築等について
お答えいたします。
　こども基本法では、子供の意見を聴取して施策に反
映させるため、国及び地方公共団体は、必要な措置を
講ずるものとされております。国においては、新年度
より、対面やオンライン会議、ＳＮＳなど多様な方法
を組み合わせて、子供・若者から施策に対する意見を

集める新たな事業を実施するとしており、沖縄県にお
いても、国や他の自治体の取組を参考にしながら、子
供の声を施策に反映する仕組みの構築に取り組むこと
としております。また、こども家庭庁の発足に伴い、
沖縄県においては、従来の施策に加え、こども家庭庁
が行う新たな取組に十分に対応できるよう、体制の構
築にも取り組んでいるところです。
　沖縄県としましては、次代の社会を担う全ての子供
が、自立した個人としてひとしく健やかに成長するこ
とができ、将来にわたって幸福な生活を送ることがで
きるよう、子供施策の充実に努めてまいります。
　次に(4)、訪米の目的等についてお答えいたしま
す。
　訪米の主な目的は、沖縄におけるこれまでの米軍基
地問題の現状・課題を伝え、対話による解決を求めて
いることを共有することが主目的ではありますが、沖
縄県は、ＰＦＯＳ等の汚染源である蓋然性が高い嘉手
納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセンなどへ
の立入り申請を行っておりますが、いまだ実現はして
おりません。このため、国及び米軍に対し再三にわた
り、基地内への立入調査の実現などを強く求めている
ところであり、現在検討中の私の訪米においても、Ｐ
ＦＯＳ等に関する基地内への立入り等についても取り
上げる方向で調整を進めております。なお、この訪米
においては、米国政府関係者や連邦議会関係者との面
談のほか、シンクタンクや有識者との意見交換、記者
会見等を実施できるよう、現在、検討を進めていると
ころであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の所信表明、
政治姿勢についての(1)、自衛隊の急激な基地機能強
化についてお答えいたします。
　県は、日米安保体制や専守防衛のための最低限度の
自衛力の保持を理解する立場ではありますが、沖縄の
基地負担の軽減は、米軍と自衛隊を併せて考える必要
があると考えております。また、県としては、アジア
太平洋地域の安全保障環境がより厳しさを増している
と認識しておりますが、抑止力の強化がかえって地域
の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念してお
り、ましてや米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が
攻撃目標になるなどという事態は、絶対に招いてはな
らないと考えております。引き続き、政府に対して、
こうした事態が生ずることのないよう最大限の努力を
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払うとともに、平和的な外交・対話による緊張緩和と
信頼醸成に取り組むよう強く求めてまいります。
　次に２、空港・港湾の軍事利用問題についての
(4)、国家存立事務と地方自治についてお答えいたし
ます。
　地方自治法第１条の２第１項において、地方公共団
体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地
域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を
広く担うものと規定されております。また、同条第２
項においては、国が本来果たすべき役割として、国際
社会における国家としての存立に関わる事務などが規
定されており、具体的には外交、防衛、通貨、司法な
どとされております。
　次に３、沖縄市への陸上自衛隊補給処の整備計画に
ついての(1)、沖縄訓練場における補給処支処の新編
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提供された資料によると、同補給処
支処については、平素から自衛隊の活動に必要な補給
品等を備蓄・管理するために、隊庁舎、火薬庫、倉
庫、燃料施設及び駐車場等を整備する予定であり、令
和５年度予算案に、隊庁舎、火薬庫、倉庫、燃料施設
及び駐車場等の施設配置に係る基本検討の経費とし
て、約２億円を計上と記載されております。
　同じく３の(2)、嘉手納弾薬庫の規模、機能等につ
いてお答えいたします。
　嘉手納弾薬庫地区においては、面積が約2658ヘク
タールで、沖縄に駐留する米軍のほか、太平洋地域の
部隊が使用する弾薬類の貯蔵、整備が行われておりま
す。また、平成15年から、同施設の一部の土地が自
衛隊の火薬類の貯蔵施設として共同使用されており、
去る１月11日の２プラス２共同発表において、同施
設の火薬庫を新たに自衛隊が共同使用することが示さ
れております。
　同じく３の(3)、自衛隊の燃料の関係法令について
お答えいたします。
　消防法第11条第１項において、製造所、貯蔵所及
び取扱所を設置しようとする者は、消防本部及び消防
署を置く市町村では当該市町村長、それ以外の市町村
については、当該区域を管轄する都道府県知事の許可
を受けなければならないと規定されております。自衛
隊施設においても、市町村長または都道府県知事の許
可が必要となりますが、消防庁通達「危険物の規制に
関する政令第23条の特例基準について」により、自
衛隊燃料タンク及び燃料補給施設に対する消防法の適
用除外及び緩和が認められております。
　次に８の(3)、幹部会議の議事録についてお答えい

たします。
　幹部会議は、三役日程、県政情報に係る発表事項及
び各部の報告事項についての情報共有の場であり、会
議の結果を概要メモとして作成しているところです。
しかしながら、幹部会議の位置づけや内容について、
県民にとって疑義が生じることのないよう、県政運営
を分かりやすく伝えるため、去る２月13日開催の幹
部会議から議事概要を作成しておりまして、現在、公
開に向けて準備を進めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
所信表明、政治姿勢についての御質問の中の(5)、戦
没者遺骨に対する県の取組についてお答えいたしま
す。
　戦没者の遺骨収集については、戦没者遺骨収集推進
法により、国の責務であることが明記されておりま
す。その上で、沖縄における遺骨収集については、国
からの業務委託を受け、一部を本県が実施しておりま
す。旧海軍司令部壕については、ボランティアの遺骨
収集活動により複数の遺骨が見つかったことを重く受
け止め、先月末に厚生労働省に対し遺骨収集等の要請
を行ったところであります。
　県としては、国の責務と連携の仕組みを踏まえつ
つ、遺族や県民等の思いに寄り添い、遺骨の尊厳が守
られ、遺骨収集の加速化が図られるよう、適切に対応
してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、空港・港湾の軍
事利用問題について(1)、屋良覚書及び西銘確認書の
実効性確保についてお答えいたします。
　県では、屋良覚書及び西銘確認書に基づき、下地島
空港を人命救助、緊急避難等、特にやむを得ない場合
を除き、民間航空機に使用させる方針で管理運営して
おります。
　県としては、引き続き両文書に基づき空港を管理し
ていくこととしております。
　同じく２の(2)、空港・港湾の使用手続についてお
答えいたします。
　空港の使用に当たっては、沖縄県空港の設置及び管
理に関する条例に基づき、あらかじめ空港使用届書を
提出する必要があります。また、港湾の使用に当たっ
ては、沖縄県港湾管理条例に基づき、使用許可申請に
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より許可を受ける必要があります。公共土木施設の利
用に関する許可については、関係法令上、施設を損傷
するおそれのあるときなど、公物管理の観点から支障
を来すおそれが高い場合を除いては許可することが適
当とされております。また、米軍の日本国の空港・港
湾施設の利用は、日米地位協定第５条により通告する
こととなっております。米軍から民間空港・民間港使
用の連絡を受けた際には、使用を自粛するよう伝える
こととしております。
　同じく２の(3)、憲法の下にある個別法についてお
答えいたします。
　港湾法において港湾管理者となることができるの
は、地方自治体及び地方自治体によって設立される港
務局とされ、この位置づけは港湾法の基本理念である
地方自治の尊重に配慮したものであるとされておりま
す。法律の制定、改正等については、国会において議
論されるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　３、沖縄市への陸上
自衛隊補給処の整備計画についての(3)、自衛隊が火
薬、弾薬を置く場合の関係法令の取扱いについてお答
えします。
　火薬及び弾薬等の火薬類を貯蔵する場合は、火薬類
取締法に基づき、火薬庫において貯蔵しなければなら
ないこととされております。一般に火薬庫を設置する
場合は、同法第12条第１項の規定に基づき、都道府
県知事の許可が義務づけられております。一方、自衛
隊が設置する火薬庫につきましては、自衛隊法施行令
第145条第１項の規定により経済産業大臣の承認を得
ることとなっており、知事は許可の権限を有しており
ません。
　５、産業を担う人材の育成についての(3)、産業人
材育成の体制と数値目標についてお答えします。
　産業人材の育成につきましては、県立職業能力開発
校において、産業界との意見交換等を踏まえたニーズ
に応えられるよう訓練内容の設定を行っております。
職業訓練では、地域産業を支える若年技能者等を育成
するため、業界ニーズの高い自動車整備科や電気工事
科などを設置し、数値目標としては訓練修了後の就職
率を設定しております。また、小中学生を対象に出前
講座として職業人講話を実施するなど、教育機関と連
携して中長期的な視点からも産業人材育成に取り組ん
でいるところです。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　３、沖縄市への陸上自衛
隊補給処の整備計画についての(4)、アセス条例の対
象となるのかについてお答えいたします。
　沖縄市で計画されている陸上自衛隊補給処の施設整
備については、同計画が土地の造成を伴う事業であっ
て、施行区域の面積が20ヘクタール以上となる場合
は、沖縄県環境影響評価条例の対象事業となります
が、現時点では施行区域の面積が明らかではないこと
から、条例の対象事業となるかは不明であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　４、教員不足問題について
の中の(1)、(2)、(3)、教員の充足率等についてお答
えいたします。恐縮ですが、４の(1)から４の(3)まで
は関連しますので、一括してお答えいたします。
　文部科学省が、公立小中学校等を対象として実施
した全国調査では、令和４年５月１日時点で、沖縄
県の教員充足率は98.4％、全国平均値は101.2％、沖
縄県の教員正規率は81.2％、全国平均値は92.2％と
なっております。また、令和３年５月１日時点におけ
る沖縄県の公立小中学校の通常学級担任の正規率は
75.6％、特別支援学級担任の正規率は63.9％となっ
ております。
　同じく(4)、教員の正規率改善の取組についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、教員正規率を改善するために、
平成23年度以降、新規採用者数を大幅に増やしてま
いりましたが、特別支援学級の増加等により、正規教
員の配置が追いつかない状況にあります。引き続き、
採用計画の見直しや採用試験の制度改革等により、正
規教員の確保に努めてまいります。
　同じく(5)、メンタルヘルス対策の調査等について
お答えいたします。
　教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念でき
るようメンタルヘルス対策の取組を推進していくこと
は重要であると認識しております。県教育委員会で
は、国の公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する
調査研究事業を活用し、アンケート調査やヒアリング
等を行い、専門家や学校管理職等の意見を取り入れな
がら、精神疾患による休職の要因を分析し、対策につ
いて検討してまいります。
　続きまして５、産業を担う人材の育成についての中
の(1)、沖縄水産高校専攻科の志願倍率等についてお
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答えいたします。
　海技士養成校である沖縄水産高校専攻科の令和５
年度入試の志願倍率は、漁業科1.5倍、機関科1.3倍と
なっております。また、令和４年９月末時点の専攻科
を対象とした船員の有効求人倍率は14.0倍で、就職
内定率は、平成17年度以降、漁業科・機関科ともに
100％となっております。さらに、令和２年３月卒業
生の就職後３年以内の離職率は21.1％であり、定着
率は78.9％となっております。
　続きまして６、会計年度任用職員の再度の任用につ
いての中の(1)、会計年度任用職員の人数についてお
答えいたします。
　教育委員会の会計年度任用職員の数は、令和４年５
月１日現在で1343人となっております。なお、公募
したにもかかわらず、実際には任用に至らなかった数
については、把握できておりません。
　同じく(2)、会計年度任用職員の任用についてお答
えいたします。
　県教育委員会においては、会計年度任用職員の任用
の取扱いについて、任用の回数で応募を妨げることは
せず、採用の可否についても、平等取扱いの原則や成
績主義の下、客観的な能力実証を経て、再度の任用が
できることとしております。ただし、再度の任用に当
たっては、繰り返し任用の弊害を踏まえて、公務の運
営に支障がないよう適切に対応してまいりたいと考え
ております。
　続きまして７、公共施設の電気料金についての中の
(1)及び(2)、県立学校の年間の電気料金と値上げ後の
見込額についてお答えいたします。恐縮ですが７の
(1)と７の(2)は関連しますので、一括してお答えいた
します。
　県立学校の年間電気料金は、令和３年度決算におい
て約11億6800万円となっており、令和４年度決算見
込額は約13億2600万円となっております。令和５年
４月以降の値上げ後の電気料金は、令和４年11月に
公表された沖縄電力の申請内容を基に推計すると、約
19億9000万円となることが見込まれます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　５、産業を担う人材の育
成についての(2)、海事職給料表についてお答えいた

します。
　職員の給料表については、地方公務員法に規定する
均衡の原則等、給与決定に係る諸原則に基づき国の俸
給表に準じて条例で定めております。県では、毎年の
県内民間事業所の実態を踏まえて行われる人事委員会
の勧告及び報告を踏まえ、給与条例の改正を行ってい
るところです。なお、海事職の人員確保が困難な場合
は、必要に応じ諸手当の改定等について検討してまい
ります。
　次に６、会計年度任用職員の再度の任用についての
(1)のうち、知事部局の会計年度任用職員についてお
答えいたします。
　知事部局の会計年度任用職員の数は、令和４年６月
１日現在で1308人となっております。公募したにも
かかわらず実際には任用に至らなかった数については
確認できておりませんが、今後は実態の把握に努めて
まいります。
　同じく６の(2)のうち、会計年度任用職員の再度の
任用についてお答えいたします。
　知事部局においては、会計年度任用職員の任用に当
たって、適正な公募期間を経てもなお人員確保が困難
となるなど、公務の運営に支障が生じる場合は２回を
超えた再度の任用ができることとし、去る１月19日
付で各部局宛て通知したところであります。なお、再
度の任用に当たっては、繰り返し任用の弊害等を踏ま
えて適切に対応する必要があるものと考えておりま
す。
　７、公共施設の電気料金についての(1)のうち、本
庁舎の電気料金についてお答えいたします。
　行政棟、県議会棟及び警察棟を含む本庁舎における
年間の電気料金は、令和３年度は２億9700万円で、
令和４年度は３億3500万円を見込んでおります。
　同じく７の(2)のうち、電気料金の値上げに係る一
般会計への影響についてお答えいたします。
　現在、沖縄電力が国に申請している電気料金で試算
した場合、本庁舎における令和５年度の電気料金は約
４億6100万円で、今年度と比較して、約１億2600万
円の増を見込んでおります。県立学校も含む令和５年
度一般会計当初予算については、電気料金値上げの報
道を踏まえ、各所属において所要額を積算した結果、
光熱水費は前年度比8.8億円増の38.4億円を計上して
おります。電気料金については、引き続き節電対策に
取り組むとともに、国の負担緩和策の動向なども踏ま
え、予算の不足が生じた場合は適切に対応してまいり
ます。
　同じく７の(4)、電気料金の値上げに伴う使用料等
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の改定についてお答えいたします。
　使用料及び手数料は、特定の受益者に対する行政
サービスの対価であることから、受益者負担の原則に
基づき、適切に料金を設定する必要があります。電気
料金の値上げに伴う影響は、電気料金の契約形態や施
設の利用実態等により様々で、料金改定も含めその対
応については、各施設管理者により、施設の実情に応
じてなされるものと考えております。
　次に８、公文書管理条例の制定についての(1)及び
(2)、条例制定の検討状況、規則等の見直しについ
て、８の(1)と(2)は関連いたしますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　公文書管理法では、国民への説明責任が目的に規定
されておりますが、県の文書管理規程等では県民への
説明責任は規定されておりません。地方公共団体の規
則は、長がその権限に属する事務に関し制定するもの
であり、県民への説明責任については、条例で規定す
ることが適当と考えております。そのため、県では、
条例制定に向け取り組んでいるところであり、年度内
には、公文書管理の在り方検討に関する各部局等への
事前説明会を行い、次年度から、関係部局等との意見
交換等、全庁的な取組を進め、早期に条例を制定でき
るよう取り組んでまいります。
　同じく８の(3)のうち、公文書の定義についてお答
えいたします。
　公文書とは、県の職員が職務上作成し、または取得
した文書等で、県の職員が組織的に用いるものとし
て、県が保有しているものと定義しております。
　同じく８の(4)、誤認廃棄等を防ぐ手だてについて
お答えいたします。
　県では、文書管理規程及び沖縄県文書編集保存規程
に基づき、文書の作成、保存、廃棄、県公文書館への
引渡し等を行っております。国や他自治体の状況も踏
まえ、誤認廃棄等を防止する観点から、関係規程の遵
守に関する通知を発出することとしております。
　同じく８の(5)、有識者会議の設置についてお答え
いたします。
　公文書管理条例の制定に向けた課題や制度設計等を
検討するに当たって、有識者の意見を聞くことは必要
と考えております。令和５年度に有識者会議を立ち上
げ、様々な観点から御意見を頂戴したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　７、公共施設の電

気料金についての御質問の中の(1)、病院事業局の電
気料についてお答えします。７の(1)と７の(2)は関連
しますので、一括してお答えします。
　病院事業局における年間の電気料は、令和３年度
決算で８億562万6000円、令和４年度決算見込額は
９億3760万8000円となっております。また、令和５
年度における電気料は、令和５年４月からの電気料金
引上げを想定し、15億4361万8000円を計上したと
ころであり、令和４年度決算見込額と比べ、６億601
万円の増、率にして64.6％の増となっております。
このため、病院事業会計全体では現金収支黒字を確保
しているところでありますが、病院事業局としまして
は、医療提供体制に支障のないよう、さらなる経営改
善に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　７、公共施設の電気料金
についての(1)及び(2)、企業局が管理・運営する水道
施設の年間の電気料金と対応についてお答えします。
７の(1)と７の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括
してお答えします。
　企業局が管理する水道施設の年間電気料金は、令和
３年度決算で約31億円、令和４年度決算見込額が約
42億円となっております。また、本年４月からの電
気料金改定を考慮し、令和５年度当初予算において、
令和４年度比約８割増、金額にして約32億円増の約
73億円を計上しております。この大幅な電気料金の
上昇は、企業局のみならず県全体に大きな影響を及ぼ
すことから、去る１月に知事が上京し、国に対し県全
体の電気料金負担軽減策を要請したところでありま
す。
　同じく７の(3)、電気料金の値上げに伴う水道用水
供給単価の値上げ及びＰＦＯＳ等対応に係る電気料金
等経費についてお答えします。
　企業局としては、引き続き経費縮減に取り組む考え
ですが、４月以降の電気料金や県、国の追加支援策等
はまだ確定しておらず、現時点で令和５年度以降の経
営見通しを確定することは困難であるため、新年度を
迎え、電気料金や国及び県からの支援内容が明らかに
なった段階で財政シミュレーションを行い、必要な対
応を検討、実施してまいります。また、令和４年度
は、ＰＦＯＳ等対策として、導水路トンネル工事期間
中の海水淡水化施設増量運転により、電気料金等経費
が約２億9000万円増加することが見込まれておりま
す。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ありがとうございます。
　まず、戦没者の遺骨収集の件です。
　部長から答弁いただきました私たちの代表質問、去
る11月議会でしたけれども、海軍壕に関して知事が
要請をするということで、文書でされたということの
報告がありましたので、その点につきましては、速や
かな対応ありがとうございます。そしてまた引き続き
の継続的な対応をお願いしたいんですけれども、特
に2024年度までが集中実施期間とされている現行の
今、法体制ですので、これはとてもそのような2024
年度限りで、今の見通しの中で終わるような状況がな
ければ、ここは延長を求めるということも含めて、い
よいよその取組について検討されるというふうになる
と思いますが、その対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　戦没者遺骨
収集推進法については、今議員おっしゃいましたとお
り、令和６年度までの期間が集中実施期間というふう
に定められているところでございます。
　県としましては、一柱でも多くの御遺骨を一刻も早
く収容して、御遺族の元にお返しするために集中期間
の延長も必要であるというふうに考えております。集
中実施期間延長につきましては、遺骨収集推進法が議
員立法であるということも踏まえまして、国の議論の
状況というのも注視しながら、また要請の方法等も含
めまして検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ありがとうございます。
　これについては今答弁のとおりですので、県議会、
県民合わせてこの延長も含めた取組について、ぜひ県
と一緒に足並みをそろえながら取組をしていただきた
いというふうに思います。
　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　教育長にお尋ねをいたします。
　先ほどお尋ねをした、まず教員の不足問題です。こ

れ４月の新年度ですけれども、100％配置の状況で迎
えられるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　教員不足は大変厳しいもの
があります。しかし、我々４月の時点で未配置がない
ように、今様々な取組を実施しております。ペーパー
ティーチャーの取組も今、第２回目を予定していると
ころでありますので、できるだけ臨時的任用教員、代
替教員の確保に努めながら、未配置がないように取り
組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　足りない場合の対応ですけれど
も、少人数学級、これ一部返上せざるを得ないのか。
国基準が小学４年生まで35人、それから小学校高学
年・中学生が40人というのが上限になっていますけ
れども、この対応を取らざるを得ないという状況で
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　少人数学級について、我々
方向性としては何ら変更はございません。ただ、今申
し上げましたとおり、最大限教員の確保には努めてま
いりますが、万が一この４月のスタートの段階で教員
が配置できないという状況があったときに、これは担
任がいない状況で新年度をスタートさせるわけにはい
かないと考えておりますので、万が一のためにそう
いった状況を避けるために、そういった状況のときに
はその学年に限って――例えば、国の基準内でそう
いったことも検討せざるを得ない状況も想定して、準
備を進めているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　タブレットのほうにも、議場の皆
さん確認ができると思うんですけれども、平成22年
から令和４年、これ12年分文科省が調査して、恐ら
く以来だと思います。これ全て取り寄せたつもりなん
ですけれども、先ほど質問しましたように一貫して沖
縄県、最下位、10ポイント。恒常的に正規率が低い
という状況が続いています。それで精神疾患に関して
も、療養者、過去最高に上って非常に深刻さを極めて
いるわけです。これをこれからどうしようということ
なのか、今県の教育長として、教育委員会としてどう
しようということなのか、全国並みに正規採用する方
針、それからその計画があるのかお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　少しこの正規教員の状況に
ついては、現状を説明させていただきたいと思いま
す。
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　まず、県教育委員会では、正規率の改善計画を策
定しまして、平成23年度以降、この正規教員の採用
者数を増やしてまいりました。例えば、平成22年に
は150名の採用でありましたが、平成23年度からは
208人の増加をしまして、358人を採用して、これま
でずっとこの規模で採用してまいりました。ところが
その後、我々想定していたものと若干違う点が何点か
出てきまして、例えば、我々が想定していた以上に生
徒数が増加したということ、それから特別支援学級の
増加がございます。これについては平成28年度に、
この特別支援学級の設置要件の下限の撤廃を行いまし
て、一人でも対象者がいれば特別支援学級ができると
いうことで取組をしており、設置可能にしております
が、その後特別支援学級が大幅に増加をしてまいりま
した。例えば、正規の教員数は直近５年間で301人の
増加をしておりますが、それに比較して、特別支援学
級は881名増加しております。そういったこともあっ
て、我々の想定を超えた特別支援学級の増加もありま
した。そういった状況もあってなかなか正規率が改善
できていないという現状がございます。今現在、その
計画の見直しについて、定年延長等による影響等も分
析しながら取り組んでいるところでありますので、
しっかりと――基本的には欠員をなくしていくことが
重要であると思いますので、その採用計画等も含めて
今、検討・見直しをしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　教育長、もう一度聞きますが、正
規率を全国並みにするという方針があるのか、そこを
聞いているんです。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　我々はそれを目指して今取
り組んでおりまして、その具体的な改善計画、しっか
りと策定していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　方針は持っているということです
ので、これまでの求めれば求めるだけ臨時がいるとい
う、こういった状況の中で、やはり非常に甘い見通し
というか、危機感が弱かったのではないかなというふ
うに思うんです。人が足りないということの状況ゆえ
に多忙が極まって、これが負のスパイラルに今陥って
いる状況。今表面化している全国的な課題はもちろん
そうです、その中に沖縄ももちろん今くみしている状
況ですけれども、先ほど言ったように、沖縄のこの正
規率の低さというのは、去年、おととしとかに始まっ
たことではなくて、文科省が調査以来、ずっと恒常的
に10ポイントも低い状態が続いているんです。これ

が非常にこの今の事態を生んだのではないかというの
が、切実な、やっぱり公教育の保障に関わる問題を今
惹起していると思うんです。ですので、厳しいですけ
れどもお尋ねするんです。これがもし、島嶼県ゆえの
何か構造的な問題があるとか、あるいは特殊事情みた
いなことがあるということが皆さんの中にあって、
このような恒常的な不足の状態、その正規がずっと
八十一、二％という状態であれば、これこそ何らかの
根本的な制度の改革、あるいは全国一律では捉えられ
ないような提言として、何か国に要請するとかそうい
う段階に入っていくのか、そこが本当に今問われてい
ると思うんです。そういったことなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　先ほども申し上げました
が、やはり我々の改善計画、想定をしていた取組に比
較して特別支援学級が増加したと。そういった状況が
ございますので、その状況も踏まえてしっかりと――
指摘のあったとおり、この正規率が改善しないことに
は、その現場に対して教員の配置ができないというこ
とも出てきます。その結果として負担の増にもつなが
りますので、この辺についてはしっかりと我々、原因
は今、特別支援学級の増加等把握しておりますので、
その改善に向けて、それも含めて正規率の改善に向け
て――基本的には採用者を増やしていくということが
一つ重要になってくるかと思いますが、その点につい
てもこの令和４年度と比較して、令和５年度は54人
の増加を行いました。そういったことも視野に入れな
がら、採用率、採用者数の増加も図りながら、正規率
の改善に向けてしっかりとまた計画を見直していきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それからこのメンタルヘルス対策
に関しての働き方改革ということで、新しい課も設置
をされるということですけれども、これに関して、ど
のように今、調査分析されるのかということで聞きま
したが、働き方の改革に関しては、ぜひ労使協議会を
設置していただきたいんです。現場から何度も、その
労使、現場に関わることだからこそ協議会を持って、
その分析に当たるべきではないかということで、申入
れがあるはずなんです。その取組についてぜひ前進さ
せていただきたいと思うんですけれども、その協議会
の設置についていかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　新しい課を令和５年度に設置しまして、このメンタ
ルヘルス対策にはしっかりと取組強化していきたいと
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考えております。
　その取組として今、文科省がスタートします公立学
校教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究事業が
ございます。その取組として、この関係者会議の設
置、それが取組の一つにうたわれておりますので、
しっかりとその会議を設定して、その中に専門家の
方々であったり学校現場の方々、そういったことも、
その構成も考えております。まずはその要因、なぜそ
のような状況になっているのか、その要因をしっかり
と把握して対策を立てることが重要でありますので、
様々な現場の意見を集約できるようにしっかりこの会
議を設定して、取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　もちろん頑張っていないわけでは
なくて、頑張っていると思うんですけれども、先ほど
言った沖縄特有の課題でないのであれば、早急に本格
的な分析と対応について、ぜひ取組をスピードアップ
していただきたいというふうに思いますので、頑張っ
ていただきたいと思います。
　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　会計年度任用職員に関して、教育
長の答弁は明快だったんですけれども、総務部長でし
たか、もう一度確認ですが、応募の取扱い、継続して
働く意思のある４年目の方、これは新規で応募する方
も公平な取扱いということでよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げた内
容ですけれども、適正な公募期間を経てもなお人員確
保が困難となるなど、公務の運営に支障が生じる場合
という前提があって、その場合であれば２回を超えた
再度の任用もできることとするということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　つまり今まで３年経過して、一斉
に今回知事部局で1308名、任期切れが一斉に起こる
わけですよね。３年間ということについては。その
方々よりも新規の方が優先ですよという意味で答弁さ

れているのか、そこをはっきりしてください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた1308
人のうち、３年目の方が大多数ではありますが、１年
目、２年目の方もいらっしゃいます。まずは新たに人
員を確保する。しかし、なお人員が確保できない場合
は２回を超えた再度の任用ができるということで、ま
ずは新たな方を優先するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　これは非常に、今の答弁は残念で
す。先ほど教育長のほうからは、取扱いは公平です
と、そこに不平等は生じないというような認識で答え
て、教育庁のほうもこれ1343名の任期切れが――･一
斉に来るかどうかは別としても圧倒的多数の人が３年
目の中では、非常勤講師もいますし、いろんな支援
員、教育相談あるいは様々な役割を持っている方々が
今、その1343名の方々、これ不平等な取扱いをしな
いというのが先ほどの教育長の答弁でしたよね。確認
です。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　再度確認をさせていただき
ます。
　まず、この任用の回数で応募を妨げることはしない
ということであります。そして採用の可否について
も、平等取扱いの原則、あるいは成績主義の下、客観
的な能力検証を経て、再度の任用も可能であるという
ふうに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　総務部長、聞いていましたか。
今、不平等な取扱いはしないと教育長は言っています
けれども、総務部は違うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　すみません。先ほど優先
という表現を使いましたけれども、あくまでも成績主
義で対応するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　今そろったというふうに認識をし
ました。
　公務を支える現場、これはもはや正規職員だけでは
維持できないような状況、任用職員の方がいないと回
らないわけですよね、実際には。待遇の弱さとか身分
の不安定さというのを思うと、これがベストな雇用形
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態だとはもちろん言えないですけれども、それでも継
続を希望する圧倒的な多くの方々にとって、不利な取
扱いをしないという今回の方針転換というのは、やは
り次年度どうするかということの大きな判断材料にな
るというふうに思います。
　例えばある市町村に聞いてみますと、50人、今ま
さに新年度に向かって公募かけたら、実際に来たのは
まだ40人止まりだと。39人が継続で、新規が１件し
か来なかったということで、新年度足りない、どうし
ようという、その人手不足感というのに非常に危機感
を持って、今状況を見ているわけですよね。例えば、
先ほど教育庁の中でも非常勤講師、会計年度任用職
員、こういうたくさんの方々が支えている学校現場で
すから、正規の先生が足りない、あるいは担任が足り
ないという状況の中で、この不足感がまたさらに拍車
をかけたら、これはやっぱり現場、負担感がますます
増すわけですよ。そういう意味では今の取扱いをしっ
かり確認されて臨んでいただきたいと思います。
　それから総務部長、聞きたいんですけれども、２回
更新で３年が、これまでは一旦採用されると３年間雇
用が保障されるような形で進んできたというのがこの
３年間だったと思いますが、この４年目の方々という
のは、５年目、６年目というのはどうなるのか。この
新年度で採用された場合には、５年目、６年目という
のは維持なのか。それとも１年ごとに切れて、これを
また毎回応募するという形になるのか。そこをお尋ね
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　会計年度任用職員は文字
どおり、会計年度ごとに任用するという形を取ってお
ります。したがいまして、今現在１年目の方も２年目
に当たっては、新たな任用ということになります。
　４年目に会計年度任用職員として採用されたとし
て、これが３か年雇用が保障されるものではなく、年
度年度で採用するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そこはまたちょっと継続的に検討
をしていきたいと思います。
　今回、国はボーナスを拡充する方針ということで、
地方自治法の改正で、期末手当のみだったんですよ
ね、従来は。これを勤勉手当も含めて会計年度任用職
員に支給できるように今、国は国会に法案を提出して
います。これ2024年度からの適用を想定しておりま
すけれども、県の対応もこれに準じたものになる見通
しかお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。

○総務部長（宮城　力君）　議員おっしゃるとおり、
今会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能と
する規定の整備を含めた地方自治法の改正案が提出を
予定されていると聞いております。国の動向を注視し
ながら、適切に対応していきたいと考えております。
○仲村　未央さん　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩
　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　空港・港湾の軍事利用ということ
で、公共施設の軍事利用ということを着目しながら今
回質問をいたしました。下地島空港、非常に今目立っ
て注目をされているものですからお聞きしますけれど
も、この空港の利用についての調整の権限、これは管
理者である沖縄県が有している、つまり政府は沖縄県
に命令、指示する法令上の根拠を持っていないという
理解でよいですね。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員おっしゃるとお
りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　そのとおりなんですけれども、昨
年来、防衛大臣はあからさまに空港・港湾の平素から
の地ならし的利用に言及したり、あるいは国会議員か
ら下地島空港を国に移管してはという提案の話が出た
り、また米軍が唐突に使用を申請、通告をしたりとい
う形で、一体どうなっているのかというふうに思いま
して、いろいろその辺りを調べてみたわけです。そう
すると、このような軍事目的の利用というものは、主
に重要事態、様々な有事を想定した法がありますけれ
ども、その法を見ても、何ら県の許可なく使われると
いう法律は存在しないというふうに私は見ています。
　例えば、重要影響事態安全確保法というのがあっ
て、これはそのまま放置すれば我が国に対する直接の
武力攻撃に至るおそれがある事態ということで、米
軍、自衛隊が、その公共施設を利用する可能性につい
て定めた法です。この９条には、政府が地方公共団体
の長に対して、その有する権限の行使について必要な
協力を求めることができるとなっているんですよ、求
めることができる。これを内閣官房、防衛省、外務省
が丁寧な解説書を出していまして、その有事の事態で
どういうふうなことが起こるかというと、地方公共団
体の長の有する権限を持つ地方空港・地方港湾、地方
協力の求めというのは、現行法令に基づき地方公共団
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体の長が有する権限の行使について行うものであり、
この法により地方公共団体が現行法令を超えた対応を
求められるものではないと。例として港湾・空港など
が挙がっているわけです。これを地方が拒否する場合
ということもこの法は想定していまして、拒否する場
合どういうことが起こるかというと、協力拒否に対す
る罰則等の規定は設けておらず、法令に基づく対応が
なされる限り、制裁的措置が取られることはあり得な
いというのが、これが一つの有事想定の法の枠組みで
す。
　ということは、重要認定事態という、有事の認定時
でさえ、地方の権限を越えて使わせろ、使わせなけれ
ばいけないというような強制法は今、この枠組みには
ないわけで。例えばこれが武力攻撃事態予測とか、武
力攻撃事態とか、あるいは国家存立危機事態、こうい
うことも次々出てきますけれども、このときにおいて
も、基本的には国会承認が前提なんです、地方にどう
求めていくかというのは。何もなし崩しに平素から軍
事的に訓練のために利用させるということがこの国の
枠組みの中であるわけではないわけです。その理解と
いうのは持っていらっしゃるのか、今の空港・港湾を
めぐる状況の中で、そこを気をつけていただきたいと
思いますけれども、今の法体系の中でこれを強制させ
る体系はないということの理解は、そのとおりでよろ
しいのか、お尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず地方自治法第245条の２では、「普通地方公共
団体は、その事務の処理に関して、法律又はこれに基
づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する
国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされ
ることはない」と規定されておりまして、外交それか
ら防衛等の安全保障に関する事項であったとしても、
本条の適用があるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　よく部長の答弁の中で、平等の取
扱い、これは港湾法13条を指してよく答弁をされて
います。港湾法の13条、どういう成り立ちかという
ことを調べてみますと、これは大企業に中小零細企業
の船が締め出されないようにということが、基本的に
はその不平等な取扱いの法の、立法のときの国会の議
論なんです。ですので、何も軍事利用を平等に取り扱

うということではなくて、小さな船が排除されないた
めの経済的活用のための不平等取扱いということであ
りますので、今言うように、来たら必ず受け入れなけ
ればならないということをもって、先ほどの条文を安
易に解釈することは非常に危険だというふうに思いま
す。
　その中でも例えば、大体こういう軍船、軍艦に関わ
る大きな船が入ってくるということは、通常、周辺が
立入禁止になったりして、むしろ周辺の船のほうが影
響を受けてしまうという不平等に遭う可能性のほうが
高いわけです。そうなると、管理者に、県としてよっ
ぽど気をつけてほしいのは、こういった周辺への影響
が不平等に生じないか、軍の利用を優先せんがために
ほかのものの制約が生じないかということにむしろ焦
点を当てて、不平等の取扱いということを解釈すべき
だというふうに思うんです。そこは管理者として非常
に気をつけていただきたいと思うんですけれども、こ
こはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時15分休憩
　　　午前11時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　繰り返しにはなりま
すけれども、港湾の使用に当たりましては、沖縄県港
湾管理条例等、関係法令に基づいて施設を損傷するお
それがあるときなど、公物管理の観点から支障を来す
おそれが高い場合を除いて、許可することが適当とい
うふうになってございますので、関係法令に基づいて
対応をするということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　もう少し視点を加えれば、国際法
ではこういった――もし軍事に有効的に機能している
と思われる港は民間港であっても軍事施設と見なされ
てしまうというような、そういった標的にされる可能
性が上がるリスクも持ち得るわけです。今のように平
等です、平等です、何となくその利用を認めていけ
ば、その先にどんな可能性を引き出してしまうかも含
めて、港湾管理者、空港管理者、施設の管理者という
のはよくよくそこは慎重に判断を求められるというふ
うにも思っています。それから……。
　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○仲村　未央さん　先ほど公室長が答弁されました
ね、国のいわゆる存立事務、いわゆる国の専管事項、
専権事項ということで。これよく最近では市町村長か
らも、これは国の専管だから物が言えない、物を言わ
ないというような発言が時折出ていますけれども、先
ほどこれを規定している法律がありましたね、もう一
度その部分を読んでいただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　地方自治法第245条の２では、「普通地方公共団体
は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政
令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は
都道府県の関与を受け、又は要することとされること
はない」というふうに記載されております。
○仲村　未央さん　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　地方自治法第１条の２ということで、地方公共団体
の役割と制度策定等の原則ですけれども、「地方公共
団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割
を広く担うものとする。　２、国は、前項の規定の趣
旨を達成するため、国においては国際社会における国
家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定
めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に
関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で
若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない
施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割
を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方
公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体
との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団
体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地
方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるよ
うにしなければならない」と規定されております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　まさにそうで、この２項で国家存
立事務、いわゆる専管事項というふうに言われるとこ
ろを規定しているんですけれども、その目的は前項の
規定の趣旨を達成するため――つまり地方自治、地方

公共団体の自治の達成を確保するために国の専管とい
うのがあると。だから１項の地方自治、住民の福祉の
増進、地域の自主的な行政というものが確保されるた
めに国は専管をやりますよということなんです。そう
なると、むしろ特に私たち沖縄のように軍事基地を置
かれるところというのは、知事、よっぽど物を言わな
きゃいけないわけです。置かれるということは、戦時
でも平時でもそれを問わず、いつもその環境とか都市
計画とか住民福祉、文化、教育含めて、あまたの影響
を受けますよね。そういう意味では、よっぽどこれは
物を言ってきた――言ってきているし、言わなきゃい
けない話だと思います。
　知事が今、ミサイルの配備の反対、これを明確にし
ているということも非常に重く感じます。このような
発言をされている知事というのは、恐らく47都道府
県の中でも唯一ではないのかなというふうにも感じる
わけです。そういう意味で、今知事が地方自治体の長
として、地方自治の観点から物を言っているというこ
のことの思い、専管事項であってもなお、ここは地方
自治法の趣旨に沿って、なお物を言わなきゃいけない
ということについての知事の思いについて伺いたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　地方公共団体は、やはり住
民の福祉の増進を図ることを基本として、地域におけ
る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う
ということを基本としています。ということは、やは
り国民があっての国家であるという、本当に一般論か
らしても基本的なことからすると、その国民の自治を
執り行う者として、その国民――いわゆる県民に対し
ての様々な問題に関しては、国に対しても、国の専管
事項であっても、そこで協議を求めていく、対話の姿
勢は絶対に必要であるというのが私の認識です。です
から、外交や防衛等の国の専管事項であったとして
も、それを支える基地の設置や運用については、地元
住民や地方自治体の理解と協力が必要不可欠である
と、私はそのように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　述べましたように、港湾法も非常
に憲法に適合的です。政府の行為によって再び戦争の
惨禍が起こることのないようにすることを決意すると
いう、その法の下で、港湾法も、国のその過去の軍港
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に直結したという使用を地方に委ねるということの成
り立ちがありますので、そこを踏まえて先ほどの管理
者としての行政運営、ぜひとも頑張っていただきたい
と思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
○次呂久　成崇君　ケーラネーラ　クヨーム　ナー
ラ。
　会派おきなわ南風の次呂久成崇でございます。
　先月15日、石垣島マラソン大会、そして今月11日
は西表島でのやまねこマラソン大会が開催されまし
た。両大会には本当に多くの観光客、そして出場者で
八重山の観光産業の回復というところで明るい兆しを
感じたところです。私も両大会にはそれぞれ10キロ
コース、健康増進とダイエットが目的で出場しまし
た。結果は完走しましたが、ダイエットの目的ではな
く、逆に体重が２キロ増えるという結果になりました
けれども、今日の代表質問は私たち会派のメンバー
が、地元住民の皆さん、そして関係機関と意見交換を
し、調査研究してきた質問事項となっておりますの
で、ぜひ執行部には結果が――成果のある答弁となる
ように御協力お願いしたいと思います。よろしくお願
いいたします。
　それでは、質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事は東京都内で開かれたシンポジウムで、
反撃能力行使のため、沖縄に長距離ミサイルを配備す
ることに対して「憲法の精神とは違うと、明確に反対
する」と述べているが、発言の真意について伺いま
す。
　(2)、辺野古の新基地建設をめぐる沖縄防衛局の埋
立設計変更申請を県が不承認とした処分について、そ
の処分を取り消した国土交通大臣の裁決を違法とし
て、県が国を訴えた抗告訴訟の内容と今後の対応につ
いて伺う。
　(3)、一定時間飛行した機体の部品を交換するた
め、オスプレイの飛行を停止すると発表されてから３
日後に飛行が再開された。普天間飛行場のオスプレイ
の機体が部品交換の対象なのか明らかにしていないこ
とに対し、県の見解と今後の対応について伺う。
　(4)、令和５年度沖縄県一般会計当初予算案の基本
的な考え方と予算編成、昨年度と比較した各部局別の
増減となった主な事業の要因と新規事業について伺
う。
　(5)、県の国民健康保険財政の一部である普通調整

交付金の推計値と実際の交付額の差額により被保険者
の保険料引上げが懸念されることについて、その要因
と影響、今後の対応及び対策について伺う。
　(6)、新規事業の消防防災ヘリコプター整備推進事
業について、事業詳細及び導入機材の検討経過や財源
等について伺う。
　(7)、国民保護図上訓練の実施について、令和５年
３月17日に実施する予定ということだが、目的と意
義、参加機関と規模について伺う。
　(8)、基地周辺で高濃度で検出されている有機フッ
素化合物の残留実態調査事業の概要について伺う。
　(9)、首里城復元に係る龍頭棟飾に携わる県内陶器
組合の活用と技術者の体制について伺う。
　２、環境行政について。
　(1)、国指定特別天然記念物のヤンバルクイナとケ
ナガネズミ、カンムリワシ、イリオモテヤマネコの
ロードキルの件数と原因、県の希少種保護に向けた交
通事故対策の具体的な取組について伺う。
　(2)、世界自然遺産登録後の外来種対策の取組につ
いて伺う。
　(3)、西表島の観光管理の取組について、世界自然
遺産の諮問機関（ＩＵＣＮ）から観光管理が重要な課
題であることが指摘され、県はその対策と取組につい
て回答している。回答内容と現在どのようなやり取り
が行われているか伺う。
　(4)、西表島のノヤギ対策について、今年度中に県
対策外来種リストを見直し重点対策種に位置づけ、次
年度から本格的な駆除に取り組むと11月議会で答弁
があったが、その後の関係機関との連携と取組につい
て伺う。
　(5)、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの対
策と実施について、離島において特に課題となってい
る死亡野鳥等発生した際の現場確認と簡易検査の実施
については、関係機関と定期的に意見交換を行い対策
の実施に努めるということだが、具体的にどのような
意見交換と対策が実施されたのか伺う。
　(6)、11月議会で環境部の出先機関、または人員配
置や体制等については関係部局及び国とも調整し検討
していくということだったが、その後どのような検討
がなされたのか取組と今後の方針について伺う。
　(7)、琉球列島固有の自然を象徴する希少種・絶滅
危惧種の安定的な維持存続と生息環境を保全するため
にも、沖縄県希少野生動植物保護条例を改正し、希少
種の恒久的な保護や外来種対策を徹底していくのが県
環境行政の重要かつ重大な責務だと思うが県の見解を
伺う。
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　３、保健医療・病院事業局について。
　(1)、八重山圏域の人工透析医療が逼迫している状
況について、経緯と今後の体制について伺う。
　(2)、離島の県立病院の医師及び看護師の人材確保
の施策について伺う。
　(3)、県立八重山病院職員宿舎整備について、課題
と今後の対応について伺う。
　(4)、八重山圏域における急患搬送用恒久ヘリポー
ト設置検討状況について伺う。
　(5)、旧県立八重山病院跡地を医療機関に提供する
よう求める陳情書が石垣市議会から提出されている
が、県はどのように受け止めているか伺う。
　(6)、各県立病院から次年度の医療体制や予算等に
ついて、どのような要求があり、対応・協議・調整が
行われたのか伺う。
　４、土木建築行政について。
　(1)、2021年度に一部路線において性能規定型道路
除草業務を試験導入したが、効果と今後の取組につい
て伺う。
　(2)、公共工事の特記事項に明記された的確な県産
建設資材の優先使用について、現状と県の取組方針に
ついて伺う。
　(3)、離島港湾の維持管理状況と課題について伺
う。
　(4)、県道29号線（那覇北中城線）の整備状況につ
いて伺う。
　５、福祉・教育行政について。
　(1)、バス通学費等支援事業のこれまでの実績と令
和５年度からの事業拡充概要と見込みについて伺う。
　(2)、2023年度の県立高校と県立高校支援学校の一
般入試志願状況について、志願倍率及び空き定数と傾
向について県の見解を伺う。
　(3)、県は教員不足解消の取組としてセミナーを実
施したが、対象者とセミナーの概要、セミナー実施に
よる効果等について見解を伺う。
　６、商工・観光行政について。
　(1)、入域観光客数の増加や国際路線の就航再開で
回復の兆しが現れ始めているが、コロナ禍による観光
産業の人手不足の現状と施策について伺う。
　(2)、国内外に広がるウチナーネットワークが次世
代に移行し沖縄とのつながりが希薄になりつつある。
コロナ禍で途絶えていた人的・文化交流を沖縄から国
内外に発信し、交流活動を積極的に行う必要があると
思うが見解を伺う。
　(3)、沖縄観光の高付加価値化を図るため、離島へ
の観光客誘致を促進する施策についての取組を伺う。

　(4)、大型ＭＩＣＥ施設整備の取組について伺う。
　７、農林水産行政について。
　(1)、県内家畜市場の子牛の取引価格が、飼料価格
の高騰や輸送するコストの上昇等の影響も受け下落し
ている。その現状と施策について伺う。
　(2)、飼料コスト増と鳥インフルエンザ流行による
供給不足で、物価の優等生と呼ばれる鶏卵が県内でも
高騰している。家禽は鳥インフルエンザに最も弱いと
言われており、昨年県内でも４万5000羽、国内全体
では1300万羽が殺処分されている。県の体制及び対
策について伺う。
　(3)、ガソリン価格高騰による県内農水産業への影
響と対策について伺う。
　(4)、農林水産物条件不利性解消事業について、今
年度から内容や補助制度が変更となったが、同事業の
実績や問題点の整理をどのように取り組んできたか伺
う。
　(5)、県内の遊休農地面積と活用の取組について伺
う。
　(6)、食肉センターの運営状況は電気料及び燃料費
の高騰を受け厳しい状況が続いている。県は食肉セン
ターと連携を密に経営状況の立て直しと屠畜料の値上
げ幅について早急に検討を進め、影響を受ける畜産農
家への支援について生産者団体と意見交換するという
ことだったが、取組について伺う。
　(7)、石垣リゾート＆コミュニティ計画において手
続が進められている農振除外と農地転用手続の進捗状
況について伺う。
　８、離島振興について。
　(1)、物価高騰に伴い、生活の足である船の運賃へ
の影響が大きく、日常生活にも影響が出ている。県の
見解と対応について伺う。
　(2)、運休が続いている波照間、多良間の離島航空
路線の再開に向けた取組について伺う。
　(3)、物価高騰の影響は、離島では日常生活に深刻
な影響を与えている。物価高騰の現状をどのように把
握しているのか、また支援・施策について伺う。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　次呂久成崇議員の御質問に
お答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、反撃
能力に関するシンポジウムでの発言についてお答えい
たします。
　去る２月８日に東京で開催したシンポジウムにおい
て、参加者から反撃能力の保有について質問があり、
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私から「もし敵基地攻撃能力を含むような装備を南西
地域に持つとしたら、それは憲法の意思とは違うと明
確に反対する」と発言をいたしました。これは、反撃
能力は憲法第９条の趣旨への政府見解との問題のほ
か、国際法で禁止された先制攻撃となるおそれや、従
来の専守防衛方針との整合性等について課題があると
考えていることに加え、反撃能力を有するミサイル等
の県内配備は、さらなる基地負担の増加や攻撃対象と
なるリスクが高まることも予測され、これらについて
は県民の理解も得られないことから断固反対するとい
う主旨で述べたものであります。
　次に、環境行政についての御質問の中の(7)、希少
種の保護と外来種対策の徹底についてお答えいたしま
す。
　世界自然遺産に登録された沖縄県の豊かな自然環境
を保全し次世代に引き継ぐことは、沖縄県に課せられ
た責務であり、希少種の保護や外来種対策は非常に重
要であると考えております。沖縄県では、希少種の保
護や外来種による生態系への被害防止を図るため、令
和元年10月に沖縄県希少野生動植物保護条例を制定
し、これまでに指定希少野生動植物種47種、指定外
来種９種を指定しております。現在は、同条例に基づ
き、指定外来種の防除や指定希少野生動植物種の保護
増殖事業の実施に向けた検討を行っているところで
す。
　沖縄県としましては、沖縄特有の自然環境の保全・
継承のため、引き続き希少種の保護及び外来種対策を
推進してまいります。
　次に、商工・観光行政についての御質問の中の
(2)、ウチナーネットワークを活用した交流について
お答えいたします。
　沖縄県では、ウチナーネットワークコンシェルジュ
による日常的な交流、海外県人会への芸能指導者の派
遣、ウチナーンチュ子弟等留学生の受入れ、県内、国
内及び海外県系子弟の中高生の交流などを実施してお
ります。次年度はこれらの取組に加え、私や副知事が
海外県人会や姉妹都市等を訪問し、海外で活躍する県
系人の功績をたたえるとともに、現地のニーズや要望
を聴取し、人材育成、文化、ビジネス等多面的な交流
の活性化に向けた意見交換やアーカイブ化に向けた県
人会活動の記録などを行い、ウチナーネットワークの
さらなる強化につなげてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕

○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、抗告訴訟の内容と今後の対応について
お答えいたします。
　昨年９月に、県は、国土交通大臣が行った不承認処
分に係る裁決の取消しを求めて抗告訴訟を提起いたし
ました。県が行った不承認処分は、公有水面埋立法に
基づき厳正に判断したものであり、処分理由は正当な
ものであると考えております。また、不承認処分は、
沖縄防衛局が固有の資格において受けたものであるこ
とに加え、裁決と同時に承認せよとの勧告を行うな
ど、審査庁としての地位を濫用したもので、今般の裁
決は、違法・無効なものであり、取り消されるべきで
あると考えております。今後の対応については、引き
続き、県の主張が認められるよう、全力を尽くしてま
いりたいと考えております。
　同じく１の(3)、オスプレイの部品交換についてお
答えいたします。
　沖縄防衛局によると、今般のオスプレイの部品交換
については、オスプレイのクラッチを原因とする特有
の現象の発生を予防するため、一定の使用時間を経過
したものは部品交換の対象となっているが、対象とな
る機体の部隊や機数などの詳細は、米軍の運用体制に
関することであり、お答えできないとのことでした。
　県としては、オスプレイの部品交換について、引き
続き、政府に対して、詳細な情報提供と適切な対応を
求めてまいりたいと考えております。
　同じく１の(6)、消防防災ヘリコプター整備推進事
業についてお答えいたします。
　本事業では、消防防災ヘリの運用開始に向け、運用
要綱や規約等について検討するとともに、ヘリ機体の
調達及びヘリ基地の整備を進めていくこととしており
ます。調達予定の機体等につきましては、令和３年
10月から計６回のワーキンググループを開催し、そ
の活動範囲を沖縄県全域としており、先島や大東地域
まで無給油で航続可能な飛行性能、救助等活動に必要
な機内スペース、各県の運用状況等を踏まえ、県及び
41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプター導
入推進協議会において中型機を選定しております。な
お、財源については、交付税措置が適用される緊急防
災・減災事業債を活用することとしております。
　同じく１の(7)、国民保護図上訓練についてお答え
いたします。
　武力攻撃事態や大規模テロなどの緊急対処事態は、
あってはならない非常事態ですが、万一に備え、国民
保護措置の対処能力の向上を図ることは重要と考えて
おります。今回の図上訓練は、内閣官房をはじめ、消
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防庁や国土交通省、先島諸島の市町村、沖縄総合事務
局、沖縄県警察、自衛隊、第十一管区海上保安本部、
船舶会社や航空会社の指定公共機関などの関係機関の
参加を調整しております。また、今回は住民の参加予
定はなく、関係機関と時系列に沿った行動計画の場面
ごとの連携や住民避難の在り方について検証・検討す
る図上訓練を予定しております。
　次に３、保健医療・病院事業局についての御質問
の中の(4)、八重山圏域における急患搬送用恒久ヘリ
ポート設置検討状況についてお答えいたします。
　県では、これまで整理した設置案３案を基に、令和
４年９月15日には、石垣市、八重山病院、病院事業
局に加え、竹富町、与那国町、多良間村などの関係機
関を含めて協議しております。去る２月10日には、
各機関の担当レベルから、部局長レベルの職員が参加
する会議に格上げし、より踏み込んだ協議を行いまし
た。その結果、ヘリポート設置案のうち、八重山病院
隣接地地上型案に加え、病院敷地内かさ上げ型案への
支持表明がありました。今回の協議内容を踏まえ、各
機関に再度案の検討を依頼するとともに、代替案があ
る場合にはその提案も求めております。
　県としては、急患搬送体制確保の重要性に鑑み、合
意可能な設置場所の条件整備に向け、地元関係機関と
引き続き丁寧な調整に努めてまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(4)、令和５年度当初予算編成についてお答え
いたします。
　令和５年度予算については、６つの重点テーマを踏
まえつつ、沖縄振興予算に加え各省計上予算、より地
方財政措置の有利な県債の積極的な活用を図るなど、
変化する社会経済情勢や県民ニーズに的確に対応する
との基本的考え方により、予算を編成したところで
す。主な事業として、マリンタウン大型ＭＩＣＥ施設
整備・エリア形成事業、離島航空路チャーター運航支
援事業、特別高圧受電契約事業者支援事業などをはじ
め新規事業を幅広く計上しております。部局別の増減
要因について、増となった主な部局は、保健医療部が
新型コロナウイルス感染症対策経費の増、土木建築部
が公共離島空港整備事業の増となっております。減と
なった主な部局は、子ども生活福祉部が子どもの貧困
対策推進基金積立金の減、文化観光スポーツ部がＧｏ
Ｔｏおきなわキャンペーン事業の減となっておりま

す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、知事の政治姿勢
についての(5)、普通調整交付金の乖離等についてお
答えします。
　普通調整交付金については、平成30年度以降、５
年間にわたり、国の推計値と実際の交付額に大きな乖
離があり、収入不足に伴い国保財政に深刻な影響を与
えております。乖離した要因や推計値の算定根拠につ
いては、国から詳細な説明がない状況です。このた
め、去る２月８日に池田副知事が石嶺国保連合会理事
長、桑江市長会会長及び宮里町村会会長と共に、国に
対し、差額の補塡に加え、乖離した要因や推計値の算
定根拠を明らかにするよう要請したところです。
　県としましては、引き続き、市町村及び国保連合会
と連携し、国保財政の安定化に取り組んでまいりま
す。
　次に３、保健医療・病院事業局についての(1)、八
重山圏域の人工透析医療についてお答えします。
　県は、去る１月に、八重山圏域における透析医療の
提供体制が厳しい状況にあることを踏まえ、透析医療
を提供する３医療機関を訪問し、直接、現状や課題を
聴取いたしました。その後、聴取内容や医療機関の意
向を踏まえて、八重山圏域における透析医療の提供体
制について協議するため、医療機関、市町村、関係団
体等による八重山地区医療提供体制協議会を去る２月
９日に開催しました。同協議会では、緊急時の応援・
連携体制の構築、県立八重山病院の受入れ患者数の拡
大、民間医療機関の看護師等確保への支援などの対応
方針を決定いたしました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(8)、有機フッ素化合物残留実態調査事業につ
いてお答えいたします。
　県においては、県内のＰＦＯＳ等の残留実態を把握
するため、令和５年度の有機フッ素化合物残留実態調
査事業により、基地周辺以外を含めた宮古、八重山地
域も対象とする全県的な水質と土壌中のＰＦＯＳ等調
査を実施することとしております。水質及び土壌の調
査地点数は、それぞれ40地点程度を予定しており、
具体的な調査場所等については、市町村と調整の上で
決定したいと考えております。土壌中のＰＦＯＳ等に
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ついては、分析方法や基準値が定められていないた
め、県としては、これらの調査結果を踏まえて、国に
対し土壌に関する基準値等の設定を求めてまいりま
す。
　２、環境行政についての(1)、ヤンバルクイナ等の
ロードキルの件数と原因、対策についてお答えいたし
ます。
　令和４年における希少種のロードキルの件数は、
ヤンバルクイナ18件、ケナガネズミ37件、カンムリ
ワシ12件、イリオモテヤマネコ４件となっておりま
す。原因として、ヤンバルクイナについては、道路側
溝での採餌や繁殖期の行動の活発化等が、カンムリワ
シとイリオモテヤマネコについては、道路でひかれた
小動物を捕食すること等が考えられます。また、ケナ
ガネズミのロードキル件数が増加していることについ
ては、個体数が増加したこと等が原因であると考えら
れます。
　県としましては、関係機関と連携し道路へのアン
ダーパスや路上進入抑制柵の設置、視認性を高めるた
めの除草、注意喚起のための案内板の設置に加え、Ｓ
ＮＳを活用した情報発信などを実施しているところで
あり、引き続き希少種のロードキル対策に取り組んで
まいります。
　同じく２の(2)、世界自然遺産登録後の外来種対策
についてお答えいたします。
　令和３年７月の沖縄島北部及び西表島の世界自然遺
産への登録後、県では、遺産地域の自然環境を保全・
継承するため、外来種対策の強化に取り組んでおりま
す。沖縄島北部においては、マングースやタイワンハ
ブ等の防除を強化するとともに、国頭村安田地区や大
宜味村田嘉里地区などでツルヒヨドリの除去を行って
おります。また、西表島については、ノヤギの駆除に
着手するとともに、遺産地域への外来植物の侵入を防
止するため、周辺地域である石垣島の宮良川や新石垣
空港周辺でツルヒヨドリの除去を行っております。
　県としましては、世界自然遺産登録地域の生物多様
性の保全を図るため、引き続き外来種対策に取り組ん
でまいります。
　同じく２の(3)、西表島の観光管理に係る対応につ
いてお答えいたします。
　県では、ＩＵＣＮから指摘のあった西表島の観光管
理に対応するため、今年度末までに改定する予定の西
表島観光管理計画において、遺産地域内での立入り規
制や入域観光客数の管理基準の設定、利用集中を緩和
する取組等を進めることとしており、これらの内容を
含んだ保全状況報告書を昨年12月、国からユネスコ

世界遺産センターに提出したところです。今後、今年
９月に開催される世界遺産委員会における同報告書の
審議の結果、対応を求められた場合は適切に対処して
まいります。
　同じく２の(4)、西表島のノヤギ対策に関する関係
機関との連携と取組についてお答えいたします。
　県では、令和５年度からノヤギの本格的な捕獲を開
始するため、今年３月にノヤギを重点対策種とする予
定であり、また、環境省や竹富町、専門家から意見を
聞きながら、防除計画の策定作業を進めているところ
です。
　県としましては、ノヤギの生息状況調査や捕獲の役
割分担、ヤギの適正飼育等について、環境省及び竹富
町との協議を行っており、西表島の生態系等を保全す
るため、引き続きノヤギ対策に取り組んでまいりま
す。
　同じく２の(5)、離島における死亡野鳥の簡易検査
についてお答えいたします。
　県では、昨年12月８日に八重山地域の市町、環境
省の自然保護官事務所、家畜保健衛生所、保健所等と
の会議を開催し、死亡野鳥等における鳥インフルエン
ザの簡易検査について意見交換を行い、希少種以外の
種の通報窓口を県に一本化することを確認しておりま
す。また、意見交換の結果を踏まえ、体制が手薄にな
る年末年始の通報連絡フローを整理する等、死亡野鳥
の回収・簡易検査の体制の強化を図ったところです。
　県としましては、離島における迅速な検査体制の確
保は重要であると認識しており、引き続き関係機関と
連携しながら、適切に対応してまいります。
　同じく２の(6)、環境部の出先機関や人員配置等に
ついてお答えいたします。
　環境部が所管する事務の一部については、保健所、
動物愛護管理センター、農林水産振興センター等の出
先機関に委任等を行い執行しております。一方、鳥イ
ンフルエンザや世界自然遺産、希少種・外来種対策等
の業務については、環境省の自然保護官事務所や地域
の市町村、家畜保健衛生所等の関係機関と連携・調整
しながら対応しております。
　県としましては、引き続き離島地域の現状と課題等
について関係機関との意見交換を行い、必要に応じ体
制を見直すなど、離島地域における環境行政の推進に
支障が生じないよう対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
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について(9)、首里城龍頭棟飾に携わる県内陶器組合
の活用等についてお答えいたします。
　令和２年７月に県で策定した沖縄県首里城復興基金
の活用に関する方針では、沖縄県内に蓄積、継承され
ている伝統技術を積極的に活用することとなっており
ます。龍頭棟飾等の制作に当たっては、県内の若手人
材育成の観点も踏まえ、県内陶器組合を含む県内技術
者の活用に向けて検討しているところであります。具
体的な制作体制については、陶器組合等県内技術者と
緊密に連携を図りながら、今後、有識者で構成される
首里城復興基金事業監修会議に諮り決定していきたい
と考えております。
　次に４、土木建築行政についての(1)、性能規定方
式による道路除草の取組についてお答えいたします。
　県は、性能規定方式による道路除草について、今年
度、沖縄本島内の県管理道路の約４割で実施し、おお
むね草丈が低い状態を常時維持できており、良好な沿
道景観形成の取組の効果が現れてきているものと認識
しております。来年度は、新たに宮古・八重山地域で
実施を予定しており、県全域での導入に向けて取り組
んでまいります。今後とも、効果的・効率的な道路の
維持管理に取り組み、世界水準の観光地にふさわし
い、良好な沿道景観の形成に努めていきたいと考えて
おります。
　同じく４の(2)、公共工事における県産建設資材の
優先使用についてお答えいたします。
　土木建築部が発注する公共工事においては、県内企
業の優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づ
き、特記仕様書に県産資材の優先使用を明記して、そ
の優先使用に努めているところであります。特に、鉄
筋、セメント等の主要資材については、工事受注者に
対し県産品の使用状況の報告を義務づけているとこ
ろであり、これらの資材の令和３年度の県産品使用
率は、鉄筋99.7％、セメント99.6％となっておりま
す。
　県としては、引き続き県産資材の優先使用に取り組
んでまいります。
　同じく４の(3)、離島港湾の維持管理についてお答
えいたします。
　県は、港湾施設について、５年ごとに行う定期点検
や１年点検等を実施し、劣化状況の把握に努めており
ます。これらの点検診断結果に基づき、限られた予算
の中、優先順位をつけ、市町村と連携しながら修繕等
を行うなど老朽化対策に取り組んでおります。また、
県市町村連絡調整会議を開催するなど、情報共有の強
化にも努めております。

　同じく４の(4)、那覇北中城線の進捗状況について
お答えいたします。
　那覇北中城線は、沖縄本島中南部を縦断する主要地
方道であり、石嶺市営住宅付近から上原交差点までの
約４キロメートル区間の整備を推進しております。進
捗率は、令和４年度末の事業費ベースで幸地－翁長工
区が約53％、翁長－上原工区が約76％となっており
ます。今後とも、所要額の確保に努め、早期供用に向
け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　３、保健医療・病
院事業局についての御質問の中の、離島の県立病院の
医師及び看護師の人材確保の施策についてお答えしま
す。
　離島の県立病院への医師確保については、県立病院
の指導医及び専門研修で育成した医師を配置すること
で安定的な確保を図っております。また、県内外の大
学病院等への医師派遣要請や地域枠医師の配置、就業
希望医師への視察ツアーの実施等により勤務医の確保
に取り組んでおります。看護師については、病院事業
局ホームページ、ハローワーク、ナースセンター等を
活用するほか、県内外で開催される就職説明会で、離
島の県立病院の魅力を発信し人材確保につなげていま
す。
　同じく３の(3)、県立八重山病院職員宿舎整備につ
いてお答えいたします。
　病院事業局では、地域の医療ニーズに対応し、良質
で安定した医療サービスを提供するためには、人材確
保に直結する住環境の確保、整備が重要であると考え
ております。職員宿舎整備については、令和４年度中
に具体的な戸数や必要面積などの基本構想を策定する
こととしており、今後、同構想を踏まえ、地元の理解
と協力を得ながら整備を進めていきたいと考えており
ます。
　同じく３の(5)、旧県立八重山病院跡地に係る対応
についてお答えします。
　旧県立八重山病院跡地の利活用については、石垣市
議会等からの要請を踏まえ、病院事業局としては、石
垣市をはじめ地元の意向も確認しながら、慎重に検討
を進めていきたいと考えております。なお、職員宿舎
の候補地につきましては、地元石垣市をはじめ、関係
機関とも連携を図りながら、柔軟に対応していきたい
と考えております。
　同じく３の(6)、各病院からの要望への対応等につ
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いてお答えします。
　令和５年度の医療体制強化を図るため、各病院から
看護師や薬剤師等の増員要望がありました。要望内容
を精査するに当たっては、各病院に赴きヒアリングや
現地調査を実施するとともに、随時、各担当部署と協
議、調整等を行っております。また、令和５年度の予
算編成に当たっては、病院事業会計予算原案作成方針
に基づき、各病院から要望のあった施設・設備の整備
更新についてヒアリングや現地調査を実施し、収益性
や費用の後年度負担等に係る協議・調整を経て、必要
額を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　５、福祉・教育行政につい
ての(1)、中高生バス・モノレール通学費無料化の実
績と拡充についてお答えいたします。
　県では、一定の所得基準に満たないひとり親家庭及
び住民税所得割非課税世帯の高校生等を対象として、
令和２年10月１日からバス・モノレール通学費の無
料化を実施しており、令和５年１月末現在、約5000
名を認定しております。令和５年度は、遠距離等によ
る高額通学費が原因で高校の選択や通学を断念するこ
とがないよう、中間所得層までの生徒の通学費の一部
補助について当初予算に計上したところであり、対象
者数は約800名を見込んでおります。
　同じく(2)、県立学校の志願倍率等についてお答え
いたします。
　令和５年度県立高等学校入学者選抜における一般入
試の最終志願倍率は、全日制・定時制合わせて0.92
倍であり、空き定員数は935となっております。ま
た、県立高等支援学校の最終志願倍率は、1.31倍と
なっております。県立高校においては、近年の少子化
や生徒のニーズの多様化など様々な要因により、北
部・離島地区の高校や専門高校において、志願倍率が
低い状況が続いております。これまで定員割れのある
学校においては、教育課程の工夫や学科改編等により
魅力ある学校づくりに努めてきたところです。　
　県教育委員会としましては、地域の生徒数の推移や
これまでの志願状況のほか、地域の産業人材を育成す
ることや、多様な生徒の学びを保障する観点等も考慮
し、適正な学科配置や定員設定等に努めてまいりま
す。
　同じく(3)、教員不足解消に向けたセミナーについ
てお答えいたします。
　県教育委員会では、教員免許はあるものの教職経験

のない方や、様々な理由で教職を離れている方、教職
の仕事に興味のある方を対象として、令和５年２月４
日に、ペーパーティーチャーセミナーを実施いたしま
した。セミナーでは、154名の参加があり、昨今の教
育事情等についての全体講義と相談会を実施しまし
た。セミナー参加者には、臨任登録に向けた意欲を示
す方がいるなど、おおむね好評であったと捉えており
ます。なお、さらなる開催を求める声を受け、３月４
日に本島中部、宮古、石垣の３会場にて第２回セミ
ナーの実施を予定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　６、商工・
観光行政についての(1)、観光産業における人手不足
の現状と施策についてお答えします。
　観光産業はコロナ禍における離職と需要の回復に伴
い、人手不足が課題となっております。このため県で
は、人材確保に向け、インターンシップの促進、観光
現場における様々な取組を伝える広報、就職イベント
の周知、職場訓練を通じた宿泊事業者と求職者のマッ
チング、受入れ体制再構築に向けた人材確保支援を実
施しております。次年度は、これらの取組に加え、労
働環境改善による人材定着等を図るための生産性向上
に資する取組を支援するほか、職場訓練の対象を拡充
し、人材の確保を図ってまいります。
　同じく６の(3)、離島への観光誘客の取組について
お答えします。
　本県の離島については、それぞれの島特有の自然、
景観、伝統、文化、特産品等の魅力を有しており、各
離島の特性と観光資源を活用した質の高い離島観光を
推進することが重要であると考えております。県で
は、各種プロモーションにより各離島が持つ独自の魅
力を効果的に発信するとともに、離島の魅力をさらに
引き出すための観光コンテンツの造成支援や、アドベ
ンチャーツーリズム等の体験・滞在型観光の推進によ
り、滞在日数の延伸や観光消費額の向上につなげてま
いります。
　同じく６の(4)、大型ＭＩＣＥ施設の整備について
お答えいたします。
　県では、大型ＭＩＣＥ施設の整備に向け、マリンタ
ウン大型ＭＩＣＥ施設整備・エリア形成事業におい
て、ＰＦＩ法で定める所定の手続を進めてまいりま
す。令和５年度に実施方針条例（仮称）を議会に提案
し、議決を得た後に実施方針の策定や特定事業の選定
の手続等を進め、令和６年度の入札公告、令和７年度
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の事業契約締結に向けて取り組んでまいります。財源
については、地方債、一般財源、民間資金等の活用を
想定しており、引き続き、民間事業者の意向を確認す
るサウンディング調査などを踏まえながら、整備費や
運営収支等の精査を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　７、農林水産行政に
ついての(1)、子牛取引価格の現状と施策についてお
答えいたします。
　県内家畜市場における子牛取引価格については、肥
育農家が飼料価格高騰などにより、肥育素牛を買い控
えていることを主因に、価格の低迷が続いておりま
す。このため、県では、生産者に対し、飼料価格高騰
に対する支援事業を実施しております。また、国で
は、臨時措置として、令和５年１月より平均販売価格
が発動基準価格の60万円を下回った場合、その差額
の４分の３を支援する事業を実施しております。
　県としましては、引き続き、関係者及び生産者団体
等と意見交換を行いながら、畜産経営の安定につなげ
てまいります。
　同じく７の(2)、高病原性鳥インフルエンザの防疫
対策についてお答えいたします。
　令和４年12月16日に県内で初めて発生した高病原
性鳥インフルエンザに対し、県は直ちに特定家畜伝染
病防疫対策本部を立ち上げ、建設業協会などの防疫協
定団体の協力を得て、迅速な防疫措置を行いました。
その結果、同年12月21日に防疫措置が完了し、令和
５年１月12日には移動制限を解除することができま
した。また、防疫対策を強化するため、２月７日に県
と養鶏団体で意見交換会を行い、今回の対応等につい
て改めて確認を行ったところであります。
　県としましては、特定家畜伝染病の侵入防止に向
け、引き続き、国や関係機関と連携し、危機管理体制
の強化に取り組んでまいります。
　同じく７の(3)、ガソリン高騰による農水産業への
影響と対策についてお答えいたします。
　今般の原油価格の高騰など生産コストの上昇は、農
漁業者の経営継続や離島・過疎地域等の地域経済への
影響等の観点から、強い危機感を持っているところで
あります。このため、県においては、漁業者に対する
燃料費の補助及び施設園芸農家の燃油高騰時に補塡金
を交付する国のセーフティーネット構築支援に取り組
んでいるところであります。
　県としましては、引き続き、原油価格等の動向を注

視しつつ、関係団体等と意見交換するなど、経営に影
響が生じないよう努めてまいります。
　同じく７の(4)、農林水産物条件不利性解消事業の
取組についてお答えいたします。
　本事業の現状については、生産者、出荷団体、市町
村など事業の関係者への丁寧な説明や、きめ細かいサ
ポートを通して、円滑な実施に努めております。新た
に追加した市町村事業については、地域の実情を踏ま
えた適切な運用に向け、去る12月23日に調整会議を
開催し、提出書類の簡素化など運用の見直しを進めて
おります。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に対応し
てまいります。
　同じく７の(5)、県内の遊休農地面積と活用につい
てお答えいたします。
　令和２年における沖縄県の耕地面積は３万6970ヘ
クタール、耕作放棄地面積は3592ヘクタールとなっ
ております。県では、耕作放棄地への対応として、農
地耕作条件改善事業等の活用や農業委員会の利用意向
調査等により、農地の再生・利活用を支援していると
ころであります。
　同じく７の(6)、食肉センターの屠畜料の改定及び
生産者団体との意見交換についてお答えいたします。
　食肉センターの電気料及び燃料費については、直近
２年間で30％以上増加する等、食肉センターの運営
は非常に厳しい状況にあります。特に経営が厳しい本
島２か所の食肉センターにおいては、令和３年度まで
に増加した経費を反映した屠畜料への変更について、
令和５年度からの改定が認可されたところでありま
す。一方、屠畜料の改定は飼料高騰に苦しむ畜産農家
の経営に対し、さらなる負担の増加となることから、
今後、生産者団体等との意見交換を実施してまいりま
す。
　同じく７の(7)、石垣リゾート計画に係る農振除外
と農地転用手続の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　石垣リゾート計画に係る農振除外については、石垣
市において令和５年１月10日に公告が行われ、手続
は終了しております。また、農地転用手続の進捗につ
きましては、個別案件であり、回答は差し控えさせて
いただきますが、一般的に、農地転用審査に当たって
は、周辺農地の営農条件に支障を来さないか、農地法
以外の関係法令への対応状況など、農地法及び農地法
関係通知等により定められている各基準に照らし、適
切に審査することになります。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　８、離島振興についての
(1)、物価高騰に伴う船賃への影響についてお答えい
たします。
　燃油価格の高騰により、燃料費に係る経費が経営を
逼迫し、その費用が船賃に転嫁され、離島住民の生活
に影響が出ていると聞いております。そのため、県
は、欠損補助対象外の八重山観光フェリー及び安栄観
光に対し、燃油高騰分に対する支援を行い、補助金が
支給されたことで、一定程度の船賃の低減が図られた
ところです。
　県としては、引き続き、燃油高騰の影響を受けた離
島航路事業者を支援し、離島住民への影響を軽減でき
るよう取り組んでまいります。
　続きまして同じく(2)、波照間、多良間航空路線の
再開に向けた取組についてお答えいたします。
　第一航空株式会社においては、令和４年12月21日
の運航開始を目指しておりましたが、機体の燃料系統
に不具合が生じたことによって、機材繰り等が難し
くなり、12月21日の運航を延期したところでありま
す。現在、不具合を解消するため、海外メーカーに部
品を手配している状況と聞いておりますが、不具合が
解消された後においても、機体の耐空検査や運航乗務
員の訓練等を行う必要があるため、運航開始の時期に
ついては、同社にて調整中とのことであります。
　県としては、引き続き、同社に状況を確認してまい
ります。
　続きまして同じく(3)、物価高騰の現状把握や支援
策についてお答えいたします。
　県では、全ての離島市町村における石油製品の価格
調査を毎月実施しており、食料品や日用品等について
は、希望する離島市町村と連携した価格調査を毎年度
実施しております。また、離島の生活コスト低減策と
して、本島から離島への石油製品の輸送費補助や、船
舶の長期欠航時における南北大東島への航空機輸送費
補助を実施しているところであります。
　県としては、さらなる支援策の検討のため、引き続
き離島市町村と意見交換を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中でありますが、時
間の都合もありますので、次呂久成崇君の再質問は午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時23分休憩

　　　午後１時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次呂久成崇君の再質問を行います。
　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　それでは、再質問をさせていただ
きます。
　知事の政治姿勢についてですが、ウクライナ戦争や
北朝鮮ミサイル発射等で、私たちを取り巻く現在の国
際情勢は、戦争の不安を感じるというのは確かに仕方
のないことだなというふうにも思います。ですが先ほ
ど知事は明確に、憲法の精神とは違うということで、
自衛隊のミサイル配備についても反対を示しました。
　そこで伺います。
　南西諸島への自衛隊のミサイル配備計画について、
国から県への説明はありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時46分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県は、先日２月９日、陸上自衛隊及び沖縄防衛局か
ら石垣駐屯地――仮称ですけれども、そこの開設に
ついて説明を受けております。その際、３月中旬頃
に予定している駐屯地の開設に先立って、約570名の
人員、それから約200台の車両等が島内を移動するこ
と、車両等の移動に当たっては、市民の皆様に影響を
生じないよう、安全確保に十分留意して開設準備を進
めるとの説明がございました。なお、運搬ですとか搬
入経路については、調整中ということでございまし
た。
　県としては、自衛隊において地元の理解と協力が得
られるよう、より一層丁寧な説明を行う必要があると
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　昨年12月に、他の議員も取り上
げているんですけれども、閣議決定された安保関連３
文書で明記されたこの反撃能力についてなんですが、
政府はミサイル防衛の補完と位置づけ、武力攻撃は相
手が武力攻撃に着手したときに可能だとした上で、撃
たれる前に敵の基地をたたくということを前提にして
います。しかし、もしミサイル発射の兆候をつかんだ
としても、このミサイルが日本に来るのか、沖縄に来
るのかというのは分からない。発射の意図や方向が分
からない状況でこちらから敵基地をたたくと。ミサイ
ルを撃つのは、これは明らかな先制攻撃であり国際法
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違反ではないかなと私は思います。
　ですから、このような反撃能力を保有するというこ
とは、有事の際に軍事拠点となる港や空港が標的とな
るというのはもう明らかなんですね。沖縄全体が標的
になる可能性は極めて高く、我々県民の命や暮らしを
守るどころか、圧倒的に県民にとって不安な状況を生
じさせるものであるというのは、私は明らかだと思い
ます。安保関連３文書では、第15旅団の師団への改
編や空港・港湾等の整備強化、訓練による使用等、沖
縄における防衛力強化に関連する記述が散見されます
が、この安保関連３文書に対する知事の所見を伺いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　昨年12月に閣議決定されました、いわゆる安保関
連３文書においては、日本が戦後最も厳しく複雑な安
全保障関係に直面しているとした上で、第15旅団の
師団への改編、空港・港湾等の整備強化、訓練による
使用など、沖縄における防衛力強化に関連する記述が
多数見られます。県では、アジア太平洋地域の安全保
障環境がより厳しさを増していると認識しております
けれども、軍事力の増強による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生じることを懸念
しております。ましてや米軍基地が集中しているがゆ
えに沖縄が攻撃目標になるなどという事態は、これは
絶対に招いてはならないというふうに考えておりま
す。
　県としては、引き続き政府に対して、こうした事態
が生ずることのないよう最大限の努力を払うととも
に、平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成に
取り組むよう強く求めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　台湾有事は、中国と台湾の戦争で
そこにアメリカが介入すれば、米中戦争になり、その
アメリカが日本の基地を、また沖縄の基地を使うこと
を認めれば日本有事になり、認めなければ日米同盟が
崩壊する。これを避けるためには、戦争を回避するこ
とが一番大事だと。これは元内閣官房副長官補（安全
保障・危機管理担当）で防衛省防衛研究所長も務めた
柳澤協二氏が講演で述べていましたが、まさに私もそ
のとおりだと思います。知事には沖縄県として、平和
構築の取組を引き続きしっかりと発信していただきた
いと思います。
　さて、３月17日に国民保護図上訓練を実施する
と。先ほどその目的や意義、規模等についても答弁が
ありましたが、国民保護法制は、有事になってからで

ないと適用されないわけですよね。確認です。有事に
なってからでないと、この国民保護法は適用されない
というのを明確に答弁をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国民保護法は、武力攻撃事態、それから武力攻撃予
測事態、緊急対処事態のいずれかが認定されると適用
されるということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　これは、適用しないと住民避難は
できないということだと思います。実は先日石垣のほ
うで、この民間島外親子避難の家予約仮受け中という
ことで、有事が近まったときに備えて、九州の島外親
子避難の家の仮予約を受付中、民間航空機、船舶で早
めに安全に九州に避難しませんかというような、この
ようなチラシのほうが各家庭に配布されておりまし
た。（資料を掲示）
　そこで伺いますけれども、先日、石垣市内で開かれ
たシンポジウムのほうで、元陸上幕僚長の岩田氏が、
沖縄県民の避難先は九州で、各県と協定を締結しア
パートや賃貸住宅に入る体制が取れていると聞いてい
ると述べましたが、これは事実でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　平成18年10月23日
に、九州・山口９県、武力攻撃災害等相互応援協定と
しまして、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿
児島及び山口県と協定を締結しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　これは、先ほど申しましたこのア
パート、賃貸住宅に入る体制と、そこのほうまで締結
されているということなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　協定の中身について答
弁させていただきます。
　これは要避難地域もしくは避難先地域を管轄する被
災県等独自では十分に国民保護措置が実施できない場
合において、九州・山口９県相互間の応援を円滑に行
うために必要な事項ということで、中身として職員の
派遣ですとか、食料、飲料水及び生活必需品の提供、
今議員御指摘の避難収容施設及び住宅の提供、さらに
は緊急輸送路及び輸送手段の確保、医療支援、武力攻
撃災害等に対処するための物資等の提供というような
内容になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今のこの協定内容ですけれども、
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私たち県民には何も知らされていないわけなんです
よ。本当にこの有事になった場合、幾ら自衛隊や民間
の船、そして航空機を手配しても、有事というのはや
はりこの港・空港のほうが破壊されること、これがま
さに有事ですので、そうすれば避難というのは、私は
本当にこの計画というのは、絵に描いた餅というふう
に思うんですね。特に八重山圏域は離島ですので、離
島に関しては船舶での移動しかありません。こういう
中で、本当に住民の避難が可能なのか。私はやはりこ
れは難しいだろう、できないだろうというふうに思っ
ているわけです。ですから、改めて県のほうは、外交
で安全保障戦略を政府に強く求めていくべきだと思う
のですが、知事いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まさにおっしゃるように、
平和の構築と信頼関係の醸成がこのアジア全体にとっ
て非常に重要であるということは、これまでも繰り返
し申し上げさせていただいています。信頼醸成は、や
はり対話によってその関係が成り立つものですから、
積極的な対話外交を重ねていくということがこの場
合、我が国の外交方針として、もっと前面にそれを出
していくべき必要があると思います。そのことによっ
て、近隣諸国とのいわゆる平和の現状維持ということ
についても、しっかりと議論することができると思い
ますし、さらなる信頼関係の構築によって、このアジ
ア地域全体が活性化していき、ロシアとウクライナの
戦争も国際社会の協力によってしか、恐らくは止める
ことはできないのではないかということを考えた場
合、やはり今、そのための平和の関係を構築していく
ということが、これまで以上に求められているという
ように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ぜひしっかり発信、そして行動を
していただきたいと思います。
　次に、環境行政について伺います。
　県は、この希少種の交通事故対策の取組、どのよう
に分析・評価しているのか。県の各部局、例えば土木
建築部と環境部であったり教育委員会であったり、こ
の関係機関でどのような連携体制が構築されて、取組
がされているのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御質問のところの、例えば西表島におけるヤマ
ネコの交通事故の問題でありますとか、あるいは北部
におけるケナガネズミの交通事故等ございます。こう
した案件については、県としては、例えば土木建築部

における道路管理の問題等ございますので、そうした
関係機関の連携の下に今対応を検討しているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　知事提案説明要旨の中で、知事は
世界自然遺産と自然保護地域の適正管理に取り組むと
しているわけなんですけれども、この具体的な適正管
理の取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　議員から御質問のあると
ころの適正管理、これにつきましては、西表島におけ
る観光管理については、国際自然保護連合から要請と
いう形で報告を求められておりますけれども、例えば
観光管理計画において遺産地域内における立入り規制
でありますとか、入域観光者数の管理基準の設定、あ
るいは利用集中を緩和する取組等を進めるなど、こう
いった取組を石垣市、西表島の関係機関とも連携しな
がら検討しているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　次に、鳥インフルエンザについて
伺います。
　鳥インフルエンザは無症状の渡り鳥、主にカモの仲
間が日本への越冬の際に持ち込み、ウイルスはふん便
中に高率で排せつされ河川や土壌にばらまかれ拡大し
ます。鳥の種類により、ウイルスに強い、弱いが明確
に分かれており、弱いグループは高率で発症し死に至
るわけですけれども、その中で最も弱いのが家禽、鶏
ですね。また沖縄県の希少種であるヤンバルクイナ、
そしてカンムリワシもとてもインフルエンザに弱い鳥
と聞いています。台湾のほうでもカンムリワシが７羽
感染をして死亡していると、死んでいるというふうに
聞いております。県の認識を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　先日、２月16日の沖縄
県獣医師会からの要請においても、最も鳥インフルエ
ンザに弱いものとして、鶏が最も弱いんだという説明
がございました。
　県といたしましては、その要請の際にもありました
けれども、現行死亡野鳥における鳥インフルエンザ対
応については、国のマニュアル等に基づいて対応なさ
れておりますが、傷病鳥獣については対応が十分では
ないという御指摘を受けたところでございますので、
この対応についてしっかりと検討していく必要がある
というふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今部長の答弁にもありましたけれ
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ども、野鳥における鳥インフルエンザ対策で明確な
ルールが設けられているのは、環境省のマニュアルで
す。これだけなんですよね。ここ二、三年でこの鳥イ
ンフルエンザの強毒化が認められていまして、この野
鳥の死体を調べるだけではもう対応できない状況だ
と、追いつかない状況というふうになっています。
　そこでこのマニュアルは、今おっしゃったように、
対象が原則として死体のみとなっています。ですが、
現場で働く野生動物救護ドクターの皆さんというの
は、生きている野鳥を対象にしているわけですから、
動物園とまた飼育施設内で管理されている鳥類、また
鳥類だけではなくて今、哺乳類、人間も含めたいろん
な感染拡大というのが危惧されているわけです。世界
ではやはり、熊やカワウソ、アザラシ、国内でもキタ
キツネ、タヌキの鳥インフルエンザというのは感染が
確認されています。このキタキツネというのは、カラ
スを食べた可能性があるというふうに言われているん
ですけれども、このカラス、沖縄県内にもたくさん生
息しているんですが、カラスは高感受性で感染して死
亡しやすい鳥類なんですよね。それが今増えている
と、全国的に。やはり渡り鳥が多い沖縄県でも、この
ような状況が発生する可能性は十分にあると私は思っ
ています。
　そこで京都市のほうでは、鳥インフルエンザに感染
している可能性が疑われる傷病野鳥が見つかった場合
の対応マニュアルを独自で策定し、対応方法や救護、
獣医療体制、連絡体制、初動体制、検査体制等明確に
示しています。沖縄県も独自の生きている野鳥に対す
る鳥インフルエンザ対応マニュアルを策定する必要が
あると思いますが、見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県においては、議員御指摘のとおり、死亡野鳥にお
ける鳥インフルエンザ対応につきましては、国のマ
ニュアルに基づき実施をしているところでございま
す。一方、衰弱個体を含む傷病鳥獣、これにつきまし
ては、希少種や在来の野生鳥獣の保護のための傷病鳥
獣救護事業、これを今、県が実施しておりますけれど
も、この事業において、野生動物ドクターにおいて、
発見者が持ち込んだ傷病鳥獣の治療を行っておりま
す。一方で、今議員から御指摘のとおり、現行の国の
マニュアルにおきましては、鳥インフルエンザの感染
の可能性がある傷病鳥獣の取扱いについての定めがな
いという状況にありまして、現状は野生動物ドクター
の個々の判断で傷病鳥獣の受入れ、検査、治療が行わ
れているという状況にございます。

　県といたしましては、鳥インフルエンザの感染拡大
防止あるいは早期発見のためには、傷病鳥獣について
も受入れ基準の設定、あるいは隔離施設の整備が重要
というふうに考えております。沖縄県獣医師会あるい
は国等の関係機関との意見交換、それから先進事例
の、先ほど議員から京都市のございましたけれども、
そうしたところの調査等を行うなどして、早期の対応
について検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　どうぞ前向きに、独自の県対応マ
ニュアル策定のほうをお願いしたいと思います。
　この鳥インフルエンザは、野鳥が飛来して、それか
ら最終的に家禽に被害を与えるということなんですけ
れども、野鳥は環境部ですね。生きている野鳥、感染
している可能性が疑われた場合に、この家禽との関係
で家畜保健衛生所との連携また協力体制というものは
どのようになっているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　現在、死亡野鳥における鳥インフルエンザにつきま
しては、家畜保健衛生所等の関係機関と連携、調整し
ながら対応しているところでございます。一方で、鳥
インフルエンザ感染症の可能性がある野鳥の対応につ
きましては、早期発見、拡大防止を図る観点から、関
係機関と連携した協力体制の確保、これが急務であろ
うというふうに考えております。
　県といたしましては、家畜保健衛生所、畜産課など
の県の関係機関、それから沖縄県獣医師会、市町村等
との意見交換による課題の整理や県内各地に配置をし
ております鳥獣保護管理員や野生動物ドクター等との
連携強化などによりまして、必要な協力体制を確保し
てまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県内の野鳥のサーベイランス、調
査ですね、その状況について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県におきましては、現在野鳥のサーベイランス、調
査・監視について国のマニュアルに基づき、沖縄本島
内で年に１回、野鳥のふん便検査等を実施していると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今国のマニュアル、年１回です
ね。今まで飛来することが少なかった種の渡り鳥とい
うのが県内で認められるようになっています。そして
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先ほど申しましたように、鳥インフルエンザウイルス
の強毒化ということからも、県内に生息する希少種や
基幹産業の一つである畜産業、動物資源を守っていく
というためにも、野鳥のサーベイランス、調査、こち
らの強化、拡充していくことが重要だと思うんですけ
れども、国に対してもそうなんですが、関係機関と連
携して、さらに回数を増やしてしっかり監視していく
ということが大事だと思うのですが、見解を伺いたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　このサーベイランスにつきましては、県が鳥のふん
便を回収しましてやりますけれども、検査は国立環境
研究所で行われるというふうになっておりまして、議
員から要望のあるところのその検査回数を増やすこと
については、国との調整が必要となります。一方で、
現在国においては、野鳥のサーベイランスの強化につ
いて検討が行われているというふうに聞いております
ので、県としましては、国の動向や渡り鳥の飛来状況
等も踏まえ、離島含む複数地点での検査について検討
してまいりたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　県の希少野生動植物保護条例、令
和２年11月１日に施行されて、その後世界自然遺産
登録をされています。しかし、増加する希少種のロー
ドキル件数や外来種の侵入など、本当に課題は山積し
ているというふうに思います。理念だけではなくて、
やはり実効性のある条例にするためにも、引き続き条
例に基づいた施策、取組というのは、本当に重要だと
思うんです。
　午前中の答弁でもありましたけれども、今、本当に
現状、課題にしっかりと対応するために、関係機関の
ほうからぜひ県の出先機関、また人員を配置してほし
いと。対応に支障がある場合は、先ほど答弁で部長が
申しました、地元関係機関と調整しながらその配置に
ついては考えていきたいということだったんですけれ
ども、改めて私はこういう状況も含めて、やはり体制
づくりというのは急務だと思うんですが、知事の所見
をちょっと伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　先ほども答弁をいたしま
したけれども、環境部の所管する例えば廃棄物処理法
でありますとか動物愛護管理法、それから鳥獣保護管
理法等に係る事務の一部につきましては、保健所ある
いは農林水産振興センター等の出先機関、こういった
出先機関に事務委任を行っているという状況にござい

ます。一方で令和５年度においては、野鳥におけるイ
ンフルエンザに関する業務を所管する自然保護課の自
然保護班に職員を１人増員するという予定をしており
まして、体制の強化を図りたいというふうに考えてお
ります。
　こうしたことも踏まえ、県としては、関係機関との
連携、協力体制について、地元市町、石垣市、竹富
町、与那国町を含めた意見交換を重ねた上で、必要に
応じ見直しを行うなど、離島地域における環境行政の
推進に支障が生じないよう対応してまいりたいという
ふうに考えております。また、議員からありましたと
ころの八重山地域における環境部出先機関の設置等、
体制の強化につきましては、次年度における鳥インフ
ルエンザ対策などの事務の執行状況等も踏まえて、引
き続き検討させていただきたいというふうに思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ぜひ引き続き、検討のほうお願い
したいと思います。
　次に、保健医療、病院事業局について伺います。
　この八重山病院の問題なんですけれども、八重山圏
域唯一のこの急性期病院、民間病院で人工透析を受け
ている患者が重症化すると、全て八重山病院へ紹介、
そして患者として搬送されてきます。令和４年７月の
院長会議で、この八重山病院の院長から、重症患者に
対応できないほど逼迫している状況と、これから人工
透析の導入を予定している慢性腎不全の患者が数名待
機しているという現状が報告されて、その解決策とし
て看護師及び臨床工学技士を増員し、３クール制の導
入を検討してほしいという要望があったと。それを受
けて、病院事業局ではどのような検討・調整が行われ
たんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　令和４年７月に、八重山病院長から将来の透析患者
が増加することを見越して、３クール制を導入したい
ということがありました。現在２クールなんですが、
１日の透析患者は25名でございます。３クール制に
すると、これが45名に増えます。２日間で40人とい
うふうなことで、看護師を５人、それから臨床工学技
士を２人、合計７名というふうなことでございまし
た。その後、９月に同院へのヒアリングを行い、12
月まで詳細な確認をしたところ、同病院から令和５年
度に７人程度の見込みがあったんですが、その当時、
12月には、７人の新しい患者さんに対応するので、
まずはそこでやりたいということで配置を１人としま
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した。看護師１人に関しては、透析患者４人対応でき
て、２日間で８人というふうに患者さんを受け入れる
ことが可能となります。昨年の時点では、そういうふ
うに１人の配置ということで八重山病院と調整をした
んですが、今年１月６日になって、民間病院の看護師
の離職があるということで、初めに調整を行って、八
重山病院院長それから透析の担当医らと話をして、令
和５年度はその２クールをフルに活用しようというこ
とで了解を得たところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○次呂久　成崇君　ありがとうございます。
　今、増員をして２クールで対応すると。しかし、や
はり急患にも対応しないといけないということも含め
るとフルではやはり難しい、また看護師等も休みが取
れない状況だと思うんです。ですので、本当にこの定
数というのはしっかり考えていかないといけないとい
うふうに思います。
　４月から看護師３人と臨床工学技士１人を増員し
て、透析患者の受入れ患者数を拡大するということを
示されたんですけれども、定数が増員となる場合、条
例改正等の手続が必要となると思うんですが、今議会
では上程されていません。現在八重山病院では、８人
の看護師で２クールをこなしていると。そのうち２人
が会計年度任用職員です。増員配置される職員の身分
の取扱いというのは、どうなっているんでしょうか。
これはもう本当に、ただ臨時的という配置にしかなら
ないのかなと。そうすると来年どうなるのかと。やは
り地元ではそういう不安があるんですよ。ぜひこの手
続等について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今回の看護師３人
の増員に関しましては、これは定数枠内で対応できま
した。その看護師の身分に関しましては、正職員を採
用するということにしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　その場しのぎではないということ
ですよね。ありがとうございます。
　次に、各病院とのヒアリング、いろいろあるかと思
いますけれども、ちょっと時間がないので、別の再質

問に行きたいんですが、先ほど局長のほうは、医療提
供サービスをしっかりやっていくためにも、職員住宅
確保というのは非常に大事だということで答弁があり
ました。石垣市議会のほうからも旧跡地、医療機関に
提供するように求める意見というのがあるんですけれ
ども、本当にこの跡地をどのように活用していくかと
いうことも含めて、石垣市としっかり協議していかな
いといけないというふうに思います。
　そこで、まずは県の計画が一番優先されるというふ
うに思うんですけれども、石垣市のほうもこのように
跡地利用をぜひ医療機関にということであれば、この
医療体制の大切さというのは石垣市のほうも十分承知
しているわけですから、例えば石垣市に市有地の代替
地も含めて協議をしていくとか、そういうことはでき
ないんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　病院事業局としましては、旧県立八重山病院跡地に
ついて、市議会や地元の医療関係者から利活用の要望
があるということは十分承知しております。現在この
跡地利用に関しましては、その戸数とか、それから面
積とかを今八重山病院側と調整しているところでござ
います。今議員がおっしゃいました石垣市と調整はど
うかということでございますが、これに関しては、昨
年の11月に八重山病院跡地をどういうふうにして利
用するかということを担当の方に伝えてあります。今
後は関係部局等連携を取って、石垣市側とそういった
調整をする必要があるのではないかと考えています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　急患搬送用のヘリポートの設置検
討もありますので、ぜひ石垣市のほうとは連携を密に
して、この宿舎の建設も併せて協議していただけたら
なというふうに思います。
　次、土木建築行政に行きます。
　この離島港湾の維持管理についてなんですけれど
も、沖縄県港湾管理条例によって港湾の所在市町村が
一定の港湾管理に関する事務を処理することとすると
されてはいるんですが、この一定の行為の許可に関す
る事務や港湾施設の維持管理に関する事務が所在市町
村に権限委譲されているわけなんですよね。この事務
処理の特例による港湾施設の管理に対応するために、
この沖縄県管理港湾に関する市町村要望への対応方針
というのを定められていて、修繕に関して、県と市町
村の役割分担の基準というのは定められているのかと
いうのを伺いたいと思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県管理港湾における
権限委譲先との役割分担の内容につきましては、沖縄
県港湾管理条例に規定がございます。
　市町村で処理する事務につきましては、港湾施設の
巡視や施設の安全確保、港湾施設の清掃、簡易な補修
等の日常管理の業務になっております。
　県は市町村に権限委譲されたもの以外の事務を分担
しており、主に大規模な修繕・補修、維持管理計画の
策定について各土木事務所において港湾所在の市町村
との要望事項を基に対応している状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　大規模なものに関しては県のほう
が行うと。竹富町のほうでは10港湾、それが権限委
譲されているんですけれども、これまで令和元年から
合計1320万円余りの修繕費、これは小規模なものな
んですが、ところが大規模な修繕を県と調整してもな
かなか予算がつかないということで、町民のほうから
も修繕を求める声というのが寄せられているんです
よ。ぜひ短期的、中長期的にこの対応をどうするのか
ということを伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　老朽化対策における
その予算状況というのは、非常に今厳しいところがご
ざいます。そして答弁でも申し上げましたけれども、
やはり優先順位をつけて補修等を行っている状況でご
ざいますが、やはり更新・修繕の応急対策につきまし
ては、昨今、公共施設等適正管理推進事業債、要する
に起債事業ですとか港湾維持管理費事業の予算の拡充
に努めておりますので、令和５年度予算におきまして
は、その費用を予算計上しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　ぜひ竹富町としっかり協議して、
進めていただきたいと思います。
　最後に、この竹富町の波照間、そして多良間の航空
路線なんですけれども、もう何年もやはり進まないで
す。本当に第一航空だけに頼っていいのか、ほかの航
空会社はないのかということも含めて、ぜひ県の本気
度というのを、本当に私、見せてほしいと思うんです
よね。どんなですか。最後にこれだけ答弁お願いいた
します。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたとおり、その不具合の部
品に係る分については、海外メーカーに手配している
状況ということと、その後も耐空検査であったり、あ
るいは運航乗務員の訓練ということで、その見通しが
立たないという状況ではございます。
　いずれにしましても、安全・安心が一番だというこ
とだと思いますので、その辺をしっかり踏まえなが
ら、会社のほうとも調整をしてまいりたいと思ってお
ります。
○次呂久　成崇君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　皆さん、こんにちは。
　公明党会派を代表して質問を行います。
　質問の前に、去る２月６日に発生したトルコ・シリ
ア大地震でお亡くなりになられた５万人余の方々やそ
の御家族に心から哀悼の意を表し、負傷した方や100
万人以上の避難を強いられている皆様に心からお見舞
いを申し上げます。一日も早い復旧・復興を祈念いた
します。今回のトルコ・シリアの大地震は、改めて命
を守る備えの体制強化、防災・減災の普段の取組が重
要であることを痛切に示していると思います。
　また本日24日は、ロシアによるウクライナ侵攻が
起きて１年となります。町が破壊され多くの貴い命が
失われ、国内外に避難を強いられている人々の姿がテ
レビの画像に映し出されると胸が締めつけられる思い
です。慟哭と苦渋のウクライナに一日も早い平穏な
日々が戻ってくることを祈るばかりです。今国際社会
に求められているのは、武力による終結ではなく社会
の英知を結集し、あらゆる平和外交の取組で停戦に全
力を尽くすことだと考えます。さきの大戦で住民を巻
き込んだ地上戦が繰り広げられた沖縄から命ドゥ宝―
―命こそ宝という平和主義、人道主義の連帯の声を発
信してまいりたいと思います。
　それでは質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事は、アジア太平洋地域の平和構築に貢献
するため、新たに地域外交室を設置するとしている
が、内容と効果を伺います。あわせて、これまで県が
取り組んできた、東アジアあるいはアジア太平洋地域
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の平和と安定を目指す万国津梁フォーラム等の評価及
び関連はどうなるのか伺います。
　(2)、日本国内、米国、中国、台湾をはじめ諸外国
の有識者を招き、安全保障や防災などの専門知識につ
いて、県民意識の向上と近隣諸国との友好を深める対
話外交の拠点形成のため、新たな万国津梁フォーラム
の開催はどうか。
　(3)、知事はアジア太平洋地域の平和発信拠点等の
整備を公約に掲げているが、沖縄に国連機関・国際機
関の誘致について見解、取組を伺います。
　(4)、コロナ対策について。
　ア、コロナの５類移行について見解を伺います。
　イ、マスク着用の緩和について見解を伺います。
　(5)、有機フッ素化合物について。
　ア、国は、有機フッ素化合物に関する環境省策定の
総合戦略について、今年の夏までに取りまとめ、水質
基準を暫定で１リットル当たり50ナノグラムとして
いる指針値の設定についてはできるだけ早く確定する
としています。知事の見解を伺います。
　イ、県内では、米軍基地周辺の河川や廃棄物最終処
分場内、地下水をくみ上げて農業用水として使用して
いる施設からも、暫定指針値を超える量の検出事例が
相次いでいます。県の対応を伺います。
　(6)、県立八重山病院では昨年末に副院長が辞職
し、県の医療行政に対する不満を理由に院長、部長が
年度末、来月３月に辞任すると表明しています。管理
職の相次ぐ辞職の理由について、人事権の最高責任者
である知事の見解を求めます。他の県立病院でも起こ
るのではないかとの懸念の声があるが、影響、対応を
伺います。
　２、経済・物価高騰対策について。
　(1)、急激な物価上昇を考慮して賃上げ・正規雇用
促進等のテーマで県内における政労使会議を開催する
必要があると思うが知事の見解を伺います。あわせ
て、県が取り組む賃上げ・正規雇用促進の事業、効果
を伺います。
　(2)、原油高騰等の影響を受けている交通事業者へ
の燃料費支援は売上収入を基準にするのではなく、あ
くまでも燃料費高騰分への補助だと思うがどうか。
　(3)、酪農家や畜産農家への新たな飼料費支援が必
要と思うがどうか。
　(4)、2023年度新規事業、観光人材確保支援事業
２億4900万円の内容と効果を伺います。
　(5)、全国旅行支援について、旅行社が立て替えた
補助金の支給が遅れ、経営を圧迫しているとの声があ
るが対応を伺います。

　３、子育て支援について。
　(1)、こども医療費の高校３年生までの助成拡大に
ついて伺います。
　(2)、知事の公約である学校給食の無償化について
取組を伺います。
　(3)、出産・子育て応援補助事業（10万円相当の支
給）実施はどうか。
　(4)、県は、医療的ケア児支援センターを2023年度
中に設置するとのこと。大変重要な取組だと考えま
す。内容と効果を伺います。
　４、教育行政についてお尋ねします。
　(1)、2023年度に新設予定の働き方改革推進課につ
いて、設置理由、内容、効果を伺います。
　(2)、教員不足で学級統合が行われ、子供たちへの
影響が懸念されています。対策を伺います。あわせて
産業医の配置が全国最下位とのこと。実態と対応を伺
います。
　(3)、ＧＩＧＡスクール構想の取組を伺います。あ
わせて県立高校のネット回線のスピードが遅く、業
務・授業等に支障を来していると聞くが対応を伺いま
す。
　(4)、全国における不登校の児童生徒は過去最多と
なっています。県内はどうか。不登校は、様々な理由
で誰にでも起こり得ると考えます。憂慮すべき事態で
あり、不登校の児童生徒に学びの場を提供し、進学や
就職の希望をかなえる環境を整備する取組として、不
登校特例校の設置が全国で広がっています。本県でも
推進が必要と思うがどうか。
　５、災害・防災対策について。
　(1)、昨年、政府の地震調査委員会は、南西諸島周
辺でマグニチュード８の巨大地震が起きる可能性があ
ると指摘し、与那国島周辺では今後30年以内にマグ
ニチュード７級の地震が起きる確率は90％以上と評
価しました。県をはじめ、各市町村、自衛隊、その他
関係機関の連携、巨大地震から県民の命を守る災害発
生時の完成度の高いオペレーション構築は重要と考え
るが、取組を伺います。
　(2)、消防防災ヘリの導入について、内容・効果・
予算を伺います。
　以上、答弁によりましては再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、地域
外交室の内容と効果及び万国津梁フォーラムについて
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お答えいたします。
　沖縄県では、本県が有するソフトパワーと、これま
で多分野にわたる国際交流を通じて築いてきたネット
ワークを最大限に活用し、アジア太平洋地域の平和構
築と相互発展に向けて、平和的な外交・対話により積
極的な役割を果たしていきたいと考えております。こ
れらの取組を通して、アジア太平洋地域における緊張
緩和と信頼醸成にも資する独自の地域外交を展開する
ため、今般、地域外交室を設置するものであります。
また、沖縄県では平成25年度及び26年度に、地域の
対話と相互理解を促進する場を継続して用意すること
を目的に、万国津梁フォーラムを３回開催しておりま
す。こうした取組で得られた知見や人的ネットワーク
についても、今後の地域外交の展開に活用してまいり
ます。
　次に(2)、新たな万国津梁フォーラムの開催につい
てお答えいたします。
　沖縄県では今年度から、アジア太平洋地域平和連携
推進事業を実施し、国内外の30の機関等の有識者か
ら国際関係、平和連携等に係る意見を聴取するなど、
沖縄とアジア太平洋地域の連携の方向性等について検
討してまいりました。本年３月には、これらの検討結
果を広く県内外に発信するとともに、対話による平和
構築の重要性を改めて確認すること等を目的として、
日本、中国、台湾、韓国、フィリピンの有識者による
シンポジウムを開催することとしております。引き続
き、対話や交流を通じてアジア太平洋地域の平和に寄
与できるよう、取り組んでまいります。
　次に、災害・防災対策についての御質問の中の
(1)、災害発生時の完成度の高いオペレーション構築
の取組についてお答えいたします。
　沖縄県では、毎年度、陸上自衛隊第15旅団との共
催による美ら島レスキューを実施しており、私の指揮
の下、災害対策本部設置運営訓練を行い、被災時の応
急救助や復旧対応等における国、市町村及び防災関係
機関等との連携体制を確認しております。加えて、今
年度から新たに、沖縄県総合防災訓練をより実践的な
内容とする取組として、被災時に必要不可欠となる広
域物資輸送拠点施設や遺体収容施設の運営訓練、高齢
者や観光客・観光事業者に焦点を当てた津波避難訓練
等を実施いたしました。
　沖縄県においては、今後も継続して実践的な訓練を
実施していくことで、災害対応能力の向上に努めてま
いります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。

○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、国際機関の誘致についてお答えいたしま
す。
　県では、アジア太平洋地域のさらなる発展と持続的
安定に貢献するため、平和発信拠点として国際社会の
認知を深める観点から、国内外に向けた平和を希求す
る「沖縄のこころ」の発信などに取り組んでいるとこ
ろであります。また、新・沖縄21世紀ビジョン基本
計画においては、アジア太平洋地域の安定・発展に資
する国際機関の誘致に努めることが位置づけられてお
ります。国際機関の誘致に向けては、これらの平和発
信拠点の形成に係る取組も踏まえながら、関係部局と
連携して求める機能の整理を行い、対象となる機関に
ついて検討してまいりたいと考えております。
　続きまして２、経済・物価高騰対策についての
(2)、交通事業者への燃料費支援の支給要件について
お答えいたします。
　貨物自動車運送事業者の支給要件については、業界
団体からの意見やサンプル調査等を踏まえ、売上減少
かつ燃料費高騰の影響を受けている事業者としており
ました。しかしながら、上半期の申請状況を分析する
中で、巣籠もり需要の増加等により売上げは維持・増
加しているものの、燃油や物価高騰による影響を受け
ている事業者が多く存在していることが判明しまし
た。このため、運行継続が厳しい事業者を支援すると
いう本来の事業趣旨を踏まえ、補助対象要件から売上
減少の要件を除外することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、知事の政治姿勢
についての(4)のア、コロナの５類移行についてお答
えします。
　令和５年１月27日に国が示した対応方針による
と、５月８日に予定されている新型コロナウイルス感
染症の５類感染症への位置づけ変更に伴い、入院・外
来診療は幅広い医療機関において行う体制へと段階的
に移行します。一方で、新型コロナの病原性や感染力
は変わらないことから、位置づけ変更後は、より一
層、県民が自主的に感染対策に取り組んでいただくこ
とが極めて重要になると認識しております。
　県としましては、引き続き県民に対し、マスコミや
県ホームページ等を通して、基本的な感染対策の周知
を図ってまいります。
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　同じく(4)のイ、マスク着用の緩和についてお答え
いたします。
　国は、マスク着用について、３月13日から個人の
主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねるこ
とを基本とすることとしており、あわせて、高齢者等
重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、効果的な
場面ではマスク着用を推奨することとしております。
　県としては、個人の選択を尊重しつつ、基本的な感
染対策の一つとしてマスクの着用は有効であると認識
しており、国の見直し等を踏まえ、適切なマスクの着
脱について、引き続き周知を図っていきたいと考えて
おります。
　続きまして３、子育て支援についての(1)、こども
医療費助成制度についてお答えします。
　県は、令和４年４月からの中学校卒業までの制度拡
大が円滑に実施され、安定した制度運営が図られるよ
う昨年11月に市町村担当者会議を開催し、意見交換
を行っております。18歳までの医療費助成について
は、既に実施している13市町村に加え、現在、検討
中の市町村もあることから、今後の事業実績、市町村
の意向、県及び市町村の財政状況などの実情を踏まえ
つつ、協議を行っていきたいと考えております。
　同じく(3)、出産・子育て応援補助事業についてお
答えします。
　当該事業につきましては、全市町村で実施予定と
なっており、各自治体の準備が整い次第、順次事業開
始となります。事業開始の時期については、令和５年
２月16日現在、３団体が実施しており、今後２月予
定６団体、３月予定12団体、４月以降20団体となっ
ております。
　県としましては、本事業は地域において子育てしや
すい環境整備に資するものと考えており、円滑に事業
実施できるよう支援してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)のア、総合戦略の取りまとめと暫定指針値
の確定についてお答えいたします。
　環境省においては、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに関する水
質の目標値等を検討する専門家会議と、ＰＦＡＳに関
し国内外の情報収集を行い、対策の検討や国民への情
報発信等を行う全体戦略に係る専門家会議を設置し、
去る１月24日及び30日に第１回会議を開催したとこ
ろです。西村環境大臣がＰＦＡＳに関し、総合戦略に
ついては夏頃までに一定の取りまとめをしていただき

たいと考えている。水質の暫定目標値についても国際
動向などを踏まえた上で、早急に対応していくとの考
えを示したとの報道は承知しております。
　県としましては、今後の環境対策を進める上で、国
が全体戦略の取りまとめ等について早急に対応するこ
とが望ましいと考えており、引き続き国に対し基準値
等の設定を求めてまいります。
　次に、同じく１の(5)のイ、暫定指針値を超えるＰ
ＦＡＳ検出への対応についてお答えいたします。
　県では、平成28年度から米軍基地周辺の湧水等に
おいてＰＦＯＳ等調査を実施し、普天間飛行場及び嘉
手納飛行場周辺の湧水等からは、継続して暫定指針値
の超過地点が確認されていることから、同調査地点の
ＰＦＯＳ等の汚染については、両飛行場が汚染源であ
る蓋然性が高いと考えております。このため、基地内
への立入調査の実現及び国や米軍による原因究明調査
と対策を求めているところです。また、沖縄市池原の
廃棄物最終処分場及びその周辺地下水において暫定指
針値の超過地点が確認されており、ファームポンド１
か所でも暫定指針値を超過しております。
　県としましては、モニタリングを継続するととも
に、ファームポンドにおける発生源の特定に向けて、
沖縄市や関係部局等とも連携し取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(6)、八重山病院管理職の
退職理由と他の県立病院への影響等についてお答えい
たします。
　八重山病院においては、副院長が一身上の都合によ
り退職し、院長については要望等に対する病院事業局
の対応に不満があるとして３月末日で退職予定となっ
ております。要望事項につきましては、可能な限り実
現に努めているところですが、案件によっては時間を
要するものや実現困難なものもあります。
　病院事業局としては、病院現場に赴き、これまで以
上に意見交換や説明を行うなど丁寧に対応することと
しており、今回の事案により他の県立病院への影響が
ないように対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　２、経済・物価高騰
対策についての(1)、政労使会議の開催等についてお
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答えします。
　県では、国や労働団体、経済団体で構成される沖縄
県雇用対策推進協議会の開催に向け準備を進めてお
り、賃上げや正規雇用促進を含む労働条件の改善につ
いて協議をしてまいります。正規雇用促進につきまし
ては、企業に対する専門家派遣や研修費助成等を行
い、これまでに998人の正規雇用につながっておりま
す。また、企業の生産性向上や経営基盤強化等に取り
組むとともに、所得向上応援企業認証制度の推進によ
り所得向上の機運醸成を図るなど、企業の稼ぐ力を高
め賃上げにつながる取組を推進しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、経済・物価高騰
対策についての(3)、畜産農家への飼料費高騰支援に
ついてお答えいたします。
　飼料価格高騰については、ウクライナ情勢や円安等
により、現在も続いている状況にあります。
　県としましては、今後も、飼料価格等の世界情勢並
びに配合飼料価格安定制度や各畜種の経営安定制度な
ど、国の動向を注視しつつ、どのような対応が必要か
検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、経済・
物価高騰対策についての(4)、観光人材確保支援事業
の内容と効果についてお答えします。
　観光人材確保支援事業では、従業員の労働環境を改
善し、人材の確保・定着を図るため、観光事業者の生
産性向上に資する取組を支援することとしておりま
す。また、県内宿泊施設、観光施設等における職場訓
練や観光業界に特化した就職説明会の開催を通じて、
観光事業者と求職者とのマッチング機会を創出すると
ともに、観光現場における様々な取組を伝える広報、
就職イベントの周知に取り組むこととしております。
本事業の実施により、観光業界の持続的発展につなが
る人材の確保・定着を図ってまいります。
　同じく２の(5)、全国旅行支援についてお答えしま
す。
　全国旅行支援は各都道府県で実施され、全国の旅行
会社が参画できるよう、参加登録、審査、支払いなど
の一連の業務を一括管理する全国統一窓口が設置され
ております。旅行会社が立て替えた旅行割引の還付を
受けるためには、統一窓口への申請手続が必要となり

ますが、開始当初は提出書類の不備等が多く見られ、
審査に時間を要したと聞いております。現在は、手続
に関する旅行会社のノウハウが蓄積されたことや統一
窓口の人員体制を強化したこと等から、支払い遅延は
改善しているとのことです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、子育て支援についての
中の(2)、学校給食費の無償化についてお答えいたし
ます。
　去る２月９日に玉城知事から文部科学省に対して、
次代を担う子供たちの健やかな成長を支える学校給食
費の支援について要請を行いました。その趣旨は、昨
今の社会及び経済状況など子育て環境が厳しい中、少
子化の解消に向けて、家庭の経済的負担軽減等、子育
て支援の一環として学校給食費無償化の支援を国へ要
請するものです。文部科学省からは、学校給食費だけ
でなく教育費全体を軽減していくことが、子育て支
援、少子化対策として大事なことと位置づけていると
の回答がありました。
　県教育委員会としましては、令和５年度は市町村と
実施方法等の協議を行うこととしており、それを踏ま
え、予算規模、財源及び実施時期について検討してま
いります。
　続きまして４、教育行政についての中の(1)、働き
方改革推進課についてお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員のメンタルヘルス対策及
び学校における働き方改革に係る施策をさらに強化・
推進するため、働き方改革推進課を設置いたします。
働き方改革推進課は、２つの班で構成され、課長以
下、健康管理班８人、働き方改革班４人の計13人の
体制となっております。働き方改革推進課では、国の
調査事業等を活用したメンタルヘルス対策に取り組む
とともに、学校における業務改善による負担軽減を推
進することにより、教職員が心身の健康を維持し、教
育活動に専念できる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(2)、教員不足の対策と産業医の配置につい
てお答えいたします。
　昨今、全国的に教員不足が大きな課題となってお
り、本県においても同様の状況にあります。県教育
委員会では、教員不足解消のため、新たにペーパー
ティーチャーセミナーの実施や、臨時的任用職員の応
募の呼びかけについて関係機関へ依頼するなど、教員
の確保に努めているところです。また、産業医の配置
については、全国調査によると、令和３年５月１日時
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点で68％となっており、引き続き市町村教育委員会
に産業医の配置を働きかけてまいります。
　同じく(3)、ＧＩＧＡスクール構想及び県立高校の
通信環境についてお答えいたします。
　ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け学校では、ＩＣ
Ｔ環境の整備や１人１台端末を活用した授業改善等に
取り組んでいるところです。県立高校の通信環境につ
いては、一部の学校で通信の遅延等がありましたが、
増強工事や通信方式の見直し等により、一定程度改善
が図られたところです。引き続き、さらなる改善に取
り組み、良質な学習環境の確保に努めてまいります。
　同じく(4)、不登校特例校の設置についてお答えい
たします。
　令和３年度問題行動等調査によりますと、沖縄県の
1000人当たりの不登校児童生徒数は、小中学校で全
国25.7人に対し29.4人、高等学校で全国16.9人に対
し19.7人といずれも全国平均を上回っており、憂慮
すべき事態と認識しております。県教育委員会では、
不登校対策として、今年度から校内自立支援室事業
を立ち上げ、学びの保障に取り組んでいるところで
す。不登校特例校については、国において平成17年
度に制度化され、現在全国で21校が設置されており
ます。
　県教育委員会としましては、学校設置者である市町
村教育委員会に対し、不登校特例校の設置等について
周知するとともに、今後、先進事例について情報収集
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　３、子育て
支援についての御質問の中の(4)、医療的ケア児支援
センター設置に向けた取組内容と効果についてお答え
いたします。
　県では、現在、医療的ケア児支援センター設置に必
要な総合調整等を行う、医療的ケア児等コーディネー
ターを配置し、地域資源等の情報収集、関係機関との
情報交換や連携体制の構築等に取り組んでおり、令和
５年度中のセンター設置を目指しております。セン
ター設置後は、医療的ケア児やその御家族からの相談
への対応、多機関にまたがる支援の調整について中核
的な役割を果たすことで、個々の医療的ケア児の状況
に応じた、切れ目のない支援体制の構築に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　５、災害・防災対策に
ついての(2)、消防防災ヘリコプターの導入について
お答えいたします。
　本事業については、県と41市町村で構成する沖縄
県消防防災ヘリコプター導入推進協議会での検討結果
を踏まえ、ヘリ基地となる沖縄県消防防災航空セン
ター（仮称）を沖縄県消防学校内とし、機体は中型機
とすること、隊員は全消防本部から輪番派遣とし、そ
の人件費は全市町村が案分で負担すること、運用開始
目標を令和７年度末とすることで調整を進めておりま
す。導入効果については、海難事故等における捜索や
救助、林野火災等における空中消火など、市町村消防
力のより一層の充実強化が図られるものと考えており
ます。また、予算につきましては、令和５年度は、消
防防災航空センターの基本及び実施設計やヘリ機体の
発注等に要する経費を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　どうも御答弁ありがとうございまし
た。
　幾つか再質問と要望をさせていただきたいと思いま
す。
　まず国連機関誘致についてでございます。平和発信
拠点等の整備、これは知事の公約にもつながると思う
んですが、知事、実は2000年３月、当時衆議院議員
の白保台一さんを先頭に、当時の小渕総理に７万人署
名を託して、沖縄に国連誘致をということで取り組み
ました。あとその翌年の2001年３月には県議会全会
一致で誘致の決議がされております。先ほど新・21
世紀ビジョン、また知事の公約を考えると、これは
しっかり取り組むことが重要かなと思うんですが、た
だこの取組は、県また地元市町村と連携を取るだけで
はなかなか難しいと私は思うんです。ぜひ知事が国に
要請をして、しっかりした沖縄県の平和発信拠点構築
に向けてのアプローチをする必要があると思うんです
が、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国際機関の誘致に向けて
は、当然県のみで、その財政規模や運営についても進
めることは非常に厳しいことから、やはり国と連携を
しながら、そしてさらには国際関連機関の協力もいた
だいて進めていく必要があると思っております。関係
部局と連携して、様々な情報収集とこれからの、その
連携するための整理を行って、しっかりと国にも申し
入れていきたいというように考えています。
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○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　国も、やっぱり地元からしっかりそ
ういう声があるかないかで、一つ一つの政策に対して
の実効性が変わってくると私は思うんです。今回皆さ
んは、地域外交室を設置して、地域外交基本方針を今
後策定していきたいと。その中にもしっかり明記する
必要があると思うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　基本方針は、これからその
内容についてもしっかりと様々な情報や御意見を基に
構築していきたいと思いますので、ぜひともその内容
の中にも国際機関、国連機関の誘致についても取り組
んでいけるような方向性の記述を盛り込みたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いいたします。期待い
たしております。
　次に、コロナの５類移行についてですが、５月８日
からインフルエンザ相当の――２類相当から５類に引
き下げるということ。今後は感染動向、また医療機関
の準備状況等を見極めていく必要があると思うんです
が、部長、今回の対処を大きく転換ということを考え
ると、コロナの入院――専用入院とか、隔離等という
のはなくなるということで認識していいんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　新型コロナウイル
ス、最初の時期といいますか、指定感染症２類相当の
場合は、入院勧告をして感染拡大を防ぐという隔離目
的ということがございましたが、これは５類相当にな
るというところで、その必要性はなくなるとは考えて
いますけれども、専用病床をすぐなくすのか、それと
も段階的になくすのかということについては今議論を
されているところで、３月上旬にそれが示されると理
解しています。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　分かりました。
　あとマスク着用について、こちらも非常に――学校
現場もそうでございますが、県民の中でもマスク着
用、また外すこと、その緩和に、感染拡大または偏
見・差別につながらないかという声もあるんです。そ
れはやっぱり県としても、しっかり県民に今回のこの
マスクの着用緩和については、方針を示すべきだと思
うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　マスクについては国

も示しているように、一律にルールを求めるのではな
くて、個人の主体的な選択を尊重するというところ
で、個人の判断に委ねるというところが基本であるこ
とは繰り返し述べていきたいと思っております。ただ
症状がある方がほかに広げないためにマスクは効果的
だと思いますので、そういう有症状の方、あるいは周
りに高齢者等がいる方については、着用をお願いする
こともあるということも含めて、県民にマスクについ
ての考え方をしっかり伝えていきたいと考えていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　ぜひその辺もしっかりしながら、特
に偏見、先ほど言いました差別が県民の中、もしくは
学校現場なんかで起きたら、これは本末転倒でござい
ますので、その辺は学校現場も行政も、しっかり県民
にそれぞれの個人の判断という意味はどういうことな
のかをしっかり発信していただきたいと思います。
　次に八重山病院。
　知事、先ほど病院事業局長から対応の仕方を聞いて
いましたけれども、当初、看護師５名、技士２名、７
名の増員が求められたにもかかわらず、12月末では
１名だという方針を示しておりますね。これは先ほど
来、年明けて大分民間病院等のいろんな環境が変わっ
たとはいえ、あまりにも後づけ的な理由で、本当に７
名増員を求めている現場の、離島医療を守ろうとして
いるところに、１名だという。これは私あまりにも、
現場の声を本当にどう受け止めているのか理解できな
いんです。ましてや知事、県立病院の病院長、副院
長、管理職の部長がトップ３名が辞めるということ
は、僕は今まで聞いたことがないんです。これは知
事、この７名に対して１名という、これは知事は知っ
ていたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　そのような病院事業局から
の説明を受けております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　病院事業局長、報道では、相次ぐ辞
任に対して、それぞれプライベートな事情があるのだ
ろうと、一身上の都合がたまたま重なっただけだと、
こういう発言、本当にされたのか。されたというなら
ば、本当に今もそう思っているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
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○病院事業局長（我那覇　仁君）　まずは、副院長に
関しましては、昨年の12月31日に退職するというこ
とでございます。私は、副院長と何回か対面でその理
由についてお聞きしました。その時点で、以前から退
職する予定であると、一身上の都合であるということ
を確認しております。それから、診療部長の退職につ
きましては、これも昨年の夏ぐらいから個人的な理
由、一身上の都合、極めてプライベートなことでござ
います。そういうことで、この診療部長に関しては３
月31日に退職するというふうなことで理解しており
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　今回、文教厚生委員会を臨時で開き
ました。参考人招致も――参考人というか、各部の今
の部長の見解も聞きましたけれども、私はやっぱりこ
れはあまりにも――先ほど局長は、院長に関しては、
増員、いろんなそういうヘリポートの建設に対する不
満と言っていましたけれども、私はトップ３名が辞め
るという事態は、私は相当重い、極めて本当に厳しい
事例だと思うんです。現場の医療従事者にとっても大
変な影響があると私は思っていますので、ぜひ今回の
こと、各県立病院も含めてですけれども、可能な限り
要望を受けて、現地に行ってしっかり本音の話をして
いただきたいと思います。
　あとは賃上げについてなんですが、国でもこの政労
使会議を行うということで報道されております。沖縄
県は特に中小・小規模企業がほとんどなんです。そう
いう意味では賃上げに取り組む原資はどうするのかと
いうことを考えると、今回の物価高騰の中で価格転嫁
がなかなかできない。要するに、発注者、大手の企業
が発注する、それを受注する中小・下請企業が材料費
や労務費を価格転嫁できないという現状がやっぱりあ
るんです。そこを突破しないと、なかなか賃上げに結
びつかないと思うんです。そういう意味では、ぜひそ
の政労使会議を通して、発注する側と受注する側、大
企業、いろいろなそういう大きな企業と、それを受け
る企業、パートナーシップ宣言をして、しっかり今回
の賃上げ、物価高騰の状況をどう突破するか、これぜ
ひ私は政労使会議等で県がリードしてやるべきだと思
うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　労働者の賃上げにつなげるためには、議員おっしゃ
るように、下請け中小企業者の適切な価格転嫁による
原資の確保が重要であるというふうに認識しておりま

す。そのため、県では、価格交渉促進月間の推進であ
りますとか、パートナーシップ構築宣言の周知啓発に
取り組んでおります。引き続き、国と連携し、発注者
と受注者の共存・共栄の関係を築くパートナーシップ
構築宣言の拡大に取り組むとともに、今後開催を予定
しております労使会議として位置づけております沖縄
県雇用対策推進協議会におきまして、賃上げや価格転
嫁につながる取組を紹介しながら、政労使それぞれの
立場での意見交換を行うなど、適正な価格転嫁に向け
た機運の醸成に努めてまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　今準備を進めているということで、
協議会、政労使会議、これ具体的にはいつ頃考えてい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　令和５年度の開催予
定でございますけれども、この会議ですが、幹事会が
ございまして、幹事会の上に協議会というものがござ
います。まず幹事会を開催して協議会の開催というふ
うになりますが、幹事会を令和５年の５月に今予定し
てございます。その幹事会を受けて協議会となります
が、早ければ同じ５月、時間がかかれば６月という開
催になるということで考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　ぜひ全県、この取組が非常に重要だ
と思いますので、よろしくお願いいたします。
　あと学校給食費無償化について、知事、２月９日に
国へ要請したと、これは評価しますけれども、知事、
実は、沖縄県の市町村は必死に今の、物価高騰もそう
ですが、給食費無償化は大事なんだということで、独
自に予算を組んで取り組んでいるところが多いんです
ね。知事も公約に掲げているわけですので、私は国の
支援が当然必要だとは分かるんですが、それが来ない
限りやらないということではないと思うんですがいか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　学校給食費無償化について
は、やはり様々な手法を用いて各市町村が努力してい
ただいているということについては、しっかりと承知
をさせていただいております。先般、文部科学省に学
校給食費についての支援要請をさせていただいたとき
には、教育費全体を軽減して子育て支援、少子化対策
としては大事であるというような御意見も頂戴いたし
ましたこと、我々もやはりそのような幅広い支援を
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しっかりと構築していかなければならないと思いま
す。学校給食費の無償化に向けては、さらに教育委員
会を中心に、我々も各市町村の状況などを踏まえなが
らしっかり取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　総合的な子育て支援は分かるんです
けれども、これは知事の公約なんですね。そういう意
味では、私は今取り組んでいる地域間格差もあるわけ
なので、今給食費の半額とか、那覇市はこの１月から
３か月間、地方創生交付金を使って、今無償化に入り
ました。そういう意味では、県もせめて国の方針を
しっかり進める中で、一方では県が独自に予算を――
財源も大変だと思いますけれども、市町村の２分の１
は県が持つというぐらい決意を示すと、僕はいろんな
形で様々な市町村、首長さんにも大きな後押しになる
と思うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　給食費の財源につきまして
は、今様々な方法等検討する必要があると考えており
ますが、具体的には、令和５年度に市町村様々な取組
をしておりますので、その市町村とのしっかりとした
協議の場を持ちまして、その協議を踏まえて、また次
年度は県教育委員会として調査等もしながら、保護者
の意向等も確認したいと思っておりますので、そのこ
とも踏まえて、市町村と丁寧に協議をしながら、予算
規模、財源、実施時期について検討してまいりたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
　対象なんですけれども、私立学校も対象になると認
識していいんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　私立学校についても、公
立学校の状況を踏まえた上で、判断したいと思ってお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
　あと医療的ケア児支援センター、ぜひこれ――今
440人、県内に対象のお子さんがいらっしゃると聞い
ておりますけれども、ここはワンストップサービス的
な支援センターということで受け止めてよろしいで
しょうか。

○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　医療的ケア
児支援センターは、直接支援を行うというよりは、支
援につなげるための総合調整を行っていく、また市町
村とのつなぎを行っていくということがメインの役割
に、機能になっていくものというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　分かりました。
　例えば、台風時に停電して、自宅で呼吸器とかそう
いったのが全く使えない。それで県立病院に問合せを
したら、なかなか難しかった。そういうときにぜひ支
援センターが間に入って、どういった形で支援できる
か、それぞれ個々の病状をしっかり認識してやってい
ただきたいと思います。
　あと教員の働き方改革についてですが、教育長、こ
の教員の業務多忙は長い間の議論なんです。それをど
う負担を軽減させていくか。これ改善していると教育
長は思っていますか、改善されていると思いますか、
業務多忙の件について。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　県としましても、平成31
年に働き方改革推進プランを作成しまして、その下で
様々な取組をしております。一定、学校へのアンケー
ト調査等も実施しておりますが、この改善傾向が見ら
れる部分もありますが、総体としてはまだまだ改善が
必要であるというふうな捉えをしております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　今回、教員の負担軽減を目的に教員
業務支援員配置事業、拡充１億711万円、採点や印刷
など教員の雑務をサポートするとありますけれども、
具体的にこの予算で何名の派遣がされるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。具体
的な配置人数等は、今手元にございませんが、事業の
内容としましては、これまで小中学校に対してスクー
ルサポートスタッフ等支援員を配置してまいりまし
た。令和５年度からも新たに県立高校に配置を予定し
ておりまして、そういった事業の内容となっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　学校現場の先生方から聞くと、やっ
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ぱりもう休日出勤、それから家に持ち帰っている、そ
ういった実際80時間どころじゃないと聞いておりま
す。教員免許がなくてもできる仕事がいっぱいあるん
です。報告書づくりから、今先ほどの。これをサポー
トする方が本当にいれば、もっともっと子供たちに向
き合えるんだと言っているんです。ここ徹底して僕は
全学校に配置すべきだと思うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　御指摘のとおり、学校現場
において様々な業務がありまして、教員が担わなくて
もできる業務等もございますので、そういった外部の
支援の力を借りて進めていく必要があると考えており
ます。今後その拡充に向けて、またしっかり検討して
まいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　知事も聞いていただきたいんですけ
れども――聞いていると思うんですけれども、不登
校特例校の設置というのは全国21校ということです
が、これは私も調べてみたら、様々な理由で不登校に
なっている子供たちが、子供たちに合わせてカリキュ
ラムを柔軟に組めることが特徴。そしてオンライン授
業などを活用して進学も成果を上げていると。ぜひこ
れは、私は沖縄県に絶対必要だと思うんですが、知
事、教育長いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　議員御指摘のとおり、不登
校特例校につきましては、特に柔軟な教育課程、例え
ば年間授業数の低減であったり、例えば午前２時間、
午後２時間とそういった柔軟な時間設定と、その子供
に合わせて教育課程が組めるというのが特徴でござい
ます。今市町村に対しても照会等かけているところで
ございます。県の今実施をしている校内自立支援室事
業等も併せて、市町村のほうには周知を図っていきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いいたします。
　あと消防防災ヘリ、先ほど41市町村で予算を案分
すると。部長、41市町村、非常に財政が厳しくて、
これせめて県が半分はというぐらいの決意はないです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　協議会の中では、隊員
の派遣ですとか負担金の在り方についていろいろ要望
がございます。そういった要望を受けまして、今回提
案している４つの議案の中にも、例えば離島市町村の
負担のほうを軽減するような案も提案させていただい

ております。これはしっかりと丁寧に議論を進めてい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　ありがとうございます。
　２つ要望いたします。
　まず大地震。備えをするということは本当に重要だ
と私は思っています。特に沖縄県は海に囲まれて、他
府県から応援がすぐ来るという地域じゃないというこ
とを考えると、しっかり知事が指揮を執って、いざと
いうときの指揮室はどこにあるのか、具体的なシミュ
レーションはどうなっているのか、それはぜひしっか
りやっていただきたいと思います。
　あと物価高騰ですが、国はこの１月から電気料金、
都市ガス料金等は補助を出す、９月まで。昨年１月
からはガソリン35円上限、168円以上上げないとい
う、本当に大きな取組をしているんですが、実は今回
都市ガス料金の負担軽減はあるけれども、ＬＰガス、
プロパンガスについては地方創生臨時交付金を使って
上昇抑制、各都道府県でやってほしいと。これ今回質
問項目に入れてありませんが、ぜひ本県プロパンガス
の事業者さん、または個人宅が多いので、それはしっ
かりやっていただきたいと要望して終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、こんばんは。こんばんは
じゃないですね、こんにちは。
　無所属の会を代表して代表質問を行います當間盛夫
でございますが、今回、せんだって私ども鹿児島県に
ちょっと訪問させてもらいました。そしてまた台湾の
ほう、金門島も訪問させてもらいましたので、知事の
政治姿勢含めて、そのことをちょっと質問するという
ことと、やはり沖縄のこの経済の中で、電気料金の問
題がこれもう県民生活含めて、経済活動にも大きな影
響を及ぼすということでありますので、電気料金の値
上げに関してこの２点含めてやっていきたいと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　それではまず、知事の政治姿勢からでありますが
(1)、辺野古移設での玉城知事が行った変更不承認処
分をめぐる訴訟は、今年夏頃までには最高裁判決があ
り、これまでの結果を見ると県にとっては厳しい判決
が出るのではないかと予想されます。訴訟で争うこと
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は、もう限界があるということであり、民意で当選さ
れた知事だからこそ、反対というばかりではなく、基
地問題解決のための結果を求められているのではない
でしょうか。
　ここで伺います。
　ア、日米両政府に受け入れられる解決策を示すべき
ではないか見解を伺います。
　イ、訪米のパフォーマンスではなくエマニュエル駐
日大使との対話・交渉をすべきではないかという意見
を私は持っておりますが見解をお伺いいたします。
　(2)、中国の軍備拡大、そしてまた台湾有事での米
軍の沖縄リスク回避というのが言われております。一
方で沖縄における自衛隊の防衛力強化は進んでおりま
す。国防での自衛隊増強があれば、知事もおっしゃっ
ているように、当然に米軍基地削減が行われなければ
なりません。基地負担の軽減で知事は、米軍と自衛隊
を併せて検討される必要があるという考えもあるとい
うことでございますので、問題解決を提起すべきでは
ないでしょうか。
　そこで伺います。
　ア、日米両政府が取り組むべき平和構築の在り方等
について発信するとあるが、何を発信するのかをお伺
いいたします。
　イ、今鹿児島の馬毛島で自衛隊基地の施設建設が進
んでおります。やはりそこに米軍のその訓練の移転を
国に要請すべきではないかということをお伺いいたし
ます。
　ウ、自衛隊との在沖米軍専用施設の共同使用を提案
すべき時期ということを思っておりますが、対応策を
お伺いいたします。
　(3)、台湾の金門島を訪問いたしました。地理的そ
してまた歴史的、戦争の社会的背景は沖縄に似ている
という感じもありました。しかし、金門島の予算は自
分のところ独自のお酒での財政――台湾中央政府から
の予算はほとんどないという状況の中で、金門島は予
算づけがされております。そこで李副県長から台湾と
の精神的つながり、中国とは経済的つながりがあり、
私たちは冷静に住民生活環境を維持することが重要
で、バランスある政治を進めていく必要がある。そし
てまた以前は10万人の軍隊がいた。しかし、現在は
3000人に削減されましたが、この台湾有事というこ
とで増強を我々は要請はしていないということであり
ました。それだけではなく基地を撤去して、平和特区
を両政府に示しているとの李副県長の哲学と提案を
持った発言でございました。
　そこで伺います。

　ア、平和構築に貢献する独自の地域外交を展開する
とありますが、台湾有事について知事は何を発信すべ
きかをお伺いいたします。
　イ、沖縄でも平和特区を日米両政府に要請する考え
が知事にあるのかをお伺いいたします。
　(4)、平和の発信地沖縄として、恒久平和の希求と
そして悲惨な戦争の教訓を正しく継承し、平和学習の
拠点としての平和祈念資料館、そして平和の礎は重要
と考えております。せんだって特攻の母・ホタル館富
屋食堂や知覧特攻平和会館を視察いたしました。特攻
隊の沖縄戦の出撃は、陸軍関係総出撃者1036人、う
ち知覧飛行場からは439人の皆さんが出撃したと記録
されております。
　そこで伺います。
　ア、二度と戦争はしないという観点からも、沖縄戦
の出撃でお亡くなりになった陸軍、海軍の特攻隊員の
平和の礎への刻銘もすべきと考えておりますが取組を
お伺いいたします。
　イ、平和祈念資料館の入館状況と、大幅にリニュー
アルすべき時期と考えておりますが取組状況をお伺い
いたします。
　(5)、昨年、沖縄県名誉県民・故山中貞則氏の生誕
100周年式典が行われました。償いの心を持って沖縄
の復帰、振興策・振興計画に尽力した山中氏が50年
たっても今なお国依存から抜け出せていない沖縄をど
のように感じているのか、もう一度お話を聞きたいぐ
らいでございます。
　伺います。
　ア、知事は沖縄復帰・振興で、また沖縄離島の振興
に尽力した山中貞則顕彰館を訪問したことがあります
でしょうか。
　イ、山中貞則氏の沖縄への思いを知事はどのように
捉え政策に生かしているのかをお伺いいたします。
　(6)、給食費無償化は知事公約であります。まず身
を切る覚悟で財源をつくるべきであり、国に依存すべ
きではないと考えております。国が予算をつけなけれ
ばやらないということなのか、何を思って国に要請を
したのかをお伺いいたします。
　(7)、観光は沖縄の基幹産業であります。那覇空港
国際線は受付カウンターは拡充をいたしました。コロ
ナで保安担当者が不足しているということで、保安検
査場は１か所しか稼働しておりませんでした。出発も
大幅に遅れる状況であります。世界から選ばれる持続
可能な観光地の形成で、質の高い観光を推進、質の高
いサービスを提供するとあります。しかし、今の国際
線の状況は最悪であります。保安検査場の拡充強化が
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必要であると考えますが状況と対策をお伺いいたしま
す。
　大きな２、沖縄電力の電気料金値上げ申請でありま
す。
　(1)、県の資料で電気料金値上げの影響は、県全体
で月額約78億円、年間で約932億円の負担増と試算
されております。激変緩和措置を考慮した場合でも沖
縄経済への影響は年約2100億円余りと国が試算して
おります。県内総生産そしてまた雇用等への県内への
影響をどのように試算しているのかをお伺いいたしま
す。
　(2)、今回の値上げ申請で、沖縄電力は一般家庭
１万2320円、九州電力は未申請であります――7561
円、差額は約4800円。経済産業省の調べでは、沖縄
電力と九州電力の過去30年間の電気料金の比較で、
家庭用で約1780億円、事業用電気料金で約4180億
円、合計するとこの30年間で約6000億円も沖縄は負
担が大きいと試算があります。沖縄電力と九州電力の
家計・企業負担の増の比較、その格差の取組について
お伺いいたします。
　(3)、沖縄の構造的不利性があるからこそ、これま
で振興策で沖縄電力に補助金や税制優遇措置を行って
きたのではないでしょうか。改善できなかったことは
県に責任があるのか、また沖縄電力の怠慢なのか、こ
れまでの沖縄電力への補助金と税制優遇措置の総額を
お伺いいたします。
　最後になりますが、沖縄電力の総資産4910億円
（純資産1308億円・電力事業固定資産2978億円・株
価時価総額592億円）、推測と書いておりますが、推
測ではなく資料にありますが、県は沖縄電力の株主で
もあります。電気料金軽減対策で県が沖縄電力の固定
資産等を含めた総資産を買取り、県民生活の経済、雇
用への影響を抑える対策を取るべきではないかと考え
ておりますが所見をお伺いいたします。
　答弁により再質問させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　當間盛夫議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(3)のア、
台湾有事について発信すべき内容についてお答えいた
します。
　去る大戦で悲惨な地上戦を体験した沖縄県民は、命
の大切さと平和の尊さを肌身で感じております。沖縄
県は、平和の創造に貢献するため、アジア太平洋地域
の信頼関係の醸成の場として、沖縄のソフトパワーを

生かした地域特性を発揮し、独自の地域外交を展開し
ていきたいと考えております。台湾をめぐる問題につ
いては、日米両政府や台湾・中国に対して、軍事力で
はなく、あくまで平和的な外交・対話によって解決さ
れるべきであることや、アジア太平洋地域の緊張緩
和、信頼醸成に向けた取組が重要であること、沖縄県
としても各国・地域との対話、交流を通じて積極的な
役割を担っていくこと等を発信してまいります。
　次に(5)のアと(5)のイ、山中貞則顕彰館への訪問と
山中氏の思いを生かした政策についてお答えいたしま
す。(5)のアと(5)のイは関連しますので恐縮ですが一
括してお答えいたします。
　沖縄県名誉県民であります山中貞則氏は、沖縄の復
帰準備に取り組まれ、復帰後は沖縄開発庁の初代長官
として沖縄振興の道筋を開くなど、今日の沖縄の発展
の礎を築かれました。鹿児島県曽於市の山中貞則顕彰
館への訪問はまだですが、機会を捉えてぜひ伺いたい
と考えております。山中氏は、沖縄振興開発特別措置
法案が提案された際の総理府総務長官として、昭和
46年10月のいわゆる沖縄国会における同法案の趣旨
説明において、「沖縄が戦争で甚大な損害をこうむ
り、かつ、長期間米国の施政権下にあった事情に加
え、本土から遠隔の地にあり、多数の離島から構成さ
れる等各種の不利な条件をになっている」との考えを
示されました。成立した沖縄振興開発特別措置法で
は、沖縄の特殊事情に鑑み、特別の措置を講ずること
とされ、このことは、数次の改正を経て、復帰50年
目となる昨年に成立した改正沖縄振興特別措置法にお
いても継承されております。県内市町村においても山
中氏の功績がたたえられており、沖縄県としても氏の
思いをしっかりと受け止め、沖縄の振興・発展、自立
型経済の構築に向け引き続き鋭意取り組んでまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のア、辺野古新基地建設問題の解決策に
ついてお答えいたします。
　県はかねてから、辺野古新基地建設問題は対話によ
り解決策を求めていくことが重要であると考えてお
り、あらゆる機会を捉えて政府に対し、県との対話の
場を設けるよう求めてまいりました。令和４年10月
に知事が松野内閣官房長官と面談した際には、基地問
題や沖縄の抱える様々な課題の解決に向けた集中協議
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の場を設けるよう求めたところであり、松野長官から
は、既存の枠組みを活用したい旨の話もあったところ
です。また、去る15日に開催された普天間飛行場負
担軽減推進作業部会において、政府・沖縄県協議会な
どの協議の場を設けていただくよう県から改めて求め
たところです。
　同じく１の(1)のイ、駐日米国大使との対話につい
てお答えいたします。
　エマニュエル駐日米国大使との対話については、令
和４年４月に表敬を受け、知事から、沖縄の過重な基
地負担の現状や在沖米軍基地の整理縮小の必要性など
について説明をし、大使からはお互いに信頼関係を築
き対話を続けていこうといった返答がありました。県
としても、同大使と対話を行うことは重要と考えてお
り、機会を捉えて対話を求めていきたいと考えており
ます。
　同じく１の(2)のア、日米両政府が取り組むべき平
和構築の在り方についてお答えいたします。
　県では、本土復帰50年に向けた要請や新たな建議
書において、日米両政府に対し、平和的な外交・対話
による緊張緩和と信頼醸成を図ることでアジア太平洋
地域の平和の構築に寄与することや、その際には独自
の歴史や多様性を持つ沖縄を最大限活用するよう求め
ているところです。加えて、今年度からアジア太平洋
地域平和連携推進事業を実施し、アジア太平洋地域と
の連携の在り方について検討を行っており、その結果
についても、シンポジウムの開催等を通じて発信して
まいります。
　同じく１の(2)のイ、馬毛島への訓練移転について
お答えいたします。
　防衛省の馬毛島における自衛隊施設の整備計画によ
りますと、自衛隊馬毛島基地（仮称）は、普段は自衛
隊が主に訓練場として使用するほか、米空母艦載機離
着陸訓練に使用することを検討していることが示され
ております。県は、航空機騒音等の沖縄の基地負担軽
減を図るためには、県外、国外への、より一層の訓練
移転が必要と考えております。自衛隊馬毛島基地（仮
称）につきましては、整備状況や利用計画なども含
め、引き続き、情報収集に努めてまいりたいと考えて
おります。
　同じく１の(2)のウ、自衛隊との在沖米軍専用施設
の共同使用についてお答えいたします。
　在沖米軍施設の共同使用については、施設の態様、
使用条件、使用期間等により様々な形態があることか
ら、基地負担の軽減につながるか否かについては、個
別に検証する必要があると考えております。県として

は、現状の米軍の機能や規模が縮小されないまま運用
されるならば、県民の過重な基地負担の軽減にはつな
がらないと考えております。このため、本土復帰50
年に向けた基地の整理縮小の要請においても、在沖米
軍の県外または国外への分散移転・ローテーション配
備をより一層促進すること、本土への分散移転・ロー
テーション配備に当たっては、米軍専用施設と比較し
て、日本政府が米軍の運用に責任を持つことにより地
元への影響を軽減できる自衛隊基地の米軍との共同使
用を含め検討していただきたいとしております。
　同じく１の(3)のイ、平和特区を日米両政府に要請
することについてお答えいたします。
　県では、米中対立等によって安全保障環境が厳しさ
を増すアジア太平洋地域において、各国・地域間の信
頼醸成ネットワークを構築することは、日本にとって
喫緊の課題であると認識しており、沖縄が地域協力
ネットワークの結節点となるよう、積極的な支援を日
米両政府に求めているところです。
　県としては、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸
成に寄与する緩衝地としての役割を担ってまいりたい
と考えており、議員の御提案については、貴重な御意
見として承りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(4)のア、平和の礎
の刻銘の取組についてお答えいたします。
　平和の礎は、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄
戦などで亡くなられた全ての人々の氏名を刻んだ記念
碑です。沖縄県以外の都道府県出身戦没者の追加刻銘
については、御遺族等からの申告により各都道府県か
ら提供される名簿を基に、平和の礎に係る刻銘の基本
方針等に基づき刻銘をしております。また、平和の礎
は、県内外の多くの方々が訪れており、平和を学ぶ学
習の場としての役割も果たしています。
　県としましては、引き続き平和の礎の刻銘に取り組
んでいきたいと考えております。
　同じく(4)のイ、平和祈念資料館についてお答えい
たします。
　沖縄県平和祈念資料館は、沖縄戦の歴史的教訓を正
しく次世代に伝え、恒久平和の樹立に寄与するため、
県民個々の戦争体験を結集して設立されました。令和
５年１月末時点における今年度の入館者数は、17万
6710人となっております。また、沖縄県平和祈念資
料館の展示更新については、これまでの来館者からの
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意見を集約するとともに、引き続き平和発信の拠点と
しての役割を果たせるよう検討を行っていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(6)、学校給食費無償化の要請についてお答
えいたします。
　去る２月９日に玉城知事から文部科学省に対して、
次代を担う子供たちの健やかな成長を支える学校給食
費の支援について要請を行いました。その趣旨は、昨
今の社会及び経済状況など子育て環境が厳しい中、少
子化の解消に向けて、家庭の経済的負担軽減等、子育
て支援の一環として学校給食費無償化の支援を国へ要
請するものです。文部科学省からは、学校給食費だけ
でなく教育費全体を軽減していくことが、子育て支
援、少子化対策として大事なことと位置づけていると
の回答がありました。
　県教育委員会としましては、令和５年度は市町村と
実施方法等の協議を行うこととしており、それを踏ま
え、予算規模、財源及び実施時期について検討してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、那覇空港国際線保安検査場の拡充強化に
ついてお答えいたします。
　保安検査場を運用する国際線航空会社連絡会による
と、人員不足により、複数レーンを同時に運用するこ
とができない状況があるとのことです。保安検査場の
拡充強化については、大阪航空局那覇空港事務所が中
心となって、県や航空会社、空港関係事業者で構成す
るワーキンググループを設置して、那覇空港に従事す
る人材確保に取り組んでいるところであります。
　県としては、引き続き、国や那覇空港ビルディング
株式会社等関係機関と連携して、国際線の受入れ体制
強化に向けて取り組んでまいります。
　続きまして２、沖縄電力の電気料金値上げ申請につ
いての(1)、電気料金値上げによる県経済の影響につ
いてお答えいたします。
　世界的な物価高騰や急激な円安など、先行きが不透
明な中、今般の電気料金値上げは、家計や企業に大き
な影響を及ぼすものと考えております。具体的には、
家計における消費者物価の上昇に伴う個人消費の抑制

や、県内事業者におけるコスト上昇、生産活動の縮小
など、県経済に深刻な影響をもたらすことが懸念され
ます。
　県としては、電気料金値上げによる県民生活や経済
活動への影響を注視しつつ、必要な支援策について適
切に講じてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　２、沖縄電力の電気
料金値上げ申請についての(2)、沖縄電力と九州電力
との家計・企業の負担増の比較等についてお答えしま
す。
　今回の電気料金値上げ改定申請により、沖縄電力の
電気料金は九州電力よりさらに高くなる見込みです。
この状況を受け、県では、国の激変緩和措置の対象と
ならない特別高圧に対する本県独自の支援により、企
業負担の軽減及び価格転嫁の緩和を通じた企業活動の
下支えや家計への負担の軽減を予定しております。ま
た、玉城知事を先頭に、市町村及び経済団体と連携
し、国に要請を実施しました。要請後、電気料金が高
くならざるを得ない特殊事情等について内閣府と意見
交換をしているところです。
　県としましては、家計や企業に与える影響や支援
ニーズを把握しながら、適切に対応してまいります。
　同じく２の(3)、沖縄電力への補助金と税制優遇措
置の総額についてお答えします。
　沖縄電力への補助金につきましては、離島海底送
電ケーブル設置に対し、国から約10億円、県から約
７億3000万円が交付されております。また、沖縄振
興特別措置法に基づき、電気の安定的かつ適正な供給
の確保に係る措置として、石油石炭税の免除及び固定
資産税の課税標準の特例が行われており、これまでの
適用額は約643億円となっております。なお、適用額
につきましては、経済産業省令に基づき電気料金原価
から控除され、電気料金の低廉化に直接寄与している
ところです。
　同じく２の(4)、沖縄電力の株主として、県民生活
や経済、雇用への影響を抑える対策についてお答えし
ます。
　県は、沖縄電力の株主として、同社の安定した経営
形態の確保に寄与することで、電気の安定的かつ適正
な供給の確保に取り組んでおります。県民生活や県経
済への影響を抑える対策につきましては、国と連携
し、海底ケーブルに対する補助金の交付等に取り組ん
できたところでございます。また、国の激変緩和措置
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等に加え、県独自の支援策として特別高圧受電契約に
対する補助を行う予定としております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　答弁ありがとうございました。
　まず、知事の施政方針に入る前に、やはり電気料金
の方からちょっと再質問させてもらうんですが、先ほ
ど私は――これだけ今沖縄電力も大変な状態になって
いるというのは理解しているわけです。この沖縄電力
が民営化するときに、九州電力の沖縄支社という考え
方もあったわけですよね。その前は沖縄県がそういっ
た部分での電電公社含めてやっていたということを考
えてくると、やはりもう規模が違うわけですよね。九
州電力、その他の企業と沖縄電力の企業。沖縄電力と
いうのはやはり離島を抱えていると。でも九州も離島
を抱えているわけですよね。そういった意味からする
と、我々は、これだけ私が今試算で国が出したという
分で、この30年間で6000億円もこの沖縄県と九州電
力の――我々県民生活、経済におけるその支出の分で
これだけの差があるということを考えると、もう一度
その国有化をどうするか県有化をどうするのかという
議論があってもしかるべきなのかなと。それでなけれ
ば、九州電力の沖縄支店になるというぐらいのインフ
ラ整備をしないとなかなか沖縄電力の在り方というの
は難しいだろうなというふうに思っているんですが、
岸田総理が今度のこの４月というその申請の部分で、
４月という日程ありきではなくて、厳格かつ丁寧な精
査によって審査してほしいということを出しておりま
す。県が今回要請をしているんですが、この政府への
要請で政府は何という回答がなされているんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　御質問の件、国への要請後ということなんですけれ
ども、要請後につきましては、電気料金が高くならざ
るを得ない本県の特殊事情等につきまして、内閣府と
意見交換をしておりまして、県としましては、引き続
き意見交換の中で沖縄県の特殊事情を訴えながら、県
民及び事業者負担の軽減に向けて取り組んでまいりた
いというふうに考えてございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　なかなか内閣府、意見交換といって

もその部分で回答を示せる部分はないはずですよ。あ
くまでもこれ、事務方のそういう意見交換ではなく
て、もう政治的な部分が大きいだろうというふうにも
思うわけですよ。ただそういった面でもう少しやはり
知事に――知事はただ要請したということで終わるこ
となく、やっぱりしっかりと膝詰めで丁寧にという
か、もう真剣になってこの国に対しての要請をすべき
だというふうに思うんですが、その中でこの四国電
力、そしてまた沖縄電力の部分で経済産業省がヒアリ
ングというか、国民の声ということを公聴会を含めて
聞いているわけです。この沖縄電力に対する国民の
声ってどういうのがあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　国は、沖縄電力が申請した電気料金値上げについ
て、今年１月30日に公聴会を開催しております。公
聴会では国民の声として、主に値上げに反対する意見
でありますとか、値上げを懸念する意見等が紹介され
ております。そのうち最も多かった意見としまして
は、電気料金の値上げについて懸念する意見、反対す
る意見、また、国に対する支援策を求める意見があっ
たと聞いております。また、３名が意見陳述人として
出席し、値上げに反対する意見、あるいは再エネ導入
拡大に係る意見が述べられたことを確認しておりま
す。またその他の意見としましては、沖縄電力の人件
費につきまして、役員報酬のカットや給与水準の引下
げを求める意見等があったということでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この沖縄電力に関しては、国民の
声ということで43通の意見があったと。その中で人
件費に関しては20件。その値上げに関する部分で39
件、値上げすべきじゃないと、反対という分が39件
もあったということ。これ当然の話だと思うわけで
す。
　そこで伺うんですが、今回沖縄電力さん、いろんな
経費削減をしたという中で、この人件費の削減を行
いましたよと、21億円、人件費削減、役員報酬含め
て、一般社員含めてやったということなんですが、ち
なみに県職員と今回この２割削減したその沖縄電力の
職員との平均年収の比較できますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
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○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　令和３年度の有価証券報告書によりますと、沖縄
電力職員の平均年間の給与は785万円、それに対しま
して県職員の一般行政職の平均年間給与は565万円と
なってございます。ただいま御質問の沖縄電力の人件
費の削減後というところでございますけれども、こち
ら沖縄電力のほうに聞き取りを行ったところ、現在国
に申請中の電気料金値上げにおきまして、料金原価に
織り込まれている１人当たりの年間給与は672万円に
なるということで聞いております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この国民の声の中でも、やっぱり沖
縄電力の皆さんの給与が高いんだと。せめて公務員程
度、公務員程度というのもおかしいんですけれども、
公務員も社会一般からすると高い給与だと思うんです
が、その部分にすべきだという意見があるわけですよ
ね。やっぱりそれからすると、私はその県もやっぱり
株主であるということを考える。やはり九州電力だと
か他府県の電力と同じようなその給与体系が沖縄電力
であるということ自体、僕は違うんじゃないかなとい
うふうにも感じますので、その点知事、この給与の比
較、やはり沖縄電力は高いと知事は見ていますか、ど
うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　沖縄電力の給与水準につきましては、県は言及する
立場にはないと認識してございます。一方、電気料金
の値上げは、県民や事業者に対しましてさらなる負担
を強いるものでありますので、公聴会におきまして
も、まずは沖縄電力が人件費の見直しなどの企業努力
をしてから料金値上げを申請すべきなどの意見が出さ
れてございます。県民や事業者の理解を得るために
は、同社における経営合理化を徹底する必要があると
考えられることから、県としましては、同社に対し経
営改善に向けた自社努力を促してまいりたいと考えて
いるところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　皆さんにこれ以上言っても、そう
いったものをやるのは沖縄電力ですので、議長、これ
はもう当局に再三いろんな形で電力の削減の話をして
いるんですけれども、やはりもう当局では限界なんで
すよね。それからすると、やはり沖縄電力のものを、
トップを含めた皆さんに、議会にやはり説明する必要
がね――我々はやっぱり県民を代表する議会ですの

で、議会にぜひ説明をしてくれと。そういった部分で
の議会の参考人招致という形で、ぜひその部分を議長
を中心に取り計らいをしていただきたいと思っている
のですが、議長どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの當間盛夫君からの
申出がありました件につきましては、議長において対
応を検討してまいりますので御了承願います。
　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これは陳情も、委員会のほうにも出
されております。しかし、これはやはり委員会という
ことではなくて全体的に私は沖縄電力さん、トップか
ら在り方等含めた分を参考人招致で聞きたいなと思っ
ておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　それでは戻りまして、知事の政治姿勢であります
が、私、知事は３月に訪米されるということであえて
今回、エマニュエル駐日大使のお話をさせてもらいま
したが、駐日大使、玉城知事に関しては本当に良好な
関係だよということで、せんだって、１年を迎えたＢ
Ｓのインタビューでそういうふうに答えておりまし
た。
　玉城知事、エマニュエル駐日大使をどのように感じ
られていますでしょうか。また、どう対話交渉をして
いかれますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和４年４月にエマニュエ
ル駐日米国大使の表敬を受け、私は、私の生まれ育ち
から政治信条を話をさせていただき、エマニュエル大
使も非常に高度の学歴を有し、かつ様々なキャリアを
持っていらっしゃることについても、やはりその御自
身の来し方を話をしていただきながら、非常にそのお
互いの考え方についての理解を深める一歩になったと
いうふうに受け止めておりますし、先般、世界のウチ
ナーンチュ大会の前夜祭、オープニングのパレードで
も沿道の県民の方々に本当に気さくに手を振っておら
れました。ですからその実直なお人柄だとは思います
が、厳しい御自身の歴任したその重責等を踏まえ、や
はり私も沖縄県民のこの間の歴史や社会的な背景など
をさらに大使と深く語り合いながら、沖縄・日本、ア
ジア全体そして世界的な規模の希望ある未来に対して
どのように連携していけるかについては、しっかりと
意見交換をしていきたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ラーム・イスラエル・エマニュエル
さんという本名で、ユダヤ系であるんですよね。オバ
マさんのときには首席補佐官もされていたと。もう大
統領と副大統領の間に、その最も近い部分で影響力を
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発揮していたという大使でもございますので、物すご
く僕は力を持っていると思うんです。そういった面か
らすると、沖縄にも頻繁に訪問しますよという駐日大
使のメッセージもあるわけですから。しっかりと今、
なかなか岸田さんとお会いして基地問題を話す機会は
ないはずでしょうから、どんどんこの駐日大使と会っ
て、沖縄の現状を訴えていくということは、僕は知事
にとって大事だというふうにも思っていますのでよろ
しくお願いをしたいと思います。
　次、自衛隊の増強がある中で、駐留軍用地特措法だ
とか跡地利用特措法だとかいろんなものがあるんです
が、自衛隊は強化されるんですけれども、この自衛隊
基地はこの特措法に該当しないんですよね。この自衛
隊を返還のときの特措法にもその自衛隊だとか、今度
の今駐留軍用地の部分でもなかなか自衛隊が含まれな
いものですから、補償等いろんな整備等がなされない
というものを考えると、自衛隊も含むべきだという要
請を国にすべきじゃないでしょうか、どうでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　跡地利用推進法でございますけれども、駐留軍用地
及び跡地が広範かつ大規模に存在するという沖縄の特
殊事情、これに鑑みて制定をされたということで、自
衛隊基地については適用の対象となっていないという
ことでございます。また自衛隊基地につきましては、
現時点でその返還の予定がないということでございま
すので、同法の見直しに関する要請等については検討
はしていないというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　だからこそ沖縄県が要請すべきだと
いう話なんです。駐留米軍用地というのがあるわけで
すよね。やっぱり日米地位協定の中でのその特措法と
言われているわけですから、その中で自衛隊の強化が
最近言われているわけですから。現実的に進んでいく
ということを考えると、自衛隊も含めるということ
は、県が率先してやっぱり要請すべきだと思うんです
が、知事どうですか再度。知事に言っているんだよ知
事に。これ知事だよ、政治的な部分だよ。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今議員御提案の案件につい
てもしっかりと研究をしてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　研究じゃなくて、取り組んでもらい
たいと思いますので、これ要望で終わりたいと思いま
す。

　次、台湾情勢なんですけれども、この我々台湾のほ
うから資料をいただいた分で、台湾の世論調査で、中
国の大規模軍事演習は怖いですかという世論調査の中
で、怖くないですという調査が――78.3％の皆さん
が回答しているんです。怖くないですよと。この分
で、その分での上空であっても見学に行くとか、台湾
の皆さんの冷静な判断があるわけです。その台北でも
そうだったんですけれども、もう町なかの様子は普段
と変わりませんという台湾のものがあります。
　知事、今の台湾の実情――副知事も台湾に行かれた
ということでありますので、どちらかがその台湾の現
状を含めた部分でお話しいただければと思いますが。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　先般、台湾にトップセール
スで行ってきたわけでありますけれども、５年ぶりに
なりましたでしょうか、台湾訪問は。新聞・マスコミ
等で報道されているような緊張感といいますか、そう
いうふうなのは感じることはありませんでした。
　今しがた御紹介のありましたアンケートについて
は、日本での回答は全く逆だというふうなことも、新
聞報道等で承知して行ったわけですけれども、台湾に
おける国内情勢というのは私も台湾有事と言われてか
ら、いろいろ報道等接しながら勉強しているわけです
が、いろんな複雑な事情があるというようなことも分
かりましたし、外省人とそれから何でしたかね――大
きく分ける政治的な潮流が２つあるというふうなこと
も承知したわけですけれども、そういったふうなこと
から台湾の皆さん非常に冷静に今の状況を見ていらっ
しゃるんだなというふうなことも感じてまいりまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　金門島も冷静、ノープロブレム、も
う何にも心配ないですよと。あったら僕らは対応でき
ませんからという金門の皆さんの話。だってアモイか
ら1.5キロしか金門は離れていませんので、そういっ
た面では台湾自体が――選挙を控えているというよう
なところもあると、いろんな事情があるわけですか
ら、我々も沖縄も冷静になってバランスある政治を
しっかりと玉城知事行っていただければなというふう
にも思っております。
　そこで、もう戦後78年、もう復帰から50年過ぎま
した。私は玉城知事が平和の構築だとか平和の発信を
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やるためには、摩文仁の丘含めた平和祈念資料館だと
か平和の礎などは大事だと思っている、重要だと思う
んです。沖縄の発信するものからすると。先ほど刻銘
に関しては申請主義だということがあったんですが、
私が言うのは、知覧だとかそういった部分とのものを
しっかりと調査する中での刻銘もすべきだということ
の質問をしているんですけれども、その点はどうなん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　平和の礎は、国籍や軍人、民間人の区別なく刻銘を
するという理念の下で建設をされた記念碑でございま
すので、戦没者の所属部隊や職業といったことまでに
ついて資料というのは作成がされていないところでご
ざいます。知覧からの特攻出撃された方々についても
平和の礎の刻銘の基本方針の中に該当するということ
であった場合には刻銘がされているものと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ぜひいろんな検討をして取り組んで
いただければと思います。
　知事、平和の発信地としてのこの祈念資料館、４月
いっぱい休みなんです。今リニューアルしているとい
う分で休みなんですよね。平和の礎もそうなんですけ
れども、予算的なもの変わってないんですよね。この
3700万円と。知事、もうそろそろこの祈念資料館含
めた大幅なリニューアルは必要だと思うんです。広島
の原爆資料館は今学芸員８名ですよ、沖縄は４名では
あるんですけど正規１人ですよ。そういった学芸員の
人件費も含めて知事、この平和の礎に対する予算づけ
どうしますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　平和の礎や平和祈念資料館
につきましては、悲惨な沖縄戦の記憶を次の世代に正
しく継承していくための沖縄からの平和発信の拠点と
して、長年にわたり重要な役割を担ってきたというよ
うに思います。沖縄戦の記憶が薄れていく中で、平和
の礎や平和祈念資料館の取組がますます重要になって
いくと我々はそのように考えておりますし、当然沖縄

県としましては、引き続き平和の礎や平和祈念資料館
などの平和行政に必要な予算をしっかりと確保すると
ともに、県民の平和を希求する沖縄の心をさらに世界
にしっかりと発信してまいりたい、そのための専門職
となる学芸員などについてもさらにしっかりと検討し
ていきたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　最後になりますけれども、この給食
費無償化、私は身を削ってでもというお話をさせて
もらいました。議会事務局で調べさせてもらった分
で、知事三役含めて給与を30％カットした場合に約
1141万円、そして一般行政職員4729名いらっしゃる
んですが、給与月額５％を年額削減した場合には８億
3400万円、そしてまた我々議会にも要請をして、議
会にも30％のこの報酬の削減をした場合に、議会で
も１億3000万円ということになってくると、この人
件費の合計で10億出てくるわけです。そういったも
のを考えてくると、今一般財源含めた部分で、例えば
県営住宅だとか公共施設のマネジメントだとか、そう
いった部分をＰＦＩでどんどん促進していく。そう
いったことで財源をつくっていくということは、私は
そのことが大事だと思うんです。それをまずは示して
いく中で、国にそのことの要請をする必要があるとい
うふうに思いますが、知事どうでしょうか。最後に。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　限りある財源の中でしっか
りと県民福祉の向上、県勢発展のための行政運営を努
めていくということは、これは我々にとってまず一義
的な責任を有していると思います。ただいま議員が御
案内のような様々なその財源の捻出についても、いろ
いろな角度からシミュレーションをさせていただけれ
ばと思います。
○當間　盛夫君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、２月27日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時36分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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令和５年２月27日

（第５号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第５号
令和５年２月27日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで

甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和５年２月27日（月曜日）午前10時開議
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甲第32号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算　

（第１号）
甲第34号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）
乙第１号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案　沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
乙第８号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例
乙第９号議案　沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案　沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第13号議案　沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第14号議案　沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条

例の一部を改正する条例
乙第15号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部

を改正する条例
乙第16号議案　建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第17号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第18号議案　沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第21号議案　名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案　包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案　専決処分の承認について
･

出　席　議　員（48名） 
･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ･ ５　番　　上　里　善　清　君

･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君
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･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん
･ ･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ ･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ ･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ ･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ ･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ ･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ ･ 29　番　　山　内　末　子　さん

･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに
一般質問を行い、甲第１号議案から甲第36号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第24号議案までを議題と
し、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。

○島袋　　大君　おはようございます。
　沖縄・自民党の島袋大でございます。
　初めに、電気料金値上げ対策についてであります。
　今回沖縄県は、特別高圧への支援として11億円の
予算を計上していると思っております。私は県のこの
決断を高く評価いたしたいと思っております。額は別
として、この財政調整基金を切り崩すことは簡単なこ
とではないと思っております。知事、ここはよく決断
してくれたなというふうに、率直に評価したいと思っ
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ております。
　まずは特別高圧、11億円の支援に関する理由をお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私からは、まず電気料金の
値上げ対応等についてお答えさせていただき、詳細に
つきましては、また部長からも答弁をさせていただけ
ればと思います。
　沖縄県では、電気料金の値上げにより、県民生活や
社会経済活動にさらなる負担が懸念されることから、
市町村及び経済団体と連携し、国に対して本県の特殊
事情等を踏まえた特段の支援の要請を行ったところで
あります。要請後、沖縄県の化石燃料への依存度の高
さや、供給コストの高い離島を多く抱えていることな
ど、電気料金が高くならざるを得ないという特殊事情
等については、内閣府と意見交換もさせていただきま
した。また、沖縄県では、国の激変緩和措置の対象と
ならない特別高圧受電契約に対する本県独自の支援に
より、事業者負担の軽減及び価格転嫁の緩和を通じた
企業活動の下支えや家計への負担の軽減を予定してい
るところです。
　沖縄県としましては、引き続き、内閣府及び経済団
体等の関係機関と連携し、県民及び事業者負担の軽減
に向けてしっかりと取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　国の支援がある低圧、高圧と違っ
て、この特別高圧には国の支援はありません。全国見
てもないんですよね。ある県内企業などは、この影響
で月の電気代が１億円値上がりするところもあるわけ
であります。そうなりますと、そこと取引をしている
企業なども甚大な影響が出ることになると思っており
ます。県内の地場産業の企業が大変衰退するというふ
うに懸念が生じるわけでありますけれども、そこにつ
いては沖縄県が独自に支援策を行うということはすば
らしい決断をしたなというふうに高く評価します。初
めて、評価すると連発しておりますけれども、これだ
け県内どう見ても、この特別高圧を受ける企業は大変
苦しい状況になります。そこの下請含めて県民にも影
響してくるわけでありますから、ここを全国より先に
県がこういった形で財政調整基金を取り崩してまでも
やるということは、本当にもう高く評価するしかない
と思っております。
　さて私としましては、それに続く包括的な支援が必
要ではないかなというふうに考えているんですけれど
も、今回の電気料金の値上げに係る経済危機は、何十
年に一度あるかないかの危機であると思っておりま

す。県民生活に大きな影響が出ることはさることなが
ら、企業の経済活動にも多大な影響が出ると思ってお
ります。このまま手をこまねいていると企業の倒産、
これから来る夏場の県民の健康被害も考えられるわけ
でありますけれども、ここは先ほど知事からもありま
したように、内閣府沖縄関係部局と連携して、沖縄県
がさらに予算を投じて包括的な電気料金値上げの対策
事業を立ち上げるべきだと私は思うんですけれども、
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　現在の電気料金の高騰につきましては、ロシア・ウ
クライナ情勢の影響や為替レートの円安の進行による
世界的な燃料価格の上昇に起因するものであることか
ら、今後の推移を注視する必要があると考えておりま
す。また、県からの要請に対する国の対応や、国政の
場における追加支援の議論、また国の激変緩和措置の
状況等を踏まえ、県民及び県内産業に与える影響であ
りますとか、あるいは支援ニーズ等を把握しながら、
今後のさらなる支援について検討してまいりたいとい
うふうに考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　こういった形で沖縄県が、いろんな
形で汗をかいて、独自路線で頑張っていただくという
ことは、私も何度も言いますけれども、高く評価する
わけでありますが、当然我々自民党としても、政府・
自民党と調整をしながら、既に我々自民党沖縄県連の
政調部会を通じてこの対策にするスキームをつくって
おります。対自民党・政府に対して、沖縄選出の国会
議員と連携して、沖縄県がこれだけ財政調整基金を取
り崩していろいろ県民のために頑張るんだという姿勢
を見せることによって、我々政府・自民党としてもや
るべきところはしっかりやろうということで、沖縄選
出の国会議員と立ち上がって、我々この対策協議も含
めてスキームづくりに邁進しています。ここは経済界
も連携しながら、時には県とも連携しながらやるべき
ところはお互い、ウィン・ウィンの形で頑張っていこ
うかなというふうに思っていますけれども、そこは積
極的に私たちも国にアプローチをかけてやっていきた
いと思っています。
　その深掘りをするためには、知事がいろいろおっ
しゃるように、対話というのが一番大事ですから、こ
こは初めてとは言いませんけれども、知事、自民党と
しっかり対話しながら、県民のことをしっかり思うた
めには、お互いこれは与野党関係なく好き嫌いないと
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思っていますから、ここはしっかりと踏み込んでやる
という意気込みも我々自民党持っております。知事と
して、副知事としてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、沖縄振興全般に係
ることに関しましては、自民党沖縄振興調査会をはじ
め、それぞれの要路及び関係者の方々、議員の皆さん
にもるるお願いをさせていただいております。当然議
員御意見の、この今般の電気料金の値上げなど、社会
経済活動に対して大きな影響を受けることは、やはり
総力を挙げてその下支えをしていくということが重要
であり必要であると認識しております。ぜひ今後とも
御理解や御協力をいただきながら、県といたしまして
も、しっかりと取り組ませていただければというよう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ぜひとも知事――まさしく今の知事
の答弁を聞いて、我々もやらなくちゃいけないなと
思っておりますので、今日から自民党の質問ですけれ
ども、電気料に対してどうこう苦言を言う人はいない
と思っております。いろんな面でお互い頑張っていこ
うというふうな形でやるんであれば、いろんな面で県
民に対して還元できるような形を一緒になって汗かい
ていきたいと思いますから、お互いその辺を連携して
いきたいなというふうに思っております。
　次に、日米地位協定５条と屋良覚書、西銘確認書の
関係性について議論させてください。
　誤解しないでほしいんですけれども、この議論は下
地島空港をどうこうとか、屋良覚書がどうこうとかと
いうことではありません。単純に法的な関係性、そし
て沖縄県の基本的認識について、確認と議論ができれ
ばと考えております。よろしく願いたいと思います。
　さて、まず県の認識を確認させてください。御存じ
のとおり日米地位協定は日米安保条約という国際条約
に基づく行政協定であると思っております。その日米
地位協定５条と屋良覚書、西銘確認書は法令上、どち
らが優先されますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　日米地位協定は、在日米軍による施設・区域の使用
を認めた日米安全保障条約を受けて、施設・区域の使
用の在り方や我が国における米軍の地位について定め
た国会承認条約と位置づけられておりまして、一般的
に、国際的な取決めである条約は法律に優先するもの
とされております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　今の答弁では、日米地位協定の５条
がそういった形で優先されるということで理解してい
いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　そのとおりでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これは、沖縄県が下地島空港の管理
権を持ったとしても、地位協定５条が優先されるとい
う認識でいいですか。法令上での確認になりますけれ
ども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　地位協定５条が優先
されるということで、そういう解釈でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　具体的な例で確認します。最近、米
軍が下地島空港を訓練で使いたいとありました。管理
者の沖縄県に申請して、沖縄県はそれを断る。いや、
正確に言うとニュアンスが違いますよね――ここは後
で聞きます。その県の対応を受けて米軍は訓練を取り
下げました。この場合ですよこの場合、もし米軍側が
日米地位協定５条を盾に訓練を強行した場合、法令上
これを止めることはできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　米軍機によります国
内空港施設の使用については、先ほど来、日米地位協
定により認められるというふうに答弁をしたところで
ございます。しかしながら県としては、米軍から空港
使用の申出があった場合には、引き続き使用の自粛を
要請していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　先ほどありましたけれども、米軍は
訓練を取り下げるときに、沖縄県が拒否をしたからと
報道で見ましたが、間違いありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　去る１月13日に在沖米海兵隊から県に対しまし
て、ＣＨ53ヘリコプターなど計４機が１月31日に下
地島空港を使用する旨を記載した、これは空港使用届
がメールで提出されております。この使用届の提出を
受けまして、県は１月18日に米軍及び日本政府に対
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し、緊急時以外の下地島空港の使用を、これは自粛す
るよう強く求めました。翌19日には米軍から沖縄県
が拒否したため見送ることになったとの回答がござい
ました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　まさしく公室長が言っているのは、
ここは大事なところなもんですから、再度確認したい
と思いますけれども、法令上、法令上ですよ、空港管
理者の沖縄県が拒否したというのは正確な表現ではな
いわけですよね、今の答弁を聞くと。ここの正確な表
現をお願いします。今おっしゃったように、拒否は沖
縄県していませんよということを明確に言って、こう
いう理由だからということを言っていただければいい
んですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しになります
が、使用届の提出を受けて、県は１月18日に米軍及
び日本政府に対し、緊急時以外の下地島空港の使用を
自粛するよう強く求めました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ということは、ちょっと違う角度か
ら議論させていただきたいと思っています。沖縄県に
空港管理権がありますよね。しかしながら、その管理
権というのは、空港使用の可否の権限、いわゆる空港
を使っていい、使っては駄目という権限ではないとい
うことですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県管理空港の使用に
つきましては、沖縄県空港の設置及び管理に関する条
例において、空港使用者に対し求めている空港使用届
書の提出は届出制となっているため、関係法令上、使
用を拒否することはできません。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ここも重要なので正確に再度確認し
たいと思っています。法令上ですよ、あくまでも法令
上です。今回のように米軍が下地島空港を使用したい
と申請してきたときに、滑走路とか空港に不備がなけ
れば、米軍からの届出を受理しないといけないという
ことになると思います。しかしながら屋良覚書に基づ
いて、できれば空港使用は自粛してくださいというこ
とですよね、正確に言うと。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員おっしゃるとお
りでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　それでは少し論点を変えていきたい
と思っています。
　これまでの議論の流れから、沖縄県は屋良覚書もし
くは西銘確認書を基に、実効性のある条例をつくるこ
とはできますか。実効性のある条例とは、もちろん自
衛隊や米軍が使用することができない条例ということ
ですけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今屋良覚書、西銘確
認書に基づき空港の管理運営を行っているところでご
ざいますけれども、その趣旨をどのように条例に反映
することができるのかにつきましては、関係部局と連
携しながら研究を進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ここですね、先日の与党の代表質
問。翌日のこの沖縄タイムスの１面には条例化を検討
したいということが大きく書かれていたんですよね。
この正確な中身に、県幹部によると条例化を検討する
というふうに書かれております。私はこの議会の議事
録を確認したときは、検討という言葉は使っていない
んですよね。研究ということを議事録では確認されま
したけれども、ここ重要だと私は思っております。検
討と研究では全然違うんですよね。どっちが正しいん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　繰り返しになります
けれども、関係部局と連携し、研究を進めていきたい
と考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ここですね、ちゃんと整理していか
ないといけないと思っているんですけれども、ここで
新聞の中身を見ますと、この検討と言っている県幹部
はじゃ誰なんですか。ここ重要なんですよ。県幹部が
検討というふうに動き出していると。じゃこの県幹
部って誰ということですか。そこどうなっているんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　すみませんが、承知
してございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、副知事に見てほしいんだけれ
ども、議会でこの議事録を見ますと研究と言っている
のに、新聞の１面の見出しは、もうでかでかと検討と
あるんですよ検討と。これ、じゃ沖縄タイムスに抗議
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したほうがいいじゃないんですか。これは沖縄県の県
議会の中で、一番これもう、今から非常に問題になっ
てくる空港使用の件に関して、沖縄県は条例化をしよ
うとするために研究をするというふうに明確に言って
いる中で、新聞１面に大々的に検討というのは、これ
県民や全国や、あるいは全世界に対して、前向きな姿
勢でこれもう議論が始まって、もうするんだという表
現になるんですよ。これあくまでも――マスコミの書
き方どうか分かりませんけれども、これ沖縄県とした
ら、我々議会でもそうですよ。こういう記事を載せて
いいのかという抗議なり、申入れも含めてやるべきだ
と思っているんですよ。今ゼロベースから研究しよう
という形で議論している中で、こういった過ちという
か何というか、こういう報道の仕方というのはいかが
なものかと思うんですけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど来、関係部局
と連携し研究を進めていくというふうにお答えしてい
るところですので、マスコミに関しては、その記述の
内容については真意を確認したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これはマスコミの皆さん方も仕事か
もしれないけれども、これだけ白熱して真剣に議論を
交わしている県議会、各委員会もある中で、研究とい
う形で話が出ている中で、このもう前向きに進めるよ
うな、条例化を検討とかそういう表現はいかがなのか
と思っていますが、どうぞマスコミの皆さん、そうい
う御理解いただきたいなと思っています。
　それでは次の論点に移ります。
　屋良覚書と西銘確認書とありますけれども、覚書と
確認書、法的な違いはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　屋良覚書と西銘確認
書につきましては、国と県において下地島空港の管理
運営の方針を確認した文書というふうになってござい
ますので、特に法的な違いはないというふうに理解し
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　じゃ屋良覚書と西銘確認書の意味合
いの違いは何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず屋良覚書につい

てですが、まず下地島空港、訓練飛行場の管理運営方
針について、管理者である琉球政府が使用方法を決定
すること、国は民間航空訓練及び民間航空以外の目的
に使用させる意思はないこと、管理者である琉球政府
に命令する法令上の根拠を有しないことが確認されて
おります。
　一方、西銘確認書につきましては、下地島空港は人
命救助、緊急避難等、特にやむを得ない事情のある場
合を除いて、民間航空機に使用させる方針で管理運営
するものというふうに確認しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　屋良覚書は昭和46年、琉球政府時
代に当時の運輸大臣と交わされたものだと私は理解し
ております。
　この覚書は、これから読む文書のほうで間違いない
ですかということを確認したいと思っています。１、
この飛行場は琉球政府が所有し、管理する。使用方法
は管理者である琉球政府が決定する。２、政府は、下
地島空港を民間航空訓練及び民間航空以外の目的で使
用しない。これら以外の目的に使用させることを管理
者の琉球政府に命ずる権限を法令上持っていないとい
うことですけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員おっしゃるとお
りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　西銘確認書についてもお聞きしま
す。
　西銘確認書は屋良覚書から８年後、琉球政府から沖
縄県に変わり、当時の西銘順治知事が政府に対して、
下地島空港を第３種空港として沖縄県が管理運営する
ことを確認した文書と認識しております。先ほど述べ
た１については、維持管理についてであります。２
は、人命救助と緊急避難等を除いて民間航空機に使用
させるということが書かれている文書です。そういう
認識で間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御発言のとおり
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　まずは屋良覚書から議論させてくだ
さい。
　文書には、政府は下地島空港を民間航空訓練及び民
間航空以外の目的で使用しない。これら以外の目的に
使用させることを管理者の琉球政府に命ずる権限を法
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令上持っていないということが確認されますけれど
も、当時の琉球政府は、民間航空訓練及び民間航空以
外での目的というのは、どのようなことを想定してい
たんでしょうか。何か当時の議論を確認するメモや文
書、政府とのやり取りを確認する文書は残っていませ
んか。当時の議論の様子が分かるものはないですか、
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今現在、琉球政府当
時にどういった背景があって屋良覚書になっているか
については、承知していないところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　次に、西銘確認書についてお聞きし
ます。
　この文書の特徴は、もちろん琉球政府から沖縄県に
移行したときに、管理運営についての確認文書という
のはありますけれども、さらに人命救助と緊急避難等
を除いて民間航空機に使用させるということが書かれ
ている文書なんですよね。また、西銘確認書には屋良
覚書より踏み込んで、人命救助と緊急避難等、特にや
むを得ない事情のある場合は、民間航空機以外の活用
は容認している文書なんですよ。
　そこで幾つか確認させてください。
　ここで言う人命救助と緊急避難等というのは、何に
よるものを想定していたんですか。自衛隊なのか、米
軍なのか、消防なのか、海保なのか。当時の沖縄県は
何を想定して議論していたと思いますか。そういう議
論の様子が分かる文書は残されていませんか。当時は
もう琉球政府から沖縄県に変わっていますから、そう
いう文書、メモみたいなものはあると思うんですけれ
ども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　西銘確認書におきま
して、人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情の
ある場合を除きというふうに記載がございますが、人
命救助あるいは緊急避難というものにつきましては、
一般的に、例えば天候不良ですとか機体の異常、トラ
ブル等、急病人の発生だというふうに一般的な認識で
はございますが、当時、議員お話のあった海保なの
か、自衛隊なのか、米軍なのかについてはちょっと承
知してございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。

○島袋　　大君　大変興味深いんですよね。そこを
しっかりと確認、これからしていかないといけません
けれども、ぜひまたその資料もありましたら提出いた
だいて、次の議論につなげていきたいなと思っていま
す。
　この内容で、当時から軍事利用については懸念があ
るというふうに議論されていたんですか。実際、その
中身はどんなですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　繰り返しになります
けれども、当時どういった具体的な議論が軍事利用に
ついてあったかについては、すみませんが現在承知し
てございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　では知事、現在の玉城県政はどう考
えられているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　昭和54年３月の県
議会におきまして、下地島訓練飛行場が第３種空港で
ある公共用飛行場への設置替えに伴う附帯決議がなさ
れております。その中で、下地島空港を自衛隊等軍事
目的には絶対使用させないということとなってござい
ます。
○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　現在においても、その屋良覚書、それから西銘確認
書、それから先ほど土木建築部長が答弁しましたよう
に、県議会での附帯決議、そういったものを踏まえて
当該空港は管理運営されるべきというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この質問についてはもう締めますけ
れども、常に不思議に思っていたのが、屋良覚書は昭
和46年に交わされているんですよね。そして、その
後の昭和54年に西銘確認書が交わされているんです
よ。この西銘確認書は、屋良覚書よりも人命救助と緊
急避難等については緩和されている文書ということが
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分かります。もちろん２つの文書は意味合いが違う文
書なので一概には言えませんが、なぜマスコミも、い
ろんな面で県も含めてですけれども、この下地島空港
が議論になったら屋良覚書だけ、のみを持ち出すの
か、私は不思議なんですよ。だから今回の質問をさせ
ていただいています。
　どうぞ今回から、西銘確認書も注目されるようにお
願いしたいなと私は思っているんですよ。これまでは
常に枕言葉に屋良覚書としか紹介されていなかったと
思っております。この空港の目的外使用については、
人命救助や緊急避難等を書き加えた西銘確認書が最新
バージョンだと私は思っているんですよ。その意味か
ら最新バージョンというのは西銘確認書ではないです
か。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　いわゆる屋良覚書、
そして西銘確認書につきまして、沖縄県としては引き
続き両文書に基づき下地島空港を管理運営していくこ
ととしております。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　だから何かこの屋良覚書のみを使う
根拠――僕はよくこのことしか耳にしないんだけれど
も、恣意的に屋良覚書しか使っていないのではないか
と思うんですよね。まあ今日はもう答弁要りませんけ
れども、この議論は引き続きやっていただきたいなと
思っています。西銘という名前がうちにはいますの
で、西銘確認書というのがバージョンアップなんだか
ら、そこをこれから深掘りしていきたいなというふう
に思っていますので、御理解ください。
　次です。給食費であります。
　知事の公約である学校給食の無償化についてお聞き
します。確認ですけれども、学校給食の無償化にはど
れくらいの財源が必要ですか。小中、あるいは高校を
入れて幾らかということを聞きたい。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和３年度の学校給食費の総額は66億300万円と
なっております。そのうち、要保護費約8300万円、
準要保護費約13億4000万円、特別支援就学支援費約
8500万円、それを差し引いた約50億9000万円が保
護者負担額というふうになっております。

○島袋　　大君　ごめん、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　再度確認させていただきま
す。
　令和３年度の学校給食費は66億300万円となって
おりましたので、これは小中の学校給食費でありま
す。基本的には全て無償化ということでありました
ら、これぐらいの額が必要かというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　次年度、令和５年度、給食費の無償
化のための予算化は幾らぐらいしているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。訂正
をさせていただきます。
　先ほど私、小中と申し上げましたが、小中、県立学
校を含んだ額であります。すみません、訂正させてい
ただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　令和５年度については、ま
だこれからの実施でありますので、幾らかかるかとい
うことについては少しまだ額は今答えられない状況で
あります。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　令和５年度の学校給食費
支援事業であります。予算額については538万8000
円、事業の内容につきましては、学校給食費の支援の
在り方について課題を整理するため、保護者等へのア
ンケートの実施や市町村と実施方法等の協議を行う事
業となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　五百数万円つけて、これからアン

‒･197･‒



ケートをするということは、もうかなり時間がかかる
んじゃないかなというふうに思っております。
　知事、当然財源が確保できると判断して学校給食費
の無償化を知事選の公約に掲げたものと私は認識して
おりますけれども、そういうことですよね。実際、総
務部長もどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　公約という点については、
確かに私の選挙の公約として掲げさせていただいてお
ります。そして、教育委員会では、現在市町村と実施
方法等の協議を行うということで、そういうことを踏
まえて予算規模、財源及び実施時期についていろいろ
調査研究をしていただいているものというように思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから、これは一丁目一番地の選
挙公約に掲げるんだったら、現職の知事なんだから、
そういうふうに財源はここでつくって、こういう形で
予算を使いながら充てて無償化にしますよと言うのが
現職の選挙公約であって、新人なら新人でいろいろこ
れ組み替えないといけないから時間がかかるかもしれ
ないけれども、現職が一丁目一番地に掲げているんで
あれば、財源はここがあるからこうやって、こういう
ふうにスキームをつくって、こうしますといって、い
つからスタートしますと言うのが私は現職の知事の考
えだと思っていますよ。今から始まるということは何
年かかるか分からないということですよ。
　次に移ります。
　２月９日、知事は文部科学省に学校給食費の無償化
について支援を求めております。要請書ですね。（資
料を掲示）　これは国が支援しなければ学校給食費の
無償化は無理ですよということですか。実現できませ
んよという意味なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　財源については様々な方法
を検討する必要があると考えておりまして、２月９日
に知事から文部科学省に要請を行いましたが、その趣
旨としましては、昨今の社会及び経済状況など子育て
環境が厳しい中で、子供たちの健やかな育ちと子育て
を支援することは、将来の我が国の担い手育成の基礎
をなす重要な投資であり、社会全体で取り組む必要が
あるということで国に要請したものでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから、ここに踏み込んで教育長
がしゃべったら、もう学校の先生たちに私は頭が上が
りませんからどうこう言えないんですよ。これは財源
の話だから、現職の知事の話なんですよ。教育長、教
育長は答えなくてもいいと思っていますよ。これは財
源の話なんだから、知事部局がどう考えるかだと思っ
ていますよ。
　加えて、無償化に向けて市町村との協議が必要とい
うことでこれから議論すると言っていますけれども、
市町村の協議状況もろもろを含めて、これは知事公約
をできなければ市町村がやってくださいよ、知事は無
償化できませんでしたから市町村が無償化にしてくだ
さいよと、知事の押しつけになりませんか、知事。ど
うなりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　給食の無償化に当たって
は、各市町村でそれぞれ独自に工夫され、取組を進め
ておられるということを承知しております。ですか
ら、それらの実施方法等の協議については、市町村と
綿密に協議を進めさせていただきたいというように思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　（資料を掲示）　ですから、このよ
うに市長会が知事に対して完全無償化をしてくれとい
う要請がくるわけですよ。隣の県都那覇市なんて、令
和５年の１月からスタートをして、完全無償化。それ
で、令和５年の４月から６月までは、もう苦しいから
牛乳のみの支援になるんですよ、無償化は。これだけ
県がやってくれるからということで、県都那覇市も動
き出した。そこでこういった形で11市の首長の皆さ
ん方は要請しているんですよ。そこで知事は、お金の
見通しもないから国にお願いしますよと言っているん
ですよ。予算があるから、こう使うから無償化にする
という政策の下で各市町村長と連携してやろうという
のが、これが無償化に対する議論だと思っています
よ。そこの順番の履き違えもして選挙戦でいきなり公
約を掲げるもんだから、苦しくなるわけであります
よ。
　どうぞ知事、最後に質問しますけれども、これはい
つから学校給食を無償化にするか、私は県民に示すべ
きだと思っていますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど来、答弁が重複する
ようで大変申し訳ありませんが、その実施方法、実施
時期について、市町村や関係機関と協議を踏まえた上
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でお示しをさせていただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですから、選挙期間中に私が一番す
べきことということで一丁目一番地に――私は学校給
食の無償化が玉城デニー知事の公約の一丁目一番地だ
と思っています。あの当時の戦いはそうでした。だか
らこそ、財源があるからいつからスタートする。子供
たちはわくわくしているんですよ、お箸もスプーンも
持って。いつからどうできますかと。親もそう思って
いますよ。だからこそ、こういった約束はちゃんとや
らないといけないんですよ。
　どうぞ、先ほど前段の質問は、電気料もろもろ含め
て、私は約束どおり自民党もしっかりとやりますよ。
議論していきます。ですから給食費の無償化について
は、ここは県がどういった形でという明確な的確な話
もない中で、私たちはいろんな面でこうしますからと
言えないから聞いているんですよ、知事。
　どうぞこういったことは子供たちがこれからすくす
くと育つための重要な問題ですから、早めに完全無償
化をお願いしたいと思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　おはようございます。
　ガンジュー　ヤルルネーラ。
　それでは、通告のとおりに質問させていただきま
す。
　知事の政治姿勢についてでありますけれども、沖縄
振興予算における知事の評価と認識についてお伺いし
ます。
　知事は、次年度の振興予算の決定について、好意的
な評価をされている。そして昨年度は知事は、大幅な
減額査定の際には、大きな落胆と厳しいコメントを発
しておられましたが、今回は好意的な評価をされてい
ると。去年よりまあ少しは下がりましたけれども。こ
の好意的な評価と認識についてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和５年度の沖縄振興予
算の確保に向けては、市長会、町村会と連携し、沖縄
担当大臣をはじめ関係要路へ要請を重ねたところ、予
算案は前年度比５億円減の総額2679億円となりまし
た。県及び市町村が増額を強く求めていた沖縄振興一
括交付金については、減額が続いてきた中で令和４

年度当初予算と同水準の759億円が計上されたことか
ら、一定の配慮がなされたものと認識しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事もそれでいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　当初予算より、当然、減額
になったのは残念とコメントしましたが、先ほど総務
部長から答弁させていただいたように、ある一定の配
慮もいただいたものというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　それでも積み上げてきたものよりは
下がっている。もともと3000億円といったものから
も随分下がっている。それでも好意的な評価となって
くると、国としては、まあこの程度の調整で例年やっ
ていけばいいなと考えてしまいますけれども、そうい
うことで、もう3000億諦めたということで認識して
いいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和５年度の概算要求の
要請に当たりまして、政府の概算要求基準、その範囲
内において予算要求できる額が3000億を超えていた
状況でございました。そのため沖縄県としましては、
3000億円台の沖縄振興予算の確保をということで、
８月に概算要求前に関係要路へ要請してきたところで
ございます。
　令和６年度の沖縄振興予算の確保に向けても、国の
概算要求基準等を勘案しながら、改めて確保に向けて
要請していくことになりますが、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画の推進に当たって必要な所要額を確保
していきたいというふうに考えているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　弱いですね。昨年の減額予算の際に
は、照屋副知事は理論武装で今回負けたというような
コメントも発しておったわけですけれども、今回どの
ような手だてを講じて予算について向かっていったん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　平成29年度来、沖縄振
興予算、特に一括交付金の減少が著しい状況でござい
ました。そのため、市町村長の皆様から御意見を頂戴
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しながらソフト交付金、それからハード交付金の減額
に伴う影響等を確認し、それを踏まえた資料を作成
し、内閣府のほうへ一括交付金の減額に伴う様々な影
響等について説明してきたところでございます。
　また、ソフト交付金については、ＥＢＰＭについて
もしっかりと説明できるようにというお話がございま
したので、それについてもしっかり対応し御説明して
きたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　では理論武装で今年も勝てなかった
ということでいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　特にハード交付金の減額
が非常に厳しくて、ハード交付金の減額が続いて、特
に県事業もそうなんですが、市町村事業の遅れが非常
に目立つと。後ろ倒しになっていてなかなか事業が進
まない、あるいは着手できないという状況がございま
した。したがいまして、沖縄県としましては、防災・
減災、国土強靱化予算の活用も含めて国に要請してき
たところ、国の２次補正予算においてハード交付金が
29億円措置されたということで、一定の理解はなさ
れたもの、配慮いただいたものというふうに考えてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事、政府直轄の市町村への推進費
は積み増しをして85億円と復活をしたわけですね。
これは市町村からの強い復活折衝の成果とも言えるの
ではないですか。
　知事は昨年末の振興調査会も欠席されているようで
すし、振興予算獲得のためにどのような実務的な政治
折衝の積み上げをしてきたのかというのが、東京から
ほとんど聞こえてこないというのが実情なんですね。
つまるところ、このような知事の政治姿勢が、沖縄へ
の思いを寄せる関係者らの心情を遠ざけてはいないか
というふうに思ったりもするんですけれども、知事は
その辺はどう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども部長から答弁もさ
せていただきましたけれども、一括交付金のこれまで
の減額によって市町村の、特にハード交付金に関する
事業が遅れているというようなことも、沖縄県全体の
大きな問題となっておりますというようなことをはじ
め、様々な沖縄が――だからこそ市町村と連携をしな
がら、事業を着実に進めていくための取組ということ
で、ＥＢＰＭなどのデータに基づいて一生懸命要請を
させていただきました。要請に当たっては都度、関係

要路を含め、それから与党議員の方々へもお話をさせ
ていただいたり、沖縄県のこの厳しい状況とそしてど
うしても取り組まなければならない、特に子供の貧困
対策をはじめとする沖縄県の独自の課題についても、
しっかりとした予算が必要ですということで要請を重
ねてきたということであります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　次年度は相当ちょっと工夫して取り
に行かないとかなり、もっと厳しくなるのかなという
ふうに思います。
　離島振興への取組についてお伺いします。
　私は知事の所信を聞き終えて、知事の政治姿勢には
離島の島々への思いがすっかり薄れてしまっているの
ではないかと感じました。離島振興への言及も少なく
て、離島の現状を深掘りして精査したり、この政治で
離島の生活を下支えするという強いメッセージも全く
伝わってこなかった。知事は常々離島振興について
は、一丁目一番地だというふうにおっしゃっていた。
私もそうだと思っている。もはやこの所信から見れ
ば、もう重点的に取り組む政策の位置づけではないよ
うですね。
　知事、離島振興は今、番地はないんですか。番外地
になっているんですか。その辺のところをちょっとお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　離島振興への取組について
お答えさせていただきたいと思いますが、知事提案説
明要旨では、離島振興については医療提供体制の構
築、交通コスト・生活コストにかかる負担軽減、条件
不利性を解消する情報通信基盤の整備等の定住条件の
向上、オンラインの活用を含めた交流促進・観光振興
による島々の多様な魅力の発信、離島フェアの開催な
どによる特産品の販路拡大、プロモーション支援など
の産業振興など、取組の一端を申し述べたところで
す。
　昨年８月に策定した次代を拓く持続可能な島づくり
計画では、国民全体で離島を支えることを念頭に、生
活基盤の整備や条件不利性の克服、多様な関係人口を
含む持続可能な離島コミュニティーの形成を図るとと
もに、離島の資源と魅力を生かした産業振興と地域経
済の活性化を図り、島々が個性と潜在力を発揮する活
力と希望にあふれる地域社会の実現を目標としており
ます。
　先般、小規模離島の生活の現状等を、対話キャラバ
ンの一環として視察も含め久高島に訪問させていただ
き、それぞれの関係者の方々からの離島における振
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興、医療体制、学習の状況などお話を聞かせていただ
きました。ですから引き続き、離島の振興なくして沖
縄振興なしという強い意欲の下、離島振興にはしっか
り取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　番外地ではないということですね。
番外地にはしないでくださいね、お願いしますから。
　これは本当に幾度となく、私は離島に足を運んでく
ださいよということを何度も要望してきましたが、ど
うもあまりそれらの要望がかなわなかったことが今回
の所信に表れているんだろうというように思います。
沖縄本島のような人口が多い都市部では気づかないこ
とでも、離島地域では生活に直結する課題も多いわけ
ですから、知事はこの課題を掘り下げて、新たな芽出
しが何があるかということもしっかり政策として取り
上げてほしいなというふうに思っています。
　離島を訪問して、離島の課題を政治で下支えをして
いくんだという知事の政治信念をもう一度改めて示し
てもらいたいのですが、知事いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この新型コロナウイルス感
染症拡大の状況に伴い、なかなか市町村との協議の
場、特に離島を訪問するということについて、そのタ
イミングを計っていたところであります。今般、久高
島をはじめとする私の１期目でかなえられなかった全
ての離島を訪問するなどのそういうような取組をぜひ
実現できるよう頑張っていきたいと思いますし、また
離島における生活、教育、医療、福祉あらゆる点から
県と市町村が協力をして取り組む施策をしっかり前進
させていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　続いて、反撃能力、防衛力強化につ
いてお伺いしますけれども、代表質問において知事の
答弁をお聞かせいただきました。
　ところで、知事の日本を取り巻く現状の防衛環境に
ついて、中国と日本の概算の数字でありますけれど
も、対比がありますので、現状を共有したいというよ
うに思います。５対１という比較がありますけれど
も、これは何かイメージされますか、５対１。中国が
５、日本が１。これイメージするようなことがありま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前11時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。

○知事公室長（嘉数　登君）　詳細な資料は持ち合わ
せておりませんけれども、報道によりますと中国の国
防予算、これ30年で39倍になっていると、日本の６
倍以上、米国に迫る勢いというような報道がございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　そうです、５対１というのは国防費
の比較です。日本が５兆円、20年間ほぼ横ばいです
けれども、中国は25兆円です。30年間で39倍。
　次に４対１という数字があります。これは戦闘機
の保有の数です。中国は1270機以上、日本は約320
機。
　29対１という数字があります。これは海空軍の飛
行場の数です。これは東部戦区の問題です。東部戦区
は29の飛行場があります。爆撃ができる飛行場があ
ります。日本には、この地域には南西空域には那覇の
みです。１です。
　1900対０という数字があります。これは巡航ミサ
イル、弾道ミサイルの保有です。
　知事、現状においては、日中の軍事バランスは圧倒
的な差が現実的には存在するわけです。加えて、中国
は専制主義体制にありますから、この軍備を使う能力
も意思も持っているという前提で国防議論がなされな
ければ、空論の域を出ません。知事の認識では、反撃
能力の保有もできないと発言をされている。反撃能力
装備の保有は憲法の意思とは違うとも発言している
が、その意味は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　反撃能力の県内配備につきましては、今回発表され
た安保関連３文書におきまして、武力行使の３要件に
基づき、武力攻撃を防ぐためやむを得ない必要最小限
の自衛措置とし、相手領域において我が国が有効な攻
撃を加えることを可能とするとして、反撃能力の保有
については記載されていることは承知しております。
　県としては、反撃能力を有するミサイル等の県内配
備が計画される場合には、さらなる基地負担の増加に
つながるということで、これは県民の理解も得られな
いのではないかということで、県内の配備に反対せざ
るを得ないというふうに考えております。
○大浜　一郎君　すみません、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議会でも答弁をさせていた
だいておりますが、従来の政府の、いわゆる専守防衛
に対する見解と今回の安保関連３文書における考え
方、それから安保３文書の中でも専守防衛に徹すると
いう表現を使われておりますけれども、それといわゆ
る反撃能力を有する武器等の所有について、ここは私
はこれまでの政府の答弁とは明らかに違うということ
と、そして憲法に規定されている専守防衛という、そ
ういう考え方とも相反するのではないかという意見が
様々あるということ。そして、先ほど公室長から答弁
をさせていただいたとおり、これ以上のこの基地の強
化、拡張については、基地の負担軽減を求めている沖
縄県、そして県民の意見を基にすると、それは反対せ
ざるを得ないというようなことを答えさせていただい
たものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事、1956年、昭和31年、内閣委
員会で鳩山総理が、我が国に対して急迫不正の侵害が
行われ、攻撃があった場合、座して自滅を待つべしと
いうのが憲法の趣旨とするとは考えられないと。攻撃
を防御するには他の手段がないと認める限り、誘導弾
等の基地をたたくことは法理的に自衛の範囲であり可
能であると答弁し、憲法の範囲内としているわけで
す。
　また、脅威圏外から艦艇や上陸部隊に対処するスタ
ンド・オフ防衛能力は、憲法、国際法、国内法の範囲
内で運用されるという政府答弁がありますけれども、
これは当然のことです。その目的は武力行使の意思を
示す相手に対して、武力攻撃の可能性を低下させるこ
とへの抑止力にあるわけですから。日本は専守防衛の
厳守をする立場に変わりはありません。それを知事
は、このことを理解できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　過去の総理の答弁等につい
ても、座して待てというのが憲法の趣旨ではないとい
うことを述べられていると承知しておりますが、他に
手段がない場合というのは、いわゆる日米同盟も存在
しないなど、そのようなおよそ現況の――その当時か
ら現在まで続く、いわゆる日本とアメリカの安全保障
関係すらもない場合というようなことが想定される
が、しかしそのようなことは考えられないというよう
な答弁もされているかというように思います。ですか

ら、他に手段がない場合というのは究極的に考える
と、現在の日米同盟が存在するというようなことから
して、その答弁に沿った考え方が本来の専守防衛の考
え方であろうというように捉えています。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　そのような御意見、考え方
があるということは承知をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　理解はしないということですか。そ
ういうことですね。
　地域外交室についてお伺いします。
　期待度の高いように報道されていましたが、どうも
知事の答弁を聞く限りにおいては、琉球王朝時代の交
易の歴史のつながりなどと、少しあまりにもちょっと
ノスタルジック過ぎて、施策のポイントもちょっとお
ぼろげ感が否めないような感じです。
　現況などの近隣諸国の環境は遠い昔の歴史の事象と
は全く違い、今世紀では間違いなく一番厳しい状況下
にあるということは理解されているかどうかです。特
に知事の国防への認識も、自国の政府方針と相入れな
い立場での地域外交にも危惧するところでありますけ
れども、知事の地域における平和構築に貢献する独自
の地域外交を目指すとするこの外交姿勢の背骨は、具
体的に何かということぐらいはしっかりお伝えをいた
だきたいというふうに思います。そして、まず北京に
出向いて、尖閣諸島への領海侵入をやめるべきだと、
これは言うべきではないですか。その辺のところをお
聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず地域外交について
の基本的な考え方を答弁させていただきます。
　本県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等のソフ
トパワーや地理的な優位性を生かしまして、観光、物
流、環境、保健・医療、さらには教育、文化、平和な
ど多様な分野における国際交流を通じて築いてきた
ネットワークを最大限に活用し、アジア太平洋地域に
おける平和構築に貢献する独自の地域外交を展開する
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こととしております。そのため、令和５年度に沖縄県
地域外交基本方針（仮称）を策定しまして、その中で
地域外交の方向性等については定めていきたいという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　そのイメージだけで、今――背骨に
なるだろうということも、今お答えできる状況にない
ということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　もちろんその地域外交という意味では、県庁のその
各部で取り組んできたノウハウ、そういったものも束
ねて部局横断的にそれを生かしていきたいということ
と、あわせて、外部の識者のいろいろな意見をいただ
きながら、この方針を定める中において、方針という
ものを定めていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　しっかりとした方針ができることを
祈っております。
　周辺有事に備えた先島地域における国民保護の件で
すけれども、県は３月にも図上訓練の予定を公表して
おりますが、周辺有事に対する住民保護、避難につい
て、これは知事所信の中において、具体的な言及がな
かったことにちょっと正直驚いているんです。知事は
住民保護の重要性をどれほど重要視しているのかお伺
いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず国民保護に関する県の認識ですけれども、武力
攻撃事態や大規模テロなど、緊急対処事態はこれあっ
てはならない非常事態ですが、万が一発生した場合に
備え、住民の生命、身体、財産を守る国民保護措置の
対処能力の向上を図ることは重要であると考えており
ます。特に島嶼県である沖縄におきましては、住民保
護、いろいろ課題がございます。輸送力の確保をどう
しようかとか、あるいは全員が避難できなくて残る人
もいるんじゃないかというような議論もございます。
　そういった観点から、今般３月17日に国民保護に
関する訓練を行うこととしておりまして、そういった
訓練を通じて、我々が抱えている課題、これは当然市
町村や県だけでクリアすることは非常に難しいですの
で、それは国ともしっかりと議論をやっていきたいと

いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　であるならば、これ所信の中でもう
たってほしかったですね。所信の中では絶対にこうい
うことに関しては守り切るということぐらいのことを
言ってほしかったなというふうな感じはします。
　去る２月18日に、石垣市で国民保護についてのシ
ンポジウムが行われましたけれども、知事はその内容
は把握されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　新聞報道等によって、
シンポジウムが開催されたことは承知しております
し、それから知事公室の職員も当該シンポジウムに参
加させていただいて、どのような意見交換がされたの
かということについては確認をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　そのようなシンポジウムが
あったということと、それからその内容については、
先ほど知事公室長から申し上げましたとおり、私に報
告をするということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事、図上訓練に臨む姿勢ですけれ
ども、住民保護、避難について最重要とされる課題
は、現時点で具体的にどういうことを把握しているか
ということです。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほどの答弁とも重複
しますけれども、やはり島嶼県である本県について
は、住民避難に当たっては、輸送力の確保をどうしよ
うかという点が一番大きいというふうに考えておりま
す。それから、これはその単に先島から本島、それか
ら九州へという避難ルートを設定しているわけですけ
れども、最近言われておりますことは、では九州に避
難した後の生活をどうするかといったような課題もあ
ります。これはまだまだ我々の検討が足りない部分で
ありますので、そこは訓練ですとか、そういったもの
を通じて十分議論していきたいというふうに思ってお
ります。さらには、当然与那国ですとか、石垣ですと
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か宮古ですとか、そういったいろんな有事に際して、
距離的に近いというようなところで大変不安を持って
おられる住民もいらっしゃるという話も聞いておりま
すので、当該市町村とはしっかりと意見交換し、訓練
に当たっては連携していかなければいけないというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　そうなんです。島々でいろいろな事
情がありますから、そこははっきり把握をすべきだと
いうことと、一番大事な点は有事に至らない、武力攻
撃予測事態の段階で、予測事態の段階で、国民保護法
が適用できるようにしなきゃいけない。住民が円滑に
避難ができる仕組みが必要ということが、実はこの
フォーラムから浮かび上がってきた問題なんです。そ
して、シェルターの設置も必要不可欠だろうというの
が出てきた答えです。それと武力攻撃発生後は軍民を
一緒にしない。軍民が一緒になってはいけないと、こ
れをきちっとやるということ。その辺のところがこの
フォーラムの中での大きなポイントになったというこ
と、これはしっかり押さえておいていただきたいとい
うように思います。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　石垣市による尖閣諸島の海洋調査の
件ですけれども、知事は石垣市の独自調査だというふ
うに前回お答えになりましたが、これをどう認識して
いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　石垣市が去る１月29日それから30日、尖閣諸島周
辺海域及び石垣島北西海域において海洋調査等を行っ
たことは、市の記者発表ですとか報道等を通じて承知
しております。今回の調査は、石垣市として、その必
要性を判断し実施されたものと受け止めております。
　県としては、尖閣諸島をめぐる問題については、日
中両政府が平和的な外交・対話によって解決が図られ
ることが必要と考えておりまして、引き続き、日本政
府に対し適切な対応を求めていきたいというふうに考
えております。

　それから議員おっしゃっているようなその市の調査
結果ですか、それをどのように受け止めを……。
○大浜　一郎君　というか、この独自調査、前回いい
ですか……。ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　第１回目はそういう答
弁をしたかと思うんですけれども、調査報告書により
ますと、石垣島と尖閣諸島周辺海域の海域特性の位置
づけができたことは、今後の石垣市の海洋施策を検討
する上で極めて貴重な成果であるというふうにされて
おりまして、まずは市において活用について検討され
るものというふうに考えておりますけれども、その上
で県の広域的な取組と関連する場合は、適切に対応し
ていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　実は、海洋調査で得られた貴重な情
報について、私は県と共有したのかなと思ったら、県
は前回も今回も石垣市への情報提供の依頼もしていな
いんですね。だから私は、これは沖縄の行政区内なん
ですけれども、海洋調査の結果にすら関心がないのか
なと思ったりもするんですけれども、この辺はどうな
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず今回の調査結果、
２回目の調査ですけれども、年度明けに報告書を公表
予定ということを聞いておりまして、現時点では記者
発表時の資料以外に公表している資料はないというよ
うな回答がございました。それから、環境部等とも共
有するような内容もあるかと思うのですけれども、今
現在はそれはまだやっていないと。それから、１回目
の調査につきましては、石垣市のホームページのほう
に掲載されておりまして、我々もそれを入手しまし
て、先ほど申し上げたように――調査自体が今回石垣
市がやっておりますので、一義的には、まずは石垣市
のほうにおいてどういう活用をするかということにつ
いて検討されるものというふうに考えておりますけれ
ども、その上で県の広域的な取組、そういったものと
関連する場合には、関連部局と連携して対応していき
たいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　とても貴重な最新データですよ。こ
ういうのを県が情報共有できないというのはやっぱり
おかしいと思う。行政区内の話ですから、しっかり情
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報共有して管理をしてもらえるように、石垣市と連携
してほしいなというように思います。
　これは知事にお伺いしますけれども、知事に、正式
に次回の調査同行、尖閣の調査の同行を依頼したら同
行する考えはありますか。尖閣に行けば海保の船舶
や、目の前に中国の海警船舶の活動も直視できること
もありますし、知事の地域外交施策にも必要な調査研
究になると思うんですけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　通常、市町村が行う調査等について、県知事が同行
というのはなかなかやっていないのかなというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　いやいや、ちょっと休憩してくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が尖閣諸島周辺海域から
尖閣諸島を視察することについては、その必要性や効
果などを総合的に検討した上で判断する必要があると
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　当然必要性はあるじゃないですか。
やっぱり県の長がその現場に行って見るということが
もし実現できれば、それは大きな成果だと僕は思いま
すよ。ぜひそのようなことも前向きに検討されたらど
うかと思います。
　八重山地域医療の整備についてでありますけれど
も、八重山住民が大変不安に思っている現状がありま
す。知事、私が本会議に出席するために、石垣の自宅
の駐車場を出ようとしたときに、近所のおばさんに呼
び止められまして、八重山病院のことが心配で心配で
心が落ち着かないと。どうか、どうか知事さんにお願
いして大丈夫になるように頼んでほしいと、お願いし
ますと、願うように手を合わせていたわけです。八重
山の医療体制の不安が本当に住民を困惑させると、本
当に心から感じた瞬間でした。
　代表質問で関連の答弁がございましたけれども、局
長や知事から聞く限り、不安を募らせる住民の声に心
を配ることもなく、淡々とした、まるで人間味のな
い、実にヒジュルーな答弁だったと思いますよ。そも
そも、私が県議になってから、これまで事業局と病院

間の認識のそごが続いていたのは承知をしていまし
た。その積み重ねが今回の人工透析医療問題と相まっ
て、今回の医療不安事態を招いたと私はそう思ってい
ます。要は、県内部の意思疎通のなさから来る不具合
の巻き添えを八重山住民が食っているというようにし
か私は思えないんです。離島地域における県立病院の
医療体制の充実は、生活の基礎なんです。今回の件に
ついて、知事は離島医療体制について再び八重山住民
に不安を抱かせるようなことは絶対にしないと明確に
約束をしていただきたいと思います。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○大浜　一郎君　あなたが言ったってしようがない
じゃないか。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立八重山病院に
おいては、昨年末に副院長が辞職をしたほか、院長に
ついては要望等に対する病院事業局の対応に不満があ
るとして、３月末日で退職予定となっております。こ
のような事態を重く受け止めており、地域の住民の皆
様に、不安と御心配をおかけしたことをおわび申し上
げます。
　病院事業局としましては、保健医療部、関係自治体
及び関係機関との連携の上、八重山病院が地域の中核
病院として今後とも県民の生命を守っていけるよう、
離島医療の確保に向けた組織体制の整備に取り組んで
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今般の案件につきまして
は、八重山の皆様に大変不安が広がっているというこ
とは非常に私としても心配するところであります。知
事部局は、保健医療部を中心に、病院事業局そして関
係自治体及び関係機関と連携の上、地域医療をしっか
りと守っていくということに取り組むということは、
これまでもこれからも変わることはございません。八
重山地域の方々の生活に不安が広がらないよう、しっ
かりと誠意を持って取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　その思いは絶対に忘れないでいただ
きたいなと思います。
　人工透析の件ですけれども、人材不足について抜本
的な対処についてお伺いします。再びこのような事態
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が起こらないための抜本的な対処方針についてお伺い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　人工透析に関しまして、２月９日に八重山圏域で透
析の医療体制について協議をいたしました。医療機
関、市町村、それから関係団体等の御参加をいただき
ました。協議会の中では、やはり看護師等の人材確保
がそれぞれ大きな問題であるということが共有できま
したので、まず緊急時の応援・連携体制の構築につい
ては、県が中心となって行うというふうなことを確認
をさせていただきました。それから県立八重山病院の
職員の増による受入れ患者数の拡大、そして民間医療
機関の看護師の確保への支援等の対応方針を決定した
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　じゃ大丈夫というふうに認識してい
いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　地域の中で、この課
題について継続的に協議をしてまいります。予防も含
めて、患者が増えないように、あるいはその患者の透
析の提供体制がしっかり維持できるように協議を続け
てまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　旧八重山病院跡地の利活用について、知事の認識に
ついてお伺いしたいんですが、石垣市議会からも、離
島医療の充実した整備のために、また今後の八重山地
域に必要不可欠な介護医療院の設置を含む民間病院の
旧八重山病院跡地への移設について要望が出ておりま
す。知事、このように全体の地域医療を充実させるた
めに、実はこういう離島地域の民間病院も結束しても
らわなきゃいけないという思いがございます。その辺
の認識についてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　旧県立八重山病院跡地の利活用につきましては、石
垣市議会等からの要請を踏まえ、病院事業局としては
石垣市をはじめ、地元の意向も確認しながら慎重に検
討を進めていきたいと考えております。なお、職員宿
舎の候補地につきましては、地元石垣市をはじめ関係
機関とも連携を図りながら、柔軟に対応をしていきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。

　次に住宅の件を言おうと思っていたんですけどね、
局長言っちゃったけれども。福利厚生の充実からも、
この転任先として職員住宅整備は、これは非常に僕は
重要だと思います。やるべきです。ただいま答弁あり
ましたけれども、石垣市との調整というふうにおっ
しゃいましたが、基本的にはこれは県内部の、県有地
も含めた調整が当然、一義的にはそうだというふうに
思います。石垣市と具体的な調整事項としては何があ
りますか。石垣市に問い合わせたんだけれども、どう
いうことかなという話をしていたものですからね。そ
の辺のところ、明確にちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　職員住宅の整備方
針についてということだと思いますが、病院事業局で
は地域の医療ニーズに対応し、良質で安定した医療
サービスを提供するためには、人材確保に直結する住
環境の確保、整備が重要であると考えております。職
員宿舎整備につきましては、令和４年度中に具体的な
戸数や必要面積などの基本構想を策定することとして
おり、今後同構想を踏まえ、地元の理解と協力を得な
がら整備を進めていきたいと考えております。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　石垣市との調整に
つきましては、石垣市議会のほうから、民間病院の利
用について要請があるということは承知しています。
事業局としましては、石垣市と――担当のレベルなん
ですけれども、去年の11月に情報提供をしながら、
利活用に関して県の土地の利用が可能かどうか、それ
から石垣市の市有地の利用が可能かどうか等々、関係
機関と連携しながら進めていきたいと思います。
　今後石垣市とそういったことに関し、話合いの場を
つくるというようなことを検討しています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　それでは質問に移ります。
　急患搬送ヘリポートの整備に向けた件ですけれど
も、基本的には当該自治体と県が折り合える調整が必
須でありますけれども、なかなか難航しているという
ことも聞いておりますが、現況の進捗と着地点が仮に
見えるのであれば、そこをちょっと教えていただけま
せんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、これまで整備した設置案３案を基に、令和
４年９月15日には、石垣市、八重山病院、病院事業
局に加え、竹富町、与那国町、多良間村などの関係
機関を含めて協議をしております。去る２月10日に
は、各機関の担当レベルから部局長レベルの職員が参
加する会議に格上げをいたしまして、より踏み込んだ
協議を行いました。その結果、ヘリポート設置案のう
ち、八重山病院隣接地地上型案に加えまして、病院敷
地内かさ上げ型案への支持表明がございました。今回
のこの協議内容を踏まえまして、各機関に再度案の検
討というものを依頼するとともに、代替案がある場合
にはその提案も求めております。
　県としましては、急患搬送体制確保の重要性に鑑み
まして、やはり合意可能な設置場所の条件整備という
ものが大事だというふうに考えておりますので、これ
はその石垣市をはじめとする地元関係機関と引き続き
丁寧な調整に努めてまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　基本的には当該自治体と県が折り合
える案、要するにお互いがウィン・ウィンになること
がもう最終的なことなんだろうけれども、これは本当
にちょっと時間かかるかもしれないけれど、でもそん
なに時間はかけられないので、しっかり取り組んでも
らいたいなというふうに思いますが、最後、公室長。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　我々もこの施設が大変
重要だと思っております。この八重山地域の恒久ヘリ
ポート、これは単独での市町村では処理が困難、また
は非効率となる事業でありまして、かつ、一刻を争う
離島からの急患搬送に不可欠な施設ということで、広
域的な対応が求められる施設であるという認識を持っ
ております。この設置案については、こうした点を念
頭に、石垣市を含めた関係機関と協議を行っておりま
して、県としましては、急患搬送体制の確保、それか
ら医療等関係者の協力、さらには都市計画等の都市利
用にも配慮して、関係機関が合意可能な案となるよ
う、丁寧かつある程度のデッドラインといいますか、
期限を付して進めてまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ゴルフ場を含むリゾート建設に係る
開発行為等許認可における進捗状況についてお伺いし
ます。
　コロナ感染症の分類の変更も受けて、ゴルフ場を含

むリゾート施設の早期の建設が望まれております。開
発行為等に係る各種法的手続について、迅速な対応も
同時に求められておりますけれども、進捗状況はどう
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　石垣ゴルフリゾート
に係る農地の転用手続の進捗状況についてお答えいた
します。
　農地の転用手続の進捗につきましては、個別案件で
ございまして回答は差し控えさせていただきますが、
一般的に、農地転用審査に当たっては、周辺農地の営
農条件に支障を来さないか、または農地法以外の関係
法令への対応状況など、農地法及び農地法関連通知に
より定められている各基準に照らしまして、適切に審
査することになります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　開発行為許可申請手続の進捗につきましては、個別
案件であり、回答は差し控えさせていただきます。一
般的に、開発行為許可審査に当たっては、ゴルフ場の
開発事業に関する指導基準及び都市計画法に基づく許
可基準、いわゆる技術基準の適合性について審査する
ことになります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　農林水産部も土建部にも大変お世話
になりますけれども、これはもう長年待ち望んで、
やっと未来法でもって、何とか解決の糸口が見えて―
―石垣島ないんですよね、このゴルフ場が。要するに
これを持つことによって、誘客に大変大きな力を発揮
するというふうに思います。どうか迅速な対応をお願
いしたいというふうに思います。
　我が党の代表質問との関連についてでありますけれ
ども、知事はなぜ、いつまでたっても久辺３区のほう
に出向いて住民の声を聞いていただけないのか。住民
の声を聞かない理由というのは一体何なんですか。知
事公室長が行って、舞台は設置したけれども、すぐに
でも行くかなと思ったらアメリカに行く、いろんなと
ころに行く。何で近いところに行って、話を聞くとい
うことは知事にとって一番大事なことじゃないです
か。何で行かないんですか。いつ行くんですか。それ
を明確に答えてくれませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　久辺３区の皆さんとの意見
交換については、去る２月１日に、まず地域の実情や
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要望等を把握し今後の施策に生かす、さらに私が現地
を訪れ、皆様と意見交換を行うために、まず知事公室
長に赴いていただいて、いろいろと意見交換をさせて
いただきました。今回の意見交換の結果を踏まえて、
今後の日程や内容等について検討を進めているところ
です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　もう検討はいいじゃないですか。も
う５年も、いろいろ検討もされただろうし、やっと知
事公室長が行って舞台も設置してくれたんだから、す
ぐにでも行ってくださいよ。すぐにでも行って、現場
の声をちゃんと聞いて、何を要望しているのか、何を
自分が解決しなければならないのかということを明確
にして、それを手だてを講じてしっかりやってくださ
いよ。いつ行くんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現在その時期等について検
討を進めております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　終わります。
　シカイトゥ　ミーファイユー。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○仲村　家治君　おはようございます。
　沖縄・自民党の仲村でございます。
　通告書の質問をする前に一言所見を述べさせていた
だきます。
　去る２月24日、ロシアがウクライナに侵攻して１
年がたちました。この１年、いろんな形で私たちは、
報道でウクライナの国内の悲惨な状況を見ることがで
きたんですけれども、日を追うごとに民間のアパート
やマンションにロケット弾が着弾し、国民が被害を受
けている。この状況を鑑みますと、果たして平和外交
がどこまで通用するのか、疑問に思う日々でありま
す。外交が破綻した途端に、このような大国が隣国に
侵攻し、自国の軍隊をウクライナに派遣して破壊行
為、そして殺りくを行っている。この状況を見ると、
国連の在り方、そしてアジアにおける今の状況、ぜひ
とも私たちは、政治家は考えていかないといけない環
境に今あると思っております。ぜひとも――もちろ
ん、平和外交が第一でありますけれども、それが破綻
した後に、私たち政治家は何を備えていくか、それも
同時に考えていかないといけないと考えております。
　それでは、通告書に基づいて質問させていただきま
す。
　１、平和行政について。

　(1)、旧私立開南中学校の調査の進捗状況を伺う。
　(2)、沖縄県におけるシベリア抑留者の調査等を伺
う。
　２、那覇港管理組合が進める港湾計画改訂につい
て。
　(1)、那覇市長や浦添市長は独自に国交大臣や沖縄
担当大臣に要請活動を行っております。知事は要請行
動を行わないのか伺います。
　３番目、第十一管区海上保安本部と沖縄県の連携等
について。
　(1)、海上保安庁の発表によると、令和４年の海上
犯罪の送致人員のうち、最も多かったのが漁業関係法
令であり、主に一般の県民によるものとのことであ
る。これは県民が条例を熟知していないことが一因と
見られ、漁業者の保護と将来の漁業資源の確保の観点
からも、沖縄県はもっと海上保安庁などの関係機関と
協力して啓発活動を行う必要があると考えるが、県の
考えを伺う。
　４、小禄道路（国道506号）整備での飛び地返還合
意の内容について伺う。
　５、海の安心・安全について。
　(1)、沖縄県の水難事故はどのような状況にあるか
（過去のデータとの比較も含む）。
　(2)、第十一管区海上保安本部とＯＩＳＴの業務協
力に関する協定書調印の内容と、那覇海上保安部とＯ
ＩＳＴの包括業務協力協定の内容について伺う。
　(3)、宮古島では前浜ビーチの健全運営及び遊泳者
の安全確保のために条例が施行予定と聞いているが、
その内容について伺う。
　(4)、今年度の水難事故の状況に対して、知事公
室、文化観光スポーツ部、土木建築部、県警本部は次
年度の対策・予算をどう取り組んでいるのか伺う。
　(5)、ライフセービング選手権大会等の沖縄県開催
を誘致してはどうか。
　６、街路樹や樹木の病害虫対策についての状況を伺
う。
　７、我が党の代表質問との関連については、仲田弘
毅議員の１の(3)、知事の政治姿勢について、那覇軍
港跡地開発について。
　２番目、又吉清義議員の４(2)ア、安保３文書改定
について、沖縄県の自衛隊の現状についてお伺いしま
す。例えば、航空自衛隊那覇基地であれば、スクラン
ブルの数が異常である。沖縄本島と宮古の間の海峡を
中国の潜水艦や空母が行き交っている現状の中で、知
事は本当に沖縄における自衛隊基地機能を削減すべき
だと考えているのか。
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　次に５(3)、保健衛生・健康福祉について、那覇市
立病院の建て替え事業の状況について伺います。ハー
ド交付金の配分はもう決まっていると思うが、那覇市
が望む額よりカットされているのではないかと懸念し
ている。那覇市の要望額より減額となっている場合
は、その理由を聞く。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲村家治議員の御質問にお
答えいたします。
　那覇港管理組合が進める港湾計画改訂についての御
質問の中の(1)、那覇港港湾計画改訂等の要請につい
てお答えいたします。
　私は、昨年10月に開催されました全国港湾知事協
議会意見交換会に出席し、那覇港について、港湾計画
改訂に係る技術的助言等の支援、新港埠頭地区におけ
るＲＯＲＯ船用岸壁の早期整備、臨港道路若狭港町線
及び浦添第一防波堤延伸等の着実な整備推進を国に要
請いたしました。
　沖縄県としましては、港湾計画改訂に向け、引き続
き那覇港管理組合と連携して取組を進めます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、平和行
政についての御質問の中の(1)、私立開南中学校につ
いてお答えいたします。
　県では、平成29年度に厚生労働省から移管された
国立公文書館資料のほか、県公文書館保管の資料を調
査し、同中学校出身者の遺族等への聞き取り調査票を
確認することができましたが、学徒動員の実態を把握
することはできませんでした。空襲下で学校単位での
動員ではなかったことや、聞き取り調査等でも把握が
できていなかったことなどから、学徒動員数等が不明
とされたものと思われます。戦後77年を経た現在に
おいて、その明確な理由を特定することは難しいもの
と考えております。
　同じく(2)、シベリア抑留者の調査等についてお答
えいたします。
　旧ソ連における戦後強制抑留者の調査については、
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13
条により国において実施され、毎年度、その内容が公
表されております。国においては、旧ソ連から帰還し
た方の聞き取りや留守家族からの未帰還届等に基づく

調査結果として、抑留者約56万1000人、抑留中の死
亡者を約５万3000人と推計しております。都道府県
ごとの抑留者数については把握していないとのことで
すが、沖縄県出身の死亡者数については、国のホーム
ページにおいて、106件と公表されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、第十一管区海上
保安本部と沖縄県の連携等についての(1)、海上保安
本部と連携した漁業関連法令の啓発についてお答えい
たします。
　県では、密漁防止対策として、第十一管区海上保安
本部、沖縄県警及び関係漁業団体と連携し、合同パト
ロールを行っております。また、一般遊漁者への漁業
関係法令の周知につきましては、遊漁者からの漁業法
等に関する問合わせに丁寧に説明するとともに、県の
ホームページに同法令を分かりやすく解説した冊子を
掲載し、また、各漁協においては補助事業を活用し
て、同法令を周知する看板を各地先に設置する等、そ
の周知に努めているところであります。
　県としましては、引き続き、捜査関係機関等と連携
し、密漁防止対策に取り組んでまいります。
　続きまして６、街路樹や樹木の病害虫対策の状況と
対策についてお答えいたします。
　令和４年12月末時点における県内の松くい虫被害
量は、2301立方メートルで、令和３年度の被害量
1954立方メートルと比較して1.2倍に増加しており、
特に久米島町では3.6倍に増加しております。このた
め、県では、令和４年２月に、県及び久米島町の関係
行政機関並びに有識者による久米島町松くい虫防除対
策会議を設置し、終息に向けた防除戦略を策定してお
ります。防除対策については、当該防除戦略に基づ
き、被害木の分布状況や立地条件等を勘案し、景観上
重要な松林や幹線道路周辺の松林等について重点的に
取り組んでおります。また、五枝の松やナガタケ松並
木等の貴重な松の防除対策については、久米島町及び
同町教育委員会と連携し、薬剤散布や樹幹注入による
予防対策を行うとともに、周辺被害木の徹底駆除を
行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　４、小禄道路（国道
506号）整備での飛び地返還合意の内容についての御
質問のうち、小禄道路整備における飛び地返還につい
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てお答えいたします。
　去る２月16日、日米合同委員会において、一般国
道506号小禄道路整備のための道路用地等として使用
するため、自衛隊那覇基地の敷地内に所在する嘉手納
飛行場の一部土地約3300平方メートルを返還するこ
とが合意されております。沖縄防衛局によりますと、
当該土地には、米軍が管理する通信施設があるため、
返還に当たっては、当該通信施設を那覇港湾施設に一
時的に移設する。ただし、那覇港湾施設の浦添市への
移設に際しては、通信施設は別の場所に移される。通
信施設の一時的な移設に伴い、当該施設と連接して運
用されている八重岳通信所の施設の更新が必要となる
との返還条件が付されているとのことです。
　次に５、海の安心・安全についての(4)、水難事故
に対する知事公室の次年度の取組についてお答えいた
します。
　知事公室では、水難事故防止に係るワーキンググ
ループを開催し、海の安全啓発ツールの開発など、各
機関が実施する取組について意見交換を行うととも
に、県民・観光客への周知方法等、新たに見えてきた
課題について解決方法等の協議を行っております。ま
た、令和４年12月に意見交換を行った一般社団法人
沖縄ライフセービング協会と、事故防止に係る体制強
化のための取組について認識を共有しており、ワーキ
ンググループへの参加についても同意をいただいてお
ります。令和５年度は、令和４年度で見えてきた課題
を解決するため、各機関と連携しながら取り組んでま
いります。
　次に７、我が党の代表質問との関連についての
(2)、自衛隊に対する見解についてお答えいたしま
す。
　令和３年度の自衛隊機の緊急発進回数は全国で
1004回、そのうち南西航空方面隊が652回となって
おります。また、令和３年度に中国機が沖縄本島と宮
古島の間を通過した公表回数は12回となっており、
令和２年度の４回と比較して大幅に増加しているとの
ことです。県は、日米安保体制や専守防衛のための最
低限度の自衛力の保持を理解する立場でありますが、
沖縄の基地負担の軽減は、米軍と自衛隊を併せて考え
る必要があると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　鎌谷陽之君登壇〕
○警察本部長（鎌谷陽之君）　５、海の安心・安全に
ついての御質問のうち(1)、水難事故の状況について
お答えいたします。

　過去３年間の水難事故の状況について、昨年分は暫
定値になりますけれども、御説明をいたします。発生
件数は令和２年85件、令和３年94件、令和４年106
件と、毎年増加で推移しております。また、罹災者数
はそれぞれ、103人、139人、143人と、これも毎年
増加で推移しております。死者・行方不明者数は、
43人、45人、42人と推移しており、高止まりの状況
にございます。
　次に、同じく５の(4)、次年度の水難事故対策や予
算についてお答えいたします。
　県警察におきましては、水難事故防止対策に係る予
算として、令和５年度は約594万円を計上しておりま
すが、昨年中、観光客が罹災する水難事故が増加した
ことを踏まえまして、令和５年度予算においては、広
報啓発活動に係る予算を増額しております。これらの
予算を活用し、観光関連施設における啓発活動や、水
難救助員やガイドダイバーなどに対する講習会を開催
するなど、観光関連企業、団体等との連携を強化し、
多角的な水難事故防止対策に取り組んでまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　５、海の安心・安全につ
いての(2)、第十一管区海上保安本部及び那覇海上保
安部とＯＩＳＴとの業務協力についてお答えいたしま
す。
　第十一管区海上保安本部とＯＩＳＴが、平成24年
３月27日に締結した業務協力に関する協定は、相互
協力を図り、沖縄周辺の複雑な海流や潮流予測の高度
化を実現することで、沖縄の海における安全・安心な
活動等につなげるものと聞いております。また、那覇
海上保安部とＯＩＳＴが、令和５年１月27日に締結
した包括連携協定は、海の安全・安心の向上に資する
海洋環境の理解と保全、海の防犯、減災対策の推進な
ど、相互の連携・協働関係を強化するものと聞いてお
ります。
　続きまして７、我が党の代表質問との関連について
の(1)、那覇港湾施設の跡地利用についてお答えいた
します。
　那覇港湾施設の跡地利用につきましては、那覇市に
おいて、平成28年度に跡地利用計画策定に係る検討
体制、プロセス、合意形成活動等をまとめた跡地利用
計画策定手順書（原案）を策定し、それを基に取り組
んでいるところです。
　県としましては、平成25年１月に策定した中南部
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都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想を踏まえた市の跡
地利用計画の策定を支援しているところであり、今後
とも課題の把握や情報提供に努めるなど、密接な連携
を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　５、海の安心・安全
について(3)、宮古島市が施行予定の条例の内容につ
いてお答えいたします。
　宮古島市では、海域等利用者の生命、身体及び財産
の保護を図ることを目的に、宮古島市水上オートバイ
等の安全な利用の促進に関する条例を定め、令和５年
４月１日から施行する予定であります。条例では、海
域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進す
るための施策を実施する市の責務や、市長が海域等利
用者の安全確保のために必要があると認めるときは、
期間を定め、水上オートバイ等事故防止重点区域を指
定できること等が定められております。
　同じく５の(4)、水難事故防止対策及び予算につい
てお答えいたします。
　土木建築部では、水難事故の発生状況を踏まえ、そ
の未然防止対策として、本島及び離島の海岸におい
て、海浜利用者に対する注意を促す看板等の設置に要
する所要額を、令和５年度一般会計予算に計上してお
ります。
　次に６、街路樹や樹木の病害虫対策の状況と対策に
ついてお答えいたします。
　街路樹については、近年、松くい虫やホウオウボク
クチバ等の害虫被害が拡大しており、強剪定や伐採、
樹幹注入等で対応しているところであります。今年度
は、久米島の県管理道路における健全な松のうち、五
枝の松周辺の1148本に樹幹注入による対策を行った
ところであります。今後とも、適正な道路の植栽管理
に努めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　５、海の安
心・安全についての(4)のうち、次年度の予算措置に
ついてお答えします。
　文化観光スポーツ部では、現在、マリンレジャー事
故防止調査対策事業において、海のハザードマップシ
ステム等の安全啓発ツールの制作に取り組んでおりま
す。次年度は、当初予算案に約2900万円を計上し、
ホテル、空港等での海の安全に関する広報に加え、

ビーチや海岸に近づいた際の携帯の位置情報を活用し
た情報通知等、安全啓発ツールの機能改善に取り組む
こととしております。また、ライフセーバー等による
海の安全講習会を実施するなど、海の危険性や正しい
知識の周知啓発に取り組み、水難事故の防止を図って
まいります。
　同じく５の(5)、ライフセービング選手権大会等の
誘致についてお答えします。
　県では、温暖な気候等の優位性を生かしてキャン
プ・合宿等のスポーツコンベンションの誘致に取り組
むとともに、スポーツコミッション沖縄において、ス
ポーツ関連イベント等の受入れに係る様々な相談への
対応や関係機関とのコーディネート等に対応しており
ます。ライフセービング選手権については、マリンレ
ジャーが盛んな沖縄県において、スポーツコンベン
ション推進の観点からも魅力的な大会であり、県内の
ライフガードの技術力向上にもつながるものと期待さ
れます。
　県としては、沖縄県ライフセービング協会と意見交
換を行うとともに、スポーツコミッション沖縄と連携
して開催条件等の情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　６、街路樹や樹木の病害
虫対策の状況と対策についてお答えいたします。
　県内における森林区域以外の緑化木の病害虫対策に
ついては、所有者または管理者において防除対策が行
われておりますが、県では、地域に親しまれた名木等
を保全するため、沖縄振興特別推進交付金を活用し、
市町村が行うアカギ及びデイゴへの薬剤を用いた防除
対策に対し、補助金を交付しております。また、庁内
横断的組織である緑化マトリックス組織において、随
時、効果的な防除方法に関する情報共有を行うなど、
関係部局間の連携を図っております。今後も、緑化木
の病害虫が発生した場合、早期の防除が図られるよ
う、関係機関と連携し、防除対策に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　７、我が党の代表質
問との関連についての(3)、那覇市立病院の建て替え
事業についてお答えします。
　那覇市立病院の建て替え工事については、令和３年
度からハード交付金を活用し開始しておりますが、入
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札不落等により令和３年度は全額を繰り越し、令和４
年度は令和３年度繰越分の執行にとどまり、令和４年
度当初予算分は全額を繰り越すことが見込まれていま
す。このため、令和５年度については、工事の進捗状
況を確認の上、令和５年度内の工事に必要となる額を
計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、仲村家治君の再質問は午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君の再質問を行います。
　仲村家治君。
○仲村　家治君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　御答弁ありがとうございました。
　質問項目の順番、若干変えますけれども、まず平和
行政についてです。
　先ほど宮平部長は、開南中学の学徒の件で、なかな
か資料が確認できなかったというお答えでしたけれど
も、これは開南中学の同窓会の皆さんも同じようにな
かなか公式な証拠となるような書類も出てこないとい
うことで、同窓会中心に聞き取りをして、同窓会の名
簿はあったものですから、１軒１軒家庭訪問をして、
実際に戦争で亡くなった方を調査して、開南健児之塔
というのを建立したという経緯があったんです。集団
で、学校単位で召集されなかった場合は、なかなか学
徒ということにはならなかったということが、個々
で、個人的に行ったということで、それはあったと思
うんですけれども、ただ遺族の方は、遺族年金とかそ
の辺のものを頂いているということではあるんです
が、これも担当の職員の方がお見えになったときに、
個人情報が絡んでいるので、遺族の三親等内の人が調
べることは可能ですけれども、集団でそれができない
というお答えもありましたので、この辺は今日まで調
査してくれてありがとうございます。ただ個別にはで
きるということが分かりましたので、今年の６月の慰
霊祭の日には、また３年ぶりに開南中学の慰霊祭を開
催するように今準備していますので、その辺のことは
ちょっと報告をさせていただきます。

　あと続きまして、２番目のシベリア抑留の件ですけ
れども、死亡者の数は分かっていても、何人がシベリ
ア抑留されたかというのは、厚労省のホームページ
にも各県の動員の数が載っていなくて、死亡者の欄
しかありませんでした。沖縄県は、106人の方がシベ
リア抑留で亡くなったと。その中の一人が私の祖父
でありまして、たまたま前回11月議会のときに質問
した際に、琉球新報さんが取り上げてくれまして、新
聞に出たんですけれども、その１か月後、嘉手納の宮
里さんという方から電話がありまして、実はこの旧満
州第7000部隊将兵の記録というこの冊子、（資料を
掲示）　帰還兵の皆さんで――これは全国のものなん
ですけれども、ありますよということで、わざわざ私
のほうにお持ちいただいて読んでいるんですが、どこ
でどういうふうな人のつながりができるのかと、本
当に私もびっくりしたんです。その中で11月に祖父
の最期をみとった豊見城市の保栄茂の當間さんという
方がわざわざうちに見えて、うちの祖母に報告をした
という話をしたんですけれども、その當間さんの手記
が載っているんです、たまたま。これにもびっくりし
て、うちの兄弟、何があるか分からないねということ
で、77年以上たちますけれども、やっぱり人の縁と
いうか、こういうこともあるんだなと思って、まだ戦
後のいろんな課題はあると思うんですが、特に宮平部
長の担当ですので、この辺はしっかりと平和行政の中
でいろんな未解決なこともあると思いますけれども、
ぜひ努力して歴史の部分というのは常に調査をしてい
ただきたいと思っております。
　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　質問ちょっと飛びます。
　代表質問の中の那覇市立病院のハード交付金の件な
んですけれども、部長のほうから答弁をいただきまし
たが、同じ場所で建て替えということで、なかなか工
事もいびつな事業になっております。不落に終わった
とかいろいろ今までの経緯がありましたけれども、た
だ40年以上たっている建物ですし、令和７年10月に
は那覇市としては市立病院として開院をしたいという
予定にあります。交付金の部分もトータルで多分この
事業に対して、ハード交付金46億ちょっとかかると
思うんですけれども、その辺の46億2500万という予
算がそのとおりなのかどうか、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　先ほども述べさせていただきました。若干工事の進
捗に遅れがございますが、那覇市立病院の建て替えに
必要な所要額、今おっしゃいました約46億円が確保
できるようにしっかりと調整をさせていただきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　今年の額は若干減るんですけれど
も、令和６年度にはその減った分は上乗せするという
ことなんですが、それは確かなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　病院のほうから進捗
の計画をいただいておりまして、その年度で必要な所
要額というものをこちらとしては予算化しているとい
う状況ですので、また次年度以降も同じやり方で必要
額を確保していきたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　知事、この那覇市立病院は那覇市民
32万人だけじゃなくて、近隣の方、また全県から来
る優秀な中核をなす病院ですけれども、老朽化で一日
も早く建て替え事業が完成するように、今那覇市と県
と国とやっておりますけれども、ぜひ、この重要な施
設ですので、那覇市が希望している令和７年10月中
までには完成できるようにしてほしいんですけれど
も、知事としての御意見をお伺いさせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　地域の医療機関が遅れるこ
となくその供用が進められるということは、どなたに
とりましても非常に関心の高い事業であり、またその
進捗の状況であろうというように思います。
　県としましても、できる限り――入札の不落等に
よって繰越があったりはするんですが、できるだけ令
和７年に向けて必要な予算が得られるよう頑張ってい
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひお願いします。
　ハード交付金の中でも特に病院事業ですので、コロ
ナの対処も那覇市立病院は大変御努力して成果も上げ
ておりますし、また、独立行政法人になった経緯もあ
りまして、全国的にもかなり高い評価を受けておりま
すので、ぜひとも令和７年に向けて、知事はじめ、関
係者の皆様の御尽力を賜りたいと思っております。よ
ろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時40分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　続いては、第十一管区の話ですけれ
ども、実は２月７、８日、我が会派を代表して７名
で、宮古島、あと石垣島に海上保安庁の視察をしてま
いりました。尖閣だけが特に脚光を浴びているという
かあれなんですけれども、やっぱり密輸とか密漁とか
いろいろ多岐にわたっているというお話があって、今
回密漁の話をさせていただいたんですが、悪質な密漁
グループとかとは別にして、たまたま分からずに魚と
か貝を捕っているという県民が意外に多いというお話
を聞いております。この辺はぜひ農林水産部のほうで
この辺の啓蒙活動、やられているということなんです
けれども、海上保安庁とまた鋭意協力して、ぜひ告知
をはじめやっていただきたいというのと、あと――休
憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　２月11日の琉球新報に、釣り人の
制限対象ということで、アカジン、マクブとか、40
センチ未満、35センチ未満は捕ったら駄目ですとい
う記事が載っていたんですけれども、アカジンという
のは高級魚でありますし、マクブもそうなんですが、
この辺の漁協の皆さんとの協力体制もぜひ部長のほう
で取っていただいて、新たなこういう制限とか規制と
かにぜひとも努力していただきたいんですけれどもど
うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　議員からありました
アカジンとマクブ等の体長制限もしくは禁漁期間等の
制定につきましては、これまで研究機関等において、
これまでの取組によってどれだけ資源回復したかに基
づいて捕りますので、これらの取組によってまた漁獲
量、資源量が回復するように努めたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひお願いします。
　代表質問の関連の那覇軍港なんですけれども、今移
設先の件が具体的になりつつあるものですから、主体
は那覇市だと思うんですが、岸壁を備えている部分が
ありますので、那覇港管理組合の所管になると思うん
です。ぜひ再開発というか跡地利用の件で早め早めに
那覇市とも協議すべきだと思うんですけれども、那覇
港管理組合関連ですので、土建部長にこの辺の協議の
部分、もしできればお答えできますか。企画部長にな
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るのか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設の跡地利用につきましては、市政運営
の基本姿勢として、知念那覇市長が２月の定例会で施
政方針を表明しております。その中で中長期的には、
那覇軍港の早期移設を推進して地権者と連携した土地
利用計画を策定するということと、また主要事業の説
明の中で、地主会等の合意形成や関係者との連携を深
めて、跡地利用の計画策定づくりに取り組むというこ
とで、あと産業の進出可能性調査など、様々な視点か
ら取り組んでいくということでございました。県も連
携して取り組んでまいりたいというふうに思っており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　また、那覇軍港は私有地も含め、国
有地も大分割合でありますので、これは早め早めにこ
の辺の計画を――地権者、地主の皆さんもいらっしゃ
いますので、十分余裕を持って計画を進めてほしいな
と思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
　続きまして、那覇港の港湾計画の改訂について、質
問させていただきます。
　去る２月７日に那覇港地方港湾審議会が開かれまし
て、計画が了承されて、また次の段階、国に行くんで
すけれども、残念なことに那覇港管理組合の、県議会
の議員の代表１人の方が反対をしております。大変残
念なことであるんですけれども、那覇港港湾計画の改
訂になぜ反対したかは、理由は分からないんですが、
知事、この辺の部分確認すべきじゃないでしょうか。
なぜ反対したか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　一般的に議会、委員会等、
その議決に際しては、それぞれの議員の政治思想、信
条、考え方にそれぞれ伴っているものというように思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　この件は後ほど我が会派の同僚議員
が質問すると思いますので、私の感想を言わせてもら
えば、県議会を代表して那覇港管理組合の議会に行
き、そして那覇港管理組合の議会を代表してこの審議
会に出て反対をするというのは、そういう個々の問題
ではなく、大所高所から港湾計画の改訂をすべきだと
私自身は思います。ですから、県議会の代表である議
員が一個人、また会派の考えでそれを反対するという
のはいかがなものかと思っておりますので、これはい
ろんな考え方あると思うんですけれども、ぜひ議会を

代表したというこの認識だけお持ちいただきたいと
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　海の安心・安全に移りたいと思いま
す。
　先ほど本部長からもありましたけれども、本当にこ
の水難事故の数が高止まりで、よくならない。私も初
当選以来ずっと追っかけているんですけれども、徐々
に対策をしつつあるのかなと。特に観光スポーツ部は
予算はある程度つけてやっていかれる、また県警もそ
うですし、特に知事公室長、いろんな関係者と意見交
換をなさって、ワーキンググループをつくるとお話が
あったんですけれども、具体的にどういうふうなイ
メージをお持ちなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　このワーキンググループでは、水難事故発生状況、
これを見える化するためのハザードマップシステムな
ど、海の安全啓発ツールの開発状況ですとか、効果的
な海岸監視の方法など、いろんな機関で取り組まれて
いる水難事故防止に係る取組を共有したというところ
でございます。
　それから先ほども答弁させていただきましたけれど
も、一般社団法人沖縄ライフセービング協会、これに
ついてもワーキンググループの中に参加していただく
というところと、私も一緒に12月に、わざわざ来て
いただいて、いろんな取組を聞かせていただきました
が、その中において非常に我々としても協力していき
たいといいますか、連携して取り組んでいきたいと
思っていたのが、この一般社団法人沖縄ライフセービ
ング協会の会員を機動救難所というようなところで位
置づけて取り組んでいきたいというところがございま
したので、ここは非常に機動性に富んでいる活動だと
いうふうに思っておりまして、そこは連携して取り組
んでいきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　嘉数さんが知事公室長になってやっ
と重い腰を上げていただいて、本当に感謝しておりま
すけれども、３月末でいらっしゃらなくなるんですか
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ね。もしそうであれば、引き継ぎぜひお願いいたしま
す。
　続きまして、ライフセービング協会の大会の件で、
先ほど部長もなかなかいい答弁をなさっていたんです
けれども、もう一度決意をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ライフセー
ビング選手権大会、役割はライフセーバーに求められ
る救助に必要な技術や体力の向上を目的とすること、
誰でもライフセービングを始められる活動への入り口
と位置づけられること、それからスポーツの魅力を活
用してライフセービングを広く社会へ認知させること
とされております。また、大会種目としては、個人で
参加する種目とチームで参加する種目がありまして、
自身の身体のみを使った種目やサーフスキーやパドル
ボードなど道具を使った種目、心臓マッサージや人工
呼吸といった心肺蘇生技術の正確性を競う種目などに
なっております。このような大会につきまして、マリ
ンレジャーが盛んな沖縄県においては、スポーツコン
ベンションの推進の観点から、魅力的な大会であると
いうふうに考えております。
　県としては、沖縄県ライフセービング協会とその意
向を確認するとともに、スポーツコミッション沖縄と
連携して、先ほどの情報を深掘りしつつ開催条件等の
情報収集に努めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひ、大会が誘致できるようにお願
いしたいと思っております。
　あと再質問やりたかったんですけれども、時間があ
りませんが、街路樹等、樹木の病害虫対策は、ぜひ特
に久米島の松くい虫のこと、あとアカギの件も大変目
に余るというか、見るも無残な状況にありますので、
この辺はぜひ対策をよろしくお願いいたしまして質問
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　今日、私の選挙区の伊江島のかりゆしウエアを着
て、一般質問に気合を入れて取り組んでおります。こ
のかりゆしウエアのユリの花は、島の永久平和のため
にユリの花をデザインしたそうです。玉城デニー知事
も伊江島は第二のふるさとというふうに聞いておりま
す。先ほどデニー知事のほうから、離島振興なくして
沖縄の発展なしと、そういう力強い答弁も聞いており
ます。離島振興のため、またヤンバル振興のため、お
互い一緒に取り組んでいきましょう。そういう願いで
玉城デニー知事から、そして皆さんから前向きな答弁

を期待して一般質問を始めたいと思います。よろしく
お願いします。
　まず伊江島飛行場について伺いたいと思います。
　去る２月３日に、新沖縄振興・公共交通ネットワー
ク特別委員会で伊江島空港を現場踏査してまいりまし
た。委員外で参加させていただき、委員会の皆さんに
はお礼を申し上げます。
　まず空港施設管理、主体はどこか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　伊江島空港につきま
しては、空港法第５条の規定に基づきまして、沖縄県
が設置し管理する地方管理空港となっております。空
港の施設管理等の事務につきましては、沖縄県空港の
設置及び管理に関する条例第23条の規定に基づき、
空港の所在する伊江村が処理しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　伊江村と委託契約を結んでいるとい
うことでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　先ほど答弁しましたけれども、管理条例の第23条
の規定に基づき、当該空港の所在市町村が処理するこ
とというふうに記載になっておりますので、委託とい
う性格のものではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　どういう管理の関わりをしているん
ですか、伊江村は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　地方自治法によりま
して、例えば届出の受理に関する事務ですとか、ある
いは重量制限に関する事務、区域を定める事務、ある
いは入場制限に関する事務等々がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私は伊江島空港管理事務所に電話を
入れました、個人でですね。そしたら対応者は伊江村
の総務課になっているんですよ。それは間違いないで
すか。
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○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員おっしゃるとお
りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　県と村とが事業を締結するときに何
かの覚書がないといけないんじゃないですか。名称は
これ空港管理事務所――管理事務所の名称は沖縄県に
なっているんですよ。私電話入れました。内容を聞く
ために。伊江村の総務課になっているんですよね。そ
ういう事務の、伊江村との事務の締結はないんです
か。どこまでは伊江村だと、どこまでが県がやるんだ
と。誰とやったんですか、これ。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほどの答弁させて
いただきましたけれども、県管理条例の23条におき
まして規定されている事務というのがございまして、
先ほど答弁しましたとおり、使用許可でしたり、届出
の受理でしたり、重量オーバー等との許可、要するに
繰り返しですけれども、条例のほうに規定されている
ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　村が沖縄県に提出義務はあるんです
か。村が沖縄県に。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど申し上げまし
た、例えば空港施設に関する管理の状況ですとか、そ
ういった調書等、あるいは着陸料等に関しまして、そ
ういった調書とか業務の日誌につきましては、伊江村
のほうで整理保管しておりますので、我々のほうがそ
れを確認しに行くということはございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私一般質問通告したときに、そうい
う内容をお願いしたんですけれども、どういった提携
なんですかということで。それ全然来なかったんです
よ。それで今聞いているんですけれどもね。
　次に、空港の管理費の内訳はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年度におきま
しては、伊江島空港の施設管理費に要する費用は590
万円となっております。内訳としまして、人件費が
180万、空港内の草刈りや光熱費の支払いなど維持管
理に要する費用が410万円となっております。

○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　まず590万の数字の根拠を教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員大変申し訳ござ
いませんけれども、その積算根拠等につきましては、
現在持ち合わせてございません。すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、先ほど180万、事務員の180
万というふうに答弁がありましたけれども、その根拠
を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　大変申し訳ございま
せん。先ほど申し上げた人件費の180万の積算根拠に
つきましても、ただいま持ち合わせてございません。
すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　いやちょっと私が調べたら、伐採な
どが250万、人件費が230万、もろもろ79万、117万
5000円、トータルで事務費というふうに上げられて
いるみたいなんですよ。果たしてこの590万で、この
大規模な、1500メーターの空港管理、妥当な管理費
かなと思うんですよ。私はほかのところの管理費も全
部調べましたよ。今空港は定期便がない。それを私現
場に行って確認しています。しかし、やるべきもの、
維持管理をしないといけないんですよ。無人ですよ。
鍵閉めて。現場に行ったらガードマンもいます。その
経費はどこから来ているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今議員御指摘の警備
員、ガードマンの費用につきましては、今どちらの
費用で充てているのかということにつきましても、
ちょっと手元に資料がございません。すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、ぜひお願いしたい。村と、こ
れ管理費、全て、再度確認してください。部長が考
えても590万でこんな広大な施設を管理できないです
よ。誰が考えても単純に。私現場に行って確認しまし
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た。草刈りや全部。全く足りない。ぜひ確認してくだ
さい。調整してください。よろしくお願いします。
　運航再開はいつですか、定期便の。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では今年度、県内離島航空路線を運航する航空会
社に対して、伊江島空港への就航可能性等についての
アンケート調査を実施しております。その結果、需要
について課題がある等の意見が示されたところでござ
います。また、伊江村におきましては、今年度、伊江
島空港の利活用に関する調査事業を実施しているとい
うふうに聞いております。
　県といたしましては、県のアンケート調査でありま
すとか伊江村の調査事業の結果を踏まえて、さらに伊
江村の意向等も確認しながら、伊江島空港の利活用等
について、引き続き意見交換をしてまいりたいという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、これから利活用を検討してい
くと。40年も定期便、運航していないんですよ。こ
の空港、立派な空港ですよ、知事。1500メーター、
専門家に聞いたら、東京からも九州からも定期便が使
えるような滑走路が整っているんですよ。立派な空港
ですよ。
　私確認したいのは、いつ運航するんですかと聞いて
いるんですよ、部長。アンケートを取ったり、そうい
うのは聞いていないですよ。だって40年、休止して
から40年になるんでしょう。これ運航しないんです
か。来年、５年後、10年後。また来年も６社とアン
ケートを取りましたと、該当者はいませんでしたと。
伊江村が独自で調査していますと。それでいいんです
か、部長。何かあったら伊江村で調査していますと。
これ県の施設ですよ。
　玉城デニー知事が、離島振興なくして沖縄の発展は
ないと言ったんじゃないですか。何で部長、もう少し
汗かかないんですか。いつ運航するんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　離島振興なくして沖縄の振
興なし、まさにそれぞれの島の魅力を存分に発揮でき
るような、そういう取組に邁進していきたいところで
はありますが、伊江村におかれましては、２隻のフェ
リーがありまして、ゴールデンウイークなどはその２
隻によってピストン運航が行われ、非常に利便性が高
いということも聞いております。また私も伊江島に訪
問するときには、いろいろな方々から、今度は空港に
ついても早く使えないかという声も聞くんですが、一

方で、そのチャーターや定期便については、まだまだ
課題があるということも聞いているというようなお話
もありました。私たちもできるだけ早期にそれが再開
できるためには、やはりその空港を使う需要をしっか
りつくっていくということが伊江島の発展、ひいては
県政の離島における発展の一つにもなるということは
間違いないと思います。ぜひこれからもそのような調
査検討を進めていきたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　知事、もう調査研究は46年やって
きたんですよ、46年。部長、同じ気持ちでしょう、
私と。宝の持ち腐れ。北部にはテーマパークも着工し
ているんですよ。世界一の水族館もある。国立自然史
博物館の実現と知事も――可能性はどうかと考えられ
ているんですよ。キャパが足りない。部長、知ってい
るじゃないですか。県が汗をかけば運航するんです
よ。一緒にやりましょうよ。
　どうですか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　まず伊江島空港ですけれども、海洋博開催の期間
中にまず１回運航をして、その後１回運休になった
んですけれども、地元の強い要望を受けて、当時の
南西航空が昭和51年７月に運航を再開したと。その
ときに、条件として２か月連続して40％を下回らな
い利用率、それが条件で、その結果、２か月連続して
40％を下回ったということで、昭和52年２月に再び
運休になったということで、やはりその運航を再開す
るに当たっては需要の見込みがないといけないと。や
はりその航空会社も採算が確保されないとなかなか就
航できないというふうな話がございます。
　航空会社の誘致につきましては、例えば県外路線で
考えると、この観光の振興の観点、そして県内路線に
ついては交通手段の確保と、こういったところで、県
としては必要に応じてその確保に努めていきたいとい
うところでございます。採算の確保については、また
その県、あるいは航空会社のプロモーションによる集
客の取組以外に、やはり地元とも連携する必要があり
ますので、そういったところも意見交換をしながら、
伊江村も今年度調査入れておりますので、その結果も
見ながら意見交換をしてまいりたいということでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　部長、また伊江村の話が出たね。私
はいつこれ運航するんですかと言っているんですよ。
今の話ずっとやっているじゃないですか。何十年も同
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じ答弁。同じことをやって、来年もこんなですよ。皆
さん、やる気ないのかね。一緒にやりましょうと言っ
ているのに。どうですか、部長。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　先ほど申し上げました航
空会社への就航可能性のアンケート調査の中でも、や
はりその需要が見込めないであるとか、新たな路線の
開設を行う余力がないとか、そういった理由が挙げら
れております。先ほどの繰り返しになりますけれど
も、伊江村も今回調査しているところでございますの
で、その調査結果も踏まえながら検討を進めていきた
いということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　この伊江村が調査しているのは、県
がやらないからなんですよ。県が主導してやらないと
いけないでしょう。県がやらないからなんですよ、
46か年間も。独自でやっているんですよ、もう。ぜ
ひ協力してくださいよ。皆さんが汗かかない。皆さん
が造った構造物に、伊江村どうぞ調査してください、
それでいいんですか。皆さんの施設ですよ。
　次に移ります。
　環境問題について確認します。去る１月26日、土
木環境委員会、アメリカワシントン視察の中で、ＥＰ
Ａ環境保護庁、ジョシュア・ノブコフ日本プログラム
マネジャーと、直接日本における環境について活発な
意見で、とても有意義な意見交換でした。
　そこで質問します。
　県内のアスベスト含有資材廃棄状況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まずアスベストの廃棄物につきましては、飛散性の
廃石綿等と非飛散性の石綿含有産業廃棄物があり、最
終処分場で埋立処分をされております。令和３年度
の県内における埋立処分の実績は、廃石綿等が236ト
ン、石綿含有産業廃棄物が1408トンとなっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　米軍基地内でのアスベスト含有資材
廃棄について、県の関わりを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　アスベストの除去工事につきましては、大気汚染防
止法に基づき、元請業者が解体建材のアスベスト含有
の有無の報告を、それから発注者が飛散性の高いアス
ベスト建材の除去作業に係る届出を県または那覇市に
行うことが義務づけられております。米軍基地内のア

スベスト除去工事については、沖縄防衛局が発注する
工事の場合、元請業者からの報告や発注者である沖縄
防衛局からの届出がなされます。一方で、米軍が直接
発注する工事の場合は、元請業者からの報告のみがな
されるということになっております。
　なお、当該工事等から発生するアスベスト廃棄物に
つきましては、廃棄物処理法に基づき、排出事業者と
なる元請業者が適正に処理する必要があります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　報告されているのはどれぐらいあり
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　先ほども答弁いたしまし
たけれども……。
　ちょっとお待ちください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局発注の基地内工事につきましては、発注
者である沖縄防衛局からの届出により把握をしており
ます。米軍が直接発注する基地内工事については、元
請業者からの事前調査報告書により把握をしておりま
す。
　なお、議員御質問の元請業者による事前調査結果報
告につきましては、大気汚染防止法に基づき令和４年
４月から新たに対象とされておりますけれども、令和
４年４月から令和５年１月までに約30件の米軍発注
工事が報告を受けているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　まず30件、件数。トン数ではない
ということですか。何トンじゃないですか。30件、
件数ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　件数でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　県内のＰＣＢの廃棄状況を伺う。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ＰＣＢ廃棄物は、ＰＣＢ特別措置法に基づき、高濃
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度、低濃度の分類ごとに処分期限が定められており、
高濃度については、令和４年３月までに県外の中間貯
蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）で、低濃度
につきましては、令和９年３月までに国が認定した県
外の無害化処理認定施設または都道県知事等が許可し
た処理施設で処分することとされております。令和３
年度の県内のＰＣＢ廃棄物の処分実績につきまして
は、ＰＣＢ特別措置法に基づき事業者から県に届出さ
れた情報を集計した結果、変圧器やコンデンサーなど
の機器類が316台、それから油やウエスなどの機器以
外が２万3630キログラムとなっております。
　なお、ＰＣＢ廃棄物が毎年度新たに発見される状況
にございますけれども、令和３年度末時点における県
内のＰＣＢ廃棄物の保管量につきましては、機器類
が381台、それからその他が１万2721キログラムと
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　令和３年度に廃棄物、皆さんに届出
されているのは、どこで保管されているんですか。Ｐ
ＣＢのオイル。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　これにつきましては、そ
れぞれの事業所等において保管をされているという状
況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　知事が許可した場所ですよね。知事
が許可した場所に保管されているわけですよね。これ
場所はどこですかということです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　先ほども答弁いたしまし
たけれども、県知事が指定をした場所ということでは
なくて、それぞれの事業所において保管をしていると
いう状況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　まだこれ廃棄はしていなくて、おの
おの事業所でまだ確保されているということですか。
　ＰＦＡＳ、ＰＦＯＡの件はどうなっていますか。廃
棄状況をお願いします。

○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　環境省が令和２年度に実施をいたしましたＰＦＯＳ
含有泡消火薬剤等の在庫量調査によりますと、県内の
ＰＦＯＳ含有泡消火剤等の在庫量は４万8344リット
ルとなっております。また、ＰＦＯＳ等を含有する廃
棄物については、環境省が策定したＰＦＯＳ及びＰＦ
ＯＡ含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項で定め
る処理方法により適正に処理する必要がございますけ
れども、現在、県内で処理できる施設がないため、排
出事業者が県外の処理施設に処理委託しているという
状況にございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　処理計画、立てていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　先ほど４万8000リット
ルというふうにお答えいたしましたけれども、それぞ
れに――例えば、県有施設であればそれぞれ県有施設
において、いつまでに処理をするという計画はござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　法律的にどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　ＰＦＯＳ等につきまして
は、法律で具体的に、いつまでに処理をすべきという
ふうな規定はないものというふうに認識をしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　２月７日、沖縄県でも消火剤からＰ
ＦＯＳが漏出されていますよね。それ把握されていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　議員が御質問の件につき
ましては、沖縄市の商業施設におけるＰＦＯＳの漏出
案件だというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　基地外でも、そういうふうにやっぱ
りＰＦＯＳは深刻な問題になっているんですよ。もう
一日も早い――皆さんは一歩前進して、土壌調査とか
もう国よりも早く取り組んでいます。これＰＦＯＳの
処理も、計画的に今すぐもう取り組まないといけない
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状況になっていますよ。いかがですか、部長。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、ＰＦＯＳにつきましては、ま
ず県が米軍基地周辺で調査をしております平成29年
度から毎年、夏季と冬季、実施をしておりますけれど
も、この調査、毎年50地点ほど実施をしております
けれども、約７割の35地点ほどで基準値を超過する
ということで、嘉手納につきましては、過去最高で
3000ナノグラムパーリットルという数値も出ていま
す。それから普天間飛行場についても、2000ナノグ
ラムパーリットルという値が出ております。それから
議員からありましたとおり、今土壌調査を我々実施を
いたしましたけれども、普天間飛行場周辺等５地点と
いう形でやりましたけれども、普天間第二小学校周辺
で対照区――これ糸満市でございますけれども、比較
で16.5倍という値が出た一方で、基地周辺でない対
照区糸満市でも出ているという状況がございますの
で、環境部としては次年度、水質と併せて土壌の全県
調査をしたいというふうに考えております。
　議員からもございましたとおり、ＰＦＯＳについて
は毒性の知見がまだ十分でないということで、ＥＰＡ
も、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ合わせて0.024ナノグラムと
いう値を示した一方で、ＷＨＯはＰＦＯＳ、ＰＦＯ
Ａそれぞれ100ナノグラムという案でパブリックコメ
ントをしているという状況にございます。国において
は、こうした国内外の状況を踏まえて専門家会議を設
置をして、今後その基準値等の設定を行うとしており
ますので、県といたしましても、国内外におけるＰＦ
ＯＳ等に係る検討状況の収集に努めてまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　消火剤の漏出がもう現在発生してい
るんですよ。これ一日も早く――４万8340リッター
があるんでしょう。それ今取り組まないといけないで
すよ。基地内のＰＦＡＳ、ＰＦＯＡはどういうふうに
なっていますか。進捗状況をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍基地内のＰＦＯＳ等含有廃棄物につきまして
は、まずは排出者である米軍及び基地の提供責任者で
ある日本政府の責任の下、適正に処理される必要があ
るというふうに考えております。県は令和３年、在沖
海兵隊が普天間飛行場からＰＦＡＳ廃水処理システム
で処理した水を公共の下水道に排出した際に、令和３
年９月に日米両政府に対し、米軍の責任で適正に処理

すること等を強く求めたところでございます。また、
米軍は、県内における海兵隊施設で保有するＰＦＯＳ
等を含む泡消火薬剤の交換作業を完了したとしており
ますし、今般、陸軍貯油施設内にあるＰＦＯＳ等を含
む泡消火薬剤貯水槽の撤去を2026年までに実施をす
るという報道もございます。
　県といたしましては、米軍における処理状況を引き
続き注視をするとともに、必要に応じて適正に処理さ
れるよう求めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　連携を取って取り組んでいただきた
いと思います。
　副知事に確認します。
　アメリカＥＰＡ環境保護庁との意見交換の場で、率
直に副知事から２点、環境保護庁のほうに質問したと
思うんですけれども、その感触どうだったかお願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　ＥＰＡをお訪ねいたしまし
て、話ができましたけれども、その際にアメリカ環境
保護庁からの説明としては、ＥＰＡは日本の環境省と
も深く連携しており、情報を共有していると。日本に
おいて米軍のＰＦＯＳ等の問題を重要視していること
については理解をしており、沖縄県とも協力をしてい
きたいということが１点でございました。一方で、沖
縄において米軍における環境問題が発生していること
は理解をしているけれども、在日米軍に関しては日米
地位協定に基づいて国防総省が管理をしており、両国
間で調整を行っていると認識しているという説明とと
もに、日本国内のＰＦＯＳ問題についてＥＰＡは発言
する立場にないというふうな回答がございました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今回、知事が３月中に訪米を計画し
ております。まず１点目は、基地問題の解決に向けて
のＰＦＯＳ問題があります。これは私通告しておりま
すから、誰と会うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今回検討している訪米においては、米国政府関係
者、それから連邦議会関係者との面談のほか、シンク
タンクや有識者との意見交換、記者会見の実施等を想
定しておりますが、議員御指摘の具体的な日程や相手
方等については、現在、検討を進めている段階であり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　３月に訪米予定となっておりますけ
れども、まだ誰と会うのか、どういう機関と会うの
か、まだ調整されていないわけですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　現在も調整を続けてい
るという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　マスコミ報道では、国防総省、政府
機関のほか、議員やその補佐官、米国内のメディアと
も会見を整えていると、そういう新聞報道されていま
すよ。まだ調整されていないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しの答弁になり
ますけれども、そういった政府要人等との面談を計画
しておりますけれども、今現在も調整を続けていると
いう状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　誰と会う想定をされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　ここで具体的な名前を･
――まだその最終的な決定には至っておりませんの
で、答弁は差し控えさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　照屋副知事は環境保護庁のゼネラル
マネージャーと会って、我々ワシントンＤＣまでいろ
んな意見交換しに行ったんですよ。副知事が訪米に向
かうときに、知事とは調整はされていますか、そのと
きは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　照屋副知事が出張に際し
て、米環境保護庁を訪問して意見交換するということ
については、当然知事にも報告をした上で出張してい
るというふうに考えております。

○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　そのときの、我々土木環境委員会が
環境保護庁と調整して、常任委員会として視察研究を
しに行ったんですけれども、副知事が我々と同行する
目的は何だったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　今回副知事の訪米は、１
つは国立自然史博物館の視察研究ということと、あわ
せて米環境保護庁を訪問するということでございまし
て、この訪米に際して、執行部と県議会土木環境委員
会が同じ行政、事務の所管をしておりますので、自然
史博物館でありますとか、土木環境委員会は環境部を
所管をしておりますので、そういった観点から同じ日
程で訪米して、認識を共有したというふうなことで出
張をしたというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　そのときに、副知事からＥＰＡ長官
宛てに書簡について言及がありますと。その内容を教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　副知事が出張に行く前の
段階で、沖縄県知事からその米環境保護庁に対して、
ＰＦＡＳに係る知見、それから米国におけるその研究
状況等について、沖縄県との情報の共有、あるいは沖
縄の米軍基地におけるそのＰＦＯＳの問題等について
問題提起をした上で、この問題について、米国として
もしっかりと検討してほしいという趣旨の要請文を
送っておりますので、土木環境委員会と共にＥＰＡを
訪問した際に、照屋副知事のほうからワシントン駐在
を通じた情報の共有等についても要請をしたというこ
とでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　正式に長官から回答があると。そう
いうふうに発言されていますけれども、回答はありま
したか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　議員御質問のとおり、そ
の土木環境委員会と共にＥＰＡを訪問した際に、先方
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より、沖縄県からいただいている書簡につきまして
は、追って回答したいというふうな発言がございまし
た。ございましたけれども、現時点において、まだ沖
縄県にはその回答は来ていない、いただいていないと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今、こういう状態なんですよ。だか
ら、誰と会うか分からないですよ。３月に、アメリカ
に、基地問題解決に、ＰＦＯＳのために会ってくる
と、報道はされている。誰と会うのか分からない。誰
が会うんですか。長官が親切丁寧に後で回答するとい
うふうに皆さんに述べたじゃないですか。大臣が会い
ますか。大臣クラスが。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど来答弁させてい
ただいておりますけれども、訪米に際して政府関係者
等々いろんな方と会う計画で今調整を進めております
けれども、検討している段階でありますので、具体的
にどの方とお会いするかという答弁については差し控
えさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　だからそういう状態で、本当に知事
が３月に訪米できるのかな。米国の対相手も決まらな
いのに。基地問題を、基地問題解決を訴えていく。そ
のＰＦＯＳに対して訴えていく。その中身を教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回の訪米に当たって
は、議員おっしゃるようなＰＦＯＳの問題に加えまし
て、米軍基地から派生する問題ですとか、特にその沖
縄県が辺野古新基地建設に反対する理由等々について
も、しっかりと要人に対して説明してまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　基地問題解決は私も一緒ですよ。一
緒にやりましょう。基地問題は解決するんですよ、一
緒にやって。皆さん、ワシントンＤＣに事務所を抱え

ているわけでしょう。それぐらいもアポ取れないの
か。何年になるのか、ワシントンＤＣの事務所は。何
年になりますか。政府間とアポも取れないのか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　ワシントン事務所は精
力的にその政府関係者のほうと調整しまして、今知事
の訪米に当たって面談等の日程を詰めさせていただい
ているところでございます。
　３月に訪米するということで、一部報道といいます
か、されておりますけれども、それに向けて、我々と
しても、先ほど申し上げたＰＦＯＳの問題、米軍基地
から派生するいろんな問題が――事件・事故等も含
め、それから辺野古新基地建設になぜ沖縄県が反対す
るかということをしっかりと訴えるためにも、関係者
へのアポイント、しかもきちっと会えるようにです
ね、それを調整を進めていきたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　開設以来８年ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　知事公室長、ありがとうございま
す。
　代表質問関連の質問に移りたいと思います。
　知事公室長から、去る２月１日、久辺３区の区長、
行政委員長の皆さんと意見交換の中で、代替施設の認
識に異なることもあったがとの内容がありました。代
替施設の認識が異なるというのはどういうことです
か。内容を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　去る２月１日の意見交換の中では、代替施設の認識
に異なるところもあるが、どこかで一つになれるので
はないかといった御意見がございました。
　これは、県がその辺野古新基地建設に反対すること
に対して、県と区では代替施設について考え方が正反
対のこともあるが、どこかで一つになれるのではない
かと考える。我々も普天間の人もみんなウチナーン
チュだ。一つになることが大事だというような御意見
でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　代替施設の認識に異なるがって、こ
れ久辺３区の区長、行政委員は、皆さんと認識が異
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なっていたんですか。どういうことでこれ、この代替
施設のことが、代替施設の認識に異なるがって、どう
いうことで使ったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　代替施設について考えが異なるというのは、先方か
らあった意見で、そういったその異なるところもある
けれども、どこかで一つになれるのではないかといっ
たような話が、先方からあったということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　久辺３区のほうからあったというこ
とですね。皆さんとは考え方が違うがと。そういうこ
とがあったということですね。
　そもそも、今回の会議の議題を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　議題といいますか、特
に訪問した目的ですけれども、辺野古新基地建設の影
響を最も受ける久辺３区を訪問しまして、直接区長等
と地域の方々と意見交換することによって、地域の実
情、それから要望等を把握するために訪問いたしまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　こういう発言もありましたね、知事
公室長のほうから。北部振興策の、県道13号線とか
そういう振興策の話もあったんですけれども、これは
事実ですか。そういう答弁もありましたけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　当日は何を話したかということに係る話だと思いま
すけれども、まずその当日は私のほうから、先ほど答
弁いたしました訪問目的などをお話しした後に、現地
における騒音被害などの基地負担の現状、それから生
活環境等に関する要望等、広く意見交換を行ったとい
うことでして、項目で申し上げますと、基地負担の現
状というところでは、ヘリやオスプレイ訓練の騒音、
それから廃弾処理の騒音について意見がございまし
た。それから県への要望事項としまして、これは先ほ
ど議員がおっしゃっていた、県道13号線の整備に関
すること、それから集落排水事業に関すること、さら
には避難場所の整備等に関するお話がございました。
その他の事項としまして、先ほど――これは知事の３

区訪問についてはどうかとか、新基地関連については
どうかといったような意見交換をいたしました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今知事公室長が述べた道路の改修工
事、集落排水事業のことがありました。これと今回の
会議にどういう関わりがあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回の訪問の目的とし
ましては、まず直接区長等と意見交換をするというこ
とと、その地域の実情、要望等を把握するためという
ことがございましたので、先方からどういった課題が
あるのか、県に対して、できること、どういった要望
があるのかというようなお話を伺った結果として、こ
の県道13号線ですとか集落排水事業、それから避難
場所の整備等というような話がございました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　これは代替施設に対しての要望事項
ということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　これは広く地域振興、
あるいはその課題に対する、県がどういった対応がで
きるかというような意見交換の中で出てきた話でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　だから知事公室長、こういった北部
振興策だとか地域の振興策は、知事公室長の仕事じゃ
ないでしょう。常日頃からやっているわけでしょう。
今回のテーマは、代替施設に関してのテーマじゃない
のか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど申し上げたとお
り、これは当然その辺野古新基地建設の影響を最も受
ける久辺３区を訪問しまして、いろんな意見を交換す
る。その中で、この地域の実情、要望等を把握するた
めに訪問したということでございますので、我々が
行った目的は、それ以上でもそれ以下でもないという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　知事公室長、だから私が言っている
のは、代替施設に関する地域の実情、そういうテーマ
で皆さんは地元に足を運んで会議を開いたんじゃない
ですかということです。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　議員おっしゃる点もご
ざいますけれども、それだけではなくて、それ以外に
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も地域の実情、要望等について幅広く意見を聞きまし
て、県としてできることは何があるかというようなこ
とについて意見交換をやってまいりました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　だから、代替施設に関して、地域の
実情を、皆さんが、県がどの程度できるかという会議
を開催したわけでしょう。そうじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　訪問の目的は、先ほど
来もう何度も申し上げておりますけれども、地域の実
情、要望等を把握するため訪問したということと、当
然その中には辺野古新基地建設に対する彼らの意見も
ございました。それは率直に意見をお伺いしました
し、非常に苦しい中で彼らも判断をしているというこ
とについてもお聞きしました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　苦しい状況。何が苦しい状況って、
彼らが、３区の方がそう苦しい状況とはどういう意味
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　議長、ちょっとお待ち
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず、意見交換では、辺野古新基地建設工事の影
響、それから抗議活動の影響、また新基地建設に対す
る考え方など、３区の皆様の複雑な思いも含めて率直
な意見交換をやったということがございます。
　具体的には、現在国と連携して振興策を進めてお
り、県にも協力してほしいというような意見ですと
か、普天間の危険性の除去のために代替施設を受け入
れる苦渋の決断をしているというような意見がござい
ました。そういったその移設容認といいますか、そう
いった立場の御意見もある一方で、新基地は若者の雇
用というプラスの面と基地負担増加のマイナスの面も
あると。県と区では、代替施設について意見が異なる
が、これは先ほど答弁した、どこかで一つになれると
考えるという意見。本音は、県外・国外移設。しか
し、ほかに案がない。できるなら、県外・国外に移し
てほしいという意見ですとか、大手を振って賛成とい
う人は一人もいない、大変な思いをしているというよ
うな御意見もいただくなど、３区にはその割り切れな
いといいますか、そういう複雑なお考え、様々な意見

があるということを改めて確認いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　今の話を聞いて理解しました。
　今の会議録は、公の議事録として残しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　３区訪問については概
要をまとめておりますので、これは行政の記録とし
て、要求といいますか、請求があれば当然公開の対象
になるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　ホームページにこれ公開しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　意見交換はその先方もありますので、先方にも確認
をして、先方も了解であれば、この議事概要という形
で公表はしたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　よろしくお願いします。
　あと１点確認をさせてください。
　知事公室長の答弁に、全ての答弁に、代替施設とい
うふうに答弁してくるんですよ。しかし、玉城デニー
知事、副知事の答弁は、辺野古新基地建設と言い方を
分けて答弁するんですよね。その言葉の意味を教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　私、通常の答弁では辺
野古新基地建設ということで、新基地ということで答
弁しておりますけれども、恐らくその久辺３区との対
話の中で、先方が代替施設と言っていることを、何と
いうか、答弁するという意味で代替施設と答弁してい
ると思います。私も、決して――新基地建設というこ
とで我々は統一して使っております。
○仲里　全孝君　どうもありがとうございます。
　以上で一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　よろしくお願いいたします。
　一般質問を始める前に、一言お礼をさせていただき
ます。
　前回の一般質問のときに報得川の氾濫で東風平中学
校の浸水、その対策に今回の補正予算で予算を措置し
ていただいたことを心から感謝しております。今後と
も東風平中学校の浸水対策、それから報得川の氾濫に
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関してもぜひともお力添えお願いいたします。
　では、一般質問を始めさせていただきます。
　では１、保健・福祉行政について一般質問いたしま
す。
　こども医療費助成制度拡充に伴い、国民健康保険の
国庫負担金減額調整措置の市町村への支援として、今
年度からこども医療費助成現物給付支援事業としてあ
りますけれども、次年度も増額され計上をされてい
る。令和４年度は減額措置が実施されているのか。こ
の事業は、今後とも継続していくのかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　この事業につきましては、令和４年４月からこども
医療費助成事業の中学校卒業までの拡大を円滑に実施
するために、現物給付、市町村が現物給付を行うもの
に伴って今生じます国民健康保険の国庫負担減額調整
措置、いわゆるペナルティーと呼ばれているものが発
生しますので、その一部を県が補助するというふうに
して事業化しております。令和４年度の減額調整分に
ついては、一旦県の方で負担をさせていただきまし
て、後年度に各市町村から徴収をいたしますけれど
も、市町村負担を見据えて当該年度に減額調整分の一
部に相当する額を補助することとしております。今後
につきましては、制度の安定した運営を図るため、引
き続きこの事業を通じて市町村を支援していくと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　県よりこの拡充を図っている市町
村が何か所かあると思いますけれども、その市町村は
この減額調整措置の金額等はどのような状況になって
おりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　今年度４月から、県
全体に広げたということで予算化をしております。今
年度は、これまでの市町村の分の試算等を踏まえまし
て、4500万の予算というふうな形で計上をしている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　私が確認をしたいのは、今年度か
ら拡充を図っておりますが、今回このすぐ減額調整
が、ペナルティーが課せられるわけではなくて、３年
後にそれが課せられると聞いておりますけれども、現
在、県が始める前に市町村においては拡充を図ってい
る市町村があったかと思います。そこら辺の市町村の
ペナルティーというのは、どれぐらいの金額でしょう
かということを聞いています。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時４分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　今議員が御指摘のと
おり、今年度分の減額調整につきましては、２年から
３年後に額が確定するということでございます。今
回、今年の時点で予算化しているものは、既に先に
行っている市町村の減額調整の分の額を計上している
というふうに考えておりますので、すなわち今年の予
算というのがこれまでの過去に行われている市町村の
減額調整に当たるかと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　部長、これ本当にそうだと思って
おりますか。拡充が今年から始まった町村においても
この事業の分は支給されているかと思います。確認の
ほどをお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　先ほどの答弁を少し
修正をさせていただきます。
　今年度の予算化した4500万というものにつきまし
ては、仮に全ての市町村が現物給付を行ったときにか
かる経費として計上させていただいたものとなってお
ります。御質問のその過去の、先に行っているところ
の予算関係につきましては、国保のほうの、今こちら
の手元に資料がございませんが、ペナルティーがかか
るのは普通調整交付金のほうとそれから療養費負担金
という２種類ございまして、１つは、療養費負担金の
ほうは市町村ごとの額も出るんですけれども、普通調
整交付金のほうは市町村ごとの内訳は出ないというふ
うに聞いておりますので、少し詳細――市町村ごとの
額については今確認できていない状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　できればそれを確認していただい
て、後日資料として頂きたいと思います。
　続きまして、今部局のほうでは国民健康保険料
（税）水準統一について取り組んでおられるようです
けれども、運営方針では令和６年度実施をするという
ことでしたが、今の現在の取組状況と課題、それと実
施は可能なのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　保険料水準の統一につきましては、国保の運営方針
において、令和６年度からの実施を目指すとしており
ます。これまで市町村との協議を続けてまいりました
が、医療費の水準、それから財政赤字等の課題が解消
されていないことから、令和６年度からの実施は見送
ることとし、今般、市町村長の了承を得たところでご
ざいます。しかしながら、昨年度の法改正で統一への
取組が義務化されたということで、統一に向けた、ま
ず環境整備を図るため、県としましては、令和６年度
から新たな取組を実施してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　これは新たな取組ということなん
ですけれども、現時点で赤字団体、黒字団体は何か所
ございますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　赤字団体といいます
か、赤字削減計画を今立てている自治体のほうは18
というふうになります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　18か所ということですね。
　私たちも今国保加入者であります。やはり水準統一
はもう義務化されていかなければならないと思うんで
すけれども、今回のこの普通調整交付金の国推計額と
交付額に差が出た。そして、国がその穴埋めをできな
かった場合、市町村が負担していくわけですけれど
も、そして市町村が負担していけば、やっぱり住民
サービスが、本来できる事業ができなくなるわけです
よ。また、我々もこの国保税が上がれば、生活に大変
苦労します。皆さん方は国保に入っていないかもしれ
ませんけれども、本当に高額です。そこら辺をやっぱ
り十分に加味して、今後取り組んでいただきたいなと
思っております。ちなみに知事、部長もそうですけれ
ども、今の所得で国保に入った場合、保険料は幾らだ
とお思いでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　現在の制度の中では、最高限度額というのがござい

まして、これが年間102万円の国保料となっておりま
す。それに当たる割合というものは、全体の1.5％程
度の方がそのような形に当たるという状況となってお
りまして、これが今の一般的な高い保険料というふう
なことで考えているところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　制度そのものが違うとは分かって
はいるんですけれども、ただその国保に加入されてい
る方のこの不安。この国保税、国保料が上がる不安を
感じていただきたかったなと思っています。ただ書面
上のそういった数字で考えるのではなくて、痛みを
ちょっと分かってほしいなという思いで聞きました。
ありがとうございます。
　次、(3)番に入りますけれども、高齢者の虐待の件
数と全国と本県を比較した数値を伺います。また、要
介護施設従事者や養護者による高齢者虐待の対応、支
援内容をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　令和３年度の高齢者虐待事案の件数は、全国で１万
7165件、沖縄県では213件となっております。65歳
以上の人口10万人当たりでは全国が48.0件、沖縄県
が64.2件となっておりまして、全国より沖縄県の件
数が上回っているという状況でございます。高齢者虐
待に関する通報・相談があった場合には、市町村が事
実確認を行いまして、要介護施設等に対しましては、
施設や改善計画の提出を求めます。養護者の場合には
虐待者と被虐待者の分離、介護保険サービス等の導入
など、ケースごとに必要な対応や支援を行っていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ちょっと確認ですけれども、全国
は48件、沖縄県を数字でいいますと62.1件、それと
も64.1件ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　64.2件で
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　これは全国と比較して、全国は
48件、沖縄の場合は64件、この数値の出現率という
のは本当に大きいかと思うんですけれども、その担当
部局としてはどのようにこの数値をお考えでしょう
か。そしてまた、この課題解決に向けて、どういった
解決策をしているのか、もう一度御答弁をお願いいた
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します。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　先ほど全国
と比べて高いということを申し上げましたが、それと
加えまして近年、高齢者虐待件数は増加の傾向にござ
います。高齢者の尊厳の保持にとって、とても深刻な
状況であるというふうに受け止めております。高齢者
虐待の未然防止や虐待を受けた高齢者の迅速な保護及
び虐待者に対する適切な支援に向けて、市町村や地域
包括支援センターにおける対応力を強化していくとい
うことが重要な課題であるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　私はこの数値的なものは、まだ
もっと隠れた部分であるかと思うんですよ。やはり通
報先とか、そこら辺をしっかりと広報等、出していた
だきたいなと思います。今の包括支援センターとかそ
この訪問介護をしている方たちからの通報だと思うん
ですけれども、やっぱり児童虐待のように、その通報
先がはっきり明確化されると通報もしやすいし発見も
早いのではないかと思っております。何かあります
か。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　現在、高齢
者虐待に関する市町村の通報・連絡については、県の
ホームページ等でも周知を図っているところでござい
ます。今後、市町村や関係機関と連携しまして、各市
町村の通報・連絡先の周知や高齢者虐待に対する啓発
についてもさらに取組を強化していきたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ありがとうございます。
　次の質問も関連するんですけれども、やはりこの虐
待を減らす意味でも、特別養護老人ホームの施設整備
も、県のほうも取り組んでいるかと思いますが、現在
の入所が必要な方の待機数、それとまた施設整備の取
組状況をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　令和３年10月末現在、特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は767名となっております。
県では、沖縄県高齢者保健福祉計画において、令和３
年度から令和５年度までの３年間で特別養護老人ホー
ム等1289床の定員増を計画しておりまして、入所待
機者の解消に向け取り組んでいるところでございま

す。
　県としましては、必要なサービス量の整備がなされ
るよう、引き続き市町村と連携して取り組んでまいり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　部長、今施設整備計画1289床と
おっしゃいましたけれども、これは令和３年から令和
５年までの目標数値だと思いますが、現時点ではどの
程度までこの目標、計画まで達成していますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　計画の進捗
は遅れておりまして、計画値の1289床を令和５年度
までに整備することは困難な状況になっております。
保険者においては、次の計画にスライドさせることも
考えられるというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　部長、私が聞いているのは、今現
時点、何床までできていますかという話です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　1289床の
整備計画に対しまして、すみません、令和５年度まで
の見込みということになりますけれども、816床の見
込みということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　部長、令和５年度見込みではなく
て、現時点でのこの令和４年度末、直近の部分ではど
の程度達成されておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　令和４年度
までの整備は331床となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　331床。大変ほど遠い数値だと思
いますよね。進まない理由としてもあるかと思います
けれども、進まない理由としてどういった理由が挙げ
られますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　計画の進捗
が遅れている理由としましては、市町村等で施設整備
を行う事業者の公募を行っても応募者がいない場合が
多いということが、まず要因の一つとして挙げられま
す。応募者がいない理由としましては、都市部におい

‒･227･‒



ては土地の確保が困難であるというような理由が市町
村によっては挙げられております。また、介護人材の
確保が困難ということも要因の一つであると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。
　この一つ一つ課題を解決していただいて、ぜひとも
目標数値に持っていっていただきたいと思います。
　続きまして、障害者の重度化・高齢化によって、親
亡き後の地域における生活支援体制はどのような状況
にありますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　障害者の地域生活を支える支援については、居宅介
護やグループホーム、就労支援など障害福祉サービス
のほか、地域の実情に応じて実施される地域生活支援
事業による支援等が挙げられます。障害者の重度化・
高齢化の対応や親亡き後を見据えて市町村において
サービス提供体制の構築が進められておりますが、特
に重度障害者の受入れ事業所が十分に確保できていな
いということや、対応できる専門人材の確保が難しい
といった声が寄せられております。課題であるという
ふうに考えております。
　県としましては、引き続き市町村と連携をしまし
て、地域生活支援体制の整備や専門人材の育成等に向
けて取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　今日ですか、報道等で北部地域の
生活介護事業所２か所が人材不足、その影響で廃止か
新規入所ができないというこの状況を、県としてはど
のように支援されていくんでしょうか。お伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今現在、情
報収集に努めているところでございます。
　県としましては、障害福祉分野の専門人材育成のた
めに研修を実施するほか、各圏域に障害福祉圏域アド
バイザーというのを配置しておりまして、課題や困難
事例の助言を行うなど、実施主体であります市町村の
取組を支援しているところでございます。
　今回報道されました件につきましても、北部の圏域
アドバイザーを中心に検討されているというふうに聞
いております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　この今回の北部の件だけではな

く、やはり県内でもそういった事業所が何か所かある
かと思いますので、そういった施設の状況を県もしっ
かり把握していただいて、保護者または当事者が困ら
ないようにしっかりと支援をしていただきたいなと思
います。ありがとうございます。
　続きまして、文化観光スポーツについてですけれど
も(1)、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップへ
の子供たちの大会招待、交流について具体的な内容を
伺います。
　ちなみに最近、これ御存じですかね。（資料を掲
示）　スラムダンク。映画を何回か見てきました。子
供たちとか若者たちに今大変人気のバスケットボール
の映画ですけれども、そういった子たちに聞くと、今
回の世界大会があるということすら分からない人たち
が多いです。やはり県がもっとしっかりＰＲをしてい
ただかないと、その話をすると、子供たち、青年たち
は、ああ行ってみたい、空気を味わいたい、そういう
思いを持っているみたいです。そこら辺、部長のほう
はどういうふうに計画を立てていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　まず、ＦＩ
ＢＡの子供たちの招待、交流についてお答えします。
　県では、関係団体で構成する開催地支援協議会を設
置し、県が事務局となり、大会の成功に向け取り組ん
でおります。子供たちの交流については、離島を含め
県内全域に住む子供たちをワールドカップへ招待、県
内の子供たちがフィリピン等の共同開催国や大会出場
国について文化等を学ぶ学習会の開催、県内の子供た
ちと出場国の子供たちをオンラインで結んだ国際交
流、県内の子供たちが試合のハーフタイム等に出演す
る沖縄の伝統芸能の披露、トップアスリートとの交流
によるバスケット教室の開催などを予定しておりま
す。このような取組を通して、沖縄の将来を担う子供
たちがワールドカップを身近に感じることにより、国
際感覚を養うとともに、世界に目を向ける機会を創出
してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　時間がありませんので、部長、空
港辺りもしっかりとＰＲ、広告等を出していただきた
いと思います。
　次に進みます。
　教育旅行推進強化事業の内容を伺います。成果もで
すね。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、市
場の変化等に対応し、修学旅行の長期的かつ安定的な
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確保及び受入れ体制の整備に向け、教育旅行推進強化
事業を実施しております。具体的には、沖縄修学旅行
の魅力と学習効果等の情報発信を行うプロモーショ
ン、沖縄文化に精通している事前・事後学習アドバイ
ザーの派遣、沖縄修学旅行を実施したことのない学校
等に対するモニターツアーの開催、関係機関と連携し
た修学旅行協議会・分科会の開催などにより、修学旅
行の誘致、受入れに取り組んでおります。次世代を担
う生徒の皆さんが、魅力ある沖縄の地で平和学習、沖
縄の自然・歴史・文化等を活用した探求学習やＳＤＧ
ｓプログラムなど多くの学びを得ることは非常に大き
な価値があることから、引き続き沖縄修学旅行を推進
してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　次に、来年度、新事業として観光
人材確保支援事業、これの具体的な取組をお伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光人材確
保支援事業では、従業員の労働環境を改善し、人材の
確保・定着を図るため、観光事業者の生産性向上に資
する取組を支援することとしております。また、県内
宿泊施設、観光施設等における職場訓練や観光業界に
特化した就職説明会の開催を通じて、観光事業者と求
職者のマッチング機会を創出するとともに、観光現場
における様々な取組を伝える広報、就職イベントの周
知に取り組むこととしています。本事業の実施によ
り、観光業界の持続的発展につながる人材の確保・定
着を図ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　大変時宜を得ている事業だと思い
ます。
　実際、先ほど部長が御説明しておりました修学旅
行、バスガイドも足りません。沖縄の場合は平和学習
が結構メインになるかと思いますけれども、その平和
学習に当たるバスガイドさん、あとは平和ガイドさん
の確保が難しいということですので、そこら辺どう
いった支援ができるのか、考えていただきたいなと思
いますけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　コロナ禍を
経験した後の需要の回復に伴いまして、貸切りバスの
バス、それからバス運転手、バスガイドが不足してい
る、減少しているということは承知しております。
　これまでにも観光事業者受入体制再構築緊急支援事
業におきまして、人材確保のための受入れ体制の再構

築の支援という一環で、バスガイドの育成にかかる経
費や、県外から応援で来ていただくためのガイドの渡
航費や滞在費等も支援しているところでありますし、
また、観光従事者向けのオンデマンドセミナーとし
て、沖縄の平和学習に係る学習や自然・文化・歴史に
ついて紹介する動画を作成しておりますので、こう
いったコンテンツも積極的に活用を促しているところ
でありますし、今般、併せて先ほどの観光人材確保支
援事業でマッチング等を促進してまいりたいと考えて
います。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　よろしくお願いいたします。
　次、世界のウチナーンチュ大会開催後における県三
役による海外キャラバン事業費が新規事業として計上
されている。その目的と内容をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　全体的なことを私のほうか
ら回答させていただきます。
　沖縄県では、第７回世界のウチナーンチュ大会の成
果を踏まえ、ウチナーネットワークを次世代に継承
し、さらに発展させるため、私や副知事が海外県人会
や姉妹都市などを訪問し、県系人や政府関係者と意見
交換を行うことを予定しております。具体的には、海
外で活躍する県系人の功績をたたえるとともに、現地
のニーズや要望を聴取し、人材育成、文化交流、ビジ
ネスの展開など多面的な交流の活性化に向けた意見交
換を行うこと、さらには、アーカイブ化に向けた県人
会活動の記録などを行い、これらの取組を通じて、総
合的に世界のウチナーンチュとの交流をさらに推進し
ていこうというものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　私たちも知事が、三役が行かれる
のは本当に喜ばしいと思います。本来であれば、ウチ
ナーンチュ大会前に行っていただければなおよかった
なと思っております。ぜひまた交流をして、要望等も
聞き入れてくださるようお願いいたします。
　次、次世代のウチナーネットワーク育成事業が拡
充されておりますけれども、ウチナージュニアスタ
ディー事業も強化されているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、ウ
チナーネットワークを担う次世代の育成を目的とし
て、海外や国内の県系人子弟を沖縄に招待し、県内の
中高生との交流や、沖縄の歴史や文化等の学習を行う
ウチナージュニアスタディー事業を実施しておりま
す。令和３年度及び令和４年度は、このうち県外の県
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系人子弟についてはこちらに来てもらうことがかない
ませんでしたので、オンラインでの参加となりました
が、次年度、令和５年度は、海外からの受入れを再開
し、海外から10名、県外から２名の県系人子弟を受
け入れ、県内の中高生15名との交流を予定しており
ます。引き続き、国内外の沖縄県人会と密に連携し、
海外県系人社会等と沖縄とのかけ橋となる人材の育成
に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　本当にこれいい事業だと思います
し、人数の拡充もしていただいて、それから受入れだ
けではなくて、アメリカ辺り、カリフォルニア辺りに
またこちらから子供たちを送り出して、県人会のほう
もその受入れをしたいという話をされておりましたの
で、そこら辺も検討していただきたいと思いますけれ
ども、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県外・海外
とのウチナーネットワークの継続的な取組というとこ
ろで、ウチナーネットコンシェルジュを活用した情報
発信、それから相談等を行っておりますし、今般、先
ほどありましたキャラバン事業で、現地に赴いて現地
の方々のニーズや要望等をお聞きすることとしており
ますので、そういった意見をお聞きしながら事業に反
映させていきたいと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ぜひよろしくお願いいたします。
　少し休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　（パネルを掲示）　小浜島、そし
て座礁船です。ここはサンゴ礁ですね。今回の１月
24日に竹富町小浜島沖でパナマ船籍貨物船が乗り上
げて、現在も座礁したままであります。
　これまでの県の対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、１月24日に第十一管区海上保安本部から
事故発生の一報を受けた後、庁内の関係各課へ随時情
報共有を行うとともに、同本部から船体の状況などの

説明を受けております。また、石垣島で計５回開催さ
れました竹富町小浜島沖外国貨物船乗揚げ海難情報連
絡調整会議へ、これは八重山事務所などが参加し情報
収集を行っております。
　県としては、引き続き情報収集を行うとともに、関
係部局と連携して必要な対応を行ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ちなみに確認をしたいんですけれ
ども、海上保安庁、そして自治体、船主の役割分担と
して、どういった役割分担になりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。お
答えいたします。
　まず海上保安庁ですけれども、これは「海上におい
て、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防
し、捜査し、及び鎮圧する」ことを目的に設置されて
おります。今回の座礁船に係る対応としましては、事
故への対応と船主への指導を行うことと承知しており
まして、この事故への対応というところが、一義的に
は事故を起こした船主というところが対応すべきもの
であるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　そうですね。船主なんですけれど
も保険に入っていると思います。もし保険に入ってい
ない場合には、自治体がこの船を撤去しなければなり
ません、座礁船をですね。そのときにこの座礁船をや
はり竹富町が責任を持つことになるかと思います。船
主ができなければですね。その際、やっぱり県のほう
でも支援をしていかないといけないと思います。この
撤去費用に幾らかかると思いますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えします。
　今回は、幸いにも保険会社が対応し、油の抜取りを
終了したということと、当然保険会社のほうにおい
て、船体の撤去等についても対応なさってくれるもの
というふうに承知しておりまして、ただ一方でその撤
去に幾らかかるかということは承知しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　聞くところによると、300億と。
300億円かかるそうです。保険に入っているから船主
がしっかりやってくれるだろうというわけではなく
て、やはり県のほうもしっかりと関係団体と一緒に、
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この船主のほう、保険会社のほうに早急に撤去しても
らうこと。その働きかけをしていかないと、１年、２
年このまま放置しておきますか。何年でもかかると思
いますよ。そこら辺、県としては、対応はどういうふ
うにやっていきますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず知事公室においては、周辺環境や油の回収等現
地の情報を――庁内でいきますと、環境部、庁内関係
課へ共有してきたところでございます。当該船舶が座
礁した海域――これは自然公園法に基づき、西表石垣
国立公園に指定されていること等を踏まえまして、船
体等の早期撤去がなされる必要があるというふうに
我々も認識しております。
　なお、環境省沖縄奄美自然環境事務所等により、令
和５年２月24日には、船体の早期撤去に関する要請
書が提出されているというふうに承知しております。
　知事公室としては、引き続き情報収集を行うととも
に、これは特に竹富町とも情報を密に交換しまして、
必要な対応を取ってまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ぜひ市町村と対応してやっていた
だきたいと。（資料を掲示）　ちなみにこれは、県内
の放置された船ですね、座礁した船。２か所ありま
す。西表島の近く、そして伊良部島のほうにも、２か
所あります。放置されたままです。もう古くなってい
ますけれども、西表のほうは少し朽ちてきています。
しかしここは、伊良部島のほうはまだ船体が見えま
す。一度御覧になってきたらいいと思います。そうい
うことにならないように、やはり今回の座礁船は風光
明媚なところでありますし、大変重要なところだと思
いますので、ぜひとも県は対応していただきたいと思
います。
　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　我が党関連で又吉清義県議の、会
計年度任用職員の労働環境についてなんですけれど
も、会計年度任用職員の妊娠・出産、育児休業の取得
状況や――なぜそれを聞くかといいますと、マタニ
ティーハラスメント防止対策はしっかりとなされてい
るのかをお聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。

○総務部長（宮城　力君）　令和４年度における知事
部局の会計年度任用職員で産前産後休暇を取得した者
は、令和５年１月31日現在で25人、育児休業を取得
した者は22人となっております。今議員おっしゃっ
た妊娠・出産、育児また介護に関するハラスメント防
止に関する指針、これを令和３年５月に定めておりま
して、様々な研修等々でその内容等について周知して
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　部長、ではマタニティーハラスメ
ント相談件数もありますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和３年５月に策定いた
しまして、令和３年度中の相談件数は１件という今状
況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　１件ですね。やはり少ないですよ
ね。その相談体制、相談窓口体制を――やはりなかな
か相談できにくい状況ではないかと私は思っておりま
す。私のほうにも相談があります。そして仕事を辞め
ざるを得なかった。働きたかったけれども継続できな
かった。そういう御相談もございます。やはりこの会
計年度任用職員は、本当に正職員とは違って弱い立場
になりますので、そこら辺――本庁はしっかりしてい
るかもしれませんけれども、現場のほうまでしっかり
とその相談、体制が整っているのか把握していますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　知事部局にあっては、相
談窓口を各部局の主管課、それから人事課、職員厚生
課、男女それぞれペア２人以上の相談員を配置、設置
しているところでございます。出先機関はということ
でございますが、各部の主管課あるいは人事課に直接
相談いただければ、その内容等を確認し、問題解消に
向けて取り組むという姿勢で今臨んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　やはり相談窓口もしっかりとその
任用職員の方に、やっぱりこういうことがあった場合
はここに相談するようにということで、そしてそう
いった福利厚生面もしっかりと説明はされていますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
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○総務部長（宮城　力君）　先ほど研修のお話を少し
申し上げましたけれども、これはオンラインではあ
りますが、知事部局の会計年度任用職員1308人のう
ち、1000人、80％がオンラインで受講しておりまし
て、ハラスメント防止対策の説明、相談窓口について
も会計年度任用職員の皆様に対しても周知していると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　今回、私のほうに相談があったわ
けですけれども、そういったことが起きてはいけない
と思っています。やはり緊張感を持って各部局、現場
のほうには周知徹底をしていただいて、女性が妊娠・
出産した場合にも働く環境をしっかりと守っていただ
きたいと思っております。
　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時49分休憩
　　　午後３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　教育長にお伺いします。
　教育長、またかと思うかもしれませんけれども、仲
田弘毅県議が質問されました、南部地区における中高
一貫校の設置についてなんですけれども、南部地区で
はなくて島尻郡なんですよ。進学校として、３Ｋとし
て向陽高校は、開邦、球陽とスタートしたはずなんで
すけれども、教育長としては答弁は分かります。視点
を変えて、向陽高校がこれまでやってきた実績、県教
育長としてはどのような評価をしておりますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　県立向陽高校は、地域社会や国際社会で活躍できる
人材の育成を目的に特色ある学校として設立されまし
た。実績として、平成13年度には国公立大学現役合
格者が100名を突破し、その後、東京大学・京都大学
の現役合格を輩出するなど高い実績を上げておりま
す。これらの進学実績に加え、創立期から続く海外修
学旅行等の国際交流やスーパーサイエンスハイスクー
ルの指定による探究活動等にも積極的に取り組んでお
り、魅力ある学校として保護者や地域からの評価は高
いものと認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ありがとうございます、答弁。
　やっぱり評価をされていらっしゃるわけですよね。
高い評価を。やっぱりそこで働いている先生方も校長
先生はじめ、子供たちも保護者もとっても期待感を

持っております。伝統ある学校だということで。ぜひ
とも中高一貫校として前向きに検討していただきたい
と思います。
　どうぞお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　中高一貫校の設置の考え方
であります。
　まず１点目は、沖縄を牽引する人材の育成、難関大
学等への進学を目的として併設型中高一貫教育を設置
するということで進めてまいりました。次に２点目と
しまして、人口及び児童数は、那覇・南部地区そして
中部地区に集中していることから両地区に設置するこ
ととし、中部地区は、沖縄市所在の球陽高校を設置い
たしました。また那覇市を含め南部地区については、
難関大学進学等に最も高い実績を上げております島尻
学区の南風原町所在の開邦高校に設置することとして
今進めてきたところであります。新たな中高一貫校の
必要性につきましては、まず既設の中高一貫校に新た
な学科設置、あるいは学級増の検討が必要であると考
えております。また新たな学科等の成果と課題を踏ま
え、さらなる中高一貫教育の推進として、中等教育学
校や新たな中学校など様々な可能性、必要性を検討し
ていく必要があるというふうに考えているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時53分休憩
　　　午後３時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　教育長、ありがとうございまし
た。
　続きまして、里親委託解除事案についての調査報告
についてなんですけれども、各委員からの補足意見の
中で、中間報告の提言が生かされていなかったという
文言がございました。これは事実でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　個別ケースの内容についてはお答えできませんが、
県では、令和４年６月の調査委員会の中間報告を踏ま
えまして、当該児童を支える新たな体制をつくりまし
て、児童の意向を尊重しながら、その最善の利益や権
利が守られるように取り組んできたところです。ま
た、子供の意見表明を受け止める仕組みを令和５年度
中に構築することを目指し、現在先進県視察や関係機
関との意見交換、施設職員向け研修等に取り組んでい
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るほか、里親全体に対するアンケートを実施したとこ
ろであります。里親支援体制のさらなる充実や、里親
との信頼関係を構築するための参考としたいというふ
うに思っているところでございます。社会福祉審議会
の答申や調査委員会の提言、また今般実施しました里
親へのアンケート結果等を踏まえまして、職員間で
しっかり共有をしまして、児童相談業務のさらなる充
実に取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　今回答申が出たわけですけれど
も、私は果たしてそれが守られるか、大変心配をして
おります。児童相談所の職員が増員されるということ
ですけれども、人数を増やせばいいというものではな
いと思います。やっぱり質の問題だと思いますし、今
回この事案を通して、これまで積み重ねてきた児童相
談所のその信頼度が大変失墜したと私は思っておりま
す。それをこれからまた一つ一つ問題を解決して、こ
れまでの児童相談所に対しての信頼度を上げていただ
きたいと思っております。
　人数は増やすけれども、その研修等、どういった内
容の研修をされていくんでしょうか。御答弁をお願い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど部長からも答弁をさ
せていただきましたが、やはり今回のケースについて
は、そのお子さんの声を尊重するということについて
は、非常に努力しなければならないということの大変
厳しい御指摘をいただいてもおります。また里親との
信頼関係を構築するための、例えば里親アドボカシー
のように、アンケートだけではなく、直接里親さんが
声を上げることができるような、そういう仕組みが必
要だということ。それから、そのような評価について
は、第三者委員会を設置して、そこでしっかりと審議
をしていただいて、社会福祉審議会の答申や様々なそ
の求められるケースワークについて人員を増やし、さ
らには職員の皆さんへの研修をしっかりと丁寧に行い
ながら、県警察などの関係機関、県本庁とそれから児
童相談所の人事交流もしっかり行って、現場の声が本
庁の中でも共有されるような、そういう体制にすべき
であるということも含めて、この児童相談体制の強化
と専門性の向上を図って、児童相談業務のさらなる充
実とそして子供ファーストの政策がしっかりと生かし
ていけるように取り組んでいきたいと思います。
○石原　朝子さん　知事、答弁どうもありがとうござ
いました。私の一般質問はこれで終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。

　　　午後３時58分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　皆さん、こんにちは。お疲れさま
でございます。
　一般質問も今日私で６人目ということで、終わりが
見えてきていますから、ある程度、しっかりとした答
弁をいただきたいと思っております。
　本日、私ども自民党会派の一年生議員のフレッシュ
会、全員同じかりゆしウエアで臨んできております。
やはりこのかりゆし――沖縄県議会、議運決定事項で
もかりゆしが年中認められているということで、今日
は知事・副知事もかりゆしを着ていらっしゃるんです
けれども、やっぱり沖縄らしい議会の議論の風景とい
うのが全国放送、またはインターネットでも流れてい
くということも非常にいいことなのかなと思って、寒
さをしのいで、今日は半袖で臨みました。長袖のかり
ゆしも作るべきだなと改めて感じているところでござ
います。（「若い」と呼ぶ者あり）　若いというより
も最近少しおなかの回りが増えてきて、寒さに強く
なってきてはいますが、やはり沖縄でも２月は肌寒い
ですから、しっかりと風邪引かぬように一般質問を頑
張っていきたいと思っております。
　質問の通告に従って、一般質問させていただくんで
すが、まず１番、行政全般についてという形で上げさ
せていただきました。人材不足、人手不足の議論は以
前商工労働部ともさせていただいたと思うんですけれ
ども、近年、コロナ前もかなり強い声が上がっていた
んですが、あらゆる業界・職種において人材不足と叫
ぶ声が非常に大きくなっているというのを私も耳にし
ております。コロナ禍が明けつつある昨今、沖縄県が
経済再興していく、しっかりとコロナ前の状況に戻し
ていくという取組においても、人材不足というのが足
を引っ張りかねない深刻な状況にあるのではないのか
なというふうに感じております。
　先日の知事の施政方針の中でも、人手不足に対する
対策というのが３行ほど言及があったんですが、実態
としては民間だけではなくて、公務員、教職員、医
師、看護師、保育士――教員等、保育士については、
昨今新聞報道でもさんざん出ているところでございま
す。そういうところまで、行政の範囲にまで人材不足
が及んできていて、行政運営の安定という部分も脅か
される状況にあるのではないのかなと。計画の見直し
等々が、子ども生活福祉部からも出ておりました。そ
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ういった中で、言及はされていたんですけれども、危
機感が少し薄いのではないかという感じもあって、人
材不足に対しての対応の現状と、まずは次年度の展望
を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　小渡良太郎議員の御質問に
お答えいたします。
　確かに、昨今はどこの業界においてもコロナ禍を見
据えて、まず今一番必要なのは回復するための金銭的
な支援、そしてそれをしっかりと投資できる人材であ
るという声が非常に深刻かつ大きくなっています。沖
縄県では、誰もが安心して働ける環境づくりと多様な
人材の活躍を促進するとともに、地域社会を支える人
材の確保にも取り組んでいく計画を進めております。
コロナ禍からの需要回復に伴い、県内では、観光分野
などの人手不足に加え、ＩＴ、技術系、保育、介護、
対人対応などの専門的スキルや経験を持つ人材の育
成・確保が社会的課題となっております。
　沖縄県としましては、若年者をはじめとする人材確
保と定着を促進するとともに、リスキリングや学び直
しなどを含めた職業能力の向上、あるいは企業内にお
ける様々な人材育成のために取り組んでいく、そのよ
うな支援策を含めて、総合的な取組を促進することに
より、人材不足の解消に努めてまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　人手不足のものに対して以前から
ずっと沖縄県、社会課題の一つとしてなっていると
言っても過言ではないと思うんですけれども、数値的
な、例えば状況の解析とか、または目標設定とかって
いうのは何かございますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　具体的な数値目標ということでございますけれど
も、沖縄県におきましては、県内の有効求人倍率が令
和４年７月以降、６か月連続で１倍を超えて、求職者
の数を上回る求人のニーズが高まっているという状況
でございます。さらに令和４年12月の県内の月間有
効求人数、また新規求人数、正社員求人数はコロナ
前の令和元年12月を上回っており、人手不足感が強
まっているという状況にございます。また、産業別で
いいますと、宿泊・飲食サービス業を中心とする観光

関連産業において、前年同月比で新規求人数が伸びて
いるというところでございます。
　そこで課題というところでございますけれども、や
はりこの完全失業者数が前年同月を上回っているとい
うことでありますとか、正社員有効求人倍率が１倍に
満たないということがございますので、求職と求人の
ミスマッチというところを課題と捉えまして、取組を
進めていきたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　今答弁にあったように、通常だと有効求人倍率とか
求職数等々の統計データの中で、どれくらい人手が足
りないのかというのを机の上である程度の数というの
を把握できるのは、これは皆さんも御存じだと思うん
ですけれども、ここまで人手不足が蔓延してくると、
もっと細かな調査というのが必要になってくると思い
ます。どの業界でどういう人材が足りないのか、例え
ば、それは高卒人材を充てることで解消が可能なの
か、それとも違った人材育成の政策が何か必要なのか
という、人手不足を解消するために、いろんな手だて
を打っていかないといけない今の沖縄県にある中で、
まだ有効求人倍率と求職数の数だけで、マッチングが
あるからそれを是正していきましょうというような段
階ではもうないのかなと。もう少し焦りを持って、こ
の課題に取り組んでいくということをしていかないと
いけないのかなというふうに危機感を感じているとこ
ろでございます。
　既存の取組が全て駄目だとも言いませんし、しっか
りと今やっている事業を進めていっていただく上で、
具体的にやはり今話したように、どういう人材が足り
ないのかという調査をしっかり行って、それに必要な
人材育成の政策を打っていくということをぜひ次年度
やっていただきたいということで、お願いを申し上げ
ます。そういうことをしていかないと、離職率が高い
という問題も沖縄県は抱えています。一時的に数字は
よくなっても、また悪い方向に行ってしまうと。いつ
までもこの問題が解決されないまま時だけが過ぎてい
くということになってしまわないように、このコロナ
禍から復興の今のタイミングで、骨が太い人材育成の
政策、雇用政策、人手不足の解消のための取組という
ことをお願いしたいんですが、知事の意気込みをお聞
かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県は、雇用の場が不足
しているということと、それからサービス業に依存し
ているというような経済状況など、全国とは少しバラ
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ンスの違う構造になっていることが顕著であります。
ですから、例えば第２次産業を新たに雇用を増やして
いくというような場合の、当然第２次産業における分
野の人材が専門的なスキルをしっかりと身につけてい
くこと、そしてそのスキルを身につけるための人材育
成をしている企業に対して、我々もしっかりと支援を
していくというような、その二重三重の枠組みが必要
だと思います。ぜひ、様々な業種においてはそれぞれ
取り組む目標がおありだと思いますが、沖縄県として
も関連企業、団体としっかり連携して取り組んでいき
たいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　これは以前から私も申し上げてお
りますが、行政の運営というのは、予算をつけて事業
を起こして何ぼというところがございますので、ぜひ
ここの部分もしっかりと予算をつけて事業を展開して
いっていただきたいと要望いたします。
　これに関連して、先日、子ども・子育て会議の中
で、黄金っ子等の進捗状況が協議されて、その中で保
育士不足のため1669人の児童を受け入れることがで
きなくなったという報道がありました。これについ
て、詳細の説明とプランを見直すという話も出ていた
んですが、見直す理由をお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　先日、子ども・子育て会議の席で、保育士不足によ
る定員割れがあったと――1669人の定員割れがあっ
たという数字について御説明をさせていただいたとこ
ろでございます。定員割れといいますのは、保育士が
不足しているために、実際に施設としては確保されて
いるんだけれども、保育士が確保できないために受入
れ枠が減少をしているというような状況の説明をする
ということで、実際に受入れ可能な枠が1669人分減
少しているということの説明をしたという数字でご
ざいます。黄金っ子プランの見直しにつきましては
……。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　黄金っ子プラン、子ども・子育て支援事業の支援計
画という名称でございますが、これは市町村の取組を
取りまとめてといいますか、積み上げましてこれを県

全体の計画という形でまとめたプランになっておりま
す。今般、幾つかの市町村において事業の進捗等を見
ながら、このプランを見直すという話がございまし
て、これを受けて県のプランとしても見直しを――こ
れは年度明けになるかと思いますが、行っていくとい
うものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　1669人の受入れができなくなったということと、
待機児童の数っていうのは、どういう感じで関係があ
るんでしょうか。よく聞かれるのは、待機児童は四百
何人いますと、この間も答弁いただきました。1669
人さらに受け入れられなくなったら、待機児童って
2000人になるのかというふうな形で聞かれることが
あるものですから、そこのところもう少し詳しく説明
をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　先ほども申し上げましたように保育所の定員等の整
備につきましては、黄金っ子プランのほうで数値目標
を掲げて取り組んでいるところでございます。例え
ば令和４年４月１日現在ですと、認可定員数が６万
6414人というふうに掲げておりましたけれども、実
際に整備としてはそれだけの枠が確保できたとして
も、保育士が確保できないために1669人の枠は実際
には受入れができませんというような数字で、定員
としては６万6414人を確保できたんだけれども、保
育士不足の定員割れが1669人で、実際の受入れ枠は
６万4745人となっているということでございます。
　一方で、待機児童というのは、市町村に保育の申込
みをしていただいて、保育の必要性の認定がされて、
その上で保育所の利用ができなかった方々を積み上げ
たというものでございます。計算として、申込みをし
た児童の数から利用児童数、実際に入所できた児童
数、それを差し引きましてそれが広い意味での待機児
童ということになります。この中から、潜在的待機児
童というのがいますので、潜在的待機児童を引いた残
りが通常公表しております待機児童という形になって
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この待機児童という言葉が一般的
になって、いろんな方々と待機児童の解消ということ
を訴えて、知事も選挙で訴えていたと思うんですけれ
ども、この待機児童という言葉が進み、あまりにも使
われ過ぎたおかげでちょっと見えなくなっているとこ
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ろがあるのかなというふうな気もしています。人手不
足の部分とは少し離れるので、以降の議論は委員会で
もやりたいと思うのですが、沖縄県の子供が何人いる
かというところから、必要な保育の数を考えていくと
いうところをちょっと取り入れていかないと、待機児
童解消のためにやっても、また潜在的な待機児童が出
てきて解消されないということが続くのかなというこ
とを、最近ちょっと感じるところであります。
　僕の子供も次年度２歳児になるんですけれども、結
局ゼロ、１、２、３年間、ずっと待機児童だったとい
うこともあります。そういうふうな形で私と同じよう
にゼロ、２で入れない子供たちっていうのはたくさん
いて、なかなか働きたいけど働きに出られないという
声も聞きますから、待機児童という部分だけじゃなく
て、保育環境をしっかり県の状況に合わせてつくって
いくと。それが県の保育の役割だとも思っていますの
で、そのために保育士どれぐらい必要なのかというと
ころを待機児童、申し込んでいる人に合わせるんじゃ
なくて、推計に合わせてやっていくというところも少
し取り組んでいただきたいと、これは要望して次に行
きたいと思います。
　次２番、農水行政に関して、家畜排せつ物の処理及
び利活用に関して、いろいろとこれも周りから聞くこ
とが多いものですから、まずは現状を聞かせてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　家畜排せつ物の処理
と利活用についてお答えいたします。
　県では、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促
進に関する法律に基づきまして、各種事業を実施して
おります。平成19年度までに堆肥舎等が整備され、
法に基づく管理基準は、全ての対象農家において満た
されている状況にあります。しかしながら、一部の堆
肥舎や浄化処理施設等においては、不十分な管理、機
械設備の老朽化等による悪臭発生などの課題がありま
す。このため県では、家畜排せつ物の適切な指導を行
うとともに、機械設備の再整備などの支援をしており
ます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携して、家
畜排せつ物の適正処理を推進してまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　堆肥舎に関しては、整備はおおむね完了していると
いう答弁があったんですけれども、不十分な管理と老
朽化が問題だという答弁がありました。全ての箇所で

そういう話が聞こえているわけじゃないんですけれど
も、県内幾つかの箇所では、特に畜舎周辺の悪臭です
ね。往々にして、家畜排せつ物に由来するものと考え
られる悪臭の問題が公衆衛生上の問題になっていると
いうのは、部長も御存じのことだと思います。このよ
うな問題が発生する背景には、今答弁にあったとお
り、不十分な堆肥処理の在り方とか、または施設の許
容量が現状に足りないっていうことももしかしたらあ
るかもしれないし、老朽化で漏れているということが
あるかもしれないと。この畜産業についてはそれぞれ
家畜の頭数管理もしっかりなされていて、そこから排
出される排せつ物の量というのもある程度推定できる
ことだと思うんですが、こういう問題が起きてしま
う、悪臭が出てしまう箇所があるというのは主にどう
いった課題が挙げられるのか、部長の見解をお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　畜舎の悪臭対策等に
ついてお答えしたいと思います。
　県内における令和３年度の畜産経営に起因する苦情
発生報告は、33件ほどありまして、その中で悪臭発
生に関する苦情が約半数を占めている状況にありま
す。そのため、悪臭対策として、１つ目に、畜舎清掃
や消毒などの衛生管理の指導、つまりこれが足りない
ということでございます。２つ目に堆肥舎や浄化処理
施設の適正管理の指導、３つ目には畜産クラスター事
業等を用いた施設の改修の推進などの支援を速やかに
行いまして、引き続き関係機関と連携をしながら家畜
排せつ物の適正処理を推進してまいりたいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　そういう悪臭のクレームが聞こえてくるところは、
主に雨の日になるとさらに臭くなるというふうな話も
あります。これは、未処理の排せつ物が雨で流れて
いってしまっているのか、もしくは適切に処分してい
ないからそのまま雨で流されていってしまっているの
か。ちょっと状況はしっかり把握していないんですけ
れども、排せつ物が川とかに流れていってしまってそ
のまま海に出ていくということになると、環境の問題
にも発展していくということにつながっていきます。
ですから、処理手順の厳格化というところも含めて、
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ここはしっかりと対応していただきたいなと。全ての
畜産業者の方々がそういうことをやっているわけでは
ないと思います。先ほど、苦情が来ているという話も
あったんですが、苦情にも傾向が必ずあると思いま
す。そういった箇所を――市町村にもそういうクレー
ムが上がってきているはずですから、情報収集を行っ
た上で、しっかりとした対応を――みんながちゃんと
やっているのに一部のところがちゃんとやってないと
いうふうなことで公衆衛生に悪影響が出ると、沖縄の
環境にも悪影響が出るということにならないように、
ぜひ引き締めて厳格化して対応していっていただきた
いと思います。
　排せつ物の利活用に関しても、全量が堆肥として利
用されているというのを聞き取りのときに伺いまし
た。ただ、他府県では堆肥以外の利活用の方法という
のも進んでいるんですけれども、そういった部分で今
後家畜排せつ物の処理に関して、どのような展望を農
水部として考えているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　家畜排せつ物の堆肥
等以外の利活用につきまして、県内事例からちょっと
お話をしたいと思います。
　八重瀬町では環境省事業を活用し、バイオガスプラ
ントを整備しておりまして、乳用牛のふん尿と地域で
排出される食品残渣を処理し、発生するメタンガスを
発電エネルギーとして、消化液をサトウキビ等への肥
料として有効活用している事例がございます。バイオ
ガスプラント導入につきましては、高額な初期投資、
各農家からの家畜排せつ物の回収、もしくは耕種農家
とのマッチングなどの課題があります。
　県としましては、耕畜連携等を中心とした家畜排せ
つ物の有効利用を図りつつも、新たなプラント導入に
ついて、八重瀬町の事例等も参考に検討してまいりた
いというように考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　全量堆肥化、もう今やっているこ
とですから、別に否定はしないんですけれども、ただ
堆肥化をしてもやはり臭いは出るという問題がありま
す。農家の方々は主にＪＡから肥料を買っているとい
うのもあって、堆肥化以外の方法もやはりどんどん取
り組んでいっていただきたいと考えておりますので、
これは具体的にどうというのは今ないんですけれど
も、ぜひどういった方法があるのか検討の上で進めて
いっていただきたいと要望いたします。
　次３番、教育行政に関して、部活動についてのもの

で……。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○小渡　良太郎君　次年度以降の展望についてという
ことで質問通告しているんですけれども、一昨年度、
コザ高校において部活動内のパワハラがもとで生徒が
亡くなるという痛ましい事案が発生をしました。この
事案の責任については、委員会でも何度も議論して現
在は係争中ということでもあるんですけれども、再発
防止という観点から、今までどのような取組を行って
きたのかというところをまず先に伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　県教育委員会では、部活動における「暴力・暴言・
ハラスメントの根絶」を目的に、高校への巡回訪問及
び指導者を対象とした各種研修会を行ってまいりまし
た。さらに沖縄県高校部活生メッセージ2023検討委
員会を設置し、７校22名の委員が部活動の悩みやハ
ラスメント等について討議を行い、指導者、学校、部
活生仲間、保護者に対して、部活動をよりよいものに
していきたいという生徒たちの強い思いを発信いたし
ました。
　県教育委員会としましては、高校部活生メッセージ
を広く周知するとともに、これからの時代における部
活動の在るべき姿の構築に向けて、引き続き取り組ん
でまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この部活動におけるパワハラに関
して、様々な取組をしているのは報道等でもありまし
たし、委員会でも説明を受けているんですが、それで
もパワハラの話というのは、私のところにちらほら聞
こえてきます。議員のところにわざわざ話をしに来る
ということは、まず学校に話をして、それでもらちが
明かない。いろんなところに話をしたけれども全然ら
ちが明かないから、多分最後に私のところに来て、ど
うにかならないかと相談をしているんじゃないかなと
いうふうに感じています。
　取組をしているのは理解はしているんですけれど
も、ただそれでも私の耳に入ってしまうほど、まだ存
在をしていると。コザ高においてもそういった話が聞
こえてくるというのが、正直なところでございます。
漏れがないようにというわけじゃないんですけれど
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も、やはりこういった事案が発生しないように、生徒
が亡くならないからいいとかじゃなくて、パワハラと
いうのがなくなるようにするためには、やっぱりもう
一歩、もう二歩踏み込む必要があるのかなというの
を、正直肌で感じているところでございます。
　なかなか、じゃ具体的にどうするかというのも、ま
た今後議論していくべきところではあると思うんです
けれども、こういう取組があってもまだパワハラが存
在しているというところを指摘させていただいて、ぜ
ひ今まで以上に防止に向けて取り組んでいただきたい
とお願いを申し上げます。
　もう一点、この部活動をめぐる話題について。
　最近、中学校における部活動の地域移行がよく報道
されて、これについてもいろいろと質問されることが
多くあります。中学校ですから、メインは市町村にな
るかもしれないんですけれども、この部活動の地域移
行に関して、現状というか、今の状況と今後どういう
ふうになっていくかというところを県教委の見解をお
聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　部活動地域移行につきまし
ては、令和４年12月にスポーツ庁から、学校部活動
及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的
なガイドラインが策定をされ、令和５年度から令和７
年度までの３年間を地域移行に向けた改革推進期間と
して位置づけ、地域の実情に応じて可能な限り早期の
実現を目指すこととして、特に休日の部活動、中学校
をまずはメインとして、段階的に地域移行していくと
いうような取組であります。
　令和４年度の取組としましては、検討会議を立ち上
げ、推進計画の策定及び運営主体の確保や、保護者の
新たな費用負担の課題解決に向けた方策について検討
を行うとともに、シンポジウムを開催し、市町村等の
関係諸団体に向けて周知活動等を行ったところであり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　恐らくこの部活動の地域移行の基
本的な考え方というのは、いろんなスポーツに触れて
もらって、自分に合ったものを選んでもらおうとい
う、この日本というよりも欧米型のスポーツ教育の考
え方が大いに含まれているのかなというふうに感じる
のですが、ただ地域に行くと、継続ができるのか、大
会がどうなのかとか、いろんな心配の声が上がってき
ております。そういうところも一つ一つ、市町村教委
とも連携をして、丁寧な説明をしていく必要があるの
かなというところを最近感じるものですから、質問と

しても取り上げさせていただきました。
　お願いばかりで申し訳ないんですけれども、ここの
ほうの説明も、これから入ってくる子たちにも含め
て、結構僕も聞かれること多いので、ぜひ地域への説
明をしっかりやっていただきたいとお願いを申し上げ
ます。
　次(2)番、就職を希望する高校卒業者の支援に関し
て、現状の取組と効果及び課題点等を伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　県教育委員会では、就職希望者を対象とした研修会
の実施や各学校への講師派遣、就職支援員配置などの
支援を継続して行っております。その効果として、年
度末の就職内定率は平成23年度の84.9％から令和３
年度は97.8％へ12.9ポイント改善しております。一
方、全国と比べて選考開始直後の内定率が低いことや
早期離職が課題となっております。今後とも、職業観
の育成や就業意識の向上を目的としたキャリア教育を
推進し、早期の進路決定に向けて支援をしてまいりた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　先ほどこの人手不足、人材不足の
議論を少しさせていただいたんですが、沖縄県内の高
卒人材、卒業して就職を希望される方というのは、お
およそ毎年２万人強ぐらいいると聞いているんですけ
れども、正しいかどうかは別として。この現状を――
その中でも結構無視できない数が県外に就職をしてい
るという話を聞きました。特にこれに関して私自身調
査したわけじゃないんですけれども、自動車学校にお
りますので、18歳の子供たちとコミュニケーション
を取る機会というのは、恐らく普通の人よりも多くあ
ると思っております。その聞き取りの中で、あくまで
肌感覚にすぎないんですが、内地に就職をしていった
子たちの定着率があまりにも低いような気がしてい
て、さらにそこから、以前から県内でもたまに問題に
なっている、季節労働と失業手当を頂くというループ
を続けているというところに陥っている若年者が多い
というふうなのも、同様に感じているところでござい
ます。この若年者――高卒人材の定着率というとこ
ろ、先ほど課題になっているということを挙げられた
んですが、県外就職に関する定着率ってどういうふう
になっているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時52分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　県外へ就職した生徒の離職
率は、集計等のデータがなくて今分かっていない状
況であります。ちなみにでありますけれども、直近
の県内就職者の３年以内の離職率は、平成31年３月
卒で、全国が35.9％に対しまして、沖縄県は49.3％
と。県内の離職率についてはこのようなデータが出て
おりますが、申し訳ございません、県外の離職率はま
だそういうデータがない状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　県内でも半分近くが離職していると。県外は分から
ないっていうことなんですが、半分以上は離職してい
るような肌感覚で私も感じているところであります。
　せっかく就職をしたのに続かないということについ
ては、やはりキャリア教育も含めて別の対応が必要に
なってくるのかなと。せっかく人材として社会に出て
いった方々が、全然違うところで、沖縄と関係ないと
ころで、例えば、季節労働が悪いってわけじゃないん
ですけれども、季節労働と失業手当のループに陥っ
て、じゃそれが30代、40代になったときにどうする
のかと。下手したら社会保障のお世話になるっていう
意味で負担になる可能性も――ちょっと言葉は悪いか
もしれないんですけれども、あるわけであります。
　ですから、この入り口の部分をしっかりとやってい
く。高卒の就職に関しては、就職活動期間が短いとい
うところも一つ課題になるような気もしますので、ぜ
ひ就職を希望する子供たちに対する――進学を希望す
る子供たちに対する手だてっていうのは、結構なされ
ていると感じています。でも就職に関しては足りない
ような気がしますので、ぜひ力を入れてやっていただ
きたいと要望いたします。
　すみません４番、時間がないので次行きます。観光
及び港湾行政に関して。
　この沖縄県の一つの大きなコンテンツでありますマ
リンアクティビティーを取り巻く環境について、現状
をお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
観光統計実態調査においては、観光客の４分の１がマ
リンアクティビティーを目的に沖縄を訪れており、沖
縄観光の重要なコンテンツとなっております。マリン
アクティビティーでは、サンゴ等の自然環境への配慮
や水難事故を防ぐための安全対策が求められておりま
すので、県では、環境への負担を軽減するため、サン

ゴの保全等、沖縄の海とレスポンシブルツーリズムに
関する情報発信、環境配慮型のマリンレジャー運営に
関するセミナーの開催などに取り組んでおり、また、
安全なマリンレジャーの推進のため、事業者の安全対
策認証制度の取得促進、観光客への認証事業者活用の
促進、安全対策に関するセミナーの開催、ハザード
マップシステム等の海の安全啓発ツールの制作などに
取り組んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　このマリンアクティビティーの多
くは船舶を必要としています。その船を泊め置くため
のインフラというのが必要になってくると思うんです
が、これについて現状はどうなっていますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　漁港等でプ
レジャーボート等を保管する場合には、漁港管理者へ
目的外使用の許可申請を行って、知事の許可を受ける
というふうに承知しております。また、港湾において
施設が整っている部分につきましては、マリーナ等に
つきましては、具体的には宜野湾マリーナ、与那原マ
リーナ、それから与那原マリンパーク等につきまして
は、使用料を支払って船舶の停泊が可能というふうに
承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　では、この漁港、港湾を利用する
場合のルールとか、許可申請の方法とか、あと使用料
の部分についてもちょっと詳しく教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　漁港における漁船以
外の船舶の施設の利用等についてお答えしたいと思い
ます。
　漁港は漁業活動の根拠地でありまして、水産物を安
定的に供給するための施設となっております。漁港に
おける漁船以外の船舶の利用については、県または市
町村の条例に基づきまして、漁業活動に支障がない範
囲において使用を認めております。
　県管理漁港の係留使用料等につきましては、船舶総
トン数で決められておりまして、例えば５トン未満の
船舶の場合が、１日当たり110円と定めております。
　県としましては、条例等に基づきまして、漁港施設
の適正な管理に努めてまいりたいというふうに考えて
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おります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　港湾の係留施設を利
用する場合には、沖縄県港湾管理条例に基づき申請に
より使用許可を受ける必要がございます。また、その
利用に当たっては、利用者間で調整が図られるものと
考えております。なお、許可を受けたもののうち総ト
ン数が20トン以上の船舶の場合は、同条例で定める
使用料を納入する必要がございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　専門のマリーナとかもまだ整備が
多くされているわけじゃないはずですから、場所に
よっては漁港または港湾の一部を活用させていただく
という状況に、今沖縄県はあるのかなというふうに感
じています。
　ただ、この活用する中で、いろんな方々から聞き取
りをすると、施設利用に当たって、または利用料等に
ついて、不公平感があるという話をよく聞きます。県
管理の漁港と市町村管轄の漁港では取扱いが違うと
かっていうことも、もしかしたらあるかも知れないん
ですが、そういうふうなことに本来ならないように
ルール等も含めた――今お話ししたように、借りるた
めにはこういう手続をして、利用料は大体これぐらい
だよというところをしっかりと改めて告知、広報をし
ていくというところも重要になってくると思います。
あっちは高い、こっちは安いとか、あっちはなかなか
入れてくれないというのが今あちこちで聞こえるもの
ですから、もちろん漁港の枠がいっぱいで入れないと
いうのはしようがないと思います。でも活用できるん
だったら、そういったのを活用していく。そうじゃな
ければ整備をするという方法しかないので、ぜひ不公
平感が出ないような活用の方法と、あと広報というと
ころをお願いしたいと思います。
　以上で私の一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党の島尻忠明でございます。
　一般質問に入る前に、今現在那覇港の港湾計画が
20年ぶりに改訂に向けての作業が進められておりま
す。その辺に鑑みながら所見を申し上げて一般質問に
入りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
　皆さん御案内のとおり、島嶼県にあっては、玄関口

となる空港・港湾の整備水準とその在り方が日常生活
はもとより、地域経済に大きな影響を及ぼしておりま
す。とりわけ、貨物や生活物資を大量に取り扱う港湾
の担う役割は大きく、県内には６つの重要港湾が整備
をされております。その中核をなすのが県内の公共貨
物の約７割を取り扱う那覇港であり、この間、一部変
更や軽易な変更を行い、大型化する船舶と増大する貨
物に対応してきたものの、港湾を取り巻く社会経済情
勢の変化に対応するべく、平成24年度には那覇港長
期構想検討委員会を設置し、累次にわたる議論を経
て、令和４年４月に那覇港長期構想を策定しておりま
す。そして、今般２月７日に開催をされました那覇港
地方港湾審議会におきまして、20年ぶりに那覇港港
湾計画の改訂案が審議され、妥当として答申されまし
た。今後は国の交通政策審議会への諮問・答申を経
て、３月には改訂をされる見通しが立ってきておりま
す。2013年、平成25年４月に日米合同委員会で合意
をした沖縄における在日米軍施設・区域等に関する統
合計画に基づき、倉庫群の県内移設を条件に2025年
以降の全面返還が予定されておりますキャンプ・キン
ザーと一体となった西海岸開発、浦添埠頭地区の開発
が期待されております。
　一方、港湾計画改訂とキャンプ・キンザー返還に伴
い、西海岸開発地域の土地利用が促進され、貨物車両
と一般車両の混在化による交通環境の悪化が危惧され
ております。現在でも平成30年３月に開通した沖縄
県西海岸道路浦添北道路Ⅰ期線及び臨港道路浦添線
は、国道58号のバイパスとして利用されております
が、なうら橋付近の１日当たりの交通量は約３万台と
なるなど、交通政策の抜本的な改定が望まれておりま
す。
　そんな中、先月、沖縄西海岸道路北道路の延長区間
となる宜野湾バイパスの約５キロ区間において、高架
式での整備方針が決定したとの報道がありました。沖
縄西海岸道路の十分な整備効果を実現するに当たり、
キャンプ・キンザー跡地利用計画の骨格となる道路計
画との整合性を図り、臨港道路若狭港町線との動線を
しっかりと確保しながら、浦添南道路と宜野湾バイパ
ス区間を一体的に整備することで、交通環境の改善と
経済活動の活性化を図っていくことが肝要になってく
るものと考えております。
　先般、浦添市は市議団、経済団体と共に、港湾計画
改訂と跡地利用に伴う交通需要に対応した道路整備を
実施していただくよう、なうら橋付近から西洲区間を
先行した沖縄西海岸道路浦添南道路の段階的な早期整
備を関係要路に要請してきております。港湾計画と跡
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地利用計画の推進は県経済の活性化に資するものであ
り、沖縄県としてもこうした地域の声に対応するべ
く、連帯感を持った主体的な取組を期待をして一般質
問を行います。
　１、港湾計画改訂後の港湾整備の在り方についてで
ございます。
　(1)、計画改訂後の港湾整備における優先順位の考
えについて。
　(2)、計画改訂後の新港埠頭地区の第一優先で考え
るＲＯＲＯ船用岸壁を含む施設整備の優先順位につい
て。
　(3)、計画改訂後の12号岸壁を含む浦添埠頭地区の
施設順位について。
　(4)、新港埠頭地区と浦添埠頭地区の当初予算の内
訳について伺います。
　２、２月７日に開催された那覇港地方港湾審議会に
おきまして、那覇港港湾計画改訂案を賛成多数で妥当
と答申したとのことですが、審議内容と賛成多数と
なった経緯を伺います。
　３、沖縄県民の海上の安心・安全確保等の取組につ
いて。
　(1)、沖縄県は多くの離島を有しており、海上保安
庁では尖閣警備をはじめ海上の治安確保、海難救助、
海洋汚染の防止、海上交通の安全確保、県民の安全・
安心に多く寄与しているところであります。これら海
上保安業務が円滑に遂行できるよう、県は最大限努力
するべきものであると考えます。
　そこでお伺いいたします。
　海上保安庁の主要業務についての県の認識と課題に
ついて伺います。
　４、道路行政について(1)、国道58号浦添市宮城・
屋富祖の横断歩道橋の復旧に向けての進捗状況につい
て伺います。
　(2)、沖縄西海岸道路南道路の事業化に向けての取
組と現状について。
　５、我が党の代表質問との関連につきましては、下
地康教議員の１の(4)のイ、下地島空港とその周辺用
地の利活用について、無償耕作者への配慮と、今後の
話合いについてお伺いいたします。
　あとは、質問席より再質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　海上の安心・安全確保等の取組についての御質問の

中の(1)、海上保安庁の主要業務についての県の認識
と課題についてお答えいたします。
　海上保安庁の業務については、尖閣諸島周辺の国境
警備、海上犯罪の取締り、海上交通の安全確保等多岐
にわたっており、沖縄県としては、海の安全・安心に
多大な貢献があるものと認識をしております。特に、
海難における迅速な救助、マリンレジャーに係る安全
対策の推進及び沖縄特有の課題であります離島の緊急
患者搬送について、昼夜を問わず困難な業務を献身的
に任務遂行いただいており、昨年８月には、これまで
の人命救助の功績をたたえ沖縄県から感謝状を贈呈し
ております。
　沖縄県としましては、今後も引き続き、海上保安庁
と連携・協力し、沖縄県民の安全・安心を図ってまい
ります。
　そのほかの御質問につきましては、部局長から答弁
をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、港湾計画改訂後
の港湾整備の在り方についての(1)、(2)、(3)、港湾
計画改訂後の港湾整備における優先順位についてお答
えいたします。１の(1)から１の(3)までは関連します
ので、一括してお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、事業化を図る箇所や時期
については、需要の顕在化の状況や緊急性、港湾利用
者や関係機関の意見等を踏まえ、費用対効果分析等を
行い、必要な対応を図るとのことであります。また、
新港埠頭地区におけるＲＯＲＯ船用岸壁の早期整備を
優先するとともに、浦添埠頭地区では、12号岸壁の
整備を国や構成団体と相談しながら、交流・賑わい空
間についても、マリーナや海浜・緑地等の事業化に向
けた検討を行っていきたいとのことであります。
　同じく１の(4)、新港埠頭地区と浦添埠頭地区の当
初予算の内訳についてお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、令和５年度当初予算にお
いて、港湾建設費の工事請負費について、新港埠頭地
区は臨港道路舗装補修工事等９億2500万円、浦添埠
頭地区は小湾橋耐震補強工事等２億600万円を計上し
ているとのことであります。
　次に２、那覇港地方港湾審議会における同港湾計画
改訂案の審議内容等についてお答えいたします。
　今月開催された那覇港地方港湾審議会において、港
湾計画改訂等の審議がなされております。那覇港管理
組合によれば、各委員から、岸壁の配置計画や浦添埠
頭地区の交流・賑わい空間、環境への配慮についての
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意見等が出されており、これらに対する組合からの回
答を踏まえ、那覇港地方港湾審議会条例第８条第２項
に基づく審議会における採決の結果、港湾計画改訂の
内容に異議なしとの意見が多数となったとのことであ
ります。
　次に４、道路行政についての(1)、国道58号浦添拡
幅区間の横断歩道橋の復旧状況についてお答えいたし
ます。
　国において整備が進められている国道58号浦添拡
幅区間の横断歩道橋については、城間、屋富祖、宮城
の交差点付近に復旧を行うための基礎工事を施工中で
あるとのことであります。
　同じく４の(2)、沖縄西海岸道路浦添南道路の取組
についてお答えいたします。
　沖縄西海岸道路浦添南道路については、平成30年
３月に暫定２車線で開通した浦添北道路と、現在事業
中の那覇北道路を接続する道路であります。国に確認
したところ、浦添南道路の事業化については、周辺地
域の開発状況や関連事業の進捗及び現道の交通状況を
踏まえて検討していく予定とのことであります。ま
た、道路計画の検討については、地元の意向を確認し
ながら進めていく予定とのことであります。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての
(1)、無償耕作者に対する対応についてお答えいたし
ます。
　県有地の無償耕作者に対しては、引き続き、宮古島
市と連携して説明会等を開催し、利活用事業や県有地
の明渡しについて、丁寧に説明し、理解を求めてまい
ります。また、無償耕作者から要望のある段階的な明
渡しについては、事業箇所やスケジュール等につい
て、第３期の利活用候補事業者と協議を行った上で検
討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　御答弁いただきありがとうございま
す。
　それでは再質問させていただきます。
　まず、港湾計画改訂後のいろんな那覇港の整備につ
いては今部長から答弁がありましたが、先般、沖縄総
合事務局の船で、ＲＯＲＯ船の現場とか視察をさせて
いただきました。このＲＯＲＯ船は今現在、何隻入っ
て、そして今需要と整備、そして対応のバランスはど
うなっているか、まずこれを聞きたいと思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩

　　　午後５時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　部長、ではＲＯＲＯ船は今主体と
なっている輸送手段でありますが、このＲＯＲＯ船
を、いろんな整備をする中で、やはり今現在の港湾の
中が、職場の環境も大変悪く、フォークリフト等々い
ろんな荷物を降ろしながら、交差するところも危な
い。そしてまた上屋も大分老朽化しているというふう
に私は見ておりますので、この改訂を受けて、その岸
壁も整備をしながら、私は一体的に整備をしないとな
かなか厳しいことがあると思うんですけれども、その
辺も一体的に港湾のいろんな中の設備、そして作業し
ている皆さんの安心・安全のためにも考えていかなけ
ればいけないと思うんですが、皆さんはいかがお考え
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、やはり船舶の大型化や取扱い貨物量の増加等、荷
さばき地が非常に逼迫しているという状況がございま
す。那覇港管理組合によりますと、新港埠頭地区にお
いては、荷役作業の安全確保や非効率な運用を改善す
るためにも、埠頭の再編に向けた港運事業者の調整を
進めているというふうに聞いております。また、上屋
の施設の移転等につきましても、関係機関と連携して
埠頭の再編を着実に進めると。あわせて、予防保全計
画や老朽化対策についても取り組んでいきたいとのこ
とであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　これはやはり港湾の中で今事業をし
ている事業者の皆さんも、移転等々いろんな課題があ
りますので、せっかくですので改訂を受けてこの整備
をするに当たり、その辺も含めて取り組んでいただき
たいというふうに思っております。
　次に、12号の件です。これは浦添埠頭側にあるん
ですけれども、この前東京のほうで要請をさせていた
だきましたら、面積等も含めて簡易なアセスでできる
ということで、この12号岸壁はこれから浦添埠頭、
いろんな工事をするためにも、しっかりと作業船が泊
まれるようなところで考えたいということでありまし
たが、この辺、我々も浦添市も要請をいたしました
が、ぜひ県としてもこれからの事業化に向けて取り組
んでいただきたいと思いますが、県の思いはいかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　浦添埠頭地区の12
号岸壁につきましては、まず那覇港管理組合により
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ますと、港湾計画の改訂後の浦添埠頭地区の12号岸
壁、その整備については国や構成団体と相談していき
たいと考えているとのことでありますので、構成団体
である我々県も一緒になって、連携しながら取り組ん
でいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ちなみに、この工事に当たり、予算
は、どのような予算をというふうにお聞きをしており
ますか。予算の活用。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、事業化を図る具体的な箇所
や時期につきましては、需要の顕在化や、あるいは緊
急性、港湾利用者や関係機関等の意見を踏まえまし
て、費用対効果、分析を行い必要な対応を図るという
ふうに聞いてございます。ですので、12号岸壁の整
備も国や構成団体と相談しながら検討を行っていくと
いうふうな手順になると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　部長、港湾議会では国交省の予算も
含めて、特定事業推進費を含めて、やはりこの岸壁の
果たす役割は大きいということで、そのようなお話も
しておるんですよ。その辺は調整というか、お聞きに
なっていないということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今議員おっしゃるそ
の特定事業推進費につきましては、現時点では私は存
じ上げていない状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この件はまた今度お聞きしますの
で、しっかりと早めに取組方をお願いしたいと思って
おります。
　そして部長から先ほど答弁がありましたように、い
ろんなマリーナ等々も浦添埠頭地区の件もお話があり
ました。やはり長期構想においても、那覇市と浦添市
にまたがる形で様々な港湾空間の利用計画、いわゆる
ゾーニングがされております。そういう中におきまし
て、これらを浦添、那覇のゾーニングされているもの
を一体化して、同じように計画して、事業化していく
べきだと私は思っておりますが、いかがですか。一体
感を持ってですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、今後、牧港補給基地、キンザーの返還が
2025年度以降予定されているというところで、この
牧港補給基地跡の南側においても、全面に交流・賑わ
い空間が広がることから、多様な開発が可能となると
考えており、一体的な利用が図られるというふうに期
待しているとのことであります。
　以上でございます。
○島尻　忠明君　ちょっと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、国、県及び浦添市で検討される利用計画の
動向も踏まえながら、港湾管理者と連携していきなが
ら、その跡地利用や一体的な開発についても取り組ん
でいきたいとのことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　私たちが言いたいのは、那覇のゾー
ンだけではなく、浦添市の部分も同時並行にして作業
を進めていただきたいということですので、ぜひこの
辺も認識をしていただきたいというふうに思っており
ます。取組方もよろしくお願いをいたします。
　それと、先般、第２クルーズバースが完成をしてお
ります。430メートルで23万トン級の船も入るとい
うことで、これは世界最大級と聞いておりますが、そ
の第２クルーズバースはいいものが完成したものの、
なかなか県民にも周知はできていないということで、
私はお尋ねをしたいんですけど、この第２クルーズ
バースはどういうふうな形態で、どういう利用がなさ
れるようなもので造られているのか、それをお聞きし
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今月、供用開始をし
ました第２クルーズバースにつきましては、議員から
お話がありましたとおり、岸壁延長が430メートルで
23万トン級のクルーズ船の受入れが可能であるとい
うふうになってございます。今後、コロナの感染も大
分落ち着いてまいりましたので、国際クルーズ船の受
入れ再開に向け、受入れ体制の構築を図っているとい
うふうに聞いてございます。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この第２バースは、国際規格はいろ
いろ、若狭のバースもそれはクリアはしておるんです
けれども、いろんな防災上の観点からできているとい
うことで、船から見て説明を受けました。その辺の造
りですか、その辺を今聞いておりますので、本当にい
い施設でありますから、その辺をもうちょっと県民に
も――コロナ禍で大変疲弊をしている中で、今年は広
島サミットもあります。多くの皆さんがまた沖縄県に
も来ますし、またクルーズ船の再開も見込まれており
ますので、その辺も含めて県民の安心・安全のために
も、こういうふうにしっかりと受入れ体制もできてい
ますよということも含めて、答弁をいただきたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先般、私も管理組合職員と
一緒に第２クルーズバースを見させていただきまし
た。430メートルの護岸、そして23万トン級の船が
着ける水深も、13メートルで十分ある。非常にすば
らしい環境が整えられていると思います。他方で、上
屋の整備はこれから民設民有というような形で船社と
進めていきたいというような話でしたし、それから、
何よりも今一番気になるのは二次交通ですね。バス、
タクシーの確保。そして、その誘導路も周辺の状況も
見ながら十分配慮しなければならないだろうというよ
うに思います。
　ですから、せっかく23万トン級のクルーズ船が着
けられる岸壁が整備されたわけですから、そのような
二次交通の手配、あるいはそのための業界との連携な
どについても、ぜひ沖縄県も港湾組合と連携しなが
ら、那覇市、浦添市のほかの母体とも連携をして取り
組んでいきたいというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ちなみに知事、この竣工式典等は考
えておりませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　港湾組合のほうと相談をし
ていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この浦添埠頭地区についてなんです
けれども、先ほど知事も答弁をしておりました。第１

防波堤のほうも要請をしたという話もありました。や
はり浦添埠頭地区の整備には、沖防波堤の早期整備が
大きな課題となると思っております。私はその早期整
備に向けて、防衛省、那覇港管理組合、沖縄県、那覇
市、浦添市でワーキングチームを発足をさせて、事業
を加速させるよう強く要望いたしますが、県の見解を
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、防波堤の整備
につきましては、国で実施をしております。県として
は、今後の状況の推移を見守りながら、那覇港管理組
合と連携をしながら、一緒になって取り組んでいきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　部長、２月７日に行われた港湾審議
会でも、お互いの思いがあると思いますので、那覇軍
港の浦添移設の件でもあったということで新聞に載っ
ておりましたので、その辺も含めて早めに――もうそ
こは賛成多数であったんですけれども、妥当というふ
うに答申を受けておりますので、もうこれからはその
辺も含めて早めに、関係役所を含めて、私は進めたほ
うがいいと思うんですけど、いま一度見解をお伺いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども申し上げた
ところではございますけれども、今後の状況の推移を
見守りつつ、那覇港管理組合と連携をしながら、県と
しては取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ぜひ推移を見たいと思っておりま
す。
　なうら橋付近のこの交通渋滞の及ぼす経済的損失、
時間的損失について、皆さんは算出をしております
か。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、なうら橋及び曙交差点の交通渋滞がもたら
す時間的損失と経済的損失及び渋滞緩和等実施に伴う
費用対効果は算定していないということですが、関係
機関と連携しながら必要な対策の検討を進め、交通混
雑の緩和に努めていきたいとのことであります。
○島尻　忠明君　ちょっと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○土木建築部長（島袋善明君）　曙交差点等々なうら
橋の渋滞につきましては、私自身も現場のほうは見た
ことがございます。あわせて、例えばなうら橋から曙
交差点につきましては、南向け車線を直進２車線化と
したことも存じております。
　引き続き、事業主体につきましては当然那覇港管理
組合ではございますけれども、県としてもバックアッ
プといいますか、一緒に連携して取り組んでいきたい
と考えております。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　そのように最初から答弁していただ
ければよかったと思います。そこに西洲の卸商業団地
もありますので、やっぱりいろんな経済的にも大変大
きなものが、損失がありますので、早めに取組をお願
いしたいと思っております。
　海上保安庁のほうに移りますが、今この海上保安庁
が専用で泊められるバースというのがこの重要港湾の
中でありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　海上保安庁の巡視船
の係留場所についてですけれども、まず中城湾港新港
地区の西埠頭におきまして、物揚げ場に浮き桟橋の設
置を許可し係留しているほか、東埠頭については、民
間船舶の利用状況に応じて使用許可をし、係留してい
るところでございます。あわせて、令和３年度に改訂
しました中城湾港の港湾計画において、海上保安庁と
調整の上、巡視船の専用埠頭として西埠頭の物揚げ場
に小型桟橋１基の計画を位置づけてございます。
　以上です。
○島尻　忠明君　ちょっと待って。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　また、宮古地域にお
きましては、関係する港湾管理者の岸壁等の使用許可
により、例えば伊良部島の長山港、これは重要港湾で

はないんですが、長山港の長山地区、平良港に巡視艇
が係留されております。
　石垣におきましては、巡視船艇の専用埠頭が整備さ
れ、係留されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　尖閣も含め、いろんな海上の安心・
安全のためには、特に中城、金武、あの辺もなかなか
まだ確定していないものですから、やっぱり職員のい
ろんな負担にもなりますので、まだ策定中という話も
ありますが、早めに、せめてこの６つの重要港湾に
は、できれば専用の係留の場所を早急に整備していた
だきたいというふうに思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　我が党の代表質問との関連なんです
けれども、部長、今も無償耕作者の皆さんがおります
が、この確認書があります。そして今まで、こういう
ふうに耕作をしておりました。私、地元ですから、そ
の当時よく覚えております。大変でした。やはりああ
いうふうに埋め立てて空港にするというのは、島民を
真っ二つにするんですよ。そして、どういう背景が
あってこのように今まで耕作をさせたかというのは、
皆さんお分かりですか。
○議長（赤嶺　昇君）　　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　1971年当時の詳細
な状況については、自分自身詳細には把握してござい
ませんが、下地島空港、パイロットの訓練飛行場を造
るに当たりまして、やはり地元の中でも賛成あるいは
反対と、様々な意見があったというふうには承知して
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　部長、もちろんいろんな経緯があり
ますよ。そういうふうにこの飛行場を造るときに、い
ろんな中で落としどころとして、これはどうぞ活用で
きるまではお互いにそこで、やっぱり生活の糧ですの
で、そういうことも背景にあって今に至っているんで
すよ。ですからその辺の事情もしっかりと鑑みて、
しっかり対応していただきたい。丁寧に。
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　そして皆さん、資料がありますけれど、その当時
の。この地権者にはしっかりといろんな業務を与える
ということで、これが一つも果たされていないんです
よ。ですから、これからいろんな計画があるのは私も
理解をします。しかし、この地権者の思いをしっかり
と酌み取って、もうちょっと対応していただきたいと
思っているんです。せんだっての代表質問の答弁で
も、私はとても、本当にそんなものかというふうに
思っております。情けないですよ。もうちょっと対応
をしっかりしていただきたいと思いますが、いかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県有地の無償耕作者
の皆様に対しましては、今後も引き続き宮古島市と連
携を図りながら、説明会等を開催し、利活用事業や県
有地の明渡しについて、議員おっしゃるとおり、耕作
者の皆様に寄り添う形で丁寧に説明をし、理解を求め
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それと皆さん、屋良覚書と言ってい
るんですけれども、これは、下地島空港、訓練飛行場
を廃止して――そのときは非公共専用なんですよ。公
共用飛行場として下地島に設置すると。要するに、あ
のときの屋良覚書、地権者との覚書もそのときに変
わって、新しく第３種になったものですから設置も変
わっているんですよ。そのときに地権者には一言もな
いじゃないですか。勝手に皆さん、用途変更している
んですよ。地権者の思いは、屋良覚書より私はある意
味で重いと思いますよ。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、下地島――当時は下地島パイロット訓練飛行場、
昭和46年当時に非公共用として訓練飛行場として設
置許可をもらってございます。その後、昭和54年に
同空港が議員おっしゃるとおり第３種空港、公共用の
飛行場に設置替えをされております。そのときに確認
した文書が、いわゆる西銘確認書という文書でござい
ます。そういったように、やはり下地島空港をめぐり
ましては、屋良覚書から西銘確認書まで変遷を経てい
るという状況がございますので、それに併せまして隣
接されている無償耕作者につきましても、先ほど来申
し上げていますが、説明会を開きながら、丁寧に説明

をして理解を求めていきたいということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ですから、我が自民党の議員がおっ
しゃっているように、これは第３種になったから、い
ろんな皆さんも、米軍も含めていろんなので申請がで
きるということになったんですよ。その辺の認識が私
はまだまだお互いにないのかなというふうに思ってお
りますので、この辺も踏まえて、私はしっかりこれか
らもこの件については皆さんに問うていきたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　それでは本日最後になります。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　自民党の新垣淑豊です。
　まず、質問通告締切り後に、ミス沖縄休止決定と、
２月18日の県内紙の報道がなされました。歴代のミ
ス沖縄は、沖縄県の観光の牽引役としての重要な役割
を担ってきたと考えます。この案件は沖縄観光にとっ
ても非常に大きなものであり、看過できない問題であ
りますので、議長と執行部には連絡を済ませておりま
す。先例を踏まえ質問いたします。
　ミス沖縄選出の休止に対して、その経緯と理由につ
いて、沖縄観光コンベンションビューローは県に対し
てどのような説明を行ったのか、またその理由につい
て県としての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　一般財団法
人沖縄観光コンベンションビューローにおいて、その
前身を含め、昭和56年から40年以上にわたり自主事
業として実施されてきた沖縄観光親善大使ミス沖縄選
出事業が今般休止することが決定されました。当財団
によりますと、ＳＤＧｓの目標・ジェンダー平等の実
現やＳＮＳの普及による情報発信など、社会的環境の
大きな変化などもあり、ミス沖縄を活用した観光情報
発信についても従前のスタイルから脱却する必要性が
あり、観光情報発信の手法等について再考する時期に
来たと考え、一度事業を休止する判断に至ったとのこ
とです。
　県としましては、休止に至った経緯等について理解
しておりまして、今後事業の在り方等が検討されるも
のと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　私ですね、決してジェンダーとかという問題に関し
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て、こうあるべきだというふうに思っておりませんの
で、今現状の県の考え、特に知事は多様性という言葉
をよくお使いになりますので、そこを踏まえてお話を
聞かせていただければと思っております。
　まず県として、ＯＣＶＢへの出資及び出向者という
のは、どういう状況になっているのかというのを教え
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＯＣＶＢの
資本金は10億8376万5110円、県の出資金は１億915
万円で、10億に対する全体の割合は約10％となって
います。また、令和４年７月１日現在ＯＣＶＢ職員総
数166名のうち、県からの出向者は３名となっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　一応県としても出資をしているということ、あと職
員も出向させているということが分かります。
　沖縄県事業に対して、このミス沖縄の派遣依頼とい
うのはどの程度ありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ここ最近の
推移についてお答えいたします。
　平成30年が派遣総数が191のうち県事業での派遣
が128件、令和元年が総数167件のうち県が102件、
令和２年度が総数52件のうち県事業で42件、令和３
年度が総数66件のうち県事業が42件という状況で
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　非常に多い割合で派遣をされている
んだなというのが分かりますが、この決定について県
への報告というのはいつなされたんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＯＣＶＢが
休止すると発表を行った日の当日、２月17日に県に
報告がありました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　それ以前に何か相談事とかというの

はなされたのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　このミス沖
縄選出事業はＯＣＶＢの自主事業でありますので、そ
の休止を決定したことについてはＯＣＶＢが自ら判断
したというふうに承知しています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　知事、多分一緒にいろんなところに
プロモーション行かれているはずなんですよね。この
ことについて何か御相談はなかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　下地会長からメールをいた
だきましたが、ちょうど県に報告をしたときとほぼ同
じタイミングであったと思います。事前に特に相談等
はありませんでした。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ミス沖縄というのは単なる見た目だ
けではなくて、沖縄県の歴史・文化などの背景もしっ
かり学んで、県外へ発信をしていくという役割を持っ
たものだと私は思っております。特にコロナの中で観
光客が少ない中でも、まさにＳＮＳを使っていろんな
発信をして、沖縄に対するプロモーションをしていた
わけですよね。それで、今沖縄に観光客が戻ってくる
という非常に大きな力になったということを僕は評価
するべきじゃないかと思っております。この点はいか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　確かにこれまでミス沖縄に
は様々な場面で沖縄観光を幅広く紹介をしていただ
き、また沖縄の魅力についても御自身たちもしっかり
とお勉強をなさって、それをまた県外、ひいては海外
でも広げていただく役割を十分果たしていただいてき
たものと思います。
　昨今、性の多様性や障害の有無、それから国籍な
ど、互いの違いを認め合い、一人一人が大切にされ、
あらゆる場面で活躍できる多様性のある社会を実現す
ることは重要であると考えております。
　ミス沖縄の役割は、もちろん沖縄観光親善大使とし
て本県観光のＰＲ、イメージアップなど様々な情報発
信をしてきていただいておりますが、先ほども部長か
ら答弁にありましたように、例えばＳＮＳの普及やあ
るいは全国的にはゆるキャラが定着をしているという
こと。そしてさらには、根間ういちゃんとか、そうい
うブイチューバーでの波及が現在物すごく広がってき
ております。ですからそのようなあらゆる分野での波
及効果を考えてということも含めたＯＣＶＢのお考え
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であろうと思いますし、沖縄県としても、もちろんミ
ス沖縄の方々がこれまでしっかりと頑張ってきていた
だいたことには心から敬意と評価を持たせていただ
き、これからもまたそのような活動の延長線上で沖縄
観光の発展を願っていくためのツールをどんどん活用
させていただければというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　まさに、知事、今いろんなお話され
ましたけれども、そこで多様性ということを重視する
のであれば、例えば今回のミス沖縄の方々のように、
心身ともにしっかりとＰＲをしていくためのトレーニ
ングをしたりとか、研さんをしていくという方々もい
らっしゃるわけですが、こういった方々に対しての評
価をするべきじゃないかと思っておりますし、またこ
の役割に対して希望を持って目標としている方もい
る。自己実現のステップとしていろいろ考えている方
もいらっしゃると思うんですけれども、その職責を担
い、活躍する場が奪われたと、失われたという意見も
ありますけれども、その点についてはどうお考えです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　様々な分野に女性の皆さん
がどんどん進出をしていただくための学びの機会、そ
れからスキルアップの機会は当然我々もしっかりと考
えていかなければなりませんが、今般のこの従来のス
タイルからの脱却というのは、あくまでもこの一度事
業を休止すると判断に至ったということですから、ま
ずは一回休んで考えてみようじゃないかということだ
と思いますので、次の展開にまた様々な取組を模索し
ていただけるのではないかというように思います。
　当然、これまでのミス沖縄の皆さんへも心からの
エールを送らせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もちろん多様性を考えたときに逆
に、運営とか選考にいろんな方々が関わるというのも
非常に大事なことだと思っておりますので、ぜひこう
いった沖縄観光というものについて、非常に僕は本当
に大きな役割を担ってきた方だと思いますので、今後
もまた一緒になってやっていきたい。また、この観光
大使というか、観光のＰＲのためにしっかりと拡充を
していくべきだと思っておりますけれども、そのため
には実は県の支援が必要だと思うんですよ。なぜかと
いうと、やはりまだまだ観光は戻り調子といってもま
だ厳しいという状況があると思いますけれども、この
点いかがお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。

○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど知事
のほうも見解を述べさせていただいておりますけれど
も、新たな情報発信の手法について、一度立ち止まっ
て考えようということで、例示として挙がっておりま
したけれども、キャラクターだったりとか、あるいは
歴史上の人物であったりとか、それから性別、年齢な
ど属性を問わないとか、バーチャルなキャラクターで
あるというような形のいろんな手法をいろいろ考える
かと思いますし、また様々な価値観、あるいは表現す
る方々の価値観、生き方も尊重するということもあり
ますので、そういったことを含めてビューローときめ
細かに相談させていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　次に移ります。
　我が党関連に行きます。
　仲田弘毅議員の知事の政治姿勢(8)の、知事のアメ
リカ訪問についてです。
　知事がアメリカでどのような活動をするのかという
ことに対して、報道機関も同行するかと思うんです
よ、そこからいろんな報道をするわけですから。その
同行の募集というのがされていると聞いているんです
けれども、内容と現在の応募状況についてお伺いした
いです。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本年１月下旬に一部マスコミで知事による訪米が３
月で調整が進められていると報道された直後、県政記
者クラブからパスポートの更新やビザの取得などの準
備が必要であるため、期間等の情報提供の依頼がござ
いました。このため、県からは、日程がまだ流動的で
あるという留保を付した上で、検討段階の情報を提供
しております。また、県は現地での場所の確保ですと
か資料の準備など、マスコミ対応を円滑に進めるた
め、同行を予定している記者の情報提供を県政記者ク
ラブに依頼しまして、同クラブから提供を受けたとこ
ろでございます。
　ちなみに、同行記者は何人かということもですが、
現在検討している段階でありますので、これはまだ答
弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうですか。私のところには、今回
行っても大した成果がないんじゃないかということ
で、好んで行かないというような話もあるんですけれ
ども、この点どうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず知事の訪米ですけ
れども、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあっ
て、これは令和元年10月が最後となっております。
この間、新型コロナウイルス感染症の拡大により訪米
できておりませんが、辺野古新基地建設問題、ＰＦＯ
Ｓなどの沖縄の基地問題の解決を図るためには、日本
政府のみならず、一方の当事者である米国政府に対し
ても知事が直接出向いて訴え続けることが重要である
というふうに考えております。それで我々、ここは重
要だと考えておりますけれども、昨年11月に米国の
中間選挙によりまして新たな議員が選出されたことで
すとか、いわゆる安保関連３文書や２プラス２共同発
表で示された沖縄をめぐる状況を考慮しますと、知事
による３月の訪米が必要であると考えており、現在検
討を進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。
　関連して行きます。
　知事はこれまでアメリカには何度渡られています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　知事は平成30年10月の就任以来、米国政府関係者
や連邦議会議員との面談や慰霊祭への参列等のため、
５回米国を訪問しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　私もこれ資料を頂いておりまして、
５回アメリカに行かれています。
　ちなみに知事は離島にどれぐらい渡っていらっしゃ
るのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　これも平成30年10月
の就任以来ですけれども、行政視察等で14の離島を
訪問し、地元の方々と意見交換を行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　何回行っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。

　先ほど私、14の離島を訪問したということで答弁
いたしました。回数でいきますと、確かに議員おっ
しゃるように16回訪問しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ちなみに、どうしても行かなければいけない、例え
ば式典とか、何かしらの行事があるんですよね。例え
ば先ほど言った南大東の開港式典だったりとか、下地
島空港のターミナル施設竣工とかいろいろあるんです
けれども、それ以外で本当に声を聞きに行くというこ
とを何回やっているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　行政視察ということで
離島の方々の実情あるいは要望等をお伺いするという
ことでいきますと、８回訪問しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうなんですよ。訪米５回、本当に
地域の人の声を聞くのに８回。離島の振興が一丁目一
番地と言っている割には、私はこれは非常に少ないと
思うんですけれども、この点についていかがですか、
知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間約３年余りにわたっ
た新型コロナウイルス感染症の影響は、非常に離島に
とっても厳しいものがありました。ですから、私とし
てはできれば離島に赴いて、しっかりその対応につい
ても現地の皆さんの声を聞かせていただきたいという
思いはありましたが、しかし、現地行政との日程やあ
るいはその感染状況との折り合い等、やはりタイミン
グをしっかり見るべきであろうというのが大半の御意
見でしたので、そのことで、この感染が落ち着くまで
はという形で離島への行政視察はタイミングを計る意
味で見送らせていただいていたという状況が続いてい
ます。
　しかし、今般そのような状況も少しずつ改善傾向に
向かっているところから、またこの離島に私が直接
行って、住民の皆さん、あるいは関係者の方々からの
声を聞いて、それを県政の離島施策にしっかりと反映
させたいということで考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　確かにコロナの件もあったと思いま
すけれども、やはり私が表を見させていただいても、
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若干少ないのかなというふうに思っております。
　あと、八重山病院の院長辞任の件で、知事は記者会
見のときに、コミュニケーション不足であったという
ふうに、これは報道の前でも言われているんですね。
だからここは、知事はやはり離島の方々とのコミュニ
ケーションをしっかりとやっていただくということが
必要だと思っております。
　アメリカに行く前に、私はもっと県内を回るべきだ
と思っておりますけれども、この点いかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　県内の視察ですけれど
も、知事が訪米ということで３月に予定しております
ので、一応その年度内は計画は組まれておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これから知事がどのような動きをす
るのかということを多分県民の皆さんは見ると思いま
すので、その辺りしっかりやっていただければと思い
ます。
　これからは質問通告に沿っていきたいと思っており
ます。
　２番からいきます。
　県経済における経済循環構造について(1)、県経済
の域際収支の現状についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　現状の最新値となる平成27年における沖縄県の域
際収支でございますが、１兆1307億円の移輸入超
過となってございまして、前回調査の平成23年と比
較いたしまして、移輸入超過額が20.1％拡大してお
り、年々増加している状況でございます。その要因と
いたしまして、沖縄県は生産部門の割合が低いため、
人口増による生活必需品の需要増など経済規模の拡大
により、県外からの移輸入額が高まっている状況であ
ることが考えられます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今のお話だと、県外へお金が流れて
いると、いわゆる県内のほうが赤字だよということだ
と思うんですけれども、この循環構造の課題と解決に
向けて今後の方針を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　課題でございますけれど
も、先ほどとちょっと重複すると思いますけれども、
農林水産業や製造業、沖縄県ではこういった生産部門
の割合が低いということ。また、個人消費や企業活動
の増大に伴う需要の多くを県外からの移入に頼らざる
を得ない状況であること。結果として、所得の一部が
県外に流出しているということがあると思われます。
　対応でございますが、その赤字幅の縮小のために
は、やはり地産地消の推進でありますとか、あとはこ
ういったものを、移輸入額の拡大幅を抑えるととも
に、農産物の生産振興でありますとか移送費の低減化
など、こういったことによって移輸出額の増大を図る
必要があるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ちょっと今の答弁も踏まえて１番に行きたいと思い
ます。
　電力利用料金値上げによる本県の影響についてとい
うことで、全国的に料金の値上げが進められておりま
すし、政府による支援も行われております。今回特別
高圧の支援もするということで、本当にこれはありが
たいなと思っております。
　ただ、今日のお昼のテレビを見ましても、県外より
も商品への価格転嫁ができないという割合が、県内は
かなり高いという報道がされておりました。なので、
価格転嫁が行えない、行ってしまうと商品に対しての
優位性が少なくなるということで、なかなか値上げで
きないよと。そうすると、県外のものを買ってしまう
という可能性が出てくるわけですね。そうなると、先
ほど部長がおっしゃっていたように、沖縄県の産業循
環構造というのは、今県外に行っているわけですか
ら、それがさらに悪化するというふうに思っているん
ですけれども、今回それを踏まえて、特別高圧電力利
用の県内企業に対する支援、これは本当にありがたい
と思っておりますが、これはまず改めてどのように
なっているか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　沖縄県では、国が実施する電気・ガス価格激変緩和
対策事業の対象とならない特別高圧受電契約に対し、
本県独自の支援により、事業所負担の軽減及び価格転
嫁の緩和を通じた企業活動の下支えですとか、家計へ

‒･250･‒



の負担の軽減を予定しているところです。この事業の
予算は、２月補正予算案に約４億8000万円、令和５
年度当初予算案に約11億3000万円を計上し、本議会
に上程しているところであります。また、この事業
は、国が実施する高圧受電契約に対する支援に合わ
せ、令和５年１月から９月まで行うこととしておりま
す。
　沖縄県としましては、引き続き県民及び事業者負担
の軽減に向けて取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　本当に非常にありがたいと思いま
す。
　ただ、こういった支援策をやるときに、これは政府
の支援策でもそうなんですけれども、手続に手間がか
かるということが結構ありまして、企業もそうです
が、行政に対しても負担が増すということが結構ある
わけです。今回この事業の手続の手法と内容につい
て、どのようなことを考えているのか教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　まず、国の支援策ですが、国の電気・ガス価格激変
緩和対策事業、こちらにつきましては、国や県、米国
駐留軍を含む全ての低圧及び高圧受電契約者に対して
一律的に支援を行うというものでございます。一方、
この県の事業でございますけれども、支援の対象と対
象外というものを設けてございます。具体的に言いま
すと、支援の対象外としまして、行政庁等の公用施
設、米国駐留軍、自衛隊、あと発電事業者、こちらは
支援の対象外ということで考えております。一方で支
援の対象というところでございますが、こちらはまず
基本的に民間事業者、それに国の独立行政法人、地方
独立行政法人、それに地方公営企業、さらには国及び
地方が運営する公共施設等に入所する民間事業者とい
うことで考えてございますので、この考え方の下に、
事業者からの申請に基づく支援ということで考えてい
るところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今、地方公営の団体ということは、下水道とか上
水、水道局とかも、それぞれも入るという認識でよろ
しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時15分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　議員のおっしゃるとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　そこにお金が入らないと、これはまたどうせ民間の
ほうに流れていくものですから、そこに負担がかかる
ということで、これはやらないと言ったら、ぜひやっ
てほしいという要望をしたかったところだったので、
本当にありがとうございます。
　ただ、今一括での沖縄電力さんへの給付であれば楽
なのかなと。これは行政にとっても、チェックするの
も１つでいいわけですよね。民間に対しても、電力か
ら来たものを払えばいいという状況だと思うんですけ
れども、これができないというのは何でできないんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　先ほど申し上げましたスキームの下で、国の一律支
援金と同じような一括支援と――いわゆる沖縄電力さ
んを通じた一律支援というものができないかというこ
とで検討はさせていただきました。それと議員おっ
しゃるように、電力使用量から料金を軽減することが
できるという利点でありますとか、あるいは職員の業
務や利用者の負担の軽減になるということで考えたと
ころでございますが、それを沖縄電力さんと御相談を
したところ、やはりいろんな制約等があって対応がで
きないということが沖縄電力さんからありましたの
で、現在のスキームになったということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　本当、事業者もやっぱりわざわざこ
れを書いて出すとか、後で支援をもらうと、やっぱり
１回お金が出ていくわけですから。そういったところ
も考えていただきたいなと思っております。これは本
当にぎりぎりまで、ぜひ調整していただきたいと思っ
ておりますので、これは要望として上げさせていただ
きます。
　それでは４番行きます。
　公民連携についてですけれども、県内での公民連携
の現状についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　公民連携でございますけれども、指定管理者制度、
包括的民間委託、ＰＦＩなど行政と民間が連携するこ
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とによりまして、行政の効率化を図る様々な事業手法
がございます。指定管理者制度は、沖縄空手会館など
多くの県施設で活用されておりまして、複数の業務や
施設を包括的に委託する包括的民間委託につきまして
は、西原浄化センターなどで活用されているところで
ございます。ＰＦＩは、那覇港総合物流センター、Ｏ
ＩＳＴ宿舎などの施設で活用されており、現在、県に
おいては大型ＭＩＣＥ施設整備に係る事業において活
用に向けた取組が進められているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この大規模ＭＩＣＥのＰＦＩ活用に
ついて報道でもありましたけれども、これどのような
内容なのかというのを教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　民間ノウハ
ウの創意工夫を最大限発揮できるということで、ＰＦ
Ｉの一方式のビルド・トランスファー方式とコンセッ
ション方式、それを併せて実施することとしていまし
て、具体的な設計・建設・運営・維持管理を一体事業
として実施します。民間事業者のほうで施設の設計・
建設を行った後に、県に施設の所有権を移転した後
に、運営・維持管理に当たっては事業者が行います
が、そこに運営権を設定することとなります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　このＭＩＣＥの案件、これ事業規
模、金額規模ってどれぐらいになるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和４年８
月に策定した沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエリア形成
事業基本計画におきまして、施設の拡張性を持たせた
上で展示場は１万平米、多目的ホール7500平米、会
議室3400平米として、これまで受入れができなかっ
た大規模な国際会議等の開催が可能となると考えてお
ります。基本計画策定時における試算では、350億円
と試算しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　多分もっと上がると思うんですけれ
ども、この金額、予算規模350億円の内訳というのは
どのように考えていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時22分休憩

　　　午後６時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　整備に係る
財源につきましては、地方債、一般財源、民間資金等
の活用を想定しておりまして、国のほうにも確認を取
りまして、地方債の活用は可能というところの確認は
取れております。
○新垣　淑豊君　ごめん、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時23分休憩
　　　午後６時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　350億円の
内訳として、地方債、それから一般財源、民間資金等
を活用することとなりますが、その割合につきまして
は、手続の中で明らかにする形になります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ＰＦＩを用いる理由というのは、ど
ういった理由でやるのかというのを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時24分休憩
　　　午後６時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＰＦＩ事業
では、設計から施工まで一体発注するため、施工効率
を踏まえた設計、民間事業者による新技術や創意工
夫、資材調達などの合理化によりコスト縮減や工期短
縮につながること、設計から施工までの一貫した体制
が採用されるため、施設の利用のしやすさと機能性が
向上し、ＭＩＣＥ主催者や参加者の利便性を向上させ
ることができること、それから従来方式で事業を実施
した場合、短期間に初期投資費用を支出することとな
りますが、ＰＦＩ事業では施設完成後、整備費を運営
期間にわたって分割して支払うこととなるため、行政
側の財政負担が平準化できること、それから大規模な
ＭＩＣＥは３～５年前に開催が決定されるということ
で、ＭＩＣＥの誘致――運営の部分ですけれども――
には長期的な視点を踏まえた誘致活動が必要であり、
ＰＦＩ事業により長期の事業とすることによって、民
間事業者側が数年先を見据えた継続的な誘致活動が可
能となること、このようなコスト縮減や工期短縮、利
便性の向上、財政負担の平準化、長期的なＭＩＣＥの
誘致活動の観点からＰＦＩ事業が有効だというふうに
考えています。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ＰＦＩの導入というのは、安くて優
れた品質の公共サービスの提供を実現するということ
が目的だと思っておりますが、ＶＦＭという言葉が
内閣府のＰＦＩのページにありまして、バリュー・
フォー・マネーということで、どの程度金銭的な効果
があるのかというのを、導入可能性の段階でシミュ
レーションすべきであるというふうに書いてあります
が、現段階で何％ぐらい、このＰＦＩを活用すること
で財源の効果があるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時27分休憩
　　　午後６時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＶＦＭ、バ
リュー・フォー・マネーというものですけれども、従
来の方式と比べて、ＰＦＩ方式による実施が、整備を
含めた総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合の
ことで、ＰＦＩ事業としての実施を検討するに当たっ
ては、ＶＦＭを評価することが基本とされています。
ＶＦＭについては、特定事業のＰＦＩ法に基づく手続
の中の特定事業の選定時に、定量的評価として公表す
ることとされておりまして、ＶＦＭの評価の透明性、
客観性を確保する観点から、ＶＦＭの評価プロセスや
評価方法の詳細について、特定事業の手続の中で示す
形になります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　そうですね。特定事業をやっていきますよというと
きになるんですけれども、今のＭＩＣＥの需要という
のはどのようになっているのかということも教えてい
ただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時29分休憩
　　　午後６時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
において、ＭＩＣＥ開催に係る需要調査を実施してお
ります。その中では、年間催事件数223件と試算して
おります。国際会議等においては、オンラインやハイ
ブリッド開催など、ＭＩＣＥ開催に変化が見られるも
のの、リアルで人が集まることの意義やリアルでしか
得られない価値が再評価されるなど、リアル開催の需
要も根強くあるものと考えております。この223件と

いう需要調査を踏まえまして、令和４年度も旅行業者
やＭＩＣＥ関係者からのヒアリング調査を行っており
ますが、この３年度結果に対しては、増えることが
あっても減ることはないということとか、あるいは大
型施設が整備されたら、これまで諦めていた案件が対
応できるという部分とか、あと一定程度ハイブリッド
の部分は残るんだけれども、リアルの重要性というの
は再認識されているとそういった意見が出ておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　増えるのであればありがたいなと思いますね。
　このＰＦＩ事業でＭＩＣＥをやると、整備するとい
うことに対してのリスクって何かあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　想定してい
たよりも需要が減となるとか、あるいは不可抗力等に
よって施設整備なりにコストがかかるといった部分が
リスクとして挙げられております。あるいは、法令等
の変更等外部要因によるリスクということも想定され
ております。このようなリスクに対しましては、国の
ガイドラインを踏まえて、適切に官と民のリスク分担
を行うということと、プロフィット・ロス・シェアの
導入――これは各事業年度の収入、収益があらかじめ
想定された基準を上回った場合には、運営権者から県
に金銭を支払い、下回った場合はその程度に応じて県
が運営権者の収益減少分を負担すると、そういった分
をあらかじめ予定している仕組みなんですが、こう
いった仕組みの導入ということも検討することによっ
て、リスク回避を図りたいというふうに考えていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もちろん利益があったらもらうと。
失敗することがないようにしていただきたいと思って
おりますけれども、これ、先ほど350億という話で非
常に大きい事業ですけれども、例えばこれは金額的に
はＷＴＯの対象だと思いますが、この県内企業の参画
についてどのようなことを考えているのか。県内企業
が参入しやすい状況をどのようにつくろうとしている
のかというのを教えていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時33分休憩
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　　　午後６時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　議員おっ
しゃるように、この大型ＭＩＣＥ施設の整備について
は、ＷＴＯの適用対象となる見込みであります。この
ため、事業の入札条件に地域要件を付すことはできな
いというふうに考えておりますが、県内事業者の参画
機会を確保する手段として、事業者選定の際に、県内
企業の事業参画状況についても評価する手法というと
ころを、先進のＰＦＩの事例等を参考に検討していき
たいというふうに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　それを県内事業所の方々がよしとす
るかはそのうちいろいろ出てくると思いますけれど
も、もっとこれ民間の方々、特に県内企業の方々が参
加しやすい環境をつくっていただきたいということ
で、またこれは意見交換していきたいと思っておりま
す。
　先ほど、今まで受けられなかったものが受けられる
ようになるよという話ですけれども、県内には今コン
ベンションセンターもあります。沖縄アリーナもあり
ます。奥武山公園でイベントもやっています。ほかに
も今いろんなところでアリーナを造るよという話もあ
るんですけれども、この他の県内施設に対する影響、
あとほかの施設間との運営の調整というのも必要に
なってくると思うんですけれども、これはどのように
考えていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　大型ＭＩＣ
Ｅ施設とその他の施設の役割分担ということでありま
すけれども、大型ＭＩＣＥ施設については、東海岸地
域のＭＩＣＥ振興の拠点となる施設として位置づけて
おりまして、これまで規模、それから機能――機能と
いう部分は複数の会議室を同時に備えて、そういう大
型会議に対応できるというようなその両方の面から対
応できなかった大型コンベンションや各種学会、展示
会、コンサート等について積極的な誘致の下、需要の
取り込みを図っていきたいというふうに考えておりま
す。
　一方、コンベンションセンター等については、大型
ＭＩＣＥ施設にはない劇場棟などの特徴ある特色を生

かしたイベント開催とか、中小規模の企業会議などを
誘致するなど、引き続き県全体としてバランスの取れ
たＭＩＣＥ振興に、それぞれの機能、役割を踏まえた
形でのすみ分けをしていきたいというふうに考えてい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ぜひお願いします。
　これができたからといって、ほかのところのイベン
トが全部、じゃ大型ＭＩＣＥ施設に行きましたよとい
う話では、それこそ県経済の不均衡になりますので、
ぜひそこはお願いをしたいなと思っております。
　このＭＩＣＥ施設、過去に一括交付金事業として調
整ができなかった経緯があると思いますけれども、そ
の理由は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時38分休憩
　　　午後６時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　たしか一括
交付金を活用するに当たっての国との調整の中で、施
設建設した後の運営収支、それがしっかり取れるかと
いうところで、需要の見込みであるとか、あるいは需
要喚起するための周辺環境の整備とか、そういったも
のが議論になっていたというふうに承知しています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうですね、平成31年の第２回の
議会で、過去に一括交付金の活用を前提とし、工期を
考慮すると制度の終わる時期を超えてしまうというこ
とで見直す必要があるというふうにも書かれておりま
すし、先ほど部長おっしゃっていたように、県におい
て根拠ある需要や収支見込みなど、必要な受入れ環境
整備の具体的な見込みなど整備されていることが最も
必要であったということで、これ大臣の会見内容があ
りました。
　ということで、先ほど需要の話もありましたけれど
も、需要や収支見込みとか受入れ環境の整備というも
のは具体的に進んだのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時40分休憩
　　　午後６時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど答弁
しました催事の開催見込みを基に、その参加見込数を
基に収支見込みを出しておりまして、その収支見込み
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によれば、独立採算による運営が可能だという一定の
結果が出ております。その過程の中では、展示場を
３万平米から１万平米に縮小しつつ、将来の発展可能
性を残しつつ、１万平米で整備していくというところ
も考慮されております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　一括交付金の制度が延長されたんで
すけれども、課題が解決されたのであれば、改めて一
括交付金に挑戦するという選択はないんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほどのＰ
ＦＩを活用したメリットという部分と、それからその
事業に参画する事業者、複数の事業者が関心を示して
いるというところから、早期の実現のためにはＰＦＩ
を活用したほうがいいという判断でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　制度が変わって、延長になりまして
２年ですよね、そろそろ。なので、県からも起債をす
るという話もありますし、一般財源を使うというお話
もあります。一般財源は、私もほかのものに使ったほ
うがいいと思っているんですね。知事が公約で上げて
いる学校給食費の無償化というのにも一般財源を使え
るわけです。そのほかにも、多分部長の皆さんも、部
下の方々からこういったことをやりたい、ああいった
ことをやりたいということでいろんな要望が上がって
いると思うんですよ。だけど財源がないからといって
止めているという状況もありますので、私これが先ほ
ど――これ今ちょっとタイミング的にお答えできない
という話もありましたけれども、ＶＦＭの件とか。こ
ういったものをしっかり私はもう一回整理をして、挑
戦するんだったら挑戦したほうがいいんじゃないかな
というふうに思っております。
　先ほどの、一括交付金を使えるようなプランができ
たということであれば、私はそこに民間の方をどう活
用するかということを、民間の企業の力をどう活用す
るかということを考えてもいいんじゃないかなという
ふうに思っておりますけれども、この辺ってどうです
かね、知事。これ全体に――要はこれＭＩＣＥだけ
じゃないですよ。全般に関わる問題ですから。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時44分休憩
　　　午後６時44分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、コ
スト縮減や工期短縮、あるいは利便性の向上、財政負
担の平準化や長期的なＭＩＣＥの誘致活動の観点か
ら、ＰＦＩのメリットを生かして、その手続に沿った
形で早期の整備を目指したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうでしょうね。部長は多分そうい
うふうにおっしゃるんじゃないかなと思いますけれど
も、むしろこれが、課題がきっちり整理されてそれで
進むのであれば、国と話してもいいんじゃないかと
思っております。でないと、最初調整できなかったと
いう段階から今ＰＦＩというふうに上がってきていま
すけれども、本当にこれができるのかどうかというの
はやっぱり不安なんです。造ったはいいけれども、こ
れ県として初めてのＰＦＩ事業ということですから、
これがうまくいかなかったときに、これが負の遺産と
なるんじゃないかということもありますので、いろん
な角度からぜひ見ていただきたいなと思っておりま
す。
　続いて海洋政策なんですけれども、令和５年５月に
国の第４期海洋基本計画が閣議決定される見込みです
が、県の対応についてどのようになっているか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県においては、昨年５月に策定した新・沖縄21世
紀ビジョン基本計画において、海洋に関する各種施策
を盛り込んだところであります。具体的には、基本施
策「持続可能な海洋共生社会の構築」の中で、海洋島
嶼圏としてのＳＤＧｓへの貢献を図るとともに、海の
恵みを利用した持続可能な社会経済開発であるブルー
エコノミーの先導的な展開に取り組むこととしており
ます。国においては、本年５月頃に第４期海洋基本計
画を策定する見込みとしております。
　県としては、海洋基本計画の理念や国との適切な役
割分担を踏まえ、本県の自然的・社会的特性に応じた
施策を展開してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　第４期の基本計画を策定して、多分
それも21世紀ビジョンに生かしていきたいと思って
はいると思うんです。国のものをしっかりと見ながら
ですね。第４期の基本計画策定に対して、沖縄県から
も――ブルーエコノミーだとか海洋だとか、あれだけ
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いっぱい書いてあるわけです。沖縄県から国に対して
何か要望とか要請とか提言とか、こういったことはさ
れたんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　これまでのところ、国に
対する要請等は行っておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これまでも言っていますけれども、
沖縄県はこうしたいんだというところで、その考え方
をどんどん伝えていかないと、結局国がやっている方
向性の中で、じゃ沖縄県はどこを取りますかという話
にしかならないんですよ。だから沖縄県はしっかりと
自分たちの意思を持って海洋開発、海洋資源というこ
とについて政策を打ち出していくべきだと思っており
ます。そのためには、私はやっぱり基本計画が必要だ
と思うんです。21世紀ビジョンは21世紀ビジョンで
いいんです。実施計画もできているとは言います。だ
けど海洋基本計画を沖縄県としてしっかりとつくるべ
きじゃないかということを再三、私この場でも言わせ
ていただいていますけれども、その点についてはどの
ようにお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　海洋に関する各施策につきましては、安全保障であ
るとか国際秩序の強化など、国家的見地から実施され
ることが適切なものもあると考えております。
　県としましては、海洋基本法の理念や国との適切な
役割分担を踏まえまして、本県の自然的・社会的特性
に応じた施策を展開したいと考えているところでござ
います。また新基本計画においては、持続可能な海洋
共生社会の構築を新たに今回、基本施策に位置づけた
ところでございまして、その中で施策展開として２
つ、海洋島嶼圏としてのＳＤＧｓへの貢献、ブルーエ
コノミーの先導的な展開ということで、海洋施策につ
いて一つの基本施策に集約したというところでござい
ます。こういった施策をＰＤＣＡによる評価と進捗状
況を加味いたしまして、必要な改善も行ってフォロー
アップをすることで着実な推進を図るということでご
ざいます。
　国の基本計画につきましては、５月に策定されると
いうことでございますので、まずはその策定される基
本計画の内容も踏まえつつ検討してまいりたいという
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そこが私、沖縄県としての主体性が
ないんじゃないかという話をしているんです。沖縄県

は――もちろんこの日本というのは全部海で囲まれ
ているわけですよ。その中でも、南北400キロ、東西
1000キロというふうにいつも言うわけですよね。そ
れだけ多く抱えているところはほかの都道府県にはな
いんです。だから沖縄県がこういうことをしたいか
ら、だからこそ国の政策に入れ込んでほしいというこ
とを、もっと主体的に入れていかないといけないので
はないかと思っているんです。だから要請しました
か、要望を出しましたか、そういうことを聞いたんで
す。この点、知事はこれをどのように考えています
か、今のお話を聞いて。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　おおむね企画部長から答弁
をさせていただいております。確かに海洋島嶼県沖縄
県は、海の恵みを先進的に、そして様々な恩恵を地域
の魅力にもつなげていくような離島県ゆえの様々な取
組が期待されているということは、議員御案内のとお
りであります。我々は、新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画及び実施計画においてもそのような取組を進
め、いわゆる島々の魅力をさらに将来的にも引き伸ば
していけるようなそういう施策を展開していくという
こともうたっております。ですからこの国の第４期海
洋基本計画に対しても、十分その情報収集に当たりな
がら、沖縄県の施策としてさらに独立させて取り組め
ることなどについても、将来の方向性をつけていきた
いというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　私まだまだ弱いと思っておりますの
で、ぜひ今後の国の政策にもしっかりと物を言うよう
な形で計画をつくっていただきたいと思っております
ので、よろしくお願いいたします。
　最後に教育についてというところですけれども、幾
つか、ごめんなさい、最後までできそうにありません
が、県立学校の校則の周知方法ということで、これが
どのようになっているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　各学校では、生徒が健全な学校生活を送り、よりよ
く成長・発達していくために実態に応じて校則を制定
しております。校則については、生徒・保護者に対
し、学校説明会、合格者オリエンテーション、三者面
談、ホームルーム活動、学年集会などを通じて周知を
図っております。
　県教育委員会としましては、校則の内容について学
校内外の関係者が参照できるように、学校ホームペー
ジなどでの公開を推進してまいります。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　おっしゃるとおり、入る前にやっぱ
り分かっていたほうがいいんですよ。ウェブサイトで
の周知をしている高校は何校ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。今正
確な数値は持ち合わせておりませんが、県立学校教頭
会の生徒指導委員会が調査を行っておりまして、学校
ホームページでの周知は全体の４割というふうな状況
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これ過去にも指摘されているんで
す。だからもう今年度中にやるとか、来年度までに、
いつまでにやるとか、こういった期日を切っていただ
いたほうがいいと思うんですけれども、これはいかが
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　校則の内容について、普段
から学校内外の関係者が参照できるように学校のホー
ムページ等に公開しておくことや、児童生徒がそれぞ
れの決まりの意義を理解し、主体的に校則を遵守する
ようになるために、制定した背景についても示してい
くことが適切であると考えておりますので、ホーム
ページなどでの公開を推進していきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません、夜間中学と不登校は委
員会でやります。
　沖縄県の英語教育の目標の設定ということで、今ど
のようになっているか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　県教育委員会では、沖縄県英語教育改善プランを策
定しまして、その中で、英語教育を推進するための６
つの指標について数値目標を設定しております。具体

的には、高等学校においては、英検準２級相当の力
を有する生徒の割合を国の目標値と同じ50％に設定
しており、令和３年度実績は42.3％となっておりま
す。本プランの目標達成に向けては、英語能力判定テ
ストや教員に対する研修などを実施し、聞くこと、読
むこと、話すこと、書くことの英語４技能を重視した
授業改善に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、本県の児童
生徒の英語力向上に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　県内、いろんな教育をやっていると
ころがあるんです。イングリッシュキャンプとか、ア
メリカとのオンライン講座とかをやっていますけれど
も、こういったことをなさっているのは知事、御承知
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時54分休憩
　　　午後６時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　様々な――米軍基地内の教
育機関との交流もございまして、学校単位や競技団体
レベルで米軍基地内教育機関と授業体験やスポーツ等
を通じて交流を行っているという事例はございます。
○新垣　淑豊君　ぜひ、そちらに対しての支援も重ね
てお願いしたいということを要望して終わりたいと思
います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で、本日の一般質問及び
議案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時55分散会
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令和５年２月28日

（第６号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第６号
令和５年２月28日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで

甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和５年２月28日（火曜日）午前10時開議
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甲第32号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

（第１号）
甲第34号議案･ 令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案･ 令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案･ 令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）
乙第１号議案･ 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案･ 指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案･ 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案･ 沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第５号議案･ 沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案･ 沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案･ 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
乙第８号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例
乙第９号議案･ 沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案･ 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第12号議案･ 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第13号議案･ 沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第14号議案･ 沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条

例の一部を改正する条例
乙第15号議案･ 沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部

を改正する条例
乙第16号議案･ 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第17号議案･ 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第18号議案･ 沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案･ 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案･ 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第21号議案･ 名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案･ 包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案･ 沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案･ 専決処分の承認について
･

出　席　議　員（48名）
･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ･ ５　番　　上　里　善　清　君

･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君
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･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん
･ ･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ ･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ ･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ ･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ ･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ ･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ ･ 29　番　　山　内　末　子　さん

･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに
一般質問を行い、甲第１号議案から甲第36号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第24号議案までを議題と
し、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　座波　一君。

○座波　　一君　おはようございます。
　本日のトップバッターであります自民党の座波一で
ございますが、後に続くメンバーのためにも、始めよ
ければ全てよしでまいりたいと思いますから、よろし
くお願いします。
　では、県知事の政治姿勢から伺います。
　持続可能な平和について、平和の定義について知事
の考え方を伺います。これは、県知事に対して平和の
定義を伺うというのは、いささか失礼な感もあります
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が、基本的な部分から質問を重ねたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　では本日も真摯に誠実に答弁に努めたいと思いま
す。
　座波一議員の御質問にお答えいたします。
　平和の定義についてお答えいたします。
　平和とは、一般的に、戦争や紛争のない状態にとど
まらず、貧困、飢餓、差別、暴力、人権抑圧、環境破
壊などがなく、安らかで豊かな世界、またはそのよう
な安寧な環境、心配やもめごとがなく、穏やかである
という状態であると考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　残念ながら、今の世界は国際秩序が
崩れていると言わざるを得ないわけでございます。混
迷の時代に逆戻りしていると言われているわけでござ
います。そのときに、いまだに戦争が絶えないこの人
類社会において、平和の対極に戦争があるわけでござ
いますが、平和とは、戦争のない状態であるというこ
とも言えるわけでございます。平和とはまた、力の均
衡という認識が世界の今、定説でありますが、そのよ
うに、いかに平和を継続するか、これが政治の力、政
治だと言われておりますが、戦後77年間日本は平和
だったと言えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　戦争のない状態という点に
おいては、日本は平和であったと思います。
　他方、この戦後77年の間にも、日本の中でも公害
問題をはじめ様々な社会的な激動な状況があったとい
うことを考えると、その状態においては人々は平和で
はなく、不安な状態が続いていた時代や地域があった
ものというように認識しています。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今の世の中の、世界の状況を踏まえ
て、平和と戦争というテーマでやっていますから、そ
の他の要素については今議論の対象にはしていないわ
けでございます。ある意味、77年間が平和であった
ということを知事も認めているわけでございますが、
平和に対するこの評価と防衛力及び抑止力の必要性を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、沖縄県を含む我が国が、独立繁栄を続

けていく上で平和と安全は不可欠であることから、専
守防衛のための最低限の自衛力は必要であるというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　防衛力は必要で、抑止力はどうなん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　抑止力についての認識
についてお答えいたします。
　少々長くなりますけれども、まず抑止力についてで
すが、令和４年版の防衛白書によりますと、抑止力と
は、「他の国に対し侵略を思いとどまらせる力のこ
と」であって、力を背景とした現状変更を阻止するた
めにも不可欠とされておると、また「必要な防衛力を
持つことで、自国への侵略はできないと他国に理解さ
せ、侵略を思いとどまらせることが国家間や地域の安
定化にとって不可欠」と説明されております。一方
で、米軍基地問題に関する万国津梁会議というところ
から、これ令和２年度の提言がありましたけれども、
こちらのほうでは、抑止力とは、「相手が攻撃すれば
反撃・報復する能力と意志を相手が認識することで成
り立つ」とした上で、留意すべき点も示しておりま
す。２つございますけれども、「抑止は効果的な安全
保障政策のひとつの側面にすぎないことを忘れるべき
ではない」ということと、「抑止とは、相手の攻撃に
対し、反撃する姿勢を示すことによって、相手の攻撃
を思いとどまらせることであり、そのためには反撃す
るという意図と能力、そして意図を相手に対して正し
く伝えることが必要である」と。しかしということ
で、こちらのほうが我々大事だと思っていますけれど
も、「抑止は、防御的な目的であるにもかかわらず、
しばしば攻撃的とみなされ、そのため挑発的効果も
もっているので、危機を拡大させることもある」と、
「自国の安全のためにとった行動が、相手国から攻撃
的な政策と認識されて対抗策をとらせ、その結果、戦
争の危機が高まって双方の安全がかえって低下すると
いう現象は、「安全保障のジレンマ」と呼ばれる」と
いうことが指摘されております。
　こういったことを受けまして、県としましては、軍
事力の増強による抑止力の強化がかえって地域の緊張
を高め、不測の事態が生じることを強く懸念しており
まして、政府に対してこうした事態を生ずることのな
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いよう、最大限の努力を払うこととともに、平和的な
外交・対話による緊張緩和等を求めているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　長々とありがとうございます。
　知事の考えを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今公室長がお答えしたとお
りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　戦後77年間は一応平和であるとい
うような表現で認めておりますよね。なぜ平和が守ら
れたのか。憲法９条で守られたのか。それとも平和運
動がそうしたのか。あるいは日米安保が守ったのか。
いろんな要素が複合的に重なって平和が保たれてい
るのであります。そしてまた戦後77年間、我が国は
憲法９条と13条のこの両方の解釈で、ある意味防衛
力、抑止力を保っているとも言われております。13
条の国民の個人の尊重と幸福権の追求を最大限に尊重
するという趣旨で、外国からの武力行使に対する自衛
措置が認められていると解釈されているわけでござい
ます。それによって、日本の平和は維持されていると
いう部分もあるわけでございます。そこについてはど
う考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時８分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　議員も今おっしゃって
いるように、日本の平和というものは憲法第９条と
か、それから議員もおっしゃっているような13条、
それから日米安保体制というような体制があって、平
和が維持されてきたものというふうに認識しておりま
す。
○座波　　一君　知事は答えないんですか。非常に重
要な部分です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、その
ような憲法における国民福祉の追求という点から、こ
の安全は保たれてきているというように認識しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　憲法は非常にすばらしい憲法であり
ます。その理念は持っています。ですが、それだけで
は平和は維持できないということを私は申し上げたい

ということで、ぜひともその問題をしっかりと考えて
ほしいということが趣旨でありますが、憲法への評価
という点では、知事、それと同時に憲法を改正すると
いう今自民党の方針があります。それについてどう考
えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　憲法改正については、様々
な御意見がおありだと思いますが、まずその憲法改正
における最大の要因は、やはり国民が憲法によって為
政者を抑制しているという点についての点検、議論が
必要であろうと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　議論が必要であるというのは十分分
かっていますが、今の憲法改正の動きに対する知事の
考え方を確認します。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国会においての憲法審査会
で議論が進んでいるというように思いますが、改正す
るかしないかについては、国民的な議論が必要である
というのが従来からの私の考えです。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　知事の国会議員時代のいろんな発言
を見てみました。かなり防衛問題には精通している立
場で発言をしておりましたが、その当時の考えとは
今、本当に乖離しているような答弁が繰り返されてい
るのは残念でございます。
　次に、知事が考える地域平和外交と国の外交方針の
整合性について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等のソフ
トパワーや地理的な優位性を生かしまして、観光、物
流、環境、保健・医療、それから教育、文化、平和な
ど多様な分野における国際交流を通じて築いてきた
ネットワークを最大限に活用し、アジア太平洋地域に
おける平和構築に貢献する独自の地域外交を展開する
こととしております。
　なお、外務省においては、外交を推進していく上
で、地方自治体等を重要なパートナーであると位置づ
けておりまして、地方自治体の姉妹・友好都市提携や
連携協定など地方の国際的取組を支援しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　自治体外交を否定しているわけじゃ
ありません。しかしなぜ今、地域外交なのか。その地
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域というのはどこを特定しているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　地域外交については、特に
定義というものはないと思います。様々な考え方があ
ると思いますが、殊、沖縄県ということに対して考え
た場合、沖縄県が有する歴史、伝統、文化及び自然環
境などのソフトパワーや、地理的な特性を生かし、経
済、観光、教育、保健・医療など多様な分野における
国際交流や協力を通じて、平和的な外交・対話を構築
し、緊張緩和と信頼の醸成を図ること、それによって
アジア太平洋地域の平和構築に貢献することが、沖縄
が展開する地域外交の本旨であるというように考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　であれば今の体制の、文化観光ス
ポーツ部あたりで対応できるんじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　地域外交室を特命推進課内
に設置する目的は、特命推進課は知事の特命事項につ
いて部局横断的な課題等を整理した上で、所管部局に
業務を移管するまでの業務支援などを行っています。
担当部局の補完的な役割を担っています。そのため、
令和５年度に関係部局で進めている国際交流や協力に
関する取組を部局横断的にグリップするため、そして
併せて推進していくために庁内の推進体制を整備する
必要があることから、特命推進課内に設置をし、令和
５年度に沖縄県地域外交基本方針を策定するという方
向性で今進めている次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　地域外交という言葉を使っていま
す。国の外交方針は、一元的に推進されるべきであり
ますが、政府と外務省の方針に整合性のない二元的な
外交をすべきではないと専門家が言っております。
誤ったメッセージを海外に伝える、その危険性がある
ということなんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県のみならず、全国で
各国や地域と友好都市、姉妹連携を取り、地域におけ
る外交を進めているということは、国も外務省も認め
ていることであります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　それでは政治的な外交メッセージを

発しないということですね。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　少なくとも、国の方針につ
いて様々な御意見があり、またその地域のそれぞれの
捉え方があると思います。政治的なメッセージが何を
意味するかということについては、その折その折で、
その状況が捉えられるものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　東アジアが非常に不安定な状況の中
で、あえて地域外交室を設けるというこの意味が、非
常に読めないのがあって不安であります。知事は140
万県民の代表でありますから、一自治体の長なんで
す。それが今外交問題に意見し、反対するなどの立場
を、反対するような意見をされたら大変困ります。県
民が困るんです。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和４年５月に取りまとめ
ました、平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議
書の一文を御紹介いたします。「我が国を取り巻く国
際情勢を踏まえ、アジア太平洋地域において、武力に
よる抑止が国・地域間の緊張を過度に高め、不測の事
態が起こることのないよう最大限の努力を払うととも
に、平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成を
図ることで同地域の平和の構築に寄与するなど、我が
国が国際社会において名誉ある地位を占めるべく積極
的な役割を果たすこと。その際、独自の歴史や多様性
を持つ沖縄を最大限活用すること」、その方針でこの
建議書でも申し上げているとおりであります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　知事が考える平和外交を否定してい
るわけではありません。今世界の趨勢は、抑止力と防
衛力を持ってこそ対等な対話ができる、それが平和を
維持するものであるというその趨勢なんです。そこを
ぜひとも分かっていただきたい。知事、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　抑止力の強化がかえって相
手国の抑止力を高めさせてしまうという危険性がある
ということも指摘されています。ですから、節度ある
抑止力の維持というものが専守防衛において必要であ
ろうというように我々は理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　まあ、抑止力の増強を否定するよう
な意見として捉えておきます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　次に、地方公共団体における地域外
交の役割と必要性及び適法性を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　外務省では、オールジャパンでの外交力強化を目指
して、地方を重要な外交プレイヤーと位置づけまし
て、地方の国際交流の推進を支援するため、大使・総
領事の地方訪問、在外公館施設を利用した地方の物
産・観光プロモーションなど様々な取組を行っており
ます。こうしたその国の取組にも呼応しまして、県と
して地域外交を展開していく必要があるというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ワシントン事務所は、米国政府から
特に日本の外交機関として何の重視もされていないん
です。それなのにさらに地域外交室も設けて、出先機
関を設ける。このような整合性のない外交というの
は、本当に、県の仕事として適法性、あるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回地域外交室を新た
に設置することによりまして、これまでの国際交流、
それから協力に関する取組を、これ部局横断的に統括
しまして、県独自の地域外交を一体的に戦略的に展開
することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、ヘイト条例案における沖縄県
民に対するヘイト問題について。
　県内のヘイトスピーチの現状と問題の本質を知事に
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　県では、那覇市役所前での街宣活動が行われていた
ことや、市民の取組により現在は行われていないとい
うことを承知しております。ヘイトスピーチの問題
は、本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を見聞
きした県民に差別意識が醸成され、県民と本邦外出身
者等との間に分断が生じていくということであると認
識しております。全ての人々の人権が尊重されること

は、平和で豊かな社会にとって重要であり、人権を侵
害する不当な差別的言動は許されるものではありませ
ん。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ヘイトスピーチはあってはならない
というのは同感であります。それを根絶するような条
例こそ必要であると思っておりますが、県内で県民が
ヘイトを受けるようなスピーチがあるんですかと聞い
ています。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今申し上げ
ましたとおり、かつて那覇市役所前で街宣活動が行わ
れていたという実態がございました。また、県民に対
する誹謗中傷等がインターネット上では散見されてお
りまして、全ての人に対する不当な差別的言動は許さ
れるものではないというふうに考えております。
○座波　　一君　インターネットじゃないよ。街頭で
スピーチがあったのかと聞いているんです。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　街頭ではか
つて、那覇市役所の前等で街宣活動が行われていたと
いうことを承知をしております。
○座波　　一君　県民に対してか。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　ヘイトス
ピーチということでございまして、本邦外出身者に対
するヘイトスピーチでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　沖縄ヘイトとされるＳＮＳ上のコメ
ント、知事はどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現在、議会に提出、提案を
させていただいております、沖縄県差別のない社会づ
くり条例が必要となる背景というのは、先ほども部長
からもありましたとおり、不当な差別的言動に関する
施策、差別のない社会づくり審議会を設置するなど、
県民及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動につ
いて、その状況のない、差別のない社会づくりを目指
していこうということを目的として提案をさせていた
だいています。ですから、不当な差別を解消し、不当
な差別のない社会の形成を図るということが、この現
状において必要であるという観点から条例として提案
をさせていただいているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
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○座波　　一君　だから、このようなヘイトスピーチ
とか、不当な差別というのはいけませんよ。それは万
人が認めます。私もこれはやるべきだと思います。し
かし、なぜそこに沖縄差別という文言が入ってくるん
ですかと言っています。この現実を把握しているんで
すかということです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は経験上、そのような差
別的な言動があったということは身をもって体験をし
ておりますが、現在はそれがなおインターネット上で
はびこっているという現状において、多くの方々が非
常に不安を抱え、あるいは生活を脅かされているとい
う現状に鑑み、そのＳＮＳも含めた現状において、差
別のない社会づくりをしていこうと、総合的にその方
向性を目指しているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ＳＮＳ上での非難は、これは、沖縄
県の問題を非難する意見が結構多いんですね。一番燃
え上がったときが、高校生の失明事件が起こったあの
問題で、ネット上が炎上したんです。こういったもの
を即沖縄差別と結びつけるような考えは、非常に危険
な発想ですよこれは。それでいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ですから県は、県民である
ことを理由とする不当な差別的言動の解消に向けて取
り組むという方向性を示しております。
○座波　　一君　だからどんなものがあるかっていう
ことです。具体的に言ってください。知事、どんなこ
とがあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　近年、イン
ターネット上での誹謗中傷等が社会的問題となってお
りまして、県民に対する批判や誹謗中傷がインター
ネット上に散見をされております。これらの批判や誹
謗中傷が県民に不快な感情や精神的な苦痛をもたらす
ほか、見聞きした者に差別意識を生じさせたり、誤っ
た認識を与えるおそれがあると考えておりまして、全
ての人に対する差別的言動は許されるものではないと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これは、ネット上の根本的な問題で
す。無責任、匿名、フェイク。これがネット上の欠点
なんです。それを即沖縄差別に結びつけるというのは
ナンセンス。むしろ沖縄の政治姿勢、知事の政治姿勢
を非難する声のほうが圧倒的に多いです。ヘイトの前
段階において。そういったものも知事の政治姿勢に起

因、影響していると言えるんです。私はそう思ってい
ます。反論があればどうぞお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　政治家がその政治的な考え
方について、非難を浴びる、あるいは称賛されるとい
うことは、それは私も理解をしております。様々な御
意見が社会にはあるということです。ただ、この条例
の第３条、基本理念では、「不当な差別のない社会の
形成は、全ての人が、個人として人格及び個性が尊重
され、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を
有することを踏まえ、何人も人種、国籍、信条、性
別、性的指向、性自認、社会的身分、出身その他の事
由を理由とする不当な差別をしてはならないという認
識の下に、県、市町村、県民及び事業者が相互に連携
協力し、社会全体として推進していかなければならな
い」という、そのように基本理念でうたわせていただ
いております。つまり、あらゆる差別は社会からなく
していこうという、その方向性でこの条例でうたって
いるものであり、個別具体的な状況だけを述べている
ものではないということを御理解いただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　であれば、沖縄差別というのを抜い
てください。そうすれば賛成します。
　次に、同条例案による県外への実効性、それと逆効
果の危険性について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県では、地
方自治法に基づき、沖縄県差別のない社会づくり条例
案を作成したところであり、条例の効力が及ぶ地域の
範囲は、当該条例を制定する本県の区域内に限られる
のが原則であると認識しております。この条例では、
不当な差別のない社会の形成を図るために基本方針を
定め、人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する
県民の理解を深めることや、不当な差別に関する相談
に的確に応じること、差別の実情を踏まえた取組を行
うことにより不当な差別の解消を図るということとし
ておりまして、罰則は規定しておりません。相談体制
の整備や情報収集等により実態を把握し、被害の態様
に応じた施策を講じ、解消に向け取り組むこととして
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　同条例で、県外からのＳＮＳを規制
できますかと聞いているんです。規制できる実効性が
あるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　この条例で
は、不当な差別のない社会の形成を図るために、基本
方針を定め、人権尊重の理念を普及させ、及びそれに
対する県民の理解を深めることや、不当な差別に対す
る相談に的確に応じること、差別の実態を踏まえた取
組を行うことにより不当な差別の解消を図ることとし
ているところでございます。人権尊重の普及啓発につ
いては、啓発パンフレット等を活用しまして、教育機
関等と連携し、啓発活動に取り組むこととしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　この条例では、県外からのＳＮＳに
対する実効性はありません。むしろ、副作用のほうが
多いんです。沖縄差別を顕在化させる。既成事実化す
るという、非常に将来の子供たちにとって不安が残る
ような問題を残すんです。それを私は心配しているん
です。そこを知事どう考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほどから繰り返しのよう
で大変申し訳ありません。不当な差別を解消し、不当
な差別のない社会の形成を図るということを目的に、
人々が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会を目指していくんです。そのために、この条例で
その方向性を明確にしていきましょうということで、
条例案として上程しているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　私が問題にしている部分、沖縄差別
という部分に対してのこの答弁が全くない。本当にこ
れでやるんですか。これ抜いてください、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議会において御議論をいた
だきたいと思います。
○座波　　一君　提案を。提案を、ごめんなさい、休
憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩

　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　(3)の沖縄振興予算外の予算確保に
ついては、取り下げます。
　次に、自主財源の確保と強化に向けた行政運営プロ
グラムについて。
　遊休公有資産の処分・利活用の一元的な運営プログ
ラムの必要性を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　県においては、これまで
利活用がない普通財産については、その保有を必要最
小限にとどめる方針の下、漸次処分してきたところで
す。さらにこれを促進するため、令和３年11月に未
利用財産管理運用方針を策定し、真に必要な県有地を
除き、おおむね３年以内に利活用のない未利用県有地
については原則売却するなどの取組を促進していると
ころです。当該取組は、新・沖縄県行政運営プログラ
ム（最終案）にも位置づけたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　現在、そういう３年間かけて公有財
産の管理運用方針と未利用財産管理処分に係る方針を
策定し、取り組んでいることは評価いたします。しか
し、この方針では沖縄県全体の公有資産は把握できて
いないんですね。知事部局、教育庁以外の、例えば土
木港湾の残地、河川、土地改良の残地、企業会計であ
る企業局の問題、そしてまた特別会計等、法律の立て
つけが及ばない、知事部局の管財部門では及ばない公
有財産が多くありますね。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　道路、河川、港湾など、
個別の法律で台帳管理が義務づけられており、これは
今未利用財産処分の方針の適用除外としているところ
です。実際にこれを売却する場合には、例えば国庫補
助金の返還の問題、それから利活用可能かどうかの検
討、それらも含めて各部局において適切に対応してい
ると考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　その補助金の問題があるというのも
分かります。ですから、このような問題を一元化し
て、できるもの、できないもの、整理していく必要が
あるということなんです。これは全体の資産に及んで
いないというのは、これからやるべき仕事じゃないか
と思っております。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　未利用財産の処分に当
たっては、一般競争入札によることを原則としており
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ます。県の歳入を確保する観点からも、より高い入札
額が望ましいところでございます。今、各港湾、河
川、道路等の残地についても、国庫の問題、それから
利活用の可否、その辺りが整理された上であれば、こ
の一般競争入札として一元的に売却することも可能で
あり、その点については土木、農林等と今後も連携し
てまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　県民が納得する形で、例えば民間に
処分するためにも、固定資産台帳を整理しないと払下
げができないんじゃないですか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず、土木で所管し
ている道路の事例でございますけれども、道路法第
28条におきまして、管理する道路の台帳を作成する
ことが義務づけられております。例えば県管理の財産
につきましては、当該台帳にして管理をして、例えば
バイパスが建設されるとか、旧道とかの売払い等、そ
ういった場合には、国庫補助金の返還などを勘案しな
がらそういった売払い等を行っている実績等がござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　台帳は、固定資産台帳をしっかり整
理して、民間に処分するほうに進めていただきたいと
思っております。
　自主財源の確保と強化の努力と成果を、県民や国に
示すべきではないか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた未利用
財産の処分に当たっては、一般競争入札によることを
原則としております。その際、ホームページや新聞な
どに掲載し、広く周知を図っているところでございま
す。その結果、土地売却の実績は、現在貸し付けてい
る県有地の随意契約による売却を除いて、過去５年間
で18件、約11億円となっており、沖縄県行政運営プ
ログラムの実績として公表しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　沖縄の特殊事情を解決するために
様々な支援を国に要請している中で、沖縄県自らが、
公有資産がだぶついた状態であれば、説得力が欠ける
んですよね。しっかり自主財源を捻出するために努力

しているという、この姿を見せなければいけない。形
を見せなければいけない。そのためにそういったプロ
グラムも必要じゃないかと。全ての財産を束ねて、一
元化して努力をしている。それでもって足りないか
ら、振興予算では足りない分のこの支援をこの財源で
お願いしますというような、説得力のある行動につな
がらないんじゃないかということでこういう質問をし
ていますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　未利用地の財産処分につ
いては、先ほど申し上げたとおり、真に必要な土地を
除いて一般競争入札で売却を進めているところでござ
います。そして、港湾、道路等の未利用財産について
も、課題が整理された上であれば普通財産として売り
払うということで、今後連携してまいりたいと思って
おります。
　また、自主財源の確保は未利用地の売却だけではな
くて、例えばネーミングライツであるとか、自動販売
機の競争入札であるとか、これまで取り組んでいな
かった部分も近年行っているところで、自主財源の確
保については不断の取組を今進めているところでござ
います。
○座波　　一君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○総務部長（宮城　力君）　例えば補助事業の財源確
保に当たっては、その事業が補助事業に適合している
かどうか、そしてその事業の必要性、熟度等について
説明しております。自主財源の確保については、行革
の取組の中で行ってきたところでございますし、適宜
国に限らず、県民の皆様等に対しても、広く周知して
いきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次、ポストコロナにおける県内企業
の危機対策についてでありますが、コロナ関連融資の
公的資金の返済が今年５月から始まるが、県内中小零
細企業や観光関連業等の復興はまだ不十分で、返済不
能や事業存続さえ危惧される。県のリーダーシップに
よる前例のないレベルの対策が急務だが、知事に伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、コロナ関連融資の返済が令和５年度から本
格化するため、借換えによる返済負担の軽減や新たな
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資金需要に対応する伴走支援型借換等対応資金を創設
しております。同資金は、事業者に対し金融機関が伴
走支援を行い、早期の経営改善につなげるものとなっ
ております。融資に当たりましては、事業者負担の軽
減を図るため保証料をゼロとするなど、県独自の支援
策を講じております。
　県としましては、引き続き円滑な資金繰りを支援
し、中小企業者の事業継続に取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　借換え支援をすれば解決するという
単純な問題じゃないんですよ。実際、今他府県では借
換えが行われても、さらに返済できないから、借換え
の借換えというような事態がある。そうすることに
よって、金融機関が疲弊してしまうわけですね。企業
も金融機関も疲弊してしまう。そういった状況が起こ
りますよという忠告なんです。把握していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　県の取組としまして
は、まず、過重な返済負担を抱え事業の継続が困難な
事業者につきましては、返済の負担の猶予につながる
返済条件の変更と、先ほどの資金の借換えなどが有用
であるというところで取り組んでいるところでござい
ます。この返済条件の変更につきましては、国や県は
県内金融機関に対しまして、条件変更等に柔軟に対応
するよう求めてきたところでございます。現在、事業
者が条件変更を希望する場合にあっては、ほぼ全ての
案件で対応しているというところを確認しているとこ
ろでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ポストコロナで未曽有の危機が中小
零細に来るということが言われているんです。それに
対して、今県が本当に策がないという状態であるとい
うことが分かっております。よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　エネルギー政策と地下資源の活用事
業についてであります。
　沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブの重点
プロジェクトである水溶性天然ガス導入拡大への取組
と進捗についてであります。
　平成24年から26年に実施された試掘調査の既存井

戸の利活用がなぜ進まないのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　水溶性天然ガスにつきましては、試掘井の所在する
那覇市、南城市、宮古島市の３市において、それぞれ
の地域特性やニーズを踏まえ、利活用に向け取り組ん
でいるというところでございます。現状としまして
は、試掘井の活用を予定していた民間事業者の投資環
境の悪化に伴う撤退でありますとか、水溶性天然ガス
の利活用を前提とした採掘権取得申請が認可の要件を
満たさないことなどの理由によりまして、現時点では
試掘井の具体的な利活用には至っていないという状況
でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　エネルギー高騰が続く中、この水溶
性天然ガスは非常に期待されるわけですよね。この主
要プロジェクトにも位置づけられているわけですか
ら、過去16億円もかけて試掘調査あるいは埋蔵量調
査もしているわけです。これが停滞しているというこ
とを非常に危惧するものであります。
　これをぜひとも進めるという考えはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　県では今年度、水溶性天然ガス、ヨウ素、かん水の
複数の地下資源につきまして、経済合理性のある複合
的な利活用モデルを構築しまして、民間事業者の投資
を呼び込むための条件整備に取り組んでございます。
引き続き、このような可能性調査も続けながら、利活
用に向けて取り組んでまいりたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　県が国に申請した採掘出願に対し、
国から補充命令が１月31日に発出され、事業化が遅
れております。補充命令に対する県の取組と事業遂行
への責務を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県が共同鉱業権者と共に国に申請しました、なん
じぃ鉱山に係る水溶性天然ガスの採掘出願につきまし
ては、申請者が鉱業を実施する計画となっていないと
いうことで、認可できないということで国から指摘さ
れておりまして、先月末に補充命令が発出されたとこ
ろでございます。これを受けまして県は、水溶性天然
ガスの採掘について、共同鉱業権者が主体となった事
業計画として整え、今月20日、国に追加の説明資料
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等の提出を行ったところでございます。
　県としましては、国の審査結果を踏まえまして、試
掘井の利活用に向け引き続き取り組んでまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　この補充命令ですが、これは一体何
を意味していますか。普通なら県が申請したものを、
国は申請どおりにいくように通したいと思っているは
ずですが、なぜ補充命令が出るんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　先ほどの答弁の繰り
返しになりますが、水溶性天然ガスの採掘出願につき
まして、申請者が鉱業を実施する計画となっていない
ということで認可できないということで聞いてござい
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　それも含めて、１年以上の期間が
あったわけですから、そういったものをしっかりサ
ポートしていくという発想はなかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　県としましては、こ
れまでも共同鉱業権者と連携した取組というのを進め
てきてございます。今回補充命令が出されてございま
すが、引き続きこの共同鉱業権者と一緒になって、連
携しながら対応してまいりたいというふうに考えてご
ざいます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　国は一方的に却下することはありま
せんから、ぜひとも申請者である沖縄県も積極的に対
応してほしいと。
　知事、県知事としてこの事業が成功してほしいと
思っているでしょうから、ぜひとも力を貸していただ
きたい。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど来部長から答弁をさ
せていただいておりますが、やはりこの水溶性天然ガ

スの状況に関しましては、できる限りこの共同鉱業権
者と共に、共同鉱業権者が主体となった事業計画とし
て整え、国に追加の説明資料等の提出も行っていると
ころであります。ぜひこの計画もサポートしながら進
めていきたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　知事ありがとうございます。
　次に、沖縄県の不公正なごみ処理行政の是正につい
てであります。
　令和４年３月の土木環境委員会で、県は、市町村に
一般廃棄物最終処分場の整備義務はないと明言しまし
た。現在もそのとおりであれば、その法的根拠の明示
を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　廃棄物処理法第４条では、市町村は、「一般廃棄物
の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質
の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その
能率的な運営に努めなければならない」と定め、施設
の整備については努力規定となっております。また、
同法第６条の２の規定を受けた同法施行令第４条で
は、市町村が一般廃棄物の処理を民間事業者等へ委託
し処理する場合の基準を規定しております。このこと
から廃棄物処理法は、民間事業者への委託により一般
廃棄物の適正処理が確保される場合は、最終処分場等
の整備を市町村に対し、絶対的なものとして法的に義
務づけるものではないというふうに考えております。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○環境部長（金城　賢君）　私は今のところですね、
民間への委託については同法第６条の２の規定を受け
たというふうに答弁をしたものでございまして、４条
を根拠というふうには答弁していないというふうに思
います。
○座波　　一君　聞き違いか。ごめんなさい。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今は県の解釈を言っていると思いま
す、整備義務はないとして。しかし、その前に委員会
でも、環境省からの助言があったということも言って
います。これは確かですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県の環境省に対する、国の基本方針の確認におい
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て、基本方針には地域ごとに必要となる最終処分場を
今後とも継続的に確保するよう努めると記載をしてい
るが、必要に応じた整備について規定されているた
め、市町村に対し最終処分場の整備を必ずしも義務づ
けるものではないというふうな回答を得ているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これは沖縄県の都合のいい解釈だと
思いますよ。
　環境省は――ある民間人が、その文書の開示を請求
しているんですね、沖縄県に。このような技術的助言
を与えたということをですね。そうしたらそれが、そ
ういう技術的指導をしていないから、そういった文書
はありませんという回答が来ているんですよ。どうで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　県の回答は、環境省に対
して口頭により確認をしたということで、今議員が御
指摘しているところの、文書はないというのは、その
とおりだというふうに考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　やむを得ない場合には、民間業者へ
の委託というのであって、まるで整備義務がないと、
あるいは放棄させるような指導をすると、これはほか
の都道府県ではあり得ないですよ。そういったことは
ありますか、他府県でもありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今、議員の御質問は、ほかの都道府県においてもそ
ういった事例はあるかという御質問でございますけれ
ども、実際に環境省の調査で、全国1741の市区町村
のうち16.4％、285市区町村が当該市町村として最終
処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを
委託しているという調査がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　一概に16％といいますけれども、
この最終処分場を要しないごみ処理法を取っていると
ころならいいんです。溶融炉とかですね。そういうも
のまで一緒くたにしないでくださいよ。前も言いまし
た、前の議会でもね。そういうふうに――ちょっと間
違っています。
　そして、廃掃法に沿って整備して、また計画する市
町村にとって、整備の根拠を失い整備の義務を放棄さ
せることになるが、不公正な行政手法を是正するべき
ではないかということで、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。

○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今議員から御質問の最終処分場の整備をその市町村
に放棄させることになるのではないかという御質問で
ございますけれども、まず市町村においては廃棄物処
理法第６条の２の第１項におきまして、市町村は「そ
の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障
が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分を
しなければならない」ということで、一般廃棄物処理
に関する市町村の責務を定めているところでございま
す。
　一方で、これを受けまして廃棄物処理法第４条にお
いては、この市町村の責務を果たすための努力規定と
して、先ほど申し上げましたけれども、市町村は、
「一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たって
は、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
善を図る等その能率的な運営に努めなければならな
い」としておりまして、一般廃棄物の処理に当たって
の能率的な運営のための例示として施設の整備を掲げ
ていると。努力義務として示しているというところで
ございます。
　こういう規定を踏まえて、一方で廃棄物処理法第６
条の２の２項においては、市町村における一般廃棄物
の適正な処理の確保を前提として、「市町村が一般廃
棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託す
る場合の基準は、政令で定める」というふうになって
おりまして、これを受けて廃棄物処理法施行令の第４
条において、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託
基準が定められているということでございまして、こ
うしたことから廃棄物処理法は市町村における最終処
分場の整備を絶対的なものとして法律で義務づけてい
るものではないというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　前議会で環境部長は、処分場を整備
していない例として、うるま市、金武町、座間味村を
実例として挙げました。しかしながら、うるま市や金
武町は現在、整備に向けて努力しています。さらに座
間味村は、自治事務の委託として認められているわけ
ですから、いずれにしても民間事業者へ委託はしてお
りません。そういう意味で、整備しなくていいという
ような判断でさせているという意味とは全く違います
よ。これは発言撤回したほうがいいんじゃないです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県として市町村に対して、最終処分場の整備をしな
くてもいいというふうなことは申し上げているわけで
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はなくて、議会の土木環境委員会において、陳情者か
ら、中城村、北中城村が最終処分場を整備していない
ことについて廃棄物処理法に反するとして、県がその
ことを認めないのであれば市町村に対し、県から市町
村には最終処分場を整備する義務はないということを
周知すべきだということについて、先ほど申し上げた
とおり、最終処分場の整備については、おのおのの市
町村において廃棄物処理法にのっとり適切に対応する
必要があるということを申し上げたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前10時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　市町村に整備義務がないとすれば、
市町村は整備する法的根拠を失ってしまいますね。だ
から住民が反対すれば、もう造ることができないんで
すよ、最終処分場は。そういうことになります。問題
になります。そしてまた南部広域行政組合が非常にも
めにもめた挙げ句、最終処分場建設問題は３市４町が
15年越しの輪番制を確立したんですね。こういった
努力を県は本当に踏みにじるようなものですよ。何で
一方でこういうのをさせておいて、一方では民間処分
場、あるいは造らなくていいというふうに言うのか。
こういった狭隘な市町村の順番になってきた場合、も
う我々は造らないと。民間にやりますと言った場合
に、そういったものも崩れてくるんです。どうするん
ですか、そういった問題は。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　まず、議員が御指摘のと
ころの市町村において廃棄物処理施設、最終処分場を
整備する根拠を失うということについては、先ほども
申し上げたとおり廃棄物処理法第６条の２第１項にお
いて、市町村は「その区域内における一般廃棄物を生
活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを
運搬し、及び処分しなければならない」という責務が
ございますので、まずその根拠が失われることはない
というふうに考えております。
　それから、議員から御質問のところの南廃協です
ね、南部の市町村にございますけれども、かつては南
廃協も最終処分場を有しておりませんでした。という
ことで民間の最終処分場を整備しておりましたけれど
も、一方で廃棄物処理法上における順次の規制強化で
もって、平成19年には遮水シート等の処分場におけ
る埋立てが禁止になったということで、それまで南部

の市町村において行われた民間の最終処分場を活用し
ての一般廃棄物の処理が困難となったということか
ら、南部市町村において区域内の一般廃棄物を適正に
処理するために最終処分場の整備に至ったということ
でございまして、このことについては廃棄物処理法の
規定にのっとった適正な対応であったというふうに県
も考えております。
○座波　　一君　時間か。どうもありがとうございま
した。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
○新垣　　新君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　大項目１、物価高騰について。
　(1)、今年４月から沖縄電力が電気代を値上げする
ことにより、今よりさらに県民の生活が苦しくなる状
況を迎えますが、県民に対する救済支援策はあるの
か、見解を求めます。
　(2)、食料等や原油等が依然高騰している現実であ
りますが、県民と関係団体等に対する救済策と支援に
ついて、見解を求めます。･
　大項目２、ＤＸ社会の推進について。
　(1)、生産性の向上は、県民所得の向上の重要な
ファクターであり、県内製造業等では、生産性向上を
目的としたロボットや省人化機器導入の必要性が工業
連合会を中心に議論されていると聞いている。こうし
た業界の動きを県として支援する必要があると思う
が、県の見解を伺う。
　(2)、１月は県内の中学・高校・高専の学生が、そ
れぞれロボットに関する全国大会で入賞等の快挙を成
し遂げたというニュースが新聞をにぎわせた。有識者
からは沖縄の学生は県外と比べても優秀であると聞い
ており、こういった大会等を通じて子供たちの才能を
伸ばすことを、次世代産業育成とその先の県民所得の
向上の観点からも、県として支援する必要があると思
うが、県の見解を伺う。
　(3)、糸満市では、糸満でじたる女子プロジェクト
として、リスキリング（学び直し）に取り組んでお
り、その成果は先日のＮＨＫクローズアップ現代でも
全国に紹介され、リスキリングは沖縄県の所得向上応
援企業認証制度のシンポジウムでも話題に上がってい
た。また、政府も個人のリスキリングの支援に５年で
１兆円を投じると表明しており、こうした県民所得の
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向上を目指したリスキリングに対する社会の動きを県
として支援する必要があると思うが、県の見解を伺
う。
　大項目３、糸満市潮平における県道82号線の大雨
冠水時の改善について、進捗状況を伺う。
　大項目４、県道77号線・平和の道の進捗状況につ
いて伺う。
　５、県は沖縄県漁業協同組合と共に海洋深層水導入
に向けての基本構想に取り組むべきだと考えますが、
県の見解を伺う。
　大項目６、スポーツアイランド構想について、ボー
ルパークを導入すべきだと考えますが、県知事の見解
を伺う。
　大項目７、糸満市真栄里地区海岸保全区域の護岸整
備の進捗状況について、見解を求めます。
　大項目８、待機児童解消のための保育士宿舎借り上
げ支援事業の進捗状況について伺います。
　大項目９、我が党の代表質問との関連について。
　まず１つ目でございますが、我が党の仲田弘毅議員
が質問を行った大項目５の人材育成確保の教育行政に
ついての(6)、南部地区における中高一貫校の設置に
ついてに関連して質問を行います。向陽高校に中学部
設置を育んでいただきたいのですが、教育長の見解を
求めます。
　もう一つ、又吉清義議員が質問を行った４(6)、辺
野古移設についてのア、終局に向かいつつある裁判の
判決には当然従う考えがあるのかについて関連して質
問します。
　裁判の結果に対する対応について、今代表質問で
は、裁判の結果に対する対応についてお答えを差し控
えさせていただきますとの答弁ですが、さきの令和４
年11月定例会の答弁では、裁判の結果に従うと述べ
ていますが、県は法治国家を守らない沖縄県、自治体
と理解していいのか。前回の答弁と今回の答弁に矛盾
が生じているものですから、改めて県知事の見解を伺
います。
　もう一つ、下地康教議員が質問を行った大項目４、
農林水産業の(5)、農家の高齢化により担い手不足の
解消が進まない中、スマート農業による機械化等の推
進が求められているが、農地の集約化を含めた農業生
産性向上を図る上で、機械化一貫体系を前提とした受
託組織の育成など、県の対応について関連して質問し
ます。
　ＡＩ、ＩoＴ、スマート農業は人手不足解消や担い
手を育てる観点から、大型予算措置を行っていただき
たいのですが見解を求めます。

　演壇では終わり、以上議席から再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　新垣新議員の御質問にお答
えいたします。
　ＤＸ社会の推進についての御質問の中の(3)、リス
キリング支援への県の見解についてお答えいたしま
す。
　リスキリングは、企業のＤＸ戦略等の一環として、
従業員に新たな分野のスキル・技術を習得させる、職
業能力の再開発という意味で使われることが増えてお
ります。リスキリングの推進につきましては、企業が
デジタル分野など新たな成長が見込まれるビジネスへ
の転換を円滑に進めることで、生産性の向上や賃上げ
につながることが期待されています。国は人への投資
を拡大する方針を示しており、令和５年６月までに労
働移動円滑化を進めるための指針を取りまとめると表
明しております。
　沖縄県としましては、国の方針等も踏まえ、企業が
行う従業員に対するリスキリングの支援に取り組んで
まいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　１、物価高騰につい
ての(1)、電気料金値上げに伴う支援についてお答え
します。
　県では、これまで全国知事会等を通じて、国に対し
電気料金上昇に係る負担軽減を要望するとともに、昨
年６月からの各補正予算編成により、電気料金を含む
物価高騰等の影響を受ける事業者等に対して、社会経
済活動を下支えする支援策を実施しております。ま
た、玉城知事を先頭に、市町村及び経済団体と連携
し、本県の特殊事情等を踏まえた、電気料金の高騰抑
制に向けた支援等を国に対して要請したところです。
　県としましては、引き続き、県民及び事業者負担の
軽減に向け取り組んでまいります。
　同じく１の(2)、原油等の価格高騰の影響を受ける
事業者への支援についてお答えします。
　世界的な原油・原材料価格の上昇等による物価高騰
が、県内各産業に様々な影響を及ぼしております。こ
のため県では、おきなわ物価高対策支援金事業で、物
価高騰による原材料価格等の影響額に応じ、業種を問
わず法人最大50万円、個人事業主最大25万円の支援
金を支給しているところです。また、物価高騰の影響
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が続いていることから、３月上旬から第２弾の支援を
実施することとしております。今後とも、国の対策を
注視しつつ、企業活動の影響等を踏まえ、適切に対応
してまいります。
　２、ＤＸ社会の推進についての(1)、ロボットや省
人化機器導入に対する支援についてお答えします。
　県としましては、ロボットの導入等を含むデジタル
技術を活用した取組が、製造現場の生産性向上等につ
ながる有効な手段であると考えております。一方で、
県内製造業のデジタル化に向けた課題として、ＩＴ分
野に対応できる人材がいない、具体的な導入計画・戦
略が立てられない、何から検討すべきか分からないな
どが挙げられております。
　県としましては、今後、県内ＩＴ支援機関や関係団
体と連携し、製造業事業者に対する支援に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、物価高騰についての
(2)、原油高騰に対する支援についてお答えいたしま
す。
　コロナ禍における原油高騰等の影響を受けている路
線バス、タクシー、貨物自動車運送事業者、離島航
路、離島航空路など、交通事業者の安定的な運行継続
の支援として、今年度これまでに約13億円の予算を
計上しており、燃料高騰分等に対する補助金を支給し
ているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、物価高
騰についての御質問の中の(2)、原油等高騰に対する
県民と関係団体等に対する支援についてお答えいたし
ます。
　県では、今年度これまでに補正予算約15億円を措
置し、介護・障害福祉サービス事業所、保育所、子供
の居場所等に対し、光熱費、食料費等、物価高騰に係
る支援事業を実施しているほか、生活困窮者やひとり
親世帯への給付、相談・生活支援等を行っておりま
す。
　県としましては、引き続き、国と連携を図りなが
ら、物価高騰による県民生活や事業者への影響に適切
に対応してまいります。
　次に８、待機児童解消のための保育士宿舎借り上げ
支援事業についてお答えいたします。

　本事業は、保育士の確保・離職防止を目的として、
国から市町村への直接補助により、保育所等の設置者
が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する
事業となっております。令和４年度は、16市町村が
本事業を活用しており、そのうち待機児童のいる市町
村は13市町村となっております。また、宿舎借り上
げ支援の対象となった保育士は608人となっておりま
す。
　県としましては、市町村に対し、保育士確保に係る
各事業の周知を図るとともに、その活用について助言
を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、物価高騰につい
ての(2)のうち、医療施設等に対する支援についてお
答えします。
　県は、物価高騰の影響を受けている県内の医療施設
等を対象として、光熱水費の高騰分に対する支援を行
うこととしており、病院等の有床施設に対しては病床
数の区分に応じた支援を、その他の施設については１
施設当たり一定額の支援を行うこととしております。
現在、対象施設からの申請を受け付けており、今年３
月末までに全ての施設に支給できるよう取り組んでい
るところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　１、物価高騰につい
ての(2)のうち、農業・漁業への物価高騰対策につい
てお答えいたします。
　県では、肥料・畜産用飼料・漁業用燃油・養殖用配
合飼料を対象に支援を実施しております。生産者への
支払いについては、粗飼料分は昨年11月から、肥料
分は12月から、配合飼料価格安定制度の農家積立分
は本年１月から、漁業用燃油分は２月から支払いを開
始したところであります。また、畜産及び養殖用の配
合飼料分の支払いは、３月から開始見込みとなりま
す。
　県としましては、引き続き、資材高騰対策の円滑な
推進に努めてまいります。
　続きまして５、沖縄県漁業協同組合と共に海洋深層
水導入に向けた基本構想に取り組むことについてお答
えいたします。
　県では、久米島町に設置した海洋深層水研究所にお
いて、海洋深層水を活用した養殖技術開発等に取り組
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んでおります。新たな施設整備につきましては、海洋
深層水利用に関する市場性、事業採算性、運営主体等
を総合的に検討する必要があると考えております。
　県としましては、海洋深層水の新たな施設整備の必
要性について、関係団体等と意見交換を行ってまいり
ます。
　続きまして７、真栄里地区海岸保全区域の護岸整備
の進捗状況についてお答えいたします。
　糸満市真栄里海岸は、農林水産省所管で全長1550
メートルのうち直立式護岸が1010メートルにわたり
整備されております。護岸は昭和43年に整備され、
築造から50年以上経過し、老朽化が進んでおりま
す。
　県としましては、気候変動の影響による設計潮位な
どの基準見直しを踏まえながら、真栄里海岸の老朽化
対策及び利用者が親しみやすい海岸整備について、令
和６年度以降の事業採択に向けて取り組んでまいりま
す。
　続きまして９、我が党の代表質問との関連について
の(3)、スマート農業の推進に向けた予算措置につい
てお答えいたします。
　生産者の高齢化や労働力不足への対応、農林水産業
の成長化に当たり、スマート農業の推進は不可欠であ
ると認識しております。一方で、推進上の課題として
は、導入コストや機械の維持管理体制、ＩＴ技術者の
育成・確保のほか、他府県と異なる台風や塩害、高温
多湿などの気象特性や栽培品目、離島地域における通
信環境など、他府県の成果の活用の困難さが挙げられ
ます。
　県としましては、引き続き、各種実証に取り組み、
本県の地域特性を踏まえたスマート農業の推進に向け
た環境整備に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　２、ＤＸ社会の推進につい
ての中の(2)、次世代産業人材育成についてお答えい
たします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画においては、
「Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0に対応する教育の推進」が掲げ
られており、県教育委員会では、社会を支え産業の発
展を担う人材を育成するため、地域や関係機関、産業
界等との連携を通じた実践的・先進的な学習活動を推
進しております。また、産業教育支援事業において
は、専門高校へ県内外の外部講師を招聘し、最先端の
技術指導等の支援を行っているところであります。引

き続き、将来の産業界を担う人材の育成に努めてまい
ります。
　続きまして９、我が党の代表質問との関連について
の中の(1)、向陽高校への中高一貫教育校設置につい
てお答えいたします。
　県教育委員会では、これまで難関国立大学等へ進学
し、本県を牽引する人材の育成を図るため、南部地区
に開邦中学校、中部地区に球陽中学校を設置しており
ます。現在、名護高等学校附属桜中学校の開校に取り
組んでおり、新たな南部地区への設置など中高一貫教
育の推進については、県全体や地域の状況等を踏ま
え、既設校の学級増や新たな学科の設置検討を行うな
ど、様々な可能性を検討する必要があると考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　３、糸満市潮平にお
ける県道82号線の大雨冠水時の改善についてお答え
いたします。
　県道82号那覇糸満線の潮平地域は、道路が周辺よ
り低いことや、海抜も低く満潮時には排水機能が低下
することにより、冠水しやすい地域となっておりま
す。これまでに、道路の対策として、早めに排水処理
ができるよう側溝のグレーチングを増設しておりま
す。また、下水道の対策として、糸満市では、令和４
年度から白川２号雨水幹線の整備に取り組んでいると
のことであります。当該地域の冠水対策について、県
と糸満市は、連携して取り組むことを確認しており、
現在、具体的な対策について、調整を進めているとこ
ろであります。
　次に４、県道77号線・平和の道の進捗状況につい
てお答えいたします。
　平和の道線は、糸満市山城から真栄里までの約7.8
キロメートルの区間について、平成20年度に事業着
手し、令和４年度末の進捗率は、事業費ベースで約
46％となっております。また、用地取得率は、令和
４年度末の取得面積ベースで山城－喜屋武工区が約
23％、喜屋武－真栄里工区が約96％となっておりま
す。引き続き、早期供用に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　６、スポー
ツアイランド構想についての(1)、ボールパーク施設

‒･275･‒



整備についてお答えします。
　ボールパークは地域の活性化に寄与し、エンターテ
インメント性を備えた魅力的な施設であると認識して
おります。日本におけるボールパークとしては、マツ
ダスタジアム広島があり、試合を観戦しながらバーベ
キューができるなど、家族連れも楽しめるようになっ
ております。また、今年竣工した北海道ボールパーク
Ｆビレッジは、球場内に温泉、サウナを併設するな
ど、試合以外も楽しめる施設で、地域のシンボルとな
ることが期待されております。県では、先進施設及び
その周辺地域の取組等の把握に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　９、我が党の代表質問
との関連についての(2)、裁判の確定判決についてお
答えいたします。
　県が行った不承認処分をめぐっては、現在３件の訴
訟が係争中であり、この段階で裁判の結果に対する対
応について予断を持ってお答えすることは差し控えさ
せていただきます。なお、11月定例会での仲里全孝
議員の御質問は、平成30年の撤回処分をめぐり争っ
た訴訟についての御質問であったのに対し、今議会の
又吉清義議員の御質問は、これは不承認処分を前提と
したものであり、そもそも対象となる処分が異なるも
のと認識しております。その上で、11月定例会での
仲里議員の御質問に対して、一般論として行政が司法
の最終判断を尊重することは当然のことであると考え
ておりますと述べた上で、判決後の対応について、そ
の判決内容を踏まえて検討する必要があり、現時点で
はその内容をお答えすることは困難である旨、答弁さ
せていただいております。
　今議会における又吉清義議員の代表質問に対する答
弁も、判決前にですね、判決前に、判決後の対応につ
いてお答えすることは困難という点では、同趣旨で発
言したものであり、前議会の答弁とのそごはないもの
と認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　（パネル掲示）　土建部長、ちょっ
とお願いします。この問題において今糸満市の潮平の
問題です。大雨冠水、連携を図っていると。もうはっ

きり言います。前々からずっと言ってきました。もう
40年近く押しくらまんじゅうなんです。糸満市と沖
縄県の言い分で。被害に遭っている方はどなたになり
ますか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　付近に住まわれてい
る糸満市民の方だと承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　糸満市民は県民ですか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県民でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　そこにおいて、もう今糸満市と連携
――もう毎回毎回こうです、40年。もう今年でいい
かげんに解決に向かってほしいんですよ。原因も分
かっています。昔、大型の製糖工場が糸満市にありま
した。これは旧兼城村時代に誘致して、そこでこの沖
縄の基幹産業を背負った旧兼城村、糸満町に移って、
そのはけ口としてこの取決めが決まっていない白川と
いいますが、この流れ道。そこにマングローブや、そ
うしたヘドロがたくさんたまってこういう形で冠水が
起きている原因がもう新たに分かってきました。満潮
のときでも干潮のときでも、この原因がここだってい
うのがある程度もう分かってきたんです。
　そこでこの白川というのは、公有水面埋立ての責
任の所在が決まっていないから、誰がやるか誰がや
るかって、これ40年こうやって糸満市民が困ってい
る、沖縄県民が困っているんです。いいかげんに、今
年の梅雨頃にはこれ解決していただきたいんです。マ
ングローブの伐採、しゅんせつ工事、ヘドロを取る。
そうすることによってこの冠水が改善できるんです。
　ですから、改めて伺います。もう解決に向かって県
が引き取ってほしいんですよ。いかがですか。県道が
こうなっているんですよ。県道ですよ、そこを糸満市
のせいにしたら駄目ですよ。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　我々もこの冠水対策
については、非常に重要なことだというふうに認識を
してございます。今年度も、糸満市と度々調整を重ね
ております。雨水幹線の放流先であるこの水路につき
ましては、今後は市が管理していくという方向で調整
をしております。令和５年３月までに、水路に関する
協定書の締結に向けて取り組んでいるところでござい
ます。協定締結後、今年の梅雨どきまでには、県は市
と連携して、樹木等の伐採を実施していきたいと考え
ております。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　前進しています。本来だったら県で
すよ。糸満市にやらせてかわいそうですよ、本来は。
公有水面の埋立ての責任の所在が決まらないから、こ
うなるんですよ。私は市の職員、多くの方々から聞い
ています。不満があるということをここで指摘してお
きます。
　次に移らせていただきます。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　すみません、物価対策について(1)
と(2)を関連してくくって、改めて本当に県の取組に
関して高く評価をいたします。
　知事、この(1)と(2)、総括的に申し上げますが、も
う今年３月上旬から新たな支援があると今部長からも
御説明がありました。改めて県知事、ロシアのウクラ
イナ侵攻が止まらない限り、ずっとこんな苦しい思い
が続いていくと最悪を想定していますが、知事、もう
この問題等において一丁目一番地で責任を持って頑
張っていただきたいんですけれども、知事の見解を求
めます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その内容につきましては、
先ほど商工労働部長からも答弁をさせていただきまし
たが、今世界的な原油、原材料高騰の上昇、あるいは
円安の影響など様々な状況によって物価の高騰が国
内・県内の各産業に大きな影響を及ぼしております。
そのため、先ほども答弁させていただきましたおきな
わ物価高対策支援金事業なども、引き続きまた継続し
て取り組んでいくことなど、県においても、この事業
者の方々の下支えする支援策をこれからも実施してい
きたいというように考えておりますし、また国の動向
もしっかりと伺いながら、国と連携して取り組めるこ
の物価高騰の対策、あるいは電気代の値上がりの支援
などについてもしっかり取り組んでまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　電気代の値上げについて、改めてま
た今知事が言ったものですから伺います。
　知事、今年１月23日に経済労働委員会が知事に、
この電気代の値上げに関する問題について、知事に要
請を行っています。知事、この要請の中身を覚えてい
ますか。伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県は令和５年１月27日に、沖縄県市長会及び沖縄
県町村会と連名で、燃料費高騰等に伴う電気料金の上
昇に係る沖縄県の構造的不利性を踏まえた対策につき
まして、国に対して要請を行いました。要請は経済産
業省と内閣府に行っておりまして、内閣府につきまし
ては沖縄県経済団体会議も同行して、経済会独自の要
請書もお渡ししたという状況でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　だからそこを部長、大事なこと、抜
けていませんかと言っているんですよ。
　私はあのときに経済労働委員会で、地元選出の国会
議員も共に、経済界も市町村長も共に国に要請するべ
きだと知事にも目の前で言ってあります。多くの経済
労働委員も聞いています。それが図られていなかっ
た。ですから私が言いたいことは、知事、地元選出の
国会議員、都道府県で政党もあります。足を運んで、
知事を先頭に一緒に、力を貸してくれないかと、知
事、これは働きかけていただきたいんですが、知事、
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県民の生活を支え、事業の
なりわいを下支えするということにおいては、その方
向性は一致しているであろうと思います。聞くところ
によりますと、国会議員の方々も個別でそのような取
組をなさっているということも非常に心強く思ってお
りますし、当然これからもこのような要請がありまし
たら、あわせて国会議員の皆さんにもまたお願いをし
てまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　大事なことは、沖縄県の自治体の長
は知事です。個別で頑張っている国会議員も感謝で
す。しかしこれ心を一つにして、和を一つにしてこの
経済危機を乗り越えていこうと、企業倒産が出ないよ
うに、また家計では県民の生活が苦しくならないよう
に、ぜひ知事、知事が国会議員、あるいは政党の県連
等に、ぜひ知事が頭を下げて国会議員を呼んで、これ
は心を一つにして、これぞオール沖縄でこの県民の値
上げ負担を少しでも軽減して頑張ろうと、ぜひこれは
本当に心を一つに、これが本当のオール沖縄だと私は
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思っています。そういう形でぜひ知事、頑張っていた
だきたいんですけれども、改めて知事の決意、本当の
オール沖縄で頑張ろうという決意を伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、あら
ゆる方々が一致結束して県民のために、オール沖縄で
頑張っていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　これが本当のオール沖縄ですよ、知
事、認めてくれました。ありがとうございます。
　基地問題とは別ということを御理解ください。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　それではちょっと角度を変えて海洋
深層水の問題に移ります。
　先ほど事業主が現れました、関係団体と意見交換を
していくというんですけれども、私はこれ久米島の先
行したモデルって、本島でやったらもっと沖縄県の養
殖等の産業が変わる、美容、医療、健康、養殖って大
きく変わっていくと思うんですが、これは意見交換で
はなくて協議会を設置していただきたいんですね。こ
の沖縄県漁業組合と一緒に――やる気あります、事業
主体になるって言ったんです。今までなかったから本
島でできなかったんです。翁長知事時代からずっと私
はこれ質問してきています。
　そこで改めて伺います。
　協議会設置、沖縄県漁業組合と――これ意見交換も
やってはいるんですよ、実は。歴代の農林水産部が。
この漁獲規制の法でこの沖縄県漁業組合がやりたいっ
て変わってきたんですよ。そこで改めて伺います。農
林水産部長の見解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　新たな海洋深層水の
施設整備につきましては、沖縄県漁連から、久米島で
のクルマエビの母エビ生産の疾病リスク分散などのた
めに、沖縄本島にも深層水施設があるとよいという意
見というのは聞いておるんですけれども、具体的な漁
業団体からの県に対する施設整備に対する要望はまだ
受け付けていないという状況でございますので、まず
は団体等とその必要性について意見交換をすることが
先決かなというふうに考えております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　意見交換から、ぜひやる気あります
ので、この協議会設置を頑張っていただきたいという
ことを強く指摘します。
　次に移ります。ボールパークです。
　知事、バスケットもワールドカップが行われます、
今年８月から。野球も同時に、将来的にワールド・
ベースボール・クラシック、プレミア12を沖縄開催
を目指して頑張ってほしい。そのために、私はボール
パークを今回質問しているんですね。
　そこで伺います。
　沖縄県のスポーツアイランド構想、ワールド・ベー
スボール・クラシックやプレミア12を沖縄でやりた
いというこの構想、意欲はありますか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＷＢＣやプ
レミア12など国際大会、スポーツコンベンションの
誘致については、大会開催のソフト面・ハード面の基
準等に関する情報収集に努めていきたいと思っており
ますし、また日本野球機構等の関係団体や関係機関等
からの情報収集にも努めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　もちろんまず、今ですね、魅力ある
というような先ほど答弁がありました。まず知事、こ
の沖縄県のスポーツ観光に３年に１度と大きな大会、
バスケットのＦＩＢＡでも400億円の経済効果がある
と。野球も同様にあると私は思っているんですね。Ｗ
ＢＣ、プレミア12をやるとですね。
　そこで伺います。
　知事、過去に何回か質問していますが、近々アメリ
カに視察なされると聞いています。ぜひボールパー
ク、アメリカの本場のボールパークを見てほしいのが
１点。先ほど部長からも答弁があった、マツダスタジ
アムと北海道のボールパーク。本当に北海道のボール
パークはすばらしいです。ドームも造っています。３
面球場に１つはドーム。だからそれでワールド・ベー
スボール・クラシックを沖縄でやりたい、プレミア
12を沖縄でやりたい、沖縄の観光を盛り上げていき
たい、沖縄の観光を2000万人観光を目指したい。そ
ういう形で私は提言していますが、知事の見解を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ボールパーク、地域の活性
化に寄与し、非常に文化的にも、大人から子供まで施
設を楽しみながら、野球の醍醐味を味わうという点で
非常にすばらしい施設であり、考え方だと思います。
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今般の訪米の行動計画にちょっと時間がどのように調
整できるか非常に厳しいのではありますが、少なくと
もマツダスタジアム広島や北海道ボールパークＦビ
レッジなど国内の施設については、トークキャラバン
などと併合するような形で、そのタイミングが取れな
いかということも図っていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひ知事見ていただいて、北海道と
広島を見ていただいて、沖縄版に変わったボールパー
クの基本構想、将来に向かってぜひ頑張っていただき
たいなと思ってですね、それができて日本プロ野球機
構との調整が始まると思いますので、部長、その節は
ひとつ、今やる気があると分かりましたので頑張って
取り組んでいただきたいと改めて決意を部長、伺いた
いと思います。いかがですか。知事は前向きです。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今お話のあ
りました北海道ボールパークＦビレッジ、あるいはマ
ツダスタジアム広島、それから楽天モバイルパーク宮
城等々、先進的な施設について、その施設だけではな
くて地域の活性化に寄与しているという部分の地域と
の連携、それから食材等の地元資源の活用等も含めて
情報収集に努めてまいります。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　ぜひ文化観光スポーツ部長、ぜひ情
報収集を含めてまずは視察なされて、前向きに頑張っ
ていただきたいということをひとつ残しておきます。
　次に移らせていただきます。
　次、ＤＸ社会の推進についてですけれども(1)、先
ほど部長から人材がいない、検討が分からない、そし
て製造業の支援に取り組んでいくということで、実は
担当課ともやり取りをしています。これ毎回毎回こう
いった質問を私は行っているので、改めて強く申し上
げます。今年２月６日に工業連合会とＩＳＣＯ、双方
の専務が会って、問題意識を共有して意見交換をなさ
れていると聞いていますが、その件について県は情報
を持っていますか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　県としましても沖縄県工業連合会と意見交換をして
おりまして、今回、沖縄県工業連合会とＩＳＣＯがデ
ジタル技術の活用について、今年３月から定期的に意

見交換を行うというところを聞いてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　そこで伺います。
　一番大事なことですけれども、もう去年の11月、
ずっと前々からこれ強く訴えています。重ねて再質問
しますが、重要なのはデジタル化ではなく、県産業の
生産性の向上とそれによる県民の所得向上が目的であ
る。現在国による導入資金の支援は行われていない
が、業界からは、まず何からやればいいかも分からな
いとか、デジタル機器を買うだけになってしまう、う
まく機能していないと聞いている。産業ごとに改善点
もあり、普及促進には一歩踏み込んだ具体的なハード
機器、専門家による伴走型支援を県が工業連合会やＩ
ＳＣＯといった業界団体への支援を通じて確実に実現
してほしいんですね。意見交換を乗り越えて協議会を
直ちに設置してほしいということなんですよ。そうす
ることによって沖縄県の産業が大きく発展して寄与し
ていくと思うんですが、部長の見解を伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるように、県内企業の生産性を向上さ
せ、企業の稼ぐ力を強化するためには、デジタル技術
の活用というものが大変重要になってくるというふう
に考えてございます。先ほどお話ししました工業連合
会とＩＳＣＯとの意見交換会ですけれども、今後県と
しましては、オブザーバーとして参加させていただく
ということになってございます。その中で、両者の意
見交換の状況などを確認させていただいた上で、今御
提案のありました協議会の設置も含めまして、今後の
支援の在り方について研究してまいりたいというふう
に考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　前向きな答弁をありがとうございま
す。
　この３月にＩＳＣＯと工業連合会が県も一緒にやっ
て会うと、それを乗り越えてすぐ直ちにつくってほし
いということを力強く申し上げます。沖縄の産業が変
わっていきます。
　知事、改めてこの伴走型の支援、デジタル機器、知
事はどのような魅力を感じておられますか。伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ＩＴスキルを身につけてい
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ただくということは、これからの社会においても大い
にその就業でありますとか、個人、お一人お一人の生
活の向上、そして当然ですが企業や個人の稼ぐ力の向
上にも必ず寄与するものというように思っておりま
す。ですから県としても、できる限り様々な分野でそ
の業界関係団体の方々と密に意見交換を行いながら、
県として支援策をさらに広げていけるように取り組ん
でいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ありがとうございます。
　ぜひ、その知事の今の言葉、商工労働部、ぜひ頑
張っていただきたいとエールを送ります。
　続きまして県道77号線・平和の道の状況について
伺います。
　御答弁ありがとうございました。
　部長、改めて喜屋武５工区の自治体関係者、糸満市
に説明会を設けてほしいんですね。用地取得をもっと
もっと頑張ってほしい。早期実現、早期開通を頑張っ
ていただきたいんですが、部長の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　これまでも用地交渉
が難航している案件につきましては、地権者や関係者
への説明と地元の自治会に御協力をいただいていると
ころでございます。事業の実施に当たっては、また再
度説明会等が必要でございましたら、土木事務所とも
連携をしながら取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　本当に自治会関係者は、もうこれ以
上――まず喜屋武５工区の喜屋武山城線、まず自治会
の地域のところ、一緒に団結してやろうと。今状況等
も分からない。ぜひ説明会を今定例会が終わり次第、
４月中旬頃に開催していただくよう強くお願い申し上
げます。私も間に入りますので、強く指摘をしておき
ます。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　すみません、保育士宿舎借り上げ事
業について。
　これ保育士に対する宿舎借り上げ事業を活用してい
ない市町村に対して、改めて借り上げ支援事業の補助
活用を指導、助言して行うべきだと強く考えるんです
けれども、部長の見解をお伺いします。ちょっと市町

村名を読み上げるのは差し控えたいと思いますので、
ぜひお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　保育士の確保に関しましては、処遇改善や労働環境
改善等、様々な事業を実施しておりますが、事業の実
施につきましては、市町村それぞれの状況を踏まえて
判断をされているものというふうに考えております。
事業の実施に関しましては、今実施をしている事業の
成果であるとか、実施をしている市町村の意見等を県
としては聴取をしまして、それを情報提供していくと
いうような形で助言をしてまいりたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　指導助言、ぜひ県が市町村まで来て
ください。こういう待機児童が――悪いですよ。待機
児童ゼロに向かうのは国も県も市町村も一緒ですよ
と。こうやることに――借り上げ支援事業を使うこと
によって待機児童が減っていきますよと、活用してい
ない市町村にぜひ指導助言を強くお願い申し上げま
す。
　続きまして、我が党の代表質問との関連です。
　先ほど公室長から、私と見解が違いましたが、法治
国家を守らないという形なんですが、改めて伺いま
す。今言えないと言いますが、しょっちゅう裁判、裁
判なんですね。私が危惧していることは、何ていうん
ですか、これ負けたらもう最後の裁判だと思っている
んですよ。次はまた設計変更やるためにしょっちゅう
裁判していくのかと。その懸念も持っているんです
ね、実は。もういいかげんに着地点、落としどころを
考えていくべきだと思っているんですね。その件に関
して見解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄の過重な基地負担の軽減を図るためには、政府
に対し申し上げることは申し上げ、問題点を指摘しな
がら必要に応じて連携して取り組むことが重要である
と、これはこれまでも繰り返し述べてきております。
　県としては、政府に対し、対話によって解決策を求
める民主主義の姿勢を粘り強く訴え、辺野古新基地建
設阻止、そして普天間飛行場の速やかな運用停止を含
む一日も早い危険性の除去を求めてまいりたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　繰り返し我が党の議員が、多くの議
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員も言っていますが、いいかげんにこの落としどころ
を考えないと、もうしょっちゅう裁判、裁判で、国と
の信頼関係がなくて、仲井眞知事のときは約3700億
の沖縄振興予算があった。玉城知事になって約2650
億に、翁長知事から玉城知事で減っていった。もうこ
れ影響があるんじゃないかと私は強く思っているんで
すね。私の個人的な意見ですが、もうやめていただき
たいんですよ。反対は反対していい。裁判だけ下ろし
てほしいということなんですよ。いかがですか。この
裁判３つ終わって。もう二度と裁判しないでほしい
と。反対の意は言っていい。もう裁判をやめてほしい
ということです。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○新垣　　新君　知事ですよ、すみません、公室長。
知事です、これ。大きい問題で。議長、取り計らいお
願いします。知事が裁判所にやっているんですから、
知事でお願いします、議長。取り計らいお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今回の不承認につきまして
は、公有水面埋立法にのっとって厳正に審査をした上
で、不承認としたものであります。それをいわゆる行
政不服審査法を用いて、その我々の不承認を取り消し
たということで、我々は法に従って正式に行政として
の不承認を行っているということを主張させていただ
いております。その内容について、司法においてしっ
かりと審議をされるべきであるということも併せて主
張させていただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、主張は大切です。しかしなが
ら法的瑕疵はないというこの新聞報道を見て、毎回毎
回裁判で沖縄県は勝ったこともない。勝つという見込
みもない。だから今、もう反対は言っていい。しかし
ながら裁判はやめてほしいと、この３つの裁判の結果
が出たら。それを真摯に従っていただきたいというこ
とを強く申し入れをしているんですね、知事。
　知事、本当に分かります。基地があるから事件・事
故も絶えないと、県民の感情も分かります。もういい
かげんに裁判を下ろしてほしいんですよ。ぜひ知事、
お答えできる範囲でいいですから、ぜひこれ下ろして
ほしいだけなんです、裁判を。お願いします。知事、
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県としては、訴訟によ
る問題の解決ではなく、対話による解決をかねてより
主張させていただいておりますし、常にその対話の場

を講じていただきたいということは政府に対して要請
を重ねてきております。これからも訴訟ではなく対話
による解決を求めていく中において、我々として取り
得る手段は取らせていただくということも必要な手段
であろうと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、本当に知事は頑張っていま
す。県民投票の結果も従います、真摯に。しかしなが
ら、いいですか知事。もう落としどころを考えてほし
いんですよ。この裁判３つで結果が出たら、もう従っ
て、やめてほしいんです。私は裁判を下ろしてほしい
ということを強く言っているだけなんですよ。ぜひ強
く申し入れて、私も県民です。県民の声を受け入れて
ほしいと、誰一人取り残さないというならば、私はこ
の３つの裁判の結果が出て、もう裁判やめて、沖縄県
の発展のために頑張っていただきたいということを強
く申し入れて、私の質問を終わらせていただきます。
　本当にありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を通告しておりますので、項目に従い順次
質問を行いたいと思っております。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、令和５年２月定例会における知事の所信表明
は、県政運営における知事の基本方針を県民の代表で
ある県議会議員に述べるほか、県民へ知事が自らの政
治姿勢を示すものか伺いたい。
　(2)、嘉手納基地・普天間基地における米軍機の騒
音、環境被害について。
　ア、嘉手納基地への外来機による騒音被害について
伺う。
　イ、三連協（嘉手納町・北谷町・沖縄市）による嘉
手納基地騒音被害の要請について県の対応を伺う。
　(3)、伊平屋空港建設について、調査の進捗状況と
具体的な建設に向けた取組を伺う。
　(4)、伊平屋・伊是名架橋の整備について県は、そ
の必要性をどのように認識しているか取組の現状を伺
いたい。
　(5)、伊江島空港の利活用について、県の見解を伺
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いたい。
　(6)、沖縄県は、全国的に観光先進地として知られ
ており、沖縄の観光再興の取組は全国的に注目されて
いる。県内移動、県外誘客、水際対策を含め、今後県
は、観光再興について、どのようなビジョンを描いて
いるのか伺いたい。
　(7)、県は、本県への観光客数増をハワイとの比較
で評価しているが、観光客の滞在日数では大きな開き
があり、滞在日数の延伸の取組も効果を上げていな
い。数で比較するのではなく、質的な転換を図るべき
だと思いますが見解を伺いたい。
　(8)、玉城知事の２期目の公約である給食費無償化
の財源確保と実施時期について伺う。
　２、県内社会資本の整備について。
　(1)、社会資本整備を進めるに当たって、県土の有
効利用と自然景観保全の調和を図りながら鉄軌道を含
めた陸上交通網体系を構築する必要があるが、現在の
進捗状況と県の基本的な考えを伺いたい。那覇市、浦
添市、西原町においては、モノレールや鉄軌道、ＬＲ
Ｔ（次世代型路面電車システム）の必要性について。
　(2)、大型ＭＩＣＥ施設の実現に向けた西原町への
モノレールを含む公共交通システムについて伺う。
　(3)、戦前、嘉手納町では、南部から嘉手納ロータ
リーまで軽便鉄道路線がありました。第二次世界大戦
時に鉄道・比謝橋も破壊されました。国道58号の比
謝橋においては復元されましたが、軽便鉄道において
は復元されておりません。私は、沖縄県の振興の一つ
として、西回りは那覇市から浦添市、宜野湾市、北谷
町、嘉手納町、読谷村、名護市と、そして東回りは南
部から西原町、中城村、北中城村、沖縄市、名護市、
北部まで１時間で着く鉄軌道を通すことが将来の観光
立県に向けた沖縄振興策になると、これまでの一般質
問・代表質問で取り上げてまいりましたが県の見解を
伺いたい。
　(4)、那覇港、中城湾港及び本部港等の機能強化を
図る上で、それぞれの役割をどのように分散している
か。港湾総合物流の中核機能の位置づけについて伺い
たい。
　(5)、西原町２級河川小波津川改修工事の現状と課
題、進捗状況、完成時期、総予算について。
　ア、これまでにも幾度となく氾濫を繰り返した小波
津川が周辺地域の住民に多大な損害を与えておりま
す。管理者としての県の対応と責任について伺う。
　イ、これまでの改修工事が完了することによって氾
濫は防げると以前説明を受けましたが、大幅な工事の
遅れが地域にとって被害拡大につながっているとする

ならば、県の見解を伺う。
　ウ、河川改修工事において人道橋の設置について地
域の声が反映されていないのはなぜか。小波津川周辺
が西原町の景観条例に制定されている。
　(6)、北谷町白比川河川拡張工事の進捗状況及び完
了時期、総予算について伺う。
　(7)、比謝川の河川環境整備について。
　ア、比謝川下流堰の撤去について伺う。
　(8)、那覇軍港（那覇港湾施設）の市街化につい
て。
　ア、那覇軍港は復帰前、現在の那覇空港や航空自衛
隊那覇基地、陸上自衛隊那覇駐屯地と軍港が同じ一団
の基地でしたが、那覇空港や航空自衛隊那覇基地、陸
上自衛隊那覇駐屯地は市街化調整区域で那覇軍港だけ
市街化区域・準工業地域と仮定している状態について
県の認識を伺いたい。
　イ、那覇軍港の市街化区域・準工業地域指定によっ
て固定資産税に影響した問題は、県が那覇市と話合い
をして那覇軍港地主の要請に応えるように平成28年
２月、平成29年６月の一般質問で取り上げたが、そ
の後の取組について伺いたい。
　(9)、物価高騰に対する県民への支援について。
　ア、電気料金値上げへの支援対策について伺う。
　イ、電照菊等花卉農家への電気料金の影響と支援対
策について伺う。
　３、犬・猫殺処分ゼロについて。
　(1)、令和５年度に向けた、犬・猫殺処分をゼロに
するための課題と今後の取組、目標、数値を伺いた
い。
　(2)、動物愛護センターとボランティア、愛護団体
との協力体制の強化について伺いたい。
　(3)、各メディアを駆使した飼い主に対する啓発活
動について伺いたい。
　(4)、違反ブリーダー、ペットショップの取締りに
ついて伺いたい。
　(5)、犬・猫殺処分ゼロを目指し、私が提案した南
部・中部・北部・離島等、市町村と連携したシェル
ター設置についての現状と課題について伺いたい。
　(6)、各小中学校で動物愛護への認識を高め、講演
会や触れ合い教室を開き、動物はおもちゃではない、
動物愛護の普及・啓発に向け犬・猫殺処分ゼロに取り
組むことを提案しましたが、教育長の見解と今後の取
組について伺う。
　(7)、犬に対する狂犬病ワクチンの予防接種状況に
ついて伺う。
　４、我が党の代表質問との関連については質問いた
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しません。
　以上、答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、知事
の所信表明についてお答えいたします。
　知事提案説明要旨は、県議会２月定例会の開会に当
たり、次年度の当初予算案などの重要な議案の審議に
先立ち、県政運営に当たっての私の所信を議員各位及
び県民の皆様に説明するためのものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)、嘉手納基地への外来機による騒音被害に
ついてお答えいたします。
　嘉手納飛行場へのＦ22戦闘機及びＦ16戦闘機暫定
配備後の令和５年１月と、両機種の暫定配備前の令和
４年10月の騒音測定結果を比較したところ、オンラ
イン測定局15地点中全ての地点で期間中の騒音レベ
ル及び騒音発生回数が増加しており、また、最大騒
音ピークレベルも砂辺局で117.9デシベルが測定され
るなど、10地点で100デシベルを超える騒音が測定
されております。また、令和４年12月６日にＦ22戦
闘機が普天間飛行場に飛来した際には、上大謝名局
で113デシベル、新城局で106.2デシベル、野嵩局で
104.4デシベルの最大騒音ピークレベルが測定されて
おります。これらのことから、外来機の暫定配備後、
騒音状況が悪化し、両飛行場周辺の生活環境に大きな
影響を与えているものと考えております。
　３、犬・猫殺処分ゼロについての(1)、犬・猫殺処
分ゼロへの課題と今後の取組等についてお答えいたし
ます。
　県は、人と動物が共生できる社会を実現するため、
平成21年に沖縄県動物愛護管理推進計画を策定し、
引取り数の削減や譲渡数の向上などに取り組んでお
り、犬・猫の殺処分数は、最も多かった平成８年度の
２万4257頭から令和３年度は251頭と大幅に減少し
ております。現行の推進計画における犬・猫の殺処分
数の目標値360頭は達成しているものの、さらなる削
減については、野良猫の引取りが多いことや、引き
取った犬・猫の譲渡先の確保などが課題となっており
ます。

　県としましては、引き続き適正飼養の啓発、譲渡推
進棟の活用による譲渡機会の拡大等に努め、できる限
り早期に殺処分ゼロを達成したいと考えております。
　同じく３の(2)、動物愛護センターと愛護団体等と
の協力体制強化についてお答えいたします。
　動物愛護管理センターでは、動物愛護団体等からの
相談や情報提供依頼について随時対応しているほか、
代表者等との意見交換を毎年開催しております。ま
た、昨年10月に供用を開始した譲渡推進棟では、動
物愛護団体等と連携協力しながら譲渡数の増加に向け
た取組を推進しているところです。
　県としましては、今後も動物愛護団体等と連携協力
し、適切な譲渡のための登録ボランティア制度の推進
や、譲渡推進棟を活用した普及啓発の実施など、犬・
猫殺処分ゼロに向けて取り組んでまいります。
　同じく３の(3)、メディアを駆使した飼い主に対す
る啓発活動についてお答えいたします。
　県では、飼い主による犬・猫の遺棄虐待防止及び適
正飼養を図るため、平成29年度から一生うちの子プ
ロジェクトを開始し、テレビ・ラジオのＣＭ、ウェブ
サイトやＳＮＳによる情報発信、県の広報番組の放映
等、様々なメディアを活用した普及啓発を実施してお
ります。今年度は新たに、テレビ番組や小中学生向け
新聞を活用した普及啓発を行っているほか、県の普及
啓発イベントにおける劇の上演、猫の飼い方講座の開
催等も実施しているところです。
　県としましては、引き続きメディアを活用しながら
関係機関とも連携し、遺棄虐待の防止や適正飼養の推
進に取り組んでまいります。
　同じく３の(4)、ブリーダー等の取締りについてお
答えいたします。
　ブリーダーやペットショップを営業する者は、動物
の愛護及び管理に関する法律に基づく第一種動物取扱
業の登録が必要であり、登録申請の際には、動物愛護
管理センターや保健所が現地確認を行い、適切な指導
を行っております。また、動物愛護管理センターで
は、毎年、動物取扱業等監視指導計画を策定し、定期
的な立入検査を実施するとともに、苦情相談があった
施設については、その都度立入検査を実施し、改善指
導を行っております。今後ともブリーダー、ペット
ショップ等について、適切な動物の取扱いが行われる
よう、引き続き監視指導を実施してまいります。
　同じく３の(5)、市町村と連携したシェルター設置
についてお答えいたします。
　県では、犬・猫殺処分のゼロだけではなく廃止を実
現するため、昨年10月に動物愛護管理センター譲渡
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推進棟の供用を開始しており、犬・猫の譲渡機会の拡
大、動物愛護・適正飼養に関する普及啓発や学習の場
などとして活用しているところです。市町村における
シェルターの設置については、施設の機能や管理体制
などについての市町村の十分な理解が必要であること
から、県としましては、今後、譲渡推進棟を活用した
会議や視察を実施するなどして、その機能等の周知や
理解促進に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)のイ、三連協の要請に対する県の対応に
ついてお答えいたします。
　三連協によると、Ｆ15戦闘機の退役に伴うＦ22戦
闘機等の暫定配備などにより、地元の騒音被害が増大
していることについて、去る２月９日、在沖米空軍及
び日米両政府に対し、外来機の飛来制限など周辺住民
の生活環境に配慮した取組を行うよう強く要請したと
のことです。嘉手納飛行場においては、Ｆ35Ｂなど
の外来機が相次いで飛来しており、負担軽減と逆行す
る状況にあると言わざるを得ないことから、県として
も、Ｆ22戦闘機等の暫定配備により地元の負担がこ
れ以上増加することがあってはならないと考えており
ます。引き続き、情報収集を行うとともに、三連協と
も連携を図りつつ、適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(3)、伊平屋空港整備事業についてお答えい
たします。
　伊平屋空港については、就航見込みのある航空会社
との意見交換や需要予測などの確認・検証及び関係機
関との調整に取り組んでいるところであります。引き
続き、意向取付けや需要予測、費用対効果の確保な
ど、事業化の課題解決に向け、伊平屋村、伊是名村と
連携し、早期事業化に向け取り組んでいきたいと考え
ております。
　同じく１の(4)、伊平屋・伊是名架橋の取組状況に
ついてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題
が明らかとなっており、建設工事費の縮減等につい
て、調査・研究に取り組んでおります。現在、建設工
事費の精度向上を目的に、地質や強度を把握するた
め、伊平屋島側の海域において土質ボーリング調査を

実施しているところであります。令和５年度は、架橋
検討位置の水深を把握するため深浅測量を予定してお
り、また、現在実施中の土質ボーリング調査結果を踏
まえ、今後の調査内容を検討したいと考えておりま
す。
　次に２、県内社会資本の整備について(4)、那覇
港、中城湾港及び本部港の港湾物流の役割についてお
答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、那覇
港は国際物流港湾として位置づけ、臨空・臨港型産業
の集積による国際物流拠点の形成を図ることとしてお
ります。また、中城湾港新港地区は産業支援港湾とし
て位置づけ、バイオマス発電所稼働や飼料サイロ増設
等による貨物量増加に対応するとともに、集積する製
造業等の生産性を向上させる港湾機能の強化を図るこ
ととしております。本部港については、北部圏域の物
流を支える拠点港湾として位置づけ、港湾機能の強化
を図ることとしております。今後も県土の均衡ある発
展に資するため、各港湾の適切な機能分担を図りつ
つ、港湾機能の強化に取り組んでまいります。
　同じく２の(5)のア、小波津川氾濫に対する管理者
としての対応等についてお答えいたします。
　小波津川は、平成15年度に事業着手し、令和10年
度完了予定で、全体事業費は約85億円となっており
ます。整備延長3.8キロメートルのうち、河口部から
西原町役場付近までの約1.7キロメートルが概成して
おり、その区間においての通水断面はおおむね確保さ
れております。今後も西原町と連携を図りながら、浸
水被害の軽減に向け、早期整備に取り組んでまいりま
す。
　同じく２の(5)のイ、河川改修工事の進捗状況につ
いてお答えいたします。
　小波津川河川改修について、河口から国道329号ま
での約900メートル区間については、用地取得が難航
したものの平成29年度に完了しております。国道か
ら西原町役場までの約800メートル区間については、
平成30年度から工事に着手しており、一部取付け護
岸を残すのみとなっております。
　県としては、引き続き西原町と連携し、早期整備に
取り組んでまいります。
　同じく２の(5)のウ、人道橋の改修についてお答え
いたします。
　国道329号から西原町役場までの区間において、小
波津川を横断する人道橋は２橋あり、いずれも西原町
が管理する施設であり１橋は既に整備を終えておりま
す。現在、西原町が残りの１橋をＰＣ橋として整備中
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であり、橋梁形式については、管理者である西原町に
おいて、経済性、施工性等を考慮し適切に判断された
ものと理解しております。
　同じく２の(6)、白比川改修事業の進捗状況等につ
いてお答えいたします。
　白比川は、国道58号白比橋から上流の約１キロ
メートル区間において、平成13年度から事業に着手
しており、令和８年度完了予定で、全体事業費は約
29億円となっております。令和２年３月にキャンプ
瑞慶覧の一部土地が返還され、沖縄防衛局が土地の引
渡しに向けた土壌汚染調査及び磁気探査を行っており
ますが、引渡し前に承諾を得て河川工事に着手してい
るところであります。
　県としては、引き続き沖縄防衛局と協議を行い、早
期整備に向けて取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　同じく２の(8)のア、那覇港湾施設を市街化区域で
準工業地域としていることについてお答えいたしま
す。
　那覇港湾施設については、那覇港に隣接しており、
那覇空港にも近いことから、開発効果の高い産業振興
用地であり、将来的な軍用地の返還も予定されていた
ことを踏まえ、返還後速やかな計画的土地利用を図る
必要があるとの判断の下、昭和49年８月に、市街化
区域に都市計画決定したものと理解しております。ま
た、自衛隊基地については、防衛上の機能に大きな障
害が生じるおそれのある防衛施設の区域として、市街
化調整区域にしたものと理解しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)、伊江島空港の利活用についてお答えいた
します。
　県では、今年度、県内離島航空路線を運航する航空
会社に対して、伊江島空港への就航可能性等について
アンケート調査を実施し、その結果、需要について課
題がある等の意見が示されたところです。また、伊江
村においても、今年度、伊江島空港の利活用に関する
調査事業を実施していると聞いております。
　県としましては、県のアンケート調査や伊江村の調
査事業の結果を踏まえ、伊江村の意向等も確認しなが
ら、伊江島空港の利活用等について、引き続き意見交
換をしていきたいと考えております。
　続きまして２、県内社会資本の整備についての
(1)、鉄軌道を含めた陸上交通網の構築についてお答

えいたします。
　県では、平成24年度に鉄軌道導入に係る調査を開
始して以降、構想段階の計画書策定や費用便益比の精
緻化等に取り組んでおり、国においても、令和４年度
からは県が求める特例制度の調査検討が行われるな
ど、着実に取組を進めているところです。また、鉄軌
道等の都市間交通と並行して、ＬＲＴ等を含めた多様
な都市内交通についても検討を進め、公共交通の基幹
軸とフィーダー交通が連携する利便性の高い公共交通
ネットワークの構築に取り組んでまいります。
　同じく(2)、西原町への交通システム整備について
お答えいたします。
　県では、鉄軌道導入を前提としたフィーダー交通検
討の観点から、平成30年度及び令和３年度に、モノ
レール延伸の効果等について調査を行ったところで
す。この結果、西原町を含む５つのルート全てで移動
時間の短縮や公共交通全体の利用者増はあるものの、
採算性等の課題が確認されております。地域公共交通
の充実に向けては、本島の圏域ごとに議論の場を設定
し、まちづくりの主体である市町村と共同で検討する
こととしており、地域にふさわしい公共交通につい
て、モノレールを含め、幅広く検討してまいります。
　同じく(3)、鉄軌道ルートにおける県の考えについ
てお答えいたします。
　県では、平成26年度から３年半をかけ、構想段階
の計画書策定に取り組み、学識経験者で構成される委
員会の助言等を得ながら、公共交通の役割や採算性等
を考慮し、鉄軌道のルート検討を行いました。この結
果、延べ６万2000件の県民等から寄せられた意見も
踏まえ、那覇市から浦添市、宜野湾市、北谷町、沖縄
市、うるま市、恩納村を経由して名護市を結ぶ概略
ルートを決定しております。
　県としては、県民との議論を踏まえ決定した当該
ルートに基づき、計画段階に向けた国との議論を進め
ていきたいと考えております。
　続きまして同じく(8)のイ、那覇港湾施設の固定資
産税についてお答えいたします。
　那覇港湾施設が市街化区域に指定されていることに
ついては、県土木建築部と那覇軍用地等地主会との間
で意見交換がなされているところです。また、同地域
の固定資産税の課税については、課税庁である那覇市
において地方税法及び固定資産評価基準に基づき、不
動産鑑定による評価を用いて算定を行っているところ
であります。
　県企画部としては、那覇市及び地主会との意見交換
を継続的に行いながら、固定資産税に係る当事者間の
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調整を図っておりますが、最終的には課税庁である那
覇市において、丁寧な説明を行い解決することが望ま
しいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢について(6)、観光再興に向けたビジョンに
ついてお答えします。
　現在、回復傾向にある入域観光客数等について、沖
縄への旅行需要を継続して取り込むため、旅行者専用
相談センター（ＴＡＣＯ）による感染症対策を講じな
がら、国際航空路線のさらなる回復、国内外における
積極的な誘客活動を展開してまいります。県では、世
界から選ばれる持続可能な観光地の形成に向け、県
民、観光客、観光事業者が自然、歴史、文化を尊重
し、観光産業の成長と維持を目指すことで、それぞれ
の満足度を高めるとともに、経済を活性化させていく
こととしております。このため、多彩かつ質の高い観
光の推進、沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズム
の推進、観光人材の育成・確保などに取り組んでまい
ります。
　同じく１の(7)、沖縄観光の質的な転換についてお
答えします。
　令和４年７月に策定した第６次沖縄県観光振興基本
計画では、目標値を観光収入及び人泊数に設定し、１
人当たり消費額の向上と滞在日数の延伸に取り組み、
観光の質の向上を図っていくこととしております。こ
のため、消費者視点に基づいたブランド戦略や多様な
市場に対応した効果的な誘客活動の展開、自然、歴
史、文化など沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズ
ムの推進、県内周遊や着地型観光等、質の高いクルー
ズ観光体験の推進などの施策を展開してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(8)、給食費の無償化の財源確保と実施時期
についてお答えいたします。
　去る２月９日に玉城知事から文部科学省に対して、
次代を担う子供たちの健やかな成長を支える学校給食
費の支援について要請を行いました。その趣旨は、昨
今の社会及び経済状況など子育て環境が厳しい中、少
子化の解消に向けて、家庭の経済的負担軽減等、子育
て支援の一環として学校給食費無償化の支援を国へ要
請するものです。

　県教育委員会としましては、令和５年度は市町村と
実施方法等の協議を行うこととしており、それを踏ま
え、予算規模、財源及び実施時期について検討してま
いります。
　続きまして３、犬・猫殺処分ゼロについての中の
(6)、動物愛護の普及・啓発についてお答えいたしま
す。
　学校教育において動物愛護の普及・啓発の視点を取
り入れることは、生命尊重の心を育てる観点からも大
切なことであると考えております。県内の小中学校で
は、校内で動物等を飼育することにより動物と触れ
合ったり、総合的な学習の時間及び道徳の時間におい
て、外部講師を活用するなど、動物愛護について学習
しております。
　県教育委員会では、今後とも関係部局等と連携し、
学校教育活動を通して、命の大切さや思いやりの心を
育む教育を推進していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　２、県内社会資本の整備
についての(7)、比謝川下流堰の撤去についてお答え
します。
　長田川取水ポンプ場の取水堰として昭和36年に建
設された比謝川下流堰は、平成26年７月の台風８号
豪雨による国道58号冠水の要因となったことから、
撤去を決定いたしました。令和４年２月に住民説明会
を終え、９月に工事着手し、事業費約１億6000万円
で堰上部の撤去等を行っているところであります。な
お、堰の撤去は河川が正常に流れるための断面を確保
しつつ施工するため時間を要し、令和７年度中の完了
を予定しており、工事中の環境保全対策として、濁水
防止に加え、環境調査を行った上で、希少な魚類や甲
殻類の移動にも取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　２、県内社会資本の
整備についての(9)のア、電気料金値上げへの支援対
策についてお答えします。
　県では、国の激変緩和措置の対象とならない特別高
圧受電契約に対する本県独自の支援により、事業者負
担の軽減及び価格転嫁の緩和を通じた企業活動の下支
えや家計への負担の軽減を予定しているところです。
また、玉城知事を先頭に、市町村及び経済団体と連携
し、本県の特殊事情等を踏まえた、電気料金の高騰抑
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制に向けた支援等を国に対して要請したところです。
　県としましては、引き続き、県民及び事業者負担の
軽減に向け取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、県内社会資本の
整備についての(9)のイ、電照菊農家の電気料金の影
響と支援策についてお答えいたします。
　菊農家における電気料金の値上げの影響について
は、電照栽培による光熱費等の経営費の増加がありま
す。その対応策として、白熱球から消費電力の低いＬ
ＥＤへ転換することで、影響を緩和することが可能と
なっております。県では産地生産基盤パワーアップ
事業などを活用し、これまでに20市町村、342ヘク
タール分のＬＥＤを整備しております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、生産
者へのＬＥＤの普及を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　３、犬・猫殺処分ゼ
ロについての(7)、狂犬病ワクチンの接種状況につい
てお答えします。
　県の狂犬病予防注射率は、新型コロナ感染拡大に伴
い集団接種が行えていない市町村もあり、令和３年度
は49.0％となっております。ＷＨＯの勧告では、狂
犬病の蔓延防止には、犬の予防注射率が70％以上必
要とされておりますが、県内41市町村のうち30市町
村は、これに満たない状況です。
　県としましては、市町村及び獣医師会と毎年会議を
開催する等連携を図っており、注射率向上のため、大
型店舗へのポスター掲示や企画展示等、啓発強化に取
り組んでいるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　それでは再質問を行います。
　知事の政治姿勢の中で、基地問題ですが、嘉手納
基地からＦ15戦闘機を退役させ、Ｆ22戦闘機をロー
テーション配備する予定で、現在嘉手納基地から発生
する騒音は町民の限界を超えていると言われておりま
す。三連協はもちろん、嘉手納町議会もその都度要
請・抗議をしておりますが、県からの後方支援はどの
ようになっているか伺いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど環境部長のほう

からも答弁ありましたけれども、Ｆ22等の暫定配備
によって、多くの地点で100デシベルを超える騒音が
測定されておりまして、外来機の暫定配備後騒音状況
が悪化し、両飛行場の生活環境に大きな影響を与えて
いるというようなものと考えております。
　ちょっと休憩いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほども答弁させてい
ただいたように、三連協が、周辺住民の生活環境に配
慮した取組を彼らは強く要請しておりまして、県とし
ましても、この三連協とも連携を図りつつ、適切に対
応してまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、実は私一般質問で、ぜひ知事
が嘉手納、地元に行って、嘉手納飛行場の騒音問題、
また地元とのいろいろ基地問題を話合いをしていただ
きたいと言って、知事が嘉手納町に来たことはまず感
謝申し上げたいと思います。
　そしてもう一つ、実は明日、県立高校の卒業式なん
ですけれども、我々地元はもちろんそうですが、そう
いった卒業式に被害がないように訓練の自粛を要請し
ていますが、県からはそういった要請をしております
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　毎年子供たちの入学式、卒
業式、それが厳粛な状況で行われるように、県として
も、防衛局のほうにその要請を行っているところであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　分かりました。
　次の質問を行います。再質問ですね。
　社会資本整備についての、知事、伊平屋空港建設に
伴うこれまでの調査費用、恐らく伊平屋空港、我々経
済労働委員会、過去にも委員会で２回ほど調査に行っ
たことがあるんですが、もうこの空港問題、約30年
かかっていると思っています。これまで調査費、幾ら
かかっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
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　平成14年度の1606万5000円の気象観測業務から
始まり、約20年間で約６億9700万円の実績がござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、実は、この伊平屋空港は東京
都の八丈島空港と、日本では、あと申請されているの
がこの２か所しかないんですよ。ぜひこの伊平屋空港
の開港、これは伊平屋・伊是名架橋を伴って具志川島
の開発もありまして、今まさにこの伊平屋空港のチャ
ンスだと思っております。ぜひ、知事がその現場に
行って、地域の村民、議員の声を聞いていただきたい
と思いますが、知事いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私、知事就任の翌年だった
と思いますが、伊平屋・伊是名両村伺いまして、農業
基盤の整備、それから空港、架橋についての地域の
方々の御要請を承りました。先ほども部長から答弁あ
りましたが、需要予測、費用対効果の確保、事業化の
課題解決に向けて、伊平屋・伊是名両村と早期の事業
化に向けて、現在その課題の解消に向けた取組を進め
させていただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　次、伊江島空港の利活用について再
質問したいんですが、先ほど儀間企画部長が、伊江村
独自で調査実施をしているという説明がありましたけ
れども、我々委員会で伊江島に行ったとき、本来だっ
たら伊江村と県と国と三者協議会をしたいんだと。そ
れがなかなか実現していないと。たしか五、六年前か
ら提案されていますが、三者協議会が実現できないの
はどういうことですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、伊江島補助飛行場、訓練空域のその制
限緩和に向けて、議員御指摘のこの国、県、村の関係
者での意見交換が必要というふうに考えておりまし
て、実は平成30年４月に、伊江村に、３者での意見
交換の開催に向け日程調整を依頼しております。同年
５月に伊江村から、チャーター便の増加や定期便の就
航に関する調査・調整、米軍への要望内容の具体化を
行いたいと考えておりまして、状況が整い次第、村か
ら連絡するので、それまで意見交換の開催は待ってほ
しいという回答がございました。その後、我々のほう
も適宜伊江村のほうに状況を確認しておりますが、ま
だ検討中ということですので、改めてまた確認をし
て、開催できるのであれば開催に向けて検討してまい
りたいというふうに考えております。

○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　玉城知事、伊江島は玉城知事のふる
さとであると思っていますが、最近伊江島に行ったの
はいつですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　たびたびプライベートでも
伊江島に行っておりますが、一番最近伊江島に行った
のは、前の島袋村長の葬儀のときではなかったかと記
憶しております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、やっぱり伊江村の言い分と県
の言い分もいろいろあると思いますが、年内に知事の
日程をつくって伊江村に行って、直接伊江村また議会
の皆さんの声を聞いていただいて、問題はどこにある
のかと。この伊江島空港の利活用については、知事自
ら声を聞いて判断したほうがいいと思いますが、いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　伊江村においての行政視察
については、ぜひきちんとそれぞれの団体関係者の
方々とお会いして意見交換ができるよう、セットして
いきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　次の質問に移ります。
　給食費の無償化については、なぜ知事が政府に要請
したかということに大変疑問を感じていましたけれど
も、少しここで知事に申し上げたいのは、市町村が、
知事、12市町村独自で給食費の無償化をしているん
ですよね。この市町村が県に対して、給食費無償化の
予算要求はしておりません。自らの市町村で知恵を出
し合って財源を確保して、そして議会の了解を取りな
がら給食費の無償化をしていますが、知事が政府に要
請をして、もし政府がそれをノーと言ったら知事どう
するんですか。その予算化を、どういう予算をつくる
のかお伺いしたい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時８分休憩
　　　午後２時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　財源につきましては、令和
５年度に給食費の支援事業等も実施しながら市町村と
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協議の上、いろいろと検討していきたいと考えており
ますが、今回の知事の文科省への要請につきましては
答弁でも申し上げました。子育て環境が厳しい中で子
供の健やかな育ちと子育てを支援することは、将来の
我が国の担い手育成の基礎をなす重要な投資であり、
社会全体で取り組む必要があるということで要請を
行っております。他府県の取組もございまして、千葉
県で今取り組んでいるところでありますので、県教育
委員会としましては、その状況等も収集しているとこ
ろであります。様々な方法を検討して財源確保につい
て検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時９分休憩
　　　午後２時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　今回国に要望しております
が、国のこういう支援等も視野に入れながらの要請に
なりますけれども、様々な方法を検討していくことが
必要であると考えております。
○中川　京貴君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時９分休憩
　　　午後２時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国への要請も含めて、子ど
も・子育てが社会の総合的な支援として、その方向性
をぜひ国のほうにもお伝えしておきたいということも
含めた支援ですが、当然我々も予算規模、財源、実施
時期について、市町村と調整し研究しながら、早期に
実現ができるようにその方法、財源等についてしっか
り検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、ぜひこの給食費無償化につい
ては、各市町村、自治体の皆さんも知事の公約に期待
をしておりますので、実現に向けて努力してくださ
い。
　次に再質問を行います。
　県内社会資本整備について、大型ＭＩＣＥ建設の実
現に向けては、与那原町及び西原町内中城湾港マリン
タウン地区の東海岸エリア一帯に発展の勢いを創出す
る目的の大型事業であります。私ども自民党会派が仲
井眞県政の頃、国と協議を調え、一括交付金や高率補
助を活用した大型ＭＩＣＥ事業に推進してきたが、翁
長・玉城県政になり、国との確認協議を調えることな
く、見切り発車をして約60億円で土地を購入してし

まったと。その結果、国との信頼関係は完全に崩れて
しまった。
　そこで質問します。
　国との協議を調えることなく、69億円で、それも
単費で購入したのはなぜですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　当時の計画
では、ＭＩＣＥ施設を沖縄振興特別推進交付金を活用
して整備するという前提で、これまでの調整で活用見
込みがあるということで、一般財源で土地を購入した
という経緯がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、このＭＩＣＥ施設について
は、多くの地域の期待がございます。ＭＩＣＥを造る
前にまずモノレールの延長や、また二次交通としての
西原町のマリーナを活用した高速船とか、これをセッ
トにした形でやらなければ私はうまくいかないと思っ
ています。ぜひ、大型ＭＩＣＥ施設については立ち止
まって、国の支援を受けるべきであり、ＰＦＩ方式や
県の単独事業では間違いなく県民に不利益が予測され
ると思っています。これは提案して次の質問に移りま
す。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　次は、北谷町白比川拡張工事につい
て質問いたします。（パネルを掲示）
　知事、これは――ちゃんと見てください。北谷町の
町議団が私のほうに、戦後50年も白比川の改修工事
ができないと。できない理由はこちらに米軍基地があ
るからなんですよ、倉庫群が。元の刑務所だったそう
ですよ。私は平成24年７月、そしてこれまで何回か
一般質問に取り上げました。50年も地域住民が被害
に苦しめられていると。何度も北谷町や米軍関係で取
り上げたけれどもできない。しかしながら、そこに仲
井眞県政の頃、仲井眞知事が現場に行って……。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時14分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　（パネルを掲示）　仲井眞知事が現
場に行って、土木関係者、またいろんな関係者も来
て、マスコミも来ていましたよ。そこで何とかしよう
と。こういった氾濫を絶対――これ県の管理河川であ
りますので、そこでこれが動き出したんです。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　（パネルを掲示）　知事、これ小野
寺元防衛大臣なんですよ。これは宮﨑衆議院議員が、
小野寺元防衛大臣、防衛局、また米軍関係者、この現
場に来ました。これはみんなで（パネルを掲示）　こ
れも米軍関係者が来て、みんなで話し合ってあの50
年も改修工事ができなかった白比川の工事ができるよ
うになったんです。そして米軍は、その倉庫は必ず造
らないといけないと、金武町に県内移設しているんで
すよね。やっぱり米軍は機能として確保していただけ
なければ協力できないと。そういったいろいろ話合い
をしながらできたのが、白比川の改修工事。そして地
域住民説明会には、地元の北谷町の瑞慶覧功議員も現
場に来て、地域住民との話合いをしました。そして地
元からは、歩道を造ってほしいとかいろいろ要望等あ
りましたけれども、実際にはどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　河川沿いの歩道につ
いての御質問だと理解しておりますけれども、まず白
比川の河川管理用通路につきましては、北谷町道白比
川線と隣接することから、兼用工作物として協定書を
平成31年４月に北谷町と締結しております。今後河
川改修と並行して歩道が設置できるよう、北谷町と連
携を図っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ地元から要望があった歩道と
か、またこの拡幅工事に伴っての地元の要望がありま
したので、それを取り入れていただきたいと思ってい
ます。
　次、比謝川河川環境について。
　私、過去の一般質問の中で、比謝川下流堰につい
て、撤去に伴い漁港や航路、河川に堆積する土砂を県

の責任において定期的にしゅんせつすることを、県と
嘉手納町との協議の中で了解は取れているものと思い
ます。再度、確認いたしますけれども、嘉手納漁港内
の航路などに、河川に堆積する土砂を県の責任におい
て定期的にしゅんせつすること、３番目ですけれど
も、このことについてよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　河川の河道内に堆積
する土砂の撤去につきましては、河川の治水上の観点
から土木建築部のほうで撤去をすると。また下流側に
あります漁港及び航路に堆積する土砂につきまして
は、漁港の運用上、農林水産部が対応するということ
としております。お互いに連携をしながら、しっかり
適正な維持管理に努めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、実はこの比謝川は今部長が答
弁したとおり、河川は土木部なんです。下のほうに下
りてきて漁港、船があるところは農林水産部。上のほ
うは企業局なんですよね。それで嘉手納、地元から県
のほうに、たしか平成二十何年度でしたか、要請が出
ております。そこで知事、そのときの部長は宮城部長
なんですけれども、これ見て分かるように（資料を掲
示）　県からのこの回答が出ています。ここには農水
部、土木部、企業局、双方で県で話合いを持っており
ます。この回答要旨にそのまま沿った形で理解してよ
ろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、議員からお話の
ありました比謝川下流堰撤去に伴う要請についての平
成29年３月29日付の回答書については、承知をして
ございます。引き続きこの回答書に基づき、しっかり
と対応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ比謝川については、回答したと
おり、よろしくお願いしたいと思っています。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
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　　　午後２時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　那覇軍用地等地主会の再質問を行い
ます。
　那覇軍港は、市街化区域とされたために課税当初か
ら平成17年、一団の土地であるにもかかわらず、陸
自、空自、空港、３施設より約４倍も固定資産税が
高く、平成17年と比較すると３施設が100坪当たり
１万7000円に対し、那覇軍港は６万2000円と、3.6
倍も固定資産税が高くなっております。那覇軍港は平
成18年の100坪当たりの適正な税額は２万5000円で
あると、当時の翁長市長は不動産鑑定評価を導入し、
税額７万5000円と約３倍も高くなっています。直近
の令和２年度に関しては、100坪当たり適正な税額は
８万円であると報告がありますけれども、税額16万
円と約２倍も高くなっております。全ては那覇軍港を
市街化区域とする行政の法律違反に基づくもので、那
覇軍用地主会、1016名いますけれども、709名が請
願を提出しております。地主会と要請、請願について
皆さん、話合いをしたことありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇軍用地主会の皆
様とは、平成28年から意見交換を続けているところ
でございます。引き続き、丁寧に説明をしながら理解
を求めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　沖縄県で那覇軍港以外で、私は基地
の中は全部市街化調整区域だと理解しておりますが、
那覇軍港以外で市街化区域に指定されているところは
ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　当時、市街化区域の
設定基準に適合しているものとして、牧港住宅地区、
キャンプ・ブーン、キャンプ・マーシー等がございま
す。
○中川　京貴君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩

　　　午後２時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　大変失礼いたしまし
た。
　先ほどのは返還当時でございまして、現在は那覇軍
港のみでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、実は50年前、那覇新都心と
か、また那覇の一部は開放できるということで市街化
区域になったんですよ。那覇軍港の地主は、自分たち
の土地が市街化区域になっていることも知らなかっ
た。またその説明会に参加していないそうです。それ
で、先ほど資料を渡しました、沖縄防衛局に問い合わ
せました。これは平成29年３月です。防衛局は、基
地の中は市街化調整区域であって、地主が勝手に物を
使うことはできない。だから市街化はなじまないと防
衛局長からの文書、これですね。（資料を掲示）　こ
れ皆さん確認してください。それは、あえて言います
けれども、皆さん、地元から農地を市街化にしていた
だきたいっていうときはできないのに、基地の中は勝
手に市街化できるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　当時の都市計画手
続の際に、昭和48年８月６日付で那覇防衛施設局宛
て、都市計画案の意見照会を行い、昭和48年８月17
日付で回答がございました。その回答の中では、那覇
港湾施設を市街化調整区域に変更する要請はなかった
と理解しております。
　したがって県としては、国への照会を行った上で、
適正な都市計画手続を経て、市街化区域に設定された
ものと理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、ちょっと読み上げます。
　那覇港湾――これ防衛局の回答です。防衛局の回答
は、「那覇港湾施設は、日本国とアメリカ合衆国の相
互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域
並びに日本国軍隊に使用を許している施設・区域であ
り、現時点では市街化区域としての開発行為は困難で
あるため、沖縄防衛局としては市街化区域の指定は適
当ではないと考えている」と。
　じゃ部長、市町村から県に市街化区域、市街化調整
区域から市街化区域の要請がきたら外しますか。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、那覇港湾施設
の地権者で構成されております軍用地主会と継続して
意見交換を行っておりますけれども、県に対してその
ような市街化調整区域に設定するというような要望は
出されていないと承知しております。
　県としましては、まちづくりの主体である那覇市の
意向や、返還に向けた動向も踏まえて議論する必要が
あると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、地主会は1016名のうち700
名は、50年前に県に瑕疵があると言っているんです
よ。知事、知事、この代表が二、三名いますけれど
も、役員に、ぜひ知事、一度会っていただけません
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　このような社会的な状況の
経緯について、地主会と部局において、まず丁寧な話
合いをさせていただき、折を見て私もまた地主会の皆
さんとお会いして御意見を伺えればと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ知事、よろしくお願いしたいと
思っています。やっぱりこの方々は評価の見直しで固
定資産税が上がったから、そういったものが出てきて
いるんです。その結果、固定資産税、評価の見直しで
上がったと。この固定資産税が上がらなければ、そう
いう問題にならなかったと思っているんですよね。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　最後になりますけれども、知事、
犬・猫殺処分ゼロについてです。先ほどもありまし
た、平成８年度は２万頭殺処分していたと。知事が就
任して以来、またボランティア活動、そういった方々
が知事を表敬しましたよね、知事室で。それ以降、も
う目に見える形で殺処分が減っているんですよ。これ

成果だと思っております。しかしながら、ボランティ
アにも限界があって、昨今新聞等にもいろいろ問題が
出ております。団体の組織が。ぜひ知事がその判断を
していただいて、ボランティア団体に支援をしていた
だきたいと要望を申し上げて終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　こんにちは。
　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
　通告に従い、一般質問を行います。
　すみませんが、順番を変えて、２の総務部関連につ
いてから始めたいと思います。
　(1)、令和５年度組織・定数編成について。
　ア、基本的な考え方、定数と定員の定義等について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和５年度の組織編成に
当たっては、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的な
ものとなるよう、組織体制の見直しを行うとともに、
新たな行政課題や多様化する行政需要に的確に対応で
きるよう、必要な組織を編成しております。また、定
数については、スクラップ・アンド・ビルドによる再
配置を原則としつつ、児童相談所の体制強化や新たな
行政需要に対応するため、必要な配置を行っておりま
す。
　また、定数と定員の定義ということでございます。
定数とは、事務を処理するために配置した職員の数を
指します。一方、定員は、県職員の身分を持つ者の数
を指しており、公社等の派遣職員や休業者等、県の業
務に就いていない者も含まれます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次に、主な改編内容とその理由に
ついて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和５年度においては、
新たに知事公室の地域外交室や文化観光スポーツ部の
しまくとぅば普及推進室、保健医療部の感染症研究セ
ンター等を設置するなど、新たな行政課題や多様化す
る行政需要に的確に対応するための組織編成を行うこ
ととしております。また、職員の定数については、新
たな行政需要や喫緊の課題に対応するための職の配置
をする一方で、国民文化祭や世界のウチナーンチュ大
会の終了に伴う減少要因もあることから、令和４年度
と比較しまして６人減の3812人となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
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○西銘　啓史郎君　新設組織の設置目的とその役割に
ついて、もう一度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　新たな組織ということで
ございます。知事公室に地域外交室を設置し、関係部
局で進めている国際交流・協力に関する取組等を部局
横断的に推進することとしております。また、文化観
光スポーツ部にしまくとぅば普及推進室を設置し、し
まくとぅばの普及に関する施策を総合的に推進するほ
か、保健医療部に感染症研究センターを設置し、感染
症情報の収集・分析等を強化することとしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　地域外交室については、我が会派
からもいっぱい質問がありましたけれども、私は１点
だけ、この組織の英語名って決まっていますか。組織
の英語の名称、決まっていれば教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　課名はもう決定しておりますけれども、英語表記に
ついてはまだ検討中といいますか、まだ決定しており
ません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　対外的に、特に外国の方々に名刺
を配るときに、この名称一つ間違うと僕は大変なこと
になるのかなと。皆さんが思っている役割と相手が受
けることは大変重要だと思いますので、英語の名称に
ついてはいろんなところと相談をしながら決めていた
だきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　それと、しまくとぅば普及推進
室。しまくとぅば条例もありますけれども、これまで
の事業の実績、それから目標に対する達成率等、お答
えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
に行いましたしまくとぅば県民意識調査の結果により
ますと、しまくとぅばに親しみを持っている、どちら
かといえば親しみを持っている割合が73.2％、一方
で使用頻度について主に使う、共通語と同じぐらい
使う、挨拶程度使うとした合計が28.6％ということ
で、親しみを持っているという部分については高い関
心がありますけれども、使用頻度については低い状態
になっております。
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　目標ですけ
れども、しまくとぅば普及推進計画においては、令和
４年度までで挨拶以上使う人の割合を88％まで引き
上げるという目標でありました。それから、しまく
とぅば普及推進事業、令和３年度の決算額が約8600
万です。平成26年度から令和４年度まで、令和４年
度は予算額を累計しますと９年間で７億6900万にな
ります。
○西銘　啓史郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
の調査結果で28.6％です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今お話ししたように、88％の目
標に対して７億円を使って達成率が二十数％。普通の
事業であれば、この事業を見直すか、私は中止すべき
だと思うんですけれども、今までやってきたものに対
して、この推進室までつくってまた新たに取り組むこ
とは――しまくとぅば自体私は否定はしませんけれど
も、前々から申し上げていますように文化事業、伝統
芸能をもっと大事にして、その中で言葉が伝えられて
いくことが私は大事だと思いますので、その辺につい
てはまた委員会でも議論したいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○西銘　啓史郎君　３番の文化観光スポーツ関連につ
いて(1)、昨年12月４日那覇空港で発生したドローン
の飛行による航空機への影響実態（嘉手納基地への避
難着陸等）と今後の課題と対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　令和４年12月４日夜に那覇空港にて発生したド
ローン飛行による滑走路の閉鎖について、航空便７便
に目的地変更や引き返し等によって到着遅延が生じ、
そのうち管制の指示で嘉手納空港へ着陸した便につい
ては、予定より７時間近く遅延して那覇空港に到着す
るなど、多大な影響があったと承知をしております。
なお、大阪航空局那覇空港事務所は、今後も法令に違
反するドローンを確認した際は、速やかに関係機関と
連携し、航空機の安全運航を最優先に適切に対処する
としており、県としても国や関係機関と連携して、ド
ローンに関する法規制や適切な使用等について一層の
周知に取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　実は福岡からの飛行機が嘉手納に
ダイバートしたという中で、そこに乗客として私の知
人が乗っていました。そのときの話を聞いて、私は質
問通告後だったのでさきの議会ではできなかったんで
すが、嘉手納で給油をするために７時間近く、何時間
ですかね、もう深夜になって那覇空港に戻ってきたら
しいんですが、携帯は使えない、機内ではトイレも大
混雑、いろんな意味でこういう影響が出たということ
で、私は今文化観光スポーツ部関連で質問を上げまし
たけれども、今後も何かあったときには嘉手納にダイ
バートすることは私はあると思います。そのときのい
ろんな状況を県がしっかり把握して、どこに障害が
あったのか。給油の時間がかかった理由もいろいろ聞
きますと、航空会社に聞いてもいろいろ外国からの、
米軍の許可が出なかったとかいろいろあるようです
が、いずれにしても申し上げたいことは、こういうこ
とは普通あってはならないことです。ドローンの飛行
によって空港が閉鎖される。これはぜひ県警もここら
辺については調査もしてほしいんですが、今後考えら
れるケースとして、それが起こった場合に速やかに―
―もちろん嘉手納空港ですから航空機から旅客は降り
ることはできません。でもお客様はそれを理解してい
ないと、なぜ降りられないんだという方もいらっしゃ
いました、過去も。ですから、そこはしっかり県とし
ても今後の対応を空港ターミナルビル、それから米軍
の嘉手納基地も含めて、いろんな対応についてしっか

り行ってほしいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　２番に移ります。
　ジャパンウィンターリーグについて、概要と県の支
援内容を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ジャパン
ウィンターリーグは、株式会社ジャパンリーグが主催
の日本初となる野球の長期トライアウトであり、県内
４市村を会場として、令和４年11月24日から12月25
日の約１か月にわたってリーグ戦が開催されました。
国内外から総勢66名の参加があり、36名の選手が独
立リーグ等からのスカウトがあったと聞いておりま
す。県の支援としては、スポーツイベント支援事業に
より、リーグ運営に関する経費について補助を行った
ところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先日、そこの役員の方々とお会い
する機会がありました。いろんな話を聞きました。
（資料を掲示）　私も中高と野球をやっていた関係も
あるんですが、このガイドブックの中に、日の目を浴
びていない場所に光をと。要は今、プロ野球の中でも
一部の選手、優秀な選手がＷＢＣに参加しますけれど
も、もう多くの方々が１軍、２軍、または育成で頑
張って、今プロの方で自由契約になるとトライアウト
といって、１日だけしかこのチャンスがないわけです
ね。いろんな話を聞いて私も納得したのは、このジャ
パンウィンターリーグは１か月ぐらいやって、各スカ
ウトの方も見て、今回10人が契約に至ったと。これ
は四国リーグとかいろんなリーグもありますけれど
も、そういうチャンス、特にこういう野球の中でも隠
れた逸材がどこで見つかるか分からないわけです。
今、山川選手も中部商業高校から富士大学に行って、
そこからプロに入ったわけですけれども、高校では甲
子園には行っていないんですが、そういった選手が
育ってくる。また、高校のときに無名だった選手がプ
ロに入って成長するということで、このチャンスを与
える機会として私はすごい、すばらしいと思ったわけ
ですね。
　県のほうが500万ぐらいの支援をしているというこ
とだったので、このまま、毎年定期的にやりたいとい
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うことで何らかの方法がないかということで、スポー
ツアイランド沖縄として、やはりそういったことも定
着をさせていく。そして県外からいろんな選手がこの
リーグに参加をして、自分のチャンスをつかむ。その
ための場にするということは私はすばらしいことだと
思いますので、ぜひ県としても検討をお願いしたいと
思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　３番目に行きます。
　長野県との協定締結について、概要と今後の対応を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県と長野県におきましては、これまでシャインマ
スカットとマンゴーの相互応援販売、環境フェアの相
互出展、沖縄と長野の大学生による平和交流、こう
いったものについて連携して取組を進めてまいりまし
た。去る２月２日に、長野県の阿部知事が玉城知事を
表敬訪問いたしまして、既に連携している取組をさら
に深めるとともに、幅広い分野への展開を図るため、
包括的な連携協定締結について提案がなされたところ
であります。
　このため、県としましては、当該連携協定の年度内
の締結を目指して、現在、連携事項について長野県と
鋭意調整を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　この件に関しては、知事、長野県
知事はもう何度も沖縄にお越しになって、知事もこの
間また面談をされて協定の話が出たと聞いておりま
す。
　知事は長野県に訪問する予定は、今年度おありで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　先ほども答弁いたしまし
たが、年度内に何とか締結をしようということで、そ
の締結の日に知事にぜひ出張していただこうというこ
とで、今秘書課のほうと調整を進めているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　長野県には沖縄振興議員連盟があ
ります。それを受けて我々は、一昨年４月でしたか、
観光スポーツ議員連盟を立ち上げました。そういう意

味では、沖縄にない魅力、長野の山、川、そういった
ところ、また、長野から沖縄の魅力を感じて修学旅行
もいっぱい来ていますので、ぜひそういった交流を含
めて、議員交流それから経済交流、スポーツ、子供た
ちの交流も含めて我々も努力していきたいと思います
ので、知事としても御協力をお願いしたいと思いま
す。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　(4)に行きたいと思います。
　宮古島サスティナブルツーリズム連絡会が発表した
持続的観光への統一ルールの概要と県の見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　宮古島の持
続的観光への統一ルールである宮古島サスティナブル
ツーリズムガイドラインは、島の約束として、島の持
続可能な利用による地域活性化の推進を目的とした市
民、観光客、事業者に向けたガイドラインであると承
知しております。社会、経済、環境のバランスを取り
ながら地域活性化を図ることは重要な取組でありま
す。
　県としましては、世界から選ばれる持続可能な観光
地の形成に向け、このような取組が県全体に広がるよ
う、旅行者と地域住民が価値を共有することにより社
会、経済、環境のバランスが取れ、地域の好循環を生
み出していくサステーナブルツーリズムの推進に取り
組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私も新聞で見て初めて知りまし
た。そして、ホームページからこれを拾いましたけれ
ども、（資料を掲示）　すごくよくまとまっていると
思います。特に、観光客や事業者に求めることであっ
たり、それから市民に求めることであったり、そして
いろんな環境を守るために、特にダイビングにおいて
もそういったサンゴを傷つけないように努力しましょ
うということで、これは恐らくいろんな苦労があった
と思います。そこに成案に至るまでですね、関連各
者。大事なことはこれを、実際に総論賛成、各論反対
にならないように、県としてもウォッチをしていただ
きたいというか、支援をしていただきたい。そして同
じように、ほかの地域にこういった成功事例がしっか
り広がって、環境を守りながら持続可能な観光地を形
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成していく。先般、我々経労委でハワイに行きました
けれども、やはり環境というものを大事にしながら観
光を守っているというのを実感しました。ぜひ沖縄も
新・沖縄21世紀ビジョンにも書いているように、持
続可能な観光ということでウォッチ、フォローをして
いただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　４番に行きます。
　県警関連(1)、水上安全条例改定後の現状と課題に
ついて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　お答えいたします。
　水上安全条例は、スポーツやレクリエーションに伴
う水難事故を防止し、海域等の利用者の生命、身体及
び財産の保護を図ることを目的に、平成６年４月に施
行され、その後、令和３年５月に一部改正施行に至っ
たところでございます。この一部改正によって、新た
にシュノーケリング業の事業届出義務を課すこととし
たほか、悪質事業者に対する事業の停止などの行政処
分規定や、暴力団員等に関する欠格事由規定を新設を
しております。施行後、これまでに２事業者に対して
事業の停止に係る行政処分を科したほか、欠格事由が
あることが判明した３事業者から事業の廃止届出を徴
するなど、条例の適切な運用に努めております。
　他方で、事故防止のための安全対策が十分でない事
業者が散見されることから、県警察といたしまして
は、事業者への立入調査や各種講習会等の機会を捉え
て、安全対策の徹底について周知を図ってまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先日、新聞でマリンレジャーの事
業登録の偽造疑いという記事が出ていました。こう
いったことも含めて、県警としてもいろいろ努力され
ていると思いますので、しっかり、届出をした業者
の見守りというんですかね、安全・安心にマリンレ
ジャーが楽しめる環境をぜひ維持していただきたいと
思います。
　続いて(2)、ＳＤＯ認証制度の今後の方向性につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　お答えいたします。

　ＳＤＯ認証制度につきましては、ダイビング事業者
の安全対策等の品質の可視化を目的として、平成30
年４月から一般社団法人沖縄マリンレジャーセイフ
ティービューローが運用する、ダイビング事業者に係
る安全認証制度であると承知をしております。一方
で、水上安全条例では、一定の安全対策を講じている
事業者を安全対策優良海域レジャー提供業者として指
定する制度を設けております。
　県警察といたしましては、同指定制度の適切な運用
を図るとともに、今後さらなる安全対策制度の必要性
についても検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほどの宮古島のこのガイドライ
ンですけれども、ぜひ県警も見ていただきたいんです
が、私が申し上げたいことは、水上安全条例の管轄が
県警であり、しかし、私はマリンレジャーというくく
りで言えば文化観光スポーツ部もぜひ絡んでいただき
たいと思っています。要は観光客、マリンレジャーも
安心・安全で楽しめる――今はどうしてもインター
ネットを中心に、安かろうということで、その料金だ
けに目が行って、けがをして保険が下りなかったとい
うケースも聞いていますので、ぜひそれについては引
き続き県警のみならず、文化観光スポーツ部も一緒に
なって取り組んでいただきたいと思います。
　(3)に行きます。
　交通渋滞の現状と緩和策について伺う。
　これ実は、県警のほうに投げましたが、その前に企
画部交通政策課でしょうか。県内の交通渋滞による経
済損失、今手持ちに何億円という額があれば教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えします。
　申し訳ございませんけれども、交通渋滞に係る経済
損失については、県のほうでは算出していないという
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　沖縄総合事務局では算出していま
したか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　沖縄総合事務局のほうで
も、そういうものは出していないものと思っておりま
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す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私の勘違いでなければ、何か数字
上、何十億の経済損失だというのを見た記憶があった
ものですから、後ほどでも結構ですので分かれば教え
てください。
　この中で質問したいことは、交通渋滞の原因は恐ら
くいろんなことが多岐に絡んでいると思います。もち
ろんハード面、ソフト面、ハードでいえば道路の拡幅
だったり、それから信号機の設置、右折を優先的にし
たらどうかという呉屋議員からの提案もありました。
そういうことを含めて、簡単に解消できないとは思う
んですが、私のほうで確認したいのは、今バス専用
レーンとバス専用道路がありますが、この辺の違いを
まず説明をお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　バス専用レーンとバス専用道路の関係でございま
す。バス専用レーンは、ある時間帯に、例えば２車線
あるときに、ある時間帯になるとある車線について
はバスだけ、もう一つの路線についてはバス、タク
シー、二輪車が通れるというところがバス専用レーン
でございます。そしてバス専用道路でございますけれ
ども、これは１車線しかございませんで、その時間帯
になるとバスしか通れないと、そういう道路でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　実は、那覇市のほうで交通基本計
画なるものをつくっていました。その中の資料に、市
外からの自動車通勤７割だそうです。要は那覇に来る
７割は市外からの通勤客。それから５キロ以内の移動
であっても、６割の方がもう車を利用する。それから
朝のピーク時、特に８時については１人乗りのお客様
が９割だそうです。ということで、私のほうで提案と
いうか申し上げたいのは、バス専用レーン、バス専用
道路、特に今、私が感じているのは、与儀から開南、
那覇高校までの間なんですけれども、バス専用道路に
なっていると思いますが、交通量をぜひチェックして
いただいて、私が見る限りそんなにバスは走っていな
いような気がします。それから開南から那覇高校まで
の間、これ県道222号線となっているようですが、そ
こも今、朝の通勤時間はバス専用道路なので通れませ

んけれども、そこも開放するのも一つの手ではないか
と。特に識名トンネルから寄宮十字路までの渋滞緩和
もろもろ含めて、今のバスレーンを拡充するのも結構
ですが、現状のバスレーンでそんなに交通量がない時
間帯、レーンがあるのであれば、これもぜひ見直して
いただきたいと思うのですが、県警としてはどういう
考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　お答えいたします。
　バスレーン規制の在り方につきましては、沖縄県が
主催し県警察、県バス協会等が参加する沖縄県公共交
通活性化推進協議会が設置されて検討が進められてい
るところでございます。バスレーンの延長につきまし
ては、一般車両が通行できない区間が増加するという
ことで、渋滞が増加して、それに伴って交通事故の増
加が懸念されるであるとか、あるいは渋滞の増加に
よって旅行速度が低下して経済損失が増加するなどの
多方面の影響というのが懸念されるところでございま
す。
　県警察といたしましては、今議員が御指摘いただい
た点も含めて、引き続き関係機関と連携して規制の在
り方について検討をしてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私は大切なことは、やはり経済的
な損失が多い中で短期的にできること、しかも簡易に
信号の時間を調整したり、右折レーンをつくったりい
ろんな短期でできることと、もう道路の拡幅なんてい
うのは予算が遅れたらどんどんどんどん遅れていきま
すので、その間にできることをしっかりやらないと、
県の経済への影響が大きいと思いますので、これは県
警のみならず企画部も含めて調整をお願いしたいと思
います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　１番に戻って、知事の政治姿勢に
ついて(1)、所信表明について、ア、所信表明策定に
当たり、知事本人として、どの部分に、どのように強
い思いを込め、また何を変えたのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今議会の知事提案説明要旨
におきましては、令和４年５月に新たにスタートした
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新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の着実な推進と併
せて、誇りある豊かな沖縄の未来を開くため、１期目
に着手・推進した施策のさらなる深化と２期目に掲げ
た公約の実現に向けて各種施策に取り組む姿勢を、県
政運営に取り組む決意ということで盛り込みました。
また、復帰50年の節目に策定した平和で豊かな沖縄
の実現に向けた新たな建議書に込めた全ての願いをか
なえるため、県民の皆様と共に、50年先の未来に向
けて取り組んでいく決意も併せて盛り込ませていただ
いたものであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私は以前、基地への思いが知事の
所信表明、どんどんページが下がっているという話を
しました。知事はいや、ページは関係ないと、思いは
変わっていませんということでした。今回、３ページ
目に入っていますけれども、私が気になったことを一
つ申し上げます。知事、今までは、知事の令和２年か
な、３年かのときには、表現は、「私は」ということ
で「公約の実現に向けて、今後も、あきらめず、ぶれ
ることなく全身全霊をもって県民の思いに応えてまい
ります」という表現なんです。今回どのようになって
いますでしょうか。３ページ目の14行から20行、ど
なたか読んでもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　３ページ目の14行目か
ら読み上げたいと思います。
　「県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日
も早い危険性の除去にはつながらないと考えており、
政府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の
姿勢を粘り強く求めていくとともに、平成25年に県
議会議長及び全41市町村の首長・議会議長が「米軍
普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設断念すること」
を求めた建白書の精神、これまでの県知事選挙や県民
投票で県民が一貫して示してきた辺野古新基地建設反
対の思いを実現するため、ブレることなく県民の先頭
に立ってまいります」でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　表現が、「私」から「県」に変
わったことと、それからぶれることなくは入っていま
すが、諦めず、全身全霊をもってという言葉が消えて
いることにちょっと私は残念な気もします。これも恐

らく知事の言葉を借りたら、いや、この言葉だけでは
ないということになるかもしれませんが、いずれにし
ても基地問題は大変重要なことであるとは認識をしま
すが、その取組についてはまたいろいろ質問をしてい
きたいと思います。
　イです。県政運営に取り組む決意や沖縄を取り巻く
現状の認識等、これまでとどのような違いがあるか伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県政運営に取り組む決意においては、新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画の着実な推進と２期目の知事公
約実現に向けた各種施策の展開のほか、昨年12月に
閣議決定されたいわゆる安保関連３文書に対する県の
認識や姿勢について記述をしております。
　沖縄を取り巻く現状の認識では、継続する物価高騰
に対する県の取組のほか、昨年２月に始まったロシア
によるウクライナ侵攻や安全保障環境がより一層厳し
さを増している東アジア情勢を踏まえた平和的外交・
対話の必要性及び独自の地域外交展開に向けた地域外
交室の設置について記述しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　では次に行きます。
　ウ、重点的に取り組む３つの大項目とは何か、また
令和５年度一般会計当初予算の施策概要との関連につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　２期目の公約においては、新型コロナウイルス感染
症の影響の長期化による深刻な経済状況や子供の貧困
問題等重要性を増した課題等を踏まえまして、「県経
済と県民生活の再生」、「子ども・若者・女性支援施
策のさらなる充実」、「辺野古新基地建設反対・米軍
基地問題」、この３つを特に重点的に取り組む大項目
として掲げておりまして、この考え方を踏まえた取組
を重要政策と位置づけております。また、当初予算の
施策概要は、２期目の公約に掲げられている、重要政
策と推進施策の分野ごとに概要を整理したものとなっ
てございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ではエ、施策概要の重要政策と推
進施策の定義と位置づけ、また違いについて伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　２期目の知事公約においては、３つの大項目の基本
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的な考え方を踏まえ、特に重要と考えられる施策を重
要政策として位置づけております。また、１期目に着
手・推進してきた取組の中で、より深化させていく施
策、これを推進施策として位置づけております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
　私が申し上げたいことは、知事の所信表明というの
は、新年度、予算も含めた知事の思い、この１年間ど
ういうふうにしていくか、何を中心に予算をどのよう
に割り振るか、限られた財源の中で取り組む姿勢を表
明する、重要だと思っております。
　残念ながら、施策概要と推進施策、それから別途予
算の部局別のであったり、いろんなのを見ると、何か
関連性がよく見えなくなってきましてね。ですからも
ちろん、事務方の方々はいろんな意味で分かりやすく
県民にも、我々議会にも分かりやすくしているとは思
うんですけれども、何かしっくり落ちないんです、私
自身が。これはまた予算委員会でもしっかり確認もし
ていきたいと思うんですが、いずれにしても申し上げ
たいことは、この１年間をどのようなことで優先順位
も含め、先ほどの３つの重点項目もありました。中に
は、表現の中では、３つの枠組み、３つの基本方向、
それから基本的指針、21世紀ビジョンでもいろんな
のが出てきます。ですから言葉一つ一つが上手く関連
されていればいいんですが、このつながりがよく分か
らないので、ぜひまたこれは予算委員会でも質問した
いと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　(2)の安全保障に関してでありま
す。
　ア、安保関連３文書（国家安全保障戦略・国家防衛
戦略・防衛力整備計画）について知事の認識と見解を
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　昨年12月に閣議決定された、いわゆる安保関連３
文書においては、日本が「戦後最も厳しく複雑な安全
保障環境に直面している」とした上で、第15旅団の
師団への改編や空港・港湾等の整備・強化、訓練によ
る使用等、沖縄における防衛力強化に関連する記述が
多数見られます。一方、反撃能力の保有については、
憲法第９条の趣旨への政府見解との問題のほか、国際

法で禁止された先制攻撃となるおそれや、従来の専守
防衛方針との整合性等の課題が指摘されております。
これらのことを含め、国においては、国会の場で十分
に議論し、課題や方向性について国民に丁寧な説明を
行っていただきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次に行きますけれども、イ、国家
安全保障戦略策定の趣旨と我が国が守り、発展させる
べき国益とは何か、及び総合的な国力（外交力・防衛
力・経済力・技術力・情報力）について県の認識と見
解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国家安全保障戦略の策定の趣旨ですけれども、我が
国は「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面して
いる」中、外交力・防衛力・経済力を含む総合的な国
力を最大限に活用し、国益を守るため、諸政策に戦略
的な指針を与えるとしております。また、我が国の国
益とは、主権と独立の維持、領域保全、国民の生命・
身体・財産の安全の確保、また、経済成長を通じたさ
らなる繁栄を主体的に実現などとなっております。同
戦略においては、外交力・防衛力・経済力等を含む総
合的な国力を最大限活用するとの記述もありますが、
県としては、平和的な外交・対話による緊張緩和と信
頼醸成が特に重要であるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　それと今の件で少し確認なんです
けれども、午前中、我が会派からの質問もありました
が、抑止力。外交、要は総合的な国力の中に外交力も
入り、防衛力も入り、経済力も技術力も情報力も入る
とあります。この中で、やはり抑止力といいますか、
パワーバランスが崩れるときに、いろんなことが世の
中起きると私は理解しております。要はお互いにそれ
なりの防衛力を持つ中で、外交交渉をする。その結果
が平和を維持できるというふうに私も理解をしており
ます。
　そこでちょっと確認なんですけれども、知事、御自
宅にはセキュリティーシステムは入れていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　知事公舎は完璧なセキュリ
ティーがしかれておりますが、私の沖縄市の自宅へは
特にそのようなシステムは入れておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　昨今の事件で気になるのが、空き
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巣ではなくて強盗事件が多いですよね。明らかに意図
を持って来るわけです。私、この事件全部概要を把握
しているわけじゃないんですけれども、特に地方のほ
うで発生したり、もしかしたらそういったセキュリ
ティーシステムのないような環境なのかもしれません
が、私はこう考えるんです。私も実は横浜の家にはセ
キュリティーシステムを入れていますけれども、これ
は、家族を私は自分で絶対守らなきゃならないと。そ
の中で私の力だけではどうしようもないので、あるセ
キュリティーシステムを入れて、何かがあった場合に
はその警備会社が駆けつけてくれる。これは僕はある
意味、抑止力にもなっていると思います。玄関にその
シールが貼られていることで、何らかの影響、思いと
どまらせる力があると思います。ですから申し上げた
いことは、強盗に対して話合いで解決なんかできない
です。要は強盗が入らないために――強盗は話せば分
かると私は思ってないんです。ですから、例えはよく
ないですけれども、県警本部長、もし事件の内容が分
かればあれなんですが、何らかの形で――もちろん今
監視カメラもありますので、いろんなものありますけ
れども、まずは防止する努力をする、例えば知事公
舎、知事の警備の方がいますよね。あれ、警備の方が
いる理由は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　思いますに、知事である私
と同居する家族の身の安全を守ることであると思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ですよね。ですからそこにガード
マンがいることで、誰か悪いことをしようと思う人が
思いとどまることになると思うんです。もしそれがな
ければ、話合いだけで解決するのであれば、ガードマ
ンがいる必要はないと思います。ですから申し上げた
いことは、しっかりこれを我々県民、国民として――
次の質問にもう入りますけれども、どうやってまずは
――私は県の縮図、全ては僕は家庭だと思っているん
ですね。それが村になり、町になり、市になり、県に
なり、国になると思っているんですけれども、国を守
る最高の責任者は総理大臣であり、防衛大臣も含めて
いろんな方々が、何をもって交渉するかというのは私
大きいと思っているんです。
　その中で、ウ、米中の戦力の比較について知事公室
長、もし分かれば教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局から提供された資料においては、中国軍

と、日付変更線より西側に前方展開する米軍につい
て、近代的戦闘機、それから有人爆撃機などの装備ご
とに、これは1999年、2020年、2025年の兵力が比
較されております。例えばその近代的戦闘機につい
て申し上げますと、1999年時点では、中国軍が100
機に対して米軍は175機、2020年時点では中国軍が
1250機に対し米軍は250機、2025年時点では中国軍
が1950機に対し、米軍は250機となっており、米中
の戦力バランスも中国側の優位に傾くと見込まれてい
るとされております。
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　戦闘機以外というこ
とですけれども、衛星につきまして、同じく1999年
時点で、中国が20機に対し米国が190機、それから
2020年時点で、中国が360機に対し米国が330機と
されておりまして、2025年時点で中国が470機に対
し米国が390機と、これは予想されております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私申し上げたいことは、これも大
浜議員から質問がありましたけれども、中国がこれだ
け衛星を含め航空機、それから海上の空母も含めた軍
備を増強しているという事実を、我々県民、国民は知
るべきだと思います。ですから決して中国に何かがっ
ていうことではなくて、やはりそういった国が相手だ
ということを我々はしっかり理解をしないと、私たち
は交渉を誤ったら大変なことになると思います。もち
ろん知事が外交でっていうふうにおっしゃいますけれ
ども、私は外交だけではなくて、その裏づけはパワー
バランスもしっかり持たないと交渉はできないと思い
ます。以前も質問しました。北朝鮮が何であれだけの
国民しかいない中で、ミサイルを発射したり、こうい
うことが――米国を敵に回すようなことができるのか
というと、やはり後ろにいると思われる大国があるか
らだと私は思います。それからもう一つ、核ももしか
したら持っていることも含めてですね。
　ですから申し上げたいことは、国を守るということ
は、理想では平和はできないと思っています。もちろ
ん理想に基づいて平和は維持しなきゃならないですけ
れども、憲法９条だけではなく、いろんな努力があっ
て今の平和があると私は思っております。
　次に行きます。
　(3)、国民保護計画について、ア、３月実施予定の

‒･300･‒



国民保護計画図上訓練に関する準備状況について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　県では、国民保護図上
訓練に向けまして、市町村や国、指定公共機関等の関
係機関と定期的な意見交換の場を設けております。そ
こで検討・整理した内容を基に、令和５年３月17日
に訓練の実施を予定しておりまして、訓練に先立って
マスコミ等を通じて、住民へ周知することとしており
ます。今回の訓練は、関係機関と時系列に沿った行動
計画の場面ごとの連携や住民避難の在り方について検
証・検討する予定としております。また、関係機関と
しましては、内閣官房や国土交通省等の国をはじめ、
先島諸島の市町村、沖縄県警察、自衛隊、第十一管区
海上保安本部、指定公共機関などの参加を調整してお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　この図上訓練は、公開か非公開か
お知らせいただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回の図上訓練はマス
コミに公開する方向で調整しておりますし、それから
先島諸島市町村以外の市町村担当者に対しましても、
参観を呼びかけております。ただ、訓練会場、スペー
スが狭いという関係で一般の方の参加はありません
が、訓練概要というものを取りまとめまして、県ホー
ムページで公表することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これも今後、どのような形で国民
保護の訓練がされるか分かりませんけれども、私も民
間にいるときに、航空機の事故の訓練というものを何
度も経験をしました、訓練をしました。実際にけが人
が少しというか、出ましたけれども、その事故が発生
したときに大変慌てたんです。どんなに訓練をしてい
ても、頭が２つできてしまったり、もう現地との連絡
ができなかったり――申し上げたいことは、訓練のた
めの訓練では駄目だと思います。どれくらい現実味を
帯びて、事前のシナリオをどう描くか。訓練体制も含
めてこれをやっていかないと、まさかでは済まされな
い、救える命が救えないということにならないよう
に、これは知事公室長にお願いしても来月いっぱいか
もしれませんが、ぜひこれについてはお願いをしたい
と思います。
　そして次に移ります。
　南西地域産業活性化センター（ＮＩＡＣ）が、
2022年12月に発行した国民保護法における住民及び

来訪者の避難想定報告書について、その概要と県の見
解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　同報告書については、
国民保護法における住民等の保護に関して、国士舘大
学防災・救急救助総合研究所の中林准教授による沖縄
経済同友会セミナー講話及び関連資料を基に取りまと
めたものとなっております。内容としては、島嶼地域
における避難の考え方や避難後の生活支援の重要性な
ど、国民保護に関する課題等が分かりやすく整理され
ております。中林准教授からは、県が実施している関
係機関との意見交換会等において、同様の助言等をい
ただいておりまして、今後、本県が取組を進める上
で、参考になるものと認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私もこれ取り寄せて読ませていた
だきました。その中で国民保護法が想定する事態につ
いて、確認をさせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　国民保護法が対象となる事態についてということだ
と思いますけれども、まず類型的には、武力攻撃事
態、それから武力攻撃予測事態、それから緊急対処事
態というものが想定されております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　それで本当に、どのタイミングで
国民保護を行うのかというのは、先ほどの国力の中で
も、５つある国力申し上げました。特に、私のほうか
ら外交力・防衛力・経済力・技術力、その最後の情報
力が一番大事だと思うんです。世界各国もう宇宙衛星
を上げて、この間のロシアの侵攻に対しても、アメリ
カはもう衛星からロシアの動きを事前に把握をしてい
ると。残念ながら日本にはまだそういった衛星がない
中で、こういった情報を収集する、本当にいろんな他
国の動きを収集して、どこかのタイミングで予測事態
という判断をどのタイミングでするか。これ非常に判
断厳しいと思うんですが、国と県が連携をしながら、
そして限られた時間の中で県民、国民を救出する、保
護するということを行わなきゃならないと思っていま
すので、ぜひ輸送力がこれだけかかるから物理的に無
理だということではなくて、ではその輸送力を倍にす
るにはどのように事前に、何が必要なのか。そこも含
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めてぜひ県知事はじめ各首長の方々とも連携を取りな
がら、もちろんそれが起こらないように願うんです
が、その起こる前の想定も含めて、しっかり情報力を
県としてもよろしくお願いしたいと思います。
　以上、質問終わります。ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後４時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　花城大輔君。
○花城　大輔君　会派沖縄・自民党、花城大輔です。
　これはさっきまで話すつもりはなかったんですけれ
ども、啓史郎さんに呼ばれたような気がして、少し話
をしたいと思います。
　私の自宅は、玄関に防犯カメラがついていて、モニ
ターで録画をしてずっと見られるようにしているんで
すけれども、先週、又吉清義議員が代表質問している
間に家に侵入者がありました。そのときに長男が自宅
にいたんですけれども、気がついたら家の中に入って
いたと。たまたま鍵を閉め忘れていて、家の中でいろ
んなことを言って、花城大輔を出せと。そしていない
と言うと、車が止まっているだろうと言っていたそう
です。車まで特定されていると。うちの長男が機転を
利かせて外に一回出して、写真を撮って――その後に
私の愛車に侵入者がお酒をかけていたそうです。中古
の国産車ですけれどね。写真があったので、その日の
うちに逮捕されたそうですけれども、電波がどうとか
という発言をして、なぜそんなことをしたのかが分か
らないままです。そして又吉清義さんが代表質問だっ
たこととの関連も分からないで１週間が過ぎていま
す。皆さん、注意していただきたいのと、もしその方
とお知り合いの方がいましたら、もう来ないでくださ
いねと僕が言っていたと伝えてください。
　それともう一つ、これもお話しするつもりはなかっ
たんですけれども、今、私のスーツがとても頑張って
いましてね。私も頑張ろうと思っていたんですが、昨
日質問を終えた我が会派のメンバーが本日質問するメ
ンバーの名前を見て、今日は消化試合だなと言ってい
ました。いろいろ思うところはありますけれども、こ
こは野党の立場でもありますが、執行部の皆様の力を
お借りして有意義な質問に変えたいと思います。
　それでは、質問に移ります。
　まず、知事の政治姿勢についてでありますけれど
も、知事の提案説明、これ31ページにもわたる内容
でありましたが、どのような思いを込めて読み上げた

のか聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　真摯に答弁に努めたいと思
います。
　御質問にお答えいたします。
　知事提案要旨の説明についての私の思いですが、今
議会、知事提案説明要旨におきましては、令和４年
５月にスタートした新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画、この着実な推進と併せて、やはりコロナの状況か
ら経済的にも健康的にも早く回復し、成長していくと
いうそういう経済的な取組、誇りある豊かな沖縄の未
来を開くこと、そして１期目に着手・推進した施策の
さらなる深化、２期目に掲げた公約の実現、それらに
向けて各種の施策に取り組む姿勢を県政運営に取り組
む決意として取りまとめました。また、復帰50年に
取りまとめた平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな
建議書に込めた全ての願いもしっかりと実現させた
い、かなえていきたいという思いを込めて、それらの
決意も含めて盛り込ませていただいたものでありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は実は、今回の知事の挨拶の中身
について期待をしておりました。昨年、復帰50周年
で新しい振興計画が出されて、今年初めての予算がつ
く51年目のスタートであります。そこには、未来に
どのような沖縄を描くのかというものが入っているん
だろうと思っていましたので、例年どおりだなという
ことで少し残念な思いもありました。
　先ほどの西銘議員も同じようなことを多分言ってい
たのではないかなと思いますけれども、改めて知事、
次の50年に向けてどのような沖縄を目指すのかとい
うものを聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和５年は、先ほども申し
上げましたが５月に新たにスタートした新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画、そして取りまとめました基本
施策の着実な推進を進めていく肝腎なスタートの年で
あります。ですからそのことについては、私の知事提
案要旨は幾分、総花的な印象はお持ちになられたかも
しれません。しかし、これら一つ一つの施策を着実に
スタートさせていくための大事な１年であるというこ
とについて、そのような内容で今般この要旨を取りま
とめさせていただいた次第です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私が先ほど申し上げましたように、
物足りなさに似たような気持ちは、やはり事業の何を
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やります、何をやりますということの小さなテーマが
たくさん出されているにもかかわらず、大きなテーマ
がイメージできないというところにあったんだという
ふうに思っています。
　これは、今から５年ほど前、私が自民党県連の青年
局長という立場で、自民党本部で行われた学生部会と
いうものに出席をしたときであります。全国で大学生
を中心とした学生が集められていましたけれども、そ
こに麻生太郎大臣が来られて講演をしました。その講
演の冒頭で、諸君、我が国はこれから何で食っていけ
ばいいかなと質問したんです。そして少しの沈黙が
あった後に、我が国が何で食っていくかということ
と、皆様がどう生きていくかということは全くの無関
係ではないと思うんだがねと言っていました。そし
て、どこか頭の片隅にでもそのことを置いて、勉学に
励んでいただきたいということで講演が始まりました
けれども、私はそのような大きなテーマを感じさせる
ようなメッセージ、今の沖縄には必要ではないかなと
いうふうに思います。特に未来を担う若者とか子供た
ちとかという表現をしますけれども、その若い世代が
どこを見て勉学に励んだり目標を立てたり、夢を追い
かけたりするのか。そこら辺が描けるような沖縄で
あってほしいというふうに思っております。知事の今
後に、こういったメッセージを出していただけるよう
に期待をしたいと思います。
　そして、各事業の中でその大きなテーマから下ろし
ていないというところが、如実になっているのが私は
海底資源の進捗ではないかなというふうに思っていま
す。これは、昨年までに沖縄新発展戦略とか新しい振
興計画とかたくさんありましたけれども、この海底資
源についてちょっと順番を変えて質問をさせていただ
きたいと思います。
　先日、我が会派の仲田議員の代表質問の際に、ブ
ルーエコノミーの推進、海洋資源を経済に生かす取組
についての質問がありました。今回知事提案説明にも
一言も出てこない。そして令和５年度の主要施策にも
記述がない。県は、やる気がないのかと思っていまし
たら、企画部長より海洋調査、開発の拠点設置・形成
に向けて取り組むと。海洋施策の総合的施策に取り組
むという答弁がありました。そこで、現在の実施状
況、進捗について説明を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時８分休憩
　　　午後４時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。

○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、これまで、海洋教育や海底熱水鉱床開発へ
の機運醸成に向けた周知広報活動、海底資源開発に関
連する事業者の把握、国等からの情報収集などに取り
組んでまいりました。今年度は、新たに民間事業者等
へのヒアリング調査を通じ、民間参画の条件等の整理
に取り組んでいるところでございます。
　県としましては、将来の海底資源を活用した産業化
を見据え、引き続き国や関係機関と連携しながら、支
援拠点形成に向け取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　また、仲田議員の代表質問の際に、
予算については手元に取りまとめてございませんとの
答弁でした。ただ後日資料を求めると、島しょ型エネ
ルギー社会基盤構築事業、これはソフト交付金ですけ
れども５億4000万円ついております。非常に小さな
額ではありません。その内訳について聞かせてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　島しょ型エネルギー社会基盤構築事業には、８つの
細事業がございます。その中で海洋資源に関する取組
としまして、まず継続事業で海洋資源調査、開発支援
拠点形成に向けた調査事業というものがございまし
て、こちらに1000万円の当初予算案を計上してござ
います。また、令和５年度からの新たな取組としまし
て洋上風力発電導入候補地等調査事業というものを置
いてございまして、約1000万円、こちらも当初予算
案に計上しているという状況でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の答弁の内容、資料でぜひ出して
いただきたいというふうに思いますのでよろしくお願
いします。
　また、これからの国との関連についてお聞きします
けれども、国は来月にも海洋エネルギー鉱物資源開発
計画の総合的な検証と評価を実施するとのことです。
今までとは違う、新しいものが出てくるということに
なります。また令和５年度内には、新しい海洋基本計
画を決定するんですけれども、県はどのように国の機
関とこれを共有して、どのように連携を図っていく
か、それを聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、海底熱水鉱床を含む海底資源につきまし
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て、経済産業省や内閣府海洋政策推進事務局等の関係
機関から新たな海洋基本計画における海底資源の方向
性等につきまして情報収集をするとともに、現在本県
が担っている寄港地としての役割のほか、支援拠点と
しての条件等について意見交換をしているというとこ
ろでございます。
　県としましては、将来の海底資源を活用した産業化
を見据え、引き続き国や関係機関と連携しながら、海
洋調査・開発の支援拠点形成に向け取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ぜひお願いしたいと思っています。
先月、国の研究機関の主要な方とお会いしましたら、
令和４年度、令和５年度は今までにないスピードで取
り組んでいるというふうなお話がありました。ぜひ、
このカウンターパートとして沖縄県を選んでいただけ
るようにやっていただきたいというふうに思います。
　また冒頭の麻生大臣の話に例えるならば、沖縄はこ
れから何で食っていくのかという問いに対して、ぜ
ひ、沖縄は海と共に生きていくというふうな方針を出
してほしいんです。沖縄の近海で眠る鉱物資源を沖縄
で陸揚げをして、法整備をして、沖縄の地で拠点設置
の土地に持っていって、流通・商品化の拠点にしてい
く。そしてそれは、沖縄の人間が沖縄の会社でやって
いくんだということで、今、コロナ前４兆5000億と
いうような県内の流通の金額でありますけれども、こ
れが154兆5000億、それぐらいのことも視野に入れ
てぜひ形にしていただきたい。このようなこれから迎
える沖縄の未来を期待したいというふうに思っていま
す。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　それでは、元に戻って知事の政治姿
勢の(2)、地域外交室について伺います。
　これの具体的な活動内容を紹介していただきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等のソフ
トパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物流、環
境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な分野に

おける国際交流を通じて築いてきたネットワークを最
大限に活用し、アジア太平洋地域における平和構築に
貢献する独自の地域外交を展開することとしておりま
す。そのため、令和５年度に沖縄県地域外交基本方
針、これは仮称でございますけれども、それを策定す
ることとしておりまして、この中で沖縄県の地域外交
の方向性や具体的な活動内容等について示してまいり
たいというふうに考えております。
○花城　大輔君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　花城大輔君。
○花城　大輔君　それでは、今のところ決まっていな
いというような理解でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　沖縄県はもともと物流
ですとか、人材交流とかいろんな事業をやっておりま
す。各部各課に散らばっておりますけれども、そう
いったものを束ねまして、それを検証しまして、いか
に戦略的に一体的にやっていくかということについて
基本方針の中に盛り込みまして、具体的な取組という
んですか、そういったものを定めていきたいというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　やはり今説明を伺っても、この地域
外交室が何をしていくのかというのがイメージできな
いわけなんです。なのでこれはできるだけ早急に示し
ていただきたいというふうに思います。
　そして、一県の職員が外交を行うわけです。これは
どのような人材が責任者としてふさわしいと思ってい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しの部分はあり
ますけれども、県は観光、物流、環境、教育、平和な
ど多様な分野における国際交流を通じて築いてきた
ネットワークを最大限に活用し、アジア太平洋地域に
おける平和構築に貢献する独自の地域外交を展開する
こととしておりまして、こうした部局横断的な取組を
統括できる職員を適材適所の考えの下に人事配置した
いというふうに考えております。先ほど花城議員から
ありました具体的な活動については、私、基本方針の
中で定めていきたいという話をさせていただきました
けれども、例えば、このアジア太平洋地域における
国・地域とのＭＯＵの締結促進、そういったものにも
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取り組んでまいりたいというふうに思っております
し、それから様々な国際会議の誘致、そういったとこ
ろにも取り組んでいきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ちなみに今、検討段階かもしれませ
んけれども、県の職員を充てていくのか、それとも外
部から登用するのか。その辺分かっていれば教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　基本的には、県の職員が地
域外交室は担当させていただくことになろうかと思い
ます。ただ、外部の有識者の方々からそのような意見
も承りながら、きちんと取りまとめていきたいという
ことも考えておりますので、外部有識者のお力も、御
意見もお借りしたいというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　次の質問に移ります。
　３月に実施予定の国民保護――これは図上訓練です
けれども、その実施の目的と期待される内容につい
て、前回もお聞きしましたけれども、もう一度お願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回の図上訓練ですけ
れども、事態認定前の初動時における関係機関の連携
要領ですとか、避難実施要領案等の確認、認識共有を
行いまして、国民保護措置の実効性の向上を図ること
を目的に実施することとしております。また、訓練実
施後は、初動における連絡系統図や関係機関ごとの時
系列に沿った行動計画、それから先島諸島の市町村に
おける住民避難の在り方を成果として整理することを
予定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　県は今、この図上訓練を行う前もし
くは行った後に、そういったことが順番としてあるの
かもしれませんけれども、この住民保護が必要とされ
る状況をどのように想定していますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今回の訓練は、日本国
において、武力攻撃の発生には至っていないが、事態
が切迫し、沖縄県において住民避難が必要となる――
これは武力攻撃予測事態を想定いたしまして、事態認

定前などの初動時における関係機関の連携要領、先島
諸島の市町村の住民避難の在り方について検証・検討
することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先日、ある会合に行きましたら、住
民保護訓練は不要だというようなお話をされる方がい
ました。ミサイルが飛んできたらどこにも行けない
じゃないかと。私も確かにそう思います。と言います
のは、ミサイルが飛んできた場合は、逃げるのではな
くて隠れるんだと思うんですよ。逃げる場合はどのよ
うな状況を想定されるかというと、我が国を攻撃した
軍隊が上陸してくるとき、このときが一番避難が必要
なんだろうというふうに思っています。だからこの方
と私とは、根本的に考え方が違うんですけれども、で
も私はやはり訓練は必要だというふうに思います。
　先日与那国町で訓練が行われたときに、子供たちが
机の下に隠れる姿を見て非常にばかにした方がいまし
た。でも危険が迫ったときに、頭を守るというのは基
本中の基本なんですよ。どのような状況にあっても。
そして有事の際や自然災害が起こったときにどうすれ
ばいいかというのは、実際にそのときになってみない
と分からないわけです。そしてそのときに、あれを準
備しておけばよかった、これを準備しておけばよかっ
たということは通用しないわけであります。たとえ準
備していたものが既に無駄になったとしても、しっか
りと備えというものはやっておく。防犯カメラをつけ
るだけで安心しないで、しっかり鍵を閉める。このよ
うなことは重要だというふうに思います。ぜひ県は、
県民に対してこのような指針をしっかりと示していた
だいて、この訓練の重要性とともに表に出していただ
きたいというふうに思います。
　知事公室長、一言お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　危機が起こったときに、ど
のようにしてまず自ら身を守るかということは、議員
御意見のようにやはり常に想定、シミュレーションと
実動、計画があるべきであろうと思います。今般、国
民保護法の取組について、非常に国内でも大きな議論
になってきておりますし、常に備えておくということ
は必要だと思いますが、ただ国民保護については、例
えば住民避難について平時であれば自衛隊などを活用
して避難することができるかもしれませんが、しかし
有事になると、それは行政や民間の力に委ねなければ
なりません。ただその場合に、では、国においてどの
ような方向性を示していくかということについて、何
が可能で何が必要かということは、しっかりと事前に
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協議をしておかなければならない。それも訓練におけ
る重要な選定であろうというように考えております。
いずれにしましても、沖縄県としては、そのようない
わゆる国民保護に至らないような平時の環境を維持す
ることを政府に求めつつ、例えば災害等の避難訓練も
含めて、住民の生命財産、安全を守るための取組は
日々、不断なく取り組んでいきたいというように思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。
　それでは次の質問です。
　危機管理監設置との関連について、これは説明に来
ていただいた職員の方が、訓練自体との関連はありま
せんというふうにお話をされていました。昨年末に危
機管理監設置の報道がなされましたけれども、どのよ
うな議論がなされて設置に至ったのか。スケジュール
感も含めてお尋ねしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　危機管理監設置に至っ
た経緯ということですが、次年度の組織定数の見直し
の中で、知事公室から総務部のほうに要望して認めら
れたものですけれども、危機管理監についてはそれ以
前から県議会のほうでもいろいろ議論をいただいてお
ります。それから他府県を見ますと、ほとんどの県で
そういった危機管理監を補佐するような立場の人が、
危機管理補佐官ですとか、あるいは外部人材を登用し
て危機管理監として登用していることがありまして、
近年、沖縄でも大雨や台風等の激甚化の傾向も見られ
ましたし、新型コロナウイルスや軽石の大量漂着、こ
れまで見られなかったような危機事象も頻発しており
ます。さらに、沖縄周辺ではマグニチュード８クラス
の巨大地震のおそれもあるということもありましたの
で、そういった万が一を想定した、それから国民保護
にも備える必要があるということで、県の防災危機管
理体制の強化というところが喫緊の課題となっており
ましたので、次年度の組織改正の中で、危機管理補佐
官というものを要望して認めていただいたというとこ
ろになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　知事公室長は、あらゆる職種の中か
ら検討しているという話を前回しておりましたけれど
も、何か進捗があれば聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　今まさに公募に向けて
手続を進めているところでして、代表質問の中でも

私、答えさせていただきましたけれども、例えばとい
うことで、自衛隊、警察、消防等で実動部隊の指揮、
指導等を経験した者、それから行政機関や研究機関で
防災危機管理体制の構築や見直しに携わった実績を
持っている者ということで、本当に現場で実務経験の
ある人を登用して、県の防災対策に生かしていきたい
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私、昨年退職自衛官の提案をしまし
た。自衛隊幹部は、指揮する能力とこの指揮官が出し
た命令に対してそれを形づくる幕僚という能力を両方
持っています。この両方を持っている人しか上には上
がれないんです。今、県内にこういった階級まで上
がってきている、できれば沖縄県民のほうがいいと思
うんですけれども、そういった方たちが何人いて、退
職が何年後でというところも含めて、旅団と連絡を取
りながらリクルートの準備をしていただければいいか
というふうに思います。今年度は間に合わない、だか
らといって来年度それに適切な人材がいるのかどうか
も分からないでは、これはいつ設置されるか分かりま
せんので準備していただきたいというふうに思いま
す。
　それでは、１問飛ばして、ＦＩＢＡワールドカップ
の開催について伺います。
　これは沖縄市が作っているＦＩＢＡのバッジですけ
れども、部長がつけているのも同じですか――違う、
違うんですね、残念です。これは今、沖縄市でいろん
な集まりに行くと、企業の経営者、社員、団体職員ほ
とんどの人がつけています。小渡良太郎議員はつけて
いないんですけれども、今追加で注文しているので、
もし欲しい人がいれば、小渡良太郎議員に言って、も
らってください。
　この点につきまして、何度か質問させていただきま
したけれども、一番私がしつこく質問したのは、開催
地負担金の点です。当初６億円かかる開催地負担金を
県が5000万円しか出しませんよというところから始
まって、沖縄市との関係が悪くなって、そして県が大
分頑張ってくれて１対１――単純に計算すれば３億円
ずつということが、去年の夏ぐらいまでの話だったと
思います。今、どのようなところで着陸しているのか
というところを聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　開催地負担
金６億円につきましては、沖縄振興特定事業推進費を
活用して約12億2300万円の事業を行う中で対応し、
その２割の地方負担分は、県と沖縄市をはじめとする
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４市町が１対１の割合でそれぞれ約１億2000万円を
負担することとしております。また、県は別途負担金
を１億5000万円予算措置し、合計約２億7000万円を
負担することとしております。追加の負担金について
は、安全・安心な大会運営や県外からの誘客の促進
等、充当する事業をＪＢＡ日本バスケットボール協会
と調整するとともに、大会開催に向けた寄附金等の収
入を確認しながら執行していくこととしております。
このような措置により、開催地負担金については整理
が済んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　非常に努力をして頑張っていただい
て、このイベントに対する本気度が分かるような仕事
の内容になっているというふうに思っております。
　それでは続いて、今後の県と沖縄市または近隣市町
村の役割について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本大会につ
いては、沖縄市、那覇市、宜野湾市、北谷町及び関係
団体で構成する開催地支援協議会を設置し、県が事務
局となり大会を支援していくこととしております。協
議会は、市町村や関係団体と連携して、子供たちと
トップアスリートとの交流、空港など主要箇所でのシ
ティードレッシングや機運醸成、ファンゾーンの設
置、渋滞緩和対策とシャトルバス運行による円滑な輸
送、安全・安心な大会運営に向けた警備計画の策定と
実施などの取組を進めてまいります。また、県内41
市町村で構成する市町村連絡会を設置し、離島をはじ
めとする県内からの子供たちの大会招待など、大会を
契機とした様々な事業を全県的に行っていくこととし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　昨日我が会派の上原朝子議員から、
非常にＰＲが弱いのではないかというお話もありまし
たけれども（「石原」と呼ぶ者あり）　石原朝子議
員、訂正しておきます。沖縄市は結構いろんなところ
でＰＲが始まっているんです。県はこれからやるとは
思うんですけれども、具体的にどのような内容を考え
ているかということと、昨日何人かの方から聞かれた
んですけれども、パブリックビューイングは何か所く
らいで考えているか。候補地も含めて教えていただき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県内の機運
醸成につきましては、これまでもテレビＣＭ等、ある
いは県内外のイベントを活用したプロモーションを
やっておりましたけれども、これからさらに露出を増
やしていきたいと思っております。具体的には、公
共交通機関を活用したプロモーション――これはモ
ノレールのラッピングが12月から始まっております
し、順次バスやタクシーに広げてまいります。それか
ら先日、２月26日に日本とバーレーンの予選があっ
たんですけれども、これを沖縄アリーナでパブリック
ビューイングをやりまして、そこに県内の子供たち
を2000名無料で招待する形で大会をＰＲしておりま
す。また各イベントにおけるプロモーションとしまし
ては、県外でいきますと横浜市鶴見のウチナー祭、Ｂ
リーグのオールスターゲーム、それから沖縄観光感謝
の集いなど、そういったイベントでブースを設置する
ような形でＰＲしております。今後も県外のイベント
あるいは県内外の空港、那覇空港、４市町村の主要箇
所での様々なシティードレッシングを予定しておりま
す。
　パブリックビューイングにつきましては、沖縄市、
那覇市、宜野湾市、北谷町での設置を準備しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　具体的な名前が言えるような時期が
来ましたら、できるだけ早く教えていただきたいと思
います。
　そして今、地元で非常に心配されているのは渋滞で
す。地元というのは、私沖縄アリーナの裏手、５分く
らいのところに住んでおりますけれども、先日天皇杯
の準決勝があったときには、見たことがないぐらいの
交通量でした。やはりマイカーで見に来る方が多いと
いうこともあって、住宅街の中まで車がいっぱいして
いたと思います。行政ですから、混んで、渋滞が起
こって、それを実績として記録を残して、それから
じゃないと処置できないということは従来あるのかも
しれませんけれども、今回のようなビッグイベントは
初めて県内で行われるわけです。しっかり事前の対策
をお願いしたいというふうに要望しておきます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　ちょっと通告している質問をやって
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いないものもあるんですけれども、我が党関連のほう
に行きたいというふうに思います。
　仲田議員の代表質問の１番(7)、給食費の支援要請
についてであります。
　知事は先日、文科省に対して沖縄県の給食費無償化
の要請を行いました。新聞報道でも大きく取り扱われ
ていました。そこで、その要請の内容について伺いた
いんですけれども、今、沖縄県以外に文科省に給食費
の要請をしている都道府県はありますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　本県以外で学校給食費無償化を文部科学省へ要請し
ている都道府県があるかどうかについては、すみませ
ん、把握しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　教育長、今のは知事は把握していま
せんという答弁ですか。いいですよ、知事、そのとお
りでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　教育長の答弁のとおりで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それで知事、どのようなロジックで
沖縄県の給食費を無償化にしたいというふうに要請を
したのか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　去る２月９日に私から文部
科学省に対して、次代を担う子供たちの健やかな成長
を支える学校給食費の支援について要請を行いまし
た。昨今の社会及び経済の状況、子育て環境が厳しい
中、少子化の解消に向けて、家庭の経済的な負担の軽
減など、子育て支援の一環として、学校給食費の無償
化の支援もぜひ行っていただきたいということで支援
要請を行ったものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今知事が答弁されたことは、沖縄だ
けじゃなくて全国そうなんだというふうに思います。
どの都道府県知事が今のお話をされても通用する内容
だと思うんです。私が先ほどなぜ沖縄以外にも要請し
ている都道府県があるのかどうか聞いたのは、もしあ
れば、どのようなロジックでその県だけ無償化してほ
しいというふうに国に要請しているのか。そしてもし
ないのであれば、そのない中で沖縄だけなぜこの予算
をつけないといけないのか。それを説得する材料を持
ち合わせない要請には意味がないと思っているから聞
いたんです。知事、実際文科省の反応はどうでした

か。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　学校給食費の支援要請を行った際に、文部科学省か
らは、学校給食費だけではなく教育費全体を軽減して
いくことが、子育て支援、少子化対策として大事なこ
とと位置づけているとの回答を受けたところでありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の教育長の答弁も、文科省として
は給食費だけではなくて教育全般のことを考えていま
すよという内容になっていると思います。そして事前
に調査もしないで、戦略・戦術を持たずに要請したこ
とに対して、この後、悪い影響が出ないのかというこ
とも心配になってくるわけです。
　昨年私は、基地関連の質問の中で話しました。総理
や官房長官、防衛大臣に沖縄の声を聞いて一度工事を
ストップしてくれと言う。それが報道される。だけど
数秒後には、いえいえ唯一の解決策ですから進められ
るよというふうに言われる。その後、知事は何も言え
なくなる。このような状況が果たして要請とかそう
いったことに、後図として認められるのかどうか。私
は非常に疑問に思います。今回、報道の力もあって知
事は早速動いてくれた。喜ぶ県民がいると思いますけ
れども、こんな内容では非常にもったいないなという
ふうに思っております。しっかり成果につながるよう
な、そのような動きを見せていただきたいというふう
に期待しております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　次は、又吉清義議員の代表質問の４
番の(2)の安保３文書の内容についてなんですけれど
も、知事は自衛隊をも削減すべきとお考えかどうか。
これは改めて聞きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県は日米安保体制や専守防衛のための最低限度の自
衛力の保持を理解する立場ではありますが、沖縄の基
地負担の軽減は、米軍と自衛隊を併せて考える必要が
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あると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それでは、我が国の安全保障はどう
担保されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　米軍と自衛隊含めて考える
べきであるというのは、やはり全国の0.6％の県土面
積に70.3％もの米軍専用施設面積を担わされている
沖縄に、さらにまた抑止力の強化という名目で様々な
能力の強化が行われるということ、そして新たに自衛
隊の基地を建設して、この南西諸島地域に防衛力を集
中させるということが、日米同盟のさらなる過重な負
担になるのではないか。であれば、米軍をできるだけ
移設を加速させて、日本の国内法に基づいて設置され
ている自衛隊を迎えるということが必要なのではない
かというような内容も含めて発言しているものであり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は非常に危険だと思います。今の
周辺国を見てとても安心できる状態ではありません
よ。昨年ウクライナは攻められましたけれども、ウク
ライナは安全保障をロシアに依存したんです。核兵器
を全部手渡して、徴兵制をやめて予算を10分の１に
した。そして我々は、今後戦争に巻き込まれることは
ないとたかをくくっていた。そうしたらまさかのまさ
かで、ロシアにクリミアを取られたわけです。ウクラ
イナは８年かけて元に戻しました。このままでは国を
守れないと思ったからです。今、その状態とこの沖縄
県内にある考えは非常に似ているというふうに言われ
ています。私は米軍がどうこうとか、米軍に依存しな
いで我が国は我が国で守るとか、そんなことは言いま
せんけれども、毎日県民が安心して暮らせる環境はど
うしても守りたいというふうに思っております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　大分過去の話になりますけれども、
知事が衆議院議員時代の安全保障委員会のメモを頂く
機会がありました。そこに知事の発言で、島嶼防衛に
はまさに自衛隊と米軍が協力して、しっかりと働きか

けをしないといけない地域があるというふうなこと
や、宮古島のレーダーが古くなっているから与那国に
どうでしょうかみたいな話とか、そういったものが記
録として残っております。そして最後に、私は県民の
声を基に行動しておりますので、ぜひその声をしっか
りと酌み取っていただきますようお願いしますという
ふうに言っているんです。今目の前にいる知事が、こ
んな発言をしていたとは到底信じられないような内容
になっていますけれども、この考え方の違いの変化に
ついて説明があればお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その前段には、沖縄におけ
る米軍基地の整理縮小がマストだということがついて
おります。ですから、米軍基地を撤退させて、南西諸
島でレーダー基地を設けるという、あのときは多分、
１０大綱の頃の中期防計画だったのではないかと思い
ます。ですから、そこが米軍が整理縮小されていくと
いうロジックで、そういう方向性で話をさせていただ
いたものというように記憶しております。
○花城　大輔君　今、沖縄の周辺離島は、当時の知事
が描いていた形に近づいているというふうに思ってお
ります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派、末松文信、一般質問を行いま
す。
　まず初めに、知事の政治姿勢についてであります
が、(1)、米軍基地問題について。
　知事は２期目の県政運営に当たって、米軍基地問題
を重点施策の一つとして掲げ、この50年の間に沖縄
県以外の米軍基地が大幅に減少したことから、沖縄
における米軍基地の面積が在日米軍専用施設面積の
約70.3％になっていると指摘されております。これ
は、分母が減ればその割合は上がっていくのは必然で
はないでしょうか。要は、米軍基地の整理縮小、いわ
ゆる基地負担の軽減を求めていると思いますので、こ
こで伺います。
　米軍基地の整理縮小は、平成８年12月２日のＳＡ
ＣＯ最終報告を着実に実施することが合意され、特
に、普天間飛行場の全面返還が主眼でありました。普
天間飛行場代替施設の辺野古移設は、地元久辺３区を
はじめとする名護市及び関係自治体の苦悩の末、条件
つきで受入れを容認された経緯があります。さらに、
紆余曲折を経て、代替施設建設用地の公有水面の埋立
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承認がされ、工事は着実に進捗している状況にありま
す。にもかかわらず、翁長前知事が辺野古移設に反対
し、工事を阻止するために埋立承認に瑕疵があるとし
て承認の撤回を求め、裁判闘争となりました。ところ
が最高裁は、承認には瑕疵はなく、むしろ知事に不作
為があるとして県が敗訴いたしました。その結果、知
事自ら承認の撤回を撤回し、事実上承認する結果と
なっております。加えて、玉城知事も辺野古移設を反
対するのみで対案も示すことなく、所期の目的であっ
た普天間の危険性の除去はＳＡＣＯ合意から27年が
たって今、なお置き去りになっております。基地負担
の軽減どころか、米軍基地の整理縮小にも足かせと
なっております。
　顧みますと、復帰後、ＳＡＣＯ最終報告の実施に伴
い、キャンプ・ハンセンの県道104号線越え実弾演習
の分散移転による基地機能の削減、ギンバル訓練場、
ダム群を含む北部訓練場の過半の返還、そしてキャ
ンプ瑞慶覧西普天間住宅地区や国道58号拡幅に伴う
キャンプ・キンザーの一部返還など、米軍基地の機能
や面積が着実に縮小され、基地負担の軽減が図られて
おります。加えて、駐留軍用地跡地の利用の促進に関
する特別措置法に基づき、返還跡地の利用が促進さ
れ、やんばるの世界自然遺産登録や西普天間住宅地区
の国際医療拠点の形成など、沖縄県の振興発展に大き
く寄与しております。この実績を評価し、政府と真摯
に向き合うことが、知事がおっしゃる対話への入り口
ではないでしょうか。
　ここで伺います。
　ア、在沖米軍基地は、在日米軍専用面積の約70.3％
が集中し応分の負担にはほど遠いとしておりますけれ
ども、応分の負担とは何％を考えておられるのか伺い
ます。
　イ、当面は在日米軍専用施設面積の50％以下を目
指すとする具体的な数値目標の設定と実現を求めたと
ありますが、県の具体案はあるのか伺います。
　ウ、沖縄の基地負担の軽減は、米軍と自衛隊を併せ
て検討される必要があるとしておりますけれども、共
同使用も含めて検討するという理解でいいのかを伺い
ます。
　(2)は、ほかの議員からも質問がありましたので、
重複しますので削除いたします。
　２、保健医療関連について。
　北部医療センターの整備に向けて、県当局をはじ
め北部12市町村、そして北部地区医師会の尽力に対
し、衷心より敬意を表し感謝を申し上げる次第であり
ます。

　(1)、北部医療センターの整備について、地域住民
説明会を開催しておりますが、課題と対応策について
伺います。
　(2)、薬学部の設置について、令和10年開学を目指
しているようですが、取組状況を伺います。
　(3)、県立病院の管理運営について。
　県立八重山病院の院長、副院長ほか、要職にある医
療従事者が次々と辞めていった背景には、長引くコロ
ナ感染症への対応が激務であった中で、疲労が重なり
処遇改善が滞るなど様々な要因があったと思います。
一連の辞職行動はやむにやまれぬことだったと思いま
すけれども、このことが八重山病院に限らず、ほかの
県立病院にもあるとすれば、ゆゆしき事態ではないか
と思います。県民の健康は最優先されなければなりま
せん。
　そこで、ア、各病院の医師、看護師ほか医療スタッ
フの充足状況を伺います。
　イ、各病院の医療機器等の充足状況を伺います。
　ウ、各病院の経営状況、いわゆる収支を伺います。
　(4)、伊平屋、伊是名村の診療所及び宿舎等の移転
整備の取組状況について、これは前議会での答弁を踏
まえた上で御答弁をお願いしたいと思います。
　３、農林水産業の振興について(1)、名護食肉セン
ターの移転整備に向けた取組状況を伺います。
　(2)、北部ＧＰセンターの統合計画の現状を伺いま
す。
　４、学校教育について。
　(1)、県立名護高等学校附属桜中学校の開校につい
て。
　県民、特に名護市をはじめとする北部地域の皆さん
は、長年の懸案事項であった中高一貫校が県立名護高
等学校附属桜中学校として、この４月に開校の運びと
なりましたことを大変喜んでおり、大きな期待を寄せ
ているところであります。開校に尽力いただきました
教育長をはじめ関係各位に感謝を申し上げます。
　そこで、ア、北部、中部、南部の各地域別の入学者
数を伺います。
　(2)、名護商工高等学校へ建築設備系学科の設置に
ついて。
　建築設備系の学科設置については、中部地域は美里
工業高等学校に設備工業科が設置され、南部地域には
南部工業高等学校に建築設備科が設置されておりま
す。北部地域においても教育の機会均等を図り、自ら
の地域は自らつくるという気概を持った人材を育成
し、建築設備業界の後継者づくりや工事の受注体制を
強化し地域振興を図る観点からも、ぜひ、名護商工高
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等学校に建築設備系の学科を設置していただきたいと
強い要望があります。その後の取組状況について伺い
ます。
　次に、鉄軌道の導入は、北部地域の振興のみなら
ず、中南部地域への一極集中や交通渋滞の緩和を図る
とともに、交通弱者や高齢化社会への対応、そして
カーボンニュートラルへの貢献など期待できるものが
多いと思います。そこで名護－那覇間の鉄軌道導入に
ついて、取組状況を伺います。
　６、伊平屋・伊是名架橋の整備促進に向けた取組状
況について。
　７、伊平屋空港整備に向けた取組状況について伺い
ます。
　８、我が党の代表質問との関連で(1)、仲田弘毅議
員の１、知事の政治姿勢の(2)、久辺３区の振興との
関連でア、県道13号線の整備計画について、その進
捗状況及び課題と対応策を伺います。
　イ、久志集落から避難場所への避難道路の整備に係
る保安林解除の進捗状況について伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　末松文信議員の御質問にお
答えいたします。
　保健医療関係についての御質問の中の(2)、薬学部
設置の取組状況についてお答えいたします。
　沖縄県では、薬剤師不足解消に向けた様々な取組を
実施しており、沖縄県薬剤師会等により集められた、
薬学部設置を求める約10万筆の署名を受け、設置に
向けた取組を推進しております。具体的には、令和２
年度から３年度にかけて実施した調査では、今後も県
内の薬剤師の需要量が供給量を上回る状況で推移する
ことや、アンケート調査等の結果から、県内国公立大
学への薬学部設置の必要性が高いことが確認されてお
ります。令和４年度は、有識者、大学関係者等で構成
された協議会やシンポジウムを開催し、令和10年４
月までの開学を目指すためのロードマップ等を示した
ところです。
　沖縄県としましては、薬剤師不足の解消のみなら
ず、地域医療の向上や創薬等新たな産業の発展のた
め、引き続き関係機関と連携し、薬学部設置に向けて
取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕

○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のア、米軍基地の応分の負担についてお
答えいたします。
　本県が負担する米軍専用施設の応分の負担の程度に
ついて、定量的に説明することは困難であります。し
かしながら、全国の米軍専用施設面積の割合が青森県
では約9.0％、神奈川県では約5.6％であるのに対し、
沖縄県では約70.3％と過度に集中していることや、
日本の総人口約１億2000万人に対し、本県の人口が
約147万人であることを踏まえると、本県の基地負担
は応分の負担をはるかに超えていると考えておりま
す。
　同じく１の(1)のイ、基地の整理縮小の具体案につ
いてお答えいたします。
　県民の目に見える形で米軍基地の整理縮小を確実に
行い、基地負担の軽減を図るためには、基地の提供責
任者である日本政府と実際に基地を運用する米国政府
との間で積極的に協議する必要があると考えておりま
す。このため県は、沖縄県議会において、これまで２
度、在沖米海兵隊の撤退を図ることを全会一致で決議
していることなどを踏まえ、本土復帰50年に向けた
要請等において、日米両政府に対し、在沖海兵隊の段
階的な整理縮小等、ＳＡＣＯ及び統合計画に続く具体
的な返還計画の検討・策定を求めております。また、
訓練場のうち住宅地に近く基地被害が大きい区域や跡
地利用が可能な区域については、地元市町村や地権者
等の意向を踏まえ、返還を検討する必要があると考え
ており、日米両政府に沖縄県を加えた新たな協議の場
を設けることを併せて要請しております。
　同じく１の(1)のウ、米軍と自衛隊の共同使用につ
いてお答えいたします。
　在沖米軍施設の共同使用については、施設の態様、
使用条件、使用期間等により様々な形態があることか
ら、基地負担の軽減につながるか否かについては、個
別に検証する必要があると考えております。県として
は、現状の米軍の機能や規模が縮小されないまま運用
されるならば、県民の過重な基地負担の軽減にはつな
がらないと考えております。このため、本土復帰50
年に向けた基地の整理縮小の要請においても、在沖米
軍の県外または国外への分散移転・ローテーション配
備をより一層促進すること、本土への分散移転・ロー
テーション配備に当たっては、米軍専用施設と比較し
て、日本政府が米軍の運用に責任を持つことにより地
元への影響を軽減できる自衛隊基地の米軍との共同使
用を含め検討していただきたいとしております。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　２、保健医療関係に
ついての(1)、北部医療センターの住民説明会につい
てお答えします。
　令和５年１月30日から２月９日の間、北部12市町
村と建設地周辺住民を対象に説明会を開催したとこ
ろ、522人の参加をいただきました。主な質問としま
しては、医療従事者の確保策、救急・透析などの医療
機能の強化、病院送迎バスの運行、附属診療所への支
援、一部事務組合の役割などに関する要望や確認があ
りました。聴取した住民意見につきましては、県立北
部病院、医師会病院、北部12市町村等の関係者と共
有を図り、地域住民から信頼される病院を目指し、よ
りよい病院づくりに生かしていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、保健医療関係
についての御質問の中の(3)のア、県立病院の医師、
看護師等の充足状況についてお答えいたします。
　令和５年１月１日現在、県立病院には医師406名、
看護師1873名、コメディカル508名が従事してお
り、充足率は医師88％、看護師97％、コメディカル
97％となっております。なお、私の任期中における
５年間で、医師40名、看護師196名、薬剤師14名、
合計で250名増員しております。今後も人材確保に向
けて鋭意取り組んでまいります。
　同じく２の(3)のイ、各病院の医療機器等の充足状
況についてお答えいたします。
　医療機器の整備について、数値が確定している令
和３年度決算で申し上げますと、北部病院が約3.9億
円233件、中部病院が約7.9億円177件、南部医療セ
ンターが約9.4億円373件、宮古病院が約4.2億円140
件、八重山病院が約3.2億円169件、精和病院が約1.7
億円８件となっており、全体で約30.3億円1100件と
なっております。また、令和２年度は全体で約24.5
億円762件、令和元年度は約49.6億円491件となって
おります。
　病院事業局としましては、今後も県立病院の医療機
器等の充実に努めてまいります。
　同じく２の(3)のウ、各県立病院の経営状況（収
支）についてお答えいたします。
　令和３年度の病院事業会計決算では、各病院とも、
新型コロナに伴う病棟閉鎖や手術の制限等により、医

業収支は赤字となっておりますが、コロナ関係補助金
等の医業外収益が大幅に増加したことで、経常収支及
び純損益は黒字となっております。各病院の経常利益
及び純利益の額は、北部病院で14.1億円及び13.9億
円、中部病院で10.1億円及び12億円、南部医療セン
ターで25.4億円及び20.5億円、宮古病院で15.8億円
及び17.9億円、八重山病院で6.6億円及び0.2億円、
精和病院で7.1億円及び6.1億円となっております。
　同じく２の(4)、伊平屋及び伊是名診療所等の移転
整備についてお答えいたします。
　伊平屋、伊是名診療所等の整備については、現在、
病院事業局と保健医療部との間で、建て替え予算に係
る財源やスケジュール等について検討、調整を行って
いるところであります。令和５年度は、地元自治体と
も連携し、移転候補地の敷地面積、災害時における医
療提供体制の確保や住民の利便性など立地条件につい
て現地確認するなど、移転建て替えに向けた計画を進
めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、農林水産業の振
興についての(1)、名護市食肉センターの移転整備に
向けた取組状況についてお答えいたします。
　名護市食肉センターについては、施設の不具合や故
障が続発し、食肉処理業務に支障が生じていると認識
しております。
　県としましては、食肉センターの整備には家畜防疫
措置の観点や家畜の処理頭数などの実情を踏まえる必
要があることから、移転整備の必要性や補助事業の活
用を含めた対応策について、名護市と北部食肉協業組
合を含めた３者で検討を行っているところでありま
す。
　同じく３の(2)、ＪＡおきなわ北部ＧＰセンターの
統合についてお答えいたします。
　ＪＡおきなわによると、ＪＡおきなわ北部ＧＰセン
ターは、平成10年に整備され、各農家から集めた鶏
卵の洗浄、選別及び販売を行う施設となっており、一
部の業務を残し、令和５年４月１日付で同じＪＡ系列
の沖縄県鶏卵食鳥流通センターと業務を集約するよう
ＪＡおきなわ内で調整中とのことです。
　県としましては、ＪＡおきなわ等関係機関と意見交
換をしながら、鶏卵農家等への影響について注視して
まいります。
　続きまして８、我が党の代表質問との関連について
の(2)、避難道路の整備に係る保安林解除の進捗状況
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についてお答えいたします。
　保安林の解除については、森林法第26条及び同法
第26条の２の規定に基づき、「公益上の理由により
必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を
解除することができる」とされております。この場
合、当該保安林以外に用地の確保ができないのかな
ど、用地事情等の解除要件を満たす必要があり、現
在、事業主体の名護市とは、事業計画の内容を確認す
るなど事前調整を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　４、学校教育についての中
の(1)のア、県立名護高等学校附属桜中学校の入学予
定者についてお答えいたします。
　令和５年４月に開校する名護高等学校附属桜中学校
では、129名が志願し、募集定員40名に対する志願
倍率は3.23倍でした。入学予定者40名は全員が北部
地区の児童となっております。去る２月22日にオリ
エンテーションが実施され、４月７日に開校式及び入
学式を予定しております。
　同じく(2)、名護商工高校の建築設備系学科設置に
ついてお答えいたします。
　県立高校の学科等については、地域の生徒数の動
向、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して
設置しております。名護商工高校においては、令和４
年度に建築科を新設したところであり、定員を充足す
るための取組を強化しているところであります。設備
系学科の新設に関しては、建築科の充足率の推移を分
析し、慎重に検討する必要があると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　５、名護－那覇間の鉄軌
道導入に向けた取組状況についてお答えいたします。
　県においては、平成24年度に調査を開始して以
降、構想段階の計画書策定や費用便益比の精緻化等に
取り組んでおり、国においても、令和４年度からは県
が求める特例制度の調査検討が行われるなど、着実に
取組を進めているところです。国から課題とされてい
る費用便益比について、令和５年度には、さらなる向
上につなげるための調査を予定しており、引き続き鉄
軌道導入の必要性を丁寧に説明しながら、早期導入に
向けて国との協議を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　６、伊平屋・伊是名
架橋の整備促進に向けた取組状況についてお答えいた
します。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題
が明らかとなっており、建設工事費の縮減等につい
て、調査研究に取り組んでおります。現在、建設工事
費の精度向上を目的に、地質や強度を把握するため、
伊平屋島側の海域において土質ボーリング調査を実施
しているところであります。令和５年度は、架橋検討
位置の水深を把握するため深浅測量を予定しており、
また、現在実施中の土質ボーリング調査結果を踏ま
え、今後の調査内容を検討したいと考えております。
　次に７、伊平屋空港整備に向けた取組状況について
お答えいたします。
　伊平屋空港については、就航見込みのある航空会社
との意見交換や需要予測などの確認・検証及び関係機
関との調整に取り組んでいるところであります。引き
続き、意向取付けや需要予測、費用対効果の確保な
ど、事業化の課題解決に向け、伊平屋村、伊是名村と
連携し、早期事業化に向け取り組んでいきたいと考え
ております。
　次に８、我が党の代表質問との関連についての
(1)、県道13号線の進捗状況等についてお答えいたし
ます。
　名護市久辺小学校周辺から久志集落までの県道13
号線の一部は、歩道が未整備となっております。県
は、歩行者等の安全確保のため、平成28年度から交
通安全事業と道路改築事業を実施しており、現時点
の進捗率は、事業費ベースで約12％となっておりま
す。令和５年度は、必要な予算確保に努め、事業の早
期完了に向けて取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　御答弁ありがとうございました。
それでは、再質問を行ってまいります。
　まず、後半のほうから順次行っていきますのでよろ
しくお願いいたします。
　久志集落からの避難場所へのその保安林の解除であ
りますけれども、長年協議をしているようであります
が、国としては一日も早く避難場所を確保したいとい
うようなことで、そこに至るその経路を整備するとい
う状況でありますので、ぜひそのことについては、事
前協議中だということでありますけれども、早めにで
きるようにお願いしたいというふうに思います。
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　それから、県道13号線の整備についてであります
けれども、課題は幾つかあるようでありますが、これ
今部長は歩道の整備の話がありましたけれども、これ
道路全部拡張する予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　13号線につきまし
ては４つの区間に分かれておりまして、歩道設置をす
る、俗に言う、交通安全事業でやる部分と、道路改築
ということでバイパス等も実施する区間に分かれてご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　その４つの区間について、ちょっと
説明お願いしたいと思いますが。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず区間１でござい
ますけれども、交通安全事業で用地買収はございませ
ん。自転車の通行空間整備ということで、約1.1キロ
を予定しております。続きまして区間２でございます
が、交通安全事業ということで、歩道の拡幅が約1.5
キロございます。区間３、道路改築事業で、これは道
路の改良計画となってございます。これが約1.05キ
ロございます。次に、区間４、交通安全事業という
ことで、これは歩道の拡幅、約0.59キロメートルと
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　歩道設置についても以前から要請が
あって、私は前にもお願いしたことがあるんですけれ
ども、なかなか歩道の分が取れなくて、歩行に支障を
来して交通事故もあったという話も聞きました。そう
いったことで、ぜひ一日も早く整備を進めてほしいわ
けでありますけれども、今現在の整備状況は何％くら
い行っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現時点の進捗率は事
業費ベースで約12％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ぜひ早めにお願いしたいというふう
に思います。
　次に、伊平屋空港の整備に向けた取組とありますけ
れども、現存する離島空港をちょっと調べてみました
ら、伊平屋空港の立地というものは、面積とか距離あ
るいは人口、そういったものからしても必要不可欠な

空港だというふうに私は思いますが、ほかの空港と比
較して伊平屋空港はどういう位置づけになりますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、伊平屋空港につきまして
は、やはり就航見込みのある航空会社との意見交換、
そういったところが非常に重要になってくるかと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　そうすれば、その運航会社が見つか
れば整備は進められると、こういう考えでよろしいん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まずは第一義的に、
就航の意思のあるエアラインというのは非常に重要な
要素だと考えておりますので、まずは就航見込みがあ
るというエアラインの方々が手を挙げていただけれ
ば、前に進むといいますか、併せて費用対効果とかそ
の辺も検証しながら進めていくということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　やっと今、伊平屋・伊是名架橋もそ
うですけれども、今伊是名村の具志川島にリゾート開
発の動きがありますが、こういったリゾート開発に
伴ってやっぱり航空機の需要も出てくるというふうに
思います。まずはその中で橋を架けることによって、
両村の往来が活発になって、経済も活性化するという
ようなことで、これはいろいろ関連する事業が展開で
きるものと思っております。例えば、その両村の公共
施設を集約化するとか、あるいは今船舶、それぞれ１
隻ずつ持っておりますけれども、これも集約してやる
とか、いろんなことでメリットが発生するというふう
に思っております。こういったことをやっぱり俎上に
上げて、ビー・バイ・シーを上げるとか、こういう検
討はなさったことはありませんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　ビー・バイ・シーの
ベネフィット、効果を上げるためには、やはり村内の
需要の喚起ということが非常に重要かと考えます。あ
わせて今議員御提案の、例えばフェリー運航の改善で
すとか、最近またリゾートホテル等の計画もあるとい
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うふうなことを報道等で知っていますけれども、そう
いったリゾート開発とか、新たな社会情勢の変化とい
いますか、そういったものを踏まえまして、新空港実
現に向けては取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　よろしくお願いいたします。
　次に鉄軌道の件ですけれども、これはずっと議論し
てきているわけでありますけれども、これもなかなか
ビー・バイ・シーがネックになっているようでありま
すが、何か新たなビー・バイ・シーを上げる施策とい
うのはないんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、国から課題と
されている費用便益比につきまして、令和５年度、新
年度にさらなる向上につながるための調査を予定して
おります。内容でございますけれども、令和元年度の
調査では、このビー・バイ・シーに算入できていない
効果についての、貨幣換算手法の検討でございますと
か、さらなる便益向上につながる分析評価方法の研
究、こういったものに関連した調査を進めることで、
何とかビー・バイ・シーのその数値の向上に努めてま
いりたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　北部振興策もいろいろありますけれ
ども、一番基礎となるのはそういった鉄軌道の導入が
一番大きいと思いますので、ぜひ早めに導入できるよ
うにお願いしたいというふうに思っております。
　それから次に、北部ＧＰセンターの統合計画ですけ
れども、これは聞きますと、今のＧＰセンターが特に
営業が悪いわけではなくて、順調に仕事はやっている
ようです。これを統合するとなると、ここに今27名
の雇用がありますけれども、この雇用が全て失われて
しまう、それから地場産業として育成されているもの
がこれもなくなっていくということで、そんな不合理
なことがあっていいのかという疑問がありますので、
ぜひ引き続きＪＡとも調整をしていただきたいとこの
ように思います。
　それから、名護食肉センターについてでありますけ
れども、これ前回から答弁はあまり変わっておりませ
んが、そのまま放置できるような状況にはありませ

ん。知事、現場、御覧になったことがありますでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現場はまだ視察を行ってお
りません。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　やっぱり現場に行かれて、実情を御
覧いただくと、これは大変だなというふうに思われる
と思いますので、ぜひ一度現場、視察行ってほしいん
ですけれどもいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　もろもろの施設については
そのような視察・点検なども行っていきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ありがとうございます。ぜひよろし
くお願いいたします。
　それでは、薬学部の設置についてでありますけれど
も、これ国公立大学、沖縄で言えば琉球大学、名桜大
学、県立看護大学があるわけでありますが、このどち
らに設置する予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　今大学の選定については、次年度にそれぞれの大学
の状況を確認しながら選定をするということで、まだ
どちらの大学かは決まっていない状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　設置となると、それなりの経費が必
要だと思いますけれども、その設置経費はどのくらい
想定されているのかを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　こちらのほうにつき
ましては、新たに県有地の中に建設も含めて全て設置
をするというふうなことで、試算した場合に83億円
というような数字が出ております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　83億円といいますと、これどこが
設置するにしても、県の財政支援が必要だと思います
けれども、その辺はどのように考えておられますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　先ほどの83億も、
デジタル田園都市国家構想交付金という、１つのメ
ニューを活用した場合というふうなこととなっており
ます。先ほどの答弁にありましたように、まだどちら
の大学も決まっておらず、それから活用できる国の制
度、補助金等についてもまだ固まっておりませんの
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で、それが固まって具体的な規模が分かった段階で、
また庁内で調整していくというふうなことを考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　それでは次に移ります。
　北部医療センターの整備についてでありますけれど
も、これだけの施設を整備することによって、地域説
明会の中でもあったと思いますが、周辺住民への影響
については相当配慮していかなければならないだろう
と思っております。またもう一つは、これだけの施設
を核とした名護市のまちづくりにも貢献しないといか
ぬだろうというふうに思っております。そういう意味
では、ぜひとも名護市とも調整して、あの一帯の都市
計画なり、一緒に交通網の整備とかいろいろあると思
いますので、この辺は名護市とも相談して、ぜひ御支
援いただければと思っておりますけれども、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　先ほど答弁させてい
ただきました、様々な御意見がございまして、その中
には送迎バスのお話であるとか、その周辺の道路環境
などについて、いわゆるそのまちづくり関連の御意見
もございましたので、これは先ほどの関係者の中で共
有をするというところで、名護市ともしっかり調整を
させていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　よろしくお願いします。
　それでは、基地問題に移ります。
　辺野古埋立てに係る訴訟でありますけれども、これ
は前回の定例会でお尋ねしたところ、訴訟件数が12
件、そのうち和解により取り下げたのが４件、敗訴が
５件、係争中が３件となっており、訴訟費用も１億
86万円との答弁がありました。
　また県が令和元年に提起した埋立承認撤回を取り消
した裁決の取消しを求めた抗告訴訟についても、去年
の12月８日に最高裁は沖縄県は取消訴訟を提起する
適格を有しないとして上告を棄却したとも答弁されて
おります。
　そこで、辺野古埋立設計変更に係る訴訟についてで
すけれども、知事は適格を有しないとの判決があった
にもかかわらず、勝算のない訴訟を繰り返されており
ますがなぜでしょうか。その理由を伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時37分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○末松　文信君　じゃそれについては、質問を途中、
抜き取ったものですから、関連しないということであ
りますので控えます。
　最後に、今、各議員からもありますように、連日報
道されているロシアのウクライナ侵攻がありますけれ
ども、これは世界の安全保障を脅かしているし、我が
国の安全保障環境も厳しい状況になっております。台
湾有事についても専門家の間で議論が深まっておりま
すけれども、そのような中で、識者は――先に資料を
渡しましたけれども、さきの報道で、戦争は我々がコ
ントロールできる範囲から離れている部分がある。ウ
クライナの場合も当初は多くの専門家がロシアは侵攻
しないと見ていた。私たちの意思にかかわらず戦争が
起きてしまう可能性があり、いざというときはしっか
り住民を保護するのが政治の責任だというふうに指摘
されております。このことについて、これだけの基地
を抱えている沖縄県知事としての御所見を伺いたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員から提供いただきまし
た、この新聞記事、沖縄タイムスで国士舘大学の中林
啓修准教授が住民保護ということで「ウクライナ侵攻
１年　識者に聞く」というタイトルで載っている記事
であります。今、議員が御案内いただいたのは、この
インタビューの一番最後の先生のコメントですが、
「戦争はわれわれがコントロールできる範囲から離れ
ている部分がある」の前段は、記者が沖縄には住民避
難について戦争の準備との複雑な感情があるという質
問をしたことについて、「複雑な感情があるのは当然
だと思う。そもそも戦争という事態は政治の失敗だ」
というコメントから始まっています。「一方で」と
言って、「戦争はわれわれがコントロールできる範囲
から離れている部分がある」という議員が御案内の部
分になります。そして、「住民を保護するのが政治の
責任だ」の後段には、「国が戦争を回避する努力が大
前提で、それがなければ住民の理解も得られないだろ
う。国民保護が戦争の道具になってはいけない」とい
うふうに言っております。ですから、戦争を回避する
ことがまず政治の責任、戦争は政治の失敗、しかし、
その失敗を犯したときに国民を守らなければならない
のは政治の責任、だからこそこの戦争を回避すること
に一義的に政治は取り組むべきだという文脈で語られ
ているものだというように理解いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　全体的にはそういうことかもしれま
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せんが、私が申し上げたいのは、そういった状況、今
実際あるということが識者の中で言われているわけで
すよ。そこで、有事になったときに対応しなければな
らない、これはもう政治の責任だというふうに書いて
ありますので、このことについて知事の御所見を伺い
たいということであります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国民保護計画は、国、都道
府県、市町村、それから民間のそれぞれの役割と責任
についてを決めているものであります。当然我々は県
民の生命財産等を守るための最大限の取組をしていか
なければならないということは常に意識、認識をして
おく必要があろうと思いますが、しかし、あくまでも
平時においては、平和構築のための対話の協力関係を
構築し、信頼を醸成していくこと、それがしっかりと
行われるべきことが重要であると考えております。
○末松　文信君　御答弁ありがとうございました。終
わります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　花城大輔議員が言っていたように、
消化試合の一人でありますのでよろしくお願いいたし
ます。
　私は少し順番を変えて質問させていただきますが、
まず我が党関連からさせていただきたいと思います。
　仲田県議の３番の(1)のウで出てくる、自治体ガ
チャというお話がありました。私はなるほどなという
ことで、この議場で初めて聞いて、中身をいろいろ聞
いたんですけど、このことについてどうですか。子ど
も部はどう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　自治体ガチャといいますのは、子育て支援について
自治体間の格差が広がっているということを表すとい
うことで使われた言葉だというふうに認識をしており
ます。児童手当であったり、保育料であったり、自治
体によって支援の在り方というのは様々あると認識し
ております。今、異次元の子育て支援を進めるという
観点で、子育て支援の在り方について今国のほうで検
討されているというふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私は平成10年に市議会議員として

初めてバッジをつけたんですけど、それ以来、ずっと
実は一貫して保育問題を扱ってきたんですね。ですか
ら、この市町村、いわゆる保育事業の事業主体は市町
村なんですね。ですから、市町村が違うことによって
随分格差がある。今少しそれは収まってきたんです
が、実は子供が生まれて親が一番最初に行政と接する
のは何かというと、やっぱり保育問題なんです。保育
所に入れるか入れないか、みんなが必死になっている
ということが今一番問われていることなんですね。
　私は皆さんがここで待機児童の話をしますけど、今
は逆じゃないのかなという気がしています、24年ぐ
らいこういう状況で見ていて。皆さんが出した令和４
年の４月１日時点の――要するに認可定員というのは
何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　令和４年度
の認可定員は、６万6414名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　申込児童数は何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　申込児童数
は６万1959名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　この皆さんのものでは６万1923に
なっている。これはホームページから取った資料です
よ。去年の４月１日時点のやつ。違うのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　失礼いたし
ました。
　令和４年４月１日時点の申込数は６万1923でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　いいですか。定員は６万6414人、
だけど申し込んだのは６万1923、その差が、定員が
4500名オーバーしているんですよ。子供たちは６万
1000しか申し込んでいない。定員は６万6000いる。
これ何なのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　市町村に
よって状況は異なりますが、一部の市町村によっては
既に定員の確保策が図られているということになりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ここではおかしな話で、６万6000
人の定員がある。入れるんですよ、定員だから。し
かし、入っているのは６万1000しか入っていない。
4500マイナスなんですよ。一部の市町村じゃないで
しょう。何で待機児童はそこに439名いるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　保育定数と
しては確保がされているところですけれども、その受
入れのための保育士の確保がされていないために受入
れができないということと、それからまた地域別のミ
スマッチ等、そういった問題が発生しているというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　造れ造れでずっと造ってきたんです
よ。ところが、僕はもう二、三年前からちょっと不安
になってきた。今保育園が定員割れしているんです
よ。
　昨日僕は、宜野湾市のある保育園に電話を入れた
ら、ゼロ歳児が36名だそうです、定員。今措置され
ているのは20名。16名入っていない。だけどこのゼ
ロ歳児というのはこれからも生まれてくるわけだか
ら、当然そこに入ってくるわけですよね。分かる。そ
こまでに、本当に来年の３月までにこれが入るのかと
いうところが不安なんだそうですよ。特にあなた方は
小規模保育をやってきて、ゼロ、１、２歳児に力を入
れてきた。だからそういう定員の見直しをしなければ
いけない時期に来ているんじゃないですか。どうです
か、そこは。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　先ほど申し
上げましたように、地域別、年齢別のミスマッチとい
う状況が発生しているというふうに考えております。
年齢別のミスマッチ解消のためには、定員の見直しと

いうことにも取り組む必要があるというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、手っ取り早く言えば、もう定
員の見直しを各市町村に言うべきですよ。これは田舎
ではない。特に都市化しているところでそういうこと
が起こっている。だからそういうものをしっかりと見
極めないと、保育園はどんどん造って、今まであった
保育園がどんどん定員割れをしていく。措置費は入っ
てこない。だけど保育士は置いておかないといけな
い、定員があるから。こんな状況では、今まで頑張っ
てきた保育園なんかは本当に苦労していると思います
よ。それだけは注意して、今年はこれに力を入れて
やってほしいなと思っているので、そこは一言言わせ
て、実際に今度から始めていってほしいなと思います
よ。まさにこれがある意味では自治体のガチャになる
のかもしれませんね。
　又吉県議の質問、これについて、新型コロナウイル
ス対策で５類に引下げということです。これでＰＣＲ
検査ってどうなるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　令和５年５月８日に
予定されています５類感染症への位置づけ変更に伴っ
て、各検査事業においても継続されるもの、それから
年度途中で終了、それから段階的に見直すものなどが
生じてくると認識をしております。検査の種類によっ
てそのような形で少し分類されてくると考えておりま
すので、今後示される国の具体的な方針等を踏まえ
て、検査の方向性等について検討していくことになる
と考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　濃厚接触して罹患したと思われる人
はどこに行けばいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　５類感染症の場合で
すと、濃厚接触の定義といいますか、濃厚接触者に対
する行動制限等も必要はなくなりますので、無症状で
あれば特にそういう検査等は必要なくなるというふう
に想定をしています。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕はこの考え方が皆さんに――まあ
国会でそれをやっているんだろうけれども、そういう
ふうになったからといって、病気は今までと変わらな
いんだよ。感染は今までと変わらないんだよ。
　僕がＰＣＲ検査がどうなるかというのを聞いたの
は、北部に１つ、中部に１つ、南部に１つ、宮古・石
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垣に１つずつ、そこに行けばすぐ検査ができるような
体制を組むべきだと思う。建物は別にしても。今まで
この３年間苦労してきたんでしょう。何がどう変わる
か分からない。その３年間の部分は、皆さんに対して
のある意味では注意事項だったわけだよ。今後これが
出てきたときにどうするのという話なんだよ。だから
ここはしっかりとこれからも、コロナだけではなく
て、そこにインフルエンザも一緒に検査できるような
形でもいいし。私は宜野湾市の小児科医院でワクチン
を打ってきたんだけれども、そこの病院に行ったら、
小児科だけど、一緒にはやっていたんだけど、全く子
供がいないんだよね。いや、忙しいんじゃないんです
かと言ったら、忙しい。でも駐車場にみんないるんだ
よ。車で待機しているんだよ。入れられない、病院
に。だからこういう実態を迎えていること自体がおか
しいから、それは今後もウイルスの件については出て
くると思うから、そこら辺はしっかりと検査センター
をどこに置くかということと、どこかで検査ができる
ような状況をつくるべきだと思うが、どうなのか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　感染の波を繰り返し
ておりますので、５類の位置づけになったとしても、
また患者が増えるということは十分想定しないといけ
ないと考えております。その中で各検査につきまし
て、継続するのか、段階的に見直しをするのかという
ふうなことに加えまして、今御提案がありました各地
域で受けられるようなという視点も踏まえて検討して
いきたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ぜひ検討してください。
　質問の３番、教育問題について。
　これは、私は２月に非常に悲惨な状況を聞いたんだ
けれども、今義務教育の現場ってどうなっているんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　まず、義務教育においては、児童生徒が安心・安全
に学校生活を送ることができるよう学びに向かう集団
づくりや、授業改善による魅力ある学校づくりを推進
しております。一方で、不登校児童生徒数が増加傾向
にあり、課題となっております。
　県教育委員会としましては、魅力ある学校づくりを
進めるとともに、スクールカウンセラー等によるきめ
細かな支援や、関係機関と連携した組織的な取組を推
進してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。

○呉屋　　宏君　豊見城で選挙をやっていて、応援弁
士で行ったら陳情をもらってね。自分の子供は小学校
２年生の女の子だと言う。小学校２年生の女の子が同
じクラスの男の子に、いわゆる金銭せびりをされてい
る。小学校２年生だよ。このクラスの状況はどうかと
いったら、授業参観に行ったって体育着は取ったらそ
のまま下に置かれている、教室の中で教科書も乱雑に
なっている。担任の先生はどうしているのと言った
ら、黒板に向かって文字を書いているだけで、全く生
徒に全然興味がないのかなというような状況だった
と。こういう不登校というのはどこからつくられてい
るかといったら、この小学校２年生の女の子はもう学
校に行きたくないと言っているんだよ。こういうのを
そこの学校の教頭とか校長は知っているはずだけれど
も、これがその市の教育委員会に上がってこない。教
育委員会の中で議論になっていない。今の教育の在り
方は伏せるんですか、全部、学校の中で。そういう風
潮にあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　学校ではしっかりと子供に
寄り添うきめ細かな指導を行っているというふうに認
識しております。事案が起こったときに、まずその教
師だけで抱えるのではなくて、当然管理者にも相談し
ますし、その管理者の下でチーム、組織を結成しま
す。例えば担任、管理者はもちろんでありますけれど
も、生徒指導、養護教諭、あるいはスクールカウンセ
ラー、そういったチームをつくってケース会議を持ち
ながら、その課題の改善に向けて対応していくという
ふうな体制で進めているところであります。また場合
によっては外部の警察との連携、あるいは児童相談所
等の関係機関との連携、そういったことも取りながら
改善に努めていくと。そういうふうな方向で進めてい
ると認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だから、改善策は何なのという話だ
よね。現場は分かっているんだよ、教頭先生も校長先
生も。だけど何もさせていない。豊見城で聞いたから
といっても豊見城ではないので、宜野湾市だったんで
すけどね。
　これは正直なところを言うと、この対応策、僕はこ
ういうところで逆に言えば――少年犯罪という隣の警
察が出している冊子、見たことありますか。教育長、
あれ読んだことありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後５時59分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　警察と連携を進めておりま
すので、これは目にしております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　読んだことないでしょう、分からな
かったんだから。
　僕はこれをずっと県議になって結構読んでいるんで
すけれども、少年犯罪の増加というのは今なんです
よ。この小学校２年生をどうやるのか。３年生、４年
生、５年生、ここから少年犯罪に入っていくんです
よ。その子供に悪いことをしている認識を持たせなけ
ればいけない。だけどあまり上からやると反発をして
くる。褒めながら褒めながら育てていかないといけな
い。そこにはカウンセラーというか、１人常駐でつけ
なければいけない。しかし、皆さんは学校で伏せてい
るから、こんなの市町村に上がってこないんだよ。市
町村の教育委員会に上がってこない。このままでいい
のかなというのは、これ実態調査したほうがいいよ。
小学校が本当にどういう状況なのかというのは、僕は
今度見に行こうかなと思っているぐらいですよ。本当
はこの一般質問をする前に見に行けばよかったなと
思って、後悔している。だけどもうそれは全部市議会
議員に引き継いだので、向こうが引き受けて今やろう
としているので、こういうことはどこに問題があるの
かというような認識をしているんですか、教育長。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　実はこの事案につきまして
は、事前に県議からもお話をいただいて、学校に確認
してございます。その状況によりますと、これは４年
前から当該市町村のスクールソーシャルワーカーがご
ざいます。そのスクールソーシャルワーカー等が当該
児童生徒への支援を行っているという状況があるそう
です。学校はこの素行、困り感を把握しておりまし
て、当該市町村教育委員会と連携をして対応してきて
いるというふうな状況は確認をさせていただいている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは教育長、僕は昨日、市議会議
員に調べさせたよ。実際にこれから対処すると言うん
だよ。１年間、こうしてきて。僕は先週だったかな、
ママ友というか、そこのクラスのお母さんたち３名と
お会いしました。実態も全部聞きました。だからこれ
は隠すことではなくて、本当に今我々の子供たちがこ
ういうふうにやって不登校を起こすかもしれないで
す、このクラスの人たちは、来年になってもまた。だ

からそこは注意をしてほしいと思っているので――こ
の先生方の採用方法って、今どういう形でやっている
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　失礼しました。
　採用試験の内容でありますけれども、まず公立学校
教員候補者選考試験においては、第一次試験と第二次
試験を行っております。第一次試験では、教職員とし
て必要となる一般的・基本的な教養に関する内容を
マークシート方式で実施しております。第二次試験に
おいては、実践的指導力を問う模擬授業や実技、さら
に人物を重視した個人面接を行っているところであり
ます。教育委員会では、引き続き教員として必要とな
る資質能力を重視し、人物重視とした選考試験を行
い、実践的指導力のある教員の選考を行っていくとい
うふうな考えでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　いつだったかよく覚えていないんだ
けれども、教育委員会では先生って新卒ではなれない
と言われていたんですよ。なぜかというと、新卒で教
師の免許を取って、臨時でそこで働く。働いてその適
性を見て、それからしか入ってこないと。新卒で入っ
てきて現実とのギャップがあったら、おっしゃるよう
に今病欠の先生方が多いというのはそういうところに
起因しているんじゃないですか。僕は１年ぐらいは最
低でも適性を見たほうがいいと思うよ。この人の、そ
ういう病気になって鬱になったりする先生方が逆にか
わいそうだ。適性を見てやらないと、ただ公務員にな
りたい、先生になりたいという夢を持ってやって、実
際入ってみたら違っていた。そこからじゃもう遅い。
僕はそう思うんだけど、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　教員につきましては、採用
に当たって条件付採用期間が設けられております。教
員についてはその期間が１年間とされておりまして、
その１年間の中で初任者研修、様々な研修を行いま
す。この条件付採用期間においてその期間を良好な成
績で遂行したときに初めて正式に採用になると。そう
いった条件付採用期間が設けられております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ということは、新卒がストレートに
は入れないということか。

‒･320･‒



○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　採用試験については、新卒
者あるいは現場で経験を積んでいる方、この区別はご
ざいません。試験においては全ての方々が受験をし、
合格が可能であります。一方、合格した後に採用にな
る際には、そのいずれの方々も条件付採用の期間を経
なければいけないという状況になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　言葉は明瞭だけど意味不明だな。僕
はとにかく１年間のこういう適性を見る期間をつくる
べきだと思う。これはお互いにかわいそうだ。教育委
員会もかわいそうだけれども、採用された人間もかわ
いそうだ。だからそこのところをどう工夫するかとい
うことは考えてください。
　私はもう18年、ラジオのパーソナリティーをやっ
ていますけれども、さっきの小学校の話をしたらお
手紙が来ていた、私の友人から。もう67歳ぐらいに
なるんだけれども、実際自分が担任をやっていると
きに、１年間で2000件の家庭訪問をやったそうだ。
2000件。僕は皆さんにやれとは言っていないです
よ。そうするとお父さん、お母さんやおじいちゃん、
おばあちゃん、隣近所とも友達になっていくんだよ。
そこからこの子供たちをどうするかという話だと言う
んだよ。だから、僕はそこまでのことをやる必要はな
いと思うけれども、でもこういう実例もあるというこ
とですよ、ということを一応は申し伝えておきます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時７分休憩
　　　午後６時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○呉屋　　宏君　国立自然史博物館。今年の１月、ワ
シントンに行きました。スミソニアン博物館を見たん
だけれども、副知事も一緒でしたよね。どう感じまし
たか。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　お答えします。
　私は、１月25日から30日にかけて米国ワシントン
へ出張し、県議会の土木環境委員会と共に、スミソニ
アン自然史博物館を視察してまいりました。同博物館
においては、実際に展示や標本等を観覧するととも
に、標本収集、運営体制、寄附を含む財源の確保など
について同館職員から説明を受け、国立沖縄自然史博
物館の必要性、重要性に対する思いをさらに強くした
ところであります。
　沖縄県としましては、今回得られた成果も踏まえ、

国立自然史博物館の設立誘致に向けまして全力で取り
組んでまいりたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　後から総括してやりますけれども、
副知事、この質問に書かれている北九州の自然史・歴
史博物館のことは御存じですか。これがどうやって造
られてきたかというのは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　北九州の自然史・歴史博物
館については、そこにあるということは存じておりま
すけれども、先般、環境部のほうで視察に行ったとい
うことを聞いておりまして、報告はまだ伺っておりま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは中を見る話ではないんです
ね。これを造るときに、国会議員が65名で議員連盟
をつくったんだよ。市立ですよ、これは。市立にもか
かわらず、それぐらいの取組をしている。
　後から全部やりますけど、この国立自然史博物館誘
致のための次年度、令和５年度の予算は幾らになりま
したか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　令和５年度におきましては、国全体の機運醸成を図
るための東京でのシンポジウムの開催、それからテレ
ビＣＭによる普及啓発、設立に向けた標本収集等の課
題に対応するための調査、それから県民会議の設立促
進、国等への働きかけ等を行うということにしてお
りまして、そのための所要額といたしまして3057万
1000円を予算案として計上しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これで大丈夫ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほど答弁いたしましたとおり、東京でのシンポジ
ウムでありますとか、それから国立自然史博物館を設
立する上で最も重要な課題である標本の収集に係る調
査委託、それに要する経費として3057万1000円と。
前年度比較で380万5000円の増の予算を予算案とし
て計上させていただいたところです。
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○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　知事はこの予算、自信を持って出さ
れましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和５年度の取組は今部長
が答弁をさせていただいたとおりですが、もろもろの
環境をまずつくっていくために、国全体もそうです
が、まずは県民の機運を高めていこうというところか
ら、令和５年度においてはその状況についてをまず
しっかりアピールしていこうというようなことでの予
算額というふうに受け止めております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは皆さんが一々言っているの
が、東京でのシンポジウム、東京でのシンポジウムと
いうことを言いますけれども、次年度、令和５年は何
をするんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　令和５年度におきまして
は、今申し上げたところの東京でのシンポジウムを開
催したいということと、それから今、事業推進会議で
すね。経済界の関係者でありますとか、教育関係者、
それから市町村、これに国の沖縄奄美自然環境事務所
の職員ですとかを構成員とする事業推進会議を設置し
ておりますけれども、こうした事業推進会議による課
題の整理、検討等を進めた上で、次年度はこうした会
議を母体とする県民会議の設立促進を行っていきたい
と。そういった取組を行っていきたいというふうに考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私はこう思うんですよ。皆さんに
１億3000万ぐらい使うんじゃないかということで予
算書を、こういうことを考えてみたらどうかというの
を渡した。私が言っているのは、これは国立自然史博
物館だから、沖縄が主体的にやるものではない。だか
ら、我々は東京で国立自然史博物館を造ろうという機
運を、国会議員を中心にしてやらなければいけない。
我々がやるんじゃない。そのサポートをしないといけ
ない。あそこで国立自然史博物館を造ろうという機運
が高くならなければいけないんです。沖縄でやるのは
沖縄でやるものなんです。ここが造ろうという機運が
高くなって、国会議員でみんな議員連盟がつくられて
きたときに、ではどこに造るか。沖縄が先行している
よねという話にしかならないんですよ。これは２つで
走らせないといけない。それをあなた方は１本で走ら
せようとしている。そうなるとまたＯＩＳＴみたいに
なりますよ。内閣府の沖縄関連予算でやることになり

ませんか。だから全体で造るという話を国家の規模で
やるということを、あなた方は考えないといけない。
考えられた予算になっていないでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、国立の自然史博物館でござい
ますので、これについてはまずは国において設立の決
定をしていただくということが非常に重要だというふ
うに考えております。そうした意味で、今議員から御
指摘のところの国全体における議論、機運の醸成とい
うのは非常に重要だというふうに考えております。
　県といたしましては、こうした観点も含めまして、
次年度、東京でのシンポジウムなどに加えて、県内経
済界でありますとか、あるいは学識経験者等を構成員
とする事業推進会議も設置をしておりますけれども、
次年度、経済会等も中心にした形で国への働きかけと
いうのも検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　東京でつくる国会議員連盟というの
は、極端に言えば、各政党の党首クラスが全部そこの
中に入ってやらないとできないんですよ。誰がどう
やって根回しするの、これを。そこが問題なんです
よ。我々は１回、国立自然史博物館を造ろうという機
運を上げなければいけない。こっちはこっちで作業を
しなければいけない。この２つでやらなければいけな
いんです。そうじゃないと、この期間ではまず無理で
す。
　照屋副知事、お伺いしますけれども、私がずっと
言ってきた県庁内の組織はどうなりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　国立沖縄自然史博物館の設立誘致については、全庁
横断的な取組を推進する必要があることから、今月、
庁内の連絡協議会を設置したところでございます。同
協議会には、庁内の情報共有と連絡調整及び課題等に
機動的に対応するため、関係課で構成するプロジェク
トチームを置くこととしております。また、現在環境
部自然保護課の自然遺産保全班に変えまして、新たに
自然史博物館誘致・自然遺産班を設置するとともに、
国立沖縄自然史博物館の設立誘致を担当する主幹を１
名増員することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕はもう少し真剣に取り組んだほう
がいいと思うんだけれども、照屋副知事、金城部長は
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たしか来月で終わりだよね。どこかその自然史博物館
関係に人事をやるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時16分休憩
　　　午後６時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　それにつきましては、まだ
俎上にのっておりませんけれども、ただ、議員御指摘
のように、これから先に解決すべき課題としては、
やっぱり国においては国立自然史博物館の設立や所管
省庁も決定されていない状況にありまして、沖縄県へ
の国立自然史博物館の設立について、国への働きかけ
とそれから機運醸成の強化を図っていくということが
一番の課題となっているわけです。
　今までこの県議会におきましても、議員の皆さんか
ら何度も御要請あるいは御意見、御質問等をいただい
てきておりますし、また、担当大臣にも４回ばかり要
請してきております。このようないきさつを踏まえな
がら、やっぱり令和５年度においては、秋頃には県民
会議を立ち上げていく。そういうことも含めて一生懸
命に頑張っていかないといけないというふうな時期に
なっているというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ですから副知事、金城さんをそこに
はめるのか。県民会議かどこかに。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時18分休憩
　　　午後６時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現在、環境部長として、こ
の自然史博物館誘致に向けた取りまとめ役として、今
一生懸命動いていただいております。今後の人事に関
しましては総務部のほうと相談をする必要もあり、現
段階においてどのように働いていただくかについて
は、まだ本人とは相談しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　じゃ何で一緒にワシントンに行って
いるのか。おかしいでしょう。４月から何やることも
ないのに、ワシントンに一緒に行ったのか。僕は別に
金城さんに恨みつらみも何もないよ。個人的には好き
ですよ。だけどこんな在り方ってないでしょう。３月
までしかいないのに、何でワシントン、スミソニアン
まで一緒に行くということは、それだけの覚悟を持っ
てやるということじゃないのか。僕にはそんなふうに

映ったんだけれども。だからどこかに入れるのかとい
うことを聞いているんだよ。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ぜひ議員からの様々な御意
見等、そして多方面からの御意見等を伺いまして、令
和５年度から着実にスタートさせるために、金城環境
部長がその現状もしっかりと見ながら、後押しをする
ために尽力したいということの思いで取り組んでいた
だいております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　頑張ってください。以上です。
　防災ヘリの件を聞きます。
　進捗状況を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、県及び41市町村で構成する沖縄県消防防
災ヘリコプター導入推進協議会を令和３年８月に設立
し、協議を行っております。同協議会内に設置した
ワーキンググループで協議しました基地整備場所それ
から機体の仕様、人員派遣・費用等、県への要望、こ
の４つの議案について、令和４年11月開催の同協議
会で可決し、現在、41市町村の首長へ可決議案に係
る承認を依頼しているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　スタートしたら、これは何時から何
時まで飛ぶのか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　当面は８時半から17
時15分ということで考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　夜の急患を離島から運ぶのはどこが
やるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　これは従来からお願い
している海保ですとか、自衛隊、そちらのほうにお願
いすることになろうというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　実際こうなんですよ。だから防災ヘ
リというのは、24時間飛ばなければ防災ヘリとは言
わない。５時15分まで飛ぶというんだったら公務員
だよ。それだったらドクターヘリが飛んでいけばいい
んだよ。ドクターヘリをあと１機入れればいい。こう
いう在り方でいいんですか本当に。ここから皆さんが
今、基地にしようとしているのはどこか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○知事公室長（嘉数　登君）　中城村内の消防学校内
に設置したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　その横には普天間基地というものが
ありませんか。大丈夫ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　管制等については、防
衛局を通じていろいろ調整させていただいておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　急患を運ぶだけではなくて、火災も
対処しなければいけませんね。この練習はどこでやる
のか、訓練は。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　通常の消防等の訓練も
消防学校内で行っておりますけれども、スタートした
際には、隊員の訓練も含めて県外で隊員の訓練を行い
まして、訓練は当該消防学校内で行うことで考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　公室長、実際に防災ヘリに乗ってい
るパイロットと話をしたことはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　飛んでいるのを見たこ
とはありますが、パイロットと話したことはございま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そういうふざけた話じゃないんだ
よ、これは。僕は何度もこのパイロットと話をしたん
だけれども、全国の防災ヘリのパイロットがニーズと
して欲しがっているのは訓練場なんだよ。だから一緒
になって沖縄に防災ヘリの拠点と訓練場を設置してほ
しいというのは、彼らの要望なんだよ。どこで訓練す
るのか。本土に行くと言うけれども、本土は訓練場は
ないよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時23分休憩
　　　午後６時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほども答弁させてい
ただきましたけれども、本県の航空隊編成時における
教育の訓練については、直近の事例の佐賀県、東京消
防庁の訓練計画を参考に取り組んでいく、要はそこに
派遣をしたりして訓練をやっていく。それから実機の
訓練は、消防学校内に仮設の模擬訓練施設を造りまし

て訓練をやったり、そこで他県の航空隊での研修を実
施したりということで訓練を考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　実際、この訓練場の在り方も本部の
在り方も、自治体の市町村長から聞きましたよ。これ
だったらしようがない、そういうふうになってしまう
ねと。何で北部が中心になって――伊是名、伊平屋で
夜倒れた人がいたら誰が行くのか。伊江島で急患搬送
するときに夜は誰が行くのか。また陸上自衛隊にお願
いをするのか。皆さんの今のプロジェクトを見ている
と、私の感想ですけれども、佐賀県が去年の４月から
スタートして、47都道府県の中で実際防災ヘリがな
いのは沖縄県だけ。とにかくつくろう、とりあえずつ
くろう。そんなふうに映ってしようがないんですよ。
僕に担当者が言ったのは何かというと、当面の間は夜
は飛びません。当面の間って何年ですか。その後のス
ケジュールがあるんですか。設置した後のスケジュー
ルがあるのか。教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　当面と申し上げたの
は、我々消防防災ヘリを導入するのは初めてですし、
ある程度隊員も習熟が図られていって、なおかつ関係
する市町村からも理解が得られるということを想定し
ておりますので、これは私の感覚的な話になるかもし
れませんけれども、数年、四、五年はかかるだろうと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは真剣にもっと考えてほしいと
思いますよ。こんな場当たり的な防災ヘリの在り方と
いうのは、僕はよくないと思う。だからもう一回真剣
に考えて――これは市町村に聞いてどうなのと言った
ら、12名だったか13名だったか、隊員は各市町村か
ら引っ張ってくるというんだよね。だからそんなので
本当にできるのかと、２年したらまた替えると、また
交代すると。こんなので消防防災ヘリが専門性を持っ
てやれるのかと。これは県がつくるべきですよ、職員
を。そして市町村が一緒にやるんだったら、そこから
分担金を取るべきです。僕はそう思う。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず消防は、市町村の
原則というところがありまして、今回消防防災ヘリを
導入するに当たっての航空隊についても、これは各県
とも市町村から派遣で充足しているという状況がござ
います。それから２年ないし３年で交代ということに
なりますけれども、それに先立って訓練を十分にやっ
ていただくということも考えておりますし、今41市
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町村と協議といいますか、審議をする中で、特に離島
の市町村から隊員の派遣がなかなか厳しいということ
もございまして、特に先島の市町村については、隊員
の派遣については若干なり緩和をしているというとこ
ろで話を進めさせていただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　県警にも準備していたんだけれど
も、これは最後30秒しかありませんからこのまま続
けます。実際、私はこのやり方ではなくて、きっちり
とやって分担金で消防という形で中央に持ってくるべ
きです。人材を派遣させるべきではない。僕は本当に
そういうふうにしなければ、専門性のある防災ヘリ事
業というのはできないと思っている。真剣に考えてほ
しいと思うんだけれども、知事最後に一言。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　消防防災ヘリの導入につい
ては、今公室長からも答弁がありましたけれども、現
在他県の状況や民間企業の動向について情報収集など
も行っております。さらには、様々な議論について
も、今後どのように中央防災拠点を整備するか否かと
か、先の方向性についてもまだまだ検討していくその
部分はあるだろうというように認識しておりますの
で、引き続きその取組を進めてまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　最後になりますけれども、皆さんが
41市町村をここでカバーすると思っているんでしょ
うが誤解ですよ。ここの本部から宮古に行くまでに
300キロですよ。１時間かかりますよ。往復で２時間
だ。こんな余裕があるの。本当に41市町村カバーす
るのか。公室長、表には出していないけれども、実際
は、離島は全て陸上自衛隊に担わせようと思っている
んだよ。そこの中で防災ヘリをつくろうとしているん
だよ。こんなやり方はまずいと思う。意見だけ言って
終わります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後６時29分休憩
　　　午後６時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　よろしくお願いします。
　初めに、玉城知事の２期目、令和５年度の所信表明
は、１期４年間の成果を踏まえ、県政全般にわたる課
題解決に玉城知事の決意の表明であったと思います。

予算執行も含めて期待をしております。
　せんだって、玉城知事はふるさと地元の与勝第二中
学校の50周年式典に出席をしております。地元出身
である玉城知事の式典出席は、子供たちや教職員、あ
るいは地域によい影響を与えたと思います。地元うる
ま市の県議としても感謝を申し上げます。
　知事、実は私の妻の父親は、与勝中学校の校長とし
て５年間勤めておりました。たしか３代目の校長で、
昭和57年から昭和62年だったと思います。このこと
を父親に話すと――与勝第二中学校が50周年を迎え
たこと、さらにこの式典に玉城知事が出席されたこ
と、同時に体育館も改築されていますよね。体育館も
改築されたことを報告すると非常に喜んでおりまし
た。同時に玉城知事の出席にすごいねと言っておりま
した。父は平安座出身ということもあって、与勝地域
や島嶼地域にも強い思いがあります。玉城知事もふる
さと与勝地域やうるま市に強い思いがあると思います
けれども、今後ともどうぞ与勝地域のこと、島嶼地域
のこと、うるま市のこと、よろしくお願いをいたしま
す。
　質問に入りますけれども、順番を入れ替えて行いま
す。よろしくお願いします。
　１、国の沖縄振興予算と県の一般会計当初予算につ
いて(1)、令和４年度及び令和５年度に沖縄県から要
求した沖縄振興予算額と獲得した予算額をお伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和４年度は、県が要請
した沖縄振興予算総額3600億円規模の予算額確保に
対して2684億円で、令和５年度は、県が要請した総
額3000億円台の予算額確保に対して2679億円となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、令和４年度及び令和５年度の
沖縄県の一般会計当初予算をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　令和４年度の沖縄県一般
会計当初予算額は、初めて8000億円台となる約8606
億円を計上しております。令和５年度は、８億円増の
約8614億円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この沖縄振興予算、沖縄特例の一括
交付金を含めて要求額を確保するためにはどうすれば
いいのでしょうか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　沖縄振興予算の確保に当
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たっては、内閣府や関係要路に対して、新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画の実施に活用する沖縄振興一括
交付金の増額確保が切実な要望であることを丁寧に説
明するとともに、県と市町村が一丸となって取り組む
必要があると考えております。
　県としては、令和６年度の沖縄振興予算の確保に向
け、より一層市町村と連携しながら、関係要路に対し
てあらゆる機会を捉えて要望していきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　先ほどありましたように3600億か
ら2600億余り、3000億から2600億。我々沖縄県の
要求額は、大きくても小さくても大体2600億で推移
をしていくと、この国の予算を増やしていくというの
は、やっぱり少しこれまでのやり方以上に作戦を立て
ないと、国の予算は減っても県の予算がこれだけ大き
くなっていく。今年も8600億円を余るということに
なると、これは国は支援をしなくても沖縄県は自分た
ちでできるんじゃないのかということになりません
か。我々は沖縄振興計画、法律をつくって沖縄をしっ
かりバックアップしてもらおうということで、特別に
沖縄だけの枠をつくるわけですけれども、そういうこ
とを活用して予算をやっぱり3000億、そのぐらい獲
得できるような仕組みにならなければ、せっかく沖縄
の新たな法律をつくっても――だからそこはもう少し
考えるべきではありませんか。
　その中ではやっぱりこれだけ要求しても1000億近
く減額をされるというのは、沖縄振興一括交付金、こ
れを使ってどうしても我々は沖縄のためにやるよと、
振興一括交付金を当てにするような予算組みをつくら
ないことには、なかなか国の理解を得るというのは難
しいんじゃないですか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時57分休憩
　　　午後６時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　一括交付金の確保につい
てという御趣旨の御質問でございます。
　ソフト交付金については、要望額、沖縄21世紀ビ
ジョンの５つの将来像ごとに整理して、ロジックモデ
ルを活用しながら必要性を説明しているところでござ
います。また、ハード交付金については、国、県、市
町村による整備を一体的に行うことが、より事業効果
を発現することを説明しているほか、予算減額による
影響事例等を分かりやすく説明しているところです。

一括交付金の対象となるプロジェクト系の事業につい
てもその必要性、事業効果等を丁寧に説明し理解が得
られるよう努めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから理解を得られていないんです
よ。どんどん一括交付金が減っていますよ。そうで
しょう。だからそれをどうするかということを考えな
いといけないわけですよね。
　次に、大型ＭＩＣＥ施設とか鉄軌道等の事業をつ
くって一括交付金等を活用して獲得する方法もあると
思っておりますけれども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　一括交付金を活用する場
合は、その事業の熟度等を踏まえて、その必要性とか
事業効果等を丁寧に説明する必要があると考えており
ます。またあわせて、一括交付金を活用するか、どの
財源を活用するかについても、事業スキームについ
て、例えば大型ＭＩＣＥ施設で今回事業の仕組みを説
明しております公民連携による手法も含めて、より効
率的、効果的な手法を併せて検討する必要があると考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　大型ＭＩＣＥ施設、もう既に自民党
の議員の方々も指摘がありましたけれども、私も非常
に理解できないのは、何で一括交付金で500億近くの
計画が、結局それができなくてＰＦＩ、これ350億か
かるんですか。これは民間で造って県が買い上げる、
そういうやり方ですか。ＭＩＣＥ施設というのはそう
いう計画ですか、今、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時０分休憩
　　　午後７時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＰＦＩの一
つであるＢＴコンセッション方式による実施を予定し
ております。民間が資金調達を行い、設計、建設を実
施、その後県に所有権を移転するＢＴ、ビルドトラン
スファー方式とします。また施設の運営、維持管理業
務を県が運営事業者に公共施設等運営権を設定するコ
ンセッション方式を想定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だからこれを造って350億という規
模の説明を聞きましたけれども、これを造って県が買
い上げるんでしょう。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後７時１分休憩
　　　午後７時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　民間企業が
資金調達をして、設計、建設をした後に、それを県に
所有権を移転すると。そういう方式です。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時２分休憩
　　　午後７時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　所有権を移
転するということは、買い上げるということになりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そのときに、県が買うときに、国か
らの補助はどういう形でもらえるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時２分休憩
　　　午後７時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　その財源
は、県債と一般財源を想定しています。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そういうことでしょう。県が単独で
やるんでしょう。だから私は一括交付金にしてほしい
と言っているんですよ。350億かかったら、一括交付
金は80％国が出すんですよ。280億ですよ。これは
国からもらって、70億ですよ。今の場合は350億か
かったら、全部それを県が買い取ったら、もう大変な
ことじゃないですか。ですから今はもう一度、これは
やっぱり知事、副知事レベルで国へしっかりお願い
したほうがいいですよ。350億かかって――70億で
できるものを、わざわざ350億、全部自主財源でやる
必要ないじゃないですか。この議会で知事公約の学校
給食費のテーマがありますけれども、280億かかった
ら、60億かかっても４年間、この財源でできるんで
すよ、教育長。そう思いませんか。だから一括交付金
というのは沖縄だけ特別にあって、これは国に対して
我々の熱意、そういうふうなものでできるわけですか
ら、いま一度考え方をしっかり整理してやっていただ
かないと、これだけのもの、今8600億も財政がある
からといって、こんなもの、この建物を自己財源で確

保してやるという財政的な余裕はないと思いますよ。
ほかの事業全部止まるんじゃないですか。ですからそ
ういうことも含めて、いま一度少し検討していただき
たい。これ強くお願いします。
　２つ目に、玉城県政の問題解決について。
　１期４年間の成果を踏まえ、２期目の課題解決に向
けて知事の決意をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　照屋守之議員には、同郷の
うるま市与那城・勝連地域の先輩議員として、この間
も激励と御指導をいただいております。本当にありが
とうございます。
　私の同じ年、同級生たちも皆地元に残って、家族を
養いながら一生懸命頑張り、また孫に囲まれ、地域で
本当に健やかに暮らせているという話を聞いておりま
すが、ぜひふるさと与那城・勝連、うるま市に限らず
沖縄県のどこに住んでいてもしっかりと笑顔で暮らせ
るような、そういう社会の実現を共に実現するために
御尽力、お力添えをいただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
　では２期目の知事の決意についてお答えいたしま
す。
　私は、１期目に掲げた公約全てに着手し、新時代沖
縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会の
３つの視点の下、子供の貧困や人権問題等、全ての人
の尊厳を守り共生する社会づくりに向けた取組や、誰
一人取り残さない沖縄らしい社会を実現する、さらに
米軍基地問題等様々な課題解決のための施策を展開し
てまいりました。２期目の県政運営に当たりまして
は、１期目に着手・推進した施策をさらに深化させ、
各種の施策を展開させてまいります。あわせて、３年
余にわたる新型コロナウイルス感染症の影響の長期化
による深刻な経済状況や子供の貧困問題等、重要性を
増した課題等を踏まえ、重要政策として掲げた各種取
組を全身全霊、全力で推進してまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ぜひお願いします。
　先ほど与勝、あるいは島嶼地域申し上げましたけれ
ども、私は土木環境委員会で、この県道の整備等々も
含めた地域をよくしていくための今取組をしているわ
けですが、ぜひ具体的な伊計平良川線とか、あるいは
与勝一周道路、平敷屋から南風原の区間、あるいはま
た今うるま市で非常に盛り上がっています中部東道
路、こういうふうな事業がうるま市で今計画をされて
おりますから、後ほど担当部署にまたそういうふうな
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こともお願いをしながら対応していけると思っていま
すから、ぜひ知事もよろしくお願いします。
　(2)つ目、基地の整理縮小・経済振興・安全保障な
ど問題解決に向けて国政との連携は不可欠である。相
互の立場を理解し合い、対立から対話・協議によって
方向性をつくっていくことが、今、求められていると
思います。知事の見解を問います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　知事は、昨年10月の松野官房長官との面談におき
まして、基地問題や沖縄の抱える様々な課題の解決に
向けた集中協議の場を設けるよう要請しております。
これに対し松野長官からは、辺野古移設の問題につい
て、話合いは重要であり、まずは既存の枠組みを活用
して話合いをさせていただきたい旨の回答がございま
した。また、去る２月15日の普天間飛行場負担軽減
推進作業部会においても、池田副知事が２プラス２共
同発表の内容に関し、これ以上の基地負担が生ずるこ
とは決してあってはならないことから、地元が意見を
表明することができるよう協議の場を設けることを政
府に求めたところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　大田革新県政、稲嶺・仲井眞県政、
翁長オール沖縄県政、いずれの県政でも共通している
のは、これは私の考えですけれども、沖縄県知事はし
たたかであったことだと考えています。玉城県政でし
たたかさを発揮できるのはやっぱり副知事の役割だと
思いますけれども、玉城知事の見解を問います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　副知事は、知事を補佐し、知事の命を受け、政策及
び企画をつかさどり、職員の担任する事務を監督する
ことを職務としております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　このしたたかさというのは、結果的
にそういうふうになっているのではと考えております
けれども、特に沖縄、この基地問題、同時にまた振興
問題、同時並行で進めないといけないわけですよね。
そのときに、やっぱりこれは国との信頼関係です。国
との信頼関係を保つ、そこは緩衝材としてのその役割
というか――正面から知事がやるべきことと、やっぱ
り水面下で様々な交渉をして対応するという、歴代の
県知事はほとんどそういうふうにやってきたじゃない
ですか。ですから最終的にそれが決まれば、知事と総
理が相談をして決めていくということが、沖縄の県政

を、あるいは政策を進めていく上で非常に重要だなと
いうふうに思っておりますけれども、両副知事、ぜひ
そういう役回りでしたたかに立ち居振る舞ってもらえ
ませんか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これまでの歴代県政では、
知事を支える副知事の方々の相当な御尽力があったも
のというように思料いたします。もちろん照屋・池田
両副知事は、私の考えや、私の公約に掲げた政策を理
解していただき、そして、これまでの豊富な経験と御
自身の知識を十分に発揮していただき、共に力を合わ
せて県政発展のために、県民の暮らし向上のために取
り組んでいただいているものと思いますし、引き続き
国政との連携、各省庁との協議等においても、私を力
強く補佐していただけるものというように大きく期待
を寄せているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　いずれにしても、通常のペーパーで
要請をする、これは大事ですね。ただそのペーパーで
要請をするときには、ある程度、相互の合意形成がで
きていると。この合意形成をつくるのは誰の役目です
かという話なんですよ。誰がやるんですかということ
です。ですから表面では基地問題で対立はしていて
も、そうじゃない部分については国益、あるいは県
益、そういう共通するテーマがあるわけですから、そ
こはしっかり対応できますよ。だからやっぱりそこは
照屋副知事、池田副知事に期待しますよ。よろしくお
願いします。
　次に、沖縄県差別のない社会づくり条例について。
　目的に、社会全体で不当な差別の解消、不当な差別
のない社会の形成とあるが、現在どのような不当な差
別が問題になっているのか説明を願います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　県では、これまで、不当な差別の解消に向け取り組
んできたところでありますが、複雑多様化する現代社
会においては、本邦外出身者に対するヘイトスピーチ
のほか、インターネット上の誹謗中傷や性的少数者へ
の偏見や差別等、様々な人権問題が存在していること
から、今般、包括的な条例として、今議会に提案をし
たところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この事実がよく分からないんです
よ。社会問題化しているという、それが分からない。
そういう中で、沖縄県差別のない社会づくり条例と
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いってもぴんときませんね。ですからそこは、具体的
な、こういうことがあるよということをやっぱり――
県は条例をつくるということですから、県がそれを県
民に示さないといけませんよね。
　次に、「「不当な差別」とは、差別的言動及び差別
的取扱い」とある。誰がどのようにして差別的言動や
取扱いと決めるのか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　条例案では、社会全体で不当な差別の解消を推進
し、不当な差別のない社会の形成を図ることを目指し
て、基本方針に基づき、不当な差別的言動に関する施
策及び性的指向または性自認を理由とする不当な差別
に関する施策を講ずることとしております。本邦外出
身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動
が行われた旨の申出等があった場合には、知事は、学
識経験者等で構成する審議会の意見を聞くこととして
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そもそもこの差別的言動と差別的取
扱い、条例でいうこの中身は何ですか。具体的なもの
は何ですか。差別的言動と差別的取扱いというのは、
この条例で示されていませんよね。どういうことがこ
ういうことになるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　条例案にお
ける不当な差別とは、本人の意思で変えることができ
ない属性、または個人の特性を理由として、正当な理
由なく区別、排除、または制限を行うものをいいま
す。本条例で社会全体で不当な差別の解消を推進し、
不当な差別のない社会の形成を図ることを目的とし
て、県の施策の基本方針を定め、教育普及活動、相談
体制の整備、差別の実態に応じた解消の取組など、不
当な差別の解消の推進を図ることとしているところで
ございます。また、県は人権啓発パンフレット等を作
成しまして、教育機関と連携した取組やパネル展等に
よる普及啓発を行い、県民の理解の増進を図っていき
たいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　分からないんですよ。だからこの条
例の中に、差別的言動とはこういうことですよと、差
別的取扱いというのはこういうことですよと。ただ、
差別的言動、差別的取扱いって、個人個人全部違いま
すよ。だから相手によって、私は差別的な扱いを受け
た、差別的な言葉を投げられたというのは、この相互

間の問題でしょう。条例というのはそれでいいんです
かということですよ。分からないんですよ。具体的に
差別的言動が何なのか、差別的扱いが何なのかという
のが分からない。それを条例にして、県民にどうやっ
てそれを抑えるようにやりますか。困りますよ。どう
すればいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時18分休憩
　　　午後７時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　法務省によ
りますと、個別具体の言動が本法律、本邦外出身者に
対する不当な差別的言動に該当するか否かというの
は、法律の趣旨を踏まえまして、当該言動の背景や前
後の文脈、趣旨などの諸事情を総合的に考慮して判断
されるということになると考えられる、というふうに
解されております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時18分休憩
　　　午後７時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　不当な差別
的取扱いといいますのは、正当な理由なく特定の属性
や特性を理由として、サービスの提供等を拒否するこ
と、制限すること、条件を付与することなどを言いま
す。不当な差別的言動といいますのは、不当な差別的
言動とは、特定の属性や特性がある者に対する差別的
意識を助長し、または誘発する目的や、特定の属性や
特性があることを理由として社会全体から排除するこ
とを扇動する目的などで、公然とその生命、身体、自
由、名誉もしくは財産に危害を加える旨を告知し、ま
たは著しく侮辱するなどの言動を言います。
　先ほど御説明をしましたとおり、個別具体の言動が
不当な差別的言動に該当するか否かということについ
ては、当該言動の背景や前後の文脈であるとか、趣旨
等の諸事情を総合的に考慮して判断されるというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　非常に分かりにくいんですよね。
　これはまた県民の責務が非常に曖昧だと思うんです
よ。普通はこういう条例をつくるんだったら、差別的
言動をしないこと、差別的取扱いをしないこと、これ
を県民に求めるんじゃないですか。これはそうなって
いませんよね。何でそうなるんですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　本条例案で
は、基本理念において県、市町村、県民及び事業者が
相互に連携・協力して、社会全体として推進していか
なければならないということを規定するとともに、県
民の責務として基本理念にのっとり人権を尊重するこ
との重要性について関心と理解を深めるとともに、県
が実施する不当な差別のない社会の形成に関する施策
に協力するよう努めることを規定しているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　先ほど理念条例ということですけれ
ども、であれば県民の責務とか県の責務とか、そうい
うのは必要ないですよ。事業者の責務も。だって具体
的なものがないんですもの。やりようがないんです
よ。本邦外出身者、本邦外出身者ということですけれ
ども、これは、もしかしたらその本邦外出身者のため
のものですか。県民のためではないんですか、これ。
どっちなんですか。対象者は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時22分休憩
　　　午後７時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　差別のない
社会の実現は、一人一人が人権尊重の意識を持って、
互いの人権を尊重し、社会全体で取り組まなければな
らないものでございます。この条例は、社会全体で不
当な差別の解消を推進し、不当な差別のない社会の形
成を図る目的で制定をするというものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これ、沖縄県差別のない社会づく
り、タイトルからしておかしいんですよね。沖縄県差
別のない社会づくり、だから沖縄県がどこからどう
やって差別されているのかという、何かそういう、タ
イトル自体もそう。県民に対してこうこうというのも
ない。どうやってこの条例が動くんですか。それで県
民の責務。
　今、これは憲法のこともありますけれども、私は日
本国憲法を持っていますが、基本的人権、発言、様々
な動き、保障されていますよ、憲法で。こういうもの
で差別のない社会づくりといって、そうじゃないかも
しれないのに、これ憲法、大変ですよ。だからこれ以
上余計なことを言うなとかって、我々もこういう条例
ができたら気をつけて物を言わないといけないなとい
うことに、県民がそうじゃないと言ってもそういうふ

うに構えますよ。そうすると、言葉、言動、基本的人
権が尊重されているのに、こういう条例でそれを抑え
ていく。権力に対して物が言えない。国もそう、県
も。物を言ったら逆にそういうふうに何でそういうこ
とを言うのかということに、県民のそういう言動を抑
えていくと、そういうふうな危険性、リスクはないで
すか。憲法に定めるそういうふうなものが侵されるよ
うな感じがしますけれどもね。思いませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まさに議員はそういう点を
御理解の上、御発言をいただいていることについて、
我々がまさにこの憲法の理念と人権の保護について
は、国際法などを基にして、そういう社会をつくって
いこうねということを、県民や事業者の方々と共に基
本理念の下で取り組んでいくという方向性でつくるも
のでありますから、個人のこの憲法で認められている
発言、行動、表現の自由などを厳しく制限をするとい
うようなことにはなっておりません。そうではなく、
差別的な言動や差別的な取扱いをやっちゃいけません
よと、不当な差別的言動はいけませんよ。不当な差別
的取扱いもしてはいけませんよと。そうしない社会を
つくりましょうということで、理念型にして呼びかけ
ていくわけです。ですから、全ての人たちがこの条例
でその理解を示していただくということが肝要なので
あり、その言葉を制限するとか、そういう方向性で捉
えるものではないというように私たちはきちんと整理
をしながら、今回議会に提案をさせていただいている
ものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　整理できていませんね。差別的言
動、この中身ですよ。これは憲法に保障されている、
自由に発言する、自由に動く。これは誰が判断するん
ですか、差別的言動。これは憲法、法律で裁判所でし
かそういう判断はできないんじゃないですか、そこ
は。基本的人権があって尊重しているのに、これはぶ
つかります、あなたの差別的発言と誰が判断するんで
すか。これはまさにそういう発言を、動きを――県は
そうは思っていなくても、受ける側はそう思うんです
よ。差別的発言をしてはいけない。では我々が今まで
やってきたそういうふうないろんな抗議活動も、ある
いは反対運動も、あるいは批判も含めて、これで制圧
されるんじゃないですか。あなたは差別的な発言して
いるねと。そこでそういうふうなことになりません
か。だからこれは全ての県民にとって、非常にややこ
しい条例だと思いますよ。私はこれもうちょっと検討
してもらいたいですね。理念条例だったら理念だけで
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いい。そういう社会をつくろうだったら、そういう社
会をつくろうでいい。県民に対して責務がある。行政
も責務がある。それ等を含めて、もう一つはあれです
よ。性的な部分のものとヘイトスピーチと、何で差別
のない社会づくり、この条例で同列になるんですか。
種類が違いませんか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時28分休憩
　　　午後７時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この条例は基本方針の中
で、次に掲げる基本方針に基づいて不当な差別のない
社会の形成に関する施策を講ずるとしております。そ
の中の３つ。１つは、「人権尊重の理念を普及させ、
及びそれに対する県民の理解を深めること」、２つ、
「不当な差別に関する相談に的確に応ずること」、３
つ、「不当な差別が生ずる背景その他の差別の実情を
踏まえた取組を行うことにより、不当な差別の解消の
推進を図ること」などです。例えばここで人種、国
籍、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、出
身などによって不当な差別をしてはならないというこ
とを同時に定めているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから非常に難しいですよ。日本
国憲法の個人の人権、その問題との兼ね合いで考えて
いくと、この条例は非常に難しいですね。
　次に、沖縄、日本を取り巻く安全保障環境の変化へ
の対応について。
　玉城知事は県政運営方針で、安全保障環境がより厳
しさを増していると表明をしております。その要因、
背景と対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時29分休憩
　　　午後７時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和４年防衛白書では「中国などのさらなる国力の
伸長などによるパワーバランスの変化が加速化・複雑
化」していること、「自らに有利な国際秩序・地域秩
序の形成や影響力の拡大を目指した（中略）国家間の
競争が顕在化している」ことが示されており、こうし
たことが安全保障環境が厳しさを増す要因・背景であ
ると考えられます。
　県としては、アジア太平洋地域の平和と安定は、県

民の生命財産を守り、沖縄の振興・発展を図る上で極
めて重要であることから、政府に対して平和的な外
交・対話により緊張緩和や信頼醸成に取り組むよう求
めるとともに、県としても各国・地域との対話、交流
を通じて積極的な役割を担ってまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　具体的に言うと、中国が台湾を統一
する。あるいは我々の尖閣だと、中国の公船がずっと
そこにいる。そういうふうなことも含めて、今厳しい
わけでしょう。特に中国の台湾統一という問題は非常
に大きな問題があるんじゃないですか、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　いわゆる台湾有事の可
能性については、有識者の間でも様々な意見があるも
のと承知しておりますが、県としては、決してあって
はならないと考えております。また、日米安保体制や
専守防衛のための最低限の自衛力は必要であると考え
ておりますけれども、抑止力の強化がかえって地域の
緊張を高め、不測の事態が生ずることを強く懸念して
おります。このため、政府に対して平和的な外交・対
話による緊張緩和、信頼醸成の取組を求めるととも
に、県としてもアジア太平洋地域との交流を推進し、
我が国と各国及び地域との信頼関係の構築に積極的に
寄与してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　玉城知事は不測の事態が生じないよ
う、地域外交室を設置して独自の地域外交をするとの
ことであります。対象国と具体的な進め方について伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時32分休憩
　　　午後７時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　本県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等のソフ
トパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物流、環
境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な分野に
おける国際交流を通じて築いてきたネットワークを最
大限に活用し、アジア太平洋地域の平和構築と相互発
展に向けて、平和的な外交・対話により積極的に役割
を果たしていきたいと考えております。そのため、令
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和５年度に沖縄県地域外交基本方針――これは仮称で
ございますが、策定することとしており、この中で相
互発展に資するような具体的な進め方等について示し
ていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですからこの地域外交室、国にもそ
れを要求して、なおかつ沖縄県がそれを努力するとい
うことですよね。中国は台湾統一ですね。それが今非
常に大きな課題になっているわけじゃないですか。そ
ういう地域外交室で玉城知事が、台湾、中国、そうい
う外交ができれば、その間に入ってその紛争が起こら
ないようなことができるんじゃないですか。そういっ
た面で考えると、地域外交は非常に有効だと思います
ね。そういうこともやるわけでしょう。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほども答弁させてい
ただきましたけれども、沖縄県としては、県民の理解
と協力の下、観光、物流、科学技術、環境、保健・医
療、教育、文化、平和など、多分野においてアジア太
平洋地域の緊張緩和と信頼醸成につながる地域外交を
継続することにより、軍事力に過度に偏らない地域安
全保障のあるべき姿を世界に発信していきたいという
ふうに考えておりまして、これまで物流ですとか、観
光ですとか、文化、もろもろの面で交流は築いてきて

おります。そういったノウハウを活用しながら、しか
もこれは庁内部局横断的にやっている取組でございま
す。そういったものを検証しまして、戦略的、一体的
に進めていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから不測の事態が生じないように
地域外交をする。だから今台湾統一が課題になってい
ますから、そこが生じないような形で、現状維持とい
う形で、知事が台湾も中国もそういう交流ができれば
収まるんじゃないですか。それと尖閣もそうですよ。
中国の周恩来、あるいは田中角栄、棚上げにしたんで
すよね、日中共同声明。今どうなっていますか。です
からそういうことも含めて、今沖縄が中国、台湾との
交流を通して、そういう紛争を恐らく未然に防ぐこと
ができると思いますよ。ぜひ頑張ってください。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明３月１日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時36分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵
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令和５年３月１日

（第７号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





 議　　事　　日　　程　第７号
令和５年３月１日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで

甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和５年３月１日（水曜日）午前10時開議
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甲第32号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

（第１号）
甲第34号議案･ 令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案･ 令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案･ 令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）
乙第１号議案･ 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案･ 指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案･ 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案･ 沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第５号議案･ 沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案･ 沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案･ 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
乙第８号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例
乙第９号議案･ 沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案･ 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第12号議案･ 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第13号議案･ 沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第14号議案･ 沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条

例の一部を改正する条例
乙第15号議案･ 沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部

を改正する条例
乙第16号議案･ 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第17号議案･ 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第18号議案･ 沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案･ 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案･ 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第21号議案･ 名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案･ 包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案･ 沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案･ 専決処分の承認について
･

出　席　議　員（48名）
･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ･ ５　番　　上　里　善　清　君

･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君
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･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん
･ ･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ ･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ ･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ ･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ ･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ ･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ ･ 29　番　　山　内　末　子　さん

･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに
一般質問を行い、甲第１号議案から甲第36号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第24号議案までを議題と
し、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　金城　勉君。

　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時０分休憩
　　　午前10時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○金城　　勉君　おはようございます。
　公明党の金城勉でございます。
　今日は３月１日ということで、県立高校の卒業式が
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予定されております。この３年前の４月に、晴れて希
望を持って入学して高校生活をしっかり頑張ろうとい
う気持ちで入学したこの高校生たちが、コロナ禍の
真っ最中、この３年間をマスク姿で過ごさなければな
らないという、そういう状況にありました。大変悔し
い、またつらい、苦しい３年間であったと思います。
そういう経験もまた今後のために生かしていただい
て、これから進学、就職など様々な分野に飛躍、成長
していかれるように期待を申し上げたいと思います。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。
　それでは質問に入ります。
　１、子供政策について。
　(1)、･こども基本法の施行で何が変わるか、法律の
ポイントは何か。
　(2)、･こども家庭庁発足を受けて県としての対応は
どうか。
　(3)、･少子化対策として若者支援、女性支援が非常
に重要と思います。県としての対策はどうか。
　(4)、･若年妊産婦支援の取組はどうか。
　(5)、･こども医療費助成事業を高校生まで拡充して
はどうか。
　(6)、･認可外保育施設支援について伺います。
　(7)、･放課後児童クラブの利用料低減の取組はどう
か。
　２、女性活躍社会の構築について。
　(1)、･女性デジタル人材の育成の取組について伺い
ます。
　(2)、･子育てと仕事の両立への社会的取組について
伺います。
　３、教育行政について。
　(1)、･教員の働き方改革の新年度の取組はどうか。
　(2)、･小学校の地区陸上大会など学校行事の改善策
はどうか。
　(3)、･教職員やスタッフの確保の取組はどうか。
　(5)、･障害児教育について。
　ア、昨年12月の文科省の発達障害に関する調査
で、小中学生の8.8％が発達障害の疑いがあると公表
されました。県内小中学校の状況と対応はどうか。
　イ、特別支援学校の受入れ体制はどうか。
　ウ、中部Ａ特別支援学校の進捗状況はどうか。
　４、国立自然史博物館誘致の取組について。
　(1)、･令和５年度の事業計画はどうか。
　(2)、･実現までのロードマップの策定はどうか。
　５、環境政策について。
　(1)、･ＰＦＯＡ、ＰＦＡＳ等の実態調査等、県の取
組はどうか。

　(2)、･米国環境保護庁との連携はどうか。
　(3)、･人体への影響、基準値、目標値の設定につい
て伺います。
　６、知事の政治姿勢について。
　(1)、･ウクライナ問題と台湾問題の認識を伺いま
す。
　(2)、･日本の防衛政策に関する知事の認識を伺いま
す。
　(3)、･地域外交室設置の目的は何か（設置目的、役
割、具体的行動計画）。
　(4)、･多様な性と選択的夫婦別姓に関する認識を伺
います。
　以上、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　金城勉議員の御質問にお答えいたします。
　子供政策についての御質問の中の(2)、こども家庭
庁発足に伴う県の対応についてお答えいたします。
　令和５年４月に発足するこども家庭庁においては、
子供の視点に立った施策を立案し、全ての子供が安
全・安心に成長できる環境の整備に取り組むものとし
ております。これを受け、沖縄県においては、従来の
施策に加え、子供施策への子供の意見の反映や、いず
れの施設にも通っていない就学前の全ての子供の育ち
の保障など、新たな取組にも十分に対応できるよう、
体制の構築に取り組んでいるところです。
　沖縄県としましては、次代の社会を担う全ての子供
が、自立した個人としてひとしく健やかに成長するこ
とができ、将来にわたって幸福な生活を送ることがで
きるよう、子供施策の充実に努めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、子供政
策についての御質問の中の(1)、こども基本法につい
てお答えいたします。
　こども基本法は、子供に関する様々な取組を実施す
るに当たり、その共通の基盤として、子供施策の基本
理念等を定めた包括的な基本法であると認識しており
ます。同法においては、子供の最善の利益を実現する
観点から、地方公共団体等は、子供施策の策定・実
施・評価に当たり、子供の声を施策に反映する仕組み
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の構築に取り組むこととなっております。また、令和
５年秋頃に国が定める予定となっているこども大綱を
踏まえ、都道府県はこども計画の策定に努めることと
なっております。
　同じく(4)、若年妊産婦支援の取組についてお答え
いたします。
　県では、令和５年度、国庫補助事業を活用し、若年
妊産婦等が安心して生活を行うための相談支援や宿泊
型居場所の提供等を行う特定妊婦等支援臨時特例事業
を新たに実施することとし、当初予算を計上したとこ
ろです。本事業は、支援コーディネーターや看護師、
母子支援員等を配置し、支援が必要な若年妊産婦等に
対して、相談支援や関係機関との連絡調整、心理的ケ
ア等を行うもので、事業スキームを構築した上で、公
募による事業実施を想定しております。
　同じく(6)、認可外保育施設への支援についてお答
えいたします。
　認可外保育施設に対しては、沖縄振興特別推進交付
金を活用し、指導監督基準の達成・継続に必要な施設
改修費、保育に必要な教材・備品購入費、入所児童の
処遇改善のための給食費の支援などに取り組んでおり
ます。令和５年度は、年収360万円未満相当世帯の入
所児童に対する給食費減免など、事業の内容を拡充す
るほか、保育の無償化の猶予期限を見据え、多くの施
設が指導監督基準を達成できるよう、保育士資格取得
支援等の取組を実施していくこととしております。
　同じく(7)、放課後児童クラブの利用料低減につい
てお答えいたします。
　県では、平成24年度以降、公的施設を活用した放
課後児童クラブ55か所の整備を支援するとともに、
運営費の補助等を行ってまいりました。これらによ
り、令和３年度の平均月額利用料は9397円となり、
10年間で1314円低減しております。また、令和４年
度から、新たに放課後児童クラブの利用料低減を目的
とした賃借料支援を実施しております。
　県としましては、新たな取組の効果等も検証しなが
ら、引き続き、放課後児童クラブの環境整備や保護者
負担の軽減に取り組んでまいります。
　２、女性活躍社会の構築についての御質問の中の
(1)、女性デジタル人材の育成についてお答えいたし
ます。
　国の女性デジタル人材育成プランにおいては、コロ
ナ下における女性の就労支援や経済的自立、デジタル
分野のジェンダーギャップ解消などのため、デジタル
スキルを身につけた女性人材の育成に取り組む方針が
示されております。県では、デジタル分野で活躍して

いる女性起業家を講師として招き、デジタル分野を目
指す女性を対象とした研修会を開催するなど、女性人
材の育成に取り組んでいるところです。引き続き、関
係部局と連携し、取り組んでまいります。
　次に６、知事の政治姿勢についての御質問の中の
(4)、多様な性と選択的夫婦別姓についてお答えいた
します。
　県では、令和３年３月に発表した沖縄県性の多様性
尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）の下、全ての人の性
のありようを尊重し、誰もが自分らしく生きられる心
豊かな沖縄を目指し取り組んでおります。また、選択
的夫婦別姓制度については、令和２年度に県が実施し
た県民意識調査で、同制度に賛成との回答は49.2％
となり、前回調査より17.7ポイント増加していると
ころです。同制度については、国の第５次男女共同参
画基本計画において、「国民各層の意見や国会におけ
る議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、
更なる検討を進める」とされており、県としましても
国の動向や県民各層の議論を注視してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　１、子供政策につい
ての(3)、少子化対策としての若者や女性支援につい
てお答えします。
　県では、若年者の就職と職場定着促進を目的とし
て、沖縄県キャリアセンターにおける就職相談や大学
への就職支援員配置、奨学金返還支援を行う企業への
補助等を実施しております。また、女性の就労継続を
目的として、企業向けに男性管理者の意識改革等の講
座や、女性が働き続けられる職場づくりに取り組む企
業への専門家派遣等を実施しております。
　県としましては、引き続き、若い世代が将来に展望
が持てる雇用環境や、男女ともに仕事と子育てを両立
できる環境の整備に取り組んでまいります。
　２、女性活躍社会の構築についての(2)、育児と仕
事の両立に関する取組についてお答えします。
　県では、子育てと仕事を両立し、働きやすい環境を
整えることを目的として、ワーク・ライフ・バランス
に取り組む企業に専門家を派遣し、長時間労働の抑制
や男性の育児休業取得促進の取組を支援しておりま
す。また、女性が働き続けられる職場づくりに取り組
む企業への専門家派遣のほか、女性従業員向けのセミ
ナーを開催しております。
　県としましては、引き続き、女性が活躍できる環境
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づくりに向け、育児と仕事の両立の推進や男女の機会
均等、処遇改善などの施策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　１、子供政策につい
ての(5)、こども医療費助成制度についてお答えしま
す。
　県は、令和４年４月からの中学校卒業までの制度拡
大が円滑に実施され、安定した制度運営が図られるよ
う、昨年11月に市町村担当者会議を開催し、意見交
換を行っております。18歳までの医療費助成につい
ては、既に実施している13市町村に加え、現在、検
討中の市町村もあることから、今後の事業実績、市町
村の意向、県及び市町村の財政状況などの実情を踏ま
えつつ、協議を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、教育行政についての中
の(1)、教員の働き方改革の取組についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員
働き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた
行事や会議等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の
推進、部活動指導員やスクール・サポート・スタッフ
の配置等の取組を進めております。令和５年４月に設
置される働き方改革推進課では、国の調査事業等を活
用したメンタルヘルス対策に取り組むとともに、学校
における業務改善による負担軽減を推進することによ
り、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念で
きる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(2)、学校行事の改善策についてお答えいた
します。
　小学校の地区陸上大会については、島尻地区及び宮
古地区において実施されております。地区陸上大会
は、児童のスポーツに対する関心を高め、運動技量や
体力の向上に努めることを狙いとして実施されてお
り、練習については、体育の授業及び勤務時間内で取
り組んでいると聞いております。
　県教育委員会としましては、引き続き、当該地区小
学校体育連盟に対して、地区陸上大会の運営の工夫・
改善に取り組むよう促してまいります。
　同じく(3)、教員不足の対策についてお答えいたし
ます。
　教員の確保については、新たにペーパーティー

チャーセミナーの実施や、関係機関への臨任募集の依
頼及び公共施設・商業施設等に教員募集ポスターの掲
示を依頼するなど、全庁体制で臨時的任用職員の確保
に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、教員の採用
に努めるとともに、教員採用試験の制度改革や退職者
の任用等を推進し、教員不足の解消に努めてまいりま
す。
　同じく(5)のア、小中学校における発達障害の可能
性のある児童生徒の状況等についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会では、発達障害の可能性のある児童生
徒の人数を把握する調査は行っておりませんが、全国
と同様な状況であると考えられます。小中学校におけ
る発達障害の可能性のある児童生徒の対応について
は、保護者、児童生徒との合意形成を図りながら、実
態に応じて座席配置の工夫、ルビ振り、文字の拡大、
支援機器の活用等の合理的配慮を行っております。
　県教育委員会としましては、今後とも一人一人の教
育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を図ってまい
ります。
　同じく(5)のイ、特別支援学校の受入れ体制につい
てお答えいたします。
　県教育委員会では、これまで、特別支援学校の過密
解消に向けて、はなさき支援学校や那覇みらい支援学
校の設置に取り組んできました。現在、高等学校への
分教室や新たな特別支援学校設置に取り組んでいると
ころであります。
　同じく(5)のウ、中部Ａ特別支援学校の進捗状況に
ついてお答えいたします。
　県教育委員会では、中部地区特別支援学校の過密解
消と教育環境の充実を目的に、新たな特別支援学校の
設置に取り組んでいるところです。今年度は、児童生
徒数が200名程度で、設置場所をうるま市兼箇段とし
た学校設置基本方針を策定したところです。令和５年
度からは、基本設計業務などを行うこととしており、
令和10年度の開校を目標に引き続き取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　４、国立自然史博物館誘
致の取組についてお答えいたします。令和５年度の事
業計画についてお答えいたします。
　令和５年度においては、国全体の機運醸成を図るた
めの東京でのシンポジウム開催、テレビＣＭによる普
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及啓発、設立に向けた課題に対応するための調査、県
民会議の設立促進、国等への働きかけ等を行うことと
しております。
　県としましては、引き続き国立自然史博物館設立の
早期実現に向け、県民や経済団体、学識経験者等、県
全体が一丸となった取組を推進してまいります。
　同じく４の(2)、実現までのロードマップについて
お答えいたします。
　国立自然史博物館の設立誘致については、これまで
シンポジウム等開催や経済界の関係団体、学識経験者
等を構成員とする事業推進会議と全庁横断的な取組を
推進するための庁内連絡協議会を設置したところで
す。また、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におい
ては、今後あらゆる機会を捉えて誘致に努めていくと
しており、当計画期間内での開館を目指すべきである
との県民や学識経験者から意見があることは承知して
おります。
　県としましては、そのような意見も踏まえ、早期の
設立実現に向け、県民や経済団体、学識経験者等、県
全体が一丸となった取組を推進してまいります。
　５、環境政策についての５の(1)と５の(3)、ＰＦＯ
Ｓ等の実態調査及び基準値、目標値などの設定につい
てお答えいたします。５の(1)と５の(3)は関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。　
　県では、平成28年度に水道水源を除く県内の主要
河川や地下水の全県的なＰＦＯＳ等調査を実施し、平
成29年度からは高濃度のＰＦＯＳ等が検出された米
軍基地周辺でのＰＦＯＳ等水質調査を行っておりま
す。これらの調査結果を踏まえ、令和元年に国に対し
水質及び土壌の基準の設定等を求めたところ、環境省
が令和２年に環境中の水質に関するＰＦＯＳ等の暫定
指針値を定めております。また、環境省においては、
ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの有害性の知見が不十分であるこ
とやＷＨＯ、米国等で科学的な議論が行われているこ
とから、去る１月24日にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに係る
水質の目標値等を検討する専門家会議を厚生労働省と
合同で開催したところであり、引き続きＰＦＯＳ等に
関する国の検討状況を注視してまいります。土壌中の
ＰＦＯＳ等については、基準値等が定められていない
ものの、県民の生活環境の保全の観点から調査は必要
と考え、昨年12月に普天間飛行場周辺等５地点で調
査を実施しており、令和５年度には、全県的な水質と
土壌中のＰＦＯＳ等調査を実施することとしておりま
す。
　県としては、これらの調査結果を踏まえて、国に対
し土壌に関する基準値等の設定を求めてまいります。

　同じく５の(2)、米国環境保護庁との連携について
お答えいたします。
　県は、去る１月25日から30日にかけて県議会土木
環境委員会と共に米国ワシントンへ出張し、米環境保
護庁（ＥＰＡ）を訪問しました。ＥＰＡ職員からは、
令和４年６月の飲用水の中間健康勧告値の見直しの経
緯やＷＨＯが公表した飲用水のパブリックコメントに
ついての説明があり、また、ＥＰＡは国外の施設に対
する権限はないが、沖縄のＰＦＯＳ問題について日本
の環境省とも密に情報共有しているとの発言もありま
した。そのため、照屋副知事よりワシントン駐在を通
じた情報の共有等について、ＥＰＡに対し協力を求め
たところであり、引き続き情報収集に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　６、知事の政治姿勢に
ついての(1)、ウクライナ問題と台湾問題の認識につ
いてお答えいたします。
　県としては、ロシアによるウクライナ侵攻は、人道
的な観点はもとより、国際社会の秩序の維持という観
点からも決して看過できるものではなく、一日も早い
停戦が実現し、ウクライナ、ロシア両国民が平穏な生
活を取り戻すことが重要であると考えております。ま
た、いわゆる台湾有事については決してあってはなら
ないと考えており、政府に対して平和的な外交・対話
による緊張緩和、信頼醸成の取組を求めるとともに、
県としても各国・地域との対話、交流を通じて積極的
な役割を担ってまいりたいと考えております。
　同じく６の(2)、我が国の防衛政策への認識につい
てお答えいたします。
　昨年12月に閣議決定された、いわゆる安保関連３
文書では、厳しい安全保障環境に対応するためとし
て、我が国の防衛力の抜本的な強化及び南西諸島にお
ける自衛隊機能の増強等が示されております。県とし
ては、沖縄県を含む我が国が独立繁栄を続けていく上
で平和と安全は不可欠であることから、日米安保体制
や専守防衛のための最低限の自衛力は必要であると考
えております。一方、軍事力の増強による抑止力の強
化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずる
ことを懸念しており、ましてや米軍基地が集中してい
るがゆえに沖縄が攻撃目標になるなどという事態は、
絶対に招いてはならないと考えております。
　同じく６の(3)、地域外交室の設置目的、役割、具
体的行動計画についてお答えいたします。
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　県は、県独自の歴史的・文化的特性等のソフトパ
ワーと国際ネットワークを最大限に活用し、アジア太
平洋地域の平和構築と相互発展に向けて、平和的な外
交・対話により積極的な役割を果たしていきたいとの
考えの下、地域外交室を設置するものであります。同
室においては、国際交流・協力に関する取組を部局横
断的に統括し、県独自の地域外交を一体的・戦略的に
展開することとしております。なお、県では、令和５
年度に沖縄県地域外交基本方針（仮称）を策定するこ
ととしており、この中で具体的な活動内容等について
示してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
　まず、子供政策についてであります。
　本年４月からこども基本法が制定され、またそれに
伴いこども家庭庁も発足をいたします。
　私、11月議会に、知事三役あるいは教育長にも、
公明党の子育て応援プランの提示をいたしました。そ
の中にも書いてあるし、また、岸田総理も年頭の所信
表明演説の中で、子供政策をこの社会のど真ん中に位
置づけて、子供中心社会をつくっていく。そして予算
についても倍増していく。それほど意欲を持って取り
組んでいこうということで示していただきました。そ
れというのも、やはり今日の新聞に報道されておりま
すように、少子化の流れが止まらないという大変危機
的な状況にあります。とうとう80万人を割り込んで
しまったと、そういう報道がなされております。
　我々の時代には、年間に赤ちゃんが誕生する数は
二百四、五十万人。この団塊の世代のピーク時には
270万人の赤ちゃんが１年間に誕生していた。時代が
変わっていろんな価値観も変わり、人生観も変わって
いるから一概に比較はできませんけれども、それぐら
いに80万人を割り込むところまで激減してきたと、
これは国家存立の危機にあると言っても過言ではない
と思います。そういう認識の下でこの政策というのは
実施されようとしておりますので、ぜひ県においても
その強い認識の下で、子供政策全般に対しての向かい
方、そして知事もこの県政の運営方針の中で述べられ
ているように、各ライフステージに即した切れ目のな
い総合的な施策を展開していくという記録もありま
す。そういうことがありますので、国も県もその方向
性というものをしっかりと見定めて頑張っていただき
たいと思うのですけれども、知事、いま一度その決意
のほどをお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○知事（玉城デニー君）　こども基本法の子供に関す
る様々な取組、基本理念等を定めた包括的な法律の在
り方と、そしてこども家庭庁の発足によって、我が国
も抜本的な子供施策の推進を図っていくという方向性
は、国民にとって非常に歓迎すべき方向であろうとい
うように受け止めております。
　沖縄県としましても、子供ファーストの理念の下、
あらゆる子供たちが朗らかに育まれ、そして家庭の環
境においても順調に生育できる環境をつくっていくこ
と、子供を中心として家庭、社会が全体でその方向性
をしっかりつくっていくことが重要であると考えてお
ります。
　県としても、令和６年の抜本的な体制の構築のため
に、令和５年度からそのこども家庭庁設置に即した取
組をしっかりと進めていきたいというように考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ありがとうございます。
　ぜひ、一緒にそういう方向に向かって頑張っていき
たいというふうに思います。
　私ども公明党が提示しました子育て応援トータルプ
ランというのは、行く行くは教育費の無償化というも
のを年次的に、段階的に実行していく、そういうプラ
ンになっております。それは子育てに関するのみなら
ず、やはり働き方改革であるとか、女性の在り方であ
るとか、男性の意識の問題であるとか、あるいはまた
社会、会社、様々な分野においてそういう大きな方向
転換を――考え方を転換というものをしていかなけれ
ばならないと、そういうことも含めて書いてありま
す。
　そこで、少子化対策としての若者・女性支援という
ものが非常に重要になってくる。これはやはり若者が
最近は就職の問題、雇用の問題についてもありますけ
れども、やはり結婚をためらうとか、出産をためらう
とか、あるいはまた子供をつくることがリスクになる
とか、そういう考え方さえもあるんですね。ですから
そういう意味では、そういう懸念を払拭するような社
会の仕組みづくりというのが非常に重要になってまい
ります。そういうところについての認識はいかがです
か、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　少子化対策には、結婚や出産をちゅうちょする不安
を解消し、結婚、子育て世代である若者が将来にわた
る展望を描ける環境をつくっていくことが重要である
と考えております。そのためには経済的な基盤の安定
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が必要であることから、若者の雇用の安定や非正規労
働者の処遇改善等に取り組み、若い世代が将来に展望
を持てる雇用環境の整備が必要であると思います。
　また、先ほど答弁でも申し上げましたが、若者の経
済的な基盤の安定、そして職場定着を促進するため奨
学金返還支援を行う企業への助成も行っているという
ところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　あわせて女性の働き方についてもや
はり大きなテーマだと思います。
　やはり結婚・出産を期して退職をしていく場合も多
いと聞いておりますし、また復帰するときにも非常に
ハードルが高いとか、様々なハードルがあると。です
からそういう意味では、やはり職場環境もあるいはま
た意識も、特に男性側の意識の改革というものが求め
られてくるわけですけれども、県庁内における女性の
働き方改革というのはいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　先ほど議員がおっしゃっ
たように、女性が働きやすい環境イコール子育て支援
に男性が関わっていくというところになると思いま
す。
　沖縄県では沖縄県特定事業主行動計画を策定し、子
育てと仕事の両立を推進しているところで、両立支援
ハンドブックにおいて、育児休業を取得した男性職員
の体験談の配布であったり、制度の周知に努めている
ところで、令和元年度の育児休業取得率、これ男性で
すが16.4％、令和２年度27.2％、令和３年度35.1％
と上昇傾向にございます。
　このように男性も育児に関わっていくということ
で、女性がますます働きやすい環境をつくっていきた
い、ますますつくっていきたいというふうに考えてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　よろしくお願いします。
　次に、若年妊産婦の支援について部長からの答弁
で、私もお願いしてあった宿泊型の支援施設の設置を
新年度に取り組みたいというふうに答弁がありまし
た。大変ありがとうございます。
　関係者の皆さん方からも非常にこれは喜びに迎えら
れると思います。それでスケジュール的にはいかがで

すか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　宿泊型の居場所につきましては、令和５年度から事
業をスタートしたいというところで、今、５年度予算
を計上させていただいたところです。
　国庫補助事業として実施をすることとしております
ので、その要綱を踏まえながら、また県の実施要綱を
できる限り早く定め、業者に委託をするという形で実
施できないかということで考えております。今そう
いった期間も含めてスケジュールについては検討して
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　よろしくお願いいたします。
　それで、商工労働部長、先ほど女性デジタル人材育
成の質問を宮平部長から答弁いただけたんですけれど
も、私の狙いとしては、商工労働部がより積極的に関
わっていただいて、女性のスキルアップ――今女性の
働き方というのは半分以上が非正規の立場で働いてい
て、その能力開発というのが非常に重要だと、もっと
もっと県民そのものの生産性が、女性がスキルアップ
をすることによって大きく向上するのではないかとい
う期待もあります。ですから、そういうところを商工
労働部としてぜひ取り組んでいただきたいと、これは
要望しておきます。
　次に教育行政。
　教育長、答弁ありがとうございました。
　11月議会にも強く申し上げたことなんですけれど
も、教員の働き方改革、やっぱり御存じのように学校
現場というのは大変厳しい働き方の環境にあって、私
も何名かの現場の教師の方々から話を聞きました。そ
して１週間に１回くらいのメールも来るように、もう
こういう状況なんだ、こういう状況なんだという訴え
が相次いでおります。それぐらい厳しい環境の中で皆
さん頑張っていらっしゃる。ですから、そういうとこ
ろはまず働き方改革のいろんな項目、メニューがある
と思うんですけれども、優先的な課題というのは何だ
というふうに認識されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　御指摘のとおり、学校現場
においては、精神疾患による休職者あるいは長時間勤
務、そういった問題が大きな課題となっております。
この改善に向けて、令和５年度から働き方改革推進課
を立ち上げる予定でありますけれども、そのメインが
メンタルヘルス対策と働き方改革であります。そして

‒･343･‒



この働き方改革の進むべき方向は、基本的にはスク
ラップ・アンド・ビルド。今時代の流れで、例えばＩ
ＣＴ教育であったり、英語教育、プログラミング教
育、時代の流れに応じて取り組まなければいけないこ
とが学校に導入されておりますが、それに対応してど
の部分をいかに削減していくか、その視点が大事であ
ると思いますので、学校現場の多くの意見を聞きなが
ら、その視点で業務の改善に取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　そうですね。とにかくいろんな業務
が多過ぎると。それで現場の声もありますし、また、
新聞報道でも様々な報道がなされております。
　私は話を聞いている中で、一番真っ先に手をつける
べきは、まず教員の皆さん方の過重負担というものを
いかに削減していくのかと、それをぜひ実行していた
だきたい。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、あ
れも報告しなきゃ、これもまとめなきゃ、もう右往左
往しながら子供たちと向き合うことができない、今の
教育環境になっている。勢い、教材研究もできないよ
うな状況ですから、もうただ板書型の、とにかく一方
的な教育になってしまう。子供と本当にコミュニケー
ションを図りながら、子供のそういう能力開発という
ものをやろうとしてもできない。ですからそういう意
味では、やはりいかにして負担の部分を少しずつ減ら
していけるのかと。
　だから私は学校行事についても、この陸上を通して
申し上げましたけれども、やはり体育の時間内でやっ
ているというが、実態はそうじゃないと。もう学校を
巻き込んでいろんな形で時間が取られ、人手が取られ
て、大変な負担感なんだと。学校の中の行事でさえも
大変なのに、学校外にまで及ぶというと大変だという
ような声も率直に届いています。ですからそういうこ
とも含めて、ぜひ改革の取組をお願い申し上げたいと
思います。
　次に、国立自然史博物館。
　金城部長、昨日は呉屋議員から大変な質問が飛び交
いましたけれども、大丈夫ですか。ぜひ、この自然史
博物館、お互い認識は共有したと思いますから、照屋
副知事も一緒にスミソニアン、見学をしてまいりまし
た。昨日、決意も述べられておりました。ですから、
あとはいかにして国を動かして、そして県と一緒に
なってその機運を高めながら、ぜひこの自然史博物館
は必要だというようなところまで持っていかなきゃい
けない。新年度もいろいろとシンポジウムなり東京な
りのイベント、様々計画しているようですけれども、

やはり私はその機運醸成のためには、呉屋議員を中心
に県議会の中で議連を立ち上げるとか、あるいは国会
議員で議連を立ち上げるとか、そういうふうなところ
もやっぱり大きな追い風にできると思うんですけれど
も、その辺の取組についての認識はいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、現時点におきましては、国に
よる国立自然史博物館設立の決定はなされておりませ
ん。加えて、所管省庁も明らかではないということで
ございますので、まずは県といたしましては、国に対
して早期の整備方針の決定等を求めていく必要がある
かというふうに考えております。
　国の沖縄振興基本方針では、沖縄は東アジアの中心
に位置する地理的優位性でありますとか独自の歴史文
化、伝統等を生かして、我が国やアジア太平洋地域の
発展に寄与する地域として、より大きな役割を担って
いくことが期待をされるというふうにされておりま
す。こうした観点から、国の沖縄振興を総括する内閣
府に対しても、国立沖縄自然史博物館の沖縄への設立
についての連携支援等を求めていくことも重要であろ
うかというふうに思います。
　県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に
おいて、今後あらゆる機会を通して設立誘致を求める
としたところでございますので、議員から御提案のあ
るところと県議会とも一体となって、県内の誘致に努
めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ありがとうございます。だんだん時
間が少なくなってまいりました。
　次に、今の国立自然史博物館については、その21
世紀ビジョンの範囲内でぜひ実現したいと、そういう
思いもお互い共有できていますから、そういう意味で
は時間は足りないと思いますのでしっかり進めていき
たいと思います。
　次に、環境政策であります。
　これもやはりお互いにアメリカの環境保護庁（ＥＰ
Ａ）も視察して、また意見交換もしてまいりました。
そのときに私がショックを受けたのは、やはりその人
体への影響というものがどうなるかというのは分から
ない状況の中で、ＥＰＡに行ったときに、明らかに人
体に影響があるんだと。発育不全であるとか、がんの
影響であるとか、循環器系への影響であるとか、具体
的に５項目並べておりました。それぐらいにやはり人
体への影響というものが具体化して出てきた中にあっ
て、やはりその調査また基準値の設定というのは緊急
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を要する状況になっていると思うんですね。ですから
そこはぜひ国とも連携を図りながら、早急にその対策
を打っていただきたい。これは要望にしておきます。
　次に、知事の政治姿勢についてのウクライナ問題、
台湾問題についてであります。
　公室長からも答弁もありましたように、やはりロシ
アのウクライナ侵攻、これは世界中に衝撃を与えた大
変なことでありました。１か年以上たった今でもまだ
戦火が収まらないという、そういう本当に悲しい現実
に直面しております。ですからそういう意味では、と
にかく何らかの形で国連あるいはアメリカ、ヨーロッ
パを含めて、今回Ｇ７の会議もありますし、いろんな
形で停戦合意に向けた協議というものをやっていただ
きたいなと、そういう思いを強くしております。
　それで、このウクライナ紛争をきっかけにして、日
本を取り巻く周辺においては台湾有事というものが非
常に取り沙汰されておりまして、日本もそういうこと
を危機感を持って、公室長が答えていただいたような
防衛３文書改定をいたしました。やはりそれというの
も、狙いというのはこの防衛力の強化であり、抑止力
の強化、また憲法の許す枠内の範囲内でそういう整備
をするというふうに私は理解しているんですけれど
も、知事いかがですか。
　知事に答えていただきたいね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員からありました台湾有事の可能性も含めて答弁
させていただきます。
　まず県としては、いわゆる台湾有事、これはもう決
してあってはならないというふうに考えております。
その上で申し上げますと、台湾有事の可能性について
は、有識者の間でも様々な意見がございます。
　去る２月５日に県内で開催されたシンポジウムに登
壇した、これ台湾の有識者が２名おりますけれども、
それぞれ異なる見解が示されたものというふうに承知
しております。それから、これは同じく２月に元中国
大使の宮本氏が沖縄タイムスのインタビューに答えて
おりますけれども、「中国が台湾へ武力侵攻する可能
性」は、「現状維持が続く限りはゼロに近いと思う」
と。ただ「台湾側が具体的な日時まで決めて独立宣言
をしたり、それから米国が「一つの中国原則」を否定
したりすると、中国側の大義名分が立ち、可能性は高

まる。少なくとも今はそんな状況ではない」といった
ようなコメントは出しておりまして、様々な捉え方が
あるというふうには見ております。
　いずれにしても台湾有事が不可避であるかのような
議論が過度に高まることを懸念しておりまして、日米
とも中国と密接な経済関係があることを含め、事実に
基づいて冷静な議論を行いまして、台湾有事を回避す
るための緊張緩和、信頼醸成を図ることがとても重要
ではないかというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　台湾有事、絶対あってはいけないと
思います。
　それで私は最近、この台湾の那覇分処処長の王瑞豊
処長とお会いしてきました。台湾の皆さん方が台湾有
事と日本で言われていることについての認識をお聞き
いたしました。そうしますと今、宮本大使のことを引
用されましたけれども、王処長の話も、台湾の人た
ち、当事者はほとんどそういう緊張感はないと、台湾
有事についての危機感はないということをおっしゃっ
ておりました。去年の８月に米国の下院のペロシ議長
が台湾を訪問したときにも、中国側が大変な怒りで
もってミサイルを発射したり、沖縄与那国近海にも飛
んできたりということで、日本のマスコミは大変な反
響を示しておりましたけれども、一方で台湾の人たち
というのは非常に冷静に、そして日常生活を普段どお
り送っていたと、こういう状況なんですね。
　ですから、王処長がおっしゃるには、やはり台湾が
独立ということを言わない限り、武力でもって中国
が、本国が攻めてくることはないというふうに認識
をしておりました。それは台湾の世論も約60％の人
たちがそういう認識を持っているそうです。ですか
ら、台湾の皆さん方は現状維持でいいと。60％前後
の方々が現状維持を望んでいる。独立を希望する方は
20％くらいしかいない。
　そういう現実の中で、しかも経済的には本国中国と
の貿易というのは、中国からすると輸入の第１位は台
湾なんですね。アメリカでも日本でもない。それぐら
い経済的には非常に密接につながっている。ですか
ら、現状のままで推移するならば何の問題もないとい
うことですから、お互いはそういうところを認識し
て、この台湾有事というものの捉え方もすべきだろう
なというふうに思いますけれども、知事いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、台湾
の方々は至ってこの現在の状況を冷静に考えていらっ
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しゃる。それは中国と台湾が非常に強い結びつきを
持っているということと、国際社会が協力連帯をする
中でこそ相互の発展が得られるのだということは、今
の台湾の状況が如実に表しているということは、議員
の御意見のとおりであります。ですから、台湾有事が
殊さらに強調されているのは、いわゆる米国における
中国政策、つまり米国と中国、バイデン大統領の教書
演説にもあったように、対立ではなく競争であるとい
うような方向性の中で、その台湾有事が殊さらに強調
され過ぎることによって、日米同盟関係にもその影響
が及んでいるのではないかというように多くの国民も
疑問あるいは不安に思っていると思います。
　やはり戦争を回避するというのは、力による抑止で
はなく、お互いの垣根のないレッドラインというもの
をしっかりと判断し、それを踏み越えないということ
を意識することと、ではお互いが相互に協力するため
にはどのような戦略が必要なのかということを真摯に
対話をするということが重要であることは言うまでも
ないと思います。
　そのようにこれからも沖縄県としても、このアジア
地域の平和に貢献できるようなそういう施策を持っ
て、経済、観光、文化、学術などの交流もさらに促進
していきたいというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　この台湾有事の話題が出てきたの
は、やはり米国のある軍の司令官の発言や、あるいは
シンクタンクの発言・発表によって、この数年以内に
中国が台湾に侵攻するのではないかというような話が
あってから、非常にそれが話題になっているんですけ
れども、実態はやっぱり違うということを私も認識い
たしました。
　そこで地域外交室を設置して、県としても自治体外
交を取り組んでいこうということであります。私もそ
れは共感いたします。やはり、国と国との外交・交流
というのはチャンネルは多いほうがいい。だから国と
の外交、そして自治体間の交流、さらにはまた経済交
流、文化交流、芸術交流あるいはまた我々議員同士の
交流、政党間の交流、様々なチャンネルでもってお互
いに交流をし合うことによって、これは平和につな
がっていく。そういう認識を持っております。
　ですから、私ども公明党も、日中国交回復をした
50年前に、その端緒を開いたのは我々公明党です。
その政党外交によってそういう平和をもたらすような
流れをつくることができた。当時の田中角栄首相から
は大変感謝されました。そういう歴史もありますの
で、ぜひ平和でなければいけないという大前提に立っ

て、全てを考えていきたいというふうに思いました。
　以上、ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　おはようございます。
　無所属の会の大城です。
　今日は４点、通告に従って議論をしたいと思いま
す。
　ゆがふ製糖と青果市場の建て替えの問題、それから
今議会では多く質問が出されていますけれども、教員
不足の問題、そして代表質問でやりましたけれども、
電力の値上げに対する対応の問題。議論を深めてそし
て要望を含めて提案、提言できればというふうに思っ
ていますので、よろしくお付き合いください。
　まず、それでは１、農業振興について(1)、ゆがふ
製糖の建て替えについて。
　ア、生産者数と稼働状況及び老朽化の現状について
まず伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　工場建て替えに向け
た取組と今後の方針等についてお答えいたします。
　老朽化が著しいゆがふ製糖工場につきましては、沖
縄本島地域のサトウキビ生産振――ちょっと待ってく
ださい。ちょっとすみません。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　失礼いたしました。
　沖縄本島の生産者数とゆがふ製糖工場の稼働状況及
び老朽化の現状についてお答えします。
　令和４・５年期の沖縄本島のサトウキビ農家数は約
4600戸で、約12万2000トンの原料処理量が見込ま
れております。また、今製糖期においては、ゆがふ製
糖工場の操業に支障が生じるような設備・機械の不具
合等の報告は受けておりません。一方、工場建屋や製
糖工程の中核となるボイラー設備等については、築
60年以上経過していることから、老朽化対策の必要
性は高い状況であるというふうに認識しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　これまでも議論してきて、この質問
はちょっとお互いの確認のために出したんですけれど
も、もう３年４年になるわけです、建て替えの問題
は。これまで本島内に一番多いときで７工場あったの
が、もう１工場になっているわけですけれども、これ
万が一工場が止まったときという想定も皆さん考えた
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ことあるんですか、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　今議員おっしゃるよ
うに、複数あった製糖工場が今１工場に集約されてお
りますので、工場稼働に支障がないように、日頃の整
備等を補助事業等活用しながら支援しているところで
ございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　数年前に、ホースというのかな、大
きな管が圧縮トラブルがあって１週間ぐらい止まった
ときに大騒ぎになりましたけれども、今部長触れまし
たように、枝葉の部分、先の部分がトラブルがある分
には対応できるんですが、心臓部であるこのボイラー
のところを危惧する関係者が多いわけです。そういう
意味では、その心臓部の部分は我々、委員会で見に
行っても、もうレンガ造りの骨董品みたいな造りなん
ですけれども、あと何年ぐらいもつとか、あと何年以
内には何とかしないといけないとかって、そういうよ
うな目安というのもあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　ゆがふ製糖によりま
すと、現工場設備における稼働年数については、明確
に示すというのは非常に難しいというふうに聞いてお
ります。一方で、建屋やボイラー、圧搾設備等主要な
製糖設備の老朽化が著しいことから、毎年修繕等を
行っておりますけれども、今後継続的に安定操業を維
持することは困難でありまして、早急な老朽化対策が
必要というふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　早急な老朽化対策ということは、建
て替えイコールということでいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　現在、県内の分蜜糖
工場の中で、ゆがふ製糖、北大東製糖、石垣島製糖か
らは、建て替えというふうな要望ということで考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　次に進みます。
　イ、建て替えに向けたこれまでの取組と課題、今後
の方針をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　老朽化が著しいゆが
ふ製糖工場につきましては、沖縄本島地域のサトウキ
ビ生産振興や製糖工場の安定操業が重要であることか
ら、工場の老朽化対策の緊急性は高いと認識しており

ます。一方で、工場整備には多額の建設費用を要する
ことから、既存事業の活用だけでは、事業実施主体の
費用負担が大きく、実施困難というふうに考えており
ます。
　このため、県としましては、沖縄県分蜜糖製糖工場
安定操業対策検討会議において、国や市町村等関係機
関と連携して、高率補助による工場整備に係る具体的
な方策等について検討を進めているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　少し１点、課題というところで、大
きく絞り込むと、大きな課題はこれですというのを再
度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　ゆがふ製糖工場の課
題としては、大きく分けて５点ほどあるというように
考えております。１つ目には、約60年を経過しまし
て老朽化が進行していること、２つ目には老朽化によ
る整備不足の事故の発生と修繕費が大きくかかってい
るということ、３つ目がボイラーや排水処理施設等の
更新が必要だけれども敷地が非常に狭いということ、
４つ目が建屋の耐震構造上問題があるということ、最
後に５つ目が近隣の宅地化による課題というふうに考
えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ちょっとごめんなさい、かみ合わな
くなってきた。私の認識では２つなんです。さっき
言ったように、もう60年たって建て替えないといけ
ないよというのを前提という議論をこれまでも３年も
４年も前からしてきたはずなんです。建て替えを前提
とすると、土地をどうするかっていうことで２年ぐら
い止まりました。そこは商工の理解を得て何とか土地
の見通しは立った。あとはもうどこが事業実施主体を
やるかというのと、多額なこの事業費です。３工場で
710億円と言われている事業費。やっぱりこの２つを
――ゆがふ製糖に関しては、土地は見通しが立ったと
いう意味ではどこがやるか、事業費をどうするか、こ
の２つを決めないと前に進まないって、私の認識なん
ですけれども、違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　大変失礼いたしまし
た。
　先ほど、製糖工場の物理的な課題を申しましたけれ
ども、議員おっしゃったように、現在検討の中では、
工場再整備にかかる多額の費用と国との高率補助、２
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つ目が地元負担とその割合とか、それから事業主体は
どこがするか、それが課題ということになっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　事業実施主体、どうしますか。協議
会ではどんな議論になっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　この件につきまして
は、現在先ほどの検討会議の中におきまして、国等も
交えながら、市町村、工場、それから関係機関と共
に、どこが何をやるかというのは現在検討していると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　運営しているゆがふ製糖も含めて、
３つぐらいの事業実施主体候補が挙がっていると。た
だやはり26市町村、全市町村に生産農家がいるとい
う意味で、本来は、立地であるうるま市じゃないかと
いう意見もあるけれども、当然うるま市が単独ででき
るわけないんですよね。それも含めて、３年も前から
同じような議論をして、私に言わせれば進んでないと
思っているんです。だからこれは、ずっと言っている
ように、県が主体的に、実施主体どこにするかという
のをもっと県が腹決めてやらないとなかなか受けてく
れるところがいないんじゃないかというふうに危惧し
ているんです。
　それで、まず事業実施主体が決まらないと、事業費
も決まらないと思うんです、事業も。今検討している
のは産地パワーアップ事業だと思うんですけれども、
産地パワーアップ事業の今年度の予算は幾らですか、
国は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度の補正
ベースで、農林水産省の予算ベースでいきますと、約
306億円というようになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　補正で今度大きくついているんです
けれども、当初予算は20億ぐらいなんです。これ全
国で沖縄、鹿児島に限られていますけれども、予算っ
て本当に小さくて、それ全国で活用しているもので
すから、それを沖縄が３社、工場で710億円かかりま
すって言われても、国としてもすぐは予算措置できな
いんです。予算の拡充については、事業実施主体が決

まらないと前に進まないんじゃないですか。その辺ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　このことにつきまし
ては、現在検討中でございますけれども、国等におい
て、まずは事業主体がどこになり得るのか、それから
事業費がいかほどになるのか、それに合わせた国等の
予算が幾らになるかというのを今検討中ということが
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　照屋副知事、現場も見てもらいまし
たから、危機感もあると思います。コメントをいただ
きたい。
　今議論しているように、担当部としては前から協議
会をつくって議論しますっていうのはそのとおりで
す。そしてそれは、よくやってくれていると思いま
す。ただ言ったように、事業実施主体にしてもゆがふ
製糖がやるのか、26市町村広域でやるのか、あるい
はもうＪＡに任せるのか、様々な議論がありますけれ
ども、全然見通しが立っていないです。それぞれが大
きな課題を抱えています。そういう意味でも、やはり
県がもっと全面的に腹決めて前に出ないと、私これは
前に進まないと思うんです。北大東の要望、石垣の要
望も含めて700億っていう額が大き過ぎるものですか
ら、今の既存の事業では４割負担しなさいという話に
なりますので、この財源の見通しも含めて立たないと
言っている。
　ただ一方で、26市町村、本島内だけで4600戸の農
家がまだいらっしゃるわけ。それをやっぱり今止まっ
てしまったら、これ行き先も何もないという状況の中
で、県がいつまでもなかなか決まらないから工場建て
替えできませんという話にはならないですよ。今決め
ても最低でもやっぱり５年かかるわけです。その中で
700億の事業を北大東も、石垣も、ゆがふ製糖も一気
に用意ドンではすぐできないわけですから、やっぱり
優先順位つけるなりしてやっていかないといけない。
私の中では、この７工場を１つにしたゆがふ製糖とい
うのは、ほかの工場と違って、いろんな工場から集
まってきているものですから、根本的な設備投資もで
きていないと思うんです。そういう意味では緊急性っ
ていうのは非常に高い。
　これやっぱりちょっと今協議会の議論、そしてまた
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部長がまた異動になる、関係者の中では課長も異動に
なるんじゃないかと危惧している。そういう中で、ど
んどん職員が異動になって、現場が取り残されるみた
いな話になっちゃいけないし、やはり県の強いリー
ダーシップが、三役のリーダーシップが必要だと思っ
ています。副知事お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　就任間もない時期に、ゆが
ふ製糖工場の視察に行ってまいりましたし、また島尻
社長からも御意見を賜って、意見交換をしてきたとこ
ろでありまして、現場を見ますと、本当に60年たっ
ておりますので、老朽化につきましてはすぐに分かる
ぐらいに、様々にクラックが入っていたり、あるいは
奥のほうにはレンガで積み上げられた壁にひびが入っ
ていたりということを確認をいたしまして、大変に急
がないといけないというふうな、議員御指摘の危機意
識というふうなのを持って帰ってきました。それ以
降、部局のほうでかなり汗を流しておりまして、内閣
府担当元大臣との接触を含めて、政府のほうとの折衝
を続けていたりしながら、また沖縄県分蜜製糖工場安
定操業対策検討会議において、いろいろな議論を深め
ているところであります。
　土地につきましては、幸い、商工労働部の協力を得
まして、新しい土地を確保しておりますけれども、そ
れにつきましても、いつまでもそのままにしておくわ
けにはいかないという期限の制約もありますので、急
ぎ、やはりこの実施主体をどこにしていくのか、そし
てまた費用をどういうふうにすれば抑えていけるの
か、こういうのも踏み込んで検討を急いでいかないと
いけないというような認識を持っております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　やっぱりこの製糖については、糖価
調整制度で、国策で、年間数百億円も入れて支えてい
るというものに対して、いつまでやるのかっていうよ
うな意見があるのも承知しています。ただ、離島は当
然守らないといけない。沖縄本島のこの基幹産業であ
るサトウキビというのは、まだ26市町村4600名の生
産者がいるわけですから、これは５年10年で大きく
転換、一気にできるものではありませんので、少しそ
れも踏まえて、次の準備もしながら徐々に変えていく
というものも準備しながら、製糖工場はどうしても止
めちゃいけないという危機感を持って取り組んでいた
だきたい。よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時15分休憩

　　　午前11時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　次に進みます。
　(2)、中央卸売市場の建て替えについて。
　ア、これまでの各種課題への取組と調査等の実施状
況についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　中央卸売市場の再整
備に向けた検討には、取扱量の増加に向けた市場活性
化の方向性、施設の規模、機能、施設使用料、整備手
法などについて合意形成を図っていくことが重要であ
ると考えております。これまで、県は、令和元年度に
実施した市場の在り方に関する調査をはじめ検討を進
めてきておりまして、令和４年度は、再整備により解
決すべき課題の整理や再整備の内容などについて、調
査研究等を実施しまして、市場関係者の合意形成に取
り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　令和元年から調査してきましたとい
うことですけれども、これまでどれぐらい費用をかけ
て、何が分かったんですか、調査で。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県は、令和元年度に
市場の在り方に関する調査を実施しまして、本市場の
役割や課題について整理を開始したところでございま
す。それに基づきまして、令和２年度には、市場の喫
緊の課題解決を目的とした中央卸売市場改修計画策
定、令和３年度には、当該改修に係る民間資金の活用
可能性、建て替えを含めた再整備に係る情報の整理を
行っておりまして、また４年度には、再整備により解
決すべき課題の整理や再整備の内容などについて調
査、研究事業を実施しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　もう令和元年から４年、そして今年
度もこの後触れるけれども、予算、調査費組んでいる
んですよね。ただ令和元年の調査で、もうはっきり出
ているのが、私から言わせれば、市場が抱えている問
題を解決するにはもう建て替えたほうがいいよという
ようなものがこの報告書にもあるわけですね。そして
全面建て替えするには、この当時で200億円かかりま
すということがあるわけです。当時だから、今だった
ら300億ぐらいになるかもしれません。さっきも言っ
た、農林水産部が抱えているどうしてもやらないとい
けない事業を上げると、さっきの製糖工場も含めて、
これ全部国の事業、一括交付金ではなかなか難しいと
私は思っているんです。だから、早く前に進まないと
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いけない。
　次、イ、新年度調査事業の目的と今後の方針につい
てお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　令和５年度予算案に
計上している本事業は、再整備の方針策定に向けた検
討を行うことを目的としております。具体的には、こ
れまでの調査事業でまとめた内容を基礎として、大規
模改修や現地建て替え、移転整備の可能性などの整備
手法の検討、想定される使用料の算定、施設規模や機
能の精査などを行いまして、再整備の方針策定に向け
た合意形成に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　皆さんが慎重に調査するのは分かる
んですけれども、私から言わせれば、もう既に令和元
年の調査の時点でＰＦＩも検討したらという意見も出
ている。そして令和２年６月には市場関係者から、早
くもう建て替え、機能強化をお願いしますという要請
も出ている。その中でＰＦＩも検討してもいいんじゃ
ないかという意見も出ている。令和３年６月にも、同
じＪＡも含めた市場関係者全員からＰＦＩ事業を活用
した建設検討の要請も出ている。そういう意味では、
またさらに調査するというのは、私はどうかなと考え
ているし、さっきも言ったような、まずこの県が丸抱
えして、既存の補助事業でやるという部分は私は厳し
いと思っている。もう一つは、あの市場の立地のよ
さ。それを生かした民間の資金を借りるというチャン
スがあるという部分、この２つで、やっぱりもっと加
速度的に、私は進めるべきだと思うんですけれども、
部長その辺どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　中央卸売市場の再整
備に向けた手順としては、施設規模や機能、整備手法
などの整備内容について整理して、市場関係者等と合
意形成を図り、その上で民間資金等活用の可否の検討
に進むものというふうに考えております。現在、整備
内容の検討を行っているところではありまして、中央

卸売市場には多数、多様な事業者が入居していること
から、取扱いの増加に向けた市場活性化の方向性も併
せて検討する必要があることなどから、丁寧に合意形
成を進めていくために調査等もまだ必要ではないかと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　照屋副知事、再三恐縮ですが、事務
方ではこれが精一杯なんです。たださっきも言った
ように、もう最低でも４年前の試算で200億と出てい
る、300億、年間100億ぐらいしか取扱いがない市場
の中で、300億以上もかけて今の機能で建て替えする
というのは、現実的じゃないし、中に100者以上の皆
さんが入っていますけれども、この皆さんのこの使用
料も上がります。やっぱりそれではなかなか厳しい。
だからこそ、あの立地を生かして民間資金を活用した
ＰＦＩがどうかということで、この前具体的な提案も
申し上げました。その辺についてどう考えているか、
お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　中央卸売市場につきまして
は、先日現場を訪問しまして、周辺環境も含め施設の
現状を確認し、老朽化対策の必要性を改めて認識して
きたところでございます。当市場は、生鮮食料品等の
流通拠点として重要な施設でありまして、引き続き民
間資金の活用も含めて情報収集に努め、市場の老朽化
に伴う建て替えを含む各種対策に生かしていきたいと
考えております。
　付け加えますと、議員御指摘のように、調査に随分
時間を要しているというふうなことにつきまして、私
も同じ認識でございました。ただ税金を使っていくわ
けですので、このぐらいやっぱり慎重にするのが公共
の仕事かというふうにも認識を新たにしているところ
でありますけれども、いずれにしましても、その300
億もかかるというのは、県の財政を進める上から考え
ましても、他の方策も同時に追求していかないといけ
ないというふうな認識も持ち合わせておりまして、先
ほど御提案いただきました民間資金の活用、すなわち
ＰＦＩというような方式による建て替えがどの程度の
可能性を持つものかということにつきましても十分に
吟味、検討をさせていただきたいというように思って
います。
　方向性としましては、その方向性も持ち合わせてお
りますので、その点につきましてまた議員の御意見を
いただきながら、検討を進めていきたいというように
思います。よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
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○大城　憲幸君　副知事には説明していますから理解
していると思うんですけれども、ＭＩＣＥのＰＦＩと
はやっぱり違うんです。ＭＩＣＥはやはりビルド、
造って、県が買い取って、それをまた民間にオペレー
ションしてもらうというタイプ、仕組み。でも今回提
案があるのは、ざっと600億ぐらいのお金がかかるよ
と言っていますけれども、民間が資金を集めてそれで
造って、自分たちで運営すると。その代わり11万平
米の県の土地がありますので、それを10年ぐらい無
償で提供してくれませんか、あるいは税金を10年ぐ
らい免除してくれませんか。そういうのをやってくれ
れば、自分たちで市場の使用料が上がらないようなも
のをほかのもので稼いで投資しますという提案ですか
ら、これ私、前に進めるべきだと思う。確かに民間に
させるわけですからリスクも伴うのは間違いありませ
ん。
　ただやっぱりクルーズバースの議論のときに、知事
がだったかな――答弁した、上屋がまだできていませ
んよとか、二次交通の検討をしないといけませんよっ
ていう、この県の観光の入り口としての課題も一緒に
これ解決できる可能性があるんです。やっぱりそこは
この沖縄の台所、市場を観光資源にもなるし、これは
沖縄の農業を変えるため、あるいは過去の観光という
ものを沖縄県民の豊かさにつなげるため、沖縄県内の
経済の循環を高めるためにも大きな起爆剤になると思
いますので、ぜひとも前向きに検討していただきたい
と思います。要望します。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　教育問題について(1)、教員不足へ
の対応についてお願いをいたします。
　教育長、実はこう見えても私、両親が教員なんです
よ。身内にも教員が多くて、あんまり私にいろいろな
いものですから、これまで教育問題、議論してこな
かったんですけれども、今回の議論はちょっとどうし
ても物言わないといけないなと、みんなで知恵を絞ら
ないといけないなと思ってやっていますので、お願い
します。
　ア、正規教員率改善の取組状況、直近５年の推移と
全国との比較をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　直近５年間の公立小中学校における教員正規率の

全国推移は、平成30年度から令和４年度まで順に
92.9％、92.9％、92.8％、92.9％、92.9％となっ
ております。沖縄県は84.8％、85.0％、83.7％、
82.3％、81.2％と推移しております。県教育委員会
では、これまで教員正規率を改善するために、平成
23年度以降、新規採用者数を大幅に増やしてまいり
ましたが、特別支援学級の増加等により、正規教員の
配置が追いつかない状況にあります。引き続き、採用
計画の見直しや採用試験の制度改革等により、正規教
員の確保に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　再質問２点お願いします。
　１点目は、これ毎年１ポイントちょっと下がって
いって、去年81.2ですけれども、これ直近では80切
らないですか。直近の感覚どうですかっていうのが１
点。それからもう一つ、今言った、23年度以降増や
してきたと、これまでの答弁でも3315人採用したと
言うけれども、年間平均したら、どれぐらい採用した
のかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　まず令和４年度の81.2％
でありますけれども、令和５年度については採用者を
増やしておりますので、正規率は改善するものという
ふうに見込んでおります。また23年度以降の採用者
数でありますけれども、おおむね300人から350人程
度の数で採用をしてきております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ずっと正規教員率を改善するって掲
げて、300人から350人採用したけれども、この数年
ずっと減っているわけです。これ、例えばそれを大幅
に500人とか600人にするというのはできない理由と
いうのは、どんなのがあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　採用を増やすというお話
につきましては、基本的に今現状では約350人程度が
マックスだというふうに考えております。その理由に
つきましては、採用した際に１年目、初任者研修とい
うのがございます。その研修の期間に、例えばこの教
員は研修を行いますので、その代わり、その授業を空
けるそのときの補充であったり、それを埋めるための
非常勤が必要になります。また指導教員も必要になり
ますので、そのためのまた補充、非常勤の講師等を採
用する必要があります。また、その研修を行いますの
で、ある一定規模の学級数を有する学校に配置という
ことになりますので、どうしても初任者研修の兼ね合
いから、１年度に採用する数というのは限定的になっ
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てまいります。基本的にはその初任者研修も踏まえて
350人程度がマックスということで、今取り組んでき
たところであります。一度に例えば400人、500人採
用するというのは、そういう考えで難しい状況もあり
ます。また採用は平準化ということもありまして、こ
の年で採用を多くしますと、次の年度の受験者にも影
響が出てきますので、その辺は計画的に採用していく
というようなことが必要になってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　それを踏まえて、イ、少人数学級の
推進について、これまでの取組と計画に対する実施状
況についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　県教育委員会では、小学校１・２年生で30人学
級、小学校３年生から中学校３年生で35人学級を実
施しております。令和４年度の少人数学級実施状況に
つきましては、教室不足により実施できなかった16
校を除き、全ての市町村立小中学校で実施しておりま
す。
○大城　憲幸君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　新・沖縄21世紀ビジョン
実施計画においての令和４年度の目標値は96％であ
りました。令和４年度の実施率は、同じく96％と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　我々が聞いている教員不足で、また
40人学級に戻るとかそういうものに比べると、数字
的には96％は達成していますというような数字は出
ているわけです。ただやっぱり私、この少人数学級の
部分と正規教員率というのは、根本的にはそこがある
と思っていて、正規教員率を上げないと少人数学級も
どうしてもこれ以上は進まないのかなというふうに感
じているんです。そしてその辺が進まない部分が、
ずっと議論がある、不登校児がどんどん増えています
というような話になると思うんですけれども、ちょっ
と関連になるかもしれませんが、沖縄の子供の不登校
の数が5286名とかって2021年度の調査が出ました。
直近はこの数字でいいのか。この数字っていうのはど
う見ているのか、皆さん、教育委員会。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩

　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　不登校の生徒数について
は、これまで増加傾向にあります。申し訳ございませ
ん。過去最高というのは少し確認させていただきたい
と思いますが、間違いなく増加傾向にあります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　それで今後、少人数学級の推進、今
後の方針についてお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その点は私のほうからもお
答えしておきたいと思います。
　学校教育においては、少人数学級により、きめ細や
かな指導を通して、子供たちの学力向上や豊かな心、
そしてたくましい体を育む必要があると考えておりま
す。昨今、教員不足が大きな課題となっておりますけ
れども、少人数学級を推進するためには、その課題の
改善を図っていくことが重要であることは間違いあり
ません。教育委員会においては、教員の確保に向け
て、様々な取組を実施しているものと承知しており、
その状況を踏まえながら、引き続き教育環境のさらな
る充実に向けては、少人数学級の推進を今後も継続し
ていく、取り組んでいくという方向性で進めたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　これは知事か教育委員会か、どっち
でもいいんですけれども、知事が就任してさっきも
あったように、令和元年度に85％だった正規教員率
が年々下がって、直近では81.2％まで下がっている
んです。そして所信表明を、予算の提案説明の中で、
ずっと令和４年度までは正規教員率の改善という言葉
が教育振興には入っていたんですけれども、それが今
年度なくなったんです。そして去年は少人数学級の拡
充についても触れていたんだけれども、それもなく
なった。これ令和５年度は、私が気にしていた大きな
２つの言葉がなくなったものですから、この旗を下ろ
したのかと思ったんですけれども、どうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、教育委員会のほう
から、様々な議員をはじめとする議会での質問にもお
答えさせていただいておりますが、やはりその教員の
正規採用率の改善を図ること、それは同時にまた学校
現場における様々な教師の働き方改革とその負担を解
消するための取組を並行して進めているということも
答弁をさせていただいているというように承知してお
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ります。当然、先ほど申し上げましたとおり、やはり
少人数学級はこれからも維持していくために、今現在
は教員が足りないということについて、一部その少人
数学級ではない状況がありますが、それは一時的なも
のとして捉え、これからも教育委員会を中心に、働き
方改革、少人数学級の推進、教師の正規雇用率を高め
ていくという方向性は令和５年度以降もその方針は変
わりはありません。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　安心しました。
　もう一つ、さっき教育長言ったように、行政、教育
委員会だけでは限界だと思っています。何で350名ま
でしか採れないかっていうと、初任者研修の枠、仕組
みがあるからと言うんですよね。それは言い分として
は分かります。ただ我々政治家、知事と私との間の話
では、やっぱりそうじゃないと思うんです。これも
ずっと2002年から少人数学級をずっと進めてきまし
た。20年間。そして今度もまた40人に戻るんじゃな
いかということで現場の先生方から話が出て、あれだ
け大騒ぎになったわけです。
　それで中城村長と話をさせてもらいました。2018
年から４年間の予定で、１年生から３年生まで15人
以下学級やっているんです。これ自分たちの単費で
毎年5000万組んで、教育は我々充実させるんだとい
う、これ政治家の思いでやっていると私は思っていま
す。そして、それを2021年までの予定だったんです
けれども、これ継続してやっているんです。なぜかと
いうと、学力が県平均より下だったのが、明らかに上
になったから。あるいは15人以下学級、この３年間
やることによって、その後の不登校もゼロになったか
ら。やっぱりやっている側としては、お金がかかるけ
れども、お金がない中で大変だけれども、これは子供
にとっても先生方にとっても、間違いなく少人数学級
は必要だから、だから我々は頑張って継続しているん
だと言うんです。それはそういう話すると、中城村だ
からできるだろうと言う人もいるんですけれども、た
だ5000万と言っても、中城村って年間96億の予算の
中の5000万ですから、0.5％なんです。沖縄県の予算
で今度税収も過去最高、予算も8600億で最高、それ
の0.6％だったら43億ですよ。やっぱりそういうこと
を考えると、教育委員会も当然計画も大事、それをつ
くってもらわないといけませんけれども、やっぱり沖
縄県のリーダーである知事が、次の世代を担う子供た
ちのために親の経済的事情で夢を諦めちゃいけないと
いうことを我々ずっと言ってきたわけですから、やっ
ぱりそこは判断をして、今が踏ん張りどころだと思い

ます。これ以上正規職員の率を下げない、そういう決
意で、知事が決意をして教育委員会と連携すれば間違
いなく踏ん張れると思いますので、知事の決意をお願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県教育委員会も各市町村教
育委員会と連携をして、その現場の状況でありますと
か、あるいは事例などについても情報収集し、沖縄県
全体の教育振興が図られるように、鋭意努力をしてい
ただいていると思います。今議員御案内のとおり、中
城村におけるこのような事例もさらに精査をして、沖
縄県がどのような教育予算をさらに振興していけるの
かということを我々もしっかり研究・検討していきた
いと思います。
○大城　憲幸君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　次に進みます。
　代表質問関連です。當間盛夫議員がやった２の
(1)、電力関係ですけれども、(1)の質問に対して県経
済や県民生活への具体的な影響やその深刻な状況につ
いて、数値や具体策の答弁がなかったため、改めてお
願いをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　世界的な物価高騰や急激な円安など、先行きが不透
明の中、今般の電気料金値上げは、家計や企業に大き
な影響を及ぼすものと考えております。具体的には、
家計における消費者物価の上昇に伴う個人消費の抑制
や県内事業者におけるコスト上昇、生産活動の縮小な
ど、県経済に深刻な影響をもたらすことが懸念されま
す。
　県としては、電気料金値上げによる県民生活や経済
活動への影響を注視しつつ、必要な支援策について適
切に講じてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　代表質問と同じ答弁なんですけれど
も、大きな影響があるというのは分かっていると。た
だ適切に対処していくということですけれども、やっ
ぱりどれぐらいの影響があるというのをしっかり精査
しないといけないと思うんです。我々会派で、国と連
絡を取ってやってみると、令和３年の沖縄県の家計調
査とか、平成27年の産業連関表とか、あるいは令和
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３年の経済センサスとかから計算していくと、2100
億円の経済の下押し効果があると、県の４兆1000億
に対して５％の下押し効果があるという話をしている
んです。それも含めて、やっぱりしっかり分析をして
具体的な施策をやるということをしないと、今みたい
に代表質問に関して、大きな影響があるけれども適切
に対応していきますだけでは、なかなか説得力に欠け
る、あるいは本当にやってくれるのかという部分で疑
義が生じる。ちょっとしっかりこの辺はまた頑張って
いただきたいというふうに思います。
　(2)、国に要請し、その後意見交換しているとの答
弁があったが、近く沖縄の特殊事情を考慮した支援策
を国から示されると考えていいのかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　国への要請後の調整状況というところでございます
が、国への要請後、本県の化石燃料への依存度の高さ
や、供給コストの高い離島を多く抱えていることな
ど、電気料金が高くならざるを得ない特殊事情等につ
きまして内閣府と意見交換をしているところでござい
ます。
　県としましては、県民及び事業者負担の軽減に向
け、引き続き内閣府と調整を進めていきたいというふ
うに考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　(3)、コロナ禍で３年、やっと経済
回復の兆しが見え始めた時期でのこの今回の値上げ
は、県経済も県民生活も破壊する最悪のタイミングだ
と考えるが、所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、緊急的な対策としまして、今年１月27日
に、内閣府担当大臣、そして経済産業大臣及び県選出
の国会議員にさらなる支援を玉城知事を先頭に市町
村、経済界と一緒になりまして要請したところでござ
います。また、現在、特別高圧に対する県独自の補助
事業の準備を進めているというところでございます。
今後の対応としましては、現在の電気料金の高騰は、
ロシア・ウクライナ情勢の影響や為替レートの円安の
進行による世界的な燃料価格の上昇に起因するもので
あることから、今後の推移を注視する必要があると考
えているところでございます。また、先ほど申し上げ
ました、県からの要請に対する国の対応や国政の場に
おける追加支援の議論、国の激変緩和措置の状況等を
踏まえまして、県民及び県内産業に与える影響そして

支援ニーズ等を把握しながら、県として適切に対応し
てまいりたいというふうに考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　知事、国に要請した。ただ我々が、
国と連絡を取ってみても、なかなか具体的に動いてい
る様子がないんです。それで、当然沖縄県だけで支援
できるというのは財源も含めて限りがありますから、
国に何とかお願いしたいというのはそのとおりですけ
れども、やっぱり国にも、これまで特殊事情に対して
対応してきたじゃないかとかいろんな言い分があるよ
うです。もう今、この特別高圧については、これまで
もあったように取組としては認めますけれども、ただ
やっぱり一般の民間の家庭でも値上がりするまでの、
去年から今年だけでも２割上がって、そしてさらに４
割上がるなんていう話ですから、本当に厳しい。国が
やってくれなかった場合に、本気で沖縄がこれから
やっと経済を立て直そうとして、今年は経済も伸びる
と、そして来年は県民の所得も上がるというような見
通しが、民間の研究所でも数字を出しているわけです
から、やっぱり今年、来年何とか値上げしないように
踏ん張るという県独自の取組ももっとやっぱり踏み込
んで必要だと思うんです。その辺について、県知事の
見解をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現在の電気料金の高騰は、
様々な分野に大きな影響を及ぼしております。当然、
家計に与える負担の割合も非常に大きいというよう
に、多くの県民の皆さんからそのような声が上がって
いるということも承知をしております。先般、要請を
させていただきましてから、この間も国との調整も続
けさせていただいておりますし、また沖縄県としてど
のような予算を捻出することができるのかということ
についても、鋭意検討を続けさせていただいておりま
す。
　我々もどのような形で、その支援ができるのか、さ
らにその方向性を探り続けて、ぜひとも県民のニーズ
にできるだけ応えていくような形にはしたいのであり
ますが、それも含めて、様々な支援策について検討
し、実行していきたいというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　うちの當間から代表質問で提案し
た、沖縄電力って総資産が4900億あるんです。だか
ら純資産が1300億ある。そういうようなものを本当
に県が買い取ってでも、今はとにかく沖縄電力を支え
ながら、電気料金が上がらないように２年３年踏ん張
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る、そしてその間に電力も本気で改革をしてもらう、
そして経済も回復させる。その後で徐々にでも上げる
のか、運営主体を考えるのかというのをやる。それぐ
らいの本当に覚悟を持って電気料金値上げについては
対応していただきたい。要望して終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
　　　〔島袋恵祐君登壇〕
○島袋　恵祐君　日本共産党の島袋恵祐です。
　一般質問を行います。
　１、沖縄市への陸上自衛隊補給処支処新設につい
て。
　安保関連３文書改定は、敵基地攻撃能力、反撃能力
を保有し、そのために５年間で43兆円も軍事費を増
やし、大増税を狙っています。国民にも国会にもまと
もに説明せず、閣議決定だけで日本の防衛政策を大転
換させることは許されません。戦争の準備をすれば、
戦争の危険が増えます。平和を望むなら戦争の準備で
はなく、平和の準備こそすべきです。
　そこで伺います。
　(1)、今年１月22日の陸上幕僚長の記者会見で、沖
縄市に陸上自衛隊の補給処支処を新設することが明ら
かになりました。県は事前に防衛省から説明がありま
したか。見解を伺います。
　(2)、昨年12月16日に閣議決定された安保関連３文
書の防衛力整備計画には、持続性・強靱性を強化する
ため、南西地域への補給処支処を新編すると記載され
ています。沖縄・南西諸島への自衛隊増強の動きと一
体のものです。見解を伺います。
　(3)、補給処支処の新設は、基地の機能強化につな
がるものであり認められません。県として反対をすべ
きです。見解を伺います。
　２、ジェンダー平等、人権政策について。
　(1)、差別のない社会づくりの推進を県として取り
組むと予算案に盛り込まれていますが、概要と取組に
ついて伺います。
　(2)、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生
殖に関する健康と権利）について、以下伺います。
　ア、県民向けの意識啓発を行うことが必要ではあり
ませんか。取組を伺います。
　イ、子供の年齢・発達に即した、科学的な包括的性
教育を導入するべきと考えますが、県と教育庁の取組
を伺います。
　ウ、女性の健康を守り、安心して妊娠・出産できる
体制を充実させるべきだと考えますが、県の見解と取
組を伺います。

　３、新型コロナ対策について。
　政府がコロナ２類から５類への引下げを決めました
が、コロナ感染対策は引き続き必要です。議場でのマ
スク着用をする、しない、選択ができるようになりま
したが、私はマスクを着用し、コロナ感染対策を引き
続き求める立場で、以下質問を行います。
　(1)、県内における新型コロナ後遺症の罹患者数、
相談件数の実態はどうですか。県として罹患者への支
援、後遺症の治療・研究を行うべきではありません
か。対応について伺います。
　(2)、新型コロナの対応方針の変更によって、学校
現場の対策はどのようになりますか。児童生徒、保護
者、教職員の皆さんが不安のない感染対策を引き続き
行ってほしいと考えますが、県の対応を伺います。
　(3)、保健所の体制強化について、県のこれまでの
取組と今後の対応について伺います。
　(4)、自宅療養者支援について、県のこれまでの取
組と今後の対応について伺います。
　４、ＰＦＡＳ対策について。
　(1)、令和５年１月末に土木環境委員会で米国環境
保護庁へ訪問し、ＰＦＡＳ問題の取組について意見交
換を行ってきました。意見交換を行って、ＰＦＡＳが
引き起こす健康被害の重大さを改めて認識しました。
ＰＦＡＳ被害から県民の健康と暮らしを守る対策強化
が必要と考えますが、県の対応を伺います。
　(2)、沖縄市にある産業廃棄物の最終処分場の周辺
で農業用水から高濃度のＰＦＡＳが検出されたことに
ついて、概要と県の対応を伺います。
　５、教育行政について。
　(1)、特別支援学校の教室不足などで、児童生徒が
まともな教育を受けることができない大きな理由に、
普通学校にはある設置基準が特別支援学校にはなかっ
た問題があります。保護者や教職員などの運動によ
り、2021年９月24日に設置基準が公布されました。
設置基準を根拠にした必要な施設整備が進み、教育環
境の充実につなげることが重要だと考えますが、県の
対応を伺います。
　(2)、中部地区に新たな特別支援学校建設につい
て、進捗状況を伺います。
　６、県職員の負担軽減について。
　(1)、離島や遠距離地へ転勤・勤務する県職員の転
居費や交通費の支給額が足りずに、自己負担が生じる
ケースが起きています。実態はどうですか。自己負担
をなくすために、転居費、交通費にかかる必要額をき
ちんと支給すべきです。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの島袋恵祐君の質問
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及び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますので
午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の島袋恵祐君の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋恵祐議員の御質問にお
答えいたします。
　ジェンダー平等、人権政策についての御質問の中の
(1)、差別のない社会づくりの推進についてお答えい
たします。
　沖縄県では、社会全体で不当な差別の解消を推進
し、不当な差別のない社会の形成を図ることを目的と
する沖縄県差別のない社会づくり条例案を今議会に提
案しております。全ての人への不当な差別は許されな
いことを宣言するとともに、人々が互いに人格と個性
を尊重し合いながら共生する心豊かな社会の実現を目
指し、人権尊重の理念の普及と条例の趣旨について、
広く周知していきたいと考えております。さらに、イ
ンターネットの適切な利用に関する啓発活動や、不当
な差別に関する相談に的確に応ずるため、専門相談員
を配置するほか、法的な助言が必要な場合は、弁護士
による法律相談を行うなど、相談体制の整備を図り、
不当な差別の解消に向けた取組を推進してまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長より答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、沖縄市への陸上自
衛隊補給処支処新設についての(1)及び(2)、補給処支
処の新設及び安保関連３文書との関係についてお答え
いたします。１の(1)と１の(2)は関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　昨年12月、沖縄防衛局から、令和５年度政府予算
案における沖縄関連予算資料の提供があり、その中
で、沖縄訓練場における補給処支処の新編についての
記載がありました。同資料によると、平素から自衛隊
の活動に必要な補給品等を備蓄・管理するために、隊
庁舎、火薬庫、倉庫、燃料施設及び駐車場等を整備す
ると記載されております。また、当該補給処支処の新
編について、県としては、防衛力整備計画に記載され

た南西諸島への補給処支処の新編の一環であると認識
しております。
　同じく１の(3)、補給処支処新設への見解について
お答えいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。県としては、現状は必ず
しも十分に住民合意が得られているとは言い難い状況
にあると考えており、同補給処支処も含め、政府に対
して、地元の理解と協力が得られるよう、丁寧に説明
を行うとともに、地元が意見表明ができるよう、必要
な協議を行うことを引き続き求めてまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　２、ジェ
ンダー平等、人権政策についての御質問の中の(2)の
ア、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発に
ついてお答えいたします。
　1994年の国際人口開発会議で提唱されたリプロダ
クティブ・ヘルス／ライツは、性と生殖に関する健康
と権利についての概念であり、重要な女性の人権の一
つです。男女が共に命の大切さや性に関する正しい知
識と判断力を持ち、相手に対する思いやりを持つこと
は、男女共同参画社会を形成する上で重要であると考
えており、県としましては、第６次沖縄県男女共同参
画計画の下、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視
点も踏まえ、引き続き関係部局と連携して取り組んで
まいります。
　同じく(2)のイ、包括的性教育の県の取組について
お答えいたします。
　国においては、子供の発達段階に応じた教育に活用
できる「生命（いのち）の安全教育」の教材及び指導
の手引を作成しております。幼児期では、被害に気づ
き予防できるよう、自分の身を守ることの重要性や嫌
なことをされたら訴えることの必要性を子供に教える
内容となっております。県では、市町村を通じて、保
育所等へ当該教材等の周知を図っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　２、ジェンダー平等、人権
政策についての中の(2)のイ、学校における包括的性
教育についてお答えいたします。
　学校における性に関する指導は、児童生徒の発達段
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階に応じて、保健体育科や家庭科等の関連教科を中心
に、学習指導要領に基づき行われております。小学校
においては、初経・精通等について、中学校において
は、生殖に関わる機能の成熟等について、高等学校に
おいては、家族計画における避妊や人工妊娠中絶の心
身への影響等について学習を行います。さらに、児童
生徒の実態に応じた個別の指導を行うとともに、性の
多様性については、道徳教育や学級活動、外部講師に
よる講演等で学習しております。
　県教育委員会としましては、今後とも、学校におけ
る性に関する指導の充実に取り組んでまいります。
　続きまして３、新型コロナ対策についての中の
(2)、学校におけるコロナ対策についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会としましては、新型コロナウイルスが
５類に引下げとなった場合でも、学校教育活動を継続
していくために、引き続き、手洗い、換気等の基本的
な感染対策は重要であると考えております。換気につ
いては、ＣＯ₂モニターやサーキュレーター等の換気
対策機器も活用し、効果的な換気対策を講じるよう、
周知しております。令和５年度においても、市町村及
び県立学校に対して、国の感染症対策の支援事業を活
用した換気対策機器の設置を促してまいります。
　続きまして５、教育行政についての中の(1)、特別
支援学校設置基準を根拠にした整備についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、これまで、はなさき支援学校や
那覇みらい支援学校を設置し、特別支援学校の適正規
模化に取り組んできました。特別支援学校設置基準が
令和５年度から施行されることを踏まえ、引き続き特
別支援学校の教育環境の整備に取り組んでまいりま
す。
　同じく(2)、中部地区の新たな特別支援学校の進捗
状況についてお答えいたします。
　県教育委員会では、中部地区特別支援学校の過密解
消と教育環境の充実を目的に、新たな特別支援学校の
設置に取り組んでいるところです。今年度は、児童生
徒数が200名程度で、設置場所をうるま市兼箇段とし
た学校設置基本方針を策定したところです。令和５年
度からは、基本設計業務などを行うこととしており、
令和10年度の開校を目標に、引き続き取り組んでま
いります。
　続きまして６、県職員の負担軽減についての中の
(1)、県職員の転任に伴う費用負担についてお答えい
たします。
　離島や遠隔地に転任を命ぜられた職員に対する転居

費用として、条例に基づき、移転距離に応じた定額の
移転料を支給しております。さらに、令和４年度から
は、引っ越し業者等への職員の支払い実態を踏まえ、
定額の２倍を限度に実費支給を認めております。今後
は、転居費の自己負担の実態を把握し、移転料の対象
経費の範囲について、知事部局と連携し検討してまい
ります。
　また、職員の通勤手当については、通勤手段及び距
離に応じて支給しております。県教育委員会としまし
ては、国及び他の都道府県の状況等を踏まえ、知事部
局と連携し検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　２、ジェンダー平
等、人権政策についての(2)のウ、安心して妊娠・出
産できる体制についてお答えします。
　女性が自らのライフプランを見据え、性や生殖、健
康について自己決定が行えることが重要であると考え
ております。そのため、県は、思春期から更年期の身
体的・精神的な相談に対応する女性健康支援センター
や、不妊や不育の相談に対応する不妊・不育専門相談
センターを設置し、相談窓口の充実を図っておりま
す。また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援を行うため、母子健康包括支援センターの全市町
村設置及び機能の充実に取り組んでいるところであ
り、引き続き、地域で安心して妊娠・出産できる体制
整備を推進してまいります。
　次に３、新型コロナ対策についての(1)、コロナ後
遺症の実態や支援等についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症のいわゆる後遺症の患者
数については、国内外の研究を参考にコロナ罹患者の
約20％で発生すると仮定した場合、県内では約11万
人が後遺症を経験しているものと推計されます。ま
た、県コールセンターでの相談実績は、令和４年５月
から今年１月までに1607件となっております。コロ
ナ後遺症により社会生活に大きな制限が生じた場合の
支援制度としては、労災保険や生活困窮者自立支援制
度などが、厚生労働省ホームページで紹介されていま
す。コロナ後遺症の治療法について、県では、県医師
会と連携し、医師向けの研修会にて最新の知見や症例
報告の共有を行っているところです。
　同じく(3)、保健所の体制強化についてお答えしま
す。
　保健所においては、新型コロナに係る積極的疫学調
査など業務が増大していたことから、これまで保健
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師、事務職及び指定感染症支援員等職員を増員したほ
か、外部委託による看護師や事務員を確保するととも
に、感染拡大時には応援職員を動員し対応するなど、
体制を強化しております。また、ショートメッセージ
の活用等業務のデジタル化を推進し、事務の効率化を
図ってきたところです。今後も、新型コロナウイルス
対応で保健所業務が逼迫しないよう保健所体制の整備
に努めてまいります。
　同じく(4)、自宅療養者支援についてお答えしま
す。
　自宅療養者支援については、電話による健康観察、
体調悪化時における健康相談、配食支援、パルスオキ
シメーター貸与など、安心して自宅療養ができるよう
取り組んだところです。今後も同様に対応することと
なりますが、５類感染症への位置づけ変更後につきま
しては、国の方針等を踏まえ、適切に対応したいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　４、ＰＦＡＳ対策につい
ての(1)、ＰＦＡＳへの県の対応についてお答えいた
します。
　県では、平成28年度に水道水源を除く県内の主要
河川や地下水の全県的なＰＦＯＳ等調査を実施し、平
成29年度からは高濃度のＰＦＯＳ等が検出された米
軍基地周辺でのＰＦＯＳ等水質調査を行っておりま
す。これらの調査結果を踏まえ、令和元年に国に対し
水質及び土壌の基準の設定等を求めたところ、環境省
が令和２年に環境中の水質に関するＰＦＯＳ等の暫定
指針値を定めております。また、環境省においては、
ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの有害性の知見が不十分であるこ
とやＷＨＯ、米国等で科学的な議論が行われているこ
とから、去る１月24日にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに係る
水質の目標値等を検討する専門家会議を厚生労働省と
合同で初開催したところであり、引き続きＰＦＯＳ等
に関する国の検討状況を注視してまいります。土壌中
のＰＦＯＳ等については、基準値等が定められていな
いものの、県民の生活環境の保全の観点から調査は必
要と考え、昨年12月に普天間飛行場周辺等５地点で
調査を実施しており、令和５年度には、全県的な水質
と土壌中のＰＦＯＳ等調査を実施することとしており
ます。
　県としては、これらの調査結果を踏まえて、国に対
し土壌に関する基準値等の設定を改めて求めてまいり
ます。

　同じく４の(2)、廃棄物最終処分場周辺の農業用水
で検出されたＰＦＡＳの概要と対応についてお答えい
たします。
　沖縄市池原の廃棄物最終処分場周辺においては、
平成30年度よりＰＦＯＳ等の水質調査を実施してお
り、ファームポンドについては、地元自治会及び沖縄
市からの要望を受け、令和元年度より調査を実施して
おります。また、ファームポンド３か所中１か所につ
いて、環境省が定める暫定指針値である50ナノグラ
ムパーリットルを超えてＰＦＯＳ等が検出されており
ますが、発生源は特定できておりません。
　県としましては、当該ファームポンドのモニタリン
グを継続するとともに、取水源周辺にある事業所等に
おけるＰＦＯＳ使用製品等の保有及び使用履歴を確認
するなど、沖縄市や関係部局等とも連携しながら発生
源の特定に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　６、県職員の負担軽減に
ついてお答えいたします。
　離島や遠隔地に転任を命ぜられた職員等に対して
は、条例に基づき、移転距離に応じた定額の移転料を
含む赴任旅費を支給しております。また、通勤手当に
ついては、通勤手段及び距離に応じて支給しておりま
す。なお、令和４年度からは、引っ越し業者等への職
員の支払い実態を踏まえ、定額の２倍を限度に赴任旅
費の実費支給を行っているところです。職員の転任に
伴う費用負担については、実態の把握に努めるととも
に、国及び他の都道府県の状況等を踏まえ引き続き検
討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まず初めに、沖縄市陸自補給処支処新設について再
質問します。
　なぜ補給拠点が南西諸島、沖縄市に必要なのか。安
保関連３文書を読むと狙いが見えてくると思います。
そこで安保３文書、国家防衛戦略の機動展開能力、国
民保護の項目には何と記されていますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国家防衛戦略のⅣ、防衛力の抜本的強化に当たって
重視する能力の６、機動展開能力・国民保護において
は、「島嶼部を含む我が国への侵攻に対しては、海上
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優勢・航空優勢を確保し、我が国に侵攻する部隊の接
近・上陸を阻止するため、平素配備している部隊が常
時活動するとともに、状況に応じて必要な部隊を迅速
に機動展開させる必要がある」と記載されておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　先ほどの質問で安保関連３文書に持
続性・強靱性を強化するために南西地域の補給処支処
を新編すると書いてあるとお話ししました。同時に
今、読んでいただいた国家防衛戦略の機動展開能力・
国民保護の項目にも、今読んでいただいた後に、この
補給部隊の必要性が明記をされているわけです。平素
配備している部隊が常時活動できるようにするため
に、これまで九州までしか設置されていなかった補給
処を沖縄に新たに設置する必要があるということが読
み取れます。これは沖縄における自衛隊の機能強化に
つながることであり、認めることはできせん。さらに
国家防衛戦略には、「状況に応じて必要な部隊を迅速
に機動展開させる必要がある」と明記されています。
つまり政府が言う、状況に応じてというのは、敵基地
攻撃能力を保有し、ミサイルを発射する事態になった
際に沖縄に配備されている部隊だけでなく、全国から
沖縄に部隊を派遣して有事の対応をさせる、そのため
に補給処が必要だということが読み取れると思いま
す。それは、沖縄が戦場になることを想定した計画で
はないでしょうか。到底認められるものではありませ
ん。県の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　防衛力整備計画におき
ましては、持続性・強靱性を強化するため南西地域に
補給処支処を新編すると記されております。
　いずれにしましても県としては、アジア太平洋地域
の安全保障の環境がより厳しさを増しているものと認
識しておりますが、抑止力の強化がかえって地域の緊
張を高め、不測の事態が生ずることを懸念しており、
ましてや米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が攻撃
目標になるなどという事態は、これは絶対に招いては
ならないというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　次に、米海兵隊のデビッド・バー
ガー総司令官が、「日本の自衛隊から武器の修理部品
や弾薬の補給を拡大する態勢づくりを目指す」と２月
17日付、日本経済新聞の取材に答えたと掲載されて
います。今年１月の２プラス２の共同声明の中で、
2025年までに海兵隊沿岸連隊（ＭＬＲ）を創設する
と合意しています。米軍は自衛隊を指揮下に置いて一

緒になって作戦などを実行する。そのためにも沖縄市
の補給処が必要だということではないでしょうか。見
解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　日経新聞に掲載されま
した米海兵隊バーガー総司令官の発言については承知
しております。いわゆる安保関連３文書及び２プラス
２共同発表において、自衛隊が米軍への弾薬等の補給
を拡大することについては明らかになっておりません
が、今回のバーガー総司令官の発言は、海兵連隊の海
兵沿岸連隊への改編及びいわゆる台湾有事を念頭にお
いた発言であると認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　沖縄市への補給処建設は、１つは平
素配備している部隊が常時活動できるようにするた
め、２つは有事になれば必要な部隊を全国から迅速に
機動展開をさせるため、そして３つは、日米軍事一体
化をさらに強化するために自衛隊から補給態勢を拡大
することも明らかになったと思います。戦争になれば
相手国が補給基地を狙うのは常識です。宮古島、石垣
島、与那国島そしてこの沖縄島も含めて、沖縄全部が
標的となり、戦場となってしまいます。そんなことを
許してはいけません。沖縄市への補給処新設を県とし
て反対すべきではないでしょうか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　自衛隊の配備について
は、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影
響をめぐって様々な意見があると承知しております。
　県としては、現状は必ずしも十分に住民合意が得ら
れているとは言い難い状況にあると考えておりまし
て、同補給処支処も含め、政府に対して地元の理解と
協力が得られるよう丁寧に説明を行うとともに、地元
が意見表明できるよう必要な協議を行うことを引き続
き求めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　知事にお伺いしますけれども、先日
ＮＨＫが制作した沖縄出身の若者の自衛隊への入隊を
追ったドキュメンタリーを見ました。入隊後に、上官
から、有事になったら戦う覚悟はあるのかと問われて
いるシーンがありました。私はびっくりしました。私
も高校卒業後、自衛隊に入隊した経験があるのです
が、そういったことを問われたことはありませんでし
た。また、入隊した若者のおばあちゃんが彼の手を
握って、人の命を軽々しく扱うことはできないよと語
りかけていました。自衛隊は集団的自衛権の行使容
認、安保法制の強行、そして安保関連３文書改定の閣
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議決定で、これまでの専守防衛策から大転換し、米軍
と一体に殺し殺される組織、軍隊へと変貌していると
思います。
　今必要なのは、戦争の準備でしょうか。違うと思い
ます。対話による外交で平和の準備をしっかりと行う
ことではないでしょうか。未来ある若者を戦争へ送る
こと、戦争をさせることは絶対に許せません。沖縄を
二度と戦場にさせてはいけない。知事の見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　御自身の経験から恐らく現
状の自衛隊に対する様々な変節といいますか、変貌は
非常に大きな脅威であるという実感が籠もっているの
ではないかと思います。私たちは県民の願いとして、
沖縄を二度と、再び戦場にしてはいけないということ
は、誰一人の命も奪われてはいけないということで、
それは自衛隊の皆さんにもその思いをつないでいると
いうことは明らかであると思っております。
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示
しているとおり、沖縄県独自の歴史的・文化的な特性
などのソフトパワーや地理的な優位性を生かし、観
光、物流、環境、保健・医療、教育、文化、平和など
多様な分野における国際交流を通じて築いてきたネッ
トワークを今こそ最大限に活用して、アジア太平洋地
域の平和構築と相互発展に向けて平和的な外交・対話
を積み上げていくことによって、より積極的なその役
割を果たしていきたいということで、今般、独自の地
域外交をさらに展開するために、地域外交室を設置す
るものであります。これからもアジアの国々の平和の
連帯によって、この地域の安全と信頼が保たれてい
く、そういうような環境こそ必要だというように思料
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　知事、ぜひ頑張ってください。よろ
しくお願いします。
　次に、ジェンダー平等・人権政策について再質問し
ます。
　差別のない社会づくりの推進について、今議会に提
案されている沖縄県差別のない社会づくり条例の中で
取り組む事業だと先ほど知事から答弁がありました。
その中で、相談事業にも取り組むとお話がありました
が、言葉や態度、そしてまたインターネットなどで不
当な人権侵害を受けても、どこに相談していいか分か
らない。県が相談事業を行うことで、この人権侵害を
受けた人を支援できることにつながっていくんじゃな
いかと私は思います。具体的にどのようなことを相談

事業で行っていくのでしょうか、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　相談体制の整備につきましては、インターネット上
の誹謗中傷や人権に関する相談に対応する体制の整備
としまして、この条例を担当しております女性力・平
和推進課に専門相談員を１人配置することとしており
ます。専門相談員による相談対応を行いまして、関係
機関の相談窓口への案内、情報提供を行うほか、法的
な助言が必要な場合には、弁護士による法律相談等を
行うことも考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　次にリプロダクティブ・ヘルス／ライツについてお
聞きします。
　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関
する健康と権利）は、子供を産む、産まない、いつ何
人産むかを女性が自分で決める基本的人権です。性と
生殖に関する健康やそれについての情報を最大限享受
できることも大事な権利の一環です。ところが日本で
は、性教育が極めて不十分な現状があると思います。
子供たちが人間の生理や生殖、また避妊についての科
学的な知識も、互いに尊重し合う人間関係を築く方法
も、自分の心や身体を傷つけるものから身を守るすべ
も十分に学べないまま、成長していると思います。
　そこで伺いますが、リプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツを求める皆さんから、文科省の学習要領で性行為
については学校で取り扱わないという歯止め規定があ
るとの指摘があります。性教育における、いわゆる歯
止め規定とはどういったものでしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　学習指導要領では、性に関する指導内容について、
小学校５年の理科において人の受精に至る過程は取り
扱わないものとすることや、中学校保健体育３年にお
いて、妊娠や出産が可能となるような成熟が始まると
いう観点から、受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠
の経過は取り扱わないものとすると示されておりま
す。学習指導要領が示すこの２か所が、学校における
性に関する指導では、性行為を取り扱わないとする、
いわゆる歯止め規定というふうに言われているところ
です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　生活や生きていく中で、性に関して
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間違った情報が、本や映像そしてインターネットにも
多く存在することを危惧しています。間違った情報が
相手を傷つけることになったり、そして人生そのもの
を台なしにしてしまうこともあると思います。私は性
教育をタブー視するのではなく、子供の成長に合わせ
た性教育、学校でしっかりと教育をすることが必要と
考えますが、教育長に見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　県教育委員会としまして
は、子供たちが性に関して正しく理解し適切な行動が
取れるように、学習指導要領に基づく着実な指導に努
めてまいります。学習指導要領上、当該学年で取り扱
われない内容で児童生徒の課題解決のために必要な学
習等がある場合は、教育相談やカウンセリングなどの
個別の指導で支援を行ってまいります。また、子供た
ちを取り巻くインターネットなどの情報環境の観点か
ら、生命（いのち）の安全教育教材を活用し、子供た
ちが性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者になら
ない教育など、引き続き学校の教育活動全体を通し
て、学校における性に関する指導の充実に努めてまい
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　私も引き続き取り組みたいと思いま
す。
　コロナ問題について再質問します。
　後遺症の問題ですが、後遺症の症状は様々で、長期
にわたり体調不良を訴え、通院をされている人もいま
す。私の周りにも、コロナに罹患後に体調不良が続い
ている人がいます。先ほどの答弁で相談者も1600人
を超えるとお話がございました。コロナ後遺症への相
談体制に引き続き取り組んでいただき、その体制強化
も必要だと考えますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　コロナ後遺症の相談
体制は今、コールセンターのほうで行っておりますの
で、これは引き続き継続していきたいと思います。そ
れから診療体制につきましては、専門外来の設置等を
求める意見もございますけれども、こちら上がってき
ている症状が非常に一般的な症状が多いというところ
で、一般医療の中で対応できるものが少なくないとい
うこと、そしてまた経過が長期にわたったりすること
がございますので、かかりつけの先生等がまず診療し
ていただくということが大切であるというふうに考え
ております。そして身近な医療機関で経過観察、対症
療法などの診療を受け、さらに専門的な検査や評価が
必要になった場合には、紹介できるような体制を今県

内で県医師会等の協力を得ながら構築しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ頑張っていただきたいと思うの
ですが、コロナの後遺症について、まだまだ社会的認
知が低いと私は思います。後遺症で苦しんでいても、
会社や学校をなかなか休ませてくれないというお話も
お聞きしました。後遺症についての理解を深めるため
にも、この後遺症についてしっかりと周知徹底してほ
しいと思うのですけれども、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　県のコロナ対策の
ホームページのほうでは、現在後遺症についての相談
の数、それからその中で示されている症状がどういう
ものがあるかというところをグラフ等を示して周知し
ているところでございますので、そういうふうに県内
の様々な情報についてはホームページ、あるいはその
専門的なものについては、国が作成したリンクなどを
使って情報発信をするというふうに考えていきたいと
思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひよろしくお願いします。
　次に、学校現場での感染対策ですが、先ほどＣＯ₂
モニターやサーキュレーターの設置を進めているとい
う話があったんですけれども、今設置状況はどのよう
になっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　公立学校における換気対策機器の設置状況につき
ましては、ＣＯ₂モニター42.1％、サーキュレーター
63.4％、ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機47.8％と
なっております。さらに今年１月に行った県立学校を
対象とした調査においては、ＣＯ₂モニター96.7％、
サーキュレーター79.3％、ＨＥＰＡフィルター付空
気清浄機58.7％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　県立学校では、ほとんどの学校に設
置が進んでいると理解して評価したいと思いますが、
全教室への設置というのは進んでいるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　公立学校を対象とした令和４年９月の調査による
と、本県における全普通教室への導入率は、ＣＯ₂モ
ニターは11.6％、サーキュレーターは27.2％となっ
ております。また県立学校を対象とした令和５年１月
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の調査においては、全普通教室への導入率はＣＯ₂モ
ニターは22.8％、サーキュレーターは39.1％となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　全学校に設置が進んでいるけれど
も、各教室にはまだまだ努力が必要だということが伺
えましたけれども、その中で、保護者の皆さんから、
空気清浄機の設置をちゃんとやってほしいという声も
あります。
　そこで伺いますけれども、国から学校教育活動体制
整備事業というものが今出ていると思いますが、その
概要を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　当該事業は文部科学省における補助事業でありまし
て、感染症流行下において、各学校が学校教育活動を
継続できる環境を維持するため、学校の感染者等の発
生に伴う対応や換気対策等の整備に係る経費を国が一
定額補助を行う事業となっております。補助対象経費
としましては、感染者等発生時に必要となる保健衛生
用品や消毒作業委託に係る経費及びＣＯ₂モニター、
サーキュレーター等の換気対策に係る備品等が対象と
して挙げられております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　その事業の執行状況はどうなってい
ますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和４年度については、現在各県立学校において予
算執行中でありますが、県予算２億563万2000円に
対して、令和５年２月24日時点で１億7776万5000
円の執行となっております。約86.4％の執行率と
なっております。なお、市町村については、当該事業
は国から市町村へ直接補助事業となっておりまして、
各市町村で予算措置を行っているために、現時点での
執行状況は把握していないところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　まだまだ執行途中の段階ということ
でもありますので、この整備事業を活用して、こう
いった感染対策の備品とかをしっかりと購入するよう
徹底してください。あとはまた、感染対策の予算は引
き続き増やしていく努力もぜひやってもらいたいと思
うのですけれども、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　令和５年度も引き続き国の
学校等における感染症対策の支援事業等を活用し、換

気対策機器の導入を促してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　次に、保健所の体制強化についてで
すが、コロナの感染拡大でこれまでの保健所業務が逼
迫し、ＨＩＶの検査など対応できない状態が続きまし
た。現在はどのようになっていますでしょうか、伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　保健所の通常業務の中で、ＨＩＶ等の性感染症の検
査、肝炎ウイルスの検査、それから結核業務等が一部
休止・縮小を余儀なくされたところでございますが、
第７波以降、今段階的に順次再開をしているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　またコロナの感染流行や新たな感染
症も発生するかもしれません。多岐にわたる業務を抱
える保健所の体制強化が必要だと思います。見解を伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　まず国において、保健所の恒常的な人員体制強化を
図るという目的で――これは全国的にですが、地方財
政措置で保健師等の増員が可能な状況となっておりま
して、これも含めまして令和４年度保健所の職員で
は、県内全体で保健師が12名、事務職が９名、それ
から指定感染症等の支援員18名が増員されまして、
今それが保健所に配置されているという状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。引き続き体制強化の
取組をよろしくお願いします。
　自宅療養への支援ですけれども、自家用車を持って
いない人への支援が必要だと考えます。車を持ってい
ないということで病院にかかることもできない、食料
なども買いに行けない。また公共交通機関などを利用
した場合に、ほかの人にうつしてしまわないか心配と
いう、そういった声もお聞きしました。ぜひこういっ
た車を持っていない方への支援もぜひやるべきだと思
うのですが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　自宅療養をされている方で、その途中で入院、受
診、ホテル等への入所が必要な方、そして移動手段が
ない方、今おっしゃった車を持っていらっしゃらない
方については、県のコロナ本部で搬送の業務をつかさ
どるチームがございますので、そちらのほうで搬送調
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整を行っているところです。それからお薬等が必要な
方については、県のコロナ本部において遠隔診療の調
整を行って、薬を処方してくれる薬局と調整を行うこ
とで、薬局から配達をするというふうな対応も行って
いるという状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。ぜひ引き続き取組と
強化をお願いしたいと思います。
　次に、ＰＦＡＳ対策についてお伺いいたします。
　土木環境委員会と副知事そして環境部で米国環境保
護庁（ＥＰＡ）で意見交換を行った際に、健康勧告値
の数値を厳格化した理由をお話しされていましたが、
どのようなお話でしたでしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米環境保護庁（ＥＰＡ）の職員からは、健康勧告値
に関しまして、まず法的な拘束力があるわけではない
とした上で、生涯にわたる値で一定期間以上暴露を受
けてきた人たちに対する影響を考慮していること、
それからＰＦＯＳ、ＰＦＡＳの人体への健康被害が
2016年の生涯健康勧告値70ナノグラムパーリットル
より低くても影響があり得ることが判明したこと、さ
らに中間報告値であり、科学諮問委員会サイエンスア
ドバイザリーボードや理事会での試験結果から今後変
更される可能性があること、ＰＦＢＳ及びＧｅｎＸに
ついては最終報告値でありますということ、それから
2016年の健康勧告値を改定するために数年間取り組
んできた結果であるということなどの説明がございま
した。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　2016年以降、新しい試験が行われて人体への悪影
響がさらに分かり、規制基準を厳格化したとのことで
したけれども、特に人体の発展・成長に関連するも
の、肝臓、免疫、循環器系、がんや子供における発育
と免疫に対する疾患などの健康への影響があるとの説
明もありました。驚きです。
　そこで伺いますが、今政府のほうで規制基準値を定
めるために会議が行われていると思います。その議論
の中で、ＷＨＯ（世界保健機関）の基準も参考に議論
されていると聞いていますが、ＷＨＯが定めていた基
準値について、ＥＰＡの見解は、どのようにお話をさ
れていましたか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ＥＰＡの職員からは、ＷＨＯのパブリックコメント

について、2022年後半のパブリックコメントが出さ
れており、科学学会から多くの意見を募集しており、
最近はパブリックコメントが掲載されていないという
こと、ＷＨＯにおいても現在更新作業中であるという
こと、そしてＷＨＯが示した値は飲料水を浄水処理す
る上での推奨であり、健康被害に関するものではない
との説明があり、ＷＨＯに関しては現在進行形である
ことから、これ以上のコメントは難しいというような
説明がございました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　今、ＷＨＯの見直しが進んでいると
のお話で、パブリックコメントも削除されているとい
うお話がありました。ＰＦＡＳの人体への健康被害が
今多く分かっている中で、規制基準は厳しくしないと
いけないと考えます。副知事や環境部も一緒にＥＰＡ
へ行って、お話を聞いて御承知のことだと思います。
ＰＦＡＳの規制基準は厳格な基準を設定するよう、県
からも国に求めるべきではないでしょうか。見解を伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　環境省におきましては、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの有害
性の知見が不十分であることやＷＨＯ、米国等で科学
的な議論が行われていることから、去る１月24日に
ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに係る水質の目標値等を検討する
専門家会議を厚生労働省と合同で初開催しておりま
す。同会議で現在のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの暫定指針値
を当面維持することや、その他のＰＦＡＳ類について
も毒性評価情報の収集を行うことなどについての議論
が行われたことを確認しております。国においては、
海外の動向や科学的知見に基づき基準値等の設定を行
うとしており、県といたしましては、引き続き国の検
討状況を注視してまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　人体への健康被害の影響が多く分
かってきた中で、やはり県民への健康影響もとても心
配です。実態をしっかりと把握するためにも、県とし
て血中濃度調査を実施すべきではないでしょうか。見
解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　先ほどおっしゃっていました５つの分野について健
康影響があるというのは、ＥＰＡのレポートを読ませ
ていただきまして、そういうふうな状況であるという
ことは認識をしております。血中濃度の場合は、出て
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きた数字がどのくらいそういう疾患に影響するのかと
いうふうなところまで含めて解釈しないといけないと
いうところで、現時点ではまだ医学的な評価が容易に
できるような状況ではないというふうに今考えている
ところです。それからＥＰＡの報告書のほうでは、生
涯にわたる健康勧告値ということで、健康に影響が出
ないくらいの水の濃度について下げたというふうなこ
とでございますので、血中濃度がこれからまたどうな
るかというふうなところは、様々な知見が今出ている
というふうに認識しています。そして、これまで答弁
させていただきました国の今動向を確認するというこ
とですけれども、２月27日に内閣府の食品安全委員
会というものが開かれました。その中では、ＰＦＡＳ
のリスク評価の策定というところで、人への健康影響
を含めた４分野について、しっかりと専門家で議論を
していくという報道がなされておりますので、その中
でそのような議論が行われるものと思いますので、今
後の動向をまさに注視していきたいというふうに今考
えている状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。
　次ですが、沖縄市北部最終処分場の高濃度ＰＦＡＳ
検出についてですけれども、農林水産部にお聞きした
いのですが、周辺には農業を営んでいる方々も多くい
らっしゃると思います。このＰＦＡＳが検出されたと
いうことで、農家の皆さん、不安に思っていることと
思います。農家の皆さんの不安にしっかりと応えてい
ただいて、除去や改善策などしっかりと県としても研
究して実践してほしいと考えますけれども、見解をお
伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　県では、農業用水からＰＦＡＳ等が検出されたとの
報道を受けまして、沖縄市と現地を確認するととも
に、今後の対策等について意見交換を実施したほか、
出荷団体のＪＡおきなわと情報交換なども行っており
ます。現在、農業用水や土壌、農作物の基準値が設定
されていないため、県では国に対して農地の土壌環境
基準値等を設定することなどを求めているところであ
ります。
　県としましては、引き続き地元の要望等も踏まえつ
つ、関係部局と連携して、県産農産物の安全・安心の
確保に努めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。

○島袋　恵祐君　引き続き取組をお願いします。そし
て発生源の特定も引き続き頑張っていただきたいと思
います。
　最後になりますけれども、県職員への負担軽減につ
いて質問を行います。
　2022年度から移転料の定額のみの支給から定額を
超える場合は、２倍までの実費請求を認める制度と
なったと答弁がありました。一定改善は図られている
と思いますが、しかし実費請求項目の中に、船での車
両運送料はいまだ認められていないということだそう
です。通勤、家族の送迎、そして買物などの生活を考
えると車はどうしても必要だと思います。そして島嶼
県であるこの沖縄の実情を鑑みても、この車両運送料
をしっかりと県が負担すべきではないでしょうか。見
解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　自家用車の運搬料等につ
いては、国や他県の状況も踏まえた上で今は対象外経
費としているところでございます。また加えて、知事
部局で移転料の定額の範囲内で自家用車の運搬料を賄
えている職員がいる状況ではございますが、教職員の
皆様をはじめ、自家用車も対象費用にしていただきた
いという声が上がってきております。そこで今、組合
団体の皆様と移転料に関する意見交換会を開催し、ま
ずは教育庁において、離島赴任に係る費用等を把握す
る実態調査、これを行うこととしておりまして、その
結果を踏まえた上で、自家用車運搬料の支給方法等に
ついて検討を行っていくこととしている状況でござい
ます。
○島袋　恵祐君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　米軍牧港補給基地の汚染問題をお尋ねします。
　沖縄タイムスが、米情報公開法で入手した2019年
の米海軍海兵隊公衆衛生センターの報告書によると、
牧港補給基地でダイオキシンが基準値の520倍、ＰＣ
Ｂが41倍高かった。ヒ素や農薬のディルドリン、Ｄ
ＤＤの汚染物質が基準値を超えていたと報道していま
す。政府は米軍に対し、土壌汚染の調査のための立入
りと汚染物質の使用履歴の開示と汚染土壌の撤去を求
めるべきだが、県の対応を伺います。
　牧港補給基地周辺の海域土質調査、魚介類などの汚
染調査、仲西など基地に隣接する河川や井戸の汚染調
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査は行っているのか、結果はどうですか。
　日米両政府に県独自の立入調査を要求すべきではな
いでしょうか。
　安保関連３文書発表後、米軍と自衛隊の軍事一体化
した軍事演習が強化される中で、戦闘機やオスプレイ
の飛行が激化しています。午後10時過ぎても那覇か
ら浦添上空をオスプレイが飛行しています。実態を伺
います。米国防総省が機体の不具合による部品交換
で、オスプレイの一部飛行停止をしました。それに対
して、浜田防衛大臣は、機体自体の安全性に問題はな
いと飛行を容認しましたが、県はどう対応したのです
か。
　ジェンダー平等、人権尊重の推進のために。･ 　
　学校の男女混合名簿は拡充されてきたのか、実施状
況を伺います。
　制服選択制の拡充について、実施状況を伺います。
　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、い
わゆる女性支援法が2024年４月から施行されるが、
法に掲げる基本理念は何ですか。新年度中に県の基本
計画を策定しなければならないと思いますがどうです
か。
　性的少数者への差別発言をした首相補佐官が差別禁
止の世論に押されて更迭されました。全て国民は法の
下に平等であり、性的指向や性自認による差別は許さ
れません。性的少数者への差別を禁止する法整備につ
いて、知事の見解を伺います。
　Ｇ７で性的少数者への差別を禁止する法律や同性婚
の法整備をしていないのは日本だけです。岸田首相が
同性婚制度について「家族観や価値観、社会が変わっ
てしまう課題だ」と国会答弁しているのは言語道断で
す。同性婚に対する知事の認識を伺います。
　教育行政について。
　新学期から学級担任が配置されない事態があり、教
育に大きな弊害をもたらしています。５年間でどう
なっているのか推移を伺います。担任が配置できない
のはなぜですか。
　昨年の新学期に教員定数を臨時教員で配置したり、
産休や育休、病休代替の臨時教員を配置したのは何人
ですか。
　教員定数の全てに正規雇用者を配置する具体的な改
善計画はどこまで進んでいるのですか。
　教師の多忙化解消のための取組と効果を伺います。
　不登校支援について。
　不登校の実態と推移、全国との比較を伺います。不
登校の要因、増加している要因は何ですか。
　不登校を生み出さないための対策を伺います。

　不登校の学びを保障するための対策として、学校の
中にも居場所を確保することが必要と思います。対応
を問います。
　米軍人・軍属との家事問題を支援する県の事業にお
ける、これまでの実績と米軍基地内機関との連携構築
について進捗を伺います。
　若年妊産婦等への支援について。
　若年出産の人数と全国と比べた割合を伺います。支
援状況や支援当事者からの要望について伺います。
　県主催のシンポジウムで、市町村の７割で居場所が
必要だとしています。居場所や宿泊施設の設置につい
て伺います。
　那覇市が17か所から19か所に子育て支援拠点を増
設する予定の中、浦添市は７か所から６か所廃止し
て、１か所にしようとしています。子育て中の不安や
孤立化を防ぐための親子の居場所としての子育て支援
拠点事業は増設、拡充が求められていると思います
が、県の見解を伺います。
　内間小学校区など待機児童解消のために新設する学
童クラブに浦添市が補助金を交付しないとして、保護
者に不安が広がっています。県は大規模学童クラブの
解消や待機児童解消に向けた取組を進めていますが、
県の対応を伺います。
　伊平屋診療所などの高台移転、伊是名診療所などの
改築に向けた進捗状況を伺います。
　那覇軍港の浦添移設問題について。
　安保関連３文書が実行されると、浦添新軍港は民港
と一体になって軍事利用されるおそれがあります。新
軍港から専用軍用道路で直結され、牧港補給基地は返
還されるどころか米海兵隊と自衛隊共同使用基地とな
るのではありませんか。新軍港と牧港兵たん補給基地
が一大軍事拠点にされて、一層の機能強化・固定化さ
れた戦争の出撃基地にされるのではありませんか。
　県は、浦添新軍港は機能が強化され沖縄の基地負担
の増加につながることがあってはならないと言ってい
ます。一方、政府は那覇軍港でのオスプレイの離着陸
と米軍訓練は問題なく容認すると言っています。明ら
かな機能強化、負担増になるのではないか。どう対応
しますか。
　米軍の浦添新軍港の運用に関する情報の全てを公表
するのは困難だと防衛省は言っているということで
す。機能強化されないという保証があるのか、県は機
能を強化しないという担保が取れるんですか。
　11月議会の答弁で、防衛省は浦添新軍港に米軍艦
船を恒常的に展開する計画があるとは承知していない
と回答したということですが、どういうことですか。
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　那覇港湾計画改訂に当たって、那覇港管理組合から
出された照会に対する環境部長の回答について。
　進入道路の位置や形状等が不明な浦添軍港の環境影
響評価は予測の不確実性を伴うとはどういうことです
か。
　潮流のシミュレーションは予測の不確実性を伴うと
はどういうことですか。
　今後予想される気候変動による影響について、モニ
タリングや情報収集等をし、その結果を踏まえた気候
変動対応策を記載するとしていますが、事業者への義
務づけをどうするのですか。
　以上、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　西銘純恵議員の御質問にお
答えいたします。
　ジェンダー平等、人権尊重の推進についての御質問
の中の(4)、性的少数者への差別を禁止する法整備に
ついてお答えいたします。
　全ての人の人権が尊重されることは、平和で豊かな
社会にとって重要であり、人権を侵害する不当な差別
は許されるものではないと考えており、沖縄県性の多
様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）においても明確
に示しているところです。また、沖縄県では、今議会
に提案中の沖縄県差別のない社会づくり条例案に、性
的指向または性自認を理由とする不当な差別に関する
施策を講ずることを規定し、必要な施策に取り組んで
いくこととしております。
　沖縄県としましては、国の動向を注視するととも
に、全ての人の性のありようを尊重し、誰もが自分ら
しく生きられる心豊かな沖縄を目指し、引き続き取り
組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　１、米軍牧港補給基地の
汚染問題についての(1)、国による立入調査等につい
てお答えいたします。
　米軍基地内における土壌中の有害物質の汚染の除去
については、基地使用者である米軍または基地提供者
である国の責任において対処すべきであると考えてお
ります。県としては、キャンプ・キンザーから廃液が
流出する事故等を受け、昭和51年よりキャンプ・キ
ンザー周辺での水質等の調査を実施しているところで
あり、引き続き基地からの影響を確認するため、基地

周辺の環境監視を行ってまいります。
　同じく１の(2)、牧港補給基地周辺の海域の底質、
魚類などの調査結果についてお答えいたします。
　県では、キャンプ・キンザー周辺で昭和51年から
水質、底質、魚類の調査を、平成16年から魚類のダ
イオキシン類の調査を、平成29年度から地下水の調
査を実施しております。また、河川底質の調査を平
成27年度のみ実施しております。これらの調査の結
果、近年、ＰＣＢは基準値以下で、ディルドリンを含
むドリン類やＤＤＤを含むＤＤＴ類はおおむね定量下
限値レベルとなっております。ヒ素もおおむね他の公
共用水域と同レベルで推移しており、50年代に比べ
ると低い値を示しております。魚類のダイオキシン類
などは大きな変動はなく、過去の変動幅で推移し、ま
た、地下水のＰＦＯＳ等は暫定指針値前後で推移して
おります。
　県としては引き続き、キャンプ・キンザー周辺の環
境調査を継続して実施してまいります。
　同じく１の(3)、県独自の立入調査の実施について
お答えいたします。
　米軍基地への立入調査については、1973年の日米
合同委員会合意「環境に関する協力について」に基づ
き行うことになるため、県の立入調査が認められるた
めには、米軍施設に起因する汚染が発生し、地域社会
の福祉に影響を与えていると信ずる合理的理由が必要
となります。県が昭和51年より実施しているキャン
プ・キンザー周辺での水質、底質、魚類などの調査結
果から、現時点では、キャンプ・キンザー周辺に米軍
施設の影響が及んでいる可能性は低いと考えておりま
す。そのため、県としては、キャンプ・キンザーの影
響が基地周辺地域に及んでいないか確認するため、基
地周辺の環境監視を継続するとともに、当該調査結果
を踏まえ、立入調査の必要性について検討してまいり
ます。
　10、那覇軍港の浦添移設問題についての(5)、環境
影響評価における予測の不確実性についてお答えいた
します。10の(5)のアと10の(5)のイは関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　港湾計画における環境影響評価は、詳細な土地利用
や事業活動等の具体的内容が決定していない段階で行
われるものであり、潮流シミュレーションなどの予測
計算モデルについても精度に限界があります。また、
今回の計画に係る環境影響評価については、那覇港湾
施設代替施設の進入道路の位置や形状等が不明な状態
で、複雑なサンゴ礁・干潟地形である海域で行われて
おります。このように、今回の計画は予測の精度が高
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いとは言い切れないため、環境部としては、港湾管理
者に対し、個別事業の事業者に事業計画を踏まえた予
測・評価を行わせるとともに、適切な環境保全措置を
講じさせ、環境影響の回避または低減に努めさせるこ
となどの意見を述べたものであります。
　同じく10の(5)のウ、気候変動適応策の実施を事業
者へ義務づけることについてお答えいたします。
　平成30年度に施行された気候変動適応法では、防
災、農林水産業、生物多様性の保全をはじめ、あらゆ
る分野において気候変動適応策に取り組んでいくこと
が求められていることから、今回の計画においても気
候変動適応策についての記載を検討するよう意見を述
べております。今後の気候変動適応策の実施について
は、個別事業の実施の際に行われる環境影響評価の手
続や、公有水面埋立申請の手続の段階で事業者により
考慮されるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　２、オスプレイの飛行
実態及び機体不具合に係る県の対応についてお答えい
たします。
　沖縄防衛局の離着陸等状況調査によると、令和４年
の普天間飛行場におけるオスプレイの夜間・早朝の離
着陸回数は、154回に上っております。県としては、
今後ともあらゆる機会を通じ、航空機騒音規制措置の
厳格な運用等について、日米両政府等に対して強く求
めてまいります。また、今般のオスプレイの部品交換
について沖縄防衛局は、オスプレイのクラッチを原因
とする特有の現象の発生を予防するため、一定の使用
時間を経過したものは部品交換の対象となっている
が、対象となる機体の部隊や機数などの詳細は、米軍
の運用体制に関することであり、お答えできないとし
ております。県は、オスプレイの部品交換について、
政府に対して、詳細な情報提供と適切な対応を求めた
ところであります。
　次に10、那覇軍港の浦添移設問題についての(1)、
那覇港湾施設の代替施設と牧港補給地区についてお答
えいたします。
　那覇港湾施設の移設については、同施設の代替施設
が現有の機能の確保を目的としていることが、これま
での移設協議会において累次にわたり確認されており
ます。また、牧港補給地区については、機能の移設先
のマスタープランが日米合同委員会において合意さ
れ、それぞれの施設で返還に向けた作業が進められて
おります。

　県としては、牧港補給地区の返還が確実に実施され
るよう、引き続き政府に強く求めてまいります。
　同じく10の(2)、那覇港湾施設代替施設の機能につ
いてお答えいたします。
　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、県民
に新たな基地負担を強いるものであり断じて容認でき
ません。このため、昨年10月の第29回移設協議会に
おいて、県の考えを申し上げたところ、防衛省から
は、一般論として申し上げれば、那覇港湾施設で行わ
れる運用や訓練は代替施設においても想定され得るも
のと考えているとの発言がありました。県としては、
現有の那覇港湾施設及び代替施設において、航空機の
離着陸や訓練を一切行わないよう米軍に働きかけるこ
とを、移設協議会において引き続き求めてまいりたい
と考えております。
　同じく10の(3)及び(4)、那覇港湾施設代替施設の機
能強化及び米軍艦艇の恒常的な展開についてお答えい
たします。10の(3)及び10の(4)は関連しますので、
恐縮ですが一括してお答えします。
　平成15年の第４回移設協議会で、国は、代替施設
においても現有の那覇港湾施設の機能を確保すること
を目的としており、米軍艦艇を恒常的に展開する計画
や空母や原潜を運用する計画があるとは承知していな
いと回答しております。県は昨年の第29回移設協議
会においても、改めて防衛省にこの点を確認し、同様
の回答がありました。さらに、代替施設の機能に変更
がある場合には、移設協議会で国から説明がなされる
ものと承知しておりますが、これまでそのような説明
はなされておりません。これらのことから、浦添埠頭
地区に建設される施設は現有の那覇港湾施設の機能を
確保することを目的としていると判断しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、ジェンダー平等、人権
尊重の推進についての中の(1)、男女混合名簿の実施
状況についてお答えいたします。
　令和４年度における男女混合名簿の導入状況は、小
学校98.4％、中学校96.4％、高等学校96.6％、特別
支援学校100％となっております。なお、導入してい
ない学校についても、次年度導入予定であると確認し
ております。
　同じく(2)、学校制服選択制の実施状況についてお
答えいたします。
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　公立中学校を対象とする令和４年度の調査では、制
服を定めている139校のうち、制服を選択できる学校
が135校で、その割合は97％となっております。ま
た、現在、制服選択制を導入していない学校について
も、今後は検討していくと確認しているところです。
県立高等学校においては、制服を定めている57校全
てにおいて、制服選択が可能となっております。　　
　県教育委員会としましては、学校及び市町村教育委
員会とも連携しながら、引き続き、ジェンダー平等の
視点に立った人権教育に取り組んでまいります。
　続きまして４、教育行政についての中の(1)、小中
学校の学級担任未配置の推移等についてお答えいたし
ます。
　４月時点の学級担任の未配置については、令和２年
度小学校２名、中学校３名、令和３年度小学校１名、
中学校４名、令和４年度小学校９名、中学校19名と
なっております。教員の未配置については、特別支援
学級の増加等により、教員の配置が追いつかないこと
が要因となっております。
　県教育委員会としましては、教員の確保について、
新たにペーパーティーチャーセミナーの実施や、関係
機関への臨任募集の依頼及び公共施設・商業施設等に
教員募集ポスターの掲示を依頼するなど、全庁体制で
臨時的任用職員の確保に取り組んでいるところです。
　同じく(2)、臨時的任用教員の人数についてお答え
いたします。
　令和４年度の始業時における臨時的任用教員は、公
立小学校で、欠員補充に291名、産休補充に59名、
育休補充に189名、病休補充に82名配置し、公立中
学校では、欠員補充に438名、産休補充に10名、育
休補充に49名、病休補充に24名を配置しておりま
す。
　同じく(3)、教員の正規雇用についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会では、教員正規率を改善するために、
平成23年度以降、新規採用者数を大幅に増やしてま
いりましたが、特別支援学級の増加等により、正規教
員の配置が追いつかない状況にあります。採用計画の
見直しについては、令和５年度からの定年引上げの影
響等も踏まえ、目下取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、教員の採用
に努めるとともに、教員採用試験の制度改革等に取り
組み、正規教員の確保に努めてまいります。
　同じく(4)、教員の多忙化解消の取組等についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員

働き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた
行事や会議等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の
推進、部活動指導員やスクール・サポート・スタッフ
の配置等の取組を進めております。令和５年４月に設
置される働き方改革推進課では、国の調査事業等を活
用したメンタルヘルス対策に取り組むとともに、学校
における業務改善による負担軽減を推進することによ
り、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念で
きる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(5)のア、沖縄県の不登校の状況についてお
答えいたします。
　令和３年度問題行動等調査によりますと、沖縄県の
1000人当たりの不登校児童生徒数は、小中学校で全
国25.7人に対し29.4人、高等学校で全国16.9人に対
し19.7人といずれも全国平均を上回り、年々増加傾
向にあり、憂慮すべき事態と認識しております。令和
３年度はコロナ禍もあり、生活リズムが整いにくいこ
とも増加の要因の一つと捉えておりますが、不登校の
背景や要因は多様であるため、各学校において、個々
の状況を丁寧に把握し対応しているところです。
　同じく(5)のイ及びウ、不登校対策についてお答え
いたします。恐縮でございますが、４の(5)のイと４
の(5)のウは関連しますので、一括してお答えいたし
ます。
　今年度より、モデル事業として校内自立支援室事業
を立ち上げ、市町村教育委員会と連携し、12市町村
36校において空き教室を活用した居場所づくりや学
習支援に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、魅力ある学校づくりを
進めるとともに、スクールカウンセラー等によるきめ
細かな支援や、関係機関と連携した組織的な取組を推
進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　３、ジェン
ダー平等、人権尊重の推進についての御質問の中の
(3)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
の基本理念と県基本計画についてお答えいたします。
　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が令
和６年４月１日から施行されることとなっておりま
す。本法では、生活困窮、性暴力、性犯罪被害など、
複雑化、多様化、複合化する様々な問題に直面する女
性の支援を推進することとされており、その基本理念
として、女性の福祉の増進、人権の尊重や擁護、男女
平等の実現が規定されております。県の基本計画策定
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などにつきましては、今後、国が策定する基本方針等
を踏まえ、必要な対応を行ってまいります。
　同じく(5)、同性婚についてお答えいたします。
　県では、人は、皆それぞれ違う存在であり、自分ら
しく生きる権利を持っているとの認識の下、沖縄県性
の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）を発表し、
各種施策に取り組んでおります。同性婚については、
県民の間にも様々な意見があることから、県としまし
ては、司法や国政の場における動向を注視しながら、
性の多様性への理解を深め、互いの個性を認め合い、
誰もが自分らしく生きられる心豊かな沖縄を目指し、
引き続き取り組んでまいります。
　５、米軍人・軍属との家事問題を支援する県の事業
における、これまでの実績と米軍基地内機関との連携
構築についてお答えいたします。
　県では、米軍人・軍属等を相手方とする離婚や子供
の養育費等で悩みを抱える方に向けて、令和３年１
月に本島中部に国際家事福祉相談所を開設し、昨年
12月末までに延べ386件の相談を受けております。
また、基地内及び県内機関との連携構築につきまして
は、相互の機関の支援内容や役割等について情報交換
を行いながら、具体的な連絡体制の方法等を検討して
いるところです。
　県としましては、引き続き、悩みを抱える方々に寄
り添った様々な支援を提供できるよう、関係機関と連
携して取り組んでまいります。
　６、若年妊産婦等への支援についての御質問の中の
(1)、若年妊産婦等の支援状況等についてお答えいた
します。
　県では、若年妊産婦等に対して、産婦人科への同行
支援、ＳＮＳを活用した相談対応や支援情報発信など
を行っております。また、県内５市町において、若年
妊産婦の居場所が設置されており、生活支援のほか、
就学や就労支援などが行われております。支援者の
方々からは、居場所の設置拡充や支援機関同士のネッ
トワーク化、継続的な伴走支援等について声が寄せら
れております。
　県としましても、市町村などと協力しながら、若年
妊産婦等の支援に引き続き取り組んでまいります。
　同じく(2)、若年妊産婦の居場所等の設置について
お答えいたします。
　現在、内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助
金を活用した市町村事業として、通所型の若年妊産婦
の居場所が、県内５市町に計５か所設置されておりま
す。また、令和５年度からは、同補助金を活用した県
事業として、複数の市町村を対象とした通所型の居場

所を１か所設置するほか、子育て支援対策臨時特例交
付金等を活用し、若年妊産婦等が安心して生活を行う
ための相談支援や宿泊型居場所を提供する特定妊婦等
支援臨時特例事業を新たに実施することとしておりま
す。
　７、子育て支援拠点事業についての中の、地域子育
て支援拠点事業についてお答えいたします。
　認定こども園が実施する子育て支援事業と地域子育
て支援拠点事業とは、定義の一部が類似しているもの
の、相互に独立した事業です。このため、国は、認定
こども園にも、地域子育て支援拠点事業を重ねて委託
することができるとしています。県では、地域の子育
て支援体制の充実を図る観点から、実施する拠点の増
加を目指し、引き続き市町村の取組を支援してまいり
ます。
　８、待機児童解消のために新設する学童クラブにつ
いてお答えいたします。
　令和４年５月１日現在の放課後児童クラブの登録児
童数は２万4323人、登録できなかった児童数は665
人となっております。クラブ数は増加傾向にあります
が、利用ニーズの高まり等により、登録できない児童
が生じております。県では、引き続き、市町村が行う
学校敷地等を活用した施設整備を支援し、登録できな
い児童の解消に努めるとともに、おおむね40人を１
単位とした運営費に対する補助を行い、クラブの適正
規模による安定的な運営を支援してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　６、若年妊産婦等へ
の支援についての(1)のうち、若年出産の人数等につ
いてお答えします。
　令和３年厚生労働省人口動態統計における母親の年
齢別出生数によると、本県における19歳以下は235
名で、全体の1.6％となっており、全国の0.7％と比較
すると約２倍以上と高くなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　９、伊平屋診療所
などの高台移転、伊是名診療所などの改築に向けた進
捗状況についての御質問にお答えいたします。
　伊平屋、伊是名診療所等の整備については、現在、
病院事業局と保健医療部との間で、建て替え予算に係
る財源やスケジュール等について検討、調整を行って
いるところであります。令和５年度は、地元自治体と
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も連携し、移転候補地の敷地面積、災害時における医
療提供体制の確保や住民の利便性など立地条件につい
て現地確認するなど、移転建て替えに向けた計画を進
めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　答弁ありがとうございます。
　それでは、教育行政について再質問をいたします。
　不登校について。
　不登校になった要因に、トイレ問題は大きいです。
授業中にトイレに行きたくなったときの対応を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　生徒の授業中のトイレの使
用につきましては、まず生徒からの声かけに応じて、
自由に利用が可能であります。心身に不安を抱える児
童生徒のトイレの利用については、学年間で情報を共
有し、座席の配置を工夫するなど行い、個々のタイミ
ングでトイレを利用できるようにしているところであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　授業中に大便や小便のために教室
から出ることを認めないということが、実際あるんで
すよね。休み時間まで我慢をしなさいということを強
いられて、お漏らしをして辱めを受けて、それからい
じめにつながって不登校になったという訴えがありま
す。先月ぐらいですか、こども園のほうでもトイレを
我慢してって言われてお漏らししたという――結構大
きな痛手になっているんです。これ授業中にトイレを
我慢させるということは、人権侵害にもなるし、重大
問題だと思います。教育長は行ってもらっているとい
うような答弁だったんですけど、実際現場においては
このように我慢を強いているという状況が結構あるん
ですよね。今後の対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　今議員指摘のあったとお
り、トイレに行かせないと、そういった行為について
は人権問題にも関わるものだというように考えており
ます。教員に対しては、各種協議会、あるいは研修会
において児童生徒一人一人の人権を尊重した教育の徹
底を図っているところでありますので、さらにこう
いったトイレ等が自由に行けない状況、そういったこ
とがないように、今後こういう研修等で徹底をしてい
きたいというふうに考えております。また、今の状況
を私も初めてこういう状況を聞きましたので、確認し
ながら、そういうことがないようにしっかり徹底して

いきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　当然だと思われることが実際はそ
れぞれの担任や学校現場、それぞれの考えでやってい
るのではないかな。だから今言った――大事なのは、
人権感覚を持っているのかと、教育の学校現場の中
で。これ厳しく――ぜひ改善する、そういうことがな
いようにということでやっていただきたいと思いま
す。
　それでは、教員不足について伺います。
　自公政権の下で日本の教育費に対する公的支出とい
うのは、ＧＤＰの比でＯＥＣＤ37か国で下から２番
目に低いです。また、小泉政権のときの地方分権改革
で、国の義務教育費国庫負担分が２分の１から３分の
１に引き下げられました。でもそんな中で、沖縄県は
小１・小２の30人学級、そして小３から中３までの
35人学級を実施して県民の願いに応えています。
　それなのに何で、１月の教師不足が135人になるん
ですか。そのうち学級担任は何人不足していたのか、
教育長に伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　１月の時点での教員不足
135人の内訳の中で、学級担任の不足については小学
校が49名、中学校は22名となっております。高校、
特別支援については、学級担任未配置という状況はご
ざいませんでした。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　何でそうなるのかということで聞
いたんですが、数字だけ答えても――分析してほしい
ということを考えています。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　純恵さん　文部科学省の資料を基に作成しま
した。（スクリーンに表示）　臨時教員の割合の全国
比較は――もう１枚入れていますけど、参考にしてく
ださい――文部科学省の調査で、全国44の教員養成
国立大学で、昨年３月卒業者の教員就職率が前年度よ
り高くなって60.1％になったと。一方、琉球大学は
49.7％と、教員の成り手が5.6％減っています。
　これは私、九州のほうを拡大してつくりました。九
州の比較で、教員になった人の臨時任用の割合は、中
央の青枠の下の欄を御覧ください。全国平均で臨時採
用率26％。琉球大学はどうか。臨時採用率は47％。
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半数が臨時教員なんです。次に、臨時の割合が高い
のが鹿児島大学の24％。ほかは12％から20％なんで
す。ほとんど正規で採っている状況です。青枠の左横
の黄色の枠は、正規採用が臨時の何倍かという表にし
ました。正規採用が臨時採用に比べて、福岡教育大学
が４倍、佐賀大学が５倍、長崎大学6.9倍。低い鹿児
島大学で３倍。琉大は臨時と正規採用はほぼ同数に
なっています。沖縄の正規採用がいかに少ないか、歴
然としています。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　今九州の大学の卒業者の正
規、学生の正規、臨時的任用教員の比較でありますけ
れども、この数値だけでは――例えば、学卒者の採
用、合格率が高いというような状況等も考えられます
ので、一概にこの数値でもって少しコメントするのは
非常に難しい状況かなと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　教員大学、まあ琉大ですよね。
147名の教職課程受けた人が半分しか教師にならない
と。そのうちまた正規、非正規は同数というのは、九
州と比べてこんなひどい状況にあるというのは、学生
自体が教員になれない、今の学校の現場に問題を感じ
ている、それも認めるべきではないですか。そして、
本当に教員採用試験の申込みだって、３年前５倍から
――倍率ですよ――今何倍に落ちていますか。８倍余
りから今５倍に落ちてきています。新年度またどれだ
け落ちるのか。これ本当に危惧していませんか、大変
な状況だと思っていませんか。教師になれない、なり
たくないというのが、全県で広がっている。ましてや
教師を目指す人の中でそういうことが起こっていると
いうことについて――ちょっとさっきの答弁では教育
長、甘いと思いますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　今議員御指摘のとおり、や
はり――例えば、教職課程の学生が卒業時に教員を目
指さない状況、これ本当に課題であると考えておりま
す。琉大との協議会の中でもこの話題は出てきます。
なぜこの、教員を目指して教職課程に入った学生が、
卒業時に教員を目指さないのか。例えば社会に出て、
一度様々な職業を経験してチャレンジしたいという声
もあるようですが、今議員御指摘のとおり、現在この
学校の多忙化等のイメージ、そういったものも影響し
ているというようなこともありますので、この辺につ
いては重く受け止めております。今しっかりと負担軽
減を図り、働き方改革を進めて、この教職が魅力ある
ものであるということでしっかりと学生にも伝えてい

かなければならないと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　教師になりたいということで、正
規採用が長崎6.9倍ですよね。正規採用して、教師と
して最初から全うするというのがその卒業する若い皆
さんの思いなんですよ。でも半分しか採らない。それ
が問題だということで、私、正規採用の窓が、門戸が
本当に狭いというのが沖縄の問題だと。九州と比べて
もそうなっているということをもっと分析してほしい
と思います。
　中学教員を目指している30代の人が、何度も採用
試験で不合格になっている。教員不足というのは納得
いかないと。こんな声もあります。子供たちが健やか
に伸び伸びと学習できる教育環境にしたいというのが
教職員の願いなんですよ。ところが現場教員から聞こ
えるのは、悲痛な声なんですね。授業のカバーに入る
たびにクラスの雰囲気が荒れているように感じる。授
業中に席を離れるのが目立つ。子供と向き合う時間が
ない。こんな声なんです。沖教組那覇支部の１月調査
による教職員の声は深刻ですよ。教職員の不足につい
て最も多かった意見が、教職員が疲弊して新たな病休
を生む、一刻も早く教職員を定数で満たさないと学校
が崩壊するという声。教員不足をつくらないために正
規雇用を増やすというのが多くの意見なんです。こん
な現場の声に対して、デニー知事の受け止めもいただ
きたいと思います。教育長ももちろんです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　教育長から、るる答弁をし
ていただいておりますけれども、学校現場の状況をつ
ぶさに教育委員会からも調査を行い、またその担当者
自身である先生方からもいろいろな意見を聴取してい
るということも伺っております。西銘議員からは、教
職課程に進んでも先生にならない、なれないというそ
ういう現状があるということも、またこの厳しい子供
たちの教育環境の現状が負のスパイラルみたいな状態
になっているんだろうというように思料いたします。
　我々県当局としても、教育委員会と協力して、どの
ような方法でその状況を改善していけるのかというこ
とについて、真摯に受け止めて取り組んでいきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　議員御指摘のとおり、この
正規率の改善、これはもう大きな課題だと思っており
ます。これまでも答弁申し上げましたが、平成23年
度以降、採用数を増やして対応してまいりましたが、
特別支援学級等の増加によってなかなか追いつかない
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状況もありますが、しかしその状況を踏まえて、その
改善計画、採用計画をしっかり見直していきたいと思
います。
　また、なかなか今受験をして受からないという状況
の声もございました。教育委員会では、様々な入試の
改革を行っております。臨任の経験者に対しての一部
試験免除等の要件も緩和しております。そういった入
試改革も行いながら、しっかりと希望を持って採用試
験に臨めるように取り組んでいきたいと思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　私は正規採用してほしい、それが
大きな解決になるとずっと訴えていますけれども、教
職員定数を全て正規雇用にしたら、県の財政負担は増
えるんですか。変わりはないのですか。総務部長に伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　現在臨時的任用職員であ
る教職員を、正職員として採用するとした場合の詳細
な比較検討はなされておりませんけれども、給与面の
処遇で差が小さいのであれば、単年度の影響は限定的
なものになると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　教育長、実際教員定数に国はちゃ
んと予算を出していると思うんですよ。部長そうおっ
しゃったんですけど、どうですか。変わりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　教育委員会としましても、
本務職員と臨時的任用教員の給与、同じ条例、規則で
定められておりますので、財政負担は大きく変わらな
いというふうに我々も認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　２月17日の永岡文部科学大臣の
記者会見で、教員不足について、大臣は昨年９月の教
育長会議で、積極的な正規教員の採用や教師の確保に
向けた取組の強化をお願いしたと述べています。沖縄
県の抜本的な正規教員採用のための初任研をずっと答
弁で言っていましたけれども、採用するための改善対
策を国にも求めるべきだと思います。生徒の学ぶ権利
を保障するのが教育です。学級担任の配置は最優先課
題だと思っています。５年間で教員定数を全て正規教
員にしましょう。そんな思い切った改革案を示すとき
ではないですか。新年度の採用どうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　まず令和５年度の新規採用
でありますけれども、現時点で360名程度を見込んで

おりまして、昨年度より60名程度増加をしておりま
す。引き続き、この採用計画の見直し、それにしっか
り取り組むとともに、採用試験の制度改革にも取り組
みまして、正規教員の確保に努めてまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　2011年の金武教育長のときに、
臨時教員を正規にすると言って抜本策が取られまし
た。小中の教員採用を2.2倍、2.3倍に増やしました。
今回も２倍、500人、600人、こんな思い切った採用
計画をつくるべきだと思います。正規率を全国並みに
すると、何人増やせばいいんですか。今、全国並みで
取りあえずお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　全国並みの正規率にするた
めには、公立小中学校について申し上げますと、本務
職員が1130人増えれば、現段階で全国並みの正規率
となるというふうな見込みであります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　沖縄県だけ今低くなっていますか
ら、それで全国並みに急速に引き上げる。過去にも
やったことがあります。年間200名ぐらいのプラスと
いうことになりますか。ぜひそこから出発していただ
きたいと思います。これが、正規教員を増やすよ、現
場の皆さんの負担を軽くしますよ、教員の皆さんが子
供たちと向き合うようになれますよということを、そ
れを現場の皆さんに伝えていくという作業は、やっぱ
り増やす計画を大きく改革案を示すことだと思いま
す。ですから教育長にその決意を伺います。デニー知
事にも最後に決意を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　学校現場が教職員にとって
も魅力のある職場であり、また子供たちにとっても学
びのよりよい環境づくりのために、教員の正規化、こ
れは重要であると思いますので、この採用計画をしっ
かりと見直しを図りながら、正規率の改善に努めてい
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど議員が御紹介してい
ただきました永岡大臣の御発言等にもありますよう
に、積極的に環境を改善していくということは、これ
は大きな命題であるというように受け止めています。
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　県としましても、教育委員会と共に、子供たち、働
く教職員の方々、そして地域全体がゆとりが持てるよ
うにしっかり取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　軍港問題について伺います。
　牧港補給基地は2025年、またはその後に返還予定
の基地になっています。２年後にはどれだけ返還され
ますか。その後とはいつですか。また浦添新軍港が建
設されたら、牧港補給基地は返還されないのではあり
ませんか。公室長、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　牧港補給地区については、平成18年５月に発表さ
れた再編実施のための日米ロードマップにおいて、全
面返還が合意されております。その後、平成25年４
月の統合計画において、同施設の倉庫地区の大半を含
む部分については、トリイ通信施設、それから嘉手納
弾薬庫知花地区、キャンプ・ハンセン、キャンプ瑞慶
覧における代替施設が提供され次第、返還可能な区域
となっておりまして、返還時期は2025年度またはそ
の後となっております。また、それ以外の残余の部分
については、米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場
所に移転するに伴い、返還可能となる区域として示さ
れており、返還時期はこちらは2024年度またはその
後となっております。
○西銘　純恵さん　それ以上出ないんですか。
○知事公室長（嘉数　登君）　確認したかということ
も……。
○西銘　純恵さん　そうです。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　作業について国に確認したかということも御質問で
あったかと思っております。
　沖縄防衛局によると牧港補給地区の具体的な返還時
期について、現時点で今予断を持ってお答えすること
は差し控えるが、現在今後の返還に必要な工事や米側
との協議等を行っているところであるということでご
ざいました。
　失礼いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　沖縄にミサイルを配備して敵基地
攻撃能力を持って、岸田政権が戦争の準備をしていま
す。沖縄を二度と戦場にさせないために、新たな基地
を造らせてはならないと県民も思っています。
　デニー知事に伺います。
　浦添新軍港と牧港補給基地が一体となって、米海兵
隊と自衛隊の共同使用基地、一大軍事拠点にされるの

ではありませんか。浦添軍港容認を再考して、那覇軍
港の無条件返還を求めるときだと思うんですが、いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まず、那覇港湾施設につき
ましては、移設協議会の中で議論をされるものという
ように認識をしております。それからキャンプ・キン
ザーは先ほど公室長からもありましたとおり、2024
年度あるいは2025年度、またはその後に返還される
ということが米軍の再編計画でそう約束されていま
す。先日私、海兵隊のグアム基地を視察させていただ
いたときも、まだ沖縄のどの部隊からどのくらいの人
間が移るのかは分からないと言ってはおりますが、確
実に沖縄からの基地負担軽減を進めるためには、その
ような取決めを着実に進めていくことによって、基地
の着実な返還につながっていくものというように思い
ます。引き続き、日本政府にはそのことをしっかり進
めるよう求めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　知事頑張っているんですけれど
も、日米政府がさっき言ったように、本当に自衛隊と
一体となった基地ということであれば、牧港も返還さ
れないし、軍港と一体となった巨大基地になるとい
う、それが現実のものになるんじゃないかというとこ
ろをもっとシビアに受け止めてほしいと思います。
　最後に、知事に伺います。
　同性婚について。
　部長の答弁はいただきました。知事に伺いたいんで
すが、２月中旬の世論調査で産経・ＦＮＮ調査で、同
性婚を法律で認めるに賛成が71％、そのうち20代で
は91.4％。読売・日テレで賛成66％。同性婚の法制
化などを認める声が国民の大多数になっています。同
性婚について知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　本年２月に報道各社が実施
した世論調査によると、同性婚を法的に認めることに
賛成との回答は最も多いもので72％。他の調査でも
71％や66％となるなど、同性婚については肯定的な
意見が多数を占める状況となっているところです。沖
縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）で
は、人がどのような性を生きるか、どのような性を愛
し、愛さないかなどの性のありようは、人権として尊
重されるものですというように明確に示しておりま
す。この認識の下、誰もがひとしく幸せを享受できる
心豊かな沖縄を目指していけるよう、引き続き取り組
んでまいりたいと思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　総残時間が終わりました。
○西銘　純恵さん　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　当山勝利君。
○当山　勝利君　てぃーだ平和ネットの当山勝利で
す。
　一般質問をさせていただきますが、その前に今日、
このタブレットに質問と再質問を全部入れてあったん
ですね。念のためにペーパーで起こしてあったのでよ
かったんですけれども、機械というのは何が起こるか
分かりませんから、いつ何が起こるか分からないので
一応ペーパーで置いてあったんですが、今日スクリー
ンに資料を出すということで最初から取られてしまい
まして、これが一切使えなくなってしまったという、
なかなか議会のペーパーレス化がまだできていないな
というのがありますので、これもしっかり対応してい
きたいなと今、思ったところです。
　それでは一般質問をさせていただきます。
　知事所信表明に関連して幾つか質問させていただき
ます。
　(1)のアジア経済戦略について伺います。
　ア、所信表明には明記されておりませんが、新・沖
縄21世紀ビジョンにおいてアジア経済戦略構想が包
括的に含まれ、所信表明の経済分野においても、アジ
ア地域のダイナミズムを取り込むための施策は、個別
に示されていると私は理解しております。そこでどの
ようにこのアジアのダイナミズムを取り込むために、
どのように統括し、方針を立てて、施策を展開してい
くのか、具体的に施策も含めて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ではまず私のほうから、ア
ジア経済戦略についての統括、方針、施策の展開等に
ついて御説明、お答えさせていただきたいと思いま
す。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる、「ア
ジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と
臨空・臨港型産業の集積」、「デジタル社会を支える
情報通信関連産業の高度化・高付加価値化」などのア
ジア経済戦略に係る施策につきましては、商工労働部
で進捗管理を行い、全庁体制で取り組んでいくものと
しております。これまでのアジア経済戦略を新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に取り込んでいって、今後

もアジアのダイナミズム、沖縄の地理的優位性をしっ
かり展開させていくという方向性は、軌を一にするも
のということになっています。さらに、海外の有識者
を交えた委員会においては、沖縄県の取組に対する提
案や改善意見をいただきながら、さらなるアジア経済
戦略の効果的な推進を図っていくものであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　全庁的に取り組むということと、中
心になるのは商工労働部であるということが分かりま
した。また有識者の委員会をしっかり立てていただい
て、今向かうべき方向性はそこで議論されるものと理
解します。
　そこで、これを統括する責任者はどなたでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　戦略構想の考え方
や推進計画における各種取組は、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に引き継がれているということになり
ますので、県知事の下で推進していくということにな
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そうですよね。ぜひこれは企業の皆
様方も、アジアのダイナミズムを取り込むということ
に対して期待を持ってやっていらっしゃいます。この
新・21世紀ビジョンの前までは、しっかりとそれが
あったものですから分かりやすかったのですが、今は
そういう文言が出てきにくいような、新・21世紀に
なって全てがそこに溶け込んでしまっているものです
から分かりにくいというものもありますので、ぜひそ
こら辺は分かりやすくしていただきたいということ
と、ぜひ知事も統括責任者としてしっかりと取り組ん
でいただきたいと思いますが、もしその決意があれば
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今般、新しく設置をいたし
ます地域外交室は、まさにそういうアジア戦略も含め
た経済、観光、物流、人流含めた総括的な部署であり
まして、全庁的に取り組むためのいわゆるグリップシ
ステムみたいな、そういう形になっています。ですか
ら、これまではそれぞれの部局において取り組んでい
た地域振興でありますとか、あるいはアジア経済戦略
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がなお、それ以外の課にもしっかり情報としてつなが
り、新しい展開につながっていけるようにさらなるこ
のアジア経済戦略を骨太のものにしていきたいという
ように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。一つ一
つの施策というのは、それでばらばらに動かしてしま
うと弱いと思います。それを束ねていくということが
重要だと思います、よろしくお願いします。
　次に移ります。
　イ、国際物流拠点の形成について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、国際物流拠点の形成に向け、航空コンテナ
スペース確保事業や那覇空港貨物ターミナルの貨物上
屋への物流関連事業者の誘致など、那覇空港の物流機
能の強化に取り組んでいるところです。また、これら
の取組に加え、今後は、那覇空港に就航する旅客機の
貨物スペースを活用した貨物輸送を推進し、多仕向
地、多頻度化に対応した航空物流ネットワークの構築
を図ることで、国際物流拠点の形成を推進してまいり
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　マスク取りますね。
　ウ、海外市場への販路拡大に向けた取組について伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、海外に向けた県産品の販路拡大の取組とし
て、航空輸送費軽減や県内事業者が行う販売促進活
動、海外渡航等への支援を行っております。
　県としましては、各市場のニーズに対応した商品開
発や海外見本市への出展・商談会開催等への支援、県
産品ブランドの確立と活用等による商品の定番化、Ｅ
コマースを活用したビジネス展開支援等を行い、県産
品のさらなる販路拡大に向け、引き続き取り組んでま
いります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　引き続き、エです。那覇港の移輸出
入において、片荷輸送が長年の課題となっておりま
す。那覇港管理組合との連携と課題解決のための県の
取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。

　県では、那覇港における片荷輸送の課題解決に向
け、中古車等の輸出によるベースカーゴ確立の取組
や、アジア地域向け冷凍混載貨物の輸送実証などを
行っております。また、県の海外事務所と連携した、
海外での県産品販路拡大や商談会等への出展支援のほ
か、沖縄大交易会開催などによる県産品や全国特産品
の流通拠点化などに取り組んでいるところです。
　県としましては、引き続き、那覇港管理組合と連携
し、那覇港における片荷輸送の解決に向け、取り組ん
でまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　イとウとエは、いずれも関連してい
ると考えています。先ほど質問したイとウは、片荷輸
送の解消のためにやられている事業であるというのは
理解しておりますが、今回、那覇港の港湾計画改訂が
行われましたが、そこに出されている資料の中のデー
タを見て残念に思ったのが１つあります。これは令和
２年のデータですけれども、移輸出貨物量がその他輸
送機械というのが78％あります。その他輸送機械と
いうのは、空台車であったり空シャーシだったりの
トン数です。それが港湾計画改訂してどうなるか、
78％がどうなるか。それをシミュレーションした数
字が81％と増えているんですね。結局、解消されて
いないんですよ。計画を変えても。そこは非常に残念
であると思います。
　これは港湾議会でも、常勤副管理者が答えていまし
たけれども、県と一緒になって――もうこの港湾管理
組合だけではなく、県も一体的になって、それも全庁
的に取り組まないと、これは沖縄でつくった物、もし
くは外から持ってきた物でもいいです。それをしっか
りと運んでいくということを一緒になってやらない
と、もう那覇港管理組合だけでは駄目なんですよ。ぜ
ひそこを決意を持ってやっていただきたい。知事どう
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども片荷輸送の課題に
対しての部局からの答弁がありましたけれども、もち
ろん沖縄県は海外事務所を設けておりますので、その
事務所の機能をさらに強化し、海外での県産品の販路
拡大をつなげる機会をもっとつくっていきたいという
こと、それから県内では沖縄大交易会の開催などに
よって、県外の方々も沖縄を拠点として注目をする、
あるいはハブ・アンド・スポークのハブとして注目を
するということをもっと広げていきたいと思います。
今般、長野県が非常にその意欲を見せておりまして、
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長野県以外にも、ぜひ沖縄の物流ハブの機能を我々も
しっかりと協力したいという意欲を見せている都道府
県、自治体もあります。ですから、これからはまさに
沖縄からどれだけの物を運んでいくか、運んでくるか
ということが問われていると思いますので、そのこと
にさらに力を注いでまいりたいというように思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　これは長年来の課題ですので、すぐ
には解決できるとは思っていませんけれども、ぜひ取
組をよろしくお願いします。
　では、次に行きます。
　(2)番、県内企業の稼ぐ力について伺います。
　今回知事の所信表明において、企業の稼ぐ力という
言葉が６か所出てきます。それだけ県内企業の稼ぐ力
を高めていくことが必要であるという表れだと思って
おりますので、まずア、解決すべき課題について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　島嶼経済の不利性を抱える本県におきましては、県
民所得の向上につながる企業の稼ぐ力の強化を図るた
めには、ＤＸの促進等による生産性の向上や多様な人
材の活躍促進、中小企業の経営改善等により各産業の
付加価値や競争力等を高めるとともに、域内経済循環
の向上により、持続可能な経済成長を実現することが
課題というふうになってございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　では、その課題に対する解決のため
の施策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、リゾテックおきなわの推進による産業ＤＸ
の加速化に取り組むとともに、多様な人材の活躍促進
に向けて、人材育成への投資促進や多様な就業形態に
対応した人材のマッチング支援に取り組んでおりま
す。また、中小企業等の経営基盤の強化を図るため、
支援機関との連携による経営改善や企業の成長に資す
る資金繰り支援等に取り組んでいるところです。加え
まして、県内で生産可能な物やサービスを可能な限り
県内で生産・調達することを推進し、域内自給率の向
上に取り組んでいるところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　引き続きウですけれども、県内企業

の稼ぐ力を向上させるためには、やっぱり大きな一つ
としてＤＸ推進、重要な施策として県は挙げていらっ
しゃると思います。先ほどの御答弁にもありました。
ＤＸ推進において、解決すべき課題について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県が昨年実施しました企業経営者へのアンケート調
査によりますと、ＤＸの取組が進まない理由として、
ＤＸのよさや進め方が分からない、ＩＴやＤＸを進め
る人材がいないなどが挙げられております。この結果
等を踏まえまして、県としましては、ＤＸに対する経
営者の理解や推進ノウハウの不足、企業内のＤＸ人材
の育成・確保等が主な課題であると認識しているとこ
ろでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　やっぱり人材不足等課題が多いと思
います。そこで、ＤＸを推進するに当たり、その課題
を解決するための施策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、ＤＸの理解促進や推進ノウハウの普及に向
け、相談窓口の設置や経営者向けＤＸセミナーの開
催、県内の取組事例の紹介を行うなど、企業のＤＸを
支援しているところでございます。また、ＤＸ人材の
育成・確保につきましては、企業の中核人材を対象と
したＤＸ推進リーダーの養成や、従業員のデジタルリ
テラシーを強化する講座を実施しているところです。
　県としましては、引き続き、県内企業のＤＸ推進に
向け、効果的な施策を展開してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　人材というのが、１つの大きなポイ
ントになるかと思います。そこら辺を、リスキリング
とかいろいろ出てきておりますけれども、しっかり対
応していただけたらと思います。
　それでオなんですけれども、結局県内中小企業は、
今現時点で文書作成とか経理とか、あとは情報のやり
取り、共有化、そういう一つ一つの個別具体的なもの
に関しては、デジタル化はどんどん進んできていると
思いますけれども、ただＤＸを推進するためにはそう
いう一連の統合的なデジタル化というんですか、流れ
をつくっていく、その作業をつくっていくことが必要
だと思うんです。いわゆるデジタライゼーションと言
われるやつですね。それに至ると、なかなか中小企業
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ではそこまでできていないというのが現状ではないで
しょうか。その取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、中小企業のデジタル化やＤＸの推進に向
け、相談窓口を設置し、個別アドバイスを行うなど、
各社のニーズや取組段階に応じた支援を実施している
ところでございます。また、デジタル化に取り組む企
業に対しましては、ＩＴツールの導入や活用を支援し
ており、またＤＸに取り組む企業に対しましては、Ｄ
Ｘ推進計画の策定サポートやＤＸ推進リーダーの養成
講座の実施、ＤＸ補助金等による支援などを実施して
いるところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そういう一つ一つの施策で企業さん
が積極的にやろうというところであれば、相談窓口に
来られて相談されるということではあると思います
が、そういうことを知らない企業さんに対しては、や
はりこちらのほうから積極的にこういうことをやって
いますよということをお知らせする必要がある、何ら
かの――工業会とかいろいろありますよね。中小企業
団体中央会、そういうところを使ってこういうことが
できますよということのお知らせも大切だと思います
が、そういうことはされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、例えば補助金等の申請でありますとか、今
議員がおっしゃったような内容等につきまして、不慣
れな事業者さんにおいても利用が可能となるように、
例えば申請書類の簡素化を図るということであります
とか、事業ごとの問合せに対応するようなことをして
ございます。また各商工会等の支援機関におきまして
も、補助金等の申請に係るサポートを実施しておりま
す。
　県としましては、引き続き申請に関するサポート体
制あるいは相談等の体制なども含めまして、その周知
に取り組みまして、事業者が利用しやすい環境づくり
に努めていくことで、それによって様々な御提供をす
る取組の活用促進を図っていきたいというふうに考え
てございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　次行きます。
　カ、教育分野の科学技術人材の育成に向けた理数教
育について伺います。また、高等教育における数理及

びデータサイエンティスト育成の取組について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　県教育委員会では、将来の国際的な科学技術系人材
の育成に資することを目的に、沖縄科学技術向上事業
を実施し、沖縄科学グランプリの開催、つくばの先端
研究施設への生徒派遣等を行っております。また、文
部科学省からスーパーサイエンスハイスクールの指定
を受けた県立高校２校に対し、先進的な理数教育が実
施できるよう支援し、その成果の普及に努めていると
ころであります。
　県教育委員会としましては、引き続き、理数教育の
充実を図ってまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　高等教育機関に関し
ましてですが、県内の高等教育機関におきましては、
文部科学省の認定を受けた琉球大学と沖縄工業高等専
門学校で、全学生を対象としました数理・データサイ
エンス・ＡＩ教育プログラムを推進しておりまして、
基礎から応用レベルの人材が育成されていると聞いて
ございます。
　県としましては、産業ＤＸを推進する上で、データ
サイエンス教育は重要であると認識しておりますの
で、今後、琉球大学等との連携を図り、高度なデジタ
ル人材を多数育成していけるよう取り組んでまいりた
いと考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　高等学校において理系に進む生徒が
増えていると、取組によって増えているというふうに
聞いておりますので、具体的な数字を教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　県立学校の理系大学への進
学率でありますけれども、令和３年度28.4％であり
ます。平成29年度の18.5％から増加している状況に
あります。ただし、令和３年度から理系学部に環境科
学やスポーツ科学等が加えられまして、これまで文系
でしたので、若干その分、向上している部分もあろう
かと思います。単純比較で可能な理学、工学、情報、
理系教育への進学率に限って申し上げましたら、平成
29年度10.7％から令和３年度は14.2％で、いずれも
増加傾向にあります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　いずれにしても理数系に進む、もし
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くは自然科学系に進む生徒さんたちが増えているとい
うことなんです。全国平均では、その自然科学系に進
む生徒さんは35％いると文科省は発表していますけ
れども、政府は将来的には５割にするということを教
育未来創造会議ですか、その中で言っているわけです
が、その数字が妥当かどうか分かりませんけれども、
しかしこれから沖縄県はデジタル化もしなきゃいけな
いということで、理系に進む人たちを増やさないとい
けない、もしくはそういうスキルを高めなければいけ
ないと思いますので、そこら辺はもっとやっていかな
きゃいけないと思いますが、教育長の見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　教育委員会としましては、国及び大学改革の動向を
注視しながら、沖縄科学技術向上事業やＳＳＨ指定校
の成果普及等に取り組み、理数教育の充実を図ってま
いりたいと思います。また、琉球大学との連携を行い
まして、学校訪問型の理数系学科の紹介や出前授業、
理系体験交流などを通して理系進路選択への興味、関
心の掘り起こしや喚起を目的とした取組を実施してい
るところであります。引き続き理系分野に興味、関心
を持つ取組を推進していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　よろしくお願いします。
　それでは、キに行きます。
　アジア有数のスタートアップハブについて、特にス
タートアップハブのハブ、ハブ化とはどのようなもの
か、何を目指そうとしているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　本県では、沖縄の優位性や潜在力を生かした新たな
産業を創出するため、スタートアップが自律的に生ま
れ、短期間で成長する仕組みを構築し、国内外のス
タートアップの集積を目指すこととしております。具
体的には、産学官金が一体となったおきなわスタート
アップ・エコシステム・コンソーシアムと連携し、ス
タートアップと金融機関等とのマッチングや、スター
トアップへの成長支援プログラムの実施等により、新
事業・新産業が創出される環境づくりに取り組んでま
いります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そこで、アジア有数のスタートアッ
プハブを推進するに当たり、この業種、狙っている業
種とか、それとも関係なくスタートアップハブを支援

されていくのか。どちらでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、革新的なビジネスモデルや技術により新た
な価値の提供や社会への貢献を目指すスタートアップ
を広く支援しておりまして、対象業種は特に限定して
おりません。今後は、沖縄の優位性や潜在力を生かし
た新たな産業の創出を図るため、本県のリーディング
産業であります観光やＩＴ分野のスタートアップを重
点的に支援してまいりたいと考えているところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　たまたま昨日、本土の経済新聞で、
ＧＸの資金調達好調ぶりという見出しで――つまり、
脱炭素分野のスタートアップ事業に対して投資が去年
はすごい増えてきたということが報道されていまし
た。そこら辺も市場のトレンドも追いながら、ぜひ沖
縄県のためになるスタートアップをやってほしいの
と、もう一つは、起業も支援するし、企業が大きくな
ることも支援する。要するにスタートするのも、それ
から走っていくのも両方支援していきますよというこ
とができるようになれば、それこそ県内外から多くの
方々が、沖縄で、じゃやってみようという気になると
思うんです。そこら辺もぜひよろしくお願いしたいと
思いますので、これは指摘で終わっておきます。
　(3)番、ものづくり産業について。
　ア、基盤技術の高度化を実現するためのサポーティ
ング産業集積促進ゾーンにおける金型技術研究セン
ターの役割について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、県内製造業の技術者の技術向上を図るた
め、平成22年に金型技術研究センターを設置し、人
材育成に向けた研修を実施するなど、金型の設計や製
造に関する技術者の育成に努めているところです。ま
た、機器の提供や製品開発等の支援を行うことによ
り、これまで県内企業において対応できなかった樹脂
やアルミ成形の金型など、様々な製品開発が可能と
なっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　先ほどありました平成22年に開設
されたところで、人材育成ということなんですが、も
う装置が10年以上たっているんですよ。もう古くて
機能もそれから性能も古くなってしまって、じゃ古い
装置を使って人材育成をするのかと。今のトレンドに
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というか、今の現状に合わないんです。ぜひそこら辺
は考慮していただきたい、というか、もう新しいもの
に機種を変更するべきだと思いますがいかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　ただいま議員から御指摘がございましたが、現在、
金型技術研究センターの機器は設置から10年経過し
ておりますが、既存の機器を最大限活用して民間の技
術者を対象とした金型の設計に関する研修を実施する
など、金型技術者の育成を図っているという状況でご
ざいます。今後、新たな機器の導入につきましては、
金型の設計や製造に関する技術者育成の実績でありま
すとか、あるいは現在使用している機器の活用状況、
また企業のニーズなどを踏まえまして検討してまいり
たいというふうに考えてございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひ前向きに御検討ください。よろ
しくお願いします。
　イ、沖縄の製造業でもあり文化でもあります、この
泡盛の自立に向けた取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、泡盛のブランド価値を高めていくため、県
産米を使用した泡盛の認知度拡大や、ソムリエ等を対
象にした泡盛セミナーの開催など、個別酒造所の取組
に対する支援を行っているところでございます。ま
た、若年層の泡盛離れといった課題を踏まえ、大学生
向けの泡盛の魅力や飲み方を伝えるイベントの開催な
ど、泡盛業界の取組を支援しているところでございま
す。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、泡
盛のブランディング強化を図るなどの自立的経営を目
指す泡盛業界の取組を支援してまいりたいと考えてご
ざいます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひそこら辺、泡盛業界を支援して
いただきたいと思います。最近新聞でよく出てきます
けれども、聞いてみると何か、国の事業でやっている
事業です、というのを言われたりもするものですか
ら、ぜひ県の事業でやって、それがまた泡盛の事業、
製造業の振興になるようにやっていただきたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。
　(4)番に移ります。自立型経済の構築に向けて伺い

ます。
　ア、沖縄県の課題である域内経済循環率を高める必
要がありますが、取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県が目指す自立型経済の構築に当たっては、移輸出
型産業で国内外から外貨を獲得し、その外貨が域内に
投下され、域内産業の活性化につながることが重要で
あると考えております。こうした認識の下、新年度に
おいては、観光の高付加価値化による観光収入の増
大、地産地消の推進、公共工事の地元企業への優先発
注、農産物の生産振興、地域資源を活用した特産品の
開発、輸送費の低減化など、域内経済循環を高める取
組を積極的に推し進めてまいりたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　全体的な御答弁をいただきました。
そこで、最初にあった県内企業の稼ぐ力というのが、
今回の所信表明の一つの大きなキーワードになってい
ると思っておりますので、県内企業の稼ぐ力を向上さ
せるための、そういう経済循環率、それから自給率を
高める、そういうことをやっている施策、取組につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、県内で生産可能な商品やサービスを可能な
限り県内で生産、調達できるよう、産業間の連携強化
等による生産性への向上や域内経済循環の促進を図る
ほか、雇用者所得への分配の増大等に取り組んでいる
ところです。具体的には、商工労働部では、企業連携
による高付加価値なビジネスモデルの創出促進や県産
品需要拡大等に資する産業横断的なブランドの強化に
加え、所得向上応援企業認証制度の運用等に取り組ん
でいるところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　企業が自給率を高めていくことで、
大きな利益がこの県内に起こるだろうということで
やっていらっしゃると思います。全体的な取組も御答
弁いただきましたけれども、これもぜひ全庁的に取り
組んでいただいて、しっかりとやっていただきたいと
思います。それと商工労働部にお願いなんですけれど
も、県内企業というのは中小企業で手が足りないんで
す。申請してください、応募してくださいと言われて
いても、そこのハードルが高かったらなかなかそこま
で行きつかないところも多いです。面倒くさいことは

‒･379･‒



やれないよと言われるんですよ。ですから、それは行
政としてやらなきゃいけない仕事もあると思いますの
で、そこの敷居を下げるために手助けができる、アド
バイスができる、そういうこともしっかり取り組んで
いただきたいと思います。本当に補助を受けたくても
受けられない、なぜか。それが手間だからということ
なんです。ぜひそこら辺をお願いいたしたいと思いま
す。
　次行きます。
　イ、県内製造品を積極的に県の事業に使うことと、
そのために品質向上の支援をすること。この品質とい
うのは、製造物だけではなく、製造工程や品質管理の
高度化も含めますけれども、これらについて伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、県内企業への優先発注及び県産品の優先使
用方針を定め、県で使用する物品や県が発注する公共
工事について、規格、品質、価格等が適正な県産品が
ある場合、入札等に係る関係法令等に従いながら優先
して使用しているというところでございます。また、
品質向上の支援として、工業技術センターにおける品
質管理などに関する技術相談対応のほか、生産技術開
発などへの支援を行っているところです。
　県としましては引き続き、県内企業への優先発注・
使用及び県内製造品の品質向上に取り組んでまいりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ちょっと御答弁いただけなかったん
ですけれども、結構土木事業なんかについては、県内
の製造品が比較的高い割合で使われていますというこ
とも聞いておりますが、あらゆる分野でやっぱり県内
の製造物を使っていくということと――性能の悪いも
のはそれは使うわけにはいかないので、そこを高めて
いくということはとても重要だと思いますので、そこ
ら辺もしっかりやっていただきたい。たまたま今日の
新聞に「21世紀ビジョン着実に」ということで、ざ
る経済を解消しようとかという新聞報道が地元２紙か
らあって、地元企業が中心になってやっていこうとさ
れているわけですから、ぜひここら辺も県も一緒に―
―県にまとめて提案していくということですので、真
摯に受け止めていただきながら頑張っていただきたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
　次に行きます。
　(5)番、新たな観光振興戦略の展開について伺いま

す。
　ア、国内観光の需要に対するターゲットに応じた誘
客活動とありますが、次年度の取組について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、回
復基調にある国内観光客の旺盛な需要を次年度以降も
確実に取り込むため、多様な市場に対応した効果的な
誘客活動を展開することとしております。具体的に
は、エリアや季節、世代や性別・家族構成などに加
え、行動特性や興味関心・流行などのほか、相互の組
合せ等により、各種メディアを活用した広報展開や航
空会社等との共同プロモーション等を実施してまいり
ます。ターゲットに応じたきめ細やか、かつ積極的な
誘客活動を展開し、沖縄観光の魅力を効果的に発信す
ることで、来訪者の安定的な確保、時期と地域の平準
化、滞在日数の延伸や観光消費額の向上につなげてま
いります。
○当山　勝利君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　当山勝利君。
○当山　勝利君　（スクリーンに表示）　資料１枚だ
けでタブレットがずっと取られてしまうというこうい
う状況、憂き目に遭っているんですけれども、この図
は皆様方のタブレットにも載っておりますので、御確
認ください。
　これは、内閣府が提供していますＲＥＳＡＳという
もので、沖縄を訪れる観光客を形態別に比較したもの
で、これをちょっと私のほうでまとめさせていただき
ましたけれども、右側が家族や女性グループとかが
あって、１番目に全国の順位を載せてありますけれど
も、比較相対的に見た場合、女性グループが全国順位
で10番目と低いんですね、沖縄旅行、観光旅行にお
いて。この件について原因と対策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　議員が提示
していただいたように、国の地域経済分析システム
（ＲＥＳＡＳ）によると、2019年、令和元年に沖縄
を訪れた女性グループの延べ宿泊者数は約255万人で
全国10位となっており、家族や夫婦等の旅行者層と
比べて順位が低くなっております。女性グループが少
ない原因については、詳細な調査が必要となります
が、調べられる範囲で、公益財団法人日本交通公社が
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全国で実施した2019年旅行実態調査によりますと、
女性による友人旅行は、旅行期間が比較的短く、食事
や温泉などを目的とした旅行が多くなっております。
　県としては、ターゲットに応じた誘客活動を推進す
るとともに、沖縄でしか味わえない食の提供のほか、
沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズムや多様な旅
行ニーズに対応できる観光コンテンツの創出等、それ
ぞれの層に関心が集まるような、そういったアプロー
チをしていきたいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　私もネットでいろいろ女性グループ
の旅行形態について、本当に１泊２日とかが多いとい
うようなことも調べてはいるんです。
　ウなんですけれども、１つには女性グループで車、
レンタカーを運転していくのがちょっととか、最近報
道にありましたＺ世代と言われる若い世代が車を敬遠
しているということで、やはり沖縄の観光においては
ＭａａＳの取組が重要かと思いますが、その取組につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＭａａＳ
は、地域住民や旅行者の移動ニーズに対応して、複数
の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合
わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスで
す。県では、ＭａａＳ等の新たなサービスを促進する
観点等から、交通・観光情報のデータ整備、オープン
化、これらのデータを活用した検索サイトでの交通の
経路検索等の支援、空港等におけるデジタルサイネー
ジによる交通案内、これらを継続的に利用できる体制
の構築、沖縄観光情報サイトにおける公共交通を利用
した観光モデルコース等、公共交通の利用促進に向け
た情報発信に取り組んでおります。引き続き、観光客
の受入れ体制向上につながるＭａａＳの推進に向け、
市町村や民間事業者の取組と連携・協力するととも
に、公共交通を利用した沖縄観光の新たな魅力を広く
周知してまいります。
○当山　勝利君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　当山勝利君。
○当山　勝利君　ＭａａＳはどちらかというと民間主
導、また国も主導しているような形でやっているとい
うのは確認していますけれども、ぜひ沖縄県の観光で
すから、沖縄県も積極的に取り組んでいただきたいと

思います。
　エ、インバウンドの復活が予想されております。県
の取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、沖
縄観光ブランドＢｅ．Ｏｋｉｎａｗａのイメージを基
に、国内外の水際措置や国際線の再開状況等に応じた
戦略的なプロモーションを展開しております。特に、
国際線の復便と連動したアジア市場からの誘客を図る
とともに、欧米豪等の市場開拓を進め、長期滞在型リ
ゾート需要や消費単価の高い富裕層等の取り込みを
行ってまいります。また、国際クルーズも再開されま
すので、着地型観光やフライ＆クルーズなど地域経済
効果の高いクルーズ観光を推進します。あわせて、旅
行者専用相談センター沖縄（ＴＡＣＯ）と医療通訳サ
ポートセンター及び多言語コンタクトセンターの連携
を図り、外国人観光客の受入れ体制を構築するなど、
沖縄観光の質の向上に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　那覇港管理組合に確認しました外国
クルーズ船の寄港が、３月は新聞に載っていましたけ
れども９回、４月は５回、あとは５月も９回寄港する
予定、あくまでも予定だということです。５月になる
とコロナが５類に移るとまた状況は変わってくると思
いますということでしたので、ぜひそこら辺は県も一
緒になって取り組んでいただきたいと思います。
　では２番に移ります。那覇軍港浦添移設について伺
います。
　(1)番、･第４回移設協議会において、浦添市の質問
に対する国の回答について、県は国に対し確認をして
いるか、またどのように判断しているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成15年の第４回移設協議会で、国は、代替施設
においても現有の那覇港湾施設の機能を確保すること
を目的としており、米軍艦艇を恒常的に展開する計画
や空母や原潜を運用する計画があるとは承知していな
いと回答しております。県は昨年の第29回移設協議
会においても、改めて防衛省にこの点を確認し、同様
の回答がありました。さらに、代替施設の機能に変更
がある場合には、移設協議会で国から説明がなされる
ものと承知しておりますが、これまでそのような説明
はなされておりません。これらのことから、浦添埠頭
地区に建設される施設は現有の那覇港湾施設の機能を
確保することを目的としていると判断しております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
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○当山　勝利君　現有機能ということではありますけ
れども、３つ質問されていて一番最初の質問で、先ほ
ど御答弁した、承知していないと、原潜が来るかどう
か分からないと言っているわけです。分からないまま
で移設を進められるということは、地元としては、本
当に市民としては不安が募るばかりですよ。このまま
でいいんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、那覇港湾施設の移設により米軍基地機
能が強化されることは、これはあってはならないとい
うふうに考えておりまして、個々の機能の内容につい
てどのような確認ができるか検討してまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　オスプレイが普天間基地に飛来する
前に、その何か月か前までは国はずっと、承知してい
ないと言っていたんですよ。そして本当に数か月前か
な、来ますということは通知があったと思います。そ
の程度なんですよ。それで移設をしますと言われて
も、本当に市民としては不安でしかない。ぜひそこら
辺は確認していただきたいんですが、知事どうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　那覇軍港の、現有の那覇港
湾施設の機能を確保することを代替施設においても目
的としているということは、幾度か確認しております
が、都度その状況については、国の状況について注意
を払いながら確認をしていきたいというように思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。よろしくお願いしま
す。
　次に移ります。３番、学校教育についてです。
　(1)、令和４年３月に高等学校を卒業した生徒の県
内・県外それぞれの大学進学率とそれに対する所見を
伺います。また、コロナ禍にあって大学進学率向上の
ための取組についても伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　本県の令和４年３月高等学校卒業者の大学等進学率
は44.6％で、前年度より3.8ポイント向上しておりま
す。また、県内外の進学状況は、県内大学等進学率が
約25％で前年度比２ポイント増加し、県外大学等進
学率が約19％で前年度比１ポイント増加しておりま
す。これらの向上の要因としましては、コロナ禍に

あっても目標を失わず粘り強く努力した生徒の頑張り
や、きめ細かな教職員の指導の成果と考えておりま
す。また、進学力グレードアップ推進事業等による
キャリア教育の推進や、国の就学支援新制度等の経済
的支援も要因の一つと捉えております。
　県教育委員会としましては、今後とも各学校のキャ
リア発達の視点を踏まえた進路指導を推進し、生徒の
進路実現を支援してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　就学支援制度というものが大きなポ
イントになったのかと思ったりもします。これまで、
県外に行きたくても行けないというお子さんたちも多
かったのではないでしょうか。それが、所得に応じて
給付型の奨学金ができるようになった、国が出すよう
になったということで、沖縄県でも約3.8ポイント、
約４ポイントも上がっている。これまで40％行くか
行かないかをずっと繰り返していたところを、そこを
一気に上がったわけですから、その状況は大きな結果
だと思うんです。ぜひ県もこういうことであれば、そ
ういうお子さんを――本当に県外に行くお子さんとい
うのは、所得がそれなりにあっても行けないので、
しっかりと給付型の奨学金というものを拡充する必要
があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　進学力グレードアップ推進
事業におきましても、やはり県外にしっかりと目標を
持っている子供たちに目を向けさせて、力をつけさせ
て進学を実現させたいというふうな内容での事業であ
ります。そのためには、やはり経済的な支援が重要で
あると思います。今、議員からお話のありました就学
支援制度、これも経済的な就学支援の要因の一つと捉
えておりますので、県としても今県外進学者に対する
奨学金制度、就学支援制度を実施しておりますので、
その事業についても引き続き実施していきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　よろしくお願いします。
　(2)番、今日は公立高校の卒業式の日ですよね。今
年高校を卒業する生徒たちはもう入学当初からコロナ
禍の中にあって、本当に生徒たちにとってはいろんな
意味で大変な３年間ではなかったかと思います。そこ
で教育現場でこの子供たちへのフォローについて伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　コロナ禍における学校の対応としましては、学級担
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任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や、
学校休業中の心身の変化等についてアンケート調査を
実施するなど、生徒の状況を的確に把握し、学校医や
スクールカウンセラーとの連携による支援を行ってお
ります。また、コロナ禍における生徒の不安等を軽減
するために、個別面談や学校行事等の工夫を図り、生
徒同士のコミュニケーションを深めるなど学校生活の
充実に努めているところであります。引き続き、生徒
たちの進路決定まで粘り強い丁寧な支援を継続してま
いりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　４番、我が会派の代表質問の関連について、照屋大
河議員が質問しましたキャンプ・キンザーの環境汚染
について、県は開示請求する、情報収集をするという
ことで先ほども議論がありまして、将来的には立入調
査も検討したいということでした。それはぜひそうい
うことでやっていただきたいんですが、今浦添市議会
も意見書を出して国に対応を求めていますし、浦添市
長もマスコミに応じた形ではありますけれども、国に
しっかりと対応してほしいということです。県とし
て、今どういう対応をされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍基地への立入調査につきましては、1973年の
日米合同委員会合意「環境に関する協力について」に
基づき行うことになるため、県の立入調査が認められ
るためには、米軍施設に起因する汚染が発生し、地域
社会の福祉に影響を与えていると信ずる合理的理由が
必要となります。県が現在、昭和51年より実施して
いるキャンプ・キンザー周辺での水質、底質、魚類な
どの調査結果から、県といたしましては、現時点で
は、キャンプ・キンザー周辺に米軍施設の影響が及ん
でいる可能性は低いというふうに考えております。そ
のため、県としては、キャンプ・キンザーの影響が基
地周辺地域に及んでいないかを確認するための、この
基地周辺の環境監視を継続するとともに、当該調査結
果を踏まえ、立入調査の必要性については検討したい
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ではなくて、知事公室長、地元の議
会や市長が国に対応を求めているわけですよ、しっか
りやってほしいと。それに対して、県はどう応えます
かなんです。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　環境部長からも答弁が

ありましたけれども、これは決して環境部任せにする
のではなくて、県としても各部局と連携して、さらに
は議員からありました浦添市とも連携しながら、国の
対応を求めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。これで
終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　お疲れさまです。
　立憲おきなわの喜友名智子です。
　国会の次年度予算の議論を聞いておりますと、前年
度に比べて防衛費は26％増、その防衛費、今後５年
間で43兆円増やしていくというのが国の方針のよう
です。それに対して子供関連予算は僅か2.6％。この
ような国の予算の使い方の中で一般的に２割自治、３
割自治と言われる都道府県、市町村の財政運営は今後
さらに厳しい状況が続いていくなと思いながら国の様
子を見ております。それでも県民生活のために必要な
ことを一つずつ実現していくことが、県議会での議論
の役割なのであろうと思います。
　それでは、一般質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、東アジア地域の信頼醸成構築について。
　ア、閣議決定された安保関連３文書改定で、沖縄が
より厳しく複雑な国際環境に置かれる状況が続きま
す。この中でアジア太平洋地域の平和構築・信頼醸成
の土台を知事は何だと考えるでしょうか。
　イ、日本政府が中国に呼びかけている、建設的かつ
安定的な日中関係の構築に当たり、政府だけではなく
自治体や沖縄県民ができることは何だと考えますか。
　(2)、沖縄県差別のない人権尊重社会づくり条例に
ついて。
　ア、国のヘイトスピーチ解消法から、さらに踏み込
んだ県条例をつくってほしいという県民の要望から始
まった条例づくりでしたが、沖縄でこれまでになかっ
た包括的な人権条例案となりました。改めてこの条例
の意義を伺います。
　イ、骨子案へのパブリックコメントを受け、今回の
条例案に反映された点は何でしょうか。
　ウ、自治体単位で考える県民は、人種差別撤廃条約
やヘイトスピーチ解消法で想定している属性とそごが
あるのではないですか。条例案の属性としてウチナー
ンチュ、沖縄の人々、沖縄にルーツを持つ人々などを
追加しない理由は何でしょうか。
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　エ、前回の議会で知事は、ウチナーンチュイコール
県民と答弁いたしました。改めて見解を伺います。
　２、ひとり親支援策について。
　(1)、今年４月に発足するこども家庭庁では、こど
も支援局内にひとり親支援も含まれる見込みです。こ
れを受ける県の組織体制はどうなるでしょうか。
　(2)、子供の貧困対策の中でも、ひとり親世帯支援
は最重要課題です。令和５年度の予算、主な事業につ
いて伺います。
　(3)、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第３項
「「児童」とは、二十歳に満たない者をいう」に対応
した支援策として、知事が重要政策で述べた「社会人
としてスタートした18歳から20代半ばまでの若年者
に対するファーストステージ支援等」に当たると考え
ます。知事と県の見解を伺います。
　(4)、沖縄県ひとり親世帯等実態調査は５年に１度
行われます。次回調査では新型コロナ感染拡大による
生活への影響を把握し、今後の支援に適切につなげて
いくことが求められます。調査の方針について伺いま
す。
　(5)、若年妊産婦の宿泊型支援施設の設置について
次年度の取組を伺います。
　３、教育行政について。
　(1)、県内公立学校の教職員の業務範囲について県
の定義を伺います。
　(2)、教職員の業務過重問題の見直しは本来、スク
ラップ・アンド・ビルドで整理していくべきだと思い
ます。しかし教職員の皆さんからは、業務の上乗せば
かりで減らされることがないという声が切実です。こ
れまでに行った、教職員の業務削減の取組を伺いま
す。
　(3)、県内の公立小中学校で、学級担任の未配置対
策として、新年度から１学級当たり40人へ見直す可
能性があると報じられました。この経緯を伺います。
　４、新型コロナ対策について。
　(1)、新たに設置される県感染症研究センターにつ
いて伺います。
　(2)、新型コロナウイルスの感染症法での位置づけ
が、今年５月８日より２類から５類に変更される予定
です。病院や介護施設では感染対策について、意識の
差が広がるのではないかとの懸念があります。小・
中・高校では卒業式と入学式に向け、マスク着用への
意見が保護者間でも分かれているところ、県が卒業式
でマスクを外しての参加を基本とするとした根拠を伺
います。
　５、道路行政について、県道の歩道部分の整備を行

う際の手続について伺います。
　６、我が会派の代表質問との関連についてですが、
仲村未央議員が質疑しました４、教員不足問題につい
てより、教育長の答弁で教員不足の原因について、特
別支援学級の増加とお話がありました。なぜ特別支援
学級対象の児童が増えているのか。その要因及び背景
について教育委員会の認識を伺います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　失礼いたしました。
　我が党関連の質問、あと２つありますので申し上げ
ます。
　(2)、教員不足の対応について、これまでの試験制
度である一次試験の免除だけではなく、非正規職員の
経験、例えば学級担任等の受持ちを評価し採用するこ
とを検討できないでしょうか。
　(3)、教員採用については、非正規教員が正規採用
につながるよう業務経験の評価枠をつくることを教育
委員会と県が一緒に取り組めないでしょうか。
　以上、質問を終わります。
　答弁を聞いて後ほどまた再質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)のア、
アジア太平洋地域の平和構築についてお答えいたしま
す。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、沖縄
県は沖縄戦の記憶を風化させることなく、沖縄の歴史
と風土の中で培われてきた平和を希求する「沖縄のこ
ころ」を広く国内外へ発信し、アジア太平洋地域にお
ける独自の地域協力外交や平和発信拠点としての役割
を担うこととしております。私は、アジア太平洋地域
の安全保障環境がより一層厳しさを増す中で、同地域
の緊張緩和と信頼醸成を図るためには、関係国等によ
る平和的な外交・対話が極めて重要であると考えてお
ります。このことから、これまでの歴史や地理的特性
を生かすことによって、軍事面での安全保障ではな
く、経済、文化、観光、学術など幅広い分野において
沖縄県がアジア太平洋地域との交流を推進し、もって
我が国と各国及び地域との信頼関係の構築に積極的に
寄与してまいりたいと考えています。
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　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のイ、建設的かつ安定的な日中関係の構
築についてお答えいたします。
　県としては、日中両国が日中共同声明等の意義を尊
重し、平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成
を図ること、そしてそれを支える県民・国民の理解と
行動がこれまで以上に必要になると考えております。
中国とは留学生の相互派遣や次世代を担う若者の交
流、大学における学生や研究者の交流のほか、北京事
務所、上海事務所、福州駐在所を設置し、観光客誘致
や県内企業の海外展開等を推進しております。また、
昨年25周年を迎えた福建省との友好県省や経済団体
の訪中団に知事が参加するなど、様々なレベルで幅広
い分野の交流を行ってきたところです。引き続き、こ
のような交流を発展させることが必要であると考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(2)のア、条例の意
義についてお答えいたします。
　県では、全ての人の人権が尊重され、差別や偏見の
ない社会の実現を目指すため、社会全体で不当な差別
の解消を推進し、不当な差別のない社会の形成を図る
ことを目的とする沖縄県差別のない社会づくり条例案
を作成し、今議会に提案したところです。全ての人へ
の不当な差別は許されるものではなく、不当な差別の
解消を社会全体で推進することにより、人権尊重の重
要性について関心と理解が深まり、お互いが個人の特
性及びその多様性を認め合い、不当な差別のない社会
の実現につながるものと考えております。
　同じく(2)のイ、県民意見募集についてお答えいた
します。
　令和４年12月５日から令和５年１月６日にかけて
実施した条例骨子案に対する県民意見募集では、157
の個人・団体から475件の御意見をいただきました。
御意見を参考に、条例の前文には、世界人権宣言の人
類普遍の原理や日本国憲法の理念を盛り込むととも
に、不当な差別的言動に関する施策として、本邦外出
身者等に対する施策に加え、県民であることを理由と
する不当な差別的言動に関する施策、性的指向または

性自認を理由とする不当な差別に関する施策を講じて
いくことを規定しております。
　同じく(2)のウ、条例案での対象についてお答えい
たします。
　条例案では、何人も人種、国籍、信条等を理由とす
る不当な差別をしてはならないと規定し、全ての人が
差別を受けることなく、個人として人格及び個性が尊
重される社会の実現を目指すこととしております。県
では、当該基本的な考え方及び法令の規定を踏まえ、
条例案の作成を進めてまいりました。県民一人一人
が、県が実施する施策に協力し、差別のない社会をつ
くっていくという考え方の下、条例の効果が及ぶ沖縄
県の区域内に住んでいる人々を県民として規定してお
ります。
　同じく(2)のエ、県民についてお答えいたします。
　条例案では、県民一人一人が、県が実施する施策に
協力し、差別のない社会をつくっていくという考え方
の下、条例の効果が及ぶ沖縄県の区域内に住んでいる
人々を県民として規定しております。
　２、ひとり親支援策についての御質問の中の(1)、
こども家庭庁発足に伴うひとり親支援の実施体制につ
いてお答えいたします。
　令和５年４月に発足するこども家庭庁においては、
子供の視点に立った施策を立案し、全ての子供が安
全・安心に成長できる環境の整備に取り組むものとし
ております。これを受け、県においては、こども家庭
庁が行う取組に対応できるよう、体制の構築に取り組
んでいるところであり、その中で、ひとり親世帯の支
援についても検討してまいります。
　同じく(2)、ひとり親支援の令和５年度予算と主な
事業についてお答えいたします。
　ひとり親世帯に対する支援については、令和５年度
当初予算で、約38億円を計上しております。主な事
業としましては、民間アパートを活用し就労や生活、
子育てを総合的に支援するゆいはぁと事業や、好条件
の転職等に役立つ資格取得支援、家事援助のためのヘ
ルパー派遣事業、養育費を確保するための公正証書作
成費用等の助成等を行うこととしております。
　同じく(3)、若年者に対するファーストステージ支
援等についてお答えいたします。
　18歳から20歳半ばまでの若年者に対するファース
トステージ支援については、何らかのハンデによって
社会人としてスタートラインに立てない方や、社会人
としてスタートしたもののつまずいてしまった方等、
困難な問題を抱える若年者に対して必要な支援を行う
こととしております。ひとり親家庭で育った若年者の
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ファーストステージについても支援してまいります。
　同じく(4)、沖縄県ひとり親世帯等実態調査の方針
についてお答えいたします。
　沖縄県ひとり親世帯実態調査は、５年に１度実施し
ており、次回調査は、令和５年度を予定しておりま
す。次回の調査では、ひとり親家庭等の実態を的確に
把握し適切な支援につなげるため、前回実施しました
平成30年度の調査項目のほか、新型コロナウイルス
感染症や物価高騰による生活への影響など、新たな質
問項目を検討したいと考えております。調査時期につ
いては、過去の調査を踏まえ検討しているところで
す。
　同じく(5)、若年妊産婦の宿泊型支援施設設置に向
けた取組についてお答えいたします。
　県では、令和５年度、国庫補助事業を活用し、若年
妊産婦等が安心して生活を行うための相談支援や宿泊
型居場所の提供等を行う特定妊婦等支援臨時特例事業
を新たに実施することとし、当初予算を計上したとこ
ろです。本事業は、支援コーディネーターや看護師、
母子支援員等を配置し、支援が必要な若年妊産婦等に
対して、相談支援や関係機関との連絡調整、心理的ケ
ア等を行うもので、事業スキームを構築した上で、公
募による事業実施を想定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、教育行政についての中
の(1)、教職員の業務範囲の定義についてお答えいた
します。
　教諭の職務については、学校教育法において、教諭
は、「児童の教育をつかさどる」とあります。具体的
には、授業を中心に、教材研究、生徒指導、進路指
導、特別活動及び保護者対応等の付随する教育活動も
含めた範囲となります。
　同じく(2)、教職員の業務削減の取組についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員
働き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた
行事や会議等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の
推進、部活動指導員やスクール・サポート・スタッフ
の配置等の取組を進めております。令和５年４月に設
置される働き方改革推進課では、国の調査事業等を活
用したメンタルヘルス対策に取り組むとともに、学校
における業務改善による負担軽減を推進することによ
り、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念で
きる環境の確保に努めてまいります。

　続きまして４、新型コロナ対策についての中の
(2)、卒業式でのマスク着用についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会としましては、文部科学省の通知に基
づき、卒業式のマスク着用については、式全体を通じ
てマスクを外すことを基本とする方針を示したところ
であります。卒業式の実施に当たっては、ＣＯ₂モニ
ターやサーキュレーター等の換気対策機器の活用によ
る効果的な換気の実施や、参加者のせきエチケット、
手指衛生など必要な感染対策を講じるよう周知してお
ります。なお、ＣＯ₂モニターやサーキュレーター等
の換気対策機器については、引き続き、国の感染症対
策の支援事業を活用するよう促してまいります。
　続きまして６、我が会派の代表質問との関連につい
ての中の(1)、特別支援学級の児童生徒数増加の要因
等についてお答えいたします。
　特別支援学級が増加している要因及び背景としまし
ては、特別支援教育や障害への保護者の理解が広がっ
たことや、特別支援学級の設置基準が緩和されたこと
などが考えられます。児童生徒の適切な学びの場の判
断・決定については、市町村の就学支援委員会におい
て、保護者の意見等も勘案しながら総合的に判断され
ているものと認識しております。
　県教育委員会としましては、引き続き、市町村との
協議会等において、特別支援教育の専門性向上及び特
別支援学級の在り方について連携を図ってまいりま
す。
　同じく(2)、選考試験における非正規経験の評価に
ついてお答えいたします。
　選考試験における非正規経験の評価については、平
成27年度実施試験から臨時的任用教諭等の経験を一
定期間以上有する方を対象に、第一次試験の一部を免
除しており、さらに来年度実施試験では必要な経験年
数の短縮を行うこととしております。また、正規任用
教諭経験者を対象とした特別選考にも新たに取り組ん
でおり、今後、臨時的任用教諭を含め豊富な経験を有
する方を対象とした選考制度についても研究を進めて
まいります。
　同じく(3)、非正規教員の業務経験評価枠への取組
についてお答えいたします。
　公立学校の教員の選考については、教育公務員特例
法第11条により、教員の任命権者である教育委員会
の教育長が行うこととなっております。非正規教員の
業務経験の評価枠をつくることについては、どのよう
な在り方が可能か研究を進めてまいります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○教育長（半嶺　満君）　失礼いたしました。
　３、教育行政についての中の(3)、学級担任の未配
置対策についてお答えいたします。
　昨今、本県においては教員不足が大きな課題となっ
ており、現在、臨時的任用職員の確保に向けて様々な
取組を実施しているところであります。しかしなが
ら、新学期スタート時点で学級担任が未配置となるよ
うな、やむを得ない状況が生じた学年において、子供
たちの学びの保障や他の教職員の負担増を防ぐため、
国の基準の範囲内で学級編制を行う可能性もあること
について、市町村教育委員会に対して通知したところ
です。
　県教育委員会としましては、引き続き教員の確保に
努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　４、新型コロナ対策
についての(1)、感染症研究センターについてお答え
いたします。
　令和５年４月に県衛生環境研究所内に設置する感染
症研究センターでは、感染症等の早期探知、リスク評
価、予防策の検討に取り組むとともに、県内の公衆衛
生人材の育成拠点として整備し、特に人材育成では、
令和５年度から国立感染症研究所と連携したＦＥＴＰ
（実地疫学専門家養成コース）の拠点研修制度を開始
します。
　県としましては、センターの設置を機に、県内外の
実地疫学専門家と連携した沖縄県感染症ネットワーク
の構築、感染症危機管理能力の向上を図っていきたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　５、道路行政におけ
る県道の歩道部分の整備を行う際の手続についてお答
えいたします。
　道路法では、道路管理者以外の者が、車両乗り入れ
のため歩道切下げなどを行う場合は、同法第24条に
基づく承認が必要になるほか、看板を設置するなど継
続して道路を使用する場合は、同法第32条に基づく
占用許可申請が必要になります。また、申請では、許

可基準を確認するための設計書や平面図、断面図、交
通安全対策図等を添付する必要があります。審査は、
道路法等のほか占用許可基準等に基づき行われ、いず
れも申請者の負担による工事施工や占用料の納入が必
要となります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　まず最初に、ひとり親支援のほうから再質問させて
いただきます。
　せんだって、昨年の議会でも私、母子寡婦法の子供
の定義について、他の法律とは違った規定があるとい
う質問をさせていただきました。改めてこの母子寡婦
法で子供の定義、二十歳未満となっていることについ
て県の認識を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　母子父子寡婦福祉法においては、今議員がおっしゃ
られたように、児童というのは二十歳未満を児童とい
うというふうに定められているところでございます。
ひとり親家庭等における児童の範囲が、通常、児童福
祉法等に比べて広く定められているということについ
ては、ひとり親ということの性質を勘案してのものと
いうふうに理解をしております。これについては、国
のほうにも照会もしてみたんですけれども、明確な回
答は得られておりません。
○喜友名　智子さん　すみません。ちょっと聞こえづ
らくて、最後。
○議長（赤嶺　昇君）　大きな声でお願いします。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　これについ
て、国のほうに確認もしてみたんですけれども、回答
は今のところ得られておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　前回の議会では、この件を母子寡婦世帯への医療費
助成の延長が必要ではないかということでお尋ねいた
しました。そのときは医療費助成の事業については、
市町村が実施主体となると、市町村と連携して検討し
ていきたいという答弁だったと思います。ただ、知事
の重要施策での子供たち、若年者へのファーストス
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テージの支援ということがやはり入っていること、こ
れを母子寡婦法の理念とぜひ照らし合わせて、それを
実現する事業を県のほうでも新たに始めていただきた
いんです。
　県のほうでは、母子父子寡婦福祉資金の貸付金とい
うものもありますよね。この中で医療・介護について
も貸付けがあります。ただ、これ無利子だと子供が連
帯保証人、利子があると保証人なしで借りる仕組みに
なっています。18歳、19歳と進学をしなくて就職を
すれば、働きに出る年の子供がこのタイミングで親御
さんが病気になって、無利子だとしても保証人になっ
てお金を借りるという――これは知事の言う若年者の
ファーストステージの支援とは逆の方向ではないかと
思うんです。その点、認識いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　先ほど答弁
をさせていただきましたとおり、ファーストステージ
支援といいますのは、社会に出るに当たって困難を抱
えている方、スタートしたけれども何らかの事情でつ
まずいてしまった方、そういった困難を抱える方につ
いての支援ということの趣旨でございます。このひと
り親家庭等でのお子さんにつきましても、困難を抱え
るということでしたらファーストステージの支援の対
象にはなるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。一つ可
能性が進んだような気がいたします。
　厚生労働省のアンケート調査を御紹介させてくだ
さい。平成28年なんですけれども、ひとり親本人が
困っていることというものがアンケート項目にありま
す。父子世帯では、上位３つ、１が家計、２が家事、
３が仕事という順で困っていると。一方母子世帯で
は、１家計、２仕事、３番目に自分の健康というもの
が困り事として出てきているんです。シングルマザー
の困っていることの３番目が自らの健康であると。こ
れはひいては母子寡婦世帯のお子さんにとっては、や
はりリスク要因であろうということを考えています。
今後、また県もひとり親調査を行うことになっていま
すけれども、ここを少し深掘りした形で調査項目に入
れていただけないかと思いますけれども、検討の余地
はございますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　調査項目等
については、これから検討をするということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。

○喜友名　智子さん　18歳、19歳の多くは高校卒業
して、進学したり就職したりする時期です。このタイ
ミングで万が一親が体調を崩す、そのことによって医
療費が増えると。それによって借金をしてそのまま
社会に出てしまうと、その時点でやはり社会に出た
ファーストステージでハンデを抱えてしまうと言って
いいと私は思っています。自立しようとするときの負
担を少しでも減らすために、母子寡婦福祉法の趣旨を
ぜひ医療費助成という形で県でも実現に向けて動いて
いただきたいと要望をいたします。
　次の質問に移ります。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　次に、知事の政治姿勢につい
て、東アジア地域の信頼醸成構築について再質問をい
たします。
　日中関係、台湾もそうですけれども、やはり厳しい
情勢であるということには変わりありません。その中
で知事が答弁でおっしゃった、沖縄からの発信という
のは、沖縄戦の記憶、それから沖縄の風土で培われた
平和への心ということ、これは私も本当にそう思いま
す。そのために沖縄から発信をしていくというとき
に、同時に沖縄側からも中国や台湾、そのほかの国や
地域も含めて、海外への興味・関心そして互いへの尊
敬の念といいますか、そういったものがやはり大前提
ではないかと思います。
　ただ、やはり今厳しい状況にあるのが日中関係――
世論調査を見ると、いつも７割から多いと９割程度、
中国に対しては好感情を持っていないという結果が出
てくるのは本当に厳しいと思います。もともと人口が
桁違いに多い国が経済成長をして軍事力もつけてきた
と、怖いと感じる感情は、私もやはりこれは仕方がな
いと思っています。それでも昨年、日中国交回復50
年の年に行われた民間の記念行事――民間の調査です
が200件以上あったそうです。いかに日中友好を願う
人たちが多いのかという層の厚さを私はこの数字を見
て感じます。
　今後、県が地域外交室、活動を始めますけれども、
議会からも県民からもいろいろと動きが出てくるよう
に私も努力していかないといけないなと思いました。
知事は、この地域外交室を設置して東アジアの安定に
臨むという姿勢ですけれども、そのときに知事が懸念
する世論、また逆にこういったところに東アジアの安
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定の可能性があるという期待を持てるようなところが
ありましたら所見をお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県は、これまでも中国
とも様々な留学生の相互派遣ですとか次世代を担う若
者の交流の促進のほか、北京事務所、上海、福州の駐
在所を設置し、観光客の誘致ですとか県内企業の海外
展開なども図らせていただいています。その上で、こ
れからさらにお互いが信頼関係を深めていくために何
が大切かというと、やはり我々は、歴史的に中国とも
ずっとつながっていたということの信頼関係と、そし
て日本も、中国の中には３万3000余りの経済の拠点
があります。それを考えると、日中においてもお互い
が信頼を深めていくことのほうが互恵的な発展につな
がるという、これは中国も同じ考えですので、そうい
う方向性は私たちはぶれていませんということを方針
として掲げて、丁寧に民間レベルで様々な交流事業を
続けていくことが最も確実で、そして最も信頼関係を
構築していく手だてになるのではないかと思います。
　そのときに一番大事なことは、やはり相手を嫌いだ
と思わないことだと思います。以前、嫌中・嫌韓、要
するに韓国が嫌いだ中国が嫌いだというそういう風潮
がありましたが、それでも特に若者の中では多くの若
者がＫ－ＰＯＰ、Ｊ－ＰＯＰをお互いに大好きだとい
うようにたたえ合っていましたし、そういう文化的な
側面を途絶えさせるようなことよりも、そこで交流を
つくろうとすることのほうが大きな流れになるという
ことを、これから未来を担う若い世代の方たちに、そ
れを信頼構築の大きな手だてとしていただければとい
うように思いますし、沖縄県もそのための事業をしっ
かりと推進していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　私も同じ考えです。やはり外交
のルートというのは国だけではなく、民間それから自
治体と、裾野を広げていくことが必要であろうと思い
ます。立憲民主党でも私昨年、泉健太代表に台湾の方
とは意見交換をされているようなので、ぜひ中国側と
も意見交換をしてほしい、党外交をしてほしいという
ことを要望いたしました。その後、しっかりと中国大
使と意見交換をしたということで、やはりこういった
政治が動いてしっかりとアジア地域の中で政治がつな
がるんだということを同時期にやっていければと思っ
ております。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩

　　　午後５時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　そのときに政治がやはり海外と
接するときに、やはり踏まえておかなければいけない
こととして、過去にどのような外交関係を築いてきた
か、どのような外交の文書の取り交わしがあったかと
いうところ、これはやはり国と国との約束事として踏
まえておかなくてはいけないお作法だと思っておりま
す。この点、日本と中国の間でこれまで取り交わされ
てきた外交文書について、県のほうではどう認識して
いるのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成26年の日中関係改善に向けた話合いにおいて
は、日中間の４つの基本文書の諸原則と精神を遵守
し、日中の戦略的互恵関係を引き続き発展させていく
ことなど、４つの項目について意見が一致したとされ
ております。日中双方がこの合意事項の意義を尊重し
対話を重ねることが、信頼関係の土台の一つであると
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　よく最近、戦争を知らない世代
の政治家が増えたといいます。私もそうです。日中共
同声明を知らないという議員も、国会ですらまだま
だ多い。1945年以前から日本と中国が戦争をして、
それをどう戦後処理するかということを決めたのが
1972年の日中共同声明だと思うんです。今ウクライ
ナで大変なことが起きておりますけれども、どう紛
争、戦後処理をしていくのか、国際社会が国連でも考
えあぐねて対応しあぐねている中で、東アジアで同じ
ようなことが起こったときに、誰がどうやって戦後処
理まで持っていくプランを描いているのか、そういっ
たことまで考えながら草の根交流を深めていかなくて
はいけないと考えております。県の地域外交室にはそ
ういったところも期待をしております。
　では、次の質問に移ります。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　次は、ヘイトスピーチ規制条例
です。
　ヘイトスピーチ規制条例というよりも、人権尊重条
例という案が出てきました。職員の皆様が本当に苦労
されて条例案を出してきたことを本当に敬意を表しま
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す。特に担当である女性力・平和推進課は、ほかにも
第32軍壕の保存・公開、夫婦別姓の問題など、世論
の関心が高いといいますか、社会で前面に出る案件を
扱って本当に大変な問題に取り組んでいらっしゃるな
と思っております。その中で真摯にこの条例について
も対応くださったことにまずは感謝を申し上げます。
　さて、その中身ですけれども、条例案の前文「人
種、国籍、出身」の中に民族という言葉がないのはな
ぜでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　前文におい
て、本人の意思では変えることが難しい属性として例
示をしました属性は、条例の基本理念のほうで規定を
しておりますものの中から、不当な差別的言動に係る
ものを掲げたというものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ほかの都道府県のヘイトスピー
チ規制条例も調査をしたと思っておりますけれども、
ほかの都道府県の条例ではこの民族という記載がしっ
かりされているんですよね。何で沖縄県の条例だけ、
これ外したんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　条例の基本
理念としては、「何人も人種、国籍、信条、性別、性
的指向、性自認、社会的身分、出身その他の事由を理
由とする不当な差別をしてはならないという認識の下
に、県、市町村、県民及び事業者が相互に連携協力
し、社会全体として推進していかなければならない」
と規定をしているところでございます。基本理念で
は、憲法第14条で挙げられています人種、信条、性
別、社会的身分――この条例で取組を規定するものと
して、性的指向それから性自認、出身を差別の理由と
して例示をしているものでございます。その他の事由
というふうに書いてございますが、例示以外の事由で
あっても不当な差別をしてはならないということを示
しているものでございまして、その中には含まれてく
るかというふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　含まれているという答えを期待
しているんじゃなくて、ほかの都道府県ではちゃんと
載っているのに、何で沖縄のだけ外しているんですか
と聞いているんです。外した理由があるでしょう。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　出身は
……。
　ごめんなさい、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　出身は、ヘ
イトスピーチ解消法の前文において「本邦の域外にあ
る国又は地域の出身であることを理由として」という
ふうに記載されております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　あくまでも民族という言葉を外
した理由はお答えにならないという理解をいたしまし
た。
　これ前文は世界人権宣言から始まっています。しか
し、世界ではこの宣言があったにもかかわらず、人種
差別それから女性差別、これが消えなかったから国連
のほうで人種差別撤廃条約や女子差別撤廃条約ができ
たんです。やはり踏まえるべきはこの２つの条約では
ないかと思います。
　知事、これは県民という言葉でくくるということを
前回答弁なさっていましたけれども、この人種差別撤
廃条約や女子差別撤廃条約という世界人権宣言以降の
条約が国際社会では採択はされていました。この点と
今回、県の差別のない社会づくり条例であえて民族と
いう言葉を外したり、それから保護の対象となる人た
ちを沖縄県の域内に住む人というふうにしたのか、知
事のお考えをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　民族の表現については、先
ほどこの条例で意味するところの人種、国籍、信条、
社会的身分、出身など条例の中で規定されるものとし
て、規定をしてあるという説明が部長からありまし
た。それから前回の議会で私がウチナーンチュ、県民
と答弁したことですが、やはり基本的に誰もが個人と
して尊重され、いかなる不当な差別も受けることなく
自分らしく生きていくというのが私たちの共通の大き
な願いだと思います。しかし、不当な差別を解消する
ための長年の取組にもかかわらず、依然として公共の
場所、インターネット上で特定の個人または不特定多
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数に向けて行われる特定の人種、国籍、出身等の本人
の意思では変えることが難しい属性を理由とする不当
な差別的言動が存在しています。そういうことから、
私たちはその解消に向けた取組をさらに力強く、社会
全体で差別は駄目だということを含めた啓発を併せて
推進していかなければならないと考えています。その
上で、一般的にウチナーンチュとは、沖縄県で生まれ
育った者や沖縄県にルーツを持つ県外及び国外に住む
者も含まれると認識はしています。しかし条例案で
は、県民一人一人が県が実施する施策に協力し差別の
ない社会をつくっていくという考えの下、この条例の
効果が及ぶ沖縄県の区域内に住んでいる人々を県民と
して規定をしているものであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　この議論は、条例ができた後も
引き続き続けていきたいと思います。私の考えですけ
れども、やはりヘイトスピーチ規制条例は、今回のよ
うに包括条例にするのではなく、やはり単体で扱うほ
うが、しかも罰則つきでやるほうがよかったのではな
いかと今でも思っています。ただしかし、沖縄県が人
権条例をつくったという初めての第一歩は、非常に大
きな実績です。このことについては大変に評価をいた
しますけれども、やはり民族という言葉、そして一定
の地域で歴史をまとってしっかりと生きてきた集団、
このことをどう位置づけているかについては、やはり
行政の壁を乗り越えていただきたいということは改め
て申し上げます。
　ウチナーンチュであり、琉球人であり、かつ日本国
民であるというアイデンティティーは十分に可能なは
ずです。国民であることと一つの民族、出自集団であ
ることは両立するものだと私は考えております。
　次の質問に移ります。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　最後は、ちょっと時間が気にな
りますけれども、教員の不足についてです。
　先ほど教員の業務の職掌について御案内をいただき
ました。ただ県教育委員会の教育振興基本計画の中
に、教育施策の体系という表があります。これを見る
と、授業やそれから生徒のフォロー、そういったとこ
ろ以上の仕事が規定されているんですけれども、これ
業務の規定とどういうふうにひもづいているんでしょ

うか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　議員御指摘の沖縄県教育振
興基本計画、令和４年度に策定しまして、10年間の
期間で実施するものであります。この趣旨につきまし
ては、新しい時代を開く本県教育の進むべき方向性と
その実現に向けた施策の方針、その考え方を示したも
のであります。内容については、あくまでも方針であ
りますので、これまでの10年間取り組んできた課題
あるいは実績を踏まえて、これからの新しい時代でど
のような資質・能力を子供たちに身につけさせていか
なければならないのか、そういった視点で今後の10
年間の方向性を示す施策であります。その施策を基に
各学校においては、先ほど申し上げました進路指導、
生徒指導、授業等、そういったものの中で具体的にそ
の趣旨を踏まえて実施をしていくというふうな流れに
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　先生方からは、業務ばっかり増
やされてなかなか減らないという声は非常に多いで
す。何ていうんでしょう、分かりやすい業務削減の対
応として、例えばお昼休みはしっかり休むと。昼休み
も先生方は業務対応されていますよね。こういったと
ころ、もう昼休みはしっかり休みなさいという対応を
したり、それからまだ業務時間を過ぎても留守番電話
に切り替えられていない学校も多々あると聞いていま
す。こういった目に見えるところから、教育委員会が
しっかりと対応することの必要性を改めて伺いたいの
と、あとすみません、知事にも教員採用について、非
正規の方たちがいつまでたっても非正規で、正規にな
れないという状況についてどうお考えなのか一言いた
だけますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　業務の負担軽減については
しっかり取り組んでいかなければならないと思ってお
ります。議員のお話にもありました、まさにスクラッ
プ・アンド・ビルドの視点が重要だと思っておりま
す。方向性としましては、考え方としましては、ま
ず、学校以外が担うべき業務は何であるのか。学校の
業務ではあるけれども教員が担う必要のない業務は何
であるのか。教師の業務でありますけれども負担軽減
が可能な業務は何であるのか。そういった視点で授業
等を見直しまして、具体的な削減方法、負担軽減方法
をこれから検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども教育長から答弁を
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していただきました。教育公務員特例法によって教員
の任命は教育委員会の教育長が行うのですが、この非
正規教員の業務経験評価枠については我々知事部局と
しても研究していきたいと思います。
○喜友名　智子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　お疲れさまでございます。
　てぃーだ平和ネットの比嘉京子です。
　一般質問を行いたいと思います。
　まず最初にですけれども、質問の取下げをお願いい
たします。
　１番目の長寿県沖縄の再建の(1)から(4)までを取り
下げたいと思います。また次回に改めてさせていただ
きたく思っております。
　では、１の(5)から質問を始めたいと思います。
　まず、本県と長野県が包括的な連携協定締結に向け
始動しているという報道がありました。長野県の健康
長寿への取組を本県が学ぶことも協定内容に盛り込ん
ではどうかと考えるものです。知事の所見を伺いたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　長野県との交流連携協定に
ついてですが、沖縄県と長野県は、これまでの連携を
さらに深めるとともに、幅広い分野への展開を図るた
め、包括的な連携協定の締結を今、目指しているとこ
ろです。令和２年都道府県別生命表によると、長野県
の平均寿命の全国順位は、男性２位、女性４位であ
り、長年、上位を維持している長寿県であると承知し
ております。健康づくり関連では、平均寿命サミット
や健康づくりボランティア交流会を開催し、食習慣や
食環境の改善について意見交換を行ってまいりまし
た。
　沖縄県としましては、長寿県を達成した長野県との
交流は非常に重要であると考えています。交流連携に
向けて調整を行っているところですので、引き続き、
沖縄県の健康長寿おきなわの復活に向けて、長野県の
例も参考にしながら、県民一丸となって取り組んでい
きたいと思いますし、連携協定でどのように取り組ん
でいけるかについても鋭意検討したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ぜひ御検討をお願いいたします。
　この問題については、また引き続きやっていきたい
と思っております。
　２番目の病院事業局についてですけれども、今回の
八重山病院の院長、副院長の辞任についての問題でご
ざいます。

　まず、県立八重山病院の院長は、県立病院の勤務が
25年、副院長が34年、麻酔科部長は22年と、本県立
病院と離島の医療に貢献されておりますが、どなたも
任期途中で辞任をするという異常な事態になっていま
す。特に離島の県立病院においては、医療崩壊を招き
かねない危機的な状況であり、県民に対して説明責任
が問われているのではないかと考えるものです。
　(1)番目に、基本的なことでございますけれども、
病院事業局の役割についてお伺いをさせていただきま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局の役割
について御説明いたします。
　病院事業局は、地方公営企業法及び沖縄県病院事業
の設置等に関する条例に基づきまして設置され、本庁
機関と各県立病院により構成されております。病院事
業局は多くの役割を担っていますが、本庁機関におい
ては、病院事業の法規や組織・定数、人事、予算等に
関する事務を処理するほかに、県立病院全体に係る諸
計画及び経営戦略の策定や病院間の総合調整等を所掌
しております。また、本庁機関は、地域の医療提供体
制に支障が生じないよう、様々な課題に対応し、各県
立病院を支援する役割を担っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　この地方公営企業法の全部適用と
いうところについては、また後日質問をしたいと思い
ます。
　このような大きな役割を担っている病院事業局と地
元の病院との間の問題であるというふうに捉えてい
て、再発防止のためにもしっかりと質疑をさせていた
だきます。
　県立八重山病院の院長、副院長のこのような辞任に
対して、その経緯についてお伺いをしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　御説明いたしま
す。
　これまでも説明を行ってまいりましたが、八重山病
院の院長においては、要望等に対する病院事業局の対
応に不満があることや、その他ヘリポートの整備の遅
れ等ございまして、３月末日で退職予定となっており
ます。副院長に関しましては昨年12月末に――これ
は何度も尋ねたのですが、一身上の都合により退職す
ることになりました。また麻酔科部長に関しましては
去年の夏頃から、３月末日には退職するという意向調
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査がありまして、本人にも確認し一身上の都合により
ということでございますが、かなりプライベートなこ
とが関与しているというふうになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では(3)番目の、石垣島では透析
患者が急増しておりまして、透析医療が逼迫しつつあ
ることから――これは皆さんの辞任の理由の一つに
なっているようですが、県立八重山病院が昨年７月、
看護師５名、臨床工学技士２名の増員を要望しました
けれども、病院事業局は12月末に看護師１名の増員
を伝えたと理解をしています。事前にヒアリングを
行ったようでございますけれども、１名にとどまった
その理由についてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　八重山病院の要望につきましては、昨年の年末に向
けましてヒアリングや現地調査を行った結果、病院か
ら令和５年度に関しましては、７人程度の透析患者が
増加するとの見込みが示されました。看護師１人でお
おむね４人の透析患者に対応が可能でございますの
で、また、人工透析は２日に１回実施することから、
看護師１人当たりの対応できる患者さんは、実人数で
最大８人の患者の増加に対応できることになります。
このような考え方により、八重山病院の透析患者数の
推移も踏まえ、令和５年度において看護師１人を増員
することとし、状況の変化があれば、臨時的に職員の
配置が可能であることを示した上で、令和４年12月
に定数の内示を行ったところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では再質問ですけれども、まずど
のような体制を想定して、１人の配置となったんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほども申し上げ
ましたが、12月の時点では、八重山病院のほうから
令和５年度は７人の新患が想定されるということが、
話がございました。７人に対しては、看護師１人を配
置することによって最大８人の新しい患者さんに対応
できると、そういうことで１人の配置というふうに
なった次第でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では、八重山病院の要望は３クー
ルを要望したと聞いております。それは１人で可能で

しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　３クールは、１人
の増員では可能ではございません。当初の７月の要望
は、将来の患者さんの増加、八重山圏域では透析の患
者さんが増加傾向にございます。３クールということ
は、現在１日25人の透析をやっていますが、３クー
ルにしますと45人ということで、２日間で合計40人
の患者さんが増加と想定されます。したがいまして、
３クールをするには、やはり看護師５人、それからＭ
Ｅ（臨床工学技士）２人、この程度の増加がないと可
能ではないというふうに考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　八重山圏内の透析は３つの病院が
担っているわけでありますけれども、透析が昨年の４
月166名、それから12月に174名と、月１人のペース
で増加をしているということがありました。そういう
ことは把握されてのことでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　ちなみに、八重山
圏域の透析患者全体、推移を申しますと、令和元年
が157名、令和２年が163名、令和３年が171名、令
和４年が175名と増加傾向にあります。この患者さん
を、民間の２つ、それから県立八重山病院の合計３か
所の医療機関で透析を行っているというふうになって
おります。ちなみに八重山病院の透析の患者さん、こ
れは血液透析と腹膜透析とございますが、人数を申し
上げますと八重山病院では、令和元年が51人、令和
２年度が51人、令和３年度46人、令和４年度45人。
現在、人工透析、血液透析を45人、それから腹膜透
析を６人、合計51人というふうな数字をもらってい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　どうも、かなりずれがあるようで
ございますけれども、まず血液透析にできるだけ移行
しないようにということで腹膜透析を優先させて、そ
れを推進してくるほど苦肉の策であるということと、
それから八重山においては透析患者が入院する場合
は、あとの２つの病院には入院ができない。そういう
ことも理解されてのことでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先日、八重山病院
の腎臓の担当医師と意見交換を行いました。先ほど申
しましたように、八重山病院で今透析は、１日合計
今25人なんですが、機器は１クール16人でございま
す。透析患者の予備軍という方がおりまして、やはり
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そういった方々を一度に全部というわけではないと思
いますけれども、やはりそういったことに関して、腹
膜透析でしばらくは対応すると、そういうふうな方向
性も担当の医師から聞いたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　八重山における民間の透析病院が
観光客の透析患者を制限をしているわけです。これほ
ど逼迫をしているわけです。そういうことの中におい
て、なかなかその状況が伝わりにくいということが大
きな理由になっておりますけれども、もし八重山圏内
で透析患者で、透析ができない状態になったらどうな
るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　現在３つの病院が
その透析を担っているということでございますが、こ
の民間の病院が、いきなり１つの病院が透析ができな
くなるとか、そうなった事態にその全ての患者さんを
八重山病院で受けるということは、基本的には相当難
しいことではないかとそういうふうに思います。その
ときにはやっぱり八重山圏域の腎臓透析提供体制を全
体でやっぱり考えていかなくてはいけないと、そうい
うふうに考えています。
　それから観光透析というお話がありましたけれど
も、基本的に八重山病院は基礎疾患のあるような患者
さん、あるいは緊急性の高いような患者さんの透析を
行うのが県立病院としての役割だと思います。したが
いまして、そこら辺は民間病院とのすみ分けとか、そ
ういったこともやっぱり考えていく必要があるのでは
ないかというふうに考えています。
○比嘉　京子さん　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後５時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　そういうことでは
ございません。八重山病院のキャパシティーで十分対
応できないという事態になった場合には、やっぱり県
立病院の病院間の協力体制というのが必要になってく
ると思います。基本的には、やはり看護師の人数が大
きな問題となってくると思いますので、そこら辺はま
ずは県立病院間で応援体制とか臨時の採用とか、そう
いうことを考えなくてはいけないんじゃないかという
ふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　３つの病院で受け入れられない場
合は、島外に運ぶ以外ないわけですね。そういうよう

なことを予測をして動かなければいけない。しかも次
年度というもっと先のことを言っているわけです。そ
ういうことに対して１人と来たときに、どう考えるか
と。すぐできなくても、どうやったら道筋を立てて、
今後こう展開するんだという説明がないと。やっぱり
ここは、私は医療体制に責任を持てないと、八重山毎
日新聞にはコメントをされているわけです。
　この問題はこれぐらいにしておきますけれども、
(4)番目に、2024年から始まる医師の働き方改革に向
けた早急な体制づくりが求められているようでありま
すけれども、各県立病院は医師労働時間短縮計画を５
月までに提出しなければならない状況があるようで
す。病院事業局と各県立病院の調整が必要と言われて
おりますが、現状はどうなっているんでしょうか。そ
れからまた、計画作成に必要な就業規則がいまだ病院
事業局から出されていないということで焦りの声があ
りますが、見通しについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　現在、医師の働き
方改革ということで、大変大きな課題になっておりま
す。
　医師の働き方改革では、時間外勤務及び休日勤務が
年間で960時間を超える医師が勤務する医療機関は、
令和５年度中に医師労働時間短縮計画を作成し、特例
水準対象医療機関の指定を受ける必要がございます。
精和病院を除く５県立病院は特例水準の指定を受ける
必要があり、本庁機関と各県立病院で連携協力しなが
ら医師労働時間短縮計画の作成を行っているところで
ございます。また、就業規程につきましては、可能な
限り早期に改正案を各病院に提示したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では３番目の、児童相談所におけ
る里親委託解除問題について質問をいたします。
　まず最初に、専門家委員会の中間報告及び最終報告
をどのように受け止めておられるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　県では、令和４年６月の調査委員会の中間報告を踏
まえまして、当該児童を支える新たな体制をつくり、
児童の意向を尊重しながら、その最善の利益や権利が
守られるように取り組んできたところです。今回の調
査委員会の最終報告についても重く受け止めておりま
す。御指摘のあった課題や提言等を児童相談所と共に
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精査をしまして、子供の権利ファーストの理念の下、
児童相談業務のさらなる充実に取り組んでいきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　(2)番目に、中間報告から７か月
がたちましたけれども、中間報告の提言をどう実行、
具現化したのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　中間報告の
提言を重く受け止めまして、同様の事例を起こさない
ようにと、令和４年８月に児童相談所相談体制の充実
に向けた対応方針を策定いたしまして、ケースワーク
の在り方の見直しや児相と本庁の連携の強化、児相体
制の体制強化、また里親全体に対するアンケートの実
施等の取組を進めてきたところでございます。個別の
ケースの内容についてはお答えができませんが、この
お子さんを支える新たな体制をつくり、児童の最善の
利益や権利が守られるよう、丁寧に取り組んできてお
ります。今後は社会福祉審議会の答申、それから調査
委員会の提言、今般実施をしました里親へのアンケー
トの結果等を踏まえまして、児童相談業務のさらなる
充実に取り組んでまいりたいと考えているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　６月に中間報告が出され、先日２
月２日に最終報告が出されているわけですけれども、
最終報告の公表された補足意見として冒頭で、今回中
間報告の提言を再度上げなければならないのは非常に
残念であるというくだりがありますけれども、どうい
うふうに理解しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　先ほど答弁
をさせていただきましたように、中間報告を踏まえま
して取組を進めてきたところでございます。またその
旨の報告を調査委員会のほうには提出したところでは
ございます。ただ、その取組というのがすぐに形がで
きるというものでもございませんので、部としまして
は、引き続き丁寧に取り組んでいきたいというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　最終報告における課題を踏まえた
６つの提言がございます。その対応について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時51分休憩
　　　午後５時52分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　最終報告に
おいては、子供の気持ちを中心としたソーシャルワー
クの必要性や、里親との対等・協働関係に向けた意識
の改善、組織的マネジメント強化等について提言をい
ただいたところです。子供の意見や気持ちを十分に聞
いて、権利擁護に向けた環境を整えるため、一時保護
や施設入所の際に、子供の意見表明を受け止める仕組
みを令和５年度以内に構築することを目指して、現在
取り組んでいるところでございます。また、先ほども
申し上げましたとおり、里親の率直な意見を聞くとい
うことを目的に、里親全体に対するアンケートを実施
したところでございまして、さらなる支援の充実や信
頼関係の構築に努めてまいりたいというふうに考えて
おります。今回の事案の教訓を踏まえまして、嘱託
医、委託弁護士、外部専門家等から専門的知見に基づ
く助言を積極的に受け入れるとともに、本庁担当課と
随時連絡・共有を図りながら、社会福祉審議会への諮
問も積極的に行い、児童の支援に当たっているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私は今回の件で、本当に児相の内
容を知らなかったことに対する猛反省をしているとこ
ろです。このことで委員会のほうにもたくさんの陳情
が出ているわけですけれども、委員会に陳情と同時に
資料として付設されているものがあります。１つだけ
読み上げたいと思います。この問題はメディアに出た
から分かったのであって、ずっと前から行われていた
んだなということが分かるだろうと思うからです。そ
して今の６つの提言に全て――全てではありません
が、共通するような感じがいたします。
　まず、平成22年、当時２歳の女の子を受託いたし
ました。４年後、小学校入学して新しい生活にも慣れ
た平成26年５月、児相から連絡があり、これまで面
会を重ねてきた実親宅へお泊まりをさせたいので二、
三日分の衣類を準備の上、児相へ連れてきてほしいと
電話があった。いつも実親との面会は児相で二、三時
間の面会なのに、その日の連絡はお泊まりというので
一瞬不自然だなとは思いましたと。児相に到着後、里
子を引き渡すと、児相の班長から、この子を今日から
一時保護すると宣言をされました。里親にはお泊まり
と偽り、理不尽にも一時保護されました。理由は、実
親から一日も早く引き取りたいとの希望と、面会をし
やすくするため児童養護施設に入所させるというので
す。その後里子は児童養護施設へ入所し、現在も実親
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の元には帰っておりませんと。こういうような種類の
訴えが幾つもあるんです。ということは、そういうこ
とは決して珍しくなかった。たまたま表面化したとい
うふうに理解するものです。
　さて、次の質問をしたいと思います。
　ごめんなさい、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　京子さん　(4)番目の児童福祉審議会の答
申、なかなか十分に公表されません。どのような資料
でもって、どのように判断したかが分かりません。専
門家委員会の最終報告書が開示されておりません。そ
の今ダイジェスト版で出ているものを見ると、ここに
詳細な文書があるだろうということが幾つもありま
す。そういうことを踏まえて、公的な資金を出してい
るわけですから、できるだけ情報を――黒塗りでもい
いので、できるだけの開示をすべきだと思いますがい
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　社会福祉審
議会答申の開示についてお答えいたします。
　同部会の答申につきましては、特定の個人を識別で
きる情報は原則として不開示とする沖縄県情報公開条
例第７条第２号に基づき、開示をしていないもので
す。また、当該審査部会は議事内容に個人情報が多く
含まれることから、会議冒頭で会及び議事録を非公開
とすることを委員全員で申し合わせている、秘匿性の
非常に高い会議でありまして、答申を公開することで
「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれ」があることも非開示とする根拠
となっているところでございます。条例の定める要件
にのっとって、今後も適正に対応してまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　専門家調査委員会の調
査報告書の開示についてお答えいたします。
　本件につきましては、去る２月２日に里親委託解除
事案に関する調査報告書、これ概要版を公表したとこ
ろであります。同報告書本体については、開示方法を
含め現在検討中であります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ぜひできる限りの公表をしていた
だきたいと思います。特に他府県の審査会のホーム
ページ等も見られて、どこまで出せるのかぜひ検討し

てほしいと思います。
　では(5)番目の最終報告書のまとめの５章に、本児
にとってなくてよかった経験をさせてしまった事案で
あると分析をしています。認識を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　本件につき
ましては、元里親との協力体制が築けないままに、児
童相談所が里親委託措置を解除して、当該児童を一時
保護せざるを得なくなった、そのことについて、大変
重く受け止めております。反省をしているところでご
ざいます。今後は、社会福祉審議会児童福祉専門分科
会審査部会の意見や、今般いただきました調査委員会
の提言等を踏まえまして、同様の事例を起こさないよ
う児童相談業務に取り組んでいきたいというふうに考
えているところでございます。社会的養護が必要とな
る全ての子供について、その抱える問題や意向を的確
に捉えながら、将来にわたる子供の最善の利益にかな
うよう、児童相談業務のさらなる充実に取り組んでま
いります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　せざるを得ないという言葉の余地
は、この文言からはできないのではないかと。させな
くてよかったことをさせたんだということは、児相に
弁明の余地があるんでしょうか。そういうふうに私は
思います。
　さて、ちょっと長くなるんですけれども、どうして
も読み上げたいことがあります。委員の一人でありま
す補足意見であります。これを読みますと、本当に何
が課題だったのかがよく分かるのではないかというふ
うに思うからです。
　さて、沖縄県民の胸を痛めた本件の真相、ゼロ歳か
ら５歳までその子を育てた里親宅から別の里親宅へ子
供を移送する、要するにそれだったと。だがそこに
は、その子の持ち物、その子の好きだったおやつ、そ
の子の好きだったペット、その子を育てた同じ記憶を
共有する家族はいない。里親宅から里親宅に移動させ
られることによって招かれたこれらの喪失は、あまり
にも大きな喪失のように思われる。喪失という言葉を
使うのには理由がある。この世に生まれ落ちた子供は
誰だって一人では生きられない。傍らに食べ物を与
え、身体を清潔にし、温かな寝床を与え、抱きしめる
者が必要である。そのような形で24時間休むことな
くケアを受けることによって子供はようやく生をつな
ぐ。子供の傍らにいる愛着者は、子供にとってまさに
世界そのものである。そしてその子供は、愛着者と共
につくるその世界を足がかりにすることによって、未
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知の世界に立ち向かうのです。そもそも子供を守る機
関である児童相談所が、子供から愛着者を取り上げ、
与えなくてよい痛みを与える決定をしたことに、痛み
を感じる。
　そしてこの方は、一時保護の前に児相と里親とのや
り取りの録音テープを文字化する作業を担ったけれど
も、非常に自分自身が動悸と目まいで眠れなくなる日
が幾つもあったと。特にこの子供と今後のことについ
て話し合う場として設けられた児童相談所と里親のや
り取りは、真実告知を自分たちにさせてほしいと児童
相談所に懇願する里親の声と、一、二か月後には子供
を里親宅から引き上げる決定をしたと告げて、この子
が泣こうがわめこうが連れていくのかと里親からの問
いに、時期が来たから次のステージに移る。一時保護
所は保育園と同じとする児童相談所の言葉が言い放た
れ――その後、子供の心を守るために真実告知は今で
はないと話し、様々な人や機関を使って時期を提案し
てきた里親の元から、別の里親宅に子供を移動させ
る。児童相談所が今回行ったことはそれである。そし
て一時保護の前には、今の里親ではなく、別の里親宅
への打診さえしていたんだと。そして12月に引渡し
に応じなければ、誘拐罪を適用するとの文書を作成す
るなどして実行されたが、私たちが報道によって泣き
叫びながらそれまで住んでいた家から家族から引き離
され、車に乗せられる姿がみんなの目に焼きついてい
ると。この子はどう生きたのか。私たちは今回、児童
相談所の一時保護の中の子供の姿、ここを知りたいと
思うのです。報告書における時期を記載している。こ
の一時保護所内のあの子の言葉は、実親にも、里親に
も、審議会の先生方にも、知事にも、それそのものと
して提出されていなかったものである。どうかこれを
読み、あの子の痛みに思いをはせてほしい。
　それから、さらにあの子がかわいがっていたペット
にもう一度会いたいと話す、あの子の願いに応えてほ
しい。それがせめて痛みを抱えて生きるであろうあの
子にとって、大人がすべきことであるとも言ってい
る。
　そこで知事にお聞きしたいと思います。
　これはもうできるのは知事しかいないのではないか
と、私の結論です。子供のこの痛みに、癒やすために
応えてあげられるのはもう、私は支援チームではない
と。なぜか。膨大な時間を使い過ぎています。知事に
ぜひ御決断をいただきたい。このように思いますがい
かがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県子どもの権利を尊重

し虐待から守る社会づくり条例には、まず前文で、
「子どもは、次代の社会を担う大いなる可能性を秘め
た社会の宝であり、一人一人がかけがえのない存在で
ある。子どもは、一人の人間として、また、自由かつ
独立の人格を持った権利の主体として尊重されなけれ
ばならず、全ての子どもの権利と健やかな発達を保障
することは、社会全体の責務である」という始まりに
なっています。
　そして第３条で、子供の権利として、「全ての子ど
もは、適切に養育されること、能力が十分に発揮され
ること、虐待から守られること、自己の意見を表明す
ることその他の個人としてその尊厳が重んぜられ、そ
の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」
こと。４条の基本理念に、子供は３条の権利が保障さ
れ、「個人としての尊厳が重んぜられるとともに、そ
の最善の利益が考慮されなければならない」と規定し
ています。
　私は、この子どもの権利尊重条例は、虐待を防ぐと
いう意味で、それが主体となって構成されている条例
ではありますが、全ての子供に適用される条例である
というその理念を持っていると思い、この間、子ども
生活福祉部ともこのケースについての様々なやり取
り、そして調査委員会の委員からの報告を受けなが
ら、この社会的養護が必要となる子供を含めた全ての
子供について、その子供たちの声が尊重されなければ
ならないということを痛切に学び取れたというほうが
正直な思いだと思います。ですから今般、もう一度そ
の子が何を望み、どう生きていきたいのか、その子が
生きていくその思いを実現するために、我々はどうい
う児童福祉を進めるべきなのかということをしっかり
と考えなければならないというように思います。
　なお、先ほど知事公室長からも答弁がありました
が、報告書の全体については今、公開に向けてどのよ
うな形でそれが実行できるのかについて検討を進めて
いるさなかであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　知事の思いは分かりますけれど
も、この子供の願いに応えていただけませんかと、そ
れは知事しかできないと思いますよということで、そ
の意見をお聞きしたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員の意見を重く受け止め
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　この間の報告書の１ページに、１
番目に、子供の声を拾わないって書いてあるんです
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よ。一時保護所内で本児の意向が無視され続けてきた
こと、この実態なんですよ。私たちこれ以上子供をこ
ういうふうに犠牲にしていいんだろうか、ここにいる
政治家も分からなかったとはいえ、私たちはチェック
機関です。そういうことを見逃してきたということ
に、猛反省をしなければいけないと思っているところ
です。ぜひ知事には御英断をお願いしたいと思ってい
ます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　京子さん　私が常々言ってきています、今回
の児相問題から見える児相の大きな変革をするために
は、どうしても(6)番目の第三者評価の導入が必要だ
と考えています。部長いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　児童相談所
の業務の質の評価につきましては、児童相談所の業務
に関して、業務の振り返りや第三者の視点を取り入れ
ることによって、課題や改善点を確認し、相談、支援
等業務の質の確保、向上につながる仕組みの一つであ
り、導入の意義や必要性については認識をしていると
ころでございます。一方で、第三者評価を受けるに当
たりましては、相当量の業務量、作業が発生するとい
うふうに聞いております。今現在、過去最多となった
虐待相談に対応しつつということになります。第三者
評価の導入に当たっては、虐待対応業務に支障を来す
ことがないように、体制を整えるということも必要で
あるというふうに考えております。現在、本庁と児童
相談所で協議を進めているところでありまして、導入
の時期や必要な体制等について具体的に検討していき
たいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ほかの地域で導入しているのは、
時間があるからやっているんじゃないんです。そこを
よくわきまえて、自ら自分たちをチェックしていただ
いて、そしてどういう点で――そのことがあって私は
もっと合理的になるかもしれないとさえ思うし、人員
ももっと拡充するっていうことになると思うんです。
ですから皆さんの内部からの声をぜひとも出してほし
いと思っています。知事、ぜひ実現に向けてよろしく
お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　第三者評価については、非

常に重要な視点であるということとともに、今回の
ケースで改めて明らかになったのは、里親さんが法的
に保護されていないという存在だったということも明
らかになったということです。であれば、我々はその
里親さんたちをどのように、その児童福祉を担う重要
なパートナーの方々として捉えるかということについ
ては、しっかりとその意見を拝聴する意味で、里親ア
ドボカシー制度なども検討していかなければならない
と思います。そのような総合的な取組で沖縄県におい
て誰一人取り残さない、子供たちの明日をしっかり社
会でつくっていくというそういう認識で臨みたいと思
います。
○比嘉　京子さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時12分休憩
　　　午後６時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事（玉城デニー君）　どのように制度設計するか
ということについては、しっかり検討していきます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では次、琉球・沖縄の歴史教育に
ついてお聞きしたいと思います。
　ちょっと前段を――どうしてもこれは沖縄県の子供
たちのやっぱり足元をしっかり知り、それから物事の
判断をするために自らの歴史や文化を学ぶということ
は、他の教科のベースとして必須であると私は考えて
おります。
　それで質問をいたしたいと思います。
　(1)番目に、小・中・高を通して、沖縄の歴史、主
に近現代史を――系統的にというところが非常に大事
で、学ぶためにはどういうふうにすればよいとお考え
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　琉球・沖縄の歴史教育につきましては、小中学校で
は、社会科等の授業で、琉球王国の成立、廃藩置県、
沖縄戦、復帰前後などの琉球・沖縄の歴史学習に取り
組んでおります。高等学校では、全ての高校生が学ぶ
こととなっている歴史総合で、琉球・沖縄の歴史が取
り扱われており、教科研修会や授業研究会等におい
て、指導方法の研究・改善に取り組んでいるところで
あります。
　県教育委員会としましては、引き続き、地域や学校
の実態と発達段階に応じた、琉球・沖縄の歴史教育の
充実に努めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
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○比嘉　京子さん　やはり凹凸がないようにというこ
とと、それからちゃんと小・中・高でつなげて一貫し
た流れを、全体図をつくった上で下ろしてほしいとい
うふうに思っていますので、提案しておきます。
　次にですけれども、それをするために、やはり担当
者やそれからまたほかからの有識者も入れていていい
と思うんですが、立ち上げて、系統立てて教えるため
の案をつくるという提案をしたいんですが、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　琉球・沖縄の歴史教育に関する準備委員会の設置等
につきましては、各学校の取組や地域の実態を考慮
し、学校とのまずは意見交換等を検討してまいりたい
と考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き、効果的な歴
史教育の指導の在り方について研究してまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　引き続きこれもまた次回も質問を
していきたいと思います。
　最後になりました。
　照屋大河議員の代表質問に関連して質問をいたした
いと思います。
　石垣リゾート＆コミュニティ計画についてでござい
ますけれども、私は実は、テレビでゴルフ中継を観戦
するのが一番好きです。ですからアメリカのジョージ
ア州にあるオーガスタ等も一度行ってみたいなどと思
うほどです。ですからゴルフ場を造るということに反
対をしているわけではございません。その場所があま
りにも問題が多過ぎて、そしてその場所があまりにも
いい場所過ぎて、私どもが賛成ができかねるという問
題でございます。
　さて、コミュニティー建設の計画についての質問を
したいんですが、まず１番目に訴えたいことは、これ
は法的に全く問題に関わるわけではございませんが、
一番大事なことで、持続可能な発展と逆行する計画で
あると同時に、広々とした牧草地は失われて、名蔵ア
ンパルの背景に巨大な人工物がそびえ立つ風景は、例
えて言うならば私は、県内一高い於茂登岳の一部に工
作物を造るということに等しく、心の風景といいま
しょうか、原風景の破壊だという思いを強く現場を見
て思いました。２番目に、石垣市観光基本計画、昨年
度の改正ですが、その理念に、いつの世でも普遍的な
あるべき姿として、石垣市民は地域発展の源泉として
の豊かな自然と共生するために、敬意を払い云々と明

記してあります。この理念に照らして整合性はどうな
んだろうと。
　問題点を５つほど上げましたけれども、はしょって
言いたいと思います。まず東京ドーム21個分の農地
を農振除外をして農地転用するという全国で類を見な
い計画であること。そして名蔵アンパルというところ
の裾野には、ラムサール条約指定地域である沼地であ
るアンパル地域があります。そこの自然に懸念が払拭
されないこと。国の天然記念物であるカンムリワシが
そこに営巣があること。それから何といっても、そこ
で使われるのがゴルフ場の水でございます。様々な中
で、それが懸念としてあるわけですけれども、ぜひ知
事におかれましては、石垣に行く際には、ぜひ視察を
していただきたいことと、これは各部局が相反する
テーマでございますので、知事の総合的なといいます
か、そういう御英断をぜひお願いしたいと思っており
ます。御意見、伺えたら幸いです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　地域経済の牽引事業計画の承認については、森林法
の遵守、農振除外・農地転用に関する手続の適切な実
施に加え、沖縄県環境影響評価条例に基づく環境保全
措置及び事後調査の適切な実施など、私からの指示
で、事業者の計画に対する意見を付して承認手続を
行ったものであります。今後は事業に着手する前に行
われる各種許認可等の申請において、この意見を踏ま
えた措置がなされているか確認をしてまいりたいと思
います。
　なお、現地の視察については、事務方と日程を調整
させていただければと思います。
　以上です。
○比嘉　京子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○玉城　健一郎君　皆さん、こんばんは。
　てぃーだ平和ネット、玉城健一郎です。
　本日最後の一般質問をいたします。
　皆さんからの無言のプレッシャーもある中、ちょっ
とやりづらい部分もありますけれども、コンパクトに
進められるようにやっていきますので、よろしくお願
いいたします。
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　まずは、育児休業について質問させていただきま
す。
　私自身も育児休業を取った中、今回質問させていた
だきますので、その前に文言の修正で2022年６月の
６月を取ってください。　
　それでは質問いたします。
　2022年に育児・介護休業法が改正いたしました。
産後パパ育休の新設や育児休業の分割取得、事業者へ
も育児休業を取得しやすい環境整備のための措置が義
務づけられました。
　そこで以下伺います。
　男性の育児休業の取得状況を伺います。
　(2)、今回の育児・介護休業法改正への県の取組に
ついて伺います。
　(3)、男性育児休業が取得しやすい社会にしていく
ためにも、育児休業の制度と制度を利用するに当たっ
ての様々な支援制度の周知を含めた勧奨が必要だと考
えるが、県の取組と考えを伺います。
　２、保育環境について。
　(1)、･待機児童数を伺います。
　(2)、･待機児童解消に向けての取組を伺います。
　(3)、保育士不足による定員割れが問題となってい
ますが、保育士の働く環境が厳しく、求人はあるがや
る人がいないことが根本の原因だと考えます。保育士
の働く環境や待遇改善への取組を伺います。
　３、若年妊産婦の支援について伺います。
　(1)、･県の対応を伺います。
　(2)、･経済的に安定していないことも若年妊産婦の
支援で配慮を要する課題とされています。一方で、妊
娠したら退学させられる、何らかの罰があるといった
イメージが子供たちにはあり、妊娠を隠すことが少な
くありません。若年妊娠した生徒への学校の対応と教
職員や学校への周知をどのように行っているか伺いま
す。
　４、教育について。
　沖縄の教職員不足が深刻さを増しています。小中学
校の少人数学級見直しも検討されている中、以下伺い
ます。
　(1)、･職員の待遇改善について伺います。
　(2)、･業務負担の軽減策について伺います。
　(3)、･職員の正職員率を伺います。
　(4)、複式学級解消事業について、執行率の低さの
原因を伺います。
　５、ＰＦＡＳについて。
　(1)、企業局のＰＦＡＳ対策について、海水淡水化
施設の稼働状況について伺います。

　(2)、中部水源が米軍からの蓋然性が高いＰＦＡＳ
によって汚染され取水抑制している中、北部水源の活
用と海水淡水化施設で補っています。燃料費高騰など
の影響でその負担が重くなっており、国に対して財政
負担を求めるべきだと考えますが、県の見解を伺いま
す。
　６、沖縄県差別のない社会づくり条例について伺い
ます。
　(1)、運用方法について伺います。
　７、ＬＧＢＴＱについて。
　(1)、美ら島にじいろ宣言について、宣言後の取組
等を伺います。
　(2)、パートナーシップ制度の新設を求めます。
　８、梅毒・ＨＩＶ対策について。
　(1)、12月に行われたワンコイン検査の結果につい
て伺います。
　(2)、さらなる検査の拡充について伺います。
　９、沖縄自動車道について。
　(1)、自動車道近くに住む住民から粉じん被害や車
の部品落下などの訴えがあります。対応を求めます。
　10、運転代行について。
　(1)、運転代行業者の営業実態はどのように把握し
ているか伺います。
　(2)、運転代行をする際、保険加入有無について把
握しているか、またどの程度の頻度で保険の有無を確
認しているか伺います。
　(3)、運転代行料金の最低料金の設定について、令
和４年５月30日付国土交通省旅客課より、都道府県
の自動車運転代行業担当部局長宛てに調査結果が共有
されているか、対応について伺います。
　(4)、表示義務違反など違反、違法もしくは疑わし
い運転代行業者の通報について、どのように対応して
いるか伺います。
　11、二輪車の走行区分規制についてですけれど
も、こちら修正がございます。片側５車線じゃなくて
片側４車線に変更お願いいたします。また、二輪車の
走行区分ではなくて通行区分に変更をお願いいたしま
す。
　(1)、国道329号の一部区間、国道58号の片側４車
線の区間の規制を解除したが、解除後、どのような影
響があったか伺います。
　(2)、全国でもまれな二輪車の通行区分規制のさら
なる規制解消を求めます。
　12、普天間飛行場負担軽減推進会議について。
　(1)、同作業部会が約１年ぶりに開催されたが、そ
こでの議論はどのような内容であったか伺います。

‒･400･‒



　13、我が会派の代表質問との関連について。
　山里議員の５、教育行政についての(3)、学校産業
医の配置について関連質問いたします。
　(1)、産業医の配置について50人以下で設置が義務
づけられているにもかかわらず、市町村立で進んでい
ない理由はなぜか伺います。
　(2)、50名以下の学校では、どのような対応がされ
ているか、衛生推進者の専任や医師による面接指導体
制が求められているが、実際はどのような状況か伺い
ます。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城健一郎議員の御質問に
お答えいたします。
　育児休業についての御質問の中の(3)、男性育児休
業制度の利活用の促進に関する取組等についてお答え
いたします。
　沖縄県では、仕事と子育てを両立し、働きやすい環
境を整えることを目的として、ワーク・ライフ・バラ
ンスに取り組む企業に専門家を派遣し、男性の育休制
度等の整備を支援しているところです。また、企業に
対し、男性の育休制度を周知啓発する講座を実施する
とともに、育休制度を導入した中小企業に対する国の
助成金制度の周知にも取り組んでいるところです。
　沖縄県としましては、引き続き、男性の育休取得を
促進し、男女ともに育児と仕事が両立できる環境整備
に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○総務部長（宮城　力君）　１、育児休業についての
(1)のうち、知事部局の育児休業の取得状況について
お答えいたします。
　知事部局における男性職員の育児休業取得率は、令
和３年度35.1％となっており、その６割が６か月以
下の取得期間となっております。
　同じく１の(2)のうち、知事部局の取組についてお
答えいたします。
　県では、次世代育成支援対策推進法等に基づき、沖
縄県特定事業主行動計画を策定しており、男性職員の
育児休業の取得促進に取り組んでおります。具体的に
は、仕事と子育て・介護のための「両立支援ハンド
ブック」や男性職員の育児体験談をつづった冊子の配
布など制度の周知に努めております。また、昨年の育

児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の
取得がこれまで原則１回から２回まで可能となったほ
か、育児参加休暇の対象期間を拡大するなどの環境整
備を図っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　１、育児休業についての中
の(1)及び(2)、男性職員の育児休業取得状況等につい
てお答えいたします。恐縮ですが、１の(1)と１の(2)
は関連しますので一括してお答えいたします。
　教育委員会における男性職員の育児休業取得率は、
令和３年度20.6％、平均取得期間は約192日となって
おります。教育委員会においても特定事業主行動計
画により、令和７年度の育児休業等の取得目標率を
30％と定め、制度改正の内容も含めた周知など、取
得促進に取り組んでいるところです。引き続き、育児
休業を取得しやすい、よりよい環境づくりに努めてま
いります。
　続きまして３、若年妊産婦の支援についての中の
(2)、若年妊娠した生徒への学校の対応についてお答
えいたします。
　生徒が妊娠した場合には、保護者・本人と面談を重
ね、母体の保護を最優先とし、教育上必要な配慮を
行っております。また、生徒の学業継続については、
当該生徒の希望に応じ、当該学校で学業を継続するこ
とのほか、学業の継続を前提として、転学・休学等の
様々な方策について、必要な情報提供を行っておりま
す。退学を申し出た場合にも、当該生徒や保護者等の
意思を十分に確認し、同様の対応をすることとしてお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き、これらのこ
とを各学校へ再確認するとともに、妊娠した生徒に対
し適切な対応がなされるよう取り組んでまいります。
　続きまして４、教育についての(1)及び(2)、教職員
の業務負担の軽減策等についてお答えいたします。恐
縮でございますが、４の(1)と４の(2)については関連
しますので、一括してお答えいたします。
　県教育委員会では、平成31年３月に沖縄県教職員
働き方改革推進プランを策定し、学校の実情に応じた
行事や会議等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の
推進、部活動指導員やスクール・サポート・スタッフ
の配置等の取組を進めております。令和５年４月に設
置される働き方改革推進課では、国の調査事業等を活
用したメンタルヘルス対策に取り組むとともに、学校
における業務改善による負担軽減を推進することによ
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り、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念で
きる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(3)、教員の正規率についてお答えいたしま
す。
　沖縄県の公立小中学校における教員の正規率は、令
和４年５月１日時点で81.2％となっております。県
教育委員会では、教員正規率を改善するために、平成
23年度以降、新規採用者数を大幅に増やしてまいり
ましたが、特別支援学級の増加等により、正規教員の
配置が追いつかない状況にあります。引き続き、採用
計画の見直しや採用試験の制度改革等により、正規教
員の確保に努めてまいります。
　同じく(4)、複式学級教育環境改善事業の執行率に
ついてお答えいたします。
　複式学級教育環境改善事業は、複式学級を有する小
学校へ講師を派遣し、チームティーチングによる複式
学級での学習活動の充実を目的として実施しておりま
す。本事業の執行率が低くなる主な原因としまして
は、離島・僻地での人材確保が難しいことが挙げられ
ます。令和４年度は、地域と連携して人材の確保に取
り組み、執行率は90％程度を見込んでおります。引
き続き、複式学級の充実に努めてまいります。
　続きまして、我が会派の代表質問との関連について
お答えいたします。(1)及び(2)、学校への産業医の配
置等についてお答えいたします。恐縮でございます
が、13の(1)と13の(2)は関連しますので、一括して
お答えいたします。
　産業医の配置は、教職員の心身の健康を守り、安
全・快適な職場環境を確保するために重要であると認
識しております。産業医の配置については、市町村教
育委員会からは、地域内に産業医が少ないこと、予算
の確保が困難などの理由で、配置が進まないと聞いて
おります。また、教職員50人以下の学校では、医師
等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせる
ように努めなければならないとされておりますが、状
況は把握しておりません。引き続き、労働安全衛生管
理体制の整備について市町村教育委員会に働きかけて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　鎌谷陽之君登壇〕
○警察本部長（鎌谷陽之君）　１、育児休業について
の御質問のうち(1)、男性の育児休業の取得状況と取
組についてお答えいたします。なお、１の(1)と(2)は
関連しますので、一括してお答えいたします。
　県警察における男性の育児休業の取得率は、令和

２年度は0.4％にとどまるなど極めて低い状況でし
たが、令和３年度は9.0％、令和４年度は昨年末12
月末現在で16.4％と高まっている状況にあります。
また、平均取得期間はいずれも57日となっておりま
す。県警察では職員、またはその配偶者が妊娠をした
際には速やかに上司による面談を行い、育児休業の取
得に当たっての不安解消に努めているほか、随時業務
の見直しを図るなど男女問わず育児休業の取得がしや
すい職場環境づくりに取り組んでいるところでござい
ます。
　次に10、運転代行についての御質問のうち(1)、運
転代行業者の実態把握及び違反等に関する対応につい
てお答えいたします。なお、10の(1)、(2)及び(4)は
関連しますので、一括してお答えいたします。
　自動車運転代行業者に関しましては、認定申請や変
更の届けに際して、提出された関係書類を確認し、保
険加入状況を含め、法に定められた要件を満たしてい
るかなどの営業実態を把握しております。また、随時
立入検査を実施しており、昨年中の実施回数は247回
となっております。また、その際に随伴自動車への表
示義務や従業員名簿の備付けなど、運転代行業者の遵
守事項について確認をし、必要な指導等を行っており
ますが、表示義務違反などの通報があった場合には、
優先してこの立入検査を行うこととしております。
　県警察としましては、自動車運転代行業の適正化を
図るために、引き続き立入検査等による実態把握と指
導等に努めてまいりたいと考えております。
　次に11、二輪車の通行区分規制についての御質問
のうち(1)、交通規制一部解除後の影響についてお答
えいたします。
　国道329号の一部及び国道58号の片側４車線区間
につきましては、昨年３月27日に、二輪車の車両通
行区分規制を一部解除しております。規制解除区間に
おける解除日から本年１月末までの間に発生した二
輪車の絡む事故は国道329号では11件発生し、前年
比で３件の減少となっております。また、国道58号
では５件発生し、前年比で２件の増加となっておりま
す。なおいずれの路線につきましても、交通規制の変
更を主要因とする事故の発生については、把握をして
おりません。
　同じく11の(2)、二輪車の交通規制の解除について
お答えいたします。
　県警察といたしましては、昨年解除した路線におけ
るその後の影響や他の規制路線、さらに県内全体にお
ける二輪車事故の発生状況などを総合的に判断して規
制の見直しを進めており、本年中にも国道330号の一
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部区間等の規制解除を予定しております。引き続き交
通の安全と円滑の確保のための施策を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　２、保育環
境についての御質問の中の(1)、待機児童数について
お答えいたします。
　令和４年４月１日時点における本県の待機児童数は
439人となっており、前年度から125人減少し、７年
連続で減少しております。年齢別では１歳児が最も
多く288人、次いで２歳児が76人、３歳児が45人、
ゼロ歳児が25人、４歳児以上が５人となっておりま
す。
　同じく(2)、待機児童解消に向けた取組についてお
答えいたします。
　待機児童の解消に向け、保育所等の整備に取り組ん
できた結果、令和４年４月１日時点において、入所申
込児童数６万1923人を上回る６万6414人の保育定員
が確保されております。一方で、同日時点で、187施
設で定員に必要な保育士406人が確保できず、1669
人の定員割れが生じている状況にあります。待機児童
の解消には、保育士の確保が最大の課題となっている
ことから、市町村や沖縄県保育士・保育所総合支援セ
ンターと連携して、県外からの保育士の誘致や潜在保
育士の就労支援等に取り組むとともに、保育士の処遇
改善を図ってまいります。
　同じく(3)、保育士の処遇改善についてお答えいた
します。
　保育士を確保するためには、保育士の処遇改善を図
ることが重要と考えております。そのため県では、保
育士配置基準の見直しについて、全国知事会等を通し
て国に要望するとともに、保育士の正規雇用化や年
休・休憩の取得支援、保育補助者等の配置による業務
負担の軽減などの実施により、保育士の処遇改善に取
り組んでいるところです。また、令和４年10月から
は、公定価格において、保育士１人当たり月額9000
円相当の改善が図られております。
　３、若年妊産婦の支援についての御質問の中の
(1)、若年妊産婦支援の県の対応についてお答えいた
します。
　県では、若年妊産婦等に対して、産婦人科への同行
支援、ＳＮＳを活用した相談対応や支援情報発信など
を行っております。令和５年度からは、沖縄子供の貧
困緊急対策事業費補助金を活用し、複数の市町村を対

象とした通所型の若年妊産婦の居場所を１か所設置す
るほか、子育て支援対策臨時特例交付金等を活用し、
若年妊産婦等が安心して生活を行うための相談支援や
宿泊型居場所を提供する特定妊婦等支援臨時特例事業
を新たに実施することとしております。
　６、沖縄県差別のない社会づくり条例について、条
例の運用についてお答えいたします。
　条例案では、不当な差別のない社会の形成を図るた
めに基本方針を定め、人権尊重の理念の普及啓発や専
門相談員による相談対応、法的な助言が必要な場合の
弁護士による法律相談を実施するとともに、情報の収
集、実態の調査等を行うなど、差別の実情を踏まえた
取組を行うこととしております。また、本邦外出身者
等に対する不当な差別的言動の解消に関する措置、及
び差別のない社会づくりの推進に関する重要事項につ
いて調査審議を行う第三者機関として沖縄県差別のな
い社会づくり審議会を設置いたします。条例施行後
は、取組の効果を検証し、施行の状況について検討を
加え、必要があると認めた場合は、見直しを行うこと
としております。
　７、ＬＧＢＴＱについての御質問の中の(1)、沖縄
県性の多様性尊重宣言後の取組についてお答えいたし
ます。７の(1)と７の(2)は関連しますので、恐縮です
が一括してお答えいたします。
　県では、沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじい
ろ宣言）の下、啓発活動や相談支援に取り組んでいる
ところであり、今議会に提案中の沖縄県差別のない社
会づくり条例案に、性的指向または性自認を理由とす
る不当な差別に関する施策を講ずることを規定し、必
要な施策に取り組んでいくこととしております。ま
た、パートナーシップ制度については、他県の取組状
況を調査・研究するとともに、県内市町村と情報を共
有し、意見交換をしてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○企業局長（松田　了君）　５、ＰＦＡＳについて
(1)及び(2)、ＰＦＯＳ等対応に係る海水淡水化施設の
稼働状況及びその負担を国に求めることについてお答
えします。５の(1)と５の(2)は関連しますので、恐縮
ですが一括してお答えします。
　海水淡水化施設は多量の電力等を消費するため、北
部国ダムからの取水が可能な時期は、１日当たりの生
産量を数千立方メートルにとどめておりますが、昨年
11月から今年１月末までの東系列導水路トンネル工
事期間中、北部国ダムからの取水が大幅に減少したこ
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とから、ＰＦＯＳ等対策として、１日当たりの生産量
を約３万6000立方メートルに増量しました。これに
より、電気料金等経費が約２億9000万円増加するこ
とが見込まれております。ＰＦＯＳ等問題の解決には
汚染源の浄化など、抜本的な対策が必要であり、引き
続き、国や米軍に対し、汚染源の特定と対策の実施及
び企業局等が実施するＰＦＯＳ等対策に係る費用負担
を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　８、梅毒・ＨＩＶ対
策についての(1)、ワンコイン検査の結果についてお
答えします。
　県では、令和４年12月１日の世界エイズデー前後
の11月15日から12月15日までの約１か月間、ＨＩＶ
等検査外来を実施している４医療機関に委託して、通
常よりも自己負担が少ない500円で匿名によるＨＩＶ
及び梅毒のワンコイン検査を実施しました。その結果
162名の受検があり、そのうちＨＩＶ陽性者は０名で
したが、梅毒陽性者は４名が確認されております。
　同じく(2)、検査の拡充についてお答えします。
　県内の保健所では、令和４年12月より全ての保健
所で検査を再開しておりますが、さらなる検査拡充の
ため、今年度２回目となるワンコイン検査を２月15
日から実施しております。また、保健所以外での検査
機会を増やすため、ＨＩＶ等検査を受け入れる医療機
関を８か所まで増やしてきたところですが、さらに拡
充するため今後も医療機関と調整を進めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　９、沖縄自動車道に
ついて(1)、沖縄自動車道における粉じんや落下物の
対応についてお答えいたします。
　沖縄自動車道の高架橋において、地域住民から粉じ
んや落下物への対応に関する要望があることについ
て、ＮＥＸＣＯ西日本に対して情報提供を図っていき
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○企画部長（儀間秀樹君）　10、運転代行について
の(3)、運転代行業利用料金の最低利用料金の設定及
び調査結果の共有についてお答えいたします。

　令和４年５月30日付国土交通省旅客課旅客運送適
正化推進室長から発出された事務連絡「自動車運転代
行業の料金原価及び収入等に関する実態調査の調査結
果の情報提供について」は、令和４年５月31日に収
受しております。当該事務連絡は、運転代行業の料金
原価及び収入等に関する実態などの調査結果を、最低
利用料金を設定する場合の参考として、国から各都道
府県に対して提供されたものであります。当該調査
は、留意点としてサンプル数が非常に少ないことが申
し添えられており、県としては、当該調査結果や関係
団体との意見交換等を踏まえ、最低利用料金設定の必
要性も含め研究していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　12、普天間飛行場負
担軽減推進会議についての(1)、普天間飛行場負担軽
減推進作業部会の内容についてお答えいたします。
　先月15日に開催された作業部会では、同飛行場の
運用停止に向けたスケジュールの明示、ＰＦＯＳ等の
基地内への立入調査や夜間騒音の問題等のほか、去る
１月の２プラス２の共同発表で、日米の施設の共同使
用の拡大等が合意されたことを踏まえ、地元が意見表
明できる場を設けるよう求めたところです。政府から
は、スケジュールの明示について、新たな期限の設定
には、辺野古移設について地元の協力が得られている
ことが前提であること、基地内への立入調査の実現に
ついては、米側に対し、様々な機会を捉えて働きかけ
ていきたい旨の回答があったほか、作業部会等を活用
して、基地負担軽減に向けた協議を継続していく考え
が示されました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございました。
　では、再質問を行っていきます。
　若年妊産婦について、再質問ではなく、この間、先
日２月１日の県と一般社団法人あるが共催で行ったシ
ンポジウム、そちらに参加しました。こちらの感想に
ついてなんですけれども、関係者が集まって本当に
様々な情報を交換しながら、よりよい若年妊産婦の支
援の仕方というのをつくっていく、非常に有意義なシ
ンポジウムでした。ぜひそういった取組を次年度も
行っていただきたいということで、要望としてお願い
いたします。
　では、続きましては運転代行についてなんですけれ
ども、運転代行、沖縄は全国に比べて登録者数も多
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い、もちろんみんな使っているという状況の中で、全
国でも先進地というか非常に注目されている地域だと
思います。その中で、運転代行の管理状況だったりと
か、保険の加入状況、そしてまた最低賃金の設定とい
うのはどうしても必要だと思います。特に保険の管理
に関しては、どうしても保険未加入のところであれ
ば、この負担というのが利用者だったりとかそういっ
たところの影響が出てくる状況がある中、やはりそう
いった対策を取る必要がありますし、平成30年度の
通知によれば、条例というのは都道府県でつくれると
いうふうになっていますので、この保険の加入を義務
づける、もしくは通知をするような仕組みづくり、条
例づくりだったりとか、あとは今、運転代行自体が価
格競争に陥ってしまって、働いている人たちがどうし
ても厳しい状況で働かざるを得ない状況にあると思い
ます。そういう状況を変えていくためにも、最低の料
金というものを県として設定する必要があると思いま
すので、そこぜひとも検討のほどよろしくお願いいた
します。
　では、続きまして二輪の通行区分について何ですけ
れども、前の本部長が交通畑ということでこういった
政策にすごく精通していて、前に進んで、今回も本部
長が進めてくれて本当にありがとうございます。
　先ほど、二輪区分について330号の一部区間も今年
度中にやるということですけれども、もし今公表でき
るのであれば教えてほしいです。どの区間か。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　国道330号につきまし
ては、コザ交差点から普天間交差点の間、解除区間約
7.5キロメートル、これについて本年３月30日に解除
を予定しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　私も二輪に乗りますので、どうしても途中左から車
が入ってくる状況とか、そういったところで怖い思い
をよくしているので、そういった二輪の通行区分の規
制解除というものは非常に助かりますので、改めてま
たよろしくお願いいたします。
　続きまして、教育委員会ですけれども、皆さん本当
に今議会の中で――マスク外しましょうね――様々な
議員が質問されている中、本当に大変だと思いますけ
れども、ぜひこれは教員の本当に厳しい状況があって
のことだと思います。うちの会派の山内末子議員が独
自で調査した結果というのは私も読ませていただきま
した。山内末子さんのレポートによりますと、本当に
人が足りない、業務が多い。その中で自分の私生活が

犠牲になっている状況というのが本当に生の声として
出ているんです。そういう状況を変えていく必要が本
当にあると思います。
　そこでお伺いいたしますけれども、今県独自の配置
というのは行っているんでしょうか。お願いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和５年度、小中学校教諭の県単定数であります
が、54名となっております。県立高校教諭の県単定
数については20名、県単で配置をしているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　県としても独自対策を行っているという状況の中
で、またさらなる対策を取って、働きやすい状況をつ
くっていく必要があると思います。今のところまだ教
員の採用というのが――受ける人たちが多い状況にあ
る中、それが低くなってきたら余計採用が難しくなる
と思いますので、そこは本当にぜひよろしくお願いい
たします。
　もう一つ、教員の病休、病休でかなり休んでいる人
たちがいらっしゃると思いますけれども、そういった
ことに対する対策はどのように行っているか御説明お
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　今、教員に対するメンタル
ヘルス対策を行っておりまして、主な取組については
まず、長時間勤務者に対する面接指導等の予防事業、
それから健康スタッフ、臨床心理士、精神科医への相
談等の相談事業、そして復職支援プログラムの実施等
の復職支援、そういった取組を柱として今メンタルヘ
ルス対策に取り組んでいるところです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　そこに対する支出もかなりの額と
いうふうに伺っていますので、ぜひそういった対策を
今度は次年度で新たな支援体制をつくられるというこ
とで、ぜひ行ってほしいです。
　保健師だったりとか、産業医の配置の関連の質問の
中ですけれども、民間の企業というのは産業医だった
りとか保健師の面談というのは義務づけている、必ず
受けないといけないというふうにやっているんです。
そういう状況というのをどういったことが生まれるか
というと、必ずそれをやらないといけないということ
になってきたら、産業医だったり保健師だったりが
しっかり状況を把握できる。今の状況というのは県の

‒･405･‒



聞き取りによりますと、校長先生だったりとかそう
いった声があれば受けるという状況にあると思うんで
すけれども、そういった義務づけしながらしっかり保
健師だったりとか産業医とかが情報を収集できるよう
な状況をつくったほうがいいと思うので、ぜひそう
いったところ、新しい体制のところで検討していただ
きたいと思います。民間でそういったところもやって
いますのでぜひ、よろしくお願いいたします。
　教員に対して先ほどございましたけれども、教員の
定時というのが、本来であれば８時15分から16時45
分までなんですけれども、実際、教員アンケートだっ
たりとか、そういった声を聞いていたら、子供たちが
来るから７時から出勤して、帰りは普通に５時過ぎだ
という意見が多いんです。だから教員の働く環境の中
で定時と実態が合っていない状況があると思うんで
す。そういったところに対しての対策もしっかり取り
組んでほしいというのと、もう一つ、時間外労働をな
くすためには、留守番電話だったりとか――あとは時
間外は留守番電話対応にするのであったりとか、あと
は今もう携帯もありますからＬＩＮＥでの対応、そう
いったところというのをぜひ導入検討する必要がある
と思いますけれども、その点についていかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　県においては、平成31年
に働き方改革推進プランを立ち上げておりまして、
様々な取組を実施しております。議員から御紹介のあ
りました留守番電話、そういった取組、あるいは定時
退庁とか、そういった取組を実施しておりますので、
さらにその取組を継続しながら、令和５年度から実施
する働き方改革推進課においても、さらに実効性のあ
る取組を実施していきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　よろしくお願いします。
　ぜひ教員が定時の時間の中でできるように、もしか
したら子供が通学する時間帯をずらすのか、もしくは
フレキシブルに先生の出勤時間をずらすのか、そう
いった対策が必要だと思いますので、ぜひよろしくお
願いいたします。
　続きまして、梅毒、ＨＩＶ対策についてなんですけ
れども、12月が世界エイズデーということで、エイ
ズに対しての差別とかそういったものをなくしてい
く、偏見をなくしていく活動だったと思います。その
中で12月に行われたワンコインの検査ということで
外部委託、私もぜひ外部委託をやってほしいというこ

とで、今回ワンコインの検査を行ったということで、
ここは本当にありがとうございます。さらなる拡充と
いうことで、ほかの医療機関とかも連携しながら行っ
ていくということなんですけれども、実際コロナ禍で
見えたことというのが、やはりコロナの対応になった
場合、保健所で対応ができなくなった。その結果、梅
毒だったりＨＩＶの検査自体ができなくなった。その
影響で結局ＨＩＶが広がった、エイズが広がった状況
が推測されると思います。ぜひ県の検査体制の拡充も
求めているんですけれども、過去に保健所での検査が
止まった事例というのはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　過去に今このような長期間の休止ということはござ
いません。2009年に新型インフルエンザＨ１Ｎ１と
いうものがはやりまして、そのときには半年間インフ
ルエンザの警報がずっと出ていたということがありま
すが、そのときも前の年は検査が3504件であったも
のが、2009年は2719件と若干は減少しましたけれど
も、保健所を閉めていたわけではないですので、今回
が初めてこのように長期間休止せざるを得ないような
状況だったというふうに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ＨＩＶも感染症です。コロナの対
策においては、沖縄県が本当に様々な状況で厚労省も
視察に来るぐらいコロナの対策というのが先進地とし
て認められてきたと思います。そういった知見をしっ
かりつくって、こういったＨＩＶの感染症対策でもぜ
ひ使っていただきたいと思います。コロナの際に行っ
たことというのが、まず検査を拡充すること。そして
検査の拡充とハイリスク層に対する対策、そういった
対策を取ることで、コロナの検査という実数を分かっ
てきたと思うんです。今沖縄の現状ってＨＩＶの検査
の状況というのは、まだまだ実数にほど遠いというふ
うに言われています。その数字というのが、いきなり
エイズの発症の割合の高さ、そういったところからＨ
ＩＶの県内での状況というのは非常に深刻だと私は捉
えています。ぜひ、検査に特化した常設の施設の必要
性があると思いますけれども、その辺りについて見解
をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　今議員が御指摘のいきなりエイズ、いわゆるいきな
りエイズという呼び方をしていますけれども、その年
に確認されましたＨＩＶ検査陽性者のうち、既にエイ
ズを発症している方、ＨＩＶというのは感染してしば
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らく数年間は症状がないまま経過して、その後徐々に
免疫が下がっていっていろんな状況を発症してエイズ
というふうになるんですけれども、検査で見つかっ
たときには既にエイズを発症している方が令和４年
度は52.6％、19名中10名ということで、その前の年
が38.5％、令和２年も43.5％、令和元年42.1％と、
全国的には30％程度なんですけれども、やはり沖縄
県、その割合が少し高いということになっておりま
す。
　早期に検査で確認されますと、早期に治療が始まっ
て、エイズになるのを防ぐというふうなことも可能で
すので、御本人のためにも、あるいはその間も感染力
がありますので、またパートナーへの感染を防ぐとい
う意味でも大変重要なことかと考えています。保健所
では従来無料匿名で検査を実施をしておりましたけれ
ども、今回医療機関のほうに検査を広げていったとい
うふうな状況でございます。東京などは、常設の検査
会場を設置して、受けやすい環境というのがあります
ので、そういうふうなところも参考にしながら、ただ
検査を受けること自体を非常に人に見られたくないと
いう、そういう感情といいますか、そういう状況もあ
りますので、それには配慮した上でどういうふうに検
査が拡充できるか検討していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　本当に検査を受けること自体が人
に知られたくないというのが、まさにエイズの問題の
深刻なところだと思うんです。ＨＩＶというのは、進
行を止めるとかウイルスをどんどん減らしていくとい
う薬というのが開発されていて、今やもうちゃんと適
切に治療していれば普通の人と同じように生活ができ
る。ウイルスがほとんど検出されないレベルまででき

るようになっていて、しかも薬が毎日１錠、もしくは
最近まだ認可されていないものだったら半年に１回注
射を打てばできるような状況になっていて、まさに慢
性疾患と同じような取扱いにどんどんＨＩＶがなって
くると思うんです。そういう状況の中で、こういった
人たちが普通の生活を送れる、そういった施策はもち
ろん必要ですし、そのためにはまずこの偏見をなくし
ていく――これは今回取り上げていないですけれど
も、偏見をなくしていくことと、あとは検査体制、ぜ
ひ検査を拡充して、より多くの人たちを捕捉して、か
つ治療をすることで、この人たちが社会生活が送れる
ような状況をつくっていくこと、そしてまたそこで抑
え込んでいくことがやはり今沖縄県に必要だと思いま
すので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
　最後になりますけれども、先ほど部長からもお話が
ございましたが、このＨＩＶ、沖縄県のＨＩＶの感染
状況というのはすごく深刻な状況にあると思います。
いきなりエイズの状況も50％を超えている状況とい
うのは、やはりまだまだ検査自体が拾えていない、そ
ういう状況があると思います。ぜひそういった状況を
なくしていくためにも、エイズ政策を前に進めていけ
るように、知事を筆頭に頑張っていただきたいと思い
ます。
　以上です。終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明２日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時30分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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令和５年３月２日

（第８号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





 議　　事　　日　　程　第８号
令和５年３月２日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで（質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第36号議案まで及び乙第１号議案から乙第24号議案まで

甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和５年３月２日（木曜日）午前10時開議
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甲第32号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案･ 令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

（第１号）
甲第34号議案･ 令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案･ 令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案･ 令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）
乙第１号議案･ 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案･ 指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案･ 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案･ 沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第５号議案･ 沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案･ 沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案･ 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
乙第８号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例
乙第９号議案･ 沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案･ 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第12号議案･ 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第13号議案･ 沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第14号議案･ 沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条

例の一部を改正する条例
乙第15号議案･ 沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部

を改正する条例
乙第16号議案･ 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
乙第17号議案･ 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
乙第18号議案･ 沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案･ 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第20号議案･ 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
乙第21号議案･ 名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案･ 包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案･ 沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案　専決処分の承認について

予算特別委員会の設置
予算特別委員会委員の選任

･
出　席　議　員（48名） 

･ ･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ ･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ ･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君

･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
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･ ･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ ･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ ･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ ･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ ･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ ･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ ･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ ･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ ･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ ･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ ･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ ･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ ･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ ･ 22　番　　石　原　朝　子　さん
･ ･ 23　番　　仲　村　家　治　君
･ ･ 24　番　　平　良　昭　一　君
･ ･ 25　番　　仲　村　未　央　さん
･ ･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ ･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君

･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ 29　番　　山　内　末　子　さん
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君
･ 38　番　　崎　山　嗣　幸　君
･ 39　番　　玉　城　ノブ子　さん
･ 40　番　　西　銘　純　恵　さん
･ 41　番　　渡久地　　　修　君
･ 42　番　　瑞慶覧　　　功　君
･ 43　番　　比　嘉　京　子　さん
･ 44　番　　末　松　文　信　君
･ 45　番　　島　袋　　　大　君
･ 46　番　　中　川　京　貴　君
･ 47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
副 知 事　　池　田　竹　州　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君
企 画 部 長　　儀　間　秀　樹　君
環 境 部 長　　金　城　　　賢　君
子ども生活福祉部長　　宮　平　道　子　さん
保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公　君
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　松　田　　　了　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子　さん
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君
教 育 長　　半　嶺　　　満　君
警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之　君
労働委員会事務局長　　下　地　　　誠　君
人事委員会事務局長　　茂　太　　　強　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに
一般質問を行い、甲第１号議案から甲第36号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第24号議案までを議題と
し、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す

る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　玉城武光君。
○玉城　武光君　おはようございます。
　日本共産党の玉城武光です。
　一般質問を行います。
　米軍機の演習・訓練の実態を質問します。
　沖縄周辺には、日本全体の訓練水域の71％に相当
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する約５万5000平方キロメートルの広大な米軍訓練
水域が設定され、漁場が制限されるとともに、安全操
業が脅かされております。米軍訓練空域は北海道の面
積の約1.1倍に相当する９万5000平方キロメートルに
及ぶ広大なものとなっております。
　(1)、現在まで実施されてきました水域・空域での
演習・訓練の実態と事故の状況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　おはようございます。
　それでは答弁させていただきます。
　米軍の水域及び空域での演習については、沖縄防衛
局を通じて、演習を行う予定の水域及び空域の名称、
日数等が通告されております。それによると、例え
ば、キャンプ・シュワブ訓練水域における訓練日数
は、令和元年が96日、令和２年が103日、令和３年
が94日、令和４年が22日で、津堅島訓練水域におけ
る訓練日数は、令和元年が27日、令和２年が42日、
令和３年が27日、令和４年が29日となっておりま
す。また、ホワイト・ビーチ地区水域やホテル・ホテ
ル訓練区域等の沖縄の周辺に設定されている訓練水域
及び空域における訓練日数は、いずれの年も年間365
日となっております。これに対し、過去４年間におけ
る不時着や部品落下等の航空機に関連する事故は95
件となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今、知事公室長からの答弁がありま
したように、ホテル・ホテルとか、訓練水域・空域の
訓練日数が年間365日という答弁がありました。沖縄
周辺の米軍訓練の水域、空域ではほぼ365日、これ、
どのような演習・訓練が行われているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　在沖米軍の訓練・演習の実施に当たっては、沖縄防
衛局を通じて、文書で事前に通報が行われております
けれども、個別具体的な訓練・演習の内容や実施時
期、時間などの詳細は記載されておらず、訓練の実態
は不明でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城武光君。
○玉城　武光君　訓練は、実態は分かっていると思い
ますよ。（資料を掲示）　こういう在日米軍の水面を
使用する演習についてというその通知が来ていると思

うんです。その中には、訓練の内容が、空対地、艦対
地と言っている。こういう内容があるんです。だから
そこには、要するにすごい訓練が行われているんで
す。そういう実態をよくつかんでいただきたいと思い
ます。
　次に進みます。
　日米両政府は、「南西諸島を含む地域において、日
米の施設の共同使用を拡大し、共同演習・訓練を増加
させる」との共同文書を発表しております。水域・空
域での日米共同演習訓練が増加されると、県民の生
命・安全はさらに脅かされ、漁場の操業制限も増加し
ます。水域・空域での演習・訓練に反対の意思を表明
すべきではないですか。知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　去る１月11日の２プラス２共同発表では、「日本
の南西諸島を含む地域において、日米の施設の共同使
用を拡大し、共同演習・訓練を増加させる」旨が示さ
れています。沖縄県としては、かねてから沖縄の米軍
基地の整理縮小、さらなる基地の返還を求めている
中、日米の共同演習・訓練の増加により、これ以上の
基地負担が生じることはあってはならないと考えてお
り、さきの２プラス２の共同発表についても大きな懸
念を抱いているものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　懸念を表明しているということは、
非常に状況が大変厳しいということをもう一歩進ん
で、反対という表明をしていただきたいと思います。
　次に進みます。
　電気料金の値上げ、物価高騰等から暮らしと経済を
守る施策について(1)、県が要請した電気料金値上げ
に対する政府の対応と県独自の特別高圧受電契約事業
者支援の内容を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、今年１月、玉城知事を先頭に、市町村及び
経済団体と連携し、国に対して本県の特殊事情等を踏
まえた特段の支援の要請を行ったところです。また、
県では、国の激変緩和措置の対象とならない特別高圧
受電契約に対する本県独自の支援を予定しておりま
す。本事業の対象となる商業施設や工場などは55件
を見込んでおり、支援の内容は１月から８月までの電
気使用量に対して１キロワットアワー当たり3.5円、
９月は1.8円の支援を予定しております。また、本事
業の予算につきましては、２月補正予算案に約４億
8000万円、令和５年度当初予算案に約11億3000万

‒･412･‒



円を計上し、本議会に上程したところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、県独自の物価高騰対策の諸施
策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県独自の物価高騰対策につきましては、各部でそれ
ぞれ取組を進めております。まずは、企画部のほうか
ら答弁をさせていただきます。
　企画部におきましては、コロナ禍における原油高騰
等の影響を受けている路線バス、タクシー、貨物自動
車運送事業者、離島航路、離島航空路など、交通事業
者の安定的な運行継続の支援として、今年度これまで
に約13億円の予算を計上しておりまして、燃料高騰
分等に対する補助金を支給しているところでありま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　子ども生活
福祉部の取組について御説明をさせていただきます。
　子ども生活福祉部では、エネルギー・物価高騰の影
響を受ける事業者を支援するため、今年度これまでに
補正予算約15億円を措置し、介護・障害福祉サービ
ス事業所、保育所、子供の居場所等に対し、光熱費、
食料費等、物価高騰に係る支援事業を実施していると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　保健医療部からは、
医療施設等に対する支援についてお答えいたします。
　県は、物価高騰の影響を受けている県内の医療施設
等を対象として、光熱水費の高騰分に対する支援を行
うこととしており、病院等の有床施設に対しましては
病床の区分に応じた支援、その他の施設につきまして
は１施設当たり一定の額を支援するということとして
おります。現在、対象施設からの申請を受け付けてお
り、今年３月末までに全ての施設に支給できるよう取
り組んでいるところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　農業・漁業への物価
高騰対策についてお答えいたします。
　県では、独自の対策として、肥料・畜産用飼料・漁
業用燃油・養殖用配合飼料を対象に支援を実施してお
ります。今年度措置した予算額につきましては、合計
しますと18億5493万円となっております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　商工労働部の取組を
お答えいたします。
　世界的な原油・原材料価格の上昇等による物価高騰
が、県内各産業に様々な影響を及ぼしております。こ
のため県では、おきなわ物価高対策支援金事業で、物
価高騰による原材料価格等の影響額に応じ、業種を問
わず法人最大50万円、個人事業主最大25万円の支援
金を支給しているところです。また、物価高騰の影響
が続いていることから、３月上旬から第２弾の支援を
実施することとしております。今後とも、国の対策を
注視しつつ、企業活動の影響等を踏まえ、適切に対応
してまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　大きい３番目、食料自給率、安全・
安心な食料の確保、国土の多面的機能を重視した農林
水産業の振興について質問します。
　国民の命の源である県内食料自給率の現状はどう
なっておりますか。自給率を高める取組と地産地消マ
ルチブランド戦略を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えします。
　食料自給率向上のためには、県内農林水産物の生産
拡大と地産地消を推進することが重要であると考えて
おります。このため、県では、生産供給体制の強化や
流通・販売・加工対策の強化に取り組むとともに、地
産地消マルチブランド戦略事業による学校給食やホテ
ル、飲食店等に対する県産食材の利用促進などを実施
しております。これらの取組によりまして、本県の
食料自給率は令和２年度概算値ですけれども、カロ
リーベースで32％、生産額ベースでは過去最高とな
る64％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　(2)肥料、農業資材等の高騰で困窮
している農家に対する支援策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　肥料の物価高騰対策
についてお答えいたします。
　肥料価格高騰対策としては、肥料コスト上昇分に
ついて、国の支援に上乗せして、県も独自の対策を
実施しております。今年度措置した予算額について
は、県独自の上乗せ分として、合計２億5688万円と
なり、６月から10月購入分の秋肥について、12月か
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ら生産者への支払いを開始しております。秋肥分の支
払い金額は、県分は１月末時点で約3700万円となっ
ており、11月以降の春肥分については、予算を繰り
越し、次年度から受付を開始する予定となっておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　国際価格の大幅な変動に直撃され
て、肥料・飼料は２年前に比較すると1.5倍に高騰し
ております。農産物の販売価格はコロナ禍などで低迷
し、農業経営は悪くなるばかりでございます。今最も
急がれているのは、農業経営の危機を打開する抜本的
な支援策です。政府の責任で生産コストの急騰に見合
う補塡を行うことと同時に、県独自でできる直接支援
も実施しないと農業経営の危機は打開できないと思い
ます。県独自の直接支援策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　武光君　配合飼料、農業資材の高騰等で困窮
している生産者（酪農、養豚）の廃業実態と打開に向
けた支援策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県の家畜・家きん等
の飼養状況調査によると、平成30年から令和３年ま
での４年間において離農した戸数は、酪農が12戸、
養豚では67戸となっております。国は、配合飼料価
格高騰対策として、高騰した飼料費の一部を補塡する
配合飼料価格安定制度を実施しております。県では、
配合飼料価格安定制度において農家が負担する積立金
や粗飼料の購入費用並びに乳用牛の更新費用の一部補
助のため、令和４年６月補正予算によりまして２億
3604万円を措置しております。また、配合飼料の購
入費用の一部を補助するため、令和４年11月補正予
算によりまして、11億8938万2000円を追加で措置
したところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　養豚、酪農農家は減少しておりま
す。いろいろと減少しております。酪農家の赤字の原
因としては、諸物価の高騰や為替レートの問題が大き
いと思います。酪農の関係では、牛乳を搾れば搾るほ
ど赤字という状況に追い込まれている状況がありま
す。県が実施している農林水産物条件不利性解消事業
を酪農にも適用すべきだと思います。

　そこで質問します。
　加工用生乳の輸送費に対する不利性解消事業を今年
の夏休みの輸送費から実施すべきだと思いますが、い
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　加工原料用乳の不利
性解消事業の活用についてお答えいたします。
　小中学校等の長期休暇期間に発生する余剰乳は、主
に県内小売店での特売や加工乳等への配合率の増加な
どで処理し、県内処理が困難な量については、バター
等の加工原料用乳として県外に移出しております。加
工原料用乳の県外出荷に係る農林水産物条件不利性解
消事業の活用については、沖縄県酪農農業協同組合な
ど関係団体と情報共有を行いまして、調整を図ってい
るところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　調整を図っているということは、実
施の方向で検討、調整しているということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　令和５年度からの適
用に向けて、前向きに今検討しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　ぜひ、検討して前向きというふうに
していただきたいと思いますが、大変な状況に置かれ
ています。そういうのを御存じだと思います。ですか
らぜひこの夏休みの分から実施していただきたいと思
います。
　次行きます。
　燃油高騰による操業コストの増、コロナ危機、軽石
漂着の自然災害などで漁業者は困窮しております。漁
業者の経営が成り立つような支援を行うべきだと考え
ますが、対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、令和４年度
事業として、軽石被害に係る緊急支援事業や燃油費緊
急支援事業、養殖用配合飼料価格急騰対策事業を実施
しまして、新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰
による漁業経営への影響緩和に取り組んでいるところ
であります。令和５年度では、サンゴ礁漁業における
ＳＤＧｓブランド化推進事業や、うちなーいまいゆ調
査事業、または県産水産物のプロモーション支援事業
等によりまして、水産資源の持続的利用に加え、水産
物の価格向上を図り、漁業経営の安定化に取り組んで
まいります。
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　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　答弁にありました、うちなーいまい
ゆ調査事業とはどんな事業なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えします。
　県内の漁業現場で取り入れられている漁獲後の洗浄
処理、鮮度管理手法について、情報収集、評価、取り
まとめを行い、県内漁業現場への情報共有と普及を図
ることで、県産水産物の商品価値の底上げを目指すと
いう事業となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　鮮度保持とか、そういうことを調査
研究して、最適な販売戦略を確保するということで頑
張ってください。
　次に、県産ウニ復活プロジェクト事業について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えします。
　県では、温暖な環境特性を生かした海面養殖など、
沖縄型つくり育てる漁業の振興に取り組んでいるとこ
ろであります。令和５年度から実施するソフト交付金
事業の県産ウニ復活プロジェクト事業では、令和５年
度予算として1195万8000円を計上しております。本
事業では、天然資源が枯渇状態にあるシラヒゲウニの
安定的な種苗量産技術やウニ用配合飼料の開発等に取
り組みまして、シラヒゲウニの養殖技術の確立に努め
てまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　県産ウニが枯渇、ほとんど生産され
ないということで、陸上で養殖をするということなん
ですね。
　次、お聞きします。
　４、暮らし、福祉行政について質問します。
　沖縄県の高齢者人口、高齢化率、高齢者夫婦世帯
数、高齢者単身世帯数を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　沖縄県の65歳以上の高齢者人口は、令和４年10月

時点で34万2771人、高齢化率は23.1%となっており
ます。また、令和２年国勢調査の結果によりますと、
世帯主が65歳以上である高齢者世帯のうち、夫婦の
みの世帯は約５万4000世帯で一般世帯総数に占める
割合は8.9％となっております。また単独世帯は約
６万9000世帯で一般世帯総数に占める割合は11.2％
となっております。本県においても全国と同様に高齢
化が進行しておりまして、単身や夫婦のみの高齢者世
帯が増加しているという状況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　(2)番目に移ります。
　認知症高齢者数の実態と認知症グループホームの施
設整備計画等を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　要介護・要支援認定において、日常生活に支障等が
ある認知症と判定された高齢者の人数は、平成30年
度が４万1141人、令和元年度が４万1797人、令和２
年度が４万172人、令和３年度が４万573人となって
います。県では、認知症サポーター養成の支援や認知
症疾患医療センターの整備、医療従事者等の認知症対
応力向上研修など、認知症になっても自分らしく暮ら
し続けられるための施策に取り組んでいるところでご
ざいます。また、認知症グループホームにつきまして
は、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づきまして、令和
３年度から令和５年度までの３年間で225床整備する
こととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　認知症高齢者が令和３年度で４万
573人という答弁でした。高齢者への生活支援等を
もっと強化すべきではないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　高齢になっても、認知症になっても、地域で自分ら
しく暮らし続けるためには、介護サービスなど制度の
利用のほかに生活上の支援も重要となってまいりま
す。生活支援の場面においては、地域におけるつなが
り合い、支え合いが重要であるため、各市町村におい
て住民自らが主体的に地域づくりに取り組むことをサ
ポートする生活支援コーディネーター･――地域支え
合い推進員と申しますが――これを配置しましたり、
地域づくりについて協議を行う場を設置する事業に取
り組んでいるところでございます。県では、生活支援
コーディネーターや市町村職員に対する研修、または
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市町村にアドバイザーが出向きまして、個別支援など
を行っておりまして、地域の支え合い活動を推進して
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次、(3)番目に移ります。
　認知高齢者は、難聴が一番の原因だということも言
われているんですが、沖縄県も加齢性難聴高齢者への
補聴器購入補助制度を創設すべきだと考えますが、ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　高齢者の加
齢性難聴につきましては、現在、国の研究機関におい
て、補聴器の使用による認知機能低下の予防効果につ
いて研究が進められているというふうに聞いておりま
す。
　県としましては、その研究成果等を確認しつつ、必
要に応じて他県とも連携をしながら、高齢者に対する
補聴器補助制度の創設等を国に対して要望することを
検討してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　国に求めるというのと同時に、沖縄
県もそういうことに、補聴器の購入に、補助を前向き
に本当に検討していただきたいんです。那覇市も実施
しているんです。そういうことも事例を踏まえて、ぜ
ひ前向きに検討していただきたいと思います。　
　次に移ります。
　(4)、新聞記事に、琉球新報ですが、「中身汁や毛
布、衣類…沖縄・那覇で炊き出しに行列　年末年始で
564人」、これ１月３日の琉球新報の報道記事です。
この状況は、丸３年に及ぶコロナから立ち直れず、物
価高に苦しむ生活困窮者の実態だと思います。生活保
護受給は、申請した全ての国民に支給されるべきと考
えます。保護申請件数と受給実態を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　沖縄県の生活保護の申請件数は、平成30年度が
4395件、令和元年度が4571件、令和２年度が4826
件、令和３年度が5086件となっており、保護開始
世帯数は、平成30年度が3627世帯、令和元年度が
3688世帯、令和２年度が3935世帯、令和３年度が
4167世帯となっておりまして、いずれも増加傾向で
推移をしているところでございます。申請に対しまし
て保護開始の割合は、各年度とも約８割ということに
なっております。なお、要件を満たさずに却下となっ
た件数につきましては、平成30年度が475件、令和

元年度が537件、令和２年度が519件、令和３年度が
516件となっている状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　生活保護の申請は、沖縄県は受給者
も増えているんです。全国に比べて。私１つ紹介した
いと思うんですが、（資料を掲示）　沖縄県どこで相
談したらよいか分からないという、こういうことがあ
るんです。その裏側に、沖縄県からのお知らせという
のがあって、生活保護は最低生活の保障と自立を図る
目的として、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う
制度です。また、生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるもので
すので、ためらわずにお住まいの地域の福祉事務所ま
で申請・相談してください。こういうものも発行して
いるんです。これを、生活保護受給申請は、国民の権
利ということを生活保護のしおりにも書いていただけ
ないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　生活保護が
国民の権利であることについては、県で作成しますし
おりのほうにも次年度から記載をしていくこととして
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　生活保護制
度については、周知広報を充実するという観点から
も、このしおりの中で記載しまして、窓口のほうでも
すぐに確認できるように配布をしていきたいというふ
うに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次(5)、新型コロナウイルス感染症
の拡大から丸３年がたっております。さらにウクライ
ナの情勢の影響で食料やエネルギー費は増加しており
ますから、生活困窮自立支援事業の成果と今後の強化
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
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○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　生活困窮者自立支援事業の中において、住居確保給
付金の対象が拡大されました令和２年度から今年度
12月末までの県全体の支給実績は、速報値で新規支
給決定件数が5378件、支給済額は約13億6727万円
となっております。また、同期間における生活困窮者
自立支援事業の県全体の新規相談受付件数は、速報値
で５万6846件となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　生活困窮者の住居確保給付金と自立
支援機関における相談件数も増えておるという答弁で
したので、その給付金の詳細の説明と、自立支援制度
の事業内容の説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　生活困窮者
自立支援制度は、生活困窮者に対する支援制度でござ
いまして、自立相談支援事業をはじめ、住居確保給付
金の支給、それから就労準備支援、家計改善支援、ま
た一部生活支援、生活困窮者一人一人の状況に応じた
支援を行っているところでございます。生活について
困り事や不安を抱えている場合には、まず自立相談支
援事業において相談を受けていただきまして、どのよ
うな支援が必要かということを一緒に考えて、具体的
な支援プランを作成し、支援対象者の状況に応じた事
業等を通して、寄り添いながら自立に向けた支援を
行っていくという事業でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　私、給付金の支給は幾らになってい
るんですかって聞いているんです。この住居確保給付
金の支給、家賃相当額を確保して自立というのがある
んですが、そこの給付金の説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　失礼いたし
ました。
　住居確保給付金につきましては、家賃相当額を生活
保護法の住宅扶助基準に基づきまして、世帯の人数ご
とに上限額を決めましてその範囲で支給をするという

ことになっております。住居確保給付金の対象が拡大
されました令和２年度から今年度12月末まで、県全
体の支給実績は速報値になりますけれども、新規支給
決定件数が5378件、支給済額が約13億6727万円と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　失礼いたし
ました。
　給付金の支給額、これは単価になりますが、単身
世帯につきましては３万2000円以内、２人世帯では
３万8000円以内、３人から５人世帯では４万1000
円、６人世帯では４万5000円、７人以上では４万
9000円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　これは、困窮している方々に、非常
に大きな支援になっていると思います。
　次に進みます。
　５、命と安全を守る防災・減災のまちづくりについ
て質問します。
　(1)、大地震による津波浸水の最大想定と防災・減
災対策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成27年３月に公表した沖縄県津波浸水想定にお
いて、最大クラスの津波が発生した場合に１メートル
以上浸水する面積の合計は、２万4020ヘクタールと
なっております。県としては、地域防災計画に基づ
き、ハード面では公共施設等の耐震化や避難等の機能
を有する道路・公園の整備などに取り組んでおりま
す。また、ソフト面では、令和４年度からは、沖縄県
総合防災訓練をより実践的な内容とするため、被災時
に必要不可欠となる物資輸送施設や遺体収容施設の運
営訓練、高齢者や観光客・観光事業者に焦点を当てた
津波避難訓練等を実施しております。引き続き、市町
村等関係機関と連携しながら、地震・津波対策の充
実・強化に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、浸水想定区域の学校、児童施
設、公共施設の現状を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　津波浸水想定及び洪水浸水想定区域に立地してい
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る学校、児童施設、公共施設については、学校は154
校、児童施設は90施設、主な公共施設は、県と市町
村合わせて34施設となっております。各学校、施設
における減災対策としては、津波の発生時における防
災体制や利用者の避難誘導、さらに避難訓練や防災教
育の実施に関する事項などを定めた避難確保計画の策
定や避難訓練の実施などに取り組んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に移ります。
　浸水想定地域の避難所、それから避難訓練を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　津波や洪水発生時における住民等の避難場所の確保
及び避難方法の周知は重要な課題であり、市町村が市
町村地域防災計画において、避難場所の確保や避難訓
練の実施等について定めております。津波に関する指
定緊急避難場所については、県が策定した沖縄県津波
避難計画策定指針に基づき、これは市町村が指定を
行っておりまして、令和５年１月末時点で、県内899
か所が指定されております。訓練については、住民や
関係機関の防災意識啓発のため、毎年、市町村と共催
で沖縄県広域地震・津波避難訓練を実施しておりま
す。県では、今後も引き続き市町村等と連携して、地
震・津波対策等の充実強化に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　最近訓練しているという新聞記事が
ちょこちょこ出ますよね。ぜひ、避難訓練も充実させ
ていただきたいと思います。
　(4)番目、道路、港湾、漁港、空港等の耐震化・老
朽化対策、治水・浸水・土砂災害等の対策を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　土木建築部が所管する道路、港湾、空港等の社会基
盤につきましては、定期的な点検を実施し、長寿命化
計画等に基づき、耐震化と老朽化対策に取り組んでお
ります。治水・浸水、土砂災害の施策としては、各種
施設の整備によるハード対策に加え、市町村や地域の
協力を得て、土砂災害等の防止区域の指定など地元と
連携を図りながら、ソフト面での防災施策も展開して
いるところであります。引き続き、安全・安心で快適
な社会づくりに向け、防災・減災対策に取り組んでま
いります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。

○農林水産部長（崎原盛光君）　漁港の耐震化・老朽
化対策についてお答えいたします。
　漁港につきましては、国の漁港漁場整備長期計画
や、国土強靱化基本計画等に基づき、漁港施設の耐震
化や老朽化対策を進めております。本年度は、県管理
９漁港、市町村管理８漁港、合計17漁港で事業を実
施しております。
　県としましては、引き続き、漁港機能の維持、強化
のため、災害に強い漁港の整備を推進してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　南部地区内で、計画されている整備
箇所名と整備内容を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　南部地域における主な対策として、治水対策として
八重瀬町の報得川、久米島町の謝名堂川を含む５河川
で河川の拡幅整備を行っております。次に、浸水対策
としまして、糸満市、豊見城市を含む５市町村により
下水道事業として雨水の調整池や雨水幹線等の整備を
行っております。あと浸水対策として、南城市の佐敷
新開地区においては海岸護岸の老朽化対策、土砂災害
対策としては、地滑り対策として南風原町の新川、あ
るいは南城市の小谷、急傾斜地の老朽化対策として
は、糸満市の武富地区で実施をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　南部地域の治水・浸
水・土砂対策についてお答えいたします。
　南部地域での治水・浸水対策につきましては、水利
施設整備事業によりまして、糸満市真壁南地区及び久
米島の銭田地区において、調整池や排水路等の整備に
取り組んでおります。
　県としましては、農村地域の安心・安全な生活基盤
の確保に向けて、引き続き治水・浸水等の対策を推進
してまいります。
　あわせまして、漁港の関係をお答えいたします。
　南部圏域においては、耐震化等の対策として、久米
島町の仲里漁港、南城市の志喜屋漁港、渡名喜村の渡
名喜漁港、与那原町の当添漁港で施設の新設、改良を
実施しておりまして、令和５年度から令和９年度の間
に完了予定となっております。また、老朽化対策とし
ましては、渡嘉敷村の阿波連漁港、糸満市の糸満漁
港、南城市の海野漁港、奥武漁港において、施設の改
修を実施しております。阿波連漁港は本年度、その他
３漁港については令和５年度に完了予定となっており
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ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に移ります。
　消防・防災職員の増員と消防団員の確保等について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和４年４月１日現在、県内の消防職員数は1684
人で、前年度より18人増となっております。また、
消防団員数は1686人と、前年度より８人増となって
おります。消防職員等の確保等については、市町村の
責務とされておりますが、県としましても、消防長会
議など様々な機会を通して、消防体制の充実強化を働
きかけているところです。一方、令和４年度の県防災
危機管理課の職員数は27人で、令和５年度は、新た
に高度な専門知識や災害現場での実務経験を有する人
材を危機管理補佐官として採用し、危機管理監である
知事公室長を補佐することで、災害、危機管理等に対
応することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に移ります。
　報得川に隣接している中学校敷地内の浸水・冠水の
解消対策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　報得川は、東風平中学校の校舎とグラウンドの間を
流下する区間があり、周辺の都市化も影響し、浸水被
害が頻発しております。ハード交付金により下流から
順次、拡幅工事を実施しておりますが、完成まで一定
の期間を要するため、緊急的な対策を行うための補正
予算１億500万円を今議会で計上しております。梅雨
の時期までに対策効果が発現できるよう、東風平中学
校付近の雑木除去やしゅんせつを行うとともに、その
他の対策工法の検討を行うこととしております。今後
とも、報得川の早期整備に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　６番目、知事は、経済再生、基地問
題の解決に加え、子供・若者・女性支援を県政の重要
課題として挙げております。子供・若者・女性への支
援について質問します。
　(1)、大学進学率、若年無業者の実態と若年者活躍
促進事業の成果と支援拡充を伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　大学等進学率についてお答
えいたします。
　本県の令和４年３月、高等学校卒業者の大学等進
学率は44.6％で、前年度より3.8ポイント向上してお
ります。大学等進学者数としては6160名で、前年度
5749名から411名増加しております。これらの向上
の要因としましては、コロナ禍にあって目標を失わず
粘り強く努力した生徒の頑張りやきめ細かな教職員の
指導の成果と考えております。また、進学力グレード
アップ推進事業等によるキャリア教育の推進や国の修
学支援新制度等の経済的支援も要因の一つと捉えてお
ります。
　県教育委員会としましては、今後とも各学校のキャ
リア発達の視点を踏まえた進路指導を推進し、生徒の
進路実現を支援してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　若年無業者等につい
てお答えいたします。
　令和３年労働力調査によりますと、本県の若年無業
者は約１万1000人となっており、全国と比べて高い
状況となってございます。その対策として、就業に必
要な基礎的知識・技能等を習得する若年無業者等職業
基礎訓練事業を実施するとともに、大学への就職支援
員配置や職場訓練によるマッチング等により、若年者
完全失業率や就職内定率の改善につなげる若年者活躍
促進事業を実施しているところです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　県外大学との就職支援協定というの
があるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　議員おっしゃるように、県外大学との就職支援協定
というのがございまして、それに基づきまして、若年
者の就職支援の拡充にも取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　先ほどの答弁にありましたように、
若年無業者の数とそれから若年者活躍促進事業の成果
について答弁がありましたけれども、もっと強化をす
べきだと思うんですが、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　先ほど御答弁申し上げました若年無業者等職業基礎
訓練事業、そして若年者活躍促進事業、こちらの取組
をさらに推進しながら取組を強化してまいりたいと思
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　沖縄県は、１万1000人という、要
するにニートと言われる無業者がいるという報告でし
たけれども、これ全国的に見ても高い率ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　総務省が実施する労働力調査によりますと、令和３
年のいわゆる若年無業者の数は推計で全国は約57万
人、本県は約１万1000人となっております。15歳か
ら34歳人口に占める割合は全国平均が2.3％、本県は
3.5％となっておりまして、全国平均と比較して高い
割合になってございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　職業訓練を受けた方々は15歳から
49歳までは年間50人というお話なんですが、これは
受講者の８割ぐらいは改善方向につながったという報
告もありましたけれども、これはそういうことで理解
していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　先ほど御答弁申し上
げました若年無業者等職業基礎訓練事業では、平成
24年度から令和３年度までの10年間で延べ708人が
受講しまして、訓練終了後に就職、就職活動中、進
学、公共職業訓練への移行などの改善が見られたのが
621人となってございまして、ニート改善率は87.7％
となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　ぜひニートの解消――解消というよ
りは、職業につながるような、進路変更とかそういう
ことをぜひ支援をお願いしたいと思います。
　(2)番目に移ります。
　子ども・若者育成支援事業の成果と支援拡充を伺い
ます。

○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　子ども・若者育成支援事業として、県では、沖縄県
子ども・若者みらい相談プラザｓｏｒａｅを設置しま
して、ニートやひきこもり、不登校など社会生活を円
滑に営む上で困難を有する子供・若者から様々な相談
に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報提供等を
行っているところでございます。令和３年度の新規相
談者は625人で、相談延べ件数は4321件となってお
ります。また、令和３年度には、北部圏域を対象とし
ましてｓｏｒａｅなごを開設いたしました。令和５年
度には、相談員の配置人数を増やすなど、支援体制の
拡充・強化を図ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　相談件数が4000件という答弁なん
ですが、主にどういう相談事があるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　主な相談内容としましては、不登校、ニート、ひき
こもり、その他というふうに分けてございますが、割
合で説明をいたしますと、不登校が全体の39.2％、
ニートが8.6％、ひきこもりが8.8％、その他43.4％
ということになってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次、新型コロナウイルス感染から丸
３年が経過した今なお、県民生活の各方面でのコロナ
禍の影響が続いています。「貸付金免除に託す望み」
という新聞報道がありましたけれども、コロナ特例貸
付制度の返済免除の状況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　緊急小口資金等の特例貸付けでは、住民税非課税世
帯等を対象とした償還免除制度がありまして、令和５
年１月末時点で対象となります約10万2000件、352
億800万円のうち、約43％に当たる４万3000件、
153億8000万円の免除を決定したところでございま
す。また、免除要件に該当しない方に対しましても、
個々の状況に応じて償還猶予等の対応を行っていると
ころでございます。
　県としましては、引き続き社会福祉協議会とともに
償還免除制度等の周知を図るとともに、借受人の状況
に応じ適切な対応に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
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○玉城　武光君　この貸付制度に非常に皆さん、借り
た人たちがどうしたら返済免除になるかという相談が
増えてくると思います。ぜひしっかりと対応していた
だきたいと思います。
　次に、最後に県道整備について伺います。
　県道17号線の歩道帯とバス停留所の整備の進捗状
況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県道17号線の八重
瀬町長毛から港川の歩道未整備区間については、地域
の要望等を踏まえ、令和３年度に歩道設計を実施して
おります。当該区間については、南城市の橋梁架け替
え事業が先行して実施中であることから、歩道整備
は、市の事業完了後に着手する予定となっておりま
す。
　以上です。
○玉城　武光君　もう１つあと……。
○議長（赤嶺　昇君）　もう総残時間が終わりまし
た。
　玉城議員ちょっとそのままかけてもらっていいです
か。
　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。　
　平良昭一君。
○平良　昭一君　おきなわ南風の平良昭一でございま
す。
　２月28日に、十分な赤土流出対策を取らずに土砂
投棄との報道がされました。県から30回以上の行政
指導を受けているにもかかわらず不法投棄を続けてい
る状況であり、本件については質問通告後に報道され
た看過できない重要な問題でありますので、議長と執
行部には連絡を済ませており、先例を踏まえて質問さ
せていただきます。
　この問題の状況、詳細について、まず伺わせてくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　新聞報道にあります事業者は、平成30年から本部
町内の十数か所において十分な赤土等流出防止対策を
行わず、残土処理に伴う盛土工事や農地造成を名目と
した傾斜地への土砂投入などの事業行為を繰り返し
行っております。事業現場は、沖縄県赤土等流出防止
条例に基づき届出が行われた２か所の事業現場のほ
か、届出対象規模と疑われる事業現場や届出対象規模

未満の事業規模など、十数か所が確認をされておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　県はこれまで行政指導を行ってきた
と言っていますけど、どういう行政指導を行ってきた
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県赤土等流出防止条例に基づき届出が提出をさ
れました２か所の事業現場に対しては、北部保健所が
約20回以上の立入調査を行い、届出に示された赤土
等流出防止対策を講じるよう行政指導を行っておりま
す。また、県の指導による改善が見られなかったこと
から、条例に基づき改善命令を行っております。改善
命令では、事業現場全周に流入防止柵を設置すること
や、種子吹きつけをしていない造成面の管理の徹底な
どについて求めたところ、事業者は同命令に対応して
おります。また、県は条例の届出対象規模未満の事業
現場についても、事業現場からの赤土等流出防止対策
や裸地の表土保全など条例の施設基準等に準じて赤土
等流出防止対策を行うよう指導を行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　20回、新聞報道では30回以上とい
うことではありますけれども、こういう行政指導を
行っていても不法投棄を続けている。県赤土防止条例
が全く意味をなしていないと言わざるを得ないです
よ。1000平米以下では努力義務だというような形で
もありますけれども、そうであれば抜本的な見直しを
しないことには、この赤土流出は止まりませんよ。そ
ういう面で、県の抜本的な条例の改正が必要だと私は
提言したいと思いますけれども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県では平成６年に赤土等流出防止条例を制定し、関
係機関と連携して赤土等流出防止対策に取り組んでき
ました。その結果、令和３年度の赤土等流出推計量
は、県全体で約25万トンとなっており、条例施行前
に比べほぼ半減しており、特に開発事業につきまして
は８割削減をしております。しかし、依然として農地
等からの赤土等流出は続いており、観光業や水産業等
への影響が懸念されることや、条例が施行されてから
25年以上が経過していることなどから、改善すべき
点について調査を実施するなど赤土等流出防止対策の
強化に取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　環境部だけの問題じゃない。農林水
産部もそういう事業等もあるわけですから、そして土
木建築部も工事をする方々に対してはかなり厳しい制
度をやりながら赤土防止に努めてくれということを
言っているわけですから、もう25年たちましたよ。
20年以上たっているわけですから、抜本的な改革が
必要ですから、ぜひそれは今後努力していただきた
い。
　次に移ります。
　公立沖縄北部医療センターについてでございますけ
れども、まず進捗状況についてお聞かせ願いたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターの進捗状況につきまして
は、現在、敷地の形状を生かした建物の配置計画、機
能的で効率的な病棟計画、沖縄の風土と調和したデザ
イン等を行う基本設計業務に今現在取り組んでいると
ころでございます。それから、設置主体となる一部事
務組合につきましては、令和５年４月の設置に向け、
今総務省に許可申請を行っているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これまでの代表質問や一般質問の中
で、１月30日から住民説明会が行われているようで
すけれども、何か所で何人が参加されましたか。確認
です。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　住民説明会につきま
しては、１月30日から２月９日までの間に、北部12
市町村とそれから建設地周辺の住民を対象に行いまし
た。合計で522名の方に参加をいただいているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　その中で地域からの要望等がありま
したらお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　住民の方からの質
問、要望の内容でございますけれども、医療従事者の
確保、医師、看護師をどうするんだというふうなこ
と。それから医療機能については、救急それから透析
などの機能を備えるかどうか。それから特に離島の方
からですけれども、病院の送迎について、運天港から
病院まで今医師会病院が行っているような送迎がその
まま継続されるのかという内容と、それから離島の附

属診療所というところをどう支援するか。それから一
部事務組合の役割などの管理運営に関するような要
望、それから確認もございました。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　まだまだ開院は先ですから、今後も
進捗状況に合わせて同じような住民説明会を行う予定
がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（糸数　公君）　現在、基本設計です
けれども、その進捗に合わせて随時説明会を開催して
いきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　当然、要望等もあったわけですか
ら、それが遂行されているかどうかということの説明
は絶対やるべきだと思いますので、続けてやっていた
だきたいと思います。
　次に、観光立県沖縄についてのことですけれども、
北部テーマパークの件についてお伺いします。
　56ヘクタール、起工式も行われたようですが、全
く全容が見えません。詳細は分からないんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　民間事業者
が進める沖縄北部新テーマパークでは、今帰仁村と名
護市にまたがるゴルフ場の跡地約56ヘクタールを改
修し、自然環境を生かした整備が計画されており、今
月７日に起工式が行われました。同施設の整備によっ
て、多くの観光客の来訪が見込まれるとともに、北部
地域の観光資源と連携した周遊時間の増による滞在日
数の延伸や観光消費額の向上などが期待されておりま
す。
　県としては、各地域や関係機関と連携し、同施設を
含む新たな周辺地域への周遊や特産品の販売促進など
波及効果を広げる取組を行ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　北部地域の滞在日数の増加が答弁の
中でありましたけど、そういうことからすると、年間
どれくらいの入園者を見込んでいるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　現在、事業
者のほうから入手した情報では、集客見込みとかにつ
いては公表はされておりません。順次、整備等の事業
の進捗状況に応じて段階的に公表すると聞いておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
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○平良　昭一君　そうであれば、注目されるというの
は北部からするとやっぱり雇用なんですよね。いわゆ
る採用従業員の人数、その辺も全く分かりませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　雇用人数の
見込みは1000人から1500人と想定しておりまして、
事業者は今帰仁村と名護市との包括連携協定を結んで
おりますけれども、その際に雇用人数、こういった発
表されておりますが、その中でまずは地域の人に働い
てもらいたいと。そういう発言があったということ
と、それから事業者と名桜大学は観光人材の育成を目
的に、産学連携による包括連携協定を結んでおりまし
て、事業者の方が大学で講義を行うとか、あるいは開
業後のインターンシップの受入れという形で連携する
ことを想定しているようでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　当然地元との連携を取るべきだと思
いますけれども、私が気になるのは、名護北道路の延
長との関わりが当然出てくるものだと思っています。
これまで名護北道路、伊差川で今止まっていますけれ
ども、延長は海洋博記念公園までの構想であるという
ことを聞いております。高規格道路でありますから、
そうなるとテーマパークの出入口は当然必要になって
くると思いますけれども、その辺は県はどういうふう
な考え方を持っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、名護東道路につきましては、名護市の伊差川から
許田に至る約8.4キロの道路でございます。伊差川か
ら先の本部方面への延伸につきましては、令和３年３
月に沖縄ブロック幹線道路協議会において新広域道路
交通計画の高規格道路に位置づけられております。今
後は地元の自治体と連携をいたしまして、早期の事業
化を国に要望したいと思います。あわせまして、やは
りテーマパークの建設場所というのは非常に重要だと
考えておりますので、そのルートあるいはインター
チェンジについては、北部のテーマパークの観光拠
点、物流拠点としてやはりアクセス性については考慮
されるべきものだと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　そのように努力していただきたいと
思います。
　次に、道路案内標識対策についてちょっとお聞きし
たいと思いますけれども、実は私の警視庁の友人が１
月30日先般、来県して、レンタカーで県内を運転し

て感じたことで、観光地としてあまりにも道路案内標
識が不適切であると言っていました。これはどこが担
当で、その対策はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　標識等いろいろござ
いますけれども、今議員おっしゃっているのは恐らく
青地に白で案内がされている標識だと考えています。
それにつきましては、県のほうで日常の道路パトロー
ルの中で劣化状況や修繕箇所の把握に努めているとこ
ろでございます。道路施設の修繕につきましては、劣
化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順次実施し
ているところでございます。また、長寿命化修繕計画
の策定に取り組んでいるところであり、今後とも適切
な維持管理に努めていきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これは土木建築部の中にあるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど申し上げまし
た青地に白の案内標識、我々は108系と言っているん
ですけれども、これにつきましては土木建築部が所管
をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　県警本部長、ちょっとお聞きします
けれども、実は私の友人は警視庁に勤めている現職で
あるわけですよ。その方が言っていましたけれども、
交通事故の原因ともなり得るというアドバイスを受け
たんですよね。そういう観点からすると、県警本部長
として、このような道路標識が全く見えないという状
況の中で、どういう見識を持たれますか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　案内標識を注視してい
たということを要因とするような事故、その辺の統計
とか実例というのを持ち合わせているものではありま
せんけれども、一般論として申し上げれば、やはり案
内標識あるいは規制標識といった道路標識は、運転者
に見やすく設置されるべきものでありまして、標識の
視認性が低下した場合には運転者の円滑な運転行動に
影響を与える可能性はあるものというふうに思われま
す。
　警察としましては、警察が整備する規制標識、これ
も含めて関係部局とよく適切に連携して対応していき
たいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　やっぱり私の同僚も警視庁の現職で
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ありますので、そういう方々から率直にそういうアド
バイスを受けたものですから、いわゆるカーナビとの
連携を取って案内表示の板を見るということで、やっ
ぱり周りが見えなくなるわけですよね。そういう面で
考え込んでしまって事故につながる例は多々あるだろ
うという指摘を受けましたので、今後そういうことも
ないようにしっかり取り組んでいただきたいことを要
望したいと思います。
　次に、修学旅行の対象の航空運賃補助についてであ
りますけれども、コロナの影響で修学旅行が少なくな
り、その改善策に取り組んでいるのは高く評価いたし
ます。少しずつ戻ってきているような状況は分かりま
すが、完全復活にはまだ程遠いということで、バス、
ホテル、観光業に対してはある程度補助をしてきまし
た。しかし、民泊の関係者から言わせると、修学旅行
に特化した航空運賃の補助は絶対に必要になっている
んじゃないかと言っております。旅行社が間に入りま
すけれども、旅行社が努力できる範囲とは違うと言っ
ているんですよ。そういう面では沖縄のポテンシャル
が高いということは全国でも認められているけれど
も、学校側にすれば航空運賃が高いということで、他
府県のところに行ってしまうという実情があるらしい
です。その辺でそれに対しての考え方はありません
か。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄への修
学旅行は飛行機による移動が必要不可欠でありまし
て、修学旅行先の選定に当たっては、航空運賃は非常
に重要な要素であると認識しております。航空会社で
は、学校教育法に定める学校等に在籍する学生または
生徒・児童による団体旅行に適用される学校研修割引
運賃を設定し、負担軽減を図っております。県では、
多くの学校に修学旅行を実施していただくため、平和
学習や民泊体験など、沖縄でしか体験できない魅力の
発信等により需要を取り込むとともに、学校等への働
きかけの強化、新たな商品造成等により、沖縄修学旅
行を推進してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　間に入る旅行業者の努力もよく分か
りはします。しかし、航空運賃だけは手が出せないと
いうような実情もあるらしいですので、その辺は今後
修学旅行、やっぱり沖縄に戻すための努力というの
は、そういう割引等も考えないといけない状況になる
と思いますので、ぜひ努力していただきたいというこ
とを要望します。
　そして、４点目のドローンタクシーについてでござ

いますけど、2025年、大阪・関西万博で、その実現
がとの話が出てきました。その中である関係者から聞
きますと、安全対策上、海上を運転するのがベストと
のことでした。その意味では、沖縄は最適ではないか
と私は思っておりますし、提言した方々もそう言って
いました。それに対して県の考え方を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　いわゆる空飛ぶ車を使ったタクシーをドローンタク
シーということだと思いますけれども、有人で飛行す
る大型ドローン、いわゆる空飛ぶ車につきましては、
2025年日本国際博覧会での実用化に向けて、技術開
発等の取組が進められていることは承知をしていると
ころでございます。このような新技術の導入が、海に
囲まれた本県にとって、交通手段の拡大や新たな価値
の創造に寄与するものと考えておりまして、県として
は、安全性や技術開発など空飛ぶ車を取り巻く状況に
ついて注視してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ある程度聞いていますと、やっぱり
海上が一番安全だということで、陸上部よりは海上部
のほうで運営をしていくということは決まっているよ
うな状況でありますので、そうであれば我々は先進地
として導入すべきものじゃないかなと私は思います。
今後県の対応を注視していきたいと思っていますので
よろしくお願いします。
　次に、名護警察署の移転の問題ですけれども、この
名護署の移転計画があると聞いていますが、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　お答えいたします。
　名護警察署は、施設の老朽化が著しく、また、耐震
性が十分ではないということで名護市大北への移転を
計画しているものでございまして、令和５年度当初予
算においては、新庁舎基本設計及び建設用地造成設計
委託料として約2600万円を計上しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　移転することは分かりました。そう
であれば、同警察署、名護署と一緒に同時期に建築し
た、隣接する運転免許センターの北部支所があります
けれども、こちらも老朽化が激しいとの声がありま
す。同時期の建築なので、当然これも移転の対象にな
るべきだと私は思いますし、北部支所の移転、建て替
え等について検討していることはありますか。
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○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　お答えします。
　運転免許センター北部支所につきましては、平成
30年に外壁改修を行いまして、建物自体の耐震性は
確保しているということでございますけれども、そう
いった意味で施設長寿命化の観点からはある程度の使
用は可能であるというふうに考えております。しか
し、給排水をはじめとした設備面での老朽化が著しい
ほか、安全運転相談室や母子室などがないなど、県民
サービスを行う上では十分な施設とは言い難いことか
ら、移転についても検討を行っているところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この運転免許センターの中で、高齢
者が運転免許を更新する際の高齢者講習というのがあ
りますけれども、北部地域では民間の教習所以外で講
習が受けられるところがありません。その状況は把握
しておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　議員御指摘のとおりで
ございまして、高齢者講習というのは、コースにおけ
る実車指導を伴う講習でございまして、公安委員会か
ら委託を受けた自動車教習所、または運転免許セン
ターで受講するということになっております。北部地
域におきましては、議員御指摘のとおりコースが設置
されている２か所の自動車教習所で受講していただい
ていると。そういった状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この２か所だけしかないんですよ
ね。時期によって、高校生が卒業するときに免許を集
中して取るときには、なかなか満杯で取れないと。そ
うなると北部以外で受けないといけなくなるわけです
よね。北部地域の高齢者の負担軽減のためにも北部地
域に運転免許センターが必要だと私は考えますけれど
も、こういう面では関係部局との調整は行ったことが
ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　議員御指摘のとおり、
自動車教習所以外に高齢者講習が受けられる施設の必
要性につきましては、受講される方々の御負担を軽減
するという観点からも重要な課題であるというふうに
認識をしております。引き続き、関係機関と連携して
対応してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。

○平良　昭一君　先ほど大北地域に名護警察署が移転
するということでありますけれども、警察署、そして
運転免許センター、そして高齢者講習が受けられる施
設、併設することが一番ベストだと私は思うんです
よ。大北という地域に名護署が移るのであれば、その
地域に北部支所、あるいは講習が受けられる施設を造
ることは私は十分可能な地域だと思っていますけれど
も、その辺、当局側との調整をすべきだと思います
が、いかがでしょうかね。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（鎌谷陽之君）　繰り返しになってしま
いますけれども、議員御指摘のとおり、やはり受講さ
れる方々にとっての御負担というのをまず第一に考え
てまいりたいと考えておりますので、引き続き関係機
関とよく連携して対応してまいりたいと考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　総務部長、これどうですか。３つ一
緒になったほうがベストであることは確かで、今満杯
になったときは、遠いときは豊見城まで行かないとい
けない。そういう状況が高齢者に負担になっているわ
けですよね。いい時期にいい建物と新しい施設をセッ
トにしてやるべきだと思いますけれども、県警本部長
の答弁を聞いてどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　県民の利便性向上、県民
サービスの向上等については担当する、所管する部局
のほうでしっかり整理した上で、予算の計上に当たっ
ては総務部と協議をしていくということになろうかと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ぜひこれはいい機会ですので、大北
に名護署が移るのであれば、それを併設するようなも
のと、運転免許センター、更新するところもセットに
してやるべきだと私は思いますので、それにぜひ前向
きに取り組んでいただきたいと思っています。
　次に移ります。
　県道84号線の改修と渡久地橋の架け替えについて
でありますけれども、これは何度も何度も私は議会の
中でもやりました。地元からも要請書が何回も来てい
ると思います。これ一体何年かかるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　渡久地橋をはじめと
する名護本部線の工事の完成時期につきましては、や
はり予算の状況等もございますので確定的なことを申
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し上げることは非常に難しい状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　まずこの渡久地橋の架け替え、もう
地元では、設計ミスか工事ミス以外にこんなに遅れる
ことはないというのが飛び交っているわけですよ。実
際そういうことはあり得ませんよね。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　名護本部線につきま
しては、ハード交付金で実施をしているところでござ
います。議員御指摘のとおり、設計のミスということ
ではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　問題は、じゃ予算確保の問題だけで
すか。特にこの84号線はあまりにも時間がかかり過
ぎて、町の中心部を走る主要幹線。立ち退きしたのが
部分部分にあって、そこが真っ暗な状態。観光立町と
して本部町は挙げている中で、町の発展の阻害要因に
なっているんですよ。本当に今のままで予算確保がで
きないからということでほったらかされて、ずっと終
着が見えないような状況の中で地元に説明ができるん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　予算の状況もござい
ますが、やはり事業を実施する上で地元の皆さんの御
協力、例えば用地単価の件ですとか、そういった部分
もやはり事業の進捗に影響はございます。我々として
は、引き続き所要額の確保に努めていきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この渡久地橋の工事は、またもう一
つ問題点が浮上してまいりました。実は現在工事して
いる渡久地橋の川上にある第一渡久地橋というのが、
去年の暮れに老朽化で通行止めになりました。道路も
人も通れた状況でありますけれども、それが寸断され
たわけですよね。実はこれ本部高校の通学路、唯一の
通学路なんですよ。そこが止められて、今工事してい
る渡久地橋というのは片側に歩道はついておりますけ
れども、そこから本部高校側に渡る歩道橋もない、横
断歩道もない。ましてやガードレール、ガードパイプ
が引かれています。学校に行くなということになって
いますけれども、そういう状況がこの渡久地橋が遅れ
ている理由で老朽化したもう一つの橋が使えなくなっ
て、唯一の通学路が寸断されてしまった。
　教育長、これは大変な問題でありますよ。ただでさ
え学校が維持できるような状況を、みんなが頑張って
いる状況の中で、通学路がなくなるということ、それ

自体がこの道路の工事にも関わってきているわけで
す。地元でも、今工事している橋ができないことには
この次の工事はできないだろうと。であれば、子供た
ちの通学路はどう維持していくのか、確保していくの
かというのが議論になっていますけれども、せめて歩
道専用の仮設の橋でもできないかなという話がありま
すがどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘の本部町
道の第一渡久地橋が、令和５年２月３日から老朽化が
著しいため全面通行止めという交通規制が行われてい
るところです。このような状況変化に伴いまして、本
部町のほうでは令和６年度から国庫を用いて工事を着
手するという予定も聞いております。ただ、やはり当
面の応急的な対策としまして、本部高校の通学路と、
高校生の通学路ということもございますので、横断歩
道の設置要望等もやはり地元からございます。この辺
については町とも意見交換をしながら対策について検
討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　議員お話の件については、
本部高校と状況確認をいたしました。まず学校として
は、全生徒に対して登下校での交通安全について注意
喚起を行うとともに、横断歩道の設置について２月
22日付で道路を所管する警察署及び道路管理者へ依
頼を行ったということであります。何といっても生徒
の安全確保が重要であると考えておりますので、再度
教育委員会としましても詳細な状況を学校等に確認を
して、そして学校と連携して登下校の安全確保に努め
てまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　教育長の御意見もごもっともであり
ますけれども、土木建築部長、今の渡久地橋、工事し
ているのは、いびつな仮設の道路になっていて非常に
危険なんですよ。ましてや歩道は片側、当然横断歩道
もない。横断歩道があったとしても渡れないです。絶
対に、危険で。そういう中で子供たちの安全を配慮し
ながら道路を改修するということは、もう多分無理。
であればもう仮設の歩道を造る。歩道橋、歩道の橋を
造る以外にないと思う。本部町が今から国庫補助を申
請したって３年、４年後ですよ。そういう子供たちに
対する配慮があるのであればそこを早急に私は考える
べきだと思いますけれども、地元と意見交換しながら
そういう考え方の中で対応して協議できるような状況
がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
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○土木建築部長（島袋善明君）　応急的な対応とし
て、どういった対応が一番ベストなのかにつきまして
は、本部町あるいは警察関係も含めまして意見交換を
していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　知事、または副知事にもお願いした
いんですけれども、この道路、相当、十何年もかかっ
ているんですよ。町の真ん中を走っている県道84号
線が分断されて、ところどころ家が立ち退きされて、
残っている方々もいる。夜になったら真っ暗になって
街灯もない。町の発展の阻害要因になっていますの
で、予算が確保できない、いつ完成するか分からない
という不安を抱えながら地元の方々は生活しないとい
けないわけですので、早急にその対策をしていただき
たいと思いますけれども、いかがですか。予算確保の
問題です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　84号線改修と渡久地橋架
け替えの状況について、今議員から御指摘がございま
した。土木建築部としましても、予算の関係上からそ
れぞれの工事の優先度、最も優先度が高いところから
傾斜配分をしていると思いますが、やはり町民の皆さ
んの生活と、その子供たちの通学路でもあるという点
に鑑み、その優先順位についても検討できるのではな
いかという点について検証してみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　次に、伊平屋空港の件ですけれど
も、昨日の答弁の中で20年で７億円近い予算をつぎ
込んできたということがありました。現在、運航予定
航空会社との意見交換を行っているとの答弁でありま
したが、進捗状況は昨日お話ししたとおりだと思いま
すのでいいんです。実は2021年の12月に伊平屋村か
らの要望で、県職員の派遣を要望したことがありまし
たが、その点はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、令和３年12月20日に伊平屋
空港の早期事業化についての要請の中で、伊平屋村に
県職員を派遣することという要請が出ていることにつ
いては承知をしてございます。現在のところ、伊平屋
村に県職員を派遣して対応することよりも、新たな社
会情勢の変化等も踏まえ、課題である費用対効果の課
題解決に向けた検討に注力して対応することが必要だ
と考えております。あわせて、調査業務を本年２月に
公告したところでもございます。引き続き、地方自治
体と連携して課題解決に向けて取り組んでいきたいと

考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　費用対効果の問題は昨日も言ってい
ましたけれども、であれば今参入航空会社との調整を
していると言っていますが、実際この航空会社という
のはあるんですか、参入しようとしているのは。調整
している会社があるのかということです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　企業情報ですので具
体的な会社名は答えられませんが、調整しているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　やっぱり業者側というのも金もうけ
ができなければ、費用対効果の問題は当然そうなるわ
けですから、考えると思います。
　それで昨日も出ましたけれども、私が聞いた話によ
りますと、この航空会社というのは伊江島空港も視野
に入れた運営を希望しているというふうに聞いていま
す。その中で関連しますので聞きますけれども、以前
特別委員会の中で、伊江島空港の中で米軍空域がネッ
クで参入会社がいないという答弁がありました。しか
し、先般、公共交通ネットワーク特別委員会で伊江村
に視察した中で、伊江村側は米軍はそこは柔軟に対応
するという発言があったんですよ。県と伊江村が食い
違っているわけ。これは業者側からすると、米軍が柔
軟に対応するのであれば参入する気持ちは当然出てく
るわけです。伊江島空港と伊平屋空港があれば十分対
応できるという可能性のある、会社が言っているわけ
ですから、その辺県はどう考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　現在、伊江村において
伊江島空港の利活用に関する調査事業を実施している
ところでありまして、その結果に基づき米軍に対する
要望事項も検討されるというふうに考えております。
　県としては、まずは伊江村の検討状況等を踏まえ、
具体的な伊江島補助飛行場空域の使用制限の緩和につ
いて連携して取り組んでいきたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　だからこの使用制限の緩和につい
て、皆さんと伊江村側は食い違っているんだよ。会社
側からすると、どこの意見を聞いていいか分からん
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よ。では今この参入しようとしている会社はその事実
を知っていますか。伊江村のこの考え方が当たってい
るのであれば、私はすぐ入ってくると思いますよ。こ
の会社はその事実を知っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど伊江村における
検討状況というお話をさせていただきましたけれど
も、具体案がないとなかなか検討ができないというこ
とについては、我々沖縄防衛局とか米軍からも聞いて
おりまして、その辺のところをまたいま一度確認して
まいりたいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　過去には三者協議会を立ち上げなさ
いという伊江村からの要望もあったわけですから、こ
の意見交換の場が足りないんじゃないですか。我々特
別委員会で行ったときに、明確に伊江村側はそう言っ
たんですよ。これ会社側が聞いたら会社側は喜びます
よ。そういう面では、今後そういう意見交換の場を大
事にしながらやっていただきたいと思います。
　ちょっと話は戻りますけれども、そういうことが
あったとしても伊平屋空港は99.9％用地の確保はで
きているわけですから、そろそろ航空会社がお越しに
なってやっていただくためには、知事、副知事、トッ
プセールスの必要性が出てくる時期に来ているんじゃ
ないかなと私は思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御提案の様々な状況を
もう一度きちんと整理をした上で、それぞれが歩み寄
れるような、そういう環境をぜひつくっていきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　分かりました。
　次に、沖縄経済同友会が幸福度に関する提言を行い
ましたけれども、プロジェクトチームをつくり、非常
に貴重な経済界からの専門的な提言だというふうに私
は思っております。どのような内容であったんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　去る12月19日に、沖縄経済同友会から照屋副知事
に対して、沖縄県民総幸福度指標構築に関する調査報
告書の手交がなされました。この報告書では、これま
でのＧＤＰなど経済的指標などの客観的指標だけでは
なく、人々の幸福感を表す主観的幸福度指標を取り入
れ、政策に反映する仕組みの構築を図ることを主眼と
しています。私も取り寄せまして、その内容を拝見さ

せていただきました。その概要をちょっと御紹介して
おきたいと思います。
　沖縄県民総幸福度指標構築に関する調査報告書、サ
ブタイトルが「安全・安心で幸福が実感できる島」実
現のための提案となっております。その概要は、今申
し上げましたとおりこれまでの県内総生産、ＧＤＰな
どの経済成長だけでは必ずしも県民の幸福の向上につ
ながっていないという実感があり、経済指標のみを目
的とした政策には限界がある。世界的に幸福度に対す
る関心が高まっており、個人の幸福感を数値で表すた
めの指標化の研究が活発化しており、国内においても
政府や一部の自治体で取組が進められている。幸福度
の指標とは、政策分野ごとに県民満足度などの主観的
質問をすることとおおむね言い換えることができ、県
民に対してその設問を定期的にアンケート調査する
ことで把握が可能である。現行の新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画には主要指標が掲げられているが、こ
れは客観的指標のみであり、主観的指標はなく、その
達成に対する県民の幸福の実感を測定することはでき
ない。このため、沖縄県民の幸福実感を踏まえた政策
の反映に向け、県、民間、有識者から構成されたプロ
ジェクトチームを結成し、沖縄県民総幸福度指標の構
築を図り、基本計画の主要指標、客観的指標と主観的
指標をひもづけた上でＰＤＣＡを実施するなど、施策
の改善につなげるという、こういう提言であります。
　沖縄県としては、提言をいただいた沖縄経済同友会
と意見交換を行いつつ、先行研究や先進地域の調査を
行うなど、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の各施
策などと整合して取り組むことが可能かどうかという
ことについて、ぜひ検討していきたいというように考
えます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
の中に、経済指標のみを目的とした施策には限界があ
るということの提言で、これは非常にやっぱり経済界
からのいい指摘だなというふうに思っているんです
よ。そういう面では、今後この提言を受けて、新たに
また県民のための幸せ度のアップの実現のために努力
していただきたいと思います。非常にこの沖縄経済同
友会のこういう提言には感謝をしたいなと思っていま
す。
　次に移らせていただきますけれども、我が会派の代
表質問との関連です。
　次呂久成崇議員からの代表質問の中で、農林水産物
条件不利性解消事業の件でありますけれども、12月
23日に調整会議を開いて運用の見直しを進めている
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状況だと言うが、今回の改定で航空輸送していた花卉
類が、１キロ当たり80円だったものが33円に減額。
現在、経過措置を踏まえた中で調整中とのことであり
ますけれども、変更後明らかに農家の損失が増えた
と、直接農家の皆さんからの意見がありました。実際
はどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　不利性解消事業にお
ける生産者の不安解消と予算措置等についてお答えし
たいと思います。
　新たな不利性解消事業においては、事業の目的や仕
組みについて生産者など関係者の理解と協力を得るこ
と、北部・離島市町村と十分連携することなどが課題
として挙げられております。これまで、生産者や生産
者団体、市町村への個別支援や意見交換会の機会を通
じまして、進捗状況に関する共有を図りまして、より
よい事業となるよう課題の把握に努め、提出書類の簡
素化などの運用の見直し等も進めているところであり
ます。予算と事業執行につきましては、国との協議を
踏まえまして、集配送料を除いた県外出荷に関する鹿
児島県との輸送費の差額に対する補助に見直すととも
に、近年の出荷状況等も十分に反映した予算措置と
なっております。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者の理解と協力が得られるように、丁寧に対応
してまいりたいというふうに考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　皆さんの国との対応はそれはいいで
すけれども、今の農家の不安というのはどう解消して
いくのか、それじゃ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　生産者の理解度とい
うことでお答えしたいんですが、新たな不利性解消事
業に関する出荷団体や市町村など、関係者への説明会
等はこれまでに延べ13回実施しております。別途、
生産者団体など関係者に対して個別の意見交換や説明
会なども行っております。さらに地域の生産者と接す

る機会の多い農林水産普及員や市町村担当者にも十分
周知を行い、生産者の不安や疑問の解消に努めており
ます。
　県としましては、引き続き生産者など関係者の理解
と協力が得られるように、丁寧に対応してまいりたい
というふうに考えます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これは一括交付金が前年比で６億減
になったということで、しかし、せっかく喜ばれる制
度を構築したわけですよ。その中で不安を解消するよ
うな状況というのは、どう打開していくかというのは
大変重要だと思うし、私たちが掲げるのは、ほかの財
源をどうにか確保してその状況を維持していくような
ことも一つの考え方かなと思いますけれども、その辺
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　現在、進めています
新たな不利性解消事業の見直し等についてお答えいた
したいと思います。
　県としましては、事業の進捗状況、出荷団体や物流
事業者など関係者との意見交換により、現状の把握に
努め、国に対しては現状をよく説明して適切な対応が
図られるよう理解を求めてまいりたいというように考
えております。
　なお、国との調整では事業施行後３年を目途に見直
すというふうになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　じゃ今後３年をめどと言いますか
ら、今後この事業の改定はあり得ると私は思っており
ますので、努力していただきたいと思います。
　次に、コロナ禍の中で希薄になったウチナーネット
ワークの人的、文化交流発信、交流活動の再構築です
けれども、知事の提案、所信表明の中で、ウチナーン
チュセンターの設置について検討を進めると言ってい
ますが、いま一度その詳細についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、人
的ネットワークの継承、情報発信と集約、交流促進、
相談窓口、歴史継承の５つの機能を総合的に担うウチ
ナーネットワークコンシェルジュを、ＪＩＣＡ沖縄と
連携して令和３年４月に設置し運営しているところで
ございます。世界のウチナーンチュの交流拠点につい
ては、設置を要請している世界ウチナーンチュセン
ター設置支援委員会などの関係者と意見交換を行い、
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必要な機能を精査した上で、ＪＩＣＡ沖縄と連携し既
存施設の活用を含め、現在のウチナーネットコンシェ
ルジュの機能を拡充しつつ、その設置に向けて取り組
んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　以前からウチナーンチュセンター、
ウチナーンチュ会館は必要だということをずっと言い
続けてきたんですけれども、私は一歩前進していると
思っていますが、そう解釈していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　関係者から
ウチナーンチュセンター、交流拠点として求められて
いる機能として、移民資料の展示、ルーツ検索、交流
スペース、研修室、カフェ、宿泊施設、物産施設、そ
れから語学研修会の場などがございます。これらのう
ち移民資料の展示、ルーツ検索については、県立図書
館で移民資料コーナー、それから沖縄県系移民一世
ルーツ調査・相談サービスなどが実施されておりまし
て、また、県立博物館・美術館では移民資料の常設展
示も行われておりますし、ウチナーネットワークコン
シェルジュでも歴史継承の相談を行っているところで
す。また、交流スペース、研修室、宿泊施設等につい
ては、民間施設サービス等の活用等も想定されます。
こういった状況を関係者のほうと意見交換しながら、
今ある施設とさらにどういった機能が求められるのか
と、そういった部分を意見交換をしながら検討を進め
てまいりたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　検討するということは一歩前進だと
思いますので、今後また議論していきましょう。
　次に、外来種対策。
　このツルヒヨドリの対策はどうなっているのか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ツルヒヨドリの防除について、県内市町村では、名
護市、国頭村及び石垣市のほか、東村等で対策を実施
しております。東村、宜野湾市、那覇市及び久米島町
においては、外来生物法に基づき防除手法等に係る環
境省の確認を受けてツルヒヨドリの防除を実施してお
り、また、金武町においては温水高圧洗浄機を活用し
た防除手法の検討・実証試験を行っております。一
方、県では、生態系等への影響が大きいツルヒヨドリ
等の特定外来生物について、沖縄県対策外来種リスト
で重点対策種に位置づけ、重要区域であるヤンバル地
域及び西表島からの排除を目標に、環境省や市町村と
連携して重点的に防除に取り組んでいるところでござ

います。
　県といたしましては、ツルヒヨドリ等の特定外来生
物の防除について、今後、市町村等とのさらなる連携
強化を図るための連絡調整会議を開催するなど、引き
続き対策を推進していきたいというふうに考えていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これは県内全域で発生しているんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　主に沖縄島と石垣島、西
表島、与那国島ということで、現時点においては宮古
島では確認をされていないというふうに認識しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　名護市は独自に先行してやってきて
いるのがある。環境省もそれなりに対応している。今
後、沖縄全域の中で対応しないといけないと思います
ので、そういう面では県が主導して市町村の対応をす
べきだと思いますけど、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（金城　賢君）　今議員御指摘のとおり、
ツルヒヨドリ等の外来種については、沖縄島、石垣
島、西表島等で定着が確認されている状況でございま
すけれども、これらの外来種、特にツルヒヨドリにつ
きましては、繁殖力が非常に強いということで、他の
植物が生育できないほど繁茂をするということで、生
態系への影響は大きいというふうに認識をしておりま
す。国の特定外来生物被害防止基本方針におきまし
て、県の役割として区域内における市町村との役割分
担の調整や連携役等の取組など、積極的にこの役割を
果たすことが期待されるというふうにされております
ので、こうしたことも踏まえて市町村とも連携して
しっかりと対応してまいりたいというふうに思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　時間がありませんけれども、すみま
せん。この沖縄特区・地域税制等活用促進事業、これ
はいろいろ中身を聞きたかったんですけれども、しか
し、これは小禄の産業支援センターの中で、沖縄特
区・地域税制活用ワンストップセンターが窓口になっ
ていますけれども、この間勉強しに行ったんですよ。
非常に沖縄に特化したいい制度がたくさんありまし
た。これをなぜ沖縄県民はもっと知らないのかなとい
うことを非常に実感したんですよ。そういう面では、
この地域制度や離島の旅館業に関わる特例措置など、
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かなりいろんな分野があります。ここをもうちょっと
県民に知らしめる必要があるだろうなと直接私は感じ
たものですから、その辺、ちょっと中身を触れなが
ら、どうアピールしていくかということを最後にお聞
かせ願います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県では、特区・地域税制の活用促進を図るため
に、関係機関と連携いたしましてセミナーの開催、パ
ンフレットの配布、新聞広告等周知活動を行っている
ところでございます。例えば昨年の10月には産業振
興公社との共催によるオンラインセミナーの開催、こ
こでは県外企業を含む153名の方々に参加していただ
いたということでございます。そのほかに周知活動と
いたしまして、昨年の10月には税制活用に向けた新
聞広告、今年の２月にはパンフレットを5000部作成
しております。さらに、産業振興公社からの個別企業
へのメールの周知等々を実施しております。まだ周知
については十分じゃないと思いますので、しっかりと
その辺についても対応してまいりたいというふうに
思っております。
○平良　昭一君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時21分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ハイサイ　グスーヨー。
　日本共産党県議団の渡久地修です。
　一般質問を行います。
　まず、戦争の準備ではなく平和の準備をについて。
　(1)、沖縄が再び戦場にされようとしていることに
ついて。
　今の政府の動きは戦争への道を突き進んでいるので
はないか。
　安保３文書の本質は、日本が攻撃されていないにも
かかわらず、アメリカの戦争に安保法制（戦争法）を
発動させ、米軍と自衛隊が融合し、参戦することを実

行に移す体制をつくることにあるのではないか。
　沖縄へのミサイルの配備は、逆に標的になり、攻撃
されることになるのではないか。
　自衛隊那覇基地、石垣駐屯地の地下司令部、作戦部
の建設は、沖縄が戦場になることを想定しているとし
か思えないのではないか。
　(2)、沖縄が捨て石にされた歴史について。
　78年前の沖縄戦は、本土防衛の捨て石作戦として
決行され、その結果、沖縄が戦場になり、凄惨な被害
を受けたのではないか。
　今の沖縄での基地強化とミサイル配備計画など、か
つて沖縄戦へと突き進んだ歴史が再び繰り返されよう
としているのではないか。
　沖縄戦で捨て石にされ、サンフランシスコ条約で切
り捨てられ、復帰時には基地のない平和な島をとの願
いは、弊履のように踏みにじられた。今回もまた捨て
石にされようとしているのではないか、見解を伺いま
す。
　(3)、沖縄を再び戦場にさせないために。
　沖縄県から平和を発信する、沖縄をアジアの平和の
拠点にするための県としての取組がますます重要に
なっています。見解を伺います。
　ＡＳＥＡＮ関連会議の沖縄への誘致などについて検
討すると答弁していましたが、取組状況を伺います。
　沖縄を戦場にさせない、平和の拠点とするためには
全県民の一丸となった取組が必要だと思うが、県の不
退転の決意を伺います。
　(4)、32軍壕の保存公開について。
　第５坑口の土地取得後速やかに公開すべきと提起し
続けてきましたが、取組状況を伺います。
　第１坑口の発掘状況と全体の公開計画を伺います。
　32軍壕の説明板と壕の模型を第３坑口近くの綾門
大道か、首里杜館に設置できないか伺います。
　次に、ウチナーグチ・しまくとぅばについて。
　沖縄戦の最中に、方言を使ったことがスパイ扱いさ
れ、殺された県民もいたという歴史について見解を伺
います。過去の標準語励行運動、方言撲滅運動につい
て県の見解を伺います。
　県の認識と位置づけ、普及の意義、方針等について
伺います。
　日常的に使えるようにするために、どのように取り
組もうとしているのか。
　普及の現状はどうなっているのか。県の公共施設や
モノレールでの案内放送など、県が率先して行うこと
が必要ではないか。
　次に、伝統工芸産業を守り存続させるために。
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　沖縄の伝統工芸及び伝統工芸産業を守り、技術を継
承していく県の責務について伺います。
　琉球漆器産業は極めて厳しい状況にあります。今、
対策を取らないと手遅れにならないかと危惧していま
す。現状と具体的な支援策を伺います。
　学校給食食器への琉球漆器の活用は、漆器産業の存
続と教育的効果などで成果があったと思うが見解を伺
います。琉球漆器産業と沖縄の林業の振興、沖縄の伝
統文化の継承、食教育の充実のためにも、学校給食へ
の琉球漆器導入事業の存続と拡充が急がれていますが
見解を伺います。
　首里城正殿の龍頭棟飾について、県民の力で復元す
ること、伝統工芸産業育成、県内技術者の育成という
方針から照らしても、壺屋陶器事業協同組合を中心に
行うべきではありませんか。
　次に、御茶屋御殿の復元について。
　調査費がつきましたが復元に向けた進捗状況につい
て伺います。
　戦争で焼失した御茶屋御殿は、戦争を起こした国の
責任で復元すべきです。見解を伺います。
　次に、石垣市の大規模ゴルフリゾート開発計画につ
いて。
　(1)、環境アセスで県が事業者に付した意見の数と
内容、また、この意見に対しての事業者の未対応等の
数と内容について伺います。
　優良農地が失われ、周辺農業への影響、また、八重
山の畜産業での牧草の自給にも大きな影響を与えるの
ではないか。農地転用は許可すべきではないと思いま
すが見解を伺います。
　我が党の代表質問との関連について。
　玉城ノブ子議員の教育問題に関連して、教員の負担
軽減と授業に専念できるように、教員業務支援員を全
ての学校に新学期の４月から緊急にでも配置すべきで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の御質問にお
答えいたします。
　戦争の準備ではなく平和の準備をすることについて
の御質問の中の(3)のア、沖縄県から平和を発信する
取組などについてお答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において、沖縄
県は、沖縄戦の記憶を風化させることなく、沖縄の歴
史と風土の中で培われてきた平和を希求する「沖縄の
こころ」を広く国内外へ発信し、アジア太平洋地域に
おける独自の地域協力外交や平和発信拠点としての役
割を担うこととしております。私は、アジア太平洋地

域の安全保障環境がより一層厳しさを増す中で、同地
域の緊張緩和と信頼醸成を図るためには、関係国等に
よる平和的な外交・対話が極めて重要であると考えて
おります。このことから、これまでの歴史や地理的特
性を生かすことによって、軍事面での安全保障ではな
く、経済、文化、学術など幅広い分野において沖縄県
がアジア太平洋地域との交流を推進し、我が国と各国
及び地域との信頼関係の構築に積極的に寄与してまい
りたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、戦争の準備ではな
く平和の準備に取り組むことについての(1)のア及び
(1)のイ、政府の動き及び安保関連３文書について。
１の(1)のアと１の(1)のイは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書においては、平和国家とし
て、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事
大国とはならないとの基本方針は今後も変わらない旨
が記述されていますが、反撃能力の保有をめぐって
は、従来の政府答弁で示された専守防衛の考え方とは
相入れないとの指摘もなされております。また、政府
は、日米安保条約に基づく日米安保体制について、
「わが国自身の防衛体制とあいまって我が国の安全保
障の基軸である」、「米国との一層の関係強化は、わ
が国の安全保障にとってこれまで以上に重要となって
いる」とし、日米同盟の一層の強化を図る必要がある
としております。
　県としては、軍事力の増強による抑止力の強化がか
えって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを
懸念しており、ましてや米軍基地が集中しているがゆ
えに沖縄が攻撃目標になることは、決してあってはな
らないと考えております。
　同じく１の(1)のウ及び(1)のエ、沖縄へのミサイル
配備及び自衛隊施設の地下化についてお答えいたしま
す。１の(1)のウと１の(1)のエは関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　防衛力整備計画においては、「１２式地対艦誘導弾
能力向上型、島嶼防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導
弾の開発・試作を実施・継続する」と記されておりま
す。また、防衛省の令和５年度予算案においては、那
覇駐屯地における施設の抗堪性を向上させるために司
令部庁舎を一部地下化するための経費が計上されてお
ります。さらに、石垣島駐屯地（仮称）において、通
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信機器室や事務室を地下に造るとの報道については承
知しております。
　いずれにしましても、県としては、二度と沖縄を戦
場にしてはならないと考えており、引き続き、政府に
対して、平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸
成に取り組むよう強く求めてまいりたいと考えており
ます。
　同じく１の(2)のイ及び１の(2)のウ、基地機能強化
と沖縄戦及びサンフランシスコ講和条約についてお答
えいたします。１の(2)のイと１の(2)のウは関連しま
すので、一括してお答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書では、南西地域を第一線と
して位置づけた上で、沖縄における防衛力強化に関連
する記述が多数見られます。一方、沖縄県史による
と、沖縄戦は、本土決戦までの時間稼ぎ等のための捨
て石作戦だったとされております。また、サンフラン
シスコ講和条約により、日本は国際社会に復帰しまし
たが、沖縄は引き続き米国の施政権下に置かれまし
た。このように、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦によ
り多くの貴い人命を失った沖縄戦の経験や軍事優先の
中で基本的な権利すら侵害された戦後の歴史に照ら
し、県としては、二度と沖縄を戦場にしてはならない
と考えております。
　同じく１の(3)のイ、ＡＳＥＡＮ関連会議の誘致に
ついてお答えいたします。
　県では、今年度から実施しているアジア太平洋地域
平和連携推進事業において、東南アジア諸国を含む各
地との連携の在り方を検討しております。その中で昨
年８月に訪問した国際機関日本アセアンセンターから
は、ＡＳＥＡＮは地方との連携を強めたいと考えてい
ること、2023年は日本ＡＳＥＡＮ友好協力50周年の
節目であり様々な企画が動いていること等を伺いまし
た。また、去る12月に県が主催したシンポジウムに
おいては、登壇者からＡＳＥＡＮとの連携の重要性が
指摘されております。
　県としては、このような取組を通じて、連携に向け
た県内の機運醸成を図り、ＡＳＥＡＮ関連の会議の誘
致も含め、引き続き取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
　同じく１の(3)のウ、沖縄を戦場にさせない取組み
についてお答えいたします。
　知事は、今議会の知事提案説明要旨において、平和
を希求する先人たちの思いを引き継ぎ、よりよい沖縄
の未来を創造するため、新たな建議書に込めた全ての
願いをかなえられるよう県民の皆様と共に、ひたむき
に取り組む旨を述べております。

　県としては、二度と沖縄を戦場にすることがないよ
う、政府に対し平和的な外交・対話による緊張緩和と
信頼醸成の取組を求めてまいります。また、本県が有
するソフトパワーと、多分野にわたる国際交流を通じ
て築いてきたネットワークを最大限に活用し、アジア
太平洋地域の平和構築に貢献する独自の地域外交を展
開してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、戦争の
準備ではなく平和の準備をすることについての御質問
の中の(2)のア、沖縄戦についてお答えいたします。
　沖縄戦は、米軍が日本本土への上陸作戦上、絶好の
位置にあると考えたことなどから沖縄が戦争の場とな
り、史上まれにみる激烈な戦火により多くのかけがえ
のない命を奪い去り、貴重な文化遺産を破壊しまし
た。沖縄県史では、日本軍の戦時中の資料や沖縄戦研
究等から、南部撤退などの日本軍の作戦は、本土決戦
を遅らせるためのものであったとされております。
　同じく(4)のイ、第５坑口公開の取組状況について
お答えいたします。
　第５坑口は、第32軍司令部壕の現存する唯一の坑
口であることから、その保存・公開は重要であると考
えております。県は、今年度、第５坑口周辺土地を取
得しており、年度末までに県が管理する上で必要とな
る安全対策を講じることとしています。第５坑口につ
いては、保存・公開に向けて引き続き取り組んでまい
ります。
　同じく(4)のウ、第１坑口の発掘状況と全体計画に
ついてお答えいたします。
　県において現在実施中のボーリング調査の中で、１
か所の地点において第１坑道の床面を確認することが
できております。ボーリング調査は第１坑道の別の地
点でも実施しており、その箇所においても床面等を確
認することができれば、これに接続する第１坑口のお
およその位置を推定することができるものと考えてお
ります。また、第32軍司令部壕の保存・公開に向け
た県の基本方針、基本計画については、本年度末の有
識者委員会からの知事への提言を踏まえて、策定する
こととしております。
　同じく(4)のエ、説明板と模型の設置についてお答
えいたします。
　第32軍司令部壕については、本年度末の有識者委
員会からの知事への提言を踏まえて、県の基本方針、
基本計画等を策定することとしており、その中で資料
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等の展示やデジタル技術を活用した壕の公開について
も検討することとしております。
　県としましては、今後も壕の保存・公開や平和発
信・継承に向けた取組を進めてまいります。
　次に２、ウチナーグチ・しまくとぅばについての中
の(1)、沖縄戦についてお答えいたします。
　沖縄県史沖縄戦によると、本土出身の兵士が理解で
きない沖縄語を使用した住民をスパイ視して殺害した
ケースがあるとの記述があることを承知しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、ウチ
ナーグチ・しまくとぅばについての(2)、標準語励行
運動等に対する県の見解についてお答えします。
　昭和11年以降に、標準語励行運動等が展開された
ことについては承知しております。標準語励行運動等
については、当時の様々な社会的背景がある中、その
是非について一概に評価することは困難であると考え
ております。一方で、しまくとぅばの世代間継承を困
難にした要因の一つであると認識しております。
　同じく２の(3)、しまくとぅばの普及等について。
　県内各地で受け継がれてきたしまくとぅばは、沖縄
文化の基層となるものであり、県民のアイデンティ
ティーのよりどころであります。しまくとぅばが消滅
すると、県民の郷土愛も失われ、結果的に沖縄文化の
衰退へとつながるものと危惧されます。このため、県
では、平成25年度にしまくとぅば普及推進計画を策
定し、普及運動を実施してきたところです。次年度か
らは、しまくとぅば普及推進室を設置し、さらに体制
を強化して、しまくとぅばの保存・普及・継承に取り
組んでまいります。
　同じく２の(4)、日常的な使用に向けた取組につい
てお答えします。
　しまくとぅばが日常のあらゆる場面で使用され、将
来にわたって継承されていくためには、日常生活の中
で触れる機会を増やすことが重要であります。このた
め、県では、学校、職場、テレビやラジオなど、日常
のあらゆる場面でしまくとぅばの使用に向けた取組を
推進することとしております。具体的には、しまく
とぅば県民大会等のイベントの実施、普及団体及び民
間企業等における自主的な活動への支援、小中学校へ
の話者の派遣や親子教室など、市町村や教育機関にお
ける普及推進活動の促進に取り組んでまいります。
　同じく２の(5)、普及の現状及び県施設等での使用

についてお答えします。
　昨年度の県民意識調査では、多くの県民が親しみを
感じるなど、一定の成果が現れている一方、しまく
とぅばを挨拶程度以上使う人の割合が減少するなどの
課題があります。次期計画では、県庁関係機関で構成
する連絡会議を設置し、モノレールなどの公共交通機
関や県有施設等におけるしまくとぅばの使用を推進し
てまいります。県が率先して使用することで、日常生
活をはじめ、あらゆる場面でしまくとぅばを使用しや
すい環境づくりに取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　３、伝統工芸産業を
守り存続させることについての(1)、伝統工芸産業の
技術継承等における県の責務についてお答えします。
　伝統工芸の産業振興につきましては、伝統的技術・
技法の継承・発展と、産業としての自立的発展を目指
して、各種施策を実施しております。また、伝統工芸
産業の振興に向けては、産地組合と連携して人材育成
等に努めるとともに、工芸事業者等の主体的取組に対
して支援を行っていくことが求められていると考えて
おります。伝統工芸産業を守り、技術等を継承してい
くため、工芸事業者等の主体的取組を把握し、課題を
共有し、持続的発展につながるよう工芸産業の施策に
取り組んでいくことが、県の責務であると考えており
ます。
　同じく３の(2)、琉球漆器産業の現状と支援策につ
いてお答えします。
　琉球漆器産業につきましては、昭和57年度の７億
3500万円の生産額が、令和２年度には2278万円に減
少するとともに、事業所数も21事業所から９事業所
に減少するなど、厳しい状況にあると認識しておりま
す。県では、工芸事業者の経営基盤強化、生産額増大
に向けた取組を支援しているところであり、琉球漆器
関連につきましては、デザイン性の高いアクセサリー
などの開発、キッチンカウンターや床材などのインテ
リアへの用途展開など、伝統的技術・技法を活用した
上で市場ニーズに合わせた商品開発等を行う取組を支
援しているところです。
　同じく３の(3)、琉球漆器普及促進事業の成果と事
業の存続についてお答えします。
　県では、同事業で製作した給食用漆器を、琉球漆器
の歴史などの学習と合わせ、小中学校の学校給食にお
いて利用するなど、琉球漆器の普及拡大に取り組んで
まいりました。同事業は、将来のユーザーを見据えた
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取組により、普及の効果が期待されることから、漆器
産業の振興において、一定の成果を上げていると考え
ます。一方で、給食用漆器のさらなる導入につきまし
ては、保管場所の確保及び利活用の促進、また費用が
高額になるなどの課題もあります。そのため、同事業
の継続等につきましては、各種課題の解決に向け、関
係部局及び関係団体と調整、検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、伝統工芸産業を守り存
続させることについての中の(3)、学校給食への琉球
漆器の活用による教育効果についてお答えいたしま
す。
　琉球漆器を学校給食に活用することは、児童生徒の
郷土の伝統工芸に対する興味・関心を高め、沖縄の文
化及び琉球料理の歴史を知る機会ともなり、食育の観
点からも大変意義深いものであると考えております。
引き続き、関係部局等と連携を図り、市町村に対して
琉球漆器の活用を周知してまいります。
　続きまして６、我が党の代表質問との関連について
の中の(3)、教員業務支援員の配置についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、教員業務支援員を配置する市町
村に対し、経費の一部を補助しており、令和５年度
は、13市町村136校に配置される見込みとなってお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き、補助制度の
一層の拡充について、全国都道府県教育長協議会等を
通して国に要望してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　３、伝統工芸産業を
守り存続させることについて(4)、首里城龍頭棟飾の
制作における壺屋陶器事業協同組合の関わりについて
お答えいたします。
　令和２年７月に県で策定した沖縄県首里城復興基金
の活用に関する方針では、沖縄県内に蓄積、継承され
ている伝統技術を積極的に活用することとなっており
ます。龍頭棟飾等の制作に当たっては、県内の若手人
材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む
県内技術者の活用に向けて検討しているところであり
ます。具体的な制作体制については、壺屋陶器事業協
同組合等県内技術者と緊密に連携を図りながら、今
後、有識者で構成される首里城復興基金事業監修会議

に諮り決定していきたいと考えております。
　次に４、御茶屋御殿の復元について(1)、復元に向
けた進捗状況についてお答えいたします。
　県では御茶屋御殿の事業化可能性について、令和４
年11月に調査業務の契約をしたところであります。
現在、既存資料の収集整理や事業手法の検討を行って
いるところであり、引き続き、事業予定地の調査、関
係機関及び関係者へのヒアリング等を実施してまいり
ます。
　同じく４の(2)、復元の整備主体についてお答えい
たします。
　さきの大戦で失われた御茶屋御殿の復元等について
は、那覇市、県、国で構成する御茶屋御殿ワーキング
グループで、整備主体を含め、検討が必要であると考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　５、石垣市の大規模ゴル
フリゾート開発計画についての(1)、環境影響評価書
の知事意見についてお答えいたします。
　石垣リゾート計画に係る環境影響評価書について
は、沖縄県環境影響評価条例に基づき、令和３年６月
14日付で水環境や陸域・海域生物など17項目70件の
意見を述べております。これらの意見については事業
者より見解が示されておりますが、検討が十分でない
と思われるもののうち、主なものとしては、地下水の
塩水化に係る予測・評価がされていないこと、カンム
リワシの繁殖期における工事の影響が懸念されるこ
と、赤土や水の汚れによる名蔵アンパルや名蔵湾の動
植物・生態系について事後調査の対象となっていない
こと等が挙げられます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　５、石垣市の大規模
ゴルフリゾート開発計画についての(2)、農地転用許
可についてお答えいたします。
　石垣リゾート計画に係る農地転用手続につきまして
は、個別案件であり、回答は差し控えさせていただき
ますが、一般的に、農地転用審査に当たっては、周辺
農地の営農条件に支障を来さないか、農地法以外の関
係法令への対応状況など、農地法及び農地法関係通知
等により定められている各基準に照らし、適切に審査
することになります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　どうもありがとうございます。
　再質問を行います。
　まず土建部長、龍頭棟飾について、私はこれまでも
壺屋を中心にと質問してきましたし、今回もやりまし
た。改めてぜひ壺屋陶器組合を中心に、そういう方向
でしっかりと意見交換をして進めてほしいと思います
が、再度お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、龍頭棟飾等の制作に当たり
ましては、壺屋陶器事業協同組合等県内技術者としっ
かり意見交換を行い連携を図っていきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、部長、御茶屋御殿。先日、現
場を私見てきましたけれども、石垣です。きれいに
残っているんです。ところが石垣の上に大木が生えて
いるものですから、今のままでは石垣が崩落しかねな
い。ですからこれを伐採してほしいという要望が期成
会からもありますので、ぜひ伐採を検討していただき
たいと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘の樹木の
場所なんですが、これは民間の敷地内にあるというこ
とで、一義的には所有者による検討・対応が必要であ
るかというふうに考えてございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これは、県が調査をするわけだか
ら、保存のためにも、今のこういうようなことを言っ
たら、崩れてしまってから保存しますといっても駄目
なんです。だから、しっかりそれを含めて県の担当者
にも見てもらいました。しっかり調整してやっていた
だきたいと思います。再度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まずは現地を確認さ
せていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これはそんなに難しいことではない
ですので、歴史を保存するというのはとても大事です
から、しゃくし定規にしないで、現場を見てからしっ
かりやってください。
　次に、ウチナーグチ、しまくとぅばについて、担当
の照屋副知事に伺います。
　この条例で、ウチナー文化の基層と位置づけていま
すよね、基層。根底中の根底、これはすごいことで

す。10年間皆さんは取り組んできましたけれども、
これは十分だったとは言えないと思うんです。だか
ら、しっかりといろんな課題、教訓を生かして、２期
目の計画をぜひ策定していただきたいと思いますがい
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　１期目の10年間の計画
は、今年度で終わるわけでありますけれども、その反
省と教訓を踏まえて２期目の計画を準備いたしており
ます。その中で、１期目で足りなかったことを十分に
補完しながら、なお普及・継承という意味で充実・拡
充できるような方針を立てて実行してまいりたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事にお尋ねしますけれども、今、
このウチナーグチ、しまくとぅば、多くの団体や個人
の皆さんが、保存・継承そして普及に取り組んでいる
んです。しかしこの皆さん、今のままでは消滅してし
まうんじゃないかと物すごい危機意識を持っているん
です。特にこの５年、10年、もう最後の機会じゃな
いかと。これを逃したらもうなくなってしまうんじゃ
ないかというものを持っていると思います。ですから
まずは、必死で保存・継承・普及に頑張っている草の
根の皆さんに、僕は県としても知事としてもしっかり
と敬意を表して、そしてなお一層協力してくださいと
いうことをしっかりと知事のお気持ち、所感をお聞き
したいと。そして今度の10年の、今から策定する今
度の計画には、草の根で頑張っている方々の意見を十
分に酌み取って策定するという方向でやっていただき
たいのですが、知事の決意をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ただいま県では、学校、職
場、テレビやラジオなど日常のあらゆる場面でしまく
とぅばの使用に向けた取組を推進することとしており
ます。
　クゥトゥバンディーイーシェーヨウサイ　メーニチ
チカワンナイレー　ティーチナーティーチナー　ワシ
リティイチャビーンヨ。言葉というものは、毎日使わ
ないと一つ一つ語彙を失ってしまいます。
　ヤイビーグトゥ　ワンネー　ヤーウテェー　ワッ
タートゥジンカイ　ウチナーグチシィ　ムルイチョー
イビーン。ですから私は、家庭においては私の妻にで
きるだけウチナーグチで言葉をかけるようにしていま
す。
　このように、日頃から言葉であることを大切にする
ことがごく当たり前の日常で行われているということ
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について、今草の根で頑張っていらっしゃる方々の力
は非常に大きいと思います。ですからあらゆる方々の
力をお借りし、協力を仰ぎながら、マジュントゥム
ドゥムニ　シマクトゥバ　マムティイカナヤーンディ･
ウムトーイビーン。一緒に守っていきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、ニフェーデービル。チバティ
キミソーリヨーサイ。
　次、琉球漆器の学校給食用食器について。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○渡久地　修君　（資料を掲示）　知事、これは県が
作成した琉球漆器の学校給食用食器４点セットです。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○渡久地　修君　４点セットを今知事にお見せしまし
たけれども、文化観光スポーツ部長、琉球歴史文化の
日条例には、琉球漆器のこともしっかり位置づけられ
ています。沖縄の文化継承について、学校教育の場で
この給食用食器を琉球漆器を使うことについて、文化
振興の立場からいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、先
人たちがつくり上げてきた沖縄の歴史と文化の理解を
深め、ふるさとへの誇りや愛着を感じられる地域社会
の形成に取り組むとともに、新たな歴史と文化を自ら
の手で創造することを図るため、11月１日を琉球歴
史文化の日と定めております。組踊をはじめとする芸
能や漆器などの工芸等につきましても、本県独自の多
様な伝統文化として同条例に位置づけられておりま
す。
　学校給食での琉球漆器の活用につきましては、児童
生徒が沖縄の歴史と文化への理解を深めるための取組
の一つであると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　農水部長、実はこの琉球漆器、私は
那覇市議会でもやって、那覇市でまず試作品を作って
もらいましたけれども、県議会に来て県に提案して県
議会で最初に作ったのは、農林水産部の森林緑地課が

林業振興の立場でまず作ったんです。そしてそれが使
われて、商工労働部に移管されて現在に至っているん
です。ですから、林業振興の立場でどうですか、いか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　琉球漆器の生地材は、デイゴ、センダン、エゴノキ
等の県産木材が使用されておりまして、学校給食用漆
器に活用されることでその利用拡大が見込まれます。
また木材の収穫後に植栽及び維持管理を行うことで、
再生可能な資源である木材の循環利用につながると考
えております。
　学校給食用の活用に当たりましては、県産木材の利
用が図られるよう、関係部局と積極的に連携してまい
りたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事にお聞きしますけれども、この
食器を使った小学校の給食会、私、那覇市議時代に１
回、開南小学校で、県が作ったときに大名小学校に―
―本当にとてもすばらしいです。感激します。子供た
ちも大変喜びます。大変好評です。ぜひ知事、コロナ
が収まったら、この食器を使った小学校、中学校どち
らでもいいですけれども、給食会に知事自身ぜひ参加
して、知事自ら沖縄の伝統工芸産業、漆器産業、文化
教育について知事自ら触れていただいて、手応えを感
じていただきたいと思います。そしてその上で、先ほ
どの琉球歴史文化の条例、これは知事の肝煎りで、提
唱で私はできたものだと思いますので、それからする
とこの琉球漆器の学校給食用食器としての活用を――
とにかくどの分野から見ても推進という方向しか答弁
で出てこないんですよ。だからこれはしっかりと、特
に琉球漆器産業は今危機的状況ですから、ぜひ知事、
これは広げていただきたい。この２点、お聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　伝統工芸品は、地域の歴
史、資源、風土に育まれ、今日に受け継がれてきた文
化的価値を有する非常に重要なものだと認識いたしま
す。そのため様々な機会を活用し、伝統工芸品に親し
み、歴史的な背景やその価値について学ぶことは、工
芸産業の振興を図る上で重要なことであると考えま
す。ですからそういう意味では、この琉球漆器が例え
ばアクセサリーですとか、様々な形を変えて長く使わ
れること、愛されることを目指して、伝統工芸をしっ
かり継承していくということがまず第１点、大事だろ

‒･437･‒



うと思います。
　そしてもう一つは、渡久地議員の上梓された書籍の
中でも、子供たちが今まで食べ残しが多かった給食
が、この琉球漆器を使うとミミガーのあえ物もぺろり
と食べて、さらにお代わりをする子もいたというよう
な、そういう子供たちにとっても、漆器と食事という
ものが触れ合える機会をつくるというのは非常に重要
なことだと思います。ぜひ関係部局とも連携しなが
ら、教育委員会とも協力を仰ぎながら、どのような形
でそれをまた使うことができるようになるかというこ
とを、しっかり検討していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、給食会にぜひ参加してくださ
い。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私も喜んで参加させていた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひ教育長も部長、副知事も皆さん
一緒じゃなくてもいいですから、それぞれ参加してい
ただきたいと思います。
　次に、沖縄を戦場にさせてはならないという問題に
ついてお尋ねします。
　今、新たな戦前だと、戦前になろうとしていると。
タレントのタモリさんもテレビで発言して、もう大変
危険な状況だと思いますけれども、この新たな戦前と
いう点で、78年前の沖縄戦の戦前はどうだったのか
という点で、さきの沖縄戦で日本軍が沖縄守備隊32
軍を編制したのはいつですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　平和祈念資料館の資料によりますと、1944年３
月、南西諸島方面の防衛強化のために沖縄守備軍第
32軍が創設されたとのことです。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　米軍が沖縄に上陸する１年前なんで
すよ。その目的は何だったのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　沖縄守備軍
の当初の任務は、本格的な航空基地の建設でしたが、
1944年７月のサイパン陥落後、沖縄守備軍は増強さ
れ、飛行場建設や陣地構築が進められたとの記述がご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　いわゆる沖縄を不沈空母にするとい

うことが記述されています。そして不沈空母として軍
事要塞化した。飛行場を奄美から宮古・八重山まで
造ったと。何か所、どの地域に造ったのかお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県史によりますと、終戦までに日本軍が沖縄県
内に建設した飛行場は、伊江島に陸軍伊江島飛行場が
１か所、沖縄本島に読谷の陸軍北飛行場、嘉手納の陸
軍中飛行場など７か所、それから南大東島にも１か
所、宮古島に３か所、石垣島に４か所、合計16か所
というふうになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　全部言ってください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　正確に申し上げます
と、伊江島に陸軍伊江島飛行場が１か所、沖縄本島に
読谷の陸軍北飛行場、嘉手納の陸軍中飛行場など、こ
れは合計７か所、南大東島に海軍南大東島飛行場１か
所……。
○渡久地　修君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（嘉数　登君）　それでは全て読み上げ
ますけれども、まず陸軍伊江島飛行場、陸軍北飛行場
――これは読谷です。陸軍中飛行場・嘉手納、陸軍南
飛行場――これ浦添です。陸軍東飛行場・西原、陸軍
石嶺飛行場、海軍小禄飛行場、海軍与根飛行場、海軍
南大東島飛行場、海軍宮古島飛行場、陸軍宮古島中飛
行場、同じく陸軍宮古島西飛行場、海軍石垣島平得飛
行場、海軍石垣島北飛行場、陸軍石垣島飛行場、陸軍
石垣島宮良飛行場、合計16か所が県内に造られた飛
行場ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　あと４か所が奄美でいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　残り４か所も読み上げ
ますと、海軍航空隊古仁屋基地――これは奄美大島、
海軍飛行場・喜界島、陸軍北飛行場として徳之島、陸
軍南飛行場――これ徳之島と４か所の、沖縄と奄美合
わせて合計20か所が造られております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　このように上陸の１年前に20か
所、本当に恐ろしいですね。20か所の飛行場を造っ
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ています。そして首里城の地下に32軍司令部壕を造
りました、地下に。この目的は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　沖縄県史沖
縄戦によりますと、地下に司令部壕を造った目的とし
て、第32軍は地下陣地に潜み、持久戦に備えていた
との記述がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この沖縄戦の１年前の動きから見て
いくと、今の沖縄で起こっていることが本当に全く重
なって見える。ということで私は大変恐ろしい気がし
ます。そしてその結果、どんな事態が沖縄で起こった
のか。再度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　沖縄戦は、
住民を巻き込んだ地上戦が行われた苛酷で悲惨な戦争
であったと認識しております。その結果、多くの貴い
命が犠牲となり、かけがえのない文化遺産や美しい自
然が失われました。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この20か所に飛行場を造っていっ
た。地下に司令部を造っていった。戦争の準備をし
て、米軍を沖縄に引き寄せて本土防衛の捨て石にし
た。今、自衛隊のこの沖縄での動き、これについても
う少し詳しく教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　現在の動きとしまして
は、例えば令和５年度の防衛省の沖縄関連予算におい
ては、１つには、第15旅団の師団化に伴う新たな隊
庁舎の調査設計の経費、２点目として、那覇駐屯地の
指令部庁舎を一部地下化するための基本検討の経費、
３点目として、沖縄訓練場に補給処支処を新編するた
めの基本検討の経費、それから４点目として、与那国
駐屯地への将来的な地対空誘導弾部隊等の配備に必要
な土地の取得に係る経費などが計上されております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　戦前は飛行場20か所、今はミサイ
ル基地、本当に同じ場所に第一列島線というところに
配備しているという、全く同じ動き。
　そして公室長、防衛力整備計画で導入するとした長
距離ミサイルというものは、どんなものですか。それ
は、1000キロから3000キロと言われています。これ
を沖縄からもし発射すると、中国のどこまで届くんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。

　防衛力整備計画においては、長射程ミサイルについ
て、これは我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に
対して、脅威圏外から対処する能力を強化するため、
１２式地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高速滑空
弾、さらに極超音速誘導弾の開発・試作を継続すると
しております。島嶼防衛用高速滑空弾及び極超音速誘
導弾をはじめ、各種誘導弾の長射程化を実施する。そ
れから米国製のトマホークをはじめとする、外国製ス
タンド・オフ・ミサイルの着実な導入を実施・継続す
るとしております。報道によりますと、これらのミ
サイルの射程、議員御指摘のとおり、1000キロから
3000キロ程度とされておりまして、沖縄から3000キ
ロ以内には、中国ですと北京、上海、ソウル、香港、
台北などのアジアの主要都市などが含まれるほか、北
朝鮮の平壌、中国の内陸側の重慶、成都などの都市が
入るということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これらが配備されると――抑止力と
よく言いますけれども、配備されると逆に相手側も沖
縄を狙ってまた配備する。果てしない軍拡競争に、一
触即発になって人類絶滅になってしまうおそれがあ
る。大変危険です。
　今、台湾有事が盛んにあおられていますが、私が一
番恐れるのは、日本が攻撃されていないのに米軍と一
緒に参加していく。その結果、沖縄が攻撃されるとい
うことです。
　それで台湾有事に米軍が介入したら沖縄が核兵器で
攻撃されると、私前にも指摘しましたが、アメリカの
議会で報告書が出されました。それには何と書いてあ
りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米国連邦議会調査局ＣＲＳの報告書においては、中
国が台湾を攻撃する場合、日本の南西諸島に近い場所
で軍事作戦を行う可能性が高いこと、仮に米軍が台湾
有事に介入する場合は、在日米軍基地が関与する可能
性があり、その場合、日本は中国の攻撃目標になる可
能性があること等が指摘されております。また、ＣＳ
ＩＳ等の民間シンクタンクからも同様の指摘がなされ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　公室長、前の議会の報告書では、沖
縄もしっかりと沖縄の米軍基地と書かれているんです
よ。そこを明確にしてください。どこどこ、３か所。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
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　　　午後２時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　米国の空母、グアム、沖縄の米軍基地ということに
されております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この３か所が核兵器で攻撃されるお
それがあると書かれているんです。アメリカの報告書
に。大変恐ろしいことです。
　そしてＣＳＩＳが、台湾をめぐる戦争のシミュレー
ションを行っています。これについて何と書かれてい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　戦略国際問題研究所――これはＣＳＩＳですけれど
も、今年１月に公表した中国による台湾侵攻を想定し
たシミュレーションの結果報告書によりますと、中国
が台湾に侵攻し、米国が介入した場合、米国が勝利す
るには在日米軍基地を使用する必要があること、それ
から勝利した場合でも日本に甚大な人的・物的損失が
生じることなどが示されております。特に、沖縄では
多数の防空ミサイルが配備されていたにもかかわら
ず、中国のミサイルによって多くの航空機が地上で破
壊されることや、嘉手納飛行場は破壊された多数の航
空機、多くの遺体を埋葬する仮設墓地を有するように
なるとの記述もあり、沖縄における甚大な被害が記述
されております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　航空機と兵士の被害については書い
てありますけれども、沖縄には145万県民が住んでい
るんです。沖縄県民の被害については何と書いてあり
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　このＣＳＩＳの報告書においては、県民の被害に関
する記述はないものと認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ここに軍隊の本質があるんですよ。
またやっぱり捨て石にされる。沖縄県民の被害は全く
これには書かれていないという大変なものです。です
から大事なのは、絶対に戦争を起こさせない、そうい
うことが大事だと思います。
　知事、自治体外交、これはとても大事だと思いま
す。先ほどの答弁で、ＡＳＥＡＮとの協力、東アジア
との地域協力を進めていくということを言っています

けれども、私は今年からとても大事になると思います
ので、知事、この地域外交を積極的にやってくださ
い。そして、去年広島、長崎、国連の代表を呼ぶ慰霊
の日、残念ながらコロナで中止になりました。ぜひこ
れ、今年できないかなと知事に提案したい。そして、
先ほど答弁があったＡＳＥＡＮは地域協力をやりたい
と言っているわけだから、ＡＳＥＡＮとか東アジアの
代表も沖縄の慰霊の日に招待するというのはとても大
事だと思うんですけれども、知事どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、令和４年度から沖縄の平和を希求する心や
歴史的、地理的特性を生かして、アジア太平洋地域の
緊張緩和と信頼醸成に寄与することを目的とする、ア
ジア太平洋地域平和連携推進事業を実施しておりま
す。今年度は、沖縄との連携可能性等について――こ
れは文献調査、有識者ヒアリングを実施し、来る３月
にシンポジウムを開催することとしております。次年
度からは、対象国等を拡大しまして、様々な分野で沖
縄との連携を図ることを想定しており、新たに設置す
る地域外交室で策定する沖縄県地域外交基本方針（仮
称）も踏まえつつ、関連部局と連携して取り組んでま
いりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、最後に沖縄を戦場にさせな
い。そのために積極的な自治体外交を知事が先頭に
立ってうたっていくと。そういう意味では、ＡＳＥＡ
Ｎというのは平和の共同体ですから、ＡＳＥＡＮ含め
て東アジアも含めて、沖縄県でできるものは積極的に
やっていくという点で、知事の最後の決意をお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、今議会冒頭の知事提
案説明要旨において、平和を希求する先人たちの思い
を引き継ぎ、未来を生きる子や孫たちのためによりよ
い未来を創造するため、県民の皆様とともにひたむき
に沖縄のために取り組むと申し上げました。今、答弁
の中にもありましたとおり、私たち沖縄県民は、戦争
の不条理と残酷さを身を持って経験したことから、平
和の尊さを肌身で感じており、世界の平和の回復と恒
久平和を心から望んでいます。
　沖縄県としては、二度と沖縄を戦場にしてはならな
いとの決意をここに改めて表明するとともに、アジア
太平洋地域における平和構築に貢献するため、ＡＳＥ
ＡＮ等の国々も含め、本県が有する多様なソフトパ
ワー、ネットワークを活用した独自の地域外交に県民
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の皆様と一丸となって全身全霊で取り組んでまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　議長、ごめんなさい、休憩お願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時25分休憩
　　　午後２時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　今定例会代表質問で、冒頭、仲田議員から与勝出身
であります玉城デニー知事への温かいエールが送ら
れ、そしてまた与勝にゆかりのある照屋大河議員、そ
して照屋守之議員からも温かい知事へのメッセージが
あり、そしてまた知事から、それをしっかりと受け止
めエールが、応酬がありました。与勝愛、うるま愛、
すごいなと感じております。私も同じうるま市ではご
ざいますが、与勝には縁もゆかりもございません。で
すけれども、今回の質問に平安座地域のことをしっか
りと課題を出しておりますので、このうるま市から
しっかりと沖縄県の盛り上げ隊、オールうるまで、
チームの一員として、闘牛パワーで頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
　それでは早速始めさせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、ウクライナ侵攻から１年、国連総会において
ロシア軍の全面撤退を盛り込んだ和平案を支持し、ロ
シアに対して即時攻撃停止を求める決議案が、23日
に141か国の賛成多数で採択されております。一方で
は、ロシア軍のさらなる大規模攻撃の懸念もあり、混
沌とした情勢が続いております。
　世界がボーダーレス化した昨今、この侵攻は軍事の
みならず、食料・エネルギーほか世界経済へも大きな
影響をもたらしております。一地方自治体のこの沖縄
でもその影響を免れておりません。その県民生活や取
り巻く環境にどのような影響を及ぼした１年だったの
か、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　山内末子議員の闘牛パワー
に負けないように、しっかり答弁をさせていただきま
す。
　さて、世界経済は新型コロナウイルス感染症からの
持ち直しが継続する一方、ロシアによるウクライナ侵
攻を要因の一つとした物価上昇による回復ペースの鈍
化、景気後退が懸念されております。本県において

も、電気料金の高騰などによる家計の負担増などが懸
念されており、県民生活は大変厳しい状況にあると受
け止めております。また、ロシアによる侵攻では、ウ
クライナ・ロシア両国に多くの犠牲が生じており、侵
攻から１年が経過した現在も憂慮すべき事態が続いて
おります。
　アジア太平洋においても、米中対立のさらなる顕在
化など安全保障環境がより一層厳しさを増していると
認識しています。このような状況だからこそ私は、外
交の知恵が今ほど求められている時代、時はないとい
うように考えており、アジア太平洋地域における関係
国等による平和的な外交・対話を通じた緊張緩和と信
頼醸成がこれまで以上に必要であると考える次第であ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　先ほどもその議論がございまし
た。でも現状では、もう欧米からウクライナが武器を
調達するなど、なかなか混沌とした状況は続いており
ます。このウクライナの侵攻によって分かったこと、
確かなことっていうのは、やっぱり武力で平和はつく
れない。そういうことで知事も、沖縄県内へのミサイ
ルの配備にも、やはり軍備の強化よりも外交努力だと
いうことを懸念しているということを理解しておりま
す。
　そこで、今知事からありましたけれども、アジア太
平洋の安定に沖縄のソフトパワーを生かした政策が重
要だとしております。地域外交室の効果的な取組、そ
してそれに期待をするとともに、知事の積極的なアジ
ア諸国外交も必要だと考えますがよろしくお願いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で示し
ているとおり、県独自の歴史的・文化的特性等のソフ
トパワーや地理的な優位性を生かし、観光、物流、環
境、保健・医療、教育、文化、平和など多様な分野に
おける国際交流を通じて築いてきたネットワークを最
大限に活用し、アジア太平洋地域の平和構築と相互発
展に向けて、平和的な外交・対話により積極的な役割
を果たしていきたいと考えております。これらの取組
を通して、アジア太平洋地域における緊張緩和と信頼
醸成にも資する独自の地域外交を展開するため、地域
外交室を設置するものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　特に、お隣の中国とは、私はとて
も仲よくしないといけないと思っております。仲井眞
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知事のときですよね、北京事務所ができたというの
も。そしてまた経済の面でも、マルチビザ制度です
か、それをつくったのも仲井眞知事のときでした。そ
して尖閣が大変厳しいときに、高良倉吉副知事が中国
を訪問しております。そういう意味で積極的に、やは
り中国を含めた諸国の歴訪、それも積極的に――先ほ
どもありましたけれども、ぜひ頑張っていただきたい
と思います。
　３点目の台湾有事や中国の気球問題等、米中間や日
中間の緊迫した情勢が続いているが、いよいよきな臭
くなっております。本県の隣国は決して敵国ではない
という認識の下、東アジアの平和と非戦地帯の確立が
重要だと思っております。沖縄を平和・対話・交流の
ハブ拠点へという、そういう視点の下で取組が求めら
れておりますが、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　アジア太平洋地域の安全保障環境がより一層厳しさ
を増す中で、同地域の緊張緩和と信頼醸成を図るため
には、関係国等による平和的な外交・対話が極めて重
要であると考えております。このため県としては、こ
れまでの歴史や地理的特性を生かすことによって、軍
事面での安全保障ではなく、幅広い分野において我が
国とアジア太平洋地域との交流や信頼関係の構築な
ど、積極的な役割を担ってまいりたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　とても大事なところだと思ってお
ります。実はこのテーマを主体にして、青山学院大学
の名誉教授であります羽場久美子教授が、沖縄を平和
のハブにという国際ネットワークを構築しましょうと
いうことで、マイクロソフトによって呼びかけたとこ
ろ、実に昨日まで3480万筆の平和への可能性が沖縄
にあると、そういう賛同のサインを示されたというこ
との報告があります。そういう意味で、アジア諸国、
特にインドもそうです。インドからも沖縄は本当に平
和をつくっていく、その着地点だというようなこと
で、大変期待があるということも報告がありましたの
で、こちら述べさせていただきます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時33分休憩
　　　午後２時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山内　末子さん　教育行政についてお伺いいたしま
す。

　私、教職員のこの働き方改革について、実は１週間
ほどアンケートを取りました。その中で本土に向けて
も３日間でしたけど36名、そして県内では１週間で
555名の教職員から回答を受けております。そういっ
た意味で教育長、それから知事三役にもその報告書を
出しておりますので、その教員の皆さんたちのその思
い、それをしっかり受け止めていただいて、どういう
ふうにして改革をしていけば教職員がしっかりと働け
るのか、そのことを含めて今日議論していきたいと
思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　それではまず最初に、それを読んだ中で感想をまず
教育長のほうからお願いいたしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　山内議員には、教員の勤務
実態を把握するためのアンケートを実施され、その結
果を分析し、また内容ごとに県教育委員会、学校が取
り組むべきことを指摘され、また今後取り組むべき提
言をまとめていただきました。ありがとうございまし
た。
　いろいろ御意見を読ませていただきました。やはり
感じることは、教職員の皆様、子供たちに対する愛
情、それから教育者としての使命感を持ちまして教職
に就いたものと思いますが、現状を見てみますと、教
員の皆さんが多忙化により子供たちと十分向き合う時
間を持つことができないと、そういう状況が、声が上
がってきております。何としても改善していかなけれ
ばならないと考えております。
　議員のほうで示されたこの悪循環と好循環の図です
ね。ぜひこの好循環の子供たちの笑顔、教職員の皆さ
んの魅力的な職場、そういった職場をつくっていきた
いというふうに感じました。ありがとうございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　副知事は以前、教育委員もなさっ
ていました。今、担当副知事ということで御感想をお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　教育委員に在任していたの
は、もう21年前から25年前に遡る話ですので、かな
り記憶がおぼろげでありますけれども、その当時印象
に強く残っているのが２つありました。１つは、学級
崩壊ということが全国的に問題になっておりまして、
この沖縄県でも数多くあるというふうな指摘があっ
て、その対策にいろいろ県の皆さんが尽力したという
ことがありました。もう一つは、17歳の衝撃という
ふうなタイトルをつけて、全国紙が連載をしている記
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事がありました。つまり全国各地で、17歳の少年の
事件が尊属殺人を含めて何の脈略もないままにあちこ
ちで起きていると。この事件を社会的にどう見るかと
いうふうなことが、教育現場においても問題視されま
して、その社会的な背景について、やっぱり生きる力
がなくなっているというようなことから、生きる力と
いうふうなスローガンが文科省の中でも提起されて、
その運動に走ったと、以上のことを強く印象づけられ
ております。あれからもう20年、25年たったわけで
ありますけれども、教育現場の実態というのは、あの
ときの繁忙さに加えて、なお一層繁忙さを増している
というふうに私は見ておりまして、非常に心を痛めて
おります。
　私見を申し上げれば、例えばフィンランドあたりで
は大学まで授業料が全部無料と、医療費も無料という
ようなことで、安心して子供たちを育てることができ
るという社会状況を社会全体でやっぱりつくっていく
ことは、大きな要因になるんじゃないかなと――問題
解決の。と思っておりまして、先生方の御努力は本当
に多とすべきだと思います。一生懸命頑張っておられ
るだろうと思います。しかしながら、さはさりなが
ら、いかんともし難い状況が社会全体にあるというよ
うなことからすれば、やはり国全体が子供ファースト
というふうな理念をしっかり掲げて、国の看板をそこ
に集中して書き換えるぐらいの意気込みがないと、今
の状況は打破できないんじゃないかなということをし
ておりまして、私も今の立場から考える対策は何か、
長中期的な視点からエールを送りながら――やっぱり
この知事部局のほうでも近いところは子ども生活福祉
部、保健医療部あるいは県警あたりだろうと思うんで
すけれども、そのほかの部局も合わせて全部局で対応
して教育委員会を支えていくべきじゃないかなという
のが感想であります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ありがとうございます。
　本当に以前から、その教職員の熱意や愛情――そし
て教育委員会もそうです。周りの皆さんたちも愛情を
持って子供たちのためにということで仕事を進めてい
るとは思いますけれども、やはり社会状況のいろんな
状況が全部かみ合わさってきて、（スクリーンに表
示）　ちょっと出してありますけれども、やっぱり業
務過多。それが今大きな問題になっております。業務
過多になりますと、どうしても休日や家でも仕事をす
る。そして、そういったいらいらや不安が――その準
備不足で授業をしてしまう。それからそういった意味

で子供たちへの対応が遅れてしまうと、学習意欲の低
下であったり、いじめや暴力事件、不登校、ひきこも
り、そしてまた親からの先生方への不満とか、そうい
うものの問題行動への対応がとにかく遅れてしまう。
でもそういう中でもたくさんの研修や研究に追われて
いる日々、そうしているうちに、もうどんどんどんど
ん追い込まれていって病休が全国１位になっていま
す。
　そういう中で人手不足、そういうところで業務過多
のこの――前からあります負の連鎖、負のスパイラ
ル、悪循環。これをじゃどこでどういうふうにして断
ち切っていくかというのが、大きな課題だと思ってお
ります。そういう意味で県外の皆さんたちにちょっと
話を聞いてみますと、やっぱり県外でもそんなに充実
した教育環境では今ないと思っております。そういう
意味で、平日の授業時間、業務時間も一緒、でも沖縄
の場合には休日や家に持ち帰る業務が多い。なぜそこ
にそういう事態になっているかというと、やっぱり業
務過多で――教育長はこの間から改善策をやっており
ますけれども、やっぱりまだまだ改善策の取組が本土
に比べると２周も３周も遅れているような状況ではな
いのかなというふうに思います。
　取り組むべきところはたくさんあると思います。こ
れまでもずっとほかの議員からもありました。例えば
ですけれども、取組不足の中で集金関係の見直しで
あったり、通知表の作成であったり、指導要領の見直
しであったり、いろんな細かい作業ですが、ここの見
直しというのはそんなに難しいことではないはずなん
ですよね。ただ、なぜそれができていないかという
と、教員の皆さんたちの今の苦労が学校長であった
り、市町村教育委員会であったり教育庁であったり、
そこに届いていない。乖離ができているのではないか
と思いますけれども、この乖離についての御意見、ど
ういうふうに思っているのか教育長の御意見をお聞か
せください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　教育委員会としましても、
これまで働き方推進プランを策定しまして、庁内の中
でも業務改善委員会を年２回持ちながら、どのような
視点で業務を改善していくかということを話合いをし
てきております。行事の精選でありますとか、文書の
削減、部活動の改革とか、そういった様々な取組をし
てきておりますが、なお依然としてこの多忙化の状況
が改善されていないという現状がありますので、まだ
どこに原因があるのか――まだまだ現場の声を聞きな
がらしっかりと分析して、手当てをしていく必要があ
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るなと考えております。この辺我々も課題意識を持っ
ておりますので、今後さらに現場の意見あるいは実態
を集約しながら、効果的な実効的な取組を今後実施し
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　まさに今教育長おっしゃっていた
とおり、どこに課題があるのかという実態把握、これ
が一番必要だと思っております。
　今私、今回555名の意見ではありますけれども、こ
ういったその生の声を全教育委員会、市町村そして学
校の管理職、そういう皆さんたちにもしっかりと周知
をしていく。周知をした上で、どういったところで誰
がどこでどういうふうな対策を取ればいいのかという
ことをみんなで考える。改善策というのは、やっぱり
その状況が分からないまま改善してしまうと、そこに
また大きな課題ができてしまうということで、私もポ
イントとして実態把握ということ、周知ということを
まず１つ挙げております。
　そしてもう一点、先ほど副知事からもございまし
た。教育委員会だけでできることではないですよね。
人材、正規率であったり、それからいろんな意味での
教職員の今持っている荷物を一つ一つ脱ぎ去っていく
には、どうしても知事部局の財政上の支援も必要に
なってくると思います。そういう観点から、私はこの
教職員の定数を増やす中で一番のポイントは、やっぱ
り知事部局だと思っております。その中でできるこ
とってたくさんあると思うんです。例えば、県独自の
予算の中で、教育委員会の予算ではできないこと、例
えば、用務員とかスクール・サポート・スタッフを学
校に１名ずつ置くとか、あるいは小学校の専科採用人
数とかも限られていますので、それに支援をしてい
く。やっているかとは思いますが、それを策を増やし
ていくとか、そういう意味で県の独自の予算の確保、
これはもう絶対に必要なことだと思っております。
　でも一つ、個々で作業をするのではなくて、先ほど
おっしゃっていたように教育委員会と知事部局とここ
は改善委員会というものをつくって、本当にここから
しっかりと、何年か計画を立てて、目標年次を立て
て、それを沖縄県独自の教育制度ということで、私は
改善・改革、これが今年は本当に一番必要になってき
ているのかなというふうに思います。
　改めてもう一度、知事どうでしょうか。絶対的にも
うしっかりと、この間から知事もいろんな皆さんたち
にその意思を示しておりますけれども、個々でやるの
ではなくて、改善委員会なるもの、そういうものをつ
くってしっかりやるということ、その思いをちょっと

お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　山内議員のアンケート――
非常に悲痛な、先生方の現場の声が語られているとと
もに、提案についても真摯に我々読んで、ああなるほ
どと思えるようなこともたくさんあると思います。先
生方の仕事の負担を軽くするためにはどうすればいい
かという点ですとか、あるいは用務員やスクールサ
ポーターのスタッフなど教務以外の用務などの担当、
それから教材費やＰＴＡ会費などの金銭等の徴収はそ
の担当の事務職員でできないか。あるいはその公務も
公務用の支援ソフトを全市町村に導入してほしいとい
う、こういうようなことも確実に残業がこれで減らせ
ることができるなどの生の声があります。ですからそ
ういうことをしっかり我々も分析させていただいて、
教育委員会の主体的な立場はもちろん尊重するのであ
りますが、しかし我々も、ただお任せだけではなく
て、一緒に取り組んでいけるような、そういうことが
できないかについて、真摯に協議をしていきたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　知事ありがとうございます。
　教育現場、沖縄県の子供たち本当に頑張っています
よね。昨日の新聞にもありました。また与勝の話です
けれども、大病を患っても自分の希望しているところ
に――しっかりとみんなで支えている。それはもう学
校現場、先生方、一生懸命頑張っている。そういう環
境があってからこそ。そしてもう来週からＷＢＣも始
まります。沖縄県の選手が３名も出ていくと。いろん
なところで活躍している子供たち、そこを支えたのが
やっぱり学校現場が支えていたということを踏まえま
すと、全国一出生率が高くて全国一子供がいっぱいい
る、この沖縄県の教育現場をしっかりとこの改革を今
年しっかりやっていく、このことはとっても大事だと
思っております。
　知事、もういろんなところで一丁目一番地というこ
とをおっしゃっていますが、これから先、復帰50年
のこれから復帰51年目がスタートいたします。これ
から先の50年の主役はこの子たちが、この沖縄のこ
とをつくっていくわけなんですよね。その子供たちを
しっかりと応援していく、現場を支えていくのがやっ
ぱり政治の仕事でもあると思っております。そういう
意味で教育委員会もしっかり頑張っていただく。そこ
には――厳しい言い方をしますけれども、校長先生
に、教頭先生に言えないような状況があるっていうこ
と、そういうところを考えますと、やっぱりそこもみ
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んなでうみを出し切る。今年はそういうことをやって
いく。そしてそれを踏まえて、みんなでしっかりと改
善策をつくっていく、そういう意味で一丁目一番地
を、沖縄県は子供政策だということを学校現場の今
回、大改革を一つ大きな思いを持っていただきたいと
思いますけれども、知事、改めて一丁目一番地どうで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　昨日も、実は児童相談所の
案件で、やはり子供の声をケースワークに取り入れる
こと、子供ファーストの考え方が足りなかったという
ことを、我々は反省すべきことだということも述べさ
せていただきました。このように現場の声をしっかり
と聞き留めたなら、それを聞きっ放しにせずに、ぜひ
子供ファーストという理念を実現化できるよう、あら
ゆる部署でその方向性に向かって一致団結して取り組
んでいきたいと思います。教育委員会とも一致団結協
力をして、しっかり取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ありがとうございます。
　進めます。ちょっと順序を変えていきます、すみま
せん。
　商工労働行政についての３点目、新たに指定された
うるま市の国際物流特区仲嶺地区と平安座地区の事業
の県の関係性について。
　ア、仲嶺地区については既存の洲崎地域の共通課題
である連結する県道の渋滞緩和策が求められておりま
すが、県道整備計画について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　仲嶺地区付近にある喜屋武交差点は、平成24年度
に沖縄地方渋滞対策推進協議会において主要渋滞箇所
に特定され、令和元年度に短期的な渋滞対策を実施し
ましたが、依然として渋滞が発生している状況となっ
ております。また、中城湾港新港地区付近にある前原
交差点は、令和４年度に新たに主要渋滞箇所として特
定されたところであります。今後当該２か所の交差点
については、渋滞状況等を調査し必要な対策を検討し
ていきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　イの平安座地区については、２つ
の石油企業が県内の石油供給・国内原油備蓄に多大な
貢献をしているところです。５年後に迫る地上権設定
契約期限が近くなっておりますので地元、自治会、現
地企業、本社との意見交換が続けられておりますけれ

ども、県はどのように関わっているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では国際物流拠点産業集積地域の対象として、今
年度新たに平安座地区を指定したところです。そのこ
とを受け、うるま市では、同地区における新たなエネ
ルギー拠点形成に向けた可能性調査を実施しているほ
か、県内企業の協力を得ながら拠点形成の在り方等に
ついて検討していると聞いております。
　県としましては、臨空・臨港型産業の集積に向け、
うるま市と連携の上、新たなエネルギー関連製造業等
の誘致等に取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　うるま市は、地元の企業と一緒に
水素エネルギーについて取り組んでいこうということ
で今やっております。県のほうは政策の中でなかなか
この水素エネルギーがちょっと遅いような感じがいた
しますので、その辺をしっかりと取り組んでいただき
たいということ、そして今新たなエネルギーとして、
航空燃料ＳＡＦということで注目されております。バ
イオジェット燃料の開発が進んでおりまして、この
2027年には地元の石油基地のほうが、供給が本土の
ほうで今始まるようです。平安座地区の製油所の跡地
利用であったり利活用に、大変これいい形での開発が
できると思いますけれども、県の再生可能エネルギー
計画にも大変展望が開けると思いますが、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　沖縄出光の親会社である出光興産におきまして、持
続可能な航空燃料、いわゆるＳＡＦの研究開発が進め
られていることにつきましては、報道やホームページ
等を通じて承知しているところでございます。一方、
同事業と平安座地区の遊休地との関連は、現時点では
いまだ明らかにはされておりません。
　県としましては、同社のＳＡＦ事業等につきまし
て、同事業者やうるま市と意見交換を行いながら、情
報収集を図ってまいりたいというふうに考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　知事、この平安座地区、地域皆さ
んのこともお分かりでしょうし、それから知事は製油
所跡地のほうもよく見ていると思います。これ一大プ
ロジェクトになると思うんですよね。あの遊休地を開
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発しながら、あの地域一帯が新たなエネルギーの開発
ということを考えると、これはぜひ視察をしながら、
皆さんたちと意見交換をして、ぜひスピードを出しな
がら取り組んでみてはいかがか。視察も兼ねて、現地
の皆さんたちが待っていますので、ぜひ知事の御所見
をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　かつて石油精製所がありま
した平宮地区につきましては、これまでもたくさんの
方々から今後の利活用についての御意見を伺っており
ました。今般、この新たな航空燃料の製造等に関し
て、また地元の皆さんの期待も高まっているかと思い
ますが、そのような地元の方々あるいは関係者の方々
と、ぜひ意見交換をする場を設けて、この地域のさら
なる活性化に向けた取組につなげていくことができな
いか考えてみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　よろしくお願いいたします。
　それでは、文化観光スポーツ行政について伺いま
す。
　１点目の「復帰50年平良孝七展」についてです。
戦後沖縄を代表する写真家の功績を未来につなぐ写真
展として期待された事業でもあります。展示中に関係
者から写真の撤去や修正を求められるという事態が生
じてしまいました。原因解明と今後の対策をしっかり
と講じ、関係者・遺族に向き合うべきだと思いますが
対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県立博物
館・美術館では、「復帰50年平良孝七展」におい
て、復帰前の緊迫した世情をより多くの世代に伝える
ため、一部の展示については写真集「沖縄≪百万県民
の苦悩と抵抗≫」の複写による展示を行いました。同
写真集からの複写による展示をネガからのプリント写
真展示に改めることや、一部の展示について、現在の
人権感覚からは被写体の人権がおろそかにされた写真
と説明文が展示されているとの要請や指摘が行われま
した。このため同館において慎重に検討を行い、要請
等を受けた写真の説明文を覆い、その後さらなる対応
として展示３点の取下げを行いました。
　県としましては、要請者等への事前説明が十分では
なかったことが今回の要請の一因となったものと考え
ております。本展に関する要請等真摯に受け止め、博
物館・美術館から引き続き丁寧に要請者等への説明を
行うとともに、今後の展覧会開催や調査研究活動に生
かせるよう取り組んでまいります。

○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ありがとうございます。
　それでは２点目ですけれども、うるま市は闘牛が盛
んな町で、そのうるま市が市の無形文化財として闘牛
を指定しております。観光闘牛にも力を入れておりま
すし、県の指定により後世に引き継がれる本当に貴重
な文化財として残していきたいと考えておりますけれ
ど、その課題と方向性について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　闘牛の県無形文化財指定に
ついてでありますけれども、県教育委員会では風俗習
慣、民俗芸能等の中でも本県の生活の推移の理解のた
めに欠くことのできない重要なものについて、県指定
無形民俗文化財に指定し、その保護を図っているとこ
ろであります。県無形民俗文化財としてのこの指定の
可否を検討するためには、うるま市だけではなく、県
内で闘牛を行っている地域を対象に情報収集を行う必
要があることから、令和５年度以降において全県調査
を実施する予定であります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　闘牛の魅力は、もう知事も横綱に
２度も乗っておりますのでよく分かっていると思いま
す。その観光闘牛にも大変力を入れておりますが、そ
ういう無形文化財指定のために、実はうるま市では
10月９日をトウギュウということで闘牛の日にして
おります。そういう意味では、みんなで、沖縄県全体
でその機運を広げるためにも、10月９日を闘牛の日
として指定することも考えてはいかがでしょうか。知
事どうでしょうか、よろしくお願いいたします。　
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県として
は、闘牛が沖縄独特の伝統文化として県内外で広く認
知されており、沖縄の貴重な観光資源であると認識し
ております。今提案のありました闘牛の日の制定につ
きましては、県の無形民俗文化財指定に係る全県調査
の動向を注視しつつ、沖縄県闘牛組合連合会等の関係
団体と意見交換を行い情報収集してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ありがとうございます。
　空手の喜友名選手の引退が決まりました。沖縄空手
を世界へと発信していただいたその彼の功績、とても
高く評価したいと思います。その中で空手のユネスコ
無形文化遺産登録の進捗状況を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、空
手発祥の地のさらなる発信と沖縄空手の保存・継承を
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図るため、令和２年度に知事を会長とする沖縄空手ユ
ネスコ登録推進協議会を設置しました。令和３年度に
ユネスコ登録に向けた調査報告書を取りまとめ、関係
省庁への要請を行っています。今年度から登録の要件
である生活文化の実態を把握するため、地域で継承さ
れる空手や棒術の調査を開始しました。また、６月に
フランスでユネスコ本部職員や各国大使等に沖縄空手
の魅力を伝えてまいりました。登録に向けて調査・研
究に加え、シンポジウムの開催や情報発信等による機
運の醸成に積極的に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　よろしくお願いいたします。
　次に、沖縄県食品ロス削減推進計画について伺いま
す。
　１点目に食品ロスの沖縄県の現状と他県との比較・
課題を伺います。２点目にこれも一緒にお願いいたし
ます。アクションプランの制定は進行しているのか伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　県が令和３年度に調査をしました県内の食品ロスの
推計発生量は、年間６万1000トンで、その内訳は、
事業系が42％、家庭系が58％となっております。ま
た令和２年度に国が調査をしました全国の推計量522
万トンの内訳は、事業系が53％、家庭系が47％と
なっております。沖縄県では全国に比べ家庭系の割合
が高くなっていることから、県民各層が食べ物を無駄
にしない意識の醸成を図ることが重要な課題となって
おります。
　次に、アクションプランということでございます
が、沖縄県食品ロス削減推進計画の進捗状況について
お答えをいたします。
　県では、令和４年３月に沖縄県食品ロス削減推進計
画を策定し、食品ロス削減の普及啓発や未利用食品の
有効活用の推進等の施策を展開し、具体的な取組を進
めております。また、令和５年２月に開催しました県
民会議におきまして、消費者・事業者・行政が連携・
協働しまして、県民運動として展開するために共同宣
言を行うとともに、事業者を対象としたパートナー登
録制度を創設したところです。引き続き食品ロス削減
推進に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　一方で、沖縄の場合には子供の貧
困の問題があって、そういった食品を皆さんたちで
シェアをするという動きがある中、やっぱりロスが出

てくるということ、その食品ロスについては、やっぱ
り家庭で一緒にみんなで考えないといけないというこ
とで、（資料を掲示）　これ島根県がやっている事業
なんですけれども、島根県の江津市というところが、
こういった子供たちに向けて食品ロスについて絵画を
募集する、標語を募集する、そういう中でこういった
カレンダーにしております。こういった毎日目に見え
る形で、このように目に見える形で食品ロスをみんな
で考えようという、こういった本当に生活の中からロ
スをなくしていこうということをみんなで考えてい
く、そういう事業の推進、その辺もぜひ検討をお願い
いたします。よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山内　末子さん　すみません。あちこち飛びました
が申し訳ありません。
　商工労働行政について、まず、県立職業能力開発校
の入校者と就職者の実績の推移についてお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県立職業能力開発校では、地域産業を支える若年技
能者等の育成のため、学卒者、離転職者、在職者及び
障害者に対する職業訓練を実施しております。具志川
職業能力開発校及び浦添職業能力開発校における入校
者数は、令和３年度は297名、令和２年度は319名、
令和元年度は323名となっております。また、訓練修
了者の就職率は、令和３年度は96.0％、令和２年度
は92.4％、令和元年度は93.4％となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　就職率を聞くと大変いいのかなと
思いますけれども、実態としましては、例えばです
が、総合実務科の定員では15名が令和２年に９名、
そして令和３年に４名、･浦添職業能力開発校のエク
ステリア科が定員10名が令和２年が５名、令和３年
が２名と少なくなっているんですね。２名ですよ。こ
ういうような減員が今出ている。この原因がどこにあ
るのか、そういうことを調べていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県立職業能力開発校では、平成28年度に沖縄県立
職業能力開発校整備基本計画を定めておりますが、そ
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の後平成30年度と令和３年度に見直しを行ってござ
います。
　県としましては、今後の県立職業能力開発校の訓練
科の設置の在り方につきましては、そのときそのとき
の社会情勢の変化等を踏まえて、適切に判断していき
たいと思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　しばらくこれが続いております。
一方で女性の自立のための、非正規から正規というこ
とでいろんなところで頑張っておりますが、そういう
ニーズに合わせたカリキュラムの策定、そのことも、
もう見直しも含めて考えたほうがいいのかなと思いま
すけれども、その計画についてもう一度改めてお願い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県立職業能力開発校におきましては、施設や設備投
資が必要となる自動車整備、建設機械整備、電気工
事、溶接など主にものづくり分野の訓練を行っている
というところでございます。一方、議員がおっしゃる
ような女性等の求職者のニーズが高いＩＴ、ウェブ、
ＯＡ経理分野等の訓練は民間での実施が可能であるこ
とから、専修学校等の民間教育訓練機関に委託をして
実施しているというところでございます。
　県としましては、県立職業能力開発校と民間教育訓
練機関等の適切な役割分担を図った上で、今後とも効
果的な訓練の実施に努めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　すみません、最後です。
　我が会派の関連質問について、照屋大河議員の勝連
分屯地の違法工事に関連いたしまして、保安林の解除
なしに自衛隊基地を拡張している疑いが市民団体より
指摘をされております。県はその経緯を明らかにし―
―まあ防衛局は否定をしておりますが。現地立入調査
を速やかに行うべきですが、対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　保安林につきましては、森林法第34条第１項及び
第２項で、都道府県知事の許可を受けなければ立木の
伐採や開墾等その他の土地の形質を変更する行為をし
てはならないとされております。自衛隊勝連分屯地の
保安林で森林法違反の疑いが示されていることについ
て、県としましては、沖縄防衛局と調整の上、速やか

に現地調査が行われるよう取り組むとともに、経緯等
明らかにしてまいります。
　以上でございます。
○山内　末子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわ南風、仲宗根悟です。
　同僚がユンタンジャムニーシ　話ウンヌキティ　
トゥラサンナーと言うもんだから、チューヤ　シコー
テー　ネービラングトゥ、御勘弁ください。お願いし
ます。
　ユンタンジャムニーシー　ヨースグトゥ。ごめんな
さい。ヌブシティ　ネーランムン。
　改めまして、会派おきなわ南風、仲宗根悟です。
　一般質問を行いたいと思います。
　知事の政治姿勢について、まずお尋ねをしたいと思
います。
　2023年度一般会計予算案について知事は、自立的
発展と住民が豊かさを実感できる社会の実現を目指す
と強調しております。今回の予算編成に当たってのま
ず特徴を伺いたいというふうに思います。
　次に、知事の国連演説についてでありますけれど
も、どのような場で何を訴え、そしてどのような効果
があると考えるのか伺います。
　(3)番目は、防衛体制強化を盛り込んだ３文書の決
定と南西諸島の自衛隊配備強化を打ち出した政府方針
に対する県の受け止めを伺いたいと思います。
　最後は、マスコミの県内世論調査の結果、敵基地反
撃能力の保有に対して55.6％が反対とし、防衛力強
化のための増税不支持が74％の結果についての県の
受け止めを伺いたいと思います。
　大項目２番は、医療福祉行政についてであります。
　県立八重山病院長や幹部の辞職は石垣市、そして病
院事業局のこれまでの対応に関する不満の積み重ねと
していますけれども、この事態を知事はどのように受
け止めていらっしゃるのか伺いたいと思います。
　(2)番目が、米国防省が米軍病院の在日米軍属とそ
の家族の利用を制限し、基地外の民間医療機関を奨励
しているとしています。県内の医療体制に影響を与え
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るとしていますけれども、どのように県は捉えている
のか伺いたいと思います。
　子育て支援拠点、子育て支援センターの認定こども
園への移転などで廃止の動きが県内で見られていると
のことです。親にとって圧倒的に利用しやすい支援セ
ンターを廃止し園に負担をかけることは、園・親双方
に負担を強いることになるとして廃止の撤回を求める
声があります。県として指導することはできないのか
どうか伺いたいと思います。
　(4)番目は、健康長寿の取組についてでありますけ
れども、このほうは随分いろんな方々から質問があり
ますけれども、どうぞ真摯にお答えをいただきたいと
いうふうに思います。よろしくお願いします。
　３番目は、教育行政についてでありますけれども、
県教職員の精神疾患による病休者が増加しているとい
うことでありますけれども、県当局の対応、そして今
後の対策について伺います。
　本県の教職員は臨時職員が多く、そのため、本務教
諭に業務が偏り多忙を極め、病休者を発生させている
現状であるとしています。本務採用を拡大すべきで、
その際、経験者が入りやすいような制度にするべきだ
というような指摘がありますけれども、県の見解を伺
いたいと思います。
　(3)番目は、沖縄の歴史教育の充実を図ることにつ
いてでありますけれども、お願いをいたします。
　観光振興について。
　コロナ禍の下で人材不足の観光業界を支援しよう
と、観光人材確保支援事業に取り組むとしておりま
す。事業の内容とその効果について伺いたいと思いま
す。
　今後のコロナ禍の動向を見据え、規制緩和が進むと
観光産業にどのような期待を寄せ、どのような形の支
援体制で臨むか伺いたいというふうに思います。
　最後は、基地問題であります。
　米軍嘉手納飛行場に昨年11月から暫定配備のＦ16
戦闘機及びＦ22ステルス戦闘機に加えて、岩国所属
のＦ35Ｂステルス戦闘機などの外来機の飛来によ
り、騒音発生回数が１月だけで２万回を超えたと。周
辺住民は騒音の異常さに怒り心頭であります。県の対
応と対策について伺いたいと思います。
　(2)、浦添市のキャンプ・キンザー内の土壌汚染が
明らかになりました。これまでも恩納通信施設や北谷
町桑江、沖縄市サッカー場、読谷補助飛行場などの米
軍基地の跡地、地中からＰＣＢやダイオキシン類など
の有害物質が出土したことを踏まえると、米軍の基地
使用に当たって有害物質が埋却されている蓋然性は高

いと思います。米国情報自由法（ＦＯＩＡ）など、あ
らゆるネットワークを駆使して情報収集に努め実態を
把握すべきと考えますけれども、県の対応を伺いたい
と思います。
　我が会派の代表質問との関連については、割愛した
いと思います。よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、令和
５年度予算の特徴についてお答えいたします。
　令和５年度は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
の取組を加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来につな
げていく重要な年であります。また３年余のコロナ感
染症の影響を乗り越え、しっかりスタートすることが
県民に大きく期待されているものと受け止めていま
す。このため、令和５年度予算については、「県民の
命と暮らしを守る感染症対策と県経済の再生」などを
柱とする６つの重点テーマを踏まえつつ、沖縄振興予
算に加え各省計上予算、より地方財政措置の有利な県
債等の積極的な活用を図ったところであり、過去最高
額となる約8614億円を計上したところです。私は、
平和で誇りある豊かさ新時代沖縄をさらにその先へ進
めていくため、各種施策の推進に全力で取り組んでま
いります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、知事の国連演説についてお答えいたし
ます。
　県は、国連や国際社会に対し、沖縄の基地負担の現
状、辺野古新基地建設に反対する理由や基地から派生
する諸問題の解決の必要性などを幅広く発信すること
により、辺野古新基地建設問題や米軍基地に関連する
課題等の解決の糸口にしたいと考えております。現
在、問題解決に向けて、どのような場で発信すること
が有効であるか等について検討しているところです。
なお、実施した場合は、各国の代表やＮＧＯ等多くの
方々へ沖縄が置かれている状況を伝え、各国のメディ
アにおいて報道されることで効果的な情報発信が期待
できると考えております。
　同じく１の(3)、防衛力強化への受け止めについて
お答えいたします。
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　いわゆる安保関連３文書においては、日本が「戦後
最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」とし
た上で、反撃能力の保有を含め、防衛力を抜本的に強
化すると記述されたほか、南西地域への配備強化等、
沖縄における防衛力強化に関連する記述も多数見られ
ます。また、平和国家として、専守防衛に徹し、他国
に脅威を与えるような軍事大国とはならないとの基本
方針は今後も変わらない旨が記述されております。し
かしながら、反撃能力の保有については、憲法第９条
の趣旨への政府見解との問題のほか、国際法で禁止さ
れた先制攻撃となるおそれや、従来の専守防衛方針と
の整合性等の課題が指摘されております。これらのこ
とを含め、国においては、国会の場で十分に議論し、
課題や方向性について国民に丁寧な説明を行っていた
だきたいと考えております。
　同じく１の(4)、安保関連３文書に係る世論調査に
ついてお答えいたします。
　報道によると、本年１月下旬に実施された県民を対
象とした世論調査において、反撃能力の保有に反対、
防衛力強化のための増税への不支持が過半数を占めた
ことは承知しております。また、報道機関が県内41
市町村長を対象に行った安保関連３文書に関するアン
ケートでは、敵基地攻撃能力を有するミサイル部隊を
受け入れると回答した首長はおらず、受け入れられな
いが約48％だったとしております。
　県としては、これらの世論調査の結果は、県民の間
に不満や懸念が表れているものと考えており、国にお
いて、県民に対し防衛力強化及び増税の必要性につい
て丁寧に説明すべきであると考えております。
　次に５、基地問題についての(1)、嘉手納飛行場の
騒音への対応についてお答えいたします。
　嘉手納飛行場周辺については、Ｆ35Ｂなどの外来
機が相次いで飛来しており、負担軽減と逆行する状況
であると言わざるを得ず、県として、あらゆる機会を
通じ、航空機騒音をはじめとした負担軽減を日米両政
府に対して粘り強く働きかけてきたところです。こう
した中、昨年11月から同飛行場へＦ22戦闘機等の暫
定配備が始まり、配備前後の騒音測定結果を比較した
ところ、オンライン測定局15地点全てで、騒音レベ
ル及び騒音発生回数が増加しております。
　県としては、Ｆ22戦闘機等の暫定配備等につい
て、引き続き情報収集を行うとともに、三連協とも連
携し、日米両政府に対し地元が負担軽減を実感できる
取組を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。

　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、医療福祉行政
についての御質問の中の(1)、八重山病院幹部の退職
についてお答えいたします。
　八重山病院においては、副院長が一身上の都合によ
り退職し、院長については要望等に対する病院事業局
の対応に不満があるとして３月末日で退職予定となっ
ております。要望事項については、可能な限り実現に
努めているところですが、案件によっては時間を要す
るものや実現困難なものもあります。
　病院事業局としては、このような事態を重く受け止
めており、これまで以上に病院現場に赴き、意見交換
や説明を行うなど丁寧に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○保健医療部長（糸数　公君）　２、医療福祉行政に
ついての(2)、在日米軍軍属等による医療体制への影
響についてお答えします。
　在日米軍の軍属やその家族が県内の医療機関を受診
するに当たっては、言語や医療費の支払い手続等が課
題となります。現時点では、県内医療機関において在
日米軍軍属等の受診が増えているとの情報は確認でき
ておりませんが、県としましては、今後の米軍の動向
を注視しつつ、関係機関と連携し、適切に対応してま
いります。
　同じく２の(4)、健康長寿の取組についてお答えし
ます。
　健康長寿おきなわの復活に向けては、優先度が高
く、かつ効果が大きい特定健診・がん検診の受診率の
向上、肥満の改善、アルコール対策を重点的に取り組
んできたところです。本県の平均寿命は延伸している
ものの、20歳から64歳の働き盛り世代において、年
齢調整死亡率が全国に比べて高いことが全国順位を下
げる要因となっております。この世代に対する対策が
重要であり、その一環として企業等が従業員の健康づ
くりに取り組む健康経営を推進しております。
　県としましては、これまでの対策を検証しつつ、引
き続き、健康長寿おきなわ復活に向けて官民一体と
なって取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　２、医療福
祉行政についての御質問の中の(3)、地域子育て支援
拠点事業についてお答えいたします。
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　認定こども園が実施する子育て支援事業と地域子育
て支援拠点事業とは、定義の一部が類似しているもの
の、相互に独立した事業です。県では、地域の子育て
支援体制の充実を図る観点から、実施する拠点の増加
を目指し、引き続き、市町村の取組を支援してまいり
ます。なお、地域子育て支援拠点事業は、地域のニー
ズや実情等を総合的に勘案し、市町村において主体的
に実施されています。県では、方針の決定に当たって
は、地域において十分に議論を行うとともに、事業者
や利用者に対し、丁寧に説明を行うよう助言しており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○教育長（半嶺　満君）　３、教育行政についての中
の(1)、教職員の精神疾患による病休者への対応等に
ついてお答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校教職員に対するメンタ
ルヘルス対策として、ストレスチェックなどの予防事
業や保健スタッフや公認心理師等による相談事業、保
健スタッフ等による病状把握などの療養及び復職等支
援などを行っており、引き続き推進してまいります。
また、令和５年４月に働き方改革推進課を設置し、学
校における業務改善による負担軽減を推進することに
より、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念
できる環境の確保に努めてまいります。
　同じく(2)、教職員の正規採用の拡大等についてお
答えいたします。
　教職員の正規採用の拡大につきましては、教員採用
試験の制度改革等に取り組んでいるところであり、令
和５年度は新規採用予定者数を大幅に増やしておりま
す。また平成27年度実施試験から臨時的任用教諭等
の経験を一定期間以上有する方を対象に、第一次試験
の一部を免除しており、さらに来年度実施試験では必
要な経験年数の短縮を行うこととしております。
　同じく(3)、沖縄の歴史教育についてお答えいたし
ます。
　琉球・沖縄の歴史教育につきましては、小中学校で
は、社会科等の授業で、琉球王国の成立、廃藩置県、
沖縄戦、復帰前後などの琉球・沖縄の歴史学習に取り
組んでおります。高等学校では、全ての高校生が学ぶ
こととなっている歴史総合で、琉球・沖縄の歴史が取
り扱われており、教科研修会や授業研究会等におい
て、指導方法の研究・改善に取り組んでいるところで
す。
　県教育委員会としましては、引き続き、地域や学校

の実態と発達段階に応じた、琉球・沖縄の歴史教育の
充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、観光振
興についての(1)、観光人材確保支援事業の事業内容
と効果についてお答えします。
　観光人材確保支援事業では、従業員の労働環境を改
善し、人材の確保・定着を図るため、観光事業者の生
産性向上に資する取組を支援することとしておりま
す。また、県内宿泊施設、観光施設等における職場訓
練や観光業界に特化した就職説明会の開催を通じて、
観光事業者と求職者とのマッチング機会を創出すると
ともに、観光現場における様々な取組を伝える広報、
就職イベントの周知に取り組むこととしております。
本事業の実施により、観光業界の持続的発展につなが
る人材の確保・定着を図ってまいります。
　同じく４の(2)、今後の観光産業の振興についてお
答えします。
　現在、入域観光客数は回復傾向にあり、今後の規制
緩和等により、沖縄への旅行マインドがさらに高まる
ことが想定されます。今後の需要回復により、これま
でと同様に観光産業はリーディング産業として沖縄経
済を牽引していくことが期待されます。県ではこれま
でも、観光業界との意見交換会を実施した上で、需要
喚起策や経営支援策を実施してきたところでありま
す。今後も観光業界と緊密に連携しながら、世界から
選ばれる持続可能な観光地の形成に向け、多彩かつ質
の高い観光の推進、沖縄のソフトパワーを生かした
ツーリズムの推進、観光人材の育成・確保などに取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○環境部長（金城　賢君）　５、基地問題についての
(2)、米国情報自由法（ＦＯＩＡ）を使った情報収集
についてお答えいたします。
　米軍基地においては、油流出事故や返還跡地等にお
ける土壌汚染、埋設廃棄物の存在などが環境保全上大
きな課題となっております。また、国内法令で規制さ
れない米軍基地特有の有害物質による汚染も懸念され
ております。県では、米軍基地に起因する環境問題に
迅速かつ適切に対処するため、環境関連事故、有害物
質の管理状況などの米軍施設に関する情報収集を行
い、米軍基地環境カルテを作成し、公表しておりま
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す。
　県としましては、基地内の環境汚染に関し、米情報
公開法（ＦＯＩＡ）を使って米国側に情報の提供を求
めるなど、引き続き基地環境に関する情報収集に努め
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いをいたします。
　知事の2023年度、これからの県政運営しっかりと
頑張っていくんだというような決意でありますけれど
も、予算案に関してはこれから私たちもしっかりと審
査を行ってまいりますので、ぜひまたどうぞこの１年
頑張っていただきたいというふうに思います。
　この辺まで来ると、質問事項が結構かぶっています
ので、再質問のほうはエールを送りながら短く行いた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。
　知事の政治姿勢の中の、防衛体制に盛り込んだこの
３文書の件で、先島、奄美から沖縄、そして宮古、八
重山、与那国含めて、防衛体制を強化していくんだと
いうような内容のこの防衛省の発表ではあるんですけ
れども、こちらもずっと今回の議会を通しても沖縄を
二度と戦場にしてはいけないんだというようなこと
で、皆さんもこういう質問をされていると思います。
実は与那国に自衛隊が配備されてやがて６年か７年に
なるんだと思いますけれども、誘致活動がその２年前
か３年前に起こったというお話がありまして、そのと
きにしっかりと島の発展につながるんだと。そして、
人口も増えるんだということで一生懸命誘致活動に精
を出した方々がインタビューに答えて、こういうふう
なお話をされているんです。あの頃やはり島でも二分
して、自衛隊基地が来ると米軍が一緒になって訓練基
地として使われるんじゃないかという懸念。いろいろ
またいろんな――何ていうんでしょうか、バージョン
アップするんじゃないのかというような話が当時も
あったようです。ところがやはり誘致側からします
と、いやいや米軍が来たら私たちも反対しますよと。
しっかりここは沿岸警備、そして国境警備の自衛隊に
守っていただけるんだから、その方々にしっかりと役
割を果たしていただきましょうよというところを訴え
て、誘致活動に一生懸命励んだという方、これが最近
のお話から来ると、米軍が演習に来たじゃないか、あ
るいは人口が多くなるって言われているけれどもそう
でもなかったと。学校にも何名かしか増えなかったよ
というような話。経済はというと、全然あの頃と変
わった様子はないよというようなお話をされている方
がいらっしゃいました。非常に特殊的なお話だなとい

うように思いました。やはりミサイル基地となると、
私たちだってあの頃言われていたこととはもう約束が
違うし、話が違うんだというような内容で島が相当な
ことで議論が今沸騰しているんだというような内容で
した。
　そうしますと、やはり一番危ないのは――危ないと
いいましょうか、そういう後出しじゃんけんみたい
に、一旦誘致してしまったときに、次から次へと時代
が変わりました、こういう装備が必要なんです、これ
がこうなんですというような言い方をされると非常に
島も不安だし、私たち沖縄県民だって不安だというこ
となんです。そのことをしっかり意見も通して私たち
も発信をしていきたいなというふうに思っているんで
すけれども、所信表明でも述べられましたが、知事、
改めてそういう状況を鑑みて、それからその話を聞い
て改めて発信していく決意、ぜひお願いをしたいんで
すが。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員のお話のとおり、当初
の基地の配備計画、あるいは運用計画がその時代の趨
勢によって当初の住民合意とは違う形で実行されてい
く、それはある意味、国としての責任はもっと地域住
民に対して真摯な説明を重ねていって、本当の理解を
得たいという姿勢を示すことが肝要であるというよう
に思います。しかし残念ながら、この与那国の配備の
その今の議員のお話もありますし、またオスプレイの
配備は聞いていないという――僅か数か月後にはその
配備が決定したという文書１枚で強行されるという、
そういうような姿勢であっては、国民の安全保障体制
に対する信頼はなかなか十分に得られないのではない
かということは、かねてから指摘されているとおりで
す。ですから本当に国民の安全を守るのであれば、そ
のような計画ありき、スケジュールありきの配備計画
ではなく、常日頃から不断の平和構築のための対話の
努力をするべきであるということを、これからも政府
に対してしっかりと求め続けていかなければならない
のではないかというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　これまでの防衛省の計画そのものと
いうのは、中国を念頭に置いた防衛計画だというよう
なことなんですけれども、私たち沖縄県も古くから、
いにしえの時代から東南アジア諸国とは非常に信頼関
係を培いながら交易をしてきたという歴史があるわけ
です。これまで積み重ねてきた、先ほど山内議員も
言っておりましたけれども、北京事務所を仲井眞県政
のときにつくられたと。副知事だった高良さんも訪中
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をしていると。そして翁長知事も訪中をされた。デ
ニー知事も2019年には行かれていると。その結果が
観光客も増えるとか、あるいは沖縄県と貿易も盛んに
なってきて、2019年には147億円も沖縄県は輸出を
している間柄の構築はしてきたという関係で、このミ
サイル基地を配備することによって、この信頼関係が
揺らぎはしないのかというような懸念が私自身あるも
のですから、中国とこれまで築いてきた部分というの
は、ぜひもう一度アピールできるような体制を整えて
いただきたいなというようなこともあります。
　さすがにおとといの金城勉さんの話にもありました
とおり、最大の交易国は台湾だって中国なんですよ
ね。日本もしかりなんです。今もうアメリカを抜いて
一番の交易国が中国なんですよね。私たちの身の回り
のその生活用品見ていても、中国製、メード・イン・
チャイナというのもあふれているぐらい、お互いの国
対、中国の国対、私たち日本の交易というのはそれだ
け盛んだということです。切っても切れないビジネス
パートナーなんだというような位置を占めているんだ
というふうに思うんですけれども、その辺も含めてこ
れからもぜひ続けていって――こういう平和的な、そ
して交易も続けていけるような構築をぜひお願いした
い。またやるべきだというふうに私自身も思っていま
す。さすがに抑止力だということでやると、本当に信
頼関係が揺らぎかねないんじゃないのかなという心配
があるんですが、その辺についてはどうお考えでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員からありましたように、県は北京などアジア地
域に６つの海外事務所を設置しております。そこでは
観光誘客、県内企業の海外展開等の支援を行っており
ますけれども、またこうした観光・物流だけではなく
て、保健医療、それから教育などの様々な分野におけ
る国際交流にこれまでも取り組んできております。こ
うしたノウハウを活用しながら、これから地域外交室
を設置しまして、商工労働部、文化観光スポーツ部、
関係部局と連携しまして、なお一層こういった取組を
展開していきたいと。相互発展に資するような取組を
していきたいということと、やはりしかるべきタイミ
ングで知事が直接訪問をして交流を図るということは
非常に大事だと思っておりますので、ぜひその辺は知
事とも相談して進めていきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　これまで築いてきたお互いの信頼関

係、ぜひ構築できるように努力、頑張っていただきた
いというふうに思います。よろしくお願いいたしま
す。
　さて、どうしましょうか。歴史教育の充実を図る件
なんですけれども、高等学校、中学校でもしっかりと
学べるカリキュラムを組んでいるというような内容で
非常に安心しましたが、実は大学の先生、琉大の先生
から、非常に心配なお話をいただきました。その先生
のお話ですと、琉球史の教員がいらっしゃって、その
退職後、不補充。さらにはそのポストが、教授会、圧
倒的多数で削減をされたんだと。琉球史を教える先生
を養成するカリキュラムが絶たれてしまっているとい
うような内容で、沖縄はその琉球の歴史を教えられる
先生を養成する大学の授業がなくなっているんだと。
それを組もうとしても教授会の中で否決されてなく
なっているんだと。それは本土の皆さんの先生方が、
もう薄れてきていてなかなか琉球史というものに関心
を示していないんだというようなお話でした。それで
非常に心配になりまして、琉球史を教えられる先生方
を養成できないんだったら、各学校に先生として赴任
しても琉球史を学んでいないわけだから、さあ子供た
ちにこの琉球史を教えられるのかなというふうに思っ
ています。それこそ、高等学校や中学校では――もう
琉球大学がそういうことであるんであれば、なおさら
そういうことは大事な一つのテーマとして、ぜひ頑
張っていただきたいなというふうに思っているんです
けどいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　この琉球・沖縄の歴史を
しっかりと指導していく教職員の指導力の向上、重要
であると思っております。そのために、例えば取組と
しましては、教育庁内にいる担当の指導主事、あるい
は総合教育センターの指導主事等が連携しまして、各
学校の教員も含めて、この指導案、モデルとなる指導
案を今作成中であります。そういったモデル案をつく
りまして、各学校にまたこの周知をしまして、研修し
まして、多くの先生方がそれを活用して授業が実践で
きるように、そういった取組も実施をしているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　安心しました。ぜひよろしくお願い
いたします。
　最後に基地問題なんですけれども、嘉手納飛行場、
そして普天間もそうなんですが、外来機の飛来による
訓練飛行の騒音、恒常的な騒音そして排ガス、もう毎
日のように悩まされ、精神的にも肉体的にも健康被害
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があるんだということを、それぞれの裁判の中でも立
証されて裁判結果が出たわけです。その上で、この上
を外来機が飛来して、周辺の皆さんは殺人的な爆音だ
というような表現をしているんですよね。そういう爆
音被害、どうぞなくすような努力を、惜しみない努力
をぜひお願いをしたいというふうに思います。よろし
くお願いします。
　最後になりますけれども、環境部長、キンザーの土
壌汚染が明らかになったというのはタイムスの報道
だったんですが、そのタイムスと関わりがあるのか、
ジョン・ミッチェルさんという報道記者かな――方が
調べ上げて、幾つも沖縄に関する基地の環境汚染です
とか、いろいろ調べ上げている本があったときに、こ
れ中身読ませていただきましたら、非常におぞましい
内容が書かれているんですよ。この中に書いてある
のが、「70年以上にわたって米軍基地は放射性廃棄
物、枯れ葉剤、劣化ウラン、ＰＣＢ、そしてヒ素など
の有害物質で日本を汚染してきた」と。そしてその
「毒物が河川、海、土壌を汚し、米軍兵士や軍雇用
員、そして周辺住民の健康を害して」きましたという
ことです。そして「なかでも沖縄は、米軍基地の負担
が集中する最大の被害地」でありますと。「米軍は自
らの環境汚染、すなわち米軍公害に関する情報を、自
軍の兵士にも日本政府にも隠し続けてきた」というふ
うに言っているんです。もう中を見てみたら、非常に
怖い話ばっかり書かれています。先ほどありましたよ
うに、この情報を集めていただいて、こういうのが今
使われている状況の中でも、実は退役兵士が、皆さん
の観光地で立っている地下にはそういった埋設物が
いっぱいあるんだというような証言さえあるんです
よ。非常に怖い話だなと思います。
　ぜひ公室長、この情報収集に当たっては、しっかり
ワシントン事務所あたりもバージョンアップをしなが
ら、そういった情報を――２通りあるんだと彼は言っ
ているんですよね。そういったアメリカも提供できる
ような情報を得ること。そしてあるいは現役、退役軍
人そして軍雇用員、皆さんのこの内部告発も非常に有
効な調べる手だてだと。これを基にやはり私たちは断
ち切れないこの地位協定の壁の厚さを取っ払う一つの
方法になるんじゃないのかなと、その手がかりになる
んじゃないのかなというふうに私自身思っていますの
で、ぜひ情報収集ですとかこういった活用も含めてお
願いをしたいなというふうに思いますが、最後にいか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この基地が要因とされる環

境汚染問題、騒音問題については、日頃から多くの
方々が不安と懸念を払拭できずにいるという状況が続
いています。我々もそのような情報収集にしっかりと
努めつつ、米軍基地に起因する環境問題に迅速かつ適
切に対応するため、環境関連事項、有害物質の管理状
況などの米軍施設におけるその状況をしっかりと精査
し、いろいろな方々と協力をして政府、米軍にその解
決を求めるようしっかりと行動したいと思います。あ
りがとうございます。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。ありがとう
ございました。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　皆さん、こんにちは。
　宮古島市選出、会派立憲おきなわ、國仲昌二です。
　まずは、宮古の方言、ミャークフツで御挨拶いたし
ます。
　ンーナ　ゾーカー　ウラーンマ　皆さん、御機嫌い
かがでしょうか。本日、私６番目です。ブガリーブガ
リ　ウズパズヤースガ　大変お疲れだとは思います
が、バガ　パナスーマイ　ツキフィーサマチヨー　私
の質問にもお付き合いよろしくお願いいたします。
　それでは、質問に入ります。
　１、令和５年度当初予算案について伺います。
　知事は、施政方針の第１、県政運営に取り組む決意
と、第２、沖縄を取り巻く現状の認識の中で、平和的
な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成をうたってお
ります。
　(1)、施政方針で示した平和的な外交・対話による
緊張緩和と信頼醸成に取り組むための予算計上・事業
についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、令和４年度から沖縄の平和を希求する心や
歴史的・地理的特性を生かして、アジア太平洋地域の
緊張緩和と信頼醸成に寄与することを目的とするアジ
ア太平洋地域平和連携推進事業を実施しております。
令和５年度は、対象国を拡大して、平和的な外交・対
話による緊張緩和の重要性を改めて確認しつつ、相手
国・地域の実情に応じたテーマや分野における連携、
協力の具体化を図ることとしており、経費としては、
令和５年度予算案に2677万8000円を計上していると
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ころです。事業実施に当たっては、新たに設置する地
域外交室で策定します沖縄県地域外交基本方針（仮
称）も踏まえつつ、関連部局と連携して取り組んでま
いります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　それでは、次に行きます。
　離島・過疎地域においては、急速に進む人口減少あ
るいは少子高齢化による経済の停滞など、深刻な課題
が山積しております。
　(2)、離島・過疎地域の振興に取り組むための予算
計上・事業についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　令和５年度当初予算における離島・過疎地域振興の
主な事業でございますが、新規事業といたしまして、
離島航空路チャーター運航支援事業が7900万円、離
島航路船員確保・育成支援事業が1200万円、看護師
等誘致支援事業が1300万円、へき地医療拠点病院運
営事業が900万円等となってございます。また、継続
事業ですけれども、沖縄離島住民等交通コスト負担軽
減事業が26億6000万円、石油製品輸送費等補助事業
費が９億4000万円、沖縄離島体験・デジタル交流促
進事業が１億8000万円、農林水産物条件不利性解消
事業が21億7000万円、大東地区情報通信基盤整備推
進事業が14億4000万円等となっております。
　県としましては、離島・過疎地域の振興を最重要課
題と位置づけまして、引き続き定住条件の整備と地域
の特色を生かした産業の振興に取り組んでまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　次に行きます。
　教育行政においては、教員の労働環境の悪化、長期
の病気休暇、教員不足問題等、早急に取り組まなけれ
ばならない課題が山積しております。教育関係予算の
主な予算計上・事業について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　教育委員会においては、継続事業であるスクールカ
ウンセラー・スクールソーシャルワーカー等配置事
業、バス通学費等支援事業、国際性に富む人材育成事
業等に要する経費を計上するとともに、新規事業とし
て、公立学校教職員メンタルヘルス対策に関する調査
研究事業や、学校給食費支援事業等に要する経費を計
上しているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。

○國仲　昌二君　私は予算案の平和外交、離島・僻地
それから教育に絞って質問しましたが、予算は行政の
設計書と言われます。令和５年度も知事を先頭に予算
計上した事業目的の達成に全力で取り組むようお願い
いたします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　続きまして３、沖縄県農作物種苗生
産条例について伺います。
　先日、種子法廃止と農業競争力強化支援法、そして
改正種苗法についての勉強会に参加して多くの課題や
問題点を学びました。日本は既に種がつくれない国に
なっていて、種のほとんどを海外依存して、海外から
の種が止まれば大変なことになるということです。ま
た、種子法廃止から種苗法改正までの流れによって、
公の種の知見を民間に提供することが促進されて食の
安全、食料の安全保障、農家の負担増など不安要素が
数多くあります。都道府県では、地域の在来種を守ろ
うという動きが出てきて、沖縄県でも沖縄県農作物種
苗生産条例が制定されて施行されていますが、ただこ
の条例では不十分だという指摘がありますので、質問
いたします。
　(1)、条例では、良質、優良な種苗について言及は
ありますが、多様性についての言及がないという指摘
があります。この多様性についての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県の種苗条例におけ
る多様性の考え方についてお答えいたします。
　沖縄県農作物種苗生産条例においては、本県の伝統
的な食文化に密接な関係があり、長年にわたって栽培
されているものとして伝統的農作物が定義されており
ます。この伝統的農作物には、在来種など多様な種類
が対象となっており、同条例には、種苗の継承及び保
存並びに活用に関する施策が規定されております。
　県としましては、本県の気候・風土に適し、地域で
継承されてきた貴重な遺伝資源である伝統的農作物に
ついて、今後とも種苗の継承及び保存を推進してまい
りたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　ですから、多様性ですね。伝統的な
ものは全てが良質、優良だけではないということで、
全てそうじゃないものもあるということでのこの多様
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性が未来の生存を保障して、農業生産多様性というも
のが鍵を握るというふうな指摘がありますので、ぜひ
この多様性についても条例に反映させていただくよう
にお願いいたします。
　次行きます。
　(2)、民間企業から知見の提供の要求があった場
合、沖縄県農作物種苗審議会の意見を聴いて知事が判
断するとしておりますが、県議会も関わる必要がある
のではないかという指摘があります。見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　民間事業者等から、県が有する知見等の提供依頼を
受けた場合には、沖縄県農作物種苗審議会の意見を聴
いて知事が判断することとしております。当該審議会
委員の調査審議が十分に行われるよう、具体的な知見
等の詳細や相手先の考え方、提供後に想定されるリス
ク等について、丁寧に説明することで、適切な判断が
できるものというふうに考えております。
　県としましては、知見等の提供については、審議会
の意見を参考に慎重に判断しまして、本県農業の振興
に資するよう努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　次に行きます。
　(3)、沖縄県農作物種苗審議会について、委員の構
成やその権限についての規定が必要ではないかという
指摘がありますけれども、見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　審議会委員の権限等
についてお答えいたします。
　沖縄県農作物種苗審議会委員は、沖縄県農作物種苗
生産条例第10条に規定されている「学識経験を有す
る者、関係団体の役員又は職員、関係行政機関の職員
その他知事が適当と認める者」として、生産者代表及
び消費者代表にて構成されております。また、当該審
議会は沖縄県行政組織規則第241条に「知見等の提供
に関する事項について、知事の諮問に応じて調査審議
すること」と規定されております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　この指摘は、例えば種取り農家、有
機農家、シードバンク、食文化の担い手、消費者等も
委員として参加できるように配慮した条例にしてほし
いということなので、ぜひそれについてもお願いした
いと思います。

　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　次は４、宮古地域の課題について伺
います。
　(1)、下地島空港周辺跡地利活用事業についてで
す。
　令和６年３月までに耕作地を返還するよう確約書の
提出を求めたということですけれどもア、確約書を求
めた農家数、それと確約書を提出した農家数を教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　確約書の提出を求め
た県有地における無償耕作者数は、156名でございま
す。そのうち、確約書の提出者数は、２月時点で48
名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　令和６年３月までに耕作地を返還さ
せるということですけれども、この事業というのはま
だ決定したわけではないんですよね。ですから、もし
耕作地が返還された後にこの事業が取りやめになった
場合、この耕作地はどうすると考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　条件協議が調わない
場合ということだと思いますけれども、まず明渡しを
受けた無償耕作地については、所有者である沖縄県に
おいて管理することになりますけれども、まずは基本
合意の締結に向けて利活用候補事業者と条件協議を進
めていくことが重要だと考えております。事業用地の
管理については、今後、協議を進めながら対応を検討
していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　今後の進め方についてですけれど
も、前の議会では段階的な返還というのも検討すると
いうような答弁がありました。
　そこでイ、耕作者との話合い等、今後の進め方につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県有地の無償耕作者
に対しましては、引き続き宮古島市と連携して説明会
等を開催し、利活用事業の県有地の明渡しについて、
丁寧に説明し理解を求めてまいります。また、無償耕
作者から要望のある段階的な明渡しにつきましては、
事業箇所やスケジュール等について、第３期の利活用
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候補事業者と協議を行った上で、検討していきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　事業を進める側の県と耕作者側、そ
れぞれ立場はあると思いますけれども、お互いが理解
を深めてしっかりと進めていただきたいというふうに
思います。
　次ウ、１社のみの大規模なリゾート計画について、
宮古島市が疑問視していることについて見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　利活用候補事業の選
定等の検討を行う下地島空港及び周辺用地の利活用促
進事業検討委員会では、地元宮古島市の副市長を委員
に含めて検討を行っているところでございます。当該
リゾート開発につきましては、様々な課題はございま
すが、候補事業者の実施計画について、今後、検討委
員会において意見を伺うこととなっております。利活
用事業に係る課題等については、引き続き、宮古島市
と連携を密にして調整を図り、候補事業者と協議する
こととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　資料によりますと、この１社で行う
事業面積が279ヘクタール。東京ドームの50倍以上
といいます。下地島にあるゴルフ場の10倍以上とい
う広大な面積。１社でこれだけ大規模な事業をやるこ
とに加えて、水やごみ、景観などの課題を議論せずに
進めていることに、いかがなものかというのが宮古島
市が議会で示した見解なんです。先ほどあったように
事業が取りやめになった場合どうするかとかいろいろ
と課題があると思いますので、どうかしっかり宮古島
市と調整して進めていただきたいというふうに思いま
す。
　次(2)、農振除外の考え方について伺います。
　宮古島市の農業振興地域計画の変更について、時間
がかかり過ぎているのではという声があります。
　ア、宮古島市に係る農振除外の進捗について伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　宮古島農業振興地域整備計画の変更については、２
月10日に宮古島市より県宛てに事前協議申出書の提
出がありまして、現在、関係各課への意見照会を行っ
ているところであります。
　県としましては、農振法や当該制度のガイドライン

に基づきまして、適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　できるだけ速やかに進めていただく
ようにお願いいたします。
　次行きます。
　イ、国のガイドラインそれから県の同意基準の中の
市町村が判断するということについての考え方を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　市町村判断について
の考え方をお答えいたします。
　市町村は農振法に基づきまして、優良な農地を確
保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を
計画的かつ集中的に実施する目的で農用地区域を設定
しております。農振除外における市町村の判断につい
て、県は予備調整や事前協議において農振法第13条
第２項に定める除外の５要件を満たしているか、確認
を行っているところでございます。
　県としましては、市町村と連携して農振法や当該制
度のガイドラインに従い、同意基準に沿った適切な運
用となるように取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　国のガイドラインでも県の同意基準
でも、農用地区域から除外する必要があるかどうかは
市町村が判断するということになっているので、今部
長が考えを示したことを市町村としっかり意見交換し
て、共通認識を持っていただきたいということをお願
いしたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　次に(3)、小・中・高生の派遣費の
保護者負担と格差是正について。
　離島の保護者は、子供たちの派遣費負担が本島と比
較してかなり重くなります。
　ア、離島の保護者負担軽減の措置はできないか伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　県教育委員会では、これまで中体連・高体連・特体
連主催の県大会、九州大会、全国大会に参加する離島
の中高校生に対して、派遣費を補助しております。例
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えば、令和３年度の宮古島市の中学校においては、県
大会で県から6000円、市から9020円の計１万5020
円の補助があります。
　県教育委員会では、経済的事情により、子供たちの
可能性が狭められることがあってはならないと考えて
おり、今後とも、派遣費の補助を継続し、離島地域の
生徒の負担軽減が図られるよう努めてまいります。
○國仲　昌二君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　市や県から補助金が出るのは分かっ
ていますけれども、今の現状では格差是正になりませ
ん、解消になりませんので、しっかり――そこで次に
行くんですがイ、軽減措置に代わって、あるいは加え
て、離島割の学生割の導入はできないのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では、離島住民の定住条件の整備を図るため、船
賃及び航空運賃を低減する事業によりまして、離島住
民等を対象に離島割として、船賃では約３割から約７
割、そして航空運賃では約４割の負担軽減を実施して
おります。さらに、航空路において、高校がない町村
においては、さらなる負担軽減の観点から、離島出身
高校生について、航空運賃の約５割の低減を実施して
おります。離島割の学生割、これの導入等の割引運賃
の新設及び同事業の適用につきましては、航空会社の
運賃種別設定、これの在り方等も踏まえ、検討する必
要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　いろいろ課題はあると聞いておりま
すけれども、県全体で派遣費の保護者負担の格差是正
に取り組んでいただくようお願いいたします。
　次行きます。
　(4)、宮古空港の機能拡充について。
　観光客等の来島がコロナ禍前に戻った感のある宮古
空港は、大勢の人で混雑しています。貨物の取扱量も
かなり増えていて、機能の拡充、施設の拡張が求めら
れます。
　そこで伺います。
　ア、駐機場の拡張について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　宮古空港では、就航
便数の増加に対応するため、平成29年度から令和元
年度にかけ駐機場の拡張整備を行い、令和２年度に供

用しております。コロナ禍で便数が減少しておりまし
たが、現在は、便数が増加傾向にあることから、駐機
場拡張の必要性については、検討課題であると認識を
しております。
　県としては、引き続き、空港機能の向上に取り組ん
でいきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　それでは今度はイ、貨物ターミナル
の拡張について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　宮古空港の貨物ター
ミナル地区は、貨物量の増加に伴い、貨物車両の駐車
スペース確保が検討課題であると認識しております。
当該課題については、貨物ターミナル地区の運営を
行っている宮古空港ターミナル株式会社と十分意見交
換を行っているところであります。
　県としては、引き続き、空港機能の向上に取り組ん
でいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　それでは次、一般駐車場の拡張につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　宮古空港の一般駐車
場は、利用者数の増加に対応するため、令和元年度か
ら令和３年度にかけ駐車場の拡張整備を行い、駐車台
数を396台から128台増加し、524台として、令和４
年度に供用しております。従業員用駐車台数の確保や
今後の利用者数の増加も予想されることから、駐車場
拡張は検討課題であると認識しております。当該課題
については、宮古空港ターミナル株式会社と意見交換
を行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　３つともその必要性は感じていると
いうことなので、先日、基準を満たせば平行誘導路の
設置は可能という答弁もありましたので、ぜひ県とし
て宮古空港の機能拡充に取り組んでいただきたいと思
います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　それでは２、南西地域の防衛力（軍
事力）強化について伺います。
　(1)、安保関連３文書について。
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　昨年末に安保関連３文書が閣議決定されました。国
会でも議論することなく、国民的な議論もなく、拙速
感が否めない非常に問題ある決定であると考えます。
　そこで質問します。
　国家安全保障戦略で、反撃能力を保有する必要があ
る旨の文言が入っています。
　ア、反撃（敵基地攻撃）能力を保有することについ
ての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書においては、武力行使の３
要件に基づき、武力攻撃を防ぐための「やむを得ない
必要最小限度の自衛の措置」として、反撃能力を保有
する必要があると記載されております。このような反
撃能力の保有については、憲法第９条の趣旨への政府
見解との問題のほか、国際法で禁止された先制攻撃と
なるおそれや、従来の専守防衛方針との整合性等の課
題が指摘されております。
　県としては、反撃能力の保有による抑止ではなく、
これまでにも増して対話による信頼関係の構築などの
不断の外交努力を行うことが重要であると考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　次に、国家防衛戦略では沖縄を念頭
に置いていると思われる南西地域の空港・港湾施設を
整備強化し利用範囲拡大を図るという文言が記されて
おります。
　イ、南西地域の空港・港湾施設を整備強化し利用範
囲拡大を図るということについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　いわゆる安保関連３文書では、「南西地域における
空港・港湾等を整備・強化する施策に取り組むととも
に、既存の空港・港湾等を運用基盤として使用するた
めに必要な措置を講じる」等と記されております。県
としては、自衛隊等の利用により、離島の空港・港湾
の民間利用に支障があってはならないと考えており、
特に下地島空港については、屋良覚書等の趣旨を条例
へ反映させることができるのか、研究を進めることと
しております。また、政府に対して、地元の理解と協
力が得られるよう、丁寧に説明を行うとともに、地元
が意見表明ができるよう、必要な協議を行うことを引
き続き求めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。

○國仲　昌二君　次行きます。
　防衛力整備計画においては、敵の射程圏外から攻撃
することができるスタンド・オフ・ミサイルの導入に
加えて、沖縄の陸自第15旅団を師団に改編、つまり
増強することになります。
　ウ、沖縄の陸自第15旅団を師団に改編、増強する
ことについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。このような中、防衛力整
備計画においては、「南西地域における防衛体制を強
化するため、第15旅団を師団に改編する」と記され
ております。第15旅団の師団化への改編に伴う人員
増は明らかになっておりませんが、防衛白書による
と、旅団の定員は3000名から4000名、師団の定員は
6000名から9000名とされております。県は、沖縄防
衛局に対して、増員される部隊の配備先や演習の実施
場所などについて、照会しているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　識者が指摘しているように、今回の
安保関連３文書の決定は、我が国の安全保障政策の大
転換であり、日本が米国の軍事力を補完し、米中対立
の最前線に位置する先兵の役割を果たすことを鮮明に
しました。また、対立の最前線で戦場になるかもしれ
ない沖縄の住民の立場がほとんど考慮されていないこ
とも問題です。ただでさえ過重な基地負担に苦しむ沖
縄に、さらに基地負担を増加させ、その上有事の危機
に直面しろという政府の姿勢は、あまりにも無責任と
言わざるを得ません。政府は軍事による抑止力だけで
はなく、戦争をさせない、国民を守るための戦略、平
和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成を構築す
べきであるということを強く指摘します。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　次に(2)、台湾有事について伺いま
す。
　ロシアによるウクライナ侵攻を背景に、政府や一部
のマスコミは、台湾有事がすぐにでも起きるかのよう
にあおり立てています。しかし、米国の調査会社は、
台湾有事は差し迫ったリスクはないとして、リスクも
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どきに分類。東アジアの国際政治に詳しい大学教授
は、台湾統一を目的とした中国による武力行使の蓋然
性は極めて低いとコメントするなど、台湾有事につい
てはもう少し冷静に議論する必要があると考えます。
　ア、台湾のシンクタンクによる調査によりますと、
中国が武力侵攻するかとの問いに対し、「そう思わな
い」が52.7％、「そう思う」の39％を上回っている
ということです。これについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　昨年８月に台湾のシンクタンク台湾民意基金会が
行った台湾の世論調査の結果について、台湾は中国の
軍事演習等を冷静に受け止めており、実際に衝突が発
生する可能性も高くないと分析されている旨の報道が
あることは承知しております。いわゆる台湾有事につ
いては、様々な見解があるものの、県としては、この
ような事態は決してあってはならないと考えており、
政府に対して平和的な外交・対話による緊張緩和、信
頼醸成の取組を求めているところです。今後も引き続
き、アジア太平洋地域の情勢について情報収集に努め
るとともに、同地域の平和構築に貢献する独自の地域
外交を展開してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　中国が台湾に武力行使するのは、台
湾が独立に動いたときと言われますが、昨年台湾政治
大学が調査した結果では、今すぐ独立というのは、僅
か5.1％だったということで、やはり冷静な議論が必
要だと考えます。
　次行きます。
　今年の１月９日に公表されたＣＳＩＳ（国際戦略問
題研究所）の台湾侵攻を想定したシミュレーションに
よると、日米は空母２隻、数十隻の艦艇、数百機の航
空機、数千人の戦闘員の命を失うことが示され、台湾
海峡を挟んだ戦争は、全ての交戦国にとって壊滅的な
打撃になるといった悲観的な議論も出ているというこ
とです。
　イ、１月９日に公表されたＣＳＩＳのシミュレー
ションについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米国のシンクタンクＣＳＩＳが今年１月に公表し
た、中国による台湾侵攻を想定したシミュレーション
の結果報告書によると、中国が台湾に侵攻し米国が介
入した場合、米国が勝利するには在日米軍基地を使用
する必要があること、勝利した場合でも日米に甚大な

人的、物的損失が生じること等が示されております。
特に、沖縄では多数の防空ミサイルが配備されていた
にもかかわらず、中国のミサイルによって多くの航空
機が地上で破壊されることや、嘉手納飛行場は破壊さ
れた多数の航空機、多くの遺体を埋葬する仮設墓地を
有するようになるとの記述もあり、沖縄における甚大
な被害が記述されております。
　県としては、台湾海峡をめぐる問題がエスカレート
し、不測の事態が生ずることは決してあってはなら
ず、関係国等の平和的な外交・対話によって回避する
必要があると受け止めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　次行きます。
　新聞報道によると、在沖米軍トップが、民間人の犠
牲者が多数出ているウクライナ戦争を、私たちはウク
ライナでこれほど成功を収めたと言い放ち、ロシアと
の戦争に向け米国と西側諸国は何年もかけてウクライ
ナを準備した。これはセッティング・ザ・シアター･
･――舞台づくりと呼んでいるそうですけれども、ウ
クライナの成功事例を踏まえて、現在は中国との戦争
に備えて日本と準備を進めていると言っています。
　ウ、在沖米軍トップの、ウクライナの成功事例を踏
まえ、現在は中国との戦争に備えて日本と準備を進め
ているというコメントについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　在沖米軍沖縄地域調整官のビアマン中将が、ウクラ
イナで成功を収めた事例を踏まえ現在は、中国との戦
争に備えて日本と準備を進めている旨の発言を行った
という報道については承知しております。ビアマン中
将がどのような意図でこの発言を行ったのかは明らか
ではありませんが、県としては、軍事力の増強による
抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、沖縄が攻
撃目標になるなどという事態は、絶対に招いてはなら
ないと考えております。引き続き、政府に対して、平
和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成に取り組
むよう強く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　この在沖米軍トップのコメントから
は、現在アメリカが準備している舞台づくりというの
は、近い将来、今のウクライナのように日本を戦場に
するというふうに進んでいることが分かります。そし
てそれに追随しているのが日本政府です。防衛予算を
２倍にして、兵器の爆買いをアメリカと約束している
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と言います。識者によると、米国はウクライナ戦争で
見られるように、台湾有事に参戦するわけではなく、
立案、訓練、物資の事前配備、作戦維持の拠点の設置
など、後方支援を行うということになり、戦うのは台
湾軍と自衛隊。犠牲になるのが台湾と沖縄の住民とい
うことです。なぜ私たちが米国の国益のために犠牲に
ならなければならないのかという声もあります。沖縄
を、日本を戦場にしてはいけない。それがウクライナ
戦争の最大の教訓であるということを強く訴えます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩　
　　　午後４時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　次行きます。
　エ、台湾有事で日本が参戦した場合、反撃に遭い
人々に多大な被害が生じると言われる中、米国の支援
要請が来たら、日本は同盟国として断れない、断れば
同盟が決定的に毀損すると防衛大臣経験者が語ったこ
とについての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　国内外の有識者等から、い
わゆる台湾有事に当たり、米国が台湾を軍事支援する
ために日本に対し協力を求めた場合、日本がこれを断
ることは日米同盟を破綻させることになるため困難で
はないかとの趣旨の意見がなされているということ
は、報道等によって承知しております。
　沖縄県としては、台湾海峡をめぐる問題がエスカ
レートし、不測の事態が生ずることは決してあっては
ならず、このような困難な状況に陥る前の段階で、関
係国等の平和的な外交・対話によって問題の解決を図
る必要があると受け止めております。
　なお、台湾が今すぐ独立ということを宣言し、強硬
な姿勢に出なければ恐らく中国は台湾に強行的に攻撃
を加えることはないのではないかというのが、多くの
識者の方々も言われております。そして当の台湾も、
安定的な現状維持ということを国民の皆さんと共有し
ているということも、多くの識者がその状況を語って
います。ですから、日本だけが台湾海峡をめぐる問題
が今すぐ想起されるというような状況に突き動かせる
のではなく、不断の平和的な外交努力をしっかりと
図っていくことにもっと力を注いでいくべきであると
いうように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　私が言いたいのは、先ほどのＣＳＩ
Ｓのシミュレーションで、甚大な被害が出るというシ

ミュレーションが出ているのに、国民の安全より同盟
関係を優先するというような発言が出てくること自体
が許されないということで、政治家の最も大事な仕事
というのは、国民の命を守ることだということを強く
訴えたいということです。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時53分休憩
　　　午後４時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　それでは(3)、下地島空港の軍事利
用について伺います。
　下地島空港を訪れた参議院議員がツイッターで、
「県管理ではなく国管理にしたら（中略）維持整備も
容易かと」などと投稿し、国管理にして整備すべきだ
とも発言しました。
　ア、下地島空港を国管理にすべきだとの発言につい
ての見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　下地島空港は、空港
法第５条に基づき、沖縄県が設置し、管理する地方管
理空港となっております。現在、県では、下地島土地
利用基本計画で示された航空、観光、農業、緑化、環
境保全等の５つのゾーンの土地利用方針に基づき、利
活用事業を進めているところであります。引き続き、
関係法令に基づき県管理空港として適切に管理運営し
ていくこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○國仲　昌二君　県管理の下地島空港を安易に国管理
にすべきだという発想は、国の管理下に置けば自分た
ちが好き勝手に使えるという傲慢さが表れていると感
じます。沖縄県、地域住民の意見を聞こうという姿勢
も全く見えません。
　下地島空港は当初、パイロット訓練飛行場として
4000メートルの滑走路３本を計画していました。こ
の計画が公表されて、飛行場の規模から軍事利用は明
らかだと強硬な反対運動に発展し、その後3000メー
トル１本になりましたが、全県的な反対運動は収まり
ません。そこで当時の屋良主席が受入れ条件として、
１、飛行場は琉球政府が所有・管理する、２、国は民
間航空以外は使用させる意思はなく、琉球政府に命令
する法的根拠を有しないという２つを国に提示して、
これに国は異存ないというふうに回答した。これがい
わゆる屋良覚書で、その後、西銘確認書も確認され、
これが軍事利用に反対してきた根拠であり背景です。
　下地島空港については、今後とも屋良覚書、それか
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ら西銘確認書に基づきしっかりと管理していただくよ
う、知事にはお願いをしたいと思います。それから屋
良覚書、西銘確認書に関する条例化についても、しっ
かり取り組むようお願いをいたします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　すみません時間がないので、我が党
の代表質問との関連はちょっともうやめまして、結び
をいたします。
　先ほどといいますか、ここまで南西地域の防衛力強
化について質問しました。台湾有事については、現状
では中国による武力行使の蓋然性は極めて低いという
考えが知事からも、あるいは何名かの議員からも示さ
れました。しかし、先ほど話したように、米軍からは
ロシアとの戦争に向け、米国と西側諸国は何年もかけ
てウクライナを準備した。その成功事例を踏まえ、現
在は中国との戦争に備えて日本と準備を進めていると
いう声が出ております。これは日本を第二のウクライ
ナにすると公言しているのも同然です。
　昨年暮れ、突如として安保３文書の決定、あるいは
防衛費増の議論が出てきたのは偶然でしょうか。ま
た、岸田首相が反撃能力保有をめぐり、米軍に依存し
てきた打撃力の一部を自衛隊が担うとの考えを表明し
たとの報道もあります。専守防衛からの逸脱です。私
たちが知らないところで、米軍の舞台づくりが着々と
進んでいるのでしょうか。世間で言われる、新しい戦
前なのでしょうか。空恐ろしく思います。このような
危うい空気感の中、県が地域外交室を設置して、独自
で平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成の構
築に取り組むことは、時宜を得たものだと高く評価し
ます。沖縄を再び戦場にしてはならない。私も県民と
ともに沖縄から声を出し続けていかなければならない
と強く決意して、一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。クタンディンネーミソーランガヤー。
　上原快佐でございます。
　11月議会に続き、新人ながら大トリを務めさせて
いただきます。平良昭一議員と仲宗根悟議員とのくじ
引きにより、公正に決めた結果でございますので、ど
うか御容赦ください。
　一般質問、最終日の最後となりますので、当局の皆
様も議員の皆様も大分お疲れだとは思いますが、最後

までお付き合いいただきますよう、よろしくお願い申
し上げます。
　さて、私は小禄宮城出身のウルクンチュでございま
すけれども、本日はその小禄地域の代表的な染織物で
ございますウルククンジーを着用してまいりました。
少しこのウルククンジーのことを紹介させてくださ
い。私が本日着用してきたこのウルククンジーの代
表的な模様の一つであります13ムチリーでございま
す。ここにこの13の刺繍がありますけれども、これ
は小禄の13か字に由来する模様とのことでございま
す。戦後しばらく途絶えていたこのウルククンジーで
すが、2007年、小禄クンジー研究会の皆様の努力で
復活いたしました。関係者の皆様の御尽力に心から感
謝を申し上げます。
　「ウルク　トゥミグスク　カチヌハナミムラ」で知
られる三村踊りという歌を御存じでしょうか。知って
いる方も多くいらっしゃるかと思うんですが、モノ
レール小禄駅の発着のときのメロディーになっており
ます。この歌は教訓歌でございまして、「ウルク　
トゥミグスク　カチヌハナ　ミムラ」、その後には
「ミムラヌ･アングヮーターガ･スリトゥティ･ヌヌウイ
バナシ･アヤマミグナヨー･ムトゥカンジュンドー」と
続きますけれども、小禄、豊見城、垣花という３つの
村、この３つの村の娘たちがそろって布を織り、楽し
くユンタクをしながら作業するのはいいんだけれど
も、模様を織り間違うなよと。元が取れずに損をする
ぞという意味だそうです。この歌詞に出てくるこの
「ヌヌウイバナシ」というのが、この布が実はウルク
クンジーのことでございまして、この起源というの
が小禄村史また島尻郡史によりますと、慶長16年、
1611年に儀間真常が九州から持ち帰った綿花を使っ
て婦女に練習せしめ、領内に練習場を設けて、小禄布
の製造を始めたことに由来するとされ、その後保護奨
励によってその技術が漸次進歩し、小禄、豊見城、垣
花をはじめ各地に普及していったとされております。
琉球かすりの起源とも言われております。戦前の小禄
村ではこのウルククンジーのほかに、パナマ帽子、ま
たアダン葉帽子も手広く生産されて、上物で１個７円
から８円という値段で収益もよく、このウルククン
ジーといった織物と合わせると農業より収入があった
ことから、好況時には男性が女性の代わりに食事の準
備をするほどであったということであります。
　ちなみに昭和15年の小禄村の人口は9900人余り
で、農村地帯でございました。現在は直近で人口５万
8000人となっておりますけれども、産業構造も１次
産業、２次産業が中心だった戦前とは大きく異なり、
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現在は３次産業が中心となっております。このような
同じ地域でも時代によって経済構造、また産業構造、
人口動態は大きく変動するわけでございます。そこ
で、本日は沖縄経済の様々な課題を中心に質問をさせ
ていただこうと思っております。
　少し長くなりましたが、通告にしたがいまして、そ
れでは質問に移ってまいります。
　まず初めに１、沖縄経済について。
　(1)、沖縄の経済構造について。
　ア、本県の経済構造と他県の大きな違いは何かお伺
いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県民経済計算における県内総生産の構造から見た本
県の特質としては、最終消費支出のうち、政府最終消
費支出の県内総生産に占める割合が全国より高い状況
となってございます。また、総固定資本形成のうち、
公的総資本形成の県内総生産に占める割合についても
全国より高い状況となっております。さらに、県内総
生産に占める移輸出入の割合は大幅なマイナスとなっ
ており、移輸入が移輸出を大きく上回っているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではその大きな違いの経緯と理
由についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県と他県との経済構造が異なる前提といたしまし
て、沖縄経済は島嶼経済であり、規模の不経済性ある
いは市場の狭小性、資源の狭隘性などの不利性を有し
ております。政府最終消費支出の県内総生産に占める
割合が全国より高い状況となっている理由といたしま
しては、本県が離島県であり、多くの島嶼から構成さ
れているため、公的機関が比較的多く設置されている
ことなどが要因となっていると考えております。
　公的総資本形成の県内総生産に占める割合が全国よ
り高い状況となっている理由といたしましては、島嶼
県における定住条件整備に係る経済社会インフラ整備
の更新、耐震化など公的部門への県民ニーズが高いこ
となどが要因となっていると考えられます。
　移輸出入の県内総生産に占める割合が大幅なマイナ
スとなっており、移輸入が移輸出を大きく上回ってい
る理由としては、本県の農林水産業や製造業、こう
いった生産部門の割合が低く、県外から移輸入に依存
せざるを得ない産業構造であることなどが要因と考え
られます。

○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは今部長からありましたけれ
ども、この財政による需要の依存度が高い状況への見
解についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県経済は島嶼経済の不利性を有しておりまして、公
的需要に依存する経済構造となっておりますけれど
も、持続可能な民間需要を中心とした自立的な経済構
造への移行を図ることが重要であるというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは中長期的な視点として、こ
の財政依存度を下げていくという考え方はあるのかお
伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県経済は公的部門への依存度が高い状況ではござい
ますが、民間最終消費支出は、総人口や入域観光客数
の増加を背景に、着実に増加をしているというところ
でございます。また総固定資本形成における民間部門
の投資も増加をしておりまして、財政に大きく左右さ
れる経済から民間主導型経済へ展開していく動きがう
かがえるのではないかというふうに考えております。
　県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に
掲げた自立型経済の構築を図り、民間需要を中心とし
た持続可能な経済構造への転換を図ってまいりたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではどのような政策によってこ
の財政依存度を下げていくのか、方向性をお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　民間需要を中心とした持続可能な経済構造への転換
のためには、本県のリーディング産業である観光関連
産業や情報通信関連産業の振興のほか、東アジアの中
心に位置する沖縄の地理的優位性やデジタル技術を活
用したグローバルな展開により国内外の需要を取り込
むことが重要になると考えております。このため、ア
ジアのダイナミズムを取り込む臨空・臨港都市を形成
するとともに、地理的不利性の克服のためのＥコマー
スの推進など、先端的なデジタル技術を活用し、国内
外の需要を取り込むほか、産業のＤＸ導入や人材の育
成などを積極的に推し進める必要があるというふうに
考えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは次に、本県の産業構造の特
徴と他県との比較についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県の令和元年度の県内総生産に占める第１次産業
の割合ですけれども、1.3％でございまして、全国の
1.0％とほぼ同水準となってございます。第２次産業
は17.4％で、全国の25.7％に対し8.3ポイント下回っ
ている状況でございます。このうち、製造業は4.1％
で、全国20.3％に対し16.2ポイント下回っている一
方、建設業は13.1％で、全国5.3％に対し２倍以上高
くなっているところでございます。また第３次産業の
割合は82.1％で、全国72.3％に対して9.8ポイント高
くなっておりまして、観光産業をはじめとする第３次
産業の構成比が高い構造となっています。
○議長（赤嶺　昇君）　それでは、今御紹介いただい
たんですけれども、この本県の産業構造の脆弱性及び
課題は何かお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　第３次産業中心の本県の産業構造が抱える特徴とい
たしまして、製造業と比べて労働生産性が低い傾向に
あること。もう一つは非正規雇用率が高く、賃金水準
が低いこと。そして今回のコロナのような外的要因の
影響を受けやすいこと。こういったことなどの構造的
な課題があるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは、他県と産業構造に大きな
違いはあるんですけれども、逆に本県の強みは何か、
お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県は観光産業を中心とした第３次産業の割合が高
いということで、そういった産業構造になっておりま
すけれども、観光産業は裾野の広い産業として経済波
及効果が大きい特質を持っていると考えております。
本県は豊かな亜熱帯、海洋性の自然環境や歴史的風土
と伝統に根差した個性豊かな文化により、人を引きつ
ける魅力であるソフトパワーを有しており、観光、農
林水産、商工、文化、スポーツなど各産業間の連携を
図り、この強みを具現化することで各種施策の展開に
つなげてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　本県の経済構造と産業構造が分かり
ました。

　それで少し視点を変えて、総務省統計局には住宅・
土地統計調査というものがあるんですけれども、この
調査における本県と全国の世帯収入の特徴をお伺いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　平成30年住宅・土地統計調査によりますと、収入
が300万円未満の世帯の割合は、本県は46.3％で、
全国の34.2％より12.1ポイント高く、大きな差が見
られます。300万円から500万円未満の割合は、本県
は22.8％で、全国の25.8％より３ポイント低いもの
の、同程度というところでございます。また500万円
以上の割合ですけれども、本県は15.9％で、全国の
32.1％と比較して16.2ポイント低い、大きな差が見
られるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは本県におけるこの世帯収入
の分布を踏まえた見解と、その要因についてお伺いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　収入が300万円未満の世帯割合が高い要因について
は、住宅・土地統計調査では世帯収入の分布状況しか
分からないため、同時期に実施されました平成29年
就業構造基本調査、これで見てみますと、非正規職員
の割合が本県は43.1％で、全国の38.2％より4.9ポイ
ント高く、全国で一番高いということ。正規職員の
所得300万円未満の割合も、本県は52.4％で、全国の
29.3％より23.1ポイント高いことなど、就業状況が
厳しいことが要因の一つと考えられます。
　こうした厳しい就業状況については、本県が持つ産
業構造が要因の一つとして考えられます。具体的に
は、沖縄県は第３次産業の割合が高い産業構造となっ
ておりまして、第３次産業が抱える特徴といたしまし
て、非正規雇用率が高く、賃金水準が低いというこ
と、製造業と比べて労働生産性が低い傾向にあるこ
と、外的要因の影響を受けやすいなど、構造的課題が
あり、このことから厳しい就業状況になっていると考
えられます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　この住宅・土地統計調査というの
は、県別でもあるんですけれども、市町村別でもこ
れデータベースで出るんですね。この世帯収入の11
市、地域ごとの特色についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
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　平成30年住宅・土地統計調査では、11市の世帯収
入の分布状況が公表されておりまして、世帯収入に
関する回答が少なかった宜野湾市を除いた10市を比
較してみますと、世帯収入300万円未満の割合が特に
高い地域は、南部地域と離島地域で、宮古島市、南
城市、糸満市、石垣市の順に割合が高くなっており
ます。一方で世帯収入500万円以上の割合が高い地域
は、那覇市近郊で、豊見城市、那覇市、浦添市の順に
割合が高くなってございます。
　次に、家族類型別で見ますと、世帯収入300万円未
満の割合が高い単独世帯が多い地域といたしまして、
宮古島市、南城市、糸満市の順となっているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　今部長から紹介いただいたように、
11市においてもいろいろと特徴がございます。
　それではその要因というのは、どうなっているんで
しょうか、お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　世帯収入が低い地域では、賃金の低い産業に従事し
ている者が多いことが考えられます。独立行政法人労
働政策研究・研修機構のレポートによりますと、雇用
情勢の厳しい地域では、製造業の集積が弱い反面、卸
売・小売業、飲食店、宿泊業、サービス業といった第
３次産業、さらには公共投資に関連した建設業、医
療、介護保険に関連した医療福祉といった政府依存型
産業において従事者の占める割合が高くなっていると
ございます。令和２年国勢調査の就業状態等基本集計
結果と、平成30年の住宅・土地統計調査結果を併せ
て見てみますと、本県においても宿泊業、飲食サービ
ス業、建設業等への就業に偏りがある地域や、農林業
への従事者が多い地域、こういったところでは他地域
と比較して世帯収入300万未満の割合が高くなってい
る状況がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ありがとうございます。
　私も自分なりにちょっと分析してみたんですけれ
ども、このデータの中では実は父子家庭とか母子家
庭のデータの抽出もできるんですね。父子家庭は―
―2018年度時点ですけれども8500世帯。対して母子
家庭に関しては４万9600世帯と約６倍あるんです。
300万円未満の収入というのは、父子家庭の場合は不
明な部分は除いて約６割、逆に母子家庭の場合は約７
割という数値が出ているんです。
　そこで、池田副知事。こういった統計データを行政

のこれからの施策に反映して活用していくということ
は、非常に有効だと思うんですけれども、それについ
て見解をお伺いできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　池田副知事。
○副知事（池田竹州君）　経済政策にしても福祉政策
にしても、様々な統計データを分析して、本県の特徴
をきちんと踏まえた上で対策を打つというのは、基本
的に非常に大切なことだと思っております。今後、今
御指摘のあった様々な分野のものも含めまして、県と
しても、企画部が統計の所管でございますけれども、
各部それぞれで必要な統計の分析を行って、より質の
高い行政サービスを提供するようにしていきたいと
思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ありがとうございます。ぜひよろし
くお願いいたします。
　それでは次に、新・沖縄21世紀ビジョンについて
でございますけれども、21世紀ビジョンは本県のこ
の今様々分析されました経済環境を踏まえた計画かど
うかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　本土復帰後、これまでの５次にわたる沖縄振興計画
等により、社会資本の整備が図られるとともに、新型
コロナウイルス感染症の拡大前の令和元年には、入域
観光客数1016万人、情報通信関連企業は累計で490
社が新たに立地し、完全失業率は2.7％と着実に成果
を上げてまいりました。一方で、令和２年３月に県が
取りまとめました総点検報告書では、１人当たり県民
所得の向上等はやはりいまだ十分ではなく、離島の条
件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事情か
ら派生する固有課題や子供の貧困問題、雇用の質の改
善などの課題も明らかとなっています。新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画については、総点検で明らかに
なった課題等に対して、県民や市町村、経済団体など
各界各層から幅広く御意見を伺うとともに、県振興審
議会や県議会での審議を重ねて策定をしたところであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　この21世紀ビジョンというのは、
10年間の計画ですけれども、この展望値というもの
が掲げられておりますが、この展望値の根拠をお伺い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新基本計画で設定した展望値でございますが、計画

‒･465･‒



に位置づけられる諸施策事業の成果等を前提に、目標
年次である令和13年度の見通し値としての性格を有
しているところでございます。県内総生産や１人当た
り県民所得の推計に当たっては、令和13年度におけ
る観光収入や、農林漁業産出額などの成果目標値を計
量経済モデルに投入して推計したものでございまし
て、これについて有識者から成る委員会において審議
を経て決定されたものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ここでちょっと視点を変えますけれ
ども、21世紀ビジョンが掲げる様々なこの政策の根
底にある経済思想は、新自由主義かどうかお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新自由主義は、規制を緩和・撤廃して、民間の自由
な活力に任せ、成長を促そうとする経済政策であると
認識しております。一方、新基本計画においては、国
連が掲げるＳＤＧｓを取り入れ、前計画にはなかった
環境を新たな軸として加え、社会・経済・環境の３つ
の枠組みの統合的取組による各種施策を展開すること
としております。また、自然環境や社会的基盤、教
育、医療等の制度資本については、市場的基準ではな
く、人間中心の社会的な基準によって管理運営される
べきものとされているところでございます。
　新基本計画においては、例えば教育、医療等の全て
を民間に委ねることなど、民間の自由な活力の導入に
適さない施策も含まれていることから、新自由主義の
全てを受け入れているものではないというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではトリクルダウン理論という
ものがありますけれども、それに対する見解と本県の
この経済政策についての考え方をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　トリクルダウン理論は、富裕層や大企業を優遇する
施策により、経済活動を活性化させることで富が低所
得者層に向かって流れ落ちる、県民全体の利益につな
がるという考え方だと認識しております。本県の経済
政策については、新基本計画において観光産業や情報
通信関連産業などのリーディング産業を複数進行する
ことにより、域外需要を取り込み、雇用の受皿である
域内産業の活性化につなげることで、経済発展の好循
環をつくっていこうということで示しているところで
ございます。同計画においては、このような持続可能

な経済成長を実現する上で、全産業における企業の稼
ぐ力を特に重視すべきテーマとして掲げているところ
でございます。様々な産業におけるＤＸの推進、地
域・各産業等が連携した経済循環の促進、中小企業等
の経営基盤の強化等により、企業の稼ぐ力の向上を目
指しているところであります。
　このことから本県の経済政策は、富裕層や大企業に
限定したトリクルダウン理論による経済政策とは異な
るものであると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではこの新・21世紀ビジョン
では、社会的共通資本の理念を大事にしているという
ふうに書かれておりますけれども、見解をお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新基本計画の中で、世界に誇れる島嶼型環境モデル
の構築に向けては、社会的共通資本の理念を土台にす
ることができるとしております。また同計画におい
て、社会的共通資本は、海洋、大気、森林、水などの
自然環境、交通機関、上下水道、電気、ガス等の社会
的基盤、教育、医療、金融等の制度資本の要素を、社
会全体にとって共通の財産として位置づけ、人間中心
の社会的な基準によって管理運営されるべき考え方と
されており、ＳＤＧｓの概念とも一致するとしている
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　なぜこの質問をしたかというと、
21世紀ビジョンに掲げられているからであります。
この社会的共通資本というのは、日本人で最もノーベ
ル経済学賞に近いと言われておりました宇沢弘文先生
が提唱された理念でございますけれども、この宇沢先
生がもともとこのシカゴ大学で教授をされていたとき
に、当時のこのシカゴ大学というところはマネタリズ
ム、また新自由主義経済のこのシカゴ学派を形成した
ミルトン・フリードマンが台頭しておりまして、その
市場原理主義的な経済学説に対して、この宇沢先生は
真っ向から反対する立場を取ったという学者の先生で
ございます。その先生が提唱したこの社会的共通資本
の理念を根底に、この21世紀ビジョンというのは掲
げているわけですが、ということは、いわゆるこのト
リクルダウン理論とか新自由主義とかとは、真っ向か
ら対立するわけですね。
　そこで、この社会的共通資本を充実させていくこと
によって、経済的弱者を強力にサポートしていく方針
だというふうに理解しておりますが、その理解でよろ
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しいのかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新基本計画においては、国連が掲げるＳＤＧｓを取
り入れて、前計画にはなかった環境を新たな軸として
加えて、社会・経済・環境の３つの枠組みの統合的取
組による各種施策を展開することとしております。社
会の枠組みにおいては、平和で生き生きと暮らせる誰
一人取り残すことのない優しい社会の形成を基本方向
として全ての人の尊厳を守り、多様性や寛容性を大切
にしつつ、共に支え合い、安全・安心に暮らせる社会
の形成、これを目指しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　その方向性であるならば、展望値の
１人当たりの県民所得の向上のみならず、具体的に先
ほど住宅・土地統計調査でもありましたけれども、世
帯収入の底上げをしていく方向性と展望値を示すべき
ではないかと思うんですが、見解をお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新基本計画に示す展望値とは、将来像を実現のため
に実施される諸施策の成果等を前提にいたしまして、
社会経済の状況を予測する見通し値としての位置づけ
となっております。一方で、昨年９月に策定した新実
施計画では、各施策の方向や成果指標を掲げ、課題の
解決に向けた具体的な取組や目標値を設定していると
ころでございます。同実施計画では、貧困状態にある
子供への支援や、ひとり親家庭等の困難を抱える保護
者等への支援などの取組を示すとともに、成果指標と
してひとり親の年間就労収入、こういったものを設定
したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ありがとうございます。
　それでは新・21世紀ビジョンのこの展望値達成に
向けて、新年度予算ではどのように反映されているの
かお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では新基本計画に掲げた取組を効果的に推進する
ために、県の施策全般に通底する基本的かつ重要なコ
ンセプト、重点テーマとして設定しておりまして、予
算編成に反映させることとしております。令和５年度
当初予算においては、「県民の命と暮らしを守る感染
症対策と県経済の再生」、「恒久平和の願いと希望の
未来の発信」などの重点テーマを踏まえつつ、変化す

る社会経済情勢や県民ニーズを捉え的確に対応するこ
ととしておりまして、必要な取組に適切に予算計上し
たものと考えてございます。
　県としては、新基本計画に掲げた取組を着実に推進
していくことで、展望値の達成につなげていきたいと
いうふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　21世紀ビジョンについて、細々と
詳しく聞かせて、質問させていただきました。
　知事、この21世紀ビジョン、僕も読ませてもらい
ましたけれども、非常にすばらしい計画だと思って、
まさに沖縄の英知が結集したすばらしいものだと思っ
ております。これをさらにブラッシュアップして、沖
縄版ニューディールと呼べるくらいのものにしていく
べきだと思うんですが、知事の見解をお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　企画部長から細かい点の説
明をさせていただきました。このように新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画は、社会的な取組を地域で共通
の目標にするということ、それからその先ほどから出
ています社会的共通資本、いわゆる沖縄県の持つソフ
トパワーがその資本として正確にあるいは定量的に社
会と共存していくという方向性でその効果を当たらし
めるという方向性でつくられているということになり
ます。ですからこの新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画が求めているものは、沖縄らしい将来の社会の姿で
あり、そしてそこでパートナーシップによってつくら
れていく、それぞれの地域を構成していくということ
です。そしてそれを成長戦略に乗せていくことによっ
て、企業がつくる責任と使う責任を同時に果たしてい
くと。そういうふうな社会構造をつくっていくという
ことですので、ぜひ引き続き様々な展望値についても
しっかりと点検をしながら、ＰＤＣＡを行いながら、
その展望値、成果指標に合わせて柔軟に対応していけ
るような、そういう実施計画にしていきたいというよ
うに考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは次に、(2)の島嶼経済の課
題と今後の方向性についてお伺いいたします。
　本県、大小の離島がございますけれども、この離島
と本島の産業構造の違いについてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　離島15市町村と本島との産業別市町村内総生産
の構成比を比較いたしますと、第１次産業は離島が

‒･467･‒



4.8％、本島が0.9％で、離島が3.9ポイント高いと
いうところ。第２次産業では離島が26.8％に対して
本島は16.3％で、離島が10.5ポイント高くなってお
ります。第３次産業ですけれども、離島が69.1％に
対して本島が83.5％で、離島が14.4ポイント低く
なっております。また、産業別の就業者数の構成比
ですけれども、第１次産業が離島が14.2％に対して
本島2.8％で、離島が11.4ポイント高い。第２次産
業では、離島が14.0％に対して本島は14.5％でほぼ
同程度。第３次産業は、離島が71.8％に対して本島
は82.7％で、離島が10.9ポイント低くなっておりま
す。各離島によって異なりますけれども、離島全体で
は、就業者数、総生産ともに、第１次産業が本島より
高く、第３次産業が低い状況となっており、第２次産
業は就業者数がほぼ同程度で、総生産は高い状況に
なっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではこの産業構造の違いによっ
て、この世帯収入に影響を与えているんでしょうか。
お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　第３次産業中心の本県の産業構造が抱える特徴とい
たしまして、製造業と比べて労働生産性が低い傾向に
あるなどの構造的課題があると認識をしております。
離島市町村のうち、世帯収入の分布が公表されている
宮古島市及び石垣市では、県全体に比べまして世帯収
入の低い層の割合が高くなっておりまして、その一つ
の要因として、第３次産業の中でも賃金水準の厳しい
宿泊業、飲食サービス業の従事割合が高いことが考え
られます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは次に、イの大規模離島と小
規模離島の共通課題と違いについてお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　共通する課題といたしましては、本土や本島との移
動・物流コストが高く、住民生活や産業振興上の負担
となっていることや、各産業における担い手の確保な
どが挙げられます。また、異なる課題といたしまして
は、小規模離島は人口規模が小さいために、医療や福
祉サービスの提供体制、小中学校での複式学級制と
いった教育環境、航路・航空路の維持・確保といった
物流・人流上の制限が大きいことなどが挙げられま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　今、小規模離島の様々な課題がござ
いました。その中で交通インフラの課題というのは、
特にこの小規模離島にとって深刻な課題ですけれど
も、課題解決に向けた取組をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　小規模離島においても日常生活における移動、生活
必需品等の輸送は、地域住民の生活に大きく影響を与
えることから、その確保・維持が重要であるというふ
うに考えております。
　県では、離島航路・航空路及びバス路線について、
運行により生じた欠損に対し、国、市町村と協調した
補助を行うなどその確保・維持に取り組んでいるとこ
ろでございます。また、小規模離島の生活路線として
運転するチャーター便に対する補助でありますとか、
離島航路の永続的な確保・維持のため、船員確保支援
などの事業を令和５年度当初予算に新たに計上してい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ありがとうございます。
　次にウ、将来推計人口の島ごとの違いについての見
解をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　平成30年に国立社会保障・人口問題研究所が公表
している2045年の将来推計人口では、石垣市や竹富
町が2015年比で９割以上の人口を維持する一方、渡
名喜村、伊江村、久米島町、多良間村等は５割から６
割程度の人口になるものと推計されております。小中
規模離島においては、条件不利性に起因する産業や社
会活動の停滞、若年層の進学や就職に伴う島外への流
出、雇用の受皿となる産業振興の遅れなどが人口減少
の主な要因と考えられます。そのため、移住の促進、
住宅や保健医療の確保、教育の振興などによる定住条
件の整備、農林水産業や観光等の振興による雇用の場
の創出など、包括的な取組を継続して実施する必要が
あるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　将来推計人口が危機的な離島もござ
いますが、その数値によって取組の強弱をつける考え
方はあるのか、見解をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本県の離島においては、人口減少の状況や産業構
造、地理的条件が各離島によって異なることを踏まえ
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た上で、政策を検討する必要があるというふうに考え
ております。
　昨年８月に策定いたしました、次代を拓く持続可能
な島づくり計画、この計画では人口規模や産業構造な
ど客観的な指標を用いて、共通の特性を有する離島を
グループ化し、その特性や課題に応じた施策の方向性
を提示しているところでございます。グルーピングは
防災、交通、医療など定住条件の整備に関する10分
野と、観光産業、農林水産業など産業振興に関する５
分野の全15分野によって行っておりまして、グルー
プごとの施策の方向性を示しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは次にエ、離島振興計画にお
ける展望値と進捗管理についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　展望値につきましては、新・沖縄21世紀ビジョン
基本計画において、離島人口の展望値を示していると
ころでございます。本展望値は、離島振興計画を含
め、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を上位計画と
する各種個別計画等に基づき、県全体で包括的に実施
される諸施策事業の成果等を前提にしたものとなりま
す。離島振興計画の進捗管理につきましては、成果指
標等の設定を含めた実施計画の策定作業を現在進めて
いるところでございます。実施計画の策定後は、成果
指標を用いた施策効果の検証や各施策に係る取組の進
捗状況の確認、こういったものなどのＰＤＣＡサイク
ルを確立いたしまして、計画の進捗管理を行うことと
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　離島でも様々な課題がございますけ
れども、その課題を解決するための一つの手法とし
て、沖縄とは大分規模も、状況も違うんですけれど
も、東京都の取組をちょっと紹介させてもらいます。
　東京都では、東京都島しょ振興公社という公益財団
法人を設立して、都とあと９町村が拠出金を出して
様々な取組をしているんですけれども、この課題解消
の一つとしてこのような小規模離島を対象に離島振興
公社のようなものが効果的なんじゃないかと思うんで
すが、見解をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　東京都で都内の全９離島町村連携して公益財団法人
東京都島しょ振興公社、これを設置運営しているもの
ということは認識をしているところでございます。

　沖縄県は37の有人離島を含めた54の指定離島な
ど、数多くの特色ある島々や、国土面積にも匹敵する
広大な海域から構成されておりまして、唯一の島嶼県
という特徴がございます。本県における離島振興は、
部局横断で取り組む県政の最重要課題であることか
ら、県全体として取り組んでいるところでございま
す。
　御提案の公社につきましては、小規模離島にとって
どのようなメリットや課題があるのか研究してまいり
たいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ぜひ研究していただきたいと思いま
す。
　この公社によって東京都では、小規模離島の空路も
カバーしているんですね。今回の議会でも例えば、伊
是名島とか、伊平屋島とか、伊江島とか、空路につい
ての質問がありましたけれども、単発で、単線でやる
となかなかスケールメリットというのが生かせないと
思いますので、この小規模離島、一まとめって言っ
ちゃおかしいですが、そこをまとめてスケールメリッ
トが生かせるような形での事業展開がこの公社方式に
よると可能になると思いますので、そこもぜひ検討し
ていただいて、お願いしたいと思います。
　それでは次に、アジア諸国との経済連携の見通しに
ついてお伺いいたします。
　アジア諸国の今後の経済見通しについてお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア開発銀行によりますと、アジア地域の人口
は、2050年まで世界の人口の半数を超える規模で増
加し、経済規模も中国とインドを中心にシェアを拡大
していくことが予想されております。また、2050年
までに世界ＧＤＰに占めるアジアの構成比が52％に
達するとのシナリオも示されております。ただし、ア
ジア地域において、このような経済成長率が続くとの
予測は、新型コロナウイルス感染症の拡大前のもので
ありますので、その後のトレンドや地域情勢等を見定
める必要があると考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは続いて、イの新設される地
域外交室とアジア経済戦略課との役割分担についてお
伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（宮城　力君）　アジア経済戦略課は、国
際物流拠点の形成や物流政策の推進、県産品の海外の

‒･469･‒



販路拡大などに関する事務を所管しております。一
方、地域外交室は、各部局において推進される国際交
流・協力等に関する取組を部局横断的に推進するため
に設置するものであり、庁内の推進体制の整備や沖縄
県地域外交基本方針（仮称）の策定等を行うこととし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではこの地域外交室が、この関
連部署の統括をするのかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（嘉数　登君）　まず令和５年度は、も
ともと各部で所管していた事業等は、まず各部で事業
は実施していただきます。そういったその情報をこの
地域外交室のほうで取りまとめまして、それを一体
的・戦略的に生かしていこうと。そのために地域外交
基本方針というものを策定していきたいというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　この地域外交室、私も評価するもの
ですけれども、ただ、この地域外交室が取組、この方
針によって部局間で逆に混乱が生じないかなというの
が少し心配でございますので、そこら辺はしっかり方
針を持って、精査しながら進めていただきたいと思い
ます。
　それでは次に、アジア経済戦略構想がございますけ
れども、これは既に21世紀ビジョンに反映されてい
ると思いますが、まだ一応生きている構想でございま
す。この構想の方向性及び重点戦略についてお伺いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア経済戦略構想で掲げた、アジアのダイナミズ
ムを取り込む国際物流拠点の形成と臨空・臨港型産業
の集積、デジタル社会を支える情報通信関連産業の高
度化・高付加価値化などの戦略は、新・沖縄21世紀
ビジョン基本計画に引き継いでおります。今後も成長
が見込まれるアジアの活力を取り込むことは、県経済
の成長・発展に重要であることから、同計画に掲げた
アジア経済戦略の関連施策を積極的に推進してまいり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではこの重点戦略のうち、特に
経済波及効果が大きい産業は何かということと、あと
この産業集積を効果的に行うために、戦術はあるのか
どうかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。

○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる産業の
中で、臨空・臨港型産業、情報通信関連産業、観光産
業は、同産業の発展に伴って関連する産業への経済波
及効果が大きいものと考えております。臨空・臨港型
産業の集積に向け、国際航空物流ハブとしての機能強
化、物流コスト低減に向けた国際航路・空路の拡充等
に取り組んでまいります。また、情報通信関連産業の
集積に向け、産業のＤＸを牽引する情報通信関連産業
の高度化、国際的な情報通信拠点の形成等に取り組ん
でまいります。
　さらに、観光産業につきましては、ＳＤＧｓに適応
する観光ブランド力の強化、ＤＸによる沖縄観光の変
革等に取り組むこととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　アジアとの経済交流だけじゃなく
て、文化交流、様々な交流があると思うんですが、こ
の経済的な交流を進めていく足がかりとして、歴史的
なつながりの深い福建省との関係を強化していくこと
が必要だと思います。沖縄県は今、姉妹・友好都市が
海外４つありますけれども、ハワイ州とブラジルの
マットグロッソ州、あとはボリビアのサンタクルス州
と、この中国の福建省です。沖縄以外で福建省と友好
都市を結んでいるのは長崎県だけなんですね。ただ、
この600年の交流の歴史が沖縄県にはありますので、
他の都市と比べてアドバンテージがあるというふうに
思っております。そこで、この福建省との関係をさら
に強化していく必要があると思っているんですが、そ
の一つとして、福建省との定期航路の開設が有効じゃ
ないかなと思っているんですが、沖縄県の考え方と方
向性についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時51分休憩
　　　午後５時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　中国につい
ては、現在まだ日本の観光ビザの申請手続の停止が継
続されていて、インバウンドの再開時期のめどは立っ
ていない状況ではございますけれども、将来に向かっ
てという意味合いで、県としては重点市場都市と位置
づけておりますので、中国本土を結ぶ既存の直行便の
復便を優先的に、沖縄観光の需要回復を図りながら、
新規就航を見据えたチャーター便の誘致活動を行って
いきたいと考えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　ぜひそこら辺のアジアの経済を取り
込むというのは非常に大事なことですので、よろしく
お願いしたいと思います。沖縄の観光にも資すると思
います。
　沖縄観光で、コロナ前までは外国人観光客のトップ
が台湾でしたけれども、台湾の人口は約2000万人で
すよね。対してこの福建省というのは4000万人、人
口がおりますので、そこでの交流が基礎となって、さ
らなる経済交流も深まっていくと思いますので、特
に600年の交流の歴史がありますので、そのアドバン
テージを生かせるような施策を今後とも進めていって
いただければと思います。
　それでは最後に、アジア経済戦略構想における展望
値と進捗管理についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に位置づけた展
望値として、県内総生産は令和２年度の４兆1000億
円から、令和13年度には５兆7000億円程度に推移す
ると見込んでおります。また、１人当たりの県民所得
は、令和２年度の214万円から、令和13年度には291
万円程度に推移すると見込んでおります。
　県としましては、引き続き、関係部局で連携して取
組を進めるとともに、商工労働部において進捗管理を
行いながら、アジア経済戦略を推進してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それでは最終年度に向けて、具体的
かつ詳細な各産業ごとの経済効果、雇用効果等の工程
表が必要じゃないかと思っておりますが、それについ
ての見解をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア経済戦略構想及び同推進計画に掲げた各種施
策を引き継いだ、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
では、その着実な推進を図るため、具体的な取組を明
らかにした実施計画を策定しております。同実施計画
では、施策効果を検証するための成果指標を設定し、
その目標値を明らかにしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　それではその目標値について、どれ

ぐらいをめどに数値目標と工程表の作成を行うのかお
伺いいたします。
○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を推進するた
め、具体的な取組や成果指標等を明らかにした新・沖
縄21世紀ビジョン実施計画を昨年９月に策定したと
ころです。同計画に位置づけているアジア経済戦略に
関する取組につきましては、毎年度実施するＰＤＣＡ
サイクルを活用して、進捗状況や成果指標の達成状況
の検証を行いながら、効果的な推進を図ってまいりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原快佐君。
○上原　快佐君　今日は経済について様々な観点で議
論をさせていただきました。引き続き、経済発展のた
めに当局の皆さんも力を合わせて頑張っていただきた
いと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　予算については、２月７日の議会運営委員会におい
て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、甲第１号議案から甲第36号議案までについて
は、19人の委員をもって構成する予算特別委員会を
設置し、これに付託の上、審査することにいたしたい
と思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の
名簿のとおり選任することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
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　　　〔予算特別委員名簿　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま予算特別委員会に付
託されました予算を除く乙第１号議案から乙第24号
議案までについては、お手元に配付してあります議案
付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いた
します。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後６時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。

　委員会審査及び議案整理のため、明３月３日から８
日までの６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月３日から８日までの６日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、３月９日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時０分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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令和５年３月９日

（第９号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第９号
令和５年３月９日（木曜日）

午前10時開議
第１　乙第20号議案（土木環境委員長報告）
第２　甲第25号議案から甲第36号議案まで（予算特別委員長報告）
第３　陳情第33号の付託の件

･
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第20号議案
乙第20号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について

日程第２　甲第25号議案から甲第36号議案まで
甲第25号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）
甲第26号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
甲第27号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第28号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
甲第29号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
甲第30号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
甲第31号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号）
甲第32号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
甲第33号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

（第１号）
甲第34号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
甲第35号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
甲第36号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号）

日程第３　陳情第33号の付託の件
･

出　席　議　員（46名） 
･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君

13　番　　新　垣　光　栄　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　平　良　昭　一　君
25　番　　仲　村　未　央　さん

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

令和５年３月９日（木曜日）午前10時開議
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･ 26　番　　玉　城　武　光　君
･ 27　番　　比　嘉　瑞　己　君
･ 28　番　　照　屋　大　河　君
･ 29　番　　山　内　末　子　さん
･ 31　番　　西　銘　啓史郎　君
･ 32　番　　座　波　　　一　君
･ 33　番　　大　浜　一　郎　君
･ 35　番　　花　城　大　輔　君
･ 36　番　　又　吉　清　義　君
･ 37　番　　仲宗根　　　悟　君

38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
欠　席　議　員（２名） 

･ ８　番　　小　渡　良太郎　君 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政務調査課副参事　　上　原　　　毅　君
主 幹　　新　垣　伸　弥　君
主　　　　　　　　幹　　嘉　陽　　　孝　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　３月２日の会議において設置されました予算特別委
員会の委員長から、同日の委員会において委員長に比
嘉瑞己君、副委員長に石原朝子さんを互選したとの報
告がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第20号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会報告書･(議決事件)･･巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題と
なりました乙第20号議案について、以下、委員会に
おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。

　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第20号議案「工事請負契約についての議決内容
の一部変更について」は、県道20号線（泡瀬工区）
橋梁整備工事（上部工その６）の設計の一部変更に伴
い契約金額を変更するため、議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、契約金額を１億77万9148円増額し、
13億8007万9148円に変更するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、当初から週休２日を前提とした発注を
しなかった理由は何かとの質疑がありました。
･･これに対し、当該工事は週休２日の試行工事で、特
記仕様書に基づいて最後に精算することとしており、
週休２日の取組で４週８休を達成したことから、今回
増額変更となった。
　なお、令和５年４月１日以降は、当初から積算に含
めて発注し、週休２日の取組が達成できなかった場合
は、後で減額する方法に変える予定であるとの答弁が
ありました。
　次に、増額された金額がどういう形で工事関係者や
従業員等に還元されているか確認はしているのかとの
質疑がありました。
　これに対し、増額して支払った金額が下請、リース
会社等にも行き渡って初めて現場環境の整備、賃金及
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び業界団体の向上につながることから、今後は施工計
画書や現場を管理する中で、しっかり確認していきた
いとの答弁がありました。
　そのほか、週休２日制の定義、人工島ビーチにおけ
る絶滅危惧種の生息環境保全と事業進捗の関係、環境
を重視した公共工事の在り方、当該工事の総事業費、
人工島ビーチの供用開始時期などについて質疑があり
ました。
　採決の結果、乙第20号議案については、全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第20号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第20号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　甲第25号議案か
ら甲第36号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長比嘉瑞己君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　比嘉瑞己君登壇〕
○予算特別委員長（比嘉瑞己君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました甲第25号議案から甲第
36号議案までの予算12件について、以下、委員会に
おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長をはじめ関係部局
長等の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。

　まず、甲第25号議案「令和４年度沖縄県一般会計
補正予算（第７号）」は、国の補正予算関連経費及び
令和４年度執行状況を踏まえた経費の増減等について
編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出ともに、195億
8234万2000円で、補正後の改予算額は、9643億
5765万8000円となる。
　歳入の主な内容は、県税の増、地方消費税清算金の
増及び地方交付税の増などである。
　歳出の主な内容は、緊急小口資金等特例貸付けの償
還管理事務費に要する経費の増、高齢者介護サービス
事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介
護サービスを継続して提供するために要する経費の
増、新型コロナウイルス感染症患者等の受入れのた
め、医療機関が空床とした病床に対する支援に要する
経費の増、受益面積10ヘクタール以下の農用地にお
ける区画整理、かんがい排水整備等に要する経費の
増、全国を対象とした観光需要喚起策・おきなわ彩発
見キャンペーンＮＥＸＴを切れ目なく実施するために
要する経費の減などである。
　なお、繰越明許費は、予算成立後の事由等により、
年度内に完了が見込めない事業について、翌年度に繰
り越して実施するため計上するものである。
　また、債務負担行為は、高等学校の学校建設費及び
県立高等学校における端末購入を補助するため計上す
るものである。
　次に、甲第26号議案から甲第35号議案までの特別
会計補正予算は、中小企業高度化資金の元利収入が見
込額を下回ること等に伴う減、中城湾港マリンタウン
プロジェクト（西原与那原地区）の不動産鑑定料の減
額等に伴う減、長期債利子の減額等に伴う減、国民健
康保険事業における令和３年度の過大交付分の償還な
どに伴う補正であるとの説明がありました。
　次に、甲第36号議案「令和４年度沖縄県病院事業
会計補正予算（第２号）」は、旧県立南部病院土地に
ついて、令和４年度中に処分する必要が生じ、売払い
により特別利益が生じることから、補正予算を編成す
るものである。
　収益的収入予算の補正については、収益的収入にお
いて特別利益を３億3151万8000円増額補正し、これ
を既決予定額に加え、補正後予定額を691億8122万
円とするものである。
　また、資本的収入予算の補正については、資本的収
入において固定資産売却代金の項を設けて１億4232
万2000円を計上し、これを既決予算額に加え、補正
後予定額を45億1047万6000円とするものであると
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の説明がありました。
　まず、甲第25号議案に対し、２月補正に減額する
事業が多い理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、今回の補正で減額が特に大きい事業は
ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業であるが、これは
利用者が想定を下回ったことが原因である。それ以外
に例えば、国庫補助を活用した公共事業等について
は、当初予算編成時には箇所ごとの補助金が確認でき
ない事業が幾つかあり、結果的に国庫の内示額が減っ
たというものについて、まとめて２月補正で減額する
ことから、減額が多くなっている。また、入札残など
も減額の要因となっているとの答弁がありました。
　次に、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業及び
農林水産物条件不利性解消事業は一括交付金がなく
なった際に事業を継続できるのか、新たな制度設計を
して存続を目指すことも視野に入れるべきではないか
との質疑がありました。
　これに対し、両事業は一括交付金の創設を機に事業
を展開したものである。数十億円の規模で事業を実施
しており、一括交付金がなくなれば事業の存続も非常
に厳しいと考えている。改正された沖縄振興特別措置
法では５年以内の見直しがうたわれており、まずは実
施計画の中で様々な検証を行い、毎年ＰＤＣＡを回し
て取組の改善を図っていくこととしている。前期の実
施計画を実施する中でしっかりと検証し、５年以内の
タイミングでの制度要望も視野に入れながら検討して
いきたいとの答弁がありました。
　次に、４月以降、沖縄電力が電気料金を値上げする
という状況の中で、国の支援の対象外である特別高圧
受電契約事業者への支援策についてどのように考えて
いるかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の補正及び令和５年度当初予算で
国の支援の対象とならない特別高圧受電契約に対する
県独自の補助事業を計上している。また、今年１月に
は緊急的な対策として内閣府の担当大臣及び経済産業
大臣にさらなる支援を要請したところである。今後と
も、国における追加支援の議論及び県民や県内産業に
与える影響も見極めつつ、支援ニーズを検討していき
たいとの答弁がありました。
　そのほか、航空運賃の離島割引値上げに対する県の
考え方、日米地位協定の調査の内容、財政調整基金及
び減債基金積立に関する目安の設定の必要性、増額補
正を行った上でさらに減額補正する事業の有無、県税
の税収が伸びた理由、保健医療部の新型コロナウイル
ス感染症対策関連予算の執行状況とその評価、キノコ
の生産資材導入支援事業の補正内容、地域医療介護総

合確保基金積立金の活用方策、教職員の採用の在り
方、特殊病害虫特別防除事業の内容、ＬＰガス料金高
騰に対する支援の考え方などについて質疑がありまし
た。
　次に、甲第27号議案に関し、下地島空港特別会計
の繰越しの理由について質疑がありました。
　これに対し、繰越しの主な理由は、空港の進入灯火
及び航空灯火電力監視制御装置の更新工事について、
世界的な電子部品の需要増に伴い資材の納期が遅れた
ことによるものであるとの答弁がありました。
　次に、甲第36号議案に関し、旧県立南部病院の土
地処分の経緯、処分の理由及び売買価格の算出方法に
ついて質疑がありました。
　これに対し、同土地については昭和54年に当時の
松下電器産業から無償譲渡を受け、昭和57年から平
成18年３月まで県立南部病院用地として活用してい
た。平成18年７月からは友愛会南部病院用地として
活用されたが、令和２年８月に診療機能が別病院に移
転した後は、ほとんど活用されていなかった。糸満市
においては、市民ふれあいセンターの設置やウエルネ
スリゾートホテルなどを誘致する構想の実現を図るた
め、同土地の取得を行うとしている。
　土地の売買価格については、病院事業局及び糸満市
土地開発公社による不動産鑑定評価に基づき算定し、
沖縄県病院事業局固定資産管理規程を根拠に福祉及び
道路に関係する部分を減額して価格を決定したとの答
弁がありました。
　そのほか、無償譲渡された土地を有償で売却するこ
とについての妥当性などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第25号議案から甲第36号議案まで
の12件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべ
きものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして、報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより、甲第25号議案から甲第36号議案までの
12件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案12件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第25号議案から甲第36号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　陳情第33号の付
託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情については、米軍基地関係特別委員
会に付託の上、審査することにいたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月10日から
29日までの20日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月10日から29日までの20日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、３月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時16分散会
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令和５年３月17日

（第10号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第10号
令和５年３月17日（金曜日）

午前10時開議
第１　甲第37号議案（知事説明、質疑）

･
本日の会議に付した事件

日程第１　甲第37号議案
甲第37号議案　令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
･

出　席　議　員（47名） 
･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ 22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　平　良　昭　一　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　仲宗根　　　悟　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
欠　席　議　員（１名） 

･ 34　番　　呉　屋　　　宏　君
･

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君 副 知 事　　照　屋　義　実　君

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第10号）

令和５年３月17日（金曜日）午前10時開議
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副 知 事　　池　田　竹　州　君
総 務 部 長　　宮　城　　　力　君

商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享　君
総務部財政統括監　　名　城　政　広　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

･
○議長（赤嶺　昇君）　去る３月９日の会議におい
て、本日は休会とすることに議決されましたが、議事
の都合により特に会議を開きます。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　３月15日、知事から、お手元に配付いたしました
議案１件及び補正予算説明書の提出がありました。　
･･次に、本日質疑予定の新垣淑豊君から発言通告の撤
回がありました。
　次に、２月８日から３月９日までに受理いたしまし
た陳情21件は、昨日配付いたしました陳情文書表の
とおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　甲第37号議案を
議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和５年第１回沖縄県議会（定例会）に追加提出い
たしました議案について、その概要及び提案の理由を
御説明申し上げます。
　甲第37号議案「令和５年度沖縄県一般会計補正予
算（第１号）」は、電気料金の値上げによる社会経済
活動へのさらなる負担が懸念されることから、負担軽
減を図るための緊急的な対策を実施する経費として、

67億7600万円を計上するものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入ります。
　甲第37号議案に対する質疑の通告がありますの
で、発言を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　おはようございます。
　無所属の会の大城です。
　今、知事から説明ございました甲第37号、沖縄県
一般会計補正予算（第１号）について、通告に従いま
して、質疑を行います。
　知事は、１月末に国に対して沖縄の、本県の特殊事
情及び県民所得が全国最下位という状況を踏まえて、
特段の配慮を要請いたしました。その間、あるいはそ
の前からそうですけれども、やっぱり沖縄の県民生活
あるいは事業者の状況を考えると、非常に物価高騰、
資材高騰で苦しんでいる。そして、この夏からは事業
者等は、いわゆるコロナ関係のゼロゼロ融資、そうい
う返済も始まる。そういう中で、どう県民生活を守る
のか、あるいは県経済を支えるのかというような議論
はずっとしてきました。
　そういうものを踏まえて、今回の緊急対策について
は、私は評価するものではあります。ただ、我々が、
私がイメージしてきた内容、あるいは今回104億の大
きな事業費になるわけですけれども、もうそれが中長
期的にどう生かされていくのか。そういう視点では疑
問が残ります。そういう意味で今回補正の67億円を
含めた電気料金高騰緊急対策事業及び今後の電気政策
について、３点お伺いいたします。
　まず１点目は、今回の事業の財源は３つなんです
ね。１つ目は、一般財源36.2億円です。そして２つ
目は、一番大きい交付金の43億円というのは、これ
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はいわゆるコロナ対応の臨時交付金。我々には説明が
ありましたけれども、特別なものではなくて、やはり
もともと予定されていた――この間、沖縄は非常にほ
かの県に比べてもコロナの影響が大きかった。その間
の検査料等が非常に大きな負担がありましたので、そ
の戻しとして、２月に58.5億円の国から内示があっ
たと。そのうちの43億円を今回電気料金の緊急対策
に回しましょうというようなものが２番目。そして３
つ目は、沖縄振興予算です。これについても、お互い
もう分かっているとおり、ずっと沖縄振興予算が減ら
されている中で、県にとっても市町村にとっても大事
な財源。ただやはり、それよりも今回は県民生活、あ
るいは事業者を支えるためにこの振興予算から回しま
しょうというようなことになっているわけです。
　そういう視点で見ると、やはり今回の予算について
は、最初から予定されていた、あるいはほかの事業に
充てる予定の予算を充当する内容になっているんで
す。今回は１月の要請の際には、私の認識では、やは
り知事含め新たな団体でやはり国に対して新たな支援
を求める、あるいは新たな財源を求めるというような
要請という認識でした。
　そこでお伺いしたいんですけれども、今般の要請に
関し、知事は新たな支援や財源を要請したのではない
のかと、認識をまずお伺いいたします。
　２つ目、今言った１番の104億円については、あく
までもやはり激変緩和なんですね。国もそう言ってい
ますけれども、国の７円も非常に大きい。県民にとっ
ても事業者にとっても非常に支えになることは間違い
ありません。しかし、それではなかなか沖縄県の生活
は、県民の生活は支え切れない、事業者を支え切れな
いということで、それに上乗せする形になりますけれ
ども、やはりこれはあくまでも９月までの激変緩和策
であります。もっと言えば、払って終わりなんですよ
ね。そういう視点で見ると、やはり今回の緊急対策と
は別に、２番の質問としては、今後の本県電気事業に
とっては、電源の多様化はやっぱり必須なんです。そ
ういう意味で今回、知事も今回の要請項目の中には再
エネ等の導入促進に向け蓄電池の整備支援は掲げてい
るわけです。しかし、この間も議論してきましたけれ
ども、その規模とか金額とか具体的なものがまだ見え
てこないんですよね。それについて認識を２点目にお
願いいたします。
　３つ目について、今回沖縄電力は43年ぶりの値上
げに向け申請を行っているところです。その理由ある
いは背景について、エネルギーの価格高騰、為替の円
安等、経営努力の及ばない外的要因ということで何度

も説明がございました。ただ、３月14日の参考人質
疑の場でも再三説明をされましたけれども、やはり沖
縄県民がずっと全国平均よりも高い電気料金を払って
いるんじゃないのかと、沖縄県の事業者が九州電力よ
りも大幅に高い電気料金を払いながら今頑張っている
んだけれどもどうなのというものに対しては、やはり
沖縄の特殊事情というようなことを掲げておられまし
た。そして、この再エネあるいは電源の多様化につい
ても、ハワイとの比較についても、やはり面積が小さ
いとか、様々な特殊事情やできない理由は述べられて
おりました。しかし、沖縄の特殊性とか不利性という
のは、もうずっと前から、50年前からあったことで
あるんです。その間、石炭を中心とした化石燃料に大
幅に依存してきたことが、今回の電気料金の大幅値上
げを招いたのではないかというような識者の指摘も、
私も受けました。私もそういう意味では、そう考えて
いる一人です。
　そこで、県及び沖電はこれまでの電源多様化への対
応が甘かったことの責任を自覚し、知事は今回の値上
げ幅のさらなる圧縮を沖縄電力に求めるべきと考えて
おりますけれども、所見をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　１、今般の要請につ
いての(1)、新たな支援等の要請についてお答えしま
す。
　県では、今般の電気料金の値上げにより、社会経済
活動にさらなる負担が懸念されることから、今年１
月、市町村及び経済団体と連携・協働の上、本県の特
殊事情等を踏まえたさらなる支援を国に要請してまい
りました。これを踏まえ、経済団体とも足並みをそろ
えながら、沖縄振興予算の財源を有効に活用する方向
で検討し、内閣府と調整が進められているところでご
ざいます。あわせまして、県の一般財源や地方創生臨
時交付金も充当した上で、今回の新たな包括的支援策
を取りまとめることができたものと認識しているとこ
ろです。
　２、国との調整や今後の施策展開の状況についての
(1)、国への要請後の蓄電池導入支援の調整状況等に
ついてお答えします。
　県では、変動性電源である太陽光発電等の普及拡大
に当たり、蓄電池は余剰電力を貯蔵する手段として適
していることから、再生可能エネルギーの普及に必要
な設備として認識しております。蓄電池につきまして
は、本県の特殊事情を踏まえ、系統用蓄電池の整備な
ど、再エネ等の導入拡大を促す環境の創出に向け、中
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長期的な取組の支援を要請したところであり、それに
基づき、国と意見交換を始めたところです。
　県としましては、引き続き、国や関連事業者と意見
交換を行いながら、再エネ等の導入促進に取り組んで
まいります。
　３、沖縄電力に対し、今回の値上げ幅のさらなる圧
縮を求めることについての(1)、電気料金値上げ幅の
圧縮に向けた沖縄電力の経営合理化への県の対応につ
いてお答えします。
　県と沖縄電力は、令和２年に、2050年脱炭素社会
の実現に向けた連携協定を締結し、沖縄に適した再エ
ネ導入拡大の取組を進めているところです。今回の沖
縄電力の値上げ改定申請は、経済産業省が示している
審査要領に基づき、電気料金の算定を行っていること
から、関係法令等に基づき手続が進められているもの
と認識しております。なお、経済産業省は直近の資源
価格の下落を反映する目的で、値上げ改定申請をして
いる電力各社に対して値上げ幅の圧縮を求める方針を
示したところです。
　電気料金の値上げは、県民や事業者に対してさらな
る負担を強いるものであることから、県民や事業者の
理解を得るためには、同社における経営合理化を徹底
する必要があり、県としましては、同社に対し経営改
善に向けた自助努力を促してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　部長から答弁いただきましたけれど
も、１番については部長はそうとしか言えないと思い
ます。ただ私は、最初の質疑で申し上げたように、当
然、国の理解も得ないといけないし、104億円の財源
をつくるのに一生懸命やっているのは分かります。た
だ、やはりこの104億円というお金を本当に生きたお
金にする、あるいは本当に支えながら中長期的に取り
組んでいくという意味では、ちょっと財源を見てみ
て、当初からある財源、あるいはもっとほかに使う予
定のあった財源を充てているという意味では、ちょっ
と私のイメージ――ちょっとではなくてイメージとは
全く違うなと思っています。知事のこれに対する評価
という部分をお聞かせ願いたい。お願いいたします。
　２番目については、中長期の支援を今後も国と意見
交換していきますということでありました。沖縄県の
化石燃料に依存する割合というのは、今直近ではもう
約９割ですよね。全国の平均が大体今７割ぐらいと言
われています。そして2030年に沖縄電力もどこより
も先駆けて脱炭素やっていますよ、今説明があった

ように令和２年から県と沖電もやっていますよとい
う話をしますけれども、残念ながら2030年の目標の
18％を達成したとしても、82％の化石燃料は残るわ
けです。全国の今目標を着実に進めていくと、もう全
国の平均は５割ぐらいまで化石燃料の依存は減るわけ
です。今、外的要因で厳しいというのはやっぱりここ
まで石炭が４倍にもなる、ガスが３倍にも４倍にもな
る、そういうエネルギー価格が高騰したら、経営努力
だけでもういっぱいいっぱいなのは、それは理解はで
きます。ただ、だからこそ、本当はここのところに
もっと本気で投資をしていかないといけない。本気で
取り組まなければいけないと思うんです。残念ながら
今の答弁でも、私はもっと具体的に国に蓄電池を設置
してくれというお願いをするのに、具体的にどういう
ものを、どれぐらいの能力のものを、幾らぐらいのも
のを設置するというような要望をするというようなイ
メージがまだまだ出てこないものですから、だから危
惧をしているんです。
　今年の１月には、沖縄電力さんは出力制限をしまし
た。これは、これまでも沖縄に再エネを導入しようと
いうことで民間の会社もたくさん入ってきました。し
かし、やはり電源の安定供給のためには再エネ、自然
エネルギー、太陽エネルギーを出力制限しないといけ
ませんよ、バイオエネルギーを止めないといけません
よということで、もう１月の正月から出力制限をした
んです。今取り組んでいると言われても、さっきも
言ったように今沖縄の再エネの比率というのは10％
ぐらいしかないわけですから、10％ぐらいの再エネ
の比率で出力制限をするっていう地域に、今後も本当
に民間の皆さんが投資をして再エネをやろうかという
ところがなかなかやっぱり現れてこないんじゃないか
なと思っています。
　これまでの議論の中でも、2030年の18％の目標を
達成するためには、ソーラー発電だけで2300億ぐら
いの事業費が必要だよという答弁は執行部もされてき
ました。それには行政だけでは難しいので、民間の資
金も投資をしてもらわないといけないというのはその
とおりです。ただ、肝腎の電力さんが10％ぐらいで
出力制限をするような状況の中で、私はやっぱりもう
一度沖縄県としても電力と本音で話をして、この蓄電
池の部分に投資をしていく。あるいは、電力さんも今
のところ沖縄での可能性というのはソーラーとバイオ
と水素とアンモニアしかありませんという話をこの前
もしていました。ただ残念ながら、県の目標は2030
年でもアンモニア、水素で１％ぐらいなんです。だか
らそういう意味ではやっぱり何やかんや言っても、今
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大きいのはもうソーラーしかないわけですから、ソー
ラーを安定電源にするためにはどうしても蓄電池が欠
かせない。それが沖縄県の政策としてなかなか具体的
な数字が出てこないというのは、問題があると思うん
ですけれども、再度認識をお伺いいたします。
　最後に３番、答弁ではいろいろ頑張っていますよ
と、沖縄電力さんに対しても経営改善を促しますよと
いうようなお話をいただきました。これまでもやって
きたし、今後もそうするよ、その程度にしか聞こえな
いんですよね。電力さんも当然頑張っているとは思い
ます。ただ、今回の算定見直しについても、私が少し
うーんと思うのは、これだけ県民生活が厳しい、県経
済が厳しいという中で、電力さんも幸いにやっぱり、
地域とともに、地域のためにということで、地域に根
差した会社ということを言ってくれているわけですか
ら、やっぱりそこはもう一度沖縄県もしっかりと信頼
関係を結んで、強く物が言える立場になったほうがい
いと思うんです。今回の値上げ幅の再計算について
も、県がどうだからとか、沖縄県と相談してではなく
て、やはり経産省が言うから再計算しますよというの
は、ちょっと残念なんですよね。
　それから、我々３月14日の参考人の議論を見てい
ましたけれども、これまでも634億円の――43億円
だったかな――大きな支援策が国、県からあるはずだ
と、そういうようなものを使って、もっと再エネにも
投資も必要じゃないかとかっていう議論もある中で
は、やはりもう全部電気料金の低減に使っているし、
そういう投資というのはなかなか難しいよという話が
あったにもかかわらず、翌15日には、日本経済新聞
に大きく沖縄電力さんが将来の米軍基地の返還を見越
してガス管の設置に投資をすると。投資額は非公表で
すよみたいな記事が大きく出ました。中城から浦添ま
で14キロメートルの高圧のガス管を設置するという
ような部分がありました。そういうようなことをいろ
いろ一つ一つ考えていくと、やはり我々は、もう一度
この沖縄県の電気事業の在り方、電気政策と沖縄電力
さんとの関係というのは、私は見直さないといけない
と思っているんですよ。だから部長の答弁では、残念
ながらさっきのものが精一杯だと思います。
　私が３番目に確認をしたいのは、やっぱり知事の決
意なんです。104億円も出す、残念ながらこれはもう
一過性のもので出して、９月以降は何も残らないお金
になってしまうんですよ。もっと言えば、出して多く
が燃料代、石炭代になって海外に出ていくお金なんで
すよ。だから、それは沖縄県も国にお願いして協力を
求めて、104億円何とか県民のために捻出するので、

だからこそ、今後のために沖縄電力とはもう一度しっ
かりと信頼関係を結ぼう、もっと厳しいことも言うか
もしれないけれども、パートナーとして電気政策を一
緒に進めてくれと、そういうようなものをやっぱり知
事が直接電力さんと向き合わないといけないと思って
います。そしてそのスタートは、やはり今回104億円
準備した、その代わり沖縄電力もさらなる圧縮をやっ
てくれと、国に言われたから再計算するのではなく
て、県民のためにもう一度やってくれと、そういうよ
うなものは私は知事がしっかりと面と向かって言うべ
きだと思っています。
　最後に知事から、ぜひ検討しますとか、頑張ります
ではなくて、やるかやらないか、答弁いただきたいな
というふうに思っております。
　以上３点、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。　
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大城憲幸議員の再質疑にお
答えいたします。
　まず、総額104億円を確保したこと等の知事の評価
についてお答えいたします。
　世界的な燃料価格の上昇に起因する電気料金の高騰
は、１人当たりの県民所得や可処分所得が全国で最も
低い本県の状況を踏まえると、県民生活や県経済に与
える影響が非常に大きいものと認識をしております。
そのことを踏まえ、今年１月には市町村及び経済団体
と連携し、本県の特殊事情などを踏まえたさらなる支
援を国に要請するとともに、経済団体とも足並みをそ
ろえながら緊急対策の検討を進めてきたところであり
ます。今回、経済界と沖縄県が一体となって電気料金
の負担軽減に向け総額104億円の財源を確保し、包括
的な支援策を実施することは、コロナ禍からの回復を
目指す県民生活や県経済の下支えをする観点からも、
大変意義があるものと評価をしているところでありま
す。
　次に、沖縄電力の経営合理化への県の対応について
お答えいたします。
　沖縄電力は令和４年４月に、緊急経営対策委員会を
設置し、１、役員報酬の削減、２、修繕費の抑制、
３、社員賞与の減額の取組に加え、燃料調達の方法や
調達先の多様化の取組により人件費や燃料費などを
削減し、136億円の経営効率化を図ったとしておりま

‒･485･‒



す。また、沖縄電力からは、経営合理化の徹底を前提
に県民及び県内事業者等の理解を得た上で、料金の値
上げをお願いするものと聞いております。
　県としましては、電気料金の値上げは県民や事業者
に対してさらなる負担を強いるものであると考えてお
ります。
　公聴会におきましても、まずは沖縄電力が人件費の
見直しなど企業努力をしてから料金値上げを申請すべ
きなどの意見があったものと承知をしております。県
民や事業者の理解を得るためには、同社における経営
合理化を徹底する必要があると考えられることから、
県としましては、同社に対し、経営改善に向けた自助
努力を促してまいります。それと同時に、沖縄電力と
協力いたしまして、県における再エネの導入化につい
ては、促進化が図られるよう一体となって努力をして
いきたいというように考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○商工労働部長（松永　享君）　沖縄電力の再エネ投
資の促進についてお答えします。
　沖縄電力とは令和２年に締結した連携協定等を踏ま
え、双方連携して再エネ導入拡大に取り組んでまいり
ました。具体的には、クリーンエネルギー・イニシア
ティブで掲げる再エネ電源比率目標の達成に向け、宮
古島や波照間島における実証事業成果の他地域への展
開に向け、定期的な協議の実施、県産木質バイオマス

混焼発電の拡大、水素混焼発電に向けた可能性調査な
どを実施しているところです。
　県としましては、電気の安定的かつ適正な供給の確
保を前提として、引き続き沖縄電力と意見交換を行い
ながら、さらなる再エネ導入拡大の取組を進め、沖縄
県クリーンエネルギー・イニシアティブに掲げる目標
の達成を目指してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第37号議案につ
いては、予算特別委員会に付託の上、審査することに
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第37号議案については、予算特別委員
会に付託の上、審査することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は終
了いたしました。
　次会は、３月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時30分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長	 赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員	 西　　銘　　純　　恵

会議録署名議員	 照　　屋　　守　　之
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令和５年３月30日

（第11号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和５年
第 １ 回





議　　事　　日　　程　第11号
令和５年３月30日（木曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案から乙第４号議案まで、乙第18号議案及び乙第19号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第14号議案及び乙第15号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第５号議案から乙第13号議案まで及び乙第17号議案（文教厚生委員長報告）
第４　乙第16号議案（土木環境委員長報告）
第５　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例（経

済労働委員長提出　委員会提出議案第１号）
第６　乙第21号議案から乙第24号議案まで（総務企画委員長報告）
第７　甲第１号議案から甲第24号議案まで及び甲第37号議案（予算特別委員長報告）
第８　第88回国民スポーツ大会及び第33回全国障害者スポーツ大会の招致に関する決議（経済労働委員長提出

委員会提出議案第２号）
第９　沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し対話と外交による平和構築の積極的な取組を求める意見書

國仲　昌二君　　玉城健一郎君
上里　善清君　　山里　将雄君
当山　勝利君　　照屋　大河君
山内　末子さん　瑞慶覧　功君
比嘉　京子さん　島袋　恵祐君
瀬長美佐雄君　　玉城　武光君
比嘉　瑞己君　　玉城ノブ子さん　

提出　議員提出議案第１号

西銘　純恵さん　渡久地･修君
喜友名智子さん　仲村･未央さん
崎山　嗣幸君　　次呂久成崇君
新垣　光栄君　　平良･昭一君
仲宗根　悟君　　上原･快佐君

第10･ 我が国の平和を維持するための外交・防衛政策の推進を求める意見書
花城　大輔君　　小渡良太郎君
新垣　淑豊君　　島尻　忠明君
仲里　全孝君　　新垣　新君
下地　康教君　　石原　朝子さん
仲村　家治君　　西銘啓史郎君　　提出　議員提出議案第２号
座波　　一君　　大浜　一郎君
呉屋　　宏君　　又吉　清義君
末松　文信君　　島袋　　大君
中川　京貴君　　仲田　弘毅君

第11･ 陳情令和２年第110号、陳情令和３年第84号の２、同第160号、同第174号の２、同第226号、同第229
号の２、同第233号、同第236号及び陳情第18号（経済労働委員長報告）

第12･ 陳情令和２年第56号、同第109号、同第196号、陳情令和３年第41号、同第42号、同第104号、同第105
号、同第203号、同第206号、同第240号、同第249号、陳情令和４年第34号、同第107号、同第126号、

令 和 ５ 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第11号）

令和５年３月30日（木曜日）午前10時開議
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同第170号、陳情第15号、第24号及び第26号（文教厚生委員長報告）
第13･ 請願令和４年第３号の２、陳情令和２年第29号の２、同第85号、同第87号、同第88号、同第177号、同

第199号の２、同第204号、同第221号、陳情令和３年第43号の２、同第115号、同第134号、同第142
号、同第177号の３、同第211号の２、同第229号の３、同第233号の２、同第235号、陳情令和４年第
46号、同第60号、同第71号、同第72号、同第82号、同第102号、同第111号の２、同第115号の２及び
同第173号（土木環境委員長報告）

第14･ 閉会中の継続審査の件
･

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第１号議案から乙第４号議案まで、乙第18号議案及び乙第19号議案

乙第１号議案･ 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案･ 指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
乙第３号議案･ 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第４号議案･ 沖縄県県土保全条例の一部を改正する条例
乙第18号議案･ 沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
乙第19号議案･ 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例

日程第２　乙第14号議案及び乙第15号議案
乙第14号議案･ 沖縄県営土地改良事業分担金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条

例の一部を改正する条例
乙第15号議案･ 沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部

を改正する条例
日程第３　乙第５号議案から乙第13号議案まで及び乙第17号議案

乙第５号議案･ 沖縄県地域福祉基金条例を廃止する条例
乙第６号議案･ 沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第７号議案･ 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
乙第８号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例
乙第９号議案･ 沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
乙第10号議案･ 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例
乙第11号議案･ 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第12号議案･ 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例
乙第13号議案･ 沖縄県差別のない社会づくり条例
乙第17号議案･ 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

日程第４　乙第16号議案
乙第16号議案･ 建築基準法施行条例の一部を改正する条例

日程第５　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例
日程第６　乙第21号議案から乙第24号議案まで

乙第21号議案･ 名護市と今帰仁村との境界変更について
乙第22号議案･ 包括外部監査契約の締結について
乙第23号議案･ 沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第24号議案･ 専決処分の承認について

日程第７　甲第１号議案から甲第24号議案まで及び甲第37号議案
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甲第１号議案　令和５年度沖縄県一般会計予算
甲第２号議案　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
甲第３号議案　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
甲第４号議案　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
甲第５号議案　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計予算
甲第６号議案　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
甲第７号議案　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
甲第８号議案　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
甲第９号議案　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
甲第10号議案　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
甲第11号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第12号議案　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
甲第13号議案　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
甲第14号議案　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
甲第15号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
甲第16号議案　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
甲第17号議案　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
甲第18号議案　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
甲第19号議案　令和５年度沖縄県公債管理特別会計予算
甲第20号議案　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
甲第21号議案　令和５年度沖縄県病院事業会計予算
甲第22号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計予算
甲第23号議案　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計予算
甲第24号議案　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計予算
甲第37号議案　令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）

日程第８･ 第88回国民スポーツ大会及び第33回全国障害者スポーツ大会の招致に関する決議
日程第９･ 沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し対話と外交による平和構築の積極的な取組を求める意

見書
日程第10･ 我が国の平和を維持するための外交・防衛政策の推進を求める意見書
日程第11･ 陳情令和２年第110号、陳情令和３年第84号の２、同第160号、同第174号の２、同第226号、同第

229号の２、同第233号、同第236号及び陳情第18号
陳情令和２年第110号　沖縄文化観光撮影支援事業に関する陳情
陳情令和３年第84号の２　令和３年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
陳情令和３年第160号　石垣市における国営土地改良事業及び国営関連事業の推進に関する陳情
陳情令和３年第174号の２　令和３年度美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する　

　　　　　･･陳情
陳情令和３年第226号　海底火山噴火による漂流・漂着軽石に関する陳情
陳情令和３年第229号の２　小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害対策に関する陳情
陳情令和３年第233号　海底火山噴火により噴出した漂流漂着軽石に関する陳情
陳情令和３年第236号　令和３年度サトウキビ価格・政策確立に関する陳情
陳情第18号　第88回国民スポーツ大会（２巡目大会）の招致に関する陳情

日程第12･ 陳情令和２年第56号、同第109号、同第196号、陳情令和３年第41号、同第42号、同第104号、同
第105号、同第203号、同第206号、同第240号、同第249号、陳情令和４年第34号、同第107号、
同第126号、同第170号、陳情第15号、第24号及び第26号
陳情令和２年第56号　新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関･

　　　･する陳情
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陳情令和２年第109号　観光需要回復のためのヘイトスピーチ規制条例制定に関する陳情
陳情令和２年第196号　ヘイトスピーチ規制条例の早期制定を求める陳情
陳情令和３年第41号　包括的な差別禁止条例の制定を求める陳情
陳情令和３年第42号　ヘイトスピーチ規制条例の早期制定及び人権教育の推進を求める陳情
陳情令和３年第104号　インターネット上のヘイトスピーチに対する規制を求める陳情
陳情令和３年第105号　「沖縄らしい」差別禁止条例の制定を求める陳情
陳情令和３年第203号　新型コロナウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類相当から五類感症に

　　　･･引き下げることを求める陳情
陳情令和３年第206号　ヘイトスピーチ規制条例に関して具体的で中身が見える議論を求める陳情
陳情令和３年第240号　ヘイトスピーチ規制条例について県の考えを明らかにすること及びヘイト

　　　･･スピーチを止めるための具体策を求める陳情
陳情令和３年第249号　マスク着用に関する陳情
陳情令和４年第34号　国保総合システム更改に対する財政支援を求める陳情
陳情令和４年第107号　教育機関における子供のマスク着用の選択に関する陳情
陳情令和４年第126号　医療費関係補助金に関する陳情
陳情令和４年第170号　沖縄県の教職員メンタルヘルス対策の充実に関する陳情
陳情第15号･ マスク着用の有無による差別・偏見等の防止に係る啓発及び学校教室への換気シス

テム導入等に関する陳情
陳情第24号　新型コロナウイルスから子供を守るため学校や園の空気環境の改善を求める陳情
陳情第26号　「琉球・沖縄史教育」に関する陳情

日程第13･ 請願令和４年第３号の２、陳情令和２年第29号の２、同第85号、同第87号、同第88号、同第177
号、同第199号の２、同第204号、同第221号、陳情令和３年第43号の２、同第115号、同第134
号、同第142号、同第177号の３、同第211号の２、同第229号の３、同第233号の２、同第235号、
陳情令和４年第46号、同第60号、同第71号、同第72号、同第82号、同第102号、同第111号の２、
同第115号の２及び同第173号
請願令和４年第３号の２　軽石被害に関する請願
陳情令和２年第29号の２　首里城の早期再建とヤンバル木材の使用と調達に関する陳情
陳情令和２年第85号　県道77号線と県道86号線が交差する仲間交差点の改良を求める陳情
陳情令和２年第87号　南部東道路の早期完成を求める陳情
陳情令和２年第88号　中城湾港佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情
陳情令和２年第177号　仲間交差点の渋滞解消に関する陳情
陳情令和２年第199号の２　県発注工事における県内木工事業者への優先発注に関する陳情
陳情令和２年第204号　下地島空港利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情
陳情令和２年第221号　「首里城火災の出火・延焼拡大・文化財焼失原因の要因と管理体制」に関

して県議会及び第三者委員会での調査・検証を促し、定期的に経過報告
を求める陳情

陳情令和３年第43号の２　国道449号（名護・本部地区）での粉じん等の環境調査の実施と過積
載車両の取締りを求める陳情

陳情令和３年第115号　沖縄県管理の公園及び施設等への出店に関する陳情
陳情令和３年第134号　佐敷東地区沿岸部の住環境悪化に対する県の対応を求める陳情
陳情令和３年第142号　県道宜野湾北中城線の工事に係る米軍基地キャンプ瑞慶覧の道路拡張部分

について早期返還を求める陳情
陳情令和３年第177号の３　温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する

陳情
陳情令和３年第211号の２　新型コロナウイルス感染症の影響に対する観光施設事業への支援を求

める陳情
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陳情令和３年第229号の３　小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害対策に関する陳情
陳情令和３年第233号の２　海底火山噴火により噴出した漂流漂着軽石に関する陳情
陳情令和３年第235号　国立自然史博物館の沖縄県への誘致推進に関する陳情
陳情令和４年第46号　「天の浜」の安全・安心で自由・適正な利用に関する陳情
陳情令和４年第60号　新石垣空港（南ぬ島石垣空港）駐車場への無料駐車時間設定に関する陳情
陳情令和４年第71号　県道37号線バイパス道路整備に関する陳情
陳情令和４年第72号　県道伊計平良川線（宮城島区間）の早期整備に関する陳情
陳情令和４年第82号　県道伊計平良川線（宮城島区間）の早期整備に関する陳情
陳情令和４年第102号　石垣市米原地区集落内の県道79号線における歩道整備に関する陳情
陳情令和４年第111号の２　軽石被害に関する陳情
陳情令和４年第115号の２　沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める陳情
陳情令和４年第173号　国道329号与那原バイパス立体交差への変更及び早期開通を求める陳情

日程第14　閉会中の継続審査の件
･

出　席　議　員（48名） 
･ 議　長　　赤　嶺　　　昇　君
･ 副議長　　照　屋　守　之　君
･ １　番　　次呂久　成　崇　君
･ ２　番　　喜友名　智　子　さん
･ ３　番　　島　袋　恵　祐　君
･ ４　番　　玉　城　健一郎　君
･ ５　番　　上　里　善　清　君
･ ６　番　　大　城　憲　幸　君
･ ７　番　　上　原　　　章　君
･ ８　番　　小　渡　良太郎　君
･ ９　番　　新　垣　淑　豊　君
･ 10　番　　島　尻　忠　明　君
･ 11　番　　仲　里　全　孝　君
･ 12　番　　上　原　快　佐　君
･ 13　番　　新　垣　光　栄　君
･ 14　番　　國　仲　昌　二　君
･ 15　番　　瀬　長　美佐雄　君
･ 16　番　　山　里　将　雄　君
･ 17　番　　当　山　勝　利　君
･ 18　番　　當　間　盛　夫　君
･ 19　番　　金　城　　　勉　君
･ 20　番　　新　垣　　　新　君
･ 21　番　　下　地　康　教　君
･ 22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　平　良　昭　一　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　仲宗根　　　悟　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　仲　田　弘　毅　君

･
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事 務 局 長　　山　城　貴　子　さん
次 長　　前　田　　　敦　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政務調査課副参事　　上　原　　　毅　君
主 幹　　新　垣　伸　弥　君
主 幹　　具志堅　勝　也　君
主 幹　　平　良　典　子　さん
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主 幹　　嘉　陽　　　孝　君
･

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　米軍基地関係特別委員長から、３月27日の委員会
において副委員長に仲里全孝君を互選したとの報告が
ありました。
　次に、28日、國仲昌二君外23人から議員提出議案
第１号「沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し
対話と外交による平和構築の積極的な取組を求める意
見書」及び花城大輔君外17人から議員提出議案第２
号「我が国の平和を維持するための外交・防衛政策の
推進を求める意見書」の提出がありました。
　また、昨日、経済労働委員長から委員会提出議案第
１号「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例」
及び委員会提出議案第２号「第88回国民スポーツ大
会及び第33回全国障害者スポーツ大会の招致に関す
る決議」の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案から
乙第４号議案まで、乙第18号議案及び乙第19号議案
を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第１号議案から乙第４号議案まで、乙第
18号議案及び乙第19号議案の条例６件について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、総務部長、企画部長、警察
本部刑事部長及び同交通部長の出席を求め、慎重に審
査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に
関する条例の一部を改正する条例」は、国及び他県の

状況等を考慮し、航海中における警備等の業務であっ
て特に困難な作業を伴うものに従事する警察職員に係
る海上業務手当の支給要件及び支給額を改める必要が
あるため、条例を改正するものであるとの説明があり
ました。
　本案に対し、海上業務手当が該当する職員の業務は
具体的にどのようなものかとの質疑がありました。
　これに対し、国境離島警備業務をはじめ、通訳、情
報技術の解析・その他電子計算機の管理、装備品の整
備及び負傷者の救護等に関する業務であるとの答弁が
ありました。
　そのほか、日没をまたいだ場合の手当の支給方法に
ついて質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「指定管理者制度の運用体制を
強化するための関係条例の整備に関する条例」は、指
定管理者制度の運用体制の強化を図るため、県が指定
管理者制度の運用について意見の聴取を行っている指
定管理者制度運用委員会を附属機関とする必要がある
ため、条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　本案に対し、今回の条例改正は、指定管理者制度の
在り方を根本から変えるような内容になっているのか
との質疑がありました。
　これに対し、県民ニーズを施設サービスに反映させ
る上で、指定管理者制度運用委員会における意見の重
要性が増していることもあり、同委員会を附属機関と
して位置づけ、指定管理者の選定及び公の施設の管理
に関する重要事項について建議等ができるよう改正
し、権限を強化するものであるとの答弁がありまし
た。
　次に、指定管理者制度運用委員会が現場の課題を把
握するための仕組みはどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、毎年度、当初の事業計画と実際の結果
をモニタリング調査し、評価を行っており、その結果
について指定管理者制度運用委員会で協議していると
の答弁がありました。
　そのほか、委員の処遇の変更点及び選定に係る委員
会を条例で規定している都道府県の数などについて質
疑がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、工業技術センターの機器
の使用料について徴収根拠を定める等のほか、知事が
認定する獣医師等に対する豚熱予防液の交付及びマン
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ションの管理に関する計画の認定の申請等に係る手数
料の徴収根拠を定める必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に対し、沖縄県全体のマンション戸数及び市と
町村の割合はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、県全体で1203棟、３万7607戸のマン
ションがあると推計している。市と町村の割合につい
ては、おおむね市が９割、町村が１割となっていると
の答弁がありました。
　次に、乙第４号議案「沖縄県県土保全条例の一部を
改正する条例」は、宅地造成等規制法の一部が改正さ
れ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が全国一
律の基準で包括的に規制されることとなったことを踏
まえ、当該規制に係る開発行為を条例の適用除外とす
る必要があるため、条例を改正するものであるとの説
明がありました。
　本案に対し、県内ではどこが規制区域に該当するこ
とになるのかとの質疑がありました。
　これに対し、これから国が示す基本方針や、基礎調
査を踏まえ都道府県知事が指定することになるが、関
係市町村の意見も聞きながら区域を指定していく必要
があると考えているとの答弁がありました。
　次に、県内における危険な盛土箇所の有無について
質疑がありました。
　これに対し、令和３年に静岡県熱海市で発生した土
石流災害を踏まえ、県内の盛土の総点検を実施したと
ころ、対象となった546か所のうち、災害の危険性が
高い箇所は確認されなかったとの答弁がありました。
　次に、乙第18号議案「沖縄県暴力団排除条例の一
部を改正する条例」は、博物館法の一部が改正された
ことに伴い、条例の規定を整理する必要があるため、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に対し、博物館法で博物館に相当する施設とし
て指定される施設とは具体的にどのような施設かとの
質疑がありました。
　これに対し、県内における指定施設としては、東南
植物楽園、沖縄こどもの国、おきなわワールド、南風
原町立南風原文化センター、対馬丸記念館、沖縄県立
芸術大学附属図書芸術資料館、沖縄空手会館及び琉球
大学博物館の８か所となっているとの答弁がありまし
た。
　次に、乙第19号議案「沖縄県警察関係手数料条例
の一部を改正する条例」は、道路交通法の一部が改正
されたことに伴い、自動運行装置を備えた自動車の運
行の許可の申請に対する審査に係る手数料の徴収根拠

を定める等の必要があるため、条例を改正するもので
あるとの説明がありました。
　本案に対し、県内における同条例の対象となる事業
者の有無及び今後の県内における普及の見通しについ
て質疑がありました。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第４号議案まで、
乙第18号議案及び乙第19号議案の条例６件は、全会
一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第４号議案まで、乙第
18号議案及び乙第19号議案の６件を一括して採決い
たします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第４号議案まで、乙第
18号議案及び乙第19号議案は、原案のとおり可決さ
れました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第14号議案及
び乙第15号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長大浜一郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　大浜一郎君登壇〕
○経済労働委員長（大浜一郎君）　ただいま議題とな
りました乙第14号議案及び乙第15号議案の条例２件
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働部
長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
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　まず、乙第14号議案「沖縄県営土地改良事業分担
金徴収条例及び沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条
例の一部を改正する条例」は、土地改良事業における
県の費用負担の割合を見直すことに伴い、県営土地改
良事業及び国営土地改良事業に要する費用の一部につ
きこれらの事業によって利益を受ける者から徴収する
分担金及び負担金に係る比率を改める必要があるた
め、条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、減額となる地元負担の金額について質
疑がありました。
　次に、乙第15号議案「沖縄県新型コロナウイルス
感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部
を改正する条例」は、新型コロナウイルス感染症及び
その蔓延防止のための措置によりその経営に影響を受
けた中小企業者のうち原油価格または物価の高騰の影
響を受けたものの資金調達の支援を目的とする事業を
実施するため、基金の設置期間を延長する等の必要が
あるため、条例を改正するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、令和５年度からゼロゼロ融資の返済が
始まる事業者の件数と現状の認識、また、どのような
支援を考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、令和５年度にいわゆるゼロゼロ融資
の返済を迎える事業者は、全体の約44％に当たる約
4900件を見込んでいる。資金繰りが悪化する事業者
が出てくる可能性があると考えており、その事業者に
対しては、適切かつ迅速な資金繰り支援、収益の改
善、事業再生、事業転換支援等、実情に応じた支援に
取り組むことが重要であると考えている。また、国が
中心となって立ち上げた沖縄事業者支援体制構築プロ
ジェクトにおいて、金融機関、信用保証協会、中小企
業活性化協議会などの支援機関及び国、県を含めた関
係機関から適切な支援を受けることができる体制の構
築を進めているところであるとの答弁がありました。
　そのほか、事業の対象となる業種の範囲及び基金に
充当する財源の内容などについての質疑がありまし
た。
　採決の結果、乙第14号議案及び乙第15号議案の条
例議案２件は、全会一致をもって原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第14号議案及び乙第15号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第14号議案及び乙第15号議案は、原案
のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第５号議案から
乙第13号議案まで及び乙第17号議案を議題といたし
ます。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第５号議案から乙第13号議案まで及び乙
第17号議案の条例10件について、以下、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長及び教
育長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第５号議案「沖縄県地域福祉基金条例を廃
止する条例」は、沖縄県地域福祉基金を廃止する必要
があるため、条例を廃止するものであるとの説明があ
りました。
　次に、乙第６号議案「沖縄県介護保険法関係手数料
条例の一部を改正する条例」は、介護支援専門員実務
研修受講試験問題作成手数料の額を改める必要がある
ため、条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　次に、乙第７号議案「沖縄県児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例」は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等
の一部が改正されたことに伴い、児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準を改める必要があるため、条例
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を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、条例の施行日について質疑がありまし
た。
　次に、乙第８号議案「沖縄県幼保連携型認定こども
園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一
部を改正する条例」は、就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条
第２項及び第４項の規定に基づき、内閣総理大臣等が
定める施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正
されたことに伴い、幼保連携型認定こども園以外の認
定こども園の認定要件を改める等の必要があるため、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、看護師等が保育士の代わりになり得る
というような条例改正の内容だが、県としてはこのこ
とについてどういう見解を持っているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、今回は国の基準の改正を受けて県とし
ての体制を整えるためにしなければならない改正であ
る。一方で、保育士の配置基準の見直しについては全
国知事会等を通して、引き続き国に要請をしていくと
の答弁がありました。
･･次に、乙第９号議案「沖縄県子ども・子育て会議設
置条例の一部を改正する条例」は、子ども・子育て支
援法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整
理する必要があるため、条例を改正するものであると
の説明がありました。
･･次に、乙第10号議案「沖縄県幼保連携型認定こども
園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例」は、幼保連携型認定こども園の学級の
編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部が改正
されたことに伴い、幼保連携型認定こども園の設備及
び運営に関する基準を改める等の必要があるため、条
例を改正するものであるとの説明がありました。
･･次に、乙第11号議案「沖縄県指定通所支援の事業等
の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例」は、児童福祉法に基づく指定通
所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の
一部が改正されたことに伴い、指定児童発達支援の事
業の人員及び運営に関する基準を改める等の必要があ
るため、条例を改正するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、安全装置の装備の対象となる送迎用バ
スの台数と予算措置の状況について質疑がありまし
た。
　これに対し、沖縄県指定の通所支援事業所が保有す
る安全装置装備の対象となる座席が３列以上の自動車

は863台となっており、導入を支援するための予算を
２月補正で計上しているとの答弁がありました。
　次に、送迎用バスの安全装置の装備が困難な場合の
代替措置とはどのようなものかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、安全装置が装備されるまでの代替措置
としては、確認を促すチェックシートや園児の所在確
認を行ったことを記録する書面を備え付けるなど、園
児が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることが
ないようにするための措置を講じることとなるとの答
弁がありました。
　そのほか、安全装置装備期限以降の予算措置の有無
などについて質疑がありました。
･･次に、乙第12号議案「沖縄県指定障害児入所施設等
の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例」は、児童福祉法に基づく指定障
害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の
一部が改正されたことに伴い、指定福祉型障害児入所
施設の運営に関する基準を改める等の必要があるた
め、条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
･･次に、乙第13号議案「沖縄県差別のない社会づくり
条例」は、社会全体で不当な差別の解消を推進するた
め、その基本理念等を明らかにし、県が講ずる施策の
基本事項を定めるとともに、不当な差別的言動に対す
る措置等について調査審議を行う附属機関を設置する
必要があるため、条例を制定するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、差別の把握の方法及び罰則についてど
のように規定しているかとの質疑がありました。
　これに対し、差別に関する相談体制の整備や情報収
集を行うことによって実態を把握し、実情を踏まえた
取組を行うこととしている。罰則については、現時点
では過度な規制となるおそれがあることから規定は設
けていない。条例施行後の取組の効果を検証し、必要
があると認めた場合は見直しをしていくとの答弁があ
りました。
　次に、本条例の第９条に県民であることを理由とす
る不当な差別的言動に関する施策について規定した理
由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、現在、インターネット上で県民に対す
る誹謗中傷が散見されており、パブリックコメントで
も沖縄ヘイトに対する対応が県に求められている。第
９条の規定については、このような言動や動向を注視
し、県として必要な取組や方針を明記しているとの答
弁がありました。

‒･497･‒



　そのほか、条例における県民の範囲、パブリックコ
メントの内容、条例の名称や市町村の責務に対する考
え方及びヘイトスピーチの定義などについて質疑があ
りました。
･･次に、乙第17号議案「沖縄県学校職員定数条例の一
部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により、
学校職員の定数を改める必要があるため、条例を改正
するものであるとの説明がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、乙第13号議案については、採決に先立ち、沖
縄・自民党所属委員から継続審査の動議の提出があ
り、採決の結果、継続審査とすることは賛成少数で否
決されました。
　継続審査が否決されたことに伴い、乙第13号議案
の原案について採決した結果、賛成多数をもって原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第５号議案から乙第12号議案まで及び乙
第17号議案の条例９件は、全会一致をもって原案の
とおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　乙第13号議案に対する討論の通告がありますの
で、順次発言を許します。
　小渡良太郎君。
　　　〔小渡良太郎君登壇〕
○小渡　良太郎君　おはようございます。本日で議会
も最終日という形になりました。早速ではあります
が、当該議案に対し反対の立場から討論いたします。
　乙第13号議案「沖縄県差別のない社会づくり条
例」についてであります。私は文教厚生委員会の委員
でもあり、ヘイトスピーチを防止する条例について
は、当初より議論してまいりました。この条例案は、
委員会での議論を含め膨大な時間と様々な経緯を経て
このたび提案されておりますが、残念ながら極めて詰
めが甘いと言わざるを得ません。私がこう申し述べる
のには２つの理由があります。
　まず１つ目、第９条関係でございます。
　委員会の質疑でも申し述べましたが、条例を上程し

た当局が自ら提案したにも関わらず、条文の定義、意
味並びに運用に当たっての具体例を明示できないとい
うことは、これは法整備に当たって極めて重大な瑕疵
であると考えます。それはいみじくも、この条例の最
後にある附則２（検討）の条文にも表れているように
思います。
　社会情勢の変化等を勘案し、施行の状況によって検
討を加え、必要があるときは必要な措置を講ずる。
　不当な差別またはその言動、取扱いというものは、
社会情勢の変化によって変わるものではありません。
にも関わらず施行の状況によって検討を加えるという
ことを案の段階からわざわざ盛り込んでいるというこ
とは、この条例が現時点でいまだ不完全なものである
ということを当局自ら認めていることにほかならない
と捉えます。条例とは、地方自治体が定める自治法で
ございます。条例の定義も運用に当たっての具体例も
定かではないという法は、立法の府たる議会の一員と
して認めるわけにはいきません。
　そしてもう一つ、条例から透けて見える県の姿勢に
も疑義があります。前文並びに幾つかの条文におい
て、県の責務として施策を総合的に講じ実施すると定
められ、その施策は相談体制の強化、県民への啓発、
差別者の公表としていますが、私は最も大切なことが
欠けていると感じます。それは、県自身が沖縄県民の
生命と財産を守る責務を担う者として敢然と差別に立
ち向かうという強い姿勢が見えないということであり
ます。差別的言動や取扱いに対しては、まずしかるべ
き立場にいる者が厳重に抗議をするとか、私はそうい
う姿勢を期待しておりましたが、そのような即応性が
この条例から全く見受けられません。１つ目でも述べ
たように、差別というものは普遍的なものでありま
す。もし重大な差別的言動が大々的に発生して県民が
それによって不当におとしめられたとき、それでも県
は、これは差別に当たる表現活動かと、一々審議会に
諮って意見を聞くんですか。差別のない社会とは、降
りかかる差別に対し、個別に慎重に慎重を重ねて対応
するという社会なんですか。そんな対症療法的な姿勢
で何が守れると、何が解消されるというのでしょう
か。
　不当な差別をなくすために不断の努力を重ねるとい
うことについては、私も大いに賛成するところでござ
います。そのための条例制定についても何度も委員会
で議論をし、また委員会で申し述べてきたように必要
なことだと考えております。しかしながらそれは、長
い時間をかけてきて非常に残念なことでありますが、
この条例案ではありません。条例制定に係る議論に加

‒･498･‒



わった者が誰一人いなくなった後でも十全に機能する
地域の法として、万全を期した条例案を私は再度提案
していただきたいと考えております。悪法もまた法と
いう言葉がございます。この条文の解釈が、いつか来
る未来に県民にとって不利益にならないように、定義
とか意味合いというのはしっかりと説明できる状況を
つくらないといけない。ちゃんと位置づけなければな
らない。そういう意味でこの条例案は、法として不十
分であります。
　議員諸兄の賢明なる判断をお願い申し上げ、私の討
論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　おはようございます。
　沖縄県差別のない社会づくり条例について、討論を
行います。
　私は、この条例案に対して２月28日の一般質問で
様々な指摘をさせていただきました。不当な差別の現
状は、差別的言動と差別的取扱いの具体的な説明、県
民の責務、沖縄県差別のない社会づくりの名称につい
て、憲法で定める人権、発言の自由との関係、権力に
対して物が言えなくなるのではなど、執行部や知事に
質問をさせていただきましたけれども納得ができませ
んでした。
　この条例では、規制や罰則はできない。私の考え
は、県が条例をつくるのであれば、具体的な事例に基
づいて当然罰則も含め規制があるべきだと考えており
ました。ところが、今回の条例はそうはなっていな
い。知事提案の沖縄県差別のない社会づくり条例を何
度も読み返しました。また、２月28日の一般質問の
議事録を取り寄せて読み返しました。同時に執行部に
も確認をさせていただきました。憲法の規定も学びま
した。この結果、この条例は、規制条例ではなく理念
条例であると考えるようになりました。その視点で、
条例の条文や私の一般質問の議事録を読み返すと、だ
んだん理解できるようになりました。
　理念条例とは、行政の方向性や施策における優先順
位などを規定したものであると理解をしております。
今回の沖縄県差別のない社会づくり条例は、この理念
条例の趣旨に合っていると考えております。玉城知事
は私の質問に対する答弁で、基本方針に基づいて不当
な差別のない社会の形成に関する施策を講ずるとし、
①人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する県民
の理解を深めること、②不当な差別に関する相談に的
確に応ずること、③不当な差別が生ずる背景その他の
差別の実情を踏まえた取組を行うことにより、不当な

差別の解消の推進を図ることと説明しています。同時
に人種、人権、国籍、信条、性別、性的指向、社会的
な身分、出身等によって不当な差別をしてはならな
い、このことも定めているとの説明でした。この条例
は、その執行部の思いを込めた理念条例であり、規制
条例ではないと考えております。先ほども述べました
けれども、私の認識は条例をつくって規制をしたり、
罰則をつくることを考えておりましたけれども、今回
理念条例について再認識をさせていただきました。
　また、今回の条例では、施行後３年をめどにして必
要な措置をすることも明文化されておりますので、今
後私が質問で指摘したことや罰則規定等についても対
応ができるものと考えております。
　以上申し上げ、沖縄県差別のない社会づくり条例
は、理念条例の観点で賛成の立場からの討論といたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君登壇〕
○新垣　淑豊君　会派沖縄・自民党の新垣淑豊でござ
います。
　乙第13号議案「沖縄県差別のない社会づくり条
例」の採決について、私は反対の立場で討論をさせて
いただきます。
　同条例の制定に関しての趣旨は、我々の会派として
も私個人としても、異論はないものだと思っておりま
す。沖縄県において、差別のない社会をつくることは
非常に大事なことだと思っています。あくまでも今議
会においての採決に対して反対ということです。
　現段階では、条例制定できるほど議論が尽くされて
いないと考えます。特に９条の「県民であることを理
由とする」、10条の「本邦外出身者等に対する」と
いう部分において、対象を絞られていますが、例え
ば、県民が県民に対して侮蔑的な言動をした場合には
どうなるのか、沖縄県外から来沖している国内観光客
に対してはどのようになっているか。文教厚生委員会
でも以前に取り上げられていますが、米軍に対しての
抗議活動とヘイトの境目についてはどうなっているか
など、内容についてはまだまだ議論が必要であると考
えられます。
　憲法第94条には、「地方公共団体は、その財産を
管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有
し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
となっておりますが、「法律の範囲内」においてとい
う部分と照らしますと、条例において法律により規制
されていない行為について、規制することの適法性の
議論、検証もまだ不十分であるのではないでしょう

‒･499･‒



か。本条例９条に関しては、まだまだ議論の余地があ
るものと考えております。
　地方自治法第14条第１項には、普通地方公共団体
は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事
務（地域における事務及びその他の事務で法律又はこ
れに基づく政令により処理することとされるもの）に
関し、条例を制定することができる。同じく第２項に
は、普通地方公共団体は、義務を課し、権利を制限す
るためには、法令に特別の定めがある場合を除いて、
条例によらなければならないとあります。
　今回の委員会の議論におきましても、与党議員から
も対象の内容について不満とも受け止められる質疑が
ありました。そのほかの質疑においても、不当な差別
的言動に関しては、県において具体的な事例の収集も
なされていないということも分かっております。加え
て、与野党において、罰則規定の盛り込みなども要望
されておりますので、その点についてもさらなる議論
が必要であると考えられます。
　執行部より３年後の見直しが示唆されており、条例
にも明文化されておりますけれども、我々県議会にお
いて条例を定め、それを県民の皆様に遵守していただ
く、まさに義務を課し、権利を制限することになる条
例とは、沖縄県における法律でありますので、特にこ
のような人権に関わる条例については、全会一致での
採択に至るまでしっかりとした議論が必要であると思
い、我々は文教厚生委員会において、本条例議案の採
決は拙速すぎるということで、継続した審議を求めま
した。
　そして、本条例名についても「沖縄県差別のない社
会づくり」とありますが、これは今私が読み上げたよ
うに「沖縄県、差別のない社会づくり」と読む方もい
らっしゃいますし、「沖縄県差別、のない社会づく
り」ということで、読む人によって受け止め方が異な
るというケースもあるのではないかとお話をさせてい
ただきました。条例名についても、まだまだ行政文書
としては再度検討するべきではないかというふうに私
は思っております。これは委員会の質疑においても指
摘をさせていただきました。こういったことも含め
て、この条例案については、もう少し、あと少しの議
論を行うべきであり、なぜ今議会での採決が必要なの
かということについて、私は理解ができません。委員
会同様に、本議会においても強いての議決を諮るので
あれば、私は、また我が会派としても反対をせざるを
得ないということで、本条例制定に関しては反対とい
うことを表明させていただきたいと思います。
　どうぞ議員各位の皆様、よろしくお願いいたしま

す。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　立憲おきなわの喜友名智子で
す。
　乙第13号議案沖縄県差別のない社会づくり条例案
について、賛成の立場から討論を行います。
　今回、賛成・反対と討論が続いておりますが、この
議場の中に、全ての人の人権を尊重することに反対を
する議員はおられないものと信じております。多く賛
否が分かれている点は罰則規定、そしていわゆる県民
の定義、沖縄ヘイトの部分であると認識をしており、
討論をこの２つに触れる形でこの条例案の意義を述べ
させていただきます。
　この条例の議論が始まったのは、那覇市内を中心に
県内で行われていた街頭のヘイトスピーチの監視を続
けていた県民・市民団体からの活動、それから陳情要
請によるものです。早い方だと2014年頃から目にし
ていたと私もお聞きしております。
　私が那覇市内でのヘイトスピーチに気づいたのも、
ちょうどその頃です。那覇市役所前で、政治体制が異
なる国の人々、日本政府と異なる政治姿勢を持つ国の
人々をやゆし、罵倒し、おとしめる街頭活動。また、
那覇市内などで行われる琉球・沖縄の伝統行事を再現
するイベントのその横で、過去に琉球国が特定の国と
交流していたことが属国的だと批判をし、その名残が
ある文化イベントを粉砕するのだという街頭活動も実
際に目にしました。
　政治的な批判は大いにやればよろしいと思います。
しかし、過去の歴史や文化まで否定し、おとしめ、な
かったことにしようとする言動がこのままエスカレー
トしていけば、沖縄社会の中で何を生み出すのか。今
後どうなっていくのか。その危機感がこの条例案で
しっかりとメッセージとして伝えるべき１つだと思っ
ております。この条例を成立させることで、県、県議
会が人権尊重に対し、１つのメッセージを発すること
は非常に大きな意味があると考えております。
　ヘイトスピーチ規制については、国会で本邦外出身
者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推
進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が平
成28年６月３日に施行されました。本条例案は、こ
の解消法を基本としながら、これまで沖縄県にないと
人権の専門家から指摘をされていた、総合的な人権基
本条例にヘイトスピーチ規制を加えた内容です。男女
共同参画社会法やヘイトスピーチ解消法も、抽象的で
不十分な内容だと指摘されながらも、何もない、方向
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性がないよりましだということで、差別をなくす実体
的な取組に活用されてきました。沖縄県には現在、人
権と名前のついた部署はありません。総合的な人権行
政がないに等しいとの指摘もある中で、この条例が、
沖縄での人権行政の出発点としての意義があることを
改めて訴えたいと思います。
　さて、今回の条例では、第11条で差別的言動と認
められるものについては、この条例により設置される
審議会の意見を聞いた上で、国の行政機関に通知、氏
名または名称を適切な方法で公表するとしておりま
す。罰金などの罰則規定がないものの、差別・憎悪扇
動を行った者に対し、意見を述べる機会を与えるとし
ており、憲法上の表現の自由を担保したものとなって
おります。
　川崎市の条例では、本邦外出身者に対する差別的言
動に対し、罰則・罰金を科す全国で初めて刑事罰に踏
み込んだ条例が制定されております。国の法律が規制
の最低基準を定めたものであることは明らかで、県が
それに罰則を上乗せすることは十分に可能と考えてお
ります。今後、審議会でこの分野の知見を持つ専門家
も含め、実態のある調査の取組による歯止め、そして
差別・憎悪行動は罰則を規定してでもしっかりと規制
をしなくてはならないと、さらに踏み込んだ議論をこ
の条例が可能にするものと考えております。
　ここで１つ御紹介したいのは、2021年に起きた京
都府のウトロ地区放火事件です。在日コリアンが多く
暮らすこの地区の倉庫に火をつけ、７棟が全半焼、
地区の歴史を伝える資料50点も燃えてなくなりまし
た。この事件の裁判は、昨年８月末に被告に対して執
行猶予なしの実刑判決が行われております。報道によ
ると、この事件の被告がウトロ地区を知って、たった
５日後に放火をしたということです。インターネット
で調べただけ。裁判中は放火した自らの行為を、後悔
があるかと問われると正直ありません、ニュースサイ
トのコメント欄を意識していたと述べたと報じられて
おります。現在は心境の変化があるような報道もあり
ますが、定かではありません。ヘイトスピーチがある
のかないのか、憎悪表現が実際にあるのかないのか、
このような議論を続けている間に、今の日本ではヘイ
トスピーチ規制にとどまらず、それがヘイトクライ
ム、憎悪犯罪につながった実例も出てしまっているこ
と。沖縄でこれが実際に起きたらどうなるのか、考え
るだに私はこの条例の必要性、一歩踏み出すことの重
要性を認識せざるを得ません。沖縄においてこのよう
なことが起きる前に、この条例によってヘイトスピー
チは許さないと、真正面から向き合う一歩となる意義

を非常に大きいものとして皆様に訴えたい。
　また、第９条、県民の定義についてです。
　私も本会議そして委員会での質問でも、県民の定義
あるいは沖縄ヘイトも盛り込むべきだとして指摘をし
てきました。条例案の前文では、「特定の個人又は不
特定多数に向けて行われる特定の人種、国籍、出身
等、本人の意思では変えることが難しい属性を理由と
する不当な差別的言動、性的指向や性自認の多様性に
ついての理解が十分ではないことに起因する偏見や不
当な差別」について述べられています。この中には差
別を受ける例示の列挙に、民族という言葉を入れてお
らず、ほかの都道府県の条例、市町村の条例、先行事
例を見ますと、盛り込むべきだと考えております。し
かしながら、県は答弁の中で、これは例示であり、全
ての差別が対象と答弁をしておりました。人種差別撤
廃条約や国の決議、全国で制定された多くの条例で民
族が例示列挙されていることを踏まえると、この記載
がないということは私は残念なことであると考えてお
ります。しかしながら、パブリックコメントなどが寄
せられて県民の議論が大きく分かれていることへの配
慮、政治判断だと理解をし、これは今後条例によって
設置される審議会で真正面から取り扱うべきテーマだ
と考えております。
　さて、条例案第14条では、沖縄県差別のない社会
づくり審議会を設置し、調査審議、知事への答申、建
議をすることができるとされております。私は、ここ
での議論を沖縄県民全体の人権尊重、特にヘイトス
ピーチ規制のために、この分野の専門家の知見を生か
しながら、県民参加のボトムアップの議論をしていく
こと、その場にすることを期待をしております。さき
にも述べたとおり、ヘイトスピーチ規制が県議会で議
論されるようになったきっかけは、この実態を憂慮
し、監視・記録活動を始めた県民の動きからでした。
審議会での情報収集を担うに適切な個人や団体が既に
あることは、沖縄県の強みの一つであると思います。
　また、東京弁護士会が全国の自治体に提言している
ヘイトスピーチ規制条例案は、人権の包括的かつ罰則
もある内容です。国の法律は規制の最低基準を定めた
ものであり、地方自治体が地域の実情に応じて罰則を
上乗せしたり、あるいは差別の対象となる、これを広
げること、これは憲法の範囲内で十分に可能なことで
す。審議会でしっかりと議論をしていく、その第一歩
となることを望んでやみません。
今回の条例案では、先ほども申し上げましたが、「本
人の意思で変えることが難しい属性」として、「人
種、国籍、出身等」とありますが、民族という言葉が
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入っておりません。これは日本という国家の中で、ウ
チナーンチュあるいは沖縄の人々、沖縄にルーツを持
つ人々がたどってきた歴史を振り返ると、やはり踏み
込みが足りないと私も思います。しかしながら、この
理由をもってこの条例案を全て否決することは、私は
今の沖縄でのヘイトスピーチの条例を考えると、社会
に発するメッセージのマイナスのほうが大きいと考え
ざるを得ません。日本国民であり、かつウチナーン
チュ、沖縄の人々という集団であるということは両立
できますし、明言・明記しない理由はありません。し
かしながら、様々な指摘がありながらもこのような条
例案が出てこなければ、こういった議論も喚起されな
いまま見過ごされ、たなざらしにされていたのではな
いでしょうか。本条例案を出発点として、今後、条例
の解釈指針や審議会を中心とする運用の充実強化、そ
して差別の実態調査実施などをさらに積み重ね、３年
後の改正を目指すことは、今目の前で行われているヘ
イトスピーチ、憎悪の扇動に歯止めをかけることにな
ります。
　以上、沖縄県差別のない社会づくり条例案への賛成
討論とし、一人でも多くの議員の皆様が、今回この条
例を採択する、決めることの意義を改めて申し上げま
して、一人でも賛同の議員が増えますよう心よりお願
いを申し上げます。
　ありがとうございました。（傍聴席にて拍手する者
あり）
○新垣　　新君　注意してくださいよこれ。議長、駄
目ですよ。休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　傍聴人に申し上げます。
　傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立
てることは禁止されておりますので、静粛にお願いし
ます。
　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　同僚議員の小渡議員、そして新垣議
員とダブるところがありますが、あえてもう一度私か
らもさせてもらいます。
　乙第13号議案に反対の立場で討論させてもらいま
す。
　全ての人へ不当な差別が許されないことは、自由と
民主主義を国是とした法治国家である我が国において
は、基本的な理念であります。国においては、本邦外

出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組
の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消
法を平成28年から施行しております。今般、沖縄県
が、「人々が互いに人格と個性を尊重し合いながら共
生する心豊かな社会の実現を目指し」、あらゆる差別
のない社会をつくろうとする沖縄県の理念には賛同で
きるものであります。
　しかし、この条例には重大な欠陥があります。まず
条例名であります。「沖縄県差別」という表現であり
ます。通常であればこの手の場合は、「沖縄県におけ
る」か、あるいはナカポツを入れて「沖縄県・差別の
ない」という表現にするのが妥当ではないでしょう
か。「沖縄県差別」という一つの熟語にした条例名に
するということは、沖縄県は、県内において沖縄県差
別が事実として行われているということを公に国及び
世界に発信することになります。これは県民の民意な
んでしょうか。県民の総意と言えるのか。玉城県政は
まるで県民が知らないうちに、沖縄県民差別を既成事
実化しようとしているのではないか。県民に対する説
明がなく、全く全ての差別をなくそうとする崇高な理
念を利用して、強引に「沖縄県差別」を入れ込んでき
た。このような恣意的な条例化は県民と県外出身者を
愚弄するものであり、既に県在住の県外者あるいは県
外から疑問と批判が出ているのであります。
　そして問題は９条であります。「県は、県民である
ことを理由とする不当な差別的言動の解消に向けて施
策を講ずる」とする条項であります。本会議や委員会
で、県民に対する差別的な言動等の具体的な事例を求
めても、提案者である県は具体的事例を示すことはで
きなかったわけであります。説明では、中部で起こっ
た警察署投石事件や基地反対活動に対する批判がネッ
ト上で炎上したことなどを挙げました。しかし、この
現象だけで沖縄県民が差別されていると言えるので
しょうか。また事例として、街頭で特定の国に対する
ヘイトスピーチを挙げましたが、それは沖縄県民に対
するものではない。私たちもこのような街頭でのヘイ
トスピーチがあってはならないと考えており、観光立
県として厳しく規制すべきだと考えているわけで、沖
縄県民差別と切り離して考えるべきであります。さら
にネット上で県民に対し誹謗中傷が散見されるとして
おりますが、ネット上の問題は個々の思想信条の意見
対立や無責任な主張、フェイクなどが氾濫し、このよ
うな現象は沖縄県だけではなく全国どこでも見られる
のであります。これは、ネット社会の根本的な問題で
あり、これが沖縄ヘイト、沖縄差別とするのは早計で
あります。そして法的にも無理があるのではないかと
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先ほどもありました。我が国の法律に、あえて沖縄県
の差別を明文化している部分はないのであります。す
なわち国は、沖縄県民差別を認めておらず、法律の範
疇であるべき条例の法的根拠に無理があるのではない
か。
　県議会は、沖縄県最高位の立法機関としてしっかり
と精査し、このような人権問題に関わる重要な条例案
は、全会一致で制定するのが望ましく、数の力で押し
切るものではないのであります。そもそも、差別を規
制するには、誰が誰に対しどのように差別してどのよ
うな被害があるのかしっかりと検証すべきであり、法
的根拠も薄く事実確認もできない状況で、この条例案
は欠陥としか言いようがないのであります。賛成する
議員は、県民差別の事実をもってしっかりと説明がで
きるのでしょうか。責任が持てるのでしょうか。
　視点を変え、沖縄県民は差別されていると言います
が、沖縄県民も県外出身者に対し差別的扱いをする事
例はないのでしょうか。思い当たる県民は多いと思い
ます。沖縄県には多くの県外出身者がいるが、恐らく
沖縄県民の心ない差別的言動を体験した人は少なくな
いはずであります。県民は自らに対する差別は規制す
るが、県外の人に対する差別は規制しないのかという
問題に発展します。あるいは、沖縄に在住する県外出
身者や結婚相手が県外出身者の場合に、日常生活のト
ラブルやささやかなけんかで言葉を間違おうものな
ら、沖縄県差別として捉えられかねない、そのような
ことにもなります。ましてや、この条例に罰則規定を
入れろという声もありますが、それでは県外出身者は
恐ろしくて生活もできなくなるのではないでしょう
か。この９条の悪影響を考えたとき、将来世代に禍根
を残す社会問題に発展する可能性があることを忠告し
ておきます。
　沖縄県民は、戦前・戦中・戦後を通して不遇な時代
を経験しました。確かに過去においては、差別問題も
なかったわけではありません。私も本土復帰を経験し
た世代として記憶に残っております。しかし、この不
遇な時代を先人と県民はたゆまぬ努力で乗り越えてき
ました。そしてボクシングの具志堅用高さん、甲子園
での活躍、オリンピックやゴルフ、そして芸能界での
多くのスターも誕生しました。私たちは大いに励まさ
れ自信と勇気をもらったはずであります。今ではハワ
イを超える観光地として国内で屈指の観光地となり、
沖縄で暮らすために移住する人口社会増も全国トップ
レベルで沖縄を愛す沖縄ファンも多い。このような多
くの県外の人が沖縄県民を差別する意識もないし、県
民が差別されているなど考えたこともないはずであり

ます。県内の子供たちにとって、差別を受けた経験な
どもないはずであります。なぜ玉城県政は、自ら沖縄
県差別を顕在化するのでしょうか。
　私たち自民党は、９条の沖縄差別条項がある限りこ
の条例に反対します。与党の一部にも、９条を問題視
する良識派はいます。玉城知事をおもんぱかって社会
全体の差別解消のために前に進めるべきと妥協してし
まう方もいるわけでございます。しかし、条例は、一
部の文言にでも疑問があれば進めるべきではありませ
ん。もっと時間をかけて慎重になるべきではないで
しょうか。沖縄県の将来のために、子供たちの明るい
未来のために、議員各位の再考を心からお願いするも
のであります。
　県内のメディアにも問いかけたい。ヘイトや差別を
なくすため、このすばらしい理念を掲げた条例案がな
ぜ全会一致にならないか。どこに問題があるのか。沖
縄県民や県外出身者が理解できるような報道に心がけ
てほしい。
　議員各位におかれましては、県内に在住している全
ての沖縄県民のための条例として全会一致にするた
め、もう一度汗をかいていただきますよう心からお願
いを申し上げまして、反対討論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第５号議案から乙第13号議案まで及び
乙第17号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第５号議案から乙第12号議
案まで及び乙第17号議案の９件を一括して採決いた
します。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案９件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案から乙第12号議案まで及び
乙第17号議案は、原案のとおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第13号議案を採決
いたします。
　本案に対する委員長の報告は、原案可決でありま
す。
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　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、乙第13号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第16号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　呉屋　宏君登壇〕
○土木環境委員長（呉屋　宏君）　初めての委員長報
告であります。
　ただいま議題となりました乙第16号議案につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第16号議案「建築基準法施行条例の一部を改正
する条例」は、建築基準法の一部が改正されたことに
伴い条例の規定を整理する必要があるため、条例を改
正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の条例改正によって円滑な災害復
旧・復興等に資するとあるが、具体的にどのような効
果があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで応急仮設建築物については、
２年３か月しか設置できなかったため、恒久的な建築
物の建設が間に合わない場合に不具合が生じていた。
今回の改正により、設置期間の延長が可能となったこ
とで、スムーズな建築物の設置及び応急仮設建築物の
存続などができるようになるとの答弁がありました。
　そのほか、応急仮設建築物の適用範囲について質疑
がありました。
　採決の結果、乙第16号議案は、全会一致をもって
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり

ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第16号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第16号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　委員会提出議案第
１号　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例を
議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　経済労働委員長大浜一郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会提出議案第１号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　大浜一郎君登壇〕
○経済労働委員長（大浜一郎君）　ただいま議題とな
りました委員会提出議案第１号につきまして、経済労
働委員会の委員により協議した結果、委員会提出議案
として提出することに意見の一致を見ましたので、提
案理由を御説明申し上げます。
　現在、本県の観光産業は、人材の確保など新型コロ
ナウイルス感染症の深刻な影響に起因した重大な課題
に直面しており、まだまだ観光産業への支援は必要で
あります。
　このような現状に鑑み、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けている観光産業の再興に関する条例の期
限を延長するための条例を提案させていただいた次第
であります。
　次に、本条例の内容について、その概要を御説明申
し上げます。
　本条例は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている観光産業の再興に関する条例の附則第２項で、
令和５年３月31日限り失効することとしている同条
例の期限を１年延長し、令和６年３月31日限り失効
することとするものであります。
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上

‒･504･‒



げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕･
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、申し上げます。
　ただいま議題となっております委員会提出議案第１
号については、会議規則第37条第２項の規定により
委員会の付託を省略いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　これより委員会提出議案第１
号「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観
光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例」を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
･･よって、委員会提出議案第１号は、原案のとおり可
決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第21号議案か
ら乙第24号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第21号議案から乙第24号議案までの４件
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び企画部長の出
席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第21号議案「名護市と今帰仁村との境界
変更について」は、地方自治法第７条第１項の規定に
より名護市及び国頭郡今帰仁村から境界変更の申請が
あることから、同項の規定に基づき議会の議決を求め
るものであるとの説明がありました。
　本案に対し、両市村の土地面積の変更により交付税
の算定にどのような影響があるかとの質疑がありまし

た。
　これに対し、名護市の面積が210.94平方キロメー
トル、今帰仁村の面積が39.93平方キロメートルであ
り、小数点第２位までの表示となっているが、今回は
小数点第３位以下の極めて小規模な面積の変更となる
ので、これに伴う交付税算定への影響はないものと理
解しているとの答弁がありました。
　そのほか、議案が提出された背景、過去の同様な事
案の有無及び両市村の面積の変化などについて質疑が
ありました。
　次に、乙第22号議案「包括外部監査契約の締結に
ついて」は、地方自治法第252条の36第１項の規定
に基づき、議会の議決を求めるものである。主な内容
は、令和５年度における外部の専門家による監査の実
施及び結果の報告について、1071万3000円を上限と
し、公認会計士の嘉陽田洋平氏と契約するものである
との説明がありました。
　本案に対し契約金額の妥当性について質疑がありま
した。
　これに対し、契約金額については、包括外部監査制
度が導入されて以来、1000万円を少し超える金額で
推移してきているが、他県の状況や実際の経費の充当
状況等も勘案しながら検討していきたいとの答弁があ
りました。
　次に、乙第23号議案「沖縄県教育委員会委員の任
命について」は、教育委員会委員１人が令和５年４月
４日に任期満了するので、その後任を任命するため、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２
項の規定により、議会の同意を求めるものであるとの
説明がありました。
　次に、乙第24号議案「専決処分の承認について」
は、県を被告とする土地所有権移転登記手続請求事件
について、令和５年１月17日に判決の言渡し及び判
決書の送達があり、この判決を不服として控訴を提起
する必要があったが、議会を招集する時間的余裕がな
く、専決処分を行ったため、地方自治法第179条第３
項の規定に基づき、議会の承認を求めるものであると
の説明がありました。
　本案に対し、当該県有地の相手方との契約状況や裁
判に至った経緯及び今後の県の裁判への対応方針はど
のように考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該県有地は相手方の住宅の進入路と
なっているが、賃貸借契約等は行っていない。これま
で土地の買取りを求め協議をしてきたが折り合いがつ
かずにいたところ、相手方が時効取得を主張し訴訟と
なり、今回このような判決となったものである。県と
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しては、本事案は時効取得の要件には当たらないと考
えており、今後の裁判において具体的な主張をしてい
きたいと考えているとの答弁がありました。
　そのほか、未契約のまま使用されている県有地の筆
数及び調停等で解決を図る可能性などについて質疑が
ありました。
　裁決の結果、乙第21号議案及び乙第22号議案の議
決議案２件は、全会一致をもって可決すべきものと決
定いたしました。
　また、乙第23号議案の同意議案については、全会
一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
　また、乙第24号議案の承認議案については、全会
一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第21号議案から乙第24号議案までの採
決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第21号議案及び乙第22号議
案の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第21号議案及び乙第22号議案は委員長
の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第23号議案を採決
いたします。
　お諮りいたします。　
　ただいまの議案１件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第23号議案は、委員長の報告のとおり

同意することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第24号議案を採決
いたします。
　お諮りいたします。　
　ただいまの議案１件は、委員長の報告のとおり承認
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第24号議案は、委員長の報告のとおり
承認することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　甲第１号議案から
甲第24号議案まで及び甲第37号議案を議題といたし
ます。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長比嘉瑞己君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　比嘉瑞己君登壇〕
○予算特別委員長（比嘉瑞己君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案から甲第24号議案まで及び甲
第37号議案について、以下、委員会における審査の
経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、室部局長の出席を求め、総
務部長から概要説明を聴取した後、会派代表委員によ
る総括的な質疑を行いました。
　その後、各常任委員会に対し、所管の予算事項につ
いて調査を依頼し、本委員会での審査に加え、各常任
委員会において専門的な立場から慎重に調査を行って
まいりました。
　以下、審査及び調査の過程における執行部の説明及
び質疑の概要等について申し上げます。
　予算特別委員会では、まず初めに、令和５年度は、
ＳＤＧsを取り入れ、ウイズコロナからポストコロナ
の新しい生活様式に適合する「安全・安心で幸福が実
感できる島」を形成し、自立的発展と住民が豊かさを
実感できる社会の実現を目標とする新沖縄・21世紀
ビジョン基本計画の取組を加速させ、誇りある豊かな
沖縄の未来につなげていく重要な年でもあるため、重
点テーマに基づき、県民の命と暮らしを守る感染症対
策と県経済の再生、恒久平和の願いと希望の未来の発
信、沖縄の未来への投資と支援、安全・安心に暮らせ
る沖縄、沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化の継承・
発展、強くしなやかな自立型経済の構築などに取り組
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むとともに、変化する社会経済情勢や県民ニーズを捉
え、的確に対応するとの基本的考え方により、予算を
編成した。
　一般会計予算案の総額は、前年度に引き続き8000
億円を超える、約8614億円となっている。
　特別会計については19会計の合計が、2584億
7618万9000円で、前年度に比べ5.4％の増となって
いる。
　公営企業会計については４会計の合計が、1463億
7673万3000円で、前年度に比べ5.8％の増となって
いる。
　一般会計予算案について、歳入の主な内容は、社会
経済活動の正常化が進むことによる消費の動向を踏ま
えた県税の増、国の予算額や地方財政計画の動向等
を勘案した地方譲与税の増、ＧoＴoおきなわキャン
ペーン事業の減等による国庫補助金の減などである。
　歳出の主な内容は、公共施設マネジメント推進事業
など総務費の増、子どもの貧困対策推進基金積立事業
など民生費の減、新型コロナウイルス感染症受入病床
確保事業など衛生費の増などであるとの概要説明があ
りました。
　次に、当初予算案に関し、７名の会派代表委員から
予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系及び主
な事業の概要などについて質疑がありました。
　各常任委員会の調査においては、まず初めに、アジ
ア太平洋地域平和連携推進事業に係る現地調査の場所
や目的、調査内容について質疑がありました。
　これに対し、調査の場所としては、貿易や観光を通
じて本県と往来が盛んな香港、安全保障分野の対話の
場として存在感を増しつつあるシンガポール及び平和
分野で交流が深まりつつあるカンボジア等を想定して
いる。事前の文献調査やヒアリング等により基礎的な
情報収集を行った上で、沖縄との連携可能性を具体化
させることを目的として現地を訪問し、県としての考
え方を直接説明するとともに、現地の課題や先進的な
取組を調査することとしているとの答弁がありまし
た。
　次に、新型コロナウイルス感染拡大が落ち着きつつ
ある中で、今後の予算規模はどうなるかとの質疑があ
りました。
　これに対し、新型コロナウイルス感染拡大が終息し
た場合は、その関係予算は縮小されると考えている
が、一方で、社会保障関係費は伸びていく傾向にあ
る。今年度で言うと、物価高騰や電気料高騰などの社
会経済情勢の変化があることから、予算規模はそれら
が反映された形で決まってくるとの答弁がありまし

た。
　次に、庁内ＤＸを推進していくに当たっての課題及
び効果は何かとの質疑がありました。
　これに対し、現在ネットワーク環境が有線に限られ
ているため、ノートパソコンを執務室から持ち出すこ
とが難しいという課題がある。このような課題に対応
するため、無線ＬＡＮやモバイルパソコンを導入し、
庁内のペーパーレス会議やテレワークの実施を可能と
することにより、業務の効率化を図っていくとの答弁
がありました。
　次に、バスケットボールワールドカップ開催に伴う
警護警備対策費用の内容について質疑がありました。
　これに対し、警備対策の期間は、本年４月から同大
会が終了する９月10日までとなっており、所要の体
制を構築し、大会会場及びその周辺における各種警備
対策を行うこととしている。警備対策費用の内容とし
ては、テロの未然防止、雑踏警備及び交通対策等の各
種警察活動であるとの答弁がありました。
　次に、議会棟の空調設備に関するシステムの状況及
び増設した場合の費用について質疑がありました。
　次に、農林水産物流通条件不利性解消事業にかかっ
たこれまでの予算の総額及び前事業との相違点は何か
との質疑がありました。
　これに対し、前事業の10年間の決算額の合計は約
248億円となっている。
　また、前事業との相違点としては、補助単価の考え
方が変わったことのほかコールドチェーン体制の構築
や共同出荷による物流の効率化の仕組みづくりに取り
組んでいるところであり、今後は持続的に低コストで
出荷できる体制をつくっていく必要があるとの答弁が
ありました。
　次に、商工労働部の諸課題解決に向け、どのような
思いでこの予算を編成したのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、新沖縄・21世紀ビジョン基本計画に
掲げた目標を達成するため、大きく２つの重点項目を
設けている。
　１点目が産業ＤＸの加速化による県内企業の稼ぐ力
の向上、２点目がクリーンエネルギーの導入拡大及び
エネルギーの地産地消の推進という２つの大きな柱を
掲げ取組を推進していきたいと考えている。
　また、今般課題となっている電気料金の値上げに対
しては、国の動向を注視しながら、引き続き県民及び
事業者負担の軽減に向け取り組んでいきたいとの答弁
がありました。
　次に、ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ

‒･507･‒



2023の開催に向けた取組の状況はどうなっている
か。また、経済効果としてどのくらいを見込んでいる
のかとの質疑がありました。
　これに対し、ワールドカップの開催に向け、受入れ
体制の構築など大会運営のサポートを行うとともに、
同大会を活用した地域のにぎわいや子供たちとの交流
の創出などにより、地域経済の振興を図っていきたい
と考えている。
　また、県内の調査機関によると、同大会の開催によ
る経済効果としては、約62億円になるという試算が
あるとの答弁がありました。
　次に、これまでの労働争議の件数について質疑があ
りました。
　次に、沖縄県子どもの貧困対策計画の推進に関し、
第１期計画の評価と効果、及び次年度の取組について
質疑がありました。
　これに対し、第１期計画において、160の重点施策
の全てに着手し取組を実施した結果、待機児童数の減
少など一定の成果が見られた一方で、困窮世帯割合の
改善は十分とは言えず、また、ヤングケアラーの問題
など新たな課題への対応が必要となっている。
　今年度から実施している第２期計画では、165の重
点施策を掲げ、子どもの貧困対策推進基金を60億円
に積み増しし、子供のライフステージに応じたつなが
る仕組みの構築やひとり親家庭等困難を抱える保護者
への支援などを実施しているところであるとの答弁が
ありました。
　次に、出産・子育て応援補助事業に関し、予算の内
容及び市町村における事業の実施状況について質疑が
ありました。
　これに対し、予算の内容は市町村に交付する補助金
で、伴走型相談支援として5807万5000円、出産・子
育て応援ギフトとして２億8761万7000円となってい
る。全ての市町村で実施する予定となっており、各自
治体の準備が整い次第、事業開始となるとの答弁があ
りました。
　次に、病院事業局の収益的収支予算の病院事業費用
及び資本的収支予算の資本的支出が前年度比で大幅に
増額している要因について質疑がありました。
　これに対し、収益的収支予算の病院事業費用が増額
となっている主な要因は、期末・勤勉手当や時間外勤
務手当等の給与費の増、薬品費や診療材料費等の高騰
による材料費の増及び電気料金の値上げ等に伴う経費
の増である。
　資本的収支予算の資本的支出の増額の主な要因は、
中部病院における電子カルテの更新整備による資産購

入費の増であるとの答弁がありました。
　次に、公立学校教職員メンタルヘルス対策に対する
調査研究事業に関し、国庫補助事業として採択されな
かった場合でも、県予算をしっかりと確保して取り組
むべきと考えるがどうかとの質疑がありました。
　これに対し、文部科学省に対しては、沖縄県の状況
を説明している。仮に国庫補助事業として採択されな
い場合でも、県単費の予算の範囲内でまずは芽出しを
しながら、具体的な改善策をつくっていくとの答弁が
ありました。
　次に、赤土等流出防止対策に関し、条例施行からか
なり年数が経過していることから、条例改正が必要で
はないかとの質疑がありました。
　これに対し、条例が施行されてから25年以上が経
過しており、改善すべき点について調査を実施する必
要があると考えている。現在、赤土等流出防止推進事
業による立入調査時の指導内容の検証や赤土等流出防
止対策施設機能強化事業による赤土等流出防止効果に
係る実証実験などを行っているところである。これら
の調査の結果は対策時に改善すべき点として活用でき
ると考えており、関係部局間の情報提供なども含め
て、今後さらに必要な調査を実施していきたいとの答
弁がありました。
　次に、報得川の改修工事に関連し、緊急的な浸水対
策についてはどのように考えているかとの質疑があり
ました。
　これに対し、２月補正でしゅんせつ等の予算を計上
しており、梅雨の時期までに効果が発現できるよう、
東風平中学校周辺から先行して着手し流水を阻害して
いる流木等の除去や、しゅんせつを順次行っていきた
い。また、万一の際、迅速に避難することができるよ
う、水位計による情報発信を行うとともに、流域内の
関係者と協働して、あらゆる浸水被害対策に取り組ん
でいきたいとの答弁がありました。
　次に、ＰＦＯＳ等に関し、活性炭を活用した結果、
水道水のＰＦＯＳ等の値はどうなっているかとの質疑
がありました。
　これに対し、令和３年度の北谷浄水場のＰＦＯＳ、
ＰＦＯＡの合計平均値は12ナノグラムパーリットル
であった。令和４年度は、12月までの平均値が４ナ
ノグラムパーリットルで、その後、高機能活性炭へ取
り替えた以降は、２月の平均値が１ナノグラムパー
リットル未満となっており、令和４年度の２月末まで
の全体平均値としては、３ナノグラムパーリットルと
なっているとの答弁がありました。
　また、各常任委員会の調査の過程で、13項目の総
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括質疑の報告があり、３月20日に玉城知事に対する
総括質疑が行われました。
　総括質疑においては、知事の訪米目的、成果をどの
ように考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄における米軍基地問題の解決につ
いては、日本政府のみならず、一方の当事者である米
国政府に対しても沖縄県が直接訴えることが重要と考
えている。知事自らが訪米して米国政府に直接訴える
ことに加え、連邦議会議員、関係団体及び有識者との
シンポジウムなどを通して、沖縄が求める問題解決の
ための対話による平和の構築や信頼関係の醸成の考え
をアメリカ本土でも広めてもらうために訪米した。
また、多くのメディアからアメリカ国内外に向けて
ニュースが発信されるなど、一定の成果が得られたと
考えているとの答弁がありました。
　次に、再生可能エネルギーの導入拡大について、県
はどのように考えているのかとの質疑がありました。
　これに対し、持続可能な電源の確保に向け、再生可
能エネルギーの利用拡大が大変重要であると考えてい
る。中でも既に技術が確立し、今後も主力となる太陽
光発電について、再エネ導入効果が期待できる離島を
対象に民間事業の展開に係る予算を拡充していく。さ
らに令和５年度の新たな取組として、洋上風力発電
の導入に適した候補地などの調査を実施していく。
2030年度の将来像である低炭素で災害に強い沖縄ら
しい島嶼型エネルギー社会を実現し、2050年度の脱
炭素社会を目指して取り組んでいくとの答弁がありま
した。
　甲第１号議案については、採決に先立ち、沖縄・自
民党所属委員から修正案が提出され、公明党所属委員
が意見を表明した後に退席し、採決の結果、修正案は
賛成少数で否決されました。
　なお、無所属の会所属委員は欠席でありました。
　修正案が否決されたことに伴い、甲第１号議案の原
案の採決に先立ち、沖縄・自民党及び公明党所属委員
が意見を表明した後に退席し、採決の結果、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　なお、本採決におきましても無所属の会所属委員は
欠席でありました。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの当初
予算23件は、全会一致をもって原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　次に、甲第37号議案の補正予算につきましては、
委員会におきまして、総務部長をはじめ関係部局長等
の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。

　審査及び調査の過程における執行部の説明及び質疑
の概要等について申し上げます。
　甲第37号議案「令和５年度沖縄県一般会計補正予
算（第１号）」は、電気料金高騰対策を実施するた
め、必要な予算を措置するものである。
　補正予算の総額は、歳入歳出ともに67億7600万円
で、補正後の改予算額は8681億7100万円となる。
　歳入の内容は、臨時交付金及び財政調整基金からの
繰入金である。
　歳出の主な内容は、沖縄電気料金高騰緊急対策事業
であり、国が実施する電気・ガス価格激変緩和対策事
業に加え、県内の低圧、高圧及び特別高圧の受電契約
者に対する負担軽減を図るための緊急的な対策の実施
に要する経費である。
　補正予算案に関し、石炭、天然ガス等の化石燃料に
依存する沖縄の現状が、今日の電気料金高騰につなが
り、クリーンエネルギーの導入拡大の必要性を浮き彫
りにしたと思われるが、この観点から県としてどのよ
うに考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで再エネ導入拡大及び化石燃料
の低減に向け、宮古島や波照間島において再エネの実
証実験を行ってきたところ、2021年度の再エネ電源
比率は、約11.1％となっている。今後、太陽光発電
の蓄電池の設置による民間の第三者所有モデル等の
事業の拡充や、バイオマス発電の利活用可能性調査
及び洋上風力発電の導入に向けた調査などに取り組
み、2050年の脱炭素化に向け、電源構成の構造転換
を図っていきたいとの答弁がありました。
　次に、４月に予定されていた電気料金の値上げは先
送りが確実となり、経済産業省の通知による電気料金
の再計算がされた場合、支援策の見直しもあるのかと
の質疑がありました。
　これに対して、県が行う事業は５月から実施する方
向で考えているが、値上げの開始時期がずれ込めばこ
れに合わせて支援の開始時期を検討していきたい。値
上げ改定幅が縮小した場合、支援単価の見直しや国と
の再協議も想定されるが、沖縄県の電気料金は全国と
比べて高い傾向にあることや、県民所得等が全国最下
位にあるという特殊事情を踏まえ、電気料金高騰の負
担軽減に取り組んでいくとの答弁がありました。
　そのほか、沖縄電気料金高騰緊急対策事業を行う理
由及び同事業が県経済に与える影響に関するシミュ
レーションの必要性などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第37号議案は、全会一致をもって
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査及び調査の経過及び結果
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を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い
申し上げまして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　甲第１号議案に対しては、西銘啓史郎君外17人か
ら修正の動議が提出されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔甲第１号議案に対する修正案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○西銘　啓史郎君　ただいま議題となっております甲
第１号議案に対する修正動議について、提出者を代表
し提案理由及びその提案内容について説明いたしま
す。
　お手元に配付の甲第１号議案「令和５年度沖縄県一
般会計予算」に対する修正案を読み上げます。
　令和５年度沖縄県一般会計予算の一部を次のように
修正する。
　第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改
める。歳出の款２総務費、項１総務管理費を240億
2094万3000円に、款14予備費、項１予備費を５億
7494万4000円とする。なお、歳入歳出の合計は変わ
りません。詳細は添付の資料を御覧ください。
　修正内容としては、知事公室所管の基地対策調査費
の中のワシントン駐在員活動事業費7494万4000円を
減額し、全て予備費に同額を増額するものでありま
す。
　次に、提案理由を述べさせていただきます。
　ワシントン事務所は、翁長県政2015年に設置さ
れ、これまで初代の所長から現在は４代目の所長が着
任をしております。初代の所長は御存じのように在沖
縄米国総領事館に勤務をされた方で、勤務期間は２年
間でした。しかし、残念ながら基地問題については、
前進することはありませんでした。現在、４代目の所
長が赴任をされていますが、初代、２代目までは県職
員で参事監・部長クラス、そして３代目は参事・統括
監クラス、そして現在、副参事・課長クラスとなって
おります。これは事実だけを申し上げます。個人の能
力とかを私は批判をするつもりは全くありません。た
だ、そういう所長の人事になっているということを皆

さんで共有したいと思います。
　そして、この関連費用、決算ベースで令和３年度ま
で累計で約５億円を既に投下をしております。その中
には職員の住宅費や海外手当等は含まれておりませ
ん。
　県のホームページによりますと、これまでこのワシ
ントン事務所、令和４年３月末で米国連邦議会関係者
並びにシンクタンクの有識者等3326名と面談をした
ということが書かれております。私は、面談者の数で
はなくて、その結果がどうであったか、このワシント
ンの駐在所の役割が。一生懸命、日常は勤務されてい
ると思いますが、残念ながら知事の最大の公約である
辺野古に基地を造らせないという事業については、進
捗をしている状況であります。また、この設置目的
は、知事の訪米対応、基地問題に対する情報収集、沖
縄県の状況など情報発信を主な役割とし、また、知事
の考えや沖縄の状況を正確に米側に伝える。知事の公
約実現、そして沖縄の課題解決に向けて取り組んでま
いりますとあります。一番大事な知事の公約実現、ど
のようになっているんでしょうか。また、この業務の
実態は、活動支援業務と運営支援業務として大半を業
務委託先ワシントンコア社に委ねています。
　一番大切な、辺野古には絶対基地を造らせないとい
う知事の公約実現に向けては、残念ながらワシントン
事務所はその役割を果たしていないと私は考えます。
その費用対効果を勘案すると、残念ながらその必要性
も低いと言わざるを得ないと思います。そして３代目
の所長は、ちょうどコロナ禍で着任が半年ほど遅れた
そうであります。その際はリモートで業務を遂行して
いたこと等からも、現地事務所がなくてもできること
があると私は考えます。言い換えれば、現地事務所が
なければできないことは、もしかしたら少ないのかも
しれません。
　知事の訪米も翁長知事４回、玉城知事３回、計７回
の訪米の目的は達成できていないのが現実でありま
す。訪米そのものは本来、基地問題解決という目的達
成のための手段であるはずです。今は、私は訪米その
ものが目的化されているような気がしてなりません。
知事訪米のこの７回、非常に多くの方々にお会いした
ことを、また、米国側の事務局がいろんな報告をして
いるとありますけれども、大切なことは、この基地問
題を解決することであり、県の知事の立場からしたら
工事を止めることであります。この約８年間、残念な
がらこれができていないことは、私は、費用対効果そ
の目的等含めて再考すべきであると強く思います。
　そして先日、令和３年度ワシントン駐在員活動事業
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最終報告書を読みました。与党の皆さんも見ていらっ
しゃるかも知れません。その中で２点驚くことがあっ
たので指摘をしたいと思います。
　まず１点目、お悔やみレターの作成という項目があ
りました。お悔やみレターは、昨年６月にラムズフェ
ルド元国防長官の御逝去に対する弔辞文、レターであ
ります。私はこの内容自体は特に否定はしませんけれ
ども、差出人が知事名ではなくて所長名であります。
そしてもう一つ、２点目、2022年度米国の国防権限
法に関する沖縄県からの提案事項と称して、米国議員
各位へ提言要請等の言葉を使って、これも所長名で提
出されております。私は思います。我々議会は、国に
対して要請・意見書を出すときには、議会で議決をし
てこの文書を出します。私はワシントンの所長のその
権限がどこまであるのか、また、この内容を知事また
は副知事も含めてしっかり把握をしているのか疑問を
呈せざるを得ません。
　この４月に設置される地域外交室の方針はまだ策定
されておりません。４月以降に策定されると聞いてお
ります。私は、地域外交室の役割をまだ見てないので
何とも申し上げられませんが、地域外交室で、もしか
したらワシントン事務所の代行もできるのではないか
と個人的には思います。
　我々会派沖縄・自民党は、当初からワシントン事務
所の設置に関しては、その意義・目的それから費用対
効果等々から常に反対をしてまいりました。どうか県
民の大切な予算をより効果のあるものに投下するため
にも議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ
りません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって西銘啓史郎君外17人から提出された
修正案に対する質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　皆さん、こんにちは。
　令和５年度沖縄県一般会計予算の修正案に反対し、
原案に賛成の立場から討論を行います。
　修正案は、ワシントン駐在員活動事業費を削減する

ものでありますが、その主な理由として事業の内容・
役割・効果が見えず、事業の進捗状況も見えないとい
うことがありました。
　そもそも、なぜ沖縄県は他府県がする必要のない経
費を使ってアメリカ・ワシントンに事務所を置かなけ
ればならないのでしょうか。一言で言うならば、日本
政府が沖縄の民意を一顧だにしないからです。
　その根拠として、１つ目に、基地負担の割合です。
米軍専有面積の70.3％が本県にあり、残り29.7％を
他府県の７つの県で分担しています。さらに復帰時
の沖縄の基地面積は全国の58.7％でありましたが、
その後全国の基地の縮小は進み、沖縄は復帰後に
70.3％と負担は増加しました。陸上だけではありま
せん。水域27か所、空域20か所が訓練区域として米
軍管制下にあり、漁業や航空経路への制限が続いてい
ます。
　２つ目に、復帰から今日までの米軍人・軍属の刑
法犯罪件数は6000件を超え、そのうち殺人、強姦、
放火など凶悪犯は約600件であります。その中には
1955年の６歳の女児に対する暴行、殺人事件等は含
まれておりません。そして、いまだ我が国で起きた犯
罪を我が国の法律で裁くことさえできておりません。
　３つ目に、基地被害です。基地から派生する爆音や
落下物、ＰＦＯＳによる土壌や水質汚染など、県民は
安全に生きる権利さえ奪われております。普天間第二
小学校に米軍ヘリの窓枠落下事故以来、運動場の２か
所に設置されたシェルターへの子供たちの避難は年間
1000回を超えるなど、続いています。
　４つ目に、米軍基地は沖縄経済発展の最大の阻害要
因であると言われるように、嘉手納以南の米軍基地は
返還されることによって直接経済効果は年間8900億
円とされ、さらに雇用者数は８万人を超えると見込ま
れています。いまだにその利益を手にすることはでき
ておりません。
　５つ目に、県議会において、他府県では見られない
米軍基地関連の質疑に労と時間を要し、平成25年か
ら令和３年までの県議会の意見書及び決議の合計は
1137件で、そのうち米軍基地関係は496件と43.6％
に上ります。
　このように戦後から今日まで県民の安全・安心を脅
かし、県経済の発展を阻害し、県庁に基地関連部署を
設置するなど、他府県にはない負担を強いられていま
す。この上さらに新基地を造るという、この不条理を
打開するため米国・ワシントンへ事務所を設置いたし
ました。民意は、子や孫の代までこの状況を押しつけ
てはならないと、そういう意思を何度も表明していま

‒･511･‒



す。
　ところで私は、2000年初頭から2017年までの間、
米軍基地問題を当事者である米国へ訴えるため４度訪
米しています。2000年初頭には、米国のあちらこち
らで日本の国内問題だと一蹴されたり、ある人は、ロ
ビーイングで米下院のアジア太平洋小委員長に沖縄の
人口は2000人ぐらいかと言われたときの衝撃を私に
語りました。2012年、2015年、2017年と訪米する
うちに人脈ができ、動きが出てきました。訪米団は
20代から70代と幅広く、経済界、労働組合、市民運
動家、学生、議員を含む20人余の規模で訪米してま
いりました。面談相手は米連邦議員、国防省、シンク
タンク、自然保護団体、労働団体、退役軍人の会など
です。訪米団の中には地元のラジオ番組への生出演や
記者会見、ホワイトハウス前での地元の人々と一緒に
スタンディングなどを行いました。訪米団はいくつか
のチームに分かれ、１回の訪米で50か所以上に面談
を行ってまいりました。面談相手から最も多い感想
は、初めて知ったという感想であり、要望は、継続し
た情報が欲しいということでした。
　１つの事例を紹介します。一人の人から1250万人
へと広がる事例です。
　2015年10月、カリフォルニア大学労働研究セン
ター所長であり、アジア太平洋系米国人労働者連合、
略してＡＰＡＬＡといいますが、その創設者であるケ
ント・ウォン氏が来沖いたしました。私も県議会でお
会いしました。辺野古へ案内いたしました。米軍基地
のために、こんなに長く苦しい闘いを強いられている
人々がいたなんて知らなかったと衝撃を受けたと後に
語りました。彼は帰国後すぐに、オークランドで開か
れていたＡＰＡＬＡの幹部会議で名護市辺野古の新基
地建設計画に反対する決議を提案し、採択されまし
た。
　ＡＰＡＬＡには、全米に20以上の支部を持ち、66
万人ものアジア太平洋系の労働組合員がいます。それ
から２年後の2017年、カリフォルニア州アナハイム
市で開かれたＡＰＡＬＡ25周年記念総会にオール沖
縄訪米団として参加いたしました。エンゼルスタジア
ムのすぐそばのヒルトンホテルで３日間、全米から集
まったＡＰＡＬＡの幹部級代表者約600人に対し、沖
縄のブースやワークショップを開き理解を求めまし
た。総会最終日に、沖縄の人々との連帯と題した決議
が採択されました。決議は、沖縄県民の大半が辺野古
新基地建設計画に反対していると指摘し、１つ目に、
米軍基地拡張に反対する沖縄の人々と連携する。２つ
目に、米大統領や米連邦議会議員に書簡で沖縄の米軍

基地拡張への反対を伝える。３つ目に、全米の労働組
合の幹部らに沖縄の軍事拡張計画への反対を支持する
よう伝えるなど、今後の具体的活動を提起しました。
　その決議は、ＡＰＡＬＡの上部団体であるワシント
ンＤＣに本部の置かれた米労働総同盟・産別会議に上
げられ、私たちは国際部長であるキャシー・ファイン
ゴールド氏に会いました。部長は、ＡＰＡＬＡと共有
して闘いを広めていきたいと連帯の決意を表明しまし
た。全米56の支部を持ち1250万人の組合員がおり、
基地関連と反核運動に力点をおいて活動し、民主党の
最大の支持母体でもあります。これは、沖縄の現状を
見た一人のリーダーの活動の広がりですが、沖縄に関
心を持ってもらうためには、一人でも多く招致するこ
とが最も重要だと考えています。
　ワシントン事務所には、沖縄の現状や民意をリアル
タイムで伝え、相手からの要望に迅速に対応し、信頼
関係を構築するため継続した取組を期待しておりま
す。
　戦後70年もの間、日本政府からの情報しか届いて
いないワシントンに７年間沖縄の民意を伝え、情報を
リアルタイムで適切な場所へ提供し続けることこそ沖
縄の未来への扉であると考えます。
　短い期間において、外交防衛分野で米有数のシンク
タンクであるＣＳＩＳが辺野古新基地について疑問を
呈しました。完成するには可能性が低そうだと、そう
いうような問題を報告書に載せたことの重みを私は強
く感じております。米メディアが基地問題を取材する
ため来県したこと、知事にインタビューを実現したこ
と、これも大きな成果です。さらに連邦議会調査局か
らは高い評価をもらっているなど、県民とともに評価
したいと思います。
　最後に、2012年の仲井眞知事の訪米費用は５泊７
日で1100万円を超えていました。円安の今日、ワシ
ントン事務所の予算は為替レートを踏まえた増額をす
べきだと私は考えています。
　ワシントン駐在員活動費の削減を求める修正案に反
対し、原案に賛成いたします。
　どうぞ、皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　会派沖縄・自民党を代表しまして、
ただいま議題となっております甲第１号議案に対する
修正の動議について賛成の立場から討論を行います。
　この修正の動議でありますけれども、我々会派沖
縄・自民党は、このワシントン駐在費が2015年度に
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設置されて以降、その在り方や存在意義さらには目的
の実効性について一貫して疑義を唱え、その廃止を求
めてまいりました。その間、沖縄県は、様々な活動を
実施してきたと議会答弁を続けておりますけれども、
我々からすれば、全くもって成果が伴っていないと言
わざるを得ない予算であります。
　県のホームページに、2023年３月時点におけるワ
シントン駐在活動報告書というものが掲載されており
ます。それによりますと、令和４年におけるアメリカ
側の関係者との面会人数が1300人を超える見込みで
あり、過去最高を記録したとの記載がなされておりま
す。しかし、そこには、どういった方々とお会いした
のか、政府関係者あるいは連邦議会議員なのか、州議
会議員なのか、民間のどのようなシンクタンクなの
か、そういった詳細な内訳が一切記載されていないの
であります。そして、この1300人という数字は延べ
人数なのか、実数なのか、そういったことも分からな
い。極めて不親切な報告書であると言わざるを得ない
のであります。
　加えて、米国の様々なシンクタンクの報告書におい
て、県側の主張が酌み入れられたなどとアピールして
いますけれども、県の主張がどのようなもので、その
裏づけがどのようなものだったのか、それらが引用さ
れて記載されているのであれば内容は理解しやすいと
いうことですけれども、各シンクタンクの調査・報告
書の中において、辺野古基地建設は不可能だといった
表現が見られるだけで、県のワシントン駐在の活動の
成果として、各シンクタンクがどのように動いて、そ
の因果関係を示す根拠となるべき典拠または出典な
ど、そういったものが一切記載されていないのであり
ます。したがって、ワシントン駐在の活動が各シンク
タンクの活動にどの程度影響を与えたかということ
は、誰にも理解できないものとなっています。そうい
う状況では、ワシントン駐在の在り方というものは極
めて信憑性が薄いと言わざるを得ないのであります。
　加えて、３月６日から約１週間、知事はワシントン
へ自ら赴いて活動したと言っております。予算特別委
員会の総括質疑において、知事はどのような方とお会
いしたのか、また、それらのアポイントメントを誰が
どのように取ったのかという質疑に対してワシントン
駐在が行ったと答弁しておりましたが、実際は、外務
省がいわゆる便宜供与依頼を受けて行ったということ
が判明しております。外務省とのやり取りは本庁職員
が行えば事足りるのであって、ワシントン駐在がわざ
わざやり取りを仲介する必要も合理性も全くないので
あります。また、業務の実態は、支援活動業務と運営

支援業務と称して、駐在予算の大半を業務委託先に委
託しています。
　そして、そのような安易な考え方は、次年度新たに
創設される地域外交室の活動にも飛び火しないのか非
常に憂慮するところであります。結局、現地でのコー
ディネートは外務省頼みとなり、日本大使館や領事館
では、余計な仕事が増えるばかりとなっているのが現
状であります。いつまで成果の上がらないワシントン
駐在所を存続させるのですか。
　創設以来７年間、累計で７億円もの県民の血税が投
入されております。
　知事の辺野古に絶対基地を造らせないとする公約実
現には、残念ながらワシントン事務所はその役割を果
たしているとはとても言い難いものがあります。即
刻、費用対効果の低いワシントン駐在予算を組み替
え、県民の暮らしの安全・安心のために予算を執行す
るべきであります。
　以上の理由から、甲第１号議案に対する修正の動議
であるワシントン駐在に係る予算を削り、予備費へ移
すことについて、議員各位の賛同を賜りますようお願
い申し上げ、私の討論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより甲第１号議案から甲第24号議案まで及び
甲第37号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。
○上原　　章君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　まず、本案に対する西銘啓史郎君外17人から提出
された修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立少数であります。
　よって、修正案は、否決されました。
　　　――――――――――――――――――
○座波　　一君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後０時13分休憩
　　　午後０時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　原案に賛成の諸君の起立を求めます。･
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立全員であります。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案から甲第24号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○當間　盛夫君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時15分休憩
　　　午後０時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、甲第37号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第37号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時17分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き議事を進行いたします。
　日程第８　委員会提出議案第２号　第88回国民ス
ポーツ大会及び第33回全国障害者スポーツ大会の招

致に関する決議を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　経済労働委員長大浜一郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会提出議案第２号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　大浜一郎君登壇〕
○経済労働委員長（大浜一郎君）　ただいま議題とな
りました委員会提出議案第２号につきまして、経済労
働委員会の委員により協議した結果、委員会提出議案
として提出することに意見の一致を見ましたので、提
案理由を御説明申し上げます。
　国民体育大会は、昭和21年から各都道府県の持ち
回りで開催される国内最大のスポーツの祭典でありま
す。
　沖縄県においては、昭和48年に若夏国体、昭和62
年に海邦国体及び第23回全国障害者スポーツ大会が
開催されておりますが、本県における同大会の再度の
開催が令和16年に予定されております。
　つきましては、同大会の招致に向け決議を提案させ
ていただいた次第であります。
　次に、委員会提出議案第２号を朗読いたします。

〔第88回国民スポーツ大会及び第33回全国障
害者スポーツ大会の招致に関する決議朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、申し上げます。
　ただいま議題となっております委員会提出議案第２
号については、会議規則第37条第２項の規定により
委員会の付託を省略いたします。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　これより委員会提出議案第２
号「第88回国民スポーツ大会及び第33回全国障害者
スポーツ大会の招致に関する決議」を採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
･･よって、委員会提出議案第２号は、原案のとおり可
決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第９　議員提出
議案第１号　沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に
対し対話と外交による平和構築の積極的な取組を求め
る意見書及び日程第10　議員提出議案第２号　我が
国の平和を維持するための外交・防衛政策の推進を求
める意見書を一括議題といたします。
　まず、議員提出議案第１号について提出者から提案
理由の説明を求めます。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　皆さん、こんにちは。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号につ
きまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　提案理由は、沖縄を再び戦場にしないよう日本政府
に対し対話と外交による平和構築の積極的な取組を求
めることについて関係要路に要請するためでありま
す。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。

〔沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し
対話と外交による平和構築の積極的な取組を
求める意見書朗読〕

　以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、本議案につきましては、意見書の趣旨を関係
要路に要請するため、議員を派遣する必要があること
から、議長におかれましてはしかるべく取り計らって
いただきますようお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　議員提出議案第１号に対する質疑の通告があります
ので、順次発言を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　沖縄・自民党の大浜一郎でございま
す。　
　提出されました議員提出議案第１号については、提

出者である与党の皆様とは沖縄・自民党としても議案
文の内容の調整については真摯に対応させていただき
ました。それは、議案が議決された場合においては、
議案文に書かれている文言の放つ響きや力、その文脈
については、沖縄県議会の意思として発出される以
上、それは相当に重く、議会として責任を負うからで
あります。
　議案第１号の根底にある我が国、とりわけ沖縄周辺
における厳しさを増す安全保障環境への与党の皆様と
の現状認識、そして我が国として現状取るべき防衛政
策や外交についての各種議論についてこれほどの認識
そごがあるのかと、ある意味驚いております。
　沖縄・自民党は、沖縄の自民党です。
　沖縄・自民党は、これまでも快適で活力ある県民生
活の実現のため、そして県民の安心・安全を守るため
に現実的な解決を視座として政治を行ってまいりまし
た。だからこそ、議案第１号に関しては、県民の安
心・安全に関わる事柄であるからこそ、もっと対話
を、継続に時間をかけて本来は全会一致を目指すべき
であったと思っております。私が疑問に思うことは、
なぜにして今定例会でまるで時間切れのように、そし
て議論を打ち切るかのように議決を急ぐ必要があった
のか。次回の定例会までどうして時間をかけた議論
を、構築を模索できなかったのか。そこにも大きな疑
義を感じておりますし、残念な気持ちであります。
　まずは、防衛力整備計画についてお尋ねします。
　提出者は、自衛隊駐屯地の建物や装備品の現状をど
のように理解しているのか、お伺いします。
　次に、沖縄・自民党会派は駐屯地を視察する中で、
設備の更新・長寿命化やしかるべき量と質がそろった
装備品の調達の必要性を感じておりますが、提出者は
どのような現状認識を持っているのか伺います。
　反撃能力の保有と抑止力についてであります。
　「反撃能力による攻撃」とありますが、あたかも我
が国の先制攻撃を認めるとも取れる表現ではありませ
んか。国家安全保障戦略において、「反撃能力は、憲
法及び国際法の範囲内で、専守防衛の考え方を変更す
るものではなく、武力の行使の三要件を満たして初め
て行使され、武力攻撃が発生していない段階で自ら先
に攻撃する先制攻撃は許されないことは言うまでもな
い」と述べられており、表現としては不適切ではない
かと、その点をお伺いします。
　次に、提出者は、抑止力をどのようなものと捉えて
いるのかお伺いします。
　次に、反撃能力の保有は、相手に攻撃を思いとどま
らせる、いわゆる拒否的抑止であり、国際関係論にお
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いては一般的に是認されている考えだというように思
いますが、提出者の見解をお伺いします。
　次に、「アジア太平洋地域において甚大な経済損失
を生み出す」とありますが、提出者は具体的にどのよ
うな事象を想定し、このような結果が引き起こされる
と考えているのかお伺いします。
　また、提出者は「アジア太平洋地域の安全保障環境
が厳しさを増している」という認識を持っておられる
ようでありますが、安全保障環境を厳しくしている要
因は何だと考えているのかお伺いいたします。提出者
は、抑止力の強化がかえって地域の緊張を高めるとい
う認識を持っておられるようであります。我が国の４
倍近い国防費を抱える中国に対して、我が国としてど
のような姿勢で外交や対話をすべきであると考えてい
るのかお伺いいたします。
　最後に、提出者は防衛当局との意見交換など密に
行ったことがあるのかどうか。そして、どのような理
論的ベースの上に今回の意見書を提出したのか、その
点をお伺いしたいというように思います。
　明確な答弁をお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　それでは、順に答弁していきます。
　まず、(1)の防衛力整備計画についてのア、自衛隊
駐屯地の建物や装備品の現状の理解についてというこ
とでお答えいたします。
　宮古や石垣の駐屯地建設は、住民の合意がないまま
強引に進められたものと考えております。さらに、防
衛力整備計画において、スタンド・オフ防衛能力とし
て、陸上自衛隊にスタンド・オフ・ミサイル部隊を設
置することが示されており、到底容認できないと考え
ております。
　次に、設備の更新、長寿命化、装備品の調達の必要
性の認識についてお答えいたします。
　防衛力整備計画においては、必要な防衛力整備費用
を43兆円程度としておりますが、具体的な防衛力整
備計画もないまま数字ありきとの指摘もあり、疑問が
あります。また、装備品についてもスタンド・オフ・
ミサイルを配備するとされており、到底容認できない
ものと考えます。
　次(2)、反撃能力の保有と抑止力についてのア、反
撃（敵基地）攻撃能力について、これまで日本政府も
敵基地攻撃能力と表現してきており、最近になって反
撃能力と言い換えたものと承知しています。また、こ
れまで日本政府は専守防衛を基本としてきましたが、
敵国に届くようなミサイルを保有することは専守防衛

を逸脱するものであると言わざるを得ないと考えま
す。
　次にイ、抑止力をどのように捉えているかについて
お答えいたします。
　軍事力のみによる抑止は、相手国との果てしない軍
備強化、軍拡競争につながり危険であると考えます。
抑止力は経済的互恵関係をはじめ、観光、教育など
様々な分野での交流で醸成されてくると考えます。
　次にウ、反撃能力の保有は拒否的抑止についてとい
う見解についてお答えいたします。
　反撃能力の保有、つまり敵国に届くミサイルは専守
防衛を逸脱するものであり、軍事力による抑止は相手
国との果てしない軍備強化、軍拡競争につながり、危
険極まりないと考えます。
　次(3)、「アジア太平洋地域において甚大な経済損
失を生み出す」ということについて答弁いたします。
　昨年11月11日の日本経済新聞によると、アメリカ
国務省が、台湾周辺で紛争が起きれば推計２兆5000
億ドル、約356兆円の経済損失が生じ、世界経済に多
大な衝撃が及ぶと警告を発したということです。当
然、アジア太平洋地域はもとより日本にも多大な影響
が及ぶことは必至で、沖縄の基幹産業である観光産業
にも甚大な影響が出るものかと懸念いたします。
　(4)、アジア太平洋地域の安全保障環境の厳しさの
要因について。
　台湾有事が起きれば米国が介入するとの発言や、台
湾有事は日本有事といった発言が地域の緊張を高めて
いると考えており、このようなことが台湾有事を引き
起こしてはならないと考えます。対話と交流による平
和的な外交努力がさらに必要ではないかと考えます。
　次(5)、中国に対してどのような姿勢で外交や対話
をすべきとの考えかについてお答えいたします。
　意見書にもあるように、日中共同声明をはじめ、日
中平和友好条約、日中共同宣言、戦略的互恵関係の包
括的推進に関する日中共同声明及び日中関係の改善に
向けた話合いと、日中両国において確認された諸原則
を遵守し、両国間の友好関係を発展させ平和的に問題
を解決するための外交や対話をすべきだと考えます。
　次(6)、どのような理論的ベースで意見書を提出し
たのかについて。
　沖縄本島のうるま市をはじめ、宮古及び八重山地域
へのミサイル配備、航空自衛隊那覇基地の地下化、沖
縄市の弾薬庫建設など本県の軍事要塞化が進んでお
り、沖縄が再び標的にされるとの不安が県民の中に広
がっていると考えております。ですから、日本政府に
対し、対話と外交による平和構築への一層の取組によ
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り、決して沖縄を再び戦場にしないよう強く求める意
見書を提出しました。防衛当局との意見交換ですが、
防衛当局の地元住民に対する基地建設に関する説明、
意見交換が不十分な中で基地建設が進められたことは
遺憾であります。本意見書が可決されたら防衛当局に
直接意見書を手交し、意見交換できたらと考えます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　まず、これほど認識のそごという
か、認識の違いというか、まるで引き出しが違う。あ
たかも同じ空気を吸っているのかなと思うような感じ
がしますが、まずは、１番の防衛力の整備について、
住民の合意はない中で進められてきた。住民の合意を
認識するには、じゃどういうふうな内容で、どこの時
点で合意で、どの時点で合意がないというように言う
んですか。皆さんは、選挙で勝てば、全てこれは合意
と言って今までもやってきたんじゃないんですか。石
垣市でも市議選にせよ首長選にせよ、我が方が当選を
しましたが、じゃそれはどういう意味を持つんです
か。その点についてお伺いします。
　あと、スタンド・オフの――例えば、沖縄に配置す
るかどうかというのは決まっていないというのが政府
の見解であります。しかも何千キロも飛ぶようなスタ
ンド・オフの機能は何も陸上に置く必要もない。これ
は小野寺さんがはっきり、石垣島で言っていた話で
す。どこに置くのかを明らかにしない今の現状の中
で、どうして石垣島にスタンド・オフの基地を置くと
いうふうに認識されたのか、非常にこれはミスリード
ですね。
　それとイのほうの設備の更新とかありますが、43
兆円の数字ありきであるということでありますけれど
も、何をどのようにしていくのかというのはこれから
の議論になろうかというのがこれは政府の見解であり
ます。ですので、今まで20年間ほとんど日本の防衛
費は増減しておりません。整備にしても共食い状態と
いう、部品をこっちから持ってきてあそこに付けて、
だましだましの防衛をしてきたというのが実際のとこ
ろであります。このような中でしっかりとした防衛を
するためには、それなりの予算が必要だということ
は、それなりの御理解はいただけなければいけないな
というように思います。
　それと反撃能力に関してですけれども、相手に先制
能力を――相手に届くようなミサイルがあることは、
これ先制攻撃になるというふうなことが言われており
ますが、ここにちゃんと書いてありますようにです

ね、武力の行使の３要件を満たして初めて行使をされ
るわけであります。「武力行使が発生していない段階
で、自ら先に攻撃をする先制攻撃は許されないという
ことはいうまでもない。」と明確に言っているわけで
す。ですので、そういったことがなぜ先制攻撃と同
じ、同義になるんですか。その辺のところが全くわか
りません。
　それとアジア太平洋のこの事象に関してですけれど
も３番ですね。甚大な経済損失を生み出すということ
でありますけれども、これはある想定に対する皆さん
の解釈でありまして、どのようなことが起きるかとい
うことはまだ明らかになっているわけではありませ
ん。それはもちろん、いろんな経済的な損失は起きる
でしょう。でもそれを累積した数字が今現段階で分か
るはずもありませんので、もう少しこの辺のところは
皆さんの中で精査をして、そういった言葉をお使いに
なるほうがよろしいかというふうに思います。
　アジア太平洋地域の安全保障が激しさを増している
という認識についてですけれども、日本有事という言
葉が起因して、安全保障環境が厳しくなっているとい
う趣旨の答弁をされましたけれども、日本有事という
のは、我々が巻き込まれてしまうということなわけで
す。我々がそれを言うから巻き込まれてしまうかもし
れないということが、これが安全保障環境を厳しくし
ているというのは、これはもう問題のすり替えであり
ます。この海峡で、今私たち尖閣諸島を抱える私の地
元においては、連日のように領海侵入がされ、約336
日ですか、ＥＥＺの排他的経済水域をうろちょろうろ
ちょろ毎日毎日やっている。領海侵入だって当たり前
のようにやるようになってきた。この前沖永良部の方
でも領海侵入をしましたね。この圧力をもってこの近
海でやっているのはどこの誰ですか。その辺のところ
に全く言及しないというのは、非常に、何をか言わん
やということぐらい国際感覚が鈍いというふうに私は
思います。
　提出者の、抑止力がかえって地域の緊張を高めると
言うことでありますけれども、私も御質問しましたけ
れども、中国の防衛費というのはこの20年間で約7.8
倍ですか、相当に上がってきています。今回の全人代
でも相当の増額がされています。公表ベース以外にも
公表されていないベースがあるというのが世界の常識
でありまして、それも我々の、もう４倍以上になると
いうことが分かっております。ですので、そういう力
を後ろ盾にした中国が実際にいるということ。そして
皆さんのお答えの中にはその点には一切触れずに、日
中共同声明を大事にする。これを大事にすることに
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よって、この緊張が緩和していく。そうなればそうい
うふうになるでしょう。しかし、お互いに交わした条
約、そして約束事、それを今一方的に毀損しているの
はどこの誰ですか。何でそういったところにきちんと
言及しないんでしょうか。その辺が非常に回答として
は不十分だというように思います。
　そして、私たちは常々――先ほど申し上げましたよ
うに、現実的な視点からどのようにすれば問題の解決
になるかというようなことでもって、もちろん防衛局
の話も聞きますし、現場の皆さんからもお声を聞いた
り、そして今どういう状況にあるかという国際情勢に
ついても常々新しい情報に触れることを心がけていま
す。しかしながら、皆さんの答弁の中には、不安の声
があると。当然不安な声はあるでしょう。だからこそ
我々議会、政治家はしっかり、どういうことがあるか
らどういうことをしなきゃいけないというのを示して
いくのが我々の仕事ではないんですか。そして、防衛
当局が説明が不十分とありますが、いくら言っても、
不十分と言うんですよ。石垣でももう７回も説明会を
しているんですけれども、いまだに不十分と言う。
じゃ何回やったら十分なのか。気に入らなければ説明
会にも来ないというようなこともある。そうではなく
て、真摯に対応すると防衛局が常々言っているので、
不十分ということには当たらないのではないかと思い
ます。その辺についての答弁もしっかりされていただ
きたいと思います。
　それとただいま國仲議員が答弁についてるる述べま
したけれども、これは与党各会派の共通認識、そして
共通の答弁として理解していいんですか。その点につ
いても最後お聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　答弁いたしますけれども、ちょっと
多くの質問だったので、もし答弁漏れがあれば御指摘
をお願いしたいと思います。
　まず、駐屯地建設の住民の合意がないままというこ
とについてですけれども、例えば私の――宮古のほう
を例にとりますと、やはりその駐屯地の誘致に関して
も、反対の意見も数多くありました。説明会もなかな
か開かれないということがありました。そういうこと
で、住民の合意がないままという表現になっておりま
して、私たちもそのように考えているということでご

ざいます。それから43兆円程度について、これは、
これから……。
　すみません、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　失礼しました。
　この防衛費43兆円については、これは防衛力整備
計画で示されているということと、あとは国会でも数
字ありきだと批判されたり、あるいは去年の12月の
東京新聞でも、具体的な装備を査定している最中に政
治決着になったとかということでいろいろ批判がある
ということであります。
　それからスタンド・オフ・ミサイルについてですけ
れども、これは防衛力整備計画の中でしっかりとうた
われております。さらにそれを、じゃ沖縄に配備しな
いんですかということになると否定していないという
ことで、沖縄に配備される可能性というのは高いので
はないかと私たちは考えております。それから、あと
敵基地攻撃能力の中で、相手の攻撃がなければ攻撃は
しないと言っているとか、そういうことですけれど
も、これまで日本政府というのは、敵基地攻撃自体と
いうのは他国に攻撃的な脅威を与える兵器を平素から
持つことは、憲法の趣旨ではないというふうにしてき
ているということです。ですからその敵国に届くよう
なミサイルというのは、これまで日本政府が示してき
た専守防衛を逸脱するものであるというふうに私たち
は考えております。
　(3）については、いろいろと与党議員としても精査
しなさいということなので、しっかり勉強させていた
だきます。
　(4)の台湾有事を引き起こしてはならないというこ
とについてですけれども、台湾有事を日本有事と言っ
た発言がそうなのかと言う御質問ですが、実は私、一
般質問でもやりましたけれども、在沖米軍トップの発
言で、ウクライナの成功というのは、アメリカと西側
諸国が何年もかけてウクライナで準備したんだと、そ
れで成功したんだと。その成功事例を踏まえて、現在
は中国との戦争に備えて日本と準備を進めているとい
うような発言があります。それから自民党の防衛大臣
経験者が、あるメディアで、台湾有事でアメリカから
支援要請が来たときは、日本は同盟国として断れな
い。断れば同盟が徹底的に毀損すると発言していたと
いうようなこともあります。ですからそういったコメ
ントとかを見ると、台湾有事につながる危険性がある
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というふうに考えております。
　それとこの答弁については当然提出者全員で確認し
てありますので、提出者全員の同意ということで理解
してよろしいと思います。
　以上で答弁ですけれども、答弁漏れがあれば御指摘
をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　私たちは、これまで日中両国におい
て確認された諸原則というのは、両国の責任で遵守す
べきだというふうに考えております。ですから、これ
までの日中両国において確認された諸原則をしっかり
と両国遵守して、両国間の友好関係を発展させてい
く、それが大事だというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　先ほどの経済損失の件ですけれど
も、これは昨年の11月11日の日本経済新聞の記事か
ら引用したものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　大浜一郎議員の再質問にお答えさせ
ていただきます。
　先ほど、日中両国間の諸原則に基づいてという点に
ついて、先ほど答弁したことに対して、この諸原則を
一方的に毀損しているのはどこかということでしたけ
れども、多分これは尖閣諸島への、向こうの海警局の
船の領海侵入とか、そういったものを言っていると思
います。で、尖閣諸島は日本の領土であるということ
は、我々も県議会もみんな共通の認識であります。そ
してそのことに対して、断じて容認できないという点
でも一致していると思います。その件に関しては、こ
れまで県議会で度々全会一致の意見書、抗議決議を上
げてきました。一番最近では、令和３年３月30日、
２年前に意見書も上げています。ですから、私たちは
この尖閣諸島への中国船などの領海侵入とかそういっ
たものは断じて容認できない。だからといって、これ
を武力で解決したら駄目ですよ、これも対話と平和的
な外交でやりなさいよということで、意見書も全会一
致で上げていますので、そういう精神でやっていこう
というのが今回の趣旨だと思いますので、ぜひ御理解
願いたいと思います。

○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　沖縄・自民党の下地康教でございま
す。
　議員提出議案第１号「沖縄を再び戦場にしないよう
日本政府に対し対話と外交による平和構築の積極的な
取組を求める意見書」に対する質疑を行いたいという
ふうに思います。
　今、私たち沖縄県を含むアジア太平洋地域の安全保
障環境が厳しさを増しております。その中で、中国の
軍事費の拡大は周辺国の脅威というふうになっており
ます。2022年、中国の防衛予算は30兆を超えており
ます。それは、日本の国防費5.5兆4000億の約５倍以
上にも達している状況であります。中国は、今世紀半
ばまでに世界一流の軍隊をつくるとの目標を掲げてお
り、今後も軍拡を続けると見られております。そのよ
うな状況において、抑止力を持たず平和外交のみで国
民の安全を守り切れるのかということを私は考えま
す。また、中国の軍備増強は、東シナ海や南シナ海、
さらにインド洋を含むアジア太平洋地域における力に
よる現状変更を行う意図を十分に読み取ることができ
ます。尖閣問題にしても、60年代末に地下資源埋蔵
の可能性が明らかになってから中国は領有権を主張し
始めております。また、沖縄の本土復帰における日米
沖縄返還協定で、対象地域に尖閣が含まれることに中
国は初めて公式声明として異を唱えております。その
ことを踏まえて質疑に入りたいというふうに思いま
す。
　(1)、「沖縄を再び戦場にしないよう」とあるが、
提出者は沖縄が再び戦場になるという蓋然性をどのよ
うに認識しているのか伺う。
　(2)、「沖縄の軍事的負担を強化する」とあるが、
防衛力の強化がなぜ負担となるのか、提出者の意見を
伺う。
　(3)、「本県の軍事要塞化」とあるが、提出者が軍
事要塞という用語を用いて意味するところは何かを伺
います。
　(4)、要請事項の１について。
　ア、「軍事力による抑止ではなく」とあるが、提出
者は一切の抑止力を否定する趣旨なのか、伺う。
　イ、「軍事力による抑止ではなく、外交と対話によ
る平和構築」を実践している国はあるのか、提出者の
意見を伺う。
　(5)、要請事項の２について、「平和的に問題を解
決すること」とあるが、日中両国における問題とは何
だというふうに提出者は考えているのか伺う。
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　(6)、連日のごとくミサイルを発射している北朝鮮
の脅威についてはなぜ触れられていないのか、提出者
の意見を伺う。
　(7)、ロシアによるウクライナ侵略との関連につい
て、同様のことが我が国において発生しないという保
証はあるのか、提出者の意見を伺う。
　(8)、意見書をめぐる協議・調整は時間をかけて行
うべきではないか、なぜ提出者は今議会での議決を急
ぐのか伺う。
　以上、答弁を聞いて質問します。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　答弁いたします。
　まず（1)、沖縄が再び戦場になるという蓋然性につ
いて。
　米国のシンクタンクＣＳＩＳが出した台湾有事のシ
ミュレーションの必要条件に、米軍が日本国内の基地
を使用できることだと述べています。その中で嘉手納
基地のシミュレーションが事細かく述べられているこ
と、また自衛隊が基地の地下化を進めていることや、
政府がシェルターに言及するなど沖縄における有事を
視野に入れた動き、これが平和的外交による対話を怠
り、軍事強化のみに頼った場合に沖縄が戦場になる可
能性は非常に高くなるというふうに考えております。
防衛力の強化がなぜ負担になるのか、政府がこのまま
軍事力強化を続ける中で台湾有事が起きた場合、沖縄
が戦場になる可能性は非常に高まり、そのこと自体が
沖縄県民にとって最大の負担になるというふうに考え
ます。
　(3)、「本県の軍事要塞化」について。
　この軍事要塞という語を用いている意味するところ
は何かというところですけれども、沖縄本島のうるま
市をはじめ宮古及び八重山地域へのミサイル配備、航
空自衛隊那覇基地の地下化、沖縄市の弾薬庫建設な
ど、沖縄での軍事基地拠点化が進んでいることを軍事
要塞化と表現したところです。
　(4)、要請事項の１についてのア、一切の抑止力を
否定する趣旨かについて答弁します。
　日本はこれまで専守防衛が基本だったはずですが、
今の防衛力強化はそれを超えるものであると考えま
す。軍事力のみによる抑止は相手国との果てしない軍
備強化、軍拡競争につながり危険であり、抑止力は経
済的互恵関係をはじめ、観光・教育など様々な分野で
の交流で醸成されてくるものと考えます。
　次イ、外交と対話による平和構築を実践する国につ
いて。

　これまでは、我が国は専守防衛の考えの下、戦後
78年間武力衝突もなく、外交と対話による平和構築
に取り組んできたと考えておりまして、外交と対話に
よる平和構築を実践する国としては、我が国が挙げら
れるというふうに考えます。
　次(5)、日中両国における問題とは何か。
　先ほどから指摘しておりますように、対話と外交に
よる平和構築への取組が不十分であることが問題だと
考えます。経済的互恵関係をはじめ、観光・教育など
様々な分野での交流により平和構築への一層の取組を
求めたいと考えます。
　（6)、北朝鮮の脅威についてなぜ触れていないの
か。
　私たちは昨年の２月議会から、日中両国間の友好関
係を発展させ、平和的に問題を解決するという趣旨の
請願を総務企画委員会で議論してまいりました。今回
の意見書は明らかに中国を意識している安保３文書の
問題意識を踏まえたものであり、意見書では北朝鮮に
は触れていません。
　（7)、ロシアによるウクライナ侵攻と同様、我が国
で発生しないという保証はあるか。
　まさに我が国がウクライナと同様のことが起きない
よう、本意見書を提出したところです。ただ、我が国
の状況はロシアによるウクライナ侵攻とは全く状況が
異なり、日中は外交で対処しています。私たちがウク
ライナ戦争から学ぶべきことは、戦争が始まればミサ
イルからの逃げ場がなく、悲惨な被害が生み出される
ことになる。そのような状況になる戦争は絶対に起こ
してはならないということだと考えます。
　（8)、なぜ、意見書の今議会での議決を急ぐのか。
　私たちは、昨年の２月議会から日中両国間の友好関
係を発展させ、平和的に問題を解決するという趣旨の
請願を総務企画委員会で議論してまいりました。意見
書についても提案してきましたが、自民会派の調整が
整わないということで今議会に至っております。今議
会では、昨年12月に閣議決定された安保３文書に危
機感を抱き、これまでの趣旨と併せて今回の意見書を
提出しました。今議会で意見書を提出するに当たり、
委員会開催前から自民党会派、公明党会派、無所属の
会と文言調整をしてまいりましたが、その中で自民党
会派の調整案が私たちの意見書と趣意が全く異なりま
したので、再度調整をお願いしましたが合意できない
ということでありました。私たちも全会一致が望まし
いという考えでしたけれども、合意できずに非常に残
念だと思っております。
以上です。
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○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　御答弁ありがとうございました。
　まずですね、この……。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○下地　康教君　まずですね、私の質問で、連日のご
とくミサイルを発射している北朝鮮の脅威についてな
ぜ触れられていないのかという形に対して、私の納得
するような回答ではありませんでした。
　まず、今、防衛というものにおいては、このミサイ
ルというのは非常に注目されている。また重要なもの
だというふうに考えられておりまして、中国は中距離
弾道ミサイルや極超音速ミサイルなどの一部の能力
は、既に米国を上回っているというふうに言われてお
ります。また、北朝鮮もそういう技術を非常に今開発
をしているという状況です。そういう中において、や
はりそういう状況においても、日本はミサイルを含め
た抑止力、そういったものを持ってはいけないという
ふうに本当に考えているのかどうか、それをしっかり
お答えいただきたいというふうに思っております。
　それともう一つ、まず１番ですね。
（1)、「沖縄を再び戦場にしないよう」という質問の
中で、沖縄が再び戦場にならないという蓋然性という
ふうな質問で、米国のシンクタンクの見解で米国は、
日本の基地を必ず使用できるということを言っている
と。しかし、やはり日米安全保障条約の中でそういっ
たこともしっかりと捉えられていて、その中で沖縄に
おける安全保障、また世界の状況をしっかりと抑止し
ていくという形で捉えられている中において、なぜ沖
縄が再び戦場になるというその不安ですね、それがな
ぜあるのか、それをしっかりとお聞きしたいというふ
うに思っております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　答弁いたします。
　まず、日本はミサイルを保有できないのかと、でき
ないと考えているのかということですけれども、これ

は先ほども答弁しましたが、日本のこれまでの専守防
衛という考え方では、他国に攻撃的脅威を与える兵器
を平素から持つことは憲法の趣旨ではないというふう
にしてきたというのがあります。それから、今月の参
議院の予算委員会でも、政府が憲法上保有できないと
してきた他国に脅威を与える攻撃型の兵器にほかなら
ないというような指摘もありまして、やはり専守防衛
の下では敵国に、他国に攻撃的脅威を与えるような兵
器は持てないというふうに考えております。
　それから、沖縄が再び戦場になるという蓋然性につ
いてですけれども、先ほどの繰り返しになりますけれ
ども……。
　ごめんなさい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　先ほども述べたとおり、自衛隊も基
地の地下化を進めている、あるいは政府がシェルター
に言及する、あるいは国家防衛戦略では南西地域の空
港・港湾施設などを整備し、日頃から利用可能範囲を
拡大するとか、沖縄県の陸自第15旅団を師団に改編
するとか、そういった様々なことを踏まえますと、非
常に危うい動きだなというふうに私たちは考えており
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　それでは、中国の動向について安保
３文書の国家安全保障戦略の中で、現在の中国の対外
的な姿勢や軍事動向は我が国と国際社会の深刻な懸念
事項だというふうに述べております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　私たちは特に中国を意識したものだ
というふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　議員提出議案第１号「沖縄を再び戦
場にしないよう日本政府に対し対話と外交による平和
構築の積極的な取組を求める意見書」について質疑を
行います。
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　(1)、与党会派24名の議員提案で提出されておりま
すけれども、沖縄・自民党18名から提出された意見
書も、要請内容は与党会派「外交と対話による平和構
築」に対して沖縄・自民党が「対話の継続とあらゆる
外交政策」として、私は同一のものと考えておりま
す。私は、このような意見書は全会一致にするために
は、多数与党の対応は重要だと考えているわけであり
ます。
　そこで、提案者に伺います。
　多数与党として一本化、全会一致に向けてどのよう
な調整を行ったのか伺います。
　(2)、私は外交も抑止につながる力であると考えて
おります。岸田総理のウクライナ訪問、林大臣も今週
末に中国訪問とのこと。沖縄県政も地域外交室を設
置し、照屋副知事が中国の駐日大使と３月30日に面
会、玉城知事は2023年度中に中国訪問を検討とのこ
とであります。私は、このような国・県の外交を評価
し、このことが平和の安定につながっていくと考えて
おります。
　そこで、伺います。
　外交も抑止につながる力である。このことについて
提案者の見解を伺います。
　(3)、沖縄県議会は保守も革新も中道も存在をし、
それぞれが県民の民意を反映させております。このよ
うな意見書は立場の違いを超えて一致点を見いだし
て、国に対して要請することで県議会の意思として力
が発揮できると考えております。
　私は今回の意見書の採決は、退席をさせていただこ
うと考えております。
　両案の――先ほど申し上げましたように、与党会派
「外交と対話による平和構築」、沖縄・自民党が「対
話の継続とあらゆる外交政策」、このことには賛同す
るものであり、反対できるものではないからでありま
す。
　そこで伺います。
　与党会派24名に、改めて県議会が全会一致でまと
まる対応を今後はお願いをしたい。そのことについて
提案者の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○國仲　昌二君　はい、答弁いたします。
　(1)、２つの意見書は、同一と思えてならない。一
本化に向けた調整について答弁します。
　私たちは、昨年の２月議会から、日中両国間の友好
関係を発展させ、平和的に問題を解決するという趣旨
の請願を総務企画委員会で議論してまいりました。

　そして今回は、昨年12月に閣議決定された安保３
文書に危機感を抱き、これまでの趣旨と併せて今回の
意見書を提出したところであります。
　しかし合意に――全会一致にならなかったことは、
非常に残念に思います。
　また、今回自民党会派が提出した意見書は、防衛３
文書は評価されるものである、防衛力の整備強化によ
る抑止力を高めるなどの記述があり、私たちの意見書
の趣意と異なるものだと考えます。
　次(2)、外交も抑止につながる力である。私たち
は、意見書で外交と対話による平和の構築に積極的な
役割を果たすこと、日中両国において確認された諸原
則を遵守し、両国間の友好関係を発展させ、平和的に
問題を解決することを日本政府に求めており、照屋守
之議員の認識と一致しております。
　(3)、全会一致にまとまるような対応について。
　これも繰り返しになりますけれども、今議会でも委
員会開催前から文言調整などしてまいりましたけれど
も、合意できずに残念に思っております。これまでも
いろんな課題について、全会一致に向けて議員の皆さ
んは取り組んできたと思いますが、今後とも新たな課
題が出てきた場合については、全会一致に向けて取り
組んでいくということは当然なことだと考えておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、議員提出議案第２号について提出者から提案
理由の説明を求めます。
　花城大輔君。
　　　〔花城大輔君登壇〕
○花城　大輔君　ただいま議題となりました議員提出
議案第２号につきまして、提出者を代表して提案理由
を御説明申し上げます。
　提案理由は、我が国の平和を維持するための外交・
防衛政策の推進を求めることについて、関係要路に要
請するためであります。
　次に、議員提出議案第２号を朗読いたします。

〔我が国の平和を維持するための外交・防衛政
策の推進を求める意見書朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
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議の上、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上
げます。
　なお、本議案につきましては、意見書の趣旨を関係
要路に要請するため、議員を派遣する必要があること
から、議長におかれましてはしかるべく取り計らって
いただきますようお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　これより討論に入ります。
　議員提出議案第１号及び第２号に対する討論の通告
がありますので、順次発言を許します。
　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　日本共産党県議団を代表して、与党
提出の議員提出議案第１号「沖縄を再び戦場にしない
よう日本政府に対し対話と外交による平和構築の積極
的な取組を求める意見書」に賛成し、野党沖縄・自民
党会派提出の議員提出議案第２号「我が国の平和を維
持するための外交・防衛政策の推進を求める意見書」
に反対する立場から討論を行います。
　岸田政権は、去年の12月に安保３文書を閣議決定
だけで改定しました。
　与党の意見書案は、この３文書改定によって、敵基
地攻撃（反撃攻撃）能力の保有によって沖縄が再び戦
場にされるのではないかと県民の間で不安が広がって
いるとして、軍事力による抑止ではなく、外交と対話
による平和構築を求めています。
　これに対して野党沖縄・自民党会派案は、３文書の
決定、反撃能力の保有、防衛体制整備など、評価され
るものであるとして、さらに防衛力の整備強化などで
抑止力を高めることを求めています。
　去年の安保３文書は、これは歴代政権が一貫して否

定してきた敵基地攻撃能力、反撃能力の保有を打ち出
したことで、日本は集団的自衛権の行使として、アメ
リカの戦争に参加をし、相手国領域にミサイル攻撃な
どができるようになります。まさに、これまでの政府
の専守防衛を根底から覆すものとなっています。
　今、奄美から沖縄本島のうるま市、宮古、石垣、与
那国へのミサイルの配備、沖縄市への弾薬庫の設置な
どが一気に進められようとしています。
　そして全国で核兵器、生物化学兵器攻撃に耐えられ
るような自衛隊基地の地下化と強靱化が進められよう
としています。沖縄でも自衛隊第15旅団が師団に格
上げされ、自衛隊那覇基地の地下化、石垣分屯地の地
下化をはじめ、核、生物化学兵器攻撃に耐えられる強
靱化計画も進められようとしています。まさに、沖縄
や全国が戦場になることを想定した動きではないで
しょうか。沖縄が再び戦場にされるのではないか。県
民の間で、78年前の悲惨な地上戦に突入していった
戦前のようだと不安が広がっています。
　78年前の沖縄戦はどうだったのか。米軍が沖縄に
上陸する１年前、1944年３月、南西諸島方面の防衛
強化のために沖縄守備軍第32軍が創設されました。
　そして、沖縄を不沈空母として軍事要塞化するた
め、奄美から沖縄まで住民を動員して飛行場の建設が
進められました。陸軍伊江島飛行場、陸軍北飛行場
（読谷）、陸軍中飛行場（嘉手納）、陸軍南飛行場
（浦添）、陸軍東飛行場（西原）、陸軍石嶺飛行場、
海軍小禄飛行場、海軍与根飛行場、海軍南大東島飛行
場、海軍宮古島飛行場、陸軍宮古島中飛行場、陸軍宮
古島西飛行場、海軍石垣島平得飛行場、海軍石垣島北
飛行場、陸軍石垣島飛行場、陸軍石垣島宮良飛行場、
合計16か所が沖縄県内に造られました。そして、海
軍航空隊古仁屋基地（奄美大島）、海軍喜界島飛行
場、陸軍北飛行場（徳之島）、陸軍南飛行場（徳之
島）と４か所、沖縄と奄美で合わせて合計20か所の
飛行場が造られました。
　そして、首里城の地下に日本軍沖縄守備隊第32軍
司令部壕を造り、本土防衛のための持久作戦が決行さ
れました。その結果どうなったのか。沖縄は、国内で
唯一、一般住民を巻き込んだ熾烈な地上戦の場となっ
た。鉄の暴風とも形容される戦火の下で、沖縄県民
は、想像を絶する極限状態を経験し、20万人余の貴
い生命と貴重な文化遺産を失ったのです。
　今進められている南西諸島の防衛力強化としての自
衛隊の増強、自衛隊基地の地下化、強靱化、奄美、沖
縄、宮古、石垣、与那国にミサイルを配備する動きな
ど、78年前の沖縄戦の悲劇を引き起こした戦前の動
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きと全く重なって見えるではありませんか。
　そして、防衛力整備計画では、長射程ミサイルにつ
いて、１２式地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高
速滑空弾及び極超音速誘導弾をはじめ各種誘導弾の
長射程化を実施する。それから米国製のトマホーク
をはじめとする、外国製スタンド・オフ・ミサイル
を導入するとしています。これらのミサイルの射程
は、1000キロから3000キロ程度とされており、その
3000キロ以内には、中国の北京、上海、韓国のソウ
ル、台北、北朝鮮の平壌があります。このようなミサ
イルが沖縄に配備されると、逆に相手側も沖縄を狙っ
てまた配備する。果てしない軍拡競争に突入し、常に
一触即発の危険にさらされることになります。
　今、台湾有事が盛んにあおられていますが、一番怖
いのは、日本が攻撃されていないのに米軍と一緒にア
メリカの戦争に参加していく、その結果、沖縄が標的
になり攻撃される危険があるということです。
　これについて当のアメリカ側は何と言っているで
しょうか。
　2023年、今年１月の米国連邦議会調査局ＣＲＳの
報告書では、中国が台湾を攻撃する場合、日本の南西
諸島に近い場所で軍事作戦を行う可能性が高いこと、
仮に米軍が台湾有事に介入する場合は、在日米軍基地
が関与する可能性があり、その場合、日本は中国の攻
撃目標になる可能性がある、これらのことを指摘して
います。
　同じく2023年、今年１月の戦略国際問題研究所Ｃ
ＳＩＳの中国による台湾侵攻を想定したシミュレー
ションの結果報告書では、中国が台湾に侵攻し、米国
が介入した場合、米国が勝利するには在日米軍基地を
使用する必要があること、それから、勝利した場合で
も、日本に甚大な人的・物的損失が生じるとし、特
に、沖縄では多数の防空ミサイルが配備されていたに
もかかわらず、中国のミサイルによって、多くの航空
機が地上で破壊されることや、嘉手納飛行場は、破壊
された多数の航空機、多くの遺体を埋葬する仮設墓地
を有するようになるとしています。
　このように、台湾有事に米軍が介入したら、日本が
出撃基地になり、逆に標的になり攻撃されるおそれが
あり、特にこの沖縄が最前線となって、その結果、甚
大な被害を受け、多くの人命を失うことになってしま
うことをアメリカ自身が指摘しているのです。
　戦争は絶対に起こしてはなりません。戦争は始まる
前に止めなければなりません。ですから、与党提出の
意見書では、１つ、「アジア太平洋地域の緊張を高
め、沖縄が再び戦場になることにつながる南西地域へ

のミサイル配備など、軍事力による抑止ではなく、外
交と対話による平和の構築に積極的な役割を果たすこ
と。」２つ目に、「日中両国において確認された諸原
則を遵守し、両国間の友好関係を発展させ、平和的に
問題を解決すること」を求めているのです。
　1972年の日中共同声明において、両国間の「不正
常な状態」が終結され、外交関係が樹立し、両国が平
和友好関係を確立し、国連憲章の原則を守ること等が
宣言されました。
　1978年の日中平和友好条約は、「主権及び領土保
全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干
渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上
に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるもの
とする」こと、「相互の関係において、すべての紛争
を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威
嚇に訴えないこと」などが確認されています。
　1998年には、平和と発展のための友好協力パート
ナーシップの構築に関する日中共同宣言、2008年に
は、「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共
同声明が宣言されています。
　与党提出の意見書では、これまでの日中間で取り交
わされてきた諸原則を遵守し、友好関係の発展と平和
的な外交による解決を求めているのです。
　このことは、去年２月議会から請願・陳情審査の中
で議論し、毎議会ごとに意見書の提出を野党・中立会
派のみなさんに呼びかけてきました。
　去年の２月議会、６月議会、９月議会、12月議
会、それぞれ呼びかけてきたものであります。
　今、日本は戦争か平和かの重大な岐路に立っている
と私は思います。そして今、日本が行うべきは、軍事
力の大増強ではなく、平和的な外交手段を強化するこ
とです。ＡＳＥＡＮの平和共同体のように、紛争を戦
争に発展させない、東アジアの平和の共同体の構築に
日本は全力を挙げるべきであります。
　沖縄県も、沖縄を再び戦場にさせないと、地域外交
室を設置し、沖縄を平和の発信拠点にするために新た
な取組も開始します。
　沖縄県議会としても、沖縄を絶対に戦場にさせては
ならないとの立場から、今の危険な動きにストップを
かける決意が求められているのではないでしょうか。
　よって、与党提出の議員提出議案第１号「沖縄を再
び戦場にしないよう日本政府に対し対話と外交による
平和構築の積極的な取組を求める意見書」に賛成し、
野党沖縄・自民党会派提出の議員提出議案第２号「我
が国の平和を維持するための外交・防衛政策の推進を
求める意見書」に反対するものです。
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　議員各位の御賛同をお願いして討論といたします。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○仲村　家治君　沖縄・自民党の仲村家治です。
　私は会派を代表して、ただいま議題となっておりま
す「沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し対話
と外交による平和構築の積極的な取組を求める意見
書」に対して、反対の立場から討論を行います。
　本意見書への賛否を判断するに当たり、私たち沖縄
･自民党としては、我が国の安全保障環境に関する現
状認識が、果たして本意見書において述べられている
とおりなのかどうか、その点がまず大いに疑問視され
るべきものであると指摘しなければなりません。
　先ほど、我が会派の大浜議員、下地議員からの質疑
の中で、提案者は明確な回答を述べずにいろいろな新
聞記事等の羅列で答弁を濁しておりました。
　昨年暮れに閣議決定された、いわゆる安保関連３文
書において、外交力の重要性について、イの一番に言
及されております。これに対し、本意見書において
は、「沖縄の軍事的負担を強化する」、「本県の軍事
要塞化も進んでいる」という表現が見られます。
　この「沖縄の軍事的負担を強化する」ということ
は、一体どういうことなのか。確かに、安保関連３文
書の中では、国家防衛戦略において南西諸島における
防衛力の強化がうたわれ、防衛力整備計画において自
衛隊基地の施設整備・更新、装備品の調達等が明記さ
れております。
　しかしながら、義務を課し、または権利を制限する
など、まさに負担を強いるということ、これが沖縄県
ないし沖縄県民のみに適用されるような具体的事例は
どこにもありません。
　防衛体制の強化という事実は負担と表現し、県民ま
たは国民に対して誤ったメッセージを与えんとする文
言は、まさに印象操作、大衆心理を弄び、一種のプロ
パガンダと断じざるを得ません。さらに軍事要塞化と
いう言葉にも意図的なものを感じざるを得ません。あ
たかも沖縄県全体が軍事基地として利用される、そう
いった印象を一方的に与えるようなものです。こう
いった県民に誤解を与え、無用の不安と不信を招き、
政府と沖縄県の対立構造をいたずらに仕立て上げ、構
造的差別の名の下に沖縄が日本本土から差別を受けて
いる、そのような思考過程が根底に流れています。全
くもって受け入れがたい内容であると言わざるを得ま
せん。対話を通じて信頼を醸成し、外交努力をすべき
だとしておきながら、一方では、内外に対して沖縄県
議会としての見解を示すこの意見書という大変重みの

ある文書において、言葉の一つ一つが持つ意味合いに
ついてその受け手がどういった受け止め方をするの
か、そういう点を精査することなく提案されたという
ことは誠に残念であり、数の力で押し切ろうという言
論封殺のそしりを免れないまさに暴論、暴挙にほかな
りません。
　反対する第２の理由は、防衛力の強化が沖縄を再び
戦場にするという、本末転倒の理屈が意見書において
展開されていることであります。ウクライナを見てく
ださい。冷戦終結後、非核化を進め、ＮＡＴＯの同盟
にも加わらず、平和外交に徹してきたウクライナが、
いとも簡単に大国の持つ圧倒的な軍事力によって侵略
されたのであります。隣国ベラルーシにロシアの戦術
核配備がなされるという報道もありました。これは抑
止力ではなく、武力による威嚇にほかならず、一方的
な脅威の下にさらし、屈服を強要するものでありま
す。隣国に大国を存するという状況にある我が国にお
いても、ウクライナとダブって見えるのは私だけで
しょうか。大国との外交関係を優位に展開する意味
で、その裏づけとなる抑止力、防衛力そして経済力や
情報力など総合的な安全保障のための源泉を確保する
必要があるのであって、そのいずれも欠けることが
あってはならないのであります。そのような意味で、
今般、安保３文書において位置づけられた反撃能力の
保有、南西地域の空港・港湾建設などの整備強化のほ
か南西諸島の安心・安全に資する阻止、取組は評価さ
れてしかるべきであり、意見書に述べられているよう
に防衛力の強化をはなから否定する論拠は到底承服で
きないというべきであります。
　本意見書において、なぜ日中関係のみを取り上げて
いるのか、この点が理解に苦しむところであります。
安保３文書においても北朝鮮やロシアなどの脅威が触
れられており、特に北朝鮮からは今年に入って連日と
言ってもいいくらいミサイルが発射され、我が国の排
他的経済水域や公海上に落下しております。本意見書
はこのような事象を無視し、むしろ存在していないか
のごとく、全く触れられておりません。加えて我が国
は、自由で開かれたインド太平洋の実現のために、日
本・米国・オーストラリア・インドを中心とした枠組
みを通じて、その先頭に立って外交関係を推進してお
ります。意見書にあるような特定の国との関係を際立
たさせることは、かえって関係悪化を先導していると
受け取られる可能性が否定できず、また何らかの思惑
や意図があるのではという邪推を惹起するという懸念
があります。
　また、今議会において我が会派の同僚議員のほか、
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多くの議員から質問があった地域外交室ですが、地域
外交の言葉の定義や国の外交との関係性などについ
て、執行部において全く理解がされていないことが明
らかになりました。国に対して平和外交を求めるので
あれば、本来なら知事自身自ら思いを致している地域
外交の在り方について、外務省や防衛省などと意見交
換を進めるべきであり、こういったコミュニケーショ
ンを図ろうとしないことこそ、今の県政には外交を行
う能力が欠如している、このような評価をせざるを得
ないのであります。
　最後に、この意見書は、我が国の国防を担う自衛隊
基地を沖縄県に配備をしないというメッセージが込め
られています。五十数年前、今の那覇基地、陸自、海
自の基地はアメリカの航空基地でありました。復帰が
決まり、自衛隊基地に移管をされ、私たちは地元であ
ります。そのとき何が起こったか皆さん御承知でしょ
うか。自衛隊に反対する一部の県民が押し寄せ、事も
あろうか成人式会場の小禄中学校の正門に来て、新成
人の自衛隊員を入れずに、おまえら帰れと追い返し
て、涙を流して帰っていった自衛隊員がおりました。
それは私たちは小さな子供でしたけれども、この目に
焼き付いております。そして、これでは駄目だという
ことで地域の先輩方が小禄地区自衛隊親睦会という会
を設立し、自衛隊との親睦を深めてまいりました。今
この意見書が、自衛隊反対だという変なメッセージに
なって、また五十数年前のように自衛隊反対というそ
ういう雰囲気が蔓延することを私は危惧しておりま
す。
　以上の理由から、本意見書には明確に反対の意見を
表明するとともに、議員各位におかれては、本意見書
の再考を求め私の討論といたします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
　　　〔小渡良太郎君登壇〕
○小渡　良太郎君　最終本会議、長い時間議員諸兄の
皆様、お疲れさまでございます。
　恐らく私の討論で最後になるかと思いますので、し
ばしお時間をいただきたいとお願いを申し上げます。
　それでは、議員提出議案第２号に賛成する立場で討
論をさせていただきます。
　私ども沖縄・自民党は、議員提出議案第１号の案が
提示をされて以降、文案調整等で歩み寄れないか検討
と議論を重ねてまいったことは、先ほどの家治議員の
討論でも述べられたとおりでございます。
　しかしながら、解釈の違い、見解の違いというだけ
では、どうしても我が方が説明し切れない幾つかちり

ばめられている、客観的事実と異なる主観的で扇情的
な文言、例えば「軍事要塞化」だとか南西諸島方面の
防備強化が「沖縄が再び「標的」とされる」、「戦場
になることにつながる」という言い分だとか、迎撃の
ためのミサイルを、さも反撃能力を持つものとでも言
わんばかりの一文だとか、言論の府たる議会が出す意
見書としてはあまりにも事実とかけ離れていて不適切
であり、客観的に修正するにも限界があるとして、当
該意見書の提案に至ったわけでございます。
　昨今の南西諸島方面における防衛体制の強化は、沖
縄の言論空間では自衛隊の配備だけが取り上げられて
おりますが、内実いざというときの住民避難に活用さ
れる空港や港湾等島嶼インフラの建設・整備・強化も
多く講じられております。それは現実論として、日本
国民を守るということに、ひいては悲惨な地上戦の再
来を極力回避せんとすることに直結する国の意思であ
ります。
　無防備とは、我が国のみならず人類の歴史上、どこ
を見渡しても無責任以外の何物でもありません。国民
の生命と財産を守る責務を負う以上、いざというとき
に備えることは国家として当然のことであり、防災も
防衛も必須のことであると私は考えます。しかしなが
ら、それらを準備するだけでは平和構築・維持には不
十分で、やはり国の専権事項たる外交における不断の
取組がなければ、平和というものは実現できません。
　戦争は外交の敗北であるという格言がございます。
　ロシアによるウクライナ侵攻を外交的視点で見た、
国内外の識者の意見・議論をつぶさに見ていると、西
側諸国も含めて十分な抑止力に裏打ちされた外交をウ
クライナが展開できなかったことに一因があるという
ふうな意見で一致されております。これは近年の東ア
ジアにおける国際情勢の緊迫化にも同じく当てはまる
ものであると考えます。
　ただし、この抑止力というものは、この日本におい
ては、日本全体で担保するものであり、国境の県であ
る沖縄を含む南西諸島だけが担うものではない。それ
は沖縄の基地に反撃能力が付与される計画はないと説
明している国の言動にも表れていると考えておりま
す。
　余談ではありますが、次年度より知事公室に地域外
交室が設置されると聞いております。
　現況下において、沖縄が再び戦場になる可能性が最
も高いのは、今まさに台湾の平和を外交的恫喝等で脅
かしている中国にほかならないと私どもは考えており
ます。
　中国はロシアと違うと信じたいところではあります
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が、日中関係を平和裏に進めるために積極的な対話は
不可欠であり、外交という観点から見れば沖縄は日本
政府だけでなく中国ともコミュニケーションを展開す
るべきであると考えます。
　従来よりアメリカ合衆国等に対して、ときに厳しい
言葉を投げかけてきた沖縄だからこそ、大国におもね
るのではない。ときには尖閣の漁場を我が物顔でばっ
こする船舶の行動に対し、しっかりと抗議をしたり、
耳の痛い苦言も直接意見できる地域交流が展開できる
ものと期待しております。
　沖縄が訴える恒久平和に相対しているのは、防衛力
強化をしている日本ではなく、現状変更をもくろむ覇
権的行動を取る中国であります。
　余談はさておき、日本政府に対して、防衛力の整備
強化だけでなく、対中国、対北朝鮮といった我が国の
安全を脅かす行動を取る隣国に対して、抑止力を伴っ
た積極外交の展開を私どもは日本政府に求めたいと考
えております。
　以上を申し上げ、議員提出議案第２号に賛成の立場
からの討論とさせていただきます。
　議員諸兄の賢明なる御判断をよろしくお願いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより議員提出議案第１号「沖縄を再び戦場にし
ないよう日本政府に対し対話と外交による平和構築の
積極的な取組を求める意見書」及び議員提出議案第２
号「我が国の平和を維持するための外交・防衛政策の
推進を求める意見書」の採決に入ります。
○照屋　守之君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　議題のうち、まず、議員提出議案第１号「沖縄を再
び戦場にしないよう日本政府に対し対話と外交による
平和構築の積極的な取組を求める意見書」を採決いた
します。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
･･よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決
されました。

　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま議員提出議案第１号
「沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し対話と
外交による平和構築の積極的な取組を求める意見書」
が可決されましたので、議員提出議案第２号「我が国
の平和を維持するための外交・防衛政策の推進を求め
る意見書」については、その議決を要しないものとな
ります。
　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　先ほど可決されました議員提
出議案第１号については、提案理由説明の際、提出者
から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣
してもらいたいとの要望がありました。
　よって、議員派遣について採決いたします。
　お諮りいたします。
　議員提出議案第１号の趣旨を関係要路に要請するた
め議員５人を派遣することとし、その期間及び人選に
ついては、議長に一任することに賛成の諸君の起立を
求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第11　陳情９件を議題といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長大浜一郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　大浜一郎君登壇〕
○経済労働委員長（大浜一郎君）　ただいま議題とな
りました陳情９件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決
定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
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　これよりただいま議題となっております陳情９件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情９件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　陳情18件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました陳情18件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情18件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情18件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第13　請願１件及び陳
情26件を議題といたします。
　請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　呉屋　宏君登壇〕
○土木環境委員長（呉屋　宏君）　ただいま議題とな
りました請願１件及び陳情26件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、審査報告書のとおり処理
すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願１件及
び陳情26件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情26件は、委
員長の報告のとおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　日程第14　閉会中の継続審
査の件を議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

　　　――――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
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　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。

　これをもって令和５年第１回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後３時44分閉会

‒･529･‒
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